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B

もの（以下「設備設計図書」という。）の設計
をいう。

▪＊１ 省令【構造設計図書及び設備設計図書】

規則１条�１項➡４６８ 

▪＊２ 同条�２項➡４６８ 

８　この法律で「工事監理」とは、その者の責任に
おいて、工事を設計図書と照合し、それが設計
図書のとおりに実施されているかいないかを確
認することをいう。

９　この法律で「大規模の修繕」又は「大規模の模
様替」とは、それぞれ建築基準法第２条第十四
号又は第十五号に規定するものをいう。

10	 この法律で「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」
又は「階数」とは、それぞれ建築基準法第 92
条の規定により定められた算定方法によるもの
をいう。
■関連【面積、高さ等の算定方法】建築基準法施行令２条�➡１３１ 

【職責】
第２条の２　建築士は、常に品位を保持し、業務に
関する法令及び実務に精通して、建築物の質の
向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業
務を行わなければならない。

【一級建築士でなければできない設計又は工事監理】
第３条　次の各号に掲げる建築物（建築基準法第
85 条第１項又は第２項に規定する応急仮設建
築物を除く。以下この章中同様とする。）を新
築する場合においては、一級建築士でなければ、
その設計又は工事監理をしてはならない。

▪【仮設建築物に対する制限の緩和】

建築基準法８５条�１項、２項➡９0 

一　学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、
集会場（オーディトリアムを有しないものを
除く。）又は百貨店の用途に供する建築物で、
延べ面積が 500㎡をこえるもの

二　木造の建築物又は建築物の部分で、高さが
13 ｍ又は軒の高さが９ｍを超えるもの

三　鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、
コンクリートブロック造若しくは無筋コンク
リート造の建築物又は建築物の部分で、延べ
面積が 300㎡、高さが 13 ｍ又は軒の高さが
９ｍをこえるもの

四　延べ面積が 1,000㎡をこえ、且つ、階数が２
以上の建築物

２　建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模
の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にお

建築士法
昭和 25 年５月 24 日法律第 202 号

最終改正：令和３年５月 26 日法律第 44 号

第１章　総則

【目的】
第１条　この法律は、建築物の設計、工事監理等を
行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を
はかり、もって建築物の質の向上に寄与させる
ことを目的とする。

【定義】
第２条　この法律で「建築士」とは、一級建築士、
二級建築士及び木造建築士をいう。

２　この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣
の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建
築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行
う者をいう。

３　この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事
の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建
築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行
う者をいう。

４　この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事
の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木
造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業
務を行う者をいう。

５　この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関
する知識及び技能につき国土交通大臣が定める
資格を有する者をいう。

■関連【建築設備士】規則１７条�の１８➡４７５ 

６　この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事
の実施のために必要な図面（現寸図その他これ
に類するものを除く。）及び仕様書を、「設計」
とはその者の責任において設計図書を作成する
ことをいう。

７　この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計
算書その他の建築物の構造に関する設計図書で
国土交通＊１ 省令で定めるもの（以下「構造設
計図書」という。）の設計を、「設備設計」とは
建築設備（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条
第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。）
の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備
に関する設計図書で国土交通＊２ 省令で定める

建築士法●　第 1 条

〔

〕
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いては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係
る部分を新築するものとみなして前項の規定を
適用する。

【一級建築士又は二級建築士でなければできない設
計又は工事監理】
第３条の２　前条第１項各号に掲げる建築物以外の
建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場
合においては、一級建築士又は二級建築士でな
ければ、その設計又は工事監理をしてはならな
い。
一　前条第１項第三号に掲げる構造の建築物又は
建築物の部分で、延べ面積が 30㎡を超える
もの

二　延べ面積が 100㎡（木造の建築物にあっては、
300㎡）を超え、又は階数が３以上の建築物

２　前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。
３　都道府県は、土地の状況により必要と認める場
合においては、第１項の規定にかかわらず、条
例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号
に規定する延べ面積（木造の建築物に係るもの
を除く。）を別に定めることができる。

【一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなけれ
ばできない設計又は工事監理】
第３条の３　前条第１項第二号に掲げる建築物以外
の木造の建築物で、延べ面積が 100㎡を超える
ものを新築する場合においては、一級建築士、
二級建築士又は木造建築士でなければ、その設
計又は工事監理をしてはならない。

２　第３条第２項及び前条第３項の規定は、前項の
場合に準用する。この場合において、同条第３
項中「同項各号に規定する延べ面積（木造の建
築物に係るものを除く。）」とあるのは、「次条
第１項に規定する延べ面積」と読み替えるもの
とする。

第２章　免許等

【建築士の免許】
第４条　一級建築士になろうとする者は、国土交通
大臣の免許を受けなければならない。

２　一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級
建築士試験に合格した者であって、次の各号の
いずれかに該当する者でなければ、受けること
ができない。

一　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短
期大学を除く。）又は旧大学令（大正７年勅令第
388号）による大学において、国土交通大臣の
指定する建築に関する科目を修めて卒業した
者であって、その卒業後建築に関する実務と
して国土交通省令で定めるもの（以下「建築
実務」という。）の経験を２年以上有する者

二　学校教育法による短期大学（修業年限が３年
であるものに限り、同法による専門職大学の
３年の前期課程を含む。）において、国土交
通大臣の指定する建築に関する科目を修めて
卒業した者（同法による専門職大学の前期課
程にあっては、修了した者。以下この号及び
次号において同じ。）（夜間において授業を行
う課程等であって国土交通大臣の指定するも
のを修めて卒業した者を除く。）であって、
その卒業後（同法による専門職大学の前期課
程にあっては、修了後。同号において同じ。）
建築実務の経験を３年以上有する者

三　学校教育法による短期大学（同法による専門
職大学の前期課程を含む。）若しくは高等専
門学校又は旧専門学校令（明治36年勅令第61号）に
よる専門学校において、国土交通大臣の指定
する建築に関する科目を修めて卒業した者で
あって、その卒業後建築実務の経験を４年以
上有する者（前号に掲げる者を除く。）

四　二級建築士として設計その他の国土交通省令
で定める実務の経験を４年以上有する者

五　国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上
の知識及び技能を有すると認める者

３　二級建築士又は木造建築士になろうとする者
は、都道府県知事の免許を受けなければならな
い。

４　二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ
その免許を受けようとする都道府県知事の行う
二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した
者であって、次の各号のいずれかに該当する者
でなければ、受けることができない。

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学
校、旧大学令による大学又は旧専門学校令に
よる専門学校において、国土交通大臣の指
定する建築に関する科目を修めて卒業した者
（当該科目を修めて同法による専門職大学の
前期課程を修了した者を含む。）

二　学校教育法による高等学校若しくは中等教育

第 3条の 2　●建築士法



438 建築士法　第２章

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

いては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係
る部分を新築するものとみなして前項の規定を
適用する。

【一級建築士又は二級建築士でなければできない設
計又は工事監理】
第３条の２　前条第１項各号に掲げる建築物以外の
建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場
合においては、一級建築士又は二級建築士でな
ければ、その設計又は工事監理をしてはならな
い。

一　前条第１項第三号に掲げる構造の建築物又は
建築物の部分で、延べ面積が 30㎡を超える
もの

二　延べ面積が 100㎡（木造の建築物にあっては、
300㎡）を超え、又は階数が３以上の建築物

２　前条第２項の規定は、前項の場合に準用する。
３　都道府県は、土地の状況により必要と認める場
合においては、第１項の規定にかかわらず、条
例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号
に規定する延べ面積（木造の建築物に係るもの
を除く。）を別に定めることができる。

【一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなけれ
ばできない設計又は工事監理】
第３条の３　前条第１項第二号に掲げる建築物以外
の木造の建築物で、延べ面積が 100㎡を超える
ものを新築する場合においては、一級建築士、
二級建築士又は木造建築士でなければ、その設
計又は工事監理をしてはならない。

２　第３条第２項及び前条第３項の規定は、前項の
場合に準用する。この場合において、同条第３
項中「同項各号に規定する延べ面積（木造の建
築物に係るものを除く。）」とあるのは、「次条
第１項に規定する延べ面積」と読み替えるもの
とする。

第２章　免許等

【建築士の免許】
第４条　一級建築士になろうとする者は、国土交通
大臣の免許を受けなければならない。

２　一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級
建築士試験に合格した者であって、次の各号の
いずれかに該当する者でなければ、受けること
ができない。

一　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短
期大学を除く。）又は旧大学令（大正７年勅令第
388号）による大学において、国土交通大臣の
指定する建築に関する科目を修めて卒業した
者であって、その卒業後建築に関する実務と
して国土交通省令で定めるもの（以下「建築
実務」という。）の経験を２年以上有する者

二　学校教育法による短期大学（修業年限が３年
であるものに限り、同法による専門職大学の
３年の前期課程を含む。）において、国土交
通大臣の指定する建築に関する科目を修めて
卒業した者（同法による専門職大学の前期課
程にあっては、修了した者。以下この号及び
次号において同じ。）（夜間において授業を行
う課程等であって国土交通大臣の指定するも
のを修めて卒業した者を除く。）であって、
その卒業後（同法による専門職大学の前期課
程にあっては、修了後。同号において同じ。）
建築実務の経験を３年以上有する者

三　学校教育法による短期大学（同法による専門
職大学の前期課程を含む。）若しくは高等専
門学校又は旧専門学校令（明治36年勅令第61号）に
よる専門学校において、国土交通大臣の指定
する建築に関する科目を修めて卒業した者で
あって、その卒業後建築実務の経験を４年以
上有する者（前号に掲げる者を除く。）

四　二級建築士として設計その他の国土交通省令
で定める実務の経験を４年以上有する者

五　国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上
の知識及び技能を有すると認める者

３　二級建築士又は木造建築士になろうとする者
は、都道府県知事の免許を受けなければならな
い。

４　二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ
その免許を受けようとする都道府県知事の行う
二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した
者であって、次の各号のいずれかに該当する者
でなければ、受けることができない。

一　学校教育法による大学若しくは高等専門学
校、旧大学令による大学又は旧専門学校令に
よる専門学校において、国土交通大臣の指
定する建築に関する科目を修めて卒業した者
（当該科目を修めて同法による専門職大学の
前期課程を修了した者を含む。）

二　学校教育法による高等学校若しくは中等教育
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納しなければならない。
５　一級建築士の免許を受けようとする者は、登録
免許税法（昭和42年法律第35号）の定めるところによ
り登録免許税を国に納付しなければならない。

６　一級建築士免許証の書換え交付又は再交付を受
けようとする者は、実費を勘案して政令で定め
る額の手数料を国に納付しなければならない。

▪政令【書換え交付等の手数料】令１条�➡４６６ 

■関連【免許証の再交付】規則５条�➡４７0 

■関連【指定登録機関が登録事務をする場合】
法１0条�の１９➡４４４ 

【住所等の届出】
第５条の２　一級建築士、二級建築士又は木造建築
士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又
は木造建築士免許証の交付の日から 30 日以内
に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、
一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建
築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都
道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出
なければならない。

▪省令【住所等の届出】規則８条�➡４７１ 

■関連【建築士の死亡等の届出】法８条�の２➡４４0 

２　一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、前
項の国土交通省令で定める事項に変更があった
ときは、その日から 30 日以内に、その旨を、
一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建
築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都
道府県知事及び住所地の都道府県知事（都道府
県の区域を異にして住所を変更したときは、変
更前の住所地の都道府県知事）に届け出なけれ
ばならない。

■関連【登録事項の変更】規則４条�➡４７0 

■関連【免許証の書換え交付】規則４条�の２➡４７0 

３　前項に規定するもののほか、都道府県の区域を
異にして住所を変更した二級建築士又は木造建
築士は、同項の期間内に第１項の国土交通省令
で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事
に届け出なければならない。

【名簿】
第６条　一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築
士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これ
を備える。

２　国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知
事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、そ
れぞれ一般の閲覧に供しなければならない。

建築士法●　第 ５ 条

学校又は旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）によ
る中等学校において、国土交通大臣の指定す
る建築に関する科目を修めて卒業した者で
あって、その卒業後建築実務の経験を２年以
上有する者

三　都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上
の知識及び技能を有すると認める者

四　建築実務の経験を７年以上有する者
５　外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士に
なろうとする者にあっては国土交通大臣が、二
級建築士又は木造建築士になろうとする者に
あっては都道府県知事が、それぞれ一級建築士
又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上
の資格を有すると認めるものは、第２項又は前
項の規定にかかわらず、一級建築士又は二級建
築士若しくは木造建築士の免許を受けることが
できる。

■関連【免許の申請】規則１条�の５➡４６９ 

【免許の登録】
第５条　一級建築士、二級建築士又は木造建築士の
免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士
名簿又は木造建築士名簿に登録することによっ
て行う。

■関連【免許】規則２条�➡４６９ 

■関連【登録事項】規則３条�➡４６９ 

２　国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士
又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与
えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二
級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交
付する。

３　一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一
級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建
築士免許証に記載された事項等に変更があった
ときは、一級建築士にあっては国土交通大臣に、
二級建築士又は木造建築士にあっては免許を受
けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、
二級建築士免許証又は木造建築士免許証の書換
え交付を申請することができる。

４　一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第
９条第１項若しくは第２項又は第 10 条第１項
の規定によりその免許を取り消されたときは、
速やかに、一級建築士にあっては一級建築士免
許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建
築士にあっては二級建築士免許証又は木造建築
士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返
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第 ７条　●建築士法

は木造建築士の業務を適正に行うことができ
ない場合に該当するものとして国土交通省令
で定める場合に該当するに至ったとき　　本
人又はその法定代理人若しくは同居の親族

■関連【免許の取消しの申請・返納】規則６条�➡４７0 

【免許の取消し】
第９条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免
許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは
木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場
合においては、当該一級建築士又は二級建築士
若しくは木造建築士の免許を取り消さなければ
ならない。

一　本人から免許の取消しの申請があったとき。
二　前条（第三号に係る部分を除く。次号におい
て同じ。）の規定による届出があったとき。

三　前条の規定による届出がなくて同条第一号又
は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明
したとき。

四　虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた
ことが判明したとき。

五　第 13 条の２第１項又は第２項の規定により
一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建
築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

２　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を
受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造
建築士が次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該一級建築士又は二級建築士若し
くは木造建築士の免許を取り消すことができ
る。

一　前条（第三号に係る部分に限る。次号におい
て同じ。）の規定による届出があったとき。

二　前条の規定による届出がなくて同条第三号に
掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

３　国土交通大臣又は都道府県知事は、前２項の規
定により免許を取り消したときは、国土交通省
令で定めるところにより、その旨を公告しなけ
ればならない。

▪省令【免許の取消しの公告】規則６条�の２➡４７0 

■関連【免許の取消しの申請・返納】規則６条�➡４７0 

【懲戒】
第 10 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その
免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しく
は木造建築士が次の各号のいずれかに該当する
場合においては、当該一級建築士又は二級建築
士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しく

■関連【一級建築士名簿の閲覧】規則９条�の２➡４７１ 

【絶対的欠格事由】
第７条　次の各号のいずれかに該当する者には、一
級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を
与えない。
一　未成年者
二　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日
から５年を経過しない者

三　この法律の規定に違反して、又は建築物の建
築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、そ
の刑の執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から５年を経過しない者

四　第９条第１項第四号又は第 10 条第１項の規
定により免許を取り消され、その取消しの日
から起算して５年を経過しない者

五　第 10 条第１項の規定による業務の停止の処
分を受け、その停止の期間中に第９条第１項
第一号の規定によりその免許が取り消され、
まだその期間が経過しない者

【相対的欠格事由】
第８条　次の各号のいずれかに該当する者には、一
級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を
与えないことができる。
一　禁錮以上の刑に処せられた者（前条第二号に
該当する者を除く。）

二　この法律の規定に違反して、又は建築物の建
築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
（前条第三号に該当する者を除く。）

三　心身の故障により一級建築士、二級建築士又
は木造建築士の業務を適正に行うことができ
ない者として国土交通省令で定めるもの

【建築士の死亡等の届出】
第８条の２　一級建築士、二級建築士又は木造建築
士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当す
ることとなったときは、当該各号に定める者は、
その日（第一号の場合にあっては、その事実を
知った日）から 30 日以内に、その旨を、一級
建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士
又は木造建築士にあっては免許を受けた都道府
県知事に届け出なければならない。
一　死亡したとき　　その相続人
二　第７条第二号又は第三号に該当するに至った
とき　　本人

三　心身の故障により一級建築士、二級建築士又
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は木造建築士の業務を適正に行うことができ
ない場合に該当するものとして国土交通省令
で定める場合に該当するに至ったとき　　本
人又はその法定代理人若しくは同居の親族

■関連【免許の取消しの申請・返納】規則６条�➡４７0 

【免許の取消し】
第９条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免
許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは
木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場
合においては、当該一級建築士又は二級建築士
若しくは木造建築士の免許を取り消さなければ
ならない。

一　本人から免許の取消しの申請があったとき。
二　前条（第三号に係る部分を除く。次号におい
て同じ。）の規定による届出があったとき。

三　前条の規定による届出がなくて同条第一号又
は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明
したとき。

四　虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた
ことが判明したとき。

五　第 13 条の２第１項又は第２項の規定により
一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建
築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

２　国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を
受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造
建築士が次の各号のいずれかに該当する場合に
おいては、当該一級建築士又は二級建築士若し
くは木造建築士の免許を取り消すことができ
る。

一　前条（第三号に係る部分に限る。次号におい
て同じ。）の規定による届出があったとき。

二　前条の規定による届出がなくて同条第三号に
掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

３　国土交通大臣又は都道府県知事は、前２項の規
定により免許を取り消したときは、国土交通省
令で定めるところにより、その旨を公告しなけ
ればならない。

▪省令【免許の取消しの公告】規則６条�の２➡４７0 

■関連【免許の取消しの申請・返納】規則６条�➡４７0 

【懲戒】
第 10 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その
免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しく
は木造建築士が次の各号のいずれかに該当する
場合においては、当該一級建築士又は二級建築
士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しく

■関連【一級建築士名簿の閲覧】規則９条�の２➡４７１ 

【絶対的欠格事由】
第７条　次の各号のいずれかに該当する者には、一
級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を
与えない。

一　未成年者
二　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日
から５年を経過しない者

三　この法律の規定に違反して、又は建築物の建
築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、そ
の刑の執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から５年を経過しない者

四　第９条第１項第四号又は第 10 条第１項の規
定により免許を取り消され、その取消しの日
から起算して５年を経過しない者

五　第 10 条第１項の規定による業務の停止の処
分を受け、その停止の期間中に第９条第１項
第一号の規定によりその免許が取り消され、
まだその期間が経過しない者

【相対的欠格事由】
第８条　次の各号のいずれかに該当する者には、一
級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を
与えないことができる。

一　禁錮以上の刑に処せられた者（前条第二号に
該当する者を除く。）

二　この法律の規定に違反して、又は建築物の建
築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
（前条第三号に該当する者を除く。）

三　心身の故障により一級建築士、二級建築士又
は木造建築士の業務を適正に行うことができ
ない者として国土交通省令で定めるもの

【建築士の死亡等の届出】
第８条の２　一級建築士、二級建築士又は木造建築
士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当す
ることとなったときは、当該各号に定める者は、
その日（第一号の場合にあっては、その事実を
知った日）から 30 日以内に、その旨を、一級
建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士
又は木造建築士にあっては免許を受けた都道府
県知事に届け出なければならない。

一　死亡したとき　　その相続人
二　第７条第二号又は第三号に該当するに至った
とき　　本人

三　心身の故障により一級建築士、二級建築士又
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は１年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、
又はその免許を取り消すことができる。

■関連【登録の抹消】規則７条�➡４７１ 

一　この法律若しくは建築物の建築に関する他の
法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の
規定に違反したとき。

二　業務に関して不誠実な行為をしたとき。
２　国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定
により業務の停止を命じようとするときは、行
政手続法（平成５年法律第88号）第 13 条第１項の規定
による意見陳述のための手続の区分にかかわら
ず、聴聞を行わなければならない。

３　第１項の規定による処分に係る聴聞の主宰者
は、必要があると認めるときは、参考人の出頭
を求め、その意見を聴かなければならない。

４　国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項の規
定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り
消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査
会又は都道府県建築士審査会の同意を得なけれ
ばならない。

５　国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項の規
定による処分をしたときは、国土交通省令で定
めるところにより、その旨を公告しなければな
らない。

▪省令【処分の公告】規則６条�の３➡４７１ 

６　国土交通大臣又は都道府県知事は、第３項の規
定により出頭を求めた参考人に対して、政令の
定めるところにより、旅費、日当その他の費用
を支給しなければならない。

▪政令【参考人に支給する費用】令５条�➡４６６ 

【報告、検査等】
第 10 条の２　国土交通大臣は、建築士の業務の適
正な実施を確保するため必要があると認めると
きは、一級建築士に対しその業務に関し必要な
報告を求め、又はその職員に、建築士事務所そ
の他業務に関係のある場所に立ち入り、図書そ
の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問
させることができる。

２　都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を
確保するため必要があると認めるときは、二級
建築士若しくは木造建築士に対しその業務に関
し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士
事務所その他業務に関係のある場所に立ち入
り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関
係者に質問させることができる。

３　前２項の規定により立入検査をする職員は、そ
の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示し
なければならない。

４　第１項及び第２項の規定による立入検査の権限
は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し
てはならない。

【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証
の交付等】
第 10 条の３　次の各号のいずれかに該当する一級
建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級
建築士証の交付を申請することができる。
■関連【構造設計一級建築士証等】規則９条�の３➡４７１ 

■関連【構造設計に関する特例等】
法２0条�の２、２0条�の３➡４５１ 

■関連【構造設計一級建築士証の再交付】規則９条�の５➡４７２ 

一　一級建築士として５年以上構造設計の業務に
従事した後、第 10 条の 22 から第 10 条の 25
までの規定の定めるところにより国土交通大
臣の登録を受けた者（以下この章において「登
録講習機関」という。）が行う講習（別表第
１⑴の項講習の欄に掲げる講習に限る。）の
課程をその申請前１年以内に修了した一級建
築士

二　国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げ
る一級建築士と同等以上の知識及び技能を有
すると認める一級建築士

２　次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、
国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の
交付を申請することができる。

一　一級建築士として５年以上設備設計の業務に
従事した後、登録講習機関が行う講習（別表
第１⑵の項講習の欄に掲げる講習に限る。）
の課程をその申請前１年以内に修了した一級
建築士

二　国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げ
る一級建築士と同等以上の知識及び技能を有
すると認める一級建築士

３　国土交通大臣は、前２項の規定による構造設計
一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付
の申請があったときは、遅滞なく、その交付を
しなければならない。

４　構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士
証の交付を受けた一級建築士（以下それぞれ「構
造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」
という。）は、構造設計一級建築士証又は設備
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設計一級建築士証に記載された事項等に変更が
あったときは、国土交通大臣に対し、構造設計
一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換
え交付を申請することができる。

■関連【構造設計一級建築士証の書換え交付】

規則９条�の４➡４７１ 

５　構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士
は、第９条第１項若しくは第２項又は第 10 条
第１項の規定によりその免許を取り消されたと
きは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設
備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しな
ければならない。

６　構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士
証の交付、書換え交付又は再交付を受けようと
する一級建築士は、実費を勘案して政令で定め
る額の手数料を国に納付しなければならない。

▪政令【構造設計一級建築士証等の交付等の手数料】

令２条�➡４６６ 

【中央指定登録機関の指定】
第 10条の４　国土交通大臣は、その指定する者（以
下「中央指定登録機関」という。）に、一級建
築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名
簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一
級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の
実施に関する事務（以下「一級建築士登録等事
務」という。）を行わせることができる。
■関連【国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等】

法１0条�の１７➡４４４ 

２　中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等
事務を行おうとする者の申請により行う。

【指定の基準】
第 10 条の５　国土交通大臣は、他に中央指定登録
機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第２
項の申請が次に掲げる基準に適合していると認
めるときでなければ、中央指定登録機関の指定
をしてはならない。
一　職員、設備、事務の実施の方法その他の事項
についての一級建築士登録等事務の実施に関
する計画が、一級建築士登録等事務の適正か
つ確実な実施のために適切なものであるこ
と。

二　前号の一級建築士登録等事務の実施に関する
計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及
び技術的な基礎を有するものであること。

三　一級建築士登録等事務以外の業務を行ってい

る場合には、その業務を行うことによって一
級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及
ぼすおそれがないものであること。

２　国土交通大臣は、前条第２項の申請をした者が、
次の各号のいずれかに該当するときは、中央指
定登録機関の指定をしてはならない。

一　一般社団法人又は一般財団法人以外の者であ
ること。

二　この法律の規定に違反して、刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して２年を経過しない
者であること。

三　第 10 条の 16 第１項又は第２項の規定により
指定を取り消され、その取消しの日から起算
して２年を経過しない者であること。

四　その役員のうちに、次のいずれかに該当する
者があること。

イ　第二号に該当する者
ロ　第 10 条の７第２項の規定による命令によ
り解任され、その解任の日から起算して２
年を経過しない者

【指定の公示等】
第 10 条の６　国土交通大臣は、中央指定登録機関
の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称
及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所
の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の
日を公示しなければならない。

２　中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又
は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地
を変更しようとするときは、変更しようとする
日の２週間前までに、その旨を国土交通大臣に
届け出なければならない。

３　国土交通大臣は、前項の規定による届出があっ
たときは、その旨を公示しなければならない。

【役員の選任及び解任】
第 10 条の７　中央指定登録機関の役員の選任及び
解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。

２　国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、
この法律（この法律に基づく命令又は処分を含
む。）若しくは第 10 条の９第１項に規定する登
録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は
一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行
為をしたときは、中央指定登録機関に対し、そ
の役員を解任すべきことを命ずることができ

第 10 条の ４　●建築士法
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設計一級建築士証に記載された事項等に変更が
あったときは、国土交通大臣に対し、構造設計
一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換
え交付を申請することができる。

■関連【構造設計一級建築士証の書換え交付】

規則９条�の４➡４７１ 

５　構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士
は、第９条第１項若しくは第２項又は第 10 条
第１項の規定によりその免許を取り消されたと
きは、速やかに、構造設計一級建築士証又は設
備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しな
ければならない。

６　構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士
証の交付、書換え交付又は再交付を受けようと
する一級建築士は、実費を勘案して政令で定め
る額の手数料を国に納付しなければならない。

▪政令【構造設計一級建築士証等の交付等の手数料】

令２条�➡４６６ 

【中央指定登録機関の指定】
第 10条の４　国土交通大臣は、その指定する者（以
下「中央指定登録機関」という。）に、一級建
築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名
簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一
級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の
実施に関する事務（以下「一級建築士登録等事
務」という。）を行わせることができる。
■関連【国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等】

法１0条�の１７➡４４４ 

２　中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等
事務を行おうとする者の申請により行う。

【指定の基準】
第 10 条の５　国土交通大臣は、他に中央指定登録
機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第２
項の申請が次に掲げる基準に適合していると認
めるときでなければ、中央指定登録機関の指定
をしてはならない。

一　職員、設備、事務の実施の方法その他の事項
についての一級建築士登録等事務の実施に関
する計画が、一級建築士登録等事務の適正か
つ確実な実施のために適切なものであるこ
と。

二　前号の一級建築士登録等事務の実施に関する
計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及
び技術的な基礎を有するものであること。

三　一級建築士登録等事務以外の業務を行ってい

る場合には、その業務を行うことによって一
級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及
ぼすおそれがないものであること。

２　国土交通大臣は、前条第２項の申請をした者が、
次の各号のいずれかに該当するときは、中央指
定登録機関の指定をしてはならない。

一　一般社団法人又は一般財団法人以外の者であ
ること。

二　この法律の規定に違反して、刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して２年を経過しない
者であること。

三　第 10 条の 16 第１項又は第２項の規定により
指定を取り消され、その取消しの日から起算
して２年を経過しない者であること。

四　その役員のうちに、次のいずれかに該当する
者があること。

イ　第二号に該当する者
ロ　第 10 条の７第２項の規定による命令によ
り解任され、その解任の日から起算して２
年を経過しない者

【指定の公示等】
第 10 条の６　国土交通大臣は、中央指定登録機関
の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称
及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所
の所在地並びに一級建築士登録等事務の開始の
日を公示しなければならない。

２　中央指定登録機関は、その名称若しくは住所又
は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地
を変更しようとするときは、変更しようとする
日の２週間前までに、その旨を国土交通大臣に
届け出なければならない。

３　国土交通大臣は、前項の規定による届出があっ
たときは、その旨を公示しなければならない。

【役員の選任及び解任】
第 10 条の７　中央指定登録機関の役員の選任及び
解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。

２　国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、
この法律（この法律に基づく命令又は処分を含
む。）若しくは第 10 条の９第１項に規定する登
録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は
一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行
為をしたときは、中央指定登録機関に対し、そ
の役員を解任すべきことを命ずることができ
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る。
【秘密保持義務等】
第 10 条の８　中央指定登録機関の役員若しくは職
員又はこれらの職にあった者は、一級建築士登
録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな
らない。

２　一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録
機関の役員及び職員は、刑法（明治40年法律第45号）
その他の罰則の適用については、法令により公
務に従事する職員とみなす。

【登録等事務規程】
第 10 条の９　中央指定登録機関は、一級建築士登
録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に
関する規程（以下この章において「登録等事務
規程」という。）を定め、国土交通大臣の認可
を受けなければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。

２　一級建築士登録等事務の実施の方法その他の登
録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省
令で定める。

３　国土交通大臣は、第１項の認可をした登録等事
務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実
な実施上不適当となったと認めるときは、中央
指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変
更すべきことを命ずることができる。

【事業計画等】
第 10条の 10　中央指定登録機関は、事業年度ごと
に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作
成し、毎事業年度開始前に（指定を受けた日の
属する事業年度にあっては、その指定を受けた
後遅滞なく）、国土交通大臣の認可を受けなけ
ればならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。

２　中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事
業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、
毎事業年度経過後３月以内に国土交通大臣に提
出しなければならない。

【帳簿の備付け等】
第 10条の 11　中央指定登録機関は、国土交通省令
で定めるところにより、一級建築士登録等事務
に関する事項で国土交通省令で定めるものを記
載した帳簿を備え付け、これを保存しなければ
ならない。

【監督命令】
第 10条の 12　国土交通大臣は、一級建築士登録等

事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要
があると認めるときは、中央指定登録機関に対
し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な
命令をすることができる。

【報告、検査等】
第 10条の 13　国土交通大臣は、一級建築士登録等
事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要
があると認めるときは、中央指定登録機関に対
し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求
め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務
所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若
しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査さ
せ、若しくは関係者に質問させることができる。

２　第 10 条の２第３項及び第４項の規定は、前項
の規定による立入検査について準用する。

【照会】
第 10条の 14　中央指定登録機関は、一級建築士登
録等事務の適正な実施のため必要な事項につい
て、国土交通大臣に照会することができる。こ
の場合において、国土交通大臣は、中央指定登
録機関に対して、照会に係る事項の通知その他
必要な措置を講ずるものとする。

【一級建築士登録等事務の休廃止等】
第 10条の 15　中央指定登録機関は、国土交通大臣
の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止してはなら
ない。

２　国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登
録等事務の全部の廃止を許可したときは、当該
許可に係る指定は、その効力を失う。

３　国土交通大臣は、第１項の許可をしたときは、
その旨を公示しなければならない。

【指定の取消し等】
第 10条の 16　国土交通大臣は、中央指定登録機関
が第 10 条の５第２項各号（第三号を除く。）の
いずれかに該当するに至ったときは、その指定
を取り消さなければならない。

２　国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号
のいずれかに該当するときは、その指定を取り
消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務
の全部若しくは一部の停止を命ずることができ
る。

一　第 10 条の５第１項各号に掲げる基準に適合
しなくなったと認めるとき。

二　第 10 条の６第２項、第 10 条の 10、第 10 条

建築士法●　第 10 条の ８
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の 11 又は前条第１項の規定に違反したとき。
三　第 10 条の７第２項、第 10 条の９第３項又は
第 10 条の 12 の規定による命令に違反したと
き。

四　第 10 条の９第１項の認可を受けた登録等事
務規程によらないで一級建築士登録等事務を
行ったとき。

五　その役員が一級建築士登録等事務に関し著し
く不適当な行為をしたとき。

六　不正な手段により中央指定登録機関の指定を
受けたとき。

３　国土交通大臣は、前２項の規定により指定を取
り消し、又は前項の規定により一級建築士登録
等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
は、その旨を公示しなければならない。

【国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施
等】
第 10条の 17　国土交通大臣は、中央指定登録機関
の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を
行わないものとする。

■関連【中央指定登録機関の指定】法１0条�の４➡４４２ 

２　国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号
のいずれかに該当するときは、前項の規定にか
かわらず、一級建築士登録等事務の全部又は一
部を自ら行うものとする。
一　第 10 条の 15 第１項の規定により一級建築士
登録等事務の全部又は一部を休止したとき。

二　前条第２項の規定により一級建築士登録等事
務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

三　天災その他の事由により一級建築士登録等事
務の全部又は一部を実施することが困難と
なった場合において国土交通大臣が必要があ
ると認めるとき。

３　国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士
登録等事務を行い、又は同項の規定により行っ
ている一級建築士登録等事務を行わないことと
しようとするときは、あらかじめ、その旨を公
示しなければならない。

４　国土交通大臣が、第２項の規定により一級建築
士登録等事務を行うこととし、第 10 条の 15 第
１項の規定により一級建築士登録等事務の廃止
を許可し、又は前条第１項若しくは第２項の規
定により指定を取り消した場合における一級建
築士登録等事務の引継ぎその他の必要な事項
は、国土交通省令で定める。

【審査請求】
第 10条の 18　中央指定登録機関が行う一級建築士
登録等事務に係る処分又はその不作為について
不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請
求をすることができる。この場合において、国
土交通大臣は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）
第 25 条第２項及び第３項、第 46 条第１項及び
第２項、第 47 条並びに第 49 条第３項の規定の
適用については、中央指定登録機関の上級行政
庁とみなす。

【中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う
場合における規定の適用等】
第 10条の 19　中央指定登録機関が一級建築士登録
等事務を行う場合における第５条第２項から第
４項まで及び第６項、第５条の２第１項、第６
条並びに第 10 条の３の規定の適用については、
これらの規定（第５条第２項、第５条の２第１
項並びに第 10 条の３第１項各号及び第２項第
二号を除く。）中「一級建築士免許証」とある
のは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通
大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは
「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中
央指定登録機関に」と、第５条第２項中「国土
交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関（第
10 条の４第１項に規定する中央指定登録機関
をいう。以下同じ。）」と、「一級建築士又は」
とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿
に登録をし、又は」と、同項及び第５条の２第
１項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級
建築士免許証明書」とする。

２　中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行
う場合において、第５条第１項の規定による登
録を受けようとする者は、実費を勘案して政令
で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付
しなければならない。

３　第１項の規定により読み替えて適用する第５条
第６項及び第 10 条の３第６項の規定並びに前
項の規定により中央指定登録機関に納められた
手数料は、中央指定登録機関の収入とする。

【都道府県指定登録機関】
第 10条の 20　都道府県知事は、その指定する者（以
下「都道府県指定登録機関」という。）に、二
級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する
事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿
を一般の閲覧に供する事務（以下「二級建築士
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の 11 又は前条第１項の規定に違反したとき。
三　第 10 条の７第２項、第 10 条の９第３項又は
第 10 条の 12 の規定による命令に違反したと
き。

四　第 10 条の９第１項の認可を受けた登録等事
務規程によらないで一級建築士登録等事務を
行ったとき。

五　その役員が一級建築士登録等事務に関し著し
く不適当な行為をしたとき。

六　不正な手段により中央指定登録機関の指定を
受けたとき。

３　国土交通大臣は、前２項の規定により指定を取
り消し、又は前項の規定により一級建築士登録
等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき
は、その旨を公示しなければならない。

【国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施
等】
第 10条の 17　国土交通大臣は、中央指定登録機関
の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を
行わないものとする。

■関連【中央指定登録機関の指定】法１0条�の４➡４４２ 

２　国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号
のいずれかに該当するときは、前項の規定にか
かわらず、一級建築士登録等事務の全部又は一
部を自ら行うものとする。

一　第 10 条の 15 第１項の規定により一級建築士
登録等事務の全部又は一部を休止したとき。

二　前条第２項の規定により一級建築士登録等事
務の全部又は一部の停止を命じられたとき。

三　天災その他の事由により一級建築士登録等事
務の全部又は一部を実施することが困難と
なった場合において国土交通大臣が必要があ
ると認めるとき。

３　国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士
登録等事務を行い、又は同項の規定により行っ
ている一級建築士登録等事務を行わないことと
しようとするときは、あらかじめ、その旨を公
示しなければならない。

４　国土交通大臣が、第２項の規定により一級建築
士登録等事務を行うこととし、第 10 条の 15 第
１項の規定により一級建築士登録等事務の廃止
を許可し、又は前条第１項若しくは第２項の規
定により指定を取り消した場合における一級建
築士登録等事務の引継ぎその他の必要な事項
は、国土交通省令で定める。

【審査請求】
第 10条の 18　中央指定登録機関が行う一級建築士
登録等事務に係る処分又はその不作為について
不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請
求をすることができる。この場合において、国
土交通大臣は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）
第 25 条第２項及び第３項、第 46 条第１項及び
第２項、第 47 条並びに第 49 条第３項の規定の
適用については、中央指定登録機関の上級行政
庁とみなす。

【中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う
場合における規定の適用等】
第 10条の 19　中央指定登録機関が一級建築士登録
等事務を行う場合における第５条第２項から第
４項まで及び第６項、第５条の２第１項、第６
条並びに第 10 条の３の規定の適用については、
これらの規定（第５条第２項、第５条の２第１
項並びに第 10 条の３第１項各号及び第２項第
二号を除く。）中「一級建築士免許証」とある
のは「一級建築士免許証明書」と、「国土交通
大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは
「中央指定登録機関」と、「国に」とあるのは「中
央指定登録機関に」と、第５条第２項中「国土
交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関（第
10 条の４第１項に規定する中央指定登録機関
をいう。以下同じ。）」と、「一級建築士又は」
とあるのは「前項の規定により一級建築士名簿
に登録をし、又は」と、同項及び第５条の２第
１項中「一級建築士免許証」とあるのは「一級
建築士免許証明書」とする。

２　中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行
う場合において、第５条第１項の規定による登
録を受けようとする者は、実費を勘案して政令
で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付
しなければならない。

３　第１項の規定により読み替えて適用する第５条
第６項及び第 10 条の３第６項の規定並びに前
項の規定により中央指定登録機関に納められた
手数料は、中央指定登録機関の収入とする。

【都道府県指定登録機関】
第 10条の 20　都道府県知事は、その指定する者（以
下「都道府県指定登録機関」という。）に、二
級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する
事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿
を一般の閲覧に供する事務（以下「二級建築士
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等登録事務」という。）を行わせることができる。
２　都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等
登録事務を行おうとする者の申請により行う。

３　第 10 条の５から第 10 条の 18 までの規定は、
都道府県指定登録機関について準用する。この
場合において、これらの規定（第 10 条の５第
１項第一号を除く。）中「国土交通大臣」とあ
るのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録
等事務」とあるのは「二級建築士等登録事務」と、
「登録等事務規程」とあるのは「登録事務規程」
と、第 10 条の５第１項中「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、同条
中「前条第２項」とあるのは「第 10 条の 20 第
２項」と、同項第一号中「一級建築士登録等事
務の実施」とあるのは「二級建築士等登録事務
（第 10 条の 20 第１項に規定する二級建築士等
登録事務をいう。以下同じ。）の実施」と、「、
一級建築士登録等事務」とあるのは「、二級建
築士等登録事務」と、第 10 条の７第２項中「命
令」とあるのは「命令、規則」と読み替えるも
のとする。

【都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を
行う場合における規定の適用等】
第 10条の 21　都道府県指定登録機関が二級建築士
等登録事務を行う場合における第５条第２項か
ら第４項まで、第５条の２第１項及び第６条の
規定の適用については、これらの規定（第５条
第２項及び第５条の２第１項を除く。）中「都
道府県知事」とあるのは「都道府県指定登録機
関」と、第５条第２項中「都道府県知事」とあ
るのは「都道府県指定登録機関（第 10 条の 20
第１項に規定する都道府県指定登録機関をい
う。以下同じ。）」と、「一級建築士又は二級建
築士若しくは木造建築士の免許を与えた」とあ
るのは「一級建築士の免許を与え、又は前項の
規定により二級建築士名簿若しくは木造建築士
名簿に登録をした」と、同項、同条第３項及び
第４項並びに第５条の２第１項中「二級建築士
免許証」とあるのは「二級建築士免許証明書」と、
「木造建築士免許証」とあるのは「木造建築士
免許証明書」と、第６条第１項中「都道府県」
とあるのは「都道府県指定登録機関」とする。

２　都道府県は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第
227 条の規定に基づき二級建築士若しくは木造
建築士の登録又は二級建築士免許証若しくは木

造建築士免許証の書換え交付若しくは再交付に
係る手数料を徴収する場合においては、前条の
規定により都道府県指定登録機関が行う二級建
築士若しくは木造建築士の登録又は二級建築士
免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の書
換え交付若しくは再交付を受けようとする者
に、条例で定めるところにより、当該手数料を
当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収
入とすることができる。

【構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士
講習の講習機関の登録】
第 10条の 22　第 10 条の３第１項第一号の登録（第
11 条を除き、以下この章において単に「登録」
という。）は、別表第１の各項の講習の欄に掲
げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に
関する事務（以下この章において「講習事務」
という。）を行おうとする者の申請により行う。

【欠格条項】
第 10 条の 23　次の各号のいずれかに該当する者
は、登録を受けることができない。

一　未成年者
二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規
定により刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起
算して２年を経過しない者

四　第 10 条の 36 第１項又は第２項の規定により
登録を取り消され、その取消しの日から起算
して２年を経過しない者

五　心身の故障により講習事務を適正に行うこと
ができない者として国土交通省令で定めるも
の

六　法人であって、その役員のうちに前各号のい
ずれかに該当する者があるもの

【登録基準等】
第 10条の 24　国土交通大臣は、登録の申請をした
者（第二号において「登録申請者」という。）
が次に掲げる基準のすべてに適合しているとき
は、その登録をしなければならない。この場合
において、登録に関して必要な手続は、国土交
通省令で定める。

一　別表第１の各項の講習の欄に掲げる講習の区
分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目
について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲
げる者のいずれかに該当する者が講師として
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従事する講習事務を行うものであること。
二　登録申請者が、業として、設計、工事監理、
建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介
又は建築物の建築工事の請負を行う者（以下
この号において「建築関連事業者」という。）
でなく、かつ、建築関連事業者に支配されて
いるものとして次のいずれかに該当するもの
でないこと。
イ　登録申請者が株式会社である場合にあって
は、建築関連事業者がその総株主（株主総
会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができな
い株主を除く。）の議決権の過半数を有す
るものであること。

ロ　登録申請者の役員（持分会社（会社法（平成
17年法律第86号）第 575 条第１項に規定する持
分会社をいう。）にあっては、業務を執行
する社員）に占める建築関連事業者又はそ
の役員若しくは職員（過去２年間に建築関
連事業者の役員又は職員であった者を含
む。）の割合が　	を超えていること。

ハ　登録申請者（法人にあっては、その代表権
を有する役員）が、建築関連事業者の役員
又は職員（過去２年間に建築関連事業者の
役員又は職員であった者を含む。）である
こと。

三　債務超過の状態にないこと。
２　登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項
を記載してするものとする。
一　登録年月日及び登録番号
二　登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名

三　登録の区分
四　登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在
地

五　前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に
関する事項で国土交通省令で定めるもの

【登録の公示等】
第 10条の 25　国土交通大臣は、登録をしたときは、
前条第２項第二号から第四号までに掲げる事項
その他国土交通省令で定める事項を公示しなけ
ればならない。

２　登録講習機関は、前条第２項第二号、第四号又
は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき
は、変更しようとする日の２週間前までに、そ

1
2

の旨を国土交通大臣に届け出なければならな
い。

３　国土交通大臣は、前項の規定による届出があっ
たときは、その旨を公示しなければならない。

【登録の更新】
第 10 条の 26　登録は、５年以上 10 年以内におい
て政令で定める期間ごとにその更新を受けなけ
れば、その期間の経過によって、その効力を失
う。

２　第 10 条の 22 から第 10 条の 24 までの規定は、
前項の登録の更新の場合について準用する。

【承継】
第 10条の 27　登録講習機関が当該登録に係る事業
の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相
続、合併若しくは分割（当該登録に係る事業の
全部を承継させるものに限る。）があったとき
は、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人
（相続人が２人以上ある場合において、その全
員の同意により当該事業を承継すべき相続人を
選定したときは、その者。以下この項において
同じ。）、合併後存続する法人若しくは合併によ
り設立した法人若しくは分割によりその事業の
全部を承継した法人は、その登録講習機関の地
位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り
受けた者又は相続人、合併後存続する法人若し
くは合併により設立した法人若しくは分割によ
り当該事業の全部を承継した法人が第 10 条の
23 各号のいずれかに該当するときは、この限
りでない。

２　前項の規定により登録講習機関の地位を承継し
た者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、その旨を国土交通大臣に届け出なけ
ればならない。

【講習事務の実施に係る義務】
第 10条の 28　登録講習機関は、公正に、かつ、国
土交通省令で定める基準に適合する方法により
講習事務を行わなければならない。

【講習事務規程】
第 10条の 29　登録講習機関は、講習事務に関する
規程（以下この章において「講習事務規程」と
いう。）を定め、講習事務の開始前に、国土交
通大臣に届け出なければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。

２　講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講
習事務に関する料金その他の国土交通省令で定
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従事する講習事務を行うものであること。
二　登録申請者が、業として、設計、工事監理、
建築物の販売若しくはその代理若しくは媒介
又は建築物の建築工事の請負を行う者（以下
この号において「建築関連事業者」という。）
でなく、かつ、建築関連事業者に支配されて
いるものとして次のいずれかに該当するもの
でないこと。

イ　登録申請者が株式会社である場合にあって
は、建築関連事業者がその総株主（株主総
会において決議をすることができる事項の
全部につき議決権を行使することができな
い株主を除く。）の議決権の過半数を有す
るものであること。

ロ　登録申請者の役員（持分会社（会社法（平成
17年法律第86号）第 575 条第１項に規定する持
分会社をいう。）にあっては、業務を執行
する社員）に占める建築関連事業者又はそ
の役員若しくは職員（過去２年間に建築関
連事業者の役員又は職員であった者を含
む。）の割合が　	を超えていること。

ハ　登録申請者（法人にあっては、その代表権
を有する役員）が、建築関連事業者の役員
又は職員（過去２年間に建築関連事業者の
役員又は職員であった者を含む。）である
こと。

三　債務超過の状態にないこと。
２　登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項
を記載してするものとする。

一　登録年月日及び登録番号
二　登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあっては、その代表者の氏名

三　登録の区分
四　登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在
地

五　前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に
関する事項で国土交通省令で定めるもの

【登録の公示等】
第 10条の 25　国土交通大臣は、登録をしたときは、
前条第２項第二号から第四号までに掲げる事項
その他国土交通省令で定める事項を公示しなけ
ればならない。

２　登録講習機関は、前条第２項第二号、第四号又
は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき
は、変更しようとする日の２週間前までに、そ

1
2

の旨を国土交通大臣に届け出なければならな
い。

３　国土交通大臣は、前項の規定による届出があっ
たときは、その旨を公示しなければならない。

【登録の更新】
第 10 条の 26　登録は、５年以上 10 年以内におい
て政令で定める期間ごとにその更新を受けなけ
れば、その期間の経過によって、その効力を失
う。

２　第 10 条の 22 から第 10 条の 24 までの規定は、
前項の登録の更新の場合について準用する。

【承継】
第 10条の 27　登録講習機関が当該登録に係る事業
の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相
続、合併若しくは分割（当該登録に係る事業の
全部を承継させるものに限る。）があったとき
は、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人
（相続人が２人以上ある場合において、その全
員の同意により当該事業を承継すべき相続人を
選定したときは、その者。以下この項において
同じ。）、合併後存続する法人若しくは合併によ
り設立した法人若しくは分割によりその事業の
全部を承継した法人は、その登録講習機関の地
位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り
受けた者又は相続人、合併後存続する法人若し
くは合併により設立した法人若しくは分割によ
り当該事業の全部を承継した法人が第 10 条の
23 各号のいずれかに該当するときは、この限
りでない。

２　前項の規定により登録講習機関の地位を承継し
た者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、その旨を国土交通大臣に届け出なけ
ればならない。

【講習事務の実施に係る義務】
第 10条の 28　登録講習機関は、公正に、かつ、国
土交通省令で定める基準に適合する方法により
講習事務を行わなければならない。

【講習事務規程】
第 10条の 29　登録講習機関は、講習事務に関する
規程（以下この章において「講習事務規程」と
いう。）を定め、講習事務の開始前に、国土交
通大臣に届け出なければならない。これを変更
しようとするときも、同様とする。

２　講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講
習事務に関する料金その他の国土交通省令で定
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める事項を定めておかなければならない。
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第 10条の 30　登録講習機関は、毎事業年度経過後
３月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対
照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業
報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的
方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。以下この条において同じ。）
の作成がされている場合における当該電磁的記
録を含む。以下「財務諸表等」という。）を作
成し、５年間事務所に備えて置かなければなら
ない。

２　利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、
登録講習機関の定めた費用を支払わなければな
らない。
一　財務諸表等が書面をもって作成されていると
きは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二　前号の書面の謄本又は抄本の請求
三　財務諸表等が電磁的記録をもって作成されて
いるときは、当該電磁的記録に記録された事
項を国土交通省令で定める方法により表示し
たものの閲覧又は謄写の請求

四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的
方法であって国土交通省令で定めるものによ
り提供することの請求又は当該事項を記載し
た書面の交付の請求

【帳簿の備付け等】
第 10条の 31　登録講習機関は、国土交通省令で定
めるところにより、講習事務に関する事項で国
土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え
付け、これを保存しなければならない。

【適合命令】
第 10条の 32　国土交通大臣は、登録講習機関が第
10 条の 24 第１項各号のいずれかに適合しなく
なったと認めるときは、その登録講習機関に対
し、これらの規定に適合するため必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。

【改善命令】
第 10条の 33　国土交通大臣は、登録講習機関が第
10 条の 28 の規定に違反していると認めるとき
は、その登録講習機関に対し、同条の規定によ

る講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法
その他の事務の方法の改善に関し必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。

【報告、検査等】
第 10条の 34　国土交通大臣は、講習事務の適正な
実施を確保するため必要があると認めるとき
は、登録講習機関に対し講習事務若しくは経理
の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員
に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事
務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物
件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ
とができる。

２　第 10 条の２第３項及び第４項の規定は、前項
の規定による立入検査について準用する。

【講習事務の休廃止等】
第 10条の 35　登録講習機関は、講習事務の全部又
は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
国土交通省令で定めるところにより、あらかじ
め、その旨を国土交通大臣に届け出なければな
らない。

２　前項の規定により講習事務の全部を廃止しよう
とする届出があったときは、当該届出に係る登
録は、その効力を失う。

３　国土交通大臣は、第１項の規定による届出が
あったときは、その旨を公示しなければならな
い。

【登録の取消し等】
第 10 条の 36　国土交通大臣は、登録講習機関が
第 10 条の 23 各号（第一号及び第四号を除く。）
のいずれかに該当するに至ったときは、その登
録を取り消さなければならない。

２　国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のい
ずれかに該当するときは、その登録を取り消し、
又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部
の停止を命ずることができる。

一　第 10 条の 25 第２項、第 10 条の 27 第２項、
第 10 条の 30 第１項、第 10 条の 31 又は前条
第１項の規定に違反したとき。

二　第 10 条の 29 第１項の規定による届出のあっ
た講習事務規程によらないで講習事務を行っ
たとき。

三　正当な理由がないのに第 10 条の 30 第２項各
号の請求を拒んだとき。

四　第 10 条の 32 又は第 10 条の 33 の規定による
命令に違反したとき。
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五　講習事務に関し著しく不適当な行為をしたと
き、又はその事務に従事する者若しくは法人
にあってはその役員が、講習事務に関し著し
く不適当な行為をしたとき。

六　不正な手段により登録を受けたとき。
３　国土交通大臣は、前２項の規定により登録を取
り消し、又は前項の規定により講習事務の全部
若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を
公示しなければならない。

【国土交通大臣による講習事務の実施】
第 10条の 37　国土交通大臣は、次の各号のいずれ
かに該当するときその他必要があると認めると
きは、講習事務の全部又は一部を自ら行うこと
ができる。
一　登録を受ける者がいないとき。
二　第 10 条の 35 第１項の規定による講習事務の
全部又は一部の休止又は廃止の届出があった
とき。

三　前条第１項若しくは第２項の規定により登録
を取り消し、又は同項の規定により講習事務
の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四　登録講習機関が天災その他の事由により講習
事務の全部又は一部を実施することが困難と
なったとき。

２　国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を
行い、又は同項の規定により行っている講習事
務を行わないこととしようとするときは、あら
かじめ、その旨を公示しなければならない。

３　国土交通大臣が第１項の規定により講習事務を
行うこととした場合における講習事務の引継ぎ
その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

【手数料】
第 10条の 38　前条第１項の規定により国土交通大
臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘
案して政令で定める額の手数料を国に納めなけ
ればならない。

【国土交通省令及び都道府県の規則への委任】
第 11 条　この章に規定するもののほか、一級建築
士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住
所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士
免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返
納その他一級建築士の免許に関して必要な事項
並びに第 10 条の３第１項第一号の登録、同号
及び同条第２項第一号の講習、登録講習機関そ
の他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建

築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に
関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

▪省令【免許】規則１条�の２〜９条�の７➡４６９ 

２　この章に規定するもののほか、二級建築士及び
木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消
並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木
造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及
び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、
再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築
士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規
則で定める。

第３章　試験

【試験の内容】
第 12 条　一級建築士試験及び二級建築士試験は、
設計及び工事監理に必要な知識及び技能につい
て行う。

２　木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関
する設計及び工事監理に必要な知識及び技能に
ついて行う。

【試験の施行】
第 13 条　一級建築士試験、二級建築士試験又は木
造建築士試験は、毎年少なくとも１回、一級建
築士試験にあっては国土交通大臣が、二級建築
士試験及び木造建築士試験にあっては都道府県
知事が行う。

【合格の取消し等】
第 13 条の２　国土交通大臣は不正の手段によって
一級建築士試験を受け、又は受けようとした者
に対して、都道府県知事は不正の手段によって
二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又
は受けようとした者に対して、合格の決定を取
り消し、又は当該受けようとした試験を受ける
ことを禁止することができる。

２　第 15 条の２第１項に規定する中央指定試験機
関にあっては前項に規定する国土交通大臣の職
権を、第 15 条の６第１項に規定する都道府県
指定試験機関にあっては前項に規定する都道府
県知事の職権を行うことができる。

３　国土交通大臣又は都道府県知事は、前２項の規
定による処分を受けた者に対し、３年以内の期
間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験
若しくは木造建築士試験を受けることができな

第 10 条の 3７　●建築士法
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五　講習事務に関し著しく不適当な行為をしたと
き、又はその事務に従事する者若しくは法人
にあってはその役員が、講習事務に関し著し
く不適当な行為をしたとき。

六　不正な手段により登録を受けたとき。
３　国土交通大臣は、前２項の規定により登録を取
り消し、又は前項の規定により講習事務の全部
若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を
公示しなければならない。

【国土交通大臣による講習事務の実施】
第 10条の 37　国土交通大臣は、次の各号のいずれ
かに該当するときその他必要があると認めると
きは、講習事務の全部又は一部を自ら行うこと
ができる。

一　登録を受ける者がいないとき。
二　第 10 条の 35 第１項の規定による講習事務の
全部又は一部の休止又は廃止の届出があった
とき。

三　前条第１項若しくは第２項の規定により登録
を取り消し、又は同項の規定により講習事務
の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

四　登録講習機関が天災その他の事由により講習
事務の全部又は一部を実施することが困難と
なったとき。

２　国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を
行い、又は同項の規定により行っている講習事
務を行わないこととしようとするときは、あら
かじめ、その旨を公示しなければならない。

３　国土交通大臣が第１項の規定により講習事務を
行うこととした場合における講習事務の引継ぎ
その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

【手数料】
第 10条の 38　前条第１項の規定により国土交通大
臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘
案して政令で定める額の手数料を国に納めなけ
ればならない。

【国土交通省令及び都道府県の規則への委任】
第 11 条　この章に規定するもののほか、一級建築
士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住
所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士
免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返
納その他一級建築士の免許に関して必要な事項
並びに第 10 条の３第１項第一号の登録、同号
及び同条第２項第一号の講習、登録講習機関そ
の他構造設計一級建築士証及び設備設計一級建

築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納に
関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

▪省令【免許】規則１条�の２〜９条�の７➡４６９ 

２　この章に規定するもののほか、二級建築士及び
木造建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消
並びに住所等の届出、二級建築士免許証及び木
造建築士免許証並びに二級建築士免許証明書及
び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、
再交付及び返納その他二級建築士及び木造建築
士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規
則で定める。

第３章　試験

【試験の内容】
第 12 条　一級建築士試験及び二級建築士試験は、
設計及び工事監理に必要な知識及び技能につい
て行う。

２　木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関
する設計及び工事監理に必要な知識及び技能に
ついて行う。

【試験の施行】
第 13 条　一級建築士試験、二級建築士試験又は木
造建築士試験は、毎年少なくとも１回、一級建
築士試験にあっては国土交通大臣が、二級建築
士試験及び木造建築士試験にあっては都道府県
知事が行う。

【合格の取消し等】
第 13 条の２　国土交通大臣は不正の手段によって
一級建築士試験を受け、又は受けようとした者
に対して、都道府県知事は不正の手段によって
二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又
は受けようとした者に対して、合格の決定を取
り消し、又は当該受けようとした試験を受ける
ことを禁止することができる。

２　第 15 条の２第１項に規定する中央指定試験機
関にあっては前項に規定する国土交通大臣の職
権を、第 15 条の６第１項に規定する都道府県
指定試験機関にあっては前項に規定する都道府
県知事の職権を行うことができる。

３　国土交通大臣又は都道府県知事は、前２項の規
定による処分を受けた者に対し、３年以内の期
間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験
若しくは木造建築士試験を受けることができな
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B

いものとすることができる。
【一級建築士試験の受験資格】
第 14 条　一級建築士試験は、次の各号のいずれか
に該当する者でなければ、受けることができな
い。
一　学校教育法による大学若しくは高等専門学
校、旧大学令による大学又は旧専門学校令
による専門学校において、国土交通大臣の
指定する建築に関する科目を修めて卒業し
た者（当該科目を修めて同法による専門職
大学の前期課程を修了した者を含む。）

二　二級建築士
三　国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以
上の知識及び技能を有すると認める者

【二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格】
第 15 条　二級建築士試験及び木造建築士試験は、
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
受けることができない。
一　学校教育法による大学、高等専門学校、高等
学校若しくは中等教育学校、旧大学令による
大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中
等学校令による中等学校において、国土交通
大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒
業した者（当該科目を修めて同法による専門
職大学の前期課程を修了した者を含む。）

二　都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の
知識及び技能を有すると認める者

三　建築実務の経験を７年以上有する者
【中央指定試験機関の指定】
第 15条の２　国土交通大臣は、その指定する者（以
下「中央指定試験機関」という。）に、一級建
築士試験の実施に関する事務（以下「一級建築
士試験事務」という。）を行わせることができる。

２　中央指定試験機関の指定は、一級建築士試験事
務を行おうとする者の申請により行う。

３　国土交通大臣は、中央指定試験機関の指定をし
ようとするときは、あらかじめ、中央建築士審
査会の意見を聴かなければならない。

【試験委員】
第 15 条の３　中央指定試験機関は、試験の問題の
作成及び採点を試験委員に行わせなければなら
ない。

２　前項の試験委員は、建築士のうちから選任しな
ければならない。この場合において、やむを得
ない理由があるときは、学識経験のある者のう

ちから、選任することができる。ただし、その
数は、同項の試験委員の半数を超えてはならな
い。

３　中央指定試験機関は、第１項の試験委員を選任
し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を国
土交通大臣に届け出なければならない。

【不正行為の禁止】
第 15 条の４　前条第１項の試験委員は、試験の問
題の作成及び採点に当たって、厳正を保持し不
正の行為のないようにしなければならない。

【準用】
第 15 条の５　第 10 条の５から第 10 条の 13 まで
及び第 10 条の 15 から第 10 条の 18 までの規定
は、中央指定試験機関について準用する。この
場合において、これらの規定（第 10 条の５第
１項第一号及び第２項第四号並びに第 10 条の
７第１項を除く。）中「一級建築士登録等事務」
とあるのは「一級建築士試験事務」と、「役員」
とあるのは「役員（第 15 条の３第１項の試験
委員を含む。）」と、「登録等事務規程」とある
のは「試験事務規程」と、第 10 条の５中「前
条第２項」とあるのは「第 15 条の２第２項」と、
同条第１項第一号中「一級建築士登録等事務の
実施」とあるのは「一級建築士試験事務（第
15 条の２第１項に規定する一級建築士試験事
務をいう。以下同じ。）の実施」と、「、一級建
築士登録等事務」とあるのは「、一級建築士試
験事務」と、第 10 条の 16 第２項第二号中「又
は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあ
るのは「規定又は第 15 条の３の規定」と読み
替えるものとする。

２　第 15 条の２第３項の規定は、前項において読
み替えて準用する第 10 条の９第１項若しくは
第３項又は第 10 条の 16 第２項の規定による認
可、命令又は処分をしようとするときについて
準用する。

【都道府県指定試験機関】
第 15条の６　都道府県知事は、その指定する者（以
下「都道府県指定試験機関」という。）に、二
級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関す
る事務（以下「二級建築士等試験事務」という。）
を行わせることができる。

２　都道府県指定試験機関の指定は、二級建築士等
試験事務を行おうとする者の申請により行う。

３　第 10 条の５から第 10 条の 13 まで、第 10 条の
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15 から第 10 条の 18 まで、第 15 条の２第３項、
第 15 条の３、第 15 条の４及び前条第２項の規
定は、都道府県指定試験機関について準用する。
この場合において、これらの規定（第 10 条の
５第１項第一号及び第２項第四号並びに第 10
条の７第１項を除く。）中「国土交通大臣」と
あるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登
録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」
と、「役員」とあるのは「役員（第 15 条の６第
３項において準用する第 15 条の３第１項の試
験委員を含む。）」と、「登録等事務規程」とあ
るのは「試験事務規程」と、第 10 条の５第１
項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域
において他に」と、同条中「前条第２項」とあ
るのは「第 15 条の６第２項」と、同項第一号
中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等試験事務（第 15 条の６第１項に
規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同
じ。）の実施」と、「、一級建築士登録等事務」
とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、第
10 条の７第１項中「国土交通大臣」とあるの
は「都道府県知事」と、同条第２項中「命令」
とあるのは「命令、規則」と、第 10 条の 16 第
２項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」
と、「規定」とあるのは「規定又は第 15 条の６
第３項において準用する第 15 条の３の規定」
と、第 15 条の２第３項中「中央建築士審査会」
とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条
第２項中「前項」とあるのは「次条第３項」と
読み替えるものとする。

【受験手数料】
第 16 条　一級建築士試験を受けようとする者は国
（中央指定試験機関が行う試験を受けようとす
る者にあっては、中央指定試験機関）に、政令
の定めるところにより、実費を勘案して政令で
定める額の受験手数料を納付しなければならな
い。

２　前項の規定により中央指定試験機関に納められ
た手数料は、中央指定試験機関の収入とする。

３　都道府県は、地方自治法第 227 条の規定に基づ
き二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手
数料を徴収する場合においては、前条の規定に
より都道府県指定試験機関が行う二級建築士試
験又は木造建築士試験を受けようとする者に、
条例で定めるところにより、当該手数料を当該

都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入と
することができる。

【国土交通省令及び都道府県の規則への委任】
第 17 条　この章に規定するもののほか、一級建築
士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験
に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び
木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定め
る。

２　この章に規定するもののほか、二級建築士試験
及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二
級建築士試験及び木造建築士試験に関して必要
な事項は、都道府県の規則で定める。

第４章　業務

【設計及び工事監理】
第 18 条　建築士は、設計を行う場合においては、
設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築
物に関する基準に適合するようにしなければな
らない。

２　建築士は、設計を行う場合においては、設計の
委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明
を行うように努めなければならない。

３　建築士は、工事監理を行う場合において、工事
が設計図書のとおりに実施されていないと認め
るときは、直ちに、工事施工者に対して、その
旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実
施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わ
ないときは、その旨を建築主に報告しなければ
ならない。

４　建築士は、延べ面積が 2,000㎡を超える建築物
の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合
においては、建築設備士の意見を聴くよう努め
なければならない。ただし、設備設計一級建築
士が設計を行う場合には、設計に関しては、こ
の限りでない。

■関連【業務に必要な表示行為】法２0条�５項➡４５１ 

■関連【設備設計に関する特例】法２0条�の３➡４５１ 

【設計の変更】
第 19 条　一級建築士、二級建築士又は木造建築士
は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築
士の設計した設計図書の一部を変更しようとす
るときは、当該一級建築士、二級建築士又は木
造建築士の承諾を求めなければならない。ただ

第 16 条　●建築士法
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15 から第 10 条の 18 まで、第 15 条の２第３項、
第 15 条の３、第 15 条の４及び前条第２項の規
定は、都道府県指定試験機関について準用する。
この場合において、これらの規定（第 10 条の
５第１項第一号及び第２項第四号並びに第 10
条の７第１項を除く。）中「国土交通大臣」と
あるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登
録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」
と、「役員」とあるのは「役員（第 15 条の６第
３項において準用する第 15 条の３第１項の試
験委員を含む。）」と、「登録等事務規程」とあ
るのは「試験事務規程」と、第 10 条の５第１
項中「他に」とあるのは「当該都道府県の区域
において他に」と、同条中「前条第２項」とあ
るのは「第 15 条の６第２項」と、同項第一号
中「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等試験事務（第 15 条の６第１項に
規定する二級建築士等試験事務をいう。以下同
じ。）の実施」と、「、一級建築士登録等事務」
とあるのは「、二級建築士等試験事務」と、第
10 条の７第１項中「国土交通大臣」とあるの
は「都道府県知事」と、同条第２項中「命令」
とあるのは「命令、規則」と、第 10 条の 16 第
２項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」
と、「規定」とあるのは「規定又は第 15 条の６
第３項において準用する第 15 条の３の規定」
と、第 15 条の２第３項中「中央建築士審査会」
とあるのは「都道府県建築士審査会」と、前条
第２項中「前項」とあるのは「次条第３項」と
読み替えるものとする。

【受験手数料】
第 16 条　一級建築士試験を受けようとする者は国
（中央指定試験機関が行う試験を受けようとす
る者にあっては、中央指定試験機関）に、政令
の定めるところにより、実費を勘案して政令で
定める額の受験手数料を納付しなければならな
い。

２　前項の規定により中央指定試験機関に納められ
た手数料は、中央指定試験機関の収入とする。

３　都道府県は、地方自治法第 227 条の規定に基づ
き二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手
数料を徴収する場合においては、前条の規定に
より都道府県指定試験機関が行う二級建築士試
験又は木造建築士試験を受けようとする者に、
条例で定めるところにより、当該手数料を当該

都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入と
することができる。

【国土交通省令及び都道府県の規則への委任】
第 17 条　この章に規定するもののほか、一級建築
士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験
に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び
木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定め
る。

２　この章に規定するもののほか、二級建築士試験
及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二
級建築士試験及び木造建築士試験に関して必要
な事項は、都道府県の規則で定める。

第４章　業務

【設計及び工事監理】
第 18 条　建築士は、設計を行う場合においては、
設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築
物に関する基準に適合するようにしなければな
らない。

２　建築士は、設計を行う場合においては、設計の
委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明
を行うように努めなければならない。

３　建築士は、工事監理を行う場合において、工事
が設計図書のとおりに実施されていないと認め
るときは、直ちに、工事施工者に対して、その
旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実
施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わ
ないときは、その旨を建築主に報告しなければ
ならない。

４　建築士は、延べ面積が 2,000㎡を超える建築物
の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合
においては、建築設備士の意見を聴くよう努め
なければならない。ただし、設備設計一級建築
士が設計を行う場合には、設計に関しては、こ
の限りでない。

■関連【業務に必要な表示行為】法２0条�５項➡４５１ 

■関連【設備設計に関する特例】法２0条�の３➡４５１ 

【設計の変更】
第 19 条　一級建築士、二級建築士又は木造建築士
は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築
士の設計した設計図書の一部を変更しようとす
るときは、当該一級建築士、二級建築士又は木
造建築士の承諾を求めなければならない。ただ
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B

し、承諾を求めることのできない事由があると
き、又は承諾が得られなかったときは、自己の
責任において、その設計図書の一部を変更する
ことができる。

【建築士免許証等の提示】
第 19 条の２　一級建築士、二級建築士又は木造建
築士は、第 23 条第１項に規定する設計等の委
託者（委託しようとする者を含む。）から請求
があったときは、一級建築士免許証、二級建築
士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建
築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しく
は木造建築士免許証明書を提示しなければなら
ない。

■関連【重要事項の説明等】法２４条�の７➡４５７ 

【業務に必要な表示行為】
第 20 条　一級建築士、二級建築士又は木造建築士
は、設計を行った場合においては、その設計図
書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士で
ある旨の表示をして記名しなければならない。
設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

２　一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構
造計算によって建築物の安全性を確かめた場合
においては、遅滞なく、国土交通省令で定める
ところにより、その旨の証明書を設計の委託者
に交付しなければならない。ただし、次条第１
項又は第２項の規定の適用がある場合は、この
限りでない。

▪省令【構造安全証明書】規則１７条�の１４の２➡４７４ 

３　建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、
国土交通省令で定めるところにより、その結果
を文書で建築主に報告しなければならない。

▪省令【工事監理報告書】規則１７条�の１５➡４７４ 

４　建築士は、前項の規定による文書での報告に代
えて、政令で定めるところにより、当該建築主
の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であって国土交通省令で定めるものによ
り報告することができる。この場合において、
当該建築士は、当該文書での報告をしたものと
みなす。

▪政令【承諾に関する手続等】令７条�➡４６６  

▪省令【情報通信の技術を利用する方法】

規則１７条�の１６、１７条�の１７➡４７４ 

５　建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建
築設備に係る設計又は工事監理を行う場合にお

いて、建築設備士の意見を聴いたときは、第１
項の規定による設計図書又は第３項の規定によ
る報告書（前項前段に規定する方法により報告
が行われた場合にあっては、当該報告の内容）
において、その旨を明らかにしなければならな
い。

■関連【設計及び工事監理】法１８条�４項➡４５0 

■関連【設備設計に関する特例】法２0条�の３➡４５１ 

【構造設計に関する特例】
第 20 条の２　構造設計一級建築士は、第３条第１

項に規定する建築物のうち建築基準法第 20 条
第１項第一号又は第二号に掲げる建築物に該当
するものの構造設計を行った場合においては、
前条第１項の規定によるほか、その構造設計図
書に構造設計一級建築士である旨の表示をしな
ければならない。構造設計図書の一部を変更し
た場合も同様とする。

▪建築基準法２0条�➡３２ 

■関連【構造設計一級建築士証等の交付等】
法１0条�の３➡４４１ 

２　構造設計一級建築士以外の一級建築士は、前項
の建築物の構造設計を行った場合においては、
国土交通省令で定めるところにより、構造設計
一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築
基準法第 20 条（第１項第一号又は第二号に係
る部分に限る。）の規定及びこれに基づく命令
の規定（以下「構造関係規定」という。）に適
合するかどうかの確認を求めなければならな
い。構造設計図書の一部を変更した場合も同様
とする。

▪省令【構造設計一級建築士への法適合確認】

規則１７条�の１７の２➡４７５ 

３　構造設計一級建築士は、前項の規定により確認
を求められた場合において、当該建築物が構造
関係規定に適合することを確認したとき又は適
合することを確認できないときは、当該構造設
計図書にその旨を記載するとともに、構造設計
一級建築士である旨の表示をして記名しなけれ
ばならない。

４　構造設計一級建築士は、第２項の規定により確
認を求めた一級建築士から請求があったとき
は、構造設計一級建築士証を提示しなければな
らない。

【設備設計に関する特例】
第 20 条の３　設備設計一級建築士は、階数が３以
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上で床面積の合計が 5,000㎡を超える建築物の
設備設計を行った場合においては、第 20 条第
１項の規定によるほか、その設備設計図書に設
備設計一級建築士である旨の表示をしなければ
ならない。設備設計図書の一部を変更した場合
も同様とする。

■関連【設計及び工事監理】法１８条�４項➡４５0 

２　設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項
の建築物の設備設計を行った場合においては、
国土交通省令で定めるところにより、設備設計
一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築
基準法第 28 条第３項、第 28 条の２第三号（換
気設備に係る部分に限る。）、第 32 条から第 34
条まで、第 35 条（消火栓、スプリンクラー、
貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用
の照明装置に係る部分に限る。）及び第 36 条（消
火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管
設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構
造に係る部分に限る。）の規定並びにこれらに
基づく命令の規定（以下「設備関係規定」とい
う。）に適合するかどうかの確認を求めなけれ
ばならない。設備設計図書の一部を変更した場
合も同様とする。

▪省令【設備設計一級建築士への法適合確認】

規則１７条�の１７の３➡４７５ 

３　設備設計一級建築士は、前項の規定により確認
を求められた場合において、当該建築物が設備
関係規定に適合することを確認したとき又は適
合することを確認できないときは、当該設備設
計図書にその旨を記載するとともに、設備設計
一級建築士である旨の表示をして記名しなけれ
ばならない。

４　設備設計一級建築士は、第２項の規定により確
認を求めた一級建築士から請求があったとき
は、設備設計一級建築士証を提示しなければな
らない。

【その他の業務】
第 21 条　建築士は、設計（第 20 条の２第２項又
は前条第２項の確認を含む。第 22 条及び第 23
条第１項において同じ。）及び工事監理を行う
ほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の
指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建
築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づ
く手続の代理その他の業務（木造建築士にあっ
ては、木造の建築物に関する業務に限る。）を

行うことができる。ただし、他の法律において
その業務を行うことが制限されている事項につ
いては、この限りでない。

【非建築士等に対する名義貸しの禁止】
第 21 条の２　建築士は、次の各号のいずれかに該
当する者に自己の名義を利用させてはならな
い。

一　第３条第１項（同条第２項の規定により適用
される場合を含む。第 26 条第２項第六号か
ら第八号までにおいて同じ。）、第３条の２第
１項（同条第２項において準用する第３条第
２項の規定により適用される場合を含む。第
26 条第２項第六号から第八号までにおいて
同じ。）、第３条の３第１項（同条第２項にお
いて準用する第３条第２項の規定により適用
される場合を含む。第 26 条第２項第八号に
おいて同じ。）又は第 34 条の規定に違反する
者

二　第３条の２第３項（第３条の３第２項におい
て読み替えて準用する場合を含む。）の規定
に基づく条例の規定に違反する者

【違反行為の指示等の禁止】
第 21 条の３　建築士は、建築基準法の定める建築
物に関する基準に適合しない建築物の建築その
他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他
の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の
規定に違反する行為について指示をし、相談に
応じ、その他これらに類する行為をしてはなら
ない。

【信用失墜行為の禁止】
第 21 条の４　建築士は、建築士の信用又は品位を
害するような行為をしてはならない。

【知識及び技能の維持向上】
第 22 条　建築士は、設計及び工事監理に必要な知
識及び技能の維持向上に努めなければならな
い。

２　国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工
事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図る
ため、必要な情報及び資料の提供その他の措置
を講ずるものとする。

【定期講習】
第 22 条の２　次の各号に掲げる建築士は、３年以
上５年以内において国土交通省令で定める期間
ごとに、次条第１項の規定及び同条第２項にお
いて準用する第 10 条の 23 から第 10 条の 25 ま

第 21 条　●建築士法
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上で床面積の合計が 5,000㎡を超える建築物の
設備設計を行った場合においては、第 20 条第
１項の規定によるほか、その設備設計図書に設
備設計一級建築士である旨の表示をしなければ
ならない。設備設計図書の一部を変更した場合
も同様とする。

■関連【設計及び工事監理】法１８条�４項➡４５0 

２　設備設計一級建築士以外の一級建築士は、前項
の建築物の設備設計を行った場合においては、
国土交通省令で定めるところにより、設備設計
一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築
基準法第 28 条第３項、第 28 条の２第三号（換
気設備に係る部分に限る。）、第 32 条から第 34
条まで、第 35 条（消火栓、スプリンクラー、
貯水槽その他の消火設備、排煙設備及び非常用
の照明装置に係る部分に限る。）及び第 36 条（消
火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管
設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構
造に係る部分に限る。）の規定並びにこれらに
基づく命令の規定（以下「設備関係規定」とい
う。）に適合するかどうかの確認を求めなけれ
ばならない。設備設計図書の一部を変更した場
合も同様とする。

▪省令【設備設計一級建築士への法適合確認】

規則１７条�の１７の３➡４７５ 

３　設備設計一級建築士は、前項の規定により確認
を求められた場合において、当該建築物が設備
関係規定に適合することを確認したとき又は適
合することを確認できないときは、当該設備設
計図書にその旨を記載するとともに、設備設計
一級建築士である旨の表示をして記名しなけれ
ばならない。

４　設備設計一級建築士は、第２項の規定により確
認を求めた一級建築士から請求があったとき
は、設備設計一級建築士証を提示しなければな
らない。

【その他の業務】
第 21 条　建築士は、設計（第 20 条の２第２項又
は前条第２項の確認を含む。第 22 条及び第 23
条第１項において同じ。）及び工事監理を行う
ほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の
指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建
築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づ
く手続の代理その他の業務（木造建築士にあっ
ては、木造の建築物に関する業務に限る。）を

行うことができる。ただし、他の法律において
その業務を行うことが制限されている事項につ
いては、この限りでない。

【非建築士等に対する名義貸しの禁止】
第 21 条の２　建築士は、次の各号のいずれかに該
当する者に自己の名義を利用させてはならな
い。

一　第３条第１項（同条第２項の規定により適用
される場合を含む。第 26 条第２項第六号か
ら第八号までにおいて同じ。）、第３条の２第
１項（同条第２項において準用する第３条第
２項の規定により適用される場合を含む。第
26 条第２項第六号から第八号までにおいて
同じ。）、第３条の３第１項（同条第２項にお
いて準用する第３条第２項の規定により適用
される場合を含む。第 26 条第２項第八号に
おいて同じ。）又は第 34 条の規定に違反する
者

二　第３条の２第３項（第３条の３第２項におい
て読み替えて準用する場合を含む。）の規定
に基づく条例の規定に違反する者

【違反行為の指示等の禁止】
第 21 条の３　建築士は、建築基準法の定める建築
物に関する基準に適合しない建築物の建築その
他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他
の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の
規定に違反する行為について指示をし、相談に
応じ、その他これらに類する行為をしてはなら
ない。

【信用失墜行為の禁止】
第 21 条の４　建築士は、建築士の信用又は品位を
害するような行為をしてはならない。

【知識及び技能の維持向上】
第 22 条　建築士は、設計及び工事監理に必要な知
識及び技能の維持向上に努めなければならな
い。

２　国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工
事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図る
ため、必要な情報及び資料の提供その他の措置
を講ずるものとする。

【定期講習】
第 22 条の２　次の各号に掲げる建築士は、３年以
上５年以内において国土交通省令で定める期間
ごとに、次条第１項の規定及び同条第２項にお
いて準用する第 10 条の 23 から第 10 条の 25 ま

第 21 条　●建築士法
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B

での規定の定めるところにより国土交通大臣の
登録を受けた者（次条において「登録講習機関」
という。）が行う当該各号に定める講習を受け
なければならない。

▪省令【定期講習の受講期間】規則１７条�の３６、３７➡４８0 

一　一級建築士（第 23 条第１項の建築士事務所
に属するものに限る。）　　別表第２⑴の項講
習の欄に掲げる講習

二　二級建築士（第 23 条第１項の建築士事務所
に属するものに限る。）　　別表第２⑵の項講
習の欄に掲げる講習

三　木造建築士（第 23 条第１項の建築士事務所
に属するものに限る。）　　別表第２⑶の項講
習の欄に掲げる講習

四　構造設計一級建築士　　別表第２⑷の項講習
の欄に掲げる講習

五　設備設計一級建築士　　別表第２⑸の項講習
の欄に掲げる講習

▪別表第２➡４６５ 

【定期講習の講習機関の登録】
第 22 条の３　前条の登録は、別表第２の各項の講
習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講
習の実施に関する事務を行おうとする者の申請
により行う。

２　第 10 条の 23、第 10 条の 24、第 10 条の 25 第
１項及び第 10 条の 26 の規定は前条の登録に、
第 10 条の 25 第２項及び第３項並びに第 10 条
の 27 から第 10 条の 38 までの規定は登録講習
機関について準用する。この場合において、第
10 条の 23 第五号中「講習事務」とあるのは「第
22 条の２の講習の実施に関する事務（以下「講
習事務」という。）」と、第 10 条の 24 第１項第
一号中「別表第１の各項の講習の欄」とあるの
は「別表第２の各項の講習の欄」と読み替える
ものとする。

３　前条の登録及び講習並びに登録講習機関に関し
て必要な事項は、国土交通省令で定める。

▪省令【定期講習の種類】規則１７条�の３７➡４８0 

第４章の２　設計受託契約等

【設計受託契約等の原則】
第 22 条の３の２　設計又は工事監理の委託を受け
ることを内容とする契約（以下それぞれ「設計

受託契約」又は「工事監理受託契約」という。）
の当事者は、各々の対等な立場における合意に
基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠
実にこれを履行しなければならない。

【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約の内
容】
第 22 条の３の３　延べ面積が 300㎡を超える建築
物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託
契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の
締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、
署名又は記名押印をして相互に交付しなければ
ならない。

■関連【書面の交付】法２４条�の８➡４５８ 

一　設計受託契約にあっては、作成する設計図書
の種類

二　工事監理受託契約にあっては、工事と設計図
書との照合の方法及び工事監理の実施の状況
に関する報告の方法

三　当該設計又は工事監理に従事することとなる
建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級
建築士又は木造建築士の別並びにその者が構
造設計一級建築士又は設備設計一級建築士で
ある場合にあっては、その旨

四　報酬の額及び支払の時期
五　契約の解除に関する事項
六　前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で
定める事項

▪省令【延べ面積が300㎡を超える建築物の契約の内容】

規則１７条�の３８➡４８１ 

２　延べ面積が 300㎡を超える建築物の新築に係る
設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者
は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容
で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更
するときは、その変更の内容を書面に記載し、
署名又は記名押印をして相互に交付しなければ
ならない。

３　建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模
の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にお
いては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係
る部分の新築とみなして前２項の規定を適用す
る。

４　設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者
は、第１項又は第２項の規定による書面の交付
に代えて、政令で定めるところにより、当該契
約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべ

建築士法●　第 22 条の 3
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き事項を電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であって国
土交通省令で定めるものにより提供することが
できる。この場合において、当該設計受託契約
又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を
交付したものとみなす。

５　設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者
が、第１項の規定により書面を相互に交付した
場合（前項の規定により書面を交付したものと
みなされる場合を含む。）には、第 24 条の８第
１項の規定は、適用しない。

【適正な委託代金】
第 22 条の３の４　設計受託契約又は工事監理受託
契約を締結しようとする者は、第 25 条に規定
する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託
契約又は工事監理受託契約を締結するよう努め
なければならない。

第５章　建築士会及び　　　　　建築士会連合会

第 22 条の４　その名称中に建築士会という文字を
用いる一般社団法人（次項に規定するものを除
く。）は、建築士の品位の保持及びその業務の
進歩改善に資するため、建築士に対する建築技
術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関
する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士
を社員とする旨の定款の定めがあるものでなけ
ればならない。

２　その名称中に建築士会連合会という文字を用い
る一般社団法人は、建築士の品位の保持及びそ
の業務の進歩改善に資するため、建築士に対す
る建築技術に関する研修並びに社員の指導及び
連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、
前項に規定する一般社団法人（以下この条にお
いて「建築士会」という。）を社員とする旨の
定款の定めがあるものでなければならない。

３　前２項に規定する定款の定めは、これを変更す
ることができない。

４　建築士会及び第２項に規定する一般社団法人
（以下この条において「建築士会連合会」とい
う。）は、成立したときは、成立の日から２週
間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添
えて、その旨を、建築士会にあってはその主た

る事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、
建築士会連合会にあっては国土交通大臣に届け
出なければならない。

５　建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、
その業務に必要な知識及び技能の向上を図るた
めの建築技術に関する研修を実施しなければな
らない。

６　国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築
士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府
県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位
の保持及びその業務の進歩改善に資するため、
必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指
導、助言及び勧告をすることができる。

第６章　建築士事務所

【登録】
第 23 条　一級建築士、二級建築士若しくは木造建
築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求
めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工
事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建
築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の
建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく
手続の代理（木造建築士又は木造建築士を使用
する者（木造建築士のほかに、一級建築士又は
二級建築士を使用する者を除く。）にあっては、
木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計
等」という。）を業として行おうとするときは、
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造
建築士事務所を定めて、その建築士事務所につ
いて、都道府県知事の登録を受けなければなら
ない。

■関連【その他の業務】法21条➡452 

■関連【無登録業務の停止】法23条の10➡456 

２　前項の登録の有効期間は、登録の日から起算し
て５年とする。

３　第１項の登録の有効期間の満了後、引き続き、
他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業とし
て行おうとする者は、その建築士事務所につい
て更新の登録を受けなければならない。

■関連【更新の登録の申請】規則18条➡482 

【登録の申請】
第 23 条の２　前条第１項又は第３項の規定により
建築士事務所について登録を受けようとする者

第 22 条の ３の ４　●建築士法
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き事項を電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であって国
土交通省令で定めるものにより提供することが
できる。この場合において、当該設計受託契約
又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を
交付したものとみなす。

５　設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者
が、第１項の規定により書面を相互に交付した
場合（前項の規定により書面を交付したものと
みなされる場合を含む。）には、第 24 条の８第
１項の規定は、適用しない。

【適正な委託代金】
第 22 条の３の４　設計受託契約又は工事監理受託
契約を締結しようとする者は、第 25 条に規定
する報酬の基準に準拠した委託代金で設計受託
契約又は工事監理受託契約を締結するよう努め
なければならない。

第５章　建築士会及び　　　　　建築士会連合会

第 22 条の４　その名称中に建築士会という文字を
用いる一般社団法人（次項に規定するものを除
く。）は、建築士の品位の保持及びその業務の
進歩改善に資するため、建築士に対する建築技
術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関
する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士
を社員とする旨の定款の定めがあるものでなけ
ればならない。

２　その名称中に建築士会連合会という文字を用い
る一般社団法人は、建築士の品位の保持及びそ
の業務の進歩改善に資するため、建築士に対す
る建築技術に関する研修並びに社員の指導及び
連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、
前項に規定する一般社団法人（以下この条にお
いて「建築士会」という。）を社員とする旨の
定款の定めがあるものでなければならない。

３　前２項に規定する定款の定めは、これを変更す
ることができない。

４　建築士会及び第２項に規定する一般社団法人
（以下この条において「建築士会連合会」とい
う。）は、成立したときは、成立の日から２週
間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添
えて、その旨を、建築士会にあってはその主た

る事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、
建築士会連合会にあっては国土交通大臣に届け
出なければならない。

５　建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、
その業務に必要な知識及び技能の向上を図るた
めの建築技術に関する研修を実施しなければな
らない。

６　国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築
士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府
県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位
の保持及びその業務の進歩改善に資するため、
必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指
導、助言及び勧告をすることができる。

第６章　建築士事務所

【登録】
第 23 条　一級建築士、二級建築士若しくは木造建
築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求
めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工
事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建
築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の
建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく
手続の代理（木造建築士又は木造建築士を使用
する者（木造建築士のほかに、一級建築士又は
二級建築士を使用する者を除く。）にあっては、
木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計
等」という。）を業として行おうとするときは、
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造
建築士事務所を定めて、その建築士事務所につ
いて、都道府県知事の登録を受けなければなら
ない。

■関連【その他の業務】法21条➡452 

■関連【無登録業務の停止】法23条の10➡456 

２　前項の登録の有効期間は、登録の日から起算し
て５年とする。

３　第１項の登録の有効期間の満了後、引き続き、
他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業とし
て行おうとする者は、その建築士事務所につい
て更新の登録を受けなければならない。

■関連【更新の登録の申請】規則18条➡482 

【登録の申請】
第 23 条の２　前条第１項又は第３項の規定により
建築士事務所について登録を受けようとする者
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B

（以下「登録申請者」という。）は、次に掲げる
事項を記載した登録申請書をその建築士事務所
の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけ
ればならない。
一　建築士事務所の名称及び所在地
二　一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木
造建築士事務所の別

三　登録申請者が個人である場合はその氏名、法
人である場合はその名称及び役員（業務を執
行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいう。以下この章において同じ。）
の氏名

四　第 24 条第２項に規定する管理建築士の氏名
及びその者の一級建築士、二級建築士又は木
造建築士の別

五　建築士事務所に属する建築士の氏名及びその
者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士
の別

六　前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で
定める事項

▪省令➡未制定

【登録の実施】
第 23 条の３　都道府県知事は、前条の規定による
登録の申請があった場合においては、次条の規
定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞
なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、
登録番号その他国土交通省令で定める事項を一
級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録
簿又は木造建築士事務所登録簿（以下「登録簿」
という。）に登録しなければならない。

▪省令【登録事項】規則２0条�の２➡４８２ 

２　都道府県知事は、前項の規定による登録をした
場合においては、直ちにその旨を当該登録申請
者に通知しなければならない。

【登録の拒否】
第 23 条の４　都道府県知事は、登録申請者が次の
各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書
に重要な事項についての虚偽の記載があり、若
しくは重要な事実の記載が欠けている場合にお
いては、その登録を拒否しなければならない。
一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二　第７条第二号から第四号までのいずれかに該
当する者

■関連【絶対的欠格事由】法７条�➡４４0 

三　第 26 条第１項又は第２項の規定により建築

士事務所について登録を取り消され、その取
消しの日から起算して５年を経過しない者
（当該登録を取り消された者が法人である場
合においては、その取消しの原因となった事
実があった日以前１年内にその法人の役員で
あった者でその取消しの日から起算して５年
を経過しないもの）

四　第 26 条第２項の規定により建築士事務所の
閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過し
ない者（当該命令を受けた者が法人である場
合においては、当該命令の原因となった事実
があった日以前１年内にその法人の役員で
あった者でその閉鎖の期間が経過しないも
の）

五　暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律（平成３年法律第77号）第２条第六号に規定す
る暴力団員又は同号に規定する暴力団員でな
くなった日から５年を経過しない者（第九号
において「暴力団員等」という。）

六　心身の故障により建築士事務所の業務を適正
に行うことができない者として国土交通省令
で定めるもの

七　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな
い未成年者でその法定代理人（法定代理人が
法人である場合においては、その役員を含
む。）が前各号のいずれかに該当するもの

八　法人でその役員のうちに第一号から第六号ま
でのいずれかに該当する者のあるもの

九　暴力団員等がその事業活動を支配する者
十　建築士事務所について第 24 条第１項及び第
２項に規定する要件を欠く者

■関連【建築士事務所の管理】法２４条�➡４５６ 

２　都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいず
れかに該当する場合は、その登録を拒否するこ
とができる。

一　第８条第一号又は第二号のいずれかに該当す
る者

二　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな
い未成年者でその法定代理人（法定代理人が
法人である場合においては、その役員を含
む。）が前号に該当するもの

三　法人でその役員のうちに第一号に該当する者
のあるもの

３　都道府県知事は、前２項の規定により登録を拒
否した場合においては、遅滞なく、その理由を
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記載した文書をもって、その旨を当該登録申請
者に通知しなければならない。

【変更の届出】
第 23 条の５　第 23 条の３第１項の規定により建
築士事務所について登録を受けた者（以下「建
築士事務所の開設者」という。）は、第 23 条の
２第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる
事項について変更があったときは、２週間以内
に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

２　建築士事務所の開設者は、第 23 条の２第五号
に掲げる事項について変更があったときは、３
月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出
なければならない。

３　第 23 条の３第１項及び前条の規定は、前２項
の規定による変更の届出があった場合に準用す
る。

【設計等の業務に関する報告書】
第 23 条の６　建築士事務所の開設者は、国土交通
省令で定めるところにより、事業年度ごとに、
次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関す
る報告書を作成し、毎事業年度経過後３月以内
に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県
知事に提出しなければならない。
一　当該事業年度における当該建築士事務所の業
務の実績の概要

二　当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三　前号の建築士の当該事業年度における業務の
実績（当該建築士事務所におけるものに限
る。）

四　前３号に掲げるもののほか、国土交通省令で
定める事項
▪省令【設計等の業務に関する報告書】規則２0条�の３➡４８３  

【廃業等の届出】
第 23 条の７　建築士事務所の開設者が次の各号に
掲げる場合のいずれかに該当することとなった
ときは、当該各号に定める者は、その日（第二
号の場合にあっては、その事実を知った日）か
ら 30 日以内に、その旨を当該建築士事務所に
係る登録をした都道府県知事に届け出なければ
ならない。
一　その登録に係る建築士事務所の業務を廃止し
たとき　　建築士事務所の開設者であった者

二　死亡したとき　　その相続人
三　破産手続開始の決定があったとき　　その破

産管財人
四　法人が合併により解散したとき　　その法人
を代表する役員であった者

五　法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事
由により解散したとき　　その清算人

【登録の抹消】
第 23 条の８　都道府県知事は、次の各号のいずれ
かに該当する場合においては、登録簿につき、
当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければ
ならない。

一　前条の規定による届出があったとき。
二　第 23 条第１項の登録の有効期間の満了の際
更新の登録の申請がなかったとき。

三　第 26 条第１項又は第２項の規定により登録
を取り消したとき。

２　第 23 条の３第２項の規定は、前項の規定によ
り登録を抹消した場合に準用する。

【登録簿等の閲覧】
第 23 条の９　都道府県知事は、次に掲げる書類を
一般の閲覧に供しなければならない。

一　登録簿
二　第 23 条の６の規定により提出された設計等
の業務に関する報告書

三　その他建築士事務所に関する書類で国土交通
省令で定めるもの

【無登録業務の禁止】
第 23 条の 10　建築士は、第 23 条の３第１項の規
定による登録を受けないで、他人の求めに応じ
報酬を得て、設計等を業として行ってはならな
い。

２　何人も、第 23 条の３第１項の規定による登録
を受けないで、建築士を使用して、他人の求め
に応じ報酬を得て、設計等を業として行っては
ならない。

【建築士事務所の管理】
第 24 条　建築士事務所の開設者は、一級建築士事
務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所
ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級
建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する
専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士
を置かなければならない。

２　前項の規定により置かれる建築士事務所を管理
する建築士（以下「管理建築士」という。）は、
建築士として３年以上の設計その他の国土交通
省令で定める業務に従事した後、第 26 条の５
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記載した文書をもって、その旨を当該登録申請
者に通知しなければならない。

【変更の届出】
第 23 条の５　第 23 条の３第１項の規定により建
築士事務所について登録を受けた者（以下「建
築士事務所の開設者」という。）は、第 23 条の
２第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる
事項について変更があったときは、２週間以内
に、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

２　建築士事務所の開設者は、第 23 条の２第五号
に掲げる事項について変更があったときは、３
月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出
なければならない。

３　第 23 条の３第１項及び前条の規定は、前２項
の規定による変更の届出があった場合に準用す
る。

【設計等の業務に関する報告書】
第 23 条の６　建築士事務所の開設者は、国土交通
省令で定めるところにより、事業年度ごとに、
次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関す
る報告書を作成し、毎事業年度経過後３月以内
に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県
知事に提出しなければならない。

一　当該事業年度における当該建築士事務所の業
務の実績の概要

二　当該建築士事務所に属する建築士の氏名
三　前号の建築士の当該事業年度における業務の
実績（当該建築士事務所におけるものに限
る。）

四　前３号に掲げるもののほか、国土交通省令で
定める事項
▪省令【設計等の業務に関する報告書】規則２0条�の３➡４８３  

【廃業等の届出】
第 23 条の７　建築士事務所の開設者が次の各号に
掲げる場合のいずれかに該当することとなった
ときは、当該各号に定める者は、その日（第二
号の場合にあっては、その事実を知った日）か
ら 30 日以内に、その旨を当該建築士事務所に
係る登録をした都道府県知事に届け出なければ
ならない。

一　その登録に係る建築士事務所の業務を廃止し
たとき　　建築士事務所の開設者であった者

二　死亡したとき　　その相続人
三　破産手続開始の決定があったとき　　その破

産管財人
四　法人が合併により解散したとき　　その法人
を代表する役員であった者

五　法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事
由により解散したとき　　その清算人

【登録の抹消】
第 23 条の８　都道府県知事は、次の各号のいずれ
かに該当する場合においては、登録簿につき、
当該建築士事務所に係る登録を抹消しなければ
ならない。

一　前条の規定による届出があったとき。
二　第 23 条第１項の登録の有効期間の満了の際
更新の登録の申請がなかったとき。

三　第 26 条第１項又は第２項の規定により登録
を取り消したとき。

２　第 23 条の３第２項の規定は、前項の規定によ
り登録を抹消した場合に準用する。

【登録簿等の閲覧】
第 23 条の９　都道府県知事は、次に掲げる書類を
一般の閲覧に供しなければならない。

一　登録簿
二　第 23 条の６の規定により提出された設計等
の業務に関する報告書

三　その他建築士事務所に関する書類で国土交通
省令で定めるもの

【無登録業務の禁止】
第 23 条の 10　建築士は、第 23 条の３第１項の規
定による登録を受けないで、他人の求めに応じ
報酬を得て、設計等を業として行ってはならな
い。

２　何人も、第 23 条の３第１項の規定による登録
を受けないで、建築士を使用して、他人の求め
に応じ報酬を得て、設計等を業として行っては
ならない。

【建築士事務所の管理】
第 24 条　建築士事務所の開設者は、一級建築士事
務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所
ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級
建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する
専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士
を置かなければならない。

２　前項の規定により置かれる建築士事務所を管理
する建築士（以下「管理建築士」という。）は、
建築士として３年以上の設計その他の国土交通
省令で定める業務に従事した後、第 26 条の５
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B

第１項の規定及び同条第２項において準用する
第 10 条の 23 から第 10 条の 25 までの規定の定
めるところにより国土交通大臣の登録を受けた
者（以下この章において「登録講習機関」とい
う。）が行う別表第３講習の欄に掲げる講習の
課程を修了した建築士でなければならない。

▪省令【管理建築士の業務要件】規則２0条�の４➡４８３ 

３　管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る
次に掲げる技術的事項を総括するものとする。
一　受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内
容に応じて必要となる期間の設定

二　受託しようとする業務を担当させる建築士そ
の他の技術者の選定及び配置

三　他の建築士事務所との提携及び提携先に行わ
せる業務の範囲の案の作成

四　建築士事務所に属する建築士その他の技術者
の監督及びその業務遂行の適正の確保

４　管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者
とが異なる場合においては、建築士事務所の開
設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関
し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に
行われるよう必要な意見を述べるものとする。

５　建築士事務所の開設者は、前項の規定による管
理建築士の意見を尊重しなければならない。

【名義貸しの禁止】
第 24 条の２　建築士事務所の開設者は、自己の名
義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ま
せてはならない。

【再委託の制限】
第 24 条の３　建築士事務所の開設者は、委託者の

許諾を得た場合においても、委託を受けた設計
又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以
外の者に委託してはならない。

２　建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た
場合においても、委託を受けた設計又は工事監
理（いずれも延べ面積が 300㎡を超える建築物
の新築工事に係るものに限る。）の業務を、そ
れぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委
託してはならない。

■関連建設業法２２条�３項➡４９６ 

【帳簿の備付け等及び図書の保存】
第 24 条の４　建築士事務所の開設者は、国土交通

省令で定めるところにより、その建築士事務所
の業務に関する事項で国土交通省令で定めるも
のを記載した帳簿を備え付け、これを保存しな

ければならない。
▪省令【帳簿の備付け等及び図書の保存】

規則２１条�１項〜３項➡４８３ 

２　前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設
者は、国土交通省令で定めるところにより、そ
の建築士事務所の業務に関する図書で国土交通
省令で定めるものを保存しなければならない。

▪省令【帳簿の備付け等及び図書の保存】

規則２１条�４項、５項➡４８３ 

【標識の掲示】
第 24 条の５　建築士事務所の開設者は、その建築
士事務所において、公衆の見やすい場所に国土
交通省令で定める標識を掲げなければならな
い。

▪省令【標識の書式】規則２２条�➡４８４ 

【書類の閲覧】
第 24 条の６　建築士事務所の開設者は、国土交通

省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、
当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託し
ようとする者の求めに応じ、閲覧させなければ
ならない。

一　当該建築士事務所の業務の実績を記載した書
類

二　当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び
業務の実績を記載した書類

三　設計等の業務に関し生じた損害を賠償するた
めに必要な金額を担保するための保険契約の
締結その他の措置を講じている場合にあって
は、その内容を記載した書類

四　その他建築士事務所の業務及び財務に関する
書類で国土交通省令で定めるもの

▪省令【書類の閲覧】規則２２条�の２➡４８４ 

【重要事項の説明等】
第 24 条の７　建築士事務所の開設者は、設計受託

契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しよ
うとするときは、あらかじめ、当該建築主に対
し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属
する建築士（次項及び第３項において「管理建
築士等」という。）をして、設計受託契約又は
工事監理受託契約の内容及びその履行に関する
次に掲げる事項について、これらの事項を記載
した書面を交付して説明をさせなければならな
い。

一　設計受託契約にあっては、作成する設計図書
の種類

建築士法●　第 2４ 条の 2
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二　工事監理受託契約にあっては、工事と設計図
書との照合の方法及び工事監理の実施の状況
に関する報告の方法

三　当該設計又は工事監理に従事することとなる
建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級
建築士又は木造建築士の別並びにその者が構
造設計一級建築士又は設備設計一級建築士で
ある場合にあっては、その旨

四　報酬の額及び支払の時期
五　契約の解除に関する事項
六　前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で
定める事項

▪省令【重要事項説明】規則２２条�の２の２➡４８５ 

２　管理建築士等は、前項の説明をするときは、当
該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築
士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建
築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しく
は木造建築士免許証明書を提示しなければなら
ない。

■関連【建築士免許証等の提示】法１９条�の２➡４５１ 

３　管理建築士等は、第１項の規定による書面の交
付に代えて、政令で定めるところにより、当該
建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事
項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって国土交
通省令で定めるものにより提供することができ
る。この場合において、当該管理建築士等は、
当該書面を交付したものとみなす。

【書面の交付】
第 24 条の８　建築士事務所の開設者は、設計受託

契約又は工事監理受託契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に
交付しなければならない。

■関連法２２条�の３の３第５項➡４５４ 

一　第 22 条の３の３第１項各号に掲げる事項
二　前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は
工事監理受託契約の内容及びその履行に関す
る事項で国土交通省令で定めるもの

▪省令【書面の交付】規則２２条�の３➡４８６ 

２　建築士事務所の開設者は、前項の規定による書
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべ
き事項を電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であって国

土交通省令で定めるものにより提供することが
できる。この場合において、当該建築士事務所
の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。

【保険契約の締結等】
第 24 条の９　建築士事務所の開設者は、設計等の
業務に関し生じた損害を賠償するために必要な
金額を担保するための保険契約の締結その他の
措置を講ずるよう努めなければならない。

【業務の報酬】
第 25 条　国土交通大臣は、中央建築士審査会の同
意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に
関して請求することのできる報酬の基準を定め
ることができる。

【監督処分】
第 26 条　都道府県知事は、建築士事務所の開設者
が次の各号のいずれかに該当する場合において
は、当該建築士事務所の登録を取り消さなけれ
ばならない。

■関連【登録の抹消】法２３条�の８➡４５６ 

一　虚偽又は不正の事実に基づいて第 23 条の３
第１項の規定による登録を受けたとき。

二　第 23 条の４第１項第一号、第二号、第五号、
第六号、第七号（同号に規定する未成年者で
その法定代理人（法定代理人が法人である場
合においては、その役員を含む。）が同項第
四号に該当するものに係る部分を除く。）、第
八号（法人でその役員のうちに同項第四号に
該当する者のあるものに係る部分を除く。）、
第九号又は第十号のいずれかに該当するに
至ったとき。

■関連【登録の拒否】法２３条�の４➡４５５ 

三　第 23 条の７の規定による届出がなくて同条
各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実
が判明したとき。

２　都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号
のいずれかに該当する事実がある場合において
は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、
若しくは１年以内の期間を定めて当該建築士事
務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登
録を取り消すことができる。

■関連【登録の抹消】法２３条�の８➡４５６ 

一　建築士事務所の開設者が第 22 条の３の３第
１項から第４項まで又は第 24 条の２から第
24 条の８までの規定のいずれかに違反した
とき。
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二　工事監理受託契約にあっては、工事と設計図
書との照合の方法及び工事監理の実施の状況
に関する報告の方法

三　当該設計又は工事監理に従事することとなる
建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級
建築士又は木造建築士の別並びにその者が構
造設計一級建築士又は設備設計一級建築士で
ある場合にあっては、その旨

四　報酬の額及び支払の時期
五　契約の解除に関する事項
六　前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で
定める事項

▪省令【重要事項説明】規則２２条�の２の２➡４８５ 

２　管理建築士等は、前項の説明をするときは、当
該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築
士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建
築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しく
は木造建築士免許証明書を提示しなければなら
ない。

■関連【建築士免許証等の提示】法１９条�の２➡４５１ 

３　管理建築士等は、第１項の規定による書面の交
付に代えて、政令で定めるところにより、当該
建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事
項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であって国土交
通省令で定めるものにより提供することができ
る。この場合において、当該管理建築士等は、
当該書面を交付したものとみなす。

【書面の交付】
第 24 条の８　建築士事務所の開設者は、設計受託

契約又は工事監理受託契約を締結したときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に
交付しなければならない。

■関連法２２条�の３の３第５項➡４５４ 

一　第 22 条の３の３第１項各号に掲げる事項
二　前号に掲げるもののほか、設計受託契約又は
工事監理受託契約の内容及びその履行に関す
る事項で国土交通省令で定めるもの

▪省令【書面の交付】規則２２条�の３➡４８６ 

２　建築士事務所の開設者は、前項の規定による書
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべ
き事項を電子情報処理組織を使用する方法その
他の情報通信の技術を利用する方法であって国

土交通省令で定めるものにより提供することが
できる。この場合において、当該建築士事務所
の開設者は、当該書面を交付したものとみなす。

【保険契約の締結等】
第 24 条の９　建築士事務所の開設者は、設計等の
業務に関し生じた損害を賠償するために必要な
金額を担保するための保険契約の締結その他の
措置を講ずるよう努めなければならない。

【業務の報酬】
第 25 条　国土交通大臣は、中央建築士審査会の同
意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に
関して請求することのできる報酬の基準を定め
ることができる。

【監督処分】
第 26 条　都道府県知事は、建築士事務所の開設者
が次の各号のいずれかに該当する場合において
は、当該建築士事務所の登録を取り消さなけれ
ばならない。

■関連【登録の抹消】法２３条�の８➡４５６ 

一　虚偽又は不正の事実に基づいて第 23 条の３
第１項の規定による登録を受けたとき。

二　第 23 条の４第１項第一号、第二号、第五号、
第六号、第七号（同号に規定する未成年者で
その法定代理人（法定代理人が法人である場
合においては、その役員を含む。）が同項第
四号に該当するものに係る部分を除く。）、第
八号（法人でその役員のうちに同項第四号に
該当する者のあるものに係る部分を除く。）、
第九号又は第十号のいずれかに該当するに
至ったとき。

■関連【登録の拒否】法２３条�の４➡４５５ 

三　第 23 条の７の規定による届出がなくて同条
各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実
が判明したとき。

２　都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号
のいずれかに該当する事実がある場合において
は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、
若しくは１年以内の期間を定めて当該建築士事
務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登
録を取り消すことができる。

■関連【登録の抹消】法２３条�の８➡４５６ 

一　建築士事務所の開設者が第 22 条の３の３第
１項から第４項まで又は第 24 条の２から第
24 条の８までの規定のいずれかに違反した
とき。
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B

二　建築士事務所の開設者が第 23 条の４第２項
各号のいずれかに該当するに至ったとき。

三　建築士事務所の開設者が第 23 条の５第１項
又は第２項の規定による変更の届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。

四　管理建築士が第 10 条第１項の規定による処
分を受けたとき。

五　建築士事務所に属する建築士が、その属する
建築士事務所の業務として行った行為を理由
として、第 10 条第１項の規定による処分を
受けたとき。

六　管理建築士である二級建築士又は木造建築士
が、第３条第１項若しくは第３条の２第１項
の規定又は同条第３項の規定に基づく条例の
規定に違反して、建築物の設計又は工事監理
をしたとき。

七　建築士事務所に属する二級建築士又は木造建
築士が、その属する建築士事務所の業務とし
て、第３条第１項若しくは第３条の２第１項
の規定又は同条第３項の規定に基づく条例の
規定に違反して、建築物の設計又は工事監理
をしたとき。

八　建築士事務所に属する者で建築士でないもの
が、その属する建築士事務所の業務として、
第３条第１項、第３条の２第１項若しくは第
３条の３第１項の規定又は第３条の２第３項
（第３条の３第２項において読み替えて準用
する場合を含む。）の規定に基づく条例の規
定に違反して、建築物の設計又は工事監理を
したとき。

九　建築士事務所の開設者又は管理建築士がこの
法律の規定に基づく都道府県知事の処分に違
反したとき。

十　前各号に掲げるもののほか、建築士事務所の
開設者がその建築士事務所の業務に関し不正
な行為をしたとき。

３　都道府県知事は、前項の規定により建築士事務
所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法
第 13 条第１項の規定による意見陳述のための
手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければ
ならない。

４　第 10 条第３項、第４項及び第６項の規定は都
道府県知事が第１項若しくは第２項の規定によ
り建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の
規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合に

ついて、同条第５項の規定は都道府県知事が第
１項又は第２項の規定による処分をした場合に
ついて、それぞれ準用する。

【報告及び検査】
第 26 条の２　都道府県知事は、第 10 条の２第２
項に定めるもののほか、この法律の施行に関し
必要があると認めるときは、建築士事務所の開
設者若しくは管理建築士に対し、必要な報告を
求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち
入り、図書その他の物件を検査させることがで
きる。

２　第 10 条の２第３項及び第４項の規定は、前項
の規定による立入検査について準用する。

【指定事務所登録機関の指定】
第 26条の３　都道府県知事は、その指定する者（以
下「指定事務所登録機関」という。）に、建築
士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録
簿及び第 23 条の９第三号に掲げる書類（国土
交通省令で定める書類に限る。）を一般の閲覧
に供する事務（以下「事務所登録等事務」とい
う。）を行わせることができる。

２　指定事務所登録機関の指定は、事務所登録等事
務を行おうとする者の申請により行う。

３　第 10 条の５から第 10 条の 18 までの規定は、
指定事務所登録機関について準用する。この場
合において、これらの規定（第 10 条の５第１
項第一号を除く。）中「国土交通大臣」とある
のは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等
事務」とあるのは「事務所登録等事務」と、第
10 条の５第１項中「他に」とあるのは「当該
都道府県の区域において他に」と、同条中「前
条第２項」とあるのは「第 26 条の３第２項」と、
同項第一号中「一級建築士登録等事務の実施」
とあるのは「事務所登録等事務（第 26 条の３
第１項に規定する事務所登録等事務をいう。以
下同じ。）の実施」と、「、一級建築士登録等事
務」とあるのは「、事務所登録等事務」と読み
替えるものとする。

【指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場
合における規定の適用等】
第 26 条の４　指定事務所登録機関が事務所登録等
事務を行う場合における第 23 条第１項、第 23
条の２から第 23 条の４まで、第 23 条の５第１
項及び第２項、第 23 条の７、第 23 条の８第１
項並びに第 23 条の９の規定の適用については、

建築士法●　第 26 条の 2
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これらの規定（第 23 条第１項、第 23 条の２及
び第 23 条の９を除く。）中「都道府県知事」と
あるのは「指定事務所登録機関」と、第 23 条
第１項中「都道府県知事」とあるのは「指定事
務所登録機関（第 26 条の３第１項に規定する
指定事務所登録機関をいう。以下同じ。）」と、
第 23 条の２中「都道府県知事」とあるのは「都
道府県知事の第 26 条の３第１項の指定を受け
た者」と、第 23 条の８第１項第三号中「登録」
とあるのは「都道府県知事が登録」と、第 23
条の９中「次に掲げる書類」とあるのは「次に
掲げる書類（登録簿及び第 26 条の３第１項の
国土交通省令で定める書類を除く。）」とする。

２　都道府県は、地方自治法第 227 条の規定に基づ
き建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する
場合においては、前条の規定により指定事務所
登録機関が行う建築士事務所の登録を受けよう
とする者に、条例で定めるところにより、当該
手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、
その収入とすることができる。

【管理建築士講習の講習機関の登録】
第 26 条の５　第 24 条第２項の登録（次項におい
て単に「登録」という。）は、同条第２項の講
習の実施に関する事務を行おうとする者の申請
により行う。

２　第 10 条の 23、第 10 条の 24、第 10 条の 25 第
１項及び第 10 条の 26 の規定は登録に、第 10
条の 25 第２項及び第３項並びに第 10 条の 27
から第 10 条の 38 までの規定は登録講習機関に
ついて準用する。この場合において、第 10 条
の 23 第五号中「講習事務」とあるのは「第 24
条第２項の講習の実施に関する事務（以下「講
習事務」という。）」と、第 10 条の 24 第１項第
一号中「別表第１の各項の講習の欄」とあるの
は「別表第３講習の欄」と、同条第２項中「次
に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（登
録の区分に関する事項を除く。）」と読み替える
ものとする。

【国土交通省令への委任】
第 27 条　この章に規定するもののほか、建築士事
務所の登録、第 24 条第２項の登録及び講習並
びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土
交通省令で定める。

第７章　建築士事務所協会及び　　　　　建築士事務所協会連合会
【建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会】
第 27 条の２　その名称中に建築士事務所協会とい
う文字を用いる一般社団法人（次項に規定す
るものを除く。）は、建築士事務所の業務の適
正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を
委託する建築主（以下単に「建築主」という。）
の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建
築士事務所の開設者を社員（以下この章におい
て「協会会員」という。）とする旨の定款の定
めがあるものでなければならない。

２　その名称中に建築士事務所協会連合会という文
字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業
務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図る
ことを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社
員（第６項において「連合会会員」という。）
とする旨の定款の定めがあるものでなければな
らない。

３　第１項に規定する一般社団法人（以下「建築士
事務所協会」という。）及び前項に規定する一
般社団法人（以下「建築士事務所協会連合会」
という。）は、その目的を達成するため、次に
掲げる業務を行う。

一　建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に
係る契約の内容の適正化その他建築主の利益
の保護を図るため必要な建築士事務所の開設
者に対する指導、勧告その他の業務

二　建築士事務所の業務に対する建築主その他の
関係者からの苦情の解決

三　建築士事務所の開設者に対する建築士事務所
の業務の運営に関する研修及び建築士事務所
に属する建築士に対する設計等の業務に関す
る研修

四　前３号に掲げるもののほか、その目的を達成
するために必要な業務

４　第１項及び第２項に規定する定款の定めは、こ
れを変更することができない。

５　建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
は、成立したときは、成立の日から２週間以内
に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、
その旨を、建築士事務所協会にあってはその主
たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
に、建築士事務所協会連合会にあっては国土交
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これらの規定（第 23 条第１項、第 23 条の２及
び第 23 条の９を除く。）中「都道府県知事」と
あるのは「指定事務所登録機関」と、第 23 条
第１項中「都道府県知事」とあるのは「指定事
務所登録機関（第 26 条の３第１項に規定する
指定事務所登録機関をいう。以下同じ。）」と、
第 23 条の２中「都道府県知事」とあるのは「都
道府県知事の第 26 条の３第１項の指定を受け
た者」と、第 23 条の８第１項第三号中「登録」
とあるのは「都道府県知事が登録」と、第 23
条の９中「次に掲げる書類」とあるのは「次に
掲げる書類（登録簿及び第 26 条の３第１項の
国土交通省令で定める書類を除く。）」とする。

２　都道府県は、地方自治法第 227 条の規定に基づ
き建築士事務所の登録に係る手数料を徴収する
場合においては、前条の規定により指定事務所
登録機関が行う建築士事務所の登録を受けよう
とする者に、条例で定めるところにより、当該
手数料を当該指定事務所登録機関に納めさせ、
その収入とすることができる。

【管理建築士講習の講習機関の登録】
第 26 条の５　第 24 条第２項の登録（次項におい
て単に「登録」という。）は、同条第２項の講
習の実施に関する事務を行おうとする者の申請
により行う。

２　第 10 条の 23、第 10 条の 24、第 10 条の 25 第
１項及び第 10 条の 26 の規定は登録に、第 10
条の 25 第２項及び第３項並びに第 10 条の 27
から第 10 条の 38 までの規定は登録講習機関に
ついて準用する。この場合において、第 10 条
の 23 第五号中「講習事務」とあるのは「第 24
条第２項の講習の実施に関する事務（以下「講
習事務」という。）」と、第 10 条の 24 第１項第
一号中「別表第１の各項の講習の欄」とあるの
は「別表第３講習の欄」と、同条第２項中「次
に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（登
録の区分に関する事項を除く。）」と読み替える
ものとする。

【国土交通省令への委任】
第 27 条　この章に規定するもののほか、建築士事
務所の登録、第 24 条第２項の登録及び講習並
びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土
交通省令で定める。

第７章　建築士事務所協会及び　　　　　建築士事務所協会連合会
【建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会】
第 27 条の２　その名称中に建築士事務所協会とい
う文字を用いる一般社団法人（次項に規定す
るものを除く。）は、建築士事務所の業務の適
正な運営及び建築士事務所の開設者に設計等を
委託する建築主（以下単に「建築主」という。）
の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建
築士事務所の開設者を社員（以下この章におい
て「協会会員」という。）とする旨の定款の定
めがあるものでなければならない。

２　その名称中に建築士事務所協会連合会という文
字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業
務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図る
ことを目的とし、かつ、建築士事務所協会を社
員（第６項において「連合会会員」という。）
とする旨の定款の定めがあるものでなければな
らない。

３　第１項に規定する一般社団法人（以下「建築士
事務所協会」という。）及び前項に規定する一
般社団法人（以下「建築士事務所協会連合会」
という。）は、その目的を達成するため、次に
掲げる業務を行う。

一　建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に
係る契約の内容の適正化その他建築主の利益
の保護を図るため必要な建築士事務所の開設
者に対する指導、勧告その他の業務

二　建築士事務所の業務に対する建築主その他の
関係者からの苦情の解決

三　建築士事務所の開設者に対する建築士事務所
の業務の運営に関する研修及び建築士事務所
に属する建築士に対する設計等の業務に関す
る研修

四　前３号に掲げるもののほか、その目的を達成
するために必要な業務

４　第１項及び第２項に規定する定款の定めは、こ
れを変更することができない。

５　建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
は、成立したときは、成立の日から２週間以内
に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、
その旨を、建築士事務所協会にあってはその主
たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
に、建築士事務所協会連合会にあっては国土交
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B

通大臣に届け出なければならない。
６　建築士事務所協会は協会会員の名簿を、建築士
事務所協会連合会は連合会会員の名簿を、それ
ぞれ一般の閲覧に供しなければならない。

７　建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
は、建築士事務所の業務の適正化を図るための
建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の
業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属
する建築士に対する設計等の業務に関する研修
を実施しなければならない。

８　国土交通大臣は建築士事務所協会連合会に対し
て、建築士事務所協会の主たる事務所の所在地
を管轄する都道府県知事は当該建築士事務所協
会に対して、建築士事務所の業務の適正な運営
及び建築主の利益の保護を図るため、必要な事
項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言
及び勧告をすることができる。

【加入】
第 27 条の３　建築士事務所協会は、建築士事務所
の開設者が建築士事務所協会に加入しようとす
るときは、正当な理由がないのに、その加入を
拒み、又はその加入につき不当な条件を付して
はならない。

【名称の使用の制限】
第 27 条の４　建築士事務所協会及び建築士事務所
協会連合会でない者は、その名称中に建築士事
務所協会又は建築士事務所協会連合会という文
字を用いてはならない。

２　協会会員でない者は、その名称中に建築士事務
所協会会員という文字を用いてはならない。

【苦情の解決】
第 27 条の５　建築士事務所協会は、建築主その他
の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情
について解決の申出があったときは、その相談
に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に
係る事情を調査するとともに、当該建築士事務
所の開設者に対しその苦情の内容を通知してそ
の迅速な処理を求めなければならない。

２　建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の
解決について必要があると認めるときは、当該
建築士事務所の開設者に対し、文書若しくは口
頭による説明を求め、又は資料の提出を求める
ことができる。

３　協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定
による求めがあったときは、正当な理由がない

のに、これを拒んではならない。

第８章　建築士審査会

【建築士審査会】
第 28 条　一級建築士試験、二級建築士試験又は木
造建築士試験に関する事務（中央指定試験機関
又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く。）
をつかさどらせるとともに、この法律によりそ
の権限に属させられた事項を処理させるため、
国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に
都道府県建築士審査会を置く。

【建築士審査会の組織】
第 29 条　中央建築士審査会及び都道府県建築士審
査会は、委員をもって組織し、中央建築士審査
会の委員の定数は、10 人以内とする。

２　中央指定試験機関又は都道府県指定試験機関が
一級建築士試験事務又は二級建築士等試験事務
を行う場合を除き、試験の問題の作成及び採点
を行わせるため、一級建築士試験にあっては中
央建築士審査会に、二級建築士試験又は木造建
築士試験にあっては都道府県建築士審査会に、
それぞれ試験委員を置く。

３　委員及び前項の試験委員は、建築士のうちから、
中央建築士審査会にあっては国土交通大臣が、
都道府県建築士審査会にあっては都道府県知事
が任命する。この場合において、やむを得ない
理由があるときは、学識経験のある者のうちか
ら、任命することができる。ただし、その数は、
それぞれ委員又は同項の試験委員の半数を超え
てはならない。

【委員の任期】
第 30 条　委員の任期は、２年（都道府県建築士審
査会の委員にあっては、その任期を２年を超え
３年以下の期間で都道府県が条例で定めるとき
は、当該条例で定める期間）とする。ただし、
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　前項の委員は、再任されることができる。
３　前条第２項の試験委員は、その者の任命に係る
試験の問題の作成及び採点が終了したときは、
解任されるものとする。

【会長】
第 31 条　中央建築士審査会及び都道府県建築士審
査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によっ

建築士法●　第 2７ 条の 3
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て定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故のあるときは、委員のうちからあら
かじめ互選された者が、その職務を代理する。

【不正行為の禁止】
第 32 条　委員又は第 29 条第２項の試験委員は、
その事務の施行に当たって、厳正を保持し不正
の行為のないようにしなければならない。

【政令への委任】
第 33 条　この章に規定するもののほか、中央建築
士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必
要な事項は、政令で定める。

▪政令【審査会の議事等】令９条�〜１３条�➡４６７ 

第９章　雑則

【名称の使用禁止】
第 34 条　建築士でない者は、建築士又はこれに紛
らわしい名称を用いてはならない。

２　二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわし
い名称を用いてはならない。

３　木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士
又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならな
い。

【権限の委任】
第 35 条　この法律に規定する国土交通大臣の権限
は、国土交通省令で定めるところにより、その
一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任
することができる。

【経過措置】
第 36 条　この法律の規定に基づき命令を制定し、
又は改廃する場合においては、その命令で、そ
の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断され
る範囲内において、所要の経過措置（罰則に関
する経過措置を含む。）を定めることができる。

第10章　罰則

第 37 条　次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした者は、１年以下の懲役又は
100 万円以下の罰金に処する。
一　一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免
許を受けないで、それぞれその業務を行う目

的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士
の名称を用いたとき

二　虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、
二級建築士又は木造建築士の免許を受けたと
き

三　第３条第１項（同条第２項の規定により適用
される場合を含む。）、第３条の２第１項（同
条第２項において準用する第３条第２項の規
定により適用される場合を含む。）若しくは
第３条の３第１項（同条第２項において準用
する第３条第２項の規定により適用される場
合を含む。）の規定又は第３条の２第３項（第
３条の３第２項において読み替えて準用する
場合を含む。）の規定に基づく条例の規定に
違反して、建築物の設計又は工事監理をした
とき

四　第 10 条第１項の規定による業務停止命令に
違反したとき

五　第 10 条の 36 第２項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。）の規定による講習事務（第 10 条の
22 に規定する講習事務、第 22 条の３第２項
において読み替えて準用する第 10 条の 23 第
五号に規定する講習事務及び第 26 条の５第
２項において読み替えて準用する第 10 条の
23 第五号に規定する講習事務をいう。第 40
条第八号において同じ。）の停止の命令に違
反したとき

六　第 20 条第２項の規定に違反して、構造計算
によって建築物の安全性を確かめた場合でな
いのに、同項の証明書を交付したとき

七　第 21 条の２の規定に違反したとき
八　虚偽又は不正の事実に基づいて第 23 条の３
第１項の規定による登録を受けたとき

九　第 23 条の 10 第１項又は第２項の規定に違反
したとき

十　第 24 条第１項の規定に違反したとき
一
十　第 24 条の２の規定に違反して、他人に建築
士事務所の業務を営ませたとき

二
十　第 26 条第２項の規定による建築士事務所の
閉鎖命令に違反したとき

三
十　第 32 条の規定に違反して、事前に試験問題
を漏らし、又は不正の採点をしたとき

第 38 条　次の各号のいずれかに該当する者は、１

第 32 条　●建築士法
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て定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故のあるときは、委員のうちからあら
かじめ互選された者が、その職務を代理する。

【不正行為の禁止】
第 32 条　委員又は第 29 条第２項の試験委員は、
その事務の施行に当たって、厳正を保持し不正
の行為のないようにしなければならない。

【政令への委任】
第 33 条　この章に規定するもののほか、中央建築
士審査会及び都道府県建築士審査会に関して必
要な事項は、政令で定める。

▪政令【審査会の議事等】令９条�〜１３条�➡４６７ 

第９章　雑則

【名称の使用禁止】
第 34 条　建築士でない者は、建築士又はこれに紛
らわしい名称を用いてはならない。

２　二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわし
い名称を用いてはならない。

３　木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士
又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならな
い。

【権限の委任】
第 35 条　この法律に規定する国土交通大臣の権限
は、国土交通省令で定めるところにより、その
一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任
することができる。

【経過措置】
第 36 条　この法律の規定に基づき命令を制定し、
又は改廃する場合においては、その命令で、そ
の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断され
る範囲内において、所要の経過措置（罰則に関
する経過措置を含む。）を定めることができる。

第10章　罰則

第 37 条　次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした者は、１年以下の懲役又は
100 万円以下の罰金に処する。

一　一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免
許を受けないで、それぞれその業務を行う目

的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士
の名称を用いたとき

二　虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、
二級建築士又は木造建築士の免許を受けたと
き

三　第３条第１項（同条第２項の規定により適用
される場合を含む。）、第３条の２第１項（同
条第２項において準用する第３条第２項の規
定により適用される場合を含む。）若しくは
第３条の３第１項（同条第２項において準用
する第３条第２項の規定により適用される場
合を含む。）の規定又は第３条の２第３項（第
３条の３第２項において読み替えて準用する
場合を含む。）の規定に基づく条例の規定に
違反して、建築物の設計又は工事監理をした
とき

四　第 10 条第１項の規定による業務停止命令に
違反したとき

五　第 10 条の 36 第２項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。）の規定による講習事務（第 10 条の
22 に規定する講習事務、第 22 条の３第２項
において読み替えて準用する第 10 条の 23 第
五号に規定する講習事務及び第 26 条の５第
２項において読み替えて準用する第 10 条の
23 第五号に規定する講習事務をいう。第 40
条第八号において同じ。）の停止の命令に違
反したとき

六　第 20 条第２項の規定に違反して、構造計算
によって建築物の安全性を確かめた場合でな
いのに、同項の証明書を交付したとき

七　第 21 条の２の規定に違反したとき
八　虚偽又は不正の事実に基づいて第 23 条の３
第１項の規定による登録を受けたとき

九　第 23 条の 10 第１項又は第２項の規定に違反
したとき

十　第 24 条第１項の規定に違反したとき
一
十　第 24 条の２の規定に違反して、他人に建築
士事務所の業務を営ませたとき

二
十　第 26 条第２項の規定による建築士事務所の
閉鎖命令に違反したとき

三
十　第 32 条の規定に違反して、事前に試験問題
を漏らし、又は不正の採点をしたとき

第 38 条　次の各号のいずれかに該当する者は、１

第 32 条　●建築士法
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年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処す
る。
一　第 10 条の８第１項（第 10 条の 20 第３項、
第 15 条の５第１項、第 15 条の６第３項及び
第 26 条の３第３項において読み替えて準用
する場合を含む。）の規定に違反した者

二　第 15 条の４（第 15 条の６第３項において準
用する場合を含む。）の規定に違反して、不
正の採点をした者

第39条　第10条の16第２項（第10条の20第３項、
第 15 条の５第１項、第 15 条の６第３項及び
第 26 条の３第３項において読み替えて準用す
る場合を含む。）の規定による一級建築士登録
等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試
験事務、二級建築士等試験事務又は事務所登録
等事務の停止の命令に違反したときは、その違
反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定
登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試
験機関又は指定事務所登録機関の役員又は職員
（第 41 条において「中央指定登録機関等の役員
等」という。）は、１年以下の懲役又は 100 万
円以下の罰金に処する。

第 40 条　次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした者は、30 万円以下の罰金
に処する。
一　第 10 条の２第１項又は第２項の規定による
報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき

二　第 10 条の２第１項又は第２項の規定による
検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき

三　第 10 条の２第１項又は第２項の規定による
質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をし
たとき

四　第 10 条の 31（第 22 条の３第２項及び第 26
条の５第２項において準用する場合を含む。）
の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿
に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかったとき

五　第 10 条の 34 第１項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。以下この条において同じ。）の規定
による報告をせず、又は虚偽の報告をしたと
き

六　第10条の34第１項の規定による検査を拒み、

妨げ、又は忌避したとき
七　第 10 条の 34 第１項の規定による質問に対し
て答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき

八　第 10 条の 35 第１項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。）の規定による届出をしないで講習
事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした
とき

九　第 23 条の５第１項又は第２項の規定による
変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたと
き

十　第 23 条の６の規定に違反して、設計等の業
務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記
載をして設計等の業務に関する報告書を提出
したとき

一
十　第 24 条の４第１項の規定に違反して、帳簿
を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳
簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しな
かったとき

二
十　第 24 条の４第２項の規定に違反して、図書
を保存しなかったとき

三
十　第 24 条の５の規定に違反して、標識を掲げ
なかったとき

四
十　第 24 条の６の規定に違反して、書類を備え
置かず、若しくは設計等を委託しようとする
者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記
載のある書類を備え置き、若しくは設計等を
委託しようとする者に閲覧させたとき

五
十　第 24 条の８第１項の規定に違反して、書面
を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交
付したとき

六
十　第 26 条の２第１項の規定による報告をせず、
若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
よる立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し
くは忌避したとき

七
十　第 27 条の４第２項の規定に違反して、その
名称中に建築士事務所協会会員という文字を
用いたとき

八
十　第 34 条の規定に違反したとき（第 39 条第一
号に該当する場合を除く。）。

第 41 条　次の各号のいずれかに該当するときは、
その違反行為をした中央指定登録機関等の役員
等は、30 万円以下の罰金に処する。

一　第 10 条の 11（第 10 条の 20 第３項、第 15

建築士法●　第 39 条
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条の５第１項、第 15 条の６第３項及び第 26
条の３第３項において読み替えて準用する場
合を含む。）の規定に違反して、帳簿を備え
付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚
偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったと
き。

二　第 10 条の 13 第１項（第 10 条の 20 第３項、
第 15 条の５第１項、第 15 条の６第３項及び
第 26 条の３第３項において読み替えて準用
する場合を含む。以下この条において同じ。）
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。

三　第10条の13第１項の規定による検査を拒み、
妨げ、又は忌避したとき。

四　第 10 条の 13 第１項の規定による質問に対し
て答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

五　第 10 条の 15 第１項（第 10 条の 20 第３項、
第 15 条の５第１項、第 15 条の６第３項及び
第26条の３第３項において読み替えて準用す
る場合を含む。）の許可を受けないで一級建
築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一
級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又
は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。

第 42 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第 37 条（第十三号を除く。）又
は第 40 条の違反行為をしたときは、その行為
者を罰するほか、その法人又は人に対しても各
本条の罰金刑を科する。

第 43 条　次の各号のいずれかに該当する者は、10
万円以下の過料に処する。
一　第５条第４項（第 10 条の 19 第１項及び第
10 条の 21 第１項の規定により読み替えて適
用される場合を含む。）、第８条の２（第三号
を除く。）、第 10 条の３第５項（第 10 条の
19 第１項の規定により読み替えて適用され
る場合を含む。）、第 23 条の７（第 26 条の４
第１項の規定により読み替えて適用される場
合を含む。）又は第 24 条の７第２項の規定に
違反した者

二　第 10 条の 27 第２項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。）の規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした者
三　第 10 条の 30 第１項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。）の規定に違反して、財務諸表等を
備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は
正当な理由がないのに第 10 条の 30 第２項各
号（第 22 条の３第２項及び第 26 条の５第２
項において準用する場合を含む。）の請求を
拒んだ者

四　第 27 条の４第１項の規定に違反して、その
名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所
協会連合会という文字を用いた者

別表第１　（第10条の３、第10条の22、第10条の24関係）
講　　習 科　　目 講　　師

⑴
構造設計
一級建築士
講習

イ　構造関係
規定に関す
る科目

⑴　学校教育法による大
学（以下「大学」という。）
において行政法学を担
当する教授若しくは准
教授の職にあり、又はこ
れらの職にあった者

⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　建築物の
構造に関す
る科目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者

⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

⑵
設備設計
一級建築士
講習

イ　設備関係
規定に関す
る科目

⑴　大学において行政法
学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあっ
た者

⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　建築設備
に関する科
目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者

⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

第 ４2 条、別表第 1　●建築士法
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条の５第１項、第 15 条の６第３項及び第 26
条の３第３項において読み替えて準用する場
合を含む。）の規定に違反して、帳簿を備え
付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚
偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったと
き。

二　第 10 条の 13 第１項（第 10 条の 20 第３項、
第 15 条の５第１項、第 15 条の６第３項及び
第 26 条の３第３項において読み替えて準用
する場合を含む。以下この条において同じ。）
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
したとき。

三　第10条の13第１項の規定による検査を拒み、
妨げ、又は忌避したとき。

四　第 10 条の 13 第１項の規定による質問に対し
て答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

五　第 10 条の 15 第１項（第 10 条の 20 第３項、
第 15 条の５第１項、第 15 条の６第３項及び
第26条の３第３項において読み替えて準用す
る場合を含む。）の許可を受けないで一級建
築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一
級建築士試験事務、二級建築士等試験事務又
は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。

第 42 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第 37 条（第十三号を除く。）又
は第 40 条の違反行為をしたときは、その行為
者を罰するほか、その法人又は人に対しても各
本条の罰金刑を科する。

第 43 条　次の各号のいずれかに該当する者は、10
万円以下の過料に処する。

一　第５条第４項（第 10 条の 19 第１項及び第
10 条の 21 第１項の規定により読み替えて適
用される場合を含む。）、第８条の２（第三号
を除く。）、第 10 条の３第５項（第 10 条の
19 第１項の規定により読み替えて適用され
る場合を含む。）、第 23 条の７（第 26 条の４
第１項の規定により読み替えて適用される場
合を含む。）又は第 24 条の７第２項の規定に
違反した者

二　第 10 条の 27 第２項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。）の規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした者
三　第 10 条の 30 第１項（第 22 条の３第２項及
び第 26 条の５第２項において準用する場合
を含む。）の規定に違反して、財務諸表等を
備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項
を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は
正当な理由がないのに第 10 条の 30 第２項各
号（第 22 条の３第２項及び第 26 条の５第２
項において準用する場合を含む。）の請求を
拒んだ者

四　第 27 条の４第１項の規定に違反して、その
名称中に建築士事務所協会又は建築士事務所
協会連合会という文字を用いた者

別表第１　（第10条の３、第10条の22、第10条の24関係）
講　　習 科　　目 講　　師

⑴
構造設計
一級建築士
講習

イ　構造関係
規定に関す
る科目

⑴　学校教育法による大
学（以下「大学」という。）
において行政法学を担
当する教授若しくは准
教授の職にあり、又はこ
れらの職にあった者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　建築物の
構造に関す
る科目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

⑵
設備設計
一級建築士
講習

イ　設備関係
規定に関す
る科目

⑴　大学において行政法
学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあっ
た者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　建築設備
に関する科
目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

第 ４2 条、別表第 1　●建築士法
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別表第２　（第22条の２、第22条の３関係）
講　習 科　目 講　師

⑴
一級建築士
定期講習

イ　建築物の
建築に関す
る法令に関
する科目

⑴　大学において行政法
学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあっ
た者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　設計及び
工事監理に
関する科目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

⑵
二級建築士
定期講習

イ　建築物の
建築に関す
る法令に関
する科目

⑴　大学において行政法
学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあっ
た者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　建築物
（第３条に
規定する建
築物を除
く。）の設計
及び工事監
理に関する
科目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

⑶ 木造建築士
定期講習

イ　木造の建
築物の建築
に関する法
令に関する
科目

⑴　大学において行政法
学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあっ
た者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　木造の建
築物（第３
条及び第３
条の２に規
定する建築
物を除く。）
の設計及び
工事監理に
関する科目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

⑷ 構造設計‥
一級建築士‥
定期講習

イ　構造関係
規定に関す
る科目

⑴　大学において行政法
学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあっ
た者
⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　構造設計
に関する科
目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者

⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

⑸
設備設計‥
一級建築士‥
定期講習

イ　設備関係
規定に関す
る科目

⑴　大学において行政法
学を担当する教授若し
くは准教授の職にあり、
又はこれらの職にあっ
た者

⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

ロ　設備設計
に関する科
目

⑴　大学において建築学
を担当する教授若しく
は准教授の職にあり、又
はこれらの職にあった
者

⑵　⑴に掲げる者と同等
以上の知識及び経験を
有する者

別表第３　（第24条、第26条の５関係）
講　習 科　目 講　師

管理建築士
講習

イ　この法律
その他関係
法令に関す
る科目

⑴　大学において行政法学を
担当する教授若しくは准教
授の職にあり、又はこれらの
職にあった者

⑵　⑴に掲げる者と同等以上
の知識及び経験を有する者

ロ　建築物の
品質確保に
関する科目

⑴　管理建築士として３年以
上の実務の経験を有する管
理建築士

⑵　⑴に掲げる者と同等以上
の知識及び経験を有する者

建築士法●　別表第 2、別表第 3

線引きはありません
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建築士法施行令
昭和 25 年６月 22 日政令第 201 号

最終改正：令和３年８月４日政令第 224 号

【一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書
換え交付等の手数料】
第１条　建築士法（以下「法」という。）第５条第
６項（法第 10 条の 19 第１項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。）の政令で定める
額は、5,900 円とする。

【構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証
の交付等の手数料】
第２条　法第 10 条の３第６項（法第 10 条の 19 第
１項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。）の政令で定める額は、次の各号に掲げる
一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に
定める額とする。
一　構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築
士証の交付を受けようとする一級建築士　　
　　１万 4,300 円

二　構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築
士証の書換え交付又は再交付を受けようとす
る一級建築士　　5,900 円

【中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料】
第３条　法第10条の19第２項の政令で定める額は、
２万 8,400 円とする。

【一級建築士の受験手数料】
第４条　法第 16 条第１項の政令で定める額は、
１万 7,000 円とする。

２　受験手数料は、これを納付した者が試験を受け
なかった場合においても、返還しない。

３　中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付
の方法は、法第 15 条の５第１項において読み
替えて準用する法第 10 条の９第１項に規定す
る試験事務規程の定めるところによる。

【参考人に支給する費用】
第５条　法第 10 条第６項に規定する旅費、日当そ
の他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす
る。
一　国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人
　　政府職員に支給する旅費、日当その他の
費用の額の範囲内において、国土交通大臣が
財務大臣と協議して定める額

二　都道府県知事の求めに応じて出席した参考人
　　都道府県が条例で定める額

【登録講習機関の登録の有効期間】
第６条　法第 10 条の 26 第１項（法第 22 条の３第
２項及び第 26 条の５第２項において準用する
場合を含む。）の政令で定める期間は、５年と
する。

【法第20条第４項の規定による承諾に関する手続
等】
第７条　法第 20 条第４項の規定による承諾は、建
築士が、国土交通省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁
的方法（同項に規定する方法をいう。以下この
条において同じ。）による報告に用いる電磁的
方法の種類及び内容を示した上で、当該建築主
から書面又は電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法であっ
て国土交通省令で定めるもの（次項において「書
面等」という。）によって得るものとする。

２	 建築士は、前項の承諾を得た場合であっても、
当該承諾に係る建築主から書面等により電磁的
方法による報告を受けない旨の申出があったと
きは、当該電磁的方法による報告をしてはなら
ない。ただし、当該申出の後に当該建築主から
再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

【法第22条の３の３第４項の規定による承諾等に
関する手続等】
第８条　法第 22 条の３の３第４項の規定による承
諾については、前条の規定を準用する。この場
合において、同条中「建築士」とあるのは「設
計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、
「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」
とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

２	 法第 24 条の７第３項の規定による承諾につい
ては、前条の規定を準用する。この場合におい
て、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士
等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替
えるものとする。

３	 法第 24 条の８第２項の規定による承諾につい
ては、前条の規定を準用する。この場合におい
て、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務
所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」
と、「報告」とあるのは「提供」と読み替える
ものとする。

第 1条　●建築士法施行令

線引きはありません
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建築士法施行令
昭和 25 年６月 22 日政令第 201 号

最終改正：令和３年８月４日政令第 224 号

【一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書
換え交付等の手数料】
第１条　建築士法（以下「法」という。）第５条第
６項（法第 10 条の 19 第１項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。）の政令で定める
額は、5,900 円とする。

【構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証
の交付等の手数料】
第２条　法第 10 条の３第６項（法第 10 条の 19 第
１項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。）の政令で定める額は、次の各号に掲げる
一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に
定める額とする。

一　構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築
士証の交付を受けようとする一級建築士　　
　　１万 4,300 円

二　構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築
士証の書換え交付又は再交付を受けようとす
る一級建築士　　5,900 円

【中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料】
第３条　法第10条の19第２項の政令で定める額は、
２万 8,400 円とする。

【一級建築士の受験手数料】
第４条　法第 16 条第１項の政令で定める額は、
１万 7,000 円とする。

２　受験手数料は、これを納付した者が試験を受け
なかった場合においても、返還しない。

３　中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付
の方法は、法第 15 条の５第１項において読み
替えて準用する法第 10 条の９第１項に規定す
る試験事務規程の定めるところによる。

【参考人に支給する費用】
第５条　法第 10 条第６項に規定する旅費、日当そ
の他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす
る。

一　国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人
　　政府職員に支給する旅費、日当その他の
費用の額の範囲内において、国土交通大臣が
財務大臣と協議して定める額

二　都道府県知事の求めに応じて出席した参考人
　　都道府県が条例で定める額

【登録講習機関の登録の有効期間】
第６条　法第 10 条の 26 第１項（法第 22 条の３第
２項及び第 26 条の５第２項において準用する
場合を含む。）の政令で定める期間は、５年と
する。

【法第20条第４項の規定による承諾に関する手続
等】
第７条　法第 20 条第４項の規定による承諾は、建
築士が、国土交通省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁
的方法（同項に規定する方法をいう。以下この
条において同じ。）による報告に用いる電磁的
方法の種類及び内容を示した上で、当該建築主
から書面又は電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法であっ
て国土交通省令で定めるもの（次項において「書
面等」という。）によって得るものとする。

２	 建築士は、前項の承諾を得た場合であっても、
当該承諾に係る建築主から書面等により電磁的
方法による報告を受けない旨の申出があったと
きは、当該電磁的方法による報告をしてはなら
ない。ただし、当該申出の後に当該建築主から
再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

【法第22条の３の３第４項の規定による承諾等に
関する手続等】
第８条　法第 22 条の３の３第４項の規定による承
諾については、前条の規定を準用する。この場
合において、同条中「建築士」とあるのは「設
計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、
「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」
とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

２	 法第 24 条の７第３項の規定による承諾につい
ては、前条の規定を準用する。この場合におい
て、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士
等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替
えるものとする。

３	 法第 24 条の８第２項の規定による承諾につい
ては、前条の規定を準用する。この場合におい
て、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務
所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」
と、「報告」とあるのは「提供」と読み替える
ものとする。
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【建築士審査会の委員等の勤務】
第９条　中央建築士審査会及び都道府県建築士審査
会（次条及び第 13 条において「建築士審査会」
と総称する。）の委員及び試験委員は、非常勤
とする。

【建築士審査会の議事】
第 10 条　建築士審査会は、委員の半数以上が出席
しなければ、会議を開くことができない。

２　建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決
し、可否同数の場合は、会長の決するところに
よる。

【試験委員】
第 11 条　中央建築士審査会の試験委員は、10 人以
上 30 人以内とし、都道府県建築士審査会の試
験委員は、５人以上とする。

２　中央建築士審査会及び都道府県建築士審査会の
試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級
建築士試験若しくは木造建築士試験の科目につ
いて専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験
委員としてふさわしい者のうちから任命するも
のとする。

【中央建築士審査会の庶務】
第 12 条　中央建築士審査会の庶務は、国土交通省
住宅局建築指導課において処理する。

【建築士審査会の運営】
第 13 条　法又はこの政令に定めるもののほか、建
築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士
審査会が定める。

建築士法施行令●　第 9条
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建築士法施行規則
昭和 25 年 10 月 31 日建設省令第 38 号

最終改正：令和４年２月 28 日国土交通省令第７号

第１章　総則

【構造設計図書及び設備設計図書】
第１条　建築士法（以下「法」という。）第２条第
７項の国土交通省令で定める建築物の構造に関
する設計図書は、次に掲げる図書（建築基準
法（昭和25年法律第201号）第 68 条の 10 第１項の規定
により、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第
136 条の２の 11 第一号で定める一連の規定に
適合するものであることの認定を受けた型式に
よる建築物の部分を有する建築物に係るものを
除く。）とする。
一　建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第１
条の３第１項の表２の第⑴項のい欄に掲げる
建築物の区分に応じそれぞれ同表の第⑴項の
ろ欄に掲げる図書及び同条第４項の表１の各
項のい欄に掲げる建築設備の区分に応じそれ
ぞれ当該各項のろ欄に掲げる図書（いずれも
構造関係規定に係るものに限る。）

二　建築基準法第 20 条第１項第一号の認定に係
る構造方法を用いる建築物にあっては、建築
基準法施行規則第 10 条の５の 21 第１項各号
に掲げる図書

三　建築基準法施行規則第１条の３第１項の表３
の各項のい欄に掲げる建築物にあっては、そ
の区分に応じそれぞれ当該各項のろ欄に掲げ
る構造計算書

四　建築基準法施行令第 81 条第２項第一号イ若
しくはロ又は同項第二号イに規定する国土交
通大臣が定める基準に従った構造計算により
安全性を確かめた建築物にあっては、建築基
準法施行規則第１条の３第１項の表３の各項
のろ欄に掲げる構造計算書に準ずるものとし
て国土交通大臣が定めるもの

２　法第２条第７項に規定する国土交通省令で定め
る建築設備に関する設計図書は、建築基準法施
行規則第１条の３第４項の表１の各項のい欄に
掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項
のろ欄に掲げる図書（設備関係規定が適用され

る建築設備に係るものに限る。）とする。

第１章の２　免許

【実務の経験の内容】
第１条の２　法第４条第２項第一号及び第四号の国
土交通省令で定める建築に関する実務は、次に
掲げるものとする。

一　建築物の設計（法第 21	条に規定する設計を
いう。第 20 条の４第１項第一号において同
じ。）に関する実務

二　建築物の工事監理に関する実務
三　建築工事の指導監督に関する実務
四　建築士事務所の業務として行う建築物に関す
る調査又は評価に関する実務

五　次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関す
る実務

イ　建築一式工事（建設業法（昭和24年法律第百号）
別表第１に掲げる建築一式工事をいう。）

ロ　大工工事（建設業法別表第１に掲げる大工
工事をいう。）

ハ　建築設備（建築基準法第２条第三号に規定
する建築設備をいう。）の設置工事

六　建築基準法第 18 条の３第１項に規定する確
認審査等に関する実務

七　前各号の実務に準ずるものとして国土交通大
臣が定める実務

２　第１項各号に掲げる実務の経験には、単なる写
図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶
務、会計その他これらに類する事務に関する経
験を含まないものとする。

３　第１項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの
期間は通算することができる。

【心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木
造建築士の業務を適正に行うことができない者】
第１条の３　法第８条第三号の国土交通省令で定め
る者は、精神の機能の障害により一級建築士、
二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行う
に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適
切に行うことができない者とする。

【治療等の考慮】
第１条の４　国土交通大臣又は都道府県知事は、一
級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の
免許を申請した者が前条に規定する者に該当す

第 1条　●建築士法施行規則
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建築士法施行規則
昭和 25 年 10 月 31 日建設省令第 38 号

最終改正：令和４年２月 28 日国土交通省令第７号

第１章　総則

【構造設計図書及び設備設計図書】
第１条　建築士法（以下「法」という。）第２条第
７項の国土交通省令で定める建築物の構造に関
する設計図書は、次に掲げる図書（建築基準
法（昭和25年法律第201号）第 68 条の 10 第１項の規定
により、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第
136 条の２の 11 第一号で定める一連の規定に
適合するものであることの認定を受けた型式に
よる建築物の部分を有する建築物に係るものを
除く。）とする。

一　建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第１
条の３第１項の表２の第⑴項のい欄に掲げる
建築物の区分に応じそれぞれ同表の第⑴項の
ろ欄に掲げる図書及び同条第４項の表１の各
項のい欄に掲げる建築設備の区分に応じそれ
ぞれ当該各項のろ欄に掲げる図書（いずれも
構造関係規定に係るものに限る。）

二　建築基準法第 20 条第１項第一号の認定に係
る構造方法を用いる建築物にあっては、建築
基準法施行規則第 10 条の５の 21 第１項各号
に掲げる図書

三　建築基準法施行規則第１条の３第１項の表３
の各項のい欄に掲げる建築物にあっては、そ
の区分に応じそれぞれ当該各項のろ欄に掲げ
る構造計算書

四　建築基準法施行令第 81 条第２項第一号イ若
しくはロ又は同項第二号イに規定する国土交
通大臣が定める基準に従った構造計算により
安全性を確かめた建築物にあっては、建築基
準法施行規則第１条の３第１項の表３の各項
のろ欄に掲げる構造計算書に準ずるものとし
て国土交通大臣が定めるもの

２　法第２条第７項に規定する国土交通省令で定め
る建築設備に関する設計図書は、建築基準法施
行規則第１条の３第４項の表１の各項のい欄に
掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項
のろ欄に掲げる図書（設備関係規定が適用され

る建築設備に係るものに限る。）とする。

第１章の２　免許

【実務の経験の内容】
第１条の２　法第４条第２項第一号及び第四号の国
土交通省令で定める建築に関する実務は、次に
掲げるものとする。

一　建築物の設計（法第 21	条に規定する設計を
いう。第 20 条の４第１項第一号において同
じ。）に関する実務

二　建築物の工事監理に関する実務
三　建築工事の指導監督に関する実務
四　建築士事務所の業務として行う建築物に関す
る調査又は評価に関する実務

五　次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関す
る実務

イ　建築一式工事（建設業法（昭和24年法律第百号）
別表第１に掲げる建築一式工事をいう。）

ロ　大工工事（建設業法別表第１に掲げる大工
工事をいう。）

ハ　建築設備（建築基準法第２条第三号に規定
する建築設備をいう。）の設置工事

六　建築基準法第 18 条の３第１項に規定する確
認審査等に関する実務

七　前各号の実務に準ずるものとして国土交通大
臣が定める実務

２　第１項各号に掲げる実務の経験には、単なる写
図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶
務、会計その他これらに類する事務に関する経
験を含まないものとする。

３　第１項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの
期間は通算することができる。

【心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木
造建築士の業務を適正に行うことができない者】
第１条の３　法第８条第三号の国土交通省令で定め
る者は、精神の機能の障害により一級建築士、
二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行う
に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適
切に行うことができない者とする。

【治療等の考慮】
第１条の４　国土交通大臣又は都道府県知事は、一
級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の
免許を申請した者が前条に規定する者に該当す
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建築士法施行規則●　第 1条の ５

ると認める場合において、当該者に免許を与え
るかどうかを決定するときは、当該者が現に受
けている治療等により障害の程度が軽減してい
る状況を考慮しなければならない。

【免許の申請】
第１条の５　法第４条第１項の規定により一級建築
士の免許を受けようとする者は、第１号書式に
よる免許申請書に、次に掲げる書類（その書類
を得られない正当な事由がある場合において
は、これに代わる適当な書類）を添え、これを
国土交通大臣に提出しなければならない。ただ
し、第 15 条第１項の規定により同項第一号に
掲げる書類を国土交通大臣に提出した場合又は
同条第２項の規定により当該書類を中央指定試
験機関に提出した場合で、当該書類に記載され
た内容と第一号書式による免許申請書に記載さ
れた内容が同一であるときは、第三号に掲げる
書類を添えることを要しない。
一　本籍の記載のある住民票の写しその他参考と
なる事項を記載した書類

二　国土交通大臣又は中央指定試験機関が交付し
た一級建築士試験に合格したことを証する書
類

三　次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
イ　法第４条第２項第一号、第二号又は第三号
に該当する者にあっては、当該各号に掲げ
る学校を卒業したことを証する証明書

ロ　法第４条第２項第四号に該当する者にあっ
ては、二級建築士であった期間を証する都
道府県知事の証明書

ハ　国土交通大臣が別に定める法第４条第２項
第五号に該当する者の基準に適合する者に
あっては、その基準に適合することを証す
るに足る書類

ニ　法第４条第２項第五号に該当する者のう
ち、ハに掲げる者以外の者にあっては、法
第４条第２項第一号から第四号までに掲げ
る者と同等以上の知識及び技能を有するこ
とを証する書類

四　第一号の二書式による実務の経験を記載した
書類（以下この号において「実務経歴書」と
いう。）及び第一号の三書式による使用者そ
の他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事
実と相違しないことを確認したことを証する
書類

２　法第４条第５項の規定により一級建築士の免許
を受けようとする者は、第一号書式による免許
申請書に、前項第一号に掲げる書類（その書類
を得られない正当な事由がある場合において
は、これに代わる適当な書類）及び外国の建築
士免許証の写しを添え、これを国土交通大臣に
提出しなければならない。

３　前２項の免許申請書には、申請前６月以内に
撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ 4.5㎝、
横の長さ 3.5㎝の写真でその裏面に氏名及び撮
影年月日を記入したもの（以下「一級建築士免
許証用写真」という。）を貼付しなければなら
ない。

【免許】
第２条　国土交通大臣は、前条の規定による申請が
あった場合においては、免許申請書の記載事項
を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有
すると認めたときは、法第５条第１項の一級建
築士名簿（以下「名簿」という。）に登録し、
かつ、申請者に第二号書式による一級建築士免
許証を交付する。

２　国土交通大臣は、前項の場合において、申請者
が一級建築士となる資格を有しないと認めたと
きは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却
する。

【登録事項】
第３条　名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一　登録番号及び登録年月日
二　氏名、生年月日及び性別
三　一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号
（外国の建築士免許を受けた者にあっては、
その免許の名称、免許者名及び免許の年月日）

四　法第 10 条第１項の規定による戒告、業務停
止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分
を受けた年月日

五　法第 10 条の３第１項第一号若しくは同条第
２項第一号又は法第 24 条第２項に規定する
講習の課程を修了した者にあっては、当該講
習を修了した年月日及び当該講習の修了証の
番号

六　法第 22 条の２に定める講習を受けた年月日
及び当該講習の修了証の番号

▪【定期講習】法２２条�の２➡４５２ 

七　第９条の３第３項の規定により構造設計一級
建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交
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付を受けた者にあっては、当該建築士証の番
号及び当該建築士証の交付を受けた年月日

八　構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級
建築士証の返納を行った者にあっては、当該
建築士証の返納を行った年月日

【登録事項の変更】
第４条　一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事
項に変更を生じた場合においては、その変更を
生じた日から 30 日以内に、その旨を国土交通
大臣に届け出なければならない。

２　国土交通大臣は、前項の届出があった場合にお
いては、名簿を訂正する。

■関連【構造設計一級建築士証の書換え交付】

規則９条�の４➡４７１ 

【免許証の書換え交付】
第４条の２　一級建築士は、前条第１項の規定によ
る届出をする場合において、一級建築士免許証
（以下「免許証」という。）又は一級建築士免許
証明書（以下「免許証明書」という。）に記載
された事項に変更があったときは、免許証の書
換え交付を申請しなければならない。

２　前項及び法第５条第３項の規定により免許証の
書換え交付を申請しようとする者は、一級建築
士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申
請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国
土交通大臣に提出しなければならない。

３　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、免許証を書き換えて、申請
者に交付する。

【免許証の再交付】
第５条　一級建築士は、免許証又は免許証明書を汚
損し又は失った場合においては、遅滞なく、一
級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付
申請書にその事由を記載し、汚損した場合に
あってはその免許証又は免許証明書を添え、こ
れを国土交通大臣に提出しなければならない。

２　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、申請者に免許証を再交付す
る。

３　一級建築士は、第１項の規定により免許証の再
交付を申請した後、失った免許証又は免許証明
書を発見した場合においては、発見した日から
10 日以内に、これを国土交通大臣に返納しな
ければならない。

【心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木
造建築士の業務を適正に行うことができない場合】
第５条の２　法第８条の２第三号の国土交通省令で
定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木
造建築士が精神の機能の障害を有することによ
り認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
できない状態となった場合とする。

【免許の取消しの申請及び免許証等の返納】
第６条　一級建築士は、法第８条の２（第二号に該
当する場合に限る。）の規定による届出をする
場合においては、届出書に、免許証又は免許証
明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなけ
ればならない。

２　一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の
親族は、法第８条の２（第三号に係る部分に限
る。）の規定による届出をする場合においては、
届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経
過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載
した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣
に提出しなければならない。

３　一級建築士は、法第９条第１項第一号の規定に
よる免許の取消しを申請する場合においては、
免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添
え、これを国土交通大臣に提出しなければなら
ない。

４　一級建築士が失踪の宣告を受けた場合において
は、戸籍法（昭和22年法律第224号）による失踪の届出
義務者は、失踪の宣告の日から 30 日以内に、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならな
い。

５　一級建築士が法第９条第１項（第一号及び第二
号を除き、第三号にあっては法第８条の２第二
号に掲げる場合に該当する場合に限る。）若し
くは第２項又は法第 10 条第１項の規定により
免許を取り消された場合においては、当該一級
建築士（法第９条第２項の規定により免許を取
り消された場合においては、当該一級建築士又
はその法定代理人若しくは同居の親族）は、取
消しの通知を受けた日から 10 日以内に、免許
証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなけ
ればならない。

【免許の取消しの公告】
第６条の２　法第９条第３項の規定による公告は、
次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっ
ては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適

第 ４条　●建築士法施行規則
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付を受けた者にあっては、当該建築士証の番
号及び当該建築士証の交付を受けた年月日

八　構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級
建築士証の返納を行った者にあっては、当該
建築士証の返納を行った年月日

【登録事項の変更】
第４条　一級建築士は、前条第二号に掲げる登録事
項に変更を生じた場合においては、その変更を
生じた日から 30 日以内に、その旨を国土交通
大臣に届け出なければならない。

２　国土交通大臣は、前項の届出があった場合にお
いては、名簿を訂正する。

■関連【構造設計一級建築士証の書換え交付】

規則９条�の４➡４７１ 

【免許証の書換え交付】
第４条の２　一級建築士は、前条第１項の規定によ
る届出をする場合において、一級建築士免許証
（以下「免許証」という。）又は一級建築士免許
証明書（以下「免許証明書」という。）に記載
された事項に変更があったときは、免許証の書
換え交付を申請しなければならない。

２　前項及び法第５条第３項の規定により免許証の
書換え交付を申請しようとする者は、一級建築
士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申
請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国
土交通大臣に提出しなければならない。

３　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、免許証を書き換えて、申請
者に交付する。

【免許証の再交付】
第５条　一級建築士は、免許証又は免許証明書を汚
損し又は失った場合においては、遅滞なく、一
級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付
申請書にその事由を記載し、汚損した場合に
あってはその免許証又は免許証明書を添え、こ
れを国土交通大臣に提出しなければならない。

２　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、申請者に免許証を再交付す
る。

３　一級建築士は、第１項の規定により免許証の再
交付を申請した後、失った免許証又は免許証明
書を発見した場合においては、発見した日から
10 日以内に、これを国土交通大臣に返納しな
ければならない。

【心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木
造建築士の業務を適正に行うことができない場合】
第５条の２　法第８条の２第三号の国土交通省令で
定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木
造建築士が精神の機能の障害を有することによ
り認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
できない状態となった場合とする。

【免許の取消しの申請及び免許証等の返納】
第６条　一級建築士は、法第８条の２（第二号に該
当する場合に限る。）の規定による届出をする
場合においては、届出書に、免許証又は免許証
明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなけ
ればならない。

２　一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の
親族は、法第８条の２（第三号に係る部分に限
る。）の規定による届出をする場合においては、
届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経
過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載
した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣
に提出しなければならない。

３　一級建築士は、法第９条第１項第一号の規定に
よる免許の取消しを申請する場合においては、
免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添
え、これを国土交通大臣に提出しなければなら
ない。

４　一級建築士が失踪の宣告を受けた場合において
は、戸籍法（昭和22年法律第224号）による失踪の届出
義務者は、失踪の宣告の日から 30 日以内に、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならな
い。

５　一級建築士が法第９条第１項（第一号及び第二
号を除き、第三号にあっては法第８条の２第二
号に掲げる場合に該当する場合に限る。）若し
くは第２項又は法第 10 条第１項の規定により
免許を取り消された場合においては、当該一級
建築士（法第９条第２項の規定により免許を取
り消された場合においては、当該一級建築士又
はその法定代理人若しくは同居の親族）は、取
消しの通知を受けた日から 10 日以内に、免許
証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなけ
ればならない。

【免許の取消しの公告】
第６条の２　法第９条第３項の規定による公告は、
次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっ
ては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適

第 ４条　●建築士法施行規則
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切な方法で、都道府県知事にあっては当該都道
府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の
適切な方法で行うものとする。
一　免許の取消しをした年月日
二　免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者
の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の
別及びその者の登録番号

三　免許の取消しの理由
【処分の公告】
第６条の３　法第 10 条第５項の規定による公告は、
次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっ
ては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適
切な方法で、都道府県知事にあっては当該都道
府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の
適切な方法で行うものとする。
一　処分をした年月日
二　処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建
築士、二級建築士又は木造建築士の別及びそ
の者の登録番号

三　処分の内容
四　処分の原因となった事実

【登録の抹消】
第７条　国土交通大臣は、免許を取り消した場合又
は第６条第４項の届出があった場合において
は、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び
年月日を記載する。

２　国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消
した名簿を、抹消した日から５年間保存する。

【住所等の届出】
第８条　法第５条の２第１項に規定する国土交通省
令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一　登録番号及び登録年月日
二　本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
三　建築に関する業務に従事する者にあっては、
その業務の種別並びに勤務先の名称（建築士
事務所にあっては、その名称及び開設者の氏
名）及び所在地

２　法第５条の２第１項の規定による届出は、一級
建築士にあっては、第３号書式によらなければ
ならない。

【免許証等の領置】
第９条　国土交通大臣は、法第 10 条第１項の規定
により一級建築士に業務の停止を命じた場合に
おいては、当該一級建築士に対して、免許証又
は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満

了までこれを領置することができる。
【一級建築士名簿の閲覧】
第９条の２　国土交通大臣は、法第６条第２項の規
定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供する
ため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければ
ならない。

【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証】
第９条の３　法第 10 条の３第１項又は同条第２項
の規定により、構造設計一級建築士証又は設備
設計一級建築士証の交付を申請しようとする者
は、第３号の２書式による交付申請書に、次に
掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出
しなければならない。

一　法第 10 条の３第１項第一号又は同条第２項
第一号に該当する者にあっては、建築士法に
基づく中央指定登録機関等に関する省令（平成
20年国土交通省令第37号）第 28 条第十二号に規定
する修了証

二　法第 10 条の３第１項第二号又は同条第２項
第二号に該当する者にあっては、同条第１項
第一号又は同条第２項第一号に掲げる一級建
築士と同等以上の知識及び技能を有すること
を証する書類

２　前項の交付申請書には、一級建築士免許証用写
真を貼付しなければならない。

３　国土交通大臣は、第１項の規定による申請が
あった場合においては、交付申請書の記載事項
を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設
備設計一級建築士となる資格を有すると認めた
ときは、申請者に第３号の３書式による構造設
計一級建築士証又は第３号の４書式による設備
設計一級建築士証を交付する。

▪第３号の３書式・第３号の４書式➡４８８ 

４　国土交通大臣は、前項の審査の結果、申請者が
構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士と
なる資格を有しないと認めたときは、理由を付
し、交付申請書を申請者に返却する。

【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証
の書換え交付】
第９条の４　構造設計一級建築士又は設備設計一級
建築士は、第４条第１項の規定による届出をす
る場合において、構造設計一級建築士証又は設
備設計一級建築士証に記載された事項に変更が
あったときは、当該構造設計一級建築士証又は
設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しな

建築士法施行規則●　第 6条の 3
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ければならない。
２　前項及び法第 10 条の３第４項の規定により構
造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証
の書換え交付を申請しようとする者は、一級建
築士免許証用写真を貼付した建築士証書換え交
付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計
一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提
出しなければならない。

３　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、構造設計一級建築士証又は
設備設計一級建築士証を書き換えて、申請者に
交付する。

【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証
の再交付】
第９条の５　構造設計一級建築士又は設備設計一級
建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計
一級建築士証を汚損し又は失った場合において
は、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付
した建築士証再交付申請書にその事由を記載
し、汚損した場合にあってはその構造設計一級
建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、こ
れを国土交通大臣に提出しなければならない。

２　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、申請者に構造設計一級建築
士証又は設備設計一級建築士証を再交付する。

３　構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士
は、第１項の規定により構造設計一級建築士証
又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した
後、失った構造設計一級建築士証又は設備設計
一級建築士証を発見した場合においては、発見
した日から 10 日以内に、これを国土交通大臣
に返納しなければならない。

【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証
の領置】
第９条の６　国土交通大臣は、法第 10 条第１項の
規定により構造設計一級建築士又は設備設計一
級建築士である一級建築士に業務の停止を命じ
た場合においては、当該一級建築士に対して、
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士
証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれ
を領置することができる。

【規定の適用】
第９条の７　中央指定登録機関が法第 10 条の４第
１項に規定する一級建築士登録等事務を行う場
合における第１条の４、第１条の５第１項及び

第２項、第２条、第４条から第５条まで、第６
条第５項、第７条並びに第９条の２から第９条
の５までの規定の適用については、これらの規
定（第１条の５第１項及び第２項を除く。）中「国
土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、
第１条の５第１項及び第２項中「これを国土交
通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」
と、第２条第１項中「第２号書式による一級建
築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明
書」と、第４条の２の見出し及び同条第３項並
びに第５条の見出し及び同条第２項中「免許証」
とあるのは「免許証明書」と、第４条の２第１
項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許
証明書の書換え交付」と、同条第２項中「法第
５条第３項の規定により免許証」とあるのは「法
第 10 条の 19 第１項の規定により読み替えて適
用される法第５条第３項の規定により免許証明
書」と、第５条第３項中「免許証の再交付」と
あるのは「免許証明書の再交付」と、第７条第
１項中「免許を取り消した場合又は第６条第４
項の届出があった場合」とあるのは「国土交通
大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基
づく中央指定登録機関等に関する省令第 12 条
第１項の規定により第６条第４項の規定による
届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた
場合」と、第９条の２中「法第６条第２項」と
あるのは「法第 10 条の 19 第１項の規定により
読み替えて適用される法第６条第２項」と、「告
示」とあるのは「公示」と、第９条の３第１項
中「法第 10 条の３第１項又は同条第２項」と
あるのは「法第 10 条の 19 第１項の規定により
読み替えて適用される法第 10 条の３第１項又
は同条第２項」と、同条第３項中「第３号の３
書式による構造設計一級建築士証又は第３号の
４書式による設備設計一級建築士証」とあるの
は「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建
築士証」と、第９条の４第２項中「法第 10 条
の３第４項」とあるのは「法第 10 条の 19 第１
項の規定により読み替えて適用される法第 10
条の３第４項」とする。

第２章　試験

第 10条　（削除）

第 9条の ５　●建築士法施行規則
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ければならない。
２　前項及び法第 10 条の３第４項の規定により構
造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証
の書換え交付を申請しようとする者は、一級建
築士免許証用写真を貼付した建築士証書換え交
付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計
一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提
出しなければならない。

３　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、構造設計一級建築士証又は
設備設計一級建築士証を書き換えて、申請者に
交付する。

【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証
の再交付】
第９条の５　構造設計一級建築士又は設備設計一級
建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計
一級建築士証を汚損し又は失った場合において
は、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付
した建築士証再交付申請書にその事由を記載
し、汚損した場合にあってはその構造設計一級
建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、こ
れを国土交通大臣に提出しなければならない。

２　国土交通大臣は、前項の規定による申請があっ
た場合においては、申請者に構造設計一級建築
士証又は設備設計一級建築士証を再交付する。

３　構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士
は、第１項の規定により構造設計一級建築士証
又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した
後、失った構造設計一級建築士証又は設備設計
一級建築士証を発見した場合においては、発見
した日から 10 日以内に、これを国土交通大臣
に返納しなければならない。

【構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証
の領置】
第９条の６　国土交通大臣は、法第 10 条第１項の
規定により構造設計一級建築士又は設備設計一
級建築士である一級建築士に業務の停止を命じ
た場合においては、当該一級建築士に対して、
構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士
証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれ
を領置することができる。

【規定の適用】
第９条の７　中央指定登録機関が法第 10 条の４第
１項に規定する一級建築士登録等事務を行う場
合における第１条の４、第１条の５第１項及び

第２項、第２条、第４条から第５条まで、第６
条第５項、第７条並びに第９条の２から第９条
の５までの規定の適用については、これらの規
定（第１条の５第１項及び第２項を除く。）中「国
土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、
第１条の５第１項及び第２項中「これを国土交
通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」
と、第２条第１項中「第２号書式による一級建
築士免許証」とあるのは「一級建築士免許証明
書」と、第４条の２の見出し及び同条第３項並
びに第５条の見出し及び同条第２項中「免許証」
とあるのは「免許証明書」と、第４条の２第１
項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許
証明書の書換え交付」と、同条第２項中「法第
５条第３項の規定により免許証」とあるのは「法
第 10 条の 19 第１項の規定により読み替えて適
用される法第５条第３項の規定により免許証明
書」と、第５条第３項中「免許証の再交付」と
あるのは「免許証明書の再交付」と、第７条第
１項中「免許を取り消した場合又は第６条第４
項の届出があった場合」とあるのは「国土交通
大臣が免許を取り消した場合又は建築士法に基
づく中央指定登録機関等に関する省令第 12 条
第１項の規定により第６条第４項の規定による
届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた
場合」と、第９条の２中「法第６条第２項」と
あるのは「法第 10 条の 19 第１項の規定により
読み替えて適用される法第６条第２項」と、「告
示」とあるのは「公示」と、第９条の３第１項
中「法第 10 条の３第１項又は同条第２項」と
あるのは「法第 10 条の 19 第１項の規定により
読み替えて適用される法第 10 条の３第１項又
は同条第２項」と、同条第３項中「第３号の３
書式による構造設計一級建築士証又は第３号の
４書式による設備設計一級建築士証」とあるの
は「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建
築士証」と、第９条の４第２項中「法第 10 条
の３第４項」とあるのは「法第 10 条の 19 第１
項の規定により読み替えて適用される法第 10
条の３第４項」とする。

第２章　試験

第 10条　（削除）

第 9条の ５　●建築士法施行規則
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【一級建築士試験の方法】
第 11 条　一級建築士試験は、学科及び設計製図に
ついて、筆記試験により行う。

２　設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に
限り、受けることができる。

３　前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境
工学、建築設備（設備機器の概要を含む。）、構
造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、
建築積算、建築法規等に関する必要な知識につ
いて行う。

第 12 条　学科の試験に合格した者については、学
科の試験に合格した一級建築士試験（以下この
条において「学科合格試験」という。）に引き
続いて行われる次の４回の一級建築士試験のう
ち２回（学科合格試験の設計製図の試験を受け
なかった場合においては、３回）の一級建築士
試験に限り、学科の試験を免除する。

【二級建築士試験の基準】
第 13 条　二級建築士試験は、学校教育法（昭和22年法

律第26号）による高等学校における正規の建築に
関する課程において修得する程度の基本的知識
並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡
単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦造、
石造及びコンクリートブロック造の建築物の設
計及び工事監理を行う能力を判定することに基
準を置くものとする。

２　前項の基準によって試験すべき事項を例示する
と、おおむね次のとおりである。
一　各種の用途に供する建築物の設計製図及びこ
れに関する仕様書の作成

二　建築物の用途に応ずる敷地の選定に関するこ
と

三　各種の用途に供する建築物の間取りその他建
築物の平面計画に関すること

四　建築物の採光、換気及び照明に関すること
五　簡易な建築設備の概要に関すること
六　各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関
すること

七　通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、
壁、屋根、造作等各部の構造に関すること

八　簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れん瓦
造、石造又はコンクリートブロック造の建築
物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物
の各部の構造に関すること

九　建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関す

ること
十　普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ず
る応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の
断面の決定に関すること

一
十　建築工事現場の管理（工事現場の災害防止を
含む。）に関すること

二
十　建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程
表に関すること

三
十　普通に使用される建築工事用機械器具の種類
及び性能に関すること

四
十　建築物各部の施工の指導監督及び検査に関す
ること

五
十　建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関す
ること

六
十　法及び建築基準法並びにこれらの関係法令に
関すること

【木造建築士試験の基準】
第 13 条の２　木造建築士試験は、学校教育法によ
る高等学校における正規の建築に関する課程に
おいて修得する程度の小規模の木造の建築物の
建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小
規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う
能力を判定することに基準を置くものとする。

２　前項の基準によって試験すべき事項を例示する
と、おおむね次のとおりである。

一　小規模の木造の建築物に関する前条第２項第
一号から第七号まで、第九号及び第十一号か
ら第十六号までに掲げる事項

二　小規模の木造の建築物の鉄筋コンクリート
造、コンクリートブロック造等の部分の構造
に関すること

三　小規模の木造の建築物の普通の筋かい、たる
木、すみ木等の部材の形状の決定に関するこ
と

四　小規模の木造の建築物の普通のはり、柱等の
部材の断面の決定に関すること

【試験期日等の公告】
第 14 条　一級建築士試験を施行する期日、場所そ
の他試験の施行に関して必要な事項は、国土交
通大臣があらかじめ官報で公告する。

【受験申込書】
第 15 条　一級建築士試験（中央指定試験機関が一
級建築士試験事務を行うものを除く。）を受け
ようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書
類を添え、これを国土交通大臣に提出しなけれ

建築士法施行規則●　第 11 条
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ばならない。
一　次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
イ　法第 14 条第一号に該当する者にあっては、
同号に掲げる学校を卒業したことを証する
証明書（その証明書を得られない正当な事
由がある場合においては、これに代わる適
当な書類）

ロ　法第 14 条第二号に該当する者にあっては、
二級建築士であった期間を証する都道府県
知事の証明書

ハ　国土交通大臣が別に定める法第 14 条第三
号に該当する者の基準に適合する者にあっ
ては、その基準に適合することを証するに
足る書類

ニ　法第 14 条第三号に該当する者のうち、ハ
に掲げる者以外の者にあっては、法第 14
条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上
の知識及び技能を有することを証する書類

二　申請前６月以内に、脱帽して正面から撮影し
た写真で、縦 4.5㎝、横 3.5㎝のもの

２　中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う
一級建築士試験を受けようとする者は、受験申
込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試
験機関の定めるところにより、これを中央指定
試験機関に提出しなければならない。

【合格公告及び通知】
第 16 条　国土交通大臣又は中央指定試験機関は、
一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告
し、本人に合格した旨を通知する。

２　国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の
試験に合格した者にその旨を通知する。

【受験者の不正行為に対する措置に関する報告書】
第 17 条　中央指定試験機関は、法第 13 条の２第
２項の規定により同条第１項に規定する国土交
通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲
げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提
出しなければならない。
一　不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二　不正行為に係る試験の年月日及び試験地
三　不正行為の事実
四　処分の内容及び年月日
五　その他参考事項

第 17条の２〜第 17 条の 14　（削除）

第２章の２　構造計算によって�
建築物の安全性を確かめた旨の�
証明書等

【構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の
証明書】
第 17 条の 14 の２　法第 20 条第２項の規定による
交付は、第４号書式により行うものとする。

【工事監理報告書】
第 17 条の 15　法第 20 条第３項の規定による報告
は、第４号の２書式による工事監理報告書を提
出して行うものとする。

【工事監理報告に係る情報通信の技術を利用する方
法】
第 17 条の 16　法第 20 条第４項の国土交通省令で
定める方法は、次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　建築士の使用に係る電子計算機と建築主の
使用に係る電子計算機とを接続する電気通
信回線を通じて送信し、受信者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録
する方法

ロ　建築士の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録された結果を電気通信回
線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築
主の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに当該結果を記録する方法

二　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ
れらに準ずる方法により一定の事項を確実に
記録しておくことができる物（以下「磁気ディ
スク等」という。）をもって調製するファイ
ルに結果を記録したものを交付する方法

２　前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適
合するものでなければならない。

一　建築主がファイルへの記録を出力することに
より書面を作成することができるものである
こと。

二　ファイルに記録された結果について、改変を
防止するための措置を講じていること。

三　前項第一号ロに掲げる方法にあっては、結果
を建築士の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録する旨又は記録した旨を建
築主に対し通知するものであること。ただし、
当該建築主が当該結果を閲覧していたことを

第 16 条　●建築士法施行規則
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ばならない。
一　次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
イ　法第 14 条第一号に該当する者にあっては、
同号に掲げる学校を卒業したことを証する
証明書（その証明書を得られない正当な事
由がある場合においては、これに代わる適
当な書類）

ロ　法第 14 条第二号に該当する者にあっては、
二級建築士であった期間を証する都道府県
知事の証明書

ハ　国土交通大臣が別に定める法第 14 条第三
号に該当する者の基準に適合する者にあっ
ては、その基準に適合することを証するに
足る書類

ニ　法第 14 条第三号に該当する者のうち、ハ
に掲げる者以外の者にあっては、法第 14
条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上
の知識及び技能を有することを証する書類

二　申請前６月以内に、脱帽して正面から撮影し
た写真で、縦 4.5㎝、横 3.5㎝のもの

２　中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う
一級建築士試験を受けようとする者は、受験申
込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試
験機関の定めるところにより、これを中央指定
試験機関に提出しなければならない。

【合格公告及び通知】
第 16 条　国土交通大臣又は中央指定試験機関は、
一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告
し、本人に合格した旨を通知する。

２　国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の
試験に合格した者にその旨を通知する。

【受験者の不正行為に対する措置に関する報告書】
第 17 条　中央指定試験機関は、法第 13 条の２第
２項の規定により同条第１項に規定する国土交
通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲
げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提
出しなければならない。

一　不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二　不正行為に係る試験の年月日及び試験地
三　不正行為の事実
四　処分の内容及び年月日
五　その他参考事項

第 17条の２〜第 17 条の 14　（削除）

第２章の２　構造計算によって�
建築物の安全性を確かめた旨の�
証明書等

【構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の
証明書】
第 17 条の 14 の２　法第 20 条第２項の規定による
交付は、第４号書式により行うものとする。

【工事監理報告書】
第 17 条の 15　法第 20 条第３項の規定による報告
は、第４号の２書式による工事監理報告書を提
出して行うものとする。

【工事監理報告に係る情報通信の技術を利用する方
法】
第 17 条の 16　法第 20 条第４項の国土交通省令で
定める方法は、次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　建築士の使用に係る電子計算機と建築主の
使用に係る電子計算機とを接続する電気通
信回線を通じて送信し、受信者の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録
する方法

ロ　建築士の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録された結果を電気通信回
線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築
主の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに当該結果を記録する方法

二　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ
れらに準ずる方法により一定の事項を確実に
記録しておくことができる物（以下「磁気ディ
スク等」という。）をもって調製するファイ
ルに結果を記録したものを交付する方法

２　前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適
合するものでなければならない。

一　建築主がファイルへの記録を出力することに
より書面を作成することができるものである
こと。

二　ファイルに記録された結果について、改変を
防止するための措置を講じていること。

三　前項第一号ロに掲げる方法にあっては、結果
を建築士の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録する旨又は記録した旨を建
築主に対し通知するものであること。ただし、
当該建築主が当該結果を閲覧していたことを

第 16 条　●建築士法施行規則

475建築士法施行規則　第２章の３

A

C

D

E

F

G

H

I

K

J

L M N O P Q R

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

B

確認したときはこの限りではない。
３　第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、建
築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用
に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。

【工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法】
第 17 条の 17　建築士法施行令（昭和25年政令第201号。
以下「令」という。）第７条第１項の規定によ
り示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に
掲げる事項とする。
一　前条第１項各号に規定する方法のうち建築士
が使用するもの

二　ファイルへの記録の方式
【工事監理報告に係る情報通信の技術を利用した承
諾の取得】
第 17 条の 17 の２　令第７条第１項の国土交通省
令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの
イ　建築主の使用に係る電子計算機から電気通
信回線を通じて建築士の使用に係る電子計
算機に令第７条第１項の承諾又は同条第２
項の申出（以下この項において「承諾等」
という。）をする旨を送信し、当該電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ　建築士の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに記録された前条に規定する電
磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を
通じて建築主の閲覧に供し、当該電子計算
機に備えられたファイルに承諾等をする旨
を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
承諾等をする旨を記録したものを交付する方
法

２	 前項各号に掲げる方法は、建築士がファイルへ
の記録を出力することにより書面を作成するこ
とができるものでなければならない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、建
築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用
に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。

【構造設計一級建築士への法適合確認】
第 17 条の 17 の２の２　法第 20 条の２第２項の規
定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審
査により行うものとする。

一　建築基準法施行規則第１条の３第１項の表１
の各項に掲げる図書

二　構造設計図書
三　建築基準法第 20 条第１項第二号イの認定を
受けたプログラムによる構造計算によって安
全性を確かめた場合にあっては、当該認定に
係る認定書の写し、当該プログラムによる構
造計算を行うときに電子計算機（入出力装置
を含む。）に入力した構造設計の条件並びに
構造計算の過程及び結果に係る情報を記録し
た磁気ディスク等

四　建築基準法施行規則第１条の３第１項の表４
の各項のい欄に掲げる建築物の区分に応じそ
れぞれ当該各項のろ欄に掲げる書類及び同条
第４項の表２の各項のい欄に掲げる建築設備
の区分に応じそれぞれ当該各項のろ欄に掲げ
る書類（いずれも構造関係規定に係るものに
限る。）

２　法第 20 条の２第２項の確認を受けた建築物の
構造設計図書の変更の場合における確認は、前
項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るもの
の審査により行うものとする。

【設備設計一級建築士への法適合確認】
第 17 条の 17 の３　法第 20 条の３第２項の規定に
よる確認は、次に掲げる図書及び書類の審査に
より行うものとする。

一　建築基準法施行規則第２条の２第１項の表に
掲げる図書

二　設備設計図書
三　建築基準法施行規則第１条の３第４項の表２
の各項のい欄に掲げる建築設備の区分に応じ
それぞれ当該各項のろ欄に掲げる書類（設備
関係規定に係るものに限る。）

２　法第 20 条の３第２項の確認を受けた建築物の
設備設計図書の変更の場合における確認は、前
項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るもの
の審査により行うものとする。

第２章の３　建築設備士

【建築設備士】
第 17条の 18　建築設備士は、国土交通大臣が定め
る要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当す
る者とする。

建築士法施行規則●　第 1７ 条の 1７
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一　次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ　建築設備士として必要な知識を有するかど
うかを判定するための学科の試験であっ
て、次条から第 17 条の 21 までの規定によ
り国土交通大臣の登録を受けたもの（以下
「登録学科試験」という。）に合格した者

ロ　建築設備士として必要な知識及び技能を有
するかどうかを判定するための設計製図の
試験であって、次条から第 17 条の 21 まで
の規定により国土交通大臣の登録を受けた
もの（以下「登録設計製図試験」という。）
に合格した者

二　前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める
者

【登録の申請】
第 17条の 19　前条第一号イ又はロの登録は、登録
学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する
事務（以下「登録試験事務」という。）を行お
うとする者の申請により行う。

２　前条第一号イ又はロの登録を受けようとする者
（以下この章において「登録申請者」という。）は、
次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大
臣に提出しなければならない。
一　登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては、その代表者の氏名

二　登録試験事務を行おうとする事務所の名称及
び所在地

三　受けようとする登録の別（前条第一号イの登
録又は同号ロの登録の別をいう。）

四　登録試験事務を開始しようとする年月日
五　試験委員（第 17 条の 21 第１項第二号に規定
する合議制の機関を構成する者をいう。以下
同じ。）となるべき者の氏名及び略歴並びに
同号イからハまでのいずれかに該当する者に
あっては、その旨

３　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな
ければならない。
一　個人である場合においては、次に掲げる書類
イ　住民票の抄本若しくは個人番号カード（行
政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第
27号）第２条第７項に規定する個人番号カー
ドをいう。）の写し又はこれらに類するも
のであって氏名及び住所を証明する書類

ロ　登録申請者の略歴を記載した書類

二　法人である場合においては、次に掲げる書類
イ　定款及び登記事項証明書
ロ　株主名簿又は社員名簿の写し
ハ　申請に係る意思の決定を証する書類
ニ　役員（持分会社（会社法（平成17年法律第86号）

第 575 条第１項に規定する持分会社をい
う。）にあっては、業務を執行する社員を
いう。以下この章において同じ。）の氏名
及び略歴を記載した書類

三　試験委員のうち、第 17 条の 21 第１項第二号
イからハまでのいずれかに該当する者にあっ
ては、その資格等を有することを証する書類

四　登録試験事務以外の業務を行おうとするとき
は、その業務の種類及び概要を記載した書類

五　登録申請者が次条各号のいずれにも該当しな
い者であることを誓約する書面

六　その他参考となる事項を記載した書類
【欠格条項】
第 17条の 20　次の各号のいずれかに該当する者が
行う試験は、第 17 条の 18 第一号イ又はロの登
録を受けることができない。

一　法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して２年を経過しない
者

二　第 17 条の 30 の規定により第 17 条の 18 第一
号イ又はロの登録を取り消され、その取消し
の日から起算して２年を経過しない者

三　法人であって、登録試験事務を行う役員のう
ちに前２号のいずれかに該当する者があるも
の

【登録の要件等】
第 17条の 21　国土交通大臣は、第 17 条の 19 の規
定による登録の申請が次に掲げる要件のすべて
に適合しているときは、その登録をしなければ
ならない。

一　第 17 条の 18 第一号イの登録を受けようとす
る場合にあっては第 17 条の 23 第一号の表⑴
項い欄に掲げる科目について学科の試験が、
第 17 条の 18 第一号ロの登録を受けようとす
る場合にあっては同表⑵項い欄に掲げる科目
について設計製図の試験が行われるものであ
ること。

二　次のいずれかに該当する者を２名以上含む
10 名以上によって構成される合議制の機関

第 1７ 条の 19　●建築士法施行規則
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一　次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ　建築設備士として必要な知識を有するかど
うかを判定するための学科の試験であっ
て、次条から第 17 条の 21 までの規定によ
り国土交通大臣の登録を受けたもの（以下
「登録学科試験」という。）に合格した者

ロ　建築設備士として必要な知識及び技能を有
するかどうかを判定するための設計製図の
試験であって、次条から第 17 条の 21 まで
の規定により国土交通大臣の登録を受けた
もの（以下「登録設計製図試験」という。）
に合格した者

二　前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める
者

【登録の申請】
第 17条の 19　前条第一号イ又はロの登録は、登録
学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する
事務（以下「登録試験事務」という。）を行お
うとする者の申請により行う。

２　前条第一号イ又はロの登録を受けようとする者
（以下この章において「登録申請者」という。）は、
次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大
臣に提出しなければならない。

一　登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては、その代表者の氏名

二　登録試験事務を行おうとする事務所の名称及
び所在地

三　受けようとする登録の別（前条第一号イの登
録又は同号ロの登録の別をいう。）

四　登録試験事務を開始しようとする年月日
五　試験委員（第 17 条の 21 第１項第二号に規定
する合議制の機関を構成する者をいう。以下
同じ。）となるべき者の氏名及び略歴並びに
同号イからハまでのいずれかに該当する者に
あっては、その旨

３　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな
ければならない。

一　個人である場合においては、次に掲げる書類
イ　住民票の抄本若しくは個人番号カード（行
政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第
27号）第２条第７項に規定する個人番号カー
ドをいう。）の写し又はこれらに類するも
のであって氏名及び住所を証明する書類

ロ　登録申請者の略歴を記載した書類

二　法人である場合においては、次に掲げる書類
イ　定款及び登記事項証明書
ロ　株主名簿又は社員名簿の写し
ハ　申請に係る意思の決定を証する書類
ニ　役員（持分会社（会社法（平成17年法律第86号）

第 575 条第１項に規定する持分会社をい
う。）にあっては、業務を執行する社員を
いう。以下この章において同じ。）の氏名
及び略歴を記載した書類

三　試験委員のうち、第 17 条の 21 第１項第二号
イからハまでのいずれかに該当する者にあっ
ては、その資格等を有することを証する書類

四　登録試験事務以外の業務を行おうとするとき
は、その業務の種類及び概要を記載した書類

五　登録申請者が次条各号のいずれにも該当しな
い者であることを誓約する書面

六　その他参考となる事項を記載した書類
【欠格条項】
第 17条の 20　次の各号のいずれかに該当する者が
行う試験は、第 17 条の 18 第一号イ又はロの登
録を受けることができない。

一　法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して２年を経過しない
者

二　第 17 条の 30 の規定により第 17 条の 18 第一
号イ又はロの登録を取り消され、その取消し
の日から起算して２年を経過しない者

三　法人であって、登録試験事務を行う役員のう
ちに前２号のいずれかに該当する者があるも
の

【登録の要件等】
第 17条の 21　国土交通大臣は、第 17 条の 19 の規
定による登録の申請が次に掲げる要件のすべて
に適合しているときは、その登録をしなければ
ならない。

一　第 17 条の 18 第一号イの登録を受けようとす
る場合にあっては第 17 条の 23 第一号の表⑴
項い欄に掲げる科目について学科の試験が、
第 17 条の 18 第一号ロの登録を受けようとす
る場合にあっては同表⑵項い欄に掲げる科目
について設計製図の試験が行われるものであ
ること。

二　次のいずれかに該当する者を２名以上含む
10 名以上によって構成される合議制の機関

第 1７ 条の 19　●建築士法施行規則
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B

により試験問題の作成及び合否判定が行われ
るものであること。
イ　建築設備士
ロ　学校教育法による大学若しくはこれに相当
する外国の学校において建築学、機械工学、
電気工学、衛生工学その他の登録試験事務
に関する科目を担当する教授若しくは准教
授の職にあり、若しくはこれらの職にあっ
た者又は建築学、機械工学、電気工学、衛
生工学その他の登録試験事務に関する科目
の研究により博士の学位を授与された者

ハ　イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有
する者

三　建築士事務所の開設者に支配されているもの
として次のいずれかに該当するものでないこ
と。
イ　登録申請者が株式会社である場合にあって
は、建築士事務所の開設者が当該株式会社
の総株主の議決権の　	を超える議決権を
保有している者（当該建築士事務所の開設
者が法人である場合にあっては、その親法
人（会社法第 879 条第１項に規定する親法
人をいう。））であること。

ロ　登録申請者の役員に占める建築士事務所の
開設者の役員又は職員（過去２年間に当該
建築士事務所の開設者の役員又は職員で
あった者を含む。）の割合が 1

2 を超えてい
ること。

ハ　登録申請者（法人にあっては、その代表権
を有する役員）が建築士事務所の開設者（法
人にあっては、その役員又は職員（過去２
年間に当該建築士事務所の開設者の役員又
は職員であった者を含む。））であること。

２　第 17 条の 18 第一号イ又はロの登録は、登録試
験登録簿に次に掲げる事項を記載してするもの
とする。
一　登録年月日及び登録番号
二　登録試験事務を行う者（以下「登録試験実施
機関」という。）の氏名又は名称及び住所並
びに法人にあっては、その代表者の氏名

三　登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四　登録試験事務を開始する年月日

【登録の更新】
第 17条の 22　第 17 条の 18 第一号イ又はロの登録
は、５年ごとにその更新を受けなければ、その

1
2

期間の経過によって、その効力を失う。
２　前３条の規定は、前項の登録の更新について準
用する。

【登録試験事務の実施に係る義務】
第 17条の 23　登録試験実施機関は、公正に、かつ、
第 17 条の 21 第１項第一号及び第二号に掲げる
要件並びに次に掲げる基準に適合する方法によ
り登録試験事務を行わなければならない。

一　登録学科試験にあっては次の表⑴項い欄に掲
げる科目に応じ、それぞれ同項ろ欄に掲げる
内容について、同項は欄に掲げる時間を標準
として、登録設計製図試験にあっては同表⑵
項い欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項ろ
欄に掲げる内容について、同項は欄に掲げる
時間を標準として試験を行うこと。

い ろ は

科　目 内　容 時　間

⑴

１　建築一般
知識に関す
る科目

建築計画、環境工学、構造力
学、建築一般構造、建築材料
及び建築施工に関する事項

６時間
２　建築法規
に関する ‥
科目

建築士法、建築基準法その
他の関係法規に関する事項

３　建築設備
に関する ‥
科目

建築設備設計計画及び建築
設備施工に関する事項

⑵

１　建築設備
基本計画に
関する科目

建築設備に係る基本計画の
作成に関する事項

５時間30分２　建築設備
基本設計製
図に関する
科目

空気調和設備及び換気設
備、給水設備及び排水設備
又は電気設備のうち受験者
の選択する一つの建築設備
に係る設計製図の作成に関
する事項

二　登録学科試験又は登録設計製図試験（以下こ
の章において「試験」という。）を実施する
日時、場所その他試験の実施に関し必要な事
項を公示すること。

三　試験に関する不正行為を防止するための措置
を講じること。

四　終了した試験の問題及び当該試験の合格基準
を公表すること。

五　試験に合格した者に対し、合格証書及び第４
号の３書式による合格証明書（以下単に「合
格証明書」という。）を交付すること。

六　試験に備えるための講義、講習、公開模擬学
力試験その他の学力の教授に関する業務を行
わないこと。

建築士法施行規則●　第 1７ 条の 22
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【登録事項の変更の届出】
第 17 条の 24　登録試験実施機関は、第 17 条の 21
第２項第二号から第四号までに掲げる事項を変
更しようとするときは、変更しようとする日の
２週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け
出なければならない。

【登録試験事務規程】
第 17条の 25　登録試験実施機関は、次に掲げる事
項を記載した登録試験事務に関する規程を定
め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に
届け出なければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。
一　登録試験事務を行う時間及び休日に関する事
項

二　登録試験事務を行う事務所及び試験地に関す
る事項

三　試験の日程、公示方法その他の登録試験事務
の実施の方法に関する事項

四　試験の受験の申込みに関する事項
五　試験の受験手数料の額及び収納の方法に関す
る事項

六　試験委員の選任及び解任に関する事項
七　試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法
に関する事項

八　終了した試験の問題及び当該試験の合格基準
の公表に関する事項

九　試験の合格証書及び合格証明書の交付並びに
合格証明書の再交付に関する事項

十　登録試験事務に関する秘密の保持に関する事
項

一
十　登録試験事務に関する公正の確保に関する事
項

二
十　不正受験者の処分に関する事項
三
十　第 17 条の 31 第３項の帳簿その他の登録試験
事務に関する書類の管理に関する事項

四
十　その他登録試験事務に関し必要な事項

【登録試験事務の休廃止】
第 17条の 26　登録試験実施機関は、登録試験事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとす
るときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載
した届出書を国土交通大臣に提出しなければな
らない。
一　休止し、又は廃止しようとする登録試験事務
の範囲

二　休止し、又は廃止しようとする年月日及び休

止しようとする場合にあっては、その期間
三　休止又は廃止の理由

【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第 17条の 27　登録試験実施機関は、毎事業年度経
過後３月以内に、その事業年度の財産目録、貸
借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに
事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電
子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記
録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。以下この条において同
じ。）の作成がされている場合における当該電
磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」
という。）を作成し、５年間事務所に備えて置
かなければならない。

２　試験を受験しようとする者その他の利害関係人
は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつで
も、次に掲げる請求をすることができる。ただ
し、第二号又は第四号の請求をするには、登録
試験実施機関の定めた費用を支払わなければな
らない。

一　財務諸表等が書面をもって作成されていると
きは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二　前号の書面の謄本又は抄本の請求
三　財務諸表等が電磁的記録をもって作成されて
いるときは、当該電磁的記録に記録された事
項を紙面又は出力装置の映像面に表示したも
のの閲覧又は謄写の請求

四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的
方法であって、次に掲げるもののうち登録試
験実施機関が定めるものにより提供すること
の請求又は当該事項を記載した書面の交付の
請求

イ　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で
接続した電子情報処理組織を使用する方法
であって、当該電気通信回線を通じて情報
が送信され、受信者の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該情報が記録
されるもの

ロ　磁気ディスク等をもって調製するファイル
に情報を記録したものを交付する方法

３　前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者が
ファイルへの記録を出力することによる書面を
作成することができるものでなければならな

第 1７ 条の 2４　●建築士法施行規則
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【登録事項の変更の届出】
第 17 条の 24　登録試験実施機関は、第 17 条の 21
第２項第二号から第四号までに掲げる事項を変
更しようとするときは、変更しようとする日の
２週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け
出なければならない。

【登録試験事務規程】
第 17条の 25　登録試験実施機関は、次に掲げる事
項を記載した登録試験事務に関する規程を定
め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に
届け出なければならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。

一　登録試験事務を行う時間及び休日に関する事
項

二　登録試験事務を行う事務所及び試験地に関す
る事項

三　試験の日程、公示方法その他の登録試験事務
の実施の方法に関する事項

四　試験の受験の申込みに関する事項
五　試験の受験手数料の額及び収納の方法に関す
る事項

六　試験委員の選任及び解任に関する事項
七　試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法
に関する事項

八　終了した試験の問題及び当該試験の合格基準
の公表に関する事項

九　試験の合格証書及び合格証明書の交付並びに
合格証明書の再交付に関する事項

十　登録試験事務に関する秘密の保持に関する事
項

一
十　登録試験事務に関する公正の確保に関する事
項

二
十　不正受験者の処分に関する事項
三
十　第 17 条の 31 第３項の帳簿その他の登録試験
事務に関する書類の管理に関する事項

四
十　その他登録試験事務に関し必要な事項

【登録試験事務の休廃止】
第 17条の 26　登録試験実施機関は、登録試験事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとす
るときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載
した届出書を国土交通大臣に提出しなければな
らない。

一　休止し、又は廃止しようとする登録試験事務
の範囲

二　休止し、又は廃止しようとする年月日及び休

止しようとする場合にあっては、その期間
三　休止又は廃止の理由

【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第 17条の 27　登録試験実施機関は、毎事業年度経
過後３月以内に、その事業年度の財産目録、貸
借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに
事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電
子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記
録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。以下この条において同
じ。）の作成がされている場合における当該電
磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」
という。）を作成し、５年間事務所に備えて置
かなければならない。

２　試験を受験しようとする者その他の利害関係人
は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつで
も、次に掲げる請求をすることができる。ただ
し、第二号又は第四号の請求をするには、登録
試験実施機関の定めた費用を支払わなければな
らない。

一　財務諸表等が書面をもって作成されていると
きは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二　前号の書面の謄本又は抄本の請求
三　財務諸表等が電磁的記録をもって作成されて
いるときは、当該電磁的記録に記録された事
項を紙面又は出力装置の映像面に表示したも
のの閲覧又は謄写の請求

四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的
方法であって、次に掲げるもののうち登録試
験実施機関が定めるものにより提供すること
の請求又は当該事項を記載した書面の交付の
請求

イ　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で
接続した電子情報処理組織を使用する方法
であって、当該電気通信回線を通じて情報
が送信され、受信者の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該情報が記録
されるもの

ロ　磁気ディスク等をもって調製するファイル
に情報を記録したものを交付する方法

３　前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者が
ファイルへの記録を出力することによる書面を
作成することができるものでなければならな
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い。
【適合命令】
第 17条の 28　国土交通大臣は、登録試験実施機関
が第 17 条の 21 第１項の規定に適合しなくなっ
たと認めるときは、その登録試験実施機関に対
し、同項の規定に適合するため必要な措置をと
るべきことを命ずることができる。

【改善命令】
第 17条の 29　国土交通大臣は、登録試験実施機関
が第 17 条の 23 の規定に違反していると認める
ときは、その登録試験実施機関に対し、同条の
規定による登録試験事務を行うべきこと又は登
録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に
関し必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。

【登録の取消し等】
第 17条の 30　国土交通大臣は、登録試験実施機関
が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消
し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若し
くは一部の停止を命じることができる。
一　第 17 条の 20 第一号又は第三号に該当するに
至ったとき。

二　第 17 条の 24 から第 17 条の 26 まで、第 17
条の 27 第１項又は次条の規定に違反したと
き。

三　正当な理由がないのに第 17 条の 27 第２項各
号の規定による請求を拒んだとき。

四　前２条の規定による命令に違反したとき。
五　第17条の33の規定による報告を求められて、
報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六　不正の手段により第 17 条の 18 第一号イ又は
ロの登録を受けたとき。

【帳簿の記載等】
第 17条の 31　登録試験実施機関は、次に掲げる事
項を記載した帳簿を備えなければならない。
一　試験年月日
二　試験地
三　受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否
の別

四　合格年月日
２　前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスク等に記録され、
必要に応じ登録試験実施機関において電子計算
機その他の機器を用いて明確に紙面に表示され

るときは、当該記録をもって同項に規定する帳
簿への記載に代えることができる。

３　登録試験実施機関は、第１項に規定する帳簿（前
項の規定による記録が行われた同項のファイル
又は磁気ディスク等を含む。）を、登録試験事
務の全部を廃止するまで保存しなければならな
い。

４　登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、
試験を実施した日から３年間保存しなければな
らない。

一　試験の受験申込書及び添付書類
二　終了した試験の問題及び答案用紙

【国土交通大臣による試験の実施等】
第 17条の 32　国土交通大臣は、試験を行う者がい
ないとき、第 17 条の 26 の規定による登録試験
事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出が
あったとき、第 17 条の 30 の規定により第 17
条の 18 第一号イ若しくはロの登録を取り消し、
又は登録試験実施機関に対し登録試験事務の全
部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録
試験実施機関が天災その他の事由により登録試
験事務の全部又は一部を実施することが困難と
なったとき、その他必要があると認めるときは、
登録試験事務の全部又は一部を自ら行うことが
できる。

２　国土交通大臣が前項の規定により登録試験事務
の全部又は一部を自ら行う場合には、登録試験
実施機関は、次に掲げる事項を行わなければな
らない。

一　登録試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこ
と。

二　前条第３項の帳簿その他の登録試験事務に関
する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三　その他国土交通大臣が必要と認める事項
【報告の徴収】
第 17条の 33　国土交通大臣は、登録試験事務の適
切な実施を確保するため必要があると認めると
きは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務
の状況に関し必要な報告を求めることができ
る。

【公示】
第 17条の 34　国土交通大臣は、次に掲げる場合に
は、その旨を官報に公示しなければならない。

一　第 17 条の 18 第一号イ又はロの登録をしたと
き。

建築士法施行規則●　第 1７ 条の 2８
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二　第17条の24の規定による届出があったとき。
三　第17条の26の規定による届出があったとき。
四　第 17 条の 30 の規定により第 17 条の 18 第一
号イ又はロの登録を取り消し、又は登録試験
事務の停止を命じたとき。

五　第 17 条の 32 の規定により登録試験事務の全
部若しくは一部を自ら行うこととするとき、
又は自ら行っていた登録試験事務の全部若し
くは一部を行わないこととするとき。

【登録】
第 17 条の 35　建築設備士として業務を行う者は、
建築設備士を対象とする登録であって、建築設
備士の資格を有することを証明するものとして
国土交通大臣が指定するものを受けることがで
きる。

２　前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基
準に適合すると認められる者が実施する登録に
ついて行う。
一　職員、登録の実施の方法その他の事項につい
ての登録の実施に関する計画が登録の適正か
つ確実な実施のために適切なものであるこ
と。

二　前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確
実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的
能力があること。

三　登録以外の業務を行っている場合には、その
業務を行うことによって登録が不公正になる
おそれがないこと。

３　第１項の規定による指定を受けた登録を実施す
る者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登
録の名称は、次のとおりとする。

登録を実施する者 登録の名称

名　称 主たる事務所の
所在地

建築設備士登録
一般社団法人建築設備
技術者協会

東京都港区新橋
六丁目９番６号

第２章の４　定期講習

【定期講習の受講期間】
第 17 条の 36　法第 22 条の２の国土交通省令で定
める期間は、法第 22 条の２各号に掲げる建築
士が同条各号に規定する講習のうち直近のもの
を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日か

ら起算して３年とする。

第 17 条の 37　次の表の左欄に掲げる講習につい
て、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の
規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に定め
るところにより講習を受けなければならない。

１　一級建築士
定期講習

イ　一級建築士試験
に合格した日の属
する年度の翌年度
の開始の日から起
算して３年以内に
建築士事務所に所
属した一級建築士
であって、一級建築
士定期講習を受け
たことがない者

当該建築士試験に
合格した日の属す
る年度の翌年度の
開始の日から起算
して３年以内

ロ　一級建築士試験
に合格した日の属
する年度の翌年度
の開始の日から起
算して３年を超え
た日以降に建築士
事務所に所属した
一級建築士であっ
て、一級建築士定期
講習を受けたこと
がない者

遅滞なく

ハ　一級建築士で
あって、建築士事
務所に所属しなく
なった後、当該者が
受けた一級建築士
定期講習のうち直
近のものを受けた
日の属する年度の
翌年度の開始の日
から起算して３年
を超えた日以降に
建築士事務所に所
属した者

遅滞なく

２　構造設計‥
一級建築士‥
定期講習

法第10条の３第１項
の構造設計一級建築
士証の交付を受けた
者であって、構造設計
一級建築士定期講習
を受けたことがない
者

法第10条の３第１
項第一号に規定す
る講習を修了した
日の属する年度の
翌年度の開始の日
から起算して３年
以内

３　設備設計‥
一級建築士‥
定期講習

法第10条の３第２項
の設備設計一級建築
士証の交付を受けた
者であって、設備設計
一級建築士定期講習
を受けたことがない
者

法第10条の３第２
項第一号に規定す
る講習を修了した
日の属する年度の
翌年度の開始の日
から起算して３年
以内

２　前項の規定（表第２号及び第３号を除く。）は、
二級建築士について準用する。この場合におい
て、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建
築士」と読み替えるものとする。

３　第１項の規定（表第２号及び第３号を除く。）は、

第 1７ 条の 3５　●建築士法施行規則

〔

〕



480 建築士法施行規則　第２章の４

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

二　第17条の24の規定による届出があったとき。
三　第17条の26の規定による届出があったとき。
四　第 17 条の 30 の規定により第 17 条の 18 第一
号イ又はロの登録を取り消し、又は登録試験
事務の停止を命じたとき。

五　第 17 条の 32 の規定により登録試験事務の全
部若しくは一部を自ら行うこととするとき、
又は自ら行っていた登録試験事務の全部若し
くは一部を行わないこととするとき。

【登録】
第 17 条の 35　建築設備士として業務を行う者は、
建築設備士を対象とする登録であって、建築設
備士の資格を有することを証明するものとして
国土交通大臣が指定するものを受けることがで
きる。

２　前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基
準に適合すると認められる者が実施する登録に
ついて行う。

一　職員、登録の実施の方法その他の事項につい
ての登録の実施に関する計画が登録の適正か
つ確実な実施のために適切なものであるこ
と。

二　前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確
実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的
能力があること。

三　登録以外の業務を行っている場合には、その
業務を行うことによって登録が不公正になる
おそれがないこと。

３　第１項の規定による指定を受けた登録を実施す
る者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登
録の名称は、次のとおりとする。

登録を実施する者 登録の名称

名　称 主たる事務所の
所在地

建築設備士登録
一般社団法人建築設備
技術者協会

東京都港区新橋
六丁目９番６号

第２章の４　定期講習

【定期講習の受講期間】
第 17 条の 36　法第 22 条の２の国土交通省令で定
める期間は、法第 22 条の２各号に掲げる建築
士が同条各号に規定する講習のうち直近のもの
を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日か

ら起算して３年とする。

第 17 条の 37　次の表の左欄に掲げる講習につい
て、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の
規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に定め
るところにより講習を受けなければならない。

１　一級建築士
定期講習

イ　一級建築士試験
に合格した日の属
する年度の翌年度
の開始の日から起
算して３年以内に
建築士事務所に所
属した一級建築士
であって、一級建築
士定期講習を受け
たことがない者

当該建築士試験に
合格した日の属す
る年度の翌年度の
開始の日から起算
して３年以内

ロ　一級建築士試験
に合格した日の属
する年度の翌年度
の開始の日から起
算して３年を超え
た日以降に建築士
事務所に所属した
一級建築士であっ
て、一級建築士定期
講習を受けたこと
がない者

遅滞なく

ハ　一級建築士で
あって、建築士事
務所に所属しなく
なった後、当該者が
受けた一級建築士
定期講習のうち直
近のものを受けた
日の属する年度の
翌年度の開始の日
から起算して３年
を超えた日以降に
建築士事務所に所
属した者

遅滞なく

２　構造設計‥
一級建築士‥
定期講習

法第10条の３第１項
の構造設計一級建築
士証の交付を受けた
者であって、構造設計
一級建築士定期講習
を受けたことがない
者

法第10条の３第１
項第一号に規定す
る講習を修了した
日の属する年度の
翌年度の開始の日
から起算して３年
以内

３　設備設計‥
一級建築士‥
定期講習

法第10条の３第２項
の設備設計一級建築
士証の交付を受けた
者であって、設備設計
一級建築士定期講習
を受けたことがない
者

法第10条の３第２
項第一号に規定す
る講習を修了した
日の属する年度の
翌年度の開始の日
から起算して３年
以内

２　前項の規定（表第２号及び第３号を除く。）は、
二級建築士について準用する。この場合におい
て、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建
築士」と読み替えるものとする。

３　第１項の規定（表第２号及び第３号を除く。）は、

第 1７ 条の 3５　●建築士法施行規則
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B

木造建築士について準用する。この場合におい
て、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建
築士」と読み替えるものとする。

４　法第 22 条の２の規定により同条第二号又は第
三号に掲げる講習を受けなければならない建築
士であって、同条第一号に掲げる講習を受けた
者は、同条第二号又は第三号に掲げる講習を受
けたものとみなす。

５　法第 22 条の２の規定により同条第三号に掲げ
る講習を受けなければならない建築士（第４項
に掲げる者を除く。）であって、同条第二号に
掲げる講習を受けた者は、同条第三号に掲げる
講習を受けたものとみなす。

第２章の５　設計受託契約等

【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約の内
容】
第 17 条の 38　法第 22 条の３の３第１項第六号に
規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲
げるものとする。
一　建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建
築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士
事務所又は木造建築士事務所の別

二　建築士事務所の開設者の氏名（当該建築士事
務所の開設者が法人である場合にあっては、
当該開設者の名称及びその代表者の氏名）

三　設計受託契約又は工事監理受託契約の対象と
なる建築物の概要

四　業務に従事することとなる建築士の登録番号
五　業務に従事することとなる建築設備士がいる
場合にあっては、その氏名

六　設計又は工事監理の一部を委託する場合に
あっては、当該委託に係る設計又は工事監理
の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該
受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地

■関連【重要事項説明】規則２２条�の２の２➡４８５  

七　設計又は工事監理の実施の期間
八　第三号から第六号までに掲げるもののほか、
設計又は工事監理の種類、内容及び方法

【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約に係
る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方
法】
第 17 条の 39　法第 22 条の３の３第４項の国土交

通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　設計受託契約又は工事監理受託契約の当事
者の使用に係る電子計算機と契約の相手方
の使用に係る電子計算機とを接続する電気
通信回線を通じて送信し、受信者の使用に
係る電子計算機に備えられたファイルに記
録する方法

ロ　設計受託契約又は工事監理受託契約の当事
者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録された書面に記載すべき事
項を電気通信回線を通じて契約の相手方の
閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに当該
書面に記載すべき事項を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
書面に記載すべき事項を記録したものを交付
する方法

２	 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適
合するものでなければならない。

一　契約の相手方がファイルへの記録を出力する
ことにより書面を作成することができるもの
であること。

二　ファイルに記録された書面に記載すべき事項
について、改変が行われていないかどうかを
確認することができる措置を講じているこ
と。

三　前項第一号ロに掲げる措置にあっては、書面
に記載すべき事項を設計受託契約又は工事監
理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録する旨又は記録
した旨を契約の相手方に対し通知するもので
あること。ただし、当該契約の相手方が当該
書面に記載すべき事項を閲覧していたことを
確認したときはこの限りではない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、設
計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使
用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に
係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織をいう。

【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約に係
る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法】
第 17条の 40　令第８条第１項の規定により示すべ
き電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事

建築士法施行規則●　第 1７ 条の 3８
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項とする。
一　前条第１項各号に規定する方法のうち設計受
託契約又は工事監理受託契約の当事者が使用
するもの

二　ファイルへの記録の方式
【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約に係
る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承
諾の取得】
第 17条の 41　令第８条第１項において準用する令
第７条第１項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げるものとする。
一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの
イ　契約の相手方の使用に係る電子計算機から
電気通信回線を通じて設計受託契約又は工
事監理受託契約の当事者の使用に係る電子
計算機に令第８条第１項において準用する
令第７条第１項の承諾又は令第８条第１項
において準用する令第７条第２項の申出
（以下この項において「承諾等」という。）
をする旨を送信し、当該電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法

ロ　設計受託契約又は工事監理受託契約の当事
者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録された前条に規定する電磁
的方法の種類及び内容を電気通信回線を通
じて契約の相手方の閲覧に供し、当該電子
計算機に備えられたファイルに承諾等をす
る旨を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
承諾等をする旨を記録したものを交付する方
法

２	 前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工
事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を
出力することにより書面を作成することができ
るものでなければならない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、設
計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使
用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に
係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織をいう。

第３章　建築士事務所

【更新の登録の申請】
第 18 条　法第 23 条第３項の規定により更新の登
録を受けようとする者は、有効期間満了の日前
30 日までに登録申請書を提出しなければなら
ない。

【添付書類】
第 19 条　法第 23 条第１項又は第３項の規定によ
り建築士事務所について登録を受けようとする
者（以下「登録申請者」という。）は、法第 23
条の２の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ
次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　建築士事務所が行った業務の概要を記載した
書類

二　登録申請者（法人である場合には、その代表
者をいう。以下この号において同じ。）及び
建築士事務所を管理する建築士（以下「管理
建築士」という。）の略歴を記載した書類（登
録申請者が管理建築士を兼ねているときは、
登録申請者の略歴を記載した書類とする。）

三　管理建築士が受講した法第 24 条第２項に規
定する講習の修了証の写し

四　法第 23 条の４第１項各号及び第２項各号に
関する登録申請者の誓約書

五　登録申請者が法人である場合には、定款及び
登記事項証明書

【登録申請書等の書式】
第 20 条　登録申請書及び前条の添付書類（同条第
四号に掲げる書類を除く。）は、それぞれ第５
号書式及び第６号書式によらなければならな
い。

【登録事項】
第 20 条の２　法第 23 条の３第１項に規定する国
土交通省令で定める事項は、法第 26 条第１項
又は第２項の規定による取消し、戒告又は閉鎖
の処分（当該処分を受けた日から５年を経過し
たものを除く。）及びこれらを受けた年月日並
びに建築士事務所に属する建築士の登録番号と
する。

２　都道府県知事は、法第 23 条の３第１項の規定
による登録をした後において、法第 26 条第２
項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたとき
は、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第
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項とする。
一　前条第１項各号に規定する方法のうち設計受
託契約又は工事監理受託契約の当事者が使用
するもの

二　ファイルへの記録の方式
【延べ面積が300㎡を超える建築物に係る契約に係
る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承
諾の取得】
第 17条の 41　令第８条第１項において準用する令
第７条第１項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　契約の相手方の使用に係る電子計算機から
電気通信回線を通じて設計受託契約又は工
事監理受託契約の当事者の使用に係る電子
計算機に令第８条第１項において準用する
令第７条第１項の承諾又は令第８条第１項
において準用する令第７条第２項の申出
（以下この項において「承諾等」という。）
をする旨を送信し、当該電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法

ロ　設計受託契約又は工事監理受託契約の当事
者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録された前条に規定する電磁
的方法の種類及び内容を電気通信回線を通
じて契約の相手方の閲覧に供し、当該電子
計算機に備えられたファイルに承諾等をす
る旨を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
承諾等をする旨を記録したものを交付する方
法

２	 前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工
事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を
出力することにより書面を作成することができ
るものでなければならない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、設
計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使
用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に
係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織をいう。

第３章　建築士事務所

【更新の登録の申請】
第 18 条　法第 23 条第３項の規定により更新の登
録を受けようとする者は、有効期間満了の日前
30 日までに登録申請書を提出しなければなら
ない。

【添付書類】
第 19 条　法第 23 条第１項又は第３項の規定によ
り建築士事務所について登録を受けようとする
者（以下「登録申請者」という。）は、法第 23
条の２の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ
次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　建築士事務所が行った業務の概要を記載した
書類

二　登録申請者（法人である場合には、その代表
者をいう。以下この号において同じ。）及び
建築士事務所を管理する建築士（以下「管理
建築士」という。）の略歴を記載した書類（登
録申請者が管理建築士を兼ねているときは、
登録申請者の略歴を記載した書類とする。）

三　管理建築士が受講した法第 24 条第２項に規
定する講習の修了証の写し

四　法第 23 条の４第１項各号及び第２項各号に
関する登録申請者の誓約書

五　登録申請者が法人である場合には、定款及び
登記事項証明書

【登録申請書等の書式】
第 20 条　登録申請書及び前条の添付書類（同条第
四号に掲げる書類を除く。）は、それぞれ第５
号書式及び第６号書式によらなければならな
い。

【登録事項】
第 20 条の２　法第 23 条の３第１項に規定する国
土交通省令で定める事項は、法第 26 条第１項
又は第２項の規定による取消し、戒告又は閉鎖
の処分（当該処分を受けた日から５年を経過し
たものを除く。）及びこれらを受けた年月日並
びに建築士事務所に属する建築士の登録番号と
する。

２　都道府県知事は、法第 23 条の３第１項の規定
による登録をした後において、法第 26 条第２
項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたとき
は、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第
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B

23 条の３第１項に規定する登録簿（次項にお
いて単に「登録簿」という。）に登録しなけれ
ばならない。

３　指定事務所登録機関が法第 26 条の３第１項に
規定する事務所登録等事務を行う場合におい
て、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関
する省令第 21 条に規定する通知を受けたとき
は、同条第三号に掲げる事項を登録簿に登録し
なければならない。

【心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行
うことができない者】
第 20 条の２の２　法第 23 条の４第六号の国土交
通省令で定める者は、精神の機能の障害により
建築士事務所の業務を適正に行うに当たって必
要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと
ができない者とする。

【設計等の業務に関する報告書】
第 20 条の３　法第 23 条の６第四号に規定する国
土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一　当該建築士事務所に属する建築士の一級建築
士、二級建築士又は木造建築士の別、その者
の登録番号及びその者が受けた法第 22 条の
２第一号から第三号までに定める講習のうち
直近のものを受けた年月日並びにその者が管
理建築士である場合にあっては、その旨

二　当該建築士事務所に属する一級建築士が構造
設計一級建築士又は設備設計一級建築士であ
る場合にあっては、その旨、その者の構造設
計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の
交付番号並びにその者が受けた法第 22 条の
２第四号及び第五号に定める講習のうちそれ
ぞれ直近のものを受けた年月日

三　当該事業年度において法第 24 条第４項の規
定により意見が述べられたときは、当該意見
の概要

２　法第 23 条の６に規定する設計等の業務に関す
る報告書は、第６号の２書式によるものとする。

３　法第 23 条の６各号に掲げる事項が、電子計算
機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に
記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器
を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該
記録をもって同条に規定する設計等の業務に関
する報告書への記載に代えることができる。

４　都道府県知事は、法第 23 条の６に規定する設
計等の業務に関する報告書（前項の規定による

記録が行われた同項のファイル又は磁気ディス
ク等を含む。）を、その提出を受けた日から起
算して５年間保存しなければならない。

【管理建築士の業務要件】
第 20 条の４　法第 24 条第２項の国土交通省令で
定める業務は、次に掲げるものとする。

一　建築物の設計に関する業務
二　建築物の工事監理に関する業務
三　建築工事契約に関する事務に関する業務
四　建築工事の指導監督に関する業務
五　建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
六　建築物の建築に関する法令又は条例の規定に
基づく手続の代理に関する業務

２　前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期
間は通算することができる。

【帳簿の備付け等及び図書の保存】
第 21 条　法第 24 条の４第１項に規定する国土交
通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　契約の年月日
二　契約の相手方の氏名又は名称
三　業務の種類及びその概要
四　業務の終了の年月日
五　報酬の額
六　業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七　業務の一部を委託した場合にあっては、当該
委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又
は名称及び住所

八　法第 24 条第４項の規定により意見が述べら
れたときは、当該意見の概要

２　前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスク等に記録され、
必要に応じ当該建築士事務所において電子計算
機その他の機器を用いて明確に紙面に表示され
るときは、当該記録をもって法第 24 条の４第
１項に規定する帳簿への記載に代えることがで
きる。

３　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の４第１
項に規定する帳簿（前項の規定による記録が行
われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含
む。）を各事業年度の末日をもって閉鎖するも
のとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して
15 年間当該帳簿を保存しなければならない。

４　法第 24 条の４第２項に規定する建築士事務所
の業務に関する図書で国土交通省令で定めるも
のは、建築士事務所に属する建築士が建築士事
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務所の業務として作成した図書（第三号ロに
あっては、受領した図書）のうち次に掲げるも
のとする。
一　設計図書のうち次に掲げるもの
イ　配置図、各階平面図、２面以上の立面図、
２面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、
小屋伏図及び構造詳細図

ロ　当該設計が建築基準法第６条第１項に規定
する建築基準法令の規定に定めるところに
よる構造計算により安全性を確かめた建築
物の設計である場合にあっては、当該構造
計算に係る図書

ハ　当該設計が建築基準法施行令第 46	条第４
項又は同令第 47 条第１項の規定の適用を
受ける建築物の設計である場合にあっては
当該各項の規定に、同令第 80 条の２又は
建築基準法施行規則第８条の３の規定の適
用を受ける建築物の設計である場合にあっ
ては当該各条の技術的基準のうち国土交通
大臣が定めるものに、それぞれ適合するこ
とを確認できる図書（イ及びロに掲げるも
のを除く。）

二　工事監理報告書
三　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律（平成27年法律第53号）第 27 条第１項に規定す
る小規模建築物の建築に係る設計を行った場
合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の
区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書
イ　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律第 ２７ 条�第１項の規定による評価及
び説明を行った場合　　同項に規定する書
面

ロ　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律第 ２７ 条�第２項の意思の表明があっ
た場合　　建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律施行規則（平成28年国土交通
省令第５号）第 21 条の４に規定する書面

５　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の４第２
項に規定する図書を作成した日から起算して
15 年間当該図書を保存しなければならない。

【標識の書式】
第 22 条　法第 24 条の５の規定により建築士事務
所の開設者が掲げる標識は、第７号書式による
ものとする。

【書類の閲覧】
第 22 条の２　法第 24 条の６第四号に規定する建
築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土
交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記
載した書類とする。

一　建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士
事務所の開設者の氏名（当該建築士事務所の
開設者が法人である場合にあっては、当該開
設者の名称及びその代表者の氏名）、当該建
築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士
事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該
建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間

二　建築士事務所に属する建築士の氏名、その者
の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の
別、その者の登録番号及びその者が受けた法
第 22 条の２第一号から第三号までに定める
講習のうち直近のものを受けた年月日並びに
その者が管理建築士である場合にあっては、
その旨

三　建築士事務所に属する一級建築士が構造設計
一級建築士又は設備設計一級建築士である場
合にあっては、その旨、その者の構造設計一
級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付
番号並びにその者が受けた法第 22 条の２第
四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ
直近のものを受けた年月日

２　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の６第一
号及び第二号に定める書類並びに前項各号に掲
げる事項を記載した書類を、第７号の２書式に
より、事業年度ごとに当該事業年度経過後３月
以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備
え置くものとする。

３　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の６第三
号に規定する措置を講じたときは、同号に定め
る書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごと
に備え置くものとする。当該措置の内容を変更
したときも、同様とする。

４　前２項の書類に記載すべき事項が、電子計算機
に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記
録され、必要に応じ当該建築士事務所において
電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
表示されるときは、当該記録をもって法第 24
条の６に規定する書類に代えることができる。
この場合における法第 24 条の６の規定による
閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスク等に記

第 22 条　●建築士法施行規則
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務所の業務として作成した図書（第三号ロに
あっては、受領した図書）のうち次に掲げるも
のとする。

一　設計図書のうち次に掲げるもの
イ　配置図、各階平面図、２面以上の立面図、
２面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、
小屋伏図及び構造詳細図

ロ　当該設計が建築基準法第６条第１項に規定
する建築基準法令の規定に定めるところに
よる構造計算により安全性を確かめた建築
物の設計である場合にあっては、当該構造
計算に係る図書

ハ　当該設計が建築基準法施行令第 46	条第４
項又は同令第 47 条第１項の規定の適用を
受ける建築物の設計である場合にあっては
当該各項の規定に、同令第 80 条の２又は
建築基準法施行規則第８条の３の規定の適
用を受ける建築物の設計である場合にあっ
ては当該各条の技術的基準のうち国土交通
大臣が定めるものに、それぞれ適合するこ
とを確認できる図書（イ及びロに掲げるも
のを除く。）

二　工事監理報告書
三　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律（平成27年法律第53号）第 27 条第１項に規定す
る小規模建築物の建築に係る設計を行った場
合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の
区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書

イ　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律第 ２７ 条�第１項の規定による評価及
び説明を行った場合　　同項に規定する書
面

ロ　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律第 ２７ 条�第２項の意思の表明があっ
た場合　　建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律施行規則（平成28年国土交通
省令第５号）第 21 条の４に規定する書面

５　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の４第２
項に規定する図書を作成した日から起算して
15 年間当該図書を保存しなければならない。

【標識の書式】
第 22 条　法第 24 条の５の規定により建築士事務
所の開設者が掲げる標識は、第７号書式による
ものとする。

【書類の閲覧】
第 22 条の２　法第 24 条の６第四号に規定する建
築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土
交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記
載した書類とする。

一　建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士
事務所の開設者の氏名（当該建築士事務所の
開設者が法人である場合にあっては、当該開
設者の名称及びその代表者の氏名）、当該建
築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士
事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該
建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間

二　建築士事務所に属する建築士の氏名、その者
の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の
別、その者の登録番号及びその者が受けた法
第 22 条の２第一号から第三号までに定める
講習のうち直近のものを受けた年月日並びに
その者が管理建築士である場合にあっては、
その旨

三　建築士事務所に属する一級建築士が構造設計
一級建築士又は設備設計一級建築士である場
合にあっては、その旨、その者の構造設計一
級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付
番号並びにその者が受けた法第 22 条の２第
四号及び第五号に定める講習のうちそれぞれ
直近のものを受けた年月日

２　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の６第一
号及び第二号に定める書類並びに前項各号に掲
げる事項を記載した書類を、第７号の２書式に
より、事業年度ごとに当該事業年度経過後３月
以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備
え置くものとする。

３　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の６第三
号に規定する措置を講じたときは、同号に定め
る書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごと
に備え置くものとする。当該措置の内容を変更
したときも、同様とする。

４　前２項の書類に記載すべき事項が、電子計算機
に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記
録され、必要に応じ当該建築士事務所において
電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
表示されるときは、当該記録をもって法第 24
条の６に規定する書類に代えることができる。
この場合における法第 24 条の６の規定による
閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスク等に記

第 22 条　●建築士法施行規則
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B

録されている事項を紙面又は入出力装置の映像
面に表示する方法で行うものとする。

５　建築士事務所の開設者は、第２項の書類（前項
の規定による記録が行われた同項のファイル又
は磁気ディスク等を含む。）を、当該書類を備
え置いた日から起算して３年を経過する日まで
の間、当該建築士事務所に備え置くものとする。

【重要事項説明】
第 22 条の２の２　法第 24 条の７第１項第六号に
規定する国土交通省令で定める事項は、第 17
条の 38 第一号から第六号までに掲げる事項と
する。

【重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の
技術を利用する方法】
第 22 条の２の３　法第 24 条の７第３項の国土交
通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの
イ　管理建築士等の使用に係る電子計算機と建
築主の使用に係る電子計算機とを接続する
電気通信回線を通じて送信し、受信者の使
用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する方法

ロ　管理建築士等の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録された書面に記載
すべき事項を電気通信回線を通じて建築主
の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電
子計算機に備えられたファイルに当該書面
に記載すべき事項を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
書面に記載すべき事項を記録したものを交付
する方法

２	 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適
合するものでなければならない。
一　建築主がファイルへの記録を出力することに
よる書面を作成することができるものである
こと。

二　ファイルに記録された書面に記載すべき事項
について、改変を防止するための措置を講じ
ていること。

三　前項第一号ロに掲げる措置にあっては、書面
に記載すべき事項を管理建築士等の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに記録す
る旨又は記録した旨を建築主に対し通知する
ものであること。ただし、当該建築主が当該

書面に記載すべき事項を閲覧していたことを
確認したときはこの限りではない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、管
理建築士等の使用に係る電子計算機と、建築主
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織をいう。

【重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法
の種類及び方法】
第 22 条の２の４　令第８条第２項において準用す
る令第７条第１項の規定により示すべき電磁的
方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一　前条第１項各号に規定する方法のうち管理建
築士等が使用するもの

二　ファイルへの記録の方式
【重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の
技術を利用した承諾の取得】
第 22 条の２の５　令第８条第２項において準用す
る令第７条第１項の国土交通省令で定める方法
は、次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　建築主の使用に係る電子計算機から電気通
信回線を通じて管理建築士等の使用に係る
電子計算機に令第８条第２項において準用
する令第７条第１項の承諾又は令第８条第
２項において準用する令第７条第２項の申
出（以下この項において「承諾等」という。）
をする旨を送信し、当該電子計算機に備え
られたファイルに記録する方法

ロ　管理建築士等の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録された前条に規定
する電磁的方法の種類及び内容を電気通信
回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該電
子計算機に備えられたファイルに承諾等を
する旨を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
承諾等をする旨を記録したものを交付する方
法

２	 前項各号に掲げる方法は、管理建築士等がファ
イルへの記録を出力することにより書面を作成
することができるものでなければならない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、管
理建築士等の使に係る電子計算機と、建築主の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織をいう。

建築士法施行規則●　第 22 条の 2の 2
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【書面の交付】
第 22 条の３　法第 24 条の８第１項第二号に規定
する国土交通省令で定める事項は、次のとおり
とする。
一　契約の年月日
二　契約の相手方の氏名又は名称
２　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の８第１

項に規定する書面を作成したときは、当該書面
に記名押印又は署名をしなければならない。

【書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法】
第 22 条の４　法第 24 条の８第２項の国土交通省
令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの
イ　建築士事務所の開設者の使用に係る電子計
算機と委託者の使用に係る電子計算機とを
接続する電気通信回線を通じて送信し、受
信者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法

ロ　建築士事務所の開設者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録された書
面に記載すべき事項を電気通信回線を通じ
て委託者の閲覧に供し、当該委託者の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルに
当該書面に記載すべき事項を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
書面に記載すべき事項を記録したものを交付
する方法

２	 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適
合するものでなければならない。
一　委託者がファイルへの記録を出力することに
より書面を作成することができるものである
こと。

二　ファイルに記録された書面に記載すべき事項
について、改変が行われていないかどうかを
確認することができる措置を講じているこ
と。

三　前項第一号ロに掲げる措置にあっては、書面
に記載すべき事項を建築士事務所の開設者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する旨又は記録した旨を委託者に対し
通知するものであること。ただし、当該委託
者が当該書面に記載すべき事項を閲覧してい
たことを確認したときはこの限りではない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、建

築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機
と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通
信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

【書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法】
第 22 条の５　令第８条第３項において準用する令
第７条第１項の規定により示すべき電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一　前条第１項各号に規定する方法のうち建築士
事務所の開設者が使用するもの

二　ファイルへの記録の方式
【書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾
の取得】
第 22 条の５の２　令第８条第３項において準用す
る令第７条第１項の国土交通省令で定める方法
は、次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　委託者の使用に係る電子計算機から電気通
信回線を通じて建築士事務所の開設者の使
用に係る電子計算機に令第８条第３項にお
いて準用する令第７条第１項の承諾又は令
第８条第３項において準用する令第７条第
２項の申出（以下この項において「承諾等」
という。）をする旨を送信し、当該電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ　建築士事務所の開設者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録された前
条に規定する電磁的方法の種類及び内容を
電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供
し、当該電子計算機に備えられたファイル
に承諾等をする旨を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
承諾等をする旨を記録したものを交付する方
法

２	 前項各号に掲げる方法は、建築士事務所の開設
者がファイルへの記録を出力することにより書
面を作成することができるものでなければなら
ない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、建
築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機
と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通
信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

【監督処分の公告】
第 22 条の６　法第 26 条第４項において準用する

第 22 条の 3　●建築士法施行規則
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【書面の交付】
第 22 条の３　法第 24 条の８第１項第二号に規定
する国土交通省令で定める事項は、次のとおり
とする。

一　契約の年月日
二　契約の相手方の氏名又は名称

２　建築士事務所の開設者は、法第 24 条の８第１
項に規定する書面を作成したときは、当該書面
に記名押印又は署名をしなければならない。

【書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法】
第 22 条の４　法第 24 条の８第２項の国土交通省
令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　建築士事務所の開設者の使用に係る電子計
算機と委託者の使用に係る電子計算機とを
接続する電気通信回線を通じて送信し、受
信者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法

ロ　建築士事務所の開設者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録された書
面に記載すべき事項を電気通信回線を通じ
て委託者の閲覧に供し、当該委託者の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルに
当該書面に記載すべき事項を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
書面に記載すべき事項を記録したものを交付
する方法

２	 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適
合するものでなければならない。

一　委託者がファイルへの記録を出力することに
より書面を作成することができるものである
こと。

二　ファイルに記録された書面に記載すべき事項
について、改変が行われていないかどうかを
確認することができる措置を講じているこ
と。

三　前項第一号ロに掲げる措置にあっては、書面
に記載すべき事項を建築士事務所の開設者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する旨又は記録した旨を委託者に対し
通知するものであること。ただし、当該委託
者が当該書面に記載すべき事項を閲覧してい
たことを確認したときはこの限りではない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、建

築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機
と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通
信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

【書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法】
第 22 条の５　令第８条第３項において準用する令
第７条第１項の規定により示すべき電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一　前条第１項各号に規定する方法のうち建築士
事務所の開設者が使用するもの

二　ファイルへの記録の方式
【書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾
の取得】
第 22 条の５の２　令第８条第３項において準用す
る令第７条第１項の国土交通省令で定める方法
は、次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又
はロに掲げるもの

イ　委託者の使用に係る電子計算機から電気通
信回線を通じて建築士事務所の開設者の使
用に係る電子計算機に令第８条第３項にお
いて準用する令第７条第１項の承諾又は令
第８条第３項において準用する令第７条第
２項の申出（以下この項において「承諾等」
という。）をする旨を送信し、当該電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ　建築士事務所の開設者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録された前
条に規定する電磁的方法の種類及び内容を
電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供
し、当該電子計算機に備えられたファイル
に承諾等をする旨を記録する方法

二　磁気ディスク等をもって調製するファイルに
承諾等をする旨を記録したものを交付する方
法

２	 前項各号に掲げる方法は、建築士事務所の開設
者がファイルへの記録を出力することにより書
面を作成することができるものでなければなら
ない。

３	 第１項第一号の「電子情報処理組織」とは、建
築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機
と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通
信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

【監督処分の公告】
第 22 条の６　法第 26 条第４項において準用する

第 22 条の 3　●建築士法施行規則
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法第 10 条第５項の規定による公告は、次に掲
げる事項について、都道府県の公報又はウェブ
サイトへの掲載その他の適切な方法で行うもの
とする。
一　監督処分をした年月日
二　監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所
在地、当該建築士事務所の開設者の氏名（当
該建築士事務所の開設者が法人である場合に
あっては、当該開設者の名称及びその代表者
の氏名）、当該建築士事務所の一級建築士事
務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務
所の別並びに当該建築士事務所の登録番号

三　監督処分の内容
四　監督処分の原因となった事実

第４章　雑則

【立入検査をする職員の証明書の書式】
第 23 条　法第 10 条の２第３項（法第 26 条の２第
２項において準用する場合を含む。）に規定す
る証明書は、第８号書式によるものとする。

【権限の委任】
第 24 条　法及びこの省令に規定する国土交通大臣
の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局
長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第
四号に掲げる権限については、国土交通大臣が
自ら行うことを妨げない。
一　法第５条第２項の規定により一級建築士免許
証を交付すること。

二　法第５条の２第１項又は第２項の規定による
届出を受理すること。

二の二　法第８条の２の規定による届出（同条第
二号に掲げる場合に該当する場合の届出に
あっては、第６条第１項の規定による免許証
の提出を含む。）を受理すること。

三　法第 10 条第１項の規定により戒告を与え、
同条第２項の規定により聴聞を行い、同条第
３項の規定により参考人の意見を聴き、及び
同条第５項の規定により公告（同条第１項の
規定により戒告を与えたときに係るものに限
る。）すること。

四　法第 10 条の２第１項の規定により必要な報
告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問
させること。

五　法第 10 条の３第３項の規定により構造設計
一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交
付し、及び同条第５項の規定による受納をす
ること。

六　第１条の５第１項又は第２項の規定による免
許の申請を受理すること。

七　第２条第２項の規定により免許申請書を返却
すること。

八　第４条第１項の規定による届出を受理するこ
と。

九　第４条の２第２項の規定による免許証の書換
え交付の申請を受理し、及び同条第３項の規
定により交付すること。

十　第５条第１項の規定による免許証の再交付の
申請を受理し、同条第２項の規定により再交
付し、及び同条第３項の規定による受納をす
ること。

一
十　第６条第３項の規定による免許取消しの申請
を受理し、同条第４項の規定による届出を受
理し、並びに同条第５項の規定による受納を
すること。

二
十　第９条の規定により免許証の提出を求め、か
つ、これを領置すること。

三
十　第９条の３第１項の規定による交付の申請を
受理し、及び同条第４項の規定により交付申
請書を返却すること。

四
十　第９条の４第２項の規定による構造設計一級
建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え
交付の申請を受理し、及び同条第３項の規定
により交付すること。

五
十　第９条の５第１項の規定による建築士証の再
交付の申請を受理し、同条第２項の規定によ
り再交付し、及び同条第３項の規定による受
納をすること。

六
十　第９条の６の規定により構造設計一級建築士
証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、
かつ、これを領置すること。

建築士法施行規則●　第 23 条

線引きはありません
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講習の種別

写

真

印

構 造 設 計 一 級 建 築 士 証

（氏　　　　　　名）　　年　　月　　日生

建築士証交付番号　第　　　　　号

年　　月　　日

国　土　交　通　大　臣（氏　　　名）

講習受講履歴
修了年月日 修了書番号

（表） （裏）

第３号の３書式（第９条の３関係）

講習の種別

写

真

印

設 備 設 計 一 級 建 築 士 証

（氏　　　　　　名）　　年　　月　　日生

建築士証交付番号　第　　　　　号

年　　月　　日

国　土　交　通　大　臣（氏　　　名）

講習受講履歴
修了年月日 修了書番号

（表） （裏）

第３号の４書式（第９条の３関係）
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講習の種別

写

真

印

構 造 設 計 一 級 建 築 士 証

（氏　　　　　　名）　　年　　月　　日生

建築士証交付番号　第　　　　　号

年　　月　　日

国　土　交　通　大　臣（氏　　　名）

講習受講履歴
修了年月日 修了書番号

（表） （裏）

第３号の３書式（第９条の３関係）

講習の種別

写

真

印

設 備 設 計 一 級 建 築 士 証

（氏　　　　　　名）　　年　　月　　日生

建築士証交付番号　第　　　　　号

年　　月　　日

国　土　交　通　大　臣（氏　　　名）

講習受講履歴
修了年月日 修了書番号

（表） （裏）

第３号の４書式（第９条の３関係）
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建設業法（抄）
昭和 24 年５月 24 日法律第 100 号

最終改正：令和３年５月 28 日法律第 48 号

【目的】
第１条　この法律は、建設業を営む者の資質の向
上、建設工事の請負契約の適正化等を図ること
によって、建設工事の適正な施工を確保し、発
注者を保護するとともに、建設業の健全な発達
を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「建設工事」とは、土木
建築に関する工事で別表第１の左欄に掲げるも
のをいう。

▪別表第１➡５0３ 

２	 この法律において「建設業」とは、元請、下請
その他いかなる名義をもってするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいう。

３	 この法律において「建設業者」とは、第３条第
１項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

４	 この法律において「下請契約」とは、建設工事
を他の者から請け負った建設業を営む者と他の
建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又
は一部について締結される請負契約をいう。

５	 この法律において「発注者」とは、建設工事（他
の者から請け負ったものを除く。）の注文者を
いい、「元請負人」とは、下請契約における注
文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」
とは、下請契約における請負人をいう。

【建設業の許可】
第３条　建設業を営もうとする者は、次に掲げる区
分により、この章で定めるところにより、２以
上の都道府県の区域内に営業所（本店又は支店
若しくは＊１ 政令で定めるこれに準ずるものを
いう。以下同じ。）を設けて営業をしようとす
る場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府
県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしよう
とする場合にあっては当該営業所の所在地を管
轄する都道府県知事の許可を受けなければなら
ない。ただし、＊２ 政令で定める軽微な建設工
事のみを請け負うことを営業とする者は、この
限りでない。

▪＊１ 政令【支店に準ずる営業所】令１条�➡５0４ 

▪＊２ 政令【法３条１項ただし書の軽微な建設工事】

令１条�の２➡５0４ 

一　建設業を営もうとする者であって、次号に掲
げる者以外のもの

■関連【一般建設業の許可】６項➡４９0 

二　建設業を営もうとする者であって、その営業
にあたって、その者が発注者から直接請け負
う１件の建設工事につき、その工事の全部又
は一部を、下請代金の額（その工事に係る下
請契約が２以上あるときは、下請代金の額の
総額）が政令で定める金額以上となる下請契
約を締結して施工しようとするもの

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 

■関連【特定建設業の許可】６項➡４９0 

２	 前項の許可は、別表第１の左欄に掲げる建設工
事の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる
建設業に分けて与えるものとする。

３	 第１項の許可は、５年ごとにその更新を受けな
ければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。

４	 前項の更新の申請があった場合において、同項
の期間（以下「許可の有効期間」という。）の
満了の日までにその申請に対する処分がされな
いときは、従前の許可は、許可の有効期間の満
了後もその処分がされるまでの間は、なおその
効力を有する。

５	 前項の場合において、許可の更新がされたとき
は、その許可の有効期間は、従前の許可の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとす
る。

６	 第１項第一号に掲げる者に係る同項の許可（第
３項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の
許可」という。）を受けた者が、当該許可に係
る建設業について、第１項第二号に掲げる者に
係る同項の許可（第３項の許可の更新を含む。
以下「特定建設業の許可」という。）を受けた
ときは、その者に対する当該建設業に係る一般
建設業の許可は、その効力を失う。

【許可の条件】
第３条の２　国土交通大臣又は都道府県知事は、前
条第１項の許可に条件を付し、及びこれを変更
することができる。

２	 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及
び発注者の保護を図るため必要な最小限度のも
のに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な
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建設業法（抄）
昭和 24 年５月 24 日法律第 100 号

最終改正：令和３年５月 28 日法律第 48 号

【目的】
第１条　この法律は、建設業を営む者の資質の向
上、建設工事の請負契約の適正化等を図ること
によって、建設工事の適正な施工を確保し、発
注者を保護するとともに、建設業の健全な発達
を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「建設工事」とは、土木
建築に関する工事で別表第１の左欄に掲げるも
のをいう。

▪別表第１➡５0３ 

２	 この法律において「建設業」とは、元請、下請
その他いかなる名義をもってするかを問わず、
建設工事の完成を請け負う営業をいう。

３	 この法律において「建設業者」とは、第３条第
１項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

４	 この法律において「下請契約」とは、建設工事
を他の者から請け負った建設業を営む者と他の
建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又
は一部について締結される請負契約をいう。

５	 この法律において「発注者」とは、建設工事（他
の者から請け負ったものを除く。）の注文者を
いい、「元請負人」とは、下請契約における注
文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」
とは、下請契約における請負人をいう。

【建設業の許可】
第３条　建設業を営もうとする者は、次に掲げる区
分により、この章で定めるところにより、２以
上の都道府県の区域内に営業所（本店又は支店
若しくは＊１ 政令で定めるこれに準ずるものを
いう。以下同じ。）を設けて営業をしようとす
る場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府
県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしよう
とする場合にあっては当該営業所の所在地を管
轄する都道府県知事の許可を受けなければなら
ない。ただし、＊２ 政令で定める軽微な建設工
事のみを請け負うことを営業とする者は、この
限りでない。

▪＊１ 政令【支店に準ずる営業所】令１条�➡５0４ 

▪＊２ 政令【法３条１項ただし書の軽微な建設工事】

令１条�の２➡５0４ 

一　建設業を営もうとする者であって、次号に掲
げる者以外のもの

■関連【一般建設業の許可】６項➡４９0 

二　建設業を営もうとする者であって、その営業
にあたって、その者が発注者から直接請け負
う１件の建設工事につき、その工事の全部又
は一部を、下請代金の額（その工事に係る下
請契約が２以上あるときは、下請代金の額の
総額）が政令で定める金額以上となる下請契
約を締結して施工しようとするもの

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 

■関連【特定建設業の許可】６項➡４９0 

２	 前項の許可は、別表第１の左欄に掲げる建設工
事の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる
建設業に分けて与えるものとする。

３	 第１項の許可は、５年ごとにその更新を受けな
ければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。

４	 前項の更新の申請があった場合において、同項
の期間（以下「許可の有効期間」という。）の
満了の日までにその申請に対する処分がされな
いときは、従前の許可は、許可の有効期間の満
了後もその処分がされるまでの間は、なおその
効力を有する。

５	 前項の場合において、許可の更新がされたとき
は、その許可の有効期間は、従前の許可の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとす
る。

６	 第１項第一号に掲げる者に係る同項の許可（第
３項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の
許可」という。）を受けた者が、当該許可に係
る建設業について、第１項第二号に掲げる者に
係る同項の許可（第３項の許可の更新を含む。
以下「特定建設業の許可」という。）を受けた
ときは、その者に対する当該建設業に係る一般
建設業の許可は、その効力を失う。

【許可の条件】
第３条の２　国土交通大臣又は都道府県知事は、前
条第１項の許可に条件を付し、及びこれを変更
することができる。

２	 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及
び発注者の保護を図るため必要な最小限度のも
のに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な
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B

義務を課することとならないものでなければな
らない。

【附帯工事】
第４条　建設業者は、許可を受けた建設業に係る建
設工事を請け負う場合においては、当該建設工
事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け
負うことができる。

【許可の申請】
第５条　一般建設業の許可（第８条第二号及び第三
号を除き、以下この節において「許可」という。）
を受けようとする者は、国土交通省令で定める
ところにより、２以上の都道府県の区域内に営
業所を設けて営業をしようとする場合にあって
は国土交通大臣に、一の都道府県の区域内に
のみ営業所を設けて営業をしようとする場合に
あっては当該営業所の所在地を管轄する都道府
県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請
書を提出しなければならない。
一　商号又は名称
二　営業所の名称及び所在地
三　法人である場合においては、その資本金額
（出資総額を含む。第 24 条の６第１項におい
て同じ。）及び役員等（業務を執行する社員、
取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又
は相談役、顧問その他いかなる名称を有する
者であるかを問わず、法人に対し業務を執行
する社員、取締役、執行役若しくはこれらに
準ずる者と同等以上の支配力を有するものと
認められる者をいう。以下同じ。）の氏名

四　個人である場合においては、その者の氏名及
び支配人があるときは、その者の氏名

五　その営業所ごとに置かれる第７条第二号イ、
ロ又はハに該当する者の氏名

六　許可を受けようとする建設業
七　他に営業を行っている場合においては、その
営業の種類

【許可の基準】
第７条　国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を
受けようとする者が次に掲げる基準に適合して
いると認めるときでなければ、許可をしてはな
らない。
一　建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに
足りる能力を有するものとして国土交通省令
で定める基準に適合する者であること。

二　その営業所ごとに、次のいずれかに該当する

者で専任のものを置く者であること。
イ　許可を受けようとする建設業に係る建設工
事に関し学校教育法（昭和22年法律第26号）によ
る高等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）
による実業学校を含む。第 26 条の７第１
項第二号ロにおいて同じ。）若しくは中等
教育学校を卒業した後５年以上又は同法に
よる大学（旧大学令（大正７年勅令第388号）によ
る大学を含む。同号ロにおいて同じ。）若
しくは高等専門学校（旧専門学校令（明治36
年勅令第61号）による専門学校を含む。同号ロ
において同じ。）を卒業した（同法による
専門職大学の前期課程を修了した場合を含
む。）後３年以上実務の経験を有する者で
在学中に国土交通省令で定める学科を修め
たもの

ロ　許可を受けようとする建設業に係る建設工
事に関し 10 年以上実務の経験を有する者

ハ　国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等
以上の知識及び技術又は技能を有するもの
と認定した者

三　法人である場合においては当該法人又はその
役員等若しくは政令で定める使用人が、個人
である場合においてはその者又は政令で定め
る使用人が、請負契約に関して不正又は不誠
実な行為をするおそれが明らかな者でないこ
と。

▪政令【使用人】令３条�➡５0４ 

四　請負契約（第３条第１項ただし書の政令で定
める軽微な建設工事に係るものを除く。）を
履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用
を有しないことが明らかな者でないこと。

▪政令【法３条１項ただし書の軽微な建設工事】

令１条�の２➡５0４ 

【許可の基準】
第 15 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、特定
建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる
基準に適合していると認めるときでなければ、
許可をしてはならない。

一　第７条第一号及び第三号に該当する者である
こと。

二　その営業所ごとに次のいずれかに該当する者
で専任のものを置く者であること。ただし、
施工技術（設計図書に従って建設工事を適正
に実施するために必要な専門の知識及びその

建設業法（抄）●　第 ４条
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【準用規定】
第 17 条　第５条、第６条及び第８条から第 14 条
までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設
業の許可を受けた者（以下「特定建設業者」と
いう。）について準用する。この場合において、
第５条第五号中「第７条第二号イ、ロ又はハ」
とあるのは「第 15 条第二号イ、ロ又はハ」と、
第６条第１項第五号中「次条第一号及び第二号」
とあるのは「第７条第一号及び第 15 条第二号」
と、第 11 条第４項中「第７条第二号イ、ロ又
はハ」とあるのは「第 15 条第二号イ、ロ又はハ」
と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しく
はハ」と、同条第５項中「第７条第一号若しく
は第二号」とあるのは「第７条第一号若しくは
第 15 条第二号」と読み替えるものとする。

【譲渡及び譲受け並びに合併及び分割】
第 17 条の２　建設業者が許可に係る建設業の全部
（以下単に「建設業の全部」という。）の譲渡を
行う場合（当該建設業者（以下この条におい
て「譲渡人」という。）が一般建設業の許可を
受けている場合にあっては譲受人（建設業の全
部を譲り受ける者をいう。以下この条において
同じ。）が当該一般建設業の許可に係る建設業
と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可
を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場
合にあっては譲受人が当該特定建設業の許可に
係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建
設業の許可を受けている場合を除く。）におい
て、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡
及び譲受けについて、国土交通省令で定めると
ころにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲
受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人の
この法律の規定による建設業者としての地位を
承継する。

一　譲渡人が国土交通大臣の許可を受けていると
き国土交通大臣

二　譲渡人が都道府県知事の許可を受けていると
き当該都道府県知事。ただし、次のいずれか
に該当するときは、国土交通大臣とする。

イ　譲受人が国土交通大臣の許可を受けている
とき。

ロ　譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県
知事の許可を受けているとき。

２　建設業者である法人が合併により消滅すること

応用能力をいう。以下同じ。）の総合性、施
工技術の普及状況その他の事情を考慮して政
令で定める建設業（以下「指定建設業」とい
う。）の許可を受けようとする者にあっては、
その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに
該当する者又はハの規定により国土交通大臣
がイに掲げる者と同等以上の能力を有するも
のと認定した者でなければならない。

▪政令【法15条二号ただし書の建設業】令５条�の２➡５0４ 

イ　第 27 条第１項の規定による技術検定その
他の法令の規定による試験で許可を受けよ
うとする建設業の種類に応じ国土交通大臣
が定めるものに合格した者又は他の法令の
規定による免許で許可を受けようとする建
設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるも
のを受けた者

ロ　第７条第二号イ、ロ又はハに該当する者の
うち、許可を受けようとする建設業に係る
建設工事で、発注者から直接請け負い、そ
の請負代金の額が政令で定める金額以上で
あるものに関し２年以上指導監督的な実務
の経験を有する者

▪政令【法15条二号ロの金額】令５条�の３➡５0４ 

ハ　国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等
以上の能力を有するものと認定した者

三　発注者との間の請負契約で、その請負代金の
額が政令で定める金額以上であるものを履行
するに足りる財産的基礎を有すること。

▪政令【法15条三号の金額】令５条�の４➡５0４ 

【下請契約の締結の制限】
第16条　特定建設業の許可を受けた者でなければ、
その者が発注者から直接請け負った建設工事を
施工するための次の各号の一に該当する下請契
約を締結してはならない。
一　その下請契約に係る下請代金の額が、１件で、
第３条第１項第二号の政令で定める金額以上
である下請契約

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 

二　その下請契約を締結することにより、その下
請契約及びすでに締結された当該建設工事を
施工するための他のすべての下請契約に係る
下請代金の額の総額が、第３条第１項第二号
の政令で定める金額以上となる下請契約

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 
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【準用規定】
第 17 条　第５条、第６条及び第８条から第 14 条
までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設
業の許可を受けた者（以下「特定建設業者」と
いう。）について準用する。この場合において、
第５条第五号中「第７条第二号イ、ロ又はハ」
とあるのは「第 15 条第二号イ、ロ又はハ」と、
第６条第１項第五号中「次条第一号及び第二号」
とあるのは「第７条第一号及び第 15 条第二号」
と、第 11 条第４項中「第７条第二号イ、ロ又
はハ」とあるのは「第 15 条第二号イ、ロ又はハ」
と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しく
はハ」と、同条第５項中「第７条第一号若しく
は第二号」とあるのは「第７条第一号若しくは
第 15 条第二号」と読み替えるものとする。

【譲渡及び譲受け並びに合併及び分割】
第 17 条の２　建設業者が許可に係る建設業の全部
（以下単に「建設業の全部」という。）の譲渡を
行う場合（当該建設業者（以下この条におい
て「譲渡人」という。）が一般建設業の許可を
受けている場合にあっては譲受人（建設業の全
部を譲り受ける者をいう。以下この条において
同じ。）が当該一般建設業の許可に係る建設業
と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可
を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場
合にあっては譲受人が当該特定建設業の許可に
係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建
設業の許可を受けている場合を除く。）におい
て、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡
及び譲受けについて、国土交通省令で定めると
ころにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲
受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人の
この法律の規定による建設業者としての地位を
承継する。

一　譲渡人が国土交通大臣の許可を受けていると
き国土交通大臣

二　譲渡人が都道府県知事の許可を受けていると
き当該都道府県知事。ただし、次のいずれか
に該当するときは、国土交通大臣とする。

イ　譲受人が国土交通大臣の許可を受けている
とき。

ロ　譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県
知事の許可を受けているとき。

２　建設業者である法人が合併により消滅すること

応用能力をいう。以下同じ。）の総合性、施
工技術の普及状況その他の事情を考慮して政
令で定める建設業（以下「指定建設業」とい
う。）の許可を受けようとする者にあっては、
その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに
該当する者又はハの規定により国土交通大臣
がイに掲げる者と同等以上の能力を有するも
のと認定した者でなければならない。

▪政令【法15条二号ただし書の建設業】令５条�の２➡５0４ 

イ　第 27 条第１項の規定による技術検定その
他の法令の規定による試験で許可を受けよ
うとする建設業の種類に応じ国土交通大臣
が定めるものに合格した者又は他の法令の
規定による免許で許可を受けようとする建
設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるも
のを受けた者

ロ　第７条第二号イ、ロ又はハに該当する者の
うち、許可を受けようとする建設業に係る
建設工事で、発注者から直接請け負い、そ
の請負代金の額が政令で定める金額以上で
あるものに関し２年以上指導監督的な実務
の経験を有する者

▪政令【法15条二号ロの金額】令５条�の３➡５0４ 

ハ　国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等
以上の能力を有するものと認定した者

三　発注者との間の請負契約で、その請負代金の
額が政令で定める金額以上であるものを履行
するに足りる財産的基礎を有すること。

▪政令【法15条三号の金額】令５条�の４➡５0４ 

【下請契約の締結の制限】
第16条　特定建設業の許可を受けた者でなければ、
その者が発注者から直接請け負った建設工事を
施工するための次の各号の一に該当する下請契
約を締結してはならない。

一　その下請契約に係る下請代金の額が、１件で、
第３条第１項第二号の政令で定める金額以上
である下請契約

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 

二　その下請契約を締結することにより、その下
請契約及びすでに締結された当該建設工事を
施工するための他のすべての下請契約に係る
下請代金の額の総額が、第３条第１項第二号
の政令で定める金額以上となる下請契約

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 
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B

となる場合（当該建設業者である法人（以下こ
の条において「合併消滅法人」という。）（合併
消滅法人が２以上あるときは、そのいずれか）
が一般建設業の許可を受けている場合にあって
は当該一般建設業の許可を受けている合併消滅
法人以外の合併消滅法人又は合併存続法人（合
併後存続する法人をいう。以下この条において
同じ。）が当該一般建設業の許可に係る建設業
と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可
を、合併消滅法人（合併消滅法人が２以上ある
ときは、そのいずれか）が特定建設業の許可を
受けている場合にあっては合併存続法人が当該
特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の
建設業に係る一般建設業の許可を受けている場
合を除く。）において、合併消滅法人等（合併
消滅法人、合併により消滅することとなる法人
であって合併消滅法人でないもの及び合併存続
法人をいう。）が、あらかじめ当該合併について、
国土交通省令で定めるところにより次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の
認可を受けたときは、合併存続法人又は合併に
より設立される法人は、当該合併の日に、合併
消滅法人のこの法律の規定による建設業者とし
ての地位を承継する。
一　合併消滅法人（合併消滅法人が２以上あると
きは、そのいずれか）が国土交通大臣の許可
を受けているとき国土交通大臣

二　合併消滅法人が２以上ある場合において、当
該合併消滅法人の全てが都道府県知事の許可
を受けており、かつ、当該許可をした都道府
県知事が同一でないとき国土交通大臣

三　合併消滅法人が２以上ある場合において当該
合併消滅法人の全てが同一の都道府県知事の
許可を受けているとき、又は合併消滅法人が
一である場合において当該合併消滅法人が都
道府県知事の許可を受けているとき当該都道
府県知事。ただし、次のいずれかに該当する
ときは、国土交通大臣とする。
イ　合併存続法人が国土交通大臣の許可を受け
ているとき。

ロ　合併存続法人が当該都道府県知事以外の都
道府県知事の許可を受けているとき。

３　建設業者である法人が分割により建設業の全部
を承継させる場合（当該建設業者である法人（以
下この条において「分割被承継法人」という。）

（分割被承継法人が２以上あるときは、そのい
ずれか）が一般建設業の許可を受けている場合
にあっては当該一般建設業の許可を受けている
分割被承継法人以外の分割被承継法人又は分割
承継法人（分割により建設業の全部を承継する
法人をいう。以下この条において同じ。）が当
該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類
の建設業に係る特定建設業の許可を、分割被承
継法人（分割被承継法人が２以上あるときは、
そのいずれか）が特定建設業の許可を受けてい
る場合にあっては分割承継法人が当該特定建設
業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に
係る一般建設業の許可を受けている場合を除
く。）において、分割被承継法人等（分割被承
継法人、分割によりその事業に関して有する権
利義務の全部又は一部を承継させる法人であっ
て分割被承継法人でないもの及び分割承継法人
をいう。）が、あらかじめ当該分割について、
国土交通省令で定めるところにより次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の
認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分
割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定に
よる建設業者としての地位を承継する。

一　分割被承継法人（分割被承継法人が２以上あ
るときは、そのいずれか）が国土交通大臣の
許可を受けているとき国土交通大臣

二　分割被承継法人が２以上ある場合において、
当該分割被承継法人の全てが都道府県知事の
許可を受けており、かつ、当該許可をした都
道府県知事が同一でないとき国土交通大臣

三　分割被承継法人が２以上ある場合において当
該分割被承継法人の全てが同一の都道府県知
事の許可を受けているとき、又は分割被承継
法人が一である場合において当該分割被承継
法人が都道府県知事の許可を受けているとき
当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに
該当するときは、国土交通大臣とする。

イ　分割承継法人が国土交通大臣の許可を受け
ているとき。

ロ　分割承継法人が当該都道府県知事以外の都
道府県知事の許可を受けているとき。

４　第７条及び第８条の規定は一般建設業の許可を
受けている譲渡人、合併消滅法人又は分割被承
継法人（以下この条において「譲渡人等」とい
う。）に係る前３項の認可について、第８条及

建設業法（抄）●　第 1７ 条の 2
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び第 15 条の規定は特定建設業の許可を受けて
いる譲渡人等に係る前３項の認可について、そ
れぞれ準用する。この場合において、第７条及
び第８条中「許可を受けようとする者」とあり、
並びに第 15 条中「特定建設業の許可を受けよ
うとする者」とあるのは、「第 17 条の２第１項
に規定する譲受人、同条第２項に規定する合併
存続法人若しくは合併により設立される法人又
は同条第３項に規定する分割承継法人」と読み
替えるものとする。

５　国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項から
第３項までの認可をするに際しては、当該認可
をしようとする承継に係る建設業の許可又は譲
受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受
けている建設業の許可について第３条の２第１
項の規定により付された条件（この項（次条第
３項において準用する場合を含む。）の規定に
より変更され、又は新たに付された条件を含
む。第 29	条第２項において同じ。）を取り消し、
変更し、又は新たに条件を付することができる。
この場合においては、第３条の２第２項の規定
を準用する。

６　第１項から第３項までの規定により譲渡人等の
建設業者としての地位を承継した譲受人等（建
設業の全部を譲り受けた者、合併存続法人若し
くは合併により設立された法人又は分割により
建設業の全部を承継した法人をいう。以下この
条において同じ。）が次の各号に掲げる場合の
いずれかに該当するときは、当該承継の日に、
譲受人等は、当該各号に定める建設業について
国土交通大臣の許可を受けたものとみなし、譲
受人等に係る都道府県知事の許可は、その効力
を失う。
一　国土交通大臣の許可を受けている譲受人等が
都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の
地位を承継したとき当該都道府県知事の許可
に係る建設業（当該国土交通大臣の許可に係
る建設業と同一の種類のものを除く。）

二　都道府県知事の許可を受けている譲受人等が
国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の
地位を承継したとき当該都道府県知事の許可
に係る建設業（当該国土交通大臣の許可に係
る建設業と同一の種類のものを除く。）

三　都道府県知事の許可を受けている譲受人等が
他の都道府県知事の許可を受けている譲渡人

等の地位を承継したとき当該都道府県知事の
許可に係る建設業及び当該他の都道府県知事
の許可に係る建設業

四　建設業の許可を受けていない譲受人等が、同
時に、国土交通大臣の許可を受けている譲渡
人等の地位及び都道府県知事の許可を受けて
いる譲渡人等の地位を承継したとき当該都道
府県知事の許可に係る建設業（当該国土交通
大臣の許可に係る建設業と同一の種類のもの
を除く。）

五　建設業の許可を受けていない譲受人等が、同
時に、都道府県知事の許可を受けている２以
上の譲渡人等の地位を承継したとき（当該許
可をした都道府県知事が同一であるときを除
く。）当該都道府県知事の許可に係る建設業

７　第１項から第３項までの規定により譲受人等が
譲渡人等の建設業者としての地位を承継した場
合における承継許可等（当該承継に係る建設業
の許可及び当該譲受人等が受けている建設業の
許可（当該承継前に自ら受けたものに限る。）
をいう。以下この項において同じ。）に係る許
可の有効期間については、当該承継の日におけ
る承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間
にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算す
るものとする。

【相続】
第 17 条の３　建設業者が死亡した場合において、
当該建設業者（以下この条において「被相続人」
という。）の相続人（相続人が２人以上ある場
合において、その全員の同意により被相続人の
営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を
選定したときは、その者。以下この条において
単に「相続人」という。）が被相続人の営んで
いた建設業の全部を引き続き営もうとするとき
（被相続人が一般建設業の許可を受けていた場
合にあっては相続人が当該一般建設業の許可に
係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建
設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を
受けていた場合にあっては相続人が当該特定建
設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業
に係る一般建設業の許可を受けている場合を除
く。）は、その相続人は、国土交通省令で定め
るところにより、被相続人の死亡後 30 日以内
に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める者に申請して、その認可を受けなけれ

第 1７ 条の 3　●建設業法（抄）
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び第 15 条の規定は特定建設業の許可を受けて
いる譲渡人等に係る前３項の認可について、そ
れぞれ準用する。この場合において、第７条及
び第８条中「許可を受けようとする者」とあり、
並びに第 15 条中「特定建設業の許可を受けよ
うとする者」とあるのは、「第 17 条の２第１項
に規定する譲受人、同条第２項に規定する合併
存続法人若しくは合併により設立される法人又
は同条第３項に規定する分割承継法人」と読み
替えるものとする。

５　国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項から
第３項までの認可をするに際しては、当該認可
をしようとする承継に係る建設業の許可又は譲
受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受
けている建設業の許可について第３条の２第１
項の規定により付された条件（この項（次条第
３項において準用する場合を含む。）の規定に
より変更され、又は新たに付された条件を含
む。第 29	条第２項において同じ。）を取り消し、
変更し、又は新たに条件を付することができる。
この場合においては、第３条の２第２項の規定
を準用する。

６　第１項から第３項までの規定により譲渡人等の
建設業者としての地位を承継した譲受人等（建
設業の全部を譲り受けた者、合併存続法人若し
くは合併により設立された法人又は分割により
建設業の全部を承継した法人をいう。以下この
条において同じ。）が次の各号に掲げる場合の
いずれかに該当するときは、当該承継の日に、
譲受人等は、当該各号に定める建設業について
国土交通大臣の許可を受けたものとみなし、譲
受人等に係る都道府県知事の許可は、その効力
を失う。

一　国土交通大臣の許可を受けている譲受人等が
都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の
地位を承継したとき当該都道府県知事の許可
に係る建設業（当該国土交通大臣の許可に係
る建設業と同一の種類のものを除く。）

二　都道府県知事の許可を受けている譲受人等が
国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の
地位を承継したとき当該都道府県知事の許可
に係る建設業（当該国土交通大臣の許可に係
る建設業と同一の種類のものを除く。）

三　都道府県知事の許可を受けている譲受人等が
他の都道府県知事の許可を受けている譲渡人

等の地位を承継したとき当該都道府県知事の
許可に係る建設業及び当該他の都道府県知事
の許可に係る建設業

四　建設業の許可を受けていない譲受人等が、同
時に、国土交通大臣の許可を受けている譲渡
人等の地位及び都道府県知事の許可を受けて
いる譲渡人等の地位を承継したとき当該都道
府県知事の許可に係る建設業（当該国土交通
大臣の許可に係る建設業と同一の種類のもの
を除く。）

五　建設業の許可を受けていない譲受人等が、同
時に、都道府県知事の許可を受けている２以
上の譲渡人等の地位を承継したとき（当該許
可をした都道府県知事が同一であるときを除
く。）当該都道府県知事の許可に係る建設業

７　第１項から第３項までの規定により譲受人等が
譲渡人等の建設業者としての地位を承継した場
合における承継許可等（当該承継に係る建設業
の許可及び当該譲受人等が受けている建設業の
許可（当該承継前に自ら受けたものに限る。）
をいう。以下この項において同じ。）に係る許
可の有効期間については、当該承継の日におけ
る承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間
にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算す
るものとする。

【相続】
第 17 条の３　建設業者が死亡した場合において、
当該建設業者（以下この条において「被相続人」
という。）の相続人（相続人が２人以上ある場
合において、その全員の同意により被相続人の
営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を
選定したときは、その者。以下この条において
単に「相続人」という。）が被相続人の営んで
いた建設業の全部を引き続き営もうとするとき
（被相続人が一般建設業の許可を受けていた場
合にあっては相続人が当該一般建設業の許可に
係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建
設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を
受けていた場合にあっては相続人が当該特定建
設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業
に係る一般建設業の許可を受けている場合を除
く。）は、その相続人は、国土交通省令で定め
るところにより、被相続人の死亡後 30 日以内
に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める者に申請して、その認可を受けなけれ
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ばならない。
一　被相続人が国土交通大臣の許可を受けていた
とき国土交通大臣

二　被相続人が都道府県知事の許可を受けていた
とき当該都道府県知事。ただし、次のいずれ
かに該当するときは、国土交通大臣とする。
イ　相続人が国土交通大臣の許可を受けている
とき。

ロ　相続人が当該都道府県知事以外の都道府県
知事の許可を受けているとき。

２　相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相
続人の死亡の日からその認可を受ける日又はそ
の認可をしない旨の通知を受ける日までは、被
相続人に対してした建設業の許可は、その相続
人に対してしたものとみなす。

３　第７条及び第８条の規定又は同条及び第 15	条
の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続
人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人
に係る第１項の認可について、前条第５項の規
定は第１項の認可をしようとする承継に係る建
設業の許可又は相続人が受けている建設業の許
可について、それぞれ準用する。

４　第１項の認可を受けた相続人は、被相続人のこ
の法律の規定による建設業者としての地位を承
継する。

５　前条第６項及び第７項の規定は、前項の規定に
より被相続人の建設業者としての地位を承継し
た相続人について準用する。

【建設工事の請負契約の原則】
第 18 条　建設工事の請負契約の当事者は、各々の
対等な立場における合意に基いて公正な契約を
締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなけ
ればならない。

【建設工事の請負契約の内容】
第 19 条　建設工事の請負契約の当事者は、前条の
趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる
事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして
相互に交付しなければならない。
一　工事内容
二　請負代金の額
三　工事着手の時期及び工事完成の時期
四　工事を施工しない日又は時間帯の定めをする
ときは、その内容

五　請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形
部分に対する支払の定めをするときは、その

支払の時期及び方法
六　当事者の一方から設計変更又は工事着手の延
期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の
申出があった場合における工期の変更、請負
代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの
額の算定方法に関する定め

七　天災その他不可抗力による工期の変更又は損
害の負担及びその額の算定方法に関する定め

八　価格等（物価統制令（昭和21年勅令第118号）第２条
に規定する価格等をいう。）の変動若しくは
変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変
更

九　工事の施工により第三者が損害を受けた場合
における賠償金の負担に関する定め

十　注文者が工事に使用する資材を提供し、又は
建設機械その他の機械を貸与するときは、そ
の内容及び方法に関する定め

一
十　注文者が工事の全部又は一部の完成を確認す
るための検査の時期及び方法並びに引渡しの
時期

二
十　工事完成後における請負代金の支払の時期及
び方法

三
十　工事の目的物が種類又は品質に関して契約の
内容に適合しない場合におけるその不適合を
担保すべき責任又は当該責任の履行に関して
講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に
関する定めをするときは、その内容

四
十　各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の
場合における遅延利息、違約金その他の損害
金

五
十　契約に関する紛争の解決方法
六
十　その他国土交通省令で定める事項

２	 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に
掲げる事項に該当するものを変更するときは、
その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名
押印をして相互に交付しなければならない。

３	 建設工事の請負契約の当事者は、前２項の規定
による措置に代えて、政令で定めるところによ
り、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報
処理組織を使用する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法であって、当該各項の規定に
よる措置に準ずるものとして国土交通省令で定
めるものを講ずることができる。この場合にお
いて、当該国土交通省令で定める措置を講じた
者は、当該各項の規定による措置を講じたもの
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とみなす。
【不当に低い請負代金の禁止】
第 19 条の３　注文者は、自己の取引上の地位を不
当に利用して、その注文した建設工事を施工す
るために通常必要と認められる原価に満たない
金額を請負代金の額とする請負契約を締結して
はならない。

【不当な使用資材等の購入強制の禁止】
第 19 条の４　注文者は、請負契約の締結後、自己
の取引上の地位を不当に利用して、その注文し
た建設工事に使用する資材若しくは機械器具又
はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に
購入させて、その利益を害してはならない。

【著しく短い工期の禁止】
第 19 条の５　注文者は、その注文した建設工事を
施工するために通常必要と認められる期間に比
して著しく短い期間を工期とする請負契約を締
結してはならない。

【発注者に対する勧告等】
第 19 条の６　建設業者と請負契約を締結した発注
者（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律（昭和22年法律第54号）第２条第１項に規定す
る事業者に該当するものを除く。）が第 19 条の
３又は第 19 条の４の規定に違反した場合にお
いて、特に必要があると認めるときは、当該建
設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県
知事は、当該発注者に対して必要な勧告をする
ことができる。

２	 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定
める金額以上であるものに限る。）を締結した
発注者が前条の規定に違反した場合において、
特に必要があると認めるときは、当該建設業者
の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事
は、当該発注者に対して必要な勧告をすること
ができる。

▪政令【著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる

請負代金の額の下限】令５条�の８➡５0４ 

３	 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告
を受けた発注者がその勧告に従わないときは、
その旨を公表することができる。

４	 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項又は
第２項の勧告を行うため必要があると認めると
きは、当該発注者に対して、報告又は資料の提
出を求めることができる。

【契約の保証】
第 21 条　建設工事の請負契約において請負代金の
全部又は一部の前金払をする定がなされたとき
は、注文者は、建設業者に対して前金払をする
前に、保証人を立てることを請求することがで
きる。但し、公共工事の前払金保証事業に関す
る法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定す
る保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定
める軽微な工事については、この限りでない。

２	 前項の請求を受けた建設業者は、次の各号の一
に規定する保証人を立てなければならない。

一　建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違
約金その他の損害金の支払の保証人

二　建設業者に代って自らその工事を完成するこ
とを保証する他の建設業者

３	 建設業者が第１項の規定により保証人を立てる
ことを請求された場合において、これを立てな
いときは、注文者は、契約の定にかかわらず、
前金払をしないことができる。

【一括下請負の禁止】
第 22条　建設業者は、その請け負った建設工事を、
いかなる方法をもってするかを問わず、一括し
て他人に請け負わせてはならない。

２	 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者
の請け負った建設工事を一括して請け負っては
ならない。

３	 前２項の建設工事が多数の者が利用する施設又
は工作物に関する重要な建設工事で政令で定め
るもの以外の建設工事である場合において、当
該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書
面による承諾を得たときは、これらの規定は、
適用しない。

▪政令【一括下請負禁止の対象となる重要な建設工事】

令６条�の３➡５0４ 

■関連建築士法２４条�の３第２項➡４５７ 

４	 発注者は、前項の規定による書面による承諾に
代えて、政令で定めるところにより、同項の元
請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であって国土交通省令で定めるものにより、
同項の承諾をする旨の通知をすることができ
る。この場合において、当該発注者は、当該書
面による承諾をしたものとみなす。

【下請負人の変更請求】
第 23 条　注文者は、請負人に対して、建設工事の
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とみなす。
【不当に低い請負代金の禁止】
第 19 条の３　注文者は、自己の取引上の地位を不
当に利用して、その注文した建設工事を施工す
るために通常必要と認められる原価に満たない
金額を請負代金の額とする請負契約を締結して
はならない。

【不当な使用資材等の購入強制の禁止】
第 19 条の４　注文者は、請負契約の締結後、自己
の取引上の地位を不当に利用して、その注文し
た建設工事に使用する資材若しくは機械器具又
はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に
購入させて、その利益を害してはならない。

【著しく短い工期の禁止】
第 19 条の５　注文者は、その注文した建設工事を
施工するために通常必要と認められる期間に比
して著しく短い期間を工期とする請負契約を締
結してはならない。

【発注者に対する勧告等】
第 19 条の６　建設業者と請負契約を締結した発注
者（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律（昭和22年法律第54号）第２条第１項に規定す
る事業者に該当するものを除く。）が第 19 条の
３又は第 19 条の４の規定に違反した場合にお
いて、特に必要があると認めるときは、当該建
設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県
知事は、当該発注者に対して必要な勧告をする
ことができる。

２	 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定
める金額以上であるものに限る。）を締結した
発注者が前条の規定に違反した場合において、
特に必要があると認めるときは、当該建設業者
の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事
は、当該発注者に対して必要な勧告をすること
ができる。

▪政令【著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる

請負代金の額の下限】令５条�の８➡５0４ 

３	 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告
を受けた発注者がその勧告に従わないときは、
その旨を公表することができる。

４	 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項又は
第２項の勧告を行うため必要があると認めると
きは、当該発注者に対して、報告又は資料の提
出を求めることができる。

【契約の保証】
第 21 条　建設工事の請負契約において請負代金の
全部又は一部の前金払をする定がなされたとき
は、注文者は、建設業者に対して前金払をする
前に、保証人を立てることを請求することがで
きる。但し、公共工事の前払金保証事業に関す
る法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定す
る保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定
める軽微な工事については、この限りでない。

２	 前項の請求を受けた建設業者は、次の各号の一
に規定する保証人を立てなければならない。

一　建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違
約金その他の損害金の支払の保証人

二　建設業者に代って自らその工事を完成するこ
とを保証する他の建設業者

３	 建設業者が第１項の規定により保証人を立てる
ことを請求された場合において、これを立てな
いときは、注文者は、契約の定にかかわらず、
前金払をしないことができる。

【一括下請負の禁止】
第 22条　建設業者は、その請け負った建設工事を、
いかなる方法をもってするかを問わず、一括し
て他人に請け負わせてはならない。

２	 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者
の請け負った建設工事を一括して請け負っては
ならない。

３	 前２項の建設工事が多数の者が利用する施設又
は工作物に関する重要な建設工事で政令で定め
るもの以外の建設工事である場合において、当
該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書
面による承諾を得たときは、これらの規定は、
適用しない。

▪政令【一括下請負禁止の対象となる重要な建設工事】

令６条�の３➡５0４ 

■関連建築士法２４条�の３第２項➡４５７ 

４	 発注者は、前項の規定による書面による承諾に
代えて、政令で定めるところにより、同項の元
請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であって国土交通省令で定めるものにより、
同項の承諾をする旨の通知をすることができ
る。この場合において、当該発注者は、当該書
面による承諾をしたものとみなす。

【下請負人の変更請求】
第 23 条　注文者は、請負人に対して、建設工事の
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施工につき著しく不適当と認められる下請負人
があるときは、その変更を請求することができ
る。ただし、あらかじめ注文者の書面による承
諾を得て選定した下請負人については、この限
りでない。

２	 注文者は、前項ただし書の規定による書面によ
る承諾に代えて、政令で定めるところにより、
同項ただし書の規定により下請負人を選定する
者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
あって国土交通省令で定めるものにより、同項
ただし書の承諾をする旨の通知をすることがで
きる。この場合において、当該注文者は、当該
書面による承諾をしたものとみなす。

【工事監理に関する報告】
第 23 条の２　請負人は、その請け負った建設工事

の施工について建築士法（昭和25年法律第202号）第
18 条第３項の規定により建築士から工事を設
計図書のとおりに実施するよう求められた場合
において、これに従わない理由があるときは、
直ちに、第 19 条の２第２項の規定により通知
された方法により、注文者に対して、その理由
を報告しなければならない。

【請負契約とみなす場合】
第 24 条　委託その他いかなる名義をもってするか
を問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的と
して締結する契約は、建設工事の請負契約とみ
なして、この法律の規定を適用する。

【下請負人の意見の聴取】
第 24 条の２　元請負人は、その請け負った建設工
事を施工するために必要な工程の細目、作業方
法その他元請負人において定めるべき事項を定
めようとするときは、あらかじめ、下請負人の
意見をきかなければならない。

【下請代金の支払】
第 24 条の３　元請負人は、請負代金の出来形部分
に対する支払又は工事完成後における支払を受
けたときは、当該支払の対象となった建設工事
を施工した下請負人に対して、当該元請負人が
支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当
該下請負人が施工した出来形部分に相応する下
請代金を、当該支払を受けた日から１月以内で、
かつ、できる限り短い期間内に支払わなければ
ならない。

２	 前項の場合において、元請負人は、同項に規定

する下請代金のうち労務費に相当する部分につ
いては、現金で支払うよう適切な配慮をしなけ
ればならない。

３	 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下
請負人に対して、資材の購入、労働者の募集そ
の他建設工事の着手に必要な費用を前払金とし
て支払うよう適切な配慮をしなければならな
い。

【不利益取扱いの禁止】
第 24 条の５　元請負人は、当該元請負人について
第 19 条の３、第 19 条の４、第 24 条の３第１
項、前条又は次条第３項若しくは第４項の規定
に違反する行為があるとして下請負人が国土交
通大臣等（当該元請負人が許可を受けた国土交
通大臣又は都道府県知事をいう。）、公正取引委
員会又は中小企業庁長官にその事実を通報した
ことを理由として、当該下請負人に対して、取
引の停止その他の不利益な取扱いをしてはなら
ない。

【特定建設業者の下請代金の支払期日等】
第 24 条の６　特定建設業者が注文者となった下請
契約（下請契約における請負人が特定建設業者
又は資本金額が政令で定める金額以上の法人で
あるものを除く。以下この条において同じ。）
における下請代金の支払期日は、第 24 条の４
第２項の申出の日（同項ただし書の場合にあっ
ては、その一定の日。以下この条において同じ。）
から起算して 50 日を経過する日以前において、
かつ、できる限り短い期間内において定められ
なければならない。

２	 特定建設業者が注文者となった下請契約におい
て、下請代金の支払期日が定められなかったと
きは第 24 条の４第２項の申出の日が、前項の
規定に違反して下請代金の支払期日が定められ
たときは同条第２項の申出の日から起算して
50 日を経過する日が下請代金の支払期日と定
められたものとみなす。

３	 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者と
なった下請契約に係る下請代金の支払につき、
当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関
（預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業と
する者をいう。）による割引を受けることが困
難であると認められる手形を交付してはならな
い。

４	（略）
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【施工体制台帳及び施工体系図の作成等】
第 24 条の８　特定建設業者は、発注者から直接建
設工事を請け負った場合において、当該建設工
事を施工するために締結した下請契約の請負代
金の額（当該下請契約が２以上あるときは、そ
れらの請負代金の額の総額）が政令で定める金
額以上になるときは、建設工事の適正な施工を
確保するため、国土交通省令で定めるところに
より、当該建設工事について、下請負人の商号
又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容
及び工期その他の国土交通省令で定める事項を
記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごと
に備え置かなければならない。

▪政令【法24条の７第１項の金額】令７条�の４➡５0４ 

２	 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った
建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた
ときは、国土交通省令で定めるところにより、
同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業
を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った
建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令
で定める事項を通知しなければならない。

３	 第１項の特定建設業者は、同項の発注者から請
求があったときは、同項の規定により備え置か
れた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供し
なければならない。

４	 第１項の特定建設業者は、国土交通省令で定め
るところにより、当該建設工事における各下請
負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を
作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に
掲げなければならない。

【建設工事紛争審査会の設置】
第 25 条　建設工事の請負契約に関する紛争の解決
を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

２	 建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、
この法律の規定により、建設工事の請負契約に
関する紛争（以下「紛争」という。）につきあっ
せん、調停及び仲裁（以下「紛争処理」という。）
を行う権限を有する。

３	 審査会は、中央建設工事紛争審査会（以下「中
央審査会」という。）及び都道府県建設工事紛
争審査会（以下「都道府県審査会」という。）
とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県
審査会は、都道府県に置く。

【管轄】
第 25 条の９　中央審査会は、次の各号に掲げる場

合における紛争処理について管轄する。
一　当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた
建設業者であるとき。

二　当事者の双方が建設業者であって、許可をし
た行政庁を異にするとき。

三　当事者の一方のみが建設業者であって、国土
交通大臣の許可を受けたものであるとき。

２	 都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合にお
ける紛争処理について管轄する。

一　当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を
受けた建設業者であるとき。

二　当事者の一方のみが建設業者であって、当該
都道府県の知事の許可を受けたものであると
き。

三　当事者の双方が許可を受けないで建設業を営
む者である場合であって、その紛争に係る建
設工事の現場が当該都道府県の区域内にある
とき。

四　前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる
場合のほか、当事者の一方のみが許可を受け
ないで建設業を営む者である場合であって、
その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府
県の区域内にあるとき。

３	 前２項の規定にかかわらず、当事者は、双方の
合意によって管轄審査会を定めることができ
る。

【施工技術の確保に関する建設業者等の責務】
第 25条の 27　建設業者は、建設工事の担い手の育
成及び確保その他の施工技術の確保に努めなけ
ればならない。

２	 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実
施するために必要な知識及び技術又は技能の向
上に努めなければならない。

３	 国土交通大臣は、前２項の施工技術の確保並び
に知識及び技術又は技能の向上に資するため、
必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供
その他の措置を講ずるものとする。

【主任技術者及び監理技術者の設置等】
第 26 条　建設業者は、その請け負った建設工事を
施工するときは、当該建設工事に関し第７条第
二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場
における建設工事の施工の技術上の管理をつか
さどるもの（以下「主任技術者」という。）を
置かなければならない。

■関連【特定専門工事】令２６条�の３第１項➡４９９ 
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【施工体制台帳及び施工体系図の作成等】
第 24 条の８　特定建設業者は、発注者から直接建
設工事を請け負った場合において、当該建設工
事を施工するために締結した下請契約の請負代
金の額（当該下請契約が２以上あるときは、そ
れらの請負代金の額の総額）が政令で定める金
額以上になるときは、建設工事の適正な施工を
確保するため、国土交通省令で定めるところに
より、当該建設工事について、下請負人の商号
又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容
及び工期その他の国土交通省令で定める事項を
記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごと
に備え置かなければならない。

▪政令【法24条の７第１項の金額】令７条�の４➡５0４ 

２	 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った
建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた
ときは、国土交通省令で定めるところにより、
同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業
を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った
建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令
で定める事項を通知しなければならない。

３	 第１項の特定建設業者は、同項の発注者から請
求があったときは、同項の規定により備え置か
れた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供し
なければならない。

４	 第１項の特定建設業者は、国土交通省令で定め
るところにより、当該建設工事における各下請
負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を
作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に
掲げなければならない。

【建設工事紛争審査会の設置】
第 25 条　建設工事の請負契約に関する紛争の解決
を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

２	 建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、
この法律の規定により、建設工事の請負契約に
関する紛争（以下「紛争」という。）につきあっ
せん、調停及び仲裁（以下「紛争処理」という。）
を行う権限を有する。

３	 審査会は、中央建設工事紛争審査会（以下「中
央審査会」という。）及び都道府県建設工事紛
争審査会（以下「都道府県審査会」という。）
とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県
審査会は、都道府県に置く。

【管轄】
第 25 条の９　中央審査会は、次の各号に掲げる場

合における紛争処理について管轄する。
一　当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた
建設業者であるとき。

二　当事者の双方が建設業者であって、許可をし
た行政庁を異にするとき。

三　当事者の一方のみが建設業者であって、国土
交通大臣の許可を受けたものであるとき。

２	 都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合にお
ける紛争処理について管轄する。

一　当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を
受けた建設業者であるとき。

二　当事者の一方のみが建設業者であって、当該
都道府県の知事の許可を受けたものであると
き。

三　当事者の双方が許可を受けないで建設業を営
む者である場合であって、その紛争に係る建
設工事の現場が当該都道府県の区域内にある
とき。

四　前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる
場合のほか、当事者の一方のみが許可を受け
ないで建設業を営む者である場合であって、
その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府
県の区域内にあるとき。

３	 前２項の規定にかかわらず、当事者は、双方の
合意によって管轄審査会を定めることができ
る。

【施工技術の確保に関する建設業者等の責務】
第 25条の 27　建設業者は、建設工事の担い手の育
成及び確保その他の施工技術の確保に努めなけ
ればならない。

２	 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実
施するために必要な知識及び技術又は技能の向
上に努めなければならない。

３	 国土交通大臣は、前２項の施工技術の確保並び
に知識及び技術又は技能の向上に資するため、
必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供
その他の措置を講ずるものとする。

【主任技術者及び監理技術者の設置等】
第 26 条　建設業者は、その請け負った建設工事を
施工するときは、当該建設工事に関し第７条第
二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場
における建設工事の施工の技術上の管理をつか
さどるもの（以下「主任技術者」という。）を
置かなければならない。

■関連【特定専門工事】令２６条�の３第１項➡４９９ 
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B

２	 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設
業者は、当該建設工事を施工するために締結し
た下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２
以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）
が第３条第１項第二号の政令で定める金額以上
になる場合においては、前項の規定にかかわら
ず、当該建設工事に関し第 15 条第二号イ、ロ
又はハに該当する者（当該建設工事に係る建設
業が指定建設業である場合にあっては、同号イ
に該当する者又は同号ハの規定により国土交通
大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有
するものと認定した者）で当該工事現場におけ
る建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる
もの（以下「監理技術者」という。）を置かな
ければならない。

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 

３	 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者
が利用する施設若しくは工作物に関する重要
な建設工事で＊１ 政令で定めるものについては、
前２項の規定により置かなければならない主任
技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専
任の者でなければならない。ただし、監理技術
者にあっては、発注者から直接当該建設工事を
請け負った特定建設業者が、当該監理技術者の
行うべき第 26 条の４第１項に規定する職務を
補佐する者として、当該建設工事に関し第 15
条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者
として＊２ 政令で定める者を当該工事現場に専
任で置くときは、この限りでない。

▪＊１ 政令【専任の主任技術者又は監理技術者を

必要とする建設工事】令２７条�➡５0４ 

▪＊２	政令【監理技術者の行うべき職務を補佐する者】令２８条�

➡５0５ 

４	 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現
場の数が、同一の特例監理技術者（同項ただ
し書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。
次項において同じ。）がその行うべき各工事現
場に係る第 26 条の４第１項に規定する職務を
行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずる
おそれがないものとして政令で定める数を超え
るときは、適用しない。

▪政令【同一の特例監理技術者を置くことのできる

工事現場の数】令２９条�➡５0５ 

５	 第３項の規定により専任の者でなければならな
い監理技術者（特例監理技術者を含む。）は、

第 27 条の 18 第１項の規定による監理技術者資
格者証の交付を受けている者であって、第 26
条の５から第 26 条の７までの規定により国土
交通大臣の登録を受けた講習を受講したものの
うちから、これを選任しなければならない。

６	 前項の規定により選任された監理技術者は、発
注者から請求があったときは、監理技術者資格
者証を提示しなければならない。

第 26 条の２　土木工事業又は建築工事業を営む者
は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する
場合において、土木一式工事又は建築一式工事
以外の建設工事（第３条第１項ただし書の政令
で定める軽微な建設工事を除く。）を施工する
ときは、当該建設工事に関し第７条第二号イ、
ロ又はハに該当する者で当該工事現場における
当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさど
るものを置いて自ら施工する場合のほか、当該
建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者
に当該建設工事を施工させなければならない。

▪政令【法３条１項ただし書の軽微な建設工事】

令１条�の２➡５0４ 

２	 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工
事に附帯する他の建設工事（第３条第１項ただ
し書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）
を施工する場合においては、当該建設工事に関
し第７条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当
該工事現場における当該建設工事の施工の技術
上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工す
る場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許
可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させ
なければならない。

▪政令【法３条１項ただし書の軽微な建設工事】

令１条�の２➡５0４ 

第 26 条の３　特定専門工事の元請負人及び下請負
人（建設業者である下請負人に限る。以下この
条において同じ。）は、その合意により、当該
元請負人が当該特定専門工事につき第 26 条第
１項の規定により置かなければならない主任技
術者が、その行うべき次条第１項に規定する職
務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る
建設工事につき第 26 条第１項の規定により置
かなければならないこととされる主任技術者の
行うべき次条第１項に規定する職務を行うこと
とすることができる。この場合において、当該
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下請負人は、第 26 条第１項の規定にかかわら
ず、その下請負に係る建設工事につき主任技術
者を置くことを要しない。

２	 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又
は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施
工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術
上の管理の効率化を図る必要があるものとして
＊１ 政令で定めるものであって、当該建設工事
の元請負人がこれを施工するために締結した下
請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上
あるときは、それらの請負代金の額の総額。以
下この項において同じ。）が＊２ 政令で定める金
額未満となるものをいう。ただし、元請負人が
発注者から直接請け負った建設工事であって、
当該元請負人がこれを施工するために締結した
下請契約の請負代金の額が第 26 条第２項に規
定する金額以上となるものを除く。

▪＊１ 政令【施行の技術上の管理の効率化を図る

必要があるもの】令３0条�１項➡５0５ 

▪＊２ 政令【下請契約の請負代金の額】令３0条�２項➡５0５ 

３	 第１項の合意は、書面により、当該特定専門工
事（前項に規定する特定専門工事をいう。第７
項において同じ。）の内容、当該元請負人が置
く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定
める事項を明らかにしてするものとする。

４	 第１項の元請負人及び下請負人は、前項の規定
による書面による合意に代えて、電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であって国土交通省令で定めるも
のにより第１項の合意をすることができる。こ
の場合において、当該元請負人及び下請負人は、
当該書面による合意をしたものとみなす。

５	 第１項の元請負人は、同項の合意をしようとす
るときは、あらかじめ、注文者の書面による承
諾を得なければならない。

６	 注文者は、前項の規定による書面による承諾に
代えて、政令で定めるところにより、同項の元
請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であって国土交通省令で定めるものにより、
同項の承諾をする旨の通知をすることができ
る。この場合において、当該注文者は、当該書
面による承諾をしたものとみなす。

７	 第１項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲
げる要件のいずれにも該当する者でなければな

らない。
一　当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に
関し１年以上指導監督的な実務の経験を有す
ること。

二　当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれ
ること。

８　第１項の元請負人が置く主任技術者について
は、第 26 条第３項の規定は、適用しない。

９　第１項の下請負人は、その下請負に係る建設工
事を他人に請け負わせてはならない。

【主任技術者及び監理技術者の職務等】
第 26 条の４　主任技術者及び監理技術者は、工事
現場における建設工事を適正に実施するため、
当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品
質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事
の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務
を誠実に行わなければならない。

２	 工事現場における建設工事の施工に従事する者
は、主任技術者又は監理技術者がその職務とし
て行う指導に従わなければならない。

【技術検定】
第 27 条　国土交通大臣は、施工技術の向上を図る
ため、建設業者の施工する建設工事に従事し又
はしようとする者について、政令の定めるとこ
ろにより、技術検定を行うことができる。

２	 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第
二次検定とする。

３	 第一次検定は、第１項に規定する者が施工技術
の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを
判定するために行う。

４	 第二次検定は、第１項に規定する者が施工技術
のうち第 26 条の４第１項に規定する技術上の
管理及び指導監督に係る知識及び能力を有する
かどうかを判定するために行う。

５	 国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に
合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。

６	 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を
滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再
交付を申請することができる。

７	 第一次検定又は第二次検定に合格した者は、そ
れぞれ政令で定める称号を称することができ
る。

【指示及び営業の停止】
第 28 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その
許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに
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下請負人は、第 26 条第１項の規定にかかわら
ず、その下請負に係る建設工事につき主任技術
者を置くことを要しない。

２	 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又
は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施
工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術
上の管理の効率化を図る必要があるものとして
＊１ 政令で定めるものであって、当該建設工事
の元請負人がこれを施工するために締結した下
請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上
あるときは、それらの請負代金の額の総額。以
下この項において同じ。）が＊２ 政令で定める金
額未満となるものをいう。ただし、元請負人が
発注者から直接請け負った建設工事であって、
当該元請負人がこれを施工するために締結した
下請契約の請負代金の額が第 26 条第２項に規
定する金額以上となるものを除く。

▪＊１ 政令【施行の技術上の管理の効率化を図る

必要があるもの】令３0条�１項➡５0５ 

▪＊２ 政令【下請契約の請負代金の額】令３0条�２項➡５0５ 

３	 第１項の合意は、書面により、当該特定専門工
事（前項に規定する特定専門工事をいう。第７
項において同じ。）の内容、当該元請負人が置
く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定
める事項を明らかにしてするものとする。

４	 第１項の元請負人及び下請負人は、前項の規定
による書面による合意に代えて、電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であって国土交通省令で定めるも
のにより第１項の合意をすることができる。こ
の場合において、当該元請負人及び下請負人は、
当該書面による合意をしたものとみなす。

５	 第１項の元請負人は、同項の合意をしようとす
るときは、あらかじめ、注文者の書面による承
諾を得なければならない。

６	 注文者は、前項の規定による書面による承諾に
代えて、政令で定めるところにより、同項の元
請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であって国土交通省令で定めるものにより、
同項の承諾をする旨の通知をすることができ
る。この場合において、当該注文者は、当該書
面による承諾をしたものとみなす。

７	 第１項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲
げる要件のいずれにも該当する者でなければな

らない。
一　当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に
関し１年以上指導監督的な実務の経験を有す
ること。

二　当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれ
ること。

８　第１項の元請負人が置く主任技術者について
は、第 26 条第３項の規定は、適用しない。

９　第１項の下請負人は、その下請負に係る建設工
事を他人に請け負わせてはならない。

【主任技術者及び監理技術者の職務等】
第 26 条の４　主任技術者及び監理技術者は、工事
現場における建設工事を適正に実施するため、
当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品
質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事
の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務
を誠実に行わなければならない。

２	 工事現場における建設工事の施工に従事する者
は、主任技術者又は監理技術者がその職務とし
て行う指導に従わなければならない。

【技術検定】
第 27 条　国土交通大臣は、施工技術の向上を図る
ため、建設業者の施工する建設工事に従事し又
はしようとする者について、政令の定めるとこ
ろにより、技術検定を行うことができる。

２	 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第
二次検定とする。

３	 第一次検定は、第１項に規定する者が施工技術
の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを
判定するために行う。

４	 第二次検定は、第１項に規定する者が施工技術
のうち第 26 条の４第１項に規定する技術上の
管理及び指導監督に係る知識及び能力を有する
かどうかを判定するために行う。

５	 国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に
合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。

６	 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を
滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再
交付を申請することができる。

７	 第一次検定又は第二次検定に合格した者は、そ
れぞれ政令で定める称号を称することができ
る。

【指示及び営業の停止】
第 28 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その
許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに
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B

該当する場合又はこの法律の規定（第 19 条の
３、第 19 条の４、第 24 条の３第１項、第 24
条の４、第 24 条の５並びに第 24 条の６第３項
及び第４項を除き、公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。
以下「入札契約適正化法」という。）第 15 条第
１項の規定により読み替えて適用される第 24
条の８第１項、第２項及び第４項を含む。第４
項において同じ。）、入札契約適正化法第 15 条
第２項若しくは第３項の規定若しくは特定住宅
瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平
成19年法律第66号。以下この条において「履行確保
法」という。）第３条第６項、第４条第１項、
第７条第２項、第８条第１項若しくは第２項若
しくは第 10 条第１項の規定に違反した場合に
おいては、当該建設業者に対して、必要な指示
をすることができる。特定建設業者が第 41 条
第２項又は第３項の規定による勧告に従わない
場合において必要があると認めるときも、同様
とする。
一　建設業者が建設工事を適切に施工しなかった
ために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害
を及ぼすおそれが大であるとき。

二　建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をし
たとき。

三　建設業者（建設業者が法人であるときは、当
該法人又はその役員等）又は政令で定める使
用人がその業務に関し他の法令（入札契約適
正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく
命令を除く。）に違反し、建設業者として不
適当であると認められるとき。

▪政令【使用人】令３条�➡５0４ 

四　建設業者が第 22 条第１項若しくは第２項又
は第 26 条の３第９項の規定に違反したとき。

五　第 26 条第１項又は第２項に規定する主任技
術者又は監理技術者が工事の施工の管理につ
いて著しく不適当であり、かつ、その変更が
公益上必要であると認められるとき。

六　建設業者が、第３条第１項の規定に違反して
同項の許可を受けないで建設業を営む者と下
請契約を締結したとき。

七　建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営
む者と下請代金の額が第３条第１項第二号の
政令で定める金額以上となる下請契約を締結
したとき。

▪政令【法３条１項二号の金額】令２条�➡５0４ 

八　建設業者が、情を知って、第３項の規定によ
り営業の停止を命ぜられている者又は第 29
条の４第１項の規定により営業を禁止されて
いる者と当該停止され、又は禁止されている
営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。

九　履行確保法第３条第１項、第５条又は第７条
第１項の規定に違反したとき。

２	 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工
事を施工している第３条第１項の許可を受けな
いで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該
当する場合においては、当該建設業を営む者に
対して、必要な指示をすることができる。

一　建設工事を適切に施工しなかったために公衆
に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすお
それが大であるとき。

二　請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたと
き。

３	 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を
受けた建設業者が第１項各号のいずれかに該当
するとき若しくは同項若しくは次項の規定によ
る指示に従わないとき又は建設業を営む者が前
項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項
の規定による指示に従わないときは、その者に
対し、１年以内の期間を定めて、その営業の全
部又は一部の停止を命ずることができる。

４	 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府
県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県
の区域内において営業を行うものが、当該都道
府県の区域内における営業に関し、第１項各号
のいずれかに該当する場合又はこの法律の規
定、入札契約適正化法第 15 条第２項若しくは
第３項の規定若しくは履行確保法第３条第６
項、第４条第１項、第７条第２項、第８条第１
項若しくは第２項若しくは第 10 条第１項の規
定に違反した場合においては、当該建設業者に
対して、必要な指示をすることができる。

５	 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府
県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県
の区域内において営業を行うものが、当該都道
府県の区域内における営業に関し、第１項各号
のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前
項の規定による指示に従わないときは、その者
に対し、１年以内の期間を定めて、当該営業の
全部又は一部の停止を命ずることができる。
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６	 都道府県知事は、前２項の規定による処分をし
たときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者
が国土交通大臣の許可を受けたものであるとき
は国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の
都道府県知事の許可を受けたものであるときは
当該他の都道府県知事に通知しなければならな
い。

７	 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項第一
号若しくは第三号に該当する建設業者又は第２
項第一号に該当する第３条第１項の許可を受け
ないで建設業を営む者に対して指示をする場合
において、特に必要があると認めるときは、注
文者に対しても、適当な措置をとるべきことを
勧告することができる。

【許可の取消し】
第 29 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その
許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、当該建設業者の許可を取り消
さなければならない。
一　一般建設業の許可を受けた建設業者にあって
は第７条第一号又は第二号、特定建設業者に
あっては同条第一号又は第 15 条第二号に掲
げる基準を満たさなくなった場合

二　第８条第一号又は第七号から第十四号まで
（第 17 条において準用する場合を含む。）の
いずれかに該当するに至った場合

三　第９条第１項各号（第 17 条において準用す
る場合を含む。）のいずれかに該当する場合
（第 17 条の２第１項から第３項まで又は第
17 条の３第４項の規定により他の建設業者
の地位を承継したことにより第９条第１項第
三号（第 17 条において準用する場合を含む。）
に該当する場合を除く。）において一般建設
業の許可又は特定建設業の許可を受けないと
き。

四　許可を受けてから１年以内に営業を開始せ
ず、又は引き続いて１年以上営業を休止した
場合

五　第 12 条各号（第 17 条において準用する場合
を含む。）のいずれかに該当するに至った場
合

六　死亡した場合において第 17 条の３第１項の
認可をしない旨の処分があったとき。

七　不正の手段により第３条第１項の許可（同条
第３項の許可の更新を含む。）又は第 17 条の

２第１項から第３項まで若しくは第 17 条の
３第１項の認可を受けた場合

八　前条第１項各号のいずれかに該当し情状特に
重い場合又は同条第３項若しくは第５項の規
定による営業の停止の処分に違反した場合

２	 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を
受けた建設業者が第３条の２第１項の規定によ
り付された条件に違反したときは、当該建設業
者の許可を取り消すことができる。

【中央建設業審議会の設置等】
第 34 条　この法律、公共工事の前払金保証事業に
関する法律及び入札契約適正化法によりその権
限に属させられた事項を処理するため、国土交
通省に、中央建設業審議会を設置する。

２	 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約
約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定
価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費
に関する基準並びに建設工事の工期に関する基
準を作成し、並びにその実施を勧告することが
できる。

【標識の掲示】
第 40 条　建設業者は、その店舗及び建設工事（発
注者から直接請け負ったものに限る。）の現場
ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省
令の定めるところにより、許可を受けた別表第
１の右欄の区分による建設業の名称、一般建設
業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定
める事項を記載した標識を掲げなければならな
い。

【表示の制限】
第 40 条の２　建設業を営む者は、当該建設業につ
いて、第３条第１項の許可を受けていないのに、
その許可を受けた建設業者であると明らかに誤
認されるおそれのある表示をしてはならない。

【帳簿の備付け等】
第 40 条の３　建設業者は、国土交通省令で定める
ところにより、その営業所ごとに、その営業に
関する事項で国土交通省令で定めるものを記載
した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業
に関する図書で国土交通省令で定めるものを保
存しなければならない。

第 29 条　●建設業法（抄）
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６	 都道府県知事は、前２項の規定による処分をし
たときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者
が国土交通大臣の許可を受けたものであるとき
は国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の
都道府県知事の許可を受けたものであるときは
当該他の都道府県知事に通知しなければならな
い。

７	 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項第一
号若しくは第三号に該当する建設業者又は第２
項第一号に該当する第３条第１項の許可を受け
ないで建設業を営む者に対して指示をする場合
において、特に必要があると認めるときは、注
文者に対しても、適当な措置をとるべきことを
勧告することができる。

【許可の取消し】
第 29 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、その
許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、当該建設業者の許可を取り消
さなければならない。

一　一般建設業の許可を受けた建設業者にあって
は第７条第一号又は第二号、特定建設業者に
あっては同条第一号又は第 15 条第二号に掲
げる基準を満たさなくなった場合

二　第８条第一号又は第七号から第十四号まで
（第 17 条において準用する場合を含む。）の
いずれかに該当するに至った場合

三　第９条第１項各号（第 17 条において準用す
る場合を含む。）のいずれかに該当する場合
（第 17 条の２第１項から第３項まで又は第
17 条の３第４項の規定により他の建設業者
の地位を承継したことにより第９条第１項第
三号（第 17 条において準用する場合を含む。）
に該当する場合を除く。）において一般建設
業の許可又は特定建設業の許可を受けないと
き。

四　許可を受けてから１年以内に営業を開始せ
ず、又は引き続いて１年以上営業を休止した
場合

五　第 12 条各号（第 17 条において準用する場合
を含む。）のいずれかに該当するに至った場
合

六　死亡した場合において第 17 条の３第１項の
認可をしない旨の処分があったとき。

七　不正の手段により第３条第１項の許可（同条
第３項の許可の更新を含む。）又は第 17 条の

２第１項から第３項まで若しくは第 17 条の
３第１項の認可を受けた場合

八　前条第１項各号のいずれかに該当し情状特に
重い場合又は同条第３項若しくは第５項の規
定による営業の停止の処分に違反した場合

２	 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を
受けた建設業者が第３条の２第１項の規定によ
り付された条件に違反したときは、当該建設業
者の許可を取り消すことができる。

【中央建設業審議会の設置等】
第 34 条　この法律、公共工事の前払金保証事業に
関する法律及び入札契約適正化法によりその権
限に属させられた事項を処理するため、国土交
通省に、中央建設業審議会を設置する。

２	 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約
約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定
価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費
に関する基準並びに建設工事の工期に関する基
準を作成し、並びにその実施を勧告することが
できる。

【標識の掲示】
第 40 条　建設業者は、その店舗及び建設工事（発
注者から直接請け負ったものに限る。）の現場
ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省
令の定めるところにより、許可を受けた別表第
１の右欄の区分による建設業の名称、一般建設
業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定
める事項を記載した標識を掲げなければならな
い。

【表示の制限】
第 40 条の２　建設業を営む者は、当該建設業につ
いて、第３条第１項の許可を受けていないのに、
その許可を受けた建設業者であると明らかに誤
認されるおそれのある表示をしてはならない。

【帳簿の備付け等】
第 40 条の３　建設業者は、国土交通省令で定める
ところにより、その営業所ごとに、その営業に
関する事項で国土交通省令で定めるものを記載
した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業
に関する図書で国土交通省令で定めるものを保
存しなければならない。
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B

別表第１
土木一式工事 土木工事業

建築一式工事 建築工事業

大工工事 大工工事業

左官工事 左官工事業

とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業

石工事 石工事業

屋根工事 屋根工事業

電気工事 電気工事業

管工事 管工事業

タイル・れんが
・ブロック工事

タイル・れんが
・ブロック工事業

鋼構造物工事 鋼構造物工事業

鉄筋工事 鉄筋工事業

舗装工事 舗装工事業

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業

板金工事 板金工事業

ガラス工事 ガラス工事業

塗装工事 塗装工事業

防水工事 防水工事業

内装仕上工事 内装仕上工事業

機械器具設置工事 機械器具設置工事業

熱絶縁工事 熱絶縁工事業

電気通信工事 電気通信工事業

造園工事 造園工事業

さく井工事 さく井工事業

建具工事 建具工事業

水道施設工事 水道施設工事業

消防施設工事 消防施設工事業

清掃施設工事 清掃施設工事業

解体工事 解体工事業

建設業法（抄）●　別表第 1
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建設業法施行令（抄）
昭和 31 年８月 29 日政令第 273 号

最終改正：令和４年 12 月 23 日政令第 393 号

【支店に準ずる営業所】
第１条　建設業法（以下「法」という。）第３条第
１項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常
時建設工事の請負契約を締結する事務所とす
る。

【法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事】
第１条の２　法第３条第１項ただし書の政令で定め
る軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額
が 500 万円（当該建設工事が建築一式工事であ
る場合にあっては、1,500 万円）に満たない工
事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150㎡に
満たない木造住宅を建設する工事とする。

２	 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者
が工事の完成を２以上の契約に分割して請け負
うときは、各契約の請負代金の額の合計額とす
る。ただし、正当な理由に基いて契約を分割し
たときは、この限りでない。

３	 注文者が材料を提供する場合においては、その
市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契
約の請負代金の額に加えたものを第１項の請負
代金の額とする。

【法第３条第１項第二号の金額】
第２条　法第３条第１項第二号の政令で定める金額
は、4,500 万円とする。ただし、同項の許可を
受けようとする建設業が建築工事業である場合
においては、7,000 万円とする。

【使用人】
第３条　法第６条第１項第四号（法第 17 条におい
て準用する場合を含む。）、法第７条第三号、法
第８条第四号、第十二号及び第十三号（これら
の規定を法第 17 条において準用する場合を含
む。）、法第 28 条第１項第三号並びに法第 29 条
の４の政令で定める使用人は、支配人及び支店
又は第１条に規定する営業所の代表者（支配人
である者を除く。）であるものとする。

【法第15条第二号ただし書の建設業】
第５条の２　法第 15 条第二号ただし書の政令で定
める建設業は、次に掲げるものとする。
一　土木工事業
二　建築工事業

三　電気工事業
四　管工事業
五　鋼構造物工事業
六　舗装工事業
七　造園工事業

【法第15条第二号ロの金額】
第５条の３　法第 15 条第二号ロの政令で定める金
額は、4,500 万円とする。

【法第15条第三号の金額】
第５条の４　法第 15 条第三号の政令で定める金額
は、8,000 万円とする。

【著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請
負契約の請負代金の額の下限】
第５条の８　法第 19 条の６第２項の政令で定める
金額は、500 万円とする。ただし、当該請負契
約に係る建設工事が建築一式工事である場合に
おいては、1,500 万円とする。

【一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用す
る施設又は工作物に関する重要な建設工事】
第６条の３　法第 22 条第３項の政令で定める重要
な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事と
する。

【法第24条の８第１項の金額】
第７条の４　法第 24 条の８第１項の政令で定める
金額は、4,500 万円とする。ただし、特定建設
業者が発注者から直接請け負った建設工事が建
築一式工事である場合においては、7,000 万円
とする。

【専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建
設工事】
第 27 条　法第 26 条第３項の政令で定める重要な
建設工事は、次の各号のいずれかに該当する
建設工事で工事１件の請負代金の額が 4,000 万
円（当該建設工事が建築一式工事である場合に
あっては、8,000 万円）以上のものとする。
一　国又は地方公共団体が注文者である施設又は
工作物に関する建設工事

二　第 15 条第一号及び第三号に掲げる施設又は
工作物に関する建設工事

三　次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ　石油パイプライン事業法（昭和47年法律第105号）
第５条第２項第二号に規定する事業用施設

ロ　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第
五号に規定する電気通信事業者（同法第９
条第一号に規定する電気通信回線設備を設

第 1条　●建設業法施行令（抄）
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建設業法施行令（抄）
昭和 31 年８月 29 日政令第 273 号

最終改正：令和４年 12 月 23 日政令第 393 号

【支店に準ずる営業所】
第１条　建設業法（以下「法」という。）第３条第
１項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常
時建設工事の請負契約を締結する事務所とす
る。

【法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事】
第１条の２　法第３条第１項ただし書の政令で定め
る軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額
が 500 万円（当該建設工事が建築一式工事であ
る場合にあっては、1,500 万円）に満たない工
事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150㎡に
満たない木造住宅を建設する工事とする。

２	 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者
が工事の完成を２以上の契約に分割して請け負
うときは、各契約の請負代金の額の合計額とす
る。ただし、正当な理由に基いて契約を分割し
たときは、この限りでない。

３	 注文者が材料を提供する場合においては、その
市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契
約の請負代金の額に加えたものを第１項の請負
代金の額とする。

【法第３条第１項第二号の金額】
第２条　法第３条第１項第二号の政令で定める金額
は、4,500 万円とする。ただし、同項の許可を
受けようとする建設業が建築工事業である場合
においては、7,000 万円とする。

【使用人】
第３条　法第６条第１項第四号（法第 17 条におい
て準用する場合を含む。）、法第７条第三号、法
第８条第四号、第十二号及び第十三号（これら
の規定を法第 17 条において準用する場合を含
む。）、法第 28 条第１項第三号並びに法第 29 条
の４の政令で定める使用人は、支配人及び支店
又は第１条に規定する営業所の代表者（支配人
である者を除く。）であるものとする。

【法第15条第二号ただし書の建設業】
第５条の２　法第 15 条第二号ただし書の政令で定
める建設業は、次に掲げるものとする。

一　土木工事業
二　建築工事業

三　電気工事業
四　管工事業
五　鋼構造物工事業
六　舗装工事業
七　造園工事業

【法第15条第二号ロの金額】
第５条の３　法第 15 条第二号ロの政令で定める金
額は、4,500 万円とする。

【法第15条第三号の金額】
第５条の４　法第 15 条第三号の政令で定める金額
は、8,000 万円とする。

【著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請
負契約の請負代金の額の下限】
第５条の８　法第 19 条の６第２項の政令で定める
金額は、500 万円とする。ただし、当該請負契
約に係る建設工事が建築一式工事である場合に
おいては、1,500 万円とする。

【一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用す
る施設又は工作物に関する重要な建設工事】
第６条の３　法第 22 条第３項の政令で定める重要
な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事と
する。

【法第24条の８第１項の金額】
第７条の４　法第 24 条の８第１項の政令で定める
金額は、4,500 万円とする。ただし、特定建設
業者が発注者から直接請け負った建設工事が建
築一式工事である場合においては、7,000 万円
とする。

【専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建
設工事】
第 27 条　法第 26 条第３項の政令で定める重要な
建設工事は、次の各号のいずれかに該当する
建設工事で工事１件の請負代金の額が 4,000 万
円（当該建設工事が建築一式工事である場合に
あっては、8,000 万円）以上のものとする。
一　国又は地方公共団体が注文者である施設又は
工作物に関する建設工事

二　第 15 条第一号及び第三号に掲げる施設又は
工作物に関する建設工事

三　次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ　石油パイプライン事業法（昭和47年法律第105号）
第５条第２項第二号に規定する事業用施設

ロ　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第
五号に規定する電気通信事業者（同法第９
条第一号に規定する電気通信回線設備を設
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置するものに限る。）が同条第四号に規定
する電気通信事業の用に供する施設

ハ　放送法（昭和25年法律第132号）第２条第二十三
号に規定する基幹放送事業者又は同条第
二十四号に規定する基幹放送局提供事業者
が同条第一号に規定する放送の用に供する
施設（鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔
その他これに類する施設に限る。）

ニ　学校
ホ　図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ　社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第１項
に規定する社会福祉事業の用に供する施設

ト　病院又は診療所
チ　火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ　熱供給事業法（昭和47年法律第88号）第２条第４

項に規定する熱供給施設
ヌ　集会場又は公会堂
ル　市場又は百貨店
ヲ　事務所
ワ　ホテル又は旅館
カ　共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ　公衆浴場
タ　興行場又はダンスホール
レ　神社、寺院又は教会
ソ　工場、ドック又は倉庫
ツ　展望塔

２	 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のあ
る２以上の建設工事を同一の建設業者が同一の
場所又は近接した場所において施工するものに
ついては、同一の専任の主任技術者がこれらの
建設工事を管理することができる。

【監理技術者の行うべき職務を補佐する者】
第 28 条　法第 26 条第３項ただし書の政令で定め
る者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
る。
一　法第７条第二号イ、ロ又はハに該当する者の
うち、法第 26 条の４第１項に規定する技術
上の管理及び指導監督であって監理技術者が
その職務として行うべきものに係る基礎的な
知識及び能力を有すると認められる者とし
て、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定
める要件に該当する者

二　国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の
能力を有するものと認定した者

【同一の特例監理技術者を置くことができる工事現
場の数】
第 29 条　法第 26 条第４項の政令で定める数は、
２とする。

【特定専門工事の対象となる建設工事】
第 30 条　法第 26 条の３第２項の政令で定めるも
のは、次に掲げるものとする。

一　大工工事又はとび・土工・コンクリート工事
のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の
組立てに関する工事

二　鉄筋工事
２	 法第 26 条の３第２項の政令で定める金額は、
4,000 万円とする。
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【目的】
第１条　この法律は、宅地建物取引業を営む者につ
いて免許制度を実施し、その事業に対し必要な
規制を行うことにより、その業務の適正な運営
と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとと
もに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の
流通の円滑化とを図ることを目的とする。

【用語の定義】
第２条　この法律において次の各号に掲げる用語の
意義は、それぞれ当該各号の定めるところによ
る。

一　宅地　　建物の敷地に供せられる土地をい
い、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１
項第一号の用途地域内のその他の土地で、道
路、公園、河川その他政令で定める公共の用
に供する施設の用に供せられているもの以外
のものを含むものとする。

二　宅地建物取引業　　宅地若しくは建物（建物
の一部を含む。以下同じ。）の売買若しくは
交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若し
くは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業
として行うものをいう。

三　宅地建物取引業者　　第３条第１項の免許を
受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

四　宅地建物取引士　　第 22 条の２第１項の宅
地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

【免許】
第３条　宅地建物取引業を営もうとする者は、２以
上の都道府県の区域内に事務所（本店、支店そ
の他の政令で定めるものをいう。以下同じ。）
を設置してその事業を営もうとする場合にあっ
ては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に
のみ事務所を設置してその事業を営もうとする
場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する
都道府県知事の免許を受けなければならない。

２	 前項の免許の有効期間は、５年とする。
３	 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引
業を営もうとする者は、免許の更新を受けなけ
ればならない。

４	 前項の免許の更新の申請があった場合におい
て、第２項の有効期間の満了の日までにその申
請について処分がなされないときは、従前の免
許は、同項の有効期間の満了後もその処分がな
されるまでの間は、なお効力を有する。
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【目的】
第１条　この法律は、宅地建物取引業を営む者につ
いて免許制度を実施し、その事業に対し必要な
規制を行うことにより、その業務の適正な運営
と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとと
もに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の
流通の円滑化とを図ることを目的とする。

【用語の定義】
第２条　この法律において次の各号に掲げる用語の
意義は、それぞれ当該各号の定めるところによ
る。

一　宅地　　建物の敷地に供せられる土地をい
い、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１
項第一号の用途地域内のその他の土地で、道
路、公園、河川その他政令で定める公共の用
に供する施設の用に供せられているもの以外
のものを含むものとする。

二　宅地建物取引業　　宅地若しくは建物（建物
の一部を含む。以下同じ。）の売買若しくは
交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若し
くは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業
として行うものをいう。

三　宅地建物取引業者　　第３条第１項の免許を
受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

四　宅地建物取引士　　第 22 条の２第１項の宅
地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

【免許】
第３条　宅地建物取引業を営もうとする者は、２以
上の都道府県の区域内に事務所（本店、支店そ
の他の政令で定めるものをいう。以下同じ。）
を設置してその事業を営もうとする場合にあっ
ては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に
のみ事務所を設置してその事業を営もうとする
場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する
都道府県知事の免許を受けなければならない。

２	 前項の免許の有効期間は、５年とする。
３	 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引
業を営もうとする者は、免許の更新を受けなけ
ればならない。

４	 前項の免許の更新の申請があった場合におい
て、第２項の有効期間の満了の日までにその申
請について処分がなされないときは、従前の免
許は、同項の有効期間の満了後もその処分がな
されるまでの間は、なお効力を有する。
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B

理由がある法人を除く。）の前号の公示の日
前 60 日以内に役員であった者で当該消滅又
は届出の日から５年を経過しないもの

五　禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日
から５年を経過しない者

六　この法律若しくは暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）の規
定（同法第 32 条の３第７項及び第 32 条の
11 第１項の規定を除く。第 18 条第１項第七
号及び第 52 条第七号ハにおいて同じ。）に違
反したことにより、又は刑法（明治40年法律第45号）
第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の２、
第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力
行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の
罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から５年を経過しない者

七　暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律第２条第六号に規定する暴力団員又は同
号に規定する暴力団員でなくなった日から５
年を経過しない者（以下「暴力団員等」とい
う。）

八　免許の申請前５年以内に宅地建物取引業に関
し不正又は著しく不当な行為をした者

九　宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為
をするおそれが明らかな者

十　心身の故障により宅地建物取引業を適正に営
むことができない者として国土交通省令で定
めるもの

一
十　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな
い未成年者でその法定代理人（法定代理人が
法人である場合においては、その役員を含
む。）が前各号のいずれかに該当するもの

二
十　法人でその役員又は政令で定める使用人のう
ちに第一号から第十号までのいずれかに該当
する者のあるもの

三
十　個人で政令で定める使用人のうちに第一号か
ら第十号までのいずれかに該当する者のある
もの

四
十　暴力団員等がその事業活動を支配する者
五
十　事務所について第 31 条の３に規定する要件
を欠く者

２	 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしな
い場合においては、その理由を附した書面を

宅地建物取引業法（抄）●　第 ５条

５	 前項の場合において、免許の更新がなされたと
きは、その免許の有効期間は、従前の免許の有
効期間の満了の日の翌日から起算するものとす
る。

６	 第１項の免許のうち国土交通大臣の免許を受け
ようとする者は、登録免許税法（昭和42年法律第35号）
の定めるところにより登録免許税を、第３項の
規定により国土交通大臣の免許の更新を受けよ
うとする者は、政令の定めるところにより手数
料を、それぞれ納めなければならない。

【免許の基準】
第５条　国土交通大臣又は都道府県知事は、第３条
第１項の免許を受けようとする者が次の各号の
いずれかに該当する場合又は免許申請書若しく
はその添付書類中に重要な事項について虚偽の
記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠け
ている場合においては、免許をしてはならない。
一　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二　第 66 条第１項第八号又は第九号に該当する
ことにより免許を取り消され、その取消しの
日から５年を経過しない者（当該免許を取り
消された者が法人である場合においては、当
該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の
日前 60 日以内に当該法人の役員（業務を執
行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかな
る名称を有する者であるかを問わず、法人に
対し業務を執行する社員、取締役、執行役又
はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有
するものと認められる者を含む。以下この条、
第 18 条第１項、第 65 条第２項及び第 66 条
第１項において同じ。）であった者で当該取
消しの日から５年を経過しないものを含む。）

三　第 66 条第１項第八号又は第九号に該当する
として免許の取消処分の聴聞の期日及び場所
が公示された日から当該処分をする日又は当
該処分をしないことを決定する日までの間に
第 11 条第１項第四号又は第五号の規定によ
る届出があった者（解散又は宅地建物取引業
の廃止について相当の理由がある者を除く。）
で当該届出の日から５年を経過しないもの

四　前号に規定する期間内に合併により消滅した
法人又は第 11 条第１項第四号若しくは第五
号の規定による届出があった法人（合併、解
散又は宅地建物取引業の廃止について相当の

線引きはありません
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務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専
門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な
宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠
実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅
地建物取引業に関連する業務に従事する者との
連携に努めなければならない。

【信用失墜行為の禁止】
第 15 条の２　宅地建物取引士は、宅地建物取引士
の信用又は品位を害するような行為をしてはな
らない。

【知識及び能力の維持向上】
第 15 条の３　宅地建物取引士は、宅地又は建物の
取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向
上に努めなければならない。

【営業保証金の供託等】
第 25 条　宅地建物取引業者は、営業保証金を主た
る事務所のもよりの供託所に供託しなければな
らない。

２〜８　（略）

【宅地建物取引業者の業務処理の原則】
第 31 条　宅地建物取引業者は、取引の関係者に対
し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわな
ければならない。

２	 宅地建物取引業者は、第 50 条の２第１項に規
定する取引一任代理等を行うに当たっては、投
機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければ
ならない。

【従業者の教育】
第 31 条の２　宅地建物取引業者は、その従業者に
対し、その業務を適正に実施させるため、必要
な教育を行うよう努めなければならない。

【宅地建物取引士の設置】
第 31 条の３　宅地建物取引業者は、その事務所そ
の他国土交通省令で定める場所（以下この条及
び第 50 条第１項において「事務所等」という。）
ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮し
て国土交通省令で定める数の成年者である専任
の宅地建物取引士を置かなければならない。

２　前項の場合において、宅地建物取引業者（法人
である場合においては、その役員（業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
者をいう。））が宅地建物取引士であるときは、
その者が自ら主として業務に従事する事務所等
については、その者は、その事務所等に置かれ

第 10 条　●宅地建物取引業法（抄）

もって、申請者にその旨を通知しなければなら
ない。

【宅地建物取引業者名簿等の閲覧】
第 10 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、国土
交通省令の定めるところにより、宅地建物取引
業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係
る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しな
ければならない。

【廃業等の届出】
第 11 条　宅地建物取引業者が次の各号のいずれか
に該当することとなった場合においては、当該
各号に掲げる者は、その日（第一号の場合にあっ
ては、その事実を知った日）から 30 日以内に、
その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都
道府県知事に届け出なければならない。
一　宅地建物取引業者が死亡した場合　　その相
続人

二　法人が合併により消滅した場合　　その法人
を代表する役員であった者

三　宅地建物取引業者について破産手続開始の決
定があった場合　　その破産管財人

四　法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理
由により解散した場合　　その清算人

五　宅地建物取引業を廃止した場合　　宅地建物
取引業者であった個人又は宅地建物取引業者
であった法人を代表する役員

２	 前項第三号から第五号までの規定により届出が
あったときは、第３条第１項の免許は、その効
力を失う。

【無免許事業等の禁止】
第 12 条　第３条第１項の免許を受けない者は、宅
地建物取引業を営んではならない。

２	 第３条第１項の免許を受けない者は、宅地建物
取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引
業を営む目的をもって、広告をしてはならない。

【名義貸しの禁止】
第 13 条　宅地建物取引業者は、自己の名義をもっ
て、他人に宅地建物取引業を営ませてはならな
い。

２	 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他
人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、
又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広
告をさせてはならない。

【宅地建物取引士の業務処理の原則】
第 15 条　宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業

線引きはありません
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務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専
門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な
宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠
実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅
地建物取引業に関連する業務に従事する者との
連携に努めなければならない。

【信用失墜行為の禁止】
第 15 条の２　宅地建物取引士は、宅地建物取引士
の信用又は品位を害するような行為をしてはな
らない。

【知識及び能力の維持向上】
第 15 条の３　宅地建物取引士は、宅地又は建物の
取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向
上に努めなければならない。

【営業保証金の供託等】
第 25 条　宅地建物取引業者は、営業保証金を主た
る事務所のもよりの供託所に供託しなければな
らない。

２〜８　（略）

【宅地建物取引業者の業務処理の原則】
第 31 条　宅地建物取引業者は、取引の関係者に対
し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわな
ければならない。

２	 宅地建物取引業者は、第 50 条の２第１項に規
定する取引一任代理等を行うに当たっては、投
機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければ
ならない。

【従業者の教育】
第 31 条の２　宅地建物取引業者は、その従業者に
対し、その業務を適正に実施させるため、必要
な教育を行うよう努めなければならない。

【宅地建物取引士の設置】
第 31 条の３　宅地建物取引業者は、その事務所そ
の他国土交通省令で定める場所（以下この条及
び第 50 条第１項において「事務所等」という。）
ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮し
て国土交通省令で定める数の成年者である専任
の宅地建物取引士を置かなければならない。

２　前項の場合において、宅地建物取引業者（法人
である場合においては、その役員（業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
者をいう。））が宅地建物取引士であるときは、
その者が自ら主として業務に従事する事務所等
については、その者は、その事務所等に置かれ

第 10 条　●宅地建物取引業法（抄）

もって、申請者にその旨を通知しなければなら
ない。

【宅地建物取引業者名簿等の閲覧】
第 10 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、国土
交通省令の定めるところにより、宅地建物取引
業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係
る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しな
ければならない。

【廃業等の届出】
第 11 条　宅地建物取引業者が次の各号のいずれか
に該当することとなった場合においては、当該
各号に掲げる者は、その日（第一号の場合にあっ
ては、その事実を知った日）から 30 日以内に、
その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都
道府県知事に届け出なければならない。

一　宅地建物取引業者が死亡した場合　　その相
続人

二　法人が合併により消滅した場合　　その法人
を代表する役員であった者

三　宅地建物取引業者について破産手続開始の決
定があった場合　　その破産管財人

四　法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理
由により解散した場合　　その清算人

五　宅地建物取引業を廃止した場合　　宅地建物
取引業者であった個人又は宅地建物取引業者
であった法人を代表する役員

２	 前項第三号から第五号までの規定により届出が
あったときは、第３条第１項の免許は、その効
力を失う。

【無免許事業等の禁止】
第 12 条　第３条第１項の免許を受けない者は、宅
地建物取引業を営んではならない。

２	 第３条第１項の免許を受けない者は、宅地建物
取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引
業を営む目的をもって、広告をしてはならない。

【名義貸しの禁止】
第 13 条　宅地建物取引業者は、自己の名義をもっ
て、他人に宅地建物取引業を営ませてはならな
い。

２	 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他
人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、
又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広
告をさせてはならない。

【宅地建物取引士の業務処理の原則】
第 15 条　宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業
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いて「媒介契約」という。）を締結したときは、
遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作
成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなけ
ればならない。

一　当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定
するために必要な表示又は当該建物の所在、
種類、構造その他当該建物を特定するために
必要な表示

二　当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその
評価額

三　当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅
地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介
又は代理を依頼することの許否及びこれを許
す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義
務の存否に関する事項

四　当該建物が既存の建物であるときは、依頼者
に対する建物状況調査（建物の構造耐力上主
要な部分又は雨水の浸入を防止する部分とし
て国土交通省令で定めるもの（第 37 条第１
項第二号の二において「建物の構造耐力上主
要な部分等」という。）の状況の調査であって、
経年変化その他の建物に生じる事象に関する
知識及び能力を有する者として国土交通省令
で定める者が実施するものをいう。第 35 条
第１項第六号の二イにおいて同じ。）を実施
する者のあっせんに関する事項

五　媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
六　当該宅地又は建物の第５項に規定する指定流
通機構への登録に関する事項

七　報酬に関する事項
八　その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

２	 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評
価額について意見を述べるときは、その根拠を
明らかにしなければならない。

３	 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又
は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる
媒介契約（以下「専任媒介契約」という。）の
有効期間は、３月を超えることができない。こ
れより長い期間を定めたときは、その期間は、
３月とする。

４	 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新
することができる。ただし、更新の時から３月
を超えることができない。

５	 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結した
ときは、契約の相手方を探索するため、国土交

る成年者である専任の宅地建物取引士とみな
す。

３　宅地建物取引業者は、第１項の規定に抵触する
事務所等を開設してはならず、既存の事務所等
が同項の規定に抵触するに至ったときは、２週
間以内に、同項の規定に適合させるため必要な
措置を執らなければならない。

【誇大広告等の禁止】
第 32 条　宅地建物取引業者は、その業務に関して
広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建
物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将
来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利
便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支
払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する
金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に
相違する表示をし、又は実際のものよりも著し
く優良であり、若しくは有利であると人を誤認
させるような表示をしてはならない。

【広告の開始時期の制限】
第 33 条　宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建
物の建築に関する工事の完了前においては、当
該工事に関し必要とされる都市計画法第 29 条
第１項又は第２項の許可、建築基準法（昭和25年
法律第201号）第６条第１項の確認その他法令に基
づく許可等の処分で政令で定めるものがあった
後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の
売買その他の業務に関する広告をしてはならな
い。

■関連【契約締結等の時期の制限】法３６条�➡５１３ 

【取引態様の明示】
第 34 条　宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売
買、交換又は貸借に関する広告をするときは、
自己が契約の当事者となって当該売買若しくは
交換を成立させるか、代理人として当該売買、
交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介し
て当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか
の別（次項において「取引態様の別」という。）
を明示しなければならない。

２	 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交
換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞
なく、その注文をした者に対し、取引態様の別
を明らかにしなければならない。

【媒介契約】
第 34 条の２　宅地建物取引業者は、宅地又は建物
の売買又は交換の媒介の契約（以下この条にお

宅地建物取引業法（抄）●　第 32 条
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の場合において、当該宅地建物取引業者は、当
該書面を引き渡したものとみなす。

【重要事項の説明等】
第 35 条　宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物
の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代
理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒
介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者
（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）
に対して、その者が取得し、又は借りようとし
ている宅地又は建物に関し、その売買、交換又
は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物
取引士をして、少なくとも次に掲げる事項につ
いて、これらの事項を記載した書面（第五号に
おいて図面を必要とするときは、図面）を交付
して説明をさせなければならない。

■関連６項➡５１２ 

一　当該宅地又は建物の上に存する登記された権
利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記
簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人
にあっては、その名称）

二　都市計画法、建築基準法その他の法令に基づ
く制限で契約内容の別（当該契約の目的物が
宅地であるか又は建物であるかの別及び当該
契約が売買若しくは交換の契約であるか又は
貸借の契約であるかの別をいう。以下この条
において同じ。）に応じて政令で定めるもの
に関する事項の概要

三　当該契約が建物の貸借の契約以外のものであ
るときは、私道に関する負担に関する事項

四　飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のた
めの施設の整備の状況（これらの施設が整備
されていない場合においては、その整備の見
通し及びその整備についての特別の負担に関
する事項）

五　当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関
する工事の完了前のものであるときは、その
完了時における形状、構造その他国土交通省
令・内閣府令で定める事項

六　当該建物が建物の区分所有等に関する法律
（昭和37年法律第69号）第２条第１項に規定する区
分所有権の目的であるものであるときは、当
該建物を所有するための一棟の建物の敷地に
関する権利の種類及び内容、同条第４項に規
定する共用部分に関する規約の定めその他の
一棟の建物又はその敷地（一団地内に数棟の

通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の
目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、
形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定
める事項を、国土交通省令で定めるところによ
り、国土交通大臣が指定する者（以下「指定流
通機構」という。）に登録しなければならない。

６	 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者
は、第 50 条の６に規定する登録を証する書面
を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならな
い。

７	 前項の宅地建物取引業者は、第５項の規定によ
る登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契
約が成立したときは、国土交通省令で定めると
ころにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係
る指定流通機構に通知しなければならない。

８	 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該
媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又
は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、そ
の旨を依頼者に報告しなければならない。

９	 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、
前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該
専任媒介契約に係る業務の処理状況を２週間に
１回以上（依頼者が当該宅地建物取引業者が探
索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を
締結することができない旨の特約を含む専任媒
介契約にあっては、１週に１回以上）報告しな
ければならない。

10	 第３項から第６項まで及び前２項の規定に反す
る特約は、無効とする。

11	 宅地建物取引業者は、第１項の書面の交付に代
えて、政令で定めるところにより、依頼者の承
諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的
方法（電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下
同じ。）であって同項の規定による記名押印に
代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で
定めるものにより提供することができる。この
場合において、当該宅地建物取引業者は、当該
書面に記名押印し、これを交付したものとみな
す。

12	 宅地建物取引業者は、第６項の規定による書面
の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、
依頼者の承諾を得て、当該書面において証され
るべき事項を電磁的方法であって国土交通省令
で定めるものにより提供することができる。こ

第 3５ 条　●宅地建物取引業法（抄）
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の場合において、当該宅地建物取引業者は、当
該書面を引き渡したものとみなす。

【重要事項の説明等】
第 35 条　宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物
の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代
理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒
介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者
（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）
に対して、その者が取得し、又は借りようとし
ている宅地又は建物に関し、その売買、交換又
は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物
取引士をして、少なくとも次に掲げる事項につ
いて、これらの事項を記載した書面（第五号に
おいて図面を必要とするときは、図面）を交付
して説明をさせなければならない。

■関連６項➡５１２ 

一　当該宅地又は建物の上に存する登記された権
利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記
簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人
にあっては、その名称）

二　都市計画法、建築基準法その他の法令に基づ
く制限で契約内容の別（当該契約の目的物が
宅地であるか又は建物であるかの別及び当該
契約が売買若しくは交換の契約であるか又は
貸借の契約であるかの別をいう。以下この条
において同じ。）に応じて政令で定めるもの
に関する事項の概要

三　当該契約が建物の貸借の契約以外のものであ
るときは、私道に関する負担に関する事項

四　飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のた
めの施設の整備の状況（これらの施設が整備
されていない場合においては、その整備の見
通し及びその整備についての特別の負担に関
する事項）

五　当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関
する工事の完了前のものであるときは、その
完了時における形状、構造その他国土交通省
令・内閣府令で定める事項

六　当該建物が建物の区分所有等に関する法律
（昭和37年法律第69号）第２条第１項に規定する区
分所有権の目的であるものであるときは、当
該建物を所有するための一棟の建物の敷地に
関する権利の種類及び内容、同条第４項に規
定する共用部分に関する規約の定めその他の
一棟の建物又はその敷地（一団地内に数棟の

通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の
目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、
形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定
める事項を、国土交通省令で定めるところによ
り、国土交通大臣が指定する者（以下「指定流
通機構」という。）に登録しなければならない。

６	 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者
は、第 50 条の６に規定する登録を証する書面
を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならな
い。

７	 前項の宅地建物取引業者は、第５項の規定によ
る登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契
約が成立したときは、国土交通省令で定めると
ころにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係
る指定流通機構に通知しなければならない。

８	 媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該
媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又
は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、そ
の旨を依頼者に報告しなければならない。

９	 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、
前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該
専任媒介契約に係る業務の処理状況を２週間に
１回以上（依頼者が当該宅地建物取引業者が探
索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を
締結することができない旨の特約を含む専任媒
介契約にあっては、１週に１回以上）報告しな
ければならない。

10	 第３項から第６項まで及び前２項の規定に反す
る特約は、無効とする。

11	 宅地建物取引業者は、第１項の書面の交付に代
えて、政令で定めるところにより、依頼者の承
諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的
方法（電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下
同じ。）であって同項の規定による記名押印に
代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で
定めるものにより提供することができる。この
場合において、当該宅地建物取引業者は、当該
書面に記名押印し、これを交付したものとみな
す。

12	 宅地建物取引業者は、第６項の規定による書面
の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、
依頼者の承諾を得て、当該書面において証され
るべき事項を電磁的方法であって国土交通省令
で定めるものにより提供することができる。こ

第 3５ 条　●宅地建物取引業法（抄）

511宅建業法

A

C

D

E

F

G

H

I

K

J

L M N O P Q R

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

B

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、そ
れぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事
項

イ　事業を営む場合以外の場合において宅地又
は建物を買い、又は借りようとする個人で
ある宅地建物取引業者の相手方等の利益の
保護に資する事項を定める場合　　国土交
通省令・内閣府令

ロ　イに規定する事項以外の事項を定める場合
　　国土交通省令

２	 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販
売（代金の全部又は一部について、目的物の引
渡し後１年以上の期間にわたり、かつ、２回以
上に分割して受領することを条件として販売す
ることをいう。以下同じ。）の相手方に対して、
その者が取得しようとする宅地又は建物に関
し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、
宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項
のほか、次に掲げる事項について、これらの事
項を記載した書面を交付して説明をさせなけれ
ばならない。

一　現金販売価格（宅地又は建物の引渡しまでに
その代金の全額を受領する場合の価格をい
う。）

二　割賦販売価格（割賦販売の方法により販売す
る場合の価格をいう。）

三　宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額
及び賦払金（割賦販売の契約に基づく各回ご
との代金の支払分で目的物の引渡し後のもの
をいう。第 42 条第１項において同じ。）の額
並びにその支払の時期及び方法

３	 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託
（当該宅地建物取引業者を委託者とするものに
限る。）の受益権の売主となる場合における売
買の相手方に対して、その者が取得しようとし
ている信託の受益権に係る信託財産である宅地
又は建物に関し、その売買の契約が成立するま
での間に、宅地建物取引士をして、少なくとも
次に掲げる事項について、これらの事項を記載
した書面（第五号において図面を必要とすると
きは、図面）を交付して説明をさせなければな
らない。ただし、その売買の相手方の利益の保
護のため支障を生ずることがない場合として国
土交通省令で定める場合は、この限りでない。

一　当該信託財産である宅地又は建物の上に存す

宅地建物取引業法（抄）●　第 3５ 条

建物があって、その団地内の土地又はこれに
関する権利がそれらの建物の所有者の共有に
属する場合には、その土地を含む。）に関す
る権利及びこれらの管理又は使用に関する事
項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内
閣府令で定めるもの

六の二　当該建物が既存の建物であるときは、次
に掲げる事項
イ　建物状況調査（実施後国土交通省令で定め
る期間を経過していないものに限る。）を
実施しているかどうか、及びこれを実施し
ている場合におけるその結果の概要

ロ　設計図書、点検記録その他の建物の建築及
び維持保全の状況に関する書類で国土交通
省令で定めるものの保存の状況

七　代金、交換差金及び借賃以外に授受される金
銭の額及び当該金銭の授受の目的

八　契約の解除に関する事項
九　損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
十　第 41 条第１項に規定する手付金等を受領し
ようとする場合における同条又は第 41 条の
２の規定による措置の概要

一
十　支払金又は預り金（宅地建物取引業者の相手
方等からその取引の対象となる宅地又は建物
に関し受領する代金、交換差金、借賃その他
の金銭（第 41 条第１項又は第 41 条の２第１
項の規定により保全の措置が講ぜられている
手付金等を除く。）であって国土交通省令・
内閣府令で定めるものをいう。第 64 条の３
第２項第一号において同じ。）を受領しよう
とする場合において、同号の規定による保証
の措置その他国土交通省令・内閣府令で定め
る保全措置を講ずるかどうか、及びその措置
を講ずる場合におけるその措置の概要

二
十　代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっ
せんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸
借が成立しないときの措置

三
十　当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契
約の内容に適合しない場合におけるその不適
合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契
約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣
府令で定めるものを講ずるかどうか、及びそ
の措置を講ずる場合におけるその措置の概要

四
十　その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の
保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、
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第 3５ 条　●宅地建物取引業法（抄）

る登記された権利の種類及び内容並びに登記
名義人又は登記簿の表題部に記録された所有
者の氏名（法人にあっては、その名称）

二　当該信託財産である宅地又は建物に係る都市
計画法、建築基準法その他の法令に基づく制
限で政令で定めるものに関する事項の概要

三　当該信託財産である宅地又は建物に係る私道
に関する負担に関する事項

四　当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用
水、電気及びガスの供給並びに排水のための
施設の整備の状況（これらの施設が整備され
ていない場合においては、その整備の見通し
及びその整備についての特別の負担に関する
事項）

五　当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造
成又は建築に関する工事の完了前のものであ
るときは、その完了時における形状、構造そ
の他国土交通省令で定める事項

六　当該信託財産である建物が建物の区分所有等
に関する法律第２条第１項に規定する区分所
有権の目的であるものであるときは、当該建
物を所有するための一棟の建物の敷地に関す
る権利の種類及び内容、同条第４項に規定す
る共用部分に関する規約の定めその他の一棟
の建物又はその敷地（一団地内に数棟の建物
があって、その団地内の土地又はこれに関す
る権利がそれらの建物の所有者の共有に属す
る場合には、その土地を含む。）に関する権
利及びこれらの管理又は使用に関する事項で
国土交通省令で定めるもの

七　その他当該信託の受益権の売買の相手方の利
益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で
定める事項

４	 宅地建物取引士は、前３項の説明をするときは、
説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示
しなければならない。

５	 第１項から第３項までの書面の交付に当たって
は、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなけ
ればならない。

６	 次の表の第１欄に掲げる者が宅地建物取引業者
である場合においては、同表の第２欄に掲げる
規定の適用については、これらの規定中同表の
第３欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第４欄
に掲げる字句とし、前２項の規定は、適用しな
い。

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

宅地建物
取引業者
の相手方
等

第１項	 宅地建物取引士を
して、少なくとも
次に掲げる事項に
ついて、これらの
事項

少なくとも次に掲
げる事項

交付して説明をさ
せなければ

交付しなければ

第２項に
規定する
宅地又は
建物の割
賦販売の
相手方

第２項 宅地建物取引士を
して、前項各号に
掲げる事項のほ
か、次に掲げる事
項について、これ
らの事項

前項各号に掲げる
事項のほか、次に
掲げる事項

交付して説明をさ
せなければ

交付しなければ

７	 宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替
えて適用する第１項又は第２項の規定により交
付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引
士をして、当該書面に記名させなければならな
い。

８	 宅地建物取引業者は、第１項から第３項までの
規定による書面の交付に代えて、政令で定める
ところにより、第１項に規定する宅地建物取引
業者の相手方等、第２項に規定する宅地若しく
は建物の割賦販売の相手方又は第３項に規定す
る売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士
に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法で
あって第５項の規定による措置に代わる措置を
講ずるものとして国土交通省令で定めるものに
より提供させることができる。この場合におい
て、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取
引士に当該書面を交付させたものとみなし、同
項の規定は、適用しない。

９	 宅地建物取引業者は、第６項の規定により読み
替えて適用する第１項又は第２項の規定による
書面の交付に代えて、政令で定めるところによ
り、第６項の規定により読み替えて適用する第
１項に規定する宅地建物取引業者の相手方等で
ある宅地建物取引業者又は第６項の規定により
読み替えて適用する第２項に規定する宅地若し
くは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取
引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事
項を電磁的方法であって第７項の規定による措
置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省
令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、
当該書面を交付したものとみなし、同項の規定
は、適用しない。
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第 3５ 条　●宅地建物取引業法（抄）

る登記された権利の種類及び内容並びに登記
名義人又は登記簿の表題部に記録された所有
者の氏名（法人にあっては、その名称）

二　当該信託財産である宅地又は建物に係る都市
計画法、建築基準法その他の法令に基づく制
限で政令で定めるものに関する事項の概要

三　当該信託財産である宅地又は建物に係る私道
に関する負担に関する事項

四　当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用
水、電気及びガスの供給並びに排水のための
施設の整備の状況（これらの施設が整備され
ていない場合においては、その整備の見通し
及びその整備についての特別の負担に関する
事項）

五　当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造
成又は建築に関する工事の完了前のものであ
るときは、その完了時における形状、構造そ
の他国土交通省令で定める事項

六　当該信託財産である建物が建物の区分所有等
に関する法律第２条第１項に規定する区分所
有権の目的であるものであるときは、当該建
物を所有するための一棟の建物の敷地に関す
る権利の種類及び内容、同条第４項に規定す
る共用部分に関する規約の定めその他の一棟
の建物又はその敷地（一団地内に数棟の建物
があって、その団地内の土地又はこれに関す
る権利がそれらの建物の所有者の共有に属す
る場合には、その土地を含む。）に関する権
利及びこれらの管理又は使用に関する事項で
国土交通省令で定めるもの

七　その他当該信託の受益権の売買の相手方の利
益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で
定める事項

４	 宅地建物取引士は、前３項の説明をするときは、
説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示
しなければならない。

５	 第１項から第３項までの書面の交付に当たって
は、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなけ
ればならない。

６	 次の表の第１欄に掲げる者が宅地建物取引業者
である場合においては、同表の第２欄に掲げる
規定の適用については、これらの規定中同表の
第３欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第４欄
に掲げる字句とし、前２項の規定は、適用しな
い。

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

宅地建物
取引業者
の相手方
等

第１項	 宅地建物取引士を
して、少なくとも
次に掲げる事項に
ついて、これらの
事項

少なくとも次に掲
げる事項

交付して説明をさ
せなければ

交付しなければ

第２項に
規定する
宅地又は
建物の割
賦販売の
相手方

第２項 宅地建物取引士を
して、前項各号に
掲げる事項のほ
か、次に掲げる事
項について、これ
らの事項

前項各号に掲げる
事項のほか、次に
掲げる事項

交付して説明をさ
せなければ

交付しなければ

７	 宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替
えて適用する第１項又は第２項の規定により交
付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引
士をして、当該書面に記名させなければならな
い。

８	 宅地建物取引業者は、第１項から第３項までの
規定による書面の交付に代えて、政令で定める
ところにより、第１項に規定する宅地建物取引
業者の相手方等、第２項に規定する宅地若しく
は建物の割賦販売の相手方又は第３項に規定す
る売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士
に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法で
あって第５項の規定による措置に代わる措置を
講ずるものとして国土交通省令で定めるものに
より提供させることができる。この場合におい
て、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取
引士に当該書面を交付させたものとみなし、同
項の規定は、適用しない。

９	 宅地建物取引業者は、第６項の規定により読み
替えて適用する第１項又は第２項の規定による
書面の交付に代えて、政令で定めるところによ
り、第６項の規定により読み替えて適用する第
１項に規定する宅地建物取引業者の相手方等で
ある宅地建物取引業者又は第６項の規定により
読み替えて適用する第２項に規定する宅地若し
くは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取
引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事
項を電磁的方法であって第７項の規定による措
置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省
令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、
当該書面を交付したものとみなし、同項の規定
は、適用しない。
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【供託所等に関する説明】
第 35 条の２　宅地建物取引業者は、宅地建物取引
業者の相手方等（宅地建物取引業者に該当する
者を除く。）に対して、当該売買、交換又は貸
借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物
取引業者が第 64 条の２第１項の規定により指
定を受けた一般社団法人の社員でないときは第
一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引
業者が同項の規定により指定を受けた一般社団
法人の社員であるときは、第 64 条の８第１項
の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務
開始日前においては第一号及び第二号に掲げる
事項について、当該弁済業務開始日以後におい
ては第二号に掲げる事項について説明をするよ
うにしなければならない。
一　営業保証金を供託した主たる事務所の最寄り
の供託所及びその所在地

二　社員である旨、当該一般社団法人の名称、住
所及び事務所の所在地並びに第 64 条の７第
２項の供託所及びその所在地

【契約締結等の時期の制限】
第 36 条　宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建
物の建築に関する工事の完了前においては、当
該工事に関し必要とされる都市計画法第 29 条
第１項又は第２項の許可、建築基準法第６条第
１項の確認その他法令に基づく許可等の処分で
政令で定めるものがあった後でなければ、当該
工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者と
して、若しくは当事者を代理してその売買若し
くは交換の契約を締結し、又はその売買若しく
は交換の媒介をしてはならない。

■関連【広告の開始時期の制限】法３３条�➡５0９ 

【書面の交付】
第 37 条　宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売
買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締
結したときはその相手方に、当事者を代理して
契約を締結したときはその相手方及び代理を依
頼した者に、その媒介により契約が成立したと
きは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲
げる事項を記載した書面を交付しなければなら
ない。
一　当事者の氏名（法人にあっては、その名称）
及び住所

二　当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定
するために必要な表示又は当該建物の所在、

種類、構造その他当該建物を特定するために
必要な表示

二の二　当該建物が既存の建物であるときは、建
物の構造耐力上主要な部分等の状況について
当事者の双方が確認した事項

三　代金又は交換差金の額並びにその支払の時期
及び方法

四　宅地又は建物の引渡しの時期
五　移転登記の申請の時期
六　代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する
定めがあるときは、その額並びに当該金銭の
授受の時期及び目的

七　契約の解除に関する定めがあるときは、その
内容

八　損害賠償額の予定又は違約金に関する定めが
あるときは、その内容

九　代金又は交換差金についての金銭の貸借の
あっせんに関する定めがある場合において
は、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立し
ないときの措置

十　天災その他不可抗力による損害の負担に関す
る定めがあるときは、その内容

一
十　当該宅地若しくは建物物が種類若しくは品質
に関して契約の内容に適合しない場合におけ
るその不適合を担保すべき責任又は当該責任
の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結
その他の措置についての定めがあるときは、
その内容

二
十　当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の
負担に関する定めがあるときは、その内容

２	 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関
し、当事者を代理して契約を締結したときはそ
の相手方及び代理を依頼した者に、その媒介に
より契約が成立したときは当該契約の各当事者
に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しな
ければならない。

一　前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八
号及び第十号に掲げる事項

二　借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三　借賃以外の金銭の授受に関する定めがあると
きは、その額並びに当該金銭の授受の時期及
び目的

３	 宅地建物取引業者は、前２項の規定により交付
すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士
をして、当該書面に記名させなければならない。

宅地建物取引業法（抄）●　第 3５ 条の 2
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第 ４0 条　●宅地建物取引業法（抄）

４	 宅地建物取引業者は、第１項の規定による書面
の交付に代えて、政令で定めるところにより、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法であって前項の規定による措
置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省
令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、
当該書面を交付したものとみなし、同項の規定
は、適用しない。
一　自ら当事者として契約を締結した場合　　当
該契約の相手方

二　当事者を代理して契約を締結した場合　　当
該契約の相手方及び代理を依頼した者

三　その媒介により契約が成立した場合　　当該
契約の各当事者

５	 宅地建物取引業者は、第２項の規定による書面
の交付に代えて、政令で定めるところにより、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法であって第３項の規定による
措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通
省令で定めるものにより提供することができ
る。この場合において、当該宅地建物取引業者
は、当該書面を交付したものとみなし、同項の
規定は、適用しない。
一　当事者を代理して契約を締結した場合　　当
該契約の相手方及び代理を依頼した者

二　その媒介により契約が成立した場合　　当該
契約の各当事者

【担保責任についての特約の制限】
第 40 条　宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅
地又は建物の売買契約において、その目的物が
種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
場合におけるその不適合を担保すべき責任に関
し、民法（明治29年法律第89号）第 566 条に規定する
期間についてその目的物の引渡しの日から２年
以上となる特約をする場合を除き、同条に規定
するものより買主に不利となる特約をしてはな
らない。

２	 前項の規定に反する特約は、無効とする。
【手付金等の保全】
第 41 条　宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建
築に関する工事の完了前において行う当該工事
に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるも

のに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措
置を講じた後でなければ、買主から手付金等（代
金の全部又は一部として授受される金銭及び手
付金その他の名義をもって授受される金銭で代
金に充当されるものであって、契約の締結の日
以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われる
ものをいう。以下同じ。）を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主へ
の所有権移転の登記がされたとき、買主が所有
権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業
者が受領しようとする手付金等の額（既に受領
した手付金等があるときは、その額を加えた額）
が代金の額の　	以下であり、かつ、宅地建物
取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の
利益の保護を考慮して政令で定める額以下であ
るときは、この限りでない。

一　銀行その他政令で定める金融機関又は国土交
通大臣が指定する者（以下この条において「銀
行等」という。）との間において、宅地建物
取引業者が受領した手付金等の返還債務を負
うこととなった場合において当該銀行等がそ
の債務を連帯して保証することを委託する契
約（以下「保証委託契約」という。）を締結し、
かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行
等が手付金等の返還債務を連帯して保証する
ことを約する書面を買主に交付すること。

二　保険事業者（保険業法（平成７年法律第105号）第３
条第１項又は第 185 条第１項の免許を受けて
保険業を行う者をいう。以下この号において
同じ。）との間において、宅地建物取引業者
が受領した手付金等の返還債務の不履行によ
り買主に生じた損害のうち少なくとも当該返
還債務の不履行に係る手付金等の額に相当す
る部分を当該保険事業者がうめることを約す
る保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又
はこれに代わるべき書面を買主に交付するこ
と。

２〜５　（略）

【標識の掲示等】
第 50 条　宅地建物取引業者は、事務所等及び事務
所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行
う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交
通省令で定める標識を掲げなければならない。

２	 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めると

5
100

線引きはありません
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第 ４0 条　●宅地建物取引業法（抄）

４	 宅地建物取引業者は、第１項の規定による書面
の交付に代えて、政令で定めるところにより、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法であって前項の規定による措
置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省
令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該宅地建物取引業者は、
当該書面を交付したものとみなし、同項の規定
は、適用しない。

一　自ら当事者として契約を締結した場合　　当
該契約の相手方

二　当事者を代理して契約を締結した場合　　当
該契約の相手方及び代理を依頼した者

三　その媒介により契約が成立した場合　　当該
契約の各当事者

５	 宅地建物取引業者は、第２項の規定による書面
の交付に代えて、政令で定めるところにより、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法であって第３項の規定による
措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通
省令で定めるものにより提供することができ
る。この場合において、当該宅地建物取引業者
は、当該書面を交付したものとみなし、同項の
規定は、適用しない。

一　当事者を代理して契約を締結した場合　　当
該契約の相手方及び代理を依頼した者

二　その媒介により契約が成立した場合　　当該
契約の各当事者

【担保責任についての特約の制限】
第 40 条　宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅
地又は建物の売買契約において、その目的物が
種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
場合におけるその不適合を担保すべき責任に関
し、民法（明治29年法律第89号）第 566 条に規定する
期間についてその目的物の引渡しの日から２年
以上となる特約をする場合を除き、同条に規定
するものより買主に不利となる特約をしてはな
らない。

２	 前項の規定に反する特約は、無効とする。
【手付金等の保全】
第 41 条　宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建
築に関する工事の完了前において行う当該工事
に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるも

のに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措
置を講じた後でなければ、買主から手付金等（代
金の全部又は一部として授受される金銭及び手
付金その他の名義をもって授受される金銭で代
金に充当されるものであって、契約の締結の日
以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われる
ものをいう。以下同じ。）を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主へ
の所有権移転の登記がされたとき、買主が所有
権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業
者が受領しようとする手付金等の額（既に受領
した手付金等があるときは、その額を加えた額）
が代金の額の　	以下であり、かつ、宅地建物
取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の
利益の保護を考慮して政令で定める額以下であ
るときは、この限りでない。

一　銀行その他政令で定める金融機関又は国土交
通大臣が指定する者（以下この条において「銀
行等」という。）との間において、宅地建物
取引業者が受領した手付金等の返還債務を負
うこととなった場合において当該銀行等がそ
の債務を連帯して保証することを委託する契
約（以下「保証委託契約」という。）を締結し、
かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行
等が手付金等の返還債務を連帯して保証する
ことを約する書面を買主に交付すること。

二　保険事業者（保険業法（平成７年法律第105号）第３
条第１項又は第 185 条第１項の免許を受けて
保険業を行う者をいう。以下この号において
同じ。）との間において、宅地建物取引業者
が受領した手付金等の返還債務の不履行によ
り買主に生じた損害のうち少なくとも当該返
還債務の不履行に係る手付金等の額に相当す
る部分を当該保険事業者がうめることを約す
る保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又
はこれに代わるべき書面を買主に交付するこ
と。

２〜５　（略）

【標識の掲示等】
第 50 条　宅地建物取引業者は、事務所等及び事務
所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行
う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交
通省令で定める標識を掲げなければならない。

２	 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めると
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ころにより、あらかじめ、第 31 条の３第１項
の国土交通省令で定める場所について所在地、
業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物
取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は
都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府
県知事に届け出なければならない。

宅地建物取引業法（抄）●　第 ５0 条
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消防法（抄）
昭和 23 年７月 24 日法律第 186 号

最終改正：令和３年５月 19 日法律第 36 号

【法律の目的】
第１条　この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮
圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保
護するとともに、火災又は地震等の災害による
被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬
送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社
会公共の福祉の増進に資することを目的とす
る。

【用語】
第２条　この法律の用語は次の例による。
２	 防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しく
はふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作
物若しくはこれらに属する物をいう。

３	 消防対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しく
はふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作
物又は物件をいう。

４	 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有
者、管理者又は占有者をいう。

５	 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象
物のある場所をいう。

６	 舟車とは、船舶安全法第２条第１項の規定を適
用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の
舟及び車両をいう。

７	 危険物とは、別表第１の品名欄に掲げる物品で、
同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる
性状を有するものをいう。

▪別表第１➡５３２ 

８	 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若し
くは消防団員の一隊又は消防組織法（昭和22年法律
第226号）第 30 条第３項の規定による都道府県の
航空消防隊をいう。

９	 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは
屋外若しくは公衆の出入する場所において生じ
た事故（以下この項において「災害による事故
等」という。）又は政令で定める場合における
災害による事故等に準ずる事故その他の事由で
政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機
関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるも
のを、救急隊によって、医療機関（厚生労働省
令で定める医療機関をいう。第７章の２におい

て同じ。）その他の場所に搬送すること（傷病
者が医師の管理下に置かれるまでの間におい
て、緊急やむを得ないものとして、応急の手当
を行うことを含む。）をいう。

【防火対象物に対する改修措置等の命令】
第５条　消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、
構造、設備又は管理の状況について、火災の予
防に危険であると認める場合、消火、避難その
他の消防の活動に支障になると認める場合、火
災が発生したならば人命に危険であると認める
場合その他火災の予防上必要があると認める場
合には、権原を有する関係者（特に緊急の必要
があると認める場合においては、関係者及び工
事の請負人又は現場管理者）に対し、当該防火
対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中
止その他の必要な措置をなすべきことを命ずる
ことができる。ただし、建築物その他の工作物
で、それが他の法令により建築、増築、改築又
は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変
更していないものについては、この限りでない。

２	 第３条第４項の規定は、前項の規定により必要
な措置を命じた場合について準用する。

３	 消防長又は消防署長は、第１項の規定による命
令をした場合においては、標識の設置その他総
務省令で定める方法により、その旨を公示しな
ければならない。

４	 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る
防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設
置することができる。この場合においては、同
項の規定による命令に係る防火対象物又は当該
防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占
有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げては
ならない。

【防火対象物に対する使用禁止命令等】
第５条の２　消防長又は消防署長は、防火対象物の
位置、構造、設備又は管理の状況について次の
いずれかに該当する場合には、権原を有する関
係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停
止又は制限を命ずることができる。

一　前条第１項、次条第１項、第８条第３項若し
くは第４項、第８条の２第５項若しくは第６
項、第８条の２の５第３項又は第 17 条の４
第１項若しくは第２項の規定により必要な措
置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が
履行されず、履行されても十分でなく、又は
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その措置の履行について期限が付されている
場合にあっては履行されても当該期限までに
完了する見込みがないため、引き続き、火災
の予防に危険であると認める場合、消火、避
難その他の消防の活動に支障になると認める
場合又は火災が発生したならば人命に危険で
あると認める場合

二　前条第１項、次条第１項、第８条第３項若し
くは第４項、第８条の２第５項若しくは第６
項、第８条の２の５第３項又は第 17 条の４
第１項若しくは第２項の規定による命令に
よっては、火災の予防の危険、消火、避難そ
の他の消防の活動の支障又は火災が発生した
場合における人命の危険を除去することがで
きないと認める場合

２	 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規定に
よる命令について準用する。

【防火対象物に対する火災予防措置の命令】
第５条の３　消防長、消防署長その他の消防吏員は、
防火対象物において火災の予防に危険であると
認める行為者又は火災の予防に危険であると認
める物件若しくは消火、避難その他の消防の活
動に支障になると認める物件の所有者、管理者
若しくは占有者で権原を有する者（特に緊急の
必要があると認める場合においては、当該物件
の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火
対象物の関係者。次項において同じ。）に対して、
第３条第１項各号に掲げる必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる。

２	 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であ
ると認める物件又は消火、避難その他の消防の
活動に支障になると認める物件の所有者、管理
者又は占有者で権原を有するものを確知するこ
とができないため、これらの者に対し、前項の
規定による必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができないときは、それらの者の負担にお
いて、当該消防職員に、当該物件について第３
条第１項第三号又は第四号に掲げる措置をとら
せることができる。この場合においては、相当
の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びそ
の期限までにその措置を行わないときは、当該
消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ
公告しなければならない。ただし、緊急の必要
があると認めるときはこの限りでない。

３	 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置

をとった場合において、物件を除去させたとき
は、当該物件を保管しなければならない。

４	 災害対策基本法第 64 条第３項から第６項まで
の規定は、前項の規定により消防長又は消防署
長が物件を保管した場合について準用する。こ
の場合において、これらの規定中「市町村長」
とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作
物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」と
あるのは「属する」と読み替えるものとする。

５	 第３条第４項の規定は第１項の規定により必要
な措置を命じた場合について、第５条第３項及
び第４項の規定は第１項の規定による命令につ
いて、それぞれ準用する。

【消防長等の同意】
第７条　建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、
模様替、用途の変更若しくは使用について許可、
認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若
しくはその委任を受けた者又は建築基準法（昭和
25年法律第201号）第６条の２第１項（同法第 87 条
第１項において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。）の規定による確認を行う指
定確認検査機関（同法第 77 条の 21 第１項に規
定する指定確認検査機関をいう。以下この条に
おいて同じ。）は、当該許可、認可若しくは確
認又は同法第６条の２第１項の規定による確認
に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄す
る消防長又は消防署長の同意を得なければ、当
該許可、認可若しくは確認又は同項の規定によ
る確認をすることができない。ただし、確認（同
項の規定による確認を含む。）に係る建築物が
都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第五
号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域
内における住宅（長屋、共同住宅その他政令で
定める住宅を除く。）である場合又は建築主事
が建築基準法第 87 条の４において準用する同
法第６条第１項の規定による確認をする場合に
おいては、この限りでない。

▪政令【消防長等の同意を要する住宅】令１条�➡５３４ 

■関連【許可又は確認に関する消防長等の同意等】
建築基準法９３条�➡１0３ 

２	 消防長又は消防署長は、前項の規定によって同
意を求められた場合において、当該建築物の計
画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の
規定（建築基準法第６条第４項又は第６条の２
第１項（同法第 87 条第１項の規定によりこれ
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その措置の履行について期限が付されている
場合にあっては履行されても当該期限までに
完了する見込みがないため、引き続き、火災
の予防に危険であると認める場合、消火、避
難その他の消防の活動に支障になると認める
場合又は火災が発生したならば人命に危険で
あると認める場合

二　前条第１項、次条第１項、第８条第３項若し
くは第４項、第８条の２第５項若しくは第６
項、第８条の２の５第３項又は第 17 条の４
第１項若しくは第２項の規定による命令に
よっては、火災の予防の危険、消火、避難そ
の他の消防の活動の支障又は火災が発生した
場合における人命の危険を除去することがで
きないと認める場合

２	 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規定に
よる命令について準用する。

【防火対象物に対する火災予防措置の命令】
第５条の３　消防長、消防署長その他の消防吏員は、
防火対象物において火災の予防に危険であると
認める行為者又は火災の予防に危険であると認
める物件若しくは消火、避難その他の消防の活
動に支障になると認める物件の所有者、管理者
若しくは占有者で権原を有する者（特に緊急の
必要があると認める場合においては、当該物件
の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火
対象物の関係者。次項において同じ。）に対して、
第３条第１項各号に掲げる必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる。

２	 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であ
ると認める物件又は消火、避難その他の消防の
活動に支障になると認める物件の所有者、管理
者又は占有者で権原を有するものを確知するこ
とができないため、これらの者に対し、前項の
規定による必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができないときは、それらの者の負担にお
いて、当該消防職員に、当該物件について第３
条第１項第三号又は第四号に掲げる措置をとら
せることができる。この場合においては、相当
の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びそ
の期限までにその措置を行わないときは、当該
消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ
公告しなければならない。ただし、緊急の必要
があると認めるときはこの限りでない。

３	 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置

をとった場合において、物件を除去させたとき
は、当該物件を保管しなければならない。

４	 災害対策基本法第 64 条第３項から第６項まで
の規定は、前項の規定により消防長又は消防署
長が物件を保管した場合について準用する。こ
の場合において、これらの規定中「市町村長」
とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作
物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」と
あるのは「属する」と読み替えるものとする。

５	 第３条第４項の規定は第１項の規定により必要
な措置を命じた場合について、第５条第３項及
び第４項の規定は第１項の規定による命令につ
いて、それぞれ準用する。

【消防長等の同意】
第７条　建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、
模様替、用途の変更若しくは使用について許可、
認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若
しくはその委任を受けた者又は建築基準法（昭和
25年法律第201号）第６条の２第１項（同法第 87 条
第１項において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。）の規定による確認を行う指
定確認検査機関（同法第 77 条の 21 第１項に規
定する指定確認検査機関をいう。以下この条に
おいて同じ。）は、当該許可、認可若しくは確
認又は同法第６条の２第１項の規定による確認
に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄す
る消防長又は消防署長の同意を得なければ、当
該許可、認可若しくは確認又は同項の規定によ
る確認をすることができない。ただし、確認（同
項の規定による確認を含む。）に係る建築物が
都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第五
号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域
内における住宅（長屋、共同住宅その他政令で
定める住宅を除く。）である場合又は建築主事
が建築基準法第 87 条の４において準用する同
法第６条第１項の規定による確認をする場合に
おいては、この限りでない。

▪政令【消防長等の同意を要する住宅】令１条�➡５３４ 

■関連【許可又は確認に関する消防長等の同意等】
建築基準法９３条�➡１0３ 

２	 消防長又は消防署長は、前項の規定によって同
意を求められた場合において、当該建築物の計
画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の
規定（建築基準法第６条第４項又は第６条の２
第１項（同法第 87 条第１項の規定によりこれ
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らの規定を準用する場合を含む。）の規定によ
り建築主事又は指定確認検査機関が同法第６条
の４第１項第一号若しくは第二号に掲げる建築
物の建築、大規模の修繕（同法第２条第十四号
の大規模の修繕をいう。）、大規模の模様替（同
法第２条第十五号の大規模の模様替をいう。）
若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建
築物の建築について確認する場合において同意
を求められたときは、同項の規定により読み替
えて適用される同法第６条第１項の政令で定め
る建築基準法令の規定を除く。）で建築物の防
火に関するものに違反しないものであるとき
は、同法第６条第１項第四号に係る場合にあっ
ては、同意を求められた日から３日以内に、そ
の他の場合にあっては、同意を求められた日か
ら７日以内に同意を与えて、その旨を当該行政
庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検
査機関に通知しなければならない。この場合に
おいて、消防長又は消防署長は、同意すること
ができない事由があると認めるときは、これら
の期限内に、その事由を当該行政庁若しくはそ
の委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知
しなければならない。

３	 建築基準法第 68 条の 20 第１項（同法第 68 条
の 22 第２項において準用する場合を含む。）の
規定は、消防長又は消防署長が第１項の規定に
よって同意を求められた場合に行う審査につい
て準用する。

【防火管理者】
第８条　学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨
店（これに準ずるものとして＊１ 政令で定める
大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用
途防火対象物（防火対象物で＊２ 政令で定める
２以上の用途に供されるものをいう。以下同
じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又は
居住する防火対象物で＊３ 政令で定めるものの
管理について権原を有する者は、＊４ 政令で定
める資格を有する者のうちから防火管理者を定
め、政令で定めるところにより、当該防火対象
物について消防計画の作成、当該消防計画に基
づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の
用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要
な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱い
に関する監督、避難又は防火上必要な構造及び
設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防

火管理上必要な業務を行わせなければならな
い。

▪＊１ 政令【防火管理者を定めなければならない

防火対象物等】令１条�の２第１項➡５３４ 

▪＊２ 同条�２項➡５３４ 

▪＊３ 同条�３項➡５３４ 

▪＊４ 政令【防火管理者の資格】令３条�➡５３４ 

２	 前項の権原を有する者は、同項の規定により防
火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所
轄消防長又は消防署長に届け出なければならな
い。これを解任したときも、同様とする。

３	 消防長又は消防署長は、第１項の防火管理者が
定められていないと認める場合には、同項の権
原を有する者に対し、同項の規定により防火管
理者を定めるべきことを命ずることができる。

４	 消防長又は消防署長は、第１項の規定により同
項の防火対象物について同項の防火管理者の行
うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は
同項の消防計画に従って行われていないと認め
る場合には、同項の権原を有する者に対し、当
該業務が当該法令の規定又は消防計画に従って
行われるように必要な措置を講ずべきことを命
ずることができる。

５	 第５条第３項及び第４項の規定は、前２項の規
定による命令について準用する。

【統括防火管理者】
第８条の２　高層建築物（高さ 31 ｍを超える建築
物をいう。第８条の３第１項において同じ。）
その他政令で定める防火対象物で、その管理に
ついて権原が分かれているもの又は地下街（地
下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他
これらに類する施設で、連続して地下道に面し
て設けられたものと当該地下道とを合わせたも
のをいう。以下同じ。）でその管理について権
原が分かれているもののうち消防長若しくは消
防署長が指定するものの管理について権原を有
する者は、政令で定める資格を有する者のうち
からこれらの防火対象物の全体について防火管
理上必要な業務を統括する防火管理者（以下こ
の条において「統括防火管理者」という。）を
協議して定め、政令で定めるところにより、当
該防火対象物の全体についての消防計画の作
成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難
の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、
避難口その他の避難上必要な施設の管理その他
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当該防火対象物の全体についての防火管理上必
要な業務を行わせなければならない。

▪政令【統括防火管理者を定めなければならない防火対象物】

令３条�の３➡５３５ 

２	 統括防火管理者は、前項の規定により同項の防
火対象物の全体についての防火管理上必要な業
務を行う場合において必要があると認めるとき
は、同項の権原を有する者が前条第１項の規定
によりその権原に属する当該防火対象物の部分
ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業
務の実施のために必要な措置を講ずることを指
示することができる。

３	 前条第１項の規定により前項に規定する防火管
理者が作成する消防計画は、第１項の規定によ
り統括防火管理者が作成する防火対象物の全体
についての消防計画に適合するものでなければ
ならない。

４	 第１項の権原を有する者は、同項の規定により
統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、そ
の旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なけれ
ばならない。これを解任したときも、同様とす
る。

５	 消防長又は消防署長は、第１項の防火対象物に
ついて統括防火管理者が定められていないと認
める場合には、同項の権原を有する者に対し、
同項の規定により統括防火管理者を定めるべき
ことを命ずることができる。

６	 消防長又は消防署長は、第１項の規定により同
項の防火対象物の全体について統括防火管理者
の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定
又は同項の消防計画に従って行われていないと
認める場合には、同項の権原を有する者に対し、
当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画
に従って行われるように必要な措置を講ずべき
ことを命ずることができる。

７	 第５条第３項及び第４項の規定は、前２項の規
定による命令について準用する。

【防火対象物の定期点検・報告】
第８条の２の２　第８条第１項の防火対象物のうち
火災の予防上必要があるものとして政令で定め
るものの管理について権原を有する者は、総務
省令で定めるところにより、定期に、防火対象
物における火災の予防に関する専門的知識を有
する者で総務省令で定める資格を有するもの
（次項、次条第１項及び第 36 条第４項において

「防火対象物点検資格者」という。）に、当該防
火対象物における防火管理上必要な業務、消防
の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必
要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必
要な事項（次項、次条第１項及び第 36 条第４
項において「点検対象事項」という。）がこの
法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項
に関し総務省令で定める基準（次項、次条第１
項及び第 36 条第４項において「点検基準」と
いう。）に適合しているかどうかを点検させ、
その結果を消防長又は消防署長に報告しなけれ
ばならない。ただし、第 17 条の３の３の規定
による点検及び報告の対象となる事項について
は、この限りでない。

▪政令【火災の予防上必要な事項等について点検を要する

防火対象物】令４条�の２の２➡５３６ 

２	 前項の規定による点検（その管理について権原
が分かれている防火対象物にあっては、当該防
火対象物全体（次条第１項の規定による認定を
受けた部分を除く。）についての前項の規定に
よる点検）の結果、防火対象物点検資格者によ
り点検対象事項が点検基準に適合していると認
められた防火対象物には、総務省令で定めると
ころにより、点検を行った日その他総務省令で
定める事項を記載した表示を付することができ
る。

３	 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を
除くほか同項の表示を付してはならず、又は同
項の表示と紛らわしい表示を付してはならな
い。

４	 消防長又は消防署長は、防火対象物で第２項の
規定によらないで同項の表示が付されているも
の又は同項の表示と紛らわしい表示が付されて
いるものについて、当該防火対象物の関係者で
権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又
はこれに消印を付するべきことを命ずることが
できる。

５	 第１項の規定は、次条第１項の認定を受けた防
火対象物については、適用しない。

【点検・報告の特例】
第８条の２の３　消防長又は消防署長は、前条第１
項の防火対象物であって次の要件を満たしてい
るものを、当該防火対象物の管理について権原
を有する者の申請により、同項の規定の適用に
つき特例を設けるべき防火対象物として認定す
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当該防火対象物の全体についての防火管理上必
要な業務を行わせなければならない。

▪政令【統括防火管理者を定めなければならない防火対象物】

令３条�の３➡５３５ 

２	 統括防火管理者は、前項の規定により同項の防
火対象物の全体についての防火管理上必要な業
務を行う場合において必要があると認めるとき
は、同項の権原を有する者が前条第１項の規定
によりその権原に属する当該防火対象物の部分
ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業
務の実施のために必要な措置を講ずることを指
示することができる。

３	 前条第１項の規定により前項に規定する防火管
理者が作成する消防計画は、第１項の規定によ
り統括防火管理者が作成する防火対象物の全体
についての消防計画に適合するものでなければ
ならない。

４	 第１項の権原を有する者は、同項の規定により
統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、そ
の旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なけれ
ばならない。これを解任したときも、同様とす
る。

５	 消防長又は消防署長は、第１項の防火対象物に
ついて統括防火管理者が定められていないと認
める場合には、同項の権原を有する者に対し、
同項の規定により統括防火管理者を定めるべき
ことを命ずることができる。

６	 消防長又は消防署長は、第１項の規定により同
項の防火対象物の全体について統括防火管理者
の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定
又は同項の消防計画に従って行われていないと
認める場合には、同項の権原を有する者に対し、
当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画
に従って行われるように必要な措置を講ずべき
ことを命ずることができる。

７	 第５条第３項及び第４項の規定は、前２項の規
定による命令について準用する。

【防火対象物の定期点検・報告】
第８条の２の２　第８条第１項の防火対象物のうち
火災の予防上必要があるものとして政令で定め
るものの管理について権原を有する者は、総務
省令で定めるところにより、定期に、防火対象
物における火災の予防に関する専門的知識を有
する者で総務省令で定める資格を有するもの
（次項、次条第１項及び第 36 条第４項において

「防火対象物点検資格者」という。）に、当該防
火対象物における防火管理上必要な業務、消防
の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必
要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必
要な事項（次項、次条第１項及び第 36 条第４
項において「点検対象事項」という。）がこの
法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項
に関し総務省令で定める基準（次項、次条第１
項及び第 36 条第４項において「点検基準」と
いう。）に適合しているかどうかを点検させ、
その結果を消防長又は消防署長に報告しなけれ
ばならない。ただし、第 17 条の３の３の規定
による点検及び報告の対象となる事項について
は、この限りでない。

▪政令【火災の予防上必要な事項等について点検を要する

防火対象物】令４条�の２の２➡５３６ 

２	 前項の規定による点検（その管理について権原
が分かれている防火対象物にあっては、当該防
火対象物全体（次条第１項の規定による認定を
受けた部分を除く。）についての前項の規定に
よる点検）の結果、防火対象物点検資格者によ
り点検対象事項が点検基準に適合していると認
められた防火対象物には、総務省令で定めると
ころにより、点検を行った日その他総務省令で
定める事項を記載した表示を付することができ
る。

３	 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を
除くほか同項の表示を付してはならず、又は同
項の表示と紛らわしい表示を付してはならな
い。

４	 消防長又は消防署長は、防火対象物で第２項の
規定によらないで同項の表示が付されているも
の又は同項の表示と紛らわしい表示が付されて
いるものについて、当該防火対象物の関係者で
権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又
はこれに消印を付するべきことを命ずることが
できる。

５	 第１項の規定は、次条第１項の認定を受けた防
火対象物については、適用しない。

【点検・報告の特例】
第８条の２の３　消防長又は消防署長は、前条第１
項の防火対象物であって次の要件を満たしてい
るものを、当該防火対象物の管理について権原
を有する者の申請により、同項の規定の適用に
つき特例を設けるべき防火対象物として認定す
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ることができる。
一　申請者が当該防火対象物の管理を開始した時
から３年が経過していること。

二　当該防火対象物について、次のいずれにも該
当しないこと。
イ　過去３年以内において第５条第１項、第５
条の２第１項、第５条の３第１項、第８条
第３項若しくは第４項、第８条の２の５第
３項又は第 17 条の４第１項若しくは第２
項の規定による命令（当該防火対象物の位
置、構造、設備又は管理の状況がこの法律
若しくはこの法律に基づく命令又はその他
の法令に違反している場合に限る。）がさ
れたことがあり、又はされるべき事由が現
にあること。

ロ　過去３年以内において第６項の規定による
取消しを受けたことがあり、又は受けるべ
き事由が現にあること。

ハ　過去３年以内において前条第１項の規定に
かかわらず同項の規定による点検若しくは
報告がされなかったことがあり、又は同項
の報告について虚偽の報告がされたことが
あること。

ニ　過去３年以内において前条第１項の規定に
よる点検の結果、防火対象物点検資格者に
より点検対象事項が点検基準に適合してい
ないと認められたことがあること。

三　前号に定めるもののほか、当該防火対象物に
ついて、この法律又はこの法律に基づく命令
の遵守の状況が優良なものとして総務省令で
定める基準に適合するものであると認められ
ること。

２	 申請者は、総務省令で定めるところにより、申
請書に前項の規定による認定を受けようとする
防火対象物の所在地その他総務省令で定める事
項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署
長に申請し、検査を受けなければならない。

３	 消防長又は消防署長は、第１項の規定による認
定をしたとき、又は認定をしないことを決定し
たときは、総務省令で定めるところにより、そ
の旨を申請者に通知しなければならない。

４	 第１項の規定による認定を受けた防火対象物に
ついて、次のいずれかに該当することとなった
ときは、当該認定は、その効力を失う。
一　当該認定を受けてから３年が経過したとき

（当該認定を受けてから３年が経過する前に
当該防火対象物について第２項の規定による
申請がされている場合にあっては、前項の規
定による通知があったとき。）。

二　当該防火対象物の管理について権原を有する
者に変更があったとき。

５	 第１項の規定による認定を受けた防火対象物に
ついて、当該防火対象物の管理について権原を
有する者に変更があったときは、当該変更前の
権原を有する者は、総務省令で定めるところに
より、その旨を消防長又は消防署長に届け出な
ければならない。

６	 消防長又は消防署長は、第１項の規定による認
定を受けた防火対象物について、次のいずれか
に該当するときは、当該認定を取り消さなけれ
ばならない。

一　偽りその他不正な手段により当該認定を受け
たことが判明したとき。

二　第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の
３第１項、第８条第３項若しくは第４項、第
８条の２の５第３項又は第 17 条の４第１項
若しくは第２項の規定による命令（当該防火
対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が
この法律若しくはこの法律に基づく命令又は
その他の法令に違反している場合に限る。）
がされたとき。

三　第１項第三号に該当しなくなったとき。
７	 第１項の規定による認定を受けた防火対象物
（当該防火対象物の管理について権原が分かれ
ているものにあっては、当該防火対象物全体が
同項の規定による認定を受けたものに限る。）
には、総務省令で定めるところにより、同項の
規定による認定を受けた日その他総務省令で定
める事項を記載した表示を付することができ
る。

８	 前条第３項及び第４項の規定は、前項の表示に
ついて準用する。

【防火対象物の避難施設の管理】
第８条の２の４　学校、病院、工場、事業場、興行
場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途
防火対象物その他の防火対象物で政令で定める
ものの管理について権原を有する者は、当該防
火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上
必要な施設について避難の支障になる物件が放
置され、又はみだりに存置されないように管理
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し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障にな
る物件が放置され、又はみだりに存置されない
ように管理しなければならない。

▪政令【避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物】

令４条�の２の３➡５３７ 

【自衛消防組織】
第８条の２の５　第８条第１項の防火対象物のうち
多数の者が出入するものであり、かつ、大規模
なものとして政令で定めるものの管理について
権原を有する者は、政令で定めるところにより、
当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければ
ならない。

▪政令【自衛消防組織の設置を要する防火対象物】

令４条�の２の４➡５３７ 

２	 前項の権原を有する者は、同項の規定により自
衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防
組織の要員の現況その他総務省令で定める事項
を所轄消防長又は消防署長に届け出なければな
らない。当該事項を変更したときも、同様とす
る。

３	 消防長又は消防署長は、第１項の自衛消防組織
が置かれていないと認める場合には、同項の権
原を有する者に対し、同項の規定により自衛消
防組織を置くべきことを命ずることができる。

４	 第５条第３項及び第４項の規定は、前項の規定
による命令について準用する。

【防炎対象物品の防炎性能】
第８条の３　高層建築物若しくは地下街又は劇場、
キャバレー、旅館、病院その他の＊１ 政令で定
める防火対象物において使用する防炎対象物
品（どん帳、カーテン、展示用合板その他これ
らに類する物品で＊２ 政令で定めるものをいう。
以下この条において同じ。）は、＊３ 政令で定め
る基準以上の防炎性能を有するものでなければ
ならない。

▪＊１ 政令【防炎防火対象物の指定等】

令４条�の３第１項、２項➡５３７ 

▪＊２ 政令【防炎対象物品】同条�３項➡５３７ 

▪＊３ 政令【防炎性能の基準】同条�４項➡５３７ 

２	 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を
有するもの（第４項において「防炎物品」とい
う。）には、総務省令で定めるところにより、
前項の防炎性能を有するものである旨の表示を
付することができる。

３	 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の

規定により表示を付する場合及び産業標準化法
（昭和24年法律第185号）その他政令で定める法律の規
定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能
に関する表示で総務省令で定めるもの（次項及
び第５項において「指定表示」という。）を付
する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛
らわしい表示を付してはならない。

４	 防炎対象物品又はその材料は、第２項の表示又
は指定表示が付されているものでなければ、防
炎物品として販売し、又は販売のために陳列し
てはならない。

５	 第１項の防火対象物の関係者は、当該防火対象
物において使用する防炎対象物品について、当
該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎
性能を与えるための処理をさせ、又は第２項の
表示若しくは指定表示が付されている生地その
他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を
作製させたときは、総務省令で定めるところに
より、その旨を明らかにしておかなければなら
ない。

【火の使用等に関する条例への委任】
第９条　かまど、風呂場その他火を使用する設備又
はその使用に際し、火災の発生のおそれのある
設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつそ
の他火を使用する器具又はその使用に際し、火
災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火
の使用に関し火災の予防のために必要な事項
は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれ
を定める。

【住宅用防災機器】
第９条の２　住宅の用途に供される防火対象物（そ
の一部が住宅の用途以外の用途に供される防火
対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供
される部分を除く。以下この条において「住宅」
という。）の関係者は、次項の規定による住宅
用防災機器（住宅における火災の予防に資する
機械器具又は設備であって政令で定めるものを
いう。以下この条において同じ。）の設置及び
維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を
設置し、及び維持しなければならない。

▪政令【住宅用防災機器】令５条�の６➡５３８ 

２	 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準そ
の他住宅における火災の予防のために必要な事
項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定
める。
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し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障にな
る物件が放置され、又はみだりに存置されない
ように管理しなければならない。

▪政令【避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物】

令４条�の２の３➡５３７ 

【自衛消防組織】
第８条の２の５　第８条第１項の防火対象物のうち
多数の者が出入するものであり、かつ、大規模
なものとして政令で定めるものの管理について
権原を有する者は、政令で定めるところにより、
当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければ
ならない。

▪政令【自衛消防組織の設置を要する防火対象物】

令４条�の２の４➡５３７ 

２	 前項の権原を有する者は、同項の規定により自
衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防
組織の要員の現況その他総務省令で定める事項
を所轄消防長又は消防署長に届け出なければな
らない。当該事項を変更したときも、同様とす
る。

３	 消防長又は消防署長は、第１項の自衛消防組織
が置かれていないと認める場合には、同項の権
原を有する者に対し、同項の規定により自衛消
防組織を置くべきことを命ずることができる。

４	 第５条第３項及び第４項の規定は、前項の規定
による命令について準用する。

【防炎対象物品の防炎性能】
第８条の３　高層建築物若しくは地下街又は劇場、
キャバレー、旅館、病院その他の＊１ 政令で定
める防火対象物において使用する防炎対象物
品（どん帳、カーテン、展示用合板その他これ
らに類する物品で＊２ 政令で定めるものをいう。
以下この条において同じ。）は、＊３ 政令で定め
る基準以上の防炎性能を有するものでなければ
ならない。

▪＊１ 政令【防炎防火対象物の指定等】

令４条�の３第１項、２項➡５３７ 

▪＊２ 政令【防炎対象物品】同条�３項➡５３７ 

▪＊３ 政令【防炎性能の基準】同条�４項➡５３７ 

２	 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を
有するもの（第４項において「防炎物品」とい
う。）には、総務省令で定めるところにより、
前項の防炎性能を有するものである旨の表示を
付することができる。

３	 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の

規定により表示を付する場合及び産業標準化法
（昭和24年法律第185号）その他政令で定める法律の規
定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能
に関する表示で総務省令で定めるもの（次項及
び第５項において「指定表示」という。）を付
する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛
らわしい表示を付してはならない。

４	 防炎対象物品又はその材料は、第２項の表示又
は指定表示が付されているものでなければ、防
炎物品として販売し、又は販売のために陳列し
てはならない。

５	 第１項の防火対象物の関係者は、当該防火対象
物において使用する防炎対象物品について、当
該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎
性能を与えるための処理をさせ、又は第２項の
表示若しくは指定表示が付されている生地その
他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を
作製させたときは、総務省令で定めるところに
より、その旨を明らかにしておかなければなら
ない。

【火の使用等に関する条例への委任】
第９条　かまど、風呂場その他火を使用する設備又
はその使用に際し、火災の発生のおそれのある
設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつそ
の他火を使用する器具又はその使用に際し、火
災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火
の使用に関し火災の予防のために必要な事項
は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれ
を定める。

【住宅用防災機器】
第９条の２　住宅の用途に供される防火対象物（そ
の一部が住宅の用途以外の用途に供される防火
対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供
される部分を除く。以下この条において「住宅」
という。）の関係者は、次項の規定による住宅
用防災機器（住宅における火災の予防に資する
機械器具又は設備であって政令で定めるものを
いう。以下この条において同じ。）の設置及び
維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を
設置し、及び維持しなければならない。

▪政令【住宅用防災機器】令５条�の６➡５３８ 

２	 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準そ
の他住宅における火災の予防のために必要な事
項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定
める。
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▪政令【住宅用防災機器の設置及び維持に

関する条例の基準】令５条�の７➡５３８ 

【圧縮アセチレンガスの貯蔵等の届出】
第９条の３　圧縮アセチレンガス、液化石油ガスそ
の他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生
ずるおそれのある物質で＊１ 政令で定めるもの
を貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、そ
の旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なけれ
ばならない。ただし、船舶、自動車、航空機、
鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合
その他＊２ 政令で定める場合は、この限りでな
い。

▪＊１ 政令【届出を要する物質の指定】危険物の規制に関する

政令１条�の１0第１項➡５６３ 

▪＊２ 同政令１条�の１0第２項➡５６３ 

２	 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止す
る場合について準用する。

【指定数量未満の危険物の貯蔵基準の条例への委任】
第９条の４　危険物についてその危険性を勘案して

政令で定める数量（以下「指定数量」という。）
未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品
で火災が発生した場合にその拡大が速やかであ
り、又は消火の活動が著しく困難となるものと
して政令で定めるもの（以下「指定可燃物」と
いう。）その他指定可燃物に類する物品の貯蔵
及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこ
れを定める。

▪政令【危険物の指定数量】危険物の規制に関する

政令１条�の１１➡５６３ 

２	 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指
定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う
場所の位置、構造及び設備の技術上の基準（第
17 条第１項の消防用設備等の技術上の基準を
除く。）は、市町村条例で定める。

【指定数量以上の危険物の貯蔵等の制限】
第 10 条　指定数量以上の危険物は、貯蔵所（車両
に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、
又は取り扱う貯蔵所（以下「移動タンク貯蔵所」
という。）を含む。以下同じ。）以外の場所でこ
れを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以
外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただ
し、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指
定数量以上の危険物を、10 日以内の期間、仮
に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでな
い。

２	 別表第１に掲げる品名（第 11 条の４第１項に
おいて単に「品名」という。）又は指定数量を
異にする２以上の危険物を同一の場所で貯蔵
し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は
取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危
険物の指定数量で除し、その商の和が１以上と
なるときは、当該場所は、指定数量以上の危険
物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。

３	 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物
の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準
に従ってこれをしなければならない。

４	 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設
備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

▪政令【製造所等の基準】危険物の規制に関する

政令９条�〜２３条�➡５６５ 

【危険物製造所の設置等の許可】
第 11 条　製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しよう
とする者は、政令で定めるところにより、製造
所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げ
る製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当
該各号に定める者の許可を受けなければならな
い。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又
は設備を変更しようとする者も、同様とする。

▪政令【設置の許可の申請】危険物の規制に関する

政令６条�➡５６４ 

一　消防本部及び消防署を置く市町村（次号及び
第三号において「消防本部等所在市町村」と
いう。）�の区域に設置される製造所、貯蔵所
又は取扱所（配管によって危険物の移送の取
扱いを行うもので政令で定めるもの（以下「移
送取扱所」という。）�を除く。）�　　当該市町
村長

二　消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に
設置される製造所、貯蔵所又は取扱所（移送
取扱所を除く。）�　　当該区域を管轄する都道
府県知事

三　一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置
される移送取扱所　　当該市町村長

四　前号の移送取扱所以外の移送取扱所　　当該
移送取扱所が設置される区域を管轄する都道
府県知事（２以上の都道府県の区域にわたっ
て設置されるものについては、総務大臣）

２	 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の
区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府
県知事又は総務大臣（以下この章及び次章にお
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いて「市町村長等」という。）は、同項の規定
による許可の申請があった場合において、その
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設
備が前条第４項の技術上の基準に適合し、かつ、
当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危
険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は
災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがない
ものであるときは、許可を与えなければならな
い。

３	 総務大臣は、移送取扱所について第１項第四号
の規定による許可をしようとするときは、その
旨を関係都道府県知事に通知しなければならな
い。この場合においては、関係都道府県知事は、
当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し
出ることができる。

４	 関係市町村長は、移送取扱所についての第１項
第四号の規定による許可に関し、当該都道府県
知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ること
ができる。

５	 第１項の規定による許可を受けた者は、製造所、
貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造
所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しく
は設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所
又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を
受け、これらが前条第４項の技術上の基準に適
合していると認められた後でなければ、これを
使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所
又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場
合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の
うち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全
部又は一部について市町村長等の承認を受けた
ときは、完成検査を受ける前においても、仮
に、当該承認を受けた部分を使用することがで
きる。

６	 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡が
あったときは、譲受人又は引渡を受けた者は、
第１項の規定による許可を受けた者の地位を承
継する。この場合において、同項の規定による
許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞な
くその旨を市町村長等に届け出なければならな
い。

７	 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又
は取扱所について第１項の規定による許可（同
項後段の規定による許可で総務省令で定める軽
易な事項に係るものを除く。）をしたときは、

政令で定めるところにより、その旨を国家公安
委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保
安庁長官に通報しなければならない。

【危険物保安監督者】
第 13 条　政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所
の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取
扱者（甲種危険物取扱者免状の交付を受けてい
る者をいう。以下同じ。）又は乙種危険物取扱
者（乙種危険物取扱者免状の交付を受けている
者をいう。以下同じ。）で、６月以上危険物取
扱いの実務経験を有するもののうちから危険物
保安監督者を定め、総務省令で定めるところに
より、その者が取り扱うことができる危険物の
取扱作業に関して保安の監督をさせなければな
らない。

２	 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又
は占有者は、前項の規定により危険物保安監督
者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長
等に届け出なければならない。これを解任した
ときも、同様とする。

３	 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物
取扱者（危険物取扱者免状の交付を受けている
者をいう。以下同じ。）以外の者は、甲種危険
物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなけ
れば、危険物を取り扱ってはならない。

【屋外タンク貯蔵所等の保安検査】
第 14 条の３　政令で定める屋外タンク貯蔵所又は
移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政
令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所
又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事
項で政令で定めるものが第 10 条第４項の技術
上の基準に従って維持されているかどうかにつ
いて、市町村長等が行う保安に関する検査を受
けなければならない。

２	 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理
者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所につい
て、不等沈下その他の政令で定める事由が生じ
た場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造
及び設備に関する事項で政令で定めるものが第
10 条第４項の技術上の基準に従って維持され
ているかどうかについて、市町村長等が行う保
安に関する検査を受けなければならない。

３	 第１項（屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。）
又は前項の場合には、市町村長等は、これらの
規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及
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いて「市町村長等」という。）は、同項の規定
による許可の申請があった場合において、その
製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設
備が前条第４項の技術上の基準に適合し、かつ、
当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危
険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は
災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがない
ものであるときは、許可を与えなければならな
い。

３	 総務大臣は、移送取扱所について第１項第四号
の規定による許可をしようとするときは、その
旨を関係都道府県知事に通知しなければならな
い。この場合においては、関係都道府県知事は、
当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し
出ることができる。

４	 関係市町村長は、移送取扱所についての第１項
第四号の規定による許可に関し、当該都道府県
知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ること
ができる。

５	 第１項の規定による許可を受けた者は、製造所、
貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造
所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しく
は設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所
又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を
受け、これらが前条第４項の技術上の基準に適
合していると認められた後でなければ、これを
使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所
又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場
合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の
うち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全
部又は一部について市町村長等の承認を受けた
ときは、完成検査を受ける前においても、仮
に、当該承認を受けた部分を使用することがで
きる。

６	 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡が
あったときは、譲受人又は引渡を受けた者は、
第１項の規定による許可を受けた者の地位を承
継する。この場合において、同項の規定による
許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞な
くその旨を市町村長等に届け出なければならな
い。

７	 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又
は取扱所について第１項の規定による許可（同
項後段の規定による許可で総務省令で定める軽
易な事項に係るものを除く。）をしたときは、

政令で定めるところにより、その旨を国家公安
委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保
安庁長官に通報しなければならない。

【危険物保安監督者】
第 13 条　政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所
の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取
扱者（甲種危険物取扱者免状の交付を受けてい
る者をいう。以下同じ。）又は乙種危険物取扱
者（乙種危険物取扱者免状の交付を受けている
者をいう。以下同じ。）で、６月以上危険物取
扱いの実務経験を有するもののうちから危険物
保安監督者を定め、総務省令で定めるところに
より、その者が取り扱うことができる危険物の
取扱作業に関して保安の監督をさせなければな
らない。

２	 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又
は占有者は、前項の規定により危険物保安監督
者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長
等に届け出なければならない。これを解任した
ときも、同様とする。

３	 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物
取扱者（危険物取扱者免状の交付を受けている
者をいう。以下同じ。）以外の者は、甲種危険
物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなけ
れば、危険物を取り扱ってはならない。

【屋外タンク貯蔵所等の保安検査】
第 14 条の３　政令で定める屋外タンク貯蔵所又は
移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政
令で定める時期ごとに、当該屋外タンク貯蔵所
又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事
項で政令で定めるものが第 10 条第４項の技術
上の基準に従って維持されているかどうかにつ
いて、市町村長等が行う保安に関する検査を受
けなければならない。

２	 政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者、管理
者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所につい
て、不等沈下その他の政令で定める事由が生じ
た場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造
及び設備に関する事項で政令で定めるものが第
10 条第４項の技術上の基準に従って維持され
ているかどうかについて、市町村長等が行う保
安に関する検査を受けなければならない。

３	 第１項（屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。）
又は前項の場合には、市町村長等は、これらの
規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及
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び設備に関する事項で政令で定めるものが第
10 条第４項の技術上の基準に従って維持され
ているかどうかの審査を協会に委託することが
できる。

【映写室】
第 15 条　常時映画を上映する建築物その他の工作
物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映
写するものは、政令で定める技術上の基準に従
い、構造及び設備を具備しなければならない。

▪政令【映写室の基準】危険物の規制に関する

政令３９条�➡５７６ 

【消防用設備等の設置】
第 17条　学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、
旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物そ
の他の防火対象物で＊１ 政令で定めるものの関
係者は、＊２ 政令で定める消防の用に供する設
備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下
「消防用設備等」という。）について消火、避難
その他の消防の活動のために必要とされる性能
を有するように、＊３ 政令で定める技術上の基
準に従って、設置し、及び維持しなければなら
ない。

▪＊１ 政令【防火対象物の指定】令６条�、令別表１➡５３９ 、５６１ 

▪＊２ 政令【消防用設備等の種類】令７条�➡５３９ 

▪＊３ 政令【消火器具】令１0条�➡５４0 

【屋内消火栓設備】令１１条�➡５４１ 

【スプリンクラー設備】令１２条�➡５４２ 

【水噴霧消火設備等】令１３条�、１４条�➡５４５ 

【泡消火設備】令１５条�➡５４６ 

【不活性ガス消火設備】令１６条�➡５４６ 

【ハロゲン化物消火設備】令１７条�➡５４７ 

【粉末消火設備】令１８条�➡５４７ 

【屋外消火栓設備】令１９条�➡５４８ 

【動力消防ポンプ設備】令２0条�➡５４８ 

【自動火災報知設備】令２１条�➡５４９ 

【ガス漏れ火災警報設備】令２１条�の２➡５５0  

【漏電火災警報器】令２２条�➡５５１ 

【消防機関へ通報する火災報知設備】令２３条�➡５５１ 

【非常警報器具又は非常警報設備】令２４条�➡５５２ 

【避難器具】令２５条�➡５５２ 

【誘導灯及び誘導標識】令２６条�➡５５３ 

【消防用水】令２７条�➡５５４ 

【排煙設備】令２８条�➡５５５ 

【連結散水設備】令２８条�の２➡５５５ 

【連結送水管】令２９条�➡５５５ 

【非常コンセント設備】令２９条�の２➡５５６ 

【無線通信補助設備】令２９条�の３➡５５６ 

【必要とされる防火安全性能を有する消防の用に

供する設備等】令２９条�の４➡５５６ 

２	 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性に
より、前項の消防用設備等の技術上の基準に関
する政令又はこれに基づく命令の規定のみに
よっては防火の目的を充分に達し難いと認める
ときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上
の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命
令の規定と異なる規定を設けることができる。

３	 第１項の防火対象物の関係者が、同項の政令若
しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づ
く条例で定める技術上の基準に従って設置し、
及び維持しなければならない消防用設備等に代
えて、特殊の消防用設備等その他の設備等（以
下「特殊消防用設備等」という。）であって、
当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、か
つ、当該関係者が総務省令で定めるところによ
り作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に
関する計画（以下「設備等設置維持計画」とい
う。）に従って設置し、及び維持するものとし
て、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合
には、当該消防用設備等（それに代えて当該認
定を受けた特殊消防用設備等が用いられるもの
に限る。）については、前２項の規定は、適用
しない。

【消防用設備等の基準の適用除外】
第 17 条の２の５　第 17 条第１項の消防用設備等
の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基
づく命令又は同条第２項の規定に基づく条例の
規定の施行又は適用の際、現に存する同条第１
項の防火対象物における消防用設備等（消火器、
避難器具その他政令で定めるものを除く。以下
この条及び次条において同じ。）又は現に新築、
増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工
事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備
等がこれらの規定に適合しないときは、当該消
防用設備等については、当該規定は、適用しな
い。この場合においては、当該消防用設備等の
技術上の基準に関する従前の規定を適用する。

▪政令【適用が除外されない消防用設備等】令３４条�➡５５７ 

２	 前項の規定は、消防用設備等で次の各号のいず
れかに該当するものについては、適用しない。

一　第 17 条第１項の消防用設備等の技術上の基
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準に関する政令若しくはこれに基づく命令又
は同条第２項の規定に基づく条例を改正する
法令による改正（当該政令若しくは命令又は
条例を廃止すると同時に新たにこれに相当す
る政令若しくは命令又は条例を制定すること
を含む。）後の当該政令若しくは命令又は条
例の規定の適用の際、当該規定に相当する従
前の規定に適合していないことにより同条第
１項の規定に違反している同条同項の防火対
象物における消防用設備等

二　工事の着手が第 17 条第１項の消防用設備等
の技術上の基準に関する＊１ 政令若しくはこ
れに基づく命令又は同条第２項の規定に基
づく条例の規定の施行又は適用の後である
＊２ 政令で定める増築、改築又は大規模の修
繕若しくは模様替えに係る同条第１項の防火
対象物における消防用設備等

▪＊１ 政令【増築及び改築の範囲】令３４条�の２➡５５８ 

▪＊２ 政令【大規模の修繕及び模様替えの範囲】

令３４条�の３➡５５８ 

三　第 17 条第１項の消防用設備等の技術上の基
準に関する政令若しくはこれに基づく命令又
は同条第２項の規定に基づく条例の規定に適
合するに至った同条第１項の防火対象物にお
ける消防用設備等

四　前３号に掲げるもののほか、第 17 条第１項
の消防用設備等の技術上の基準に関する政令
若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の
規定に基づく条例の規定の施行又は適用の
際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、
複合用途防火対象物（＊１ 政令で定めるもの
に限る。）その他同条第１項の防火対象物で
多数の者が出入するものとして＊２ 政令で定
めるもの（以下「特定防火対象物」という。）
における消防用設備等又は現に新築、増築、
改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中
の特定防火対象物に係る消防用設備等

▪＊１ 政令【適用が除外されない防火対象物の範囲】

令３４条�の４第１項➡５５８ 

▪＊２ 同条�２項➡５５８ 

【用途変更における消防用設備等の基準の適用除外】
第 17 条の３　前条に規定する場合のほか、第 17
条第１項の防火対象物の用途が変更されたこと
により、当該用途が変更された後の当該防火対
象物における消防用設備等がこれに係る同条同

項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令
若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の規
定に基づく条例の規定に適合しないこととなる
ときは、当該消防用設備等については、当該規
定は、適用しない。この場合においては、当該
用途が変更される前の当該防火対象物における
消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適
用する。

２	 前項の規定は、消防用設備等で次の各号の一に
該当するものについては、適用しない。

一　第 17 条第１項の防火対象物の用途が変更さ
れた際、当該用途が変更される前の当該防火
対象物における消防用設備等に係る同条同項
の消防用設備等の技術上の基準に関する政令
若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の
規定に基づく条例の規定に適合していないこ
とにより同条第１項の規定に違反している当
該防火対象物における消防用設備等

二　工事の着手が第 17 条第１項の防火対象物の
用途の変更の後である政令で定める増築、改
築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る
当該防火対象物における消防用設備等

▪政令【増改築、大規模修繕等の範囲】

令３４条�の２、３４条�の３➡５５８ 

三　第 17 条第１項の消防用設備等の技術上の基
準に関する政令若しくはこれに基づく命令又
は同条第２項の規定に基づく条例の規定に適
合するに至った同条第１項の防火対象物にお
ける消防用設備等

四　前３号に掲げるもののほか、第 17 条第１項
の防火対象物の用途が変更され、その変更後
の用途が特定防火対象物の用途である場合に
おける当該特定防火対象物における消防用設
備等

【消防用設備等の設置の届出 ･検査】
第 17 条の３の２　第 17 条第１項の防火対象物の
うち特定防火対象物その他の＊１ 政令で定める
ものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基
づく命令若しくは同条第２項の規定に基づく条
例で定める技術上の基準（第 17 条の２の５第
１項前段又は前条第１項前段に規定する場合に
は、それぞれ第 17 条の２の５第１項後段又は
前条第１項後段の規定により適用されることと
なる技術上の基準とする。以下「設備等技術基
準」という。）又は設備等設置維持計画に従っ
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準に関する政令若しくはこれに基づく命令又
は同条第２項の規定に基づく条例を改正する
法令による改正（当該政令若しくは命令又は
条例を廃止すると同時に新たにこれに相当す
る政令若しくは命令又は条例を制定すること
を含む。）後の当該政令若しくは命令又は条
例の規定の適用の際、当該規定に相当する従
前の規定に適合していないことにより同条第
１項の規定に違反している同条同項の防火対
象物における消防用設備等

二　工事の着手が第 17 条第１項の消防用設備等
の技術上の基準に関する＊１ 政令若しくはこ
れに基づく命令又は同条第２項の規定に基
づく条例の規定の施行又は適用の後である
＊２ 政令で定める増築、改築又は大規模の修
繕若しくは模様替えに係る同条第１項の防火
対象物における消防用設備等

▪＊１ 政令【増築及び改築の範囲】令３４条�の２➡５５８ 

▪＊２ 政令【大規模の修繕及び模様替えの範囲】

令３４条�の３➡５５８ 

三　第 17 条第１項の消防用設備等の技術上の基
準に関する政令若しくはこれに基づく命令又
は同条第２項の規定に基づく条例の規定に適
合するに至った同条第１項の防火対象物にお
ける消防用設備等

四　前３号に掲げるもののほか、第 17 条第１項
の消防用設備等の技術上の基準に関する政令
若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の
規定に基づく条例の規定の施行又は適用の
際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、
複合用途防火対象物（＊１ 政令で定めるもの
に限る。）その他同条第１項の防火対象物で
多数の者が出入するものとして＊２ 政令で定
めるもの（以下「特定防火対象物」という。）
における消防用設備等又は現に新築、増築、
改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中
の特定防火対象物に係る消防用設備等

▪＊１ 政令【適用が除外されない防火対象物の範囲】

令３４条�の４第１項➡５５８ 

▪＊２ 同条�２項➡５５８ 

【用途変更における消防用設備等の基準の適用除外】
第 17 条の３　前条に規定する場合のほか、第 17
条第１項の防火対象物の用途が変更されたこと
により、当該用途が変更された後の当該防火対
象物における消防用設備等がこれに係る同条同

項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令
若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の規
定に基づく条例の規定に適合しないこととなる
ときは、当該消防用設備等については、当該規
定は、適用しない。この場合においては、当該
用途が変更される前の当該防火対象物における
消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適
用する。

２	 前項の規定は、消防用設備等で次の各号の一に
該当するものについては、適用しない。

一　第 17 条第１項の防火対象物の用途が変更さ
れた際、当該用途が変更される前の当該防火
対象物における消防用設備等に係る同条同項
の消防用設備等の技術上の基準に関する政令
若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の
規定に基づく条例の規定に適合していないこ
とにより同条第１項の規定に違反している当
該防火対象物における消防用設備等

二　工事の着手が第 17 条第１項の防火対象物の
用途の変更の後である政令で定める増築、改
築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る
当該防火対象物における消防用設備等

▪政令【増改築、大規模修繕等の範囲】

令３４条�の２、３４条�の３➡５５８ 

三　第 17 条第１項の消防用設備等の技術上の基
準に関する政令若しくはこれに基づく命令又
は同条第２項の規定に基づく条例の規定に適
合するに至った同条第１項の防火対象物にお
ける消防用設備等

四　前３号に掲げるもののほか、第 17 条第１項
の防火対象物の用途が変更され、その変更後
の用途が特定防火対象物の用途である場合に
おける当該特定防火対象物における消防用設
備等

【消防用設備等の設置の届出 ･検査】
第 17 条の３の２　第 17 条第１項の防火対象物の
うち特定防火対象物その他の＊１ 政令で定める
ものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基
づく命令若しくは同条第２項の規定に基づく条
例で定める技術上の基準（第 17 条の２の５第
１項前段又は前条第１項前段に規定する場合に
は、それぞれ第 17 条の２の５第１項後段又は
前条第１項後段の規定により適用されることと
なる技術上の基準とする。以下「設備等技術基
準」という。）又は設備等設置維持計画に従っ
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て設置しなければならない消防用設備等又は特
殊消防用設備等（＊２ 政令で定めるものを除く。）
を設置したときは、総務省令で定めるところに
より、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、
検査を受けなければならない。

▪＊１ 政令【消防機関の検査を受けなければならない

防火対象物等】令３５条�１項➡５５８ 

▪＊２ 政令【検査を要しない消防用設備等】令３５条�２項➡５５８ 

【消防用設備等の点検・報告】
第 17 条の３の３　第 17 条第１項の防火対象物
（＊１ 政令で定めるものを除く。）の関係者は、
当該防火対象物における消防用設備等又は特殊
消防用設備等（第８条の２の２第１項の防火対
象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用
設備等の機能）について、総務省令で定めると
ころにより、定期に、当該防火対象物のうち	
＊２ 政令で定めるものにあっては消防設備士免
状の交付を受けている者又は総務省令で定める
資格を有する者に点検させ、その他のものに
あっては自ら点検し、その結果を消防長又は消
防署長に報告しなければならない。

▪＊１ 政令【消防用設備等又は特殊消防用設備等について

点検を要しない防火対象物等】令３６条�１項➡５５９ 

▪＊２ 政令【消防設備士等の点検を要する防火対象物】

令３６条�２項➡５５９ 

【消防用設備等の基準違反に対する措置命令】
第 17 条の４　消防長又は消防署長は、第 17 条第
１項の防火対象物における消防用設備等が設備
等技術基準に従って設置され、又は維持されて
いないと認めるときは、当該防火対象物の関係
者で権原を有するものに対し、当該設備等技術
基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその
維持のため必要な措置をなすべきことを命ずる
ことができる。

２	 消防長又は消防署長は、第 17 条第１項の防火
対象物における同条第３項の規定による認定を
受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画
に従って設置され、又は維持されていないと認
めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を
有するものに対し、当該設備等設置維持計画に
従ってこれを設置すべきこと、又はその維持の
ため必要な措置をなすべきことを命ずることが
できる。

３	 第５条第３項及び第４項の規定は、前２項の規
定による命令について準用する。

【消防設備士以外の行為制限】
第 17 条の５　消防設備士免状の交付を受けていな
い者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防
用設備等の工事（設置に係るものに限る。）又
は整備のうち、政令で定めるものを行ってはな
らない。

一　第 10 条第４項の技術上の基準又は設備等技
術基準に従って設置しなければならない消防
用設備等

二　設備等設置維持計画に従って設置しなければ
ならない特殊消防用設備等

▪政令【消防設備士でなければ行ってはならない

工事又は整備】令３６条�の２➡５５９ 

【事前届出】
第 17 条の 14　甲種消防設備士は、第 17 条の５の
規定に基づく政令で定める工事をしようとする
ときは、その工事に着手しようとする日の 10
日前までに、総務省令で定めるところにより、
工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他
必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なけ
ればならない。

【検定】
第 21 条の２　消防の用に供する機械器具若しくは
設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の
防火薬品（以下「消防の用に供する機械器具等」
という。）のうち、一定の形状、構造、材質、
成分及び性能（以下「形状等」という。）を有
しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又
は人命の救助等のために重大な支障を生ずるお
それのあるものであり、かつ、その使用状況か
らみて当該形状等を有することについてあらか
じめ検査を受ける必要があると認められるもの
であって、政令で定めるもの（以下「検定対象
機械器具等」という。）については、この節に
定めるところにより検定をするものとする。

２	 この節において「型式承認」とは、検定対象機
械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定め
る検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適
合している旨の承認をいう。

３	 この節において「型式適合検定」とは、検定対
象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定
対象機械器具等の型式に係る形状等に適合して
いるかどうかについて総務省令で定める方法に
より行う検定をいう。

４	 検定対象機械器具等は、第 21 条の９第１項（第
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21条の11第３項において準用する場合を含む。
以下この項において同じ。）の規定による表示
が付されているものでなければ、販売し、又は
販売の目的で陳列してはならず、また、検定対
象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具
又は設備は、第 21 条の９第１項の規定による
表示が付されているものでなければ、その設置、
変更又は修理の請負に係る工事に使用してはな
らない。

【型式承認の失効】
第 21 条の５　総務大臣は、第 21 条の２第２項に
規定する技術上の規格が変更され、既に型式承
認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形
状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規
格に適合しないと認めるときは、当該型式承認
の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後
に当該型式承認の効力が失われることとするも
のとする。

２	 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効
力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した
後に型式承認の効力が失われることとしたとき
は、その旨を公示するとともに、当該型式承認
を受けた者に通知しなければならない。

３	 第１項の規定による処分は、前項の規定による
公示によりその効力を生ずる。

【自主表示対象機械器具等の販売制限】
第 21 条の 16 の２　検定対象機械器具等以外の消
防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状
等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、
消火又は人命の救助等のために重大な支障を生
ずるおそれのあるものであって、政令で定める
もの（以下「自主表示対象機械器具等」という。）
は、次条第１項の規定による表示が付されてい
るものでなければ、販売し、又は販売の目的で
陳列してはならず、また、自主表示対象機械器
具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備
は、同項の規定による表示が付されているもの
でなければ、その設置、変更又は修理の請負に
係る工事に使用してはならない。

▪政令【自主表示対象機械器具等の範囲】令４１条�➡５６0 

別表第１　（第２条、第10条、第11条の４関係）
類別 性質 品名

第１類 酸化性固体

１　塩素酸塩類
２　過塩素酸塩類
３　無機過酸化物
４　亜塩素酸塩類
５　臭素酸塩類
６　硝酸塩類
７　よう素酸塩類
８　過マンガン酸塩類
９　重クロム酸塩類
10　その他のもので政令で定めるも
の

▪危険物の規制に関する政令１条�
➡５６３ 

11　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

第２類 可燃性固体

１　硫化りん
２　赤りん
３　硫黄
４　鉄粉
５　金属粉
６　マグネシウム
７　その他のもので政令で定めるも
の

８　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

９　引火性固体

第３類
自然発火性
物質及び
禁水性物質

１　カリウム
２　ナトリウム
３　アルキルアルミニウム
４　アルキルリチウム
５　黄りん
６　アルカリ金属（カリウム及びナト
リウムを除く。）及びアルカリ土類
金属

７　有機金属化合物（アルキルアルミ
ニウム及びアルキルリチウムを除
く。）

８　金属の水素化物
９　金属のりん化物
10　カルシウム又はアルミニウムの
炭化物

11　その他のもので政令で定めるも
の

12　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

第４類 引火性液体

１　特殊引火物
２　第１石油類
３　アルコール類
４　第２石油類

５　第３石油類
６　第４石油類
７　動植物油類

第５類 自己反応性
物質

１　有機過酸化物
２　硝酸エステル類
３　ニトロ化合物
４　ニトロソ化合物
５　アゾ化合物
６　ジアゾ化合物
７　ヒドラジンの誘導体
８　ヒドロキシルアミン
９　ヒドロキシルアミン塩類
10　その他のもので政令で定めるも
の

11　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

第 21 条の ５、別表第 1　●消防法（抄）
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21条の11第３項において準用する場合を含む。
以下この項において同じ。）の規定による表示
が付されているものでなければ、販売し、又は
販売の目的で陳列してはならず、また、検定対
象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具
又は設備は、第 21 条の９第１項の規定による
表示が付されているものでなければ、その設置、
変更又は修理の請負に係る工事に使用してはな
らない。

【型式承認の失効】
第 21 条の５　総務大臣は、第 21 条の２第２項に
規定する技術上の規格が変更され、既に型式承
認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形
状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規
格に適合しないと認めるときは、当該型式承認
の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後
に当該型式承認の効力が失われることとするも
のとする。

２	 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効
力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した
後に型式承認の効力が失われることとしたとき
は、その旨を公示するとともに、当該型式承認
を受けた者に通知しなければならない。

３	 第１項の規定による処分は、前項の規定による
公示によりその効力を生ずる。

【自主表示対象機械器具等の販売制限】
第 21 条の 16 の２　検定対象機械器具等以外の消
防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状
等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、
消火又は人命の救助等のために重大な支障を生
ずるおそれのあるものであって、政令で定める
もの（以下「自主表示対象機械器具等」という。）
は、次条第１項の規定による表示が付されてい
るものでなければ、販売し、又は販売の目的で
陳列してはならず、また、自主表示対象機械器
具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備
は、同項の規定による表示が付されているもの
でなければ、その設置、変更又は修理の請負に
係る工事に使用してはならない。

▪政令【自主表示対象機械器具等の範囲】令４１条�➡５６0 

別表第１　（第２条、第10条、第11条の４関係）
類別 性質 品名

第１類 酸化性固体

１　塩素酸塩類
２　過塩素酸塩類
３　無機過酸化物
４　亜塩素酸塩類
５　臭素酸塩類
６　硝酸塩類
７　よう素酸塩類
８　過マンガン酸塩類
９　重クロム酸塩類
10　その他のもので政令で定めるも
の

▪危険物の規制に関する政令１条�
➡５６３ 

11　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

第２類 可燃性固体

１　硫化りん
２　赤りん
３　硫黄
４　鉄粉
５　金属粉
６　マグネシウム
７　その他のもので政令で定めるも
の
８　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの
９　引火性固体

第３類
自然発火性
物質及び
禁水性物質

１　カリウム
２　ナトリウム
３　アルキルアルミニウム
４　アルキルリチウム
５　黄りん
６　アルカリ金属（カリウム及びナト
リウムを除く。）及びアルカリ土類
金属
７　有機金属化合物（アルキルアルミ
ニウム及びアルキルリチウムを除
く。）
８　金属の水素化物
９　金属のりん化物
10　カルシウム又はアルミニウムの
炭化物
11　その他のもので政令で定めるも
の
12　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

第４類 引火性液体

１　特殊引火物
２　第１石油類
３　アルコール類
４　第２石油類

５　第３石油類
６　第４石油類
７　動植物油類

第５類 自己反応性
物質

１　有機過酸化物
２　硝酸エステル類
３　ニトロ化合物
４　ニトロソ化合物
５　アゾ化合物
６　ジアゾ化合物
７　ヒドラジンの誘導体
８　ヒドロキシルアミン
９　ヒドロキシルアミン塩類
10　その他のもので政令で定めるも
の
11　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

第 21 条の ５、別表第 1　●消防法（抄）
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

第６類 酸化性液体

１　過塩素酸
２　過酸化水素
３　硝酸
４　その他のもので政令で定めるも
の

５　前各号に掲げるもののいずれか
を含有するもの

備考
１　酸化性固体とは、固体（液体（１気圧において、温度20度で
液状であるもの又は温度20度を超え40度以下の間において
液状となるものをいう。以下同じ。）又は気体（１気圧におい
て、温度20度で気体状であるものをいう。）以外のものをい
う。以下同じ。）であって、酸化力の潜在的な危険性を判断す
るための政令で定める試験において政令で定める性状を示
すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定
める試験において政令で定める性状を示すものであること
をいう。

２　可燃性固体とは、固体であって、火炎による着火の危険性
を判断するための政令で定める試験において政令で定める
性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で
定める試験において引火性を示すものであることをいう。

３　鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定
めるものを除く。

４　硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第２号に規定する
性状を示すものとみなす。

５　金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグ
ネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令
で定めるものを除く。

６　マグネシウム及び第２類の項第８号の物品のうちマグネ
シウムを含有するものにあっては、形状等を勘案して総務省
令で定めるものを除く。

７　引火性固体とは、固形アルコールその他１気圧において引
火点が40度未満のものをいう。

８　自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であっ
て、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める
試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触し
て発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断する
ための政令で定める試験において政令で定める性状を示す
ものであることをいう。

９　カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリ
チウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみな
す。

10　引火性液体とは、液体（第３石油類、第４石油類及び動植
物油類にあっては、１気圧において、温度20度で液状である
ものに限る。）であって、引火の危険性を判断するための政令
で定める試験において引火性を示すものであることをいう。

11　特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他１
気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下
20度以下で沸点が40度以下のものをいう。

12　第１石油類とは、アセトン、ガソリンその他１気圧におい
て引火点が21度未満のものをいう。

13　アルコール類とは、１分子を構成する炭素の原子の数が
１個から３個までの飽和一価アルコール（変性アルコールを
含む。）をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除
く。

14　第２石油類とは、灯油、軽油その他１気圧において引火点
が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品で
あって、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

15　第３石油類とは、重油、クレオソート油その他１気圧にお
いて引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その
他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを
除く。

16　第４石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他１気圧に
おいて引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類そ
の他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるもの

を除く。
17　動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは
果肉から抽出したものであって、１気圧において引火点が
250度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯
蔵保管されているものを除く。

18　自己反応性物質とは、固体又は液体であって、爆発の危険
性を判断するための政令で定める試験において政令で定め
る性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための
政令で定める試験において政令で定める性状を示すもので
あることをいう。

19　第５類の項第11号の物品にあっては、有機過酸化物を含
有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令
で定めるものを除く。

20　酸化性液体とは、液体であって、酸化力の潜在的な危険性
を判断するための政令で定める試験において政令で定める
性状を示すものであることをいう。

21　この表の性質欄に掲げる性状の２以上を有する物品の属
する品名は、総務省令で定める。

消防法（抄）●　別表第 1
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消防法施行令（抄）
昭和 36 年３月 25 日政令第 37 号

最終改正：令和４年９月 14 日政令第 305 号

【消防長等の同意を要する住宅】
第１条　消防法（以下「法」という。）第７条第１
項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての
住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床
面積の合計が延べ面積の　	以上であるもの又
は 50㎡を超えるものとする。

【防火管理者を定めなければならない防火対象物等】
第１条の２　法第８条第１項の政令で定める大規模
な小売店舗は、延べ面積が 1,000㎡以上の小売
店舗で百貨店以外のものとする。

２	 法第８条第１項の政令で定める２以上の用途
は、異なる２以上の用途のうちに別表第１⑴項
から⒂項までに掲げる防火対象物の用途のいず
れかに該当する用途が含まれている場合におけ
る当該２以上の用途とする。この場合において、
当該異なる２以上の用途のうちに、１の用途で、
当該１の用途に供される防火対象物の部分がそ
の管理についての権原、利用形態その他の状況
により他の用途に供される防火対象物の部分の
従属的な部分を構成すると認められるものがあ
るときは、当該１の用途は、当該他の用途に含
まれるものとする。

３	 法第８条第１項の政令で定める防火対象物は、
次に掲げる防火対象物とする。
一　別表第１に掲げる防火対象物（同表（16の3）項

及び⒅項から⒇項までに掲げるものを除く。
次条において同じ。）のうち、次に掲げるも
の
イ　別表第１⑹項ロ、⒃項イ及び（16の2）項に掲
げる防火対象物（同表⒃項イ及び（16の2）項
に掲げる防火対象物にあっては、同表⑹項
ロに掲げる防火対象物の用途に供される部
分が存するものに限る。）で、当該防火対
象物に出入し、勤務し、又は居住する者の
数（以下「収容人員」という。）が 10 人以
上のもの

ロ　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項
イ、ハ及びニ、⑼項イ、⒃項イ並びに（16の2）
項に掲げる防火対象物（同表⒃項イ及び（16
の2）項に掲げる防火対象物にあっては、同

1
2

表⑹項ロに掲げる防火対象物の用途に供さ
れる部分が存するものを除く。）で、収容
人員が 30 人以上のもの

ハ　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽
項から⒂項まで、⒃項ロ及び⒄項に掲げる
防火対象物で、収容人員が 50 人以上のも
の

二　新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人
員が 50 人以上のもののうち、総務省令で定
めるもの

イ　地階を除く階数が 11 以上で、かつ、延べ
面積が１万㎡以上である建築物

ロ　延べ面積が５万㎡以上である建築物
ハ　地階の床面積の合計が 5,000㎡以上である
建築物

三　建造中の旅客船（船舶安全法（昭和８年法律第11号）
第８条に規定する旅客船をいう。）で、収容
人員が 50 人以上で、かつ、甲板数が 11 以上
のもののうち、総務省令で定めるもの

４	 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。
【同一敷地内における２以上の防火対象物】
第２条　同一敷地内に管理について権原を有する者
が同一の者である別表第１に掲げる防火対象物
が２以上あるときは、それらの防火対象物は、
法第８条第１項の規定の適用については、一の
防火対象物とみなす。

【防火管理者の資格】
第３条　法第８条第１項の政令で定める資格を有す
る者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に
応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物
において防火管理上必要な業務を適切に遂行す
ることができる管理的又は監督的な地位にある
ものとする。

一　第１条�の２第３項各号に掲げる防火対象物
（同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物に
あっては、次号に掲げるものを除く。）�（以下
この条�において「甲種防火対象物」という。）�
　　次のいずれかに該当する者

イ　都道府県知事、消防本部及び消防署を置く
市町村の消防長又は法人であって総務省令
で定めるところにより総務大臣の登録を受
けたものが行う甲種防火対象物の防火管理
に関する講習（第４項において「甲種防火
管理講習」という。）の課程を修了した者

ロ　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学又

第 1条　●消防法施行令（抄）
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消防法施行令（抄）
昭和 36 年３月 25 日政令第 37 号

最終改正：令和４年９月 14 日政令第 305 号

【消防長等の同意を要する住宅】
第１条　消防法（以下「法」という。）第７条第１
項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての
住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床
面積の合計が延べ面積の　	以上であるもの又
は 50㎡を超えるものとする。

【防火管理者を定めなければならない防火対象物等】
第１条の２　法第８条第１項の政令で定める大規模
な小売店舗は、延べ面積が 1,000㎡以上の小売
店舗で百貨店以外のものとする。

２	 法第８条第１項の政令で定める２以上の用途
は、異なる２以上の用途のうちに別表第１⑴項
から⒂項までに掲げる防火対象物の用途のいず
れかに該当する用途が含まれている場合におけ
る当該２以上の用途とする。この場合において、
当該異なる２以上の用途のうちに、１の用途で、
当該１の用途に供される防火対象物の部分がそ
の管理についての権原、利用形態その他の状況
により他の用途に供される防火対象物の部分の
従属的な部分を構成すると認められるものがあ
るときは、当該１の用途は、当該他の用途に含
まれるものとする。

３	 法第８条第１項の政令で定める防火対象物は、
次に掲げる防火対象物とする。

一　別表第１に掲げる防火対象物（同表（16の3）項
及び⒅項から⒇項までに掲げるものを除く。
次条において同じ。）のうち、次に掲げるも
の

イ　別表第１⑹項ロ、⒃項イ及び（16の2）項に掲
げる防火対象物（同表⒃項イ及び（16の2）項
に掲げる防火対象物にあっては、同表⑹項
ロに掲げる防火対象物の用途に供される部
分が存するものに限る。）で、当該防火対
象物に出入し、勤務し、又は居住する者の
数（以下「収容人員」という。）が 10 人以
上のもの

ロ　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項
イ、ハ及びニ、⑼項イ、⒃項イ並びに（16の2）
項に掲げる防火対象物（同表⒃項イ及び（16
の2）項に掲げる防火対象物にあっては、同

1
2

表⑹項ロに掲げる防火対象物の用途に供さ
れる部分が存するものを除く。）で、収容
人員が 30 人以上のもの

ハ　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽
項から⒂項まで、⒃項ロ及び⒄項に掲げる
防火対象物で、収容人員が 50 人以上のも
の

二　新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人
員が 50 人以上のもののうち、総務省令で定
めるもの

イ　地階を除く階数が 11 以上で、かつ、延べ
面積が１万㎡以上である建築物

ロ　延べ面積が５万㎡以上である建築物
ハ　地階の床面積の合計が 5,000㎡以上である
建築物

三　建造中の旅客船（船舶安全法（昭和８年法律第11号）
第８条に規定する旅客船をいう。）で、収容
人員が 50 人以上で、かつ、甲板数が 11 以上
のもののうち、総務省令で定めるもの

４	 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。
【同一敷地内における２以上の防火対象物】
第２条　同一敷地内に管理について権原を有する者
が同一の者である別表第１に掲げる防火対象物
が２以上あるときは、それらの防火対象物は、
法第８条第１項の規定の適用については、一の
防火対象物とみなす。

【防火管理者の資格】
第３条　法第８条第１項の政令で定める資格を有す
る者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に
応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物
において防火管理上必要な業務を適切に遂行す
ることができる管理的又は監督的な地位にある
ものとする。

一　第１条�の２第３項各号に掲げる防火対象物
（同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物に
あっては、次号に掲げるものを除く。）�（以下
この条�において「甲種防火対象物」という。）�
　　次のいずれかに該当する者

イ　都道府県知事、消防本部及び消防署を置く
市町村の消防長又は法人であって総務省令
で定めるところにより総務大臣の登録を受
けたものが行う甲種防火対象物の防火管理
に関する講習（第４項において「甲種防火
管理講習」という。）の課程を修了した者

ロ　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学又
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は高等専門学校において総務大臣の指定す
る防災に関する学科又は課程を修めて卒業
した者（当該学科又は課程を修めて同法に
よる専門職大学の前期課程を修了した者を
含む。）で、１年以上防火管理の実務経験
を有するもの

ハ　市町村の消防職員で、管理的又は監督的な
職に１年以上あった者

ニ　イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総
務省令で定めるところにより、防火管理者
として必要な学識経験を有すると認められ
るもの

二　第１条�の２第３項第一号ロ及びハに掲げる防
火対象物で、延べ面積が、別表第１⑴項から
⑷項まで、⑸項イ、⑹項イ、ハ及びニ、⑼項
イ、⒃項イ並びに（１６ の ２）�項に掲げる防
火対象物にあっては ３00㎡未満、その他の防
火対象物にあっては ５00㎡未満のもの（以下
この号において「乙種防火対象物」という。）�
　　　次のいずれかに該当する者
イ　都道府県知事、消防本部及び消防署を置く
市町村の消防長又は法人であって総務省令
で定めるところにより総務大臣の登録を受
けたものが行う乙種防火対象物の防火管理
に関する講習（第４項において「乙種防火
管理講習」という。）の課程を修了した者

ロ　前号イからニまでに掲げる者
２	 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物
で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれ
もが遠隔の地に勤務していることその他の事由
により防火管理上必要な業務を適切に遂行する
ことができないと消防長（消防本部を置かない
市町村においては、市町村長。以下同じ。）又
は消防署長が認めるものの管理について権原を
有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者
を定める場合における前項の規定の適用につい
ては、同項中「防火管理上必要な業務を適切に
遂行することができる管理的又は監督的な地位
にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な
業務を適切に遂行するために必要な権限及び知
識を有するものとして総務省令で定める要件を
満たすもの」とする。

３	 甲種防火対象物でその管理について権原が分か
れているものの管理について権原を有する者が
その権原に属する防火対象物の部分で総務省令

で定めるものに係る防火管理者を定める場合に
おける第１項（前項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）の規定の適用については、
法第８条第１項の政令で定める資格を有する者
は、第１項第一号に掲げる者のほか、同項第二
号イに掲げる者とすることができる。

４	 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施
に関し必要な事項は、総務省令で定める。

【防火管理者の責務】
第３条の２　防火管理者は、総務省令で定めるとこ
ろにより、当該防火対象物についての防火管理
に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防
署長に届け出なければならない。

２	 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当
該防火対象物について消火、通報及び避難の訓
練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又
は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気
の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火
上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人
員の管理その他防火管理上必要な業務を行わな
ければならない。

３	 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うと
きは、必要に応じて当該防火対象物の管理につ
いて権原を有する者の指示を求め、誠実にその
職務を遂行しなければならない。

４	 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用
水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整
備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督
を行うときは、火元責任者その他の防火管理の
業務に従事する者に対し、必要な指示を与えな
ければならない。

【統括防火管理者を定めなければならない防火対象物】
第３条の３　法第８条の２第１項の政令で定める防
火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一　別表第１⑹項ロ及び⒃項イに掲げる防火対象
物（同表⒃項イに掲げる防火対象物にあって
は、同表⑹項ロに掲げる防火対象物の用途に
供される部分が存するものに限る。）のうち、
地階を除く階数が３以上で、かつ、収容人員
が 10 人以上のもの

二　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項
イ、ハ及びニ、⑼項イ並びに⒃項イに掲げる
防火対象物（同表⒃項イに掲げる防火対象物
にあっては、同表⑹項ロに掲げる防火対象物
の用途に供される部分が存するものを除く。）

消防法施行令（抄）●　第 3条の 2
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のうち、地階を除く階数が３以上で、かつ、
収容人員が 30 人以上のもの

三　別表第１⒃項ロに掲げる防火対象物のうち、
地階を除く階数が５以上で、かつ、収容人員
が 50 人以上のもの

四　別表第１（16の3）項に掲げる防火対象物
【統括防火管理者の資格】
第４条　法第８条の２第１項の政令で定める資格を
有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区
分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対
象物の全体についての防火管理上必要な業務を
適切に遂行するために必要な権限及び知識を有
するものとして総務省令で定める要件を満たす
ものとする。
一　次に掲げる防火対象物　　第３条第１項第一
号に定める者
イ　法第８条の２第１項に規定する高層建築物
（次号イに掲げるものを除く。）

ロ　前条各号に掲げる防火対象物（次号ロ、ハ
及びニに掲げるものを除く。）

ハ　法第８条の２第１項に規定する地下街（次
号ホに掲げるものを除く。）

二　次に掲げる防火対象物　　第３条第１項第二
号に定める者
イ　法第８条の２第１項に規定する高層建築物
で、次に掲げるもの
⑴　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹
項イ、ハ及びニ、⑼項イ並びに⒃項イに
掲げる防火対象物（同表⒃項イに掲げる
防火対象物にあっては、同表⑹項ロに掲
げる防火対象物の用途に供される部分
が存するものを除く。）で、延べ面積が
300㎡未満のもの

⑵　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、
⑽項から⒂項まで、⒃項ロ及び⒄項に掲
げる防火対象物で、延べ面積が 500㎡未
満のもの

ロ　前条第二号に掲げる防火対象物で、延べ面
積が 300㎡未満のもの

ハ　前条第三号に掲げる防火対象物で、延べ面
積が 500㎡未満のもの

ニ　前条第四号に掲げる防火対象物（別表第１
⑹項ロに掲げる防火対象物の用途に供され
る部分が存するものを除く。）で、延べ面
積が 300㎡未満のもの

ホ　法第８条の２第１項に規定する地下街（別
表第１⑹項ロに掲げる防火対象物の用途に
供される部分が存するものを除く。）で、
延べ面積が 300㎡未満のもの

【統括防火管理者の責務】
第４条の２　統括防火管理者は、総務省令で定める
ところにより、当該防火対象物の全体について
の防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防
長又は消防署長に届け出なければならない。

２	 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、
消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対
象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要
な施設の管理その他当該防火対象物の全体につ
いての防火管理上必要な業務を行わなければな
らない。

３	 統括防火管理者は、防火対象物の全体について
の防火管理上必要な業務を行うときは、必要に
応じて当該防火対象物の管理について権原を有
する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行し
なければならない。

【火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火
対象物】
第４条の２の２　法第８条の２の２第１項の政令で
定める防火対象物は、別表第１⑴項から⑷項ま
で、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ及び（16の2）
項に掲げる防火対象物であって、次に掲げるも
のとする。

一　収容人員が 300 人以上のもの
二　前号に掲げるもののほか、別表第１⑴項から
⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる
防火対象物の用途に供される部分が避難階
（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第 13 条
第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。）
以外の階（１階及び２階を除くものとし、総
務省令で定める避難上有効な開口部を有しな
い壁で区画されている部分が存する場合に
あっては、その区画された部分とする。以下
この号、第 21 条第１項第七号、第 35 条第
１項第四号及び第 36 条第２項第三号におい
て「避難階以外の階」という。）に存する防
火対象物で、当該避難階以外の階から避難階
又は地上に直通する階段（建築基準法施行令
第26条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。）
が２（当該階段が屋外に設けられ、又は総務
省令で定める避難上有効な構造を有する場合

第 ４条　●消防法施行令（抄）
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のうち、地階を除く階数が３以上で、かつ、
収容人員が 30 人以上のもの

三　別表第１⒃項ロに掲げる防火対象物のうち、
地階を除く階数が５以上で、かつ、収容人員
が 50 人以上のもの

四　別表第１（16の3）項に掲げる防火対象物
【統括防火管理者の資格】
第４条　法第８条の２第１項の政令で定める資格を
有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区
分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対
象物の全体についての防火管理上必要な業務を
適切に遂行するために必要な権限及び知識を有
するものとして総務省令で定める要件を満たす
ものとする。

一　次に掲げる防火対象物　　第３条第１項第一
号に定める者

イ　法第８条の２第１項に規定する高層建築物
（次号イに掲げるものを除く。）

ロ　前条各号に掲げる防火対象物（次号ロ、ハ
及びニに掲げるものを除く。）

ハ　法第８条の２第１項に規定する地下街（次
号ホに掲げるものを除く。）

二　次に掲げる防火対象物　　第３条第１項第二
号に定める者

イ　法第８条の２第１項に規定する高層建築物
で、次に掲げるもの

⑴　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹
項イ、ハ及びニ、⑼項イ並びに⒃項イに
掲げる防火対象物（同表⒃項イに掲げる
防火対象物にあっては、同表⑹項ロに掲
げる防火対象物の用途に供される部分
が存するものを除く。）で、延べ面積が
300㎡未満のもの

⑵　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、
⑽項から⒂項まで、⒃項ロ及び⒄項に掲
げる防火対象物で、延べ面積が 500㎡未
満のもの

ロ　前条第二号に掲げる防火対象物で、延べ面
積が 300㎡未満のもの

ハ　前条第三号に掲げる防火対象物で、延べ面
積が 500㎡未満のもの

ニ　前条第四号に掲げる防火対象物（別表第１
⑹項ロに掲げる防火対象物の用途に供され
る部分が存するものを除く。）で、延べ面
積が 300㎡未満のもの

ホ　法第８条の２第１項に規定する地下街（別
表第１⑹項ロに掲げる防火対象物の用途に
供される部分が存するものを除く。）で、
延べ面積が 300㎡未満のもの

【統括防火管理者の責務】
第４条の２　統括防火管理者は、総務省令で定める
ところにより、当該防火対象物の全体について
の防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防
長又は消防署長に届け出なければならない。

２	 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、
消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対
象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要
な施設の管理その他当該防火対象物の全体につ
いての防火管理上必要な業務を行わなければな
らない。

３	 統括防火管理者は、防火対象物の全体について
の防火管理上必要な業務を行うときは、必要に
応じて当該防火対象物の管理について権原を有
する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行し
なければならない。

【火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火
対象物】
第４条の２の２　法第８条の２の２第１項の政令で
定める防火対象物は、別表第１⑴項から⑷項ま
で、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ及び（16の2）
項に掲げる防火対象物であって、次に掲げるも
のとする。

一　収容人員が 300 人以上のもの
二　前号に掲げるもののほか、別表第１⑴項から
⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる
防火対象物の用途に供される部分が避難階
（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第 13 条
第一号に規定する避難階をいう。以下同じ。）
以外の階（１階及び２階を除くものとし、総
務省令で定める避難上有効な開口部を有しな
い壁で区画されている部分が存する場合に
あっては、その区画された部分とする。以下
この号、第 21 条第１項第七号、第 35 条第
１項第四号及び第 36 条第２項第三号におい
て「避難階以外の階」という。）に存する防
火対象物で、当該避難階以外の階から避難階
又は地上に直通する階段（建築基準法施行令
第26条に規定する傾斜路を含む。以下同じ。）
が２（当該階段が屋外に設けられ、又は総務
省令で定める避難上有効な構造を有する場合
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にあっては、１）以上設けられていないもの
【避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物】
第４条の２の３　法第８条の２の４の政令で定める
防火対象物は、別表第１に掲げる防火対象物（同
表⒅項から⒇項までに掲げるものを除く。）と
する。

【自衛消防組織の設置を要する防火対象物】
第４条の２の４　法第８条の２の５第１項の政令で
定める防火対象物は、法第８条第１項の防火対
象物のうち、次に掲げるものとする。
一　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項か
ら⑿項まで、⒀項イ、⒂項及び⒄項に掲げる
防火対象物（以下「自衛消防組織設置防火対
象物」という。）で、次のいずれかに該当す
るもの
イ　地階を除く階数が 11 以上の防火対象物で、
延べ面積が１万㎡以上のもの

ロ　地階を除く階数が５以上 10 以下の防火対
象物で、延べ面積が２万㎡以上のもの

ハ　地階を除く階数が４以下の防火対象物で、
延べ面積が５万㎡以上のもの

二　別表第１⒃項に掲げる防火対象物（自衛消防
組織設置防火対象物の用途に供される部分が
存するものに限る。）で、次のいずれかに該
当するもの
イ　地階を除く階数が 11 以上の防火対象物で、
次に掲げるもの
⑴　自衛消防組織設置防火対象物の用途に供
される部分の全部又は一部が 11 階以上
の階に存する防火対象物で、当該部分の
床面積の合計が１万㎡以上のもの

⑵　自衛消防組織設置防火対象物の用途に供
される部分の全部が 10 階以下の階に存
し、かつ、当該部分の全部又は一部が５
階以上 10 階以下の階に存する防火対象
物で、当該部分の床面積の合計が２万㎡
以上のもの

⑶　自衛消防組織設置防火対象物の用途に供
される部分の全部が４階以下の階に存す
る防火対象物で、当該部分の床面積の合
計が５万㎡以上のもの

ロ　地階を除く階数が５以上 10 以下の防火対
象物で、次に掲げるもの
⑴　自衛消防組織設置防火対象物の用途に供
される部分の全部又は一部が５階以上の

階に存する防火対象物で、当該部分の床
面積の合計が２万㎡以上のもの

⑵　自衛消防組織設置防火対象物の用途に供
される部分の全部が４階以下の階に存す
る防火対象物で、当該部分の床面積の合
計が５万㎡以上のもの

ハ　地階を除く階数が４以下の防火対象物で、
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供さ
れる部分の床面積の合計が５万㎡以上のも
の

三　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

【自衛消防組織を置かなければならない者】
第４条の２の５　法第８条の２の５第１項の自衛消
防組織（以下「自衛消防組織」という。）は、
前条の防火対象物につき、その管理についての
権原を有する者（同条第二号に掲げる防火対象
物にあっては、自衛消防組織設置防火対象物の
用途に供される部分の管理についての権原を有
する者に限る。）が置くものとする。

２	 前項の場合において、当該権原を有する者が複
数あるときは、共同して自衛消防組織を置くも
のとする。

【防炎防火対象物の指定等】
第４条の３　法第８条の３第１項の政令で定める防
火対象物は、別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項
イ、⑹項、⑼項イ、⑿項ロ及び（16の3）項に掲げ
る防火対象物（次項において「防炎防火対象物」
という。）並びに工事中の建築物その他の工作
物（総務省令で定めるものを除く。）とする。

２	 別表第１⒃項に掲げる防火対象物の部分で前項
の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する
用途に供されるものは、同項の規定の適用につ
いては、当該用途に供される一の防炎防火対象
物とみなす。

３	 法第８条の３第１項の政令で定める物品は、
カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうた
ん等（じゅうたん、毛せんその他の床敷物で
総務省令で定めるものをいう。次項において同
じ。）、展示用の合板、どん帳その他舞台におい
て使用する幕及び舞台において使用する大道具
用の合板並びに工事用シートとする。

４	 法第８条の３第１項の政令で定める防炎性能の
基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品
（じゅうたん等を除く。）にあっては次の各号、

消防法施行令（抄）●　第 ４条の 2の 3
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じゅうたん等にあっては第一号及び第四号、そ
の他の物品にあっては第一号から第三号までに
定めるところによる。
一　物品の残炎時間（着炎後バーナーを取り去っ
てから炎を上げて燃える状態がやむまでの経
過時間をいう。）が、20 秒を超えない範囲内に
おいて総務省令で定める時間以内であること。

二　物品の残じん時間（着炎後バーナーを取り
去ってから炎を上げずに燃える状態がやむま
での経過時間をいう。）が、30 秒を超えない
範囲内において総務省令で定める時間以内で
あること。

三　物品の炭化面積（着炎後燃える状態がやむま
での時間内において炭化する面積をいう。）
が、50㎠を超えない範囲内において総務省令
で定める面積以下であること。

四　物品の炭化長（着炎後燃える状態がやむまで
の時間内において炭化する長さをいう。）の
最大値が、20㎝を超えない範囲内において総
務省令で定める長さ以下であること。

五　物品の接炎回数（溶融し尽くすまでに必要な
炎を接する回数をいう。）が、３回以上の回
数で総務省令で定める回数以上であること。

５	 前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上
の基準は、総務省令で定める。

第４条の４　法第８条の３第３項の政令で定める法
律は、日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律
第175号）及び家庭用品品質表示法（昭和37年法律第104
号）とする。

【住宅用防災機器】
第５条の６　法第９条の２第１項の住宅用防災機器
として政令で定める機械器具又は設備は、次に
掲げるもののいずれかであって、その形状、構
造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の
規格に適合するものとする。
一　住宅用防災警報器（住宅（法第９条の２第１
項に規定する住宅をいう。以下この章におい
て同じ。）における火災の発生を未然に又は
早期に感知し、及び報知する警報器をいう。
次条及び第 37 条第七号において同じ。）

二　住宅用防災報知設備（住宅における火災の発
生を未然に又は早期に感知し、及び報知する
火災報知設備（その部分であって、法第 21
条の２第１項の検定対象機械器具等で第 37

条第四号から第六号までに掲げるものに該当
するものについては、これらの検定対象機械
器具等について定められた法第 21 条の２第
２項の技術上の規格に適合するものに限る。）
をいう。次条において同じ。）

【住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準】
第５条の７　住宅用防災機器の設置及び維持に関し
住宅における火災の予防のために必要な事項に
係る法第９条の２第２項の規定に基づく条例の
制定に関する基準は、次のとおりとする。

一　住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の
感知器は、次に掲げる住宅の部分（ロ又はハ
に掲げる住宅の部分にあっては、総務省令で
定める他の住宅との共用部分を除く。）に設
置すること。

▪省令【他の住宅との共用部分】住宅用防災機器

設置基準３条�➡５７７ 

イ　就寝の用に供する居室（建築基準法（昭和25
年法律第201号）第２条第四号に規定する居室
をいう。ハにおいて同じ。）

ロ　イに掲げる住宅の部分が存する階（避難階
を除く。）から直下階に通ずる階段（屋外
に設けられたものを除く。）

ハ　イ又はロに掲げるもののほか、居室が存す
る階において火災の発生を未然に又は早期
に、かつ、有効に感知することが住宅にお
ける火災予防上特に必要であると認められ
る住宅の部分として総務省令で定める部分
▪省令【感知器を設置すべき住宅の部分】住宅用防災機器

設置基準４条�➡５７７ 

二　住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の
感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分（天
井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内
に面する部分）に、火災の発生を未然に又は
早期に、かつ、有効に感知することができる
ように設置すること。

三　前２号の規定にかかわらず、第一号に掲げる
住宅の部分にスプリンクラー設備（総務省令
で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備え
ているものに限る。）又は自動火災報知設備
を、それぞれ第 12 条又は第 21 条に定める技
術上の基準に従い設置したときその他の当該
設備と同等以上の性能を有する設備を設置し
た場合において総務省令で定めるときは、当
該設備の有効範囲内の住宅の部分について住

第 ４条の ４　●消防法施行令（抄）
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じゅうたん等にあっては第一号及び第四号、そ
の他の物品にあっては第一号から第三号までに
定めるところによる。

一　物品の残炎時間（着炎後バーナーを取り去っ
てから炎を上げて燃える状態がやむまでの経
過時間をいう。）が、20 秒を超えない範囲内に
おいて総務省令で定める時間以内であること。

二　物品の残じん時間（着炎後バーナーを取り
去ってから炎を上げずに燃える状態がやむま
での経過時間をいう。）が、30 秒を超えない
範囲内において総務省令で定める時間以内で
あること。

三　物品の炭化面積（着炎後燃える状態がやむま
での時間内において炭化する面積をいう。）
が、50㎠を超えない範囲内において総務省令
で定める面積以下であること。

四　物品の炭化長（着炎後燃える状態がやむまで
の時間内において炭化する長さをいう。）の
最大値が、20㎝を超えない範囲内において総
務省令で定める長さ以下であること。

五　物品の接炎回数（溶融し尽くすまでに必要な
炎を接する回数をいう。）が、３回以上の回
数で総務省令で定める回数以上であること。

５	 前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上
の基準は、総務省令で定める。

第４条の４　法第８条の３第３項の政令で定める法
律は、日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律
第175号）及び家庭用品品質表示法（昭和37年法律第104
号）とする。

【住宅用防災機器】
第５条の６　法第９条の２第１項の住宅用防災機器
として政令で定める機械器具又は設備は、次に
掲げるもののいずれかであって、その形状、構
造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の
規格に適合するものとする。

一　住宅用防災警報器（住宅（法第９条の２第１
項に規定する住宅をいう。以下この章におい
て同じ。）における火災の発生を未然に又は
早期に感知し、及び報知する警報器をいう。
次条及び第 37 条第七号において同じ。）

二　住宅用防災報知設備（住宅における火災の発
生を未然に又は早期に感知し、及び報知する
火災報知設備（その部分であって、法第 21
条の２第１項の検定対象機械器具等で第 37

条第四号から第六号までに掲げるものに該当
するものについては、これらの検定対象機械
器具等について定められた法第 21 条の２第
２項の技術上の規格に適合するものに限る。）
をいう。次条において同じ。）

【住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準】
第５条の７　住宅用防災機器の設置及び維持に関し
住宅における火災の予防のために必要な事項に
係る法第９条の２第２項の規定に基づく条例の
制定に関する基準は、次のとおりとする。

一　住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の
感知器は、次に掲げる住宅の部分（ロ又はハ
に掲げる住宅の部分にあっては、総務省令で
定める他の住宅との共用部分を除く。）に設
置すること。

▪省令【他の住宅との共用部分】住宅用防災機器

設置基準３条�➡５７７ 

イ　就寝の用に供する居室（建築基準法（昭和25
年法律第201号）第２条第四号に規定する居室
をいう。ハにおいて同じ。）

ロ　イに掲げる住宅の部分が存する階（避難階
を除く。）から直下階に通ずる階段（屋外
に設けられたものを除く。）

ハ　イ又はロに掲げるもののほか、居室が存す
る階において火災の発生を未然に又は早期
に、かつ、有効に感知することが住宅にお
ける火災予防上特に必要であると認められ
る住宅の部分として総務省令で定める部分
▪省令【感知器を設置すべき住宅の部分】住宅用防災機器

設置基準４条�➡５７７ 

二　住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の
感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分（天
井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内
に面する部分）に、火災の発生を未然に又は
早期に、かつ、有効に感知することができる
ように設置すること。

三　前２号の規定にかかわらず、第一号に掲げる
住宅の部分にスプリンクラー設備（総務省令
で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備え
ているものに限る。）又は自動火災報知設備
を、それぞれ第 12 条又は第 21 条に定める技
術上の基準に従い設置したときその他の当該
設備と同等以上の性能を有する設備を設置し
た場合において総務省令で定めるときは、当
該設備の有効範囲内の住宅の部分について住

第 ４条の ４　●消防法施行令（抄）
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宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設
置しないことができること。

２	 前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の
設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用
防災機器の設置及び維持に関し住宅における火
災の予防のために必要な事項に係る法第９条の
２第２項の規定に基づく条例の制定に関する基
準については、総務省令で定める。

▪省令【住宅用防災警報器に関する基準】住宅用防災機器

設置基準７条�➡５７８ 

▪省令【住宅用防災報知設備に関する基準】住宅用防災機器

設置基準８条�➡５７８ 

【住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する
条例の基準】
第５条の８　法第９条の２第２項の規定に基づく条
例には、住宅用防災機器について、消防長又は
消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況
から判断して、住宅における火災の発生又は延
焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅におけ
る火災による被害を最少限度に止めることがで
きると認めるときにおける当該条例の規定の適
用の除外に関する規定を定めるものとする。

【防火対象物の指定】
第６条　法第 17 条第１項の政令で定める防火対象
物は、別表第１に掲げる防火対象物とする。

▪別表第１➡５６１ 

【消防用設備等の種類】
第７条　法第 17 条第１項の政令で定める消防の用
に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難
設備とする。

２	 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して
消火を行う機械器具又は設備であって、次に掲
げるものとする。
一　消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ　水バケツ
ロ　水槽
ハ　乾燥砂
ニ　膨張ひる石又は膨張真珠岩
二　屋内消火栓設備
三　スプリンクラー設備
四　水噴霧消火設備
五　泡消火設備
六　不活性ガス消火設備
七　ハロゲン化物消火設備
八　粉末消火設備

九　屋外消火栓設備
十　動力消防ポンプ設備

３	 第１項の警報設備は、火災の発生を報知する機
械器具又は設備であって、次に掲げるものとす
る。

一　自動火災報知設備
一の二　ガス漏れ火災警報設備（液化石油ガスの
保安の確保及び取引の適正化に関する法律
（昭和42年法律第149号）第２条第３項に規定する液
化石油ガス販売事業によりその販売がされる
液化石油ガスの漏れを検知するためのものを
除く。以下同じ。）

二　漏電火災警報器
三　消防機関へ通報する火災報知設備
四　警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他
の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備

イ　非常ベル
ロ　自動式サイレン
ハ　放送設備

４	 第１項の避難設備は、火災が発生した場合にお
いて避難するために用いる機械器具又は設備で
あって、次に掲げるものとする。

一　すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避
難橋その他の避難器具

二　誘導灯及び誘導標識
５	 法第 17 条第１項の政令で定める消防用水は、
防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
とする。

６	 法第 17 条第１項の政令で定める消火活動上必
要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送
水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設
備とする。

７	 第１項及び前２項に規定するもののほか、第
29 条の４第１項に規定する必要とされる防火
安全性能を有する消防の用に供する設備等は、
法第 17 条第１項に規定する政令で定める消防
の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必
要な施設とする。

【通則】
第８条　防火対象物が開口部のない耐火構造（建築
基準法第２条第七号に規定する耐火構造をい
う。以下同じ。）の床又は壁で区画されている
ときは、その区画された部分は、この節の規定
の適用については、それぞれ別の防火対象物と
みなす。

消防法施行令（抄）●　第 ５条の ８
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▪この節【設置及び維持の技術上の基準】令８条�〜３３条�の２

➡５３９ 

第９条　別表第１⒃項に掲げる防火対象物の部分
で、同表各項（⒃項から⒇項までを除く。）の
防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に
供されるものは、この節（第 12 条第１項第三
号及び第十号から第十二号まで、第 21 条第１
項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第
21 条の２第１項第五号、第 22 条第１項第六号
及び第七号、第 24 条第２項第二号並びに第３
項第二号及び第三号、第 25 条第１項第五号並
びに第 26 条を除く。）の規定の適用については、
当該用途に供される一の防火対象物とみなす。

第９条の２　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、
⑹項、⑼項イ又は⒃項イに掲げる防火対象物の
地階で、同表（16の2）項に掲げる防火対象物と一
体を成すものとして消防長又は消防署長が指定
したものは、第 12 条第１項第六号、第 21 条第
１項第三号（同表（16の2）項に係る部分に限る。）、
第 21 条の２第１項第一号及び第 24 条第３項第
一号（同表（16の2）項に係る部分に限る。）の規
定の適用については、同表（16の2）項に掲げる防
火対象物の部分であるものとみなす。

【消火器具に関する基準】
第10条　消火器又は簡易消火用具（以下「消火器具」
という。）は、次に掲げる防火対象物又はその
部分に設置するものとする。
一　次に掲げる防火対象物
イ　別表第１⑴項イ、⑵項、⑹項イ⑴から⑶ま
で及びロ、（16の2）項から⒄項まで並びに⒇
項に掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑶項に掲げる防火対象物で、火を
使用する設備又は器具（防火上有効な措置
として総務省令で定める措置が講じられた
ものを除く。）を設けたもの

二　次に掲げる防火対象物で、延べ面積が 150㎡
以上のもの
イ　別表第１⑴項ロ、⑷項、⑸項、⑹項イ⑷、

ハ及びニ、⑼項並びに⑿項から⒁項までに
掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑶項に掲げる防火対象物（前号ロ
に掲げるものを除く。）

三　別表第１⑺項、⑻項、⑽項、⑾項及び⒂項に
掲げる防火対象物で、延べ面積が 300㎡以上

のもの
四　前３号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る建築物その他の工作物で、少量危険物（法
第２条第７項に規定する危険物（別表第２に
おいて「危険物」という。）のうち、危険物
の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）第１条
の 11 に規定する指定数量の　	以上で当該指
定数量未満のものをいう。）又は指定可燃物
（同令別表第４の品名欄に掲げる物品で、同
表の数量欄に定める数量以上のものをいう。
以下同じ。）を貯蔵し、又は取り扱うもの

五　前各号に掲げる防火対象物以外の別表第１に
掲げる建築物の地階（地下建築物にあっては、
その各階をいう。以下同じ。）、無窓階（建築
物の地上階のうち、総務省令で定める避難上
又は消火活動上有効な開口部を有しない階を
いう。以下同じ。）又は３階以上の階で、床
面積が 50㎡以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及
び維持に関する技術上の基準は、次のとおりと
する。

一　前項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又
は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務
省令で定めるところにより、別表第２におい
てその消火に適応するものとされる消火器具
を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハ
ロゲン化物（総務省令で定めるものを除く。）
を放射する消火器は、別表第１（16の2）項及び
（16の3）項に掲げる防火対象物並びに総務省令
で定める地階、無窓階その他の場所に設置し
てはならない。

二　消火器具は、通行又は避難に支障がなく、か
つ、使用に際して容易に持ち出すことができ
る箇所に設置すること。

３	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧
消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次
条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第
16 条、第 17 条若しくは第 18 条に定める技術
上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に
より設置したときは、同項の規定にかかわらず、
総務省令で定めるところにより、消火器具の設
置個数を減少することができる。

1
5
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▪この節【設置及び維持の技術上の基準】令８条�〜３３条�の２

➡５３９ 

第９条　別表第１⒃項に掲げる防火対象物の部分
で、同表各項（⒃項から⒇項までを除く。）の
防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に
供されるものは、この節（第 12 条第１項第三
号及び第十号から第十二号まで、第 21 条第１
項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第
21 条の２第１項第五号、第 22 条第１項第六号
及び第七号、第 24 条第２項第二号並びに第３
項第二号及び第三号、第 25 条第１項第五号並
びに第 26 条を除く。）の規定の適用については、
当該用途に供される一の防火対象物とみなす。

第９条の２　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、
⑹項、⑼項イ又は⒃項イに掲げる防火対象物の
地階で、同表（16の2）項に掲げる防火対象物と一
体を成すものとして消防長又は消防署長が指定
したものは、第 12 条第１項第六号、第 21 条第
１項第三号（同表（16の2）項に係る部分に限る。）、
第 21 条の２第１項第一号及び第 24 条第３項第
一号（同表（16の2）項に係る部分に限る。）の規
定の適用については、同表（16の2）項に掲げる防
火対象物の部分であるものとみなす。

【消火器具に関する基準】
第10条　消火器又は簡易消火用具（以下「消火器具」
という。）は、次に掲げる防火対象物又はその
部分に設置するものとする。

一　次に掲げる防火対象物
イ　別表第１⑴項イ、⑵項、⑹項イ⑴から⑶ま
で及びロ、（16の2）項から⒄項まで並びに⒇
項に掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑶項に掲げる防火対象物で、火を
使用する設備又は器具（防火上有効な措置
として総務省令で定める措置が講じられた
ものを除く。）を設けたもの

二　次に掲げる防火対象物で、延べ面積が 150㎡
以上のもの

イ　別表第１⑴項ロ、⑷項、⑸項、⑹項イ⑷、
ハ及びニ、⑼項並びに⑿項から⒁項までに
掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑶項に掲げる防火対象物（前号ロ
に掲げるものを除く。）

三　別表第１⑺項、⑻項、⑽項、⑾項及び⒂項に
掲げる防火対象物で、延べ面積が 300㎡以上

のもの
四　前３号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る建築物その他の工作物で、少量危険物（法
第２条第７項に規定する危険物（別表第２に
おいて「危険物」という。）のうち、危険物
の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）第１条
の 11 に規定する指定数量の　	以上で当該指
定数量未満のものをいう。）又は指定可燃物
（同令別表第４の品名欄に掲げる物品で、同
表の数量欄に定める数量以上のものをいう。
以下同じ。）を貯蔵し、又は取り扱うもの

五　前各号に掲げる防火対象物以外の別表第１に
掲げる建築物の地階（地下建築物にあっては、
その各階をいう。以下同じ。）、無窓階（建築
物の地上階のうち、総務省令で定める避難上
又は消火活動上有効な開口部を有しない階を
いう。以下同じ。）又は３階以上の階で、床
面積が 50㎡以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及
び維持に関する技術上の基準は、次のとおりと
する。

一　前項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又
は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務
省令で定めるところにより、別表第２におい
てその消火に適応するものとされる消火器具
を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハ
ロゲン化物（総務省令で定めるものを除く。）
を放射する消火器は、別表第１（16の2）項及び
（16の3）項に掲げる防火対象物並びに総務省令
で定める地階、無窓階その他の場所に設置し
てはならない。

二　消火器具は、通行又は避難に支障がなく、か
つ、使用に際して容易に持ち出すことができ
る箇所に設置すること。

３	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧
消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次
条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第
16 条、第 17 条若しくは第 18 条に定める技術
上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に
より設置したときは、同項の規定にかかわらず、
総務省令で定めるところにより、消火器具の設
置個数を減少することができる。

1
5
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【屋内消火栓設備に関する基準】
第 11 条　屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象
物又はその部分に設置するものとする。
一　別表第１⑴項に掲げる防火対象物で、延べ面
積が 500㎡以上のもの

二　別表第１⑵項から⑽項まで、⑿項及び⒁項に
掲げる防火対象物で、延べ面積が 700㎡以上
のもの

三　別表第１⑾項及び⒂項に掲げる防火対象物
で、延べ面積が 1,000㎡以上のもの

四　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 150㎡以上のもの

五　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る建築物その他の工作物で、指定可燃物（可
燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の
規制に関する政令別表第４で定める数量の
750 倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

六　前各号に掲げる防火対象物以外の別表第１⑴
項から⑿項まで、⒁項及び⒂項に掲げる防火
対象物の地階、無窓階又は４階以上の階で、
床面積が、同表⑴項に掲げる防火対象物に
あっては 100㎡以上、同表⑵項から⑽項まで、
⑿項及び⒁項に掲げる防火対象物にあっては
150㎡以上、同表⑾項及び⒂項に掲げる防火
対象物にあっては 200㎡以上のもの

２	 前項の規定の適用については、同項各号（第五
号を除く。）に掲げる防火対象物又はその部分
の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部（建
築基準法第２条第五号に規定する主要構造部を
いう。以下同じ。）を耐火構造とし、かつ、壁
及び天井（天井のない場合にあっては、屋根。
以下この項において同じ。）の室内に面する部
分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を
除く。以下この項において同じ。）の仕上げを
難燃材料（建築基準法施行令第１条第六号に規
定する難燃材料をいう。以下この項において同
じ。）でした防火対象物にあっては当該数値の
３倍の数値（次条第１項第一号に掲げる防火対
象物について前項第二号の規定を適用する場合
にあっては、当該３倍の数値又は 1,000㎡に同
条第２項第三号の二の総務省令で定める部分の
床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小
さい数値）とし、主要構造部を耐火構造とした
その他の防火対象物又は建築基準法第２条第九
号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃
材料でした防火対象物にあっては当該数値の２
倍の数値（次条第１項第一号に掲げる防火対象
物について前項第二号の規定を適用する場合に
あっては、当該２倍の数値又は 1,000㎡に同条
第２項第三号の二の総務省令で定める部分の床
面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さ
い数値）とする。

■関連【準耐火建築物】建築基準法２条�九号の三➡１0 

３	 前２項に規定するもののほか、屋内消火栓設備
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の
各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に
応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一　第１項第二号及び第六号に掲げる防火対象物
又はその部分（別表第１⑿項イ又は⒁項に掲
げる防火対象物に係るものに限る。）�並びに
第１項第五号に掲げる防火対象物又はその部
分　　次に掲げる基準

イ　屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、そ
の階の各部分から一のホース接続口までの
水平距離が 25 ｍ以下となるように設ける
こと。

ロ　屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、
当該屋内消火栓設備のホース接続口からの
水平距離が 25 ｍの範囲内の当該階の各部
分に有効に放水することができる長さとす
ること。

ハ　水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数
が最も多い階における当該設置個数（当該
設置個数が２を超えるときは、２とする。）
に 2.6㎥を乗じて得た量以上の量となるよ
うに設けること。

ニ　屋内消火栓設備は、いずれの階においても、
当該階のすべての屋内消火栓（設置個数が
２を超えるときは、２個の屋内消火栓とす
る。）を同時に使用した場合に、それぞれ
のノズルの先端において、放水圧力が 0.17
メガパスカル以上で、かつ、放水量が 130
ℓ毎分以上の性能のものとすること。

ホ　水源に連結する加圧送水装置は、点検に便
利で、かつ、火災等の災害による被害を受
けるおそれが少ない箇所に設けること。

ヘ　屋内消火栓設備には、非常電源を附置する
こと。

二　第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分

消防法施行令（抄）●　第 11 条
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で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以
外のもの　　同号又は次のイ若しくはロに掲
げる基準
イ　次に掲げる基準
⑴　屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、
その階の各部分から一のホース接続口ま
での水平距離が 15 ｍ以下となるように
設けること。

⑵　屋内消火栓設備の消防用ホースの長さ
は、当該屋内消火栓設備のホース接続口
からの水平距離が 15 ｍの範囲内の当該
階の各部分に有効に放水することができ
る長さとすること。

⑶　屋内消火栓設備の消防用ホースの構造
は、１人で操作することができるものと
して総務省令で定める基準に適合するも
のとすること。

⑷　水源は、その水量が屋内消火栓の設備個
数が最も多い階における当該設置個数
（当該設置個数が２を超えるときは、２
とする。）に 1.2㎥を乗じて得た量以上の
量となるように設けること。

⑸　屋内消火栓設備は、いずれの階において
も、当該階のすべての屋内消火栓（設置
個数が２を超えるときは、２個の屋内消
火栓とする。）を同時に使用した場合に、
それぞれのノズルの先端において、放水
圧力が 0.25 メガパスカル以上で、かつ、
放水量が 60ℓ毎分以上の性能のものと
すること。

⑹　水源に連結する加圧送水装置は、点検に
便利で、かつ、火災等の災害による被害
を受けるおそれが少ない箇所に設けるこ
と。

⑺　屋内消火栓設備には、非常電源を附置す
ること。

ロ　次に掲げる基準
⑴　屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、
その階の各部分から一のホース接続口ま
での水平距離が 25 ｍ以下となるように
設けること。

⑵　屋内消火栓設備の消防用ホースの長さ
は、当該屋内消火栓設備のホース接続口
からの水平距離が 25mの範囲内の当該
階の各部分に有効に放水することができ

る長さとすること。
⑶　屋内消火栓設備の消防用ホースの構造
は、１人で操作することができるものと
して総務省令で定める基準に適合するも
のとすること。

⑷　水源は、その水量が屋内消火栓の設備個
数が最も多い階における当該設置個数
（当該設置個数が２を超えるときは、２
とする。）に 1.6㎥を乗じて得た量以上の
量となるように設けること。

⑸　屋内消火栓設備は、いずれの階において
も、当該階のすべての屋内消火栓（設置
個数が２を超えるときは、２個の屋内消
火栓とする。）を同時に使用した場合に、
それぞれのノズルの先端において、放水
圧力が 0.17 メガパスカル以上で、かつ、
放水量が 80ℓ毎分以上の性能のものと
すること。

⑹　水源に連結する加圧送水装置は、点検に
便利で、かつ、火災等の災害による被害
を受けるおそれが少ない箇所に設けるこ
と。

⑺　屋内消火栓設備には、非常電源を附置す
ること。

４	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火
設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火
設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力
消防ポンプ設備を次条、第 13 条、第 14 条、第
15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条
若しくは第 20 条に定める技術上の基準に従い、
又は当該技術上の基準の例により設置したとき
は、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効
範囲内の部分（屋外消火栓設備及び動力消防ポ
ンプ設備にあっては、１階及び２階の部分に限
る。）について屋内消火栓設備を設置しないこ
とができる。

【スプリンクラー設備に関する基準】
第 12 条　スプリンクラー設備は、次に掲げる防火
対象物又はその部分に設置するものとする。

一　次に掲げる防火対象物（第三号及び第四号に
掲げるものを除く。）で、火災発生時の延焼
を抑制する機能を備える構造として総務省令
で定める構造を有するもの以外のもの

イ　別表第１⑹項イ⑴及び⑵に掲げる防火対象

第 12 条　�●消防法施行令（抄）
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で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以
外のもの　　同号又は次のイ若しくはロに掲
げる基準

イ　次に掲げる基準
⑴　屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、
その階の各部分から一のホース接続口ま
での水平距離が 15 ｍ以下となるように
設けること。

⑵　屋内消火栓設備の消防用ホースの長さ
は、当該屋内消火栓設備のホース接続口
からの水平距離が 15 ｍの範囲内の当該
階の各部分に有効に放水することができ
る長さとすること。

⑶　屋内消火栓設備の消防用ホースの構造
は、１人で操作することができるものと
して総務省令で定める基準に適合するも
のとすること。

⑷　水源は、その水量が屋内消火栓の設備個
数が最も多い階における当該設置個数
（当該設置個数が２を超えるときは、２
とする。）に 1.2㎥を乗じて得た量以上の
量となるように設けること。

⑸　屋内消火栓設備は、いずれの階において
も、当該階のすべての屋内消火栓（設置
個数が２を超えるときは、２個の屋内消
火栓とする。）を同時に使用した場合に、
それぞれのノズルの先端において、放水
圧力が 0.25 メガパスカル以上で、かつ、
放水量が 60ℓ毎分以上の性能のものと
すること。

⑹　水源に連結する加圧送水装置は、点検に
便利で、かつ、火災等の災害による被害
を受けるおそれが少ない箇所に設けるこ
と。

⑺　屋内消火栓設備には、非常電源を附置す
ること。

ロ　次に掲げる基準
⑴　屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、
その階の各部分から一のホース接続口ま
での水平距離が 25 ｍ以下となるように
設けること。

⑵　屋内消火栓設備の消防用ホースの長さ
は、当該屋内消火栓設備のホース接続口
からの水平距離が 25mの範囲内の当該
階の各部分に有効に放水することができ

る長さとすること。
⑶　屋内消火栓設備の消防用ホースの構造
は、１人で操作することができるものと
して総務省令で定める基準に適合するも
のとすること。

⑷　水源は、その水量が屋内消火栓の設備個
数が最も多い階における当該設置個数
（当該設置個数が２を超えるときは、２
とする。）に 1.6㎥を乗じて得た量以上の
量となるように設けること。

⑸　屋内消火栓設備は、いずれの階において
も、当該階のすべての屋内消火栓（設置
個数が２を超えるときは、２個の屋内消
火栓とする。）を同時に使用した場合に、
それぞれのノズルの先端において、放水
圧力が 0.17 メガパスカル以上で、かつ、
放水量が 80ℓ毎分以上の性能のものと
すること。

⑹　水源に連結する加圧送水装置は、点検に
便利で、かつ、火災等の災害による被害
を受けるおそれが少ない箇所に設けるこ
と。

⑺　屋内消火栓設備には、非常電源を附置す
ること。

４	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火
設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火
設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力
消防ポンプ設備を次条、第 13 条、第 14 条、第
15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条
若しくは第 20 条に定める技術上の基準に従い、
又は当該技術上の基準の例により設置したとき
は、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効
範囲内の部分（屋外消火栓設備及び動力消防ポ
ンプ設備にあっては、１階及び２階の部分に限
る。）について屋内消火栓設備を設置しないこ
とができる。

【スプリンクラー設備に関する基準】
第 12 条　スプリンクラー設備は、次に掲げる防火
対象物又はその部分に設置するものとする。

一　次に掲げる防火対象物（第三号及び第四号に
掲げるものを除く。）で、火災発生時の延焼
を抑制する機能を備える構造として総務省令
で定める構造を有するもの以外のもの

イ　別表第１⑹項イ⑴及び⑵に掲げる防火対象

第 12 条　�●消防法施行令（抄）
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物
ロ　別表第１⑹項ロ⑴及び⑶に掲げる防火対象
物

ハ　別表第１⑹項ロ⑵、⑷及び⑸に掲げる防火
対象物（介助がなければ避難できない者と
して総務省令で定める者を主として入所さ
せるもの以外のものにあっては、延べ面積
が 275㎡以上のものに限る。）

二　別表第１⑴項に掲げる防火対象物（次号及び
第四号に掲げるものを除く。）で、舞台部（舞
台並びにこれに接続して設けられた大道具室
及び小道具室をいう。以下同じ。）の床面積が、
当該舞台が、地階、無窓階又は４階以上の階
にあるものにあっては 300㎡以上、その他の
階にあるものにあっては 500㎡以上のもの

三　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項、
⑼項イ及び⒃項イに掲げる防火対象物で、地
階を除く階数が 11 以上のもの（総務省令で
定める部分を除く。）

四　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項及
び⑼項イに掲げる防火対象物（前号に掲げる
ものを除く。）のうち、平屋建以外の防火対
象物で、総務省令で定める部分以外の部分の
床面積の合計が、同表⑷項及び⑹項イ⑴から
⑶までに掲げる防火対象物にあっては 3,000
㎡以上、その他の防火対象物にあっては 6,000
㎡以上のもの

五　別表第１⒁項に掲げる防火対象物のうち、天
井（天井のない場合にあっては、屋根の下面。
次項において同じ。）の高さが 10 ｍを超え、
かつ、延べ面積が 700㎡以上のラック式倉庫
（棚又はこれに類するものを設け、昇降機に
より収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫を
いう。）

六　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

七　別表第１（16の3）項に掲げる防火対象物のう
ち、延べ面積が 1,000㎡以上で、かつ、同表
⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イ
に掲げる防火対象物の用途に供される部分の
床面積の合計が 500㎡以上のもの

八　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る建築物その他の工作物で、指定可燃物（可
燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の
規制に関する政令別表第４で定める数量の

1,000 倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
九　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物（第六
号に掲げるものを除く。）の部分のうち、同
表⑹項イ⑴若しくは⑵又はロに掲げる防火対
象物の用途に供されるもの（火災発生時の延
焼を抑制する機能を備える構造として総務省
令で定める構造を有するものを除く。）

十　別表第１⒃項イに掲げる防火対象物（第三号
に掲げるものを除く。）で、同表⑴項から⑷
項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防
火対象物の用途に供される部分（総務省令で
定める部分を除く。）の床面積の合計が 3,000
㎡以上のものの階のうち、当該部分が存する
階

一
十　前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外
の別表第１に掲げる防火対象物の地階、無窓
階又は４階以上 10 階以下の階（総務省令で
定める部分を除く。）で、次に掲げるもの

イ　別表第１⑴項、⑶項、⑸項イ、⑹項及び⑼
項イに掲げる防火対象物の階で、その床面
積が、地階又は無窓階にあっては 1,000㎡
以上、４階以上 10 階以下の階にあっては
1500㎡以上のもの

ロ　別表第１⑵項及び⑷項に掲げる防火対象物
の階で、その床面積が 1,000㎡以上のもの

ハ　別表第１⒃項イに掲げる防火対象物の階の
うち、同表⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹
項又は⑼項イに掲げる防火対象物の用途に
供される部分が存する階で、当該部分の床
面積が、地階又は無窓階にあっては 1,000
㎡以上、４階以上 10 階以下の階にあって
は 1,500㎡（同表⑵項又は⑷項に掲げる防
火対象物の用途に供される部分が存する階
にあっては、1,000㎡）以上のもの

二
十　前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外
の別表第１に掲げる防火対象物の 11 階以上
の階（総務省令で定める部分を除く。）

２	 前項に規定するもののほか、スプリンクラー設
備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次
のとおりとする。

一　スプリンクラーヘッドは、前項第二号に掲げる
防火対象物にあっては舞台部に、同項第八号
に掲げる防火対象物にあっては指定可燃物（可
燃性液体類に係るものを除く。）を貯蔵し、又
は取り扱う部分に、同項第一号、第三号、第
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四号、第六号、第七号及び第九号から第十二
号までに掲げる防火対象物にあっては総務省
令で定める部分に、それぞれ設けること。

二　スプリンクラーヘッドは、次に定めるところ
により、設けること。
イ　前項各号（第一号、第五号から第七号まで
及び第九号を除く。）に掲げる防火対象物
又はその部分（ロに規定する部分を除くほ
か、別表第１⑸項若しくは⑹項に掲げる防
火対象物又は同表⒃項に掲げる防火対象物
の同表⑸項若しくは⑹項に掲げる防火対象
物の用途に供される部分であって、総務省
令で定める種別のスプリンクラーヘッドが
総務省令で定めるところにより設けられて
いる部分がある場合には、当該スプリンク
ラーヘッドが設けられている部分を除く。）
においては、前号に掲げる部分の天井又は
小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分か
ら一のスプリンクラーヘッドまでの水平距
離が、次の表の左欄に掲げる防火対象物又
はその部分ごとに、同表の右欄に定める距
離となるように、総務省令で定める種別の
スプリンクラーヘッドを設けること。

防火対象物又はその部分 距離

第１項第二号から第四号まで
及び第十号から第十二号まで
に掲げる防火対象物又はその
部分（別表第１⑴項に掲げる
防火対象物の舞台部に限る。）

1.7ｍ以下

第１項第八号に掲げる防火
対象物

1.7 ｍ（火災を早期に感知し、
かつ、広範囲に散水すること
ができるスプリンクラーヘッ
ドとして総務省令で定めるス
プリンクラーヘッド（以下こ
の表において「高感度型ヘッ
ド」という。）にあっては、
当該スプリンクラーヘッドの
性能に応じ総務省令で定める
距離）以下

第１項第三
号、第四号及
び第十号から
第十二号まで
に掲げる防火
対象物又はそ
の部分（別表
第１⑴項に掲
げる防火対象
物の舞台部を
除く。）

耐火建築物
（建築基準法
第２条第九号
の二に規定す
る耐火建築物
をいう。以下
同じ。）以外
の建築物

2.1ｍ（高感度型ヘッドにあっ
ては、当該スプリンクラー
ヘッドの性能に応じ総務省令
で定める距離）以下

耐火建築物

2.3 ｍ（高感度型ヘッドにあっ
ては、当該スプリンクラー
ヘッドの性能に応じ総務省令
で定める距離）以下

ロ　前項第三号、第四号、第八号及び第十号か
ら第十二号までに掲げる防火対象物又はそ
の部分（別表第１⑴項に掲げる防火対象物
の舞台部を除く。）のうち、可燃物が大量
に存し消火が困難と認められる部分として
総務省令で定めるものであって床面から天
井までの高さが６ｍを超える部分及びその
他の部分であって床面から天井までの高さ
が 10 ｍを超える部分においては、総務省
令で定める種別のスプリンクラーヘッド
を、総務省令で定めるところにより、設け
ること。

ハ　前項第一号、第五号から第七号まで及び第
九号に掲げる防火対象物においては、総務
省令で定める種別のスプリンクラーヘッド
を、総務省令で定めるところにより、設け
ること。

三　前号に掲げるもののほか、開口部（防火対象
物の 10 階以下の部分にある開口部にあって
は、延焼のおそれのある部分（建築基準法第
２条第六号に規定する延焼のおそれのある部
分をいう。）にあるものに限る。）には、その
上枠に、当該上枠の長さ 2.5 ｍ以下ごとに一
のスプリンクラーヘッドを設けること。ただ
し、防火対象物の 10 階以下の部分にある開
口部で建築基準法第２条第九号の二ロに規定
する防火設備（防火戸その他の総務省令で定
めるものに限る。）が設けられているものに
ついては、この限りでない。

三の二　特定施設水道連結型スプリンクラー設備
（スプリンクラー設備のうち、その水源とし
て、水道の用に供する水管を当該スプリンク
ラー設備に連結したものであって、次号に規
定する水量を貯留するための施設を有しない
ものをいう。以下この項において同じ。）は、
前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又
はその部分のうち、防火上有効な措置が講じ
られた構造を有するものとして総務省令で定
める部分以外の部分の床面積の合計が 1,000
㎡未満のものに限り、設置することができる
こと。

四　スプリンクラー設備（特定施設水道連結型ス
プリンクラー設備を除く。）には、その水源
として、防火対象物の用途、構造若しくは規
模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総

第 12 条　●消防法施行令（抄）
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四号、第六号、第七号及び第九号から第十二
号までに掲げる防火対象物にあっては総務省
令で定める部分に、それぞれ設けること。

二　スプリンクラーヘッドは、次に定めるところ
により、設けること。

イ　前項各号（第一号、第五号から第七号まで
及び第九号を除く。）に掲げる防火対象物
又はその部分（ロに規定する部分を除くほ
か、別表第１⑸項若しくは⑹項に掲げる防
火対象物又は同表⒃項に掲げる防火対象物
の同表⑸項若しくは⑹項に掲げる防火対象
物の用途に供される部分であって、総務省
令で定める種別のスプリンクラーヘッドが
総務省令で定めるところにより設けられて
いる部分がある場合には、当該スプリンク
ラーヘッドが設けられている部分を除く。）
においては、前号に掲げる部分の天井又は
小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分か
ら一のスプリンクラーヘッドまでの水平距
離が、次の表の左欄に掲げる防火対象物又
はその部分ごとに、同表の右欄に定める距
離となるように、総務省令で定める種別の
スプリンクラーヘッドを設けること。

防火対象物又はその部分 距離

第１項第二号から第四号まで
及び第十号から第十二号まで
に掲げる防火対象物又はその
部分（別表第１⑴項に掲げる
防火対象物の舞台部に限る。）

1.7ｍ以下

第１項第八号に掲げる防火
対象物

1.7 ｍ（火災を早期に感知し、
かつ、広範囲に散水すること
ができるスプリンクラーヘッ
ドとして総務省令で定めるス
プリンクラーヘッド（以下こ
の表において「高感度型ヘッ
ド」という。）にあっては、
当該スプリンクラーヘッドの
性能に応じ総務省令で定める
距離）以下

第１項第三
号、第四号及
び第十号から
第十二号まで
に掲げる防火
対象物又はそ
の部分（別表
第１⑴項に掲
げる防火対象
物の舞台部を
除く。）

耐火建築物
（建築基準法
第２条第九号
の二に規定す
る耐火建築物
をいう。以下
同じ。）以外
の建築物

2.1ｍ（高感度型ヘッドにあっ
ては、当該スプリンクラー
ヘッドの性能に応じ総務省令
で定める距離）以下

耐火建築物

2.3 ｍ（高感度型ヘッドにあっ
ては、当該スプリンクラー
ヘッドの性能に応じ総務省令
で定める距離）以下

ロ　前項第三号、第四号、第八号及び第十号か
ら第十二号までに掲げる防火対象物又はそ
の部分（別表第１⑴項に掲げる防火対象物
の舞台部を除く。）のうち、可燃物が大量
に存し消火が困難と認められる部分として
総務省令で定めるものであって床面から天
井までの高さが６ｍを超える部分及びその
他の部分であって床面から天井までの高さ
が 10 ｍを超える部分においては、総務省
令で定める種別のスプリンクラーヘッド
を、総務省令で定めるところにより、設け
ること。

ハ　前項第一号、第五号から第七号まで及び第
九号に掲げる防火対象物においては、総務
省令で定める種別のスプリンクラーヘッド
を、総務省令で定めるところにより、設け
ること。

三　前号に掲げるもののほか、開口部（防火対象
物の 10 階以下の部分にある開口部にあって
は、延焼のおそれのある部分（建築基準法第
２条第六号に規定する延焼のおそれのある部
分をいう。）にあるものに限る。）には、その
上枠に、当該上枠の長さ 2.5 ｍ以下ごとに一
のスプリンクラーヘッドを設けること。ただ
し、防火対象物の 10 階以下の部分にある開
口部で建築基準法第２条第九号の二ロに規定
する防火設備（防火戸その他の総務省令で定
めるものに限る。）が設けられているものに
ついては、この限りでない。

三の二　特定施設水道連結型スプリンクラー設備
（スプリンクラー設備のうち、その水源とし
て、水道の用に供する水管を当該スプリンク
ラー設備に連結したものであって、次号に規
定する水量を貯留するための施設を有しない
ものをいう。以下この項において同じ。）は、
前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又
はその部分のうち、防火上有効な措置が講じ
られた構造を有するものとして総務省令で定
める部分以外の部分の床面積の合計が 1,000
㎡未満のものに限り、設置することができる
こと。

四　スプリンクラー設備（特定施設水道連結型ス
プリンクラー設備を除く。）には、その水源
として、防火対象物の用途、構造若しくは規
模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総
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務省令で定めるところにより算出した量以上
の量となる水量を貯留するための施設を設け
ること。

五　スプリンクラー設備は、防火対象物の用途、
構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッド
の種別に応じ総務省令で定めるところにより
放水することができる性能のものとするこ
と。

六　スプリンクラー設備（総務省令で定める特定
施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。）
には、点検に便利で、かつ、火災等の災害に
よる被害を受けるおそれが少ない箇所に、水
源に連結する加圧送水装置を設けること。

七　スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、
かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近するこ
とができる位置に双口形の送水口を附置する
こと。ただし、特定施設水道連結型スプリン
クラー設備については、この限りでない。

八　スプリンクラー設備には、総務省令で定める
ところにより、補助散水栓を設けることがで
きること。

３	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火
設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
を次条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条
若しくは第 18 条に定める技術上の基準に従い、
又は当該技術上の基準の例により設置したとき
は、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効
範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設
置しないことができる。

４	 前条第２項の規定は、第１項第五号に掲げる防
火対象物について準用する。

【水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物】
第 13 条　次の表の左欄に掲げる防火対象物又はそ
の部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不
活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は
粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に掲げ
るもののいずれかを設置するものとする。

防火対象物又はその部分 消火設備

別表第１⒀項ロに掲げる防火対象物 泡消火設備又は粉末
消火設備

別表第１に掲げる防火対象物の屋上
部分で、回転翼航空機又は垂直離着
陸航空機の発着の用に供されるもの

泡消火設備又は粉末
消火設備

別表第１に掲げる防火対象物の道
路（車両の交通の用に供されるもの
であって総務省令で定めるものに限
る。以下同じ。）の用に供される部
分で、床面積が、屋上部分にあって
は 600㎡以上、それ以外の部分にあっ
ては 400㎡以上のもの

水噴霧消火設備、泡消
火設備、不活性ガス消
火設備又は粉末消火
設備

別表第１に掲げる防火対象物の自動
車の修理又は整備の用に供される部
分で、床面積が、地階又は２階以上
の階にあっては 200㎡以上、１階に
あっては 500㎡以上のもの

泡消火設備、不活性ガ
ス消火設備、ハロゲ
ン化物消火設備又は	
粉末消火設備

別表第１に掲げる防火対象物の駐車
の用に供される部分で、次に掲げる
もの
１　当該部分の存する階（屋上部分
を含み、駐車するすべての車両が
同時に屋外に出ることができる構
造の階を除く。）における当該部分

水噴霧消火設備、泡消
火設備、不活性ガス消
火設備、ハロゲン化
物消火設備又は粉末	
消火設備

　の床面積が、地階又は２階以上の
階にあっては200㎡以上、１階に
あっては500㎡以上、屋上部分に
あっては300㎡以上のもの

２　昇降機等の機械装置により車両
を駐車させる構造のもので、車両
の収容台数が10 以上のもの

別表第１に掲げる防火対象物の発電
機、変圧器その他これらに類する電	
気設備が設置されている部分で、	
床面積が 200㎡以上のもの

不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設
備又は粉末消火設備

別表第１に掲げる防火対象物の鍛造
場、ボイラー室、乾燥室その他多量
の火気を使用する部分で、床面積が
200㎡以上のもの

不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設
備又は粉末消火設備

別表第１に掲げる防火対象物の通信	
機器室で、床面積が 500㎡以上の	
もの

不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設
備又は粉末消火設備

別表第１に
掲げる建築
物その他の
工作物で、
指定可燃物
を危険物の
規制に関す
る政令別
表第４（以
下この項に
おいて「危
険物政令別
表第４」と
いう。）で定
める数量の
1,000倍以上
貯蔵し、又
は取り扱う
もの

危険物政令別表第４に
掲げる綿花類、木毛及
びかんなくず、ぼろ及
び紙くず（動植物油が
しみ込んでいる布又は
紙及びこれらの製品を
除く。）、糸類、わら類、
再生資源燃料又は合成
樹脂類（不燃性又は難
燃性でないゴム製品、
ゴム半製品、原料ゴム
及びゴムくずに限る。）
に係るもの

水噴霧消火設備、泡
消火設備又は全域放
出方式の不活性ガス	
消火設備

危険物政令別表第４に
掲げるぼろ及び紙く
ず（動植物油がしみ込
んでいる布又は紙及び
これらの製品に限る。）
又は石炭・木炭類に係
るもの

水噴霧消火設備又は
泡消火設備

消防法施行令（抄）●　第 13 条
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危険物政令別表第４に
掲げる可燃性固体類、
可燃性液体類又は合成
樹脂類（不燃性又は難
燃性でないゴム製品、
ゴム半製品、原料ゴム
及びゴムくずを除く。）
に係るもの

水噴霧消火設備、泡消
火設備、不活性ガス消
火設備、ハロゲン化
物消火設備又は粉末	
消火設備

危険物政令別表第４に
掲げる木材加工品及び
木くずに係るもの

水噴霧消火設備、泡消
火設備、全域放出方式
の不活性ガス消火設
備又は全域放出方式
のハロゲン化物消火
設備

２	 前項の表に掲げる指定可燃物（可燃性液体類に
係るものを除く。）を貯蔵し、又は取り扱う建
築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前
条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術
上の基準の例により設置したときは、同項の規
定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分
について、それぞれ同表の右欄に掲げる消火設
備を設置しないことができる。

【水噴霧消火設備に関する基準】
第 14 条　前条に規定するもののほか、水噴霧消火
設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、
次のとおりとする。
一　噴霧ヘッドは、防護対象物（当該消火設備に
よって消火すべき対象物をいう。以下同じ。）
の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法
に応じ、標準放射量（前条第１項の消火設備
のそれぞれのヘッドについて総務省令で定め
る水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン
化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。
以下同じ。）で当該防護対象物の火災を有効
に消火することができるように、総務省令で
定めるところにより、必要な個数を適当な位
置に設けること。

二　別表第１に掲げる防火対象物の道路の用に供
される部分又は駐車の用に供される部分に設
置するときは、総務省令で定めるところによ
り、有効な排水設備を設けること。

三　高圧の電気機器がある場所においては、当該
電気機器と噴霧ヘッド及び配管との間に電気
絶縁を保つための必要な空間を保つこと。

四　水源は、総務省令で定めるところにより、そ
の水量が防護対象物の火災を有効に消火する
ことができる量以上の量となるように設ける
こと。

五　水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利
で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃
による損傷のおそれが少ない箇所に設けるこ
と。ただし、保護のための有効な措置を講じ
たときは、この限りでない。

六　水噴霧消火設備には、非常電源を附置するこ
と。

【泡消火設備に関する基準】
第 15 条　第 13 条に規定するもののほか、泡消火
設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、
次のとおりとする。

一　固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象
物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方
法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火
災を有効に消火することができるように、総
務省令で定めるところにより、必要な個数を
適当な位置に設けること。

二　移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべ
ての防護対象物について、当該防護対象物の
各部分から一のホース接続口までの水平距離
が 15 ｍ以下となるように設けること。

三　移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さ
は、当該泡消火設備のホース接続口からの水
平距離が 15 ｍの範囲内の当該防護対象物の
各部分に有効に放射することができる長さと
すること。

四　移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納す
る箱は、ホース接続口から３ｍ以内の距離に
設けること。

五　水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務
省令で定めるところにより、防護対象物の火
災を有効に消火することができる量以上の量
となるようにすること。

六　泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、
点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び
衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬
剤が変質するおそれが少ない箇所に設けるこ
と。ただし、保護のための有効な措置を講じ
たときは、この限りでない。

七　泡消火設備には、非常電源を附置すること。
【不活性ガス消火設備に関する基準】
第 16 条　第 13 条に規定するもののほか、不活性
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の
基準は、次のとおりとする。

一　全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射

第 1４ 条　●消防法施行令（抄）
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危険物政令別表第４に
掲げる可燃性固体類、
可燃性液体類又は合成
樹脂類（不燃性又は難
燃性でないゴム製品、
ゴム半製品、原料ゴム
及びゴムくずを除く。）
に係るもの

水噴霧消火設備、泡消
火設備、不活性ガス消
火設備、ハロゲン化
物消火設備又は粉末	
消火設備

危険物政令別表第４に
掲げる木材加工品及び
木くずに係るもの

水噴霧消火設備、泡消
火設備、全域放出方式
の不活性ガス消火設
備又は全域放出方式
のハロゲン化物消火
設備

２	 前項の表に掲げる指定可燃物（可燃性液体類に
係るものを除く。）を貯蔵し、又は取り扱う建
築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前
条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術
上の基準の例により設置したときは、同項の規
定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分
について、それぞれ同表の右欄に掲げる消火設
備を設置しないことができる。

【水噴霧消火設備に関する基準】
第 14 条　前条に規定するもののほか、水噴霧消火
設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、
次のとおりとする。

一　噴霧ヘッドは、防護対象物（当該消火設備に
よって消火すべき対象物をいう。以下同じ。）
の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法
に応じ、標準放射量（前条第１項の消火設備
のそれぞれのヘッドについて総務省令で定め
る水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン
化物消火剤又は粉末消火剤の放射量をいう。
以下同じ。）で当該防護対象物の火災を有効
に消火することができるように、総務省令で
定めるところにより、必要な個数を適当な位
置に設けること。

二　別表第１に掲げる防火対象物の道路の用に供
される部分又は駐車の用に供される部分に設
置するときは、総務省令で定めるところによ
り、有効な排水設備を設けること。

三　高圧の電気機器がある場所においては、当該
電気機器と噴霧ヘッド及び配管との間に電気
絶縁を保つための必要な空間を保つこと。

四　水源は、総務省令で定めるところにより、そ
の水量が防護対象物の火災を有効に消火する
ことができる量以上の量となるように設ける
こと。

五　水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利
で、かつ、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃
による損傷のおそれが少ない箇所に設けるこ
と。ただし、保護のための有効な措置を講じ
たときは、この限りでない。

六　水噴霧消火設備には、非常電源を附置するこ
と。

【泡消火設備に関する基準】
第 15 条　第 13 条に規定するもののほか、泡消火
設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、
次のとおりとする。

一　固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象
物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方
法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火
災を有効に消火することができるように、総
務省令で定めるところにより、必要な個数を
適当な位置に設けること。

二　移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべ
ての防護対象物について、当該防護対象物の
各部分から一のホース接続口までの水平距離
が 15 ｍ以下となるように設けること。

三　移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さ
は、当該泡消火設備のホース接続口からの水
平距離が 15 ｍの範囲内の当該防護対象物の
各部分に有効に放射することができる長さと
すること。

四　移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納す
る箱は、ホース接続口から３ｍ以内の距離に
設けること。

五　水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務
省令で定めるところにより、防護対象物の火
災を有効に消火することができる量以上の量
となるようにすること。

六　泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、
点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び
衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬
剤が変質するおそれが少ない箇所に設けるこ
と。ただし、保護のための有効な措置を講じ
たときは、この限りでない。

七　泡消火設備には、非常電源を附置すること。
【不活性ガス消火設備に関する基準】
第 16 条　第 13 条に規定するもののほか、不活性
ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の
基準は、次のとおりとする。

一　全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射

第 1４ 条　●消防法施行令（抄）
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ヘッドは、不燃材料（建築基準法第２条第九
号に規定する不燃材料をいう。以下この号に
おいて同じ。）で造った壁、柱、床又は天井（天
井のない場合にあっては、はり又は屋根）に
より区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置
（建築基準法第２条第九号の二ロに規定する
防火設備（防火戸その他の総務省令で定める
ものに限る。）又は不燃材料で造った戸で不
活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を
自動的に閉鎖する装置をいう。）が設けられ
ている部分に、当該部分の容積及び当該部分
にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量
で当該防護対象物の火災を有効に消火するこ
とができるように、総務省令で定めるところ
により、必要な個数を適当な位置に設けるこ
と。ただし、当該部分から外部に漏れる量以
上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して
放出することができる設備であるときは、当
該開口部の自動閉鎖装置を設けないことがで
きる。

二　局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射
ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、
数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に
不活性ガス消火剤を直接放射することによっ
て標準放射量で当該防護対象物の火災を有効
に消火することができるように、総務省令で
定めるところにより、必要な個数を適当な位
置に設けること。

三　移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口
は、すべての防護対象物について、当該防護
対象物の各部分から一のホース接続口までの
水平距離が 15 ｍ以下となるように設けるこ
と。

四　移動式の不活性ガス消火設備のホースの長さ
は、当該不活性ガス消火設備のホース接続口
からの水平距離が 15 ｍの範囲内の当該防護
対象物の各部分に有効に放射することができ
る長さとすること。

五　不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス
消火剤の量は、総務省令で定めるところによ
り、防護対象物の火災を有効に消火すること
ができる量以上の量となるようにすること。

六　不活性ガス消火剤容器は、点検に便利で、火
災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷の
おそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない

箇所に設けること。ただし、保護のための有
効な措置を講じたときは、この限りでない。

七　全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス
消火設備には、非常電源を附置すること。

【ハロゲン化物消火設備に関する基準】
第 17 条　第 13 条に規定するもののほか、ハロゲ
ン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上
の基準は、次のとおりとする。

一　全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化
物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第一
号又は第二号に掲げる全域放出方式又は局所
放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッド
の設置の例によるものであること。

二　移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続
口は、すべての防護対象物について、当該防
護対象物の各部分から一のホース接続口まで
の水平距離が 20 ｍ以下となるように設ける
こと。

三　移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長
さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接
続口からの水平距離が 20 ｍの範囲内の当該
防護対象物の各部分に有効に放射することが
できる長さとすること。

四　ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン
化物消火剤の量は、総務省令で定めるところ
により、防護対象物の火災を有効に消火する
ことができる量以上の量となるようにするこ
と。

五　ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、
点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び
衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温
度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、
保護のための有効な措置を講じたときは、こ
の限りでない。

六　全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化
物消火設備には、非常電源を附置すること。

【粉末消火設備に関する基準】
第 18 条　第 13 条に規定するもののほか、粉末消
火設備の設置及び維持に関する技術上の基準
は、次のとおりとする。

一　全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設
備の噴射ヘッドの設置は、第 16 条第一号又
は第二号に掲げる全域放出方式又は局所放出
方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設
置の例によるものであること。

消防法施行令（抄）●　第 1７ 条
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二　移動式の粉末消火設備のホース接続口は、す
べての防護対象物について、当該防護対象物
の各部分から一のホース接続口までの水平距
離が 15 ｍ以下となるように設けること。

三　移動式の粉末消火設備のホースの長さは、当
該粉末消火設備のホース接続口からの水平距
離が 15 ｍの範囲内の当該防護対象物の各部
分に有効に放射することができる長さとする
こと。

四　粉末消火剤容器に貯蔵する粉末消火剤の量
は、総務省令で定めるところにより、防護対
象物の火災を有効に消火することができる量
以上の量となるようにすること。

五　粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は、点検
に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃
による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の
変化が少ない箇所に設けること。ただし、保
護のための有効な措置を講じたときは、この
限りでない。

六　全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設
備には、非常電源を附置すること。

【屋外消火栓設備に関する基準】
第 19 条　屋外消火栓設備は、別表第１⑴項から⒂
項まで、⒄項及び⒅項に掲げる建築物で、床面
積（地階を除く階数が１であるものにあっては
１階の床面積を、地階を除く階数が２以上であ
るものにあっては１階及び２階の部分の床面積
の合計をいう。第 27 条において同じ。）が、耐
火建築物にあっては 9,000㎡以上、準耐火建築
物（建築基準法第２条第九号の三に規定する準
耐火建築物をいう。以下同じ。）にあっては6,000
㎡以上、その他の建築物にあっては 3,000㎡以
上のものについて設置するものとする。

２	 同一敷地内にある２以上の別表第１⑴項から⒂
項まで、⒄項及び⒅項に掲げる建築物（耐火建
築物及び準耐火建築物を除く。）で、当該建築
物相互の１階の外壁間の中心線からの水平距離
が、１階にあっては３ｍ以下、２階にあっては
５ｍ以下である部分を有するものは、前項の規
定の適用については、一の建築物とみなす。

３	 前２項に規定するもののほか、屋外消火栓設備
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の
とおりとする。
一　屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホー
ス接続口までの水平距離が 40 ｍ以下となる

ように設けること。
二　屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当
該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平
距離が 40 ｍの範囲内の当該建築物の各部分
に有効に放水することができる長さとするこ
と。

三　水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数（当
該設置個数が２を超えるときは、２とする。）
に７㎥を乗じて得た量以上の量となるように
設けること。

四　屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓（設
置個数が２を超えるときは、２個の屋外消火
栓とする。）を同時に使用した場合に、それ
ぞれのノズルの先端において、放水圧力が
0.25 メガパスカル以上で、かつ、放水量が
350ℓ毎分以上の性能のものとすること。

五　屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具
を格納する箱は、避難の際通路となる場所等
屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるお
それのある箇所に設けないこと。

六　屋外消火栓設備には、非常電源を附置するこ
と。

４	 第１項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧
消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力
消防ポンプ設備を第 12 条、第 13 条、第 14 条、
第 15 条、第 16 条、第 17 条、前条若しくは次
条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術
上の基準の例により設置したときは、同項の規
定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分
について屋外消火栓設備を設置しないことがで
きる。

【動力消防ポンプ設備に関する基準】
第 20 条　動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げ
る防火対象物又はその部分について設置するも
のとする。

一　第 11 条第１項各号（第四号を除く。）に掲げ
る防火対象物又はその部分

二　前条第１項の建築物
２	 第 11 条第２項の規定は前項第一号に掲げる防
火対象物又はその部分について、前条第２項の
規定は前項第二号に掲げる建築物について準用
する。

３	 動力消防ポンプ設備は、法第 21 条の 16 の３第
１項の技術上の規格として定められた放水量
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二　移動式の粉末消火設備のホース接続口は、す
べての防護対象物について、当該防護対象物
の各部分から一のホース接続口までの水平距
離が 15 ｍ以下となるように設けること。

三　移動式の粉末消火設備のホースの長さは、当
該粉末消火設備のホース接続口からの水平距
離が 15 ｍの範囲内の当該防護対象物の各部
分に有効に放射することができる長さとする
こと。

四　粉末消火剤容器に貯蔵する粉末消火剤の量
は、総務省令で定めるところにより、防護対
象物の火災を有効に消火することができる量
以上の量となるようにすること。

五　粉末消火剤容器及び加圧用ガス容器は、点検
に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃
による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の
変化が少ない箇所に設けること。ただし、保
護のための有効な措置を講じたときは、この
限りでない。

六　全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設
備には、非常電源を附置すること。

【屋外消火栓設備に関する基準】
第 19 条　屋外消火栓設備は、別表第１⑴項から⒂
項まで、⒄項及び⒅項に掲げる建築物で、床面
積（地階を除く階数が１であるものにあっては
１階の床面積を、地階を除く階数が２以上であ
るものにあっては１階及び２階の部分の床面積
の合計をいう。第 27 条において同じ。）が、耐
火建築物にあっては 9,000㎡以上、準耐火建築
物（建築基準法第２条第九号の三に規定する準
耐火建築物をいう。以下同じ。）にあっては6,000
㎡以上、その他の建築物にあっては 3,000㎡以
上のものについて設置するものとする。

２	 同一敷地内にある２以上の別表第１⑴項から⒂
項まで、⒄項及び⒅項に掲げる建築物（耐火建
築物及び準耐火建築物を除く。）で、当該建築
物相互の１階の外壁間の中心線からの水平距離
が、１階にあっては３ｍ以下、２階にあっては
５ｍ以下である部分を有するものは、前項の規
定の適用については、一の建築物とみなす。

３	 前２項に規定するもののほか、屋外消火栓設備
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の
とおりとする。

一　屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホー
ス接続口までの水平距離が 40 ｍ以下となる

ように設けること。
二　屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当
該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平
距離が 40 ｍの範囲内の当該建築物の各部分
に有効に放水することができる長さとするこ
と。

三　水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数（当
該設置個数が２を超えるときは、２とする。）
に７㎥を乗じて得た量以上の量となるように
設けること。

四　屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓（設
置個数が２を超えるときは、２個の屋外消火
栓とする。）を同時に使用した場合に、それ
ぞれのノズルの先端において、放水圧力が
0.25 メガパスカル以上で、かつ、放水量が
350ℓ毎分以上の性能のものとすること。

五　屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具
を格納する箱は、避難の際通路となる場所等
屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるお
それのある箇所に設けないこと。

六　屋外消火栓設備には、非常電源を附置するこ
と。

４	 第１項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧
消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力
消防ポンプ設備を第 12 条、第 13 条、第 14 条、
第 15 条、第 16 条、第 17 条、前条若しくは次
条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術
上の基準の例により設置したときは、同項の規
定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分
について屋外消火栓設備を設置しないことがで
きる。

【動力消防ポンプ設備に関する基準】
第 20 条　動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げ
る防火対象物又はその部分について設置するも
のとする。

一　第 11 条第１項各号（第四号を除く。）に掲げ
る防火対象物又はその部分

二　前条第１項の建築物
２	 第 11 条第２項の規定は前項第一号に掲げる防
火対象物又はその部分について、前条第２項の
規定は前項第二号に掲げる建築物について準用
する。

３	 動力消防ポンプ設備は、法第 21 条の 16 の３第
１項の技術上の規格として定められた放水量

第 19 条　●消防法施行令（抄）

549消防法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

（次項において「規格放水量」という。）が第１
項第一号に掲げる防火対象物又はその部分に設
置するものにあっては 0.2㎥毎分以上、同項第
二号に掲げる建築物に設置するものにあっては
0.4㎥毎分以上であるものとする。

４	 前３項に規定するもののほか、動力消防ポンプ
設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、
次のとおりとする。
一　動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の
各部分から一の水源までの水平距離が、当該
動力消防ポンプの規格放水量が 0.5㎥毎分以
上のものにあっては 100 ｍ以下、0.4㎥毎分
以上 0.5㎥毎分未満のものにあっては 40 ｍ以
下、0.4㎥毎分未満のものにあっては 25 ｍ以
下となるように設けること。

二　動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さ
は、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水
平距離が当該動力消防ポンプの規格放水量が
0.5㎥毎分以上のものにあっては 100 ｍ、0.4
㎥毎分以上 0.5㎥毎分未満のものにあっては
40 ｍ、0.4㎥毎分未満のものにあっては 25 ｍ
の範囲内の当該防火対象物の各部分に有効に
放水することができる長さとすること。

三　水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使
用した場合に規格放水量で 20 分間放水する
ことができる量（その量が 20㎥以上となる
こととなる場合にあっては、20㎥）以上の量
となるように設けること。

四　動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自
動車によって牽引されるものにあっては水源
からの歩行距離が 1,000 ｍ以内の場所に、そ
の他のものにあっては水源の直近の場所に常
置すること。

５	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に
次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号
に定めるところにより設置したときは、同項の
規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部
分について動力消防ポンプ設備を設置しないこ
とができる。
一　第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分
に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基
準に従い、又は当該技術上の基準の例により
設置したとき。

二　第１項第一号に掲げる防火対象物の１階又は
２階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消
火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火
設備を第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、
第 15 条、第 16 条、第 17 条若しくは第 18 条
に定める技術上の基準に従い、又は当該技術
上の基準の例により設置したとき。

三　第１項第二号に掲げる建築物の１階又は２階
にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡
消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化
物消火設備又は粉末消火設備を第 12 条、第
13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17
条若しくは第 18 条に定める技術上の基準に
従い、又は当該技術上の基準の例により設置
したとき。

【自動火災報知設備に関する基準】
第 21 条　自動火災報知設備は、次に掲げる防火対
象物又はその部分に設置するものとする。

一　次に掲げる防火対象物
イ　別表第１⑵項ニ、⑸項イ、⑹項イ⑴から⑶
まで及びロ、⒀項ロ並びに⒄項に掲げる防
火対象物

ロ　別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用
者を入居させ、又は宿泊させるものに限
る。）

二　別表第１⑼項イに掲げる防火対象物で、延べ
面積が 200㎡以上のもの

三　次に掲げる防火対象物で、延べ面積が 300㎡
以上のもの

イ　別表第１⑴項、⑵項イからハまで、⑶項、
⑷項、⑹項イ⑷及びニ、⒃項イ並びに（16の
2）項に掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用
者を入居させ、又は宿泊させるものを除
く。）

四　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項、
⑿項、⒀項イ及び⒁項に掲げる防火対象物で、
延べ面積が 500㎡以上のもの

五　別表第１（16の3）項に掲げる防火対象物のう
ち、延べ面積が 500㎡以上で、かつ、同表⑴
項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに
掲げる防火対象物の用途に供される部分の床
面積の合計が 300㎡以上のもの

六　別表第１⑾項及び⒂項に掲げる防火対象物
で、延べ面積が 1,000㎡以上のもの

七　前各号に掲げる防火対象物以外の別表第１に
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掲げる防火対象物のうち、同表⑴項から⑷項
まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防火
対象物の用途に供される部分が避難階以外の
階に存する防火対象物で、当該避難階以外
の階から避難階又は地上に直通する階段が
２（当該階段が屋外に設けられ、又は総務省
令で定める避難上有効な構造を有する場合に
あっては、１）以上設けられていないもの

八　前各号に掲げる防火対象物以外の別表第１に
掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物
を危険物の規制に関する政令別表第４で定め
る数量の 500 倍以上貯蔵し、又は取り扱うも
の

九　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物（第三
号及び前２号に掲げるものを除く。）の部分
で、次に掲げる防火対象物の用途に供される
もの
イ　別表第１⑵項ニ、⑸項イ並びに⑹項イ⑴か
ら⑶まで及びロに掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用
者を入居させ、又は宿泊させるものに限
る。）

十　別表第１⑵項イからハまで、⑶項及び⒃項イ
に掲げる防火対象物（第三号、第七号及び第
八号に掲げるものを除く。）の地階又は無窓
階（同表⒃項イに掲げる防火対象物の地階又
は無窓階にあっては、同表⑵項又は⑶項に掲
げる防火対象物の用途に供される部分が存す
るものに限る。）で、床面積が 100㎡（同表
⒃項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階
にあっては、当該用途に供される部分の床面
積の合計が 100㎡）以上のもの

一
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る建築物の地階、無窓階又は３階以上の階で、
床面積が 300㎡以上のもの

二
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の道路の用に供される部分で、
床面積が、屋上部分にあっては 600㎡以上、
それ以外の部分にあっては 400㎡以上のもの

三
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の地階又は２階以上の階のう
ち、駐車の用に供する部分の存する階（駐車
するすべての車両が同時に屋外に出ることが
できる構造の階を除く。）で、当該部分の床
面積が 200㎡以上のもの

四
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の 11 階以上の階

五
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の通信機器室で床面積が 500㎡
以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の
とおりとする。

一　自動火災報知設備の警戒区域（火災の発生し
た区域を他の区域と区別して識別することが
できる最小単位の区域をいう。次号において
同じ。）は、防火対象物の２以上の階にわた
らないものとすること。ただし、総務省令で
定める場合は、この限りでない。

二　一の警戒区域の面積は、600㎡以下とし、そ
の一辺の長さは、50 ｍ以下（別表第３に定
める光電式分離型感知器を設置する場合に
あっては、100 ｍ以下）とすること。ただし、
当該防火対象物の主要な出入口からその内部
を見通すことができる場合にあっては、その
面積を 1,000㎡以下とすることができる。

三　自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定
めるところにより、天井又は壁の屋内に面す
る部分及び天井裏の部分（天井のない場合に
あっては、屋根又は壁の屋内に面する部分）
に、有効に火災の発生を感知することができ
るように設けること。ただし、主要構造部を
耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の
部分に設けないことができる。

四　自動火災報知設備には、非常電源を附置する
こと。

３	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分
（総務省令で定めるものを除く。）にスプリンク
ラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備（い
ずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラー
ヘッドを備えているものに限る。）を第 12 条、
第 13 条、第 14 条若しくは第 15 条に定める技
術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例
により設置したときは、同項の規定にかかわら
ず、当該設備の有効範囲内の部分について自動
火災報知設備を設置しないことができる。

【ガス漏れ火災警報設備に関する基準】
第 21 条の２　ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げ
る防火対象物又はその部分（総務省令で定める
ものを除く。）に設置するものとする。

第 21 条の 2　●消防法施行令（抄）
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掲げる防火対象物のうち、同表⑴項から⑷項
まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防火
対象物の用途に供される部分が避難階以外の
階に存する防火対象物で、当該避難階以外
の階から避難階又は地上に直通する階段が
２（当該階段が屋外に設けられ、又は総務省
令で定める避難上有効な構造を有する場合に
あっては、１）以上設けられていないもの

八　前各号に掲げる防火対象物以外の別表第１に
掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物
を危険物の規制に関する政令別表第４で定め
る数量の 500 倍以上貯蔵し、又は取り扱うも
の

九　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物（第三
号及び前２号に掲げるものを除く。）の部分
で、次に掲げる防火対象物の用途に供される
もの

イ　別表第１⑵項ニ、⑸項イ並びに⑹項イ⑴か
ら⑶まで及びロに掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用
者を入居させ、又は宿泊させるものに限
る。）

十　別表第１⑵項イからハまで、⑶項及び⒃項イ
に掲げる防火対象物（第三号、第七号及び第
八号に掲げるものを除く。）の地階又は無窓
階（同表⒃項イに掲げる防火対象物の地階又
は無窓階にあっては、同表⑵項又は⑶項に掲
げる防火対象物の用途に供される部分が存す
るものに限る。）で、床面積が 100㎡（同表
⒃項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階
にあっては、当該用途に供される部分の床面
積の合計が 100㎡）以上のもの

一
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る建築物の地階、無窓階又は３階以上の階で、
床面積が 300㎡以上のもの

二
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の道路の用に供される部分で、
床面積が、屋上部分にあっては 600㎡以上、
それ以外の部分にあっては 400㎡以上のもの

三
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の地階又は２階以上の階のう
ち、駐車の用に供する部分の存する階（駐車
するすべての車両が同時に屋外に出ることが
できる構造の階を除く。）で、当該部分の床
面積が 200㎡以上のもの

四
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の 11 階以上の階

五
十　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の通信機器室で床面積が 500㎡
以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備
の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の
とおりとする。

一　自動火災報知設備の警戒区域（火災の発生し
た区域を他の区域と区別して識別することが
できる最小単位の区域をいう。次号において
同じ。）は、防火対象物の２以上の階にわた
らないものとすること。ただし、総務省令で
定める場合は、この限りでない。

二　一の警戒区域の面積は、600㎡以下とし、そ
の一辺の長さは、50 ｍ以下（別表第３に定
める光電式分離型感知器を設置する場合に
あっては、100 ｍ以下）とすること。ただし、
当該防火対象物の主要な出入口からその内部
を見通すことができる場合にあっては、その
面積を 1,000㎡以下とすることができる。

三　自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定
めるところにより、天井又は壁の屋内に面す
る部分及び天井裏の部分（天井のない場合に
あっては、屋根又は壁の屋内に面する部分）
に、有効に火災の発生を感知することができ
るように設けること。ただし、主要構造部を
耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の
部分に設けないことができる。

四　自動火災報知設備には、非常電源を附置する
こと。

３	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分
（総務省令で定めるものを除く。）にスプリンク
ラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備（い
ずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラー
ヘッドを備えているものに限る。）を第 12 条、
第 13 条、第 14 条若しくは第 15 条に定める技
術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例
により設置したときは、同項の規定にかかわら
ず、当該設備の有効範囲内の部分について自動
火災報知設備を設置しないことができる。

【ガス漏れ火災警報設備に関する基準】
第 21 条の２　ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げ
る防火対象物又はその部分（総務省令で定める
ものを除く。）に設置するものとする。

第 21 条の 2　●消防法施行令（抄）
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一　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

二　別表第１（16の3）項に掲げる防火対象物のう
ち、延べ面積が 1,000㎡以上で、かつ、同表
⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イ
に掲げる防火対象物の用途に供される部分の
床面積の合計が 500㎡以上のもの

三　前２号に掲げる防火対象物以外の別表第１に
掲げる建築物その他の工作物（収容人員が総
務省令で定める数に満たないものを除く。）
で、その内部に、温泉の採取のための設備で
総務省令で定めるもの（温泉法（昭和23年法律第
125号）第 14 条の５第１項の確認を受けた者が
当該確認に係る温泉の採取の場所において温
泉を採取するための設備を除く。）が設置さ
れているもの

四　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項及
び⑼項イに掲げる防火対象物（前号に掲げる
ものを除く。）の地階で、床面積の合計が 1,000
㎡以上のもの

五　別表第１⒃項イに掲げる防火対象物（第三号
に掲げるものを除く。）の地階のうち、床面
積の合計が 1,000㎡以上で、かつ、同表⑴項
から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲
げる防火対象物の用途に供される部分の床面
積の合計が 500㎡以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報
設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、
次のとおりとする。
一　ガス漏れ火災警報設備の警戒区域（ガス漏れ
の発生した区域を他の区域と区別して識別す
ることができる最小単位の区域をいう。次号
において同じ。）は、防火対象物の２以上の
階にわたらないものとすること。ただし、総
務省令で定める場合は、この限りでない。

二　一の警戒区域の面積は、600㎡以下とするこ
と。ただし、総務省令で定める場合は、この
限りでない。

三　ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、
総務省令で定めるところにより、有効にガス
漏れを検知することができるように設けるこ
と。

四　ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置
すること。

【漏電火災警報器に関する基準】
第 22 条　漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象
物で、間柱若しくは下地を準不燃材料（建築基
準法施行令第１条第五号に規定する準不燃材料
をいう。以下この項において同じ。）以外の材
料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を
準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又
は天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材
料で造った鉄網入りの天井を有するものに設置
するものとする。

一　別表第１⒄項に掲げる建築物
二　別表第１⑸項及び⑼項に掲げる建築物で、延
べ面積が 150㎡以上のもの

三　別表第１⑴項から⑷項まで、⑹項、⑿項及び
（16の2）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が
300㎡以上のもの

四　別表第１⑺項、⑻項、⑽項及び⑾項に掲げる
建築物で、延べ面積が 500㎡以上のもの

五　別表第１⒁項及び⒂項に掲げる建築物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

六　別表第１⒃項イに掲げる防火対象物のうち、
延べ面積が 500㎡以上で、かつ、同表⑴項か
ら⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げ
る防火対象物の用途に供される部分の床面積
の合計が 300㎡以上のもの

七　前各号に掲げるもののほか、別表第１⑴項か
ら⑹項まで、⒂項及び⒃項に掲げる建築物で、
当該建築物における契約電流容量（同一建築
物で契約種別の異なる電気が供給されている
ものにあっては、そのうちの最大契約電流容
量）が 50 アンペアを超えるもの

２	 前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配
線に係る火災を有効に感知することができるよ
うに設置するものとする。

【消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準】
第 23 条　消防機関へ通報する火災報知設備は、次
に掲げる防火対象物に設置するものとする。た
だし、消防機関から著しく離れた場所その他総
務省令で定める場所にある防火対象物にあって
は、この限りでない。

一　別表第１⑹項イ⑴から⑶まで及びロ、（16の2）
項並びに（16の3）項に掲げる防火対象物

二　別表第１⑴項、⑵項、⑷項、⑸項イ、⑹項イ
⑷、ハ及びニ、⑿項並びに⒄項に掲げる防火
対象物で、延べ面積が 500㎡以上のもの

消防法施行令（抄）●　第 22 条
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三　別表第１⑶項、⑸項ロ、⑺項から⑾項まで及
び⒀項から⒂項までに掲げる防火対象物で、
延べ面積が 1,000㎡以上のもの

２	 前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種
別に応じ総務省令で定めるところにより、設置
するものとする。

３	 第１項各号に掲げる防火対象物（同項第一号に
掲げる防火対象物で別表第１⑹項イ⑴から⑶ま
で及びロに掲げるもの並びに第１項第二号に掲
げる防火対象物で同表⑸項イ並びに⑹項イ⑷及
びハに掲げるものを除く。）に消防機関へ常時
通報することができる電話を設置したときは、
第１項の規定にかかわらず、同項の火災報知設
備を設置しないことができる。

【非常警報器具又は非常警報設備に関する基準】
第 24条　非常警報器具は、別表第１⑷項、⑹項ロ、
ハ及びニ、⑼項ロ並びに⑿項に掲げる防火対象
物で収容人員が 20 人以上 50 人未満のもの（次
項に掲げるものを除く。）に設置するものとす
る。ただし、これらの防火対象物に自動火災報
知設備又は非常警報設備が第 21 条若しくは第
４項に定める技術上の基準に従い、又は当該技
術上の基準の例により設置されているときは、
当該設備の有効範囲内の部分については、この
限りでない。

２	 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次
に掲げる防火対象物（次項の適用を受けるもの
を除く。）に設置するものとする。ただし、こ
れらの防火対象物に自動火災報知設備が第 21
条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術
上の基準の例により設置されているときは、当
該設備の有効範囲内の部分については、この限
りでない。
一　別表第１⑸項イ、⑹項イ及び⑼項イに掲げる
防火対象物で、収容人員が 20 人以上のもの

二　前号に掲げる防火対象物以外の別表第１⑴項
から⒄項までに掲げる防火対象物で、収容人
員が 50 人以上のもの又は地階及び無窓階の
収容人員が 20 人以上のもの

３	 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び
放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置する
ものとする。
一　別表第１（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火

対象物
二　別表第１に掲げる防火対象物（前号に掲げる

ものを除く。）で、地階を除く階数が 11 以上
のもの又は地階の階数が３以上のもの

三　別表第１⒃項イに掲げる防火対象物で、収容
人員が 500 人以上のもの

四　前２号に掲げるもののほか、別表第１⑴項か
ら⑷項まで、⑸項イ、⑹項及び⑼項イに掲げ
る防火対象物で収容人員が 300 人以上のもの
又は同表⑸項ロ、⑺項及び⑻項に掲げる防火
対象物で収容人員が 800 人以上のもの

４	 前３項に規定するもののほか、非常警報器具又
は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上
の基準は、次のとおりとする。

一　非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火
対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、
すみやかに報知することができるように設け
ること。

二　非常警報器具又は非常警報設備の起動装置
は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災
に際しすみやかに操作することができる箇所
に設けること。

三　非常警報設備には、非常電源を附置すること。
５	 第３項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災
報知設備又は総務省令で定める放送設備が第
21 条若しくは前項に定める技術上の基準に従
い、又は当該技術上の基準の例により設置され
ているものについては、第３項の規定にかかわ
らず、当該設備の有効範囲内の部分について非
常ベル又は自動式サイレンを設置しないことが
できる。

【避難器具に関する基準】
第 25 条　避難器具は、次に掲げる防火対象物の階
（避難階及び 11 階以上の階を除く。）に設置す
るものとする。

一　別表第１⑹項に掲げる防火対象物の２階以上
の階又は地階で、収容人員が 20 人（下階に
同表⑴項から⑷項まで、⑼項、⑿項イ、⒀項
イ、⒁項又は⒂項に掲げる防火対象物が存す
るものにあっては、10 人）以上のもの

二　別表第１⑸項に掲げる防火対象物の２階以上
の階又は地階で、収容人員が 30 人（下階に
同表⑴項から⑷項まで、⑼項、⑿項イ、⒀項
イ、⒁項又は⒂項に掲げる防火対象物が存す
るものにあっては、10 人）以上のもの

三　別表第１⑴項から⑷項まで及び⑺項から⑾項
までに掲げる防火対象物の２階以上の階（主

第 2４ 条　●消防法施行令（抄）
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三　別表第１⑶項、⑸項ロ、⑺項から⑾項まで及
び⒀項から⒂項までに掲げる防火対象物で、
延べ面積が 1,000㎡以上のもの

２	 前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種
別に応じ総務省令で定めるところにより、設置
するものとする。

３	 第１項各号に掲げる防火対象物（同項第一号に
掲げる防火対象物で別表第１⑹項イ⑴から⑶ま
で及びロに掲げるもの並びに第１項第二号に掲
げる防火対象物で同表⑸項イ並びに⑹項イ⑷及
びハに掲げるものを除く。）に消防機関へ常時
通報することができる電話を設置したときは、
第１項の規定にかかわらず、同項の火災報知設
備を設置しないことができる。

【非常警報器具又は非常警報設備に関する基準】
第 24条　非常警報器具は、別表第１⑷項、⑹項ロ、
ハ及びニ、⑼項ロ並びに⑿項に掲げる防火対象
物で収容人員が 20 人以上 50 人未満のもの（次
項に掲げるものを除く。）に設置するものとす
る。ただし、これらの防火対象物に自動火災報
知設備又は非常警報設備が第 21 条若しくは第
４項に定める技術上の基準に従い、又は当該技
術上の基準の例により設置されているときは、
当該設備の有効範囲内の部分については、この
限りでない。

２	 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次
に掲げる防火対象物（次項の適用を受けるもの
を除く。）に設置するものとする。ただし、こ
れらの防火対象物に自動火災報知設備が第 21
条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術
上の基準の例により設置されているときは、当
該設備の有効範囲内の部分については、この限
りでない。

一　別表第１⑸項イ、⑹項イ及び⑼項イに掲げる
防火対象物で、収容人員が 20 人以上のもの

二　前号に掲げる防火対象物以外の別表第１⑴項
から⒄項までに掲げる防火対象物で、収容人
員が 50 人以上のもの又は地階及び無窓階の
収容人員が 20 人以上のもの

３	 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び
放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置する
ものとする。

一　別表第１（16の2）項及び（16の3）項に掲げる防火
対象物

二　別表第１に掲げる防火対象物（前号に掲げる

ものを除く。）で、地階を除く階数が 11 以上
のもの又は地階の階数が３以上のもの

三　別表第１⒃項イに掲げる防火対象物で、収容
人員が 500 人以上のもの

四　前２号に掲げるもののほか、別表第１⑴項か
ら⑷項まで、⑸項イ、⑹項及び⑼項イに掲げ
る防火対象物で収容人員が 300 人以上のもの
又は同表⑸項ロ、⑺項及び⑻項に掲げる防火
対象物で収容人員が 800 人以上のもの

４	 前３項に規定するもののほか、非常警報器具又
は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上
の基準は、次のとおりとする。

一　非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火
対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、
すみやかに報知することができるように設け
ること。

二　非常警報器具又は非常警報設備の起動装置
は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災
に際しすみやかに操作することができる箇所
に設けること。

三　非常警報設備には、非常電源を附置すること。
５	 第３項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災
報知設備又は総務省令で定める放送設備が第
21 条若しくは前項に定める技術上の基準に従
い、又は当該技術上の基準の例により設置され
ているものについては、第３項の規定にかかわ
らず、当該設備の有効範囲内の部分について非
常ベル又は自動式サイレンを設置しないことが
できる。

【避難器具に関する基準】
第 25 条　避難器具は、次に掲げる防火対象物の階
（避難階及び 11 階以上の階を除く。）に設置す
るものとする。

一　別表第１⑹項に掲げる防火対象物の２階以上
の階又は地階で、収容人員が 20 人（下階に
同表⑴項から⑷項まで、⑼項、⑿項イ、⒀項
イ、⒁項又は⒂項に掲げる防火対象物が存す
るものにあっては、10 人）以上のもの

二　別表第１⑸項に掲げる防火対象物の２階以上
の階又は地階で、収容人員が 30 人（下階に
同表⑴項から⑷項まで、⑼項、⑿項イ、⒀項
イ、⒁項又は⒂項に掲げる防火対象物が存す
るものにあっては、10 人）以上のもの

三　別表第１⑴項から⑷項まで及び⑺項から⑾項
までに掲げる防火対象物の２階以上の階（主
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要構造部を耐火構造とした建築物の２階を除
く。）又は地階で、収容人員が 50 人以上のも
の

四　別表第１⑿項及び⒂項に掲げる防火対象物の
３階以上の階又は地階で、収容人員が、３階
以上の無窓階又は地階にあっては 100 人以
上、その他の階にあっては 150 人以上のもの

五　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物の３階（同表⑵項及び⑶項に掲
げる防火対象物並びに同表⒃項イに掲げる防
火対象物で２階に同表⑵項又は⑶項に掲げる
防火対象物の用途に供される部分が存するも
のにあっては、２階）以上の階のうち、当該
階（当該階に総務省令で定める避難上有効な
開口部を有しない壁で区画されている部分が
存する場合にあっては、その区画された部分）
から避難階又は地上に直通する階段が２以上
設けられていない階で、収容人員が 10 人以
上のもの

２	 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及
び維持に関する技術上の基準は、次のとおりと
する。
一　前項各号に掲げる階には、次の表において同
項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの
階に適応するものとされる避難器具のいずれ
かを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げ
る階にあっては、収容人員が 100 人以下のと
きは１個以上、100 人を超えるときは１個に
100 人までを増すごとに１個を加えた個数以
上、同項第三号に掲げる階にあっては、収容
人員が 200 人以下のときは１個以上、200 人
を超えるときは１個に 200 人までを増すごと
に１個を加えた個数以上、同項第四号に掲げ
る階にあっては、収容人員が 300 人以下のと
きは１個以上、300 人を超えるときは１個に
300 人までを増すごとに１個を加えた個数以
上設置すること。ただし、当該防火対象物の
位置、構造又は設備の状況により避難上支障
がないと認められるときは、総務省令で定め
るところにより、その設置個数を減少し、又
は避難器具を設置しないことができる。

階
防火
対象物

地階 ２階 ３階 ４階又は
５階

６階以上
の階

前項第一
号の防火
対象物

避	難はし
ご

避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋
避	難用タ
ラップ

滑り台
救助袋
緩降機
避難橋

滑り台
救助袋
緩降機
避難橋

滑り台
救助袋
避難橋

前項第二
号及び第
三号の防
火対象物

避	難はし
ご

避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避	難ロー
プ

避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋
避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋

前項第四
号の防火
対象物

避	難はし
ご

避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋
避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋

前項第五
号の防火
対象物

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避	難ロー
プ

避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋
避	難用タ
ラップ

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋

滑り台
避	難はし
ご

救助袋
緩降機
避難橋

二　避難器具は、避難に際して容易に接近するこ
とができ、階段、避難口その他の避難施設か
ら適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用
するについて安全な構造を有する開口部に設
置すること。

三　避難器具は、前号の開口部に常時取り付けて
おくか、又は必要に応じて速やかに当該開口
部に取り付けることができるような状態にし
ておくこと。

【誘導灯及び誘導標識に関する基準】
第 26 条　誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げ
る区分に従い、当該各号に定める防火対象物又
はその部分に設置するものとする。ただし、避
難が容易であると認められるもので総務省令で
定めるものについては、この限りでない。

一　避難口誘導灯　　別表第１⑴項から⑷項ま
で、⑸項イ、⑹項、⑼項、⒃項イ、（16の2）項
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及び（16の3）項に掲げる防火対象物並びに同表
⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑽項から⒂項まで及び
⒃項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及
び 11 階以上の部分

二　通路誘導灯　　別表第１⑴項から⑷項まで、
⑸項イ、⑹項、⑼項、⒃項イ、（16の2）項及び（16
の3）項に掲げる防火対象物並びに同表⑸項ロ、
⑺項、⑻項、⑽項から⒂項まで及び⒃項ロに
掲げる防火対象物の地階、無窓階及び 11 階
以上の部分

三　客席誘導灯　　別表第１⑴項に掲げる防火対
象物並びに同表⒃項イ及び（16の2）項に掲げる
防火対象物の部分で、同表⑴項に掲げる防火
対象物の用途に供されるもの

四　誘導標識　　別表第１⑴項から⒃項までに掲
げる防火対象物

２	 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標
識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次
のとおりとする。
一　避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した
緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の
避難口に、避難上有効なものとなるように設
けること。

二　通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の
灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、
階段、通路その他避難上の設備がある場所
に、避難上有効なものとなるように設けるこ
と。ただし、階段に設けるものにあっては、
避難の方向を明示したものとすることを要し
ない。

三　客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めると
ころにより計った客席の照度が 0.2 ルクス以
上となるように設けること。

四　誘導灯には、非常電源を附置すること。
五　誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向
を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に
触れやすい箇所に、避難上有効なものとなる
ように設けること。

３	 第１項第四号に掲げる防火対象物又はその部分
に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める
技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の
例により設置したときは、第１項の規定にかか
わらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分に
ついて誘導標識を設置しないことができる。

【消防用水に関する基準】
第 27 条　消防用水は、次に掲げる建築物について
設置するものとする。

一　別表第１⑴項から⒂項まで、⒄項及び⒅項に
掲げる建築物で、その敷地の面積が２万㎡以
上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物に
あっては１万 5,000㎡以上、準耐火建築物に
あっては１万㎡以上、その他の建築物にあっ
ては 5,000㎡以上のもの（次号に掲げる建築
物を除く。）

二　別表第１に掲げる建築物で、その高さが 31
ｍを超え、かつ、その延べ面積（地階に係る
ものを除く。以下この条において同じ。）が
２万 5,000㎡以上のもの

２	 同一敷地内に別表第１⑴項から⒂項まで、⒄項
及び⒅項に掲げる建築物（高さが 31 ｍを超え、
かつ、延べ面積が２万 5,000㎡以上の建築物を
除く。以下この項において同じ。）が２以上あ
る場合において、これらの建築物が、当該建築
物相互の１階の外壁間の中心線からの水平距離
が、１階にあっては３ｍ以下、２階にあって
は５ｍ以下である部分を有するものであり、か
つ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物に
あっては１万 5,000㎡、準耐火建築物にあって
は１万㎡、その他の建築物にあっては 5,000㎡
でそれぞれ除した商の和が１以上となるもので
あるときは、これらの建築物は、前項の規定の
適用については、一の建築物とみなす。

３	 前２項に規定するもののほか、消防用水の設置
及び維持に関する技術上の基準は、次のとおり
とする。

一　消防用水は、その有効水量（地盤面下に設け
られている消防用水にあっては、その設けら
れている地盤面の高さから 4.5 ｍ以内の部分
の水量をいう。以下この条において同じ。）
の合計が、第１項第一号に掲げる建築物に
あってはその床面積を、同項第二号に掲げる
建築物にあってはその延べ面積を建築物の区
分に従い次の表に定める面積で除した商（１
未満のはしたの数は切り上げるものとする。）
を 20㎥に乗じた量以上の量となるように設
けること。この場合において、当該消防用水
が流水を利用するものであるときは、0.8㎥
毎分の流量を 20㎥の水量に換算するものと
する。
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及び（16の3）項に掲げる防火対象物並びに同表
⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑽項から⒂項まで及び
⒃項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及
び 11 階以上の部分

二　通路誘導灯　　別表第１⑴項から⑷項まで、
⑸項イ、⑹項、⑼項、⒃項イ、（16の2）項及び（16
の3）項に掲げる防火対象物並びに同表⑸項ロ、
⑺項、⑻項、⑽項から⒂項まで及び⒃項ロに
掲げる防火対象物の地階、無窓階及び 11 階
以上の部分

三　客席誘導灯　　別表第１⑴項に掲げる防火対
象物並びに同表⒃項イ及び（16の2）項に掲げる
防火対象物の部分で、同表⑴項に掲げる防火
対象物の用途に供されるもの

四　誘導標識　　別表第１⑴項から⒃項までに掲
げる防火対象物

２	 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標
識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次
のとおりとする。

一　避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した
緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の
避難口に、避難上有効なものとなるように設
けること。

二　通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の
灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、
階段、通路その他避難上の設備がある場所
に、避難上有効なものとなるように設けるこ
と。ただし、階段に設けるものにあっては、
避難の方向を明示したものとすることを要し
ない。

三　客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めると
ころにより計った客席の照度が 0.2 ルクス以
上となるように設けること。

四　誘導灯には、非常電源を附置すること。
五　誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向
を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に
触れやすい箇所に、避難上有効なものとなる
ように設けること。

３	 第１項第四号に掲げる防火対象物又はその部分
に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める
技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の
例により設置したときは、第１項の規定にかか
わらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分に
ついて誘導標識を設置しないことができる。

【消防用水に関する基準】
第 27 条　消防用水は、次に掲げる建築物について
設置するものとする。

一　別表第１⑴項から⒂項まで、⒄項及び⒅項に
掲げる建築物で、その敷地の面積が２万㎡以
上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物に
あっては１万 5,000㎡以上、準耐火建築物に
あっては１万㎡以上、その他の建築物にあっ
ては 5,000㎡以上のもの（次号に掲げる建築
物を除く。）

二　別表第１に掲げる建築物で、その高さが 31
ｍを超え、かつ、その延べ面積（地階に係る
ものを除く。以下この条において同じ。）が
２万 5,000㎡以上のもの

２	 同一敷地内に別表第１⑴項から⒂項まで、⒄項
及び⒅項に掲げる建築物（高さが 31 ｍを超え、
かつ、延べ面積が２万 5,000㎡以上の建築物を
除く。以下この項において同じ。）が２以上あ
る場合において、これらの建築物が、当該建築
物相互の１階の外壁間の中心線からの水平距離
が、１階にあっては３ｍ以下、２階にあって
は５ｍ以下である部分を有するものであり、か
つ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物に
あっては１万 5,000㎡、準耐火建築物にあって
は１万㎡、その他の建築物にあっては 5,000㎡
でそれぞれ除した商の和が１以上となるもので
あるときは、これらの建築物は、前項の規定の
適用については、一の建築物とみなす。

３	 前２項に規定するもののほか、消防用水の設置
及び維持に関する技術上の基準は、次のとおり
とする。

一　消防用水は、その有効水量（地盤面下に設け
られている消防用水にあっては、その設けら
れている地盤面の高さから 4.5 ｍ以内の部分
の水量をいう。以下この条において同じ。）
の合計が、第１項第一号に掲げる建築物に
あってはその床面積を、同項第二号に掲げる
建築物にあってはその延べ面積を建築物の区
分に従い次の表に定める面積で除した商（１
未満のはしたの数は切り上げるものとする。）
を 20㎥に乗じた量以上の量となるように設
けること。この場合において、当該消防用水
が流水を利用するものであるときは、0.8㎥
毎分の流量を 20㎥の水量に換算するものと
する。

第 2７ 条　●消防法施行令（抄）
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建築物の区分 面積

第１項第一号に掲げる
建築物

耐火建築物 7,500㎡

準耐火建築物 5,000㎡

その他の建築物 2,500㎡

第１項第二号に掲げる建築物 １万2,500㎡

二　消防用水は、建築物の各部分から一の消防用
水までの水平距離が 100 ｍ以下となるように
設けるとともに、１個の消防用水の有効水量
は、20㎥未満（流水の場合は、0.8㎥毎分未満）
のものであってはならないものとすること。

三　消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当
該消防用水について、所要水量のすべてを有
効に吸い上げることができる深さであるもの
とすること。

四　消防用水は、消防ポンプ自動車が２ｍ以内に
接近することができるように設けること。

五　防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を
設けること。

【排煙設備に関する基準】
第 28 条　排煙設備は、次に掲げる防火対象物又は
その部分に設置するものとする。
一　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

二　別表第１⑴項に掲げる防火対象物の舞台部
で、床面積が 500㎡以上のもの

三　別表第１⑵項、⑷項、⑽項及び⒀項に掲げる
防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が
1,000㎡以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及
び維持に関する技術上の基準は、次のとおりと
する。
一　排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又
はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火
災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除す
ることができるものであること。

二　排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生
を感知した場合に作動する自動起動装置を設
けること。

三　排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部
分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障
を生ずるおそれのない材料で造ること。

四　排煙設備には、非常電源を附置すること。
３	 第１項各号に掲げる防火対象物又はその部分の
うち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられて

いる部分その他の消火活動上支障がないものと
して総務省令で定める部分には、同項の規定に
かかわらず、排煙設備を設置しないことができ
る。

【連結散水設備に関する基準】
第 28 条の２　連結散水設備は、別表第１⑴項から
⒂項まで、（16の2）項及び⒄項に掲げる防火対象
物で、地階の床面積の合計（同表（16の2）項に掲
げる防火対象物にあっては、延べ面積）が 700
㎡以上のものに設置するものとする。

２	 前項に規定するもののほか、連結散水設備の設
置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとす
る。

一　散水ヘッドは、前項の防火対象物の地階の部
分のうち総務省令で定める部分の天井又は天
井裏に、総務省令で定めるところにより設け
ること。

二　送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近で
きる位置に設けること。

３	 第１項の防火対象物に送水口を附置したスプリ
ンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又
は粉末消火設備を第 12 条、第 13 条、第 14 条、
第 15 条、第 16 条、第 17 条若しくは第 18 条の
技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の
例により設置したときは、同項の規定にかかわ
らず、当該設備の有効範囲内の部分について連
結散水設備を設置しないことができる。

４	 第１項の防火対象物に連結送水管を次条の技術
上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に
より設置したときは、消火活動上支障がないも
のとして総務省令で定める防火対象物の部分に
は、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を
設置しないことができる。

【連結送水管に関する基準】
第 29 条　連結送水管は、次の各号に掲げる防火対
象物に設置するものとする。

一　別表第１に掲げる建築物で、地階を除く階数
が７以上のもの

二　前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が
５以上の別表第１に掲げる建築物で、延べ面
積が 6,000㎡以上のもの

三　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

四　別表第１⒅項に掲げる防火対象物

消防法施行令（抄）●　第 2８ 条
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五　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物で、道路の用に供される部分を
有するもの

２	 前項に規定するもののほか、連結送水管の設置
及び維持に関する技術上の基準は、次のとおり
とする。
一　放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階
若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又
はその階若しくはその部分のいずれの場所か
らも一の放水口までの水平距離がそれぞれに
定める距離以下となるように、かつ、階段室、
非常用エレベーターの乗降ロビーその他これ
らに類する場所で消防隊が有効に消火活動を
行うことができる位置に設けること。
イ　前項第一号及び第二号に掲げる建築物の３
階以上の階　　50 ｍ

ロ　前項第三号に掲げる防火対象物の地階　　
　　50 ｍ

ハ　前項第四号に掲げる防火対象物　　25 ｍ
ニ　前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用
に供される部分　　25 ｍ

二　主管の内径は、100㎜以上とすること。ただし、
総務省令で定める場合は、この限りでない。

三　送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が
容易に接近することができる位置に設けるこ
と。

四　地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置す
る連結送水管については、次のイからハまで
に定めるところによること。
イ　当該建築物の 11 階以上の部分に設ける放
水口は、双口形とすること。

ロ　総務省令で定めるところにより、非常電源
を附置した加圧送水装置を設けること。

ハ　総務省令で定めるところにより、放水用器
具を格納した箱をイに規定する放水口に附
置すること。ただし、放水用器具の搬送が
容易である建築物として総務省令で定める
ものについては、この限りでない。

【非常コンセント設備に関する基準】
第 29 条の２　非常コンセント設備は、次に掲げる
防火対象物に設置するものとする。
一　別表第１に掲げる建築物で、地階を除く階数
が 11 以上のもの

二　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、非常コンセント設
備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次
のとおりとする。

一　非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の
階ごとに、その階の各部分から一の非常コン
セントまでの水平距離がそれぞれに定める距
離以下となるように、かつ、階段室、非常用
エレベーターの乗降ロビーその他これらに類
する場所で消防隊が有効に消火活動を行うこ
とができる位置に設けること。

イ　前項第一号に掲げる建築物の 11 階以上の
階　　50 ｍ

ロ　前項第二号に掲げる防火対象物の地階　　
　　50 ｍ

二　非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで
15 アンペア以上の電気を供給できるものと
すること。

三　非常コンセント設備には、非常電源を附置す
ること。

【無線通信補助設備に関する基準】
第 29条の３　無線通信補助設備は、別表第１（16の2）
項に掲げる防火対象物で、延べ面積が 1,000㎡
以上のものに設置するものとする。

２	 前項に規定するもののほか、無線通信補助設備
の設置及び維持に関する基準は、次のとおりと
する。

一　無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、
火災等の災害による被害を受けるおそれが少
ないように設けること。

二　無線通信補助設備は、前項に規定する防火対
象物における消防隊相互の無線連絡が容易に
行われるように設けること。

【必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する
設備等に関する基準】
第 29 条の４　法第 17 条第１項の関係者は、この
節の第２款から前款までの規定により設置し、
及び維持しなければならない同項に規定する消
防用設備等（以下この条において「通常用いら
れる消防用設備等」という。）に代えて、総務
省令で定めるところにより消防長又は消防署長
が、その防火安全性能（火災の拡大を初期に抑
制する性能、火災時に安全に避難することを支
援する性能又は消防隊による活動を支援する性
能をいう。以下この条及び第 36 条第２項第四
号において同じ。）が当該通常用いられる消防

第 29 条の 2　●消防法施行令（抄）
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五　前各号に掲げるもののほか、別表第１に掲げ
る防火対象物で、道路の用に供される部分を
有するもの

２	 前項に規定するもののほか、連結送水管の設置
及び維持に関する技術上の基準は、次のとおり
とする。

一　放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階
若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又
はその階若しくはその部分のいずれの場所か
らも一の放水口までの水平距離がそれぞれに
定める距離以下となるように、かつ、階段室、
非常用エレベーターの乗降ロビーその他これ
らに類する場所で消防隊が有効に消火活動を
行うことができる位置に設けること。

イ　前項第一号及び第二号に掲げる建築物の３
階以上の階　　50 ｍ

ロ　前項第三号に掲げる防火対象物の地階　　
　　50 ｍ

ハ　前項第四号に掲げる防火対象物　　25 ｍ
ニ　前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用
に供される部分　　25 ｍ

二　主管の内径は、100㎜以上とすること。ただし、
総務省令で定める場合は、この限りでない。

三　送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が
容易に接近することができる位置に設けるこ
と。

四　地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置す
る連結送水管については、次のイからハまで
に定めるところによること。

イ　当該建築物の 11 階以上の部分に設ける放
水口は、双口形とすること。

ロ　総務省令で定めるところにより、非常電源
を附置した加圧送水装置を設けること。

ハ　総務省令で定めるところにより、放水用器
具を格納した箱をイに規定する放水口に附
置すること。ただし、放水用器具の搬送が
容易である建築物として総務省令で定める
ものについては、この限りでない。

【非常コンセント設備に関する基準】
第 29 条の２　非常コンセント設備は、次に掲げる
防火対象物に設置するものとする。

一　別表第１に掲げる建築物で、地階を除く階数
が 11 以上のもの

二　別表第１（16の2）項に掲げる防火対象物で、延
べ面積が 1,000㎡以上のもの

２	 前項に規定するもののほか、非常コンセント設
備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次
のとおりとする。

一　非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の
階ごとに、その階の各部分から一の非常コン
セントまでの水平距離がそれぞれに定める距
離以下となるように、かつ、階段室、非常用
エレベーターの乗降ロビーその他これらに類
する場所で消防隊が有効に消火活動を行うこ
とができる位置に設けること。

イ　前項第一号に掲げる建築物の 11 階以上の
階　　50 ｍ

ロ　前項第二号に掲げる防火対象物の地階　　
　　50 ｍ

二　非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで
15 アンペア以上の電気を供給できるものと
すること。

三　非常コンセント設備には、非常電源を附置す
ること。

【無線通信補助設備に関する基準】
第 29条の３　無線通信補助設備は、別表第１（16の2）
項に掲げる防火対象物で、延べ面積が 1,000㎡
以上のものに設置するものとする。

２	 前項に規定するもののほか、無線通信補助設備
の設置及び維持に関する基準は、次のとおりと
する。

一　無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、
火災等の災害による被害を受けるおそれが少
ないように設けること。

二　無線通信補助設備は、前項に規定する防火対
象物における消防隊相互の無線連絡が容易に
行われるように設けること。

【必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する
設備等に関する基準】
第 29 条の４　法第 17 条第１項の関係者は、この
節の第２款から前款までの規定により設置し、
及び維持しなければならない同項に規定する消
防用設備等（以下この条において「通常用いら
れる消防用設備等」という。）に代えて、総務
省令で定めるところにより消防長又は消防署長
が、その防火安全性能（火災の拡大を初期に抑
制する性能、火災時に安全に避難することを支
援する性能又は消防隊による活動を支援する性
能をいう。以下この条及び第 36 条第２項第四
号において同じ。）が当該通常用いられる消防

第 29 条の 2　●消防法施行令（抄）
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用設備等の防火安全性能と同等以上であると認
める消防の用に供する設備、消防用水又は消火
活動上必要な施設（以下この条、第 34 条第八
号及び第 36 条の２において「必要とされる防
火安全性能を有する消防の用に供する設備等」
という。）を用いることができる。

２	 前項の場合においては、同項の関係者は、必要
とされる防火安全性能を有する消防の用に供す
る設備等について、通常用いられる消防用設備
等と同等以上の防火安全性能を有するように設
置し、及び維持しなければならない。

３	 通常用いられる消防用設備等（それに代えて必
要とされる防火安全性能を有する消防の用に供
する設備等が用いられるものに限る。）につい
ては、この節の第２款から前款までの規定は、
適用しない。

【消防用設備等の規格】
第30条　法第17条第１項の消防用設備等（以下「消
防用設備等」という。）又はその部分である法
第 21 条の２第１項の検定対象機械器具等若し
くは法第 21 条の 16 の２の自主表示対象機械器
具等（以下この条において「消防用機械器具等」
という。）で第 37 条各号又は第 41 条各号に掲
げるものに該当するものは、これらの消防用機
械器具等について定められた法第 21 条の２第
２項又は法第 21 条の 16 の３第１項の技術上の
規格に適合するものでなければならない。

２	 前項の規定にかかわらず、法第 21 条の２第２
項又は法第 21 条の 16 の３第１項の規定に基づ
く技術上の規格に関する総務省令の規定の施行
又は適用の際、現に存する防火対象物における
消防用機械器具等（法第 17 条の２の５第１項
の規定の適用を受ける消防用設備等に係るもの
を除く。）又は現に新築、増築、改築、移転、
修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に
係る消防用機械器具等（法第 17 条の２の５第
１項の規定の適用を受ける消防用設備等に係る
ものを除く。）のうち第 37 条各号又は第 41 条
各号に掲げるものに該当するもので当該技術上
の規格に関する総務省令の規定に適合しないも
のに係る技術上の基準については、総務省令
で、一定の期間を限って、前項の特例を定める
ことができる。当該技術上の規格に関する総務
省令の規定の施行又は適用の日から当該規定に
よる技術上の規格に適合する消防用機械器具等

を供用することができる日として総務大臣が定
める日の前日までの間において新築、増築、改
築、移転、修繕又は模様替えの工事が開始され
た防火対象物に係る消防用機械器具等のうち第
37 条各号又は第 41 条各号に掲げるものに該当
するもので当該技術上の規格に関する総務省令
の規定に適合しないものについても、同様とす
る。

【基準の特例】
第 31 条　別表第１⑿項イに掲げる防火対象物で、
総務省令で定めるものについては、この節の第
２款に定める基準に関して、総務省令で特例を
定めることができる。

２　次に掲げる防火対象物又はその部分について
は、この節に定める基準に関して、総務省令で
特例を定めることができる。

一　別表第一⒂項に掲げる防火対象物で、総務省
令で定めるもの

二　別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供
される部分で、総務省令で定めるもの

第 32条　この節の規定は、消防用設備等について、
消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構
造又は設備の状況から判断して、この節の規定
による消防用設備等の基準によらなくとも、火
災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、か
つ、火災等の災害による被害を最少限度に止め
ることができると認めるときにおいては、適用
しない。

【総務省令への委任】
第 33 条　この節に定めるもののほか、消防用設備
等の設置方法の細目及び設置の標示並びに点検
の方法その他消防用設備等の設置及び維持に関
し必要な事項は、総務省令で定める。

【総務大臣の行う性能評価の手数料】
第 33 条の２　法第 17 条の２の４第４項の規定に
より納付すべき手数料の額は、55 万 7,100 円と
する。

【適用が除外されない消防用設備等】
第 34 条　法第 17 条の２の５第１項の政令で定め
る消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設
備等とする。

一　簡易消火用具
二　不活性ガス消火設備（全域放出方式のもので

総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射す

消防法施行令（抄）●　第 30 条
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るものに限る。）（不活性ガス消火設備の設置
及び維持に関する技術上の基準であって総務
省令で定めるものの適用を受ける部分に限
る。）

三　自動火災報知設備（別表第１⑴項から⑷項ま
で、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ及び（16の2）
項から⒄項までに掲げる防火対象物に設ける
ものに限る。）

四　ガス漏れ火災警報設備（別表第１⑴項から⑷
項まで、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ、（16
の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物並び
にこれらの防火対象物以外の防火対象物で第
21 条の２第１項第三号に掲げるものに設け
るものに限る。）

五　漏電火災警報器
六　非常警報器具及び非常警報設備
七　誘導灯及び誘導標識
八　必要とされる防火安全性能を有する消防の用
に供する設備等であって、消火器、避難器具
及び前各号に掲げる消防用設備等に類するも
のとして消防庁長官が定めるもの

【増築及び改築の範囲】
第 34 条の２　法第 17 条の２の５第２項第二号及
び第 17 条の３第２項第二号の政令で定める増
築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、
次の各号に掲げるものとする。
一　工事の着手が基準時以後である増築又は改築
に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計
が 1,000㎡以上となることとなるもの

二　前号に掲げるもののほか、工事の着手が基準
時以後である増築又は改築に係る当該防火対
象物の部分の床面積の合計が、基準時におけ
る当該防火対象物の延べ面積の　	以上とな
ることとなるもの

２	 前項の基準時とは、法第 17 条の２の５第１項
前段又は法第 17 条の３第１項前段の規定によ
り第８条から第 33 条までの規定若しくはこれ
らに基づく総務省令又は法第 17 条第２項の規
定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第
１に掲げる防火対象物における消防用設備等に
ついて、それらの規定（それらの規定が改正さ
れた場合にあっては、改正前の規定を含むもの
とする。）が適用されない期間の始期をいう。

【大規模の修繕及び模様替えの範囲】
第 34 条の３　法第 17 条の２の５第２項第二号及

1
2

び第 17 条の３第２項第二号の政令で定める大
規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の
主要構造部である壁について行う過半の修繕又
は模様替えとする。

【適用が除外されない防火対象物の範囲】
第 34 条の４　法第 17 条の２の５第２項第四号の
政令で定める複合用途防火対象物は、別表第１
⒃項イに掲げる防火対象物とする。

２	 法第 17 条の２の５第２項第四号の多数の者が
出入するものとして政令で定める防火対象物
は、別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹
項、⑼項イ及び（16の3）項に掲げる防火対象物の
うち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。

【消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等】
第 35 条　法第 17 条の３の２の政令で定める防火
対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一　次に掲げる防火対象物
イ　別表第１⑵項ニ、⑸項イ並びに⑹項イ⑴か
ら⑶まで及びロに掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用
者を入居させ、又は宿泊させるものに限
る。）

ハ　別表第１⒃項イ、（16の2）項及び（16の3）項
に掲げる防火対象物（イ又はロに掲げる防
火対象物の用途に供される部分が存するも
のに限る。）

二　別表第１⑴項、⑵項イからハまで、⑶項、⑷
項、⑹項イ⑷、ハ及びニ、⑼項イ、⒃項イ、
（16の2）項並びに（16の3）項に掲げる防火対象
物（前号ロ及びハに掲げるものを除く。）で、
延べ面積が 300㎡以上のもの

三　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項
から⒂項まで、⒃項ロ、⒄項及び⒅項に掲げ
る防火対象物で、延べ面積が 300㎡以上のも
ののうち、消防長又は消防署長が火災予防上
必要があると認めて指定するもの

四　前３号に掲げるもののほか、別表第１⑴項か
ら⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げ
る防火対象物の用途に供される部分が避難階
以外の階に存する防火対象物で、当該避難階
以外の階から避難階又は地上に直通する階段
が２（当該階段が屋外に設けられ、又は総務
省令で定める避難上有効な構造を有する場合
にあっては、１）以上設けられていないもの

２	 法第 17 条の３の２の政令で定める消防用設備
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るものに限る。）（不活性ガス消火設備の設置
及び維持に関する技術上の基準であって総務
省令で定めるものの適用を受ける部分に限
る。）

三　自動火災報知設備（別表第１⑴項から⑷項ま
で、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ及び（16の2）
項から⒄項までに掲げる防火対象物に設ける
ものに限る。）

四　ガス漏れ火災警報設備（別表第１⑴項から⑷
項まで、⑸項イ、⑹項、⑼項イ、⒃項イ、（16
の2）項及び（16の3）項に掲げる防火対象物並び
にこれらの防火対象物以外の防火対象物で第
21 条の２第１項第三号に掲げるものに設け
るものに限る。）

五　漏電火災警報器
六　非常警報器具及び非常警報設備
七　誘導灯及び誘導標識
八　必要とされる防火安全性能を有する消防の用
に供する設備等であって、消火器、避難器具
及び前各号に掲げる消防用設備等に類するも
のとして消防庁長官が定めるもの

【増築及び改築の範囲】
第 34 条の２　法第 17 条の２の５第２項第二号及
び第 17 条の３第２項第二号の政令で定める増
築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、
次の各号に掲げるものとする。

一　工事の着手が基準時以後である増築又は改築
に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計
が 1,000㎡以上となることとなるもの

二　前号に掲げるもののほか、工事の着手が基準
時以後である増築又は改築に係る当該防火対
象物の部分の床面積の合計が、基準時におけ
る当該防火対象物の延べ面積の　	以上とな
ることとなるもの

２	 前項の基準時とは、法第 17 条の２の５第１項
前段又は法第 17 条の３第１項前段の規定によ
り第８条から第 33 条までの規定若しくはこれ
らに基づく総務省令又は法第 17 条第２項の規
定に基づく条例の規定の適用を受けない別表第
１に掲げる防火対象物における消防用設備等に
ついて、それらの規定（それらの規定が改正さ
れた場合にあっては、改正前の規定を含むもの
とする。）が適用されない期間の始期をいう。

【大規模の修繕及び模様替えの範囲】
第 34 条の３　法第 17 条の２の５第２項第二号及

1
2

び第 17 条の３第２項第二号の政令で定める大
規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の
主要構造部である壁について行う過半の修繕又
は模様替えとする。

【適用が除外されない防火対象物の範囲】
第 34 条の４　法第 17 条の２の５第２項第四号の
政令で定める複合用途防火対象物は、別表第１
⒃項イに掲げる防火対象物とする。

２	 法第 17 条の２の５第２項第四号の多数の者が
出入するものとして政令で定める防火対象物
は、別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹
項、⑼項イ及び（16の3）項に掲げる防火対象物の
うち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。

【消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等】
第 35 条　法第 17 条の３の２の政令で定める防火
対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一　次に掲げる防火対象物
イ　別表第１⑵項ニ、⑸項イ並びに⑹項イ⑴か
ら⑶まで及びロに掲げる防火対象物

ロ　別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（利用
者を入居させ、又は宿泊させるものに限
る。）

ハ　別表第１⒃項イ、（16の2）項及び（16の3）項
に掲げる防火対象物（イ又はロに掲げる防
火対象物の用途に供される部分が存するも
のに限る。）

二　別表第１⑴項、⑵項イからハまで、⑶項、⑷
項、⑹項イ⑷、ハ及びニ、⑼項イ、⒃項イ、
（16の2）項並びに（16の3）項に掲げる防火対象
物（前号ロ及びハに掲げるものを除く。）で、
延べ面積が 300㎡以上のもの

三　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項
から⒂項まで、⒃項ロ、⒄項及び⒅項に掲げ
る防火対象物で、延べ面積が 300㎡以上のも
ののうち、消防長又は消防署長が火災予防上
必要があると認めて指定するもの

四　前３号に掲げるもののほか、別表第１⑴項か
ら⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げ
る防火対象物の用途に供される部分が避難階
以外の階に存する防火対象物で、当該避難階
以外の階から避難階又は地上に直通する階段
が２（当該階段が屋外に設けられ、又は総務
省令で定める避難上有効な構造を有する場合
にあっては、１）以上設けられていないもの

２	 法第 17 条の３の２の政令で定める消防用設備
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消防法施行令（抄）●　第 36 条

等又は法第 17 条第３項に規定する特殊消防用
設備等（以下「特殊消防用設備等」という。）は、
簡易消火用具及び非常警報器具とする。

【消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要
しない防火対象物等】
第 36 条　法第 17 条の３の３の消防用設備等又は
特殊消防用設備等について点検を要しない防火
対象物は、別表第１⒇項に掲げる防火対象物と
する。

２	 法第 17 条の３の３の消防用設備等又は特殊消
防用設備等について消防設備士免状の交付を受
けている者又は総務省令で定める資格を有する
者（第四号において「消防設備士等」という。）
に点検をさせなければならない防火対象物は、
次に掲げる防火対象物とする。
一　別表第１⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項、
⑼項イ、⒃項イ、（16の2）項及び（16の3）項に掲
げる防火対象物で、延べ面積が 1,000㎡以上
のもの

二　別表第１⑸項ロ、⑺項、⑻項、⑼項ロ、⑽項
から⒂項まで、⒃項ロ、⒄項及び⒅項に掲げ
る防火対象物で、延べ面積が 1,000㎡以上の
もののうち、消防長又は消防署長が火災予防
上必要があると認めて指定するもの

三　前２号に掲げるもののほか、別表第１⑴項か
ら⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げ
る防火対象物の用途に供される部分が避難階
以外の階に存する防火対象物で、当該避難階
以外の階から避難階又は地上に直通する階段
が２（当該階段が屋外に設けられ、又は総務
省令で定める避難上有効な構造を有する場合
にあっては、１）以上設けられていないもの

四　前三号に掲げるもののほか、消防用設備等又
は特殊消防用設備等の防火安全性能を確保す
るために、消防設備士等による点検が特に必
要であるものとして総務省令で定める防火対
象物

【消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備】
第 36 条の２　法第 17 条の５の政令で定める消防
用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工
事は、次に掲げる消防用設備等（第一号から第
三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等につ
いては電源、水源及び配管の部分を除き、第四
号から第七号まで及び第九号から第十号までに
掲げる消防用設備等については電源の部分を除

く。）又は必要とされる防火安全性能を有する
消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設
備等（これらのうち、次に掲げる消防用設備等
に類するものとして消防庁長官が定めるものに
限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項
において同じ。）の設置に係る工事とする。

一　屋内消火栓設備
二　スプリンクラー設備
三　水噴霧消火設備
四　泡消火設備
五　不活性ガス消火設備
六　ハロゲン化物消火設備
七　粉末消火設備
八　屋外消火栓設備
九　自動火災報知設備
九の二　ガス漏れ火災警報設備
十　消防機関へ通報する火災報知設備
一
十　金属製避難はしご（固定式のものに限る。）
二
十　救助袋
三
十　緩降機

２	 法第 17 条の５の政令で定める消防用設備等又
は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防
用設備等又は必要とされる防火安全性能を有す
る消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用
設備等の整備（屋内消火栓設備の表示灯の交換
その他総務省令で定める軽微な整備を除く。）
とする。

一　前項各号に掲げる消防用設備等（同項第一号
から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設
備等については電源、水源及び配管の部分を
除き、同項第四号から第七号まで及び第九号
から第十号までに掲げる消防用設備等につい
ては電源の部分を除く。）

二　消火器
三　漏電火災警報器

【検定対象機械器具等の範囲】
第 37 条　法第 21 条の２第１項の政令で定める消
防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの
（法第 17 条第３項の規定による認定を受けた特
殊消防用設備等の部分であるもの、輸出される
もの（輸出されるものであることについて、総
務省令で定めるところにより、総務大臣の承認
を受けたものに限る。）又は船舶安全法若しく
は航空法（昭和27年法律第231号）の規定に基づく検査
若しくは試験に合格したものを除く。）とする。

線引きはありません
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一　消火器
二　消火器用消火薬剤（二酸化炭素を除く。）
三　泡消火薬剤（総務省令で定めるものを除く。
別表第３において同じ。）

四　火災報知設備の感知器（火災によって生ずる
熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生
を感知するものに限る。）又は発信機

五　火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備（総
務省令で定めるものを除く。以下次号までに
おいて同じ。）に使用する中継器（火災報知
設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含
む。別表第３において「中継器」という。）

六　火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使
用する受信機（火災報知設備及びガス漏れ火
災警報設備の受信機を含む。別表第３におい
て「受信機」という。）

七　住宅用防災警報器
八　閉鎖型スプリンクラーヘッド
九　スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡
消火設備（次号において「スプリンクラー設
備等」という。）に使用する流水検知装置（別
表第３において「流水検知装置」という。）

十　スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁
（配管との接続部の内径が 300㎜を超えるも
のを除く。別表第３において「一斉開放弁」
という。）

一
十　金属製避難はしご
二
十　緩降機

【自主表示対象機械器具等の範囲】
第 41 条　法第 21 条の 16 の２の政令で定める消防
の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの（法
第 17 条第３項の規定による認定を受けた特殊
消防用設備等の部分であるもの、輸出されるも
の（輸出されるものであることについて、総務
省令で定めるところにより、総務大臣の承認を
受けたものに限る。）又は船舶安全法若しくは
航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格
したものを除く。）とする。
一　動力消防ポンプ
二　消防用ホース
三　消防用吸管
四　消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の
結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の
結合金具

五　エアゾール式簡易消火具

六　漏電火災警報器
【防災管理者の資格】
第 47 条　法第 36 条第１項において読み替えて準
用する法第８条第１項の政令で定める資格を有
する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、
前条の防火対象物（以下「防災管理対象物」と
いう。）において防災管理上必要な業務を適切
に遂行することができる管理的又は監督的な地
位にあるもの（総務省令で定める防災管理対象
物にあっては、防災管理上必要な業務を適切に
遂行するために必要な権限及び知識を有するも
のとして総務省令で定める要件を満たすもの）
とする。

一　第３条第１項第一号イ又はロに掲げる者で、
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市
町村の消防長又は法人であって総務省令で定
めるところにより総務大臣の登録を受けたも
のが行う防災管理対象物の防災管理に関する
講習の課程を修了したもの

二　第３条第１項第一号ロに掲げる者で、１年以
上防災管理の実務経験を有するもの

三　市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職
に１年以上あった者

四　前３号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で
定めるところにより、防災管理者として必要
な学識経験を有すると認められるもの

２	 前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な
事項は、総務省令で定める。

【防災管理者の責務】
第 48 条　防災管理者は、総務省令で定めるところ
により、当該防災管理対象物についての防災管
理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消
防署長に届け出なければならない。

２	 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当
該防災管理対象物について避難の訓練の実施そ
の他防災管理上必要な業務を行わなければなら
ない。

３	 防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うと
きは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理
について権原を有する者の指示を求め、誠実に
その職務を遂行しなければならない。

【統括防災管理者の資格】
第 48 条の２　法第 36 条第１項において読み替え
て準用する法第８条の２第１項の政令で定め
る資格を有する者は、第 47 条第１項各号のい

第 ４1 条　●消防法施行令（抄）

線引きはありません



560 消防法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

一　消火器
二　消火器用消火薬剤（二酸化炭素を除く。）
三　泡消火薬剤（総務省令で定めるものを除く。
別表第３において同じ。）

四　火災報知設備の感知器（火災によって生ずる
熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生
を感知するものに限る。）又は発信機

五　火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備（総
務省令で定めるものを除く。以下次号までに
おいて同じ。）に使用する中継器（火災報知
設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含
む。別表第３において「中継器」という。）

六　火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使
用する受信機（火災報知設備及びガス漏れ火
災警報設備の受信機を含む。別表第３におい
て「受信機」という。）

七　住宅用防災警報器
八　閉鎖型スプリンクラーヘッド
九　スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡
消火設備（次号において「スプリンクラー設
備等」という。）に使用する流水検知装置（別
表第３において「流水検知装置」という。）

十　スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁
（配管との接続部の内径が 300㎜を超えるも
のを除く。別表第３において「一斉開放弁」
という。）

一
十　金属製避難はしご
二
十　緩降機

【自主表示対象機械器具等の範囲】
第 41 条　法第 21 条の 16 の２の政令で定める消防
の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの（法
第 17 条第３項の規定による認定を受けた特殊
消防用設備等の部分であるもの、輸出されるも
の（輸出されるものであることについて、総務
省令で定めるところにより、総務大臣の承認を
受けたものに限る。）又は船舶安全法若しくは
航空法の規定に基づく検査若しくは試験に合格
したものを除く。）とする。

一　動力消防ポンプ
二　消防用ホース
三　消防用吸管
四　消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の
結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の
結合金具

五　エアゾール式簡易消火具

六　漏電火災警報器
【防災管理者の資格】
第 47 条　法第 36 条第１項において読み替えて準
用する法第８条第１項の政令で定める資格を有
する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、
前条の防火対象物（以下「防災管理対象物」と
いう。）において防災管理上必要な業務を適切
に遂行することができる管理的又は監督的な地
位にあるもの（総務省令で定める防災管理対象
物にあっては、防災管理上必要な業務を適切に
遂行するために必要な権限及び知識を有するも
のとして総務省令で定める要件を満たすもの）
とする。

一　第３条第１項第一号イ又はロに掲げる者で、
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市
町村の消防長又は法人であって総務省令で定
めるところにより総務大臣の登録を受けたも
のが行う防災管理対象物の防災管理に関する
講習の課程を修了したもの

二　第３条第１項第一号ロに掲げる者で、１年以
上防災管理の実務経験を有するもの

三　市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職
に１年以上あった者

四　前３号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で
定めるところにより、防災管理者として必要
な学識経験を有すると認められるもの

２	 前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な
事項は、総務省令で定める。

【防災管理者の責務】
第 48 条　防災管理者は、総務省令で定めるところ
により、当該防災管理対象物についての防災管
理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消
防署長に届け出なければならない。

２	 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当
該防災管理対象物について避難の訓練の実施そ
の他防災管理上必要な業務を行わなければなら
ない。

３	 防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うと
きは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理
について権原を有する者の指示を求め、誠実に
その職務を遂行しなければならない。

【統括防災管理者の資格】
第 48 条の２　法第 36 条第１項において読み替え
て準用する法第８条の２第１項の政令で定め
る資格を有する者は、第 47 条第１項各号のい
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ずれかに掲げる者で、当該防災管理対象物の全
体についての防災管理上必要な業務を適切に遂
行するために必要な権限及び知識を有するもの
として総務省令で定める要件を満たすものとす
る。

【統括防災管理者の責務】
第 48 条の３　統括防災管理者は、総務省令で定め
るところにより、当該防災管理対象物の全体に
ついての防災管理に係る消防計画を作成し、所
轄消防長又は消防署長に届け出なければならな
い。

２	 統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、
避難の訓練の実施、当該防災管理対象物の廊下、
階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理
その他当該防災管理対象物の全体についての防
災管理上必要な業務を行わなければならない。

３	 統括防災管理者は、防災管理対象物の全体につ
いての防災管理上必要な業務を行うときは、必
要に応じて当該防災管理対象物の管理について
権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務
を遂行しなければならない。

別	表第１　（	第１条の２-第３条、第３条の３、第４条、第４条の２の２-第４条の３、第６条、第９条-第14条、第19条、第21条-第29条の
３、第31条、第34条、第34条の２、第34条の４-第36条関係）

⑴ イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ　公会堂又は集会場

⑵

イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ　遊技場又はダンスホール
ハ　	風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

を営む店舗（ニ並びに⑴項イ、⑷項、⑸項イ及び⑼項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他
これに類するものとして総務省令で定めるもの

ニ　	カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務
を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

⑶ イ　待合、料理店その他これらに類するもの
ロ　飲食店

⑷ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

⑸ イ　旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ　寄宿舎、下宿又は共同住宅

⑹

イ　次に掲げる防火対象物
⑴　次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を
有するものとして総務省令で定めるものを除く。）
ⅰ　診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。
⑵ⅰにおいて同じ。）を有すること。

ⅱ　医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有する
こと。

⑵　次のいずれにも該当する診療所
ⅰ　診療科名中に特定診療科名を有すること。
ⅱ　４人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

⑶　病院（⑴に掲げるものを除く。）、患者を入院させるための施設を有する診療所（⑵に掲げるものを除く。）又は入
所施設を有する助産所

⑷　患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
ロ　次に掲げる防火対象物
⑴　老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成９年法律第123号）第７
条第１項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下
「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を
主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第５条の２第４項に規定する
老人短期入所事業を行う施設、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護
者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第６項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他
これらに類するものとして総務省令で定めるもの

⑵　救護施設
⑶　乳児院
⑷　障害児入所施設
⑸　障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第４条第１項
に規定する障害者又は同条第２項に規定する障害児であって、同条第４項に規定する障害支援区分が避難が困難な状
態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所
させるものに限る。）又は同法第５条第８項に規定する短期入所若しくは同条第 17 項に規定する共同生活援助を行う
施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。）

消防法施行令（抄）●　４８ 条の 3
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ハ　次に掲げる防火対象物
⑴　老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ⑴に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援セン
ター、有料老人ホーム（ロ⑴に掲げるものを除く。）、老人福祉法第５条の２第３項に規定する老人デイサービス事業
を行う施設、同条第５項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（ロ⑴に掲げるものを除く。）その他こ
れらに類するものとして総務省令で定めるもの

⑵　更生施設
⑶　助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福
祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第７項に規定する一時預かり事業又は同条第９項に規定する家庭的保育事業を行
う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

⑷　児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは
同条第４項に規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。）

⑸　身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ⑸に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第７項に規定する生活介護、同条第８項に規定
する短期入所、同条第 12 項に規定する自立訓練、同条第 13 項に規定する就労移行支援、同条第 14 項に規定する就
労継続支援若しくは同条第 15 項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）

ニ　幼稚園又は特別支援学校

⑺ 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

⑻ 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

⑼ イ　公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ　イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

⑽ 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）

⑾ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

⑿ イ　工場又は作業場
ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ

⒀ イ　自動車車庫又は駐車場
ロ　飛行機又は回転翼航空機の格納庫

⒁ 倉庫

⒂ 前各項に該当しない事業場

⒃
イ　	複合用途防火対象物のうち、その一部が⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防火対象物の用途に供さ

れているもの
ロ　イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

（16の2） 地下街

（16の3） 建築物の地階（（16の2）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせた
もの（⑴項から⑷項まで、⑸項イ、⑹項又は⑼項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）

⒄ 文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定
され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法律第43号）の規定によって重要美術品として認定された建造物

⒅ 延長50ｍ以上のアーケード

⒆ 市町村長の指定する山林

⒇ 総務省令で定める舟車

備考
１	　２以上の用途に供される防火対象物で第１条の２第２項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となる
ものの主たる用途が⑴項から⒂までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対
象物とする。

２	　⑴項から⒃項までに掲げる用途に供される建築物が（16の2）項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲
げる防火対象物の部分とみなす。

３	　⑴項から⒃項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が（16の3）項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるとき
は、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、⑴項から⒃項に掲げる防火対象物又はその部分で
もあるものとみなす。

４	　⑴項から⒃項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が⒄項に掲げる防火対象物に該当するものであ
るときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、⑴項から⒃項までに掲げる防火対
象物又はその部分でもあるものとみなす。

別表第 1　●消防法施行令（抄）
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され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法律第43号）の規定によって重要美術品として認定された建造物

⒅ 延長50ｍ以上のアーケード

⒆ 市町村長の指定する山林

⒇ 総務省令で定める舟車
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１	　２以上の用途に供される防火対象物で第１条の２第２項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となる
ものの主たる用途が⑴項から⒂までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対
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２	　⑴項から⒃項までに掲げる用途に供される建築物が（16の2）項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲
げる防火対象物の部分とみなす。

３	　⑴項から⒃項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が（16の3）項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるとき
は、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、⑴項から⒃項に掲げる防火対象物又はその部分で
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危険物の規制に関する政令（抄）●　第 1条

危険物の規制に関する政令（抄）
昭和 34 年９月 26 日政令第 306 号

最終改正：令和元年 12 月 13 日政令第 183 号

【品名の指定】
第１条　消防法（以下「法」という。）別表第１第
１類の項第 10 号の政令で定めるものは、次の
とおりとする。
一　過よう素酸塩類
二　過よう素酸
三　クロム、鉛又はよう素の酸化物
四　亜硝酸塩類
五　次亜塩素酸塩類
六　塩素化イソシアヌル酸
七　ペルオキソ二硫酸塩類
八　ペルオキソほう酸塩類
九　炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
２	 法別表第１第３類の項第 11 号の政令で定める
ものは、塩素化けい素化合物とする。

３	 法別表第１第５類の項第 10 号の政令で定める
ものは、次のとおりとする。
一　金属のアジ化物
二　硝酸グアニジン
三　１−アリルオキシ−２. ３−エポキシプロパ
ン

四　４−メチリデンオキセタン−２−オン
４	 法別表第１第６類の項第４号の政令で定めるも
のは、ハロゲン間化合物とする。

【危険物の品名】
第１条の２　法別表第１の品名欄に掲げる物品のう
ち、同表第１類の項第 10 号の危険物にあって
は前条第１項各号ごとに、同表第５類の項第
10 号の危険物にあっては同条第３項各号ごと
に、それぞれ異なる品名の危険物として、法第
11 条の４第１項の規定並びに第６条第１項第
四号、第 15 条第１項第十七号、第 20 条第１項、
第 21 条の２、第 23 条、第 24 条第一号、第 26
条第１項第三号及び第六号の二並びに第 29 条
第二号の規定を適用する。

２	 法別表第１の品名欄に掲げる物品のうち、同表
第１類の項第 11 号の危険物で当該危険物に含
有されている同項第１号から第９号まで及び前
条第１項各号の物品が異なるものは、それぞれ
異なる品名の危険物として、法第 11 条の４第

１項の規定並びに第６条第１項第四号、第 15
条第１項第十七号、第20条第１項、第21条の２、
第 23 条、第 24 条第一号、第 26 条第１項第三
号及び第六号の二並びに第 29 条第二号の規定
を適用する。同表第２類の項第８号の危険物で
当該危険物に含有されている同項第１号から第
７号までの物品が異なるもの、同表第３類の項
第 12 号の危険物で当該危険物に含有されてい
る同項第１号から第 11 号までの物品が異なる
もの、同表第５類の項第 11 号の危険物で当該
危険物に含有されている同項第１号から第９号
まで及び前条第３項各号の物品が異なるもの並
びに同表第６類の項第５号の危険物で当該危険
物に含有されている同項第１号から第４号まで
の物品が異なるものについても、同様とする。

【届出を要する物質の指定】
第１条の 10　法第９条の３第１項（同条第２項に
おいて準用する場合を含む。）の政令で定める
物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定
める数量以上のものとする。

一　圧縮アセチレンガス　　40㎏
二　無水硫酸　　200㎏
三　液化石油ガス　　300㎏
四　生石灰（酸化カルシウム 80％以上を含有す
るものをいう。）　　500㎏

五〜六　（略）
２	 法第９条の３第１項ただし書（同条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める場
合は、高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第 74
条第１項、ガス事業法（昭和29年法律第51号）第 176
条第１項又は液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第
87 条第１項の規定により消防庁長官又は消防
長（消防本部を置かない市町村にあっては、市
町村長）に通報があった施設において液化石油
ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合（法第９条の
３第２項において準用する場合にあっては、当
該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱い
を廃止する場合）とする。

【危険物の指定数量】
第１条の 11　法第９条の４の政令で定める数量（以
下「指定数量」という。）は、別表第３の類別
欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び
同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同
表の指定数量欄に定める数量とする。

線引きはありません
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【貯蔵所の区分】
第２条　法第 10 条の貯蔵所は、次のとおり区分す
る。
一　屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取
り扱う貯蔵所（以下「屋内貯蔵所」という。）

二　屋外にあるタンク（第四号から第六号までに
掲げるものを除く。）において危険物を貯蔵
し、又は取り扱う貯蔵所（以下「屋外タンク
貯蔵所」という。）

三　屋内にあるタンク（次号から第六号までに掲
げるものを除く。）において危険物を貯蔵し、
又は取り扱う貯蔵所（以下「屋内タンク貯蔵
所」という。）

四　地盤面下に埋没されているタンク（次号に掲
げるものを除く。）において危険物を貯蔵し、
又は取り扱う貯蔵所（以下「地下タンク貯蔵
所」という。）

五　簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取
り扱う貯蔵所（以下「簡易タンク貯蔵所」と
いう。）

六　車両（被牽引自動車にあっては、前車軸を有
しないものであって、当該被牽引自動車の一
部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽
引自動車及びその積載物の重量の相当部分が
牽引自動車によってささえられる構造のもの
に限る。）に固定されたタンクにおいて危険
物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所（以下「移
動タンク貯蔵所」という。）

七　屋外の場所において第２類の危険物のうち硫
黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性
固体（引火点が零度以上のものに限る。）又
は第４類の危険物のうち第１石油類（引火点
が０度以上のものに限る。）、アルコール類、
第２石油類、第３石油類、第４石油類若しく
は動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
（以下「屋外貯蔵所」という。）

【取扱所の区分】
第３条　法第 10 条の取扱所は、次のとおり区分す
る。
一　給油設備によって自動車等の燃料タンクに直
接給油するため危険物を取り扱う取扱所（当
該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を
容器に詰め替え、又は車両に固定された容量
4,000ℓ以下のタンク（容量 2,000ℓを超える
タンクにあっては、その内部を 2,000ℓ以下

ごとに仕切ったものに限る。）に注入するた
め固定した注油設備によって危険物を取り扱
う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。）

二　店舗において容器入りのままで販売するため
危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの

イ　指定数量の倍数（法第 11 条の４第１項に
規定する指定数量の倍数をいう。以下同
じ。）が 15 以下のもの（以下「第一種販売
取扱所」という。）

ロ　指定数量の倍数が 15 を超え 40 以下のもの
（以下「第二種販売取扱所」という。）

三　配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備
（危険物を運搬する船舶からの陸上への危険
物の移送については、配管及びこれに附属す
る設備）によって危険物の移送の取扱いを行
う取扱所（当該危険物の移送が当該取扱所に
係る施設（配管を除く。）の敷地及びこれと
ともに一団の土地を形成する事業所の用に供
する土地内にとどまる構造を有するものを除
く。以下「移送取扱所」という。）

四　前３号に掲げる取扱所以外の取扱所（以下「一
般取扱所」という。）

【設置の許可の申請】
第６条　法第 11 条第１項前段の規定により製造所、
貯蔵所又は取扱所（以下「製造所等」という。）
の設置の許可を受けようとする者は、次の事項
を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に
応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事
又は総務大臣（以下「市町村長等」という。）
に提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名及び住所

二　製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあって
は、その区分

三　製造所等の設置の場所（移動タンク貯蔵所に
あっては、その常置する場所）

四　貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び
最大数量

五　指定数量の倍数
六　製造所等の位置、構造及び設備
七　危険物の貯蔵又は取扱いの方法
八　製造所等の着工及び完成の予定期日

２	 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び
設備に関する図面その他総務省令で定める書類
を添付しなければならない。

第 2条　●危険物の規制に関する政令（抄）
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【貯蔵所の区分】
第２条　法第 10 条の貯蔵所は、次のとおり区分す
る。

一　屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取
り扱う貯蔵所（以下「屋内貯蔵所」という。）

二　屋外にあるタンク（第四号から第六号までに
掲げるものを除く。）において危険物を貯蔵
し、又は取り扱う貯蔵所（以下「屋外タンク
貯蔵所」という。）

三　屋内にあるタンク（次号から第六号までに掲
げるものを除く。）において危険物を貯蔵し、
又は取り扱う貯蔵所（以下「屋内タンク貯蔵
所」という。）

四　地盤面下に埋没されているタンク（次号に掲
げるものを除く。）において危険物を貯蔵し、
又は取り扱う貯蔵所（以下「地下タンク貯蔵
所」という。）

五　簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取
り扱う貯蔵所（以下「簡易タンク貯蔵所」と
いう。）

六　車両（被牽引自動車にあっては、前車軸を有
しないものであって、当該被牽引自動車の一
部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽
引自動車及びその積載物の重量の相当部分が
牽引自動車によってささえられる構造のもの
に限る。）に固定されたタンクにおいて危険
物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所（以下「移
動タンク貯蔵所」という。）

七　屋外の場所において第２類の危険物のうち硫
黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性
固体（引火点が零度以上のものに限る。）又
は第４類の危険物のうち第１石油類（引火点
が０度以上のものに限る。）、アルコール類、
第２石油類、第３石油類、第４石油類若しく
は動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所
（以下「屋外貯蔵所」という。）

【取扱所の区分】
第３条　法第 10 条の取扱所は、次のとおり区分す
る。

一　給油設備によって自動車等の燃料タンクに直
接給油するため危険物を取り扱う取扱所（当
該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を
容器に詰め替え、又は車両に固定された容量
4,000ℓ以下のタンク（容量 2,000ℓを超える
タンクにあっては、その内部を 2,000ℓ以下

ごとに仕切ったものに限る。）に注入するた
め固定した注油設備によって危険物を取り扱
う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。）

二　店舗において容器入りのままで販売するため
危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの

イ　指定数量の倍数（法第 11 条の４第１項に
規定する指定数量の倍数をいう。以下同
じ。）が 15 以下のもの（以下「第一種販売
取扱所」という。）

ロ　指定数量の倍数が 15 を超え 40 以下のもの
（以下「第二種販売取扱所」という。）

三　配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備
（危険物を運搬する船舶からの陸上への危険
物の移送については、配管及びこれに附属す
る設備）によって危険物の移送の取扱いを行
う取扱所（当該危険物の移送が当該取扱所に
係る施設（配管を除く。）の敷地及びこれと
ともに一団の土地を形成する事業所の用に供
する土地内にとどまる構造を有するものを除
く。以下「移送取扱所」という。）

四　前３号に掲げる取扱所以外の取扱所（以下「一
般取扱所」という。）

【設置の許可の申請】
第６条　法第 11 条第１項前段の規定により製造所、
貯蔵所又は取扱所（以下「製造所等」という。）
の設置の許可を受けようとする者は、次の事項
を記載した申請書を、同項各号に掲げる区分に
応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事
又は総務大臣（以下「市町村長等」という。）
に提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名及び住所

二　製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあって
は、その区分

三　製造所等の設置の場所（移動タンク貯蔵所に
あっては、その常置する場所）

四　貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び
最大数量

五　指定数量の倍数
六　製造所等の位置、構造及び設備
七　危険物の貯蔵又は取扱いの方法
八　製造所等の着工及び完成の予定期日

２	 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び
設備に関する図面その他総務省令で定める書類
を添付しなければならない。
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【製造所の基準】
第９条　法第 10 条第４項の製造所の位置、構造及
び設備（消火設備、警報設備及び避難設備を除
く。以下この章の第１節から第３節までにおい
て同じ。）の技術上の基準は、次のとおりとする。
一　製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当
該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の
外側までの間に、それぞれ当該建築物等につ
いて定める距離を保つこと。ただし、イから
ハまでに掲げる建築物等について、不燃材料
（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第九号
の不燃材料のうち、総務省令で定めるものを
いう。以下同じ。）で造った防火上有効な塀
を設けること等により、市町村長等が安全で
あると認めた場合は、当該市町村長等が定め
た距離を当該距離とすることができる。
イ　ロからニまでに掲げるもの以外の建築物そ
の他の工作物で住居の用に供するもの（製
造所の存する敷地と同一の敷地内に存する
ものを除く。）　　10 ｍ以上

ロ　学校、病院、劇場その他多数の人を収容す
る施設で総務省令で定めるもの　　30 ｍ
以上

ハ　文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定に
よって重要文化財、重要有形民俗文化財、
史跡若しくは重要な文化財として指定さ
れ、又は旧重要美術品等の保存に関する法
律（昭和８年法律第43号）の規定によって重要美
術品として認定された建造物　　50 ｍ以
上

ニ　高圧ガスその他災害を発生させるおそれの
ある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務
省令で定めるもの　　総務省令で定める距
離

ホ　使用電圧が 7,000 ボルトをこえ３万 5,000
ボルト以下の特別高圧架空電線　　水平距
離３ｍ以上

ヘ　使用電圧が３万 5,000 ボルトをこえる特別
高圧架空電線　　水平距離５ｍ以上

二　危険物を取り扱う建築物その他の工作物（危
険物を移送するための配管その他これに準ず
る工作物を除く。）の周囲に、次の表に掲げ
る区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地
を保有すること。ただし、総務省令で定める
ところにより、防火上有効な隔壁を設けたと

きは、この限りでない。

区分 空地の幅

指定数量の倍数が10以下の製造所 ３ｍ以上

指定数量の倍数が10を超える製造所 ５ｍ以上

三　製造所には、総務省令で定めるところにより、
見やすい箇所に製造所である旨を表示した標
識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示
板を設けること。

四　危険物を取り扱う建築物は、地階（建築基準
法施行令（昭和25年政令第338号）第１条第二号に規
定する地階をいう。）を有しないものである
こと。

五　危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、は
り及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼
のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を
有しない耐火構造（建築基準法第２条第七号
の耐火構造をいう。以下同じ。）の壁とする
こと。

六　危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料
で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃
材料でふくこと。ただし、第２類の危険物（粉
状のもの及び引火性固体を除く。）のみを取
り扱う建築物にあっては、屋根を耐火構造と
することができる。

七　危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口に
は、防火設備（建築基準法第２条第九号の二
ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他
の総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）
を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁
に設ける出入口には、随時開けることができ
る自動閉鎖の特定防火設備（建築基準法施行
令第 112 条第１項に規定する特定防火設備の
うち、防火戸その他の総務省令で定めるもの
をいう。以下同じ。）を設けること。

八　危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガ
ラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

九　液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険
物が浸透しない構造とするとともに、適当な
傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に
貯留する設備（以下「貯留設備」という。）
を設けること。

十　危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り
扱うために必要な採光、照明及び換気の設備
を設けること。

危険物の規制に関する政令（抄）●　第 9条
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一
十　可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するお
それのある建築物には、その蒸気又は微粉を
屋外の高所に排出する設備を設けること。

二
十　屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備に
は、その直下の地盤面の周囲に高さ 0.15 ｍ
以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止に
これと同等以上の効果があると認められる総
務省令で定める措置を講ずるとともに、当該
地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透
しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯
留設備を設けること。この場合において、第
４類の危険物（水に溶けないものに限る。）
を取り扱う設備にあっては、当該危険物が直
接排水溝に流入しないようにするため、貯留
設備に油分離装置を設けなければならない。

三
十　危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、
危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止するこ
とができる構造とすること。ただし、当該設
備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災
害を防止するための附帯設備を設けたとき
は、この限りでない。

四
十　危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は
危険物の取扱に伴って温度の変化が起る設備
には、温度測定装置を設けること。

五
十　危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火
を用いない構造とすること。ただし、当該設
備が防火上安全な場所に設けられていると
き、又は当該設備に火災を防止するための附
帯設備を設けたときは、この限りでない。

六
十　危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険
物の圧力が上昇するおそれのある設備には、
圧力計及び総務省令で定める安全装置を設け
ること。

七
十　電気設備は、電気工作物に係る法令の規定に
よること。

八
十　危険物を取り扱うにあたって静電気が発生す
るおそれのある設備には、当該設備に蓄積さ
れる静電気を有効に除去する装置を設けるこ
と。

九
十　指定数量の倍数が 10 以上の製造所には、総
務省令で定める避雷設備を設けること。ただ
し、周囲の状況によって安全上支障がない場
合においては、この限りでない。

十
二　危険物を取り扱うタンク（屋外にあるタンク
又は屋内にあるタンクであって、その容量が

指定数量の　	未満のものを除く。）の位置、
構造及び設備は、次によること。

イ　屋外にあるタンクの構造及び設備は、第
11 条第１項第四号（特定屋外貯蔵タンク
及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除
く。）、第五号から第十号まで及び第十一号
から第十二号までに掲げる屋外タンク貯蔵
所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク
の構造及び設備の例（同条第６項の規定に
より総務省令で定める特例を含む。）によ
るほか、液体危険物タンクであるものの周
囲には、総務省令で定めるところにより、
危険物が漏れた場合にその流出を防止する
ための総務省令で定める防油堤を設けるこ
と。

ロ　屋内にあるタンクの構造及び設備は、第
12 条第１項第五号から第九号まで及び第
十号から第十一号までに掲げる屋内タンク
貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタ
ンクの構造及び設備の例によるものである
こと。

ハ　地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、
第 13 条第１項（第五号、第九号の二及び
第十二号を除く。）、同条第２項（同項にお
いてその例によるものとされる同条第１項
第五号、第九号の二及び第十二号を除く。）
又は同条第３項（同項においてその例によ
るものとされる同条第１項第五号、第九号
の二及び第十二号を除く。）に掲げる地下
タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り
扱うタンクの位置、構造及び設備の例によ
るものであること。

一
二　危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備
は、次によること。

イ　配管は、その設置される条件及び使用され
る状況に照らして十分な強度を有するもの
とし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力
の 1.5 倍以上の圧力で水圧試験（水以外の
不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行
う試験を含む。）を行ったとき漏えいその
他の異常がないものであること。

ロ　配管は、取り扱う危険物により容易に劣化
するおそれのないものであること。

ハ　配管は、火災等による熱によって容易に変
形するおそれのないものであること。ただ

1
5
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一
十　可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するお
それのある建築物には、その蒸気又は微粉を
屋外の高所に排出する設備を設けること。

二
十　屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備に
は、その直下の地盤面の周囲に高さ 0.15 ｍ
以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止に
これと同等以上の効果があると認められる総
務省令で定める措置を講ずるとともに、当該
地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透
しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯
留設備を設けること。この場合において、第
４類の危険物（水に溶けないものに限る。）
を取り扱う設備にあっては、当該危険物が直
接排水溝に流入しないようにするため、貯留
設備に油分離装置を設けなければならない。

三
十　危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、
危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止するこ
とができる構造とすること。ただし、当該設
備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災
害を防止するための附帯設備を設けたとき
は、この限りでない。

四
十　危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は
危険物の取扱に伴って温度の変化が起る設備
には、温度測定装置を設けること。

五
十　危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火
を用いない構造とすること。ただし、当該設
備が防火上安全な場所に設けられていると
き、又は当該設備に火災を防止するための附
帯設備を設けたときは、この限りでない。

六
十　危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険
物の圧力が上昇するおそれのある設備には、
圧力計及び総務省令で定める安全装置を設け
ること。

七
十　電気設備は、電気工作物に係る法令の規定に
よること。

八
十　危険物を取り扱うにあたって静電気が発生す
るおそれのある設備には、当該設備に蓄積さ
れる静電気を有効に除去する装置を設けるこ
と。

九
十　指定数量の倍数が 10 以上の製造所には、総
務省令で定める避雷設備を設けること。ただ
し、周囲の状況によって安全上支障がない場
合においては、この限りでない。

十
二　危険物を取り扱うタンク（屋外にあるタンク
又は屋内にあるタンクであって、その容量が

指定数量の　	未満のものを除く。）の位置、
構造及び設備は、次によること。

イ　屋外にあるタンクの構造及び設備は、第
11 条第１項第四号（特定屋外貯蔵タンク
及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除
く。）、第五号から第十号まで及び第十一号
から第十二号までに掲げる屋外タンク貯蔵
所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク
の構造及び設備の例（同条第６項の規定に
より総務省令で定める特例を含む。）によ
るほか、液体危険物タンクであるものの周
囲には、総務省令で定めるところにより、
危険物が漏れた場合にその流出を防止する
ための総務省令で定める防油堤を設けるこ
と。

ロ　屋内にあるタンクの構造及び設備は、第
12 条第１項第五号から第九号まで及び第
十号から第十一号までに掲げる屋内タンク
貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタ
ンクの構造及び設備の例によるものである
こと。

ハ　地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、
第 13 条第１項（第五号、第九号の二及び
第十二号を除く。）、同条第２項（同項にお
いてその例によるものとされる同条第１項
第五号、第九号の二及び第十二号を除く。）
又は同条第３項（同項においてその例によ
るものとされる同条第１項第五号、第九号
の二及び第十二号を除く。）に掲げる地下
タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り
扱うタンクの位置、構造及び設備の例によ
るものであること。

一
二　危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備
は、次によること。

イ　配管は、その設置される条件及び使用され
る状況に照らして十分な強度を有するもの
とし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力
の 1.5 倍以上の圧力で水圧試験（水以外の
不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行
う試験を含む。）を行ったとき漏えいその
他の異常がないものであること。

ロ　配管は、取り扱う危険物により容易に劣化
するおそれのないものであること。

ハ　配管は、火災等による熱によって容易に変
形するおそれのないものであること。ただ
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し、当該配管が地下その他の火災等による
熱により悪影響を受けるおそれのない場所
に設置される場合にあっては、この限りで
ない。

ニ　配管には、総務省令で定めるところにより、
外面の腐食を防止するための措置を講ずる
こと。ただし、当該配管が設置される条件
の下で腐食するおそれのないものである場
合にあっては、この限りでない。

ホ　配管を地下に設置する場合には、配管の接
合部分（溶接その他危険物の漏えいのおそ
れがないと認められる方法により接合され
たものを除く。）について当該接合部分か
らの危険物の漏えいを点検することができ
る措置を講ずること。

ヘ　配管に加熱又は保温のための設備を設ける
場合には、火災予防上安全な構造とするこ
と。

ト　イからヘまでに掲げるもののほか、総務省
令で定める基準に適合するものとするこ
と。

二
二　電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、
弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置
に取り付けること。

２	 引火点が 100 度以上の第４類の危険物（以下「高
引火点危険物」という。）のみを総務省令で定
めるところにより取り扱う製造所については、
総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定める
ことができる。

３	 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、ア
セトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務
省令で定める危険物を取り扱う製造所について
は、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第
１項に掲げる基準を超える特例を定めることが
できる。

【屋内貯蔵所の基準】
第 10 条　屋内貯蔵所（次項及び第３項に定めるも
のを除く。）の位置、構造及び設備の技術上の
基準は、次のとおりとする。
一　屋内貯蔵所の位置は、前条第１項第一号に掲
げる製造所の位置の例によるものであるこ
と。

二　危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物（以下
この条において「貯蔵倉庫」という。）の周
囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同

表に定める幅の空地を保有すること。ただし、
２以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するとき
は、総務省令で定めるところにより、その空
地の幅を減ずることができる。

区分

空地の幅

当該建築物の
壁、柱及び床
が耐火構造で
ある場合

左欄に掲げ
る場合以外
の場合

指定数量の倍数が５以下の
屋内貯蔵所 0.5ｍ以上

指定数量の倍数が５を超え
10以下の屋内貯蔵所 １ｍ以上 1.5ｍ以上

指定数量の倍数が10を超え
20以下の屋内貯蔵所 ２ｍ以上 ３ｍ以上

指定数量の倍数が20を超え
50以下の屋内貯蔵所 ３ｍ以上 ５ｍ以上

指定数量の倍数が50を超え
200以下の屋内貯蔵所 ５ｍ以上 10ｍ以上

指定数量の倍数が200を超
える屋内貯蔵所 10ｍ以上 15ｍ以上

三　屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところに
より、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を
表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲
示した掲示板を設けること。

三の二　貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とす
ること。

四　貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ（以下
「軒高」という。）が６ｍ未満の平家建とし、
かつ、その床を地盤面以上に設けること。た
だし、第２類又は第４類の危険物のみの貯蔵
倉庫で総務省令で定めるものにあっては、そ
の軒高を 20 ｍ未満とすることができる。

五　一の貯蔵倉庫の床面積は、1,000㎡を超えな
いこと。

六　貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、
かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼
のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を
有しない壁とすること。ただし、指定数量の
10 倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第２類若
しくは第４類の危険物（引火性固体及び引火
点が 70 度未満の第４類の危険物を除く。）の
みの貯蔵倉庫にあっては、延焼のおそれのな
い外壁、柱及び床を不燃材料で造ることがで
きる。

七　貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、
金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、

危険物の規制に関する政令（抄）●　第 10 条
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天井を設けないこと。ただし、第２類の危険
物（粉状のもの及び引火性固体を除く。）の
みの貯蔵倉庫にあっては屋根を耐火構造とす
ることができ、第５類の危険物のみの貯蔵倉
庫にあっては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に
保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造っ
た天井を設けることができる。

八　貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設
けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設
ける出入口には、随時開けることができる自
動閉鎖の特定防火設備を設けること。

九　貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場
合は、網入ガラスとすること。

十　第１類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化
物若しくはこれを含有するもの、第２類の危
険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウ
ム若しくはこれらのいずれかを含有するも
の、第３類の危険物のうち第１条の５第５項
の水との反応性試験において同条第６項に定
める性状を示すもの（カリウム、ナトリウム、
アルキルアルミニウム及びアルキルリチウム
を含む。以下「禁水性物品」という。）又は
第４類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水
が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

一
十　液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸
透しない構造とするとともに、適当な傾斜を
付け、かつ、貯留設備を設けること。

一
十の二　貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台
の構造及び設備は、総務省令で定めるところ
によるものであること。

二
十　貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱
うために必要な採光、照明及び換気の設備を
設けるとともに、引火点が 70 度未満の危険
物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可
燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設ける
こと。

三
十　電気設備は、前条第１項第十七号に掲げる製
造所の電気設備の例によるものであること。

四
十　指定数量の 10 倍以上の危険物の貯蔵倉庫に
は、総務省令で定める避雷設備を設けること。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がな
い場合においては、この限りでない。

五
十　第５類の危険物のうちセルロイドその他温度
の上昇により分解し、発火するおそれのある
もので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、

当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火す
る温度に達しない温度に保つ構造とし、又は
通風装置、冷房装置等の設備を設けること。

２	 屋内貯蔵所のうち第２類又は第４類の危険物
（引火性固体及び引火点が 70 度未満の第４類の
危険物を除く。）のみを貯蔵し、又は取り扱う
もの（貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるも
のに限る。）の位置、構造及び設備の技術上の
基準は、前項第一号から第三号の二まで及び第
七号から第十四号までの規定の例によるほか、
次のとおりとする。

一　貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設ける
とともに、床面から上階の床の下面（上階の
ない場合には、軒）までの高さ（以下「階高」
という。）を６ｍ未満とすること。

二　一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、1,000㎡を
超えないこと。

三　貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造
とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、
延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口
部を有しない壁とすること。

四　貯蔵倉庫の２階以上の階の床には、開口部を
設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防
火設備で区画された階段室については、この
限りでない。

３	 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が 20 以下の
もの（屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分
を有する建築物に設けるものに限る。）の位置、
構造及び設備の技術上の基準は、第１項第三号
及び第十号から第十五号までの規定の例による
ほか、次のとおりとする。

一　屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構
造である建築物の１階又は２階のいずれか一
の階に設置すること。

二　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床
を地盤面以上に設けるとともに、その階高を
６ｍ未満とすること。

三　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面
積は、75㎡を超えないこと。

四　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、
柱、床、はり及び屋根（上階がある場合には、
上階の床）を耐火構造とするとともに、出入
口以外の開口部を有しない厚さ 70㎜以上の
鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強
度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他

第 10 条　●危険物の規制に関する政令（抄）
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天井を設けないこと。ただし、第２類の危険
物（粉状のもの及び引火性固体を除く。）の
みの貯蔵倉庫にあっては屋根を耐火構造とす
ることができ、第５類の危険物のみの貯蔵倉
庫にあっては当該貯蔵倉庫内の温度を適温に
保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造っ
た天井を設けることができる。

八　貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設
けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設
ける出入口には、随時開けることができる自
動閉鎖の特定防火設備を設けること。

九　貯蔵倉庫の窓又は出入口にガラスを用いる場
合は、網入ガラスとすること。

十　第１類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化
物若しくはこれを含有するもの、第２類の危
険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウ
ム若しくはこれらのいずれかを含有するも
の、第３類の危険物のうち第１条の５第５項
の水との反応性試験において同条第６項に定
める性状を示すもの（カリウム、ナトリウム、
アルキルアルミニウム及びアルキルリチウム
を含む。以下「禁水性物品」という。）又は
第４類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水
が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

一
十　液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸
透しない構造とするとともに、適当な傾斜を
付け、かつ、貯留設備を設けること。

一
十の二　貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台
の構造及び設備は、総務省令で定めるところ
によるものであること。

二
十　貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱
うために必要な採光、照明及び換気の設備を
設けるとともに、引火点が 70 度未満の危険
物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可
燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設ける
こと。

三
十　電気設備は、前条第１項第十七号に掲げる製
造所の電気設備の例によるものであること。

四
十　指定数量の 10 倍以上の危険物の貯蔵倉庫に
は、総務省令で定める避雷設備を設けること。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がな
い場合においては、この限りでない。

五
十　第５類の危険物のうちセルロイドその他温度
の上昇により分解し、発火するおそれのある
もので総務省令で定めるものの貯蔵倉庫は、

当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火す
る温度に達しない温度に保つ構造とし、又は
通風装置、冷房装置等の設備を設けること。

２	 屋内貯蔵所のうち第２類又は第４類の危険物
（引火性固体及び引火点が 70 度未満の第４類の
危険物を除く。）のみを貯蔵し、又は取り扱う
もの（貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるも
のに限る。）の位置、構造及び設備の技術上の
基準は、前項第一号から第三号の二まで及び第
七号から第十四号までの規定の例によるほか、
次のとおりとする。

一　貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設ける
とともに、床面から上階の床の下面（上階の
ない場合には、軒）までの高さ（以下「階高」
という。）を６ｍ未満とすること。

二　一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、1,000㎡を
超えないこと。

三　貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造
とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、
延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口
部を有しない壁とすること。

四　貯蔵倉庫の２階以上の階の床には、開口部を
設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防
火設備で区画された階段室については、この
限りでない。

３	 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が 20 以下の
もの（屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分
を有する建築物に設けるものに限る。）の位置、
構造及び設備の技術上の基準は、第１項第三号
及び第十号から第十五号までの規定の例による
ほか、次のとおりとする。

一　屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構
造である建築物の１階又は２階のいずれか一
の階に設置すること。

二　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床
を地盤面以上に設けるとともに、その階高を
６ｍ未満とすること。

三　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面
積は、75㎡を超えないこと。

四　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、
柱、床、はり及び屋根（上階がある場合には、
上階の床）を耐火構造とするとともに、出入
口以外の開口部を有しない厚さ 70㎜以上の
鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強
度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他
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の部分と区画されたものであること。
五　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入
口には、随時開けることができる自動閉鎖の
特定防火設備を設けること。

六　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、
窓を設けないこと。

七　建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気
及び排出の設備には、防火上有効にダンパー
等を設けること。

４	 指定数量の倍数が 50 以下の屋内貯蔵所につい
ては、総務省令で、第１項に掲げる基準の特例
を定めることができる。

５	 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋
内貯蔵所については、総務省令で、第１項、第
２項及び前項に掲げる基準の特例を定めること
ができる。

６	 有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総
務省令で定める危険物又はアルキルアルミニウ
ム、アルキルリチウムその他の総務省令で定め
る危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に
ついては、当該危険物の性質に応じ、総務省令
で、第１項から第４項までに掲げる基準を超え
る特例を定めることができる。

【屋内タンク貯蔵所の基準】
第 12 条　屋内タンク貯蔵所（次項に定めるものを
除く。）の位置、構造及び設備の技術上の基準は、
次のとおりとする。
一　危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク（以
下この条及び第 26 条において「屋内貯蔵タ
ンク」という。）は、平家建の建築物に設け
られたタンク専用室に設置すること。

二　屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及
び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを
２以上設置する場合におけるそれらのタンク
の相互間に、0.5 ｍ以上の間隔を保つこと。

三　屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めると
ころにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵
所である旨を表示した標識及び防火に関し必
要な事項を掲示した掲示板を設けること。

四　屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の 40 倍
（第４石油類及び動植物油類以外の第４類の
危険物にあっては、当該数量が２万ℓを超え
るときは、２万ℓ）以下であること。同一の
タンク専用室に屋内貯蔵タンクを２以上設置
する場合におけるそれらのタンクの容量の総

計についても、同様とする。
五　屋内貯蔵タンクの構造は、前条第１項第四号
に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例（同条第
６項の規定により総務省令で定める特例を含
む。）によるものであること。

六　屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのため
の塗装をすること。

七　屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタ
ンクにあっては総務省令で定めるところによ
り通気管を、圧力タンクにあっては総務省令
で定める安全装置をそれぞれ設けること。

八　液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物
の量を自動的に表示する装置を設けること。

九　液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、
前条第１項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの
注入口の例によるものであること。

九の二　屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク
専用室の存する建築物以外の場所に設けるポ
ンプ設備にあっては前条第１項第十号の二
（イ及びロを除く。）に掲げる屋外貯蔵タンク
のポンプ設備の例により、タンク専用室の存
する建築物に設けるポンプ設備にあっては総
務省令で定めるところにより設けるものであ
ること。

十　屋内貯蔵タンクの弁は、前条第１項第十一号
に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるもの
であること。

十の二　屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第１項
第十一号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜
管の例によるものであること。

一
十　屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備
は、次号に定めるもののほか、第９条第１項
第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱
う配管の例によるものであること。

一
十の二　液体の危険物を移送するための屋内貯蔵
タンクの配管は、前条第１項第十二号の二に
掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるもの
であること。

二
十　タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造と
し、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、
延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口
部を有しない壁とすること。ただし、引火点
が 70 度以上の第４類の危険物のみの屋内貯
蔵タンクを設置するタンク専用室にあって
は、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不

危険物の規制に関する政令（抄）●　第 12 条
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燃材料で造ることができる。
三
十　タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、か
つ、天井を設けないこと。

四
十　タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備
を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁
に設ける出入口には、随時開けることができ
る自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

五
十　タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用い
る場合は、網入ガラスとすること。

六
十　液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタ
ンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造
とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、
貯留設備を設けること。

七
十　タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床
面から 0.2 ｍ以上とすること。

八
十　タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の
設備は、第 10 条第１項第十二号に掲げる屋
内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備
の例によるものであること。

九
十　電気設備は、第９条第１項第十七号に掲げる
製造所の電気設備の例によるものであるこ
と。

２	 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が 40 度以上の
第４類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うも
の（タンク専用室を平家建以外の建築物に設け
るものに限る。）の位置、構造及び設備の技術
上の基準は、前項第二号から第九号まで、第九
号の二（タンク専用室の存する建築物以外の場
所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分
に限る。）、第十号から第十一号の二まで、第
十六号、第十八号及び第十九号の規定の例によ
るほか、次のとおりとする。
一　屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置する
こと。

二　屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内
貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設
けること。ただし、当該危険物の量を容易に
覚知することができる場合は、この限りでな
い。

二の二　タンク専用室の存する建築物に設ける屋
内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定
めるところにより設けるものであること。

三　タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火
構造とすること。

四　タンク専用室は、上階がある場合にあっては

上階の床を耐火構造とし、上階のない場合に
あっては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井
を設けないこと。

五　タンク専用室には、窓を設けないこと。
六　タンク専用室の出入口には、随時開けること
ができる自動閉鎖の特定防火設備を設けるこ
と。

七　タンク専用室の換気及び排出の設備には、防
火上有効にダンパー等を設けること。

八　タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた
危険物がタンク専用室以外の部分に流出しな
いような構造とすること。

３	 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、ア
セトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務
省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋
内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質
に応じ、総務省令で、第１項に掲げる基準を超
える特例を定めることができる。

【給油取扱所の基準】
第 17 条　給油取扱所（次項に定めるものを除く。）
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次の
とおりとする。

一　給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及び
ホース機器からなる固定された給油設備（以
下この条及び第 27 条において「固定給油設
備」という。）とすること。

二　固定給油設備のうちホース機器の周囲（懸垂
式の固定給油設備にあっては、ホース機器の
下方）に、自動車等に直接給油し、及び給油
を受ける自動車等が出入りするための、間口
10 ｍ以上、奥行６ｍ以上の空地で総務省令
で定めるもの（以下この条及び第 27 条にお
いて「給油空地」という。）を保有すること。

三　給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め
替え、又は車両に固定された容量 4,000	ℓ以
下のタンク（容量 2,000ℓを超えるタンクに
あっては、その内部を 2,000ℓ以下ごとに仕
切ったものに限る。）に注入するための固定
された注油設備（ポンプ機器及びホース機器
からなるものをいう。以下この条及び第 27
条において「固定注油設備」という。）を設
ける場合は、固定注油設備のうちホース機器
の周囲（懸垂式の固定注油設備にあっては、
ホース機器の下方）に、灯油若しくは軽油を
容器に詰め替え、又は車両に固定されたタン

第 1７ 条　●危険物の規制に関する政令（抄）
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燃材料で造ることができる。
三
十　タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、か
つ、天井を設けないこと。

四
十　タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備
を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁
に設ける出入口には、随時開けることができ
る自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

五
十　タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用い
る場合は、網入ガラスとすること。

六
十　液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタ
ンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造
とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、
貯留設備を設けること。

七
十　タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床
面から 0.2 ｍ以上とすること。

八
十　タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の
設備は、第 10 条第１項第十二号に掲げる屋
内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備
の例によるものであること。

九
十　電気設備は、第９条第１項第十七号に掲げる
製造所の電気設備の例によるものであるこ
と。

２	 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が 40 度以上の
第４類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うも
の（タンク専用室を平家建以外の建築物に設け
るものに限る。）の位置、構造及び設備の技術
上の基準は、前項第二号から第九号まで、第九
号の二（タンク専用室の存する建築物以外の場
所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分
に限る。）、第十号から第十一号の二まで、第
十六号、第十八号及び第十九号の規定の例によ
るほか、次のとおりとする。

一　屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置する
こと。

二　屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内
貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設
けること。ただし、当該危険物の量を容易に
覚知することができる場合は、この限りでな
い。

二の二　タンク専用室の存する建築物に設ける屋
内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定
めるところにより設けるものであること。

三　タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火
構造とすること。

四　タンク専用室は、上階がある場合にあっては

上階の床を耐火構造とし、上階のない場合に
あっては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井
を設けないこと。

五　タンク専用室には、窓を設けないこと。
六　タンク専用室の出入口には、随時開けること
ができる自動閉鎖の特定防火設備を設けるこ
と。

七　タンク専用室の換気及び排出の設備には、防
火上有効にダンパー等を設けること。

八　タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた
危険物がタンク専用室以外の部分に流出しな
いような構造とすること。

３	 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、ア
セトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務
省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋
内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質
に応じ、総務省令で、第１項に掲げる基準を超
える特例を定めることができる。

【給油取扱所の基準】
第 17 条　給油取扱所（次項に定めるものを除く。）
の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次の
とおりとする。

一　給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及び
ホース機器からなる固定された給油設備（以
下この条及び第 27 条において「固定給油設
備」という。）とすること。

二　固定給油設備のうちホース機器の周囲（懸垂
式の固定給油設備にあっては、ホース機器の
下方）に、自動車等に直接給油し、及び給油
を受ける自動車等が出入りするための、間口
10 ｍ以上、奥行６ｍ以上の空地で総務省令
で定めるもの（以下この条及び第 27 条にお
いて「給油空地」という。）を保有すること。

三　給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め
替え、又は車両に固定された容量 4,000	ℓ以
下のタンク（容量 2,000ℓを超えるタンクに
あっては、その内部を 2,000ℓ以下ごとに仕
切ったものに限る。）に注入するための固定
された注油設備（ポンプ機器及びホース機器
からなるものをいう。以下この条及び第 27
条において「固定注油設備」という。）を設
ける場合は、固定注油設備のうちホース機器
の周囲（懸垂式の固定注油設備にあっては、
ホース機器の下方）に、灯油若しくは軽油を
容器に詰め替え、又は車両に固定されたタン

第 1７ 条　●危険物の規制に関する政令（抄）
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クに注入するための空地で総務省令で定める
もの（以下この条及び第 27 条において「注
油空地」という。）を給油空地以外の場所に
保有すること。

四　給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸
透しないための総務省令で定める舗装をする
こと。

五　給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及
び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険
物その他の液体が当該給油空地及び注油空地
以外の部分に流出しないように総務省令で定
める措置を講ずること。

六　給油取扱所には、総務省令で定めるところに
より、見やすい箇所に給油取扱所である旨を
表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲
示した掲示板を設けること。

七　給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定
注油設備に接続する専用タンク又は容量１万
ℓ以下の廃油タンクその他の総務省令で定め
るタンク（以下この条及び第 27 条において
「廃油タンク等」という。）を地盤面下に埋没
して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタ
ンクを設けないこと。ただし、都市計画法
（昭和43年法律第100号）第８条第１項第五号の防火
地域及び準防火地域以外の地域においては、
地盤面上に固定給油設備に接続する容量 600	
ℓ以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品
質の危険物ごとに１個ずつ３個まで設けるこ
とができる。

八　前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タ
ンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃
油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び
設備は、次によること。
イ　専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造
及び設備は、第 13 条第１項（第五号、第
九号（掲示板に係る部分に限る。）、第九号
の二及び第十二号を除く。）、同条第２項（同
項においてその例によるものとされる同条
第１項第五号、第九号（掲示板に係る部分
に限る。）、第九号の二及び第十二号を除
く。）又は同条第３項（同項においてその
例によるものとされる同条第１項第五号、
第九号（掲示板に係る部分に限る。）、第九
号の二及び第十二号を除く。）に掲げる地
下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、

構造及び設備の例によるものであること。
ロ　簡易タンクの構造及び設備は、第 14 条第
四号及び第六号から第八号までに掲げる簡
易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及
び設備の例によるものであること。

九　固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注
入するための配管は、当該固定給油設備又は
固定注油設備に接続する第七号の専用タンク
又は簡易タンクからの配管のみとすること。

十　固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるお
それがない等火災予防上安全な総務省令で定
める構造とするとともに、先端に弁を設けた
全長５ｍ（懸垂式の固定給油設備及び固定注
油設備にあっては、総務省令で定める長さ）
以下の給油ホース又は注油ホース及びこれら
の先端に蓄積される静電気を有効に除去する
装置を設けること。

一
十　固定給油設備及び固定注油設備には、総務省
令で定めるところにより、見やすい箇所に防
火に関し必要な事項を表示すること。

二
十　固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等か
らそれぞれ当該道路境界線等について定める
間隔を保つこと。ただし、総務省令で定める
ところによりホース機器と分離して設置され
るポンプ機器については、この限りでない。

イ　道路境界線　　次の表に掲げる固定給油設
備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

固定給油設備の区分 間隔

懸垂式の固定給油設備 ４ｍ以上

その他の
固定給油
設備

固定給油設備に接続される給油ホー
スのうちその全長が最大であるもの
の全長（以下このイ及び次号イにお
いて「最大給油ホース全長」という。）
が３ｍ以下のもの

４ｍ以上

最大給油ホース全長が３ｍを超え
４ｍ以下のもの ５ｍ以上

最大給油ホース全長が４ｍを超え
５ｍ以下のもの ６ｍ以上

ロ　敷地境界線　　２ｍ以上
ハ　建築物の壁　　２ｍ（給油取扱所の建築物
の壁に開口部がない場合には、１ｍ）以上

三
十　固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等
からそれぞれ当該固定給油設備等について定
める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定
めるところによりホース機器と分離して設置
されるポンプ機器については、この限りでな

危険物の規制に関する政令（抄）●　第 1７ 条
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イ　固定給油設備（総務省令で定めるところに
よりホース機器と分離して設置されるポン
プ機器を除く。）　　次の表に掲げる固定給
油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める
間隔

固定給油設備の区分 間隔

懸垂式の固定給油設備 ４ｍ以上

その他の
固定給油
設備

最大給油ホース全長が３ｍ以下のも
の ４ｍ以上

最大給油ホース全長が３ｍを超え
４ｍ以下のもの ５ｍ以上

最大給油ホース全長が４ｍを超え
５ｍ以下のもの ６ｍ以上

ロ　道路境界線　　次の表に掲げる固定注油設
備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

固定注油設備の区分 間隔

懸垂式の固定注油設備 ４ｍ以上

その他の
固定注油
設備

固定注油設備に接続される注油ホー
スのうちその全長が最大であるもの
の全長（以下このロにおいて「最大注
油ホース全長」という。）が３ｍ以下
のもの

４ｍ以上

最大注油ホース全長が３ｍを超え
４ｍ以下のもの ５ｍ以上

最大注油ホース全長が４ｍを超え
５ｍ以下のもの ６ｍ以上

ハ　敷地境界線　　１ｍ以上
ニ　建築物の壁　　２ｍ（給油取扱所の建築物
の壁に開口部がない場合には、１ｍ）以上

四
十　懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備に
あっては、ホース機器の引出口の高さを地盤
面から 4.5 ｍ以下とすること。

五
十　懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設
ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は
固定注油設備のポンプ機器を停止する等によ
り専用タンクからの危険物の移送を緊急に止
めることができる装置を設けること。

六
十　給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業
務のための総務省令で定める用途に供する建
築物以外の建築物その他の工作物を設けない
こと。この場合において、給油取扱所の係員
以外の者が出入する建築物の部分で総務省令
で定めるものの床面積の合計は、避難又は防
火上支障がないと認められる総務省令で定め
る面積を超えてはならない。

七
十　前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、
床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃
材料で造るとともに、窓及び出入口（自動車
等の出入口で総務省令で定めるものを除く。）
に防火設備を設けること。この場合において、
当該建築物の総務省令で定める部分は、開口
部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の
他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総
務省令で定める構造としなければならない。

八
十　前号の建築物のうち、事務所その他火気を使
用するもの（総務省令で定める部分を除く。）
は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入し
ない総務省令で定める構造とすること。

九
十　給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りす
る側を除き、火災による被害の拡大を防止す
るための高さ２ｍ以上の塀又は壁であって、
耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもの
で総務省令で定めるものを設けること。

十
二　ポンプ室その他危険物を取り扱う室（以下こ
の号において「ポンプ室等」という。）を設
ける場合にあっては、ポンプ室等は、次によ
ること。

イ　ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構
造とするとともに、漏れた危険物及び可燃
性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を
付け、かつ、貯留設備を設けること。

ロ　ポンプ室等には、危険物を取り扱うために
必要な採光、照明及び換気の設備を設ける
こと。

ハ　可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポン
プ室等には、その蒸気を屋外に排出する設
備を設けること。

一
二　電気設備は、第９条第１項第十七号に掲げる
製造所の電気設備の例によるものであるこ
と。

二
二　自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所
の業務を行うについて必要な設備は、総務省
令で定めるところにより設けること。

三
二　給油取扱所には、給油に支障があると認めら
れる設備を設けないこと。

２	 給油取扱所のうち建築物内に設置するものその
他これに類するもので総務省令で定めるもの
（以下「屋内給油取扱所」という。）の位置、構
造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から
第六号まで、第七号本文、第九号から第十六号

第 1７ 条　●危険物の規制に関する政令（抄）
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イ　固定給油設備（総務省令で定めるところに
よりホース機器と分離して設置されるポン
プ機器を除く。）　　次の表に掲げる固定給
油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める
間隔

固定給油設備の区分 間隔

懸垂式の固定給油設備 ４ｍ以上

その他の
固定給油
設備

最大給油ホース全長が３ｍ以下のも
の ４ｍ以上

最大給油ホース全長が３ｍを超え
４ｍ以下のもの ５ｍ以上

最大給油ホース全長が４ｍを超え
５ｍ以下のもの ６ｍ以上

ロ　道路境界線　　次の表に掲げる固定注油設
備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔

固定注油設備の区分 間隔

懸垂式の固定注油設備 ４ｍ以上

その他の
固定注油
設備

固定注油設備に接続される注油ホー
スのうちその全長が最大であるもの
の全長（以下このロにおいて「最大注
油ホース全長」という。）が３ｍ以下
のもの

４ｍ以上

最大注油ホース全長が３ｍを超え
４ｍ以下のもの ５ｍ以上

最大注油ホース全長が４ｍを超え
５ｍ以下のもの ６ｍ以上

ハ　敷地境界線　　１ｍ以上
ニ　建築物の壁　　２ｍ（給油取扱所の建築物
の壁に開口部がない場合には、１ｍ）以上

四
十　懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備に
あっては、ホース機器の引出口の高さを地盤
面から 4.5 ｍ以下とすること。

五
十　懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設
ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は
固定注油設備のポンプ機器を停止する等によ
り専用タンクからの危険物の移送を緊急に止
めることができる装置を設けること。

六
十　給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業
務のための総務省令で定める用途に供する建
築物以外の建築物その他の工作物を設けない
こと。この場合において、給油取扱所の係員
以外の者が出入する建築物の部分で総務省令
で定めるものの床面積の合計は、避難又は防
火上支障がないと認められる総務省令で定め
る面積を超えてはならない。

七
十　前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、
床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃
材料で造るとともに、窓及び出入口（自動車
等の出入口で総務省令で定めるものを除く。）
に防火設備を設けること。この場合において、
当該建築物の総務省令で定める部分は、開口
部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の
他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総
務省令で定める構造としなければならない。

八
十　前号の建築物のうち、事務所その他火気を使
用するもの（総務省令で定める部分を除く。）
は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入し
ない総務省令で定める構造とすること。

九
十　給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りす
る側を除き、火災による被害の拡大を防止す
るための高さ２ｍ以上の塀又は壁であって、
耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもの
で総務省令で定めるものを設けること。

十
二　ポンプ室その他危険物を取り扱う室（以下こ
の号において「ポンプ室等」という。）を設
ける場合にあっては、ポンプ室等は、次によ
ること。

イ　ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構
造とするとともに、漏れた危険物及び可燃
性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を
付け、かつ、貯留設備を設けること。

ロ　ポンプ室等には、危険物を取り扱うために
必要な採光、照明及び換気の設備を設ける
こと。

ハ　可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポン
プ室等には、その蒸気を屋外に排出する設
備を設けること。

一
二　電気設備は、第９条第１項第十七号に掲げる
製造所の電気設備の例によるものであるこ
と。

二
二　自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所
の業務を行うについて必要な設備は、総務省
令で定めるところにより設けること。

三
二　給油取扱所には、給油に支障があると認めら
れる設備を設けないこと。

２	 給油取扱所のうち建築物内に設置するものその
他これに類するもので総務省令で定めるもの
（以下「屋内給油取扱所」という。）の位置、構
造及び設備の技術上の基準は、前項第一号から
第六号まで、第七号本文、第九号から第十六号

第 1７ 条　●危険物の規制に関する政令（抄）
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まで及び第十九号から第二十三号までの規定の
例によるほか、次のとおりとする。
一　屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐
火構造で、消防法施行令（昭和36年政令第37号）別
表第１⑹項に掲げる用途に供する部分を有し
ない建築物（総務省令で定める設備を備えた
ものに限る。）に設置すること。

二　屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク
等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃
油タンク等の位置、構造及び設備は、次号か
ら第四号までに定めるもののほか、第 13 条
第１項（第五号、第八号、第九号（注入口は
屋外に設けることとする部分及び掲示板に係
る部分に限る。）、第九号の二及び第十二号を
除く。）、同条第２項（同項においてその例に
よるものとされる同条第１項第五号、第八号、
第九号（注入口は屋外に設けることとする部
分及び掲示板に係る部分に限る。）、第九号の
二及び第十二号を除く。）又は同条第３項（同
項においてその例によるものとされる同条第
１項第五号、第八号、第九号（注入口は屋外
に設けることとする部分及び掲示板に係る部
分に限る。）、第九号の二及び第十二号を除
く。）に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵
タンクの位置、構造及び設備の例によるもの
であること。

三　専用タンク及び廃油タンク等には、総務省令
で定めるところにより、通気管又は安全装置
を設けること。

四　専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動
的に防止する設備を設けること。

五　建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分
は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造と
するとともに、開口部のない耐火構造の床又
は壁で当該建築物の他の部分と区画されたも
のであること。ただし、建築物の屋内給油取
扱所の用に供する部分の上部に上階がない場
合には、屋根を不燃材料で造ることができる。

六　建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の
うち総務省令で定める部分は、開口部のない
耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油
取扱所の用に供する部分の他の部分と区画さ
れ、かつ、防火上必要な総務省令で定める構
造とすること。

七　建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の

窓及び出入口（自動車等の出入口で総務省令
で定めるものを除く。）には、防火設備を設
けること。

七の二　事務所等の窓又は出入口にガラスを用い
る場合は、網入りガラスとすること。

八　建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の
うち、事務所その他火気を使用するもの（総
務省令で定める部分を除く。）は、漏れた可
燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令
で定める構造とすること。

九　建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の
１階の二方については、自動車等の出入する
側又は通風及び避難のための総務省令で定め
る空地に面するとともに、壁を設けないこと。
ただし、総務省令で定める措置を講じた屋内
給油取扱所にあっては、当該建築物の屋内給
油取扱所の用に供する部分の１階の一方につ
いて、自動車等の出入する側に面するととも
に、壁を設けないことをもって足りる。

十　建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に
ついては、可燃性の蒸気が滞留するおそれの
ある穴、くぼみ等を設けないこと。

一
十　建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分
は、当該部分の上部に上階がある場合にあっ
ては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延
焼を防止するための総務省令で定める措置を
講ずること。

３	 次に掲げる給油取扱所については、総務省令で、
前２項に掲げる基準の特例（第五号に掲げるも
のにあっては、第１項に掲げる基準の特例に限
る。）を定めることができる。

一　飛行場で航空機に給油する給油取扱所
二　船舶に給油する給油取扱所
三　鉄道又は軌道によって運行する車両に給油す
る給油取扱所

四　圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガス
を内燃機関の燃料として用いる自動車等に当
該ガスを充てんするための設備を設ける給油
取扱所（第六号に掲げるものを除く。）

五　電気を動力源とする自動車等に水素を充てん
するための設備を設ける給油取扱所（次号に
掲げるものを除く。）

六　総務省令で定める自家用の給油取扱所
４	 第４類の危険物のうちメタノール若しくはエタ
ノール又はこれらを含有するものを取り扱う給

危険物の規制に関する政令（抄）●　第 1７ 条
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油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、
総務省令で、前３項に掲げる基準を超える特例
を定めることができる。

５	 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若し
くは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所と
して総務省令で定めるもの（第 27 条第６項第
一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油
等をさせる給油取扱所」という。）については、
総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例
を定めることができる。

【販売取扱所の基準】
第 18 条　第一種販売取扱所の位置、構造及び設備
の技術上の基準は、次のとおりとする。
一　第一種販売取扱所は、建築物の１階に設置す
ること。

二　第一種販売取扱所には、総務省令で定めると
ころにより、見やすい箇所に第一種販売取扱
所である旨を表示した標識及び防火に関し必
要な事項を掲示した掲示板を設けること。

三　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
は、壁を準耐火構造（建築基準法第２条第七
号の二の準耐火構造をいい、耐火構造以外の
ものにあっては、不燃材料で造られたものに
限る。）とすること。ただし、第一種販売取
扱所の用に供する部分とその他の部分との隔
壁は、耐火構造としなければならない。

四　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を
設ける場合にあっては、これを不燃材料で造
ること。

五　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
は、上階がある場合にあっては上階の床を耐
火構造とし、上階のない場合にあっては屋根
を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

六　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
の窓及び出入口には、防火設備を設けること。

七　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網
入ガラスとすること。

八　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
の電気設備は、第９条第１項第十七号に掲げ
る製造所の電気設備の例によるものであるこ
と。

九　危険物を配合する室は、次によること。
イ　床面積は、６㎡以上 10㎡以下であること。

ロ　壁で区画すること。
ハ　床は、危険物が浸透しない構造とするとと
もに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備
を設けること。

ニ　出入口には、随時開けることができる自動
閉鎖の特定防火設備を設けること。

ホ　出入口のしきいの高さは、床面から 0.1 ｍ
以上とすること。

ヘ　内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の
微粉を屋根上に排出する設備を設けるこ
と。

２	 第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術
上の基準は、前項第一号、第二号及び第七号か
ら第九号までの規定の例によるほか、次のとお
りとする。

一　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすると
ともに、天井を設ける場合にあっては、これ
を不燃材料で造ること。

二　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
は、上階がある場合にあっては上階の床を耐
火構造とするとともに、上階への延焼を防止
するための措置を講ずることとし、上階のな
い場合にあっては屋根を耐火構造とするこ
と。

三　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
には、当該部分のうち延焼のおそれのない部
分に限り、窓を設けることができるものとし、
当該窓には防火設備を設けること。

四　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
の出入口には、防火設備を設けること。ただ
し、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又
はその部分に設けられる出入口には、随時開
けることができる自動閉鎖の特定防火設備を
設けなければならない。

【移送取扱所の基準】
第 18 条の２　移送取扱所の位置、構造及び設備の
技術上の基準は、石油パイプライン事業法（昭和
47年法律第105号）第５条第２項第二号に規定する事
業用施設に係る同法第 15 条第３項第二号の規
定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定
める。

２	 第６類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含
有するものを取り扱うものであることその他の
特別な事情により前項の基準によることが適当
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油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、
総務省令で、前３項に掲げる基準を超える特例
を定めることができる。

５	 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若し
くは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所と
して総務省令で定めるもの（第 27 条第６項第
一号及び第一号の三において「顧客に自ら給油
等をさせる給油取扱所」という。）については、
総務省令で、前各項に掲げる基準を超える特例
を定めることができる。

【販売取扱所の基準】
第 18 条　第一種販売取扱所の位置、構造及び設備
の技術上の基準は、次のとおりとする。

一　第一種販売取扱所は、建築物の１階に設置す
ること。

二　第一種販売取扱所には、総務省令で定めると
ころにより、見やすい箇所に第一種販売取扱
所である旨を表示した標識及び防火に関し必
要な事項を掲示した掲示板を設けること。

三　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
は、壁を準耐火構造（建築基準法第２条第七
号の二の準耐火構造をいい、耐火構造以外の
ものにあっては、不燃材料で造られたものに
限る。）とすること。ただし、第一種販売取
扱所の用に供する部分とその他の部分との隔
壁は、耐火構造としなければならない。

四　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を
設ける場合にあっては、これを不燃材料で造
ること。

五　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
は、上階がある場合にあっては上階の床を耐
火構造とし、上階のない場合にあっては屋根
を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

六　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
の窓及び出入口には、防火設備を設けること。

七　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網
入ガラスとすること。

八　建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分
の電気設備は、第９条第１項第十七号に掲げ
る製造所の電気設備の例によるものであるこ
と。

九　危険物を配合する室は、次によること。
イ　床面積は、６㎡以上 10㎡以下であること。

ロ　壁で区画すること。
ハ　床は、危険物が浸透しない構造とするとと
もに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備
を設けること。

ニ　出入口には、随時開けることができる自動
閉鎖の特定防火設備を設けること。

ホ　出入口のしきいの高さは、床面から 0.1 ｍ
以上とすること。

ヘ　内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の
微粉を屋根上に排出する設備を設けるこ
と。

２	 第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術
上の基準は、前項第一号、第二号及び第七号か
ら第九号までの規定の例によるほか、次のとお
りとする。

一　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすると
ともに、天井を設ける場合にあっては、これ
を不燃材料で造ること。

二　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
は、上階がある場合にあっては上階の床を耐
火構造とするとともに、上階への延焼を防止
するための措置を講ずることとし、上階のな
い場合にあっては屋根を耐火構造とするこ
と。

三　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
には、当該部分のうち延焼のおそれのない部
分に限り、窓を設けることができるものとし、
当該窓には防火設備を設けること。

四　建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分
の出入口には、防火設備を設けること。ただ
し、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又
はその部分に設けられる出入口には、随時開
けることができる自動閉鎖の特定防火設備を
設けなければならない。

【移送取扱所の基準】
第 18 条の２　移送取扱所の位置、構造及び設備の
技術上の基準は、石油パイプライン事業法（昭和
47年法律第105号）第５条第２項第二号に規定する事
業用施設に係る同法第 15 条第３項第二号の規
定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定
める。

２	 第６類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含
有するものを取り扱うものであることその他の
特別な事情により前項の基準によることが適当

第 1８ 条　●危険物の規制に関する政令（抄）
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でないものとして総務省令で定める移送取扱所
については、総務省令で、同項の基準の特例を
定めることができる。

【一般取扱所の基準】
第 19 条　第９条第１項の規定は、一般取扱所の位
置、構造及び設備の技術上の基準について準用
する。

２	 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定める
ものについては、総務省令で、前項に掲げる基
準の特例を定めることができる。
一　専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他こ
れに類する一般取扱所

一の二　専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他
これに類する一般取扱所

二　専ら焼入れ作業を行う一般取扱所その他これ
に類する一般取扱所

三　危険物を消費するボイラー又はバーナー以外
では危険物を取り扱わない一般取扱所その他
これに類する一般取扱所

四　専ら車両に固定されたタンクに危険物を注入
する作業を行う一般取扱所その他これに類す
る一般取扱所

五　専ら容器に危険物を詰め替える作業を行う一
般取扱所

六　危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置
以外では危険物を取り扱わない一般取扱所そ
の他これに類する一般取扱所

七　切削油として危険物を用いた切削装置又は研
削装置以外では危険物を取り扱わない一般取
扱所その他これに類する一般取扱所

八　危険物以外の物を加熱するための危険物を用
いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り
扱わない一般取扱所その他これに類する一般
取扱所

九　危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を
取り扱わない一般取扱所

３	 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところ
により取り扱う一般取扱所については、総務省
令で、前２項に掲げる基準の特例を定めること
ができる。

４	 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、ア
セトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務
省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所につ
いては、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、
第１項に掲げる基準を超える特例を定めること

ができる。
【消火設備の基準】
第 20 条　消火設備の技術上の基準は、次のとおり
とする。

一　製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋
内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及
び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又
は取り扱う危険物の品名及び最大数量等によ
り、火災が発生したとき著しく消火が困難と
認められるもので総務省令で定めるもの並び
に移送取扱所は、総務省令で定めるところに
より、別表第５に掲げる対象物について同表
においてその消火に適応するものとされる消
火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の
消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備
を設置すること。

二　製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋
内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、
第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、そ
の規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名
及び最大数量等により、火災が発生したとき
消火が困難と認められるもので総務省令で定
めるものは、総務省令で定めるところにより、
別表第５に掲げる対象物について同表におい
てその消火に適応するものとされる消火設備
のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置
すること。

三　前２号の総務省令で定める製造所等以外の製
造所等にあっては、総務省令で定めるところ
により、別表第５に掲げる対象物について同
表においてその消火に適応するものとされる
消火設備のうち、第五種の消火設備を設置す
ること。

２	 前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の
基準については、総務省令で定める。

【警報設備の基準】
第 21 条　指定数量の倍数が 10 以上の製造所等で
総務省令で定めるものは、総務省令で定めると
ころにより、火災が発生した場合自動的に作動
する火災報知設備その他の警報設備を設置しな
ければならない。

【避難設備の基準】
第 21条の２　製造所等のうち、その規模、貯蔵し、
又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等によ
り、火災が発生したとき避難が容易でないと認

危険物の規制に関する政令（抄）●　第 19 条
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められるもので総務省令で定めるものは、総務
省令で定めるところにより、避難設備を設置し
なければならない。

【映写室の基準】
第 39 条　法第 15 条に規定する映写室の構造及び
設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一　映写室には、総務省令で定めるところにより、
見やすい箇所に映写室である旨を表示した標
識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示
板を設けること。

二　映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造と
すること。

三　映写室は、間口を１ｍに映写機１台につき１
ｍを加えた長さ以上、奥行を３ｍ以上、天井
の高さを 2.1 ｍ以上とすること。

四　出入口は、幅を 0.6 ｍ以上、高さを 1.7 ｍ以
上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の特定防火
設備を設けること。

五　映写窓その他の開口部には、事故又は火災が
発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖する
ことができる装置を有する防火板を設けるこ
と。

六　映写室には、不燃材料で作った映写機用排気
筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設け
ること。

七　映写室には、フィルムを収納するための不燃
材料で作った格納庫を設けること。

八　映写室には、映写機の整流器を設けないこと。
九　映写室には、総務省令で定めるところにより、
消火設備を設けること。

別表第３　（第１条の11関係）
類別 品名 性質 指定数量

第１類

　 第一種酸化性固体 50kg

　 第二種酸化性固体 300

　 第三種酸化性固体 1,000

第２類

硫化りん 　 100kg

赤りん 　 100

硫黄 　 100

　 第一種可燃性固体 100

鉄粉 　 500

　 第二種可燃性固体 500

引火性固体 　 1,000

第３類

カリウム 　 10kg

ナトリウム 　 10

アルキルアルミ
ニウム 　 10

アルキルリチウ
ム 　 10

　 第一種自然発火性物質
及び禁水性物質 10

黄りん 　 20

　 第二種自然発火性物質
及び禁水性物質 50

　 第三種自然発火性物質
及び禁水性物質 300

第４類

特殊引火物 　 50ℓ

第一石油類
非水溶性液体 200

水溶性液体 400

アルコール類 　 400

第二石油類
非水溶性液体 1,000

水溶性液体 2,000

第三石油類
非水溶性液体 2,000

水溶性液体 4,000

第四石油類 　 6,000

動植物油類 　 10,000

第５類
　 第一種自己反応性物質 10kg

　 第二種自己反応性物質 100

第６類 　 　 300kg

備考　（略）

第 39 条、別表第 3　●危険物の規制に関する政令（抄）

線引きはありません
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められるもので総務省令で定めるものは、総務
省令で定めるところにより、避難設備を設置し
なければならない。

【映写室の基準】
第 39 条　法第 15 条に規定する映写室の構造及び
設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一　映写室には、総務省令で定めるところにより、
見やすい箇所に映写室である旨を表示した標
識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示
板を設けること。

二　映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造と
すること。

三　映写室は、間口を１ｍに映写機１台につき１
ｍを加えた長さ以上、奥行を３ｍ以上、天井
の高さを 2.1 ｍ以上とすること。

四　出入口は、幅を 0.6 ｍ以上、高さを 1.7 ｍ以
上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の特定防火
設備を設けること。

五　映写窓その他の開口部には、事故又は火災が
発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖する
ことができる装置を有する防火板を設けるこ
と。

六　映写室には、不燃材料で作った映写機用排気
筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設け
ること。

七　映写室には、フィルムを収納するための不燃
材料で作った格納庫を設けること。

八　映写室には、映写機の整流器を設けないこと。
九　映写室には、総務省令で定めるところにより、
消火設備を設けること。

別表第３　（第１条の11関係）
類別 品名 性質 指定数量

第１類

　 第一種酸化性固体 50kg

　 第二種酸化性固体 300

　 第三種酸化性固体 1,000

第２類

硫化りん 　 100kg

赤りん 　 100

硫黄 　 100

　 第一種可燃性固体 100

鉄粉 　 500

　 第二種可燃性固体 500

引火性固体 　 1,000

第３類

カリウム 　 10kg

ナトリウム 　 10

アルキルアルミ
ニウム 　 10

アルキルリチウ
ム 　 10

　 第一種自然発火性物質
及び禁水性物質 10

黄りん 　 20

　 第二種自然発火性物質
及び禁水性物質 50

　 第三種自然発火性物質
及び禁水性物質 300

第４類

特殊引火物 　 50ℓ

第一石油類
非水溶性液体 200

水溶性液体 400

アルコール類 　 400

第二石油類
非水溶性液体 1,000

水溶性液体 2,000

第三石油類
非水溶性液体 2,000

水溶性液体 4,000

第四石油類 　 6,000

動植物油類 　 10,000

第５類
　 第一種自己反応性物質 10kg

　 第二種自己反応性物質 100

第６類 　 　 300kg

備考　（略）

第 39 条、別表第 3　●危険物の規制に関する政令（抄）
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住宅用防災機器の設置及び�
維持に関する条例の制定に関する基準を

定める省令（抄）
平成 16 年 11 月 26 日総務省令第 138 号

最終改正：平成 31 年２月 28 日総務省令第 11 号

【他の住宅との共用部分】
第３条　令第５条の７第１項第一号の総務省令で定
める他の住宅との共用部分は、令別表第１⑸項
ロに掲げる防火対象物又は⒃項に掲げる防火対
象物の住宅の用途に供される部分のうち、もっ
ぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の
部分であって、廊下、階段、エレベーター、エ
レベーターホール、機械室、管理事務所その他
入居者の共同の福祉のために必要な共用部分と
する。

【住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を
設置すべき住宅の部分】
第４条　令第５条の７第１項第一号ハの総務省令で
定める住宅の部分は、次のとおりとする。
一　令第５条の７第１項第一号イに掲げる住宅の
部分が存する階（避難階（建築基準法施行令
（昭和25年政令第338号）第 13 条第一号に規定する
避難階をいう。次号において同じ。）から上
方に数えた階数が２以上である階に限る。）
から下方に数えた階数が２である階に直上階
から通ずる階段（屋外に設けられたものを除
く。以下同じ。）の下端（当該階段の上端に
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の
感知器（火災報知設備の感知器及び発信機に
係る技術上の規格を定める省令（昭和56年自治
省令第17号。以下「感知器等規格省令」という。）
第２条第一号に規定するものをいう。以下「感
知器」という。）が設置されている場合を除
く。）

二　令第５条の７第１項第１号イに掲げる住宅の
部分が避難階のみに存する場合であって、居
室（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第四
号に規定する居室をいう。次号において同
じ。）が存する最上階（避難階から上方に数
えた階数が２以上である階に限る。）から直
下階に通ずる階段の上端

三　令第５条の７第１項第一号イ若しくはロ又は
前２号の規定により住宅用防災警報器又は感

知器が設置される階以外の階のうち、床面積
が７㎡以上である居室が５以上存する階（こ
の号において「当該階」という。）の次に掲
げるいずれかの住宅の部分

イ　廊下
ロ　廊下が存しない場合にあっては、当該階か
ら直下階に通ずる階段の上端

ハ　廊下及び直下階が存しない場合にあって
は、当該階の直上階から当該階に通ずる階
段の下端

【閉鎖型スプリンクラーヘッド】
第５条　令第５条の７第１項第三号の総務省令で定
める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度
が 75 度以下で種別が一種のものとする。

【設置の免除】
第６条　令第５条の７第１項第三号の総務省令で定
めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき
とする。

一　スプリンクラー設備（前条に定める閉鎖型ス
プリンクラーヘッドを備えているものに限
る。）又は自動火災報知設備を、それぞれ令
第 12 条又は令第 21 条に定める技術上の基準
に従い、又は当該技術上の基準の例により設
置したとき。

二　共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用
自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設
備を、それぞれ特定共同住宅等における必要
とされる防火安全性能を有する消防の用に供
する設備等に関する省令（平成17年総務省令第40号）
第３条第３項第二号並びに第三号及び第四号
（同令第４条第３項においてこれらの規定を
準用する場合を含む。）に定める技術上の基
準に従い、又は当該技術上の基準の例により
設置したとき。

三　特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小
規模施設における必要とされる防火安全性能
を有する消防の用に供する設備等に関する省
令（平成20年総務省令第156号）第３条第２項及び第
３項に定める技術上の基準に従い、又は当該
技術上の基準の例により設置したとき。

四　複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型
居住施設における必要とされる防火安全性能
を有する消防の用に供する設備等に関する省
令（平成22年総務省令第７号）第３条第２項に定める
技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令（抄）●　第 3条

線引きはありません
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の例により設置したとき。
【住宅用防災警報器に関する基準】
第７条　令第５条の７第２項の規定により、第３条
から前条までに規定するもののほか、住宅用防
災警報器の設置及び維持に関し住宅における火
災の予防のために必要な事項に係る条例は、次
の各号に定めるところにより制定されなければ
ならない。
一　令第５条の７第１項第一号ロに定める階段に
あっては、住宅用防災警報器は、当該階段の
上端に設置すること。

二　住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面
する部分（天井のない場合にあっては、屋根
又は壁の屋内に面する部分。この号において
同じ。）の次のいずれかの位置に設けること。
イ　壁又ははりから 0.6 ｍ以上離れた天井の屋
内に面する部分

ロ　天井から下方 0.15 ｍ以上 0.5 ｍ以内の位置
にある壁の屋内に面する部分

三　住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し
口から、1.5 ｍ以上離れた位置に設けること。

四　住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる
住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げ
る種別のものを設けること。

住宅の部分 住宅用防災警報器の種別

令第５条の７第１項第一号イ
及びロ並びに第４条第一号、
第二号並びに第三号ロ及び	
ハに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器

第４条第三号イに掲げる住宅
の部分

イオン化式住宅用防災警報器
又は光電式住宅用防災警報器

五　電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっ
ては、当該住宅用防災警報器を有効に作動で
きる電圧の下限値となった旨が表示され、又
は音響により伝達された場合は、適切に電池
を交換すること。

六　電源に電池以外から供給される電力を用いる
住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が
供給されていること。

七　電源に電池以外から供給される電力を用いる
住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に
開閉器が設けられていない配線からとるこ
と。

八　電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令
の規定によること。

九　自動試験機能を有しない住宅用防災警報器に
あっては、交換期限が経過しないよう、適切
に住宅用防災警報器を交換すること。

十　自動試験機能を有する住宅用防災警報器に
あっては、機能の異常が表示され、又は音響
により伝達された場合は、適切に住宅用防災
警報器を交換すること。

【住宅用防災報知設備に関する基準】
第８条　令第５条の７第２項の規定により、第３条
から第６条までに規定するもののほか、住宅用
防災報知設備の設置及び維持に関し住宅におけ
る火災の予防のために必要な事項に係る条例
は、次の各号に定めるところにより制定されな
ければならない。

一　感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分
の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のも
のを設けること。

住宅の部分 感知器の種別

令第５条の７第１項第一号イ
及びロ並びに第４条第一号、
第二号並びに第三号ロ及び	
ハに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器（感
知器等規格省令第２条第九号
に掲げるもののうち、感知器
等規格省令第17条第２項で定
める一種又は二種の試験に合
格するものに限る。この表に
おいて同じ。）

第４条第三号イに掲げる住宅
の部分

イオン化式スポット型感知器
（感知器等規格省令第２条第
八号に掲げるもののうち、感
知器等規格省令第16条第２項
で定める一種又は二種の試験
に合格するものに限る。）又は
光電式スポット型感知器

二　受信機は、操作に支障が生じず、かつ、住宅
の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を
報知できる場所に設けること。

三　令第５条の７第１項第一号に定める住宅の部
分が存する階に受信機が設置されていない場
合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、
有効に火災の発生を報知できるように、当該
階に補助警報装置を設けること。

四　感知器と受信機との間の信号を配線により送
信し、又は受信する住宅用防災報知設備に
あっては、当該配線の信号回路について容易
に導通試験をすることができるように措置さ
れていること。ただし、配線が感知器からは
ずれた場合又は配線に断線があった場合に受
信機が自動的に警報を発するものにあって
は、この限りでない。

第 ７条　●住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令（抄）
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の例により設置したとき。
【住宅用防災警報器に関する基準】
第７条　令第５条の７第２項の規定により、第３条
から前条までに規定するもののほか、住宅用防
災警報器の設置及び維持に関し住宅における火
災の予防のために必要な事項に係る条例は、次
の各号に定めるところにより制定されなければ
ならない。

一　令第５条の７第１項第一号ロに定める階段に
あっては、住宅用防災警報器は、当該階段の
上端に設置すること。

二　住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面
する部分（天井のない場合にあっては、屋根
又は壁の屋内に面する部分。この号において
同じ。）の次のいずれかの位置に設けること。

イ　壁又ははりから 0.6 ｍ以上離れた天井の屋
内に面する部分

ロ　天井から下方 0.15 ｍ以上 0.5 ｍ以内の位置
にある壁の屋内に面する部分

三　住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し
口から、1.5 ｍ以上離れた位置に設けること。

四　住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる
住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げ
る種別のものを設けること。

住宅の部分 住宅用防災警報器の種別

令第５条の７第１項第一号イ
及びロ並びに第４条第一号、
第二号並びに第三号ロ及び	
ハに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器

第４条第三号イに掲げる住宅
の部分

イオン化式住宅用防災警報器
又は光電式住宅用防災警報器

五　電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっ
ては、当該住宅用防災警報器を有効に作動で
きる電圧の下限値となった旨が表示され、又
は音響により伝達された場合は、適切に電池
を交換すること。

六　電源に電池以外から供給される電力を用いる
住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が
供給されていること。

七　電源に電池以外から供給される電力を用いる
住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に
開閉器が設けられていない配線からとるこ
と。

八　電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令
の規定によること。

九　自動試験機能を有しない住宅用防災警報器に
あっては、交換期限が経過しないよう、適切
に住宅用防災警報器を交換すること。

十　自動試験機能を有する住宅用防災警報器に
あっては、機能の異常が表示され、又は音響
により伝達された場合は、適切に住宅用防災
警報器を交換すること。

【住宅用防災報知設備に関する基準】
第８条　令第５条の７第２項の規定により、第３条
から第６条までに規定するもののほか、住宅用
防災報知設備の設置及び維持に関し住宅におけ
る火災の予防のために必要な事項に係る条例
は、次の各号に定めるところにより制定されな
ければならない。

一　感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分
の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のも
のを設けること。

住宅の部分 感知器の種別

令第５条の７第１項第一号イ
及びロ並びに第４条第一号、
第二号並びに第三号ロ及び	
ハに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器（感
知器等規格省令第２条第九号
に掲げるもののうち、感知器
等規格省令第17条第２項で定
める一種又は二種の試験に合
格するものに限る。この表に
おいて同じ。）

第４条第三号イに掲げる住宅
の部分

イオン化式スポット型感知器
（感知器等規格省令第２条第
八号に掲げるもののうち、感
知器等規格省令第16条第２項
で定める一種又は二種の試験
に合格するものに限る。）又は
光電式スポット型感知器

二　受信機は、操作に支障が生じず、かつ、住宅
の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を
報知できる場所に設けること。

三　令第５条の７第１項第一号に定める住宅の部
分が存する階に受信機が設置されていない場
合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、
有効に火災の発生を報知できるように、当該
階に補助警報装置を設けること。

四　感知器と受信機との間の信号を配線により送
信し、又は受信する住宅用防災報知設備に
あっては、当該配線の信号回路について容易
に導通試験をすることができるように措置さ
れていること。ただし、配線が感知器からは
ずれた場合又は配線に断線があった場合に受
信機が自動的に警報を発するものにあって
は、この限りでない。

第 ７条　●住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令（抄）
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五　感知器と受信機との間の信号を無線により送
信し、又は受信する住宅用防災報知設備に
あっては、次によること。
イ　感知器と受信機との間において確実に信号
を送信し、又は受信することができる位置
に感知器及び受信機を設けること。

ロ　受信機において信号を受信できることを確
認するための措置を講じていること。

六　住宅用防災報知設備は、受信機その他の見や
すい箇所に容易に消えないよう感知器の交換
期限を明示すること。

２	 前条第一号から第三号まで、第五号、第九号及
び第十号の規定は感知器について、同条第六号
から第八号までの規定は住宅用防災報知設備に
ついて準用する。

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令（抄）●　第 ８条
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律（抄）

平成 18 年６月 21 日法律第 91 号

最終改正：令和４年６月 17 日法律第 69 号

【目的】
第１条　この法律は、高齢者、障害者等の自立した
日常生活及び社会生活を確保することの重要性
に鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両等、
道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構
造及び設備を改善するための措置、一定の地区
における旅客施設、建築物等及びこれらの間の
経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の
施設の一体的な整備を推進するための措置、移
動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力
の確保を図るための措置その他の措置を講ずる
ことにより、高齢者、障害者等の移動上及び施
設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を
図り、もって公共の福祉の増進に資することを
目的とする。

【基本理念】
第１条の２　この法律に基づく措置は、高齢者、障
害者等にとって日常生活又は社会生活を営む上
で障壁となるような社会における事物、制度、
慣行、観念その他一切のものの除去に資するこ
と及び全ての国民が年齢、障害の有無その他の
事情によって分け隔てられることなく共生する
社会の実現に資することを旨として、行われな
ければならない。

【定義】
第２条　この法律において次の各号に掲げる用語の
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一　高齢者、障害者等　　高齢者又は障害者で日
常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を
受けるものその他日常生活又は社会生活に身
体の機能上の制限を受ける者をいう。

二　移動等円滑化　　高齢者、障害者等の移動又
は施設の利用に係る身体の負担を軽減するこ
とにより、その移動上又は施設の利用上の利
便性及び安全性を向上することをいう。

三　施設設置管理者　　公共交通事業者等、道路
管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等
及び建築主等をいう。

四　高齢者障害者等用施設等　　高齢者、障害者
等が円滑に利用することができる施設又は設
備であって、主としてこれらの者の利用のた
めに設けられたものであることその他の理由
により、これらの者の円滑な利用が確保され
るために適正な配慮が必要となるものとして
主務省令で定めるものをいう。

五〜五十　（略）
六
十　建築主等　　建築物の建築をしようとする者
又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者
をいう。

七
十　建築物　　建築基準法（昭和25年法律第201号）第２

条第一号に規定する建築物をいう。
▪建築基準法２条�一号➡９ 

八
十　特定建築物　　学校、病院、劇場、観覧場、
集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、
共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利
用する政令で定める建築物又はその部分をい
い、これらに附属する建築物特定施設を含む
ものとする。

▪政令【特定建築物】令４条�➡５９８ 

九
十　特別特定建築物　　不特定かつ多数の者が利
用し、又は主として高齢者、障害者等が利用
する特定建築物その他の特定建築物であっ
て、移動等円滑化が特に必要なものとして政
令で定めるものをいう。

▪政令【特別特定建築物】令５条�➡５９８ 

十
二　建築物特定施設　　出入口、廊下、階段、エ
レベーター、便所、敷地内の通路、駐車場そ
の他の建築物又はその敷地に設けられる施設
で政令で定めるものをいう。

▪政令【建築物特定施設】令６条�➡５９８ 

一
二　建築　　建築物を新築し、増築し、又は改築
することをいう。

二
二　所管行政庁　　建築主事を置く市町村又は特
別区の区域については当該市町村又は特別区
の長をいい、その他の市町村又は特別区の区
域については都道府県知事をいう。ただし、
建築基準法第 97 条の２第１項又は第 97 条の
３第１項の規定により建築主事を置く市町村
又は特別区の区域内の政令で定める建築物に
ついては、都道府県知事とする。

▪政令【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】

令７条�➡５９９ 

三
二　移動等円滑化促進地区　　次に掲げる要件に

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）●　第 1条
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該当する地区をいう。
イ　生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生

活又は社会生活において利用する旅客施
設、官公庁施設、福祉施設その他の施設を
いう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、
生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行
われる地区であること。

ロ　生活関連施設及び生活関連経路（生活関連
施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を
構成する一般交通用施設（道路、駅前広場、
通路その他の一般交通の用に供する施設を
いう。以下同じ。）について移動等円滑化
を促進することが特に必要であると認めら
れる地区であること。

ハ　当該地区において移動等円滑化を促進する
ことが、総合的な都市機能の増進を図る上
で有効かつ適切であると認められる地区で
あること。

四
二　重点整備地区　　次に掲げる要件に該当する
地区をいう。
イ　前号イに掲げる要件
ロ　生活関連施設及び生活関連経路を構成する
一般交通用施設について移動等円滑化のた
めの事業が実施されることが特に必要であ
ると認められる地区であること。

ハ　当該地区において移動等円滑化のための事
業を重点的かつ一体的に実施することが、
総合的な都市機能の増進を図る上で有効か
つ適切であると認められる地区であるこ
と。

五
二　特定事業　　公共交通特定事業、道路特定事
業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、
建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育
啓発特定事業をいう。

六
二〜九二　（略）
十
三　建築物特定事業　　次に掲げる事業をいう。
イ　特別特定建築物（第 14 条第３項の条例で
定める特定建築物を含む。ロにおいて同
じ。）の移動等円滑化のために必要な建築
物特定施設の整備に関する事業

ロ　特定建築物（特別特定建築物を除き、その
全部又は一部が生活関連経路であるものに
限る。）における生活関連経路の移動等円
滑化のために必要な建築物特定施設の整備
に関する事業

一
三〜二三　（略）

【基本方針】
第３条　主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計
画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関
する基本方針（以下「基本方針」という。）を
定めるものとする。

２	 基本方針には、次に掲げる事項について定める
ものとする。

一　移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
二　移動等円滑化のために施設設置管理者が講ず
べき措置に関する基本的な事項

三　第 24 条の２第１項の移動等円滑化促進方針
の指針となるべき次に掲げる事項

イ　移動等円滑化促進地区における移動等円滑
化の促進の意義に関する事項

ロ　移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関
する基本的な事項

ハ　生活関連施設及び生活関連経路並びにこれ
らにおける移動等円滑化の促進に関する基
本的な事項

ニ　移動等円滑化の促進に関する住民その他の
関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実
施に関するこれらの者の協力の確保に関す
る基本的な事項

ホ　イからニまでに掲げるもののほか、移動等
円滑化促進地区における移動等円滑化の促
進のために必要な事項

四　第 25 条第１項の基本構想の指針となるべき
次に掲げる事項

イ　重点整備地区における移動等円滑化の意義
に関する事項

ロ　重点整備地区の位置及び区域に関する基本
的な事項

ハ　生活関連施設及び生活関連経路並びにこれ
らにおける移動等円滑化に関する基本的な
事項

ニ　生活関連施設、特定車両及び生活関連経路
を構成する一般交通用施設について移動等
円滑化のために実施すべき特定事業その他
の事業に関する基本的な事項

ホ　ニに規定する事業と併せて実施する土地区
画整理事業（土地区画整理法（昭和29年法律第
119号）による土地区画整理事業をいう。以
下同じ。）、市街地再開発事業（都市再開発

第 3条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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該当する地区をいう。
イ　生活関連施設（高齢者、障害者等が日常生

活又は社会生活において利用する旅客施
設、官公庁施設、福祉施設その他の施設を
いう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、
生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行
われる地区であること。

ロ　生活関連施設及び生活関連経路（生活関連
施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を
構成する一般交通用施設（道路、駅前広場、
通路その他の一般交通の用に供する施設を
いう。以下同じ。）について移動等円滑化
を促進することが特に必要であると認めら
れる地区であること。

ハ　当該地区において移動等円滑化を促進する
ことが、総合的な都市機能の増進を図る上
で有効かつ適切であると認められる地区で
あること。

四
二　重点整備地区　　次に掲げる要件に該当する
地区をいう。

イ　前号イに掲げる要件
ロ　生活関連施設及び生活関連経路を構成する
一般交通用施設について移動等円滑化のた
めの事業が実施されることが特に必要であ
ると認められる地区であること。

ハ　当該地区において移動等円滑化のための事
業を重点的かつ一体的に実施することが、
総合的な都市機能の増進を図る上で有効か
つ適切であると認められる地区であるこ
と。

五
二　特定事業　　公共交通特定事業、道路特定事
業、路外駐車場特定事業、都市公園特定事業、
建築物特定事業、交通安全特定事業及び教育
啓発特定事業をいう。

六
二〜九二　（略）
十
三　建築物特定事業　　次に掲げる事業をいう。
イ　特別特定建築物（第 14 条第３項の条例で
定める特定建築物を含む。ロにおいて同
じ。）の移動等円滑化のために必要な建築
物特定施設の整備に関する事業

ロ　特定建築物（特別特定建築物を除き、その
全部又は一部が生活関連経路であるものに
限る。）における生活関連経路の移動等円
滑化のために必要な建築物特定施設の整備
に関する事業

一
三〜二三　（略）

【基本方針】
第３条　主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ計
画的に推進するため、移動等円滑化の促進に関
する基本方針（以下「基本方針」という。）を
定めるものとする。

２	 基本方針には、次に掲げる事項について定める
ものとする。

一　移動等円滑化の意義及び目標に関する事項
二　移動等円滑化のために施設設置管理者が講ず
べき措置に関する基本的な事項

三　第 24 条の２第１項の移動等円滑化促進方針
の指針となるべき次に掲げる事項

イ　移動等円滑化促進地区における移動等円滑
化の促進の意義に関する事項

ロ　移動等円滑化促進地区の位置及び区域に関
する基本的な事項

ハ　生活関連施設及び生活関連経路並びにこれ
らにおける移動等円滑化の促進に関する基
本的な事項

ニ　移動等円滑化の促進に関する住民その他の
関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実
施に関するこれらの者の協力の確保に関す
る基本的な事項

ホ　イからニまでに掲げるもののほか、移動等
円滑化促進地区における移動等円滑化の促
進のために必要な事項

四　第 25 条第１項の基本構想の指針となるべき
次に掲げる事項

イ　重点整備地区における移動等円滑化の意義
に関する事項

ロ　重点整備地区の位置及び区域に関する基本
的な事項

ハ　生活関連施設及び生活関連経路並びにこれ
らにおける移動等円滑化に関する基本的な
事項

ニ　生活関連施設、特定車両及び生活関連経路
を構成する一般交通用施設について移動等
円滑化のために実施すべき特定事業その他
の事業に関する基本的な事項

ホ　ニに規定する事業と併せて実施する土地区
画整理事業（土地区画整理法（昭和29年法律第
119号）による土地区画整理事業をいう。以
下同じ。）、市街地再開発事業（都市再開発
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法（昭和44年法律第38号）による市街地再開発事
業をいう。以下同じ。）その他の市街地開
発事業（都市計画法第４条第７項に規定す
る市街地開発事業をいう。以下同じ。）に
関し移動等円滑化のために考慮すべき基本
的な事項、自転車その他の車両の駐車のた
めの施設の整備に関する事項その他の重点
整備地区における移動等円滑化に資する市
街地の整備改善に関する基本的な事項その
他重点整備地区における移動等円滑化のた
めに必要な事項

五　移動等円滑化の促進に関する国民の理解の増
進及び移動等円滑化の実施に関する国民の協
力の確保に関する基本的な事項

六　移動等円滑化に関する情報提供に関する基本
的な事項

七　移動等円滑化の促進のための施策に関する基
本的な事項その他移動等円滑化の促進に関す
る事項

３	 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたと
きは、基本方針を変更するものとする。

４	 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。

【国の責務】
第４条　国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、
施設設置管理者その他の関係者と協力して、基
本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ず
べき措置の内容その他の移動等円滑化の促進の
ための施策の内容について、移動等円滑化の進
展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及びこ
れらの者で構成する会議における定期的な評価
その他これらの者の意見を反映させるために必
要な措置を講じた上で、適時に、かつ、適切な
方法により検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２	 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動等
円滑化の促進に関する国民の理解を深めるとと
もに、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用
して移動するために必要となる支援、これらの
者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用を確
保する上で必要となる適正な配慮その他の移動
等円滑化の実施に関する国民の協力を求めるよ
う努めなければならない。

【地方公共団体の責務】
第５条　地方公共団体は、国の施策に準じて、移動
等円滑化を促進するために必要な措置を講ずる
よう努めなければならない。

【施設設置管理者等の責務】
第６条　施設設置管理者その他の高齢者、障害者等
が日常生活又は社会生活において利用する施設
を設置し、又は管理する者は、移動等円滑化の
ために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。

【国民の責務】
第７条　国民は、高齢者、障害者等の自立した日常
生活及び社会生活を確保することの重要性につ
いて理解を深めるとともに、これらの者が公共
交通機関を利用して移動するために必要となる
支援、これらの者の高齢者障害者等用施設等の
円滑な利用を確保する上で必要となる適正な配
慮その他のこれらの者の円滑な移動及び施設の
利用を確保するために必要な協力をするよう努
めなければならない。

【特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等】
第 14 条　建築主等は、特別特定建築物の＊１ 政令で

定める規模以上の建築（用途の変更をして特別
特定建築物にすることを含む。以下この条にお
いて同じ。）をしようとするときは、当該特別
特定建築物（以下この条において「新築特別特
定建築物」という。）を、移動等円滑化のために
必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する
＊２ 政令で定める基準（以下「建築物移動等円
滑化基準」という。）に適合させなければなら
ない。

▪＊１ 政令【基準適合義務の対象となる

特別特定建築物の規模】令９条�➡５９９ 

▪＊２ 政令【建築物移動等円滑化基準】令１0条�➡５９９ 

【廊下等】令１１条�➡５９９ 

【階段】令１２条�➡５９９ 

【傾斜路】令１３条�➡６00 

【便所】令１４条�➡６00 

【ホテル又は旅館の客室】令１５条�➡６00 

【敷地内の通路】令１６条�➡６0１ 

【駐車場】令１７条�➡６0１ 

【移動等円滑化経路】令１８条�➡６0１ 

【標識】令１９条�➡６0３ 

【案内設備】令２0条�➡６0３ 

【案内設備までの経路】令２１条�➡６0３ 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）●　第 ４条
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【増築等に関する適用範囲】令２２条�➡６0３ 

【条例で定める特定建築物に関する読替え】令２４条�➡６0４ 

■関連【特別特定建築物】令５条�➡５９８ 

２	 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有す
る新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基
準に適合するように維持しなければならない。

３	 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件
の特殊性により、前２項の規定のみによっては、
高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用で
きるようにする目的を十分に達成することがで
きないと認める場合においては、特別特定建築
物に条例で定める特定建築物を追加し、第１項
の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模
未満で別に定め、又は建築物移動等円滑化基準
に条例で必要な事項を付加することができる。

４	 前３項の規定は、建築基準法第６条第１項に規
定する建築基準関係規定とみなす。

▪【建築基準関係規定】建築基準法６条�１項➡１５ 

５	 建築主等（第１項から第３項までの規定が適用
される者を除く。）は、その建築をしようとし、
又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特
定建築物（同項の条例で定める特定建築物を含
む。以下同じ。）を建築物移動等円滑化基準（同
項の条例で付加した事項を含む。第 17 条第３
項第一号を除き、以下同じ。）に適合させるた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。

６	 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有す
る新築特別特定建築物について、高齢者、障害
者等に対し、これらの者が当該新築特別特定建
築物を円滑に利用するために必要となる情報を
適切に提供するよう努めなければならない。

７	 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有す
る新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、
障害者等が当該新築特別特定建築物における高
齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために
必要となる適正な配慮についての広報活動及び
啓発活動を行うよう努めなければならない。

【特別特定建築物に係る基準適合命令等】
第 15 条　所管行政庁は、前条第１項から第３項ま
での規定に違反している事実があると認めると
きは、建築主等に対し、当該違反を是正するた
めに必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。

２	 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別

特定建築物については、前項の規定は、適用し
ない。この場合において、所管行政庁は、国、
都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定
建築物が前条第１項から第３項までの規定に違
反している事実があると認めるときは、直ちに、
その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の
長に通知し、前項に規定する措置をとるべきこ
とを要請しなければならない。

３	 所管行政庁は、前条第５項に規定する措置の適
確な実施を確保するため必要があると認めると
きは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基
準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工
に係る事項その他の移動等円滑化に係る事項に
ついて必要な指導及び助言をすることができ
る。

【特定建築物の建築主等の努力義務等】
第 16 条　建築主等は、特定建築物（特別特定建築

物を除く。以下この条において同じ。）の建築（用
途の変更をして特定建築物にすることを含む。
次条第１項において同じ。）をしようとすると
きは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基
準に適合させるために必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。

２	 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修
繕又は模様替をしようとするときは、当該建築
物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合さ
せるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。

３	 所管行政庁は、特定建築物について前２項に規
定する措置の適確な実施を確保するため必要が
あると認めるときは、建築主等に対し、建築物
移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又は
その建築物特定施設の設計及び施工に係る事項
について必要な指導及び助言をすることができ
る。

【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定】
第 17 条　建築主等は、特定建築物の建築、修繕又

は模様替（修繕又は模様替にあっては、建築物
特定施設に係るものに限る。以下「建築等」と
いう。）をしようとするときは、主務省令で定
めるところにより、特定建築物の建築等及び維
持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申
請することができる。

▪省令【特定建築物の建築等及び維持保全の

計画の認定の申請】規則８条�➡６0６ 
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【増築等に関する適用範囲】令２２条�➡６0３ 

【条例で定める特定建築物に関する読替え】令２４条�➡６0４ 

■関連【特別特定建築物】令５条�➡５９８ 

２	 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有す
る新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基
準に適合するように維持しなければならない。

３	 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件
の特殊性により、前２項の規定のみによっては、
高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用で
きるようにする目的を十分に達成することがで
きないと認める場合においては、特別特定建築
物に条例で定める特定建築物を追加し、第１項
の建築の規模を条例で同項の政令で定める規模
未満で別に定め、又は建築物移動等円滑化基準
に条例で必要な事項を付加することができる。

４	 前３項の規定は、建築基準法第６条第１項に規
定する建築基準関係規定とみなす。

▪【建築基準関係規定】建築基準法６条�１項➡１５ 

５	 建築主等（第１項から第３項までの規定が適用
される者を除く。）は、その建築をしようとし、
又は所有し、管理し、若しくは占有する特別特
定建築物（同項の条例で定める特定建築物を含
む。以下同じ。）を建築物移動等円滑化基準（同
項の条例で付加した事項を含む。第 17 条第３
項第一号を除き、以下同じ。）に適合させるた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。

６	 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有す
る新築特別特定建築物について、高齢者、障害
者等に対し、これらの者が当該新築特別特定建
築物を円滑に利用するために必要となる情報を
適切に提供するよう努めなければならない。

７	 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有す
る新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢者、
障害者等が当該新築特別特定建築物における高
齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために
必要となる適正な配慮についての広報活動及び
啓発活動を行うよう努めなければならない。

【特別特定建築物に係る基準適合命令等】
第 15 条　所管行政庁は、前条第１項から第３項ま
での規定に違反している事実があると認めると
きは、建築主等に対し、当該違反を是正するた
めに必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。

２	 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特別

特定建築物については、前項の規定は、適用し
ない。この場合において、所管行政庁は、国、
都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特定
建築物が前条第１項から第３項までの規定に違
反している事実があると認めるときは、直ちに、
その旨を当該特別特定建築物を管理する機関の
長に通知し、前項に規定する措置をとるべきこ
とを要請しなければならない。

３	 所管行政庁は、前条第５項に規定する措置の適
確な実施を確保するため必要があると認めると
きは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基
準を勘案して、特別特定建築物の設計及び施工
に係る事項その他の移動等円滑化に係る事項に
ついて必要な指導及び助言をすることができ
る。

【特定建築物の建築主等の努力義務等】
第 16 条　建築主等は、特定建築物（特別特定建築

物を除く。以下この条において同じ。）の建築（用
途の変更をして特定建築物にすることを含む。
次条第１項において同じ。）をしようとすると
きは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基
準に適合させるために必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。

２	 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修
繕又は模様替をしようとするときは、当該建築
物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合さ
せるために必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。

３	 所管行政庁は、特定建築物について前２項に規
定する措置の適確な実施を確保するため必要が
あると認めるときは、建築主等に対し、建築物
移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又は
その建築物特定施設の設計及び施工に係る事項
について必要な指導及び助言をすることができ
る。

【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定】
第 17 条　建築主等は、特定建築物の建築、修繕又

は模様替（修繕又は模様替にあっては、建築物
特定施設に係るものに限る。以下「建築等」と
いう。）をしようとするときは、主務省令で定
めるところにより、特定建築物の建築等及び維
持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申
請することができる。

▪省令【特定建築物の建築等及び維持保全の

計画の認定の申請】規則８条�➡６0６ 
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２	 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。
一　特定建築物の位置
二　特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並
びに敷地面積

三　計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並
びに維持保全に関する事項

四　特定建築物の建築等の事業に関する資金計画
五　その他主務省令で定める事項

▪省令【省令で定める記載事項】規則９条�➡６0７ 

３	 所管行政庁は、第１項の申請があった場合にお
いて、当該申請に係る特定建築物の建築等及び
維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると
認めるときは、認定をすることができる。
一　前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円
滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等が
円滑に利用できるようにするために誘導すべ
き主務省令で定める建築物特定施設の構造及
び配置に関する基準に適合すること。

▪省令【建築物移動等円滑化誘導基準を定める省令】

平成１８年国土交通省令１１４号➡６１２ 

二　前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築物
の建築等の事業を確実に遂行するため適切な
ものであること。

４	 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に対
し、当該申請に併せて、建築基準法第６条第１
項（同法第 87 条第１項において準用する場合
を含む。第７項において同じ。）の規定による
確認の申請書を提出して、当該申請に係る特定
建築物の建築等の計画が同法第６条第１項の建
築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知
（以下この条において「適合通知」という。）を
受けるよう申し出ることができる。

５	 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに当
該申出に係る特定建築物の建築等の計画を建築
主事に通知しなければならない。

６	 建築基準法第18条第３項及び第14項の規定は、
建築主事が前項の通知を受けた場合について準
用する。この場合においては、建築主事は、申
請に係る特定建築物の建築等の計画が第 14 条
第１項の規定に適合するかどうかを審査するこ
とを要しないものとする。

７	 所管行政庁が、適合通知を受けて第３項の認定
をしたときは、当該認定に係る特定建築物の建
築等の計画は、建築基準法第６条第１項の規定

による確認済証の交付があったものとみなす。
８	 建築基準法第 12 条第８項、第 93 条及び第 93
条の２の規定は、建築主事が適合通知をする場
合について準用する。

【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更】
第 18 条　前条第３項の認定を受けた者（以下「認
定建築主等」という。）は、当該認定を受けた
計画の変更（主務省令で定める軽微な変更を除
く。）をしようとするときは、所管行政庁の認
定を受けなければならない。

▪省令【軽微な変更】規則１１条�➡６0７ 

２	 前条の規定は、前項の場合について準用する。
【認定特定建築物の容積率の特例】
第 19 条　建築基準法第 52 条第１項、第２項、第
７項、第 12 項及び第 14 項、第 57 条の２第３
項第二号、第 57 条の３第２項、第 59 条第１項
及び第３項、第59条の２第１項、第60条第１項、
第 60 条の２第１項及び第４項、第 68 条の３第
１項、第 68 条の４、第 68 条の５（第二号イを
除く。）、第 68 条の５の２（第二号イを除く。）、
第 68 条の５の３第１項（第一号ロを除く。）、
第 68 条の５の４（第一号ロを除く。）、第 68 条
の５の５第１項第一号ロ、第 68 条の８、第 68
条の９第１項、第 86 条第３項及び第４項、第
86 条の２第２項及び第３項、第 86 条の５第３
項並びに第 86 条の６第１項に規定する建築物
の容積率（同法第 59 条第１項、第 60 条の２第
１項及び第 68 条の９第１項に規定するものに
ついては、これらの規定に規定する建築物の容
積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の
基礎となる延べ面積には、同法第 52 条第３項
及び第６項に定めるもののほか、第 17 条第３
項の認定を受けた計画（前条第１項の規定によ
る変更の認定があったときは、その変更後のも
の。第 21 条において同じ。）に係る特定建築物
（以下「認定特定建築物」という。）の建築物特
定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置を
とることにより通常の建築物の建築物特定施設
の床面積を超えることとなる場合における政令
で定める床面積は、算入しないものとする。

▪政令【認定特定建築物の容積率の特例】令２６条�➡６0４ 

【認定特定建築物の表示等】
第 20 条　認定建築主等は、認定特定建築物の建築
等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷
地又はその利用に関する広告その他の主務省令
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で定めるもの（次項において「広告等」という。）
に、主務省令で定めるところにより、当該認定
特定建築物が第 17 条第３項の認定を受けてい
る旨の表示を付することができる。

▪省令【表示等】規則１２条�➡６0８ 

２	 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建
築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【認定建築主等に対する改善命令】
第 21 条　所管行政庁は、認定建築主等が第 17 条
第３項の認定を受けた計画に従って認定特定建
築物の建築等又は維持保全を行っていないと認
めるときは、当該認定建築主等に対し、その改
善に必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。

【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消
し】
第 22 条　所管行政庁は、認定建築主等が前条の規
定による処分に違反したときは、第 17 条第３
項の認定を取り消すことができる。

【協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等】
第 22 条の２　建築主等は、次の各号のいずれかに
該当する建築物特定施設（以下この条において
「協定建築物特定施設」という。）と一体的に利
用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に
適合させることが構造上その他の理由により著
しく困難であると主務省令で定めるところによ
り主務大臣が認める旅客施設（次の各号の公共
交通事業者等の事業の用に供するものに限る。
次項において「移動等円滑化困難旅客施設」と
いう。）の敷地に隣接し、又は近接する土地に
おいて協定建築物特定施設を有する建築物（以
下「協定建築物」という。）の建築等をしよう
とするときは、主務省令で定めるところにより、
協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成
し、所管行政庁の認定を申請することができる。
一　建築主等が公共交通事業者等と締結する第
41 条第１項に規定する移動等円滑化経路協
定の目的となる経路を構成する建築物特定施
設

二　建築主等が公共交通事業者等と締結する第
51 条の２第１項に規定する移動等円滑化施
設協定の目的となる建築物特定施設

２	 前項の申請に係る協定建築物特定施設（協定建

築物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設との
間に同項第一号の経路がある場合にあっては、
協定建築物特定施設及び当該経路を構成する一
般交通用施設（以下この項において「特定経路
施設」という。））は、協定建築物特定施設等維
持保全基準（移動等円滑化困難旅客施設の公共
交通移動等円滑化基準への継続的な適合の確保
のために必要な協定建築物特定施設及び特定経
路施設の維持保全に関する主務省令で定める基
準をいう。）に適合するものとして、主務省令
で定めるところにより主務大臣の認定を受けた
ものでなければならない。

３	 第１項の計画には、次に掲げる事項を記載しな
ければならない。

一　協定建築物の位置
二　協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並
びに敷地面積

三　計画に係る協定建築物特定施設の構造及び配
置並びに維持保全に関する事項

四　協定建築物の建築等の事業に関する資金計画
五　その他主務省令で定める事項

４	 所管行政庁は、第１項の申請があった場合にお
いて、当該申請に係る協定建築物の建築等及び
維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると
認めるときは、認定をすることができる。

一　前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円
滑化基準を超え、かつ、第 17 条第３項第一
号に規定する主務省令で定める建築物特定施
設の構造及び配置に関する基準に適合するこ
と。

二　前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築物
の建築等の事業を確実に遂行するため適切な
ものであること。

５	 第 18 条、第 19 条、第 21 条及び前条の規定は、
前項の認定を受けた者（第 53 条第５項におい
て「認定協定建築主等」という。）に係る当該
認定を受けた計画について準用する。この場合
において、第 18 条第２項中「前条」とあるの
は「第 22 条の２第１項から第４項まで」と、
第 19 条中「特定建築物（以下「認定特定建築物」
という。）の建築物特定施設」とあるのは「第
22 条の２第１項に規定する協定建築物（第 21
条において「認定協定建築物」という。）の同
項に規定する協定建築物特定施設」と、第 21
条中「認定特定建築物」とあるのは「認定協定

第 21 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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で定めるもの（次項において「広告等」という。）
に、主務省令で定めるところにより、当該認定
特定建築物が第 17 条第３項の認定を受けてい
る旨の表示を付することができる。

▪省令【表示等】規則１２条�➡６0８ 

２	 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建
築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【認定建築主等に対する改善命令】
第 21 条　所管行政庁は、認定建築主等が第 17 条
第３項の認定を受けた計画に従って認定特定建
築物の建築等又は維持保全を行っていないと認
めるときは、当該認定建築主等に対し、その改
善に必要な措置をとるべきことを命ずることが
できる。

【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の取消
し】
第 22 条　所管行政庁は、認定建築主等が前条の規
定による処分に違反したときは、第 17 条第３
項の認定を取り消すことができる。

【協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等】
第 22 条の２　建築主等は、次の各号のいずれかに
該当する建築物特定施設（以下この条において
「協定建築物特定施設」という。）と一体的に利
用に供しなければ公共交通移動等円滑化基準に
適合させることが構造上その他の理由により著
しく困難であると主務省令で定めるところによ
り主務大臣が認める旅客施設（次の各号の公共
交通事業者等の事業の用に供するものに限る。
次項において「移動等円滑化困難旅客施設」と
いう。）の敷地に隣接し、又は近接する土地に
おいて協定建築物特定施設を有する建築物（以
下「協定建築物」という。）の建築等をしよう
とするときは、主務省令で定めるところにより、
協定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成
し、所管行政庁の認定を申請することができる。

一　建築主等が公共交通事業者等と締結する第
41 条第１項に規定する移動等円滑化経路協
定の目的となる経路を構成する建築物特定施
設

二　建築主等が公共交通事業者等と締結する第
51 条の２第１項に規定する移動等円滑化施
設協定の目的となる建築物特定施設

２	 前項の申請に係る協定建築物特定施設（協定建

築物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設との
間に同項第一号の経路がある場合にあっては、
協定建築物特定施設及び当該経路を構成する一
般交通用施設（以下この項において「特定経路
施設」という。））は、協定建築物特定施設等維
持保全基準（移動等円滑化困難旅客施設の公共
交通移動等円滑化基準への継続的な適合の確保
のために必要な協定建築物特定施設及び特定経
路施設の維持保全に関する主務省令で定める基
準をいう。）に適合するものとして、主務省令
で定めるところにより主務大臣の認定を受けた
ものでなければならない。

３	 第１項の計画には、次に掲げる事項を記載しな
ければならない。

一　協定建築物の位置
二　協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並
びに敷地面積

三　計画に係る協定建築物特定施設の構造及び配
置並びに維持保全に関する事項

四　協定建築物の建築等の事業に関する資金計画
五　その他主務省令で定める事項

４	 所管行政庁は、第１項の申請があった場合にお
いて、当該申請に係る協定建築物の建築等及び
維持保全の計画が次に掲げる基準に適合すると
認めるときは、認定をすることができる。

一　前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等円
滑化基準を超え、かつ、第 17 条第３項第一
号に規定する主務省令で定める建築物特定施
設の構造及び配置に関する基準に適合するこ
と。

二　前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築物
の建築等の事業を確実に遂行するため適切な
ものであること。

５	 第 18 条、第 19 条、第 21 条及び前条の規定は、
前項の認定を受けた者（第 53 条第５項におい
て「認定協定建築主等」という。）に係る当該
認定を受けた計画について準用する。この場合
において、第 18 条第２項中「前条」とあるの
は「第 22 条の２第１項から第４項まで」と、
第 19 条中「特定建築物（以下「認定特定建築物」
という。）の建築物特定施設」とあるのは「第
22 条の２第１項に規定する協定建築物（第 21
条において「認定協定建築物」という。）の同
項に規定する協定建築物特定施設」と、第 21
条中「認定特定建築物」とあるのは「認定協定

第 21 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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建築物」と読み替えるものとする。
【既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建
築基準法の特例】
第 23 条　この法律の施行の際現に存する特定建築
物に専ら車椅子を使用している者の利用に供す
るエレベーターを設置する場合において、当該
エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管
行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めた
ときは、当該特定建築物に対する建築基準法第
27 条第２項の規定の適用については、当該エ
レベーターの構造は耐火構造（同法第２条第七
号に規定する耐火構造をいう。）とみなす。
一　エレベーター及び当該エレベーターの設置に
係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が
主務省令で定める安全上及び防火上の基準に
適合していること。

▪省令【安全上及び防火上の基準】規則１３条�➡６0９ 

二　エレベーターの制御方法及びその作動状態の
監視方法が主務省令で定める安全上の基準に
適合していること。

▪省令【安全上の基準】規則１４条�➡６0９ 

２	 建築基準法第 93 条第１項本文及び第２項の規
定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及
び避難上支障がないと認める場合について準用
する。

【高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率
の特例】
第 24 条　建築物特定施設（建築基準法第 52 条第
６項第一号に規定する昇降機並びに同項第二号
に規定する共同住宅及び老人ホーム等の共用の
廊下及び階段を除く。）の床面積が高齢者、障
害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面
積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高
齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有
効と認めて定める基準に適合するものについて
は、当該建築物を同条第 14 項第一号に規定す
る建築物とみなして、同項の規定を適用する。

【移動等円滑化促進方針】
第 24 条の２　市町村は、基本方針に基づき、単独
で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等
円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進
に関する方針（以下「移動等円滑化促進方針」
という。）を作成するよう努めるものとする。

２	 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項に
ついて定めるものとする。

一　移動等円滑化促進地区の位置及び区域
二　生活関連施設及び生活関連経路並びにこれら
における移動等円滑化の促進に関する事項

三　移動等円滑化の促進に関する住民その他の関
係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に
関するこれらの者の協力の確保に関する事項

四　前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促
進地区における移動等円滑化の促進のために
必要な事項

３	 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促
進方針には、移動等円滑化促進地区における移
動等円滑化の促進に関する基本的な方針につい
て定めるよう努めるものとする。

４	 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動
等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及
び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収
集、整理及び提供に関する事項を定めることが
できる。

５	 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画
法第 18 条の２の市町村の都市計画に関する基
本的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律（平成19年法律第59号）第５条第１項に
規定する地域公共交通計画との調和が保たれた
ものでなければならない。

６	 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しよう
とするときは、あらかじめ、住民、生活関連施
設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係
者、関係する施設設置管理者及び都道府県公安
委員会（以下「公安委員会」という。）の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるものと
する。

７	 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したと
きは、遅滞なく、これを公表するとともに、主
務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理
者及び公安委員会に送付しなければならない。

８	 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促
進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、
必要な助言をすることができる。

９	 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、
移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ
確実な実施に関し、各市町村の区域を超えた広
域的な見地から、必要な助言その他の援助を行
うよう努めなければならない。

10	 第６項から前項までの規定は、移動等円滑化促
進方針の変更について準用する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）●　第 23 条
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【移動等円滑化促進方針の作成等の提案】
第 24 条の５　次に掲げる者は、市町村に対して、
移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするこ
とを提案することができる。この場合において
は、基本方針に即して、当該提案に係る移動等
円滑化促進方針の素案を作成して、これを提示
しなければならない。
一　施設設置管理者その他の生活関連施設又は生
活関連経路を構成する一般交通用施設の管理
者

二　高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は
生活関連経路を構成する一般交通用施設の利
用に関し利害関係を有する者

２	 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該
提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は
変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提
案をした者に通知しなければならない。この場
合において、移動等円滑化促進方針の作成又は
変更をしないこととするときは、その理由を明
らかにしなければならない。

【行為の届出等】
第 24 条の６　移動等円滑化促進方針において定め
られた移動等円滑化促進地区の区域において、
旅客施設の建設、道路の新設その他の行為で
あって当該区域における移動等円滑化の促進に
支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定
めるものをしようとする公共交通事業者等又は
道路管理者は、当該行為に着手する日の 30 日
前までに、主務省令で定めるところにより、行
為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定
日その他主務省令で定める事項を市町村に届け
出なければならない。ただし、非常災害のため
必要な応急措置として行う行為については、こ
の限りでない。

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち主務省令で定める事項を変更し
ようとするときは、当該事項の変更に係る行為
に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定
めるところにより、その旨を市町村に届け出な
ければならない。

３	 市町村は、前２項の規定による届出があった場
合において、その届出に係る行為が移動等円滑
化促進地区における移動等円滑化の促進を図る
上で支障があると認めるときは、その届出をし
た者に対し、その届出に係る行為に関し旅客施

設又は道路の構造の変更その他の必要な措置の
実施を要請することができる。

４	 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が
当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣
に通知することができる。

５	 主務大臣は、前項の規定による通知があった場
合において、第３項の規定による要請を受けた
者が正当な理由がなくて同項の措置を実施して
いないと認めるときは、当該要請を受けた者に
対し、当該措置を実施すべきことを勧告するこ
とができる。

【市町村による情報の収集、整理及び提供】
第 24 条の７　第 24 条の２第４項の規定により移
動等円滑化促進方針において市町村が行う移動
等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に
関する事項が定められたときは、市町村は、当
該移動等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化
に関する事項についての情報の収集、整理及び
提供を行うものとする。

【施設設置管理者による市町村に対する情報の提供】
第24条の８　公共交通事業者等及び道路管理者は、
前条の規定により情報の収集、整理及び提供を
行う市町村の求めがあったときは、主務省令で
定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客
施設及び特定道路を利用するために必要となる
情報を当該市町村に提供しなければならない。

２	 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主
等は、前条の規定により情報の収集、整理及び
提供を行う市町村の求めがあったときは、主務
省令で定めるところにより、高齢者、障害者等
が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定
建築物を利用するために必要となる情報を当該
市町村に提供するよう努めなければならない。

【移動等円滑化基本構想】
第 25 条　市町村は、基本方針（移動等円滑化促進
方針が作成されているときは、基本方針及び移
動等円滑化促進方針。以下同じ。）に基づき、
単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重
点整備地区について、移動等円滑化に係る事業
の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構
想（以下「基本構想」という。）を作成するよ
う努めるものとする。

２	 基本構想には、次に掲げる事項について定める
ものとする。

一　重点整備地区の位置及び区域

第 2４ 条の ５　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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【移動等円滑化促進方針の作成等の提案】
第 24 条の５　次に掲げる者は、市町村に対して、
移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするこ
とを提案することができる。この場合において
は、基本方針に即して、当該提案に係る移動等
円滑化促進方針の素案を作成して、これを提示
しなければならない。

一　施設設置管理者その他の生活関連施設又は生
活関連経路を構成する一般交通用施設の管理
者

二　高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は
生活関連経路を構成する一般交通用施設の利
用に関し利害関係を有する者

２	 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該
提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は
変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提
案をした者に通知しなければならない。この場
合において、移動等円滑化促進方針の作成又は
変更をしないこととするときは、その理由を明
らかにしなければならない。

【行為の届出等】
第 24 条の６　移動等円滑化促進方針において定め
られた移動等円滑化促進地区の区域において、
旅客施設の建設、道路の新設その他の行為で
あって当該区域における移動等円滑化の促進に
支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定
めるものをしようとする公共交通事業者等又は
道路管理者は、当該行為に着手する日の 30 日
前までに、主務省令で定めるところにより、行
為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定
日その他主務省令で定める事項を市町村に届け
出なければならない。ただし、非常災害のため
必要な応急措置として行う行為については、こ
の限りでない。

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち主務省令で定める事項を変更し
ようとするときは、当該事項の変更に係る行為
に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定
めるところにより、その旨を市町村に届け出な
ければならない。

３	 市町村は、前２項の規定による届出があった場
合において、その届出に係る行為が移動等円滑
化促進地区における移動等円滑化の促進を図る
上で支障があると認めるときは、その届出をし
た者に対し、その届出に係る行為に関し旅客施

設又は道路の構造の変更その他の必要な措置の
実施を要請することができる。

４	 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が
当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣
に通知することができる。

５	 主務大臣は、前項の規定による通知があった場
合において、第３項の規定による要請を受けた
者が正当な理由がなくて同項の措置を実施して
いないと認めるときは、当該要請を受けた者に
対し、当該措置を実施すべきことを勧告するこ
とができる。

【市町村による情報の収集、整理及び提供】
第 24 条の７　第 24 条の２第４項の規定により移
動等円滑化促進方針において市町村が行う移動
等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に
関する事項が定められたときは、市町村は、当
該移動等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化
に関する事項についての情報の収集、整理及び
提供を行うものとする。

【施設設置管理者による市町村に対する情報の提供】
第24条の８　公共交通事業者等及び道路管理者は、
前条の規定により情報の収集、整理及び提供を
行う市町村の求めがあったときは、主務省令で
定めるところにより、高齢者、障害者等が旅客
施設及び特定道路を利用するために必要となる
情報を当該市町村に提供しなければならない。

２	 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主
等は、前条の規定により情報の収集、整理及び
提供を行う市町村の求めがあったときは、主務
省令で定めるところにより、高齢者、障害者等
が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定
建築物を利用するために必要となる情報を当該
市町村に提供するよう努めなければならない。

【移動等円滑化基本構想】
第 25 条　市町村は、基本方針（移動等円滑化促進
方針が作成されているときは、基本方針及び移
動等円滑化促進方針。以下同じ。）に基づき、
単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重
点整備地区について、移動等円滑化に係る事業
の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構
想（以下「基本構想」という。）を作成するよ
う努めるものとする。

２	 基本構想には、次に掲げる事項について定める
ものとする。

一　重点整備地区の位置及び区域

第 2４ 条の ５　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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二　生活関連施設及び生活関連経路並びにこれら
における移動等円滑化に関する事項

三　生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を
構成する一般交通用施設について移動等円滑
化のために実施すべき特定事業その他の事業
に関する事項（旅客施設の所在地を含まない
重点整備地区にあっては、当該重点整備地区
と同一の市町村の区域内に所在する特定旅客
施設との間の円滑な移動のために実施すべき
特定事業その他の事業に関する事項を含む。）

四　前号に掲げる事業と併せて実施する土地区画
整理事業、市街地再開発事業その他の市街地
開発事業に関し移動等円滑化のために考慮す
べき事項、自転車その他の車両の駐車のため
の施設の整備に関する事項その他の重点整備
地区における移動等円滑化に資する市街地の
整備改善に関する事項その他重点整備地区に
おける移動等円滑化のために必要な事項

３	 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、
重点整備地区における移動等円滑化に関する基
本的な方針について定めるよう努めるものとす
る。

４	 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点整
備地区について基本構想を作成する場合には、
当該基本構想に当該特定旅客施設を第２項第二
号及び第三号の生活関連施設として定めなけれ
ばならない。

５	 基本構想には、道路法第 12 条ただし書及び第
15 条並びに道路法の一部を改正する法律（昭和
39年法律第163号。以下「昭和 39 年道路法改正法」
という。）附則第３項の規定にかかわらず、国
道又は都道府県道（道路法第３条第三号の都道
府県道をいう。第 32 条第１項において同じ。）
（道路法第 12 条ただし書及び第 15 条並びに昭
和 39 年道路法改正法附則第３項の規定により
都道府県が新設又は改築を行うこととされてい
るもの（道路法第 17 条第１項から第４項まで
の規定により同条第１項の指定市、同条第２項
の指定市以外の市、同条第３項の町村又は同条
第４項の指定市以外の市町村が行うこととされ
ているものを除く。）に限る。以下同じ。）に係
る道路特定事業を実施する者として、市町村（他
の市町村又は道路管理者と共同して実施する場
合にあっては、市町村及び他の市町村又は道路
管理者。第 32 条において同じ。）を定めること

ができる。
６	 市町村は、基本構想を作成しようとするときは、
あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高
齢者、障害者等その他利害関係者の意見を反映
させるために必要な措置を講ずるものとする。

７	 市町村は、基本構想を作成しようとする場合に
おいて、第 26 条第１項の協議会が組織されて
いないときは、これに定めようとする特定事業
に関する事項について、関係する施設設置管理
者及び公安委員会と協議をしなければならな
い。

８	 市町村は、第 26 条第１項の協議会が組織され
ていない場合には、基本構想を作成するに当た
り、あらかじめ、関係する施設設置管理者及び
公安委員会に対し、特定事業に関する事項につ
いて基本構想の案を作成し、当該市町村に提出
するよう求めることができる。

９	 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想を
作成するに当たっては、当該案の内容が十分に
反映されるよう努めるものとする。

10	 第 24 条の２第４項、第５項及び第７項から第
９項までの規定は、基本構想の作成について準
用する。この場合において、同条第４項中「移
動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点整備
地区」と読み替えるものとする。

11	 第 24 条の２第７項から第９項まで及びこの条
第６項から第９項までの規定は、基本構想の変
更について準用する。

【基本構想の評価等】
第 25 条の２　市町村は、基本構想を作成した場合
においては、おおむね５年ごとに、当該基本構
想において定められた重点整備地区における特
定事業その他の事業の実施の状況についての調
査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、
必要があると認めるときは、基本構想を変更す
るものとする。

【基本構想の作成等の提案】
第 27 条　次に掲げる者は、市町村に対して、基本
構想の作成又は変更をすることを提案すること
ができる。この場合においては、基本方針に即
して、当該提案に係る基本構想の素案を作成し
て、これを提示しなければならない。

一　施設設置管理者、公安委員会その他基本構想
に定めようとする特定事業その他の事業を実
施しようとする者

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）●　第 2５ 条の 2
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二　高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は
生活関連経路を構成する一般交通用施設の利
用に関し利害関係を有する者

２	 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該
提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか
否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に
通知しなければならない。この場合において、
基本構想の作成又は変更をしないこととすると
きは、その理由を明らかにしなければならない。

【建築物特定事業の実施】
第 35 条　第 25 条第１項の規定により基本構想が
作成されたときは、関係する建築主等は、単独
で又は共同して、当該基本構想に即して建築物
特定事業を実施するための計画（以下この条に
おいて「建築物特定事業計画」という。）を作
成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実
施するものとする。

２	 建築物特定事業計画においては、実施しようと
する建築物特定事業について次に掲げる事項を
定めるものとする。
一　建築物特定事業を実施する特定建築物
二　建築物特定事業の内容
三　建築物特定事業の実施予定期間並びにその実
施に必要な資金の額及びその調達方法

四　その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべ
き重要事項

３	 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようと
するときは、あらかじめ、関係する市町村及び
施設設置管理者の意見を聴かなければならな
い。

４	 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたとき
は、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設
設置管理者に送付しなければならない。

５	 前２項の規定は、建築物特定事業計画の変更に
ついて準用する。

【基本構想に基づく事業の実施に係る命令等】
第 38 条　市町村は、第 28 条第１項の公共交通特

定事業、第 33 条第１項の路外駐車場特定事業、
第 34 条第１項の都市公園特定事業（公園管理
者が実施すべきものを除く。）又は第 35 条第１
項の建築物特定事業若しくは第 36 条の２第１
項の教育啓発特定事業（いずれも国又は地方公
共団体が実施すべきものを除く。）（以下この条
において「公共交通特定事業等」と総称する。）
が実施されていないと認めるときは、当該公共

交通特定事業等を実施すべき者に対し、その実
施を要請することができる。

２	 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が
当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣
等（公共交通特定事業又は教育啓発特定事業に
あっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっ
ては知事等、都市公園特定事業にあっては公園
管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。
以下この条において同じ。）に通知することが
できる。

３	 主務大臣等は、前項の規定による通知があった
場合において、第１項の規定による要請を受け
た者が正当な理由がなくて公共交通特定事業等
を実施していないと認めるときは、当該要請を
受けた者に対し、当該公共交通特定事業等を実
施すべきことを勧告することができる。

４	 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた
者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を
講じない場合において、当該勧告を受けた者の
事業について移動等円滑化を阻害している事実
があると認めるときは、第９条第３項、第 12
条第３項及び第 15 条第１項の規定により違反
を是正するために必要な措置をとるべきことを
命ずることができる場合を除くほか、当該勧告
を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。

【土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の
特例】
第 39 条　基本構想において定められた土地区画整
理事業であって土地区画整理法第３条第４項、
第３条の２又は第３条の３の規定により施行す
るものの換地計画（基本構想において定められ
た重点整備地区の区域内の宅地について定めら
れたものに限る。）においては、重点整備地区
の区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利
便のために必要な生活関連施設又は一般交通用
施設で国、地方公共団体、公共交通事業者等そ
の他政令で定める者が設置するもの（同法第２
条第５項に規定する公共施設を除き、基本構想
において第 25 条第２項第四号に掲げる事項と
して土地区画整理事業の実施に関しその整備を
考慮すべきものと定められたものに限る。）の
用に供するため、一定の土地を換地として定め
ないで、その土地を保留地として定めることが
できる。この場合においては、当該保留地の地

第 3５ 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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二　高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は
生活関連経路を構成する一般交通用施設の利
用に関し利害関係を有する者

２	 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該
提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか
否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に
通知しなければならない。この場合において、
基本構想の作成又は変更をしないこととすると
きは、その理由を明らかにしなければならない。

【建築物特定事業の実施】
第 35 条　第 25 条第１項の規定により基本構想が
作成されたときは、関係する建築主等は、単独
で又は共同して、当該基本構想に即して建築物
特定事業を実施するための計画（以下この条に
おいて「建築物特定事業計画」という。）を作
成し、これに基づき、当該建築物特定事業を実
施するものとする。

２	 建築物特定事業計画においては、実施しようと
する建築物特定事業について次に掲げる事項を
定めるものとする。

一　建築物特定事業を実施する特定建築物
二　建築物特定事業の内容
三　建築物特定事業の実施予定期間並びにその実
施に必要な資金の額及びその調達方法

四　その他建築物特定事業の実施に際し配慮すべ
き重要事項

３	 建築主等は、建築物特定事業計画を定めようと
するときは、あらかじめ、関係する市町村及び
施設設置管理者の意見を聴かなければならな
い。

４	 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたとき
は、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設
設置管理者に送付しなければならない。

５	 前２項の規定は、建築物特定事業計画の変更に
ついて準用する。

【基本構想に基づく事業の実施に係る命令等】
第 38 条　市町村は、第 28 条第１項の公共交通特

定事業、第 33 条第１項の路外駐車場特定事業、
第 34 条第１項の都市公園特定事業（公園管理
者が実施すべきものを除く。）又は第 35 条第１
項の建築物特定事業若しくは第 36 条の２第１
項の教育啓発特定事業（いずれも国又は地方公
共団体が実施すべきものを除く。）（以下この条
において「公共交通特定事業等」と総称する。）
が実施されていないと認めるときは、当該公共

交通特定事業等を実施すべき者に対し、その実
施を要請することができる。

２	 市町村は、前項の規定による要請を受けた者が
当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣
等（公共交通特定事業又は教育啓発特定事業に
あっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあっ
ては知事等、都市公園特定事業にあっては公園
管理者、建築物特定事業にあっては所管行政庁。
以下この条において同じ。）に通知することが
できる。

３	 主務大臣等は、前項の規定による通知があった
場合において、第１項の規定による要請を受け
た者が正当な理由がなくて公共交通特定事業等
を実施していないと認めるときは、当該要請を
受けた者に対し、当該公共交通特定事業等を実
施すべきことを勧告することができる。

４	 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受けた
者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を
講じない場合において、当該勧告を受けた者の
事業について移動等円滑化を阻害している事実
があると認めるときは、第９条第３項、第 12
条第３項及び第 15 条第１項の規定により違反
を是正するために必要な措置をとるべきことを
命ずることができる場合を除くほか、当該勧告
を受けた者に対し、移動等円滑化のために必要
な措置をとるべきことを命ずることができる。

【土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の
特例】
第 39 条　基本構想において定められた土地区画整
理事業であって土地区画整理法第３条第４項、
第３条の２又は第３条の３の規定により施行す
るものの換地計画（基本構想において定められ
た重点整備地区の区域内の宅地について定めら
れたものに限る。）においては、重点整備地区
の区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利
便のために必要な生活関連施設又は一般交通用
施設で国、地方公共団体、公共交通事業者等そ
の他政令で定める者が設置するもの（同法第２
条第５項に規定する公共施設を除き、基本構想
において第 25 条第２項第四号に掲げる事項と
して土地区画整理事業の実施に関しその整備を
考慮すべきものと定められたものに限る。）の
用に供するため、一定の土地を換地として定め
ないで、その土地を保留地として定めることが
できる。この場合においては、当該保留地の地

第 3５ 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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積について、当該土地区画整理事業を施行する
土地の区域内の宅地について所有権、地上権、
永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は
収益することができる権利を有する全ての者の
同意を得なければならない。

▪政令【保留地において生活関連施設等を設置する者】

令２９条�➡６0５ 

２	 土地区画整理法第 104 条第 11 項及び第 108 条
第１項の規定は、前項の規定により換地計画に
おいて定められた保留地について準用する。こ
の場合において、同条第１項中「第３条第４項
若しくは第５項」とあるのは、「第３条第４項」
と読み替えるものとする。

３	 施行者は、第１項の規定により換地計画におい
て定められた保留地を処分したときは、土地区
画整理法第 103 条第４項の規定による公告が
あった日における従前の宅地について所有権、
地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用
し、又は収益することができる権利を有する者
に対して、政令で定める基準に従い、当該保留
地の対価に相当する金額を交付しなければなら
ない。同法第 109 条第２項の規定は、この場合
について準用する。

▪政令【保留地の対価に相当する金額の交付基準】

令３0条�➡６0５ 

４	 土地区画整理法第 85 条第５項の規定は、この
条の規定による処分及び決定について準用す
る。

５	 第１項に規定する土地区画整理事業に関する土
地区画整理法第 123 条、第 126 条、第 127 条の
２及び第 129 条の規定の適用については、同項
から第３項までの規定は、同法の規定とみなす。

【移動等円滑化経路協定の締結等】
第 41 条　移動等円滑化促進地区内又は重点整備地
区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の
工作物の所有を目的とする借地権その他の当該
土地を使用する権利（臨時設備その他一時使用
のため設定されたことが明らかなものを除く。
以下「借地権等」という。）を有する者（土地
区画整理法第 98 条第１項（大都市地域におけ
る住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別
措置法（昭和50年法律第67号。第 45 条第２項におい
て「大都市住宅等供給法」という。）第 83 条に
おいて準用する場合を含む。以下同じ。）の規
定により仮換地として指定された土地にあって

は、当該土地に対応する従前の土地の所有者及
び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」
と総称する。）は、その全員の合意により、当
該土地の区域における移動等円滑化のための経
路の整備又は管理に関する協定（以下「移動等
円滑化経路協定」という。）を締結することが
できる。ただし、当該土地（土地区画整理法第
98 条第１項の規定により仮換地として指定さ
れた土地にあっては、当該土地に対応する従前
の土地）の区域内に借地権等の目的となってい
る土地がある場合（当該借地権等が地下又は空
間について上下の範囲を定めて設定されたもの
で、当該土地の所有者が当該土地を使用してい
る場合を除く。）においては、当該借地権等の
目的となっている土地の所有者の合意を要しな
い。

２	 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げる
事項を定めるものとする。

一　移動等円滑化経路協定の目的となる土地の区
域（以下「移動等円滑化経路協定区域」とい
う。）及び経路の位置

二　次に掲げる移動等円滑化のための経路の整備
又は管理に関する事項のうち、必要なもの

イ　前号の経路における移動等円滑化に関する
基準

ロ　前号の経路を構成する施設（エレベーター、
エスカレーターその他の移動等円滑化のた
めに必要な設備を含む。）の整備又は管理
に関する事項

ハ　その他移動等円滑化のための経路の整備又
は管理に関する事項

三　移動等円滑化経路協定の有効期間
四　移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置

３	 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を受
けなければならない。

【認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の縦覧等】
第 42 条　市町村長は、前条第３項の認可の申請が
あったときは、主務省令で定めるところにより、
その旨を公告し、当該移動等円滑化経路協定を
公告の日から２週間関係人の縦覧に供さなけれ
ばならない。

２	 前項の規定による公告があったときは、関係人
は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移動
等円滑化経路協定について、市町村長に意見書
を提出することができる。
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【移動等円滑化経路協定の認可】
第 43 条　市町村長は、第 41 条第３項の認可の申
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同
項の認可をしなければならない。
一　申請手続が法令に違反しないこと。
二　土地又は建築物その他の工作物の利用を不当
に制限するものでないこと。

三　第 41 条第２項各号に掲げる事項について主
務省令で定める基準に適合するものであるこ
と。

２	 市町村長は、第 41 条第３項の認可をしたとき
は、主務省令で定めるところにより、その旨を
公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当
該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供する
とともに、移動等円滑化経路協定区域である旨
を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しな
ければならない。

【移動等円滑化経路協定の変更】
第 44 条　移動等円滑化経路協定区域内における土
地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力
が及ばない者を除く。）は、移動等円滑化経路
協定において定めた事項を変更しようとする場
合においては、その全員の合意をもってその旨
を定め、市町村長の認可を受けなければならな
い。

２	 前２条の規定は、前項の変更の認可について準
用する。

【移動等円滑化経路協定区域からの除外】
第 45 条　移動等円滑化経路協定区域内の土地（土
地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換
地として指定された土地にあっては、当該土地
に対応する従前の土地）で当該移動等円滑化経
路協定の効力が及ばない者の所有するものの全
部又は一部について借地権等が消滅した場合に
おいては、当該借地権等の目的となっていた土
地（同項の規定により仮換地として指定された
土地に対応する従前の土地にあっては、当該土
地についての仮換地として指定された土地）は、
当該移動等円滑化経路協定区域から除外される
ものとする。

２	 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画
整理法第 98 条第１項の規定により仮換地とし
て指定されたものが、同法第 86 条第１項の換
地計画又は大都市住宅等供給法第 72 条第１項
の換地計画において当該土地に対応する従前の

土地についての換地として定められず、かつ、
土地区画整理法第 91 条第３項（大都市住宅等
供給法第 82 条第１項において準用する場合を
含む。）の規定により当該土地に対応する従前
の土地の所有者に対してその共有持分を与える
ように定められた土地としても定められなかっ
たときは、当該土地は、土地区画整理法第 103
条第４項（大都市住宅等供給法第 83 条におい
て準用する場合を含む。）の公告があった日が
終了した時において当該移動等円滑化経路協定
区域から除外されるものとする。

３	 前２項の規定により移動等円滑化経路協定区域
内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から
除外された場合においては、当該借地権等を有
していた者又は当該仮換地として指定されてい
た土地に対応する従前の土地に係る土地所有者
等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばな
い者を除く。）は、遅滞なく、その旨を市町村
長に届け出なければならない。

４	 第 43 条第２項の規定は、前項の規定による届
出があった場合その他市町村長が第１項又は第
２項の規定により移動等円滑化経路協定区域内
の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除
外されたことを知った場合について準用する。

【移動等円滑化経路協定の効力】
第 46 条　第 43 条第２項（第 44 条第２項において
準用する場合を含む。）の規定による認可の公
告のあった移動等円滑化経路協定は、その公
告のあった後において当該移動等円滑化経路協
定区域内の土地所有者等となった者（当該移動
等円滑化経路協定について第 41 条第１項又は
第 44 条第１項の規定による合意をしなかった
者の有する土地の所有権を承継した者を除く。）
に対しても、その効力があるものとする。

【移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等
円滑化経路協定に加わる手続等】
第 47 条　移動等円滑化経路協定区域内の土地の所
有者（土地区画整理法第 98 条第１項の規定に
より仮換地として指定された土地にあっては、
当該土地に対応する従前の土地の所有者）で当
該移動等円滑化経路協定の効力が及ばないもの
は、第 43 条第２項（第 44 条第２項において準
用する場合を含む。）の規定による認可の公告
があった後いつでも、市町村長に対して書面で
その意思を表示することによって、当該移動等
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【移動等円滑化経路協定の認可】
第 43 条　市町村長は、第 41 条第３項の認可の申
請が次の各号のいずれにも該当するときは、同
項の認可をしなければならない。

一　申請手続が法令に違反しないこと。
二　土地又は建築物その他の工作物の利用を不当
に制限するものでないこと。

三　第 41 条第２項各号に掲げる事項について主
務省令で定める基準に適合するものであるこ
と。

２	 市町村長は、第 41 条第３項の認可をしたとき
は、主務省令で定めるところにより、その旨を
公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定を当
該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供する
とともに、移動等円滑化経路協定区域である旨
を当該移動等円滑化経路協定区域内に明示しな
ければならない。

【移動等円滑化経路協定の変更】
第 44 条　移動等円滑化経路協定区域内における土
地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力
が及ばない者を除く。）は、移動等円滑化経路
協定において定めた事項を変更しようとする場
合においては、その全員の合意をもってその旨
を定め、市町村長の認可を受けなければならな
い。

２	 前２条の規定は、前項の変更の認可について準
用する。

【移動等円滑化経路協定区域からの除外】
第 45 条　移動等円滑化経路協定区域内の土地（土
地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換
地として指定された土地にあっては、当該土地
に対応する従前の土地）で当該移動等円滑化経
路協定の効力が及ばない者の所有するものの全
部又は一部について借地権等が消滅した場合に
おいては、当該借地権等の目的となっていた土
地（同項の規定により仮換地として指定された
土地に対応する従前の土地にあっては、当該土
地についての仮換地として指定された土地）は、
当該移動等円滑化経路協定区域から除外される
ものとする。

２	 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地区画
整理法第 98 条第１項の規定により仮換地とし
て指定されたものが、同法第 86 条第１項の換
地計画又は大都市住宅等供給法第 72 条第１項
の換地計画において当該土地に対応する従前の

土地についての換地として定められず、かつ、
土地区画整理法第 91 条第３項（大都市住宅等
供給法第 82 条第１項において準用する場合を
含む。）の規定により当該土地に対応する従前
の土地の所有者に対してその共有持分を与える
ように定められた土地としても定められなかっ
たときは、当該土地は、土地区画整理法第 103
条第４項（大都市住宅等供給法第 83 条におい
て準用する場合を含む。）の公告があった日が
終了した時において当該移動等円滑化経路協定
区域から除外されるものとする。

３	 前２項の規定により移動等円滑化経路協定区域
内の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から
除外された場合においては、当該借地権等を有
していた者又は当該仮換地として指定されてい
た土地に対応する従前の土地に係る土地所有者
等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばな
い者を除く。）は、遅滞なく、その旨を市町村
長に届け出なければならない。

４	 第 43 条第２項の規定は、前項の規定による届
出があった場合その他市町村長が第１項又は第
２項の規定により移動等円滑化経路協定区域内
の土地が当該移動等円滑化経路協定区域から除
外されたことを知った場合について準用する。

【移動等円滑化経路協定の効力】
第 46 条　第 43 条第２項（第 44 条第２項において
準用する場合を含む。）の規定による認可の公
告のあった移動等円滑化経路協定は、その公
告のあった後において当該移動等円滑化経路協
定区域内の土地所有者等となった者（当該移動
等円滑化経路協定について第 41 条第１項又は
第 44 条第１項の規定による合意をしなかった
者の有する土地の所有権を承継した者を除く。）
に対しても、その効力があるものとする。

【移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等
円滑化経路協定に加わる手続等】
第 47 条　移動等円滑化経路協定区域内の土地の所
有者（土地区画整理法第 98 条第１項の規定に
より仮換地として指定された土地にあっては、
当該土地に対応する従前の土地の所有者）で当
該移動等円滑化経路協定の効力が及ばないもの
は、第 43 条第２項（第 44 条第２項において準
用する場合を含む。）の規定による認可の公告
があった後いつでも、市町村長に対して書面で
その意思を表示することによって、当該移動等
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円滑化経路協定に加わることができる。
２	 第 43 条第２項の規定は、前項の規定による意
思の表示があった場合について準用する。

３	 移動等円滑化経路協定は、第１項の規定により
当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその
時において所有し、又は借地権等を有していた
当該移動等円滑化経路協定区域内の土地（土地
区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換地
として指定された土地にあっては、当該土地に
対応する従前の土地）について、前項におい
て準用する第 43 条第２項の規定による公告の
あった後において土地所有者等となった者（前
条の規定の適用がある者を除く。）に対しても、
その効力があるものとする。

【移動等円滑化経路協定の廃止】
第 48 条　移動等円滑化経路協定区域内の土地所有
者等（当該移動等円滑化経路協定の効力が及ば
ない者を除く。）は、第 41 条第３項又は第 44
条第１項の認可を受けた移動等円滑化経路協定
を廃止しようとする場合においては、その過半
数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認
可を受けなければならない。

２	 市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨
を公告しなければならない。

【土地の共有者等の取扱い】
第 49 条　土地又は借地権等が数人の共有に属する
ときは、第 41 条第１項、第 44 条第１項、第
47 条第１項及び前条第１項の規定の適用につ
いては、合わせて一の所有者又は借地権等を有
する者とみなす。

【一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定】
第 50 条　移動等円滑化促進地区内又は重点整備地
区内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所
有者等が存しないものの所有者は、移動等円滑
化のため必要があると認めるときは、市町村長
の認可を受けて、当該土地の区域を移動等円滑
化経路協定区域とする移動等円滑化経路協定を
定めることができる。

２	 市町村長は、前項の認可の申請が第 43 条第１
項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移動等
円滑化経路協定が移動等円滑化のため必要であ
ると認める場合に限り、前項の認可をするもの
とする。

３	 第 43 条第２項の規定は、第１項の認可につい
て準用する。

４	 第１項の認可を受けた移動等円滑化経路協定
は、認可の日から起算して３年以内において当
該移動等円滑化経路協定区域内の土地に２以上
の土地所有者等が存することになった時から、
第 43 条第２項の規定による認可の公告のあっ
た移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する
移動等円滑化経路協定となる。

【借主の地位】
第 51 条　移動等円滑化経路協定に定める事項が建
築物その他の工作物の借主の権限に係る場合に
おいては、その移動等円滑化経路協定について
は、当該建築物その他の工作物の借主を土地所
有者等とみなして、この章の規定を適用する。

第 51 条の２　移動等円滑化促進地区内又は重点整
備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その
全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に
利用することができる案内所その他の当該土地
の区域における移動等円滑化に資する施設（移
動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成す
るものを除き、高齢者、障害者等の利用に供し
ない施設であって移動等円滑化のための事業の
実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項
において同じ。）の整備又は管理に関する協定
（以下この条において「移動等円滑化施設協定」
という。）を締結することができる。ただし、
当該土地（土地区画整理法第 98 条第１項の規
定により仮換地として指定された土地にあって
は、当該土地に対応する従前の土地）の区域内
に借地権等の目的となっている土地がある場
合（当該借地権等が地下又は空間について上下
の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の
所有者が当該土地を使用している場合を除く。）
においては、当該借地権等の目的となっている
土地の所有者の合意を要しない。

２	 移動等円滑化施設協定においては、次に掲げる
事項を定めるものとする。

一　移動等円滑化施設協定の目的となる土地の区
域及び施設の位置

二　次に掲げる移動等円滑化に資する施設の整備
又は管理に関する事項のうち、必要なもの

イ　前号の施設の移動等円滑化に関する基準
ロ　前号の施設の整備又は管理に関する事項

三　移動等円滑化施設協定の有効期間
四　移動等円滑化施設協定に違反した場合の措置

３	 前章（第 41 条第１項及び第２項を除く。）の規
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定は、移動等円滑化施設協定について準用す
る。この場合において、第 43 条第１項第三号
中「第 41 条第２項各号」とあるのは「第 51 条
の２第２項各号」と、同条第２項中「、移動等
円滑化経路協定区域」とあるのは「、第 51 条
の２第２項第一号の区域（以下この章において
「移動等円滑化施設協定区域」という。）」と、「移
動等円滑化経路協定区域内」とあるのは「移動
等円滑化施設協定区域内」と、第 44 条第１項、
第 45 条、第 46 条、第 47 条第１項及び第３項、
第 48 条第１項並びに第 50 条第１項及び第４項
中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移
動等円滑化施設協定区域」と、第 46 条及び第
49 条中「第 41 条第１項」とあるのは「第 51
条の２第１項」と読み替えるものとする。

【報告及び立入検査】
第 53 条　主務大臣は、この法律の施行に必要な限
度において、主務省令で定めるところにより、
公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のため
の事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公
共交通事業者等の事務所その他の事業場若しく
は車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しく
は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しく
は関係者に質問させることができる。

２	 知事等は、この法律の施行に必要な限度におい
て、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車
場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関
する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、
特定路外駐車場若しくはその業務に関係のある
場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しく
は業務に関し検査させ、若しくは関係者に質問
させることができる。

３	 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度に
おいて、政令で定めるところにより、建築主等
に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準
への適合に関する事項に関し報告をさせ、又は
その職員に、特定建築物若しくはその工事現場
に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その
他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ
せることができる。

４	 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定
建築物の建築等又は維持保全の状況について報
告をさせることができる。

５	 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し、第
22 条の２第４項の認定を受けた計画（同条第

５項において準用する第 18 条第１項の規定に
よる変更の認定があったときは、その変更後の
もの）に係る協定建築物の建築等又は維持保全
の状況について報告をさせることができる。

６	 第１項から第３項までの規定により立入検査を
する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、これを提示しな
ければならない。

７	 第１項から第３項までの規定による立入検査の
権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
釈してはならない。

【主務大臣等】
第 54 条　第３条第１項、第３項及び第４項におけ
る主務大臣は、同条第２項第二号に掲げる事項
については国土交通大臣とし、その他の事項に
ついては国土交通大臣、国家公安委員会、総務
大臣及び文部科学大臣とする。

２	 第９条、第９条の２第１項、第９条の３から第
９条の５まで、第９条の７、第 22 条の２第１
項及び第２項（これらの規定を同条第５項にお
いて読み替えて準用する第 18 条第２項におい
て準用する場合を含む。）、第 24 条、第 24 条の
６第４項及び第５項、第 29 条第１項、第２項（同
条第４項において準用する場合を含む。）、第３
項及び第５項、第 32 条第３項、第 38 条第２項、
前条第１項並びに次条における主務大臣は国
土交通大臣とし、第 24 条の２第７項及び第８
項（これらの規定を同条第 10 項並びに第 25 条
第 10 項及び第 11 項において準用する場合を含
む。）における主務大臣は国土交通大臣、国家
公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。

３	 この法律における主務省令は、国土交通省令と
する。ただし、第 30 条における主務省令は、
総務省令とし、第 36 条第２項における主務省
令は、国家公安委員会規則とする。

４	 この法律による国土交通大臣の権限は、国土交
通省令で定めるところにより、地方支分部局の
長に委任することができる。

【罰則】
第 59 条　第９条第３項、第 12 条第３項又は第 15
条第１項の規定による命令に違反した者は、
300 万円以下の罰金に処する。

第 60 条　次の各号のいずれかに該当する者は、
100 万円以下の罰金に処する。

第 ５3 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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定は、移動等円滑化施設協定について準用す
る。この場合において、第 43 条第１項第三号
中「第 41 条第２項各号」とあるのは「第 51 条
の２第２項各号」と、同条第２項中「、移動等
円滑化経路協定区域」とあるのは「、第 51 条
の２第２項第一号の区域（以下この章において
「移動等円滑化施設協定区域」という。）」と、「移
動等円滑化経路協定区域内」とあるのは「移動
等円滑化施設協定区域内」と、第 44 条第１項、
第 45 条、第 46 条、第 47 条第１項及び第３項、
第 48 条第１項並びに第 50 条第１項及び第４項
中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移
動等円滑化施設協定区域」と、第 46 条及び第
49 条中「第 41 条第１項」とあるのは「第 51
条の２第１項」と読み替えるものとする。

【報告及び立入検査】
第 53 条　主務大臣は、この法律の施行に必要な限
度において、主務省令で定めるところにより、
公共交通事業者等に対し、移動等円滑化のため
の事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公
共交通事業者等の事務所その他の事業場若しく
は車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しく
は帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しく
は関係者に質問させることができる。

２	 知事等は、この法律の施行に必要な限度におい
て、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐車
場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合に関
する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、
特定路外駐車場若しくはその業務に関係のある
場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若しく
は業務に関し検査させ、若しくは関係者に質問
させることができる。

３	 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度に
おいて、政令で定めるところにより、建築主等
に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基準
への適合に関する事項に関し報告をさせ、又は
その職員に、特定建築物若しくはその工事現場
に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その
他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ
せることができる。

４	 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特定
建築物の建築等又は維持保全の状況について報
告をさせることができる。

５	 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し、第
22 条の２第４項の認定を受けた計画（同条第

５項において準用する第 18 条第１項の規定に
よる変更の認定があったときは、その変更後の
もの）に係る協定建築物の建築等又は維持保全
の状況について報告をさせることができる。

６	 第１項から第３項までの規定により立入検査を
する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があったときは、これを提示しな
ければならない。

７	 第１項から第３項までの規定による立入検査の
権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
釈してはならない。

【主務大臣等】
第 54 条　第３条第１項、第３項及び第４項におけ
る主務大臣は、同条第２項第二号に掲げる事項
については国土交通大臣とし、その他の事項に
ついては国土交通大臣、国家公安委員会、総務
大臣及び文部科学大臣とする。

２	 第９条、第９条の２第１項、第９条の３から第
９条の５まで、第９条の７、第 22 条の２第１
項及び第２項（これらの規定を同条第５項にお
いて読み替えて準用する第 18 条第２項におい
て準用する場合を含む。）、第 24 条、第 24 条の
６第４項及び第５項、第 29 条第１項、第２項（同
条第４項において準用する場合を含む。）、第３
項及び第５項、第 32 条第３項、第 38 条第２項、
前条第１項並びに次条における主務大臣は国
土交通大臣とし、第 24 条の２第７項及び第８
項（これらの規定を同条第 10 項並びに第 25 条
第 10 項及び第 11 項において準用する場合を含
む。）における主務大臣は国土交通大臣、国家
公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣とする。

３	 この法律における主務省令は、国土交通省令と
する。ただし、第 30 条における主務省令は、
総務省令とし、第 36 条第２項における主務省
令は、国家公安委員会規則とする。

４	 この法律による国土交通大臣の権限は、国土交
通省令で定めるところにより、地方支分部局の
長に委任することができる。

【罰則】
第 59 条　第９条第３項、第 12 条第３項又は第 15
条第１項の規定による命令に違反した者は、
300 万円以下の罰金に処する。

第 60 条　次の各号のいずれかに該当する者は、
100 万円以下の罰金に処する。

第 ５3 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）
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一　第９条第２項の規定に違反して、届出をせず、
又は虚偽の届出をした者

二　第 38条第４項の規定による命令に違反した者
三　第 53 条第１項の規定による報告をせず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し
くは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽
の陳述をした者

第 61 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50
万円以下の罰金に処する。
一　第９条の４の規定による提出をしなかった者
二　第９条の５の規定による報告をせず、又は虚
偽の報告をした者

三　第 12 条第１項又は第２項の規定に違反して、
届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30
万円以下の罰金に処する。
一　第 20 条第２項の規定に違反して、表示を付
した者

二　第 24 条の６第１項又は第２項の規定に違反
して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、
同条第１項本文又は第２項に規定する行為を
した者

三　第 53 条第３項の規定による報告をせず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し
くは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽
の陳述をした者

第 63 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20
万円以下の罰金に処する。
一　第 53 条第２項の規定による報告をせず、若
しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し
くは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽
の陳述をした者

二　第 53 条第４項又は第５項の規定による報告
をせず、又は虚偽の報告をした者

第 64 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第 59 条から前条までの違反行
為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても各本条の刑を科する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（抄）●　第 61 条

線引きはありません
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律施行令（抄）

平成 18 年 12 月８日政令第 379 号

最終改正：令和４年３月 25 日政令第 84 号

【特定建築物】
第４条　法第２条第十八号の政令で定める建築物
は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和25年法律第
201号）第３条第１項に規定する建築物及び文化
財保護法（昭和25年法律第214号）第 143 条第１項又は
第２項の伝統的建造物群保存地区内における同
法第２条第１項第六号の伝統的建造物群を構成
している建築物を除く。）とする。
一　学校
二　病院又は診療所
三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四　集会場又は公会堂
五　展示場
六　卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物
品販売業を営む店舗

七　ホテル又は旅館
八　事務所
九　共同住宅、寄宿舎又は下宿
十　老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ
らに類するもの

一
十　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害
者福祉センターその他これらに類するもの

二
十　体育館、水泳場、ボーリング場その他これら
に類する運動施設又は遊技場

三
十　博物館、美術館又は図書館
四
十　公衆浴場
五
十　飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラ
ブ、ダンスホールその他これらに類するもの

六
十　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装
屋、銀行その他これらに類するサービス業を
営む店舗

七
十　自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教
室その他これらに類するもの

八
十　工場
九
十　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い
の用に供するもの

十
二　自動車の停留又は駐車のための施設
一
二　公衆便所

二
二　公共用歩廊

【特別特定建築物】
第５条　法第２条第十九号の政令で定める特定建築
物は、次に掲げるものとする。

一　小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等
教育学校（前期課程に係るものに限る。）で
公立のもの（第 23 条及び第 25 条第３項第一
号において「公立小学校等」という。）又は
特別支援学校

二　病院又は診療所
三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四　集会場又は公会堂
五　展示場
六　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営
む店舗

七　ホテル又は旅館
八　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が
利用する官公署

九　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類す
るもの（主として高齢者、障害者等が利用す
るものに限る。）

十　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害
者福祉センターその他これらに類するもの

一
十　体育館（一般公共の用に供されるものに限
る。）、水泳場（一般公共の用に供されるもの
に限る。）若しくはボーリング場又は遊技場

二
十　博物館、美術館又は図書館
三
十　公衆浴場
四
十　飲食店
五
十　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装
屋、銀行その他これらに類するサービス業を
営む店舗

六
十　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い
の用に供するもの

七
十　自動車の停留又は駐車のための施設（一般公
共の用に供されるものに限る。）

八
十　公衆便所
九
十　公共用歩廊

■関連【特別特定建築物の基準適合義務等】法１４条�➡５８５ 

【建築物特定施設】
第６条　法第２条第二十号の政令で定める施設は、
次に掲げるものとする。

一　出入口
二　廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」

第 ４条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（抄）
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律施行令（抄）

平成 18 年 12 月８日政令第 379 号

最終改正：令和４年３月 25 日政令第 84 号

【特定建築物】
第４条　法第２条第十八号の政令で定める建築物
は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和25年法律第
201号）第３条第１項に規定する建築物及び文化
財保護法（昭和25年法律第214号）第 143 条第１項又は
第２項の伝統的建造物群保存地区内における同
法第２条第１項第六号の伝統的建造物群を構成
している建築物を除く。）とする。

一　学校
二　病院又は診療所
三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四　集会場又は公会堂
五　展示場
六　卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物
品販売業を営む店舗

七　ホテル又は旅館
八　事務所
九　共同住宅、寄宿舎又は下宿
十　老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ
らに類するもの

一
十　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害
者福祉センターその他これらに類するもの

二
十　体育館、水泳場、ボーリング場その他これら
に類する運動施設又は遊技場

三
十　博物館、美術館又は図書館
四
十　公衆浴場
五
十　飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラ
ブ、ダンスホールその他これらに類するもの

六
十　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装
屋、銀行その他これらに類するサービス業を
営む店舗

七
十　自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教
室その他これらに類するもの

八
十　工場
九
十　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い
の用に供するもの

十
二　自動車の停留又は駐車のための施設
一
二　公衆便所

二
二　公共用歩廊

【特別特定建築物】
第５条　法第２条第十九号の政令で定める特定建築
物は、次に掲げるものとする。

一　小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等
教育学校（前期課程に係るものに限る。）で
公立のもの（第 23 条及び第 25 条第３項第一
号において「公立小学校等」という。）又は
特別支援学校

二　病院又は診療所
三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四　集会場又は公会堂
五　展示場
六　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営
む店舗

七　ホテル又は旅館
八　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が
利用する官公署

九　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類す
るもの（主として高齢者、障害者等が利用す
るものに限る。）

十　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害
者福祉センターその他これらに類するもの

一
十　体育館（一般公共の用に供されるものに限
る。）、水泳場（一般公共の用に供されるもの
に限る。）若しくはボーリング場又は遊技場

二
十　博物館、美術館又は図書館
三
十　公衆浴場
四
十　飲食店
五
十　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装
屋、銀行その他これらに類するサービス業を
営む店舗

六
十　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い
の用に供するもの

七
十　自動車の停留又は駐車のための施設（一般公
共の用に供されるものに限る。）

八
十　公衆便所
九
十　公共用歩廊

■関連【特別特定建築物の基準適合義務等】法１４条�➡５８５ 

【建築物特定施設】
第６条　法第２条第二十号の政令で定める施設は、
次に掲げるものとする。

一　出入口
二　廊下その他これに類するもの（以下「廊下等」

第 ４条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（抄）
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という。）
三　階段（その踊場を含む。以下同じ。）
四　傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）
五　エレベーターその他の昇降機
六　便所
七　ホテル又は旅館の客室
八　敷地内の通路
九　駐車場
十　その他国土交通省令で定める施設

▪省令【建築物特定施設】規則３条�➡６0６ 

【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
第７条　法第２条第二十二号ただし書の政令で定め
る建築物のうち建築基準法第 97 条の２第１項
の規定により建築主事を置く市町村の区域内の
ものは、同法第６条第１項第四号に掲げる建築
物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変
更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び
条例の規定により都道府県知事の許可を必要と
するものを除く。）以外の建築物とする。

２	 法第２条第二十二号ただし書の政令で定める建
築物のうち建築基準法第 97 条の３第１項の規
定により建築主事を置く特別区の区域内のも
のは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建
築物にあっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第 252 条の 17 の２第１項の規定により同号に
規定する処分に関する事務を特別区が処理する
こととされた場合における当該建築物を除く。）
とする。
一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）第２条第１項第四号の延べ面積をいう。
第 26 条において同じ。）が１万㎡を超える建
築物

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、建築基準法第 51 条（同法第 87 条
第２項及び第３項において準用する場合を含
み、市町村都市計画審議会が置かれている特
別区にあっては、卸売市場に係る部分に限
る。）の規定又は同法以外の法律若しくはこ
れに基づく命令若しくは条例の規定により都
知事の許可を必要とする建築物

【基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模】
第９条　法第 14 条第１項の政令で定める規模は、
床面積（増築若しくは改築又は用途の変更の場
合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途
の変更に係る部分の床面積。次条第２項におい

て同じ。）の合計 2,000㎡（第５条第十八号に掲
げる公衆便所（次条第２項において「公衆便所」
という。）にあっては、50㎡）とする。

【建築物移動等円滑化基準】
第 10 条　法第 14 条第１項の政令で定める建築物
特定施設の構造及び配置に関する基準（次項に
規定する特別特定建築物に係るものを除く。）
は、次条から第 24 条までに定めるところによ
る。

２	 法第 14 条第３項の規定により地方公共団体が
条例で同条第１項の建築の規模を床面積の合計
500㎡未満で定めた場合における床面積の合計
が 500㎡未満の当該建築に係る特別特定建築物
（公衆便所を除き、同条第３項の条例で定める
特定建築物を含む。第 25 条において「条例対
象小規模特別特定建築物」という。）について
の法第 14 条第１項の政令で定める建築物特定
施設の構造及び配置に関する基準は、第 19 条
及び第 25 条に定めるところによる。

【廊下等】
第 11 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次
に掲げるものでなければならない。

一　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

二　階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに
併設するものに限る。）の上端に近接する廊
下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として視覚障害者が利用するものに限
る。）には、視覚障害者に対し段差又は傾斜
の存在の警告を行うために、点状ブロック等
（床面に敷設されるブロックその他これに類
するものであって、点状の突起が設けられて
おり、かつ、周囲の床面との色の明度、色相
又は彩度の差が大きいことにより容易に識別
できるものをいう。以下同じ。）を敷設する
こと。ただし、視覚障害者の利用上支障がな
いものとして国土交通大臣が定める場合は、
この限りでない。

【階段】
第 12 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する階段は、次に
掲げるものでなければならない。

一　踊場を除き、手すりを設けること。
二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（抄）●　第 ７条
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上げること。
三　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、
色相又は彩度の差が大きいことにより段を容
易に識別できるものとすること。

四　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな
るものを設けない構造とすること。

五　段がある部分の上端に近接する踊場の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するものに限る。）には、
視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ
ロック等を敷設すること。ただし、視覚障害
者の利用上支障がないものとして国土交通大
臣が定める場合は、この限りでない。

六　主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、
回り階段以外の階段を設ける空間を確保する
ことが困難であるときは、この限りでない。

【階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路】
第 13 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階段
に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、
次に掲げるものでなければならない。
一　勾配が　	を超え、又は高さが 16㎝を超える
傾斜がある部分には、手すりを設けること。

二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

三　その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことによりその存在を容易に
識別できるものとすること。

四　傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するものに限る。）には、
視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ
ロック等を敷設すること。ただし、視覚障害
者の利用上支障がないものとして国土交通大
臣が定める場合は、この限りでない。

【便所】
第 14 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する便所を設ける
場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用
の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次
に掲げるものでなければならない。
一　便所内に、車椅子を使用している者（以下「車
椅子使用者」という。）が円滑に利用するこ
とができるものとして国土交通大臣が定める
構造の便房（以下「車椅子使用者用便房」と

1
12

いう。）を１以上設けること。
二　便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用す
ることができる構造の水洗器具を設けた便房
を１以上設けること。

２	 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高
齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある
便所を設ける場合には、そのうち１以上に、床
置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ
が 35㎝以下のものに限る。）その他これらに類
する小便器を１以上設けなければならない。

【ホテル又は旅館の客室】
第 15 条　ホテル又は旅館には、客室の総数が 50
以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用でき
る客室（以下「車椅子使用者用客室」という。）
を客室の総数に　	を乗じて得た数（その数に
１未満の端数があるときは、その端数を切り上
げた数）以上設けなければならない。

２	 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなけ
ればならない。

一　便所は、次に掲げるものであること。ただし、
当該客室が設けられている階に不特定かつ多
数の者が利用する便所（車椅子使用者用便房
が設けられたものに限る。）が１以上（男子
用及び女子用の区別があるときは、それぞれ
１以上）設けられている場合は、この限りで
ない。

イ　便所内に車椅子使用者用便房を設けるこ
と。

ロ　車椅子使用者用便房及び当該便房が設けら
れている便所の出入口は、次に掲げるもの
であること。

⑴　幅は、80㎝以上とすること。
⑵　戸を設ける場合には、自動的に開閉する
構造その他の車椅子使用者が容易に開閉
して通過できる構造とし、かつ、その前
後に高低差がないこと。

二　浴室又はシャワー室（以下この号において「浴
室等」という。）は、次に掲げるものである
こと。ただし、当該客室が設けられている建
築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等
（次に掲げるものに限る。）が１以上（男子用
及び女子用の区別があるときは、それぞれ１
以上）設けられている場合は、この限りでな
い。

イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ

1
100
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上げること。
三　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、
色相又は彩度の差が大きいことにより段を容
易に識別できるものとすること。

四　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな
るものを設けない構造とすること。

五　段がある部分の上端に近接する踊場の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するものに限る。）には、
視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ
ロック等を敷設すること。ただし、視覚障害
者の利用上支障がないものとして国土交通大
臣が定める場合は、この限りでない。

六　主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、
回り階段以外の階段を設ける空間を確保する
ことが困難であるときは、この限りでない。

【階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路】
第 13 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階段
に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、
次に掲げるものでなければならない。

一　勾配が　	を超え、又は高さが 16㎝を超える
傾斜がある部分には、手すりを設けること。

二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

三　その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことによりその存在を容易に
識別できるものとすること。

四　傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するものに限る。）には、
視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ
ロック等を敷設すること。ただし、視覚障害
者の利用上支障がないものとして国土交通大
臣が定める場合は、この限りでない。

【便所】
第 14 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する便所を設ける
場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用
の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次
に掲げるものでなければならない。

一　便所内に、車椅子を使用している者（以下「車
椅子使用者」という。）が円滑に利用するこ
とができるものとして国土交通大臣が定める
構造の便房（以下「車椅子使用者用便房」と

1
12

いう。）を１以上設けること。
二　便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用す
ることができる構造の水洗器具を設けた便房
を１以上設けること。

２	 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高
齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある
便所を設ける場合には、そのうち１以上に、床
置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ
が 35㎝以下のものに限る。）その他これらに類
する小便器を１以上設けなければならない。

【ホテル又は旅館の客室】
第 15 条　ホテル又は旅館には、客室の総数が 50
以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用でき
る客室（以下「車椅子使用者用客室」という。）
を客室の総数に　	を乗じて得た数（その数に
１未満の端数があるときは、その端数を切り上
げた数）以上設けなければならない。

２	 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなけ
ればならない。

一　便所は、次に掲げるものであること。ただし、
当該客室が設けられている階に不特定かつ多
数の者が利用する便所（車椅子使用者用便房
が設けられたものに限る。）が１以上（男子
用及び女子用の区別があるときは、それぞれ
１以上）設けられている場合は、この限りで
ない。

イ　便所内に車椅子使用者用便房を設けるこ
と。

ロ　車椅子使用者用便房及び当該便房が設けら
れている便所の出入口は、次に掲げるもの
であること。

⑴　幅は、80㎝以上とすること。
⑵　戸を設ける場合には、自動的に開閉する
構造その他の車椅子使用者が容易に開閉
して通過できる構造とし、かつ、その前
後に高低差がないこと。

二　浴室又はシャワー室（以下この号において「浴
室等」という。）は、次に掲げるものである
こと。ただし、当該客室が設けられている建
築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等
（次に掲げるものに限る。）が１以上（男子用
及び女子用の区別があるときは、それぞれ１
以上）設けられている場合は、この限りでな
い。

イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ

1
100

第 13 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（抄）

601バリアフリー法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

るものとして国土交通大臣が定める構造で
あること。

ロ　出入口は、前号ロに掲げるものであること。
【敷地内の通路】
第 16 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路
は、次に掲げるものでなければならない。
一　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

二　段がある部分は、次に掲げるものであること。
イ　手すりを設けること。
ロ　踏面の端部とその周囲の部分との色の明
度、色相又は彩度の差が大きいことにより
段を容易に識別できるものとすること。

ハ　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因と
なるものを設けない構造とすること。

三　傾斜路は、次に掲げるものであること。
イ　勾配が　	を超え、又は高さが 16㎝を超え、
かつ、勾配が　	を超える傾斜がある部分
には、手すりを設けること。

ロ　その前後の通路との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことによりその存在を容易
に識別できるものとすること。

【駐車場】
第 17 条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して高齢者、障害者等が利用する駐車場を設け
る場合には、そのうち１以上に、車椅子使用者
が円滑に利用することができる駐車施設（以下
「車椅子使用者用駐車施設」という。）を１以上
設けなければならない。

２	 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるもので
なければならない。
一　幅は、350㎝以上とすること。
二　次条第１項第三号に定める経路の長さができ
るだけ短くなる位置に設けること。

【移動等円滑化経路】
第 18 条　次に掲げる場合には、それぞれ当該各号
に定める経路のうち１以上（第四号に掲げる場
合にあっては、その全て）を、高齢者、障害者
等が円滑に利用できる経路（以下この条及び第
25 条第１項において「移動等円滑化経路」と
いう。）にしなければならない。
一　建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又
は主として高齢者、障害者等が利用する居室
（以下「利用居室」という。）�を設ける場合　

1
12

1
20

　　道又は公園、広場その他の空地（以下「道
等」という。）から当該利用居室までの経路
（直接地上へ通ずる出入口のある階（以下こ
の条において「地上階」という。）又はその
直上階若しくは直下階のみに利用居室を設け
る場合にあっては、当該地上階とその直上階
又は直下階との間の上下の移動に係る部分を
除く。）

二　建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房
（車椅子使用者用客室に設けられるものを除
く。以下同じ。）�を設ける場合　　利用居室（当
該建築物に利用居室が設けられていないとき
は、道等。次号において同じ。）から当該車
椅子使用者用便房までの経路

三　建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施
設を設ける場合　　当該車椅子使用者用駐車
施設から利用居室までの経路

四　建築物が公共用歩廊である場合　　その一方
の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、そ
の他方の側の道等までの経路（当該公共用歩
廊又はその敷地にある部分に限る。）

２	 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなけれ
ばならない。

一　当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設け
ないこと。ただし、傾斜路又はエレベーター
その他の昇降機を併設する場合は、この限り
でない。

二　当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、
次に掲げるものであること。

イ　幅は、80㎝以上とすること。
ロ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高
低差がないこと。

三　当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、
第 11 条の規定によるほか、次に掲げるもの
であること。

イ　幅は、120㎝以上とすること。
ロ　50 ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がな
い場所を設けること。

ハ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高
低差がないこと。

四　当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（抄）●　第 16 条
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段に代わり、又はこれに併設するものに限
る。）は、第 13 条の規定によるほか、次に掲
げるものであること。
イ　幅は、階段に代わるものにあっては 120㎝
以上、階段に併設するものにあっては 90
㎝以上とすること。

ロ　勾配は、　	を超えないこと。ただし、高さ
が 16㎝以下のものにあっては、　	を超え
ないこと。

ハ　高さが 75㎝を超えるものにあっては、高
さ 75㎝以内ごとに踏幅が 150㎝以上の踊場
を設けること。

五　当該移動等円滑化経路を構成するエレベー
ター（次号に規定するものを除く。以下この
号において同じ。）及びその乗降ロビーは、
次に掲げるものであること。
イ　籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下こ
の号において同じ。）は、利用居室、車椅
子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施
設がある階及び地上階に停止すること。

ロ　籠及び昇降路の出入口の幅は、80㎝以上と
すること。

ハ　籠の奥行きは、135㎝以上とすること。
ニ　乗降ロビーは、高低差がないものとし、そ
の幅及び奥行きは、150㎝以上とすること。

ホ　籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が
利用しやすい位置に制御装置を設けるこ
と。

ヘ　籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現
在位置を表示する装置を設けること。

ト　乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表
示する装置を設けること。

チ　不特定かつ多数の者が利用する建築物（床
面積の合計が 2,000㎡以上の建築物に限
る。）の移動等円滑化経路を構成するエレ
ベーターにあっては、イからハまで、ホ及
びヘに定めるもののほか、次に掲げるもの
であること。
⑴　籠の幅は、140㎝以上とすること。
⑵　籠は、車椅子の転回に支障がない構造と
すること。

リ　不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するエレベーター及び
乗降ロビーにあっては、イからチまでに定
めるもののほか、次に掲げるものであるこ

1
12

1
8

と。ただし、視覚障害者の利用上支障がな
いものとして国土交通大臣が定める場合
は、この限りでない。

⑴　籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇
降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知
らせる装置を設けること。

⑵　籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置
（車椅子使用者が利用しやすい位置及び
その他の位置に制御装置を設ける場合に
あっては、当該その他の位置に設けるも
のに限る。）は、点字その他国土交通大
臣が定める方法により視覚障害者が円滑
に操作することができる構造とするこ
と。

⑶　籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇
降方向を音声により知らせる装置を設け
ること。

六　当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大
臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレ
ベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が
円滑に利用することができるものとして国土
交通大臣が定める構造とすること。

七　当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通
路は、第 16 条の規定によるほか、次に掲げ
るものであること。

イ　幅は、120㎝以上とすること。
ロ　50 ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がな
い場所を設けること。

ハ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高
低差がないこと。

ニ　傾斜路は、次に掲げるものであること。
⑴　幅は、段に代わるものにあっては 120㎝
以上、段に併設するものにあっては 90
㎝以上とすること。

⑵　勾配は、　	を超えないこと。ただし、高
さが 16㎝以下のものにあっては、　	を
超えないこと。

⑶　高さが 75㎝を超えるもの（勾配が　	を
超えるものに限る。）にあっては、高さ
75㎝以内ごとに踏幅が 150㎝以上の踊場
を設けること。

３	 第１項第一号に定める経路を構成する敷地内の
通路が地形の特殊性により前項第七号の規定に

1
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20
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段に代わり、又はこれに併設するものに限
る。）は、第 13 条の規定によるほか、次に掲
げるものであること。

イ　幅は、階段に代わるものにあっては 120㎝
以上、階段に併設するものにあっては 90
㎝以上とすること。

ロ　勾配は、　	を超えないこと。ただし、高さ
が 16㎝以下のものにあっては、　	を超え
ないこと。

ハ　高さが 75㎝を超えるものにあっては、高
さ 75㎝以内ごとに踏幅が 150㎝以上の踊場
を設けること。

五　当該移動等円滑化経路を構成するエレベー
ター（次号に規定するものを除く。以下この
号において同じ。）及びその乗降ロビーは、
次に掲げるものであること。

イ　籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下こ
の号において同じ。）は、利用居室、車椅
子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施
設がある階及び地上階に停止すること。

ロ　籠及び昇降路の出入口の幅は、80㎝以上と
すること。

ハ　籠の奥行きは、135㎝以上とすること。
ニ　乗降ロビーは、高低差がないものとし、そ
の幅及び奥行きは、150㎝以上とすること。

ホ　籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が
利用しやすい位置に制御装置を設けるこ
と。

ヘ　籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現
在位置を表示する装置を設けること。

ト　乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表
示する装置を設けること。

チ　不特定かつ多数の者が利用する建築物（床
面積の合計が 2,000㎡以上の建築物に限
る。）の移動等円滑化経路を構成するエレ
ベーターにあっては、イからハまで、ホ及
びヘに定めるもののほか、次に掲げるもの
であること。

⑴　籠の幅は、140㎝以上とすること。
⑵　籠は、車椅子の転回に支障がない構造と
すること。

リ　不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するエレベーター及び
乗降ロビーにあっては、イからチまでに定
めるもののほか、次に掲げるものであるこ
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と。ただし、視覚障害者の利用上支障がな
いものとして国土交通大臣が定める場合
は、この限りでない。

⑴　籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇
降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知
らせる装置を設けること。

⑵　籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置
（車椅子使用者が利用しやすい位置及び
その他の位置に制御装置を設ける場合に
あっては、当該その他の位置に設けるも
のに限る。）は、点字その他国土交通大
臣が定める方法により視覚障害者が円滑
に操作することができる構造とするこ
と。

⑶　籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇
降方向を音声により知らせる装置を設け
ること。

六　当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大
臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレ
ベーターその他の昇降機は、車椅子使用者が
円滑に利用することができるものとして国土
交通大臣が定める構造とすること。

七　当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通
路は、第 16 条の規定によるほか、次に掲げ
るものであること。

イ　幅は、120㎝以上とすること。
ロ　50 ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障がな
い場所を設けること。

ハ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高
低差がないこと。

ニ　傾斜路は、次に掲げるものであること。
⑴　幅は、段に代わるものにあっては 120㎝
以上、段に併設するものにあっては 90
㎝以上とすること。

⑵　勾配は、　	を超えないこと。ただし、高
さが 16㎝以下のものにあっては、　	を
超えないこと。

⑶　高さが 75㎝を超えるもの（勾配が　	を
超えるものに限る。）にあっては、高さ
75㎝以内ごとに踏幅が 150㎝以上の踊場
を設けること。

３	 第１項第一号に定める経路を構成する敷地内の
通路が地形の特殊性により前項第七号の規定に
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よることが困難である場合における前２項の規
定の適用については、第１項第一号中「道又は
公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）」
とあるのは、「当該建築物の車寄せ」とする。

【標識】
第 19 条　移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近
には、国土交通省令で定めるところにより、そ
れぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便
所又は駐車施設があることを表示する標識を設
けなければならない。

【案内設備】
第 20 条　建築物又はその敷地には、当該建築物又
はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた
エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施
設の配置を表示した案内板その他の設備を設け
なければならない。ただし、当該エレベーター
その他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容
易に視認できる場合は、この限りでない。

２	 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその
敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレ
ベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字
その他国土交通大臣が定める方法により視覚障
害者に示すための設備を設けなければならな
い。

３	 案内所を設ける場合には、前２項の規定は適用
しない。

【案内設備までの経路】
第 21 条　道等から前条第２項の規定による設備又
は同条第３項の規定による案内所までの経路
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として
視覚障害者が利用するものに限る。）は、その
うち１以上を、視覚障害者が円滑に利用できる
経路（以下この条において「視覚障害者移動等
円滑化経路」という。）にしなければならない。
ただし、視覚障害者の利用上支障がないものと
して国土交通大臣が定める場合は、この限りで
ない。

２	 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるも
のでなければならない。
一　当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障
害者の誘導を行うために、線状ブロック等（床
面に敷設されるブロックその他これに類する
ものであって、線状の突起が設けられており、
かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩

度の差が大きいことにより容易に識別できる
ものをいう。）及び点状ブロック等を適切に
組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法
により視覚障害者を誘導する設備を設けるこ
と。ただし、進行方向を変更する必要がない
風除室内においては、この限りでない。

二　当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する
敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障
害者に対し警告を行うために、点状ブロック
等を敷設すること。

イ　車路に近接する部分
ロ　段がある部分又は傾斜がある部分の上端に
近接する部分（視覚障害者の利用上支障が
ないものとして国土交通大臣が定める部分
を除く。）

【増築等に関する適用範囲】
第 22 条　建築物の増築又は改築（用途の変更をし
て特別特定建築物にすることを含む。第一号に
おいて「増築等」という。）をする場合には、
第 11 条から前条までの規定は、次に掲げる建
築物の部分に限り、適用する。

一　当該増築等に係る部分
二　道等から前号に掲げる部分にある利用居室ま
での１以上の経路を構成する出入口、廊下等、
階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機
及び敷地内の通路

三　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として
高齢者、障害者等が利用する便所

四　第一号に掲げる部分にある利用居室（当該部
分に利用居室が設けられていないときは、道
等）から車椅子使用者用便房（前号に掲げる
便所に設けられるものに限る。）までの１以
上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、
傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷
地内の通路

五　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として
高齢者、障害者等が利用する駐車場

六　車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車
場に設けられるものに限る。）から第一号に
掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用
居室が設けられていないときは、道等）まで
の１以上の経路を構成する出入口、廊下等、
階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機
及び敷地内の通路

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（抄）●　第 19 条
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【公立小学校等に関する読替え】
第 23 条　公立小学校等についての第 11 条から第
14 条まで、第 16 条、第 17 条第１項、第 18 条
第１項及び前条の規定（次条において「読替え
対象規定」という。）の適用については、これ
らの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又
は主として高齢者、障害者等が利用する」とあ
るのは「多数の者が利用する」と、前条中「特
別特定建築物」とあるのは「第５条第一号に規
定する公立小学校等」とする。

【条例で定める特定建築物に関する読替え】
第 24 条　法第 14 条第３項の規定により特別特定
建築物に条例で定める特定建築物を追加した場
合における読替え対象規定の適用については、
読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」
とあるのは「多数の者が利用する」と、第 22
条中「特別特定建築物」とあるのは「法第 14
条第３項の条例で定める特定建築物」とする。

【条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化
基準】
第 25 条　条例対象小規模特別特定建築物の移動等
円滑化経路については、第 18 条の規定を準用
する。この場合において、同条第１項中「次に」
とあるのは「第一号又は第四号に」と、同条第
２項第三号中「第 11 条の規定によるほか、」と
あるのは「第 11 条各号及び」と、同号イ及び
第七号イ中「120cm」とあり、同項第四号イ中「階
段に代わるものにあっては 120cm 以上、階段
に併設するものにあっては 90cm」とあり、並
びに同項第七号ニ⑴中「段に代わるものにあっ
ては 120cm 以上、段に併設するものにあって
は 90cm」とあるのは「90cm」と、同項第四号
中「第 13 条の規定によるほか、」とあるのは「第
13 条各号及び」と、同項第七号中「第 16 条の
規定によるほか、」とあるのは「第 16 条各号及
び」と読み替えるものとする。

２	 建築物の増築又は改築（用途の変更をして条例
対象小規模特別特定建築物にすることを含む。
以下この項において「増築等」という。）をす
る場合には、第 19 条及び前項の規定は、当該
増築等に係る部分（当該部分に道等に接する出
入口がある場合に限る。）に限り、適用する。

３	 条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げ
るものについての第１項において読み替えて準

用する第 18 条の規定の適用については、同条
第１項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障害者等が利用する」と
あるのは、「多数の者が利用する」とする。

一　公立小学校等
二　法第 14 条第３項の条例で定める特定建築物

【認定特定建築物等の容積率の特例】
第 26 条　法第 19 条（法第 22 条の２第５項におい
て準用する場合を含む。）の政令で定める床面
積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延
べ面積の　	を限度として、当該認定特定建築
物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の
協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建
築物の建築物特定施設の床面積を超えることと
なるものとして国土交通大臣が定めるものとす
る。

【移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為】
第 27 条　法第 24 条の６第１項の政令で定める行
為は、次に掲げるもの（法第 28 条第１項の公
共交通特定事業又は法第 31 条第１項の道路特
定事業の施行として行うものを除く。）とする。

一　生活関連施設である旅客施設（以下この条に
おいて「生活関連旅客施設」という。）の建
設又は改良であって、当該生活関連旅客施設
における車両等の乗降口と次のイ若しくはロ
に掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接
するものとの間の経路又は高齢者、障害者等
の円滑な利用に適するものとして国土交通省
令で定める経路を構成する出入口の新設又は
構造若しくは配置の変更を伴うもの

イ　他の生活関連旅客施設
ロ　生活関連経路を構成する一般交通用施設
（移動等円滑化の促進の必要性その他の事
情を勘案して国土交通省令で定めるものに
限る。）

二　生活関連経路を構成する道路法による道路の
うち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路
に接するものの高齢者、障害者等による円滑
な利用を確保するため必要があると認めて市
町村が国土交通省令で定めるところにより指
定する部分の新設、改築又は修繕

イ　生活関連旅客施設
ロ　生活関連経路を構成する一般交通用施設
（移動等円滑化の促進の必要性その他の事
情を勘案して国土交通省令で定めるものに

1
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【公立小学校等に関する読替え】
第 23 条　公立小学校等についての第 11 条から第
14 条まで、第 16 条、第 17 条第１項、第 18 条
第１項及び前条の規定（次条において「読替え
対象規定」という。）の適用については、これ
らの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又
は主として高齢者、障害者等が利用する」とあ
るのは「多数の者が利用する」と、前条中「特
別特定建築物」とあるのは「第５条第一号に規
定する公立小学校等」とする。

【条例で定める特定建築物に関する読替え】
第 24 条　法第 14 条第３項の規定により特別特定
建築物に条例で定める特定建築物を追加した場
合における読替え対象規定の適用については、
読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」
とあるのは「多数の者が利用する」と、第 22
条中「特別特定建築物」とあるのは「法第 14
条第３項の条例で定める特定建築物」とする。

【条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化
基準】
第 25 条　条例対象小規模特別特定建築物の移動等
円滑化経路については、第 18 条の規定を準用
する。この場合において、同条第１項中「次に」
とあるのは「第一号又は第四号に」と、同条第
２項第三号中「第 11 条の規定によるほか、」と
あるのは「第 11 条各号及び」と、同号イ及び
第七号イ中「120cm」とあり、同項第四号イ中「階
段に代わるものにあっては 120cm 以上、階段
に併設するものにあっては 90cm」とあり、並
びに同項第七号ニ⑴中「段に代わるものにあっ
ては 120cm 以上、段に併設するものにあって
は 90cm」とあるのは「90cm」と、同項第四号
中「第 13 条の規定によるほか、」とあるのは「第
13 条各号及び」と、同項第七号中「第 16 条の
規定によるほか、」とあるのは「第 16 条各号及
び」と読み替えるものとする。

２	 建築物の増築又は改築（用途の変更をして条例
対象小規模特別特定建築物にすることを含む。
以下この項において「増築等」という。）をす
る場合には、第 19 条及び前項の規定は、当該
増築等に係る部分（当該部分に道等に接する出
入口がある場合に限る。）に限り、適用する。

３	 条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げ
るものについての第１項において読み替えて準

用する第 18 条の規定の適用については、同条
第１項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として高齢者、障害者等が利用する」と
あるのは、「多数の者が利用する」とする。

一　公立小学校等
二　法第 14 条第３項の条例で定める特定建築物

【認定特定建築物等の容積率の特例】
第 26 条　法第 19 条（法第 22 条の２第５項におい
て準用する場合を含む。）の政令で定める床面
積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延
べ面積の　	を限度として、当該認定特定建築
物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の
協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建
築物の建築物特定施設の床面積を超えることと
なるものとして国土交通大臣が定めるものとす
る。

【移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為】
第 27 条　法第 24 条の６第１項の政令で定める行
為は、次に掲げるもの（法第 28 条第１項の公
共交通特定事業又は法第 31 条第１項の道路特
定事業の施行として行うものを除く。）とする。

一　生活関連施設である旅客施設（以下この条に
おいて「生活関連旅客施設」という。）の建
設又は改良であって、当該生活関連旅客施設
における車両等の乗降口と次のイ若しくはロ
に掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接
するものとの間の経路又は高齢者、障害者等
の円滑な利用に適するものとして国土交通省
令で定める経路を構成する出入口の新設又は
構造若しくは配置の変更を伴うもの

イ　他の生活関連旅客施設
ロ　生活関連経路を構成する一般交通用施設
（移動等円滑化の促進の必要性その他の事
情を勘案して国土交通省令で定めるものに
限る。）

二　生活関連経路を構成する道路法による道路の
うち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路
に接するものの高齢者、障害者等による円滑
な利用を確保するため必要があると認めて市
町村が国土交通省令で定めるところにより指
定する部分の新設、改築又は修繕

イ　生活関連旅客施設
ロ　生活関連経路を構成する一般交通用施設
（移動等円滑化の促進の必要性その他の事
情を勘案して国土交通省令で定めるものに

1
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限る。）
【保留地において生活関連施設等を設置する者】
第 29 条　法第 39 条第１項の政令で定める者は、
国（国の全額出資に係る法人を含む。）又は地
方公共団体が資本金、基本金その他これらに準
ずるものの　	以上を出資している法人とする。

【生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価
に相当する金額の交付基準】
第 30 条　法第 39 条第３項の規定により交付すべ
き額は、処分された保留地の対価に相当する金
額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の
総額で除して得た数値を土地区画整理法（昭和29
年法律第119号）第 103 条第４項の規定による公告
があった日における従前の宅地又はその宅地に
ついて存した地上権、永小作権、賃借権その他
の宅地を使用し、若しくは収益することができ
る権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗
じて得た額とする。

【報告及び立入検査】
第 31 条　所管行政庁は、法第 53 条第３項の規定
により、法第 14 条第１項の政令で定める規模
（同条第３項の条例で別に定める規模があると
きは、当該別に定める規模。以下この項におい
て同じ。）以上の特別特定建築物（同条第３項
の条例で定める特定建築物を含む。以下この項
において同じ。）の建築（用途の変更をして特
別特定建築物にすることを含む。）若しくは維
持保全をする建築主等に対し、当該特別特定建
築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動
等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事
項を含む。次項において同じ。）への適合に関
する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、
同条第１項の政令で定める規模以上の特別特定
建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該
特別特定建築物の建築物特定施設及びこれに使
用する建築材料並びに設計図書その他の関係書
類を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ
とができる。

２	 所管行政庁は、法第 53 条第３項の規定により、
法第 35 条第１項の規定に基づき建築物特定事
業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特
定事業が実施されるべき特定建築物につき、当
該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適
合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職
員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に

1
2

立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及
びこれに使用する建築材料並びに設計図書その
他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質
問させることができる。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（抄）●　第 29 条

線引きはありません
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律施行規則（抄）

平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 110 号

最終改正：令和４年３月 31 日国土交通省令第 30 号

【法第２条第四号の主務省令で定める施設又は設備】
第１条　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（以下「法」という。）第２条第
四号の主務省令で定める施設又は設備は、次の
とおりとする。
一　次に掲げる便所又は便房であって、移動等円
滑化の措置がとられたもの
イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ
る構造の便所又は便房

ロ　高齢者、障害者等が円滑に利用することが
できる構造の水洗器具を設けた便所又は便
房

二　次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、
移動等円滑化の措置がとられたもの
イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ
る駐車施設

ロ　車椅子使用者が円滑に利用することができ
る停車施設

三　次に掲げるエレベーター
イ　移動等円滑化された経路（移動等円滑化の
ために必要な旅客施設又は車両等の構造及
び設備並びに旅客施設及び車両等を使用し
た役務の提供の方法に関する基準を定める
省令（平成 18 年国土交通省令第百十一号。
以下「公共交通移動等円滑化基準省令」と
いう。）第４条第１項に規定する移動等円
滑化された経路をいう。以下同じ。）又は
乗継ぎ経路（同条第 11 項に規定する乗継
ぎ経路をいう。）を構成するエレベーター

ロ　旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設
と一体的に利用される他の施設のエレベー
ター（公共交通移動等円滑化基準省令第４
条第３項前段の規定が適用される場合に限
る。）

四　次に掲げる車椅子スペース（公共交通移動等
円滑化基準省令第２条第１項第五号に規定す
る車椅子スペースをいう。以下この号におい
て同じ。）
イ　鉄道車両（公共交通移動等円滑化基準省令

第２条第１項第十一号に規定する鉄道車両
をいう。以下同じ。）又は軌道車両（同項
第十二号に規定する軌道車両をいう。以下
同じ。）の客室に設けられた車椅子スペー
ス

ロ　乗合バス車両（公共交通移動等円滑化基準
省令第２条第１項第十三号に規定する乗合
バス車両をいう。以下同じ。）又は貸切バ
ス車両（同項第十三号の二に規定する貸切
バス車両をいう。以下同じ。）に設けられ
た車椅子スペース

ハ　船舶（公共交通移動等円滑化基準省令第２
条第１項第十五号に規定する船舶をいう。
以下同じ。）に設けられた車椅子スペース

五　次に掲げる優先席（公共交通移動等円滑化基
準省令第２条第１項第五号の二に規定する優
先席をいう。以下この号において同じ。）又
は基準適合客席（公共交通移動等円滑化基準
省令第 51 条第１項に規定する基準適合客席
をいう。ニにおいて同じ。）

イ　旅客施設の高齢者、障害者等の休憩の用に
供する設備に設けられた優先席

ロ　鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた
優先席

ハ　乗合バス車両に設けられた優先席
ニ　船舶に設けられた基準適合客席

【建築物特定施設】
第３条　令第６条第十号の国土交通省令で定める施
設は、次に掲げるものとする。

一　劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は
公会堂（以下「劇場等」という。）の客席

二　浴室又はシャワー室（以下「浴室等」という。）
【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請】
第８条　法第 17 条第１項の規定により認定の申請
をしようとする者は、第３号様式による申請書
の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図
書を添えて、これらを所管行政庁に提出するも
のとする。

第 1条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）



606 バリアフリー法施行規則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律施行規則（抄）

平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 110 号

最終改正：令和４年３月 31 日国土交通省令第 30 号

【法第２条第四号の主務省令で定める施設又は設備】
第１条　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（以下「法」という。）第２条第
四号の主務省令で定める施設又は設備は、次の
とおりとする。

一　次に掲げる便所又は便房であって、移動等円
滑化の措置がとられたもの

イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ
る構造の便所又は便房

ロ　高齢者、障害者等が円滑に利用することが
できる構造の水洗器具を設けた便所又は便
房

二　次に掲げる駐車施設又は停車施設であって、
移動等円滑化の措置がとられたもの

イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ
る駐車施設

ロ　車椅子使用者が円滑に利用することができ
る停車施設

三　次に掲げるエレベーター
イ　移動等円滑化された経路（移動等円滑化の
ために必要な旅客施設又は車両等の構造及
び設備並びに旅客施設及び車両等を使用し
た役務の提供の方法に関する基準を定める
省令（平成 18 年国土交通省令第百十一号。
以下「公共交通移動等円滑化基準省令」と
いう。）第４条第１項に規定する移動等円
滑化された経路をいう。以下同じ。）又は
乗継ぎ経路（同条第 11 項に規定する乗継
ぎ経路をいう。）を構成するエレベーター

ロ　旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設
と一体的に利用される他の施設のエレベー
ター（公共交通移動等円滑化基準省令第４
条第３項前段の規定が適用される場合に限
る。）

四　次に掲げる車椅子スペース（公共交通移動等
円滑化基準省令第２条第１項第五号に規定す
る車椅子スペースをいう。以下この号におい
て同じ。）

イ　鉄道車両（公共交通移動等円滑化基準省令

第２条第１項第十一号に規定する鉄道車両
をいう。以下同じ。）又は軌道車両（同項
第十二号に規定する軌道車両をいう。以下
同じ。）の客室に設けられた車椅子スペー
ス

ロ　乗合バス車両（公共交通移動等円滑化基準
省令第２条第１項第十三号に規定する乗合
バス車両をいう。以下同じ。）又は貸切バ
ス車両（同項第十三号の二に規定する貸切
バス車両をいう。以下同じ。）に設けられ
た車椅子スペース

ハ　船舶（公共交通移動等円滑化基準省令第２
条第１項第十五号に規定する船舶をいう。
以下同じ。）に設けられた車椅子スペース

五　次に掲げる優先席（公共交通移動等円滑化基
準省令第２条第１項第五号の二に規定する優
先席をいう。以下この号において同じ。）又
は基準適合客席（公共交通移動等円滑化基準
省令第 51 条第１項に規定する基準適合客席
をいう。ニにおいて同じ。）

イ　旅客施設の高齢者、障害者等の休憩の用に
供する設備に設けられた優先席

ロ　鉄道車両又は軌道車両の客室に設けられた
優先席

ハ　乗合バス車両に設けられた優先席
ニ　船舶に設けられた基準適合客席

【建築物特定施設】
第３条　令第６条第十号の国土交通省令で定める施
設は、次に掲げるものとする。

一　劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は
公会堂（以下「劇場等」という。）の客席

二　浴室又はシャワー室（以下「浴室等」という。）
【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請】
第８条　法第 17 条第１項の規定により認定の申請
をしようとする者は、第３号様式による申請書
の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図
書を添えて、これらを所管行政庁に提出するも
のとする。

第 1条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）
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図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の
高低、敷地の接する道等の位置、
特定建築物及びその出入口の位
置、特殊な構造又は使用形態の
エレベーターその他の昇降機の
位置、敷地内の通路の位置及び
幅（当該通路が段又は傾斜路若
しくはその踊場を有する場合に
あっては、それらの位置及び幅を
含む。）、敷地内の通路に設けられ
る手すり並びに令第11条第二号
に規定する点状ブロック等（以下
単に「点状ブロック等」という。）
及び令第21条第２項第一号に規
定する線状ブロック等（以下単に
「線状ブロック等」という。）の位
置、敷地内の車路及び車寄せの位
置、駐車場の位置、車椅子使用者
用駐車施設の位置及び幅並びに
案内設備の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、床
の高低、特定建築物の出入口及び
各室の出入口の位置及び幅、出入
口に設けられる戸の開閉の方法、
廊下等の位置及び幅、廊下等に設
けられる点状ブロック等及び線
状ブロック等、高齢者、障害者等
の休憩の用に供する設備並びに
突出物の位置、階段の位置、幅及
び形状（当該階段が踊場を有する
場合にあっては、踊場の位置及び
幅を含む。）、階段に設けられる手
すり及び点状ブロック等の位置、
傾斜路の位置及び幅（当該傾斜路
が踊場を有する場合にあっては、
踊場の位置及び幅を含む。）、傾斜
路に設けられる手すり及び点状
ブロック等の位置、エレベーター
その他の昇降機の位置、車椅子使
用者用便房のある便所、令第14条
第１項第二号に規定する便房の
ある便所、腰掛便座及び手すりの
設けられた便房（車椅子使用者用
便房を除く。以下この条において
同じ。）のある便所、床置式の小便
器、壁掛式の小便器（受け口の高
さが35㎝以下のものに限る。）そ
の他これらに類する小便器のあ
る便所並びにこれら以外の便所
の位置、車椅子使用者用客室の位
置、駐車場の位置、車椅子使用者
用駐車施設の位置及び幅、劇場等
の客席の位置、車椅子使用者用客
席（高齢者、障害者等が円滑に利
用できるようにするために誘導
すべき建築物特定施設の構造及
び配置に関する基準を定める省
令（平成18年国土交通省令第114
号）第12条の２第１項に規定する
車椅子使用者用客席をいう。以下
この条において同じ。）の位置、幅

及び奥行き、車椅子使用者用客席
に隣接して設けられる同伴者用
の客席又はスペースの位置、車椅
子使用者用浴室等（同令第13条第
一号に規定する車椅子使用者用
浴室等をいう。以下この条におい
て同じ。）の位置並びに案内設備
の位置

縦断面図

階段又は段 縮尺並びに蹴上げ
及び踏面の構造及び寸法

傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅

客席 車椅子使用者用客席から舞台等
まで引いた可視線

構造詳細図

エレベー
ターその他
の昇降機

縮尺並びにかご（人を乗せ昇降す
る部分をいう。以下同じ。）、昇降
路及び乗降ロビーの構造（かご内
に設けられるかごの停止する予
定の階を表示する装置、かごの
現在位置を表示する装置及び乗
降ロビーに設けられる到着する
かごの昇降方向を表示する装置
の位置並びにかご内及び乗降ロ
ビーに設けられる制御装置の位
置及び構造を含む。）

便所

縮尺、車椅子使用者用便房のある
便所の構造、車椅子使用者用便
房、令第14条第１項第二号に規定
する便房並びに腰掛便座及び手
すりの設けられた便房の構造並
びに床置式の小便器、壁掛式の小
便器（受け口の高さが35㎝以下の
ものに限る。）その他これらに類
する小便器の構造

浴室等 縮尺及び車椅子使用者用浴室等
の構造

【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項】
第９条　法第 17 条第２項第五号の主務省令で定め
る事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時
期とする。

【認定通知書の様式】
第 10 条　所管行政庁は、法第 17 条第３項の認定
をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通
知するものとする。

２	 前項の通知は、第４号様式による通知書に第８
条の申請書の副本（法第 17 条第７項の規定に
より適合通知を受けて同条第３項の認定をした
場合にあっては、第８条の申請書の副本及び当
該適合通知に添えられた建築基準法施行規則
（昭和25年建設省令第40号）第１条の３第１項の申請書
の副本）及びその添付図書を添えて行うものと
する。

【法第18条第１項の主務省令で定める軽微な変更】
第 11 条　法第 18 条第１項の主務省令で定める軽
微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）●　第 9条
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時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定
年月日の３月以内の変更とする。

【表示等】
第 12 条　法第 20 条第１項の主務省令で定めるも
のは、次のとおりとする。
一　広告
二　契約に係る書類
三　その他国土交通大臣が定めるもの
２	 法第 20 条第１項の規定による表示は、第５号
様式により行うものとする。

【移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等】
第 12 条の２　法第 22 条の２第１項の規定により
移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
国土交通大臣に提出しなければならない。
一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

二　当該旅客施設の法第２条第六号イからホまで
に掲げる施設の区分

三　当該旅客施設の名称及び位置
四　当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的
に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化
基準に適合させることが構造上その他の理由
により著しく困難であると認められる理由

２	 前項の申請書には、同項第四号に係る事項とし
て申請書に記載された内容の根拠となる当該旅
客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を
添付しなければならない。

３	 国土交通大臣は、法第 22 条の２第１項の移動
等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速
やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

【協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請】
第 12 条の３　法第 22 条の２第１項の規定により
認定の申請をしようとする者は、第５号の４様
式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協
定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第３
項及び第 12 条の５第３項の規定による通知の
写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これ
らを所管行政庁に提出するものとする。

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び移動
等円滑化困難旅客施設

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高
低、敷地の接する道等の位置、協定建
築物及びその出入口の位置、特殊な
構造又は使用形態のエレベーターそ
の他の昇降機の位置、敷地内の通路
の位置及び幅（当該通路が段又は傾
斜路若しくはその踊場を有する場合
にあっては、それらの位置及び幅を
含む。）、敷地内の通路に設けられる
手すり並びに点状ブロック等及び線
状ブロック等の位置並びに案内設備
の位置

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高
低、協定建築物の出入口及び各室の
出入口の位置及び幅、出入口に設け
られる戸の開閉の方法、廊下等の位
置及び幅、廊下等に設けられる点状
ブロック等及び線状ブロック等、高
齢者、障害者等の休憩の用に供する
設備並びに突出物の位置、階段の位
置、幅及び形状（当該階段が踊場を有
する場合にあっては、踊場の位置及
び幅を含む。）、階段に設けられる手
すり及び点状ブロック等の位置、傾
斜路の位置及び幅（当該傾斜路が踊
場を有する場合にあっては、踊場の
位置及び幅を含む。）、傾斜路に設け
られる手すり及び点状ブロック等の
位置、エレベーターその他の昇降機
の位置、車椅子使用者用便房のある
便所、令第14条第１項第二号に規定
する便房のある便所、床置式の小便
器、壁掛式の小便器（受け口の高さが
35cm以下のものに限る。）その他こ
れらに類する小便器のある便所並び
にこれら以外の便所の位置並びに案
内設備の位置

縦断面図 階段又は段 縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及
び寸法

傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅

構造詳細
図

エレベー
ターその他
の昇降機

縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロ
ビーの構造（籠内に設けられる籠の
停止する予定の階を表示する装置、
籠の現在位置を表示する装置及び乗
降ロビーに設けられる到着する籠の
昇降方向を表示する装置の位置並び
に籠内及び乗降ロビーに設けられる
制御装置の位置及び構造を含む。）

便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便
所の構造、車椅子使用者用便房及び
令第14条第１項第二号に規定する便
房の構造並びに床置式の小便器、壁
掛式の小便器（受け口の高さが35cm
以下のものに限る。）その他これらに
類する小便器の構造

２	 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項
の表に掲げる図書の添付の必要がないと認める
ときは、これを省略させることができる。

【法第22条の２第２項の主務省令で定める協定建築物
特定施設等維持保全基準】
第 12 条の４　法第 22 条の２第２項の主務省令で
定める基準は、次のとおりとする。

第 12 条　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）

線引きはありません
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時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定
年月日の３月以内の変更とする。

【表示等】
第 12 条　法第 20 条第１項の主務省令で定めるも
のは、次のとおりとする。

一　広告
二　契約に係る書類
三　その他国土交通大臣が定めるもの

２	 法第 20 条第１項の規定による表示は、第５号
様式により行うものとする。

【移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等】
第 12 条の２　法第 22 条の２第１項の規定により
移動等円滑化困難旅客施設の認定を受けようと
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
国土交通大臣に提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

二　当該旅客施設の法第２条第六号イからホまで
に掲げる施設の区分

三　当該旅客施設の名称及び位置
四　当該旅客施設が協定建築物特定施設と一体的
に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化
基準に適合させることが構造上その他の理由
により著しく困難であると認められる理由

２	 前項の申請書には、同項第四号に係る事項とし
て申請書に記載された内容の根拠となる当該旅
客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を
添付しなければならない。

３	 国土交通大臣は、法第 22 条の２第１項の移動
等円滑化困難旅客施設の認定をしたときは、速
やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

【協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請】
第 12 条の３　法第 22 条の２第１項の規定により
認定の申請をしようとする者は、第５号の４様
式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協
定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第３
項及び第 12 条の５第３項の規定による通知の
写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これ
らを所管行政庁に提出するものとする。

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び移動
等円滑化困難旅客施設

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高
低、敷地の接する道等の位置、協定建
築物及びその出入口の位置、特殊な
構造又は使用形態のエレベーターそ
の他の昇降機の位置、敷地内の通路
の位置及び幅（当該通路が段又は傾
斜路若しくはその踊場を有する場合
にあっては、それらの位置及び幅を
含む。）、敷地内の通路に設けられる
手すり並びに点状ブロック等及び線
状ブロック等の位置並びに案内設備
の位置

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高
低、協定建築物の出入口及び各室の
出入口の位置及び幅、出入口に設け
られる戸の開閉の方法、廊下等の位
置及び幅、廊下等に設けられる点状
ブロック等及び線状ブロック等、高
齢者、障害者等の休憩の用に供する
設備並びに突出物の位置、階段の位
置、幅及び形状（当該階段が踊場を有
する場合にあっては、踊場の位置及
び幅を含む。）、階段に設けられる手
すり及び点状ブロック等の位置、傾
斜路の位置及び幅（当該傾斜路が踊
場を有する場合にあっては、踊場の
位置及び幅を含む。）、傾斜路に設け
られる手すり及び点状ブロック等の
位置、エレベーターその他の昇降機
の位置、車椅子使用者用便房のある
便所、令第14条第１項第二号に規定
する便房のある便所、床置式の小便
器、壁掛式の小便器（受け口の高さが
35cm以下のものに限る。）その他こ
れらに類する小便器のある便所並び
にこれら以外の便所の位置並びに案
内設備の位置

縦断面図 階段又は段 縮尺並びに蹴上げ及び踏面の構造及
び寸法

傾斜路 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅

構造詳細
図

エレベー
ターその他
の昇降機

縮尺並びに籠、昇降路及び乗降ロ
ビーの構造（籠内に設けられる籠の
停止する予定の階を表示する装置、
籠の現在位置を表示する装置及び乗
降ロビーに設けられる到着する籠の
昇降方向を表示する装置の位置並び
に籠内及び乗降ロビーに設けられる
制御装置の位置及び構造を含む。）

便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便
所の構造、車椅子使用者用便房及び
令第14条第１項第二号に規定する便
房の構造並びに床置式の小便器、壁
掛式の小便器（受け口の高さが35cm
以下のものに限る。）その他これらに
類する小便器の構造

２	 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項
の表に掲げる図書の添付の必要がないと認める
ときは、これを省略させることができる。

【法第22条の２第２項の主務省令で定める協定建築物
特定施設等維持保全基準】
第 12 条の４　法第 22 条の２第２項の主務省令で
定める基準は、次のとおりとする。
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一　隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定
建築物特定施設等（協定建築物特定施設及び
特定経路施設をいう。以下同じ。）と一体的
に利用に供することにより公共交通移動等円
滑化基準に適合することが移動等円滑化経路
協定において定める法第 41 条第２項第二号
イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定に
おいて定める法第 51 条の２第２項第二号イ
に掲げる事項として定められ、かつ、公共交
通移動等円滑化基準に適合すること。

二　移動等円滑化経路協定において定める法第
41 条第２項第二号ロに掲げる事項又は移動
等円滑化施設協定において定める法第 51 条
の２第２項第二号ロに掲げる事項として、協
定建築物特定施設等が隣接する移動等円滑化
困難旅客施設の営業時間内において当該協定
建築物特定施設等が常時利用できる旨が定め
られていること。

【協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請
等】
第 12 条の５　法第 22 条の２第２項の規定により
認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を
記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけれ
ばならない。
一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

二　令第６条各号に掲げる建築物特定施設の区分
及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広
場、通路その他の一般交通の用に供する施設
の別

三　当該協定建築物特定施設等の名称及び位置
２	 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を
添付しなければならない。
一　法第 43 条第１項（法第 51 条の２第３項にお
いて準用する場合を含む。）の認可を受けた
協定の写し及びその認可を証する書類

二　当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に
関する書類及び図面

３	 国土交通大臣は、法第 22 条の２第２項の認定
をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通
知するものとする。

【協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項】
第 12 条の６　法第 22 条の２第３項第五号の主務
省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事
業の実施時期とする。

【認定通知書の様式】
第 12 条の７　所管行政庁は、法第 22 条の２第４
項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申
請者に通知するものとする。

２	 前項の通知は、第５号の５様式による通知書に
第 12 条の３第１項の申請書の副本及びその添
付図書を添えて行うものとする。

【法第22条の２第５項において準用する法第18条第
１項の主務省令で定める軽微な変更】
第 12 条の８　法第 22 条の２第５項において準用
する法第 18 条第１項の主務省令で定める軽微
な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時
期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年
月日の３月以内の変更とする。

【法第23条第１項第一号の主務省令で定める安全上及
び防火上の基準】
第 13 条　法第 23 条第１項第一号の主務省令で定
める安全上及び防火上の基準は、次のとおりと
する。

一　専ら車椅子使用者の利用に供するエレベー
ターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及
びはりは、当該エレベーターの設置後におい
て構造耐力上安全な構造であること。

二　当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が
自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、
壁、柱及びはり（当該特定建築物の主要構造
部に該当する部分に限る。）が不燃材料で造
られたものであること。

【法第23条第１項第二号の主務省令で定める安全上の
基準】
第 14 条　法第 23 条第１項第二号の主務省令で定
める安全上の基準は、次のとおりとする。

一　エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、
それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置
に制御装置を設けること。この場合において、
乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を
有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を
停止することができる構造とすること。

二　エレベーターは、当該エレベーターのかご及
び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス
入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロ
ビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知
できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建
築物を管理する者が勤務する場所との間を連
絡することができる装置が設けられたものと

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）●　第 12 条の ５
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すること。
【令第27条第一号の国土交通省令で定める経路】
第 14 条の２　令第 27 条第一号の国土交通省令で
定める経路は、移動等円滑化された経路（令第
27 条第一号に規定する生活関連旅客施設に隣
接するものとの間の経路を除く。）とする。

【令第27条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定
める一般交通用施設】
第 14 条の３　令第 27 条第一号ロの国土交通省令
で定める生活関連経路を構成する一般交通用施
設は、次の各号に掲げる施設とする。
一　生活関連経路を構成する道路法（昭和 27 年
法律第 180 号）による道路

二　前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構
成する道路法による道路に接し、かつ、令第
27 条第一号柱書の生活関連旅客施設の出入
口に接する一般交通用施設のうち、移動等円
滑化の措置がとられ、又はとられると見込ま
れるものと認めて、市町村が移動等円滑化促
進方針において指定するもの

２	 令第 27 条第二号ロの国土交通省令で定める生
活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号
の生活関連経路を構成する道路法による道路に
接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接す
る一般交通用施設（道路法による道路を除く。）
のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はと
られると見込まれるものと認めて、市町村が移
動等円滑化促進方針において指定するものとす
る。

【令第27条第二号の規定のより市町村が行う指定】
第 14 条の４　令第 27 条第二号の規定により市町
村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口
又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行
の用に供する部分に接する部分であって、生活
関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通
常利用する部分について、移動等円滑化促進方
針において行わなければならない。

【行為の届出】
第 14 条の５　法第 24 条の６第１項の規定による
届出は、第５号の２様式により作成した届出書
に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に
定める書類又は図面を提出して行うものとす
る。
一　令第 ２７ 条�第一号に掲げる行為　　行為の内
容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書

類及び図面
二　令第 ２７ 条�第二号に掲げる行為　　平面図、

縦断図、横断定規図その他必要な図面
第 14 条の６　法第 24 条の６第１項の主務省令で
定める事項は、行為をしようとする者の氏名又
は名称及び住所並びに法人にあっては、その代
表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。

【変更の届出】
第 14 条の７　法第 24 条の６第２項の国土交通省
令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、
その変更により同条第１項の届出に係る行為が
令第 27 条各号に掲げる行為に該当しなくなる
もの以外のもの（高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠
の変更その他の軽微な変更を除く。）とする。

第 14 条の８　法第 24 条の６第２項の規定による
届出は、第５号の３様式による変更届出書を提
出して行うものとする。

２	 第 14 条の５の規定は、前項の届出について準
用する。

【施設設置管理者による市町村に対する情報の提供】
第14条の９　公共交通事業者等及び道路管理者は、
法第 24 条の８第１項の規定による市町村の求
めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関
し、移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他
の移動等円滑化のために必要な設備の有無及び
その設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客
施設及び特定道路を利用するために必要となる
情報を当該市町村に提供しなければならない。

２	 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の
対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供
すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必
要な事項を明示するものとする。

第 14条の 10　路外駐車場管理者等、公園管理者等
及び建築主等は、法第 24 条の８第２項の規定
による市町村の求めがあったときは、特定路外
駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関
し、移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他
の移動等円滑化のために必要な設備の有無及び
その設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定
路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物
を利用するために必要となる情報を当該市町村
に提供するよう努めなければならない。

第 1４ 条の 2　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）
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すること。
【令第27条第一号の国土交通省令で定める経路】
第 14 条の２　令第 27 条第一号の国土交通省令で
定める経路は、移動等円滑化された経路（令第
27 条第一号に規定する生活関連旅客施設に隣
接するものとの間の経路を除く。）とする。

【令第27条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定
める一般交通用施設】
第 14 条の３　令第 27 条第一号ロの国土交通省令
で定める生活関連経路を構成する一般交通用施
設は、次の各号に掲げる施設とする。

一　生活関連経路を構成する道路法（昭和 27 年
法律第 180 号）による道路

二　前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構
成する道路法による道路に接し、かつ、令第
27 条第一号柱書の生活関連旅客施設の出入
口に接する一般交通用施設のうち、移動等円
滑化の措置がとられ、又はとられると見込ま
れるものと認めて、市町村が移動等円滑化促
進方針において指定するもの

２	 令第 27 条第二号ロの国土交通省令で定める生
活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号
の生活関連経路を構成する道路法による道路に
接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接す
る一般交通用施設（道路法による道路を除く。）
のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はと
られると見込まれるものと認めて、市町村が移
動等円滑化促進方針において指定するものとす
る。

【令第27条第二号の規定のより市町村が行う指定】
第 14 条の４　令第 27 条第二号の規定により市町
村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口
又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行
の用に供する部分に接する部分であって、生活
関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通
常利用する部分について、移動等円滑化促進方
針において行わなければならない。

【行為の届出】
第 14 条の５　法第 24 条の６第１項の規定による
届出は、第５号の２様式により作成した届出書
に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次に
定める書類又は図面を提出して行うものとす
る。

一　令第 ２７ 条�第一号に掲げる行為　　行為の内
容を示す旅客施設の構造及び設備に関する書

類及び図面
二　令第 ２７ 条�第二号に掲げる行為　　平面図、

縦断図、横断定規図その他必要な図面
第 14 条の６　法第 24 条の６第１項の主務省令で
定める事項は、行為をしようとする者の氏名又
は名称及び住所並びに法人にあっては、その代
表者の氏名並びに行為の完了予定日とする。

【変更の届出】
第 14 条の７　法第 24 条の６第２項の国土交通省
令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、
その変更により同条第１項の届出に係る行為が
令第 27 条各号に掲げる行為に該当しなくなる
もの以外のもの（高齢者、障害者等の移動等の
円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのない意匠
の変更その他の軽微な変更を除く。）とする。

第 14 条の８　法第 24 条の６第２項の規定による
届出は、第５号の３様式による変更届出書を提
出して行うものとする。

２	 第 14 条の５の規定は、前項の届出について準
用する。

【施設設置管理者による市町村に対する情報の提供】
第14条の９　公共交通事業者等及び道路管理者は、
法第 24 条の８第１項の規定による市町村の求
めがあったときは、旅客施設及び特定道路に関
し、移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他
の移動等円滑化のために必要な設備の有無及び
その設置箇所その他の高齢者、障害者等が旅客
施設及び特定道路を利用するために必要となる
情報を当該市町村に提供しなければならない。

２	 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の
対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提供
すべき事項、提供の様式、提供の期限その他必
要な事項を明示するものとする。

第 14条の 10　路外駐車場管理者等、公園管理者等
及び建築主等は、法第 24 条の８第２項の規定
による市町村の求めがあったときは、特定路外
駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物に関
し、移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設その他
の移動等円滑化のために必要な設備の有無及び
その設置箇所その他の高齢者、障害者等が特定
路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物
を利用するために必要となる情報を当該市町村
に提供するよう努めなければならない。

第 1４ 条の 2　●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）
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２	 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供の
対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及び
特別特定建築物の範囲、提供すべき事項、提供
の様式、提供の期限その他必要な事項を明示す
るものとする。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（抄）●　第 1４ 条の 10

線引きはありません
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高齢者、障害者等が円滑に利用できる
ようにするために誘導すべき建築物�
特定施設の構造及び配置に関する�

基準を定める省令
平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 114 号

最終改正：令和４年３月 31 日国土交通省令第 30 号

【建築物移動等円滑化誘導基準】
第１条　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（以下「法」という。）第 17 条第
３項第一号の主務省令で定める建築物特定施設
の構造及び配置に関する基準は、この省令の定
めるところによる。

【出入口】
第２条　多数の者が利用する出入口（次項に規定す
るもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設
けられるものを除き、かつ、２以上の出入口を
併設する場合には、そのうち１以上のものに限
る。）は、次に掲げるものでなければならない。
一　幅は、90cm以上とすること。
二　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造
その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過
できる構造とし、かつ、その前後に高低差が
ないこと。

２	 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口の
うち１以上のものは、次に掲げるものでなけれ
ばならない。
一　幅は、120cm以上とすること。
二　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造
とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

【廊下等】
第３条　多数の者が利用する廊下等は、次に掲げる
ものでなければならない。
一　幅は、180cm以上とすること。ただし、50m
以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場
所を設ける場合にあっては、140cm 以上と
することができる。

二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

三　階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに
併設するものに限る。）の上端に近接する廊
下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として視覚障害者が利用するものに限
る。）には、点状ブロック等を敷設すること。

ただし、視覚障害者の利用上支障がないもの
として国土交通大臣が定める場合は、この限
りでない。

四　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造
その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過
できる構造とし、かつ、その前後に高低差が
ないこと。

五　側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合
には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等
の通行の安全上支障がないよう必要な措置を
講ずること。

六　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として
視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設け
ないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全
上支障が生じないよう必要な措置を講じた場
合は、この限りでない。

七　高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を
適切な位置に設けること。

２	 前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用者
の利用上支障がないものとして国土交通大臣が
定める廊下等の部分には、適用しない。

【階段】
第４条　多数の者が利用する階段は、次に掲げるも
のとしなければならない。

一　幅は、140cm 以上とすること。ただし、手
すりが設けられた場合にあっては、手すりの
幅が 10cmを限度として、ないものとみなし
て算定することができる。

二　蹴上げの寸法は、16cm以下とすること。
三　踏面の寸法は、30cm以上とすること。
四　踊場を除き、両側に手すりを設けること。
五　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

六　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、
色相又は彩度の差が大きいことにより段を容
易に識別できるものとすること。

七　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな
るものを設けない構造とすること。

八　段がある部分の上端に近接する踊場の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するものに限る。）には、
点状ブロック等を敷設すること。ただし、視
覚障害者の利用上支障がないものとして国土
交通大臣が定める場合は、この限りでない。

九　主たる階段は、回り階段でないこと。

第 1条　●高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
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高齢者、障害者等が円滑に利用できる
ようにするために誘導すべき建築物�
特定施設の構造及び配置に関する�

基準を定める省令
平成 18 年 12 月 15 日国土交通省令第 114 号

最終改正：令和４年３月 31 日国土交通省令第 30 号

【建築物移動等円滑化誘導基準】
第１条　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（以下「法」という。）第 17 条第
３項第一号の主務省令で定める建築物特定施設
の構造及び配置に関する基準は、この省令の定
めるところによる。

【出入口】
第２条　多数の者が利用する出入口（次項に規定す
るもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設
けられるものを除き、かつ、２以上の出入口を
併設する場合には、そのうち１以上のものに限
る。）は、次に掲げるものでなければならない。

一　幅は、90cm以上とすること。
二　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造
その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過
できる構造とし、かつ、その前後に高低差が
ないこと。

２	 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口の
うち１以上のものは、次に掲げるものでなけれ
ばならない。

一　幅は、120cm以上とすること。
二　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造
とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

【廊下等】
第３条　多数の者が利用する廊下等は、次に掲げる
ものでなければならない。

一　幅は、180cm以上とすること。ただし、50m
以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場
所を設ける場合にあっては、140cm 以上と
することができる。

二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

三　階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに
併設するものに限る。）の上端に近接する廊
下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として視覚障害者が利用するものに限
る。）には、点状ブロック等を敷設すること。

ただし、視覚障害者の利用上支障がないもの
として国土交通大臣が定める場合は、この限
りでない。

四　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造
その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過
できる構造とし、かつ、その前後に高低差が
ないこと。

五　側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合
には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等
の通行の安全上支障がないよう必要な措置を
講ずること。

六　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として
視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設け
ないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全
上支障が生じないよう必要な措置を講じた場
合は、この限りでない。

七　高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を
適切な位置に設けること。

２	 前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用者
の利用上支障がないものとして国土交通大臣が
定める廊下等の部分には、適用しない。

【階段】
第４条　多数の者が利用する階段は、次に掲げるも
のとしなければならない。

一　幅は、140cm 以上とすること。ただし、手
すりが設けられた場合にあっては、手すりの
幅が 10cmを限度として、ないものとみなし
て算定することができる。

二　蹴上げの寸法は、16cm以下とすること。
三　踏面の寸法は、30cm以上とすること。
四　踊場を除き、両側に手すりを設けること。
五　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

六　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、
色相又は彩度の差が大きいことにより段を容
易に識別できるものとすること。

七　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな
るものを設けない構造とすること。

八　段がある部分の上端に近接する踊場の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するものに限る。）には、
点状ブロック等を敷設すること。ただし、視
覚障害者の利用上支障がないものとして国土
交通大臣が定める場合は、この限りでない。

九　主たる階段は、回り階段でないこと。

第 1条　●高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
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【傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置】
第５条　多数の者が利用する階段を設ける場合に
は、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
又はエレベーターその他の昇降機（２以上の
階にわたるときには、第７条に定めるものに限
る。）を設けなければならない。ただし、車椅
子使用者の利用上支障がないものとして国土交
通大臣が定める場合は、この限りでない。

【階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路】
第６条　多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、
又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲
げるものでなければならない。
一　幅は、階段に代わるものにあっては 150cm
以上、階段に併設するものにあっては 120cm
以上とすること。

二　勾配は、　	を超えないこと。
三　高さが 75cmを超えるものにあっては、高さ
75cm以内ごとに踏幅が 150cm以上の踊場を
設けること。

四　高さが 16cm を超える傾斜がある部分には、
両側に手すりを設けること。

五　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

六　その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことによりその存在を容易に
識別できるものとすること。

七　傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分
（不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし
て視覚障害者が利用するものに限る。）には、
点状ブロック等を敷設すること。ただし、視
覚障害者の利用上支障がないものとして国土
交通大臣が定める場合は、この限りでない。

２	 前項第一号から第三号までの規定は、車椅子使
用者の利用上支障がないものとして国土交通大
臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。こ
の場合において、勾配が　	を超える傾斜があ
る部分には、両側に手すりを設けなければなら
ない。

【エレベーター】
第７条　多数の者が利用するエレベーター（次条に
規定するものを除く。以下この条において同
じ。）を設ける場合には、第一号及び第二号に
規定する階に停止する籠を備えたエレベーター
を、第一号に規定する階ごとに１以上設けなけ
ればならない。

1
12

1
12

一　多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便
房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者
用客室、第 12 条の２第１項に規定する車椅
子使用者用客席又は第 13 条第一号に規定す
る車椅子使用者用浴室等がある階

二　直接地上へ通ずる出入口のある階
２	 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降
ロビーは、次に掲げるものでなければならない。

一　籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上と
すること。

二　籠の奥行きは、135cm以上とすること。
三　乗降ロビーは、高低差がないものとし、その
幅及び奥行きは、150cm以上とすること。

四　籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在
位置を表示する装置を設けること。

五　乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示
する装置を設けること。

３	 第１項の規定により設けられた多数の者が利用
するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項
に定めるもののほか、次に掲げるものでなけれ
ばならない。

一　籠の幅は、140cm以上とすること。
二　籠は、車椅子の転回に支障がない構造とする
こと。

三　籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利
用しやすい位置に制御装置を設けること。

４	 不特定かつ多数の者が利用するエレベーター
は、第２項第一号、第二号及び第四号並びに前
項第一号及び第二号に定めるものでなければな
らない。

５	 第１項の規定により設けられた不特定かつ多数
の者が利用するエレベーター及びその乗降ロ
ビーは、第２項第二号、第四号及び第五号並
びに第３項第二号及び第三号に定めるもののほ
か、次に掲げるものでなければならない。

一　籠の幅は、160cm以上とすること。
二　籠及び昇降路の出入口の幅は、90cm以上と
すること。

三　乗降ロビーは、高低差がないものとし、その
幅及び奥行きは、180cm以上とすること。

６	 第１項の規定により設けられた不特定かつ多数
の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用
するエレベーター及びその乗降ロビーは、第３
項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるも
のでなければならない。ただし、視覚障害者の

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令�●　第 ５条
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利用上支障がないものとして国土交通大臣が定
める場合は、この限りでない。
一　籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路
の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装
置を設けること。

二　籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅
子使用者が利用しやすい位置及びその他の位
置に制御装置を設ける場合にあっては、当該
その他の位置に設けるものに限る。）は、点
字その他国土交通大臣が定める方法により視
覚障害者が円滑に操作することができる構造
とすること。

三　籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方
向を音声により知らせる装置を設けること。

【特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降
機】
第８条　階段又は段に代わり、又はこれに併設する
国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態
のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用
者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣
が定める構造としなければならない。

【便所】
第９条　多数の者が利用する便所は、次に掲げるも
のでなければならない。
一　多数の者が利用する便所（男子用及び女子用
の区別があるときは、それぞれの便所）が設
けられている階ごとに、当該便所のうち１以
上に、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害
者等が円滑に利用することができる構造の水
洗器具を設けた便房を設けること。

二　多数の者が利用する便所が設けられている階
の車椅子使用者用便房の数は、当該階の便房
（多数の者が利用するものに限る。以下この
号において同じ。）の総数が 200 以下の場合
は当該便房の総数に　	を乗じて得た数以上
とし、当該階の便房の総数が 200 を超える場
合は当該便房の総数に　	を乗じて得た数に
２を加えた数以上とすること。

三　車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられ
ている便所の出入口は、次に掲げるものであ
ること。
イ　幅は、80cm以上とすること。
ロ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高

1
50

1
100

低差がないこと。
四　多数の者が利用する便所に車椅子使用者用便
房が設けられておらず、かつ、当該便所に近
接する位置に車椅子使用者用便房が設けられ
ている便所が設けられていない場合には、当
該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた
便房を１以上設けること。

２	 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が
設けられている階ごとに、当該便所のうち１以
上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け
口の高さが 35cm 以下のものに限る。）その他
これらに類する小便器を１以上設けなければな
らない。

【ホテル又は旅館の客室】
第 10 条　ホテル又は旅館には、客室の総数が 200
以下の場合は当該客室の総数に　	を乗じて得
た数以上、客室の総数が 200 を超える場合は当
該客室の総数に　	を乗じて得た数に２を加え
た数以上の車椅子使用者用客室を設けなければ
ならない。

２	 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなけ
ればならない。

一　出入口は、次に掲げるものであること。
イ　幅は、80cm以上とすること。
ロ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高
低差がないこと。

二　便所は、次に掲げるものであること。ただし、
当該客室が設けられている階に不特定かつ多
数の者が利用する便所が１以上（男子用及び
女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）
設けられている場合は、この限りでない。

イ　便所内に車椅子使用者用便房を設けるこ
と。

ロ　車椅子使用者用便房及び当該便房が設けら
れている便所の出入口は、前条第１項第三
号イ及びロに掲げるものであること。

三　浴室等は、次に掲げるものであること。ただ
し、当該客室が設けられている建築物に不特
定かつ多数の者が利用する浴室等が１以上
（男子用及び女子用の区別があるときは、そ
れぞれ１以上）設けられている場合は、この
限りでない。

イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ
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利用上支障がないものとして国土交通大臣が定
める場合は、この限りでない。

一　籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路
の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装
置を設けること。

二　籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅
子使用者が利用しやすい位置及びその他の位
置に制御装置を設ける場合にあっては、当該
その他の位置に設けるものに限る。）は、点
字その他国土交通大臣が定める方法により視
覚障害者が円滑に操作することができる構造
とすること。

三　籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方
向を音声により知らせる装置を設けること。

【特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降
機】
第８条　階段又は段に代わり、又はこれに併設する
国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態
のエレベーターその他の昇降機は、車椅子使用
者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣
が定める構造としなければならない。

【便所】
第９条　多数の者が利用する便所は、次に掲げるも
のでなければならない。

一　多数の者が利用する便所（男子用及び女子用
の区別があるときは、それぞれの便所）が設
けられている階ごとに、当該便所のうち１以
上に、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害
者等が円滑に利用することができる構造の水
洗器具を設けた便房を設けること。

二　多数の者が利用する便所が設けられている階
の車椅子使用者用便房の数は、当該階の便房
（多数の者が利用するものに限る。以下この
号において同じ。）の総数が 200 以下の場合
は当該便房の総数に　	を乗じて得た数以上
とし、当該階の便房の総数が 200 を超える場
合は当該便房の総数に　	を乗じて得た数に
２を加えた数以上とすること。

三　車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられ
ている便所の出入口は、次に掲げるものであ
ること。

イ　幅は、80cm以上とすること。
ロ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高
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低差がないこと。
四　多数の者が利用する便所に車椅子使用者用便
房が設けられておらず、かつ、当該便所に近
接する位置に車椅子使用者用便房が設けられ
ている便所が設けられていない場合には、当
該便所内に腰掛便座及び手すりの設けられた
便房を１以上設けること。

２	 多数の者が利用する男子用小便器のある便所が
設けられている階ごとに、当該便所のうち１以
上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け
口の高さが 35cm 以下のものに限る。）その他
これらに類する小便器を１以上設けなければな
らない。

【ホテル又は旅館の客室】
第 10 条　ホテル又は旅館には、客室の総数が 200
以下の場合は当該客室の総数に　	を乗じて得
た数以上、客室の総数が 200 を超える場合は当
該客室の総数に　	を乗じて得た数に２を加え
た数以上の車椅子使用者用客室を設けなければ
ならない。

２	 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなけ
ればならない。

一　出入口は、次に掲げるものであること。
イ　幅は、80cm以上とすること。
ロ　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構
造その他の車椅子使用者が容易に開閉して
通過できる構造とし、かつ、その前後に高
低差がないこと。

二　便所は、次に掲げるものであること。ただし、
当該客室が設けられている階に不特定かつ多
数の者が利用する便所が１以上（男子用及び
女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）
設けられている場合は、この限りでない。

イ　便所内に車椅子使用者用便房を設けるこ
と。

ロ　車椅子使用者用便房及び当該便房が設けら
れている便所の出入口は、前条第１項第三
号イ及びロに掲げるものであること。

三　浴室等は、次に掲げるものであること。ただ
し、当該客室が設けられている建築物に不特
定かつ多数の者が利用する浴室等が１以上
（男子用及び女子用の区別があるときは、そ
れぞれ１以上）設けられている場合は、この
限りでない。

イ　車椅子使用者が円滑に利用することができ

1
50

1
100

第 ８条　●高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令

615円滑化誘導基準

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

るものとして国土交通大臣が定める構造の
浴室等（以下「車椅子使用者用浴室等」と
いう。）であること。

ロ　出入口は、次に掲げるものであること。
⑴　幅は、80cm以上とすること。
⑵　戸を設ける場合には、自動的に開閉する
構造その他の車椅子使用者が容易に開閉
して通過できる構造とし、かつ、その前
後に高低差がないこと。

【敷地内の通路】
第 11 条　多数の者が利用する敷地内の通路は、次
に掲げるものでなければならない。
一　段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、
180cm以上とすること。

二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕
上げること。

三　戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造
その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過
できる構造とし、かつ、その前後に高低差が
ないこと。

四　段がある部分は、次に掲げるものであること。
イ　幅は、140cm 以上とすること。ただし、
手すりが設けられた場合にあっては、手す
りの幅が 10cmを限度として、ないものと
みなして算定することができる。

ロ　蹴上げの寸法は、16cm以下とすること。
ハ　踏面の寸法は、30cm以上とすること。
ニ　両側に手すりを設けること。
ホ　踏面の端部とその周囲の部分との色の明
度、色相又は彩度の差が大きいことにより
段を容易に識別できるものとすること。

ヘ　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因と
なるものを設けない構造とすること。

五　段を設ける場合には、段に代わり、又はこれ
に併設する傾斜路又はエレベーターその他の
昇降機を設けなければならない。

六　傾斜路は、次に掲げるものであること。
イ　幅は、段に代わるものにあっては 150cm
以上、段に併設するものにあっては 120cm
以上とすること。

ロ　勾配は、　	を超えないこと。
ハ　高さが 75cm を超えるもの（勾配が　	を
超えるものに限る。）にあっては、高さ
75cm以内ごとに踏幅が 150cm以上の踊場
を設けること。

1
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ニ　高さが 16cm を超え、かつ、勾配が　	を
超える傾斜がある部分には、両側に手すり
を設けること。

ホ　その前後の通路との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことによりその存在を容易
に識別できるものとすること。

２	 多数の者が利用する敷地内の通路（道等から直
接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するも
のに限る。）が地形の特殊性により前項の規定
によることが困難である場合においては、同項
第一号、第三号、第五号及び第六号イからハま
での規定は、当該敷地内の通路が設けられた建
築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口まで
の敷地内の通路の部分に限り、適用する。

３	 第１項第一号、第三号、第五号及び第六号イか
らハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支障
がないものとして国土交通大臣が定める敷地内
の通路の部分には、適用しない。この場合にお
いて、勾配が　	を超える傾斜がある部分には、
両側に手すりを設けなければならない。

【駐車場】
第 12 条　多数の者が利用する駐車場には、当該駐
車場の全駐車台数が 200 以下の場合は当該駐車
台数に　	を乗じて得た数以上、全駐車台数が
200 を超える場合は当該駐車台数に　	を乗じ
て得た数に２を加えた数以上の車椅子使用者用
駐車施設を設けなければならない。

【劇場等の客席】
第 12 条の２　劇場、観覧場、映画館、演芸場、集
会場又は公会堂（以下「劇場等」という。）に
客席を設ける場合には、客席の総数が 200 以下
のときは当該客席の総数に　 を乗じて得た数
以上、客席の総数が 200 を超え 2,000 以下のと
きは当該客席の総数に　 を乗じて得た数に２
を加えた数以上、客席の総数が 2,000 を超える
ときは当該客席の総数に　　 を乗じて得た数
に７を加えた数以上の車椅子使用者用客席（車
椅子使用者が円滑に利用できる客席をいう。以
下この条において同じ。）を設けなければなら
ない。

２	 車椅子使用者用客席は、次に掲げるものでなけ
ればならない。

一　幅は、90cm以上とすること。
二　奥行きは、120cm以上とすること。
三　床は、平らとすること。
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四　車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構
造とすること。

五　同伴者用の客席又はスペースを当該車椅子使
用者用客席に隣接して設けること。

３	 客席の総数が 200 を超える場合には、第１項の
規定による車椅子使用者用客席を２箇所以上に
分散して設けなければならない。

【浴室等】
第 13 条　多数の者が利用する浴室等を設ける場合
には、そのうち１以上（男子用及び女子用の区
別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲
げるものでなければならない。
一　車椅子使用者用浴室等であること。
二　出入口は、第 10 条第２項第三号ロに掲げる
ものであること。

【標識】
第 14 条　移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近
には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇
降機、便所又は駐車施設があることを表示する
標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設
けなければならない。

２	 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容
易に識別できるもの（当該内容が日本産業規格
Ｚ	8210 に定められているときは、これに適合
するもの）でなければならない。

【案内設備】
第 15 条　建築物又はその敷地には、当該建築物又
はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた
エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施
設の配置を表示した案内板その他の設備を設け
なければならない。ただし、当該エレベーター
その他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容
易に視認できる場合は、この限りでない。

２	 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその
敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレ
ベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字
その他国土交通大臣が定める方法により視覚障
害者に示すための設備を設けなければならな
い。

３	 案内所を設ける場合には、前２項の規定は適用
しない。

【案内設備までの経路】
第 16 条　道等から前条第２項の規定による設備又
は同条第３項の規定による案内所までの主たる

経路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して視覚障害者が利用するものに限る。）は、
視覚障害者移動等円滑化経路にしなければなら
ない。ただし、視覚障害者の利用上支障がない
ものとして国土交通大臣が定める場合は、この
限りでない。

【増築等又は修繕等に関する適用範囲】
第 17 条　建築物の増築若しくは改築（用途の変更
をして特定建築物にすることを含む。以下「増
築等」という。）又は建築物の修繕若しくは模
様替（建築物特定施設に係るものに限る。以下
「修繕等」という。）をする場合には、第２条か
ら前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分
に限り、適用する。

一　当該増築等又は修繕等に係る部分
二　道等から前号に掲げる部分までの１以上の経
路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、
エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通
路

三　多数の者が利用する便所のうち１以上のもの
四　第一号に掲げる部分から車椅子使用者用便
房（前号に掲げる便所に設けられるものに限
る。）までの１以上の経路を構成する出入口、
廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他
の昇降機及び敷地内の通路

五　ホテル又は旅館の客室のうち１以上のもの
六　第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室ま
での１以上の経路を構成する出入口、廊下等、
階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機
及び敷地内の通路

七　多数の者が利用する駐車場のうち１以上のもの
八　車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車
場に設けられるものに限る。）から第一号に
掲げる部分までの１以上の経路を構成する出
入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター
その他の昇降機及び敷地内の通路

九　劇場等の客席のうち１以上のもの
十　第一号に掲げる部分から前号に掲げる客席ま
での１以上の経路を構成する出入口、廊下等、
階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機
及び敷地内の通路

一
十　多数の者が利用する浴室等
二
十　第一号に掲げる部分から車椅子使用者用浴室
等（前号に掲げるものに限る。）までの１以
上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、

第 13 条　●高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
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四　車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構
造とすること。

五　同伴者用の客席又はスペースを当該車椅子使
用者用客席に隣接して設けること。

３	 客席の総数が 200 を超える場合には、第１項の
規定による車椅子使用者用客席を２箇所以上に
分散して設けなければならない。

【浴室等】
第 13 条　多数の者が利用する浴室等を設ける場合
には、そのうち１以上（男子用及び女子用の区
別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲
げるものでなければならない。

一　車椅子使用者用浴室等であること。
二　出入口は、第 10 条第２項第三号ロに掲げる
ものであること。

【標識】
第 14 条　移動等円滑化の措置がとられたエレベー
ターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近
には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇
降機、便所又は駐車施設があることを表示する
標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設
けなければならない。

２	 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容
易に識別できるもの（当該内容が日本産業規格
Ｚ	8210 に定められているときは、これに適合
するもの）でなければならない。

【案内設備】
第 15 条　建築物又はその敷地には、当該建築物又
はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた
エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施
設の配置を表示した案内板その他の設備を設け
なければならない。ただし、当該エレベーター
その他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容
易に視認できる場合は、この限りでない。

２	 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその
敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレ
ベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字
その他国土交通大臣が定める方法により視覚障
害者に示すための設備を設けなければならな
い。

３	 案内所を設ける場合には、前２項の規定は適用
しない。

【案内設備までの経路】
第 16 条　道等から前条第２項の規定による設備又
は同条第３項の規定による案内所までの主たる

経路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
して視覚障害者が利用するものに限る。）は、
視覚障害者移動等円滑化経路にしなければなら
ない。ただし、視覚障害者の利用上支障がない
ものとして国土交通大臣が定める場合は、この
限りでない。

【増築等又は修繕等に関する適用範囲】
第 17 条　建築物の増築若しくは改築（用途の変更
をして特定建築物にすることを含む。以下「増
築等」という。）又は建築物の修繕若しくは模
様替（建築物特定施設に係るものに限る。以下
「修繕等」という。）をする場合には、第２条か
ら前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分
に限り、適用する。

一　当該増築等又は修繕等に係る部分
二　道等から前号に掲げる部分までの１以上の経
路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、
エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通
路

三　多数の者が利用する便所のうち１以上のもの
四　第一号に掲げる部分から車椅子使用者用便
房（前号に掲げる便所に設けられるものに限
る。）までの１以上の経路を構成する出入口、
廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他
の昇降機及び敷地内の通路

五　ホテル又は旅館の客室のうち１以上のもの
六　第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室ま
での１以上の経路を構成する出入口、廊下等、
階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機
及び敷地内の通路

七　多数の者が利用する駐車場のうち１以上のもの
八　車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐車
場に設けられるものに限る。）から第一号に
掲げる部分までの１以上の経路を構成する出
入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター
その他の昇降機及び敷地内の通路

九　劇場等の客席のうち１以上のもの
十　第一号に掲げる部分から前号に掲げる客席ま
での１以上の経路を構成する出入口、廊下等、
階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機
及び敷地内の通路

一
十　多数の者が利用する浴室等
二
十　第一号に掲げる部分から車椅子使用者用浴室
等（前号に掲げるものに限る。）までの１以
上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、
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傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷
地内の通路

２	 前項第三号に掲げる建築物の部分について第９
条の規定を適用する場合には、同条第１項第一
号中「便所（男子用及び女子用の区別があると
きは、それぞれの便所）が設けられている階ご
とに、当該便所のうち１以上に、」とあるのは
「便所（男子用及び女子用の区別があるときは、
それぞれの便所）に、」と、同項第二号中「便
所が設けられている階の」とあるのは「便所の」
と、「当該階の」とあるのは「当該便所の」と、
同条第２項中「便所が設けられている階ごとに、
当該便所のうち」とあるのは「便所を設ける場
合には、そのうち」とする。

３	 第１項第五号に掲げる建築物の部分について第
10 条の規定を適用する場合には、同条中「客
室の総数が 200 以下の場合は当該客室の総数に
　	を乗じて得た数以上、客室の総数が 200 を
超える場合は当該客室の総数に　	を乗じて得
た数に２を加えた数以上」とあるのは「１以上」
とする。

４	 第１項第七号に掲げる建築物の部分について第
12 条の規定を適用する場合には、同条中「当
該駐車場の全駐車台数が 200 以下の場合は当該
駐車台数に　	を乗じて得た数以上、全駐車台
数が 200 を超える場合は当該駐車台数に　	を
乗じて得た数に２を加えた数以上」とあるのは
「１以上」とする。

５	 第１項第九号に掲げる建築物の部分について第
12 条の２の規定を適用する場合には、同条第
１項中「客席の総数が 200 以下のときは当該客
席の総数に　 を乗じて得た数以上、客席の総
数が 200 を超え 2,000 以下のときは当該客席の
総数に　 を乗じて得た数に２を加えた数以上、
客席の総数が 2,000 を超えるときは当該客席の
総数に　　 を乗じて得た数に７を加えた数以
上」とあるのは、「１以上」とする。

【特別特定建築物に関する読替え】
第 18 条　法第 17 条第１項の申請に係る特別特定
建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律施行令（平成 18 年政令第
379 号）第５条第一号に規定する公立小学校等
を除く。）における第２条から前条まで（第３
条第１項第三号及び第六号、第４条第八号、第
６条第１項第七号、第７条第４項から第６項ま

1
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1
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1
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1
100

1
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1
100

75
10,000

で、第 10 条第２項並びに第 16 条を除く。）の
規定の適用については、これらの規定（第２条
第１項及び第７条第３項を除く。）中「多数の
者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の
者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が
利用する」と、第２条第１項中「多数の者が利
用する出入口（次項に規定するもの並びに籠、
昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の
者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が
利用する出入口（次項に規定するもの並びに籠、
昇降路、便所、車椅子使用者用客室」と、第７
条第３項中「多数の者が利用する」とあるのは
「主として高齢者、障害者等が利用する」と、
前条中「特定建築物」とあるのは「特別特定建
築物」とする。

【協定建築物に関する読替え】
第 19 条　法第 22 条の２第１項の申請に係る協定
建築物における第２条から第 17 条まで（第７
条第２項から第５項まで、第９条第１項第二号
及び第四号、第 10 条、第 11 条第２項、第 12
条から第 13 条まで並びに第 17 条第１項各号列
記の部分及び第２項から第４項までを除く。）
の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ
る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ
同表の右欄に掲げる字句とし、第７条第２項か
ら第５項まで、第９条第１項第二号及び第四号、
第 10 条、第 11 条第２項、第 12 条から第 13 条
まで並びに第 17 条第１項各号列記の部分及び
第２項から第４項までの規定は適用しない。

第２条第１項、
第３条第１項、
第４条、第５条、
第６条第１項、
第11条第１項

多数の者が利用する 協定建築物特定施設
である

第２条第１項 除き、かつ、２以上の
出入口を併設する場
合には、そのうち１
以上のものに限る

除く

第２条第２項 多数の者が利用する
直接地上

協定建築物特定施設
であって直接移動等
円滑化困難旅客施設
又は当該移動等円滑
化困難旅客施設への
経路

第７条第１項 多数の者が利用する
エレベーター

協定建築物特定施設
であるエレベーター

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令�●　第 1８ 条
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第７条第１項第
一号

多数の者が利用する
居室、車椅子使用者
用便房、車椅子使用
者用駐車施設、車椅
子使用者用客室又は
第13条第一号に規定
する車椅子使用者用
浴室等

協定建築物特定施設
である便所

第７条第１項
第二号

地上 移動等円滑化困難旅
客施設又は当該移動
等円滑化困難旅客施
設への経路

第７条第６項 不特定かつ多数の者
が利用し、又は主と
して視覚障害者が利
用する

協定建築物特定施設
である

乗降ロビー 乗降ロビー（同項各
号に規定する階にあ
るものに限る。以下
この項において同
じ。）

第３項又は前項 前項

第８条 昇降機 昇降機（協定建築物
特定施設であるもの
に限る。）

第９条第１項 多数の者が利用する
便所は

協定建築物特定施設
である便所は

第９条第１項
第一号

多数の者が利用する
便所（男子用及び女
子用の区別があると
きは、それぞれの便
所）が設けられてい
る階ごとに、当該便
所のうち１以上に、
車椅子使用者用便房

車椅子使用者用便房

便房を 便房を１以上

第９条第１項
第三号

便房が設けられてい
る便所

便所

第９条第２項 多数の者が利用する
男子用小便器のある
便所が設けられてい
る階ごとに、当該便
所のうち１以上に

協定建築物特定施設
である男子用小便器
のある便所には

第14条第１項、
第15条第１項

、便所又は駐車施設 又は便所

第16条 道等 協定建築物特定施設

第17条第１項 増築若しくは改築
（用途の変更をして
特定建築物にするこ
とを含む。以下「増築
等」という。）又は建
築物の修繕若しくは
模様替（建築物特定
施設に係るものに限
る。以下「修繕等」と
いう。）

増築、改築、修繕又は
模様替（協定建築物
特定施設に係るもの
に限る。以下「増築
等」という。）

次に掲げる建築物の 当該増築等に係る

第 19 条　●高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
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第７条第１項第
一号

多数の者が利用する
居室、車椅子使用者
用便房、車椅子使用
者用駐車施設、車椅
子使用者用客室又は
第13条第一号に規定
する車椅子使用者用
浴室等

協定建築物特定施設
である便所

第７条第１項
第二号

地上 移動等円滑化困難旅
客施設又は当該移動
等円滑化困難旅客施
設への経路

第７条第６項 不特定かつ多数の者
が利用し、又は主と
して視覚障害者が利
用する

協定建築物特定施設
である

乗降ロビー 乗降ロビー（同項各
号に規定する階にあ
るものに限る。以下
この項において同
じ。）

第３項又は前項 前項

第８条 昇降機 昇降機（協定建築物
特定施設であるもの
に限る。）

第９条第１項 多数の者が利用する
便所は

協定建築物特定施設
である便所は

第９条第１項
第一号

多数の者が利用する
便所（男子用及び女
子用の区別があると
きは、それぞれの便
所）が設けられてい
る階ごとに、当該便
所のうち１以上に、
車椅子使用者用便房

車椅子使用者用便房

便房を 便房を１以上

第９条第１項
第三号

便房が設けられてい
る便所

便所

第９条第２項 多数の者が利用する
男子用小便器のある
便所が設けられてい
る階ごとに、当該便
所のうち１以上に

協定建築物特定施設
である男子用小便器
のある便所には

第14条第１項、
第15条第１項

、便所又は駐車施設 又は便所

第16条 道等 協定建築物特定施設

第17条第１項 増築若しくは改築
（用途の変更をして
特定建築物にするこ
とを含む。以下「増築
等」という。）又は建
築物の修繕若しくは
模様替（建築物特定
施設に係るものに限
る。以下「修繕等」と
いう。）

増築、改築、修繕又は
模様替（協定建築物
特定施設に係るもの
に限る。以下「増築
等」という。）

次に掲げる建築物の 当該増築等に係る

第 19 条　●高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令
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建築物の耐震改修の促進に関する法律
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建築物の耐震改修の促進に関する法律
平成７年 10 月 27 日法律第 123 号

最終改正：平成 30 年６月 27 日法律第 67 号

第１章　総則

【目的】
第１条　この法律は、地震による建築物の倒壊等の
被害から国民の生命、身体及び財産を保護する
ため、建築物の耐震改修の促進のための措置を
講ずることにより建築物の地震に対する安全性
の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資す
ることを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「耐震診断」とは、地震
に対する安全性を評価することをいう。

２	 この法律において「耐震改修」とは、地震に対
する安全性の向上を目的として、増築、改築、
修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整
備をすることをいう。

３	 この法律において「所管行政庁」とは、建築主
事を置く市町村又は特別区の区域については当
該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町
村又は特別区の区域については都道府県知事を
いう。ただし、建築基準法（昭和25年法律第201号）第
97 条の２第１項又は第 97 条の３第１項の規定
により建築主事を置く市町村又は特別区の区域
内の政令で定める建築物については、都道府県
知事とする。

▪政令【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】

令１条�➡６３４ 

【国、地方公共団体及び国民の努力義務】
第３条　国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促
進に資する技術に関する研究開発を促進するた
め、当該技術に関する情報の収集及び提供その
他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

２	 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び
耐震改修の促進を図るため、資金の融通又は
あっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよ
う努めるものとする。

３	 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び
耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得
るため、建築物の地震に対する安全性の向上に

関する啓発及び知識の普及に努めるものとす
る。

４	 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保す
るとともに、その向上を図るよう努めるものと
する。

第２章　基本方針及び都道府県　耐震改修促進計画等

【基本方針】
第４条　国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐
震改修の促進を図るための基本的な方針（以下
「基本方針」という。）を定めなければならない。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関す
る基本的な事項

二　建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関す
る目標の設定に関する事項

三　建築物の耐震診断及び耐震改修の実施につい
て技術上の指針となるべき事項

四　建築物の地震に対する安全性の向上に関する
啓発及び知識の普及に関する基本的な事項

五　次条第１項に規定する都道府県耐震改修促進
計画の策定に関する基本的な事項その他建築
物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重
要事項

３	 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを
変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。

【都道府県耐震改修促進計画】
第５条　都道府県は、基本方針に基づき、当該都道
府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修
の促進を図るための計画（以下「都道府県耐震
改修促進計画」という。）を定めるものとする。

２	 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲
げる事項を定めるものとする。

一　当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及
び耐震改修の実施に関する目標

二　当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及
び耐震改修の促進を図るための施策に関する
事項

三　建築物の地震に対する安全性の向上に関する
啓発及び知識の普及に関する事項

建築物の耐震改修の促進に関する法律●　第 1条
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四　建築基準法第 10 条第１項から第３項までの
規定による勧告又は命令その他建築物の地震
に対する安全性を確保し、又はその向上を図
るための措置の実施についての所管行政庁と
の連携に関する事項

五　その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震
診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

３	 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項
第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項
を記載することができる。
一　病院、官公署その他大規模な地震が発生した
場合においてその利用を確保することが公
益上必要な建築物で＊１ 政令で定めるもので
あって、既存耐震不適格建築物（地震に対す
る安全性に係る建築基準法又はこれに基づく
命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規
定」という。）に適合しない建築物で同法第
３条第２項の規定の適用を受けているもの
をいう。以下同じ。）であるもの（その地震
に対する安全性が明らかでないものとして	
＊２ 政令で定める建築物（以下「耐震不明建
築物」という。）に限る。）について、耐震診
断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ること
が必要と認められる場合　　当該建築物に関
する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結
果の報告の期限に関する事項

▪＊１ 政令【都道府県耐震改修促進計画に記載することが

できる公益上必要な建築物】令２条�➡６３４ 

▪＊２ 政令【耐震不明建築物の要件】

令３条�➡６３５ 

二　建築物が地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路（相当数の建築物が集
合し、又は集合することが確実と見込まれる
地域を通過する道路その他国土交通省令で定
める道路（以下「建築物集合地域通過道路
等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市町
村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難
を困難とすることを防止するため、当該道路
にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格
建築物（地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の
者の円滑な避難を困難とするおそれがあるも
のとして政令で定める建築物（第 14 条第三
号において「通行障害建築物」という。）で
あって既存耐震不適格建築物であるものをい

う。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、
又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を
図ることが必要と認められる場合　　当該通
行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する
道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震
不適格建築物（耐震不明建築物であるものに
限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限
に関する事項

▪省令【法第５条第３項第二号の国土交通省令で

定める道路】規則２条�➡６４0 

▪政令【通行障害建築物の要件】令４条�➡６３５ 

三　建築物が地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路（建築物集合地域通過
道路等を除く。）の通行を妨げ、市町村の区
域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難
とすることを防止するため、当該道路にその
敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物
の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが
必要と認められる場合　　当該通行障害既存
耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関す
る事項

四　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
（平成５年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」
という。）第３条第四号に規定する資格を有
する入居者をその全部又は一部について確保
することができない特定優良賃貸住宅（特定
優良賃貸住宅法第６条に規定する特定優良賃
貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第 19
条に規定する計画認定建築物である住宅の耐
震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者
（特定優良賃貸住宅法第３条第四号に規定す
る資格を有する者を除く。以下「特定入居者」
という。）に対する仮住居を提供することが
必要と認められる場合　　特定優良賃貸住宅
の特定入居者に対する賃貸に関する事項

五　前項第一号の目標を達成するため、当該都道
府県の区域内において独立行政法人都市再生
機構（以下「機構」という。）又は地方住宅
供給公社（以下「公社」という。）による建
築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と
認められる場合　　機構又は公社による建築
物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事
項

４	 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項
第一号に定める事項を記載しようとするとき

第 ５条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律

〔 〔〕

〕
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四　建築基準法第 10 条第１項から第３項までの
規定による勧告又は命令その他建築物の地震
に対する安全性を確保し、又はその向上を図
るための措置の実施についての所管行政庁と
の連携に関する事項

五　その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震
診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

３	 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項
第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項
を記載することができる。

一　病院、官公署その他大規模な地震が発生した
場合においてその利用を確保することが公
益上必要な建築物で＊１ 政令で定めるもので
あって、既存耐震不適格建築物（地震に対す
る安全性に係る建築基準法又はこれに基づく
命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規
定」という。）に適合しない建築物で同法第
３条第２項の規定の適用を受けているもの
をいう。以下同じ。）であるもの（その地震
に対する安全性が明らかでないものとして	
＊２ 政令で定める建築物（以下「耐震不明建
築物」という。）に限る。）について、耐震診
断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ること
が必要と認められる場合　　当該建築物に関
する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結
果の報告の期限に関する事項

▪＊１ 政令【都道府県耐震改修促進計画に記載することが

できる公益上必要な建築物】令２条�➡６３４ 

▪＊２ 政令【耐震不明建築物の要件】

令３条�➡６３５ 

二　建築物が地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路（相当数の建築物が集
合し、又は集合することが確実と見込まれる
地域を通過する道路その他国土交通省令で定
める道路（以下「建築物集合地域通過道路
等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市町
村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難
を困難とすることを防止するため、当該道路
にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格
建築物（地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の
者の円滑な避難を困難とするおそれがあるも
のとして政令で定める建築物（第 14 条第三
号において「通行障害建築物」という。）で
あって既存耐震不適格建築物であるものをい

う。以下同じ。）について、耐震診断を行わせ、
又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を
図ることが必要と認められる場合　　当該通
行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する
道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震
不適格建築物（耐震不明建築物であるものに
限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限
に関する事項

▪省令【法第５条第３項第二号の国土交通省令で

定める道路】規則２条�➡６４0 

▪政令【通行障害建築物の要件】令４条�➡６３５ 

三　建築物が地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路（建築物集合地域通過
道路等を除く。）の通行を妨げ、市町村の区
域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難
とすることを防止するため、当該道路にその
敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物
の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが
必要と認められる場合　　当該通行障害既存
耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関す
る事項

四　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
（平成５年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」
という。）第３条第四号に規定する資格を有
する入居者をその全部又は一部について確保
することができない特定優良賃貸住宅（特定
優良賃貸住宅法第６条に規定する特定優良賃
貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第 19
条に規定する計画認定建築物である住宅の耐
震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者
（特定優良賃貸住宅法第３条第四号に規定す
る資格を有する者を除く。以下「特定入居者」
という。）に対する仮住居を提供することが
必要と認められる場合　　特定優良賃貸住宅
の特定入居者に対する賃貸に関する事項

五　前項第一号の目標を達成するため、当該都道
府県の区域内において独立行政法人都市再生
機構（以下「機構」という。）又は地方住宅
供給公社（以下「公社」という。）による建
築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と
認められる場合　　機構又は公社による建築
物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事
項

４	 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項
第一号に定める事項を記載しようとするとき

第 ５条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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は、当該事項について、あらかじめ、当該建築
物の所有者（所有者以外に権原に基づきその建
築物を使用する者があるときは、その者及び所
有者）の意見を聴かなければならない。

５	 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第３
項第五号に定める事項を記載しようとするとき
は、当該事項について、あらかじめ、機構又は
当該公社の同意を得なければならない。

６	 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定め
たときは、遅滞なく、これを公表するとともに、
当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送
付しなければならない。

７	 第３項から前項までの規定は、都道府県耐震改
修促進計画の変更について準用する。

【市町村耐震改修促進計画】
第６条　市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基
づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断
及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市
町村耐震改修促進計画」という。）を定めるよ
う努めるものとする。

２	 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね
次に掲げる事項を定めるものとする。
一　当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び
耐震改修の実施に関する目標

二　当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び
耐震改修の促進を図るための施策に関する事
項

三　建築物の地震に対する安全性の向上に関する
啓発及び知識の普及に関する事項

四　建築基準法第 10 条第１項から第３項までの
規定による勧告又は命令その他建築物の地震
に対する安全性を確保し、又はその向上を図
るための措置の実施についての所管行政庁と
の連携に関する事項

五　その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診
断及び耐震改修の促進に関し必要な事項

３	 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第
二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を
記載することができる。
一　建築物が地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路（建築物集合地域通過
道路等に限る。）の通行を妨げ、当該市町村
の区域における多数の者の円滑な避難を困難
とすることを防止するため、当該道路にその
敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物

について、耐震診断を行わせ、又はその促進
を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必
要と認められる場合　　当該通行障害既存耐
震不適格建築物の敷地に接する道路に関する
事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物
（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る
耐震診断の結果の報告の期限に関する事項

二　建築物が地震によって倒壊した場合において
その敷地に接する道路（建築物集合地域通過
道路等を除く。）の通行を妨げ、当該市町村
の区域における多数の者の円滑な避難を困難
とすることを防止するため、当該道路にその
敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物
の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが
必要と認められる場合　　当該通行障害既存
耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関す
る事項

４	 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。

５	 前２項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変
更について準用する。

第３章　建築物の所有者が講ずべき措置

【要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務】
第７条　次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画
記載建築物」という。）の所有者は、当該要安
全確認計画記載建築物について、国土交通省令
で定めるところにより、耐震診断を行い、その
結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政
庁に報告しなければならない。

▪省令【要安全確認計画記載建築物の耐震診断

及びその結果の報告】規則５条�➡６４0 

一　第５条�第３項第一号の規定により都道府県耐
震改修促進計画に記載された建築物　　同号
の規定により都道府県耐震改修促進計画に記
載された期限

二　その敷地が第５条�第３項第二号の規定により
都道府県耐震改修促進計画に記載された道路
に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐
震不明建築物であるものに限る。）�　　同号の

建築物の耐震改修の促進に関する法律●　第 6条
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規定により都道府県耐震改修促進計画に記載
された期限

三　その敷地が前条�第３項第一号の規定により市
町村耐震改修促進計画に記載された道路に接
する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不
明建築物であるものに限り、前号に掲げる建
築物であるものを除く。）�　　同項第一号の規
定により市町村耐震改修促進計画に記載され
た期限

【要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等】
第８条　所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物
の所有者が前条の規定による報告をせず、又は
虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、
相当の期限を定めて、その報告を行い、又はそ
の報告の内容を是正すべきことを命ずることが
できる。

２	 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたと
きは、国土交通省令で定めるところにより、そ
の旨を公表しなければならない。

▪省令【法第８条第２項の規定による公表の方法】

規則２１条�➡６４４ 

３	 所管行政庁は、第１項の規定により報告を命じ
ようとする場合において、過失がなくて当該報
告を命ずべき者を確知することができず、かつ、
これを放置することが著しく公益に反すると認
められるときは、その者の負担において、耐震
診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委
任した者に行わせることができる。この場合に
おいては、相当の期限を定めて、当該報告をす
べき旨及びその期限までに当該報告をしないと
きは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委
任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじ
め、公告しなければならない。

【耐震診断の結果の公表】
第９条　所管行政庁は、第７条の規定による報告を
受けたときは、国土交通省令で定めるところに
より、当該報告の内容を公表しなければならな
い。前条第３項の規定により耐震診断を行い、
又は行わせたときも、同様とする。

▪省令【法第９条の規定による公表の方法】規則２２条�➡６４４ 

【通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担】
第 10 条　都道府県は、第７条第二号に掲げる建築
物の所有者から申請があったときは、国土交通
省令で定めるところにより、同条の規定により

行われた耐震診断の実施に要する費用を負担し
なければならない。

▪省令【通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に

要する費用の負担】規則２３条�➡６４５ 

２	 市町村は、第７条第三号に掲げる建築物の所有
者から申請があったときは、国土交通省令で定
めるところにより、同条の規定により行われた
耐震診断の実施に要する費用を負担しなければ
ならない。

【要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力】
第 11 条　要安全確認計画記載建築物の所有者は、
耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を
図る必要があると認められるときは、当該要安
全確認計画記載建築物について耐震改修を行う
よう努めなければならない。

【要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び
助言並びに指示等】
第 12 条　所管行政庁は、要安全確認計画記載建築
物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要
があると認めるときは、要安全確認計画記載建
築物の所有者に対し、基本方針のうち第４条第
２項第三号の技術上の指針となるべき事項（以
下「技術指針事項」という。）を勘案して、要
安全確認計画記載建築物の耐震改修について必
要な指導及び助言をすることができる。

２	 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物につ
いて必要な耐震改修が行われていないと認める
ときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に
対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示を
することができる。

３	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
要安全確認計画記載建築物の所有者が、正当な
理由がなく、その指示に従わなかったときは、
その旨を公表することができる。

【要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等】
第 13 条　所管行政庁は、第８条第１項並びに前条
第２項及び第３項の規定の施行に必要な限度に
おいて、政令で定めるところにより、要安全確
認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認
計画記載建築物の地震に対する安全性に係る
事項（第７条の規定による報告の対象となる事
項を除く。）に関し報告させ、又はその職員に、
要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記
載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建
築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記

第 ８条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律



624 耐震改修法　第３章

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

規定により都道府県耐震改修促進計画に記載
された期限

三　その敷地が前条�第３項第一号の規定により市
町村耐震改修促進計画に記載された道路に接
する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不
明建築物であるものに限り、前号に掲げる建
築物であるものを除く。）�　　同項第一号の規
定により市町村耐震改修促進計画に記載され
た期限

【要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等】
第８条　所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物
の所有者が前条の規定による報告をせず、又は
虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、
相当の期限を定めて、その報告を行い、又はそ
の報告の内容を是正すべきことを命ずることが
できる。

２	 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたと
きは、国土交通省令で定めるところにより、そ
の旨を公表しなければならない。

▪省令【法第８条第２項の規定による公表の方法】

規則２１条�➡６４４ 

３	 所管行政庁は、第１項の規定により報告を命じ
ようとする場合において、過失がなくて当該報
告を命ずべき者を確知することができず、かつ、
これを放置することが著しく公益に反すると認
められるときは、その者の負担において、耐震
診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委
任した者に行わせることができる。この場合に
おいては、相当の期限を定めて、当該報告をす
べき旨及びその期限までに当該報告をしないと
きは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委
任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらかじ
め、公告しなければならない。

【耐震診断の結果の公表】
第９条　所管行政庁は、第７条の規定による報告を
受けたときは、国土交通省令で定めるところに
より、当該報告の内容を公表しなければならな
い。前条第３項の規定により耐震診断を行い、
又は行わせたときも、同様とする。

▪省令【法第９条の規定による公表の方法】規則２２条�➡６４４ 

【通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担】
第 10 条　都道府県は、第７条第二号に掲げる建築
物の所有者から申請があったときは、国土交通
省令で定めるところにより、同条の規定により

行われた耐震診断の実施に要する費用を負担し
なければならない。

▪省令【通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に

要する費用の負担】規則２３条�➡６４５ 

２	 市町村は、第７条第三号に掲げる建築物の所有
者から申請があったときは、国土交通省令で定
めるところにより、同条の規定により行われた
耐震診断の実施に要する費用を負担しなければ
ならない。

【要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力】
第 11 条　要安全確認計画記載建築物の所有者は、
耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を
図る必要があると認められるときは、当該要安
全確認計画記載建築物について耐震改修を行う
よう努めなければならない。

【要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び
助言並びに指示等】
第 12 条　所管行政庁は、要安全確認計画記載建築
物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要
があると認めるときは、要安全確認計画記載建
築物の所有者に対し、基本方針のうち第４条第
２項第三号の技術上の指針となるべき事項（以
下「技術指針事項」という。）を勘案して、要
安全確認計画記載建築物の耐震改修について必
要な指導及び助言をすることができる。

２	 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物につ
いて必要な耐震改修が行われていないと認める
ときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に
対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示を
することができる。

３	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
要安全確認計画記載建築物の所有者が、正当な
理由がなく、その指示に従わなかったときは、
その旨を公表することができる。

【要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等】
第 13 条　所管行政庁は、第８条第１項並びに前条
第２項及び第３項の規定の施行に必要な限度に
おいて、政令で定めるところにより、要安全確
認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認
計画記載建築物の地震に対する安全性に係る
事項（第７条の規定による報告の対象となる事
項を除く。）に関し報告させ、又はその職員に、
要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記
載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建
築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記
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載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地、
建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査
させることができる。ただし、住居に立ち入る
場合においては、あらかじめ、その居住者の承
諾を得なければならない。

▪政令【要安全確認計画記載建築物に係る

報告及び立入検査】令５条�➡６３５ 

２	 前項の規定により立入検査をする職員は、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな
ければならない。

３	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解釈してはならな
い。

【特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力】
第 14 条　次に掲げる建築物であって既存耐震不適
格建築物であるもの（要安全確認計画記載建築
物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適
格建築物」という。）の所有者は、当該特定既
存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、
その結果、地震に対する安全性の向上を図る必
要があると認められるときは、当該特定既存耐
震不適格建築物について耐震改修を行うよう努
めなければならない。
一　学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、
展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他
多数の者が利用する建築物で＊１ 政令で定め
るものであって＊２ 政令で定める規模以上の
もの

▪＊１ 政令【多数の者が利用する特定既存耐震

不適格建築物の要件】令６条�１項➡６３６ 

▪＊２ 同条�２項、３項➡６３６ 

二　火薬類、石油類その他＊１ 政令で定める危険
物であって＊２ 政令で定める数量以上のもの
の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
▪＊１ 政令【危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震

不適格建築物の要件】令７条�１項➡６３６ 

▪＊２ 政令【危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震

不適格建築物の要件】令７条�２項、３項➡６３７ 

三　その敷地が第５条第３項第二号若しくは第三
号の規定により都道府県耐震改修促進計画に
記載された道路又は第６条第３項の規定によ
り市町村耐震改修促進計画に記載された道路
に接する通行障害建築物

【特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに
指示等】

第 15 条　所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築
物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保
するため必要があると認めるときは、特定既存
耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事
項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐
震診断及び耐震改修について必要な指導及び助
言をすることができる。

２	 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格
建築物（第一号から第三号までに掲げる特定既
存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する
安全性の向上を図ることが特に必要なものとし
て＊１ 政令で定めるものであって＊２ 政令で定め
る規模以上のものに限る。）について必要な耐
震診断又は耐震改修が行われていないと認める
ときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に
対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示を
することができる。

一　病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨
店その他不特定かつ多数の者が利用する特定
既存耐震不適格建築物

二　小学校、老人ホームその他地震の際の避難確
保上特に配慮を要する者が主として利用する
特定既存耐震不適格建築物

三　前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐
震不適格建築物

四　前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐
震不適格建築物

▪＊１ 政令【所管行政庁による指示の対象となる特定既存

耐震不適格建築物の要件】令８条�１項➡６３７ 

▪＊２ 同条�２項、３項➡６３７ 

３	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正当な
理由がなく、その指示に従わなかったときは、
その旨を公表することができる。

４	 所管行政庁は、前２項の規定の施行に必要な限
度において、政令で定めるところにより、特定
既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既
存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係
る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定
既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建
築物の敷地若しくは特定既存耐震不適格建築物
の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建
築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築
設備、建築材料、書類その他の物件を検査させ
ることができる。

建築物の耐震改修の促進に関する法律●　第 1４ 条
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▪政令【特定既存耐震不適格建築物に係る

報告及び立入検査】令９条�➡６３８ 

５	 第 13 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

【一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等】
第 16 条　要安全確認計画記載建築物及び特定既存
耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物
の所有者は、当該既存耐震不適格建築物につい
て耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震
不適格建築物について耐震改修を行うよう努め
なければならない。

２	 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の
耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保する
ため必要があると認めるときは、当該既存耐震
不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を
勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診
断及び耐震改修について必要な指導及び助言を
することができる。

第４章　建築物の耐震改修の計画の認定

【計画の認定】
第 17 条　建築物の耐震改修をしようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、建築物の
耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を
申請することができる。

▪省令【計画の認定の申請】規則２８条�➡６４５ 

２	 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。
一　建築物の位置
二　建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途
三　建築物の耐震改修の事業の内容
四　建築物の耐震改修の事業に関する資金計画
五　その他国土交通省令で定める事項

▪省令【計画の記載事項】規則２９条�➡６４７ 

３	 所管行政庁は、第１項の申請があった場合にお
いて、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基
準に適合すると認めるときは、その旨の認定（以
下この章において「計画の認定」という。）を
することができる。
一　建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規
定又は地震に対する安全上これに準ずるもの

として国土交通大臣が定める基準に適合して
いること。

二　前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の
事業を確実に遂行するため適切なものである
こと。

三　第１項の申請に係る建築物、建築物の敷地又
は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係
規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又は
これに基づく命令若しくは条例の規定に適合
せず、かつ、同法第３条第２項の規定の適用
を受けているものである場合において、当該
建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規
模の修繕（同法第２条第十四号に規定する大
規模の修繕をいう。）又は大規模の模様替（同
条第十五号に規定する大規模の模様替をい
う。）をしようとするものであり、かつ、当
該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物
の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が
耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命
令若しくは条例の規定に適合しないこととな
るものであるときは、前２号に掲げる基準の
ほか、次に掲げる基準に適合していること。

イ　当該工事が地震に対する安全性の向上を図
るため必要と認められるものであり、かつ、
当該工事後も、引き続き、当該建築物、建
築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の
部分が耐震関係規定以外の建築基準法又は
これに基づく命令若しくは条例の規定に適
合しないこととなることがやむを得ないと
認められるものであること。

ロ　工事の計画（２以上の工事に分けて耐震改
修の工事を行う場合にあっては、それぞれ
の工事の計画。第五号ロ及び第六号ロにお
いて同じ。）に係る建築物及び建築物の敷
地について、交通上の支障の度、安全上、
防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上
及び市街地の環境の保全上の有害の度が高
くならないものであること。

四　第１項の申請に係る建築物が既存耐震不適格
建築物である耐火建築物（建築基準法第２条
第九号の二に規定する耐火建築物をいう。）
である場合において、当該建築物について柱
若しくは壁を設け、又は柱若しくははりの模
様替をすることにより当該建築物が同法第
27 条第２項の規定に適合しないこととなる

第 16 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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▪政令【特定既存耐震不適格建築物に係る

報告及び立入検査】令９条�➡６３８ 

５	 第 13 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

【一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等】
第 16 条　要安全確認計画記載建築物及び特定既存
耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物
の所有者は、当該既存耐震不適格建築物につい
て耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震
不適格建築物について耐震改修を行うよう努め
なければならない。

２	 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の
耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保する
ため必要があると認めるときは、当該既存耐震
不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を
勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診
断及び耐震改修について必要な指導及び助言を
することができる。

第４章　建築物の耐震改修の計画の認定

【計画の認定】
第 17 条　建築物の耐震改修をしようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、建築物の
耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を
申請することができる。

▪省令【計画の認定の申請】規則２８条�➡６４５ 

２	 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。

一　建築物の位置
二　建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途
三　建築物の耐震改修の事業の内容
四　建築物の耐震改修の事業に関する資金計画
五　その他国土交通省令で定める事項

▪省令【計画の記載事項】規則２９条�➡６４７ 

３	 所管行政庁は、第１項の申請があった場合にお
いて、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基
準に適合すると認めるときは、その旨の認定（以
下この章において「計画の認定」という。）を
することができる。

一　建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規
定又は地震に対する安全上これに準ずるもの

として国土交通大臣が定める基準に適合して
いること。

二　前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の
事業を確実に遂行するため適切なものである
こと。

三　第１項の申請に係る建築物、建築物の敷地又
は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係
規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又は
これに基づく命令若しくは条例の規定に適合
せず、かつ、同法第３条第２項の規定の適用
を受けているものである場合において、当該
建築物又は建築物の部分の増築、改築、大規
模の修繕（同法第２条第十四号に規定する大
規模の修繕をいう。）又は大規模の模様替（同
条第十五号に規定する大規模の模様替をい
う。）をしようとするものであり、かつ、当
該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物
の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が
耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命
令若しくは条例の規定に適合しないこととな
るものであるときは、前２号に掲げる基準の
ほか、次に掲げる基準に適合していること。

イ　当該工事が地震に対する安全性の向上を図
るため必要と認められるものであり、かつ、
当該工事後も、引き続き、当該建築物、建
築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の
部分が耐震関係規定以外の建築基準法又は
これに基づく命令若しくは条例の規定に適
合しないこととなることがやむを得ないと
認められるものであること。

ロ　工事の計画（２以上の工事に分けて耐震改
修の工事を行う場合にあっては、それぞれ
の工事の計画。第五号ロ及び第六号ロにお
いて同じ。）に係る建築物及び建築物の敷
地について、交通上の支障の度、安全上、
防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上
及び市街地の環境の保全上の有害の度が高
くならないものであること。

四　第１項の申請に係る建築物が既存耐震不適格
建築物である耐火建築物（建築基準法第２条
第九号の二に規定する耐火建築物をいう。）
である場合において、当該建築物について柱
若しくは壁を設け、又は柱若しくははりの模
様替をすることにより当該建築物が同法第
27 条第２項の規定に適合しないこととなる

第 16 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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ものであるときは、第一号及び第二号に掲げ
る基準のほか、次に掲げる基準に適合してい
ること。
イ　当該工事が地震に対する安全性の向上を図
るため必要と認められるものであり、かつ、
当該工事により、当該建築物が建築基準法
第 27 条第２項の規定に適合しないことと
なることがやむを得ないと認められるもの
であること。

ロ　次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難
上支障がないと認められるものであるこ
と。
⑴　工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造
が国土交通省令で定める防火上の基準に
適合していること。

▪省令【法第17条第３項第四号の国土交通省令で

定める防火上の基準】規則３１条�１項➡６４７ 

⑵　工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る
火災が発生した場合の通報の方法が国土
交通省令で定める防火上の基準に適合し
ていること。

▪省令【法第17条第３項第四号の国土交通省令で

定める防火上の基準】規則３１条�２項➡６４８ 

五　第１項の申請に係る建築物が既存耐震不適格
建築物である場合において、当該建築物につ
いて増築をすることにより当該建築物が建築
物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する割
合をいう。）に係る建築基準法又はこれに基
づく命令若しくは条例の規定（イ及び第８項
において「容積率関係規定」という。）に適
合しないこととなるものであるときは、第一
号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げ
る基準に適合していること。
イ　当該工事が地震に対する安全性の向上を図
るため必要と認められるものであり、かつ、
当該工事により、当該建築物が容積率関係
規定に適合しないこととなることがやむを
得ないと認められるものであること。

ロ　工事の計画に係る建築物について、交通上、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認
められるものであること。

六　第１項の申請に係る建築物が既存耐震不適格
建築物である場合において、当該建築物につ
いて増築をすることにより当該建築物が建築
物の建蔽率（建築面積の敷地面積に対する割

合をいう。）に係る建築基準法又はこれに基
づく命令若しくは条例の規定（イ及び第９項
において「建蔽率関係規定」という。）に適
合しないこととなるものであるときは、第一
号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げ
る基準に適合していること。

イ　当該工事が地震に対する安全性の向上を図
るため必要と認められるものであり、かつ、
当該工事により、当該建築物が建蔽率関係
規定に適合しないこととなることがやむを
得ないと認められるものであること。

ロ　工事の計画に係る建築物について、交通上、
安全上、防火上及び衛生上支障がないと認
められるものであること。

４	 第１項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が
建築基準法第６条第１項の規定による確認又は
同法第 18 条第２項の規定による通知を要する
ものである場合において、計画の認定をしよう
とするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建
築主事の同意を得なければならない。

５	 建築基準法第 93 条の規定は所管行政庁が同法
第６条第１項の規定による確認又は同法第 18
条第２項の規定による通知を要する建築物の耐
震改修の計画について計画の認定をしようとす
る場合について、同法第 93 条の２の規定は所
管行政庁が同法第６条第１項の規定による確認
を要する建築物の耐震改修の計画について計画
の認定をしようとする場合について準用する。

６	 所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲
げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくは
その敷地の部分（以下この項において「建築物
等」という。）については、建築基準法第３条
第３項第三号及び第四号の規定にかかわらず、
同条第２項の規定を適用する。

一　耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法
第３条第２項の規定の適用を受けている建築
物等であって、第３項第一号の国土交通大臣
が定める基準に適合しているものとして計画
の認定を受けたもの

二　計画の認定に係る第３項第三号の建築物等
７	 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の
認定に係る第３項第四号の建築物については、
建築基準法第 27 条第２項の規定は、適用しな
い。

８	 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の

建築物の耐震改修の促進に関する法律●　第 1７ 条
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認定に係る第３項第五号の建築物については、
容積率関係規定は、適用しない。

９	 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の
認定に係る第３項第六号の建築物については、
建蔽率関係規定は、適用しない。

10	 第１項の申請に係る建築物の耐震改修の計画
が建築基準法第６条第１項の規定による確認
又は同法第 18 条第２項の規定による通知を要
するものである場合において、所管行政庁が計
画の認定をしたときは、同法第６条第１項又は
第 18 条第３項の規定による確認済証の交付が
あったものとみなす。この場合において、所管
行政庁は、その旨を建築主事に通知するものと
する。

【計画の変更】
第 18 条　計画の認定を受けた者（第 28 条第１項
及び第３項を除き、以下「認定事業者」という。）
は、当該計画の認定を受けた計画の変更（国土
交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ
うとするときは、所管行政庁の認定を受けなけ
ればならない。

▪省令【法第18条第１項の国土交通省令で定める軽微な変更】

規則３２条�➡６４８ 

２	 前条の規定は、前項の場合について準用する。
【計画認定建築物に係る報告の徴収】
第 19 条　所管行政庁は、認定事業者に対し、計画
の認定を受けた計画（前条第１項の規定による
変更の認定があったときは、その変更後のもの。
次条において同じ。）に係る建築物（以下「計
画認定建築物」という。）の耐震改修の状況に
ついて報告を求めることができる。

【改善命令】
第 20 条　所管行政庁は、認定事業者が計画の認定
を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改
修を行っていないと認めるときは、当該認定事
業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に
必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る。

【計画の認定の取消し】
第 21 条　所管行政庁は、認定事業者が前条の規定
による処分に違反したときは、計画の認定を取
り消すことができる。

第５章　建築物の地震に対する安全性に係る認定等
【建築物の地震に対する安全性に係る認定】
第 22 条　建築物の所有者は、国土交通省令で定め
るところにより、所管行政庁に対し、当該建築
物について地震に対する安全性に係る基準に適
合している旨の認定を申請することができる。

▪省令【建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請】

規則３３条�➡６４８ 

２	 所管行政庁は、前項の申請があった場合におい
て、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は
地震に対する安全上これに準ずるものとして国
土交通大臣が定める基準に適合していると認め
るときは、その旨の認定をすることができる。

３	 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた
建築物（以下「基準適合認定建築物」という。）、
その敷地又はその利用に関する広告その他の国
土交通省令で定めるもの（次項において「広告
等」という。）に、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、当該基準適合認定建築物が前項の認
定を受けている旨の表示を付することができ
る。

▪省令【表示等】規則３５条�➡６４８ 

４	 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建
築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【基準適合認定建築物に係る認定の取消し】
第 23 条　所管行政庁は、基準適合認定建築物が前
条第２項の基準に適合しなくなったと認めると
きは、同項の認定を取り消すことができる。

【基準適合認定建築物に係る報告、検査等】
第 24 条　所管行政庁は、前条の規定の施行に必要
な限度において、政令で定めるところにより、
第 22 条第２項の認定を受けた者に対し、基準
適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事
項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合
認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しく
は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、
基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷
地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を
検査させることができる。

▪政令【基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査】

令１0条�➡６３８ 

第 1８ 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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認定に係る第３項第五号の建築物については、
容積率関係規定は、適用しない。

９	 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の
認定に係る第３項第六号の建築物については、
建蔽率関係規定は、適用しない。

10	 第１項の申請に係る建築物の耐震改修の計画
が建築基準法第６条第１項の規定による確認
又は同法第 18 条第２項の規定による通知を要
するものである場合において、所管行政庁が計
画の認定をしたときは、同法第６条第１項又は
第 18 条第３項の規定による確認済証の交付が
あったものとみなす。この場合において、所管
行政庁は、その旨を建築主事に通知するものと
する。

【計画の変更】
第 18 条　計画の認定を受けた者（第 28 条第１項
及び第３項を除き、以下「認定事業者」という。）
は、当該計画の認定を受けた計画の変更（国土
交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ
うとするときは、所管行政庁の認定を受けなけ
ればならない。

▪省令【法第18条第１項の国土交通省令で定める軽微な変更】

規則３２条�➡６４８ 

２	 前条の規定は、前項の場合について準用する。
【計画認定建築物に係る報告の徴収】
第 19 条　所管行政庁は、認定事業者に対し、計画
の認定を受けた計画（前条第１項の規定による
変更の認定があったときは、その変更後のもの。
次条において同じ。）に係る建築物（以下「計
画認定建築物」という。）の耐震改修の状況に
ついて報告を求めることができる。

【改善命令】
第 20 条　所管行政庁は、認定事業者が計画の認定
を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改
修を行っていないと認めるときは、当該認定事
業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に
必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る。

【計画の認定の取消し】
第 21 条　所管行政庁は、認定事業者が前条の規定
による処分に違反したときは、計画の認定を取
り消すことができる。

第５章　建築物の地震に対する安全性に係る認定等
【建築物の地震に対する安全性に係る認定】
第 22 条　建築物の所有者は、国土交通省令で定め
るところにより、所管行政庁に対し、当該建築
物について地震に対する安全性に係る基準に適
合している旨の認定を申請することができる。

▪省令【建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請】

規則３３条�➡６４８ 

２	 所管行政庁は、前項の申請があった場合におい
て、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は
地震に対する安全上これに準ずるものとして国
土交通大臣が定める基準に適合していると認め
るときは、その旨の認定をすることができる。

３	 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた
建築物（以下「基準適合認定建築物」という。）、
その敷地又はその利用に関する広告その他の国
土交通省令で定めるもの（次項において「広告
等」という。）に、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、当該基準適合認定建築物が前項の認
定を受けている旨の表示を付することができ
る。

▪省令【表示等】規則３５条�➡６４８ 

４	 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建
築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【基準適合認定建築物に係る認定の取消し】
第 23 条　所管行政庁は、基準適合認定建築物が前
条第２項の基準に適合しなくなったと認めると
きは、同項の認定を取り消すことができる。

【基準適合認定建築物に係る報告、検査等】
第 24 条　所管行政庁は、前条の規定の施行に必要
な限度において、政令で定めるところにより、
第 22 条第２項の認定を受けた者に対し、基準
適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事
項に関し報告させ、又はその職員に、基準適合
認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しく
は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、
基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷
地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を
検査させることができる。

▪政令【基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査】

令１0条�➡６３８ 

第 1８ 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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２	 第 13 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

第６章　区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等

【区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定】
第 25 条　耐震診断が行われた区分所有建築物（２
以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する
法律（昭和37年法律第69号）第２条第２項に規定する
区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建築
物をいう。以下同じ。）の管理者等（同法第 25
条第１項の規定により選任された管理者（管理
者がないときは、同法第 34 条の規定による集
会において指定された区分所有者）又は同法
第 49 条第１項の規定により置かれた理事をい
う。）は、国土交通省令で定めるところにより、
所管行政庁に対し、当該区分所有建築物につい
て耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請す
ることができる。

▪省令【区分所有建築物の耐震改修の必要性に

係る認定の申請】規則３７条�➡６４９ 

２	 所管行政庁は、前項の申請があった場合におい
て、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対
する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国
土交通大臣が定める基準に適合していないと認
めるときは、その旨の認定をすることができる。

３	 前項の認定を受けた区分所有建築物（以下「要
耐震改修認定建築物」という。）の耐震改修が
建物の区分所有等に関する法律第 17 条第１項
に規定する共用部分の変更に該当する場合にお
ける同項の規定の適用については、同項中「区
分所有者及び議決権の各　	以上の多数による
集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、
同項ただし書の規定は、適用しない。

▪【共用部分の変更】建物の区分所有等に関する法律１７条�１項

➡９６２ 

【要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力】
第 26 条　要耐震改修認定建築物の区分所有者は、
当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を
行うよう努めなければならない。

【要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言
並びに指示等】

3
4

第 27 条　所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の
区分所有者に対し、技術指針事項を勘案して、
要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要
な指導及び助言をすることができる。

２	 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について
必要な耐震改修が行われていないと認めるとき
は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、
技術指針事項を勘案して、必要な指示をするこ
とができる。

３	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
要耐震改修認定建築物の区分所有者が、正当な
理由がなく、その指示に従わなかったときは、
その旨を公表することができる。

４	 所管行政庁は、前２項の規定の施行に必要な限
度において、政令で定めるところにより、要耐
震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震
改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事
項に関し報告させ、又はその職員に、要耐震改
修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若
しくは要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち
入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定
建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その
他の物件を検査させることができる。

▪政令【要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査】

令１１条�➡６３８ 

５	 第 13 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

第７章　�建築物の耐震改修に係る特例

【特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例】
第 28 条　第５条第３項第四号の規定により都道府
県耐震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定
入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都
道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法
第５条第１項に規定する認定事業者は、特定優
良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃
貸住宅法第３条第四号に規定する資格を有する
入居者を国土交通省令で定める期間以上確保す
ることができないときは、特定優良賃貸住宅法
の規定にかかわらず、都道府県知事（市の区域

建築物の耐震改修の促進に関する法律●　第 2５ 条
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内にあっては、当該市の長。第３項において同
じ。）の承認を受けて、その全部又は一部を特
定入居者に賃貸することができる。

▪省令【特定優良賃貸住宅の入居者を確保することが

できない期間】規則４0条�➡６４９ 

２	 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は
一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、
借地借家法（平成３年法律第90号）第 38 条第１項の規
定による建物の賃貸借（国土交通省令で定める
期間を上回らない期間を定めたものに限る。）
としなければならない。

▪省令【認定基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の

賃貸借の期間】規則４１条�➡６４９ 

３	 特定優良賃貸住宅法第５条第１項に規定する認
定事業者が第１項の規定による都道府県知事の
承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法
第 11 条第１項の規定の適用については、同項
中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の耐
震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第
28 条第２項の規定」とする。

【機構の業務の特例】
第 29 条　第５条第３項第五号の規定により都道府
県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震
診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載し
た都道府県の区域内において、機構は、独立行
政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）第 11
条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令
で定める建築物（同条第３項第二号の住宅又は
同項第四号の施設であるものに限る。）の耐震
診断及び耐震改修の業務を行うことができる。

▪政令【独立行政法人都市再生機構の業務の特例の

対象となる建築物】令１２条�➡６３８ 

【公社の業務の特例】
第 30 条　第５条第３項第五号の規定により都道府
県耐震改修促進計画に公社による建築物の耐震
診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載し
た都道府県の区域内において、公社は、地方住
宅供給公社法（昭和40年法律第124号）第 21 条に規定
する業務のほか、委託により、住宅の耐震診断
及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委
託により行った住宅の建設と一体として建設し
た商店、事務所等の用に供する建築物及び集団
住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築
物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことが
できる。

２	 前項の規定により公社の業務が行われる場合に
は、地方住宅供給公社法第 49 条第三号中「第
21 条に規定する業務」とあるのは、「第 21 条
に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に
関する法律（平成７年法律第123号）第 30 条第１項に
規定する業務」とする。

【独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについ
ての配慮】
第 31 条　独立行政法人住宅金融支援機構は、法令
及びその事業計画の範囲内において、計画認定
建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われる
よう、必要な資金の貸付けについて配慮するも
のとする。

第８章　耐震改修支援センター

【耐震改修支援センター】
第 32 条　国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び
耐震改修の実施を支援することを目的とする一
般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的
としない法人であって、第 34 条に規定する業
務（以下「支援業務」という。）に関し次に掲
げる基準に適合すると認められるものを、その
申請により、耐震改修支援センター（以下「セ
ンター」という。）として指定することができる。

一　職員、支援業務の実施の方法その他の事項に
ついての支援業務の実施に関する計画が、支
援業務の適確な実施のために適切なものであ
ること。

二　前号の支援業務の実施に関する計画を適確に
実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を
有するものであること。

三　役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実
施に支障を及ぼすおそれがないものであるこ
と。

四　支援業務以外の業務を行っている場合には、
その業務を行うことによって支援業務の公正
な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ
ること。

五　前各号に定めるもののほか、支援業務を公正
かつ適確に行うことができるものであるこ
と。

【指定の公示等】
第 33 条　国土交通大臣は、前条の規定による指定

第 29 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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内にあっては、当該市の長。第３項において同
じ。）の承認を受けて、その全部又は一部を特
定入居者に賃貸することができる。

▪省令【特定優良賃貸住宅の入居者を確保することが

できない期間】規則４0条�➡６４９ 

２	 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は
一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、
借地借家法（平成３年法律第90号）第 38 条第１項の規
定による建物の賃貸借（国土交通省令で定める
期間を上回らない期間を定めたものに限る。）
としなければならない。

▪省令【認定基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の

賃貸借の期間】規則４１条�➡６４９ 

３	 特定優良賃貸住宅法第５条第１項に規定する認
定事業者が第１項の規定による都道府県知事の
承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法
第 11 条第１項の規定の適用については、同項
中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の耐
震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）第
28 条第２項の規定」とする。

【機構の業務の特例】
第 29 条　第５条第３項第五号の規定により都道府
県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震
診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載し
た都道府県の区域内において、機構は、独立行
政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）第 11
条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令
で定める建築物（同条第３項第二号の住宅又は
同項第四号の施設であるものに限る。）の耐震
診断及び耐震改修の業務を行うことができる。

▪政令【独立行政法人都市再生機構の業務の特例の

対象となる建築物】令１２条�➡６３８ 

【公社の業務の特例】
第 30 条　第５条第３項第五号の規定により都道府
県耐震改修促進計画に公社による建築物の耐震
診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載し
た都道府県の区域内において、公社は、地方住
宅供給公社法（昭和40年法律第124号）第 21 条に規定
する業務のほか、委託により、住宅の耐震診断
及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委
託により行った住宅の建設と一体として建設し
た商店、事務所等の用に供する建築物及び集団
住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築
物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことが
できる。

２	 前項の規定により公社の業務が行われる場合に
は、地方住宅供給公社法第 49 条第三号中「第
21 条に規定する業務」とあるのは、「第 21 条
に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に
関する法律（平成７年法律第123号）第 30 条第１項に
規定する業務」とする。

【独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについ
ての配慮】
第 31 条　独立行政法人住宅金融支援機構は、法令
及びその事業計画の範囲内において、計画認定
建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われる
よう、必要な資金の貸付けについて配慮するも
のとする。

第８章　耐震改修支援センター

【耐震改修支援センター】
第 32 条　国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び
耐震改修の実施を支援することを目的とする一
般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的
としない法人であって、第 34 条に規定する業
務（以下「支援業務」という。）に関し次に掲
げる基準に適合すると認められるものを、その
申請により、耐震改修支援センター（以下「セ
ンター」という。）として指定することができる。

一　職員、支援業務の実施の方法その他の事項に
ついての支援業務の実施に関する計画が、支
援業務の適確な実施のために適切なものであ
ること。

二　前号の支援業務の実施に関する計画を適確に
実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を
有するものであること。

三　役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実
施に支障を及ぼすおそれがないものであるこ
と。

四　支援業務以外の業務を行っている場合には、
その業務を行うことによって支援業務の公正
な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ
ること。

五　前各号に定めるもののほか、支援業務を公正
かつ適確に行うことができるものであるこ
と。

【指定の公示等】
第 33 条　国土交通大臣は、前条の規定による指定

第 29 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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（以下単に「指定」という。）をしたときは、セ
ンターの名称及び住所並びに支援業務を行う事
務所の所在地を公示しなければならない。

２	 センターは、その名称若しくは住所又は支援業
務を行う事務所の所在地を変更しようとすると
きは、変更しようとする日の２週間前までに、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならな
い。

３	 国土交通大臣は、前項の規定による届出があっ
たときは、その旨を公示しなければならない。

【業務】
第 34 条　センターは、次に掲げる業務を行うもの
とする。
一　認定事業者が行う計画認定建築物である要安
全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適
格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを
行った国土交通省令で定める金融機関の要請
に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をす
ること。

二　建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報
及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。

三　建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査
及び研究を行うこと。

四　前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこ
と。

【業務の委託】
第 35 条　センターは、国土交通大臣の認可を受け
て、前条第一号に掲げる業務（以下「債務保証
業務」という。）のうち債務の保証の決定以外
の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に
委託することができる。

２	 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前
項の規定による委託を受け、当該業務を行うこ
とができる。

【債務保証業務規程】
第 36 条　センターは、債務保証業務に関する規程
（以下「債務保証業務規程」という。）を定め、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。

２	 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交
通省令で定める。

３	 国土交通大臣は、第１項の認可をした債務保証
業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施
上不適当となったと認めるときは、その債務保
証業務規程を変更すべきことを命ずることがで

きる。
【事業計画等】
第 37 条　センターは、毎事業年度、国土交通省令
で定めるところにより、支援業務に係る事業計
画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始
前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっ
ては、その指定を受けた後遅滞なく）、国土交
通大臣の認可を受けなければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。

２	 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定め
るところにより、支援業務に係る事業報告書及
び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後３
月以内に、国土交通大臣に提出しなければなら
ない。

【区分経理】
第 38 条　センターは、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分し
て整理しなければならない。

一　債務保証業務及びこれに附帯する業務
二　第 34 条第二号及び第三号に掲げる業務並び
にこれらに附帯する業務

【帳簿の備付け等】
第 39 条　センターは、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、支援業務に関する事項で国土交通省
令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、こ
れを保存しなければならない。

２	 前項に定めるもののほか、センターは、国土交
通省令で定めるところにより、支援業務に関す
る書類で国土交通省令で定めるものを保存しな
ければならない。

【監督命令】
第 40 条　国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適
確な実施を確保するため必要があると認めると
きは、センターに対し、支援業務に関し監督上
必要な命令をすることができる。

【センターに係る報告、検査等】
第 41 条　国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適
確な実施を確保するため必要があると認めると
きは、センターに対し支援業務若しくは資産の
状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、
センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況
若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、
若しくは関係者に質問させることができる。

２	 前項の規定により立入検査をする職員は、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな

建築物の耐震改修の促進に関する法律●　第 3４ 条
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ければならない。
３	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解釈してはならな
い。

【指定の取消し等】
第 42 条　国土交通大臣は、センターが次の各号の
いずれかに該当するときは、その指定を取り消
すことができる。
一　第 33 条第２項又は第 37 条から第 39 条まで
の規定のいずれかに違反したとき。

二　第 36 条第１項の認可を受けた債務保証業務
規程によらないで債務保証業務を行ったと
き。

三　第 36 条第３項又は第 40 条の規定による命令
に違反したとき。

四　第 32 条各号に掲げる基準に適合していない
と認めるとき。

五　センター又はその役員が、支援業務に関し著
しく不適当な行為をしたとき。

六　不正な手段により指定を受けたとき。
２	 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り
消したときは、その旨を公示しなければならな
い。

第９章　罰則

第 43 条　第８条第１項の規定による命令に違反し
た者は、100 万円以下の罰金に処する。

第 44 条　第 13 条第１項、第 15 条第４項又は第 27
条第４項の規定による報告をせず、若しくは虚
偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、50 万円
以下の罰金に処する。

第 45 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30
万円以下の罰金に処する。
一　第 19 条、第 24 条第１項又は第 41 条第１項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者

二　第 22 条第４項の規定に違反して、表示を付
した者

三　第 24 条第１項又は第 41 条第１項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四　第 39 条第１項の規定に違反して、帳簿を備
え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
者

五　第 39 条第２項の規定に違反した者
六　第 41 条第１項の規定による質問に対して答
弁せず、又は虚偽の答弁をした者

第 46 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、前３条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
も各本条の刑を科する。

附則（抄）

【要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等】
第３条　次に掲げる既存耐震不適格建築物であっ
て、その地震に対する安全性を緊急に確かめる
必要がある大規模なものとして政令で定めるも
の（要安全確認計画記載建築物であって当該要
安全確認計画記載建築物に係る第７条各号に定
める期限が平成 27 年 12 月 30 日以前であるも
のを除く。以下この条において「要緊急安全確
認大規模建築物」という。）の所有者は、当該
要緊急安全確認大規模建築物について、国土交
通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、
その結果を同月 31 日までに所管行政庁に報告
しなければならない。

▪政令【地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある

大規模な既存耐震不適格建築物の要件】令附則２条�➡６３８ 

一　病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨
店その他不特定かつ多数の者が利用する既存
耐震不適格建築物

二　小学校、老人ホームその他地震の際の避難確
保上特に配慮を要する者が主として利用する
既存耐震不適格建築物

三　第 14 条第二号に掲げる建築物である既存耐
震不適格建築物

２	 第７条から第 13 条までの規定は要安全確認計
画記載建築物である要緊急安全確認大規模建築
物であるものについて、第 14 条及び第 15 条の
規定は要緊急安全確認大規模建築物について

第 ４2 条、附則　●建築物の耐震改修の促進に関する法律



632 耐震改修法　第９章、附則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ければならない。
３	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解釈してはならな
い。

【指定の取消し等】
第 42 条　国土交通大臣は、センターが次の各号の
いずれかに該当するときは、その指定を取り消
すことができる。

一　第 33 条第２項又は第 37 条から第 39 条まで
の規定のいずれかに違反したとき。

二　第 36 条第１項の認可を受けた債務保証業務
規程によらないで債務保証業務を行ったと
き。

三　第 36 条第３項又は第 40 条の規定による命令
に違反したとき。

四　第 32 条各号に掲げる基準に適合していない
と認めるとき。

五　センター又はその役員が、支援業務に関し著
しく不適当な行為をしたとき。

六　不正な手段により指定を受けたとき。
２	 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り
消したときは、その旨を公示しなければならな
い。

第９章　罰則

第 43 条　第８条第１項の規定による命令に違反し
た者は、100 万円以下の罰金に処する。

第 44 条　第 13 条第１項、第 15 条第４項又は第 27
条第４項の規定による報告をせず、若しくは虚
偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、50 万円
以下の罰金に処する。

第 45 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30
万円以下の罰金に処する。

一　第 19 条、第 24 条第１項又は第 41 条第１項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者

二　第 22 条第４項の規定に違反して、表示を付
した者

三　第 24 条第１項又は第 41 条第１項の規定によ
る検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四　第 39 条第１項の規定に違反して、帳簿を備
え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった
者

五　第 39 条第２項の規定に違反した者
六　第 41 条第１項の規定による質問に対して答
弁せず、又は虚偽の答弁をした者

第 46 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、前３条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
も各本条の刑を科する。

附則（抄）

【要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等】
第３条　次に掲げる既存耐震不適格建築物であっ
て、その地震に対する安全性を緊急に確かめる
必要がある大規模なものとして政令で定めるも
の（要安全確認計画記載建築物であって当該要
安全確認計画記載建築物に係る第７条各号に定
める期限が平成 27 年 12 月 30 日以前であるも
のを除く。以下この条において「要緊急安全確
認大規模建築物」という。）の所有者は、当該
要緊急安全確認大規模建築物について、国土交
通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、
その結果を同月 31 日までに所管行政庁に報告
しなければならない。

▪政令【地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある

大規模な既存耐震不適格建築物の要件】令附則２条�➡６３８ 

一　病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨
店その他不特定かつ多数の者が利用する既存
耐震不適格建築物

二　小学校、老人ホームその他地震の際の避難確
保上特に配慮を要する者が主として利用する
既存耐震不適格建築物

三　第 14 条第二号に掲げる建築物である既存耐
震不適格建築物

２	 第７条から第 13 条までの規定は要安全確認計
画記載建築物である要緊急安全確認大規模建築
物であるものについて、第 14 条及び第 15 条の
規定は要緊急安全確認大規模建築物について

第 ４2 条、附則　●建築物の耐震改修の促進に関する法律
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は、適用しない。
３	 第８条、第９条及び第 11 条から第 13 条までの
規定は、要緊急安全確認大規模建築物について
準用する。この場合において、第８条第１項
中「前条」とあり、並びに第９条及び第 13 条
第１項中「第７条」とあるのは「附則第３条第
１項」と、第９条中「前条第３項」とあるのは
「同条第３項において準用する前条第３項」と、
第 13 条第１項中「第８条第１項」とあるのは
「附則第３条第３項において準用する第８条第
１項」と読み替えるものとする。

４	 前項において準用する第８条第１項の規定によ
る命令に違反した者は、100 万円以下の罰金に
処する。

５	 第３項において準用する第 13 条第１項の規定
による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若し
くは忌避した者は、50 万円以下の罰金に処す
る。

６	 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、前２項の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人又は人に対しても当
該各項の刑を科する。

建築物の耐震改修の促進に関する法律●　附則

線引きはありません
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建築物の耐震改修の促進に関する�
法律施行令

平成７年 12 月 22 日政令第 429 号

最終改正：平成 30 年 11 月 30 日政令第 323 号

【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
第１条　建築物の耐震改修の促進に関する法律（以
下「法」という。）第２条第３項ただし書の政
令で定める建築物のうち建築基準法（昭和25年法律
第201号）第 97 条の２第１項の規定により建築主
事を置く市町村の区域内のものは、同法第６条
第１項第四号に掲げる建築物（その新築、改築、
増築、移転又は用途の変更に関して、法律並び
にこれに基づく命令及び条例の規定により都道
府県知事の許可を必要とするものを除く。）以
外の建築物とする。

２	 法第２条第３項ただし書の政令で定める建築物
のうち建築基準法第 97 条の３第１項の規定に
より建築主事を置く特別区の区域内のものは、
次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物に
あっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252
条の 17 の２第１項の規定により同号に規定す
る処分に関する事務を特別区が処理することと
された場合における当該建築物を除く。）とす
る。
一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）第２条第１項第四号に規定する延べ面積
をいう。）が１万㎡を超える建築物

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、建築基準法第 51 条（同法第 87 条
第２項及び第３項において準用する場合を含
む。）（市町村都市計画審議会が置かれている
特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産
業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）並び
に同法以外の法律並びにこれに基づく命令及
び条例の規定により都知事の許可を必要とす
る建築物

【都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公
益上必要な建築物】
第２条　法第５条第３項第一号の政令で定める公益
上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築
物とする。
一　診療所
二　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第四

号に規定する電気通信事業の用に供する施設
三　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第
十六号に規定する電気事業の用に供する施設

四　ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第 11 項に
規定するガス事業の用に供する施設

五　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律（昭和42年法律第149号）第２条第３項
に規定する液化石油ガス販売事業の用に供す
る施設

六　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第２項に規定
する水道事業又は同条第４項に規定する水道
用水供給事業の用に供する施設

七　下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第三号に規
定する公共下水道又は同条第四号に規定する
流域下水道の用に供する施設

八　熱供給事業法（昭和47年法律第88号）第２条第２項
に規定する熱供給事業の用に供する施設

九　火葬場
十　汚物処理場
一
十　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（昭和46年政令第300号。次号において「廃棄物処理
法施行令」という。）第５条第１項に規定す
るごみ処理施設

二
十　廃棄物処理法施行令第７条第一号から第十三
号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
（工場その他の建築物に附属するもので、当
該建築物において生じた廃棄物のみの処理を
行うものを除く。）

三
十　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第１項に

規定する鉄道事業の用に供する施設
四
十　軌道法（大正10年法律第76号）第１条第１項に規定
する軌道の用に供する施設

五
十　道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第一号イ
に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用
に供する施設

六
十　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第２

条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業
の用に供する施設

七
十　自動車ターミナル法（昭和34年法律第136号）第２条

第８項に規定する自動車ターミナル事業の用
に供する施設

八
十　港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定
する港湾施設

九
十　空港法（昭和31年法律第80号）第２条に規定する空
港の用に供する施設

第 1条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
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建築物の耐震改修の促進に関する�
法律施行令

平成７年 12 月 22 日政令第 429 号

最終改正：平成 30 年 11 月 30 日政令第 323 号

【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
第１条　建築物の耐震改修の促進に関する法律（以
下「法」という。）第２条第３項ただし書の政
令で定める建築物のうち建築基準法（昭和25年法律
第201号）第 97 条の２第１項の規定により建築主
事を置く市町村の区域内のものは、同法第６条
第１項第四号に掲げる建築物（その新築、改築、
増築、移転又は用途の変更に関して、法律並び
にこれに基づく命令及び条例の規定により都道
府県知事の許可を必要とするものを除く。）以
外の建築物とする。

２	 法第２条第３項ただし書の政令で定める建築物
のうち建築基準法第 97 条の３第１項の規定に
より建築主事を置く特別区の区域内のものは、
次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物に
あっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252
条の 17 の２第１項の規定により同号に規定す
る処分に関する事務を特別区が処理することと
された場合における当該建築物を除く。）とす
る。

一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号）第２条第１項第四号に規定する延べ面積
をいう。）が１万㎡を超える建築物

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、建築基準法第 51 条（同法第 87 条
第２項及び第３項において準用する場合を含
む。）（市町村都市計画審議会が置かれている
特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産
業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）並び
に同法以外の法律並びにこれに基づく命令及
び条例の規定により都知事の許可を必要とす
る建築物

【都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公
益上必要な建築物】
第２条　法第５条第３項第一号の政令で定める公益
上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築
物とする。

一　診療所
二　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第四

号に規定する電気通信事業の用に供する施設
三　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第
十六号に規定する電気事業の用に供する施設

四　ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第 11 項に
規定するガス事業の用に供する施設

五　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律（昭和42年法律第149号）第２条第３項
に規定する液化石油ガス販売事業の用に供す
る施設

六　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第２項に規定
する水道事業又は同条第４項に規定する水道
用水供給事業の用に供する施設

七　下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第三号に規
定する公共下水道又は同条第四号に規定する
流域下水道の用に供する施設

八　熱供給事業法（昭和47年法律第88号）第２条第２項
に規定する熱供給事業の用に供する施設

九　火葬場
十　汚物処理場
一
十　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
（昭和46年政令第300号。次号において「廃棄物処理
法施行令」という。）第５条第１項に規定す
るごみ処理施設

二
十　廃棄物処理法施行令第７条第一号から第十三
号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
（工場その他の建築物に附属するもので、当
該建築物において生じた廃棄物のみの処理を
行うものを除く。）

三
十　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第１項に

規定する鉄道事業の用に供する施設
四
十　軌道法（大正10年法律第76号）第１条第１項に規定
する軌道の用に供する施設

五
十　道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第一号イ
に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用
に供する施設

六
十　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第２

条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業
の用に供する施設

七
十　自動車ターミナル法（昭和34年法律第136号）第２条

第８項に規定する自動車ターミナル事業の用
に供する施設

八
十　港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定
する港湾施設

九
十　空港法（昭和31年法律第80号）第２条に規定する空
港の用に供する施設
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十
二　放送法（昭和25年法律第132号）第２条第二号に規定
する基幹放送の用に供する施設

一
二　工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）第２条第

４項に規定する工業用水道事業の用に供する
施設

二
二　災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第十

号に規定する地域防災計画において災害応急
対策に必要な施設として定められたものその
他これに準ずるものとして国土交通省令で定
めるもの

▪省令【令第２条第二十二号の国土交通省令で

定める建築物】規則１条�➡６４0 

【耐震不明建築物の要件】
第３条　法第５条第３項第一号の政令で定めるその
地震に対する安全性が明らかでない建築物は、
昭和 56 年５月 31 日以前に新築の工事に着手し
たものとする。ただし、同年６月１日以後に増
築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の
工事（次に掲げるものを除く。）に着手し、建
築基準法第７条第５項、第７条の２第５項又は
第18条第18項の規定による検査済証の交付（以
下この条において単に「検査済証の交付」とい
う。）を受けたもの（建築基準法施行令第 137
条の 14 第一号に定める建築物の部分（以下こ
の条において「独立部分」という。）が２以上
ある建築物にあっては、当該２以上の独立部分
の全部について同日以後にこれらの工事に着手
し、検査済証の交付を受けたものに限る。）を
除く。
一　建築基準法第 86 条の８第１項の規定による
認定を受けた全体計画に係る２以上の工事の
うち最後の工事以外の増築、改築、大規模の
修繕又は大規模の模様替の工事

二　建築基準法施行令第 137 条の２第三号に掲げ
る範囲内の増築又は改築の工事であって、増
築又は改築後の建築物の構造方法が同号イに
適合するもの

三　建築基準法施行令第 137 条の 12 第１項に規
定する範囲内の大規模の修繕又は大規模の模
様替の工事

【通行障害建築物の要件】
第４条　法第５条第３項第二号の政令で定める建築
物は、次に掲げるものとする。
一　そのいずれかの部分の高さが、当該部分から
前面道路の境界線までの水平距離に、次のイ

又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ
当該イ又はロに定める距離（これによること
が不適当である場合として国土交通＊１ 省令
で定める場合においては、当該前面道路の幅
員が 12 ｍ以下のときは６ｍを超える範囲に
おいて、当該前面道路の幅員が 12 ｍを超え
るときは６ｍ以上の範囲において、国土交通
＊２ 省令で定める距離）を加えた数値を超え
る建築物（次号に掲げるものを除く。）

イ　当該前面道路の幅員が １２ ｍ以下の場合　
　６ｍ

ロ　当該前面道路の幅員が １２ ｍを超える場合
　　当該前面道路の幅員の　	に相当する
距離
▪＊１ 省令【令第４条第一号及び第二号の国土交通省令で

定める場合】規則３条�➡６４0 

▪＊２ 省令【令第４条第一号の国土交通省令で

定める距離】規則４条�➡６４0 

二　その前面道路に面する部分の長さが 25 ｍ（こ
れによることが不適当である場合として国土
交通＊１ 省令で定める場合においては、８ｍ
以上 25 ｍ未満の範囲において国土交通＊２ 省
令で定める長さ）を超え、かつ、その前面道
路に面する部分のいずれかの高さが、当該部
分から当該前面道路の境界線までの水平距
離に当該前面道路の幅員の　	に相当する距
離（これによることが不適当である場合とし
て国土交通省令で定める場合においては、２
ｍ以上の範囲において国土交通＊３ 省令で定
める距離）を加えた数値を 2.5 で除して得た
数値を超える組積造の塀であって、建物（土
地に定着する工作物のうち屋根及び柱又は壁
を有するもの（これに類する構造のものを含
む。）をいう。）に附属するもの

▪＊１ 省令【令第４条第一号及び第二号の国土交通省令で

定める場合】規則３条�➡６４0 

▪＊２ 省令【令第４条第二号の国土交通省令で定める

長さ及び距離】規則４条�の２第１項➡６４0 

▪＊３ 省令【令第４条第二号の国土交通省令で定める

長さ及び距離】規則４条�の２第２項➡６４0 

【要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査】
第５条　所管行政庁は、法第 13 条第１項の規定に
より、要安全確認計画記載建築物の所有者に対
し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当
該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並

1
2

1
2
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びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する
安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記
載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況（法第
７条の規定による報告の対象となる事項を除
く。）に関し報告させることができる。

２	 所管行政庁は、法第 13 条第１項の規定により、
その職員に、要安全確認計画記載建築物、要安
全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計
画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安
全確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計
画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び
設計図書その他の関係書類を検査させることが
できる。

【多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件】
第６条　法第 14 条第一号の政令で定める建築物は、
次に掲げるものとする。
一　ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ
れらに類する運動施設

二　診療所
三　映画館又は演芸場
四　公会堂
五　卸売市場又はマーケットその他の物品販売業
を営む店舗

六　ホテル又は旅館
七　賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下
宿

八　老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその
他これらに類するもの

九　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害
者福祉センターその他これらに類するもの

十　博物館、美術館又は図書館
一
十　遊技場
二
十　公衆浴場
三
十　飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの

四
十　理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これら
に類するサービス業を営む店舗

五
十　工場
六
十　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い
の用に供するもの

七
十　自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留
又は駐車のための施設

八
十　保健所、税務署その他これらに類する公益上
必要な建築物

２	 法第 14 条第一号の政令で定める規模は、次の
各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める階数及び床面積の合計（当該各
号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積
の合計をいう。以下この項において同じ。）と
する。

一　幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所
　　階数２及び床面積の合計 500㎡

二　小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学
校の前期課程若しくは特別支援学校（以下「小
学校等」という。）、老人ホーム又は前項第八
号若しくは第九号に掲げる建築物（保育所を
除く。）　　階数２及び床面積の合計 1,000㎡

三　学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定
こども園を除く。）、病院、劇場、観覧場、集
会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一
号から第七号まで若しくは第十号から第十八
号までに掲げる建築物　　階数３及び床面積
の合計 1,000㎡

四　体育館　　階数１及び床面積の合計 1,000㎡
３	 前項各号のうち２以上の号に掲げる建築物の用
途を兼ねる場合における法第 14 条第一号の政
令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、
同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相
当するものとして国土交通省令で定める階数及
び床面積の合計とする。

▪省令【令第６条第３項の規定による階数及び

床面積の合計】規則25条➡645 

【危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格
建築物の要件】
第７条　法第 14 条第二号の政令で定める危険物は、
次に掲げるものとする。

一　消防法（昭和23年法律第186号）第２条第７項に規定
する危険物（石油類を除く。）

二　危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）
別表第４備考第６号に規定する可燃性固体類
又は同表備考第８号に規定する可燃性液体類

三　マッチ
四　可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるもの
を除く。）

五　圧縮ガス
六　液化ガス
七　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条

第１項に規定する毒物又は同条第２項に規定

第 6条　�●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
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びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する
安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記
載建築物の耐震診断及び耐震改修の状況（法第
７条の規定による報告の対象となる事項を除
く。）に関し報告させることができる。

２	 所管行政庁は、法第 13 条第１項の規定により、
その職員に、要安全確認計画記載建築物、要安
全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計
画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安
全確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計
画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び
設計図書その他の関係書類を検査させることが
できる。

【多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件】
第６条　法第 14 条第一号の政令で定める建築物は、
次に掲げるものとする。

一　ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ
れらに類する運動施設

二　診療所
三　映画館又は演芸場
四　公会堂
五　卸売市場又はマーケットその他の物品販売業
を営む店舗

六　ホテル又は旅館
七　賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下
宿

八　老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその
他これらに類するもの

九　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害
者福祉センターその他これらに類するもの

十　博物館、美術館又は図書館
一
十　遊技場
二
十　公衆浴場
三
十　飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの

四
十　理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これら
に類するサービス業を営む店舗

五
十　工場
六
十　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い
の用に供するもの

七
十　自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留
又は駐車のための施設

八
十　保健所、税務署その他これらに類する公益上
必要な建築物

２	 法第 14 条第一号の政令で定める規模は、次の
各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める階数及び床面積の合計（当該各
号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積
の合計をいう。以下この項において同じ。）と
する。

一　幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所
　　階数２及び床面積の合計 500㎡

二　小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学
校の前期課程若しくは特別支援学校（以下「小
学校等」という。）、老人ホーム又は前項第八
号若しくは第九号に掲げる建築物（保育所を
除く。）　　階数２及び床面積の合計 1,000㎡

三　学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定
こども園を除く。）、病院、劇場、観覧場、集
会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一
号から第七号まで若しくは第十号から第十八
号までに掲げる建築物　　階数３及び床面積
の合計 1,000㎡

四　体育館　　階数１及び床面積の合計 1,000㎡
３	 前項各号のうち２以上の号に掲げる建築物の用
途を兼ねる場合における法第 14 条第一号の政
令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、
同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞ
れ当該各号に定める階数及び床面積の合計に相
当するものとして国土交通省令で定める階数及
び床面積の合計とする。

▪省令【令第６条第３項の規定による階数及び

床面積の合計】規則25条➡645 

【危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格
建築物の要件】
第７条　法第 14 条第二号の政令で定める危険物は、
次に掲げるものとする。

一　消防法（昭和23年法律第186号）第２条第７項に規定
する危険物（石油類を除く。）

二　危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）
別表第４備考第６号に規定する可燃性固体類
又は同表備考第８号に規定する可燃性液体類

三　マッチ
四　可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるもの
を除く。）

五　圧縮ガス
六　液化ガス
七　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条

第１項に規定する毒物又は同条第２項に規定

第 6条　�●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
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する劇物（液体又は気体のものに限る。）
２	 法第 14 条第二号の政令で定める数量は、次の
各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める数量（第六号及び第七号に掲げ
る危険物にあっては、温度が零度で圧力が１気
圧の状態における数量とする。）とする。
一　火薬類　　次に掲げる火薬類の区分に応じ、
それぞれに定める数量
イ　火薬　　10 ｔ
ロ　爆薬　　５ｔ
ハ　工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管　
　　50 万個

ニ　銃用雷管　　500 万個
ホ　実包若しくは空包、信管若しくは火管又は
電気導火線　　５万個

ヘ　導爆線又は導火線　　500km
ト　信号炎管若しくは信号火箭又は煙火
　　２ｔ
チ　その他の火薬又は爆薬を使用した火工品　
　　当該火工品の原料となる火薬又は爆薬
の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める
数量

二　消防法第２条�第７項に規定する危険物　　危
険物の規制に関する政令別表第３の類別の欄
に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質
の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指
定数量の欄に定める数量の 10 倍の数量

三　危険物の規制に関する政令別表第４備考第６
号に規定する可燃性固体類　　30 ｔ

四　危険物の規制に関する政令別表第４備考第８
号に規定する可燃性液体類　　20㎥

五　マッチ　　300 マッチトン
六　可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるもの
を除く。）�　　２万㎥

七　圧縮ガス　　20 万㎥
八　液化ガス　　2,000 ｔ
九　毒物及び劇物取締法第２条�第１項に規定する
毒物（液体又は気体のものに限る。）�

　　　　20 ｔ
十　毒物及び劇物取締法第２条�第２項に規定する
劇物（液体又は気体のものに限る。）�

　　　　200 ｔ
３	 前項各号に掲げる危険物の２種類以上を貯蔵
し、又は処理しようとする場合においては、同
項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しよ

うとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値
をそれぞれ当該各号に定める数量の数値で除
し、それらの商を加えた数値が１である場合の
数量とする。

【所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適
格建築物の要件】
第８条　法第 15 条第２項の政令で定める特定既存
耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である
特定既存耐震不適格建築物とする。

一　体育館（一般公共の用に供されるものに限
る。）、ボーリング場、スケート場、水泳場そ
の他これらに類する運動施設

二　病院又は診療所
三　劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四　集会場又は公会堂
五　展示場
六　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営
む店舗

七　ホテル又は旅館
八　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害
者福祉センターその他これらに類するもの

九　博物館、美術館又は図書館
十　遊技場
一
十　公衆浴場
二
十　飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホールその他これらに類するもの

三
十　理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これら
に類するサービス業を営む店舗

四
十　車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着
場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い
の用に供するもの

五
十　自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留
又は駐車のための施設で、一般公共の用に供
されるもの

六
十　保健所、税務署その他これらに類する公益上
必要な建築物

七
十　幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども
園

八
十　老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福
祉ホームその他これらに類するもの

九
十　法第 14 条第二号に掲げる建築物

２	 法第 15 条第２項の政令で定める規模は、次の
各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める床面積の合計（当該各号に掲げ
る建築物の用途に供する部分の床面積の合計を

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令●　第 ８条
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いう。以下この項において同じ。）とする。
一　前項第一号から第十六号まで又は第十八号に

掲げる建築物（保育所を除く。）　　床面積の
合計 2,000㎡

二　幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所
　　床面積の合計 750㎡

三　小学校等　　床面積の合計 1,500㎡
■関連【小学校等】令６条２項二号➡636  

四　前項第十九号に掲げる建築物　　床面積の合
計 500㎡

３	 前項第一号から第三号までのうち２以上の号に
掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第
15 条第２項の政令で定める規模は、前項の規
定にかかわらず、同項第一号から第三号までに
掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一
号から第三号までに定める床面積の合計に相当
するものとして国土交通省令で定める床面積の
合計とする。

▪省令【令第８条第３項の規定による床面積の合計】

規則26条➡645 

【特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査】
第９条　所管行政庁は、法第 15 条第４項の規定に
より、前条第１項の特定既存耐震不適格建築物
で同条第２項に規定する規模以上のもの及び法
第 15 条第２項第四号に掲げる特定既存耐震不
適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存
耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不
適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に
係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの
並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診
断及び耐震改修の状況に関し報告させることが
できる。

２	 所管行政庁は、法第 15 条第４項の規定により、
その職員に、前条第１項の特定既存耐震不適格
建築物で同条第２項に規定する規模以上のもの
及び法第 15 条第２項第四号に掲げる特定既存
耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適
格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適
格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存
耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適
格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計
図書その他の関係書類を検査させることができ
る。

【基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査】
第 10 条　所管行政庁は、法第 24 条第１項の規定

により、法第 22 条第２項の認定を受けた者に
対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につ
き、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並
びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する
安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築
物の耐震診断の状況に関し報告させることがで
きる。

２	 所管行政庁は、法第 24 条第１項の規定により、
その職員に、基準適合認定建築物、基準適合認
定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事
現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並び
に当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、
建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査
させることができる。

【要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査】
第 11 条　所管行政庁は、法第 27 条第４項の規定
により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に
対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該
要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構
造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性
に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の
耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させる
ことができる。

２	 所管行政庁は、法第 27 条第４項の規定により、
その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改
修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物
の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建
築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、
建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係
書類を検査させることができる。

【独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる
建築物】
第 12 条　法第 29 条の政令で定める建築物は、独
立行政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）第
11 条第３項第二号の住宅（共同住宅又は長屋
に限る。）又は同項第四号の施設である建築物
とする。

附則（抄）

【地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規
模な既存耐震不適格建築物の要件】
第２条　法附則第３条第１項の政令で定める既存耐

第 ９条、附則　�●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
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いう。以下この項において同じ。）とする。
一　前項第一号から第十六号まで又は第十八号に

掲げる建築物（保育所を除く。）　　床面積の
合計 2,000㎡

二　幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所
　　床面積の合計 750㎡

三　小学校等　　床面積の合計 1,500㎡
■関連【小学校等】令６条２項二号➡636  

四　前項第十九号に掲げる建築物　　床面積の合
計 500㎡

３	 前項第一号から第三号までのうち２以上の号に
掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第
15 条第２項の政令で定める規模は、前項の規
定にかかわらず、同項第一号から第三号までに
掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一
号から第三号までに定める床面積の合計に相当
するものとして国土交通省令で定める床面積の
合計とする。

▪省令【令第８条第３項の規定による床面積の合計】

規則26条➡645 

【特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査】
第９条　所管行政庁は、法第 15 条第４項の規定に
より、前条第１項の特定既存耐震不適格建築物
で同条第２項に規定する規模以上のもの及び法
第 15 条第２項第四号に掲げる特定既存耐震不
適格建築物の所有者に対し、これらの特定既存
耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不
適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に
係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの
並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診
断及び耐震改修の状況に関し報告させることが
できる。

２	 所管行政庁は、法第 15 条第４項の規定により、
その職員に、前条第１項の特定既存耐震不適格
建築物で同条第２項に規定する規模以上のもの
及び法第 15 条第２項第四号に掲げる特定既存
耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適
格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適
格建築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存
耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適
格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計
図書その他の関係書類を検査させることができ
る。

【基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査】
第 10 条　所管行政庁は、法第 24 条第１項の規定

により、法第 22 条第２項の認定を受けた者に
対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につ
き、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並
びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する
安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築
物の耐震診断の状況に関し報告させることがで
きる。

２	 所管行政庁は、法第 24 条第１項の規定により、
その職員に、基準適合認定建築物、基準適合認
定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事
現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並び
に当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、
建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査
させることができる。

【要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査】
第 11 条　所管行政庁は、法第 27 条第４項の規定
により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に
対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該
要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構
造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性
に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の
耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させる
ことができる。

２	 所管行政庁は、法第 27 条第４項の規定により、
その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐震改
修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物
の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建
築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、
建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係
書類を検査させることができる。

【独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる
建築物】
第 12 条　法第 29 条の政令で定める建築物は、独
立行政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）第
11 条第３項第二号の住宅（共同住宅又は長屋
に限る。）又は同項第四号の施設である建築物
とする。

附則（抄）

【地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規
模な既存耐震不適格建築物の要件】
第２条　法附則第３条第１項の政令で定める既存耐

第 ９条、附則　�●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
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震不適格建築物は、次の各号に掲げる要件のい
ずれにも該当するものとする。
一　第８条第１項各号に掲げる建築物であるこ
と。ただし、同項第十九号に掲げる建築物（地
震による当該建築物の倒壊により当該建築物
の敷地外に被害を及ぼすおそれが大きいもの
として国土交通大臣が定める危険物を貯蔵
し、又は処理しようとするものに限る。）に
あっては、その外壁又はこれに代わる柱の面
から敷地境界線までの距離が、当該危険物の
区分に応じ、国土交通大臣が定める距離以下
のものに限る。

二　次のイからヘまでに掲げる建築物の区分に応
じ、それぞれ当該イからヘまでに定める階数
及び床面積の合計（当該イからヘまでに掲げ
る建築物の用途に供する部分の床面積の合計
をいう。以下この項において同じ。）以上の
ものであること。
イ　第８条第１項第一号から第七号まで又は第
九号から第十六号までに掲げる建築物（体
育館（一般公共の用に供されるものに限る。
ロにおいて同じ。）を除く。）　　階数３及
び床面積の合計 5,000㎡

ロ　体育館　　階数１及び床面積の合計 5,000
㎡

ハ　第８条第１項第八号又は第十八号に掲げる
建築物（保育所を除く。）　　階数２及び床
面積の合計 5,000㎡

ニ　幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育
所　　階数２及び床面積の合計 1,500㎡

ホ　小学校等　　階数２及び床面積の合計
3,000㎡

ヘ　第８条第１項第十九号に掲げる建築物
　　　　階数１及び床面積の合計 5,000㎡
三　第３条に規定する建築物であること。
２　前項第二号イからホまでのうち２以上に掲げる
建築物の用途を兼ねる場合における法附則第３
条第１項の政令で定める既存耐震不適格建築物
は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び
第三号に掲げる要件のほか、同項第二号イから
ホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ
同号イからホまでに定める階数及び床面積の合
計以上のものであることに相当するものとして
国土交通省令で定める要件に該当するものとす
る。

【要緊急安全確認大規模建築物に係る報告及び立入検査】
第３条　第５条の規定は、要緊急安全確認大規模建
築物について準用する。この場合において、同
条中「法第 13 条第１項」とあるのは「法附則
第３条第３項において準用する法第 13 条第１
項」と、同条第１項中「法第７条」とあるのは「法
附則第３条第１項」と読み替えるものとする。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令●　�附則
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建築物の耐震改修の促進に関する
法律施行規則

平成７年 12 月 25 日建設省令第 28 号

最終改正：令和３年 10 月 22 日国土交通省令第 68 号

【令第２条第二十二号の国土交通省令で定める建築物】
第１条　建築物の耐震改修の促進に関する法律施行
令（以下「令」という。）第２条第二十二号の
国土交通省令で定める建築物は、国又は地方公
共団体が大規模な地震が発生した場合において
その利用を確保することが公益上必要な建築物
として防災に関する計画等に定めたものとす
る。

【法第５条第３項第二号の国土交通省令で定める道路】
第２条　建築物の耐震改修の促進に関する法律（以
下「法」という。）第５条第３項第二号の国土
交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規
定により同条第２項第二号に掲げる事項に同条
第３項第二号に定める事項を記載しようとする
場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が
法第６条第３項の規定により同条第２項第二号
に掲げる事項に同条第３項第一号に掲げる事項
を記載しようとする場合にあっては当該市町村
長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発
生した場合においてその通行を確保することが
必要な道路として認めるものとする。

【令第４条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場
合】
第３条　令第４条第一号及び第二号の国土交通省令
で定める場合は、地形、道路の構造その他の状
況により令第４条各号に定める距離又は長さに
よることが不適当である場合として、知事等（そ
の敷地が都道府県耐震改修促進計画に係る道路
に接する建築物（以下この条において「都道府
県計画道路沿道建築物」という。）にあっては
都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改
修促進計画に係る道路に接する建築物（都道府
県計画道路沿道建築物を除く。）にあっては市
町村長をいう。次条及び第４条の２において同
じ。）が規則で定める場合とする。

【令第４条第一号の国土交通省令で定める距離】
第４条　令第４条第一号の国土交通省令で定める距
離は、前条の規則で定める場合において、前面
道路の幅員が 12 ｍ以下のときは６ｍを超える

範囲において、当該幅員が 12 ｍを超えるとき
は６ｍ以上の範囲において、知事等が規則で定
める距離とする。

【令第４条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離】
第４条の２　令第４条第二号の国土交通省令で定め
る長さは、第３条の規則で定める場合において、
８ｍ以上 25 ｍ未満の範囲において知事等が規
則で定める長さとする。

２	 令第４条第二号の国土交通省令で定める距離
は、第３条の規則で定める場合において、２ｍ
以上の範囲において知事等が規則で定める距離
とする。

【要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の
報告】
第５条　法第７条の規定により行う耐震診断は、次
の各号のいずれかに掲げる者に行わせるものと
する。

一　一級建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第２
条第２項に規定する一級建築士をいう。第８
条第１項第一号において同じ。）、二級建築
士（同法第２条第３項に規定する二級建築士
をいう。第８条第１項第一号において同じ。）
又は木造建築士（同法第２条第４項に規定す
る木造建築士をいう。第８条第１項第一号に
おいて同じ。）（国土交通大臣が定める要件を
満たす者に限る。）であり、かつ、耐震診断
を行う者として必要な知識及び技能を修得さ
せるための講習であって、次条から第８条ま
での規定により国土交通大臣の登録を受けた
もの（木造の構造部分を有する建築物の耐震
診断にあっては木造耐震診断資格者講習、鉄
骨造の構造部分を有する建築物の耐震診断に
あっては鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コ
ンクリート造の構造部分を有する建築物の耐
震診断にあっては鉄筋コンクリート造耐震診
断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構
造部分を有する建築物の耐震診断にあっては
鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講
習、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び
鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造部分を有
する建築物にあっては鉄筋コンクリート造耐
震診断資格者講習又は鉄骨鉄筋コンクリート
造耐震診断資格者講習に限る。以下「登録資
格者講習」という。）を修了した者（建築士
法第３条第１項、第３条の２第１項又は第３
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建築物の耐震改修の促進に関する
法律施行規則

平成７年 12 月 25 日建設省令第 28 号

最終改正：令和３年 10 月 22 日国土交通省令第 68 号

【令第２条第二十二号の国土交通省令で定める建築物】
第１条　建築物の耐震改修の促進に関する法律施行
令（以下「令」という。）第２条第二十二号の
国土交通省令で定める建築物は、国又は地方公
共団体が大規模な地震が発生した場合において
その利用を確保することが公益上必要な建築物
として防災に関する計画等に定めたものとす
る。

【法第５条第３項第二号の国土交通省令で定める道路】
第２条　建築物の耐震改修の促進に関する法律（以
下「法」という。）第５条第３項第二号の国土
交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規
定により同条第２項第二号に掲げる事項に同条
第３項第二号に定める事項を記載しようとする
場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が
法第６条第３項の規定により同条第２項第二号
に掲げる事項に同条第３項第一号に掲げる事項
を記載しようとする場合にあっては当該市町村
長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発
生した場合においてその通行を確保することが
必要な道路として認めるものとする。

【令第４条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場
合】
第３条　令第４条第一号及び第二号の国土交通省令
で定める場合は、地形、道路の構造その他の状
況により令第４条各号に定める距離又は長さに
よることが不適当である場合として、知事等（そ
の敷地が都道府県耐震改修促進計画に係る道路
に接する建築物（以下この条において「都道府
県計画道路沿道建築物」という。）にあっては
都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改
修促進計画に係る道路に接する建築物（都道府
県計画道路沿道建築物を除く。）にあっては市
町村長をいう。次条及び第４条の２において同
じ。）が規則で定める場合とする。

【令第４条第一号の国土交通省令で定める距離】
第４条　令第４条第一号の国土交通省令で定める距
離は、前条の規則で定める場合において、前面
道路の幅員が 12 ｍ以下のときは６ｍを超える

範囲において、当該幅員が 12 ｍを超えるとき
は６ｍ以上の範囲において、知事等が規則で定
める距離とする。

【令第４条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離】
第４条の２　令第４条第二号の国土交通省令で定め
る長さは、第３条の規則で定める場合において、
８ｍ以上 25 ｍ未満の範囲において知事等が規
則で定める長さとする。

２	 令第４条第二号の国土交通省令で定める距離
は、第３条の規則で定める場合において、２ｍ
以上の範囲において知事等が規則で定める距離
とする。

【要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の
報告】
第５条　法第７条の規定により行う耐震診断は、次
の各号のいずれかに掲げる者に行わせるものと
する。

一　一級建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第２
条第２項に規定する一級建築士をいう。第８
条第１項第一号において同じ。）、二級建築
士（同法第２条第３項に規定する二級建築士
をいう。第８条第１項第一号において同じ。）
又は木造建築士（同法第２条第４項に規定す
る木造建築士をいう。第８条第１項第一号に
おいて同じ。）（国土交通大臣が定める要件を
満たす者に限る。）であり、かつ、耐震診断
を行う者として必要な知識及び技能を修得さ
せるための講習であって、次条から第８条ま
での規定により国土交通大臣の登録を受けた
もの（木造の構造部分を有する建築物の耐震
診断にあっては木造耐震診断資格者講習、鉄
骨造の構造部分を有する建築物の耐震診断に
あっては鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コ
ンクリート造の構造部分を有する建築物の耐
震診断にあっては鉄筋コンクリート造耐震診
断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構
造部分を有する建築物の耐震診断にあっては
鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講
習、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び
鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造部分を有
する建築物にあっては鉄筋コンクリート造耐
震診断資格者講習又は鉄骨鉄筋コンクリート
造耐震診断資格者講習に限る。以下「登録資
格者講習」という。）を修了した者（建築士
法第３条第１項、第３条の２第１項又は第３
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条の３第１項に規定する建築物又は同法第３
条の２第３項（同法第３条の３第２項におい
て準用する場合を含む。）の規定に基づく条
例に規定する建築物について耐震診断を行わ
せる場合にあっては、それぞれ当該各条に規
定する建築士に限る。以下「耐震診断資格者」
という。）

二　前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める
者

２	 前項の耐震診断は、技術指針事項（法第 12 条
第１項に規定する技術指針事項をいう。）に適
合したものでなければならない。

３	 法第７条の規定による報告は、別記第１号様式
による報告書を提出して行うものとする。ただ
し、所管行政庁が規則により別記第１号様式に
定める事項その他の事項を記載する報告書の様
式を定めた場合にあっては、当該様式による報
告書によるものとする。

４	 法第７条の規定による報告は、前項の報告書に、
耐震診断の結果を所管行政庁が適切であると認
めた者が証する書類その他の耐震診断の結果を
証明するものとして所管行政庁が規則で定める
書類を添えて行わなければならない。

【耐震診断資格者講習の登録の申請】
第６条　前条第１項第一号の登録は、登録資格者講
習の実施に関する事務（以下「講習事務」とい
う。）を行おうとする者の申請により行う。

２	 前条第１項第一号の登録を受けようとする者
は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交
通大臣に提出しなければならない。
一　前条第１項第一号の登録を受けようとする者
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

二　講習事務を行おうとする事務所の名称及び所
在地

三　講習事務を開始しようとする年月日
３	 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しな
ければならない。
一　個人である場合においては、次に掲げる書類
イ　住民票の抄本若しくは個人番号カード（行
政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律第
27号）第２条第７項に規定する個人番号カー
ドをいう。）の写し又はこれらに類するも
のであって氏名及び住所を証明する書類

ロ　登録申請者の略歴を記載した書類
二　法人である場合においては、次に掲げる書類
イ　定款及び登記事項証明書
ロ　株主名簿又は社員名簿の写し
ハ　申請に係る意思の決定を証する書類
ニ　役員（持分会社（会社法（平成17年法律第86号）

第 575 条第１項に規定する持分会社をい
う。）にあっては、業務を執行する社員を
いう。以下同じ。）の氏名及び略歴を記載
した書類

三　講師が第８条第１項第三号イからハまでのい
ずれかに該当する者であることを証する書類

四　登録資格者講習の受講資格を記載した書類、
講習の種類ごとの科目の実施に関する計画そ
の他の講習事務の実施の方法に関する計画
（第８条第１項第四号において「実施計画」
という。）を記載した書類

五　講習事務以外の業務を行おうとするときは、
その業務の種類及び概要を記載した書類

六　前条第１項第一号の登録を受けようとする者
が次条各号のいずれにも該当しない者である
ことを誓約する書面

七　その他参考となる事項を記載した書類
【欠格事項】
第７条　次の各号のいずれかに該当する者が行う講
習は、第５条第１項第一号の登録を受けること
ができない。

一　法又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第
１項に規定する建築基準法令の規定により罰
金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起
算して２年を経過しない者

二　第 17 条の規定により第５条第１項第一号の
登録を取り消され、その取消しの日から起算
して２年を経過しない者

三　法人であって、講習事務を行う役員のうちに
前２号のいずれかに該当する者があるもの

【登録の要件等】
第８条　国土交通大臣は、第６条第１項の規定によ
る登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合し
ているときは、その登録をしなければならない。

一　一級建築士、二級建築士又は木造建築士であ
ることを受講資格とすること。

二　第 10 条第三号の表の左欄に掲げる講習の種
類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じ

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則●　第 6条
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て同表の中欄に掲げる科目について講習が行
われること。

三　次のいずれかに該当する者が講師として講習
事務に従事するものであること。
イ　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学若
しくはこれに相当する外国の学校において
建築物の構造に関する科目その他の講習事
務に関する科目を担当する教授若しくは准
教授の職にあり、若しくはこれらの職に
あった者又は建築物の構造に関する科目そ
の他の講習事務に関する科目の研究により
博士の学位を授与された者

ロ　建築物の構造に関する分野その他の講習事
務に関する分野の試験研究機関において試
験研究の業務に従事し、又は従事した経験
を有する者で、かつ、当該分野について高
度の専門的知識を有する者

ハ　イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び
経験を有する者

四　実施計画が第 10 条の規定に違反しないこと。
五　耐震診断を業として行っている者（以下この
号において「耐震診断業者」という。）に支
配されているものとして次のいずれかに該当
するものでないこと。
イ　第６条第１項の規定により登録を申請した
者（以下この号において「登録申請者」と
いう。）が株式会社である場合にあっては、
耐震診断業者がその親法人（会社法第 879
条第１項に規定する親法人をいう。）であ
ること。

ロ　登録申請者の役員に占める耐震診断業者の
役員又は職員（過去２年間に当該耐震診断
業者の役員又は職員であった者を含む。ハ
において同じ。）の割合が　	を超えている
こと。

ハ　登録申請者（法人にあっては、その代表権
を有する役員）が耐震診断業者の役員又は
職員であること。

２	 第５条第１項第一号の登録は、耐震診断資格者
登録簿に次に掲げる事項を記載してするものと
する。
一　登録年月日及び登録番号
二　講習事務を行う者（以下「講習実施機関」と
いう。）の氏名又は名称及び住所並びに法人
にあっては、その代表者の氏名

1
2

三　講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四　講習事務を開始する年月日

３	 国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般
の閲覧に供しなければならない。

【登録の更新】
第９条　第５条第１項第一号の登録は、５年ごとに
その更新を受けなければ、その期間の経過に
よって、その効力を失う。

２	 前３条の規定は、前項の登録の更新について準
用する。

【講習事務の実施に係る義務】
第 10 条　講習実施機関は、公正に、かつ、第８条
第１項第一号から第三号までに掲げる要件並び
に次に掲げる基準に適合する方法により講習事
務を行わなければならない。

一　登録資格者講習を毎年１回以上行うこと。
二　登録資格者講習は、講義により行うこと。
三　講義は、次の表の左欄に掲げる講習の種類の
全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同
表の中欄に掲げる科目について行い、かつ、
各科目ごとに同表の右欄に掲げる時間以上行
うこと。

講習の種類 科目 時間

木造耐震診断資
格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

木造の建築物の耐震診断の
方法 ２時間30分

例題演習 １時間

鉄骨造耐震診断
資格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

鉄骨造の建築物の耐震診断
の方法 ３時間

例題演習 ２時間

鉄筋コンクリー
ト造耐震診断資
格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

鉄筋コンクリート造の建築
物の耐震診断の方法 ３時間

例題演習 ２時間

鉄骨鉄筋コンク
リート造耐震診
断資格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

鉄骨鉄筋コンクリート造の
建築物の耐震診断の方法 ３時間

例題演習 ２時間

四　講義は、前号の表の中欄に掲げる科目に応じ、
国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容
の教材を用いて行うこと。

五　講師は、講義の内容に関する受講者の質問に
対し、講義中に適切に応答すること。

六　登録資格者講習を実施する日時、場所その他
の登録資格者講習の実施に関し必要な事項を

第 9条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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て同表の中欄に掲げる科目について講習が行
われること。

三　次のいずれかに該当する者が講師として講習
事務に従事するものであること。

イ　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学若
しくはこれに相当する外国の学校において
建築物の構造に関する科目その他の講習事
務に関する科目を担当する教授若しくは准
教授の職にあり、若しくはこれらの職に
あった者又は建築物の構造に関する科目そ
の他の講習事務に関する科目の研究により
博士の学位を授与された者

ロ　建築物の構造に関する分野その他の講習事
務に関する分野の試験研究機関において試
験研究の業務に従事し、又は従事した経験
を有する者で、かつ、当該分野について高
度の専門的知識を有する者

ハ　イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び
経験を有する者

四　実施計画が第 10 条の規定に違反しないこと。
五　耐震診断を業として行っている者（以下この
号において「耐震診断業者」という。）に支
配されているものとして次のいずれかに該当
するものでないこと。

イ　第６条第１項の規定により登録を申請した
者（以下この号において「登録申請者」と
いう。）が株式会社である場合にあっては、
耐震診断業者がその親法人（会社法第 879
条第１項に規定する親法人をいう。）であ
ること。

ロ　登録申請者の役員に占める耐震診断業者の
役員又は職員（過去２年間に当該耐震診断
業者の役員又は職員であった者を含む。ハ
において同じ。）の割合が　	を超えている
こと。

ハ　登録申請者（法人にあっては、その代表権
を有する役員）が耐震診断業者の役員又は
職員であること。

２	 第５条第１項第一号の登録は、耐震診断資格者
登録簿に次に掲げる事項を記載してするものと
する。

一　登録年月日及び登録番号
二　講習事務を行う者（以下「講習実施機関」と
いう。）の氏名又は名称及び住所並びに法人
にあっては、その代表者の氏名

1
2

三　講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四　講習事務を開始する年月日

３	 国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般
の閲覧に供しなければならない。

【登録の更新】
第９条　第５条第１項第一号の登録は、５年ごとに
その更新を受けなければ、その期間の経過に
よって、その効力を失う。

２	 前３条の規定は、前項の登録の更新について準
用する。

【講習事務の実施に係る義務】
第 10 条　講習実施機関は、公正に、かつ、第８条
第１項第一号から第三号までに掲げる要件並び
に次に掲げる基準に適合する方法により講習事
務を行わなければならない。

一　登録資格者講習を毎年１回以上行うこと。
二　登録資格者講習は、講義により行うこと。
三　講義は、次の表の左欄に掲げる講習の種類の
全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同
表の中欄に掲げる科目について行い、かつ、
各科目ごとに同表の右欄に掲げる時間以上行
うこと。

講習の種類 科目 時間

木造耐震診断資
格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

木造の建築物の耐震診断の
方法 ２時間30分

例題演習 １時間

鉄骨造耐震診断
資格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

鉄骨造の建築物の耐震診断
の方法 ３時間

例題演習 ２時間

鉄筋コンクリー
ト造耐震診断資
格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

鉄筋コンクリート造の建築
物の耐震診断の方法 ３時間

例題演習 ２時間

鉄骨鉄筋コンク
リート造耐震診
断資格者講習

建築物の耐震診断総論 １時間

鉄骨鉄筋コンクリート造の
建築物の耐震診断の方法 ３時間

例題演習 ２時間

四　講義は、前号の表の中欄に掲げる科目に応じ、
国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容
の教材を用いて行うこと。

五　講師は、講義の内容に関する受講者の質問に
対し、講義中に適切に応答すること。

六　登録資格者講習を実施する日時、場所その他
の登録資格者講習の実施に関し必要な事項を
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公示すること。
七　講義を受講した者と同等以上の知識を有する
者として国土交通大臣が定める者について
は、申請により、第三号の表の中欄に掲げる
科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除
すること。

八　不正な受講を防止するための措置を講じるこ
と。

九　登録資格者講習の課程を修了した者に対し、
別記第２号様式による修了証明書（以下単に
「修了証明書」という。）を交付すること。

【登録事項の変更の届出】
第 11 条　講習実施機関は、第８条第２項第二号か
ら第四号までに掲げる事項を変更しようとする
ときは、変更しようとする日の２週間前までに、
その旨を国土交通大臣に届け出なければならな
い。

２	 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受け
たときは、第 17 条の規定により登録を取り消
す場合を除き、当該変更があった事項を耐震診
断資格者登録簿に記載して、変更の登録をしな
ければならない。

【講習事務規程】
第 12 条　講習実施機関は、次に掲げる事項を記載
した講習事務に関する規程を定め、講習事務の
開始前に、国土交通大臣に届け出なければなら
ない。これを変更しようとするときも、同様と
する。
一　講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二　講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の
実施場所に関する事項

三　登録資格者講習の受講の申込みに関する事項
四　登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の
方法に関する事項

五　登録資格者講習の日程、公示方法その他の登
録資格者講習の実施の方法に関する事項

六　修了証明書の交付及び再交付に関する事項
七　講習事務に関する秘密の保持に関する事項
八　講習事務に関する公正の確保に関する事項
九　不正受講者の処分に関する事項
十　第 18 条第３項の帳簿その他の講習事務に関
する書類の管理に関する事項

一
十　その他講習事務に関し必要な事項

【講習事務の休廃止】
第 13 条　講習実施機関は、講習事務の全部又は一

部を休止し、又は廃止しようとするときは、あ
らかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を
国土交通大臣に提出しなければならない。

一　休止し、又は廃止しようとする登録資格者講
習の範囲

二　休止し、又は廃止しようとする年月日及び休
止しようとする場合にあっては、その期間

三　休止又は廃止の理由
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第 14 条　講習実施機関は、毎事業年度経過後３月
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表
及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告
書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他の人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。以下この条において同じ。）の作
成がされている場合における当該電磁的記録を
含む。次項において「財務諸表等」という。）
を作成し、５年間事務所に備えて置かなければ
ならない。

２	 登録資格者講習を受講しようとする者その他の
利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をする
には、講習実施機関の定めた費用を支払わなけ
ればならない。

一　財務諸表等が書面をもって作成されていると
きは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二　前号の書面の謄本又は抄本の請求
三　財務諸表等が電磁的記録をもって作成されて
いるときは、当該電磁的記録に記録された事
項を紙面又は出力装置の映像面に表示したも
のの閲覧又は謄写の請求

四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的
方法であって、次に掲げるもののうち講習実
施機関が定めるものにより提供することの請
求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

イ　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で
接続した電子情報処理組織を使用する方法
であって、当該電気通信回線を通じて情報
が送信され、受信者の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該情報が記録
されるもの

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則●　第 11 条
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ロ　磁気ディスク等をもって調製するファイル
に情報を記録したものを交付する方法

３	 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者が
ファイルへの記録を出力することによる書面を
作成することができるものでなければならな
い。

【適合命令】
第 15 条　国土交通大臣は、講習実施機関が第８条
第１項各号のいずれかに適合しなくなったと認
めるときは、その講習実施機関に対し、これら
の規定に適合するため必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。

【改善命令】
第 16 条　国土交通大臣は、講習実施機関が第 10
条の規定に違反していると認めるときは、その
講習実施機関に対し、同条の規定による講習事
務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の
業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。

【登録の取消し等】
第 17 条　国土交通大臣は、講習実施機関が次の各
号のいずれかに該当するときは、当該講習実施
機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を
定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずる
ことができる。
一　第７条第一号又は第三号に該当するに至った
とき。

二　第 11 条から第 13 条まで、第 14 条第１項又
は次条第１項、第３項若しくは第４項の規定
に違反したとき。

三　正当な理由がないのに第 14 条第２項各号に
掲げる請求を拒んだとき。

四　前２条の規定による命令に違反したとき。
五　第 19 条の規定による報告を求められて、報
告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六　不正の手段により第５条第１項第一号の登録
を受けたとき。

【帳簿の記載等】
第 18 条　講習実施機関は、次に掲げる事項を記載
した帳簿を備えなければならない。
一　登録資格者講習の実施年月日
二　登録資格者講習の実施場所
三　講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講
義において担当した科目及びその時間

四　受講者の氏名、生年月日及び住所

五　修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
２	 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスク等に記録され、
必要に応じ講習実施機関において電子計算機そ
の他の機器を用いて明確に紙面に表示されると
きは、当該記録をもって同項に規定する帳簿へ
の記載に代えることができる。

３	 講習実施機関は、第１項に規定する帳簿（前項
の規定による記録が行われた同項のファイル又
は磁気ディスク等を含む。）を、講習事務の全
部を廃止するまで保存しなければならない。

４	 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録
資格者講習を実施した日から３年間保存しなけ
ればならない。

一　登録資格者講習の受講申込書及び添付書類
二　講義に用いた教材

【報告の徴収】
第 19 条　国土交通大臣は、講習事務の適切な実施
を確保するため必要があると認めるときは、講
習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要
な報告を求めることができる。

【公示】
第 20 条　国土交通大臣は、次に掲げる場合には、
その旨を公示しなければならない。

一　第５条第１項第一号の登録をしたとき。
二　第 11 条第１項の規定による届出があったと
き。

三　第 13 条の規定による届出があったとき。
四　第 17 条の規定により第５条第１項第一号の
登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じ
たとき。

【法第８条第２項の規定による公表の方法】
第 21 条　法第８条第２項の規定による公表は、次
に掲げる事項を明示して、インターネットの利
用その他の適切な方法により行わなければなら
ない。

一　法第８条第１項の規定による命令に係る要安
全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名
称及び法人にあっては、その代表者の氏名

二　前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用
途その他当該要安全確認計画記載建築物の概
要

三　第一号の命令をした年月日及びその内容
【法第９条の規定による公表の方法】
第 22 条　法第９条の規定による公表は、法第７条

第 1５ 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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ロ　磁気ディスク等をもって調製するファイル
に情報を記録したものを交付する方法

３	 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者が
ファイルへの記録を出力することによる書面を
作成することができるものでなければならな
い。

【適合命令】
第 15 条　国土交通大臣は、講習実施機関が第８条
第１項各号のいずれかに適合しなくなったと認
めるときは、その講習実施機関に対し、これら
の規定に適合するため必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。

【改善命令】
第 16 条　国土交通大臣は、講習実施機関が第 10
条の規定に違反していると認めるときは、その
講習実施機関に対し、同条の規定による講習事
務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の
業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。

【登録の取消し等】
第 17 条　国土交通大臣は、講習実施機関が次の各
号のいずれかに該当するときは、当該講習実施
機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を
定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずる
ことができる。

一　第７条第一号又は第三号に該当するに至った
とき。

二　第 11 条から第 13 条まで、第 14 条第１項又
は次条第１項、第３項若しくは第４項の規定
に違反したとき。

三　正当な理由がないのに第 14 条第２項各号に
掲げる請求を拒んだとき。

四　前２条の規定による命令に違反したとき。
五　第 19 条の規定による報告を求められて、報
告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六　不正の手段により第５条第１項第一号の登録
を受けたとき。

【帳簿の記載等】
第 18 条　講習実施機関は、次に掲げる事項を記載
した帳簿を備えなければならない。

一　登録資格者講習の実施年月日
二　登録資格者講習の実施場所
三　講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講
義において担当した科目及びその時間

四　受講者の氏名、生年月日及び住所

五　修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
２	 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスク等に記録され、
必要に応じ講習実施機関において電子計算機そ
の他の機器を用いて明確に紙面に表示されると
きは、当該記録をもって同項に規定する帳簿へ
の記載に代えることができる。

３	 講習実施機関は、第１項に規定する帳簿（前項
の規定による記録が行われた同項のファイル又
は磁気ディスク等を含む。）を、講習事務の全
部を廃止するまで保存しなければならない。

４	 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録
資格者講習を実施した日から３年間保存しなけ
ればならない。

一　登録資格者講習の受講申込書及び添付書類
二　講義に用いた教材

【報告の徴収】
第 19 条　国土交通大臣は、講習事務の適切な実施
を確保するため必要があると認めるときは、講
習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要
な報告を求めることができる。

【公示】
第 20 条　国土交通大臣は、次に掲げる場合には、
その旨を公示しなければならない。

一　第５条第１項第一号の登録をしたとき。
二　第 11 条第１項の規定による届出があったと
き。

三　第 13 条の規定による届出があったとき。
四　第 17 条の規定により第５条第１項第一号の
登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じ
たとき。

【法第８条第２項の規定による公表の方法】
第 21 条　法第８条第２項の規定による公表は、次
に掲げる事項を明示して、インターネットの利
用その他の適切な方法により行わなければなら
ない。

一　法第８条第１項の規定による命令に係る要安
全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名
称及び法人にあっては、その代表者の氏名

二　前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用
途その他当該要安全確認計画記載建築物の概
要

三　第一号の命令をした年月日及びその内容
【法第９条の規定による公表の方法】
第 22 条　法第９条の規定による公表は、法第７条
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の規定による報告について、次に掲げる事項を、
同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各
号に定める期限が同一である要安全確認計画記
載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、イ
ンターネットの利用その他の適切な方法により
行わなければならない。
一　要安全確認計画記載建築物の位置、用途その
他当該要安全確認計画記載建築物の概要

二　前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断
の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定
める事項

【通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費
用の負担】
第 23 条　法第 10 条第１項の規定により都道府県
が負担する費用の額は、法第７条第二号に掲げ
る建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費
用として国土交通大臣が定める額から国又は市
町村の補助に相当する額を除いた額を限度とす
る。

２	 法第 10 条第２項の規定により市町村が負担す
る費用の額は、法第７条第三号に掲げる建築物
の耐震診断の実施に要する標準的な費用として
国土交通大臣が定める額から国又は都道府県の
補助に相当する額を除いた額を限度とする。

【身分証明書の様式】
第 24 条　法第 13 条第２項の規定により立入検査
をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別
記第３号様式によるものとする。

【令第６条第３項の規定による階数及び床面積の合計】
第 25 条　令第６条第３項の規定による同条第２項
各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築
物が該当する２以上の号に定める階数のうち最
小のものとし、同条第３項の規定による同条第
２項各号に定める床面積の合計は、当該２以上
の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面
積の合計の数値をそれぞれ当該２以上の号に定
める床面積の合計の数値で除し、それらの商を
加えた数値が１である場合の床面積の合計とす
る。

【令第８条第３項の規定による床面積の合計】
第 26 条　令第８条第３項の規定による同条第２項
第一号から第三号までに定める床面積の合計
は、これらの号のうち当該建築物が該当する２
以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の
床面積の合計の数値をそれぞれ当該２以上の号

に定める床面積の合計の数値で除し、それらの
商を加えた数値が１である場合の床面積の合計
とする。

【身分証明書の様式】
第 27 条　法第 15 条第５項において準用する法第
13 条第２項の規定により立入検査をする職員
の携帯する身分証明書の様式は、別記第４号様
式によるものとする。

【計画の認定の申請】
第28条　法第５条第３項第一号の耐震関係規定（第
33 条第１項において「耐震関係規定」という。）
に適合するものとして法第 17 条第３項の計画
の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計
画について同条第１項の規定により認定の申請
をしようとする者は、別記第５号様式による申
請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表のい
項及びろ項に掲げる図書を添えて、これらを所
管行政庁に提出するものとする。

図書の種類 明示すべき事項

い 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置
及び申請に係る建築物と他の建築物との
別

擁壁の位置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界
部分との高低差及び申請に係る建築物の
各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

下水管、下水溝又はためますその他これら
に類する施設の位置及び排出経路又は処
理経路

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及
び構造

申請に係る建築物が建築基準法第３条第
２項の規定により同法第28条の２（建築基
準法施行令（昭和25年政令第338号）第137条
の４の２に規定する基準に係る部分に限
る。）の規定の適用を受けない建築物であ
る場合であって、当該建築物について、増
築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様
替をしようとするときにあっては、当該増
築等に係る部分以外の部分について行う
同令第137条の４の３第三号に規定する措
置

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則●　第 23 条
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基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基
準法施行令第１条第三号に規定する構造
耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）の材
料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

ろ

構造計算書

一　	建築基準法施行令第81条第２項第一
号イに規定する保有水平耐力計算に
より安全性を確かめた建築物の場合
　　建築基準法施行規則（昭和25年建
設省令第40号）第１条の３第１項の表
３の⑴項に掲げる構造計算書に明示
すべき事項

二　	建築基準法施行令第81条第２項第一
号ロに規定する限界耐力計算により
安全性を確かめた建築物の場合　　
　　建築基準法施行規則第１条の３
第１項の表３の⑵項に掲げる構造計
算書に明示すべき事項

三　	建築基準法施行令第81条第２項第二
号イに規定する許容応力度等計算に
より安全性を確かめた建築物の場合
　　建築基準法施行規則第１条の３
第１項の表３の⑶項に掲げる構造計
算書に明示すべき事項

四　	建築基準法施行令第81条第３項に規
定する同令第82条各号及び同令第82
条の４に定めるところによる構造計
算により安全性を確かめた建築物　
　　建築基準法施行規則第１条の３
第１項の表３の⑷項に掲げる構造計
算書に明示すべき事項

２	 法第 17 条第３項第一号の国土交通大臣が定め
る基準に適合するものとして同項の計画の認定
を受けようとする建築物の耐震改修の計画につ
いて同条第１項の規定により認定の申請をしよ
うとする者は、木造の建築物又は木造と木造以
外の構造とを併用する建築物については別記第
５号様式による申請書の正本及び副本並びに別
記第６号様式による正本及び副本に、木造の構
造部分を有しない建築物については別記第５号
様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、
次の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて
同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
及び当該計画が法第 17 条第３項第一号の国土
交通大臣が定める基準に適合していることを所
管行政庁が適切であると認めた者が証する書類
その他の当該計画が当該基準に適合しているこ
とを証するものとして所管行政庁が規則で定め
る書類を添えて、これらを所管行政庁に提出す
るものとする。

建築物等 明示すべき事項

木造の建築物又は木
造と木造以外の構造
とを併用する建築物
の木造の構造部分

各階の張り間方向及びけた行方向の
壁を設け又は筋かいを入れた軸組の
水平力に対する耐力及び靱性並びに
配置並びに地震力、建築物の形状及び
地盤の種類を考慮して行った各階の
当該方向の耐震性能の水準に係る構
造計算

木造の構造部分を有
しない建築物又は木
造と木造以外の構造
とを併用する建築物
の木造以外の構造部
分

各階の保有水平耐力及び各階の靱性、
各階の形状特性、地震の地域における
特性並びに建築物の振動特性を考慮
して行った各階の耐震性能の水準に
係る構造計算並びに各階の保有水平
耐力、各階の形状特性、当該階が支え
る固定荷重と積載荷重との和（建築基
準法施行令第86条第２項ただし書の
多雪区域においては、更に積雪荷重を
加えたもの）、地震の地域における特
性、建築物の振動特性、地震層せん断
力係数の建築物の高さ方向の分布及
び建築物の構造方法を考慮して行っ
た各階の保有水平耐力の水準に係る
構造計算

３	 法第 17 条第３項第三号に掲げる基準に適合す
るものとして同項の計画の認定を受けようとす
る建築物の耐震改修の計画について同条第１項
の規定により認定の申請をしようとする者は、
第１項又は前項の認定の申請書の正本及び副本
並びに別記第７号様式の正本及び副本に、それ
ぞれ、建築基準法施行規則第１条の３第１項第
一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第
７項の規定に基づき特定行政庁（建築基準法第
２条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。
以下第５項及び第６項において同じ。）が規則
で同法第６条第１項の申請書に添えるべき図書
を定めた場合においては当該図書を添えて、こ
れらを所管行政庁に提出するものとする。

４	 法第 17 条第３項第四号に掲げる基準に適合す
るものとして同項の計画の認定を受けようとす
る建築物の耐震改修の計画について同条第１項
の規定により認定の申請をしようとする者は、
第１項又は第２項の認定の申請書の正本及び副
本並びに別記第８号様式による正本及び副本
に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、
これらを所管行政庁に提出するものとする。

図書の種類 明示すべき事項

各階平面図 工事の計画に係る柱、壁又ははり及び第６条第
２項に掲げる装置の位置

構造詳細図 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造及び材
料の種別

構造計算書 応力算定及び断面算定

第 2８ 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基
準法施行令第１条第三号に規定する構造
耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）の材
料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

ろ

構造計算書

一　	建築基準法施行令第81条第２項第一
号イに規定する保有水平耐力計算に
より安全性を確かめた建築物の場合
　　建築基準法施行規則（昭和25年建
設省令第40号）第１条の３第１項の表
３の⑴項に掲げる構造計算書に明示
すべき事項

二　	建築基準法施行令第81条第２項第一
号ロに規定する限界耐力計算により
安全性を確かめた建築物の場合　　
　　建築基準法施行規則第１条の３
第１項の表３の⑵項に掲げる構造計
算書に明示すべき事項

三　	建築基準法施行令第81条第２項第二
号イに規定する許容応力度等計算に
より安全性を確かめた建築物の場合
　　建築基準法施行規則第１条の３
第１項の表３の⑶項に掲げる構造計
算書に明示すべき事項

四　	建築基準法施行令第81条第３項に規
定する同令第82条各号及び同令第82
条の４に定めるところによる構造計
算により安全性を確かめた建築物　
　　建築基準法施行規則第１条の３
第１項の表３の⑷項に掲げる構造計
算書に明示すべき事項

２	 法第 17 条第３項第一号の国土交通大臣が定め
る基準に適合するものとして同項の計画の認定
を受けようとする建築物の耐震改修の計画につ
いて同条第１項の規定により認定の申請をしよ
うとする者は、木造の建築物又は木造と木造以
外の構造とを併用する建築物については別記第
５号様式による申請書の正本及び副本並びに別
記第６号様式による正本及び副本に、木造の構
造部分を有しない建築物については別記第５号
様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、
次の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて
同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
及び当該計画が法第 17 条第３項第一号の国土
交通大臣が定める基準に適合していることを所
管行政庁が適切であると認めた者が証する書類
その他の当該計画が当該基準に適合しているこ
とを証するものとして所管行政庁が規則で定め
る書類を添えて、これらを所管行政庁に提出す
るものとする。

建築物等 明示すべき事項

木造の建築物又は木
造と木造以外の構造
とを併用する建築物
の木造の構造部分

各階の張り間方向及びけた行方向の
壁を設け又は筋かいを入れた軸組の
水平力に対する耐力及び靱性並びに
配置並びに地震力、建築物の形状及び
地盤の種類を考慮して行った各階の
当該方向の耐震性能の水準に係る構
造計算

木造の構造部分を有
しない建築物又は木
造と木造以外の構造
とを併用する建築物
の木造以外の構造部
分

各階の保有水平耐力及び各階の靱性、
各階の形状特性、地震の地域における
特性並びに建築物の振動特性を考慮
して行った各階の耐震性能の水準に
係る構造計算並びに各階の保有水平
耐力、各階の形状特性、当該階が支え
る固定荷重と積載荷重との和（建築基
準法施行令第86条第２項ただし書の
多雪区域においては、更に積雪荷重を
加えたもの）、地震の地域における特
性、建築物の振動特性、地震層せん断
力係数の建築物の高さ方向の分布及
び建築物の構造方法を考慮して行っ
た各階の保有水平耐力の水準に係る
構造計算

３	 法第 17 条第３項第三号に掲げる基準に適合す
るものとして同項の計画の認定を受けようとす
る建築物の耐震改修の計画について同条第１項
の規定により認定の申請をしようとする者は、
第１項又は前項の認定の申請書の正本及び副本
並びに別記第７号様式の正本及び副本に、それ
ぞれ、建築基準法施行規則第１条の３第１項第
一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第
７項の規定に基づき特定行政庁（建築基準法第
２条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。
以下第５項及び第６項において同じ。）が規則
で同法第６条第１項の申請書に添えるべき図書
を定めた場合においては当該図書を添えて、こ
れらを所管行政庁に提出するものとする。

４	 法第 17 条第３項第四号に掲げる基準に適合す
るものとして同項の計画の認定を受けようとす
る建築物の耐震改修の計画について同条第１項
の規定により認定の申請をしようとする者は、
第１項又は第２項の認定の申請書の正本及び副
本並びに別記第８号様式による正本及び副本
に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、
これらを所管行政庁に提出するものとする。

図書の種類 明示すべき事項

各階平面図 工事の計画に係る柱、壁又ははり及び第６条第
２項に掲げる装置の位置

構造詳細図 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造及び材
料の種別

構造計算書 応力算定及び断面算定
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５	 法第 17 条第３項第五号に掲げる基準に適合す
るものとして同項の計画の認定を受けようとす
る建築物の耐震改修の計画について同条第１
項の規定により認定の申請をしようとする者
は、第１項又は第２項の認定の申請書の正本及
び副本並びに別記第９号様式による正本及び副
本に、それぞれ、建築基準法施行規則第１条の
３第１項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
を、同条第７項の規定に基づき特定行政庁が規
則で同法第６条第１項の申請書に添えるべき図
書を定めた場合においては当該図書を添えて、
これらを所管行政庁に提出するものとする。

６	 法第 17 条第３項第六号に掲げる基準に適合す
るものとして同項の計画の認定を受けようとす
る建築物の耐震改修の計画について同条第１項
の規定により認定の申請をしようとする者は、
第１項又は第２項の認定の申請書の正本及び副
本並びに別記第 10 号様式による正本及び副本
に、それぞれ、建築基準法施行規則第１条の３
第１項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
を、同条第７項の規定に基づき特定行政庁が規
則で同法第６条第１項の申請書に添えるべき図
書を定めた場合においては当該図書を添えて、
これらを所管行政庁に提出するものとする。

７	 法第 17 条第 10 項の規定により建築基準法第６
条第１項又は第 18 条第３項の規定による確認
済証の交付があったものとみなされるものとし
て法第 17 条第３項の計画の認定を受けようと
する建築物の耐震改修の計画について同条第１
項の規定により認定の申請をしようとする者
は、第１項又は第２項の申請書の正本及び副本
に、建築基準法第６条第１項の規定による確認
の申請書又は同法第 18 条第２項の規定による
通知に要する通知書を添えて、これらを所管行
政庁に提出するものとする。

８	 前７項に規定する図書は併せて作成することが
できる。

９	 高さが 60 ｍを超える建築物に係る法第 17 条第
３項の計画の認定の申請書にあっては、第１項
の表のろ項の規定にかかわらず、同項に掲げる
図書のうち構造計算書は、添えることを要しな
い。この場合においては、建築基準法第 20 条
第１項第一号の認定に係る認定書の写しを添え
るものとする。

10	 第３項の認定の申請書にあっては、建築基準法

第 20 条第１項第一号の認定に係る認定書の写
しを添えた場合には、建築基準法施行規則第１
条の３第１項の表１のは項及び同項の表３のろ
欄に掲げる構造計算書を添えることを要しな
い。

11	 所管行政庁は、前 10 項の規定にかかわらず、
規則で、前 10 項に掲げる図書の一部を添える
ことを要しない旨を規定することができる。

【計画の記載事項】
第 29 条　法第 17 条第２項第五号の国土交通省令
で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改
修の事業の実施時期とする。

【認定通知書の様式】
第 30 条　所管行政庁は、法第 17 条第３項の規定
により計画の認定をしたときは、速やかに、そ
の旨を申請者に通知するものとする。

２	 前項の通知は、別記第 11 号様式による通知書
に第 28 条の申請書の副本を添えて行うものと
する。

【法第17条第３項第四号の国土交通省令で定める防火
上の基準】
第 31 条　法第 17 条第３項第四号ロ⑴の国土交通
省令で定める防火上の基準は、次のとおりとす
る。

一　工事の計画に係る柱、壁又ははりが建築基準
法施行令第１条第五号に規定する準不燃材料
で造られ、又は覆われていること。

二　次のイからハまでに定めるところにより行う
構造計算によって構造耐力上安全であること
が確かめられた構造であること。

イ　建築基準法施行令第３章第８節第２款に規
定する荷重及び外力によって構造耐力上主
要な部分（工事により新たに設けられる柱
及び耐力壁を除く。）に長期に生ずる力を
計算すること。

ロ　イの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる
長期の応力度を建築基準法施行令第 82 条
第二号の表の長期に生ずる力の項に掲げる
式によって計算すること。ただし、構造耐
力上主要な部分のうち模様替を行う柱又は
はりについては、当該模様替が行われる前
のものとして、同項に掲げる式により、当
該模様替が行われる前の当該柱又ははりの
断面に生ずる長期の応力度を計算するこ
と。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則●　第 29 条
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ハ　ロによって計算した長期の応力度が、建築
基準法施行令第３章第８節第３款の規定に
よる長期に生ずる力に対する許容応力度を
超えないことを確かめること。

２	 法第 17 条第３項第四号ロ⑵の国土交通省令で
定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、
壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、
かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する
者が居る場所に報知することができる装置が設
けられていることとする。

【法第18条第１項の国土交通省令で定める軽微な変更】
第 32 条　法第 18 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係
る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事
業の着手又は完了の予定年月日の３月以内の変
更とする。

【建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請】
第 33 条　耐震関係規定に適合するものとして法第
22 条第２項の認定を受けようとする建築物に
ついて同条第１項の規定により認定の申請をし
ようとする者は、別記第 12 号様式による申請
書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のい
ずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係
規定に適合していることを証する書類として所
管行政庁が規則で定めるものを添えて、これら
を所管行政庁に提出するものとする。
一　第 28 条第１項の表のろ項に掲げる図書及び
次の表に掲げる図書

二　国土交通大臣が定める書類

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び
申請に係る建築物と他の建築物との別

擁壁の位置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分
との高低差及び申請に係る建築物の各部分の
高さ

各階平面図

縮尺及び方位

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基準法
施行令第１条第三号に規定する構造耐力上主
要な部分をいう。以下同じ。）の材料の種別及び
寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

２	 法第 22 条第２項の国土交通大臣が定める基準

に適合するものとして同項の認定を受けようと
する建築物について同条第１項の規定により認
定の申請をしようとする者は、次の各号のいず
れかに掲げる方法により、これをしなければな
らない。

一　木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを
併用する建築物については別記第 13 号様式
による申請書の正本及び副本並びに別記第６
号様式による正本及び副本に、木造の構造部
分を有しない建築物については別記第 13 号
様式に、それぞれ、第 28 条第２項の表の上
欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下
欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当
該建築物が法第 22 条第２項の国土交通大臣
が定める基準に適合していることを所管行政
庁が適切であると認めた者が証する書類その
他の当該建築物が当該基準に適合しているこ
とを証するものとして所管行政庁が規則で定
める書類を添えて、これらを所管行政庁に提
出すること。

二　別記第 12 号様式による申請書の正本及び副
本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類
及び当該申請に係る建築物が法第 22 条第２
項の国土交通大臣が定める基準に適合してい
ることを証する書類として所管行政庁が規則
で定めるものを添えて、これらを所管行政庁
に提出すること。

３	 所管行政庁は、前２項の規定にかかわらず、規
則で、前２項に掲げる図書の一部を添えること
を要しない旨を規定することができる。

【認定通知書の様式】
第 34 条　所管行政庁は、法第 22 条第２項の規定
により認定をしたときは、速やかに、その旨を
申請者に通知するものとする。

２	 前項の通知は、別記第 14号様式による通知書に
前条の申請書の副本を添えて行うものとする。

【表示等】
第 35 条　法第 22 条第３項の国土交通省令で定め
るものは、次のとおりとする。

一　広告
二　契約に係る書類
三　その他国土交通大臣が定めるもの

２	 法第 22 条第３項に規定する表示は、別記第 15
号様式により行うものとする。

第 32 条　●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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ハ　ロによって計算した長期の応力度が、建築
基準法施行令第３章第８節第３款の規定に
よる長期に生ずる力に対する許容応力度を
超えないことを確かめること。

２	 法第 17 条第３項第四号ロ⑵の国土交通省令で
定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、
壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、
かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する
者が居る場所に報知することができる装置が設
けられていることとする。

【法第18条第１項の国土交通省令で定める軽微な変更】
第 32 条　法第 18 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係
る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事
業の着手又は完了の予定年月日の３月以内の変
更とする。

【建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請】
第 33 条　耐震関係規定に適合するものとして法第
22 条第２項の認定を受けようとする建築物に
ついて同条第１項の規定により認定の申請をし
ようとする者は、別記第 12 号様式による申請
書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のい
ずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係
規定に適合していることを証する書類として所
管行政庁が規則で定めるものを添えて、これら
を所管行政庁に提出するものとする。

一　第 28 条第１項の表のろ項に掲げる図書及び
次の表に掲げる図書

二　国土交通大臣が定める書類

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び
申請に係る建築物と他の建築物との別

擁壁の位置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分
との高低差及び申請に係る建築物の各部分の
高さ

各階平面図

縮尺及び方位

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基準法
施行令第１条第三号に規定する構造耐力上主
要な部分をいう。以下同じ。）の材料の種別及び
寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

２	 法第 22 条第２項の国土交通大臣が定める基準

に適合するものとして同項の認定を受けようと
する建築物について同条第１項の規定により認
定の申請をしようとする者は、次の各号のいず
れかに掲げる方法により、これをしなければな
らない。

一　木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを
併用する建築物については別記第 13 号様式
による申請書の正本及び副本並びに別記第６
号様式による正本及び副本に、木造の構造部
分を有しない建築物については別記第 13 号
様式に、それぞれ、第 28 条第２項の表の上
欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下
欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当
該建築物が法第 22 条第２項の国土交通大臣
が定める基準に適合していることを所管行政
庁が適切であると認めた者が証する書類その
他の当該建築物が当該基準に適合しているこ
とを証するものとして所管行政庁が規則で定
める書類を添えて、これらを所管行政庁に提
出すること。

二　別記第 12 号様式による申請書の正本及び副
本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類
及び当該申請に係る建築物が法第 22 条第２
項の国土交通大臣が定める基準に適合してい
ることを証する書類として所管行政庁が規則
で定めるものを添えて、これらを所管行政庁
に提出すること。

３	 所管行政庁は、前２項の規定にかかわらず、規
則で、前２項に掲げる図書の一部を添えること
を要しない旨を規定することができる。

【認定通知書の様式】
第 34 条　所管行政庁は、法第 22 条第２項の規定
により認定をしたときは、速やかに、その旨を
申請者に通知するものとする。

２	 前項の通知は、別記第 14号様式による通知書に
前条の申請書の副本を添えて行うものとする。

【表示等】
第 35 条　法第 22 条第３項の国土交通省令で定め
るものは、次のとおりとする。

一　広告
二　契約に係る書類
三　その他国土交通大臣が定めるもの

２	 法第 22 条第３項に規定する表示は、別記第 15
号様式により行うものとする。
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【身分証明書の様式】
第 36 条　法第 24 条第２項において準用する法第
13 条第２項の規定により立入検査をする職員
の携帯する身分証明書の様式は、別記第 16 号
様式によるものとする。

【区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請】
第 37 条　法第 25 条第２項の認定を受けようとす
る区分所有建築物について同条第１項の規定に
より認定の申請をしようとする者は、木造の建
築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建
築物については別記第 17 号様式による申請書
の正本及び副本並びに別記第６号様式による正
本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築
物については別記第 17 号様式による申請書の
正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又
は書類を添えて、これらを所管行政庁に提出す
るものとする。
一　建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第

69号）第 18 条第１項（同法第 66 条において準
用する場合を含む。）の規定により当該認定
の申請を決議した集会の議事録の写し（同法
第 18 条第２項の規定により規約で別段の定
めをした場合にあっては、当該規約の写し及
びその定めるところにより当該認定の申請を
することを証する書類）

二　第 28 条第２項の表の左欄に掲げる建築物等
の区分に応じて同表の右欄に掲げる事項を明
示した構造計算書

三　当該区分所有建築物が法第 25 条第２項の国
土交通大臣が定める基準に適合していないこ
とを所管行政庁が適切であると認める者が証
する書類その他の当該区分所有建築物が当該
基準に適合していないことを証するものとし
て所管行政庁が規則で定める書類

２	 所管行政庁は、前項の規定にかかわらず、規則
で、前項第二号に掲げる構造計算書を添えるこ
とを要しない旨を規定することができる。

【認定通知書の様式】
第 38 条　所管行政庁は、法第 25 条第２項の規定
により認定をしたときは、速やかに、その旨を
申請者に通知するものとする。

２	 前項の通知は、別記第 18号様式による通知書に
前条の申請書の副本を添えて行うものとする。

【身分証明書の様式】
第 39 条　法第 27 条第５項において準用する法第

13 条第２項の規定により立入検査をする職員
の携帯する身分証明書の様式は、別記第 19 号
様式によるものとする。

【特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保
することができない期間】
第 40 条　法第 28 条第１項の国土交通省令で定め
る期間は、３月とする。

【特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間】
第 41 条　法第 28 条第２項の国土交通省令で定め
る期間は、２年とする。

【法第34条第一号の国土交通省令で定める金融機関】
第 42 条　法第 34 条第一号の国土交通省令で定め
る金融機関は、独立行政法人住宅金融支援機構、
沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険会社、信用
金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組
合、信用協同組合連合会、農業協同組合法（昭和
22年法律第132号）第 10 条第１項第二号及び第三号
の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組
合連合会並びに水産業協同組合法（昭和23年法律第
242号）第 11 条第１項第三号及び第四号の事業を
併せ行う漁業協同組合並びに同法第 87 条第１
項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同
組合連合会とする。

【債務保証業務規程で定めるべき事項】
第 43 条　法第 36 条第２項の国土交通省令で定め
る事項は、次に掲げるものとする。

一　被保証人の資格
二　保証の範囲
三　保証の金額の合計額の最高限度
四　一被保証人についての保証の金額の最高限度
五　保証契約の締結及び変更に関する事項
六　保証料に関する事項その他被保証人の守るべ
き条件に関する事項

七　保証債務の弁済に関する事項
八　求償権の行使方法及び償却に関する事項
九　業務の委託に関する事項

【事業計画等の認可の申請】
第 44条　耐震改修支援センター（以下「センター」
という。）は、法第 37 条第１項前段の規定によ
り支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可
を受けようとするときは、申請書に次に掲げる
書類を添え、国土交通大臣に提出しなければな
らない。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則●　第 36 条
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一　前事業年度の予定貸借対照表
二　当該事業年度の予定貸借対照表
三　前２号に掲げるもののほか、支援業務に係る
収支予算の参考となる書類

【事業計画等の変更の認可の申請】
第 45 条　センターは、法第 37 条第１項後段の規
定により支援業務に係る事業計画又は収支予算
の変更の認可を受けようとするときは、変更し
ようとする事項及びその理由を記載した申請書
を国土交通大臣に提出しなければならない。こ
の場合において、収支予算の変更が前条第二号
又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、
当該変更後の書類を添付しなければならない。

【事業報告書等の提出】
第 46 条　センターは、法第 37 条第２項の規定に
より支援業務に係る事業報告書及び収支決算書
を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を
添付しなければならない。

【区分経理の方法】
第 47 条　センターは、法第 38 条各号に掲げる業
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて
整理しなければならない。

２	 センターは、法第 38 条第一号及び第二号に掲
げる業務の双方に関連する収入及び費用につい
ては、適正な基準によりそれぞれの業務に配分
して経理しなければならない。

【帳簿】
第 48 条　法第 39 条第１項の支援業務に関する事
項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる
ものとする。
一　法第 34 条第一号に掲げる債務の保証（以下
「債務の保証」という。）の相手方の氏名及び
住所

二　債務の保証を行った年月日
三　債務の保証の内容
四　その他債務の保証に関し必要な事項
２	 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスクに記録され、必
要に応じセンターにおいて電子計算機その他の
機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、
当該記録をもって法第 39 条第１項の帳簿（次
項において単に「帳簿」という。）への記載に
代えることができる。

３	 センターは、帳簿（前項の規定による記録が行
われた同項のファイル又は磁気ディスクを含

む。）を、債務保証業務の全部を廃止するまで
保存しなければならない。

【書類の保存】
第 49 条　法第 39 条第２項の支援業務に関する書
類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる
もの又はこれらの写しとする。

一　債務の保証の申請に係る書類
二　保証契約に係る書類
三　弁済に係る書類
四　求償に係る書類

２	 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に
応じセンターにおいて電子計算機その他の機器
を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該
ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類
に代えることができる。

３	 センターは、第１項の書類（前項の規定による
記録が行われた同項のファイル又は磁気ディス
クを含む。）を、債務保証業務の全部を廃止す
るまで保存しなければならない。

【身分証明書の様式】
第 50 条　法第 41 条第２項の規定により立入検査
をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別
記第 20 号様式によるものとする。

附則（抄）

【令附則第２条第２項の国土交通省令で定める要件】
第２条　令附則第２条第２項の国土交通省令で定め
る要件は、同条第１項第二号イからホまでのう
ち当該建築物が該当する２以上の同号イからホ
までに定める階数のうち最小のもの以上であ
り、かつ、同号イからホまでに掲げる建築物の
区分に応じ、それぞれ、当該２以上の同号イか
らホまでに掲げる建築物の用途に供する部分の
床面積の合計の数値をそれぞれ当該２以上の同
号イからホまでに定める床面積の合計の数値で
除し、それらの商を加えた数値が１である場合
の床面積の合計以上であることとする。

【準用】
第３条　第５条第１項及び第２項の規定は、法附則
第３条第１項の規定により行う耐震診断につい
て、第５条第３項及び第４項の規定は、法附則

第 ４５ 条、附則　●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

線引きはありません



650 耐震改修法施行規則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

一　前事業年度の予定貸借対照表
二　当該事業年度の予定貸借対照表
三　前２号に掲げるもののほか、支援業務に係る
収支予算の参考となる書類

【事業計画等の変更の認可の申請】
第 45 条　センターは、法第 37 条第１項後段の規
定により支援業務に係る事業計画又は収支予算
の変更の認可を受けようとするときは、変更し
ようとする事項及びその理由を記載した申請書
を国土交通大臣に提出しなければならない。こ
の場合において、収支予算の変更が前条第二号
又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、
当該変更後の書類を添付しなければならない。

【事業報告書等の提出】
第 46 条　センターは、法第 37 条第２項の規定に
より支援業務に係る事業報告書及び収支決算書
を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を
添付しなければならない。

【区分経理の方法】
第 47 条　センターは、法第 38 条各号に掲げる業
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて
整理しなければならない。

２	 センターは、法第 38 条第一号及び第二号に掲
げる業務の双方に関連する収入及び費用につい
ては、適正な基準によりそれぞれの業務に配分
して経理しなければならない。

【帳簿】
第 48 条　法第 39 条第１項の支援業務に関する事
項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる
ものとする。

一　法第 34 条第一号に掲げる債務の保証（以下
「債務の保証」という。）の相手方の氏名及び
住所

二　債務の保証を行った年月日
三　債務の保証の内容
四　その他債務の保証に関し必要な事項

２	 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスクに記録され、必
要に応じセンターにおいて電子計算機その他の
機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、
当該記録をもって法第 39 条第１項の帳簿（次
項において単に「帳簿」という。）への記載に
代えることができる。

３	 センターは、帳簿（前項の規定による記録が行
われた同項のファイル又は磁気ディスクを含

む。）を、債務保証業務の全部を廃止するまで
保存しなければならない。

【書類の保存】
第 49 条　法第 39 条第２項の支援業務に関する書
類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる
もの又はこれらの写しとする。

一　債務の保証の申請に係る書類
二　保証契約に係る書類
三　弁済に係る書類
四　求償に係る書類

２	 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられた
ファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に
応じセンターにおいて電子計算機その他の機器
を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該
ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類
に代えることができる。

３	 センターは、第１項の書類（前項の規定による
記録が行われた同項のファイル又は磁気ディス
クを含む。）を、債務保証業務の全部を廃止す
るまで保存しなければならない。

【身分証明書の様式】
第 50 条　法第 41 条第２項の規定により立入検査
をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別
記第 20 号様式によるものとする。

附則（抄）

【令附則第２条第２項の国土交通省令で定める要件】
第２条　令附則第２条第２項の国土交通省令で定め
る要件は、同条第１項第二号イからホまでのう
ち当該建築物が該当する２以上の同号イからホ
までに定める階数のうち最小のもの以上であ
り、かつ、同号イからホまでに掲げる建築物の
区分に応じ、それぞれ、当該２以上の同号イか
らホまでに掲げる建築物の用途に供する部分の
床面積の合計の数値をそれぞれ当該２以上の同
号イからホまでに定める床面積の合計の数値で
除し、それらの商を加えた数値が１である場合
の床面積の合計以上であることとする。

【準用】
第３条　第５条第１項及び第２項の規定は、法附則
第３条第１項の規定により行う耐震診断につい
て、第５条第３項及び第４項の規定は、法附則

第 ４５ 条、附則　●建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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第３条第１項の規定による報告について、第
21 条の規定は法附則第３条第３項において準
用する法第８条第２項の規定による公表につい
て、第 22 条の規定は法附則第３条第３項にお
いて準用する法第９条の規定による公表につい
て準用する。この場合において、第５条第３項
中「別記第１号様式」とあるのは「別記第 21
号様式」と、第 21 条第一号中「法第８条第１項」
とあるのは「法附則第３条第３項において準用
する法第８条第１項」と、同号及び同条第二号
並びに第 22 条第一号及び第二号中「要安全確
認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確
認大規模建築物」と、同条中「法第７条」とあ
るのは「法附則第３条第１項」と、「同条各号
に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各
号に定める期限が同一である要安全確認計画記
載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模
建築物の用途」と読み替えるものとする。

様式（略）

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則●　附則
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住宅の品質確保の促進等に�
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第 1条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）

住宅の品質確保の促進等に�
関する法律（抄）

平成 11 年６月 23 日法律第 81 号

最終改正：令和３年５月 28 日法律第 48 号

【目的】
第１条　この法律は、住宅の性能に関する表示基準
及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係
る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住
宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責
任について特別の定めをすることにより、住宅
の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護
及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図
り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健
全な発展に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「住宅」とは、人の居住
の用に供する家屋又は家屋の部分（人の居住の
用以外の用に供する家屋の部分との共用に供す
る部分を含む。）をいう。

２	 この法律において「新築住宅」とは、新たに建
設された住宅で、まだ人の居住の用に供したこ
とのないもの（建設工事の完了の日から起算し
て１年を経過したものを除く。）をいう。

３	 この法律において「日本住宅性能表示基準」と
は、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその
表示の方法の基準であって、次条の規定により
定められたものをいう。

４	 この法律において「住宅購入者等」とは、住宅
の購入若しくは住宅の建設工事の注文をし、若
しくはしようとする者又は購入され、若しくは
建設された住宅に居住をし、若しくはしようと
する者をいう。

５	 この法律において「瑕疵」とは、種類又は品質
に関して契約の内容に適合しない状態をいう。

【日本住宅性能表示基準】
第３条　国土交通大臣及び内閣総理大臣は、住宅の
性能に関する表示の適正化を図るため、日本住
宅性能表示基準を定めなければならない。

２	 日本住宅性能表示基準は、利害関係人の意向を
適切に反映するように、かつ、その適用に当たっ
て同様な条件の下にある者に対して不公正に差
別を付することがないように定め、又は変更し
なければならない。

３	 国土交通大臣又は内閣総理大臣は、日本住宅性
能表示基準を定め、又は変更しようとする場合
において、必要があると認めるときは、当該日
本住宅性能表示基準又はその変更の案につい
て、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くこ
とができる。

４	 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性
能表示基準を定め、又は変更しようとするとき
は、国土交通大臣にあっては社会資本整備審議
会の議決を、内閣総理大臣にあっては消費者委
員会の議決を、それぞれ経なければならない。
ただし、社会資本整備審議会又は消費者委員会
が軽微な事項と認めるものについては、この限
りでない。

５	 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、日本住宅性
能表示基準を定め、又は変更したときは、遅滞
なく、これを告示しなければならない。

【評価方法基準】
第３条の２　国土交通大臣は、日本住宅性能表示基
準を定める場合には、併せて、日本住宅性能表
示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する
評価（評価のための検査を含む。以下同じ。）
の方法の基準（以下「評価方法基準」という。）
を定めるものとする。

２	 前条第２項から第５項までの規定は、評価方法
基準について準用する。この場合において、同
条第３項中「国土交通大臣又は内閣総理大臣」
とあり、並びに同条第４項及び第５項中「国土
交通大臣及び内閣総理大臣」とあるのは「国土
交通大臣」と、同条第４項中「国土交通大臣に
あっては社会資本整備審議会の議決を、内閣総
理大臣にあっては消費者委員会の議決を、それ
ぞれ」とあるのは「社会資本整備審議会の議決
を」と、同項ただし書中「社会資本整備審議会
又は消費者委員会」とあるのは「社会資本整備
審議会」と読み替えるものとする。

３	 内閣総理大臣は、個人である住宅購入者等の利
益の保護を図るため必要があると認めるとき
は、国土交通大臣に対し、評価方法基準の策定
又は変更に関し、必要な意見を述べることがで
きる。

【日本住宅性能表示基準の呼称の禁止】
第４条　何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅
の性能の表示に関する基準について、日本住宅
性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい
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名称を用いてはならない。
【住宅性能評価】
第５条　第７条から第 10 条までの規定の定めると
ころにより国土交通大臣の登録を受けた者（以
下「登録住宅性能評価機関」という。）は、申
請により、住宅性能評価（設計された住宅又は
建設された住宅について、日本住宅性能表示基
準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基
準（第 58 条第１項の特別評価方法認定を受け
た方法を用いる場合における当該方法を含む。
第 31 条第１項において同じ。）に従って評価す
ることをいう。以下同じ。）を行い、国土交通
＊１ 省令・内閣府令で定める事項を記載し、国
土交通＊２ 省令・内閣府令で定める標章を付し
た評価書（以下「住宅性能評価書」という。）
を交付することができる。

▪＊１ 省令【住宅性能評価書に記載すべき事項】

規則１条�➡６６２ 

▪＊２ 省令【住宅性能評価書に付すべき標章】

規則２条�➡６６３ 

２	 前項の申請の手続その他住宅性能評価及び住宅
性能評価書の交付に関し必要な事項は、国土交
通省令・内閣府令で定める。

▪省令【設計住宅性能評価の申請等】規則３条�以下➡６６３ 

３	 何人も、第１項の場合を除き、住宅の性能に関
する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しく
は売買契約に係る契約書又はこれらに添付する
書類に、同項の標章又はこれと紛らわしい標章
を付してはならない。

【住宅性能評価書等と契約内容】
第６条　住宅の建設工事の請負人は、設計された住
宅に係る住宅性能評価書（以下「設計住宅性能
評価書」という。）若しくはその写しを請負契
約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能
評価書若しくはその写しを交付した場合におい
ては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに
表示された性能を有する住宅の建設工事を行う
ことを契約したものとみなす。

２	 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の
売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価
書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又
は買主に対し設計住宅性能評価書若しくはその
写しを交付した場合においては、当該設計住宅
性能評価書又はその写しに表示された性能を有
する新築住宅を引き渡すことを契約したものと

みなす。
３	 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の
売買契約を締結した売主は、建設された住宅に
係る住宅性能評価書（以下「建設住宅性能評価
書」という。）若しくはその写しを売買契約書
に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書
若しくはその写しを交付した場合においては、
当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示さ
れた性能を有する新築住宅を引き渡すことを契
約したものとみなす。

４	 前３項の規定は、請負人又は売主が、請負契約
書又は売買契約書において反対の意思を表示し
ているときは、適用しない。

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例】
第６条の２　長期優良住宅の普及の促進に関する法
律（平成20年法律第87号）第５条第１項から第７項ま
での規定による認定の申請（同法第８条第１項
の規定による変更の認定の申請を含む。）をす
る者は、あらかじめ、国土交通省令で定めると
ころにより、登録住宅性能評価機関に対し、当
該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構
造等（同法第２条第４項に規定する長期使用構
造等をいう。以下この条において同じ。）で	あ
ることの確認を行うことを求めることができ
る。

２	 第５条第１項の住宅性能評価の申請をする者
は、前項の規定による求めを当該住宅性能評価
の申請と併せてすることができる。

３	 第１項の規定による求めがあった場合（次項に
規定する場合を除く。）は、登録住宅性能評価
機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構
造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省
令で定めるところにより、その結果を記載した
書面（第５項において「確認書」という。）を
当該求めをした者に交付するものとする。

４	 第２項の規定により住宅性能評価の申請と併せ
て第１項の規定による求めがあった場合は、登
録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設
備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行
い、国土交通省令で定めるところにより、その
結果を住宅性能評価書に記載するものとする。

５	 前２項の規定によりその住宅の構造及び設備が
長期使用構造等である旨が記載された確認書若
しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを、長
期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第

住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）●　第 ５条
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第 31 条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）

１項に規定する長期優良住宅建築等計画又は同
条第６項に規定する長期優良住宅維持保全計画
に添えて同条第１項から第７項までの規定によ
る認定の申請（同法第８条第１項の規定による
変更の認定の申請を含む。）をした場合におい
ては、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画
又は長期優良住宅維持保全計画は、同法第６条
第１項第一号（同法第８条第２項において準用
する場合を含む。）に掲げる基準に適合してい
るものとみなす。

【住宅型式性能認定】
第 31 条　第 44 条から第 46 条までの規定の定める
ところにより国土交通大臣の登録（第 44 条第
２項第一号に掲げる業務の種別に係るものに
限る。）を受けた者は、申請により、住宅型式
性能認定（住宅又はその部分で国土交通大臣が
定めるものの型式について評価方法基準に従っ
て評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に
従って表示すべき性能を有する旨を認定するこ
とをいい、当該登録を受けた者が外国にある
事務所によりこれを行う者である場合にあって
は、外国において事業を行う者の申請に基づく
ものに限る。以下同じ。）を行うことができる。

２	 前項の申請の手続その他住宅型式性能認定に関
し必要な事項は、国土交通省令で定める。

３	 第１項の登録を受けた者は、住宅型式性能認定
をしたときは、国土交通省令で定めるところに
より、その旨を公示しなければならない。

【住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の
特例】
第 32 条　住宅型式性能認定を受けた型式に適合す
る住宅又はその部分は、住宅性能評価において、
当該住宅型式性能認定により認定された性能を
有するものとみなす。

【型式住宅部分等製造者の認証】
第 33 条　第 44 条から第 46 条までの規定の定める
ところにより国土交通大臣の登録（第 44 条第
２項第二号に掲げる業務の種別に係るものに限
る。）を受けた者は、申請により、規格化され
た型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が
定めるもの（以下この節において「型式住宅部
分等」という。）の製造又は新築（以下この節
において単に「製造」という。）をする者につ
いて、当該型式住宅部分等の製造者としての認
証（当該登録を受けた者が外国にある事務所に

よりこれを行う者である場合にあっては、外国
において事業を行う者の申請に基づくものに限
る。）を行うことができる。

２	 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、国土交通省令で定める
事項を記載した申請書を提出して、これを行わ
なければならない。

３	 第１項の登録を受けた者は、同項の認証をした
ときは、国土交通省令で定めるところにより、
その旨を公示しなければならない。

【認証の基準】
第 35 条　第 33 条第１項の登録を受けた者は、同
項の申請が次に掲げる基準に適合していると認
めるときは、同項の認証をしなければならない。

一　申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式
性能認定を受けたものであること。

二　申請に係る型式住宅部分等の製造設備、検査
設備、検査方法、品質管理方法その他品質保
持に必要な技術的生産条件が国土交通大臣が
定める技術的基準に適合していると認められ
ること。

【型式適合義務等】
第 38 条　認証型式住宅部分等製造者は、その認証
に係る型式住宅部分等の製造をするときは、当
該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合
するようにしなければならない。ただし、本邦
において外国に輸出するため当該型式住宅部分
等の製造をする場合、試験的に当該型式住宅部
分等の製造をする場合その他の国土交通省令で
定める場合は、この限りでない。

２	 認証型式住宅部分等製造者は、国土交通省令で
定めるところにより、製造をする当該認証に係
る型式住宅部分等について検査を行い、その検
査記録を作成し、これを保存しなければならな
い。

【特別な標章等】
第 39 条　認証型式住宅部分等製造者は、その認証
に係る型式住宅部分等の製造をしたときは、こ
れに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等
製造者が製造をした型式住宅部分等であること
を示す国土交通省令で定める方式による特別な
標章を付することができる。ただし、第 43 条
第１項又は第２項の規定により、その標章を付
することを禁止されたときは、この限りでない。

２	 何人も、前項の規定により同項の標章を付する
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第 31 条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）

１項に規定する長期優良住宅建築等計画又は同
条第６項に規定する長期優良住宅維持保全計画
に添えて同条第１項から第７項までの規定によ
る認定の申請（同法第８条第１項の規定による
変更の認定の申請を含む。）をした場合におい
ては、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画
又は長期優良住宅維持保全計画は、同法第６条
第１項第一号（同法第８条第２項において準用
する場合を含む。）に掲げる基準に適合してい
るものとみなす。

【住宅型式性能認定】
第 31 条　第 44 条から第 46 条までの規定の定める
ところにより国土交通大臣の登録（第 44 条第
２項第一号に掲げる業務の種別に係るものに
限る。）を受けた者は、申請により、住宅型式
性能認定（住宅又はその部分で国土交通大臣が
定めるものの型式について評価方法基準に従っ
て評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に
従って表示すべき性能を有する旨を認定するこ
とをいい、当該登録を受けた者が外国にある
事務所によりこれを行う者である場合にあって
は、外国において事業を行う者の申請に基づく
ものに限る。以下同じ。）を行うことができる。

２	 前項の申請の手続その他住宅型式性能認定に関
し必要な事項は、国土交通省令で定める。

３	 第１項の登録を受けた者は、住宅型式性能認定
をしたときは、国土交通省令で定めるところに
より、その旨を公示しなければならない。

【住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の
特例】
第 32 条　住宅型式性能認定を受けた型式に適合す
る住宅又はその部分は、住宅性能評価において、
当該住宅型式性能認定により認定された性能を
有するものとみなす。

【型式住宅部分等製造者の認証】
第 33 条　第 44 条から第 46 条までの規定の定める
ところにより国土交通大臣の登録（第 44 条第
２項第二号に掲げる業務の種別に係るものに限
る。）を受けた者は、申請により、規格化され
た型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が
定めるもの（以下この節において「型式住宅部
分等」という。）の製造又は新築（以下この節
において単に「製造」という。）をする者につ
いて、当該型式住宅部分等の製造者としての認
証（当該登録を受けた者が外国にある事務所に

よりこれを行う者である場合にあっては、外国
において事業を行う者の申請に基づくものに限
る。）を行うことができる。

２	 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、国土交通省令で定める
事項を記載した申請書を提出して、これを行わ
なければならない。

３	 第１項の登録を受けた者は、同項の認証をした
ときは、国土交通省令で定めるところにより、
その旨を公示しなければならない。

【認証の基準】
第 35 条　第 33 条第１項の登録を受けた者は、同
項の申請が次に掲げる基準に適合していると認
めるときは、同項の認証をしなければならない。

一　申請に係る型式住宅部分等の型式が住宅型式
性能認定を受けたものであること。

二　申請に係る型式住宅部分等の製造設備、検査
設備、検査方法、品質管理方法その他品質保
持に必要な技術的生産条件が国土交通大臣が
定める技術的基準に適合していると認められ
ること。

【型式適合義務等】
第 38 条　認証型式住宅部分等製造者は、その認証
に係る型式住宅部分等の製造をするときは、当
該型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合
するようにしなければならない。ただし、本邦
において外国に輸出するため当該型式住宅部分
等の製造をする場合、試験的に当該型式住宅部
分等の製造をする場合その他の国土交通省令で
定める場合は、この限りでない。

２	 認証型式住宅部分等製造者は、国土交通省令で
定めるところにより、製造をする当該認証に係
る型式住宅部分等について検査を行い、その検
査記録を作成し、これを保存しなければならな
い。

【特別な標章等】
第 39 条　認証型式住宅部分等製造者は、その認証
に係る型式住宅部分等の製造をしたときは、こ
れに当該型式住宅部分等が認証型式住宅部分等
製造者が製造をした型式住宅部分等であること
を示す国土交通省令で定める方式による特別な
標章を付することができる。ただし、第 43 条
第１項又は第２項の規定により、その標章を付
することを禁止されたときは、この限りでない。

２	 何人も、前項の規定により同項の標章を付する
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場合を除くほか、住宅の部分又は住宅に、同項
の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはな
らない。

【認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例】
第 40 条　認証型式住宅部分等製造者が製造をする
その認証に係る型式住宅部分等（以下この節に
おいて「認証型式住宅部分等」という。）は、
設計された住宅に係る住宅性能評価において、
その認証に係る型式に適合するものとみなす。

２	 住宅の部分である認証型式住宅部分等で前条第
１項の標章を付したもの及び住宅である認証型
式住宅部分等でその新築の工事が国土交通省令
で定めるところにより建築士である工事監理者
（建築士法第２条第８項に規定する工事監理を
する者をいう。）によって設計図書（同法第２
条第６項に規定する設計図書をいう。）のとお
り実施されたことが確認されたものは、建設さ
れた住宅に係る住宅性能評価において、その認
証に係る型式に適合するものとみなす。

【特別評価方法認定】
第 58 条　国土交通大臣は、申請により、特別評価
方法認定（日本住宅性能表示基準に従って表示
すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法
に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に
応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を
用いて評価する方法を認定することをいう。以
下同じ。）をすることができる。

２	 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、国土交通省令で定める
事項を記載した申請書を提出して、これを行わ
なければならない。

３	 国土交通大臣は、特別評価方法認定をし、又は
特別評価方法認定を取り消したときは、その旨
を公示しなければならない。

【審査のための試験】
第 59 条　国土交通大臣は、特別評価方法認定のた
めの審査に当たっては、審査に係る特別の建築
材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若し
くは計算方法に関する試験、分析又は測定（以
下単に「試験」という。）であって、第 61 条か
ら第 63 条までの規定の定めるところにより国
土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録試験
機関」という。）が行うもの（当該登録試験機
関が外国にある事務所により試験を行う者であ
る場合にあっては、外国において事業を行う者

の申請に基づくものに限る。）に基づきこれを
行うものとする。

２	 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、
登録試験機関が作成した当該申請に係る特別の
建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法
若しくは計算方法に関する試験の結果の証明書
を前条第２項の申請書に添えて、これをしなけ
ればならない。この場合において、国土交通大
臣は、当該証明書に基づき特別評価方法認定の
ための審査を行うものとする。

【指定住宅紛争処理機関の指定等】
第 66 条　国土交通大臣は、弁護士会又は一般社団
法人若しくは一般財団法人であって、次条第１
項に規定する業務（以下この章において「紛争
処理の業務」という。）を公正かつ適確に行う
ことができると認められるものを、その申請に
より、紛争処理の業務を行う者として指定する
ことができる。

２	 国土交通大臣は、前項の規定による指定（以下
この節において単に「指定」という。）をした
ときは、指定を受けた者（以下「指定住宅紛争
処理機関」という。）の名称及び住所並びに紛
争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しな
ければならない。

３	 第 10 条第２項及び第３項並びに第 23 条の規定
は、指定住宅紛争処理機関について準用する。
この場合において、第 10 条第２項中「前条第
２項第二号又は第四号から第六号までに掲げる
事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は
紛争処理の業務を行う事務所の所在地」と、第
23 条第１項及び第２項中「評価の業務」とあ
るのは「紛争処理の業務」と、同項中「登録」
とあるのは「指定」と読み替えるものとする。

４	 指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定め
るところにより、指定住宅紛争処理機関である
旨を、その事務所において公衆に見やすいよう
に掲示しなければならない。

５	 第３項において読み替えて準用する第 23 条第
１項の規定により紛争処理の業務の全部を廃止
しようとする届出をした者は、当該届出の日に
次条第１項に規定する紛争のあっせん又は調停
の業務を行っていたときは、当該届出の日から
２週間以内に、当該あっせん又は調停に係る当
該紛争の当事者に対し、当該届出をした旨及び
第３項において読み替えて準用する第 23 条第

住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）●　第 ４0 条
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第 6７ 条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）

２項の規定により指定がその効力を失った旨を
通知しなければならない。

【業務】
第 67 条　指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能
評価書が交付された住宅（以下この章において
「評価住宅」という。）の建設工事の請負契約又
は売買契約に関する紛争（以下この節において
「紛争」という。）の当事者の双方又は一方から
の申請により、当該紛争のあっせん、調停及び
仲裁（以下この章において「住宅紛争処理」と
いう。）の業務を行うものとする。

２	 前項の申請の手続は、国土交通省令で定める。
【技術的基準】
第 74 条　国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関
による住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決に
資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技
術的基準を定めることができる。

【住宅紛争処理支援センター】
第 82 条　国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関
の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者
等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ
適正な解決を図ることを目的とする一般財団法
人であって、次条第１項に規定する業務（以下
この節において「支援等の業務」という。）に
関し次に掲げる基準に適合すると認められるも
のを、その申請により、全国に一を限って、住
宅紛争処理支援センター（以下「センター」と
いう。）として指定することができる。
一　職員、支援等の業務の実施の方法その他の事
項についての支援等の業務の実施に関する計
画が、支援等の業務の適確な実施のために適
切なものであること。

二　前号の支援等の業務の実施に関する計画を適
確に実施するに足りる経理的及び技術的な基
礎を有するものであること。

三　役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正
な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ
ること。

四　支援等の業務以外の業務を行っている場合に
は、その業務を行うことによって支援等の業
務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。

五　前各号に定めるもののほか、支援等の業務を
公正かつ適確に行うことができるものである
こと。

２	 国土交通大臣は、前項の規定による指定（以下
この節において単に「指定」という。）をした
ときは、センターの名称及び住所並びに支援等
の業務を行う事務所の所在地を公示しなければ
ならない。

３	 第 10 条第２項及び第３項、第 19 条、第 22 条
並びに第 69 条の規定は、センターについて準
用する。この場合において、次の表の左欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと
する。

第10条第２項

前条第２項第二
号又は第四号か
ら第六号までに
掲げる事項

その名称若しく
は住所又は支援
等の業務を行う
事務所の所在地

第19条、第22条第１項 評価の業務 支援等の業務

第69条
紛争処理委員
並びにその役員 役員

紛争処理の業務 支援等の業務

【業務】
第 83 条　センターは、次に掲げる業務を行うもの
とする。

一　指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業
務の実施に要する費用を助成すること。

二　住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及
び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処
理機関に対し提供すること。

三　住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこ
と。

四　指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はそ
の職員に対する研修を行うこと。

五　指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務
について、連絡調整を図ること。

六　評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約
に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこ
と。

七　評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又
は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処
理を行うこと。

八　住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研
究を行うこと。

九　前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の
利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適
正な解決を図るために必要な業務を行うこ
と。
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第 6７ 条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）

２項の規定により指定がその効力を失った旨を
通知しなければならない。

【業務】
第 67 条　指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能
評価書が交付された住宅（以下この章において
「評価住宅」という。）の建設工事の請負契約又
は売買契約に関する紛争（以下この節において
「紛争」という。）の当事者の双方又は一方から
の申請により、当該紛争のあっせん、調停及び
仲裁（以下この章において「住宅紛争処理」と
いう。）の業務を行うものとする。

２	 前項の申請の手続は、国土交通省令で定める。
【技術的基準】
第 74 条　国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関
による住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決に
資するため、住宅紛争処理の参考となるべき技
術的基準を定めることができる。

【住宅紛争処理支援センター】
第 82 条　国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関
の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者
等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ
適正な解決を図ることを目的とする一般財団法
人であって、次条第１項に規定する業務（以下
この節において「支援等の業務」という。）に
関し次に掲げる基準に適合すると認められるも
のを、その申請により、全国に一を限って、住
宅紛争処理支援センター（以下「センター」と
いう。）として指定することができる。

一　職員、支援等の業務の実施の方法その他の事
項についての支援等の業務の実施に関する計
画が、支援等の業務の適確な実施のために適
切なものであること。

二　前号の支援等の業務の実施に関する計画を適
確に実施するに足りる経理的及び技術的な基
礎を有するものであること。

三　役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正
な実施に支障を及ぼすおそれがないものであ
ること。

四　支援等の業務以外の業務を行っている場合に
は、その業務を行うことによって支援等の業
務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。

五　前各号に定めるもののほか、支援等の業務を
公正かつ適確に行うことができるものである
こと。

２	 国土交通大臣は、前項の規定による指定（以下
この節において単に「指定」という。）をした
ときは、センターの名称及び住所並びに支援等
の業務を行う事務所の所在地を公示しなければ
ならない。

３	 第 10 条第２項及び第３項、第 19 条、第 22 条
並びに第 69 条の規定は、センターについて準
用する。この場合において、次の表の左欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと
する。

第10条第２項

前条第２項第二
号又は第四号か
ら第六号までに
掲げる事項

その名称若しく
は住所又は支援
等の業務を行う
事務所の所在地

第19条、第22条第１項 評価の業務 支援等の業務

第69条
紛争処理委員
並びにその役員 役員

紛争処理の業務 支援等の業務

【業務】
第 83 条　センターは、次に掲げる業務を行うもの
とする。

一　指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業
務の実施に要する費用を助成すること。

二　住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及
び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処
理機関に対し提供すること。

三　住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこ
と。

四　指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はそ
の職員に対する研修を行うこと。

五　指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務
について、連絡調整を図ること。

六　評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約
に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこ
と。

七　評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又
は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処
理を行うこと。

八　住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研
究を行うこと。

九　前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の
利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適
正な解決を図るために必要な業務を行うこ
と。
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２	 前項第一号に規定する費用の助成に関する手
続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で
定める。

【住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任】
第 94 条　住宅を新築する建設工事の請負契約（以
下「住宅新築請負契約」という。）においては、
請負人は、注文者に引き渡した時から 10 年間、
住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸
入を防止する部分として政令で定めるもの（次
条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」
という。）の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に
影響のないものを除く。次条において同じ。）
について、民法（明治29年法律第89号）第 415 条、第
541 条及び第 542 条並びに同法第 559 条におい
て準用する同法第 562 条及び第 563 条に規定す
る担保の責任を負う。

▪政令【住宅の構造耐力上主要な部分等】令５条�➡６６２ 

▪【買主の追完請求権等】民法５６２条�、５６３条�➡９６0  

２	 前項の規定に反する特約で注文者に不利なもの
は、無効とする。

３	 第１項の場合における民法第 637 条の規定の適
用については、同条第１項中「前条本文に規定
する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の
促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第 94 条第
１項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引
き渡した」と、同項及び同条第２項中「不適合」
とあるのは「瑕疵」とする。

【新築住宅の売主の瑕疵担保責任】
第 95条　新築住宅の売買契約においては、売主は、
買主に引き渡した時（当該新築住宅が住宅新築
請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡
されたものである場合にあっては、その引渡し
の時）から 10 年間、住宅の構造耐力上主要な
部分等の瑕疵について、民法第 415 条、第 541
条、第 542 条、第 562 条及び第 563 条に規定す
る担保の責任を負う。

▪【買主の追完請求権等】民法５６２条�、５６３条�➡９６0  

２	 前項の規定に反する特約で買主に不利なもの
は、無効とする。

３	 第１項の場合における民法第 566 条の規定の適
用については、同条中「種類又は品質に関して
契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の
品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81
号）第95条第１項に規定する瑕疵がある」と、「不
適合」とあるのは「瑕疵」とする。

【一時使用目的の住宅の適用除外】
第 96 条　前２条の規定は、一時使用のため建設さ
れたことが明らかな住宅については、適用しな
い。

【瑕疵担保責任の期間の伸長等】
第 97 条　住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契
約においては、請負人が第 94 条第１項に規定
する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規
定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第
95 条第１項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕
疵について同項に規定する担保の責任を負うべ
き期間は、注文者又は買主に引き渡した時から
20 年以内とすることができる。

住宅の品質確保の促進等に関する法律（抄）●　第 9４ 条

〔

〔

〕

〕
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住宅の品質確保の促進等に関する�
法律施行令（抄）

平成 12 年３月 15 日政令第 64 号

最終改正：平成 21 年８月 14 日政令第 217 号

【住宅の構造耐力上主要な部分等】
第５条　法第 94 条第１項の住宅のうち構造耐力上
主要な部分として政令で定めるものは、住宅の
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材
（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類す
るものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（は
り、けたその他これらに類するものをいう。）で、
当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、
土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しく
は衝撃を支えるものとする。

２	 法第 94 条第１項の住宅のうち雨水の浸入を防
止する部分として政令で定めるものは、次に掲
げるものとする。
一　住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部
に設ける戸、わくその他の建具

二　雨水を排除するため住宅に設ける排水管のう
ち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は
屋内にある部分

住宅の品質確保の促進等に関する�
法律施行規則（抄）

平成 12 年３月 31 日建設省令第 20 号

最終改正：令和４年８月 16 日国土交通省令第 61 号

【住宅性能評価書に記載すべき事項】
第１条　住宅の品質確保の促進等に関する法律（以

下「法」という。）第５条第１項の国土交通省令・
内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一　申請者の氏名又は名称及び住所
二　住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、
当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は
名称及び連絡先

三　建設された住宅に係る住宅性能評価（以下「建
設住宅性能評価」という。）を行った新築住
宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及
び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先

四　住宅性能評価を行った既存住宅（新築住宅以
外の住宅をいう。以下同じ。）にあっては、
当該既存住宅の所有者（当該既存住宅が共同
住宅、長屋その他一戸建ての住宅（住宅の用
途以外の用途に供する部分を有しないものに
限る。以下同じ。）以外の住宅（以下「共同
住宅等」という。）である場合にあっては、
住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。）
の氏名又は名称及び連絡先

五　住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、
新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替
（修繕及び模様替にあっては、軽微なものを
除く。）の時における当該既存住宅の建築主、
設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の
氏名又は名称及び連絡先（国土交通大臣及び
消費者庁長官が定める方法により確認された
ものに限る。）並びにその確認の方法

六　住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
七　住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、
構造その他の当該住宅に関する基本的な事項
で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるも
の（国土交通大臣及び消費者庁長官が定める
方法により確認されたものに限る。）及びそ
の確認の方法

八　住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に
従って表示すべき事項（以下「性能表示事項」
という。）ごとの住宅性能評価の実施の有無

第 ５条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（抄）、第 1条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（抄）

〔 〕
〔 〕
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住宅の品質確保の促進等に関する�
法律施行令（抄）

平成 12 年３月 15 日政令第 64 号

最終改正：平成 21 年８月 14 日政令第 217 号

【住宅の構造耐力上主要な部分等】
第５条　法第 94 条第１項の住宅のうち構造耐力上
主要な部分として政令で定めるものは、住宅の
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材
（筋かい、方づえ、火打材その他これらに類す
るものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（は
り、けたその他これらに類するものをいう。）で、
当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、
土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しく
は衝撃を支えるものとする。

２	 法第 94 条第１項の住宅のうち雨水の浸入を防
止する部分として政令で定めるものは、次に掲
げるものとする。

一　住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部
に設ける戸、わくその他の建具

二　雨水を排除するため住宅に設ける排水管のう
ち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は
屋内にある部分

住宅の品質確保の促進等に関する�
法律施行規則（抄）

平成 12 年３月 31 日建設省令第 20 号

最終改正：令和４年８月 16 日国土交通省令第 61 号

【住宅性能評価書に記載すべき事項】
第１条　住宅の品質確保の促進等に関する法律（以

下「法」という。）第５条第１項の国土交通省令・
内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一　申請者の氏名又は名称及び住所
二　住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、
当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は
名称及び連絡先

三　建設された住宅に係る住宅性能評価（以下「建
設住宅性能評価」という。）を行った新築住
宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及
び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先

四　住宅性能評価を行った既存住宅（新築住宅以
外の住宅をいう。以下同じ。）にあっては、
当該既存住宅の所有者（当該既存住宅が共同
住宅、長屋その他一戸建ての住宅（住宅の用
途以外の用途に供する部分を有しないものに
限る。以下同じ。）以外の住宅（以下「共同
住宅等」という。）である場合にあっては、
住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。）
の氏名又は名称及び連絡先

五　住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、
新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替
（修繕及び模様替にあっては、軽微なものを
除く。）の時における当該既存住宅の建築主、
設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の
氏名又は名称及び連絡先（国土交通大臣及び
消費者庁長官が定める方法により確認された
ものに限る。）並びにその確認の方法

六　住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
七　住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、
構造その他の当該住宅に関する基本的な事項
で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるも
の（国土交通大臣及び消費者庁長官が定める
方法により確認されたものに限る。）及びそ
の確認の方法

八　住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に
従って表示すべき事項（以下「性能表示事項」
という。）ごとの住宅性能評価の実施の有無

第 ５条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（抄）、第 1条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（抄）
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九　住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本
住宅性能表示基準に従って表示すべきもの

十　住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、
住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅
に関し特記すべき事項（前号に掲げるものを
除く。）

一
十　住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に
関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち
参考となるもの（申請者からの申出があった
場合に限る。）

二
十　住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価
機関の名称及び登録の番号

三
十　登録住宅性能評価機関の印
四
十　住宅性能評価を行った評価員の氏名
五
十　住宅性能評価書の交付番号
六
十　住宅性能評価書を交付する年月日

【住宅性能評価書に付すべき標章】
第２条　法第５条第１項の国土交通省令・内閣府令
で定める標章で設計住宅性能評価書に係るもの
は、別記第１号様式に定める標章とする。

２	 法第５条第１項の国土交通省令・内閣府令で定
める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、
住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場
合にあっては別記第２号様式に、既存住宅であ
る場合にあっては別記第３号様式に定める標章
とする。

【設計住宅性能評価の申請】
第３条　設計された住宅に係る住宅性能評価（以下
「設計住宅性能評価」という。）の申請をしよう
とする者は、別記第４号様式の設計住宅性能評
価申請書（設計住宅性能評価書が交付された住
宅でその計画の変更をしようとするものに係る
設計住宅性能評価（以下この項において「変更
設計住宅性能評価」という。）にあっては、第
１面を別記第５号様式としたものとする。以下
単に「設計住宅性能評価申請書」という。）の
正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価
のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者
庁長官が定めるもの（変更設計住宅性能評価に
あっては、当該変更に係るものに限る。以下こ
の条において「設計評価申請添付図書」という。）
を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出
しなければならない。

２	 前項の申請は、性能表示事項のうち設計住宅性
能評価を希望するもの（住宅性能評価を受けな

ければならない事項として国土交通大臣及び消
費者庁長官が定めるもの（以下「必須評価事項」
という。）を除く。）を明らかにして、しなけれ
ばならない。

３	 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅
又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する
住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価
の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第
１項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図
書に明示すべき事項のうち第 64 条第一号イ⑶
の規定により指定されたものを明示することを
要しない。

一　第 41 条第１項に規定する住宅型式性能認定
書の写しを添えたもの

二　第 41 条第１項に規定する住宅型式性能認定
書の写しを有している登録住宅性能評価機関
が設計評価申請添付図書に明示すべき事項の
うち第 64 条第一号イ⑶の規定により指定さ
れたものを明示しないことについて評価の業
務の公正かつ適確な実施に支障がないと認め
たもの

４	 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分
である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設
計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるもの
にあっては、第１項の規定にかかわらず、設計
評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第
64 条第一号ロ⑷の規定により指定されたもの
を明示することを要しない。

一　第 45 条第１項に規定する型式住宅部分等製
造者認証書の写しを添えたもの

二　第 45 条第１項に規定する型式住宅部分等製
造者認証書の写しを有している登録住宅性能
評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべ
き事項のうち第 64 条第一号ロ⑷の規定によ
り指定されたものを明示しないことについて
評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がな
いと認めたもの

５	 特別評価方法認定を受けた方法（以下「認定特
別評価方法」という。）を用いて評価されるべ
き住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあって
は、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性
能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第
80 条第１項に規定する特別評価方法認定書の
写しを添えなければならない（登録住宅性能評
価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（抄）●　第 2条

線引きはありません



664 住宅品確法施行規則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

していないことその他の理由により、提出を求
める場合に限る。）。

６	 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅
に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設
計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評
価方法基準（当該認定特別評価方法により代え
られる方法に限る。）に従って評価されるべき
事項については、これを明示することを要しな
い。

７	 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申
請書及びその添付図書の受理については、電子
情報処理組織（登録住宅性能評価機関の使用に
係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）
と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信
回線で接続した電子情報処理組織をいう。第４
条第５項において同じ。）の使用又は磁気ディ
スク（これに準ずる方法により一定の事項を確
実に記録しておくことができる物を含む。以下
同じ。）の受理によることができる。

【設計住宅性能評価書の交付等】
第４条　設計住宅性能評価書の交付は、設計住宅性
能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて
行わなければならない。

２	 登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合にお
いては、設計住宅性能評価書を交付してはなら
ない。この場合において、登録住宅性能評価機
関は、別記第６号様式の通知書を申請者に交付
しなければならない。
一　設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に
形式上の不備があり、又はこれらに記載すべ
き事項の記載が不十分であると認めるとき。

二　設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に
記載された内容が明らかに虚偽であるとき。

三　申請に係る住宅の計画が、建築基準法（昭和25
年法律第201号）第６条第１項の建築基準関係規
定に適合しないと認めるとき。

３	 前項の通知書の交付は、設計住宅性能評価申請
書の副本及びその添付図書を添えて行うものと
する。ただし、共同住宅又は長屋における２以
上の住戸で一の申請者により設計住宅性能評価
の申請が行われたもののうち、それらの一部に
ついて同項の通知書を交付する場合にあって
は、この限りでない。

４	 登録住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書
を交付された者は、設計住宅性能評価書を滅失

し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性
能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関
に申請することができる。

５	 登録住宅性能評価機関は、前各項に規定する図
書の交付については、電子情報処理組織の使用
又は磁気ディスクの交付によることができる。

【建設住宅性能評価の申請】
第５条　建設住宅性能評価の申請をしようとする者
は、新築住宅に係る申請にあっては別記第７号
様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第
８号様式の建設住宅性能評価申請書（建設住宅
性能評価書が交付された住宅でその建設工事の
変更をしようとするものに係る建設住宅性能評
価（以下この項において「変更建設住宅性能評
価」という。）にあっては第１面を別記第９号
様式としたものとする。以下単に「建設住宅性
能評価申請書」という。）の正本及び副本に、
それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書
又はその写し（新築住宅について当該住宅に係
る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価
機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請し
ようとする場合に限る。）、建設住宅性能評価の
ために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁
長官が定めるもの（変更建設住宅性能評価に
あっては、当該変更に係るものに限る。）並び
に建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１
項の確認済証（以下この項において単に「確認
済証」という。）の写しを添えて、これを登録
住宅性能評価機関に提出しなければならない。
ただし、同法第６条第１項の規定による確認を
要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建
設住宅性能評価の申請にあっては、同法第６条
第１項の確認済証の写しの添付を要しない。

２	 前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性
能評価を希望するもの（必須評価事項を除く。）
を明らかにして、しなければならない。

３	 新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検
査時期（住宅性能評価のための検査を行うべき
時期として評価方法基準に定められたもの（第
64 条第一号ロ⑷の規定により指定された検査
が、特定の時期に行うべき検査のすべてのもの
である場合においては、当該時期を除く。）を
いう。以下同じ。）のうち最初のものの後の工
程に係る工事を開始するまでに、これを行わな
ければならない。ただし、検査を要しない住宅
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していないことその他の理由により、提出を求
める場合に限る。）。

６	 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅
に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設
計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評
価方法基準（当該認定特別評価方法により代え
られる方法に限る。）に従って評価されるべき
事項については、これを明示することを要しな
い。

７	 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申
請書及びその添付図書の受理については、電子
情報処理組織（登録住宅性能評価機関の使用に
係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）
と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信
回線で接続した電子情報処理組織をいう。第４
条第５項において同じ。）の使用又は磁気ディ
スク（これに準ずる方法により一定の事項を確
実に記録しておくことができる物を含む。以下
同じ。）の受理によることができる。

【設計住宅性能評価書の交付等】
第４条　設計住宅性能評価書の交付は、設計住宅性
能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて
行わなければならない。

２	 登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合にお
いては、設計住宅性能評価書を交付してはなら
ない。この場合において、登録住宅性能評価機
関は、別記第６号様式の通知書を申請者に交付
しなければならない。

一　設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に
形式上の不備があり、又はこれらに記載すべ
き事項の記載が不十分であると認めるとき。

二　設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に
記載された内容が明らかに虚偽であるとき。

三　申請に係る住宅の計画が、建築基準法（昭和25
年法律第201号）第６条第１項の建築基準関係規
定に適合しないと認めるとき。

３	 前項の通知書の交付は、設計住宅性能評価申請
書の副本及びその添付図書を添えて行うものと
する。ただし、共同住宅又は長屋における２以
上の住戸で一の申請者により設計住宅性能評価
の申請が行われたもののうち、それらの一部に
ついて同項の通知書を交付する場合にあって
は、この限りでない。

４	 登録住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書
を交付された者は、設計住宅性能評価書を滅失

し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性
能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関
に申請することができる。

５	 登録住宅性能評価機関は、前各項に規定する図
書の交付については、電子情報処理組織の使用
又は磁気ディスクの交付によることができる。

【建設住宅性能評価の申請】
第５条　建設住宅性能評価の申請をしようとする者
は、新築住宅に係る申請にあっては別記第７号
様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第
８号様式の建設住宅性能評価申請書（建設住宅
性能評価書が交付された住宅でその建設工事の
変更をしようとするものに係る建設住宅性能評
価（以下この項において「変更建設住宅性能評
価」という。）にあっては第１面を別記第９号
様式としたものとする。以下単に「建設住宅性
能評価申請書」という。）の正本及び副本に、
それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書
又はその写し（新築住宅について当該住宅に係
る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価
機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請し
ようとする場合に限る。）、建設住宅性能評価の
ために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁
長官が定めるもの（変更建設住宅性能評価に
あっては、当該変更に係るものに限る。）並び
に建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１
項の確認済証（以下この項において単に「確認
済証」という。）の写しを添えて、これを登録
住宅性能評価機関に提出しなければならない。
ただし、同法第６条第１項の規定による確認を
要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建
設住宅性能評価の申請にあっては、同法第６条
第１項の確認済証の写しの添付を要しない。

２	 前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性
能評価を希望するもの（必須評価事項を除く。）
を明らかにして、しなければならない。

３	 新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検
査時期（住宅性能評価のための検査を行うべき
時期として評価方法基準に定められたもの（第
64 条第一号ロ⑷の規定により指定された検査
が、特定の時期に行うべき検査のすべてのもの
である場合においては、当該時期を除く。）を
いう。以下同じ。）のうち最初のものの後の工
程に係る工事を開始するまでに、これを行わな
ければならない。ただし、検査を要しない住宅
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にあっては、この限りでない。
４	 第３条第５項及び第６項の規定は、既存住宅に

係る建設住宅性能評価の申請について準用する。
５	 第３条第７項の規定は、建設住宅性能評価申請
書及びその添付図書の受理について準用する。

【検査】
第６条　建設住宅性能評価（新築住宅に係るものに
限る。以下この条において同じ。）の申請者は、
登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行わ
れるべき検査の対象となる工程（以下この条に
おいて「検査対象工程」という。）に係る工事
が完了する日又は完了した日を通知しなければ
ならない。

２	 登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通
知を受理したときは、同項に規定する日又はそ
の通知を受理した日のいずれか遅い日から７日
以内に、評価員に当該検査時期における検査を
行わせなければならない。

３	 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる
までに、当該検査対象工程に係る工事の実施の
状況を報告する書類で評価方法基準に定められ
たもの（以下「施工状況報告書」という。）を
登録住宅性能評価機関に提出しなければならな
い。

４	 第３条第７項の規定は、施工状況報告書の受理
について準用する。

５	 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる
場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能
評価書に表示された性能を有する住宅のもので
あることを証する図書を当該工事現場に備えて
おかなければならない。

６	 前項の図書が電子計算機に備えられたファイル
又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子
計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示
されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク
をもって同項の図書に代えることができる。

７	 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査
を行ったときは、遅滞なく、別記第 10 号様式
の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者
にその旨を報告しなければならない。

８	 第４条第５項の規定は、前項の規定による報告
について準用する。

【建設住宅性能評価書の交付等】
第７条　建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性
能評価申請書の副本及び第 15 条第一号ロ⑴若

しくはハ⑵に規定する書類（建設住宅性能評価
申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限
る。）又はその写しを添えて行わなければなら
ない。

２	 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設
住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅
に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第
二号又は第四号に掲げる場合においては、建設
住宅性能評価書を交付してはならない。この場
合において、登録住宅性能評価機関は、別記第
11 号様式の通知書を申請者に交付しなければ
ならない。

一　建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図
書、施工状況報告書又は前条第５項に規定す
る図書（次号において「申請書等」という。）
に形式上の不備があり、又はこれらに記載す
べき事項の記載が不十分であると認めると
き。

二　申請書等に記載された内容が明らかに虚偽で
あるとき。

三　申請に係る住宅が、建築基準法第６条第１項
の建築基準関係規定に適合しないと認めると
き。

四　登録住宅性能評価機関の責に帰すことのでき
ない事由により検査を行うことができないと
き。

五　申請に係る住宅について建築基準法第７条第
５項又は第７条の２第５項の検査済証が交付
されていないとき。ただし、同法第７条第１
項の規定による検査を要しない住宅又は同法
第７条の６第１項第一号若しくは第二号の規
定による認定を受けた住宅にあっては、この
限りでない。

３	 前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請
書の副本及びその添付図書を添えて行うものと
する。第４条第３項ただし書の規定は、この場
合について準用する。

４	 登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書
を交付された者（次項において「被交付者」と
いう。）は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚
損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価
書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請
することができる。

５	 住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を
譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（抄）●　第 6条
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付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価
書又はその写しを交付された者は、建設住宅性
能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に
申請することができる。

６	 第４条第５項の規定は、前各項に規定する図書
の交付について準用する。

【検査方法等】
第 51 条　法第 38 条第２項の規定による検査並び
にその検査記録の作成及び保存は、次に掲げる
ところにより行うものとする。
一　法第 35 条第二号の国土交通大臣が定める技
術的基準に定められた検査を行うこと。

二　製造される型式住宅部分等が法第 35 条第二
号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合
することを確認できる検査手順書を作成し、
それを確実に履行すること。

三　検査手順書に定めるすべての事項を終了し、
製造される型式住宅部分等がその認証に係る
型式に適合することを確認するまで型式住宅
部分等を出荷しないこと。

四　認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を
記載した検査記録簿を作成すること。
イ　検査を行った型式住宅部分等の概要
ロ　検査を行った年月日及び場所
ハ　検査を実施した者の氏名
ニ　検査を行った型式住宅部分等の数量
ホ　検査の方法
ヘ　検査の結果
五　前号の検査記録簿（次項の規定による記録が
行われた同項のファイル又は磁気ディスクを
含む。）は、当該型式住宅部分等の製造をし
た工場等の所在地において、記載の日から起
算して５年以上保存すること。

２	 前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備え
られたファイル又は磁気ディスクに記録され、
必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明
確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又
は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代
えることができる。

【特別な標章】
第 52 条　法第 39 条第１項の国土交通省令で定め
る方式による特別な標章は、別記第 46 号様式
に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者
がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇
所に付するものとする。

第 ５1 条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（抄）
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付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価
書又はその写しを交付された者は、建設住宅性
能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に
申請することができる。

６	 第４条第５項の規定は、前各項に規定する図書
の交付について準用する。

【検査方法等】
第 51 条　法第 38 条第２項の規定による検査並び
にその検査記録の作成及び保存は、次に掲げる
ところにより行うものとする。

一　法第 35 条第二号の国土交通大臣が定める技
術的基準に定められた検査を行うこと。

二　製造される型式住宅部分等が法第 35 条第二
号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合
することを確認できる検査手順書を作成し、
それを確実に履行すること。

三　検査手順書に定めるすべての事項を終了し、
製造される型式住宅部分等がその認証に係る
型式に適合することを確認するまで型式住宅
部分等を出荷しないこと。

四　認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を
記載した検査記録簿を作成すること。

イ　検査を行った型式住宅部分等の概要
ロ　検査を行った年月日及び場所
ハ　検査を実施した者の氏名
ニ　検査を行った型式住宅部分等の数量
ホ　検査の方法
ヘ　検査の結果

五　前号の検査記録簿（次項の規定による記録が
行われた同項のファイル又は磁気ディスクを
含む。）は、当該型式住宅部分等の製造をし
た工場等の所在地において、記載の日から起
算して５年以上保存すること。

２	 前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備え
られたファイル又は磁気ディスクに記録され、
必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明
確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又
は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代
えることができる。

【特別な標章】
第 52 条　法第 39 条第１項の国土交通省令で定め
る方式による特別な標章は、別記第 46 号様式
に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者
がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇
所に付するものとする。

第 ５1 条　●住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（抄）
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等
に関する法律（抄）

平成 19 年５月 30 日法律第 66 号

最終改正：令和３年５月 28 日法律第 48 号

【目的】
第１条　この法律は、国民の健康で文化的な生活に
とって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安
全性その他の品質又は性能を確保するために
は、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるととも
に、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕
疵担保責任が履行されることが重要であること
にかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保
保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販
売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保
険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に
係る新築住宅に関する紛争の処理体制等につい
て定めることにより、住宅の品質確保の促進等
に関する法律（平成11年法律第81号。以下「住宅品
質確保法」という。）と相まって、住宅を新築
する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利
益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もっ
て国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展
に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「住宅」とは住宅品質確
保法第２条第１項に規定する住宅をいい、「新
築住宅」とは同条第２項に規定する新築住宅を
いう。

▪住宅品確法２条�１項、２項➡６５６ 

２	 この法律において「瑕疵」とは、住宅品質確保
法第２条第５項に規定する瑕疵をいう。

３	 この法律において「建設業者」とは、建設業法
（昭和24年法律第100号）第２条第３項に規定する建設
業者をいう。

４	 この法律において「宅地建物取引業者」とは、
宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第三
号に規定する宅地建物取引業者をいい、信託会
社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律（昭和18年法律第43号）第１条第１項の認可を受け
た金融機関であって、宅地建物取引業法第２条
第二号に規定する宅地建物取引業を営むもの
（第 12 条第１項において「信託会社等」という。）
を含むものとする。

５	 この法律において「特定住宅瑕疵担保責任」と
は、住宅品質確保法第 94 条第１項又は第 95 条
第１項の規定による担保の責任をいう。

▪住宅品確法９４条�１項、９５条�１項➡６６１ 

６	 この法律において「住宅建設瑕疵担保責任保険
契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契
約をいう。

一　建設業者が保険料を支払うことを約するもの
であること。

二　その引受けを行う者が次に掲げる事項を約し
て保険料を収受するものであること。

イ　住宅品質確保法第 94 条第１項の規定によ
る担保の責任（以下「特定住宅建設瑕疵担
保責任」という。）に係る新築住宅に同項
に規定する瑕疵がある場合において、建設
業者が当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履
行したときに、当該建設業者の請求に基づ
き、その履行によって生じた当該建設業者
の損害を塡補すること。

ロ　特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅
に住宅品質確保法第 94 条第１項に規定す
る瑕疵がある場合において、建設業者が相
当の期間を経過してもなお当該特定住宅建
設瑕疵担保責任を履行しないときに、当該
住宅を新築する建設工事の発注者（建設業
法第２条第５項に規定する発注者をいい、
宅地建物取引業者であるものを除く。以下
同じ。）の請求に基づき、その瑕疵によっ
て生じた当該発注者の損害を塡補するこ
と。

三　前号イ及びロの損害を塡補するための保険金
額が 2,000 万円以上であること。

四　住宅を新築する建設工事の発注者が当該建設
工事の請負人である建設業者から当該建設工
事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から
10 年以上の期間にわたって有効であること。

五　国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変
更又は解除をすることができないこと。

六　前各号に掲げるもののほか、その内容が第二
号イに規定する建設業者及び同号ロに規定す
る発注者の利益の保護のため必要なものとし
て国土交通省令で定める基準に適合するこ
と。

▪省令【住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】

規則１条�➡６７６ 

第 1条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等
に関する法律（抄）

平成 19 年５月 30 日法律第 66 号

最終改正：令和３年５月 28 日法律第 48 号

【目的】
第１条　この法律は、国民の健康で文化的な生活に
とって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安
全性その他の品質又は性能を確保するために
は、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるととも
に、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕
疵担保責任が履行されることが重要であること
にかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保
保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販
売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保
険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に
係る新築住宅に関する紛争の処理体制等につい
て定めることにより、住宅の品質確保の促進等
に関する法律（平成11年法律第81号。以下「住宅品
質確保法」という。）と相まって、住宅を新築
する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利
益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もっ
て国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展
に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「住宅」とは住宅品質確
保法第２条第１項に規定する住宅をいい、「新
築住宅」とは同条第２項に規定する新築住宅を
いう。

▪住宅品確法２条�１項、２項➡６５６ 

２	 この法律において「瑕疵」とは、住宅品質確保
法第２条第５項に規定する瑕疵をいう。

３	 この法律において「建設業者」とは、建設業法
（昭和24年法律第100号）第２条第３項に規定する建設
業者をいう。

４	 この法律において「宅地建物取引業者」とは、
宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第三
号に規定する宅地建物取引業者をいい、信託会
社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律（昭和18年法律第43号）第１条第１項の認可を受け
た金融機関であって、宅地建物取引業法第２条
第二号に規定する宅地建物取引業を営むもの
（第 12 条第１項において「信託会社等」という。）
を含むものとする。

５	 この法律において「特定住宅瑕疵担保責任」と
は、住宅品質確保法第 94 条第１項又は第 95 条
第１項の規定による担保の責任をいう。

▪住宅品確法９４条�１項、９５条�１項➡６６１ 

６	 この法律において「住宅建設瑕疵担保責任保険
契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契
約をいう。

一　建設業者が保険料を支払うことを約するもの
であること。

二　その引受けを行う者が次に掲げる事項を約し
て保険料を収受するものであること。

イ　住宅品質確保法第 94 条第１項の規定によ
る担保の責任（以下「特定住宅建設瑕疵担
保責任」という。）に係る新築住宅に同項
に規定する瑕疵がある場合において、建設
業者が当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履
行したときに、当該建設業者の請求に基づ
き、その履行によって生じた当該建設業者
の損害を塡補すること。

ロ　特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅
に住宅品質確保法第 94 条第１項に規定す
る瑕疵がある場合において、建設業者が相
当の期間を経過してもなお当該特定住宅建
設瑕疵担保責任を履行しないときに、当該
住宅を新築する建設工事の発注者（建設業
法第２条第５項に規定する発注者をいい、
宅地建物取引業者であるものを除く。以下
同じ。）の請求に基づき、その瑕疵によっ
て生じた当該発注者の損害を塡補するこ
と。

三　前号イ及びロの損害を塡補するための保険金
額が 2,000 万円以上であること。

四　住宅を新築する建設工事の発注者が当該建設
工事の請負人である建設業者から当該建設工
事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から
10 年以上の期間にわたって有効であること。

五　国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変
更又は解除をすることができないこと。

六　前各号に掲げるもののほか、その内容が第二
号イに規定する建設業者及び同号ロに規定す
る発注者の利益の保護のため必要なものとし
て国土交通省令で定める基準に適合するこ
と。

▪省令【住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】

規則１条�➡６７６ 

第 1条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）●　第 3条

７	 この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険
契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契
約をいう。
一　宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約
するものであること。

二　その引受けを行う者が次に掲げる事項を約し
て保険料を収受するものであること。
イ　住宅品質確保法第 95 条第１項の規定によ
る担保の責任（以下「特定住宅販売瑕疵担
保責任」という。）に係る新築住宅に同項
に規定する瑕疵がある場合において、宅地
建物取引業者が当該特定住宅販売瑕疵担保
責任を履行したときに、当該宅地建物取引
業者の請求に基づき、その履行によって生
じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補す
ること。

ロ　特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅
に住宅品質確保法第 95 条第１項に規定す
る瑕疵がある場合において、宅地建物取引
業者が相当の期間を経過してもなお当該特
定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないとき
に、当該新築住宅の買主（宅地建物取引業
者であるものを除く。第 19 条第二号を除
き、以下同じ。）の請求に基づき、その瑕
疵によって生じた当該買主の損害を塡補す
ること。

三　前号イ及びロの損害を塡補するための保険金
額が 2,000 万円以上であること。

四　新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である
宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡し
を受けた時から 10 年以上の期間にわたって
有効であること。

五　国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変
更又は解除をすることができないこと。

六　前各号に掲げるもののほか、その内容が第二
号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロ
に規定する買主の利益の保護のため必要なも
のとして国土交通省令で定める基準に適合す
ること。

▪省令【住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】

規則２条�➡６７６ 

【住宅建設瑕疵担保保証金の供託等】
第３条　建設業者は、毎年、基準日（３月 31 日を
いう。以下同じ。）から３週間を経過する日ま
での間において、当該基準日前 10 年間に住宅

を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者
に引き渡した新築住宅について、当該発注者に
対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保
するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をし
ていなければならない。

２	 前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、当該基
準日における同項の新築住宅（当該建設業者が
第 17 条第１項に規定する住宅瑕疵担保責任保
険法人（以下この章及び次章において単に「住
宅瑕疵担保責任保険法人」という。）と住宅建
設瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該発注者
に、保険証券又はこれに代わるべき書面を交付
し、又はこれらに記載すべき事項を記録した電
磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方
式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式をいう。）で作られる記録をいう。
第 11 条第２項において同じ。）を提供した場合
における当該住宅建設瑕疵担保責任保険契約に
係る新築住宅を除く。以下この条において「建
設新築住宅」という。）の合計戸数の別表の左
欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に
掲げる金額の範囲内で、建設新築住宅の合計戸
数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第
94 条第１項に規定する瑕疵があった場合に生
ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところ
により算定する額（以下この章において「基準
額」という。）以上の額とする。

▪政令【住宅建設瑕疵担保保証金の基準額】令１条�➡６７４ 

３	 前項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっ
ては、建設新築住宅のうち、その床面積の合計
が政令で定める面積以下のものは、その２戸を
もって１戸とする。

▪政令【床面積】令２条�➡６７４ 

４	 前項に定めるもののほか、住宅を新築する建設
工事の発注者と２以上の建設業者との間で締結
された請負契約であって、建設業法第 19 条第
１項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の
履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合
が記載された書面が相互に交付されたものに係
る建設新築住宅その他の＊１ 政令で定める建設
新築住宅については、＊２ 政令で、第２項の建
設新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めるこ
とができる。

▪＊１ 政令【建設新築住宅の合計戸数の算定の特例】

令３条�１項➡６７４ 
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▪＊２ 同条�２項➡６７４ 

５	 第１項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国土交通
省令で定めるところにより、国債証券、地方債
証券その他の国土交通省令で定める有価証券
（社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年
法律第 75 号）第 278 条第１項に規定する振替
債を含む。第８条第２項及び第 11 条第５項に
おいて同じ。）をもって、これに充てることが
できる。

６	 第１項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の
供託は、当該建設業者の主たる事務所の最寄り
の供託所にするものとする。

【住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等】
第４条　前条第１項の新築住宅を引き渡した建設業
者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建
設瑕疵担保保証金の供託及び同条第２項に規定
する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状
況について、国土交通省令で定めるところによ
り、その建設業法第３条第１項の許可を受けた
国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

▪省令【住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等】

規則５条�➡６７７ 

２	 前項の建設業者が新たに住宅建設瑕疵担保保証
金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保
険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結
して同項の規定による届出をする場合において
は、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建
設瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で
国土交通省令で定めるものを添付しなければな
らない。

【住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制
限】
第５条　第３条第１項の新築住宅を引き渡した建設
業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前
条第１項の規定による届出をしなければ、当該
基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日
以後においては、新たに住宅を新築する建設工
事の請負契約を締結してはならない。ただし、
当該基準日後に当該基準日に係る住宅建設瑕疵
担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、
かつ、その供託について、国土交通省令で定め
るところにより、その建設業法第３条第１項の
許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の
確認を受けたときは、その確認を受けた日以後

においては、この限りでない。
▪省令【不足額の供託についての確認の申請】

規則６条�➡６７７ 

【住宅建設瑕疵担保保証金の還付等】
第６条　第３条第１項の規定により住宅建設瑕疵担
保保証金の供託をしている建設業者（以下「供
託建設業者」という。）が特定住宅建設瑕疵担
保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第 94
条第１項に規定する瑕疵によって生じた損害を
受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新
築住宅の発注者は、その瑕疵を理由とする報酬
の返還請求権又は損害賠償請求権（次項におい
て「報酬返還請求権等」という。）に関し、当
該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵
担保保証金について、他の債権者に先立って弁
済を受ける権利を有する。

２	 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限
り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保
保証金の還付を請求することができる。

一　当該報酬返還請求権等について債務名義を取
得したとき。

二　当該報酬返還請求権等の存在及び内容につい
て当該供託建設業者と合意した旨が記載され
た公正証書を作成したときその他これに準ず
る場合として国土交通省令で定めるとき。

三　当該供託建設業者が死亡した場合その他当該
報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又
は損害の賠償の義務を履行することができ
ず、又は著しく困難である場合として国土交
通省令で定める場合において、国土交通省令
で定めるところにより、前項の権利を有する
ことについて国土交通大臣の確認を受けたと
き。

３	 前項に定めるもののほか、第１項の権利の実行
に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令
で定める。

【住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託】
第７条　供託建設業者は、前条第１項の権利の実行
その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金
が基準額に不足することとなったときは、法務
省令・国土交通省令で定める日から２週間以内
にその不足額を供託しなければならない。

２	 供託建設業者は、前項の規定により供託したと
きは、国土交通省令で定めるところにより、そ
の旨をその建設業法第３条第１項の許可を受け

第 ４条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）

線引きはありません
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▪＊２ 同条�２項➡６７４ 

５	 第１項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国土交通
省令で定めるところにより、国債証券、地方債
証券その他の国土交通省令で定める有価証券
（社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年
法律第 75 号）第 278 条第１項に規定する振替
債を含む。第８条第２項及び第 11 条第５項に
おいて同じ。）をもって、これに充てることが
できる。

６	 第１項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の
供託は、当該建設業者の主たる事務所の最寄り
の供託所にするものとする。

【住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等】
第４条　前条第１項の新築住宅を引き渡した建設業
者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建
設瑕疵担保保証金の供託及び同条第２項に規定
する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状
況について、国土交通省令で定めるところによ
り、その建設業法第３条第１項の許可を受けた
国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

▪省令【住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等】

規則５条�➡６７７ 

２	 前項の建設業者が新たに住宅建設瑕疵担保保証
金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保
険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結
して同項の規定による届出をする場合において
は、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建
設瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で
国土交通省令で定めるものを添付しなければな
らない。

【住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制
限】
第５条　第３条第１項の新築住宅を引き渡した建設
業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前
条第１項の規定による届出をしなければ、当該
基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日
以後においては、新たに住宅を新築する建設工
事の請負契約を締結してはならない。ただし、
当該基準日後に当該基準日に係る住宅建設瑕疵
担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、
かつ、その供託について、国土交通省令で定め
るところにより、その建設業法第３条第１項の
許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の
確認を受けたときは、その確認を受けた日以後

においては、この限りでない。
▪省令【不足額の供託についての確認の申請】

規則６条�➡６７７ 

【住宅建設瑕疵担保保証金の還付等】
第６条　第３条第１項の規定により住宅建設瑕疵担
保保証金の供託をしている建設業者（以下「供
託建設業者」という。）が特定住宅建設瑕疵担
保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第 94
条第１項に規定する瑕疵によって生じた損害を
受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新
築住宅の発注者は、その瑕疵を理由とする報酬
の返還請求権又は損害賠償請求権（次項におい
て「報酬返還請求権等」という。）に関し、当
該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵
担保保証金について、他の債権者に先立って弁
済を受ける権利を有する。

２	 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限
り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保
保証金の還付を請求することができる。

一　当該報酬返還請求権等について債務名義を取
得したとき。

二　当該報酬返還請求権等の存在及び内容につい
て当該供託建設業者と合意した旨が記載され
た公正証書を作成したときその他これに準ず
る場合として国土交通省令で定めるとき。

三　当該供託建設業者が死亡した場合その他当該
報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又
は損害の賠償の義務を履行することができ
ず、又は著しく困難である場合として国土交
通省令で定める場合において、国土交通省令
で定めるところにより、前項の権利を有する
ことについて国土交通大臣の確認を受けたと
き。

３	 前項に定めるもののほか、第１項の権利の実行
に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令
で定める。

【住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託】
第７条　供託建設業者は、前条第１項の権利の実行
その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金
が基準額に不足することとなったときは、法務
省令・国土交通省令で定める日から２週間以内
にその不足額を供託しなければならない。

２	 供託建設業者は、前項の規定により供託したと
きは、国土交通省令で定めるところにより、そ
の旨をその建設業法第３条第１項の許可を受け
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た国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なけ
ればならない。

３	 第３条第５項の規定は、第１項の規定により供
託する場合について準用する。

【住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等】
第８条　供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建
設瑕疵担保保証金の供託をしている場合におい
て、主たる事務所を移転したためその最寄りの
供託所が変更したときは、法務省令・国土交通
省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建
設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所に対
し、費用を予納して、移転後の主たる事務所の
最寄りの供託所への住宅建設瑕疵担保保証金の
保管替えを請求しなければならない。

２	 供託建設業者は、有価証券又は有価証券及び金
銭で住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている
場合において、主たる事務所を移転したためそ
の最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、
当該住宅建設瑕疵担保保証金の額と同額の住宅
建設瑕疵担保保証金の供託を移転後の主たる事
務所の最寄りの供託所にしなければならない。
その供託をしたときは、法務省令・国土交通省
令で定めるところにより、移転前の主たる事務
所の最寄りの供託所に供託をしていた住宅建設
瑕疵担保保証金を取り戻すことができる。

３	 第３条第５項の規定は、前項の規定により住宅
建設瑕疵担保保証金の供託をする場合について
準用する。

【住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し】
第９条　供託建設業者又は建設業者であった者若し
くはその承継人で第３条第１項の規定により住
宅建設瑕疵担保保証金の供託をしているもの
は、基準日において当該住宅建設瑕疵担保保証
金の額が当該基準日に係る基準額を超えること
となったときは、その超過額を取り戻すことが
できる。

２	 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取
戻しは、国土交通省令で定めるところにより、
当該供託建設業者又は建設業者であった者がそ
の建設業法第３条第１項の許可を受けた国土交
通大臣又は都道府県知事の承認を受けなけれ
ば、することができない。

３	 前２項に定めるもののほか、住宅建設瑕疵担保
保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・
国土交通省令で定める。

【建設業者による供託所の所在地等に関する説明】
第 10 条　供託建設業者は、住宅を新築する建設工
事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を
締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金
の供託をしている供託所の所在地その他住宅建
設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める
事項について、これらの事項を記載した書面を
交付して説明しなければならない。

２	 供託建設業者は、前項の規定による書面の交付
に代えて、政令で定めるところにより、発注者
の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電
磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法であって
国土交通省令で定めるものをいう。）により提
供することができる。この場合において、当該
供託建設業者は、当該書面を交付したものとみ
なす。

【住宅販売瑕疵担保保証金の供託等】
第 11 条　宅地建物取引業者は、毎年、基準日から
３週間を経過する日までの間において、当該基
準日前 10 年間に自ら売主となる売買契約に基
づき買主に引き渡した新築住宅について、当該
買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行
を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供
託をしていなければならない。

２	 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基
準日における同項の新築住宅（当該宅地建物取
引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売
瑕疵担保責任保険契約を締結し、当該買主に、
保険証券又はこれに代わるべき書面を交付し、
又はこれらに記載すべき事項を記録した電磁的
記録を提供した場合における当該住宅販売瑕疵
担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下
この条において「販売新築住宅」という。）の
合計戸数の別表の左欄に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる金額の範囲内で、販
売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅
に住宅品質確保法第 95 条第１項に規定する瑕
疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して
政令で定めるところにより算定する額（第 13
条において「基準額」という。）以上の額とする。

▪政令【住宅販売瑕疵担保保証金の基準額】令５条�➡６７４ 

３	 前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっ
ては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計
が政令で定める面積以下のものは、その２戸を

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）●　第 ８条
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もって１戸とする。
４	 前項に定めるもののほか、新築住宅の買主と２
以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間
で締結された売買契約であって、宅地建物取引
業法第 37 条第１項の規定により当該宅地建物
取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に
係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割
合が記載された書面を当該新築住宅の買主に交
付したものに係る販売新築住宅その他の政令で
定める販売新築住宅については、政令で、第２
項の販売新築住宅の合計戸数の算定の特例を定
めることができる。

５	 第１項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国土交通
省令で定めるところにより、国債証券、地方債
証券その他の国土交通省令で定める有価証券を
もって、これに充てることができる。

６	 第１項の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の
供託は、当該宅地建物取引業者の主たる事務所
の最寄りの供託所にするものとする。

【住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等】
第 12 条　前条第１項の新築住宅を引き渡した宅地
建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に
係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第
２項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約
の締結の状況について、国土交通省令で定める
ところにより、その宅地建物取引業法第３条第
１項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県
知事（信託会社等にあっては、国土交通大臣。
次条において同じ。）に届け出なければならな
い。

２	 前項の宅地建物取引業者が新たに住宅販売瑕疵
担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担
保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契
約を締結して同項の規定による届出をする場合
においては、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又
は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関す
る書類で国土交通省令で定めるものを添付しな
ければならない。

【自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制
限】
第 13 条　第 11 条第１項の新築住宅を引き渡した
宅地建物取引業者は、同項の規定による供託を
し、かつ、前条第１項の規定による届出をしな
ければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日
を経過した日以後においては、新たに自ら売主

となる新築住宅の売買契約を締結してはならな
い。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る
住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額
の供託をし、かつ、その供託について、国土交
通省令で定めるところにより、その宅地建物取
引業法第３条第１項の免許を受けた国土交通大
臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、そ
の確認を受けた日以後においては、この限りで
ない。

【住宅販売瑕疵担保保証金の還付等】
第 14 条　第 11 条第１項の規定により住宅販売瑕
疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業
者（以下「供託宅地建物取引業者」という。）
が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、
住宅品質確保法第 95 条第１項に規定する瑕疵
によって生じた損害を受けた当該特定住宅販売
瑕疵担保責任に係る新築住宅の買主は、その瑕
疵を理由とする代金の返還請求権又は損害賠償
請求権（次項において「代金返還請求権等」と
いう。）に関し、当該供託宅地建物取引業者が
供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金につい
て、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を
有する。

２	 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限
り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保
保証金の還付を請求することができる。

一　当該代金返還請求権等について債務名義を取
得したとき。

二　当該代金返還請求権等の存在及び内容につい
て当該供託宅地建物取引業者と合意した旨が
記載された公正証書を作成したときその他こ
れに準ずる場合として国土交通省令で定める
とき。

三　当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合そ
の他当該代金返還請求権等に係る代金の返還
の義務又は損害の賠償の義務を履行すること
ができず、又は著しく困難である場合として
国土交通省令で定める場合において、国土交
通省令で定めるところにより、前項の権利を
有することについて国土交通大臣の確認を受
けたとき。

３	 前項に定めるもののほか、第１項の権利の実行
に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令
で定める。

第 12 条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）

線引きはありません



672 住宅瑕疵担保履行法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

もって１戸とする。
４	 前項に定めるもののほか、新築住宅の買主と２
以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間
で締結された売買契約であって、宅地建物取引
業法第 37 条第１項の規定により当該宅地建物
取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に
係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割
合が記載された書面を当該新築住宅の買主に交
付したものに係る販売新築住宅その他の政令で
定める販売新築住宅については、政令で、第２
項の販売新築住宅の合計戸数の算定の特例を定
めることができる。

５	 第１項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国土交通
省令で定めるところにより、国債証券、地方債
証券その他の国土交通省令で定める有価証券を
もって、これに充てることができる。

６	 第１項の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の
供託は、当該宅地建物取引業者の主たる事務所
の最寄りの供託所にするものとする。

【住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等】
第 12 条　前条第１項の新築住宅を引き渡した宅地
建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に
係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第
２項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約
の締結の状況について、国土交通省令で定める
ところにより、その宅地建物取引業法第３条第
１項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県
知事（信託会社等にあっては、国土交通大臣。
次条において同じ。）に届け出なければならな
い。

２	 前項の宅地建物取引業者が新たに住宅販売瑕疵
担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担
保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契
約を締結して同項の規定による届出をする場合
においては、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又
は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関す
る書類で国土交通省令で定めるものを添付しな
ければならない。

【自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制
限】
第 13 条　第 11 条第１項の新築住宅を引き渡した
宅地建物取引業者は、同項の規定による供託を
し、かつ、前条第１項の規定による届出をしな
ければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日
を経過した日以後においては、新たに自ら売主

となる新築住宅の売買契約を締結してはならな
い。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る
住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額
の供託をし、かつ、その供託について、国土交
通省令で定めるところにより、その宅地建物取
引業法第３条第１項の免許を受けた国土交通大
臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、そ
の確認を受けた日以後においては、この限りで
ない。

【住宅販売瑕疵担保保証金の還付等】
第 14 条　第 11 条第１項の規定により住宅販売瑕
疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業
者（以下「供託宅地建物取引業者」という。）
が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、
住宅品質確保法第 95 条第１項に規定する瑕疵
によって生じた損害を受けた当該特定住宅販売
瑕疵担保責任に係る新築住宅の買主は、その瑕
疵を理由とする代金の返還請求権又は損害賠償
請求権（次項において「代金返還請求権等」と
いう。）に関し、当該供託宅地建物取引業者が
供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金につい
て、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を
有する。

２	 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限
り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保
保証金の還付を請求することができる。

一　当該代金返還請求権等について債務名義を取
得したとき。

二　当該代金返還請求権等の存在及び内容につい
て当該供託宅地建物取引業者と合意した旨が
記載された公正証書を作成したときその他こ
れに準ずる場合として国土交通省令で定める
とき。

三　当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合そ
の他当該代金返還請求権等に係る代金の返還
の義務又は損害の賠償の義務を履行すること
ができず、又は著しく困難である場合として
国土交通省令で定める場合において、国土交
通省令で定めるところにより、前項の権利を
有することについて国土交通大臣の確認を受
けたとき。

３	 前項に定めるもののほか、第１項の権利の実行
に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令
で定める。

第 12 条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）
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【宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説
明】
第 15 条　供託宅地建物取引業者は、自ら売主とな
る新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買
契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保
保証金の供託をしている供託所の所在地その他
住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で
定める事項について、これらの事項を記載した
書面を交付して説明しなければならない。

２　第 10 条第２項の規定は、前項の規定による書
面の交付について準用する。

【準用】
第 16 条　第７条から第９条までの規定は、供託宅
地建物取引業者について準用する。この場合に
おいて、第７条第１項中「前条第１項」とある
のは「第 14 条第１項」と、「基準額」とあるの
は「第 11 条第２項に規定する基準額（以下単
に「基準額」という。）」と、同条第２項及び第
９条第２項中「建設業法第３条第１項の許可」
とあるのは「宅地建物取引業法第３条第１項の
免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道
府県知事（第２条第４項に規定する信託会社等
にあっては、国土交通大臣）」と、第７条第３
項及び第８条第３項中「第３条第５項」とある
のは「第 11 条第５項」と、第９条第１項及び
第２項中「建設業者であった者」とあるのは「宅
地建物取引業者であった者」と、同条第１項中
「第３条第１項」とあるのは「第 11 条第１項」
と読み替えるものとする。

【指定】
第 17 条　国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任
その他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に
係る民法（明治29年法律第89号）第 415 条、第 541 条、
第 542 条又は第 562 条若しくは第 563 条（これ
らの規定を同法第 559 条において準用する場
合を含む。）に規定する担保の責任の履行の確
保を図る事業を行うことを目的とする一般社団
法人、一般財団法人その他政令で定める法人で
あって、第 19 条に規定する業務（以下「保険
等の業務」という。）に関し、次に掲げる基準
に適合すると認められるものを、その申請によ
り、住宅瑕疵担保責任保険法人（以下「保険法
人」という。）として指定することができる。
一　保険等の業務を的確に実施するために必要と
認められる国土交通省令で定める基準に適合

する財産的基礎を有し、かつ、保険等の業務
に係る収支の見込みが適正であること。

二　職員、業務の方法その他の事項についての保
険等の業務の実施に関する計画が、保険等の
業務を的確に実施するために適切なものであ
ること。

三　役員又は構成員の構成が、保険等の業務の公
正な実施に支障を及ぼすおそれがないもので
あること。

四　保険等の業務以外の業務を行っている場合に
は、その業務を行うことによって保険等の業
務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。

２	 国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各
号のいずれかに該当するときは、同項の規定に
よる指定（以下単に「指定」という。）をして
はならない。

一　この法律の規定に違反して、刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して２年を経過しない
者であること。

二　第 30 条第１項又は第２項の規定により指定
を取り消され、その取消しの日から起算して
２年を経過しない者であること。

三　その役員のうちに、次のいずれかに該当する
者があること。

イ　第一号に該当する者
ロ　第 20 条第２項の規定による命令により解
任され、その解任の日から起算して２年を
経過しない者

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）●　第 1５ 条

線引きはありません
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別表　（第３条、第11条関係）

区　　　　　分 住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅‥
販売瑕疵担保保証金の額の範囲

１ １以下の場合 2,000万円以下

２ １を超え	
10以下の場合 2,000万円を超え3,800万円以下

３ 10を超え	
50以下の場合 3,800万円を超え7,000万円以下

４ 50を超え	
100以下の場合 7,000万円を超え１億円以下

５ 100を超え	
500以下の場合 １億円を超え１億4,000万円以下

６ 500を超え	
1,000以下の場合

１億4,000万円を超え１億8,000万円
以下

７ 1,000を超え	
5,000以下の場合

１億8,000万円を超え３億4,000万円
以下

８ 5,000を超え	
１万以下の場合

３億4,000万円を超え４億4,000万円
以下

９ １万を超え	
２万以下の場合

４億4,000万円を超え６億3,000万円
以下

10 ２万を超え	
３万以下の場合

６億3,000万円を超え８億1,000万円
以下

11 ３万を超え	
４万以下の場合

８億1,000万円を超え９億8,000万円
以下

12 ４万を超え	
５万以下の場合

９億8,000万円を超え11億4,000万円
以下

13 ５万を超え	
10万以下の場合

11億4,000万円を超え18億9,000万円
以下

14 10万を超え	
20万以下の場合

18億9,000万円を超え32億9,000万円
以下

15 20万を超え	
30万以下の場合

32億9,000万円を超え45億9,000万円
以下

16 30万を超える場合 45億9,000万円を超え120億円以下

特定住宅瑕疵担保責任の履行の�
確保等に関する法律施行令（抄）

平成 19 年 12 月 27 日政令第 395 号

最終改正：令和３年９月１日政令第 242 号

【住宅建設瑕疵担保保証金の基準額】
第１条　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関
する法律（以下「法」という。）第３条第２項
の政令で定めるところにより算定する額は、建
設新築住宅（同項に規定する建設新築住宅をい
う。以下同じ。）の合計戸数の別表の区分の欄
に掲げる区分に応じ、それぞれ、建設新築住宅
の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金
額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に
掲げる金額を加えて得た額（その額が 120 億円
を超える場合にあっては、120 億円）とする。

【合計戸数の算定に当たって２戸をもって１戸とする建
設新築住宅の床面積の合計面積】
第２条　法第３条第３項の政令で定める面積は、55
㎡とする。

【建設新築住宅の合計戸数の算定の特例】
第３条　法第３条第４項の政令で定める建設新築住
宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と２以
上の建設業者との間で締結された請負契約で
あって、建設業法（昭和24年法律第100号）第 19 条第
１項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の
履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合
（次項において「建設瑕疵負担割合」という。）
が記載された書面が相互に交付されたものに係
る建設新築住宅とする。

２	 法第３条第２項の建設新築住宅の合計戸数の算
定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅
は、その１戸を同項の書面に記載された２以上
の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計
に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割
合で除して得た戸数をもって１戸とする。

【住宅販売瑕疵担保保証金の基準額】
第５条　法第 11 条第２項の政令で定めるところに
より算定する額は、販売新築住宅（同項に規定
する販売新築住宅をいう。以下同じ。）の合計
戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ず
る金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同
表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た

●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）、 第 1条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令（抄）
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別表　（第３条、第11条関係）

区　　　　　分 住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅‥
販売瑕疵担保保証金の額の範囲

１ １以下の場合 2,000万円以下

２ １を超え	
10以下の場合 2,000万円を超え3,800万円以下

３ 10を超え	
50以下の場合 3,800万円を超え7,000万円以下

４ 50を超え	
100以下の場合 7,000万円を超え１億円以下

５ 100を超え	
500以下の場合 １億円を超え１億4,000万円以下

６ 500を超え	
1,000以下の場合

１億4,000万円を超え１億8,000万円
以下

７ 1,000を超え	
5,000以下の場合

１億8,000万円を超え３億4,000万円
以下

８ 5,000を超え	
１万以下の場合

３億4,000万円を超え４億4,000万円
以下

９ １万を超え	
２万以下の場合

４億4,000万円を超え６億3,000万円
以下

10 ２万を超え	
３万以下の場合

６億3,000万円を超え８億1,000万円
以下

11 ３万を超え	
４万以下の場合

８億1,000万円を超え９億8,000万円
以下

12 ４万を超え	
５万以下の場合

９億8,000万円を超え11億4,000万円
以下

13 ５万を超え	
10万以下の場合

11億4,000万円を超え18億9,000万円
以下

14 10万を超え	
20万以下の場合

18億9,000万円を超え32億9,000万円
以下

15 20万を超え	
30万以下の場合

32億9,000万円を超え45億9,000万円
以下

16 30万を超える場合 45億9,000万円を超え120億円以下

特定住宅瑕疵担保責任の履行の�
確保等に関する法律施行令（抄）

平成 19 年 12 月 27 日政令第 395 号

最終改正：令和３年９月１日政令第 242 号

【住宅建設瑕疵担保保証金の基準額】
第１条　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関
する法律（以下「法」という。）第３条第２項
の政令で定めるところにより算定する額は、建
設新築住宅（同項に規定する建設新築住宅をい
う。以下同じ。）の合計戸数の別表の区分の欄
に掲げる区分に応じ、それぞれ、建設新築住宅
の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金
額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に
掲げる金額を加えて得た額（その額が 120 億円
を超える場合にあっては、120 億円）とする。

【合計戸数の算定に当たって２戸をもって１戸とする建
設新築住宅の床面積の合計面積】
第２条　法第３条第３項の政令で定める面積は、55
㎡とする。

【建設新築住宅の合計戸数の算定の特例】
第３条　法第３条第４項の政令で定める建設新築住
宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と２以
上の建設業者との間で締結された請負契約で
あって、建設業法（昭和24年法律第100号）第 19 条第
１項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の
履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合
（次項において「建設瑕疵負担割合」という。）
が記載された書面が相互に交付されたものに係
る建設新築住宅とする。

２	 法第３条第２項の建設新築住宅の合計戸数の算
定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅
は、その１戸を同項の書面に記載された２以上
の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計
に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割
合で除して得た戸数をもって１戸とする。

【住宅販売瑕疵担保保証金の基準額】
第５条　法第 11 条第２項の政令で定めるところに
より算定する額は、販売新築住宅（同項に規定
する販売新築住宅をいう。以下同じ。）の合計
戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ず
る金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同
表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た

●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（抄）、 第 1条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令（抄）
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額（その額が 120 億円を超える場合にあっては、
120 億円）とする。

【合計戸数の算定に当たって２戸をもって１戸とする販
売新築住宅の床面積の合計面積】
第６条　法第 11 条第３項の政令で定める面積は、
55㎡とする。

【販売新築住宅の合計戸数の算定の特例】
第７条　法第 11 条第４項の政令で定める販売新築
住宅は、新築住宅の買主と２以上の自ら売主と
なる宅地建物取引業者との間で締結された売買
契約であって、宅地建物取引業法（昭和27年法律第
176号）第 37 条第１項の規定により当該宅地建物
取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に
係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割
合（次項において「販売瑕疵負担割合」という。）
が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付
したものに係る販売新築住宅とする。

２	 法第 11 条第２項の販売新築住宅の合計戸数の
算定に当たっては、前項に規定する販売新築住
宅は、その１戸を同項の書面に記載された２以
上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担
割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販
売瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもっ
て１戸とする。

【住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けること
ができる法人】
第８条　法第 17 条第１項の政令で定める法人は、
株式会社とする。

別表　（第１条、第５条関係）
区　　　　　分 乗ずる金額 加える金額

１ １以下の場合 2,000万円 ０

２ １を超え10以下の場合 200万円 1,800万円

３ 10を超え50以下の場合 80万円 3,000万円

４ 50を超え100以下の場合 60万円 4,000万円

５ 100を超え500以下の	
場合 10万円 9,000万円

６ 500を超え1,000以下の	
場合 ８万円 １億円

７ 1,000を超え5,000以下の
場合 ４万円 １億4,000万円

８ 5,000を超え１万以下の
場合 ２万円 ２億4,000万円

９ １万を超え２万以下の
場合 １万9,000円 ２億5,000万円

10 ２万を超え３万以下の場合 １万8,000円 ２億7,000万円

11 ３万を超え４万以下の場合 １万7,000円 ３億円

12 ４万を超え５万以下の場合 １万6,000円 ３億4,000万円

13 ５万を超え10万以下の場合 １万5,000円 ３億9,000万円

14 10万を超え20万以下の場合 １万4,000円 ４億9,000万円

15 20万を超え30万以下の場合 １万3,000円 ６億9,000万円

16 30万を超える場合 １万2,000円 ９億9,000万円

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令（抄）●　第 6条
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等
に関する法律施行規則（抄）

平成 20 年３月 24 日国土交通省令第 10 号

最終改正：令和３年 12 月 21 日国土交通省令第 80 号

【住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】
第１条　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関
する法律（以下「法」という。）第２条第６項
第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲
げるものとする。
一　法第２条第６項第二号イの規定による損害の
塡補の内容が、同号イに規定する建設業者に
生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそ
れぞれ次に定める額を控除した残額に　	を
乗じた額（当該額が負数となるときは、０と
する。）以上の額を塡補するものであること。
イ　一戸建ての住宅　　10 万円
ロ　共同住宅又は長屋（以下「共同住宅等」と
いう。）�　　50 万円又は住宅建設瑕疵担保
責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸数
に 10 万円を乗じた額のいずれか低い額

二　法第２条第６項第二号ロの規定による損害の
塡補の内容が、次のいずれにも適合するもの
であること。
イ　建設業者の悪意又は重大な過失によって生
じた同号ロに規定する発注者の損害を塡補
しないものでないこと。

ロ　同号ロに規定する発注者に生じた損害の額
から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれ
ぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残
額（当該額が負数となるときは、０とする。）
以上の額を塡補するものであること。

三　前２号に掲げるもののほか、塡補すべき損害
の範囲その他の法第２条第６項第二号イに規
定する建設業者及び同号ロに規定する発注者
の利益の保護のため必要な事項について、国
土交通大臣が定める基準に適合するものであ
ること。

【住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】
第２条　法第２条第７項第六号の国土交通省令で定
める基準は、次に掲げるものとする。
一　法第２条第７項第二号イの規定による損害の
塡補の内容が、同号イに規定する宅地建物取
引業者に生じた損害の額から次に掲げる区分
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に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額
に　	を乗じた額（当該額が負数となるとき
は、０とする。）以上の額を塡補するもので
あること。

イ　一戸建ての住宅　　10 万円
ロ　共同住宅等　　50 万円又は住宅販売瑕疵
担保責任保険契約に係る共同住宅等の合計
戸数に 10 万円を乗じた額のいずれか低い
額

二　法第２条第７項第二号ロの規定による損害の
塡補の内容が、次のいずれにも適合するもの
であること。

イ　宅地建物取引業者の悪意又は重大な過失に
よって生じた同号ロに規定する買主の損害
を塡補しないものでないこと。

ロ　同号ロに規定する買主に生じた損害の額か
ら前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞ
れ同号イ又はロに定める額を控除した残額
（当該額が負数となるときは、０とする。）
以上の額を塡補するものであること。

三　前２号に掲げるもののほか、塡補すべき損害
の範囲その他の法第２条第７項第二号イに規
定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定す
る買主の利益の保護のため必要な事項につい
て、国土交通大臣が定める基準に適合するも
のであること。

【住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証
券】
第３条　法第３条第５項（法第７条第３項及び法第
８条第３項において準用する場合を含む。）の
国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げる
ものとする。

一　国債証券（その権利の帰属が社債、株式等の
振替に関する法律（平成13年法律第75号）の規定に
よる振替口座簿の記載又は記録により定まる
ものとされるものを含む。次条第１項、第
14 条及び第 15 条第１項において同じ。）

二　地方債証券
三　前２号に掲げるもののほか、国土交通大臣が
指定した社債券その他の債券

【住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証
券の価額】
第４条　法第３条第５項（法第７条第３項及び法第
８条第３項において準用する場合を含む。）の
規定により有価証券を住宅建設瑕疵担保保証金

80
100
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等
に関する法律施行規則（抄）

平成 20 年３月 24 日国土交通省令第 10 号

最終改正：令和３年 12 月 21 日国土交通省令第 80 号

【住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】
第１条　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関
する法律（以下「法」という。）第２条第６項
第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲
げるものとする。

一　法第２条第６項第二号イの規定による損害の
塡補の内容が、同号イに規定する建設業者に
生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそ
れぞれ次に定める額を控除した残額に　	を
乗じた額（当該額が負数となるときは、０と
する。）以上の額を塡補するものであること。

イ　一戸建ての住宅　　10 万円
ロ　共同住宅又は長屋（以下「共同住宅等」と
いう。）�　　50 万円又は住宅建設瑕疵担保
責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸数
に 10 万円を乗じた額のいずれか低い額

二　法第２条第６項第二号ロの規定による損害の
塡補の内容が、次のいずれにも適合するもの
であること。

イ　建設業者の悪意又は重大な過失によって生
じた同号ロに規定する発注者の損害を塡補
しないものでないこと。

ロ　同号ロに規定する発注者に生じた損害の額
から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれ
ぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残
額（当該額が負数となるときは、０とする。）
以上の額を塡補するものであること。

三　前２号に掲げるもののほか、塡補すべき損害
の範囲その他の法第２条第６項第二号イに規
定する建設業者及び同号ロに規定する発注者
の利益の保護のため必要な事項について、国
土交通大臣が定める基準に適合するものであ
ること。

【住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】
第２条　法第２条第７項第六号の国土交通省令で定
める基準は、次に掲げるものとする。

一　法第２条第７項第二号イの規定による損害の
塡補の内容が、同号イに規定する宅地建物取
引業者に生じた損害の額から次に掲げる区分
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に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額
に　	を乗じた額（当該額が負数となるとき
は、０とする。）以上の額を塡補するもので
あること。

イ　一戸建ての住宅　　10 万円
ロ　共同住宅等　　50 万円又は住宅販売瑕疵
担保責任保険契約に係る共同住宅等の合計
戸数に 10 万円を乗じた額のいずれか低い
額

二　法第２条第７項第二号ロの規定による損害の
塡補の内容が、次のいずれにも適合するもの
であること。

イ　宅地建物取引業者の悪意又は重大な過失に
よって生じた同号ロに規定する買主の損害
を塡補しないものでないこと。

ロ　同号ロに規定する買主に生じた損害の額か
ら前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞ
れ同号イ又はロに定める額を控除した残額
（当該額が負数となるときは、０とする。）
以上の額を塡補するものであること。

三　前２号に掲げるもののほか、塡補すべき損害
の範囲その他の法第２条第７項第二号イに規
定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定す
る買主の利益の保護のため必要な事項につい
て、国土交通大臣が定める基準に適合するも
のであること。

【住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証
券】
第３条　法第３条第５項（法第７条第３項及び法第
８条第３項において準用する場合を含む。）の
国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げる
ものとする。

一　国債証券（その権利の帰属が社債、株式等の
振替に関する法律（平成13年法律第75号）の規定に
よる振替口座簿の記載又は記録により定まる
ものとされるものを含む。次条第１項、第
14 条及び第 15 条第１項において同じ。）

二　地方債証券
三　前２号に掲げるもののほか、国土交通大臣が
指定した社債券その他の債券

【住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証
券の価額】
第４条　法第３条第５項（法第７条第３項及び法第
８条第３項において準用する場合を含む。）の
規定により有価証券を住宅建設瑕疵担保保証金

80
100

第 1条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律規則（抄）
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に充てる場合における当該有価証券の価額は、
次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該
各号に定めるところによる。
一　国債証券については、その額面金額（その権
利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律
の規定による振替口座簿の記載又は記録によ
り定まるものとされるものにあっては、振替
口座簿に記載又は記録された金額。第 15 条
第１項において同じ。）

二　地方債証券又は政府がその債務について保証
契約をした債券については、その額面金額の
　	

三　前２号以外の債券については、その額面金額
の　	

２	 割引の方法により発行した債券で供託の日から
償還期限までの期間が５年を超えるものについ
ては、前項の規定の適用については、その発行
価額に別記算式により算出した額を加えた額を
額面金額とみなす。

【住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等】
第５条　法第４条第１項の規定による届出は、基準
日（法第３条第１項に規定する基準日をいう。
以下同じ。）から３週間以内に、別記第１号様
式による届出書により行うものとする。

２	 前項の届出書には、当該基準日における法第３
条第１項の新築住宅のうち、当該基準日前１年
間に引き渡した新築住宅に関する事項を記載し
た別記第１号の２様式による一覧表を添付しな
ければならない。

３	 法第４条第２項に規定する国土交通省令で定め
る書類は、次に掲げるものとする。
一　新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金の供
託に係る供託物受入れの記載のある供託書の
写し

二　新たに法第 17 条第１項に規定する住宅瑕疵
担保責任保険法人（以下単に「住宅瑕疵担保
責任保険法人」という。）と締結した住宅建
設瑕疵担保責任保険契約を証する書面

【住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確
認の申請】
第６条　法第５条ただし書の確認を受けようとする
者は、別記第２号様式による確認申請書を、そ
の建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許
可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提
出しなければならない。

90
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２	 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付
しなければならない。

一　前条第２項の一覧表
二　法第５条ただし書の供託に係る供託物受入れ
の記載のある供託書の写し

【住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出】
第 10 条　法第７条第２項の規定による届出は、同
条第１項の規定により供託した日から２週間以
内に、別記第４号様式による届出書により行う
ものとする。

２	 前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入
れの記載のある供託書の写しを添付しなければ
ならない。

【住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出】
第 11 条　供託建設業者は、法第８条第１項の住宅
建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同
条第２項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金
を供託したときは、遅滞なく、別記第５号様式
による届出書に当該供託に係る供託物受入れの
記載のある供託書の写しを添えて、その建設業
法第３条第１項の許可を受けた国土交通大臣又
は都道府県知事に届け出るものとする。

【住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認】
第 12 条　法第９条第２項の承認を受けようとする
者は、別記第６号様式による承認申請書を、そ
の建設業法第３条第１項の許可を受けた国土交
通大臣又は都道府県知事に提出しなければなら
ない。

２	 国土交通大臣又は都道府県知事は、住宅建設瑕
疵担保保証金の取戻しの承認をしたときは、別
記第６号の２様式による取戻承認書を交付する
ものとする。

【住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証
券】
第 14 条　法第 11 条第５項（法第 16 条において読
み替えて準用する法第７条第３項及び法第８条
第３項において準用する場合を含む。）の国土
交通省令で定める有価証券は、次に掲げるもの
とする。

一　国債証券
二　地方債証券
三　前２号に掲げるもののほか、国土交通大臣が
指定した社債券その他の債券

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則（抄）●　第 ５条

線引きはありません
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【住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証
券の価額】
第 15 条　法第 11 条第５項（法第 16 条において読
み替えて準用する法第７条第３項及び法第８条
第３項において準用する場合を含む。）の規定
により有価証券を住宅販売瑕疵担保保証金に充
てる場合における当該有価証券の価額は、次の
各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号
に定めるところによる。
一　国債証券については、その額面金額
二　地方債証券又は政府がその債務について保証
契約をした債券については、その額面金額の	
　	

三　前２号以外の債券については、その額面金額
の　	

２	 割引の方法により発行した債券で供託の日から
償還期限までの期間が５年をこえるものについ
ては、前項の規定の適用については、その発行
価額に別記算式により算出した額を加えた額を
額面金額とみなす。

【住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等】
第 16 条　法第 12 条第１項の規定による届出は、
基準日から３週間以内に、別記第７号様式によ
る届出書により行うものとする。

２	 前項の届出書には、当該基準日における法第
11 条第１項の新築住宅のうち、当該基準日前
１年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記
載した別記第７号の２様式による一覧表を添付
しなければならない。

３	 法第 12 条第２項に規定する国土交通省令で定
める書類は、次に掲げるものとする。
一　新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の供
託に係る供託物受入れの記載のある供託書の
写し

二　新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面

【住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確
認の申請】
第 17 条　法第 13 条ただし書の確認を受けようと
する者は、別記第８号様式による確認申請書を、
その宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第３条
第１項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府
県知事に提出しなければならない。

90
100

80
100

２	 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付
しなければならない。

一　前条第２項の一覧表
二　法第 13 条ただし書の供託に係る供託物受入
れの記載のある供託書の写し

第 1５ 条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則（抄）

線引きはありません
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【住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証
券の価額】
第 15 条　法第 11 条第５項（法第 16 条において読
み替えて準用する法第７条第３項及び法第８条
第３項において準用する場合を含む。）の規定
により有価証券を住宅販売瑕疵担保保証金に充
てる場合における当該有価証券の価額は、次の
各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号
に定めるところによる。

一　国債証券については、その額面金額
二　地方債証券又は政府がその債務について保証
契約をした債券については、その額面金額の	
　	

三　前２号以外の債券については、その額面金額
の　	

２	 割引の方法により発行した債券で供託の日から
償還期限までの期間が５年をこえるものについ
ては、前項の規定の適用については、その発行
価額に別記算式により算出した額を加えた額を
額面金額とみなす。

【住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等】
第 16 条　法第 12 条第１項の規定による届出は、
基準日から３週間以内に、別記第７号様式によ
る届出書により行うものとする。

２	 前項の届出書には、当該基準日における法第
11 条第１項の新築住宅のうち、当該基準日前
１年間に引き渡した新築住宅に関する事項を記
載した別記第７号の２様式による一覧表を添付
しなければならない。

３	 法第 12 条第２項に規定する国土交通省令で定
める書類は、次に掲げるものとする。

一　新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の供
託に係る供託物受入れの記載のある供託書の
写し

二　新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面

【住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確
認の申請】
第 17 条　法第 13 条ただし書の確認を受けようと
する者は、別記第８号様式による確認申請書を、
その宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第３条
第１項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府
県知事に提出しなければならない。

90
100

80
100

２	 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付
しなければならない。

一　前条第２項の一覧表
二　法第 13 条ただし書の供託に係る供託物受入
れの記載のある供託書の写し

第 1５ 条　●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則（抄）
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長期優良住宅の普及の促進に関する�
法律（抄）

平成 20 年 12 月５日法律第 87 号

最終改正：令和３年５月 28 日法律第 48 号

【目的】
第１条　この法律は、現在及び将来の国民の生活の
基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期に
わたり良好な状態で使用されることが住生活の
向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要と
なっていることにかんがみ、長期にわたり良好
な状態で使用するための措置がその構造及び設
備について講じられた優良な住宅の普及を促進
するため、国土交通大臣が策定する基本方針に
ついて定めるとともに、所管行政庁による長期
優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた
長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持
保全が行われている住宅についての住宅性能評
価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊
かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的か
つ健全な発展に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「住宅」とは、人の居
住の用に供する建築物（建築基準法（昭和25年法律
第201号）第２条第一号に規定する建築物をいう。
以下この項において同じ。）又は建築物の部分
（人の居住の用以外の用に供する建築物の部分
との共用に供する部分を含む。）をいう。

２	 この法律において「建築」とは、住宅を新築し、
増築し、又は改築することをいう。

３	 この法律において「維持保全」とは、次に掲げ
る住宅の部分又は設備について、点検又は調査
を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うこ
とをいう。
一　住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定
めるもの

▪政令【住宅の構造耐力上主要な部分】令１条�➡６８６ 

二　住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令
で定めるもの

▪政令【住宅の雨水の浸入を防止する部分】令２条�➡６８６ 

三　住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるも
の

▪政令【住宅の給水又は排水の設備】令３条�➡６８６ 

４	 この法律において「長期使用構造等」とは、住

宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が
講じられたものをいう。
■関連【長期使用構造等とするための措置】規則１条�➡６８７ 

一　当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用す
るために次に掲げる事項に関し誘導すべき国
土交通省令で定める基準に適合させるための
措置

イ　前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分
の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止

ロ　前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対
する安全性の確保

二　居住者の加齢による身体の機能の低下、居住
者の世帯構成の異動その他の事由による住宅
の利用の状況の変化に対応した構造及び設備
の変更を容易にするための措置として国土交
通省令で定めるもの

三　維持保全を容易にするための措置として国土
交通省令で定めるもの

四　日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢
者の利用上の利便性及び安全性、エネルギー
の使用の効率性その他住宅の品質又は性能に
関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に
適合させるための措置

５	 この法律において「長期優良住宅」とは、住宅
であって、その構造及び設備が長期使用構造等
であるものをいう。

６	 この法律において「所管行政庁」とは、建築主
事を置く市町村又は特別区の区域については当
該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町
村又は特別区の区域については都道府県知事を
いう。ただし、建築基準法第 97 条の２第１項
又は第 97 条の３第１項の規定により建築主事
を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定め
る住宅については、都道府県知事とする。

【国、地方公共団体及び事業者の努力義務】
第３条　国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普
及を促進するために必要な財政上及び金融上の
措置その他の措置を講ずるよう努めなければな
らない。

２	 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及の
促進に関し、国民の理解と協力を得るため、長
期優良住宅の建築及び維持保全に関する知識の
普及及び情報の提供に努めなければならない。

３	 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を
促進するために必要な人材の養成及び資質の向

第 1条　●長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抄）

〔

〕
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長期優良住宅の普及の促進に関する�
法律（抄）

平成 20 年 12 月５日法律第 87 号

最終改正：令和３年５月 28 日法律第 48 号

【目的】
第１条　この法律は、現在及び将来の国民の生活の
基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期に
わたり良好な状態で使用されることが住生活の
向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要と
なっていることにかんがみ、長期にわたり良好
な状態で使用するための措置がその構造及び設
備について講じられた優良な住宅の普及を促進
するため、国土交通大臣が策定する基本方針に
ついて定めるとともに、所管行政庁による長期
優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた
長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持
保全が行われている住宅についての住宅性能評
価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊
かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的か
つ健全な発展に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「住宅」とは、人の居
住の用に供する建築物（建築基準法（昭和25年法律
第201号）第２条第一号に規定する建築物をいう。
以下この項において同じ。）又は建築物の部分
（人の居住の用以外の用に供する建築物の部分
との共用に供する部分を含む。）をいう。

２	 この法律において「建築」とは、住宅を新築し、
増築し、又は改築することをいう。

３	 この法律において「維持保全」とは、次に掲げ
る住宅の部分又は設備について、点検又は調査
を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うこ
とをいう。

一　住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定
めるもの

▪政令【住宅の構造耐力上主要な部分】令１条�➡６８６ 

二　住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令
で定めるもの

▪政令【住宅の雨水の浸入を防止する部分】令２条�➡６８６ 

三　住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるも
の

▪政令【住宅の給水又は排水の設備】令３条�➡６８６ 

４	 この法律において「長期使用構造等」とは、住

宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が
講じられたものをいう。
■関連【長期使用構造等とするための措置】規則１条�➡６８７ 

一　当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用す
るために次に掲げる事項に関し誘導すべき国
土交通省令で定める基準に適合させるための
措置

イ　前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分
の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止

ロ　前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対
する安全性の確保

二　居住者の加齢による身体の機能の低下、居住
者の世帯構成の異動その他の事由による住宅
の利用の状況の変化に対応した構造及び設備
の変更を容易にするための措置として国土交
通省令で定めるもの

三　維持保全を容易にするための措置として国土
交通省令で定めるもの

四　日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢
者の利用上の利便性及び安全性、エネルギー
の使用の効率性その他住宅の品質又は性能に
関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に
適合させるための措置

５	 この法律において「長期優良住宅」とは、住宅
であって、その構造及び設備が長期使用構造等
であるものをいう。

６	 この法律において「所管行政庁」とは、建築主
事を置く市町村又は特別区の区域については当
該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町
村又は特別区の区域については都道府県知事を
いう。ただし、建築基準法第 97 条の２第１項
又は第 97 条の３第１項の規定により建築主事
を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定め
る住宅については、都道府県知事とする。

【国、地方公共団体及び事業者の努力義務】
第３条　国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普
及を促進するために必要な財政上及び金融上の
措置その他の措置を講ずるよう努めなければな
らない。

２	 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及の
促進に関し、国民の理解と協力を得るため、長
期優良住宅の建築及び維持保全に関する知識の
普及及び情報の提供に努めなければならない。

３	 国及び地方公共団体は、長期優良住宅の普及を
促進するために必要な人材の養成及び資質の向
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上に努めなければならない。
４	 国は、長期優良住宅の普及を促進するため、住
宅の建設における木材の使用に関する伝統的な
技術を含め、長期使用構造等に係る技術に関す
る研究開発の推進及びその成果の普及に努めな
ければならない。

５	 長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者
は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとす
る者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者
に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関
する情報及びその維持保全を適切に行うために
必要な情報を提供するよう努めなければならな
い。

６	 長期優良住宅の維持保全を業として行う者は、
長期優良住宅の所有者又は管理者に対し、当該
長期優良住宅の維持保全を適切に行うために必
要な情報を提供するよう努めなければならな
い。

第４条　国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促
進に関する基本的な方針（以下この条及び第６
条第１項第八号において「基本方針」という。）
を定めなければならない。

２	 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものと
する。
一　長期優良住宅の普及の促進の意義に関する事
項

二　長期優良住宅の普及の促進のための施策に関
する基本的事項

三　次条第１項に規定する長期優良住宅建築等計
画及び同条第６項に規定する長期優良住宅維
持保全計画の第６条第１項の認定に関する基
本的事項

四　前３号に掲げるもののほか、長期優良住宅の
普及の促進に関する重要事項

３	 国土交通大臣は、基本方針を定めるに当たって
は、国産材（国内で生産された木材をいう。以
下この項において同じ。）の適切な利用が我が
国における森林の適正な整備及び保全並びに地
球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資する
ことに鑑み、国産材その他の木材を使用した長
期優良住宅の普及が図られるよう配慮するもの
とする。

４	 国土交通大臣は、基本方針を定めようとすると
きは、関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。
５	 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。

６	 前２項の規定は、基本方針の変更について準用
する。

【長期優良住宅建築等計画等の認定】
第５条　住宅（区分所有住宅（二以上の区分所有

者（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律
第69号）第２条第２項に規定する区分所有者をい
う。）が存する住宅をいう。以下同じ。）を除く。
以下この項から第３項までにおいて同じ。）の
建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等
とし、自らその建築後の住宅について長期優良
住宅として維持保全を行おうとする者は、国土
交通省令で定めるところにより、当該住宅の建
築及び維持保全に関する計画（以下「長期優良
住宅建築等計画」という。）を作成し、所管行
政庁の認定を申請することができる。

■関連【長期優良住宅建築等計画の認定の申請】
規則２条�➡６８８ 

２	 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用
構造等とし、その建築後の住宅を他の者に譲渡
してその者（以下この条、第９条第１項及び第
13 条第２項において「譲受人」という。）にお
いて当該建築後の住宅について長期優良住宅と
して維持保全を行おうとする場合における当該
譲渡をしようとする者（次項、第９条第１項及
び第 13 条第２項において「一戸建て住宅等分
譲事業者」という。）は、当該譲受人と共同して、
国土交通省令で定めるところにより、長期優良
住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を
申請することができる。

３	 一戸建て住宅等分譲事業者は、譲受人を決定す
るまでに相当の期間を要すると見込まれる場合
において、当該譲受人の決定に先立って当該住
宅の建築に関する工事に着手する必要があると
きは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令
で定めるところにより、単独で長期優良住宅建
築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請す
ることができる。

４	 住宅（複数の者に譲渡することにより区分所有
住宅とするものに限る。）の建築をしてその構
造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所
有住宅の管理者等（建物の区分所有等に関する
法律第３条若しくは第 65 条に規定する団体に
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ついて同法第 25 条第１項（同法第 66 条におい
て準用する場合を含む。）の規定により選任さ
れた管理者又は同法第 47 条第１項（同法第 66
条において準用する場合を含む。）の規定によ
る法人について同法第 49 条第１項（同法第 66
条において準用する場合を含む。）の規定によ
り置かれた理事をいう。以下同じ。）において
当該建築後の区分所有住宅について長期優良住
宅として維持保全を行おうとする場合における
当該譲渡をしようとする者（第９条第３項及び
第 13 条第３項において「区分所有住宅分譲事
業者」という。）は、国土交通省令で定めると
ころにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、
所管行政庁の認定を申請することができる。

５	 区分所有住宅の増築又は改築をしてその構造及
び設備を長期使用構造等とし、その増築又は改
築後の区分所有住宅について長期優良住宅とし
て維持保全を行おうとする当該区分所有住宅の
管理者等は、国土交通省令で定めるところによ
り、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行
政庁の認定を申請することができる。

６	 住宅（区分所有住宅を除く。以下この項におい
て同じ。）のうちその構造及び設備が長期使用
構造等に該当すると認められるものについて当
該住宅の所有者その他当該住宅の維持保全の権
原を有する者（以下この項において「所有者等」
という。）において長期優良住宅として維持保
全を行おうとする場合には、当該所有者等は、
国土交通省令で定めるところにより、当該住宅
の維持保全に関する計画（以下「長期優良住宅
維持保全計画」という。）を作成し、所管行政
庁の認定を申請することができる。

７	 区分所有住宅のうちその構造及び設備が長期使
用構造等に該当すると認められるものについて
当該区分所有住宅の管理者等において長期優良
住宅として維持保全を行おうとする場合には、
当該管理者等は、国土交通省令で定めるところ
により、長期優良住宅維持保全計画を作成し、
所管行政庁の認定を申請することができる。

８	 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持
保全計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ
ばならない。
一　住宅の位置
二　住宅の構造及び設備
三　住宅の規模

四　第１項、第２項又は第５項の長期優良住宅建
築等計画にあっては、次に掲げる事項

イ　建築後の住宅の維持保全の方法及び期間
ロ　住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に
係る資金計画

五　第３項又は第４項の長期優良住宅建築等計画
にあっては、次に掲げる事項

イ　建築後の住宅の維持保全の方法の概要
ロ　住宅の建築に係る資金計画

六　長期優良住宅維持保全計画にあっては、次に
掲げる事項

イ　当該認定後の住宅の維持保全の方法及び期
間

ロ　当該認定後の住宅の維持保全に係る資金計
画

七　その他国土交通省令で定める事項
■関連【長期優良住宅建築等計画の記載事項】規則３条�➡６８９  

【認定基準等】
第６条　所管行政庁は、前条第１項から第７項まで
の規定による認定の申請があった場合におい
て、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又
は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準
に適合すると認めるときは、その認定をするこ
とができる。

一　当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使
用構造等であること。

■関連【定義】法２条�４項➡６８0 

二　当該申請に係る住宅の規模が国土交通省令で
定める規模以上であること。

▪省令：規則４条�➡６８９ 

三　当該申請に係る住宅が良好な景観の形成その
他の地域における居住環境の維持及び向上に
配慮されたものであること。

四　当該申請に係る住宅が自然災害による被害の
発生の防止又は軽減に配慮されたものである
こと。

五　前条第１項、第２項又は第５項の規定による
認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画に
あっては、次に掲げる基準に適合すること。

イ　建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅
を長期にわたり良好な状態で使用するため
に誘導すべき国土交通省令で定める基準に
適合するものであること。

ロ　建築後の住宅の維持保全の期間が 30 年以
上であること。
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ついて同法第 25 条第１項（同法第 66 条におい
て準用する場合を含む。）の規定により選任さ
れた管理者又は同法第 47 条第１項（同法第 66
条において準用する場合を含む。）の規定によ
る法人について同法第 49 条第１項（同法第 66
条において準用する場合を含む。）の規定によ
り置かれた理事をいう。以下同じ。）において
当該建築後の区分所有住宅について長期優良住
宅として維持保全を行おうとする場合における
当該譲渡をしようとする者（第９条第３項及び
第 13 条第３項において「区分所有住宅分譲事
業者」という。）は、国土交通省令で定めると
ころにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、
所管行政庁の認定を申請することができる。

５	 区分所有住宅の増築又は改築をしてその構造及
び設備を長期使用構造等とし、その増築又は改
築後の区分所有住宅について長期優良住宅とし
て維持保全を行おうとする当該区分所有住宅の
管理者等は、国土交通省令で定めるところによ
り、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行
政庁の認定を申請することができる。

６	 住宅（区分所有住宅を除く。以下この項におい
て同じ。）のうちその構造及び設備が長期使用
構造等に該当すると認められるものについて当
該住宅の所有者その他当該住宅の維持保全の権
原を有する者（以下この項において「所有者等」
という。）において長期優良住宅として維持保
全を行おうとする場合には、当該所有者等は、
国土交通省令で定めるところにより、当該住宅
の維持保全に関する計画（以下「長期優良住宅
維持保全計画」という。）を作成し、所管行政
庁の認定を申請することができる。

７	 区分所有住宅のうちその構造及び設備が長期使
用構造等に該当すると認められるものについて
当該区分所有住宅の管理者等において長期優良
住宅として維持保全を行おうとする場合には、
当該管理者等は、国土交通省令で定めるところ
により、長期優良住宅維持保全計画を作成し、
所管行政庁の認定を申請することができる。

８	 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持
保全計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ
ばならない。

一　住宅の位置
二　住宅の構造及び設備
三　住宅の規模

四　第１項、第２項又は第５項の長期優良住宅建
築等計画にあっては、次に掲げる事項

イ　建築後の住宅の維持保全の方法及び期間
ロ　住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に
係る資金計画

五　第３項又は第４項の長期優良住宅建築等計画
にあっては、次に掲げる事項

イ　建築後の住宅の維持保全の方法の概要
ロ　住宅の建築に係る資金計画

六　長期優良住宅維持保全計画にあっては、次に
掲げる事項

イ　当該認定後の住宅の維持保全の方法及び期
間

ロ　当該認定後の住宅の維持保全に係る資金計
画

七　その他国土交通省令で定める事項
■関連【長期優良住宅建築等計画の記載事項】規則３条�➡６８９  

【認定基準等】
第６条　所管行政庁は、前条第１項から第７項まで
の規定による認定の申請があった場合におい
て、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又
は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準
に適合すると認めるときは、その認定をするこ
とができる。

一　当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使
用構造等であること。

■関連【定義】法２条�４項➡６８0 

二　当該申請に係る住宅の規模が国土交通省令で
定める規模以上であること。

▪省令：規則４条�➡６８９ 

三　当該申請に係る住宅が良好な景観の形成その
他の地域における居住環境の維持及び向上に
配慮されたものであること。

四　当該申請に係る住宅が自然災害による被害の
発生の防止又は軽減に配慮されたものである
こと。

五　前条第１項、第２項又は第５項の規定による
認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画に
あっては、次に掲げる基準に適合すること。

イ　建築後の住宅の維持保全の方法が当該住宅
を長期にわたり良好な状態で使用するため
に誘導すべき国土交通省令で定める基準に
適合するものであること。

ロ　建築後の住宅の維持保全の期間が 30 年以
上であること。
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ハ　資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を
確実に遂行するため適切なものであるこ
と。

六　前条第３項又は第４項の規定による認定の申
請に係る長期優良住宅建築等計画にあって
は、次に掲げる基準に適合すること。
イ　建築後の住宅の維持保全の方法の概要が当
該住宅を 30 年以上にわたり良好な状態で
使用するため適切なものであること。

ロ　資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行す
るため適切なものであること。

七　前条第６項又は第７項の規定による認定の申
請に係る長期優良住宅維持保全計画にあって
は、次に掲げる基準に適合すること。
イ　当該認定後の住宅の維持保全の方法が当該
住宅を長期にわたり良好な状態で使用する
ために誘導すべき国土交通省令で定める基
準に適合するものであること。

ロ　当該認定後の住宅の維持保全の期間が 30
年以上であること。

ハ　資金計画が当該住宅の維持保全を確実に遂
行するため適切なものであること。

八　その他基本方針のうち第４条第２項第三号に
掲げる事項に照らして適切なものであるこ
と。

２	 前条第１項から第５項までの規定による認定の
申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管
行政庁が当該申請に係る長期優良住宅建築等計
画（住宅の建築に係る部分に限る。以下この条
において同じ。）を建築主事に通知し、当該長
期優良住宅建築等計画が建築基準法第６条第１
項に規定する建築基準関係規定に適合するかど
うかの審査を受けるよう申し出ることができ
る。この場合においては、当該申請に併せて、
同項の規定による確認の申請書を提出しなけれ
ばならない。

３	 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、
速やかに、当該申出に係る長期優良住宅建築等
計画を建築主事に通知しなければならない。

４	 建築基準法第18条第３項及び第14項の規定は、
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合
について準用する。

５	 所管行政庁が、前項において準用する建築基準
法第 18 条第３項の規定による確認済証の交付
を受けた場合において、第１項の認定をしたと

きは、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計
画は、同法第６条第１項の規定による確認済証
の交付があったものとみなす。

６	 所管行政庁は、第４項において準用する建築基
準法第 18 条第 14 項の規定による通知書の交付
を受けた場合においては、第１項の認定をして
はならない。

７	 建築基準法第 12 条第８項及び第９項並びに第
93 条から第 93 条の３までの規定は、第４項に
おいて準用する同法第 18 条第３項及び第 14 項
の規定による確認済証及び通知書の交付につい
て準用する。

８	 マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（平成12年法律第149号）第５条の８に規定する認定管
理計画のうち国土交通省令で定める維持保全に
関する基準に適合するものに係る区分所有住宅
の管理者等が前条第５項の長期優良住宅建築等
計画又は同条第７項の長期優良住宅維持保全計
画の認定の申請をした場合における第１項の規
定の適用については、当該申請に係る長期優良
住宅建築等計画にあっては同項第五号に掲げる
基準に、当該申請に係る長期優良住宅維持保全
計画にあっては同項第七号に掲げる基準に、そ
れぞれ適合しているものとみなす。

【認定の通知】
第７条　所管行政庁は、前条第１項の認定をしたと
きは、速やかに、国土交通省令で定めるところ
により、その旨（同条第５項の場合においては、
同条第４項において準用する建築基準法第 18
条第３項の規定による確認済証の交付を受けた
旨を含む。）を当該認定を受けた者に通知しな
ければならない。

【認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更】
第８条　第６条第１項の認定を受けた者は、当該認
定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優
良住宅維持保全計画の変更（国土交通省令で定
める軽微な変更を除く。）をしようとするとき
は、国土交通省令で定めるところにより、所管
行政庁の認定を受けなければならない。

▪省令【軽微な変更】規則７条�➡６８９ 

２	 前３条の規定は、前項の認定について準用する。
【譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良
住宅建築等計画の変更の認定の申請等】
第９条　第５条第３項の規定による認定の申請に基
づき第６条第１項の認定を受けた一戸建て住宅

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抄）●　第 ７条
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等分譲事業者は、同項の認定（前条第１項の変
更の認定を含む。）を受けた長期優良住宅建築
等計画（変更があったときは、その変更後のも
の。以下「認定長期優良住宅建築等計画」とい
う。）に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定
したときは、当該認定長期優良住宅建築等計画
に第５条第８項第四号イ及びロに規定する事項
その他国土交通省令で定める事項を記載し、当
該譲受人と共同して、国土交通省令で定めると
ころにより、速やかに、前条第１項の変更の認
定を申請しなければならない。

２	 前項の規定による前条第１項の変更の認定の申
請があった場合における同条第２項において準
用する第６条第１項の規定の適用については、
同項第五号中「前条第１項、第２項又は第５項
の規定による」とあるのは、「第９条第１項の
規定による第８条第１項の変更の」とする。

３	 第５条第４項の規定による認定の申請に基づき
第６条第１項の認定を受けた区分所有住宅分譲
事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づ
く建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任さ
れたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画
に第５条第８項第四号イ及びロに規定する事項
その他国土交通省令で定める事項を記載し、当
該管理者等と共同して、国土交通省令で定める
ところにより、速やかに、前条第１項の変更の
認定を申請しなければならない。

４	 前項の規定による前条第１項の変更の認定の申
請があった場合における同条第２項において準
用する第６条第１項の規定の適用については、
同項第五号中「前条第１項、第２項又は第５項
の規定による」とあるのは、「第９条第３項の
規定による第８条第１項の変更の」とする。

【地位の承継】
第 10 条　次に掲げる者は、所管行政庁の承認を受
けて、第６条第１項の認定（第５条第５項又は
第７項の規定による認定の申請に基づくものを
除き、第８条第１項の変更の認定（前条第１項
の規定による第８条第１項の変更の認定を含
む。）を含む。）を受けた者が有していた当該認
定に基づく地位を承継することができる。
一　当該認定を受けた者の一般承継人
二　当該認定を受けた者から、次に掲げる住宅の
所有権その他当該住宅の建築及び維持保全に
必要な権原を取得した者

イ　認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築
及び維持保全が行われ、又は行われた住宅
（当該認定長期優良住宅建築等計画に記載
された第５条第８項第四号イ（第８条第２
項において準用する場合を含む。）に規定
する建築後の住宅の維持保全の期間が経過
したものを除く。）

ロ　第６条第１項の認定（第８条第１項の変更
の認定を含む。）を受けた長期優良住宅維
持保全計画（変更があったときは、その変
更後のもの。以下「認定長期優良住宅維持
保全計画」という。）に基づき維持保全が
行われ、又は行われた住宅（当該認定長期
優良住宅維持保全計画に記載された第５条
第８項第六号イ（第８条第２項において準
用する場合を含む。）に規定する当該認定
後の住宅の維持保全の期間が経過したもの
を除く。）

【記録の作成及び保存】
第 11 条　第６条第１項の認定（第８条第１項の変
更の認定（第９条第１項又は第３項の規定によ
る第８条第１項の変更の認定を含む。）を含む。
第 14 条において「計画の認定」という。）を受
けた者（以下「認定計画実施者」という。）は、
国土交通省令で定めるところにより、認定長期
優良住宅（前条第二号イ又はロに掲げる住宅を
いう。以下同じ。）の建築及び維持保全（同号
ロに掲げる住宅にあっては、維持保全）の状況
に関する記録を作成し、これを保存しなければ
ならない。

２	 国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住
宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作
成及び保存を容易にするため、必要な援助を行
うよう努めるものとする。

【報告の徴収】
第 12 条　所管行政庁は、認定計画実施者に対し、
認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況に
ついて報告を求めることができる。

【改善命令】
第 13 条　所管行政庁は、認定計画実施者が認定長
期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維
持保全計画に従って認定長期優良住宅の建築又
は維持保全を行っていないと認めるときは、当
該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、
その改善に必要な措置を命ずることができる。

第 10 条　●長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抄）
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等分譲事業者は、同項の認定（前条第１項の変
更の認定を含む。）を受けた長期優良住宅建築
等計画（変更があったときは、その変更後のも
の。以下「認定長期優良住宅建築等計画」とい
う。）に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定
したときは、当該認定長期優良住宅建築等計画
に第５条第８項第四号イ及びロに規定する事項
その他国土交通省令で定める事項を記載し、当
該譲受人と共同して、国土交通省令で定めると
ころにより、速やかに、前条第１項の変更の認
定を申請しなければならない。

２	 前項の規定による前条第１項の変更の認定の申
請があった場合における同条第２項において準
用する第６条第１項の規定の適用については、
同項第五号中「前条第１項、第２項又は第５項
の規定による」とあるのは、「第９条第１項の
規定による第８条第１項の変更の」とする。

３	 第５条第４項の規定による認定の申請に基づき
第６条第１項の認定を受けた区分所有住宅分譲
事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づ
く建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任さ
れたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画
に第５条第８項第四号イ及びロに規定する事項
その他国土交通省令で定める事項を記載し、当
該管理者等と共同して、国土交通省令で定める
ところにより、速やかに、前条第１項の変更の
認定を申請しなければならない。

４	 前項の規定による前条第１項の変更の認定の申
請があった場合における同条第２項において準
用する第６条第１項の規定の適用については、
同項第五号中「前条第１項、第２項又は第５項
の規定による」とあるのは、「第９条第３項の
規定による第８条第１項の変更の」とする。

【地位の承継】
第 10 条　次に掲げる者は、所管行政庁の承認を受
けて、第６条第１項の認定（第５条第５項又は
第７項の規定による認定の申請に基づくものを
除き、第８条第１項の変更の認定（前条第１項
の規定による第８条第１項の変更の認定を含
む。）を含む。）を受けた者が有していた当該認
定に基づく地位を承継することができる。

一　当該認定を受けた者の一般承継人
二　当該認定を受けた者から、次に掲げる住宅の
所有権その他当該住宅の建築及び維持保全に
必要な権原を取得した者

イ　認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築
及び維持保全が行われ、又は行われた住宅
（当該認定長期優良住宅建築等計画に記載
された第５条第８項第四号イ（第８条第２
項において準用する場合を含む。）に規定
する建築後の住宅の維持保全の期間が経過
したものを除く。）

ロ　第６条第１項の認定（第８条第１項の変更
の認定を含む。）を受けた長期優良住宅維
持保全計画（変更があったときは、その変
更後のもの。以下「認定長期優良住宅維持
保全計画」という。）に基づき維持保全が
行われ、又は行われた住宅（当該認定長期
優良住宅維持保全計画に記載された第５条
第８項第六号イ（第８条第２項において準
用する場合を含む。）に規定する当該認定
後の住宅の維持保全の期間が経過したもの
を除く。）

【記録の作成及び保存】
第 11 条　第６条第１項の認定（第８条第１項の変
更の認定（第９条第１項又は第３項の規定によ
る第８条第１項の変更の認定を含む。）を含む。
第 14 条において「計画の認定」という。）を受
けた者（以下「認定計画実施者」という。）は、
国土交通省令で定めるところにより、認定長期
優良住宅（前条第二号イ又はロに掲げる住宅を
いう。以下同じ。）の建築及び維持保全（同号
ロに掲げる住宅にあっては、維持保全）の状況
に関する記録を作成し、これを保存しなければ
ならない。

２	 国及び地方公共団体は、前項の認定長期優良住
宅の建築及び維持保全の状況に関する記録の作
成及び保存を容易にするため、必要な援助を行
うよう努めるものとする。

【報告の徴収】
第 12 条　所管行政庁は、認定計画実施者に対し、
認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況に
ついて報告を求めることができる。

【改善命令】
第 13 条　所管行政庁は、認定計画実施者が認定長
期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維
持保全計画に従って認定長期優良住宅の建築又
は維持保全を行っていないと認めるときは、当
該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、
その改善に必要な措置を命ずることができる。

第 10 条　●長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抄）
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２	 所管行政庁は、認定計画実施者（第５条第３項
の規定による認定の申請に基づき第６条第１項
の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者に限
る。）が認定長期優良住宅建築等計画に基づく
建築に係る住宅の譲受人を決定せず、又はこれ
を決定したにもかかわらず、第９条第１項の規
定による第８条第１項の変更の認定を申請して
いないと認めるときは、当該認定計画実施者に
対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な
措置を命ずることができる。

３	 所管行政庁は、認定計画実施者（第５条第４項
の規定による認定の申請に基づき第６条第１項
の認定を受けた区分所有住宅分譲事業者に限
る。）が、認定長期優良住宅建築等計画に基づく
建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任され
たにもかかわらず、第９条第３項の規定による
第８条第１項の変更の認定を申請していないと
認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相
当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命
ずることができる。

【計画の認定の取消し】
第 14 条　所管行政庁は、次に掲げる場合には、計
画の認定を取り消すことができる。
一　認定計画実施者が前条の規定による命令に違
反したとき。

二　認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等
計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基
づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨
の申出があったとき。

三　認定長期優良住宅建築等計画（第５条第４項
の規定による認定の申請に基づき第６条第１
項の認定を受けたものに限る。以下この号に
おいて同じ。）に基づく建築に関する工事が
完了してから当該建築に係る区分所有住宅の
管理者等が選任されるまでに通常必要と認め
られる期間として国土交通省令で定める期間
内に認定長期優良住宅建築等計画に基づく建
築に係る区分所有住宅の管理者等が選任され
ないとき。

２	 所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を
取り消したときは、速やかに、その旨を当該認
定計画実施者であった者に通知しなければなら
ない。

【助言及び指導】
第 15 条　所管行政庁は、認定計画実施者に対し、

認定長期優良住宅の建築及び維持保全に関し必
要な助言及び指導を行うよう努めるものとす
る。

【認定長期優良住宅についての住宅性能評価】
第 16 条　認定長期優良住宅（認定長期優良住宅建
築等計画に係るものに限る。）の建築に関する
工事の完了後に当該認定長期優良住宅（住宅
の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第
81号）第２条第２項に規定する新築住宅であるも
のを除く。以下この項において同じ。）の売買
契約を締結した売主又は認定長期優良住宅（認
定長期優良住宅維持保全計画に係るものに限
る。）の売買契約を締結した売主は、これらの
認定長期優良住宅に係る同法第５条第１項の規
定による住宅性能評価書（以下この項において
「認定長期優良住宅性能評価書」という。）若し
くはその写しを売買契約書に添付し、又は買主
に対し認定長期優良住宅性能評価書若しくはそ
の写しを交付した場合においては、当該認定長
期優良住宅性能評価書又はその写しに表示され
た性能を有する認定長期優良住宅を引き渡すこ
とを契約したものとみなす。

２	 前項の規定は、売主が売買契約書において反対
の意思を表示しているときは、適用しない。

【地方住宅供給公社の業務の特例】
第 17 条　地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社
法（昭和40年法律第124号）第 21 条に規定する業務の
ほか、委託により、認定長期優良住宅建築等計
画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく
認定長期優良住宅の維持保全を行うことができ
る。

２	 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規
定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社
法第 49 条第三号中「第 21 条に規定する業務」
とあるのは、「第 21 条に規定する業務及び長期
優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律
第87号）第 17 条第１項に規定する業務」とする。

【容積率の特例】
第 18 条　その敷地面積が政令で定める規模以上で
ある住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画
に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法
第２条第三十五号に規定する特定行政庁が交通
上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、か
つ、その建蔽率（建築面積の敷地面積に対する
割合をいう。）、容積率（延べ面積の敷地面積に

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抄）●　第 1４ 条
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対する割合をいう。以下この項において同じ。）
及び各部分の高さについて総合的な配慮がなさ
れていることにより市街地の環境の整備改善に
資すると認めて許可したものの容積率は、その
許可の範囲内において、同法第 52 条第１項か
ら第９項まで又は第 57 条の２第６項の規定に
よる限度を超えるものとすることができる。

２	 建築基準法第 44 条第２項、第 92 条の２、第
93 条第１項及び第２項、第 94 条並びに第 95
条の規定は、前項の規定による許可について準
用する。

長期優良住宅の普及の促進に関する
法律施行令（抄）

平成 21 年２月 16 日政令第 24 号

最終改正：令和３年 10 月４日政令第 282 号

【住宅の構造耐力上主要な部分】
第１条　長期優良住宅の普及の促進に関する法律
（以下「法」という。）第２条第３項第一号の住
宅の構造耐力上主要な部分として政令で定める
ものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、
土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他こ
れらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は
横架材（はり、けたその他これらに類するもの
をいう。）で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、
積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震そ
の他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

【住宅の雨水の浸入を防止する部分】
第２条　法第２条第３項第二号の住宅の雨水の浸入
を防止する部分として政令で定めるものは、住
宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設
ける戸、枠その他の建具とする。

【住宅の給水又は排水の設備】
第３条　法第２条第３項第三号の住宅の給水又は排
水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける
給水又は排水のための配管設備とする。

【都道府県知事が所管行政庁となる住宅】
第４条　法第２条第６項ただし書の政令で定める住
宅のうち建築基準法（昭和25年法律第201号）第 97 条
の２第１項の規定により建築主事を置く市町村
の区域内のものは、同法第６条第１項第四号に
掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又
は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づ
く命令及び条例の規定により都道府県知事の許
可を必要とするものを除く。）以外の建築物で
ある住宅とする。

２	 法第２条第６項ただし書の政令で定める住宅の
うち建築基準法第 97 条の３第１項の規定によ
り建築主事を置く特別区の区域内のものは、次
に掲げる住宅とする。

一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号）第２条第１項第四号に規定する延べ面積
をいう。）が１万㎡を超える住宅

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、法律並びにこれに基づく命令及び

●長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抄）、第 1条　●長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令（抄）
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対する割合をいう。以下この項において同じ。）
及び各部分の高さについて総合的な配慮がなさ
れていることにより市街地の環境の整備改善に
資すると認めて許可したものの容積率は、その
許可の範囲内において、同法第 52 条第１項か
ら第９項まで又は第 57 条の２第６項の規定に
よる限度を超えるものとすることができる。

２	 建築基準法第 44 条第２項、第 92 条の２、第
93 条第１項及び第２項、第 94 条並びに第 95
条の規定は、前項の規定による許可について準
用する。

長期優良住宅の普及の促進に関する
法律施行令（抄）

平成 21 年２月 16 日政令第 24 号

最終改正：令和３年 10 月４日政令第 282 号

【住宅の構造耐力上主要な部分】
第１条　長期優良住宅の普及の促進に関する法律
（以下「法」という。）第２条第３項第一号の住
宅の構造耐力上主要な部分として政令で定める
ものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、
土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材その他こ
れらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は
横架材（はり、けたその他これらに類するもの
をいう。）で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、
積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震そ
の他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。

【住宅の雨水の浸入を防止する部分】
第２条　法第２条第３項第二号の住宅の雨水の浸入
を防止する部分として政令で定めるものは、住
宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設
ける戸、枠その他の建具とする。

【住宅の給水又は排水の設備】
第３条　法第２条第３項第三号の住宅の給水又は排
水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける
給水又は排水のための配管設備とする。

【都道府県知事が所管行政庁となる住宅】
第４条　法第２条第６項ただし書の政令で定める住
宅のうち建築基準法（昭和25年法律第201号）第 97 条
の２第１項の規定により建築主事を置く市町村
の区域内のものは、同法第６条第１項第四号に
掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又
は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づ
く命令及び条例の規定により都道府県知事の許
可を必要とするものを除く。）以外の建築物で
ある住宅とする。

２	 法第２条第６項ただし書の政令で定める住宅の
うち建築基準法第 97 条の３第１項の規定によ
り建築主事を置く特別区の区域内のものは、次
に掲げる住宅とする。

一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号）第２条第１項第四号に規定する延べ面積
をいう。）が１万㎡を超える住宅

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、法律並びにこれに基づく命令及び

●長期優良住宅の普及の促進に関する法律（抄）、第 1条　●長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令（抄）
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条例の規定により都知事の許可を必要とする
住宅（地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252 条
の 17 の２第１項の規定により当該許可に関
する事務を特別区が処理することとされた場
合における当該住宅を除く。）

【容積率の特例の対象となる住宅の敷地面積の規模】
第５条　法第 18 条第１項の政令で定める規模は、
次の表の上欄に掲げる地域又は区域の区分に応
じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
地域又は区域 敷地面積の規模（単位　㎡）

都市計画法（昭和43年法律第
100号）第８条第１項第一号に
掲げる第一種低層住居専用地
域、第二種低層住居専用地域
若しくは田園住居地域又は同
号に規定する用途地域の指定
のない区域

1,000

都市計画法第８条第１項第一
号に掲げる第一種中高層住居
専用地域、第二種中高層住居
専用地域、第一種住居地域、第
二種住居地域、準住居地域、準
工業地域、工業地域又は工業
専用地域

500

都市計画法第８条第１項第一
号に掲げる近隣商業地域又は
商業地域

300

長期優良住宅の普及の促進に関する�
法律施行規則
平成 21 年２月 24 日国土交通省令第３号

最終改正：令和５年２月 28 日国土交通省令第５号

【長期使用構造等とするための措置】
第１条　長期優良住宅の普及の促進に関する法律
（以下「法」という。）第２条第４項第一号イに
掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定
める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又
は摩損しにくい部材の使用その他の同条第３項
第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の
腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための
措置として国土交通大臣が定めるものが講じら
れていることとする。

２	 法第２条第４項第一号ロに掲げる事項に関し誘
導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第
３項第一号に掲げる住宅の部分（以下「構造躯
体」という。）の地震による損傷の軽減を適切
に図るための措置として国土交通大臣が定める
ものが講じられていることとする。

３	 法第２条第４項第二号の国土交通省令で定める
措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、
居住者の世帯構成の異動その他の事由による住
宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更
に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にする
ための措置として国土交通大臣が定めるものと
する。

４	 法第２条第４項第三号の国土交通省令で定める
措置は、同条第３項第三号に掲げる住宅の設備
について、同項第一号に掲げる住宅の部分に影
響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び
必要に応じ修繕又は改良を行うことができるよ
うにするための措置その他の維持保全を容易に
するための措置として国土交通大臣が定めるも
のとする。

５	 法第２条第４項第四号の国土交通省令で定める
基準は、次に掲げるものとする。

一　住宅の通行の用に供する共用部分について、
日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢
者の利用上の利便性及び安全性の確保を適切
に図るための措置その他の高齢者が日常生活
を支障なく営むことができるようにするため
の措置として国土交通大臣が定めるものが講

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令（抄）● 第 ５条、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則（抄）● 第 1条
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じられていること。
二　外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の
防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の
合理化を適切に図るための措置として国土交
通大臣が定めるものが講じられていること。

【長期優良住宅建築等計画等の認定の申請】
第２条　法第５条第１項から第７項までの規定によ
る認定の申請をしようとする者は、同条第１項
から第３項までの規定による認定の申請にあっ
ては第１号様式の、同条第４項又は第５項の規
定による認定の申請にあっては第１号の２様式
の、同条第６項又は第７項の規定による認定の
申請にあっては第１号の３様式の申請書の正本
及び副本に、同条第１項から第５項までの規定
による認定の申請にあっては次の表１に、同条
第６項又は第７項の規定による認定の申請に
あっては次の表１及び表２に掲げる図書（住宅
の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第
81号）第６条の２第５項の確認書若しくは住宅性
能評価書又はこれらの写しを添えて、法第５条
第１項から第５項までの規定による認定の申請
をする場合においては次の表３に、同条第６項
又は第７項の規定による認定の申請をする場合
においては次の表２及び表３に掲げる図書）そ
の他所管行政庁が必要と認める図書（第９条、
第 16 条第１項第九号並びに第 18 条第２項及び
第３項を除き、以下「添付図書」と総称する。）
を添えて、これらを所管行政庁に提出するもの
とする。ただし、これらの申請に係る長期優良
住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画
（第５条において「長期優良住宅建築等計画等」
という。）に応じて、その必要がないときは、
これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示す
べき事項の一部を省略することができる。

１
図書の種類 明示すべき事項

設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等で
あることの説明

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における
建築物の位置、申請に係る建築物と他の
建築物との別、空気調和設備等（建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律
（平成27年法律第53号）第２条第１項第二号
に規定する空気調和設備等をいう。）及び
当該空気調和設備等以外のエネルギー消
費性能（同号に規定するエネルギー消費
性能をいう。）の向上に資する建築設備

（以下この表において「エネルギー消費性
能向上設備」という。）の位置並びに配管
に係る外部の排水ますの位置

仕様書（仕上げ表
を含む。）

部材の種別、寸法及び取付方法並びにエ
ネルギー消費性能向上設備の種別

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び
寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、
廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び
寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、
筋かいの種類及び位置、開口部の位置及
び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位
置、点検口及び掃除口の位置並びに配管
取出口及び縦管の位置

用途別床面積表 用途別の床面積

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式

２面以上の立面図
縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性
能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の
種別、寸法及び位置

断面図又は矩計図

縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構
造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏
の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の
構造

基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並
びに床下換気孔の寸法

各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸
法

小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸
法

各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の
種別及び寸法

各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合にお
ける当該計算の内容

機器表 エネルギー消費性能向上設備の種別、位
置、仕様、数及び制御方法

状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

２
図書の種類 明示すべき事項

工事履歴書 新築、増築又は改築の時期及び増築又は
改築に係る工事の内容

３
図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における
建築物の位置及び申請に係る建築物と他
の建築物との別

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び
寸法、居室の寸法並びに階段の寸法

用途別床面積表 用途別の床面積

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式

二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置
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じられていること。
二　外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の
防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の
合理化を適切に図るための措置として国土交
通大臣が定めるものが講じられていること。

【長期優良住宅建築等計画等の認定の申請】
第２条　法第５条第１項から第７項までの規定によ
る認定の申請をしようとする者は、同条第１項
から第３項までの規定による認定の申請にあっ
ては第１号様式の、同条第４項又は第５項の規
定による認定の申請にあっては第１号の２様式
の、同条第６項又は第７項の規定による認定の
申請にあっては第１号の３様式の申請書の正本
及び副本に、同条第１項から第５項までの規定
による認定の申請にあっては次の表１に、同条
第６項又は第７項の規定による認定の申請に
あっては次の表１及び表２に掲げる図書（住宅
の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第
81号）第６条の２第５項の確認書若しくは住宅性
能評価書又はこれらの写しを添えて、法第５条
第１項から第５項までの規定による認定の申請
をする場合においては次の表３に、同条第６項
又は第７項の規定による認定の申請をする場合
においては次の表２及び表３に掲げる図書）そ
の他所管行政庁が必要と認める図書（第９条、
第 16 条第１項第九号並びに第 18 条第２項及び
第３項を除き、以下「添付図書」と総称する。）
を添えて、これらを所管行政庁に提出するもの
とする。ただし、これらの申請に係る長期優良
住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画
（第５条において「長期優良住宅建築等計画等」
という。）に応じて、その必要がないときは、
これらの表に掲げる図書又は当該図書に明示す
べき事項の一部を省略することができる。

１
図書の種類 明示すべき事項

設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等で
あることの説明

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における
建築物の位置、申請に係る建築物と他の
建築物との別、空気調和設備等（建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律
（平成27年法律第53号）第２条第１項第二号
に規定する空気調和設備等をいう。）及び
当該空気調和設備等以外のエネルギー消
費性能（同号に規定するエネルギー消費
性能をいう。）の向上に資する建築設備

（以下この表において「エネルギー消費性
能向上設備」という。）の位置並びに配管
に係る外部の排水ますの位置

仕様書（仕上げ表
を含む。）

部材の種別、寸法及び取付方法並びにエ
ネルギー消費性能向上設備の種別

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び
寸法、居室の寸法、階段の寸法及び構造、
廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び
寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、
筋かいの種類及び位置、開口部の位置及
び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位
置、点検口及び掃除口の位置並びに配管
取出口及び縦管の位置

用途別床面積表 用途別の床面積

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式

２面以上の立面図
縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性
能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の
種別、寸法及び位置

断面図又は矩計図

縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構
造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏
の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の
構造

基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並
びに床下換気孔の寸法

各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸
法

小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸
法

各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の
種別及び寸法

各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合にお
ける当該計算の内容

機器表 エネルギー消費性能向上設備の種別、位
置、仕様、数及び制御方法

状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

２
図書の種類 明示すべき事項

工事履歴書 新築、増築又は改築の時期及び増築又は
改築に係る工事の内容

３
図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における
建築物の位置及び申請に係る建築物と他
の建築物との別

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び
寸法、居室の寸法並びに階段の寸法

用途別床面積表 用途別の床面積

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式

二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置
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断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及
びひさしの出

状況調査書 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果

２	 前項の表１、表２又は表３の各項に掲げる図書
に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に
明示する場合には、同項の規定にかかわらず、
当該事項を当該各項に掲げる図書に明示するこ
とを要しない。この場合において、当該各項に
掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の
図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書
を同項の申請書に添えることを要しない。

３	 第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図
書を添付する場合には、同項の規定にかかわら
ず、同項の表１、表２又は表３に掲げる図書の
うち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申
請書に添えることを要しない。

４	 法第５条第５項又は第７項の規定による認定の
申請をしようとする者のうち、法第６条第８項
の規定の適用を受けようとする者は、第１項の
申請書の正本及び副本並びに添付図書にマン
ションの管理の適正化の推進に関する法津施行
規則（平成13年国土交通省令第110号）第１条の６に規定
する通知書及びマンションの管理の適正化の推
進に関する法律（平成12年法律第149号。第５条の２におい
て「マンション管理適正化法」という。）第５条の８に規定
する認定管理計画又はこれらの写しを添えて、
所管行政庁に提出するものとする。

【長期優良住宅建築等計画の記載事項】
第３条　法第５条第８項第七号の国土交通省令で定
める事項は、次に掲げるものとする。
一　長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の
建築に関する工事の着手予定時期及び完了予
定時期

二　法第５条第３項の長期優良住宅建築等計画に
あっては、譲受人の決定の予定時期

三　法第５条第４項の長期優良住宅建築等計画に
あっては、区分所有住宅の管理者等の選任の
予定時期

【規模の基準】
第４条　法第６条第１項第二号の国土交通省令で定
める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。た
だし、住戸の少なくとも一の階の床面積（階段
部分の面積を除く。）が 40㎡であるものとする。
一　一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に

供する部分を有しないものに限る。次号にお
いて同じ。）�　　床面積の合計が 75㎡（地域
の実情を勘案して所管行政庁が 55㎡を下回
らない範囲内で別に面積を定める場合には、
その面積）

二　共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建
ての住宅以外の住宅をいう。）�　　１戸の床面
積の合計（共用部分の床面積を除く。）が 40
㎡（地域の実情を勘案して所管行政庁が 40
㎡を下回らない範囲内で別に面積を定める場
合には、その面積）

【維持保全の方法の基準】
第５条　法第６条第１項第五号イ及び第七号イの国
土交通省令で定める基準は、法第２条第３項各
号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土
交通大臣が定めるところにより点検の時期及び
内容が長期優良住宅建築等計画等に定められて
いることとする。

【維持保全に関する基準】
第５条の２　法第６条第８項の国土交通省令で定め
る基準は、法第２条第３項各号に掲げる住宅の
部分及び設備について、国土交通大臣が定める
ところにより点検の時期及び内容がマンション
管理適正化法第５条の８に規定する認定管理計
画に定められていることとする。

【認定の通知】
第６条　法第７条の認定の通知は、第２号様式によ
る通知書に第２条第１項の申請書の副本及びそ
の添付図書を添えて行うものとする。

【法第８条第１項の国土交通省令で定める軽微な変更】
第７条　法第８条第１項の国土交通省令で定める軽
微な変更は、次に掲げるものとする。

一　長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の
建築に関する工事の着手予定時期又は完了予
定時期の６月以内の変更

二　法第５条第３項の長期優良住宅建築等計画に
あっては、譲受人の決定の予定時期の６月以
内の変更

三　法第５条第４項の長期優良住宅建築等計画に
あっては、区分所有住宅の管理者等の選任の
予定時期の６月以内の変更

四　前三号に掲げるもののほか、住宅の品質又は
性能を向上させる変更その他の変更後も認定
に係る長期優良住宅建築等計画が法第６条第
１項第一号から第六号まで及び第八号に掲げ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則●　第 3条
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る基準に適合することが明らかな変更（法第
６条第２項の規定により建築基準関係規定に
適合するかどうかの審査を受けるよう申し出
た場合には、建築基準法（昭和25年法律第201号）第
６条第１項（同法第 87 条第１項において準
用する場合を含む。）に規定する軽微な変更
であるものに限る。）

五　住宅の品質又は性能を向上させる変更その他
の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全
計画が法第６条第１項第一号から第四号ま
で、第七号及び第八号に掲げる基準に適合す
ることが明らかな変更

【法第８条第１項の規定による認定長期優良住宅建築等
計画等の変更の認定の申請】
第８条　法第８条第１項の変更の認定を申請しよう
とする者は、第３号様式による申請書の正本及
び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係る
ものを添えて、所管行政庁に提出するものとす
る。

【変更の認定の通知】
第９条　法第８条第２項において準用する法第７条
の規定による変更の認定の通知は、第４号様式
による通知書に、前条の申請書の副本及びその
添付図書、第 11 条第１項の申請書の副本又は
第 13 条第１項の申請書の副本を添えて行うも
のとする。

【法第９条第１項の規定による認定長期優良住宅建築等
計画の変更の認定の申請】
第 10 条　法第９条第１項の国土交通省令で定める
事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

第 11 条　法第９条第１項の規定による法第８条第
１項の変更の認定を申請しようとする者は、第
５号様式による申請書の正本及び副本を所管行
政庁に提出するものとする。

２	 前項の申請は、譲受人を決定した日から３月以
内に行うものとする。

【法第９条第３項の規定による認定長期優良住宅建築等
計画の変更の認定の申請】
第 12 条　法第９条第３項の国土交通省令で定める
事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名
称とする。

第 13 条　法第９条第３項の規定による法第８条第
１項の変更の認定を申請しようとする者は、第
６号様式による申請書の正本及び副本を所管行

政庁に提出するものとする。
２	 前項の申請は、区分所有住宅の管理者等が選任
された日から３月以内に行うものとする。

【地位の承継の承認の申請】
第 14 条　法第 10 条の承認を受けようとする者は、
第７号様式による申請書の正本及び副本に、そ
れぞれ地位の承継の事実を証する書類（次条に
おいて「添付書類」という。）を添えて、所管
行政庁に提出するものとする。

【地位の承継の承認の通知】
第 15 条　所管行政庁は、法第 10 条の承認をした
ときは、速やかに、第８号様式による通知書に
前条の申請書の副本及びその添付書類を添え
て、当該承認を受けた者に通知するものとする。

【記録の作成及び保存】
第 16 条　法第 11 条第１項の認定長期優良住宅の
建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に
掲げる事項を記載した図書とする。

一　法第５条第８項各号に掲げる事項
二　法第６条第１項の認定を受けた旨、その年月
日、認定計画実施者の氏名及び認定番号

三　法第８条第１項の変更の認定（法第９条第１
項又は第３項の規定による法第８条第１項の
変更の認定を含む。第九号において同じ。）
を受けた場合は、その旨及びその年月日並び
に当該変更の内容

四　法第 10 条の承認を受けた場合は、その旨並
びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の
承継があった年月日及び当該承認を受けた年
月日

五　法第 12 条の規定による報告をした場合は、
その旨及びその年月日並びに当該報告の内容

六　法第 13 条の規定による命令を受けた場合は、
その旨及びその年月日並びに当該命令の内容

七　法第 15 条の規定による助言又は指導を受け
た場合は、その旨及びその年月日並びに当該
助言又は指導の内容

八　添付図書に明示すべき事項
九　法第８条第１項の変更の認定を受けた場合
は、第８条に規定する添付図書に明示すべき
事項

十　長期優良住宅の維持保全を行った場合は、そ
の旨及びその年月日並びに当該維持保全の内
容（維持保全を委託により他の者に行わせる
場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。）
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る基準に適合することが明らかな変更（法第
６条第２項の規定により建築基準関係規定に
適合するかどうかの審査を受けるよう申し出
た場合には、建築基準法（昭和25年法律第201号）第
６条第１項（同法第 87 条第１項において準
用する場合を含む。）に規定する軽微な変更
であるものに限る。）

五　住宅の品質又は性能を向上させる変更その他
の変更後も認定に係る長期優良住宅維持保全
計画が法第６条第１項第一号から第四号ま
で、第七号及び第八号に掲げる基準に適合す
ることが明らかな変更

【法第８条第１項の規定による認定長期優良住宅建築等
計画等の変更の認定の申請】
第８条　法第８条第１項の変更の認定を申請しよう
とする者は、第３号様式による申請書の正本及
び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係る
ものを添えて、所管行政庁に提出するものとす
る。

【変更の認定の通知】
第９条　法第８条第２項において準用する法第７条
の規定による変更の認定の通知は、第４号様式
による通知書に、前条の申請書の副本及びその
添付図書、第 11 条第１項の申請書の副本又は
第 13 条第１項の申請書の副本を添えて行うも
のとする。

【法第９条第１項の規定による認定長期優良住宅建築等
計画の変更の認定の申請】
第 10 条　法第９条第１項の国土交通省令で定める
事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

第 11 条　法第９条第１項の規定による法第８条第
１項の変更の認定を申請しようとする者は、第
５号様式による申請書の正本及び副本を所管行
政庁に提出するものとする。

２	 前項の申請は、譲受人を決定した日から３月以
内に行うものとする。

【法第９条第３項の規定による認定長期優良住宅建築等
計画の変更の認定の申請】
第 12 条　法第９条第３項の国土交通省令で定める
事項は、区分所有住宅の管理者等の氏名又は名
称とする。

第 13 条　法第９条第３項の規定による法第８条第
１項の変更の認定を申請しようとする者は、第
６号様式による申請書の正本及び副本を所管行

政庁に提出するものとする。
２	 前項の申請は、区分所有住宅の管理者等が選任
された日から３月以内に行うものとする。

【地位の承継の承認の申請】
第 14 条　法第 10 条の承認を受けようとする者は、
第７号様式による申請書の正本及び副本に、そ
れぞれ地位の承継の事実を証する書類（次条に
おいて「添付書類」という。）を添えて、所管
行政庁に提出するものとする。

【地位の承継の承認の通知】
第 15 条　所管行政庁は、法第 10 条の承認をした
ときは、速やかに、第８号様式による通知書に
前条の申請書の副本及びその添付書類を添え
て、当該承認を受けた者に通知するものとする。

【記録の作成及び保存】
第 16 条　法第 11 条第１項の認定長期優良住宅の
建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に
掲げる事項を記載した図書とする。

一　法第５条第８項各号に掲げる事項
二　法第６条第１項の認定を受けた旨、その年月
日、認定計画実施者の氏名及び認定番号

三　法第８条第１項の変更の認定（法第９条第１
項又は第３項の規定による法第８条第１項の
変更の認定を含む。第九号において同じ。）
を受けた場合は、その旨及びその年月日並び
に当該変更の内容

四　法第 10 条の承認を受けた場合は、その旨並
びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の
承継があった年月日及び当該承認を受けた年
月日

五　法第 12 条の規定による報告をした場合は、
その旨及びその年月日並びに当該報告の内容

六　法第 13 条の規定による命令を受けた場合は、
その旨及びその年月日並びに当該命令の内容

七　法第 15 条の規定による助言又は指導を受け
た場合は、その旨及びその年月日並びに当該
助言又は指導の内容

八　添付図書に明示すべき事項
九　法第８条第１項の変更の認定を受けた場合
は、第８条に規定する添付図書に明示すべき
事項

十　長期優良住宅の維持保全を行った場合は、そ
の旨及びその年月日並びに当該維持保全の内
容（維持保全を委託により他の者に行わせる
場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。）
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２	 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えら
れたファイル又は磁気ディスク（これに準ずる
方法により一定の事項を確実に記録しておくこ
とができるものを含む。以下同じ。）に記録され、
必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明
確に紙面に表示されるときは、当該記録をもっ
て法第 11 条第１項の記録の作成及び保存に代
えることができる。

【区分所有住宅の管理者等が選任されるまでの期間】
第 17 条　法第 14 条第１項第三号の国土交通省令
で定める期間は、当該工事が完了した日から起
算して１年とする。

【許可申請書及び許可通知書の様式】
第 18 条　法第 18 条第１項の許可を申請しようと
する者は、第９号様式の許可申請書の正本及び
副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める
図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出する
ものとする。

２	 特定行政庁は、法第 18 条第１項の許可をした
ときは、第 10 号様式の許可通知書に、前項の
許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、
申請者に通知するものとする。

３	 特定行政庁は、法第 18 条第１項の許可をしな
いときは、第 11 号様式の許可しない旨の通知
書に、第１項の許可申請書の副本及びその添付
図書を添えて、申請者に通知するものとする。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則●　第 1７ 条
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都市計画法（抄）
昭和 43 年６月 15 日法律第 100 号

最終改正：令和４年 11 月 18 日法律第 87 号

第１章　総則

【目的】
第１条　この法律は、都市計画の内容及びその決定
手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市
計画に関し必要な事項を定めることにより、都
市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって
国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与
することを目的とする。

【都市計画の基本理念】
第２条　都市計画は、農林漁業との健全な調和を図
りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な
都市活動を確保すべきこと並びにこのためには
適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図ら
れるべきことを基本理念として定めるものとす
る。

【国、地方公共団体及び住民の責務】
第３条　国及び地方公共団体は、都市の整備、開発
その他都市計画の適切な遂行に努めなければな
らない。

２	 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律
の目的を達成するため行なう措置に協力し、良
好な都市環境の形成に努めなければならない。

３	 国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都
市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努
めなければならない。

【定義】
第４条　この法律において「都市計画」とは、都市
の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地
利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関
する計画で、次章の規定に従い定められたもの
をいう。

２	 この法律において「都市計画区域」とは次条の
規定により指定された区域を、「準都市計画区
域」とは第５条の２の規定により指定された区
域をいう。

３	 この法律において「地域地区」とは、第８条第
１項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。

４	 この法律において「促進区域」とは、第 10 条

の２第１項各号に掲げる区域をいう。
５	 この法律において「都市施設」とは、都市計画
において定められるべき第 11 条第１項各号に
掲げる施設をいう。

６	 この法律において「都市計画施設」とは、都市
計画において定められた第 11 条第１項各号に
掲げる施設をいう。

７	 この法律において「市街地開発事業」とは、第
12 条第１項各号に掲げる事業をいう。

８	 この法律において「市街地開発事業等予定区域」
とは、第 12 条の２第１項各号に掲げる予定区
域をいう。

９	 この法律において「地区計画等」とは、第 12
条の４第１項各号に掲げる計画をいう。

10	 この法律において「建築物」とは建築基準法
（昭和25年法律第201号）第２条第一号に定める建築物
を、「建築」とは同条第十三号に定める建築を
いう。

11	 この法律において「特定工作物」とは、コンク
リートプラントその他周辺の地域の環境の悪化
をもたらすおそれがある工作物で＊１ 政令で定
めるもの（以下「第一種特定工作物」という。）
又はゴルフコースその他大規模な工作物で
＊２ 政令で定めるもの（以下「第二種特定工作物」
という。）をいう。

▪＊１ 政令【第一種特定工作物】令１条�１項➡７４0 

▪＊２ 政令【第二種特定工作物】令１条�２項➡７４0 

12	 この法律において「開発行為」とは、主として
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す
る目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

13	 この法律において「開発区域」とは、開発行為
をする土地の区域をいう。

14	 この法律において「公共施設」とは、道路、公
園その他政令で定める公共の用に供する施設を
いう。

▪政令【公共施設】令１条�の２➡７４0 

15	 この法律において「都市計画事業」とは、この
法律で定めるところにより第 59 条の規定によ
る認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施
設の整備に関する事業及び市街地開発事業をい
う。

16	 この法律において「施行者」とは、都市計画事
業を施行する者をいう。

【都市計画区域】
第５条　都道府県は、市又は人口、就業者数その他

都市計画法（抄）●　第 1条

〔

〔
〕

〕



700 都市計画法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

の事項が政令で定める要件に該当する町村の中
心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条
件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交
通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘
案して、一体の都市として総合的に整備し、開
発し、及び保全する必要がある区域を都市計画
区域として指定するものとする。この場合にお
いて、必要があるときは、当該市町村の区域外
にわたり、都市計画区域を指定することができ
る。

２	 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首
都圏整備法（昭和31年法律第83号）による都市開発区
域、近畿圏整備法（昭和38年法律第129号）による都市
開発区域、中部圏開発整備法（昭和41年法律第102号）
による都市開発区域その他新たに住居都市、工
業都市その他の都市として開発し、及び保全す
る必要がある区域を都市計画区域として指定す
るものとする。

３	 都道府県は、前２項の規定により都市計画区域
を指定しようとするときは、あらかじめ、関係
市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴
くとともに、国土交通省令で定めるところによ
り、国土交通大臣に協議し、その同意を得なけ
ればならない。

４	 ２以上の都府県の区域にわたる都市計画区域
は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、国
土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見
を聴いて指定するものとする。この場合におい
て、関係都府県が意見を述べようとするときは、
あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画
審議会の意見を聴かなければならない。

５	 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定める
ところにより、公告することによって行なう。

６	 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止
について準用する。

【準都市計画区域】
第５条の２　都道府県は、都市計画区域外の区域の
うち、相当数の建築物その他の工作物（以下「建
築物等」という。）の建築若しくは建設又はこ
れらの敷地の造成が現に行われ、又は行われる
と見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社
会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法
律（昭和44年法律第58号）その他の法令による土地利
用の規制の状況その他国土交通省令で定める事
項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま

土地利用を整序し、又は環境を保全するための
措置を講ずることなく放置すれば、将来におけ
る一体の都市としての整備、開発及び保全に支
障が生じるおそれがあると認められる一定の区
域を、準都市計画区域として指定することがで
きる。

２	 都道府県は、前項の規定により準都市計画区域
を指定しようとするときは、あらかじめ、関係
市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴
かなければならない。

３	 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定め
るところにより、公告することによって行う。

４	 前３項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃
止について準用する。

５	 準都市計画区域の全部又は一部について都市計
画区域が指定されたときは、当該準都市計画区
域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又
は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域
に変更されたものとみなす。

【都市計画に関する基礎調査】
第６条　都道府県は、都市計画区域について、おお
むね５年ごとに、都市計画に関する基礎調査と
して、国土交通省令で定めるところにより、人
口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地
の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令
で定める事項に関する現況及び将来の見通しに
ついての調査を行うものとする。

２	 都道府県は、準都市計画区域について、必要が
あると認めるときは、都市計画に関する基礎調
査として、国土交通省令で定めるところにより、
土地利用その他国土交通省令で定める事項に関
する現況及び将来の見通しについての調査を行
うものとする。

３	 都道府県は、前２項の規定による基礎調査を行
うため必要があると認めるときは、関係市町村
に対し、資料の提出その他必要な協力を求める
ことができる。

４	 都道府県は、第１項又は第２項の規定による基
礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところ
により、関係市町村長に通知しなければならな
い。

５	 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要
があると認めるときは、都道府県に対し、第１
項又は第２項の規定による基礎調査の結果につ
いて必要な報告を求めることができる。

第 ５条の 2　●都市計画法（抄）
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の事項が政令で定める要件に該当する町村の中
心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条
件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交
通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘
案して、一体の都市として総合的に整備し、開
発し、及び保全する必要がある区域を都市計画
区域として指定するものとする。この場合にお
いて、必要があるときは、当該市町村の区域外
にわたり、都市計画区域を指定することができ
る。

２	 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首
都圏整備法（昭和31年法律第83号）による都市開発区
域、近畿圏整備法（昭和38年法律第129号）による都市
開発区域、中部圏開発整備法（昭和41年法律第102号）
による都市開発区域その他新たに住居都市、工
業都市その他の都市として開発し、及び保全す
る必要がある区域を都市計画区域として指定す
るものとする。

３	 都道府県は、前２項の規定により都市計画区域
を指定しようとするときは、あらかじめ、関係
市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴
くとともに、国土交通省令で定めるところによ
り、国土交通大臣に協議し、その同意を得なけ
ればならない。

４	 ２以上の都府県の区域にわたる都市計画区域
は、第１項及び第２項の規定にかかわらず、国
土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見
を聴いて指定するものとする。この場合におい
て、関係都府県が意見を述べようとするときは、
あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画
審議会の意見を聴かなければならない。

５	 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定める
ところにより、公告することによって行なう。

６	 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止
について準用する。

【準都市計画区域】
第５条の２　都道府県は、都市計画区域外の区域の
うち、相当数の建築物その他の工作物（以下「建
築物等」という。）の建築若しくは建設又はこ
れらの敷地の造成が現に行われ、又は行われる
と見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社
会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法
律（昭和44年法律第58号）その他の法令による土地利
用の規制の状況その他国土交通省令で定める事
項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま

土地利用を整序し、又は環境を保全するための
措置を講ずることなく放置すれば、将来におけ
る一体の都市としての整備、開発及び保全に支
障が生じるおそれがあると認められる一定の区
域を、準都市計画区域として指定することがで
きる。

２	 都道府県は、前項の規定により準都市計画区域
を指定しようとするときは、あらかじめ、関係
市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴
かなければならない。

３	 準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定め
るところにより、公告することによって行う。

４	 前３項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃
止について準用する。

５	 準都市計画区域の全部又は一部について都市計
画区域が指定されたときは、当該準都市計画区
域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又
は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域
に変更されたものとみなす。

【都市計画に関する基礎調査】
第６条　都道府県は、都市計画区域について、おお
むね５年ごとに、都市計画に関する基礎調査と
して、国土交通省令で定めるところにより、人
口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地
の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令
で定める事項に関する現況及び将来の見通しに
ついての調査を行うものとする。

２	 都道府県は、準都市計画区域について、必要が
あると認めるときは、都市計画に関する基礎調
査として、国土交通省令で定めるところにより、
土地利用その他国土交通省令で定める事項に関
する現況及び将来の見通しについての調査を行
うものとする。

３	 都道府県は、前２項の規定による基礎調査を行
うため必要があると認めるときは、関係市町村
に対し、資料の提出その他必要な協力を求める
ことができる。

４	 都道府県は、第１項又は第２項の規定による基
礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところ
により、関係市町村長に通知しなければならな
い。

５	 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要
があると認めるときは、都道府県に対し、第１
項又は第２項の規定による基礎調査の結果につ
いて必要な報告を求めることができる。
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第２章　都市計画

第１節　都市計画の内容

【都市計画区域の整備、開発及び保全の方針】
第６条の２　都市計画区域については、都市計画に、
当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
を定めるものとする。

２	 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、
第一号に掲げる事項を定めるものとするととも
に、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよ
う努めるものとする。
一　次条第１項に規定する区域区分の決定の有無
及び当該区域区分を定めるときはその方針

二　都市計画の目標
三　第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市
施設の整備及び市街地開発事業に関する主要
な都市計画の決定の方針

３	 都市計画区域について定められる都市計画（第
11 条第１項後段の規定により都市計画区域外
において定められる都市施設（以下「区域外都
市施設」という。）に関するものを含む。）は、
当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
に即したものでなければならない。

【区域区分】
第７条　都市計画区域について無秩序な市街化を防
止し、計画的な市街化を図るため必要があると
きは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区
域との区分（以下「区域区分」という。）を定
めることができる。ただし、次に掲げる都市計
画区域については、区域区分を定めるものとす
る。
一　次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む
都市計画区域
イ　首都圏整備法第２条第３項に規定する既成
市街地又は同条第４項に規定する近郊整備
地帯

ロ　近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成
都市区域又は同条第４項に規定する近郊整
備区域

ハ　中部圏開発整備法第２条第３項に規定する
都市整備区域

二　前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市

計画区域として政令で定めるもの
２	 市街化区域は、すでに市街地を形成している区
域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的
に市街化を図るべき区域とする。

■関連【都市計画基準】法１３条�➡７１0 

３	 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と
する。

■関連【都市計画基準】法１３条�➡７１0 

【都市再開発方針等】
第７条の２　都市計画区域については、都市計画に、
次に掲げる方針（以下「都市再開発方針等」と
いう。）を定めることができる。

一　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第２条の３第
１項又は第２項の規定による都市再開発の方
針

二　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）第
４条第１項の規定による住宅市街地の開発整
備の方針

三　地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の
再配置の促進に関する法律（平成４年法律第76号）
第 30 条の規定による拠点業務市街地の開発
整備の方針

四　密集市街地における防災街区の整備の促進に
関する法律（平成９年法律第49号。以下「密集市
街地整備法」という。）第３条第１項の規定
による防災街区整備方針

２	 都市計画区域について定められる都市計画（区
域外都市施設に関するものを含む。）は、都市
再開発方針等に即したものでなければならな
い。

【地域地区】
第８条　都市計画区域については、都市計画に、次
に掲げる地域、地区又は街区を定めることがで
きる。

一　第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専
用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種
中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二
種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近
隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地
域又は工業専用地域（以下「用途地域」と総
称する。）

■関連【都市計画基準】法１３条�１項七号➡７１0 

二　特別用途地区
二の二　特定用途制限地域

都市計画法（抄）●　第 6条の 2
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二の三　特例容積率適用地区
二の四　高層住居誘導地区
三　高度地区又は高度利用地区
四　特定街区
四の二　都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第

36 条第１項の規定による都市再生特別地区、
同法第 89 条の規定による居住調整地域、同
法第 94 条の２第１項の規定による居住環境
向上用途誘導地区又は同法第 109 条第１項の
規定による特定用途誘導地区

五　防火地域又は準防火地域
五の二　密集市街地整備法第 31 条第１項の規定
による特定防災街区整備地区

六　景観法（平成16年法律第110号）第 61 条第１項の規
定による景観地区

七　風致地区
八　駐車場法（昭和32年法律第106号）第３条第１項の規

定による駐車場整備地区
九　臨港地区
十　古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置法（昭和41年法律第１号）第６条第１項の規定
による歴史的風土特別保存地区

一
十　明日香村における歴史的風土の保存及び生活
環境の整備等に関する特別措置法（昭和55年法律
第60号）第３条第１項の規定による第一種歴史
的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地
区

二
十　都市緑地法（昭和48年法律第72号）第５条の規定に

よる緑地保全地域、同法第 12 条の規定によ
る特別緑地保全地区又は同法第 34 条第１項
の規定による緑化地域

三
十　流通業務市街地の整備に関する法律（昭和41年

法律第110号）第４条第１項の規定による流通業
務地区

四
十　生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条第１項の

規定による生産緑地地区
五
十　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第 143 条第１

項の規定による伝統的建造物群保存地区
六
十　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和

53年法律第26号）第４条第１項の規定による航空
機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止
特別地区

２	 準都市計画区域については、都市計画に、前項
第一号から第二号の二まで、第三号（高度地区
に係る部分に限る。）、第六号、第七号、第十二

号（都市緑地法第５条の規定による緑地保全地
域に係る部分に限る。）又は第十五号に掲げる
地域又は地区を定めることができる。

３	 地域地区については、都市計画に、第一号及び
第二号に掲げる事項を定めるものとするととも
に、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるも
のとする。

一　地域地区の種類（特別用途地区にあっては、
その指定により実現を図るべき特別の目的を
明らかにした特別用途地区の種類）、位置及
び区域

二　次に掲げる地域地区については、それぞれ次
に定める事項

イ　用途地域　　建築基準法第 52 条第１項第
一号から第四号までに規定する建築物の容
積率（延べ面積の敷地面積に対する割合を
いう。以下同じ。）並びに同法第 53 条の２
第１項及び第２項に規定する建築物の敷地
面積の最低限度（建築物の敷地面積の最低
限度にあっては、当該地域における市街地
の環境を確保するため必要な場合に限る。）

ロ　第一種低層住居専用地域、第二種低層住居
専用地域又は田園住居地域　　建築基準法
第 53 条第１項第一号に規定する建築物の
建蔽率（建築面積の敷地面積に対する割合
をいう。以下同じ。）、同法第 54 条に規定
する外壁の後退距離の限度（低層住宅に係
る良好な住居の環境を保護するため必要な
場合に限る。）及び同法第 55 条第１項に規
定する建築物の高さの限度

ハ　第一種中高層住居専用地域、第二種中高層
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住
居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工
業地域、工業地域又は工業専用地域　　建
築基準法第 53 条第１項第一号から第三号
まで又は第五号に規定する建築物の建蔽率

ニ　特定用途制限地域　　制限すべき特定の建
築物等の用途の概要

ホ　特例容積率適用地区　　建築物の高さの最
高限度（当該地区における市街地の環境を
確保するために必要な場合に限る。）

ヘ　高層住居誘導地区　　建築基準法第 52 条
第１項第五号に規定する建築物の容積率、
建築物の建蔽率の最高限度（当該地区にお
ける市街地の環境を確保するため必要な場

第 ８条　●都市計画法（抄）
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二の三　特例容積率適用地区
二の四　高層住居誘導地区
三　高度地区又は高度利用地区
四　特定街区
四の二　都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第

36 条第１項の規定による都市再生特別地区、
同法第 89 条の規定による居住調整地域、同
法第 94 条の２第１項の規定による居住環境
向上用途誘導地区又は同法第 109 条第１項の
規定による特定用途誘導地区

五　防火地域又は準防火地域
五の二　密集市街地整備法第 31 条第１項の規定
による特定防災街区整備地区

六　景観法（平成16年法律第110号）第 61 条第１項の規
定による景観地区

七　風致地区
八　駐車場法（昭和32年法律第106号）第３条第１項の規

定による駐車場整備地区
九　臨港地区
十　古都における歴史的風土の保存に関する特別
措置法（昭和41年法律第１号）第６条第１項の規定
による歴史的風土特別保存地区

一
十　明日香村における歴史的風土の保存及び生活
環境の整備等に関する特別措置法（昭和55年法律
第60号）第３条第１項の規定による第一種歴史
的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地
区

二
十　都市緑地法（昭和48年法律第72号）第５条の規定に

よる緑地保全地域、同法第 12 条の規定によ
る特別緑地保全地区又は同法第 34 条第１項
の規定による緑化地域

三
十　流通業務市街地の整備に関する法律（昭和41年

法律第110号）第４条第１項の規定による流通業
務地区

四
十　生産緑地法（昭和49年法律第68号）第３条第１項の

規定による生産緑地地区
五
十　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第 143 条第１

項の規定による伝統的建造物群保存地区
六
十　特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和

53年法律第26号）第４条第１項の規定による航空
機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止
特別地区

２	 準都市計画区域については、都市計画に、前項
第一号から第二号の二まで、第三号（高度地区
に係る部分に限る。）、第六号、第七号、第十二

号（都市緑地法第５条の規定による緑地保全地
域に係る部分に限る。）又は第十五号に掲げる
地域又は地区を定めることができる。

３	 地域地区については、都市計画に、第一号及び
第二号に掲げる事項を定めるものとするととも
に、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるも
のとする。

一　地域地区の種類（特別用途地区にあっては、
その指定により実現を図るべき特別の目的を
明らかにした特別用途地区の種類）、位置及
び区域

二　次に掲げる地域地区については、それぞれ次
に定める事項

イ　用途地域　　建築基準法第 52 条第１項第
一号から第四号までに規定する建築物の容
積率（延べ面積の敷地面積に対する割合を
いう。以下同じ。）並びに同法第 53 条の２
第１項及び第２項に規定する建築物の敷地
面積の最低限度（建築物の敷地面積の最低
限度にあっては、当該地域における市街地
の環境を確保するため必要な場合に限る。）

ロ　第一種低層住居専用地域、第二種低層住居
専用地域又は田園住居地域　　建築基準法
第 53 条第１項第一号に規定する建築物の
建蔽率（建築面積の敷地面積に対する割合
をいう。以下同じ。）、同法第 54 条に規定
する外壁の後退距離の限度（低層住宅に係
る良好な住居の環境を保護するため必要な
場合に限る。）及び同法第 55 条第１項に規
定する建築物の高さの限度

ハ　第一種中高層住居専用地域、第二種中高層
住居専用地域、第一種住居地域、第二種住
居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工
業地域、工業地域又は工業専用地域　　建
築基準法第 53 条第１項第一号から第三号
まで又は第五号に規定する建築物の建蔽率

ニ　特定用途制限地域　　制限すべき特定の建
築物等の用途の概要

ホ　特例容積率適用地区　　建築物の高さの最
高限度（当該地区における市街地の環境を
確保するために必要な場合に限る。）

ヘ　高層住居誘導地区　　建築基準法第 52 条
第１項第五号に規定する建築物の容積率、
建築物の建蔽率の最高限度（当該地区にお
ける市街地の環境を確保するため必要な場
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合に限る。次条第 17 項において同じ。）及
び建築物の敷地面積の最低限度（当該地区
における市街地の環境を確保するため必要
な場合に限る。次条第17項において同じ。）

ト　高度地区　　建築物の高さの最高限度又は
最低限度（準都市計画区域内にあっては、
建築物の高さの最高限度。次条第 18 項に
おいて同じ。）

チ　高度利用地区　　建築物の容積率の最高限
度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限
度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁
面の位置の制限（壁面の位置の制限にあっ
ては、敷地内に道路（都市計画において定
められた計画道路を含む。以下この号にお
いて同じ。）に接して有効な空間を確保し
て市街地の環境の向上を図るため必要な場
合における当該道路に面する壁面の位置に
限る。次条第 19 項において同じ。）

リ　特定街区　　建築物の容積率並びに建築物
の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
■関連【都市計画の案の縦覧等】法１７条�３項➡７１４ 

三　面積その他の政令で定める事項
４	 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、
特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景
観地区及び緑化地域について都市計画に定める
べき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるも
ののほか、別に法律で定める。

第９条　第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係
る良好な住居の環境を保護するため定める地域
とする。

２	 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅
に係る良好な住居の環境を保護するため定める
地域とする。

３	 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
る良好な住居の環境を保護するため定める地域
とする。

４	 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層
住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定
める地域とする。

５	 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため
定める地域とする。

６	 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護
するため定める地域とする。

７	 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性

にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、こ
れと調和した住居の環境を保護するため定める
地域とする。

８	 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、
これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環
境を保護するため定める地域とする。

９	 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する
日用品の供給を行うことを主たる内容とする商
業その他の業務の利便を増進するため定める地
域とする。

10	 商業地域は、主として商業その他の業務の利便
を増進するため定める地域とする。

11	 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらす
おそれのない工業の利便を増進するため定める
地域とする。

12	 工業地域は、主として工業の利便を増進するた
め定める地域とする。

13	 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定
める地域とする。

14	 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区にお
ける当該地区の特性にふさわしい土地利用の増
進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るた
め当該用途地域の指定を補完して定める地区と
する。

15	 特定用途制限地域は、用途地域が定められてい
ない土地の区域（市街化調整区域を除く。）内
において、その良好な環境の形成又は保持のた
め当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が
行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用
途の概要を定める地域とする。

16	 特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用
地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居
地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業
地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の
適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の
区域において、建築基準法第 52 条第１項から
第９項までの規定による建築物の容積率の限度
からみて未利用となっている建築物の容積の活
用を促進して土地の高度利用を図るため定める
地区とする。

17	 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途と
を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設
を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居
地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地
域でこれらの地域に関する都市計画において建

都市計画法（抄）●　第 9条
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築基準法第 52 条第１項第二号に規定する建築
物の容積率が　	又は　	と定められたものの内
において、建築物の容積率の最高限度、建築物
の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最
低限度を定める地区とする。

18	 高度地区は、用途地域内において市街地の環境
を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建
築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地
区とする。

19	 高度利用地区は、用途地域内の市街地における
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の
更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度
及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建
築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の
制限を定める地区とする。

20	 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区
の整備又は造成が行われる地区について、その
街区内における建築物の容積率並びに建築物の
高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める
街区とする。

21	 防火地域又は準防火地域は、市街地における火
災の危険を防除するため定める地域とする。

22	 風致地区は、都市の風致を維持するため定める
地区とする。

23	 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地
区とする。

第 10 条　地域地区内における建築物その他の工作
物に関する制限については、この法律に特に定
めるもののほか、別に法律で定める。

【促進区域】
第 10 条の２　都市計画区域については、都市計画
に、次に掲げる区域を定めることができる。
一　都市再開発法第７条第１項の規定による市街
地再開発促進区域

二　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法第５条第１項の規定
による土地区画整理促進区域

三　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法第 24 条第１項の規
定による住宅街区整備促進区域

四　地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の
再配置の促進に関する法律第 19 条第１項の
規定による拠点業務市街地整備土地区画整理
促進区域
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２	 促進区域については、都市計画に、促進区域の
種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で
定める事項を定めるものとするとともに、区域
の面積その他の政令で定める事項を定めるよう
努めるものとする。

３	 促進区域内における建築物の建築その他の行為
に関する制限については、別に法律で定める。

【遊休土地転換利用促進地区】
第 10 条の３　都市計画区域については、都市計画
に、次に掲げる条件に該当する土地の区域につ
いて、遊休土地転換利用促進地区を定めること
ができる。

一　当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅
の用、事業の用に供する施設の用その他の用
途に供されていないことその他の政令で定め
る要件に該当していること。

二　当該区域内の土地が前号の要件に該当してい
ることが、当該区域及びその周辺の地域にお
ける計画的な土地利用の増進を図る上で著し
く支障となっていること。

三　当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促
進することが、当該都市の機能の増進に寄与
すること。

四　おおむね 5,000㎡以上の規模の区域であるこ
と。

五　当該区域が市街化区域内にあること。
２	 遊休土地転換利用促進地区については、都市計
画に、名称、位置及び区域を定めるものとする
とともに、区域の面積その他の政令で定める事
項を定めるよう努めるものとする。

【被災市街地復興推進地域】
第 10 条の４　都市計画区域については、都市計画
に、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号）
第５条第１項の規定による被災市街地復興推進
地域を定めることができる。

２	 被災市街地復興推進地域については、都市計画
に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定
める事項を定めるものとするとともに、区域の
面積その他の政令で定める事項を定めるよう努
めるものとする。

３	 被災市街地復興推進地域内における建築物の建
築その他の行為に関する制限については、別に
法律で定める。

【都市施設】
第 11 条　都市計画区域については、都市計画に、

第 10 条　●都市計画法（抄）
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築基準法第 52 条第１項第二号に規定する建築
物の容積率が　	又は　	と定められたものの内
において、建築物の容積率の最高限度、建築物
の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最
低限度を定める地区とする。

18	 高度地区は、用途地域内において市街地の環境
を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建
築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地
区とする。

19	 高度利用地区は、用途地域内の市街地における
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の
更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度
及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建
築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の
制限を定める地区とする。

20	 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区
の整備又は造成が行われる地区について、その
街区内における建築物の容積率並びに建築物の
高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める
街区とする。

21	 防火地域又は準防火地域は、市街地における火
災の危険を防除するため定める地域とする。

22	 風致地区は、都市の風致を維持するため定める
地区とする。

23	 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地
区とする。

第 10 条　地域地区内における建築物その他の工作
物に関する制限については、この法律に特に定
めるもののほか、別に法律で定める。

【促進区域】
第 10 条の２　都市計画区域については、都市計画
に、次に掲げる区域を定めることができる。

一　都市再開発法第７条第１項の規定による市街
地再開発促進区域

二　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法第５条第１項の規定
による土地区画整理促進区域

三　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法第 24 条第１項の規
定による住宅街区整備促進区域

四　地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の
再配置の促進に関する法律第 19 条第１項の
規定による拠点業務市街地整備土地区画整理
促進区域
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２	 促進区域については、都市計画に、促進区域の
種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で
定める事項を定めるものとするとともに、区域
の面積その他の政令で定める事項を定めるよう
努めるものとする。

３	 促進区域内における建築物の建築その他の行為
に関する制限については、別に法律で定める。

【遊休土地転換利用促進地区】
第 10 条の３　都市計画区域については、都市計画
に、次に掲げる条件に該当する土地の区域につ
いて、遊休土地転換利用促進地区を定めること
ができる。

一　当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅
の用、事業の用に供する施設の用その他の用
途に供されていないことその他の政令で定め
る要件に該当していること。

二　当該区域内の土地が前号の要件に該当してい
ることが、当該区域及びその周辺の地域にお
ける計画的な土地利用の増進を図る上で著し
く支障となっていること。

三　当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促
進することが、当該都市の機能の増進に寄与
すること。

四　おおむね 5,000㎡以上の規模の区域であるこ
と。

五　当該区域が市街化区域内にあること。
２	 遊休土地転換利用促進地区については、都市計
画に、名称、位置及び区域を定めるものとする
とともに、区域の面積その他の政令で定める事
項を定めるよう努めるものとする。

【被災市街地復興推進地域】
第 10 条の４　都市計画区域については、都市計画
に、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号）
第５条第１項の規定による被災市街地復興推進
地域を定めることができる。

２	 被災市街地復興推進地域については、都市計画
に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定
める事項を定めるものとするとともに、区域の
面積その他の政令で定める事項を定めるよう努
めるものとする。

３	 被災市街地復興推進地域内における建築物の建
築その他の行為に関する制限については、別に
法律で定める。

【都市施設】
第 11 条　都市計画区域については、都市計画に、
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次に掲げる施設を定めることができる。この場
合において、特に必要があるときは、当該都市
計画区域外においても、これらの施設を定める
ことができる。

■関連【都市計画基準】法１３条�１項十一号➡７１１ 

■関連【建築の許可】法５３条�➡７２９ 

一　道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミ
ナルその他の交通施設

二　公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三　水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、
汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又
は処理施設

四　河川、運河その他の水路
五　学校、図書館、研究施設その他の教育文化施
設

六　病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉
施設

七　市場、と畜場又は火葬場
八　一団地の住宅施設（一団地における 50 戸以
上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その
他の施設をいう。）

九　一団地の官公庁施設（一団地の国家機関又は
地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する
通路その他の施設をいう。）

十　一団地の都市安全確保拠点施設（溢水、湛水、
津波、高潮その他の自然現象による災害が発
生した場合における居住者等（居住者、来訪
者又は滞在者をいう。以下同じ。）の安全を
確保するための拠点となる一団地の特定公益
的施設（避難場所の提供、生活関連物資の配
布、保健医療サービスの提供その他の当該災
害が発生した場合における居住者等の安全を
確保するために必要な機能を有する集会施
設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。
第４項第一号において同じ。）及び公共施設
をいう。）

一
十　流通業務団地
二
十　一団地の津波防災拠点市街地形成施設（津波
防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123
号）第２条第 15 項に規定する一団地の津波防
災拠点市街地形成施設をいう。）

三
十　一団地の復興再生拠点市街地形成施設（福島
復興再生特別措置法（平成24年法律第25号）第 32 条
第１項に規定する一団地の復興再生拠点市街
地形成施設をいう。）

四
十　一団地の復興拠点市街地形成施設（大規模災
害からの復興に関する法律（平成25年法律第55号）
第２条第八号に規定する一団地の復興拠点市
街地形成施設をいう。）

五
十　その他政令で定める施設
２	 都市施設については、都市計画に、都市施設の
種類、名称、位置及び区域を定めるものとする
とともに、面積その他の政令で定める事項を定
めるよう努めるものとする。

３	 道路、都市高速鉄道、河川その他の政令で定め
る都市施設については、前項に規定するものの
ほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必
要があるときは、当該都市施設の区域の地下又
は空間について、当該都市施設を整備する立体
的な範囲を都市計画に定めることができる。こ
の場合において、地下に当該立体的な範囲を定
めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離
隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度（当該
離隔距離に応じて定めるものを含む。）を定め
ることができる。

４	 一団地の都市安全確保拠点施設については、第
２項に規定するもののほか、都市計画に、次に
掲げる事項を定めるものとする。

一　特定公益的施設及び公共施設の位置及び規模
二　建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、
建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度
又は建築物の建蔽率の最高限度

５	 密集市街地整備法第 30 条に規定する防災都市
施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第
19 条の４の規定により付議して定める都市計
画に係る都市施設及び同法第 51 条第１項の規
定により決定又は変更をする都市計画に係る都
市施設、都市鉄道等利便増進法（平成17年法律第41号）
第 19 条の規定により付議して定める都市計画
に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波
防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠
点市街地形成施設並びに一団地の復興拠点市街
地形成施設について都市計画に定めるべき事項
は、この法律に定めるもののほか、別に法律で
定める。

６	 次に掲げる都市施設については、第 12 条の３
第１項の規定により定められる場合を除き、第
一号又は第二号に掲げる都市施設にあっては国
の機関又は地方公共団体のうちから、第三号に
掲げる都市施設にあっては流通業務市街地の整

都市計画法（抄）●　第 11 条
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備に関する法律第 10 条に規定する者のうちか
ら、当該都市施設に関する都市計画事業の施行
予定者を都市計画に定めることができる。
一　区域の面積が 20ha 以上の一団地の住宅施設
二　一団地の官公庁施設
三　流通業務団地
７	 前項の規定により施行予定者が定められた都市
施設に関する都市計画は、これを変更して施行
予定者を定めないものとすることができない。

【市街地開発事業】
第 12 条　都市計画区域については、都市計画に、
次に掲げる事業を定めることができる。

■関連【都市計画基準】法１３条�１項十二号➡７１１ 

■関連【建築の許可】法５３条�➡７２９ 

一　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地
区画整理事業

二　新住宅市街地開発法（昭和38年法律第134号）による
新住宅市街地開発事業

三　首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整
備に関する法律（昭和33年法律第98号）による工業
団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び
都市開発区域の整備及び開発に関する法律
（昭和39年法律第145号）による工業団地造成事業

四　都市再開発法による市街地再開発事業
五　新都市基盤整備法（昭和47年法律第86号）による新

都市基盤整備事業
六　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法による住宅街区整備
事業

七　密集市街地整備法による防災街区整備事業
２	 市街地開発事業については、都市計画に、市街
地開発事業の種類、名称及び施行区域を定める
ものとするとともに、施行区域の面積その他の
政令で定める事項を定めるよう努めるものとす
る。

３	 土地区画整理事業については、前項に定めるも
ののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関
する事項を都市計画に定めるものとする。

４	 市街地開発事業について都市計画に定めるべき
事項は、この法律に定めるもののほか、別に法
律で定める。

５	 第１項第二号、第三号又は第五号に掲げる市街
地開発事業については、第 12 条の３第１項の
規定により定められる場合を除き、これらの事
業に関する法律（新住宅市街地開発法第 45 条

第１項を除く。）において施行者として定めら
れている者のうちから、当該市街地開発事業の
施行予定者を都市計画に定めることができる。

６	 前項の規定により施行予定者が定められた市街
地開発事業に関する都市計画は、これを変更し
て施行予定者を定めないものとすることができ
ない。

【市街地開発事業等予定区域】
第 12 条の２　都市計画区域については、都市計画
に、次に掲げる予定区域を定めることができる。

■関連【建築等の制限】法５２条�の２➡７２８ 

一　新住宅市街地開発事業の予定区域
二　工業団地造成事業の予定区域
三　新都市基盤整備事業の予定区域
四　区域の面積が 20ha 以上の一団地の住宅施設
の予定区域

五　一団地の官公庁施設の予定区域
六　流通業務団地の予定区域

２	 市街地開発事業等予定区域については、都市計
画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、
区域、施行予定者を定めるものとするとともに、
区域の面積その他の政令で定める事項を定める
よう努めるものとする。

３	 施行予定者は、第１項第一号から第三号まで又
は第六号に掲げる予定区域にあってはこれらの
事業又は施設に関する法律（新住宅市街地開発
法第 45 条第１項を除く。）において施行者とし
て定められている者のうちから、第１項第四号
又は第五号に掲げる予定区域にあっては国の機
関又は地方公共団体のうちから定めるものとす
る。

４	 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が
定められた場合においては、当該都市計画につ
いての第 20 条第１項の規定による告示の日か
ら起算して３年以内に、当該市街地開発事業等
予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に
関する都市計画を定めなければならない。

５	 前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に
係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市
計画が定められたときは当該都市計画について
の第 20 条第１項の規定による告示の日の翌日
から起算して 10 日を経過した日から、その都
市計画が定められなかったときは前項の期間満
了の日の翌日から、将来に向かって、当該市街
地開発事業等予定区域に関する都市計画は、そ

第 12 条　●都市計画法（抄）
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備に関する法律第 10 条に規定する者のうちか
ら、当該都市施設に関する都市計画事業の施行
予定者を都市計画に定めることができる。

一　区域の面積が 20ha 以上の一団地の住宅施設
二　一団地の官公庁施設
三　流通業務団地

７	 前項の規定により施行予定者が定められた都市
施設に関する都市計画は、これを変更して施行
予定者を定めないものとすることができない。

【市街地開発事業】
第 12 条　都市計画区域については、都市計画に、
次に掲げる事業を定めることができる。

■関連【都市計画基準】法１３条�１項十二号➡７１１ 

■関連【建築の許可】法５３条�➡７２９ 

一　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地
区画整理事業

二　新住宅市街地開発法（昭和38年法律第134号）による
新住宅市街地開発事業

三　首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整
備に関する法律（昭和33年法律第98号）による工業
団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び
都市開発区域の整備及び開発に関する法律
（昭和39年法律第145号）による工業団地造成事業

四　都市再開発法による市街地再開発事業
五　新都市基盤整備法（昭和47年法律第86号）による新

都市基盤整備事業
六　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法による住宅街区整備
事業

七　密集市街地整備法による防災街区整備事業
２	 市街地開発事業については、都市計画に、市街
地開発事業の種類、名称及び施行区域を定める
ものとするとともに、施行区域の面積その他の
政令で定める事項を定めるよう努めるものとす
る。

３	 土地区画整理事業については、前項に定めるも
ののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関
する事項を都市計画に定めるものとする。

４	 市街地開発事業について都市計画に定めるべき
事項は、この法律に定めるもののほか、別に法
律で定める。

５	 第１項第二号、第三号又は第五号に掲げる市街
地開発事業については、第 12 条の３第１項の
規定により定められる場合を除き、これらの事
業に関する法律（新住宅市街地開発法第 45 条

第１項を除く。）において施行者として定めら
れている者のうちから、当該市街地開発事業の
施行予定者を都市計画に定めることができる。

６	 前項の規定により施行予定者が定められた市街
地開発事業に関する都市計画は、これを変更し
て施行予定者を定めないものとすることができ
ない。

【市街地開発事業等予定区域】
第 12 条の２　都市計画区域については、都市計画
に、次に掲げる予定区域を定めることができる。

■関連【建築等の制限】法５２条�の２➡７２８ 

一　新住宅市街地開発事業の予定区域
二　工業団地造成事業の予定区域
三　新都市基盤整備事業の予定区域
四　区域の面積が 20ha 以上の一団地の住宅施設
の予定区域

五　一団地の官公庁施設の予定区域
六　流通業務団地の予定区域

２	 市街地開発事業等予定区域については、都市計
画に、市街地開発事業等予定区域の種類、名称、
区域、施行予定者を定めるものとするとともに、
区域の面積その他の政令で定める事項を定める
よう努めるものとする。

３	 施行予定者は、第１項第一号から第三号まで又
は第六号に掲げる予定区域にあってはこれらの
事業又は施設に関する法律（新住宅市街地開発
法第 45 条第１項を除く。）において施行者とし
て定められている者のうちから、第１項第四号
又は第五号に掲げる予定区域にあっては国の機
関又は地方公共団体のうちから定めるものとす
る。

４	 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が
定められた場合においては、当該都市計画につ
いての第 20 条第１項の規定による告示の日か
ら起算して３年以内に、当該市街地開発事業等
予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に
関する都市計画を定めなければならない。

５	 前項の期間内に、市街地開発事業等予定区域に
係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市
計画が定められたときは当該都市計画について
の第 20 条第１項の規定による告示の日の翌日
から起算して 10 日を経過した日から、その都
市計画が定められなかったときは前項の期間満
了の日の翌日から、将来に向かって、当該市街
地開発事業等予定区域に関する都市計画は、そ

第 12 条　●都市計画法（抄）
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の効力を失う。
【市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は
都市施設に関する都市計画に定める事項】
第 12 条の３　市街地開発事業等予定区域に係る市
街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に
は、施行予定者をも定めるものとする。

２	 前項の都市計画に定める施行区域又は区域及び
施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域
に関する都市計画に定められた区域及び施行予
定者でなければならない。

【地区計画等】
第 12 条の４　都市計画区域については、都市計画
に、次に掲げる計画を定めることができる。
一　地区計画

■関連【都市計画基準】法１３条�１項十四号➡７１１ 

■関連【公聴会の開催等】法１６条�２項➡７１４ 

■関連【建築等の届出等】法５８条�の２➡７３１ 

二　密集市街地整備法第 32 条第１項の規定によ
る防災街区整備地区計画

三　地域における歴史的風致の維持及び向上に関
する法律（平成20年法律第40号）第 31 条第１項の規
定による歴史的風致維持向上地区計画

四　幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和55年
法律第34号）第９条第１項の規定による沿道地
区計画

五　集落地域整備法（昭和62年法律第63号）第５条第１
項の規定による集落地区計画

２	 地区計画等については、都市計画に、地区計画
等の種類、名称、位置及び区域を定めるものと
するとともに、区域の面積その他の政令で定め
る事項を定めるよう努めるものとする。

【地区計画】
第 12 条の５　地区計画は、建築物の建築形態、公
共施設その他の施設の配置等からみて、一体と
してそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を
備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、
及び保全するための計画とし、次の各号のいず
れかに該当する土地の区域について定めるもの
とする。
一　用途地域が定められている土地の区域
二　用途地域が定められていない土地の区域のう
ち次のいずれかに該当するもの
イ　住宅市街地の開発その他建築物若しくはそ
の敷地の整備に関する事業が行われる、又
は行われた土地の区域

ロ　建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序
に行われ、又は行われると見込まれる一定
の土地の区域で、公共施設の整備の状況、
土地利用の動向等からみて不良な街区の環
境が形成されるおそれがあるもの

ハ　健全な住宅市街地における良好な居住環境
その他優れた街区の環境が形成されている
土地の区域

２	 地区計画については、前条第２項に定めるもの
のほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定
めるものとするとともに、第二号及び第三号に
掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一　次に掲げる施設（以下「地区施設」という。）
及び建築物等の整備並びに土地の利用に関す
る計画（以下「地区整備計画」という。）

イ　主として街区内の居住者等の利用に供され
る道路、公園その他の政令で定める施設

▪【地区施設】令７条�の４第１項➡７４２ 

ロ　街区における防災上必要な機能を確保する
ための避難施設、避難路、雨水貯留浸透施
設（雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸
透させる機能を有する施設であって、浸水
による被害の防止を目的とするものをい
う。）その他の政令で定める施設

▪【地区施設】令７条�の４第２項➡７４２ 

二　当該地区計画の目標
三　当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

３	 次に掲げる条件に該当する土地の区域における
地区計画については、土地の合理的かつ健全な
高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体
的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を
実施すべき区域（以下「再開発等促進区」とい
う。）を都市計画に定めることができる。

一　現に土地の利用状況が著しく変化しつつあ
り、又は著しく変化することが確実であると
見込まれる土地の区域であること。

二　土地の合理的かつ健全な高度利用を図るた
め、適正な配置及び規模の公共施設を整備す
る必要がある土地の区域であること。

三　当該区域内の土地の高度利用を図ることが、
当該都市の機能の増進に貢献することとなる
土地の区域であること。

四　用途地域が定められている土地の区域である
こと。

４	 次に掲げる条件に該当する土地の区域における

都市計画法（抄）●　第 12 条の 3
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地区計画については、劇場、店舗、飲食店その
他これらに類する用途に供する大規模な建築物
（以下「特定大規模建築物」という。）の整備に
よる商業その他の業務の利便の増進を図るた
め、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実
施すべき区域（以下「開発整備促進区」という。）
を都市計画に定めることができる。
■関連【特定大規模建築物を整備するための地区整備計画】

法１２条�の１２➡７１0 

一　現に土地の利用状況が著しく変化しつつあ
り、又は著しく変化することが確実であると
見込まれる土地の区域であること。

二　特定大規模建築物の整備による商業その他の
業務の利便の増進を図るため、適正な配置及
び規模の公共施設を整備する必要がある土地
の区域であること。

三　当該区域内において特定大規模建築物の整備
による商業その他の業務の利便の増進を図る
ことが、当該都市の機能の増進に貢献するこ
ととなる土地の区域であること。

四　第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地
域が定められている土地の区域又は用途地域
が定められていない土地の区域（市街化調整
区域を除く。）であること。

５	 再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地
区計画においては、第２項各号に掲げるものの
ほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定め
るものとするとともに、第二号に掲げる事項を
定めるよう努めるものとする。
一　道路、公園その他の政令で定める施設（都市
計画施設及び地区施設を除く。）の配置及び
規模

二　土地利用に関する基本方針
６	 再開発等促進区又は開発整備促進区を都市計画
に定める際、当該再開発等促進区又は開発整備
促進区について、当面建築物又はその敷地の整
備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関
する事業が行われる見込みがないときその他前
項第一号に規定する施設の配置及び規模を定め
ることができない特別の事情があるときは、当
該再開発等促進区又は開発整備促進区について
同号に規定する施設の配置及び規模を定めるこ
とを要しない。

７	 地区整備計画においては、次に掲げる事項（市
街化調整区域内において定められる地区整備計

画については、建築物の容積率の最低限度、建
築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さ
の最低限度を除く。）を定めることができる。

一　地区施設の配置及び規模
二　建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最
高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高
限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低
限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限
度、壁面の位置の制限、壁面後退区域（壁面
の位置の制限として定められた限度の線と敷
地境界線との間の土地の区域をいう。以下同
じ。）における工作物の設置の制限、建築物
等の高さの最高限度又は最低限度、建築物の
居室（建築基準法第２条第四号に規定する居
室をいう。）の床面の高さの最低限度、建築
物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建
築物の緑化率（都市緑地法第 34 条第２項に
規定する緑化率をいう。）の最低限度その他
建築物等に関する事項で政令で定めるもの

三　現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境
を確保するため必要なものの保全に関する事
項（次号に該当するものを除く。）

四　現に存する農地（耕作の目的に供される土地
をいう。以下同じ。）で農業の利便の増進と
調和した良好な居住環境を確保するため必要
なものにおける土地の形質の変更その他の行
為の制限に関する事項

五　前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関
する事項で政令で定めるもの

８	 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画
の区域の全部又は一部について地区整備計画を
定めることができない特別の事情があるとき
は、当該区域の全部又は一部について地区整備
計画を定めることを要しない。この場合におい
て、地区計画の区域の一部について地区整備計
画を定めるときは、当該地区計画については、
地区整備計画の区域をも都市計画に定めなけれ
ばならない。

【建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたもの
と公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定め
る地区整備計画】
第 12 条の６　地区整備計画においては、適正な配
置及び規模の公共施設が整備されていない土地
の区域において適正かつ合理的な土地利用の促
進を図るため特に必要であると認められるとき

第 12 条の 6　●都市計画法（抄）
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地区計画については、劇場、店舗、飲食店その
他これらに類する用途に供する大規模な建築物
（以下「特定大規模建築物」という。）の整備に
よる商業その他の業務の利便の増進を図るた
め、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実
施すべき区域（以下「開発整備促進区」という。）
を都市計画に定めることができる。
■関連【特定大規模建築物を整備するための地区整備計画】

法１２条�の１２➡７１0 

一　現に土地の利用状況が著しく変化しつつあ
り、又は著しく変化することが確実であると
見込まれる土地の区域であること。

二　特定大規模建築物の整備による商業その他の
業務の利便の増進を図るため、適正な配置及
び規模の公共施設を整備する必要がある土地
の区域であること。

三　当該区域内において特定大規模建築物の整備
による商業その他の業務の利便の増進を図る
ことが、当該都市の機能の増進に貢献するこ
ととなる土地の区域であること。

四　第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地
域が定められている土地の区域又は用途地域
が定められていない土地の区域（市街化調整
区域を除く。）であること。

５	 再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地
区計画においては、第２項各号に掲げるものの
ほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定め
るものとするとともに、第二号に掲げる事項を
定めるよう努めるものとする。

一　道路、公園その他の政令で定める施設（都市
計画施設及び地区施設を除く。）の配置及び
規模

二　土地利用に関する基本方針
６	 再開発等促進区又は開発整備促進区を都市計画
に定める際、当該再開発等促進区又は開発整備
促進区について、当面建築物又はその敷地の整
備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関
する事業が行われる見込みがないときその他前
項第一号に規定する施設の配置及び規模を定め
ることができない特別の事情があるときは、当
該再開発等促進区又は開発整備促進区について
同号に規定する施設の配置及び規模を定めるこ
とを要しない。

７	 地区整備計画においては、次に掲げる事項（市
街化調整区域内において定められる地区整備計

画については、建築物の容積率の最低限度、建
築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さ
の最低限度を除く。）を定めることができる。

一　地区施設の配置及び規模
二　建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最
高限度又は最低限度、建築物の建蔽率の最高
限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低
限度、建築物の敷地の地盤面の高さの最低限
度、壁面の位置の制限、壁面後退区域（壁面
の位置の制限として定められた限度の線と敷
地境界線との間の土地の区域をいう。以下同
じ。）における工作物の設置の制限、建築物
等の高さの最高限度又は最低限度、建築物の
居室（建築基準法第２条第四号に規定する居
室をいう。）の床面の高さの最低限度、建築
物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建
築物の緑化率（都市緑地法第 34 条第２項に
規定する緑化率をいう。）の最低限度その他
建築物等に関する事項で政令で定めるもの

三　現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境
を確保するため必要なものの保全に関する事
項（次号に該当するものを除く。）

四　現に存する農地（耕作の目的に供される土地
をいう。以下同じ。）で農業の利便の増進と
調和した良好な居住環境を確保するため必要
なものにおける土地の形質の変更その他の行
為の制限に関する事項

五　前各号に掲げるもののほか、土地の利用に関
する事項で政令で定めるもの

８	 地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画
の区域の全部又は一部について地区整備計画を
定めることができない特別の事情があるとき
は、当該区域の全部又は一部について地区整備
計画を定めることを要しない。この場合におい
て、地区計画の区域の一部について地区整備計
画を定めるときは、当該地区計画については、
地区整備計画の区域をも都市計画に定めなけれ
ばならない。

【建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたもの
と公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定め
る地区整備計画】
第 12 条の６　地区整備計画においては、適正な配
置及び規模の公共施設が整備されていない土地
の区域において適正かつ合理的な土地利用の促
進を図るため特に必要であると認められるとき

第 12 条の 6　●都市計画法（抄）
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は、前条第７項第二号の建築物の容積率の最高
限度について次の各号に掲げるものごとに数値
を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号
に掲げるものの数値を超えるものとして定める
ものとする。
一　当該地区整備計画の区域の特性（再開発等促
進区及び開発整備促進区にあっては、土地利
用に関する基本方針に従って土地利用が変化
した後の区域の特性）に応じたもの

二　当該地区整備計画の区域内の公共施設の整備
の状況に応じたもの

【区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整
備計画】
第 12 条の７　地区整備計画（再開発等促進区及び
開発整備促進区におけるものを除く。以下この
条において同じ。）においては、用途地域内の
適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の
区域において建築物の容積を適正に配分するこ
とが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合
理的な土地利用の促進を図るため特に必要であ
ると認められるときは、当該地区整備計画の区
域を区分して第 12 条の５第７項第二号の建築
物の容積率の最高限度を定めるものとする。こ
の場合において、当該地区整備計画の区域を区
分して定められた建築物の容積率の最高限度の
数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積
を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区
域内の用途地域において定められた建築物の容
積率の数値に当該数値の定められた区域の面積
を乗じたものの合計を超えてはならない。

【高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画】
第 12 条の８　地区整備計画（再開発等促進区及び
開発整備促進区におけるものを除く。）におい
ては、用途地域（第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域及び田園住居地域を除
く。）内の適正な配置及び規模の公共施設を備
えた土地の区域において、その合理的かつ健全
な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に
必要であると認められるときは、建築物の容積
率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の
最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに
壁面の位置の制限（壁面の位置の制限にあって
は、敷地内に道路（都市計画において定められ
た計画道路及び地区施設である道路を含む。以
下この条において同じ。）に接して有効な空間

を確保して市街地の環境の向上を図るため必要
な場合における当該道路に面する壁面の位置を
制限するもの（これを含む壁面の位置の制限を
含む。）に限る。）を定めるものとする。

【住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計
画】
第 12 条の９　地区整備計画（開発整備促進区にお
けるものを除く。以下この条において同じ。）
においては、住居と住居以外の用途とを適正に
配分することが当該地区整備計画の区域の特性
（再開発等促進区にあっては、土地利用に関す
る基本方針に従って土地利用が変化した後の区
域の特性）に応じた合理的な土地利用の促進を
図るため特に必要であると認められるときは、
第 12 条の５第７項第二号の建築物の容積率の
最高限度について次の各号に掲げるものごとに
数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第
二号に掲げるものの数値以上のものとして定め
るものとする。

一　その全部又は一部を住宅の用途に供する建築
物に係るもの

二　その他の建築物に係るもの
【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築
物の整備を誘導する地区整備計画】
第 12条の 10　地区整備計画においては、当該地区
整備計画の区域の特性（再開発等促進区及び開
発整備促進区にあっては、土地利用に関する基
本方針に従って土地利用が変化した後の区域の
特性）に応じた高さ、配列及び形態を備えた建
築物を整備することが合理的な土地利用の促進
を図るため特に必要であると認められるとき
は、壁面の位置の制限（道路（都市計画におい
て定められた計画道路及び第 12 条の５第５項
第一号に規定する施設又は地区施設である道路
を含む。）に面する壁面の位置を制限するもの
を含むものに限る。）、壁面後退区域における工
作物の設置の制限（当該壁面後退区域において
連続的に有効な空地を確保するため必要なもの
を含むものに限る。）及び建築物の高さの最高
限度を定めるものとする。

【道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建
設を行うための地区整備計画】
第 12 条の 11　地区整備計画においては、第 12 条
の５第７項に定めるもののほか、市街地の環境
を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促

都市計画法（抄）●　第 12 条の ７
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進と都市機能の増進とを図るため、道路（都市
計画において定められた計画道路を含む。）の
上空又は路面下において建築物等の建築又は建
設を行うことが適切であると認められるとき
は、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地と
して併せて利用すべき区域を定めることができ
る。この場合においては、当該区域内における
建築物等の建築又は建設の限界であって空間又
は地下について上下の範囲を定めるものをも定
めなければならない。

【適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区
整備計画】
第 12条の 12　開発整備促進区における地区整備計
画においては、第 12 条の５第７項に定めるも
ののほか、土地利用に関する基本方針に従って
土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区
域の特性に応じた適正な配置の特定大規模建築
物を整備することが合理的な土地利用の促進を
図るため特に必要であると認められるときは、
劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途
のうち当該区域において誘導すべき用途及び当
該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の
敷地として利用すべき土地の区域を定めること
ができる。

【防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべ
き事項】
第 12条の 13　防災街区整備地区計画、歴史的風致
維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区
計画について都市計画に定めるべき事項は、第
12 条の４第２項に定めるもののほか、別に法
律で定める。

【都市計画基準】
第 13 条　都市計画区域について定められる都市計
画（区域外都市施設に関するものを含む。次項
において同じ。）は、国土形成計画、首都圏整
備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、
北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国
土計画又は地方計画に関する法律に基づく計
画（当該都市について公害防止計画が定められ
ているときは、当該公害防止計画を含む。第３
項において同じ。）及び道路、河川、鉄道、港
湾、空港等の施設に関する国の計画に適合する
とともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲
げるところに従って、土地利用、都市施設の整
備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市

の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要な
ものを、一体的かつ総合的に定めなければなら
ない。この場合においては、当該都市における
自然的環境の整備又は保全に配慮しなければな
らない。

一　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、
当該都市の発展の動向、当該都市計画区域に
おける人口及び産業の現状及び将来の見通し
等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都
市として総合的に整備し、開発し、及び保全
することを目途として、当該方針に即して都
市計画が適切に定められることとなるように
定めること。

二　区域区分は、当該都市の発展の動向、当該都
市計画区域における人口及び産業の将来の見
通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環
境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的
利用を確保し、効率的な公共投資を行うこと
ができるように定めること。

三　都市再開発の方針は、市街化区域内において、
計画的な再開発が必要な市街地について定め
ること。

四　住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域
における住宅及び住宅地の供給の促進に関す
る特別措置法第４条第１項に規定する都市計
画区域について、良好な住宅市街地の開発整
備が図られるように定めること。

五　拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠
点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置
の促進に関する法律第８条第１項の同意基本
計画において定められた同法第２条第２項の
拠点地区に係る市街化区域について、当該同
意基本計画の達成に資するように定めるこ
と。

六　防災街区整備方針は、市街化区域内において、
密集市街地整備法第２条第一号の密集市街地
内の各街区について同条第二号の防災街区と
しての整備が図られるように定めること。

七　地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用
の動向を勘案して、住居、商業、工業その他
の用途を適正に配分することにより、都市機
能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、
商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を
形成し、風致を維持し、公害を防止する等適
正な都市環境を保持するように定めること。

第 12 条の 12　●都市計画法（抄）
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進と都市機能の増進とを図るため、道路（都市
計画において定められた計画道路を含む。）の
上空又は路面下において建築物等の建築又は建
設を行うことが適切であると認められるとき
は、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地と
して併せて利用すべき区域を定めることができ
る。この場合においては、当該区域内における
建築物等の建築又は建設の限界であって空間又
は地下について上下の範囲を定めるものをも定
めなければならない。

【適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区
整備計画】
第 12条の 12　開発整備促進区における地区整備計
画においては、第 12 条の５第７項に定めるも
ののほか、土地利用に関する基本方針に従って
土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区
域の特性に応じた適正な配置の特定大規模建築
物を整備することが合理的な土地利用の促進を
図るため特に必要であると認められるときは、
劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途
のうち当該区域において誘導すべき用途及び当
該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の
敷地として利用すべき土地の区域を定めること
ができる。

【防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべ
き事項】
第 12条の 13　防災街区整備地区計画、歴史的風致
維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区
計画について都市計画に定めるべき事項は、第
12 条の４第２項に定めるもののほか、別に法
律で定める。

【都市計画基準】
第 13 条　都市計画区域について定められる都市計
画（区域外都市施設に関するものを含む。次項
において同じ。）は、国土形成計画、首都圏整
備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、
北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国
土計画又は地方計画に関する法律に基づく計
画（当該都市について公害防止計画が定められ
ているときは、当該公害防止計画を含む。第３
項において同じ。）及び道路、河川、鉄道、港
湾、空港等の施設に関する国の計画に適合する
とともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲
げるところに従って、土地利用、都市施設の整
備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市

の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要な
ものを、一体的かつ総合的に定めなければなら
ない。この場合においては、当該都市における
自然的環境の整備又は保全に配慮しなければな
らない。

一　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、
当該都市の発展の動向、当該都市計画区域に
おける人口及び産業の現状及び将来の見通し
等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都
市として総合的に整備し、開発し、及び保全
することを目途として、当該方針に即して都
市計画が適切に定められることとなるように
定めること。

二　区域区分は、当該都市の発展の動向、当該都
市計画区域における人口及び産業の将来の見
通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環
境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的
利用を確保し、効率的な公共投資を行うこと
ができるように定めること。

三　都市再開発の方針は、市街化区域内において、
計画的な再開発が必要な市街地について定め
ること。

四　住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域
における住宅及び住宅地の供給の促進に関す
る特別措置法第４条第１項に規定する都市計
画区域について、良好な住宅市街地の開発整
備が図られるように定めること。

五　拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠
点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置
の促進に関する法律第８条第１項の同意基本
計画において定められた同法第２条第２項の
拠点地区に係る市街化区域について、当該同
意基本計画の達成に資するように定めるこ
と。

六　防災街区整備方針は、市街化区域内において、
密集市街地整備法第２条第一号の密集市街地
内の各街区について同条第二号の防災街区と
しての整備が図られるように定めること。

七　地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用
の動向を勘案して、住居、商業、工業その他
の用途を適正に配分することにより、都市機
能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、
商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を
形成し、風致を維持し、公害を防止する等適
正な都市環境を保持するように定めること。

第 12 条の 12　●都市計画法（抄）
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この場合において、市街化区域については、
少なくとも用途地域を定めるものとし、市街
化調整区域については、原則として用途地域
を定めないものとする。

八　促進区域は、市街化区域又は区域区分が定め
られていない都市計画区域内において、主と
して関係権利者による市街地の計画的な整備
又は開発を促進する必要があると認められる
土地の区域について定めること。

九　遊休土地転換利用促進地区は、主として関係
権利者による有効かつ適切な利用を促進する
必要があると認められる土地の区域について
定めること。

十　被災市街地復興推進地域は、大規模な火災、
震災その他の災害により相当数の建築物が滅
失した市街地の計画的な整備改善を推進し
て、その緊急かつ健全な復興を図る必要があ
ると認められる土地の区域について定めるこ
と。

一
十　都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将
来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な
位置に配置することにより、円滑な都市活動
を確保し、良好な都市環境を保持するように
定めること。この場合において、市街化区域
及び区域区分が定められていない都市計画区
域については、少なくとも道路、公園及び下
水道を定めるものとし、第一種低層住居専用
地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高
層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地
域及び田園住居地域については、義務教育施
設をも定めるものとする。

二
十　一団地の都市安全確保拠点施設については、
前号に定めるもののほか、次に掲げるところ
に従って定めること。
イ　溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象
による災害の発生のおそれが著しく、かつ、
当該災害が発生した場合に居住者等の安全
を確保する必要性が高いと認められる区域
（当該区域に隣接し、又は近接する区域を
含む。）について定めること。

ロ　第 11 条第４項第一号に規定する施設は、
溢水、湛水、津波、高潮その他の自然現象
による災害が発生した場合においてイに規
定する区域内における同条第１項第十号に

規定する機能が一体的に発揮されるよう、
必要な位置に適切な規模で配置すること。

ハ　第 11 条第４項第二号に掲げる事項は、溢
水、湛水、津波、高潮その他の自然現象に
よる災害が発生した場合においてイに規定
する区域内における居住者等の安全の確保
が図られるよう定めること。

三
十　市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分
が定められていない都市計画区域内におい
て、一体的に開発し、又は整備する必要があ
る土地の区域について定めること。

四
十　市街地開発事業等予定区域は、市街地開発事
業に係るものにあっては市街化区域又は区域
区分が定められていない都市計画区域内にお
いて、一体的に開発し、又は整備する必要が
ある土地の区域について、都市施設に係るも
のにあっては当該都市施設が第十一号前段の
基準に合致することとなるような土地の区域
について定めること。

五
十　地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築
その他の土地利用の現状及び将来の見通しを
勘案し、当該区域の各街区における防災、安
全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、
その良好な環境の形成又は保持のためその区
域の特性に応じて合理的な土地利用が行われ
ることを目途として、当該計画に従って秩序
ある開発行為、建築又は施設の整備が行われ
ることとなるように定めること。この場合に
おいて、次のイからハまでに掲げる地区計画
については、当該イからハまでに定めるとこ
ろによること。

イ　市街化調整区域における地区計画　　市街
化区域における市街化の状況等を勘案し
て、地区計画の区域の周辺における市街化
を促進することがない等当該都市計画区域
における計画的な市街化を図る上で支障が
ないように定めること。

ロ　再開発等促進区を定める地区計画　　土地
の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の
増進とが図られることを目途として、一体
的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整
備が実施されることとなるように定めるこ
と。この場合において、第一種低層住居専
用地域、第二種低層住居専用地域及び田園
住居地域については、再開発等促進区の周

都市計画法（抄）●　第 13 条
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辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保
護に支障がないように定めること。

ハ　開発整備促進区を定める地区計画　　特定
大規模建築物の整備による商業その他の業
務の利便の増進が図られることを目途とし
て、一体的かつ総合的な市街地の開発整備
が実施されることとなるように定めるこ
と。この場合において、第二種住居地域及
び準住居地域については、開発整備促進区
の周辺の住宅に係る住居の環境の保護に支
障がないように定めること。

六
十　防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区
が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上
及び避難上確保されるべき機能を備えるとと
もに、土地の合理的かつ健全な利用が図られ
ることを目途として、一体的かつ総合的な市
街地の整備が行われることとなるように定め
ること。

七
十　歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけ
るその固有の歴史及び伝統を反映した人々の
活動とその活動が行われる歴史上価値の高い
建造物及びその周辺の市街地とが一体となっ
て形成してきた良好な市街地の環境の維持及
び向上並びに土地の合理的かつ健全な利用が
図られるように定めること。

八
十　沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる
障害を防止するとともに、適正かつ合理的な
土地利用が図られるように定めること。この
場合において、沿道再開発等促進区（幹線道
路の沿道の整備に関する法律第９条第３項の
規定による沿道再開発等促進区をいう。以下
同じ。）を定める沿道地区計画については、
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能
の増進とが図られることを目途として、一体
的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備
が実施されることとなるように定めることと
し、そのうち第一種低層住居専用地域、第二
種低層住居専用地域及び田園住居地域におけ
るものについては、沿道再開発等促進区の周
辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護
に支障がないように定めること。

九
十　集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居
住環境を整備するとともに、適正な土地利用
が図られるように定めること。

十
二　前各号の基準を適用するについては、第６条

第１項の規定による都市計画に関する基礎調
査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づ
き行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場
立地その他の調査の結果について配慮するこ
と。

２	 都市計画区域について定められる都市計画は、
当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享
受することができるように、住宅の建設及び居
住環境の整備に関する計画を定めなければなら
ない。

３	 準都市計画区域について定められる都市計画
は、第１項に規定する国土計画若しくは地方計
画又は施設に関する国の計画に適合するととも
に、地域の特質を考慮して、次に掲げるところ
に従って、土地利用の整序又は環境の保全を図
るため必要な事項を定めなければならない。こ
の場合においては、当該地域における自然的環
境の整備又は保全及び農林漁業の生産条件の整
備に配慮しなければならない。

一　地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用
の動向を勘案して、住居の環境を保護し、良
好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防
止する等地域の環境を適正に保持するように
定めること。

二　前号の基準を適用するについては、第６条第
２項の規定による都市計画に関する基礎調査
の結果に基づくこと。

４	 都市再開発方針等、第８条第１項第四号の二、
第五号の二、第六号、第八号及び第十号から第
十六号までに掲げる地域地区、促進区域、被災
市街地復興推進地域、流通業務団地、一団地の
津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再
生拠点市街地形成施設、一団地の復興拠点市街
地形成施設、市街地開発事業、市街地開発事業
等予定区域（第 12 条の２第１項第四号及び第
五号に掲げるものを除く。）、防災街区整備地区
計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区
計画並びに集落地区計画に関する都市計画の策
定に関し必要な基準は、前３項に定めるものの
ほか、別に法律で定める。

５	 地区計画を都市計画に定めるについて必要な基
準は、第１項及び第２項に定めるもののほか、
政令で定める。

▪政令【地区計画の策定に関する基準】令７条�の７➡７４２ 

６	 都市計画の策定に関し必要な技術的基準は、政

第 13 条　●都市計画法（抄）
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辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保
護に支障がないように定めること。

ハ　開発整備促進区を定める地区計画　　特定
大規模建築物の整備による商業その他の業
務の利便の増進が図られることを目途とし
て、一体的かつ総合的な市街地の開発整備
が実施されることとなるように定めるこ
と。この場合において、第二種住居地域及
び準住居地域については、開発整備促進区
の周辺の住宅に係る住居の環境の保護に支
障がないように定めること。

六
十　防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区
が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上
及び避難上確保されるべき機能を備えるとと
もに、土地の合理的かつ健全な利用が図られ
ることを目途として、一体的かつ総合的な市
街地の整備が行われることとなるように定め
ること。

七
十　歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけ
るその固有の歴史及び伝統を反映した人々の
活動とその活動が行われる歴史上価値の高い
建造物及びその周辺の市街地とが一体となっ
て形成してきた良好な市街地の環境の維持及
び向上並びに土地の合理的かつ健全な利用が
図られるように定めること。

八
十　沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる
障害を防止するとともに、適正かつ合理的な
土地利用が図られるように定めること。この
場合において、沿道再開発等促進区（幹線道
路の沿道の整備に関する法律第９条第３項の
規定による沿道再開発等促進区をいう。以下
同じ。）を定める沿道地区計画については、
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能
の増進とが図られることを目途として、一体
的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備
が実施されることとなるように定めることと
し、そのうち第一種低層住居専用地域、第二
種低層住居専用地域及び田園住居地域におけ
るものについては、沿道再開発等促進区の周
辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護
に支障がないように定めること。

九
十　集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居
住環境を整備するとともに、適正な土地利用
が図られるように定めること。

十
二　前各号の基準を適用するについては、第６条

第１項の規定による都市計画に関する基礎調
査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づ
き行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場
立地その他の調査の結果について配慮するこ
と。

２	 都市計画区域について定められる都市計画は、
当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享
受することができるように、住宅の建設及び居
住環境の整備に関する計画を定めなければなら
ない。

３	 準都市計画区域について定められる都市計画
は、第１項に規定する国土計画若しくは地方計
画又は施設に関する国の計画に適合するととも
に、地域の特質を考慮して、次に掲げるところ
に従って、土地利用の整序又は環境の保全を図
るため必要な事項を定めなければならない。こ
の場合においては、当該地域における自然的環
境の整備又は保全及び農林漁業の生産条件の整
備に配慮しなければならない。

一　地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用
の動向を勘案して、住居の環境を保護し、良
好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防
止する等地域の環境を適正に保持するように
定めること。

二　前号の基準を適用するについては、第６条第
２項の規定による都市計画に関する基礎調査
の結果に基づくこと。

４	 都市再開発方針等、第８条第１項第四号の二、
第五号の二、第六号、第八号及び第十号から第
十六号までに掲げる地域地区、促進区域、被災
市街地復興推進地域、流通業務団地、一団地の
津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再
生拠点市街地形成施設、一団地の復興拠点市街
地形成施設、市街地開発事業、市街地開発事業
等予定区域（第 12 条の２第１項第四号及び第
五号に掲げるものを除く。）、防災街区整備地区
計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区
計画並びに集落地区計画に関する都市計画の策
定に関し必要な基準は、前３項に定めるものの
ほか、別に法律で定める。

５	 地区計画を都市計画に定めるについて必要な基
準は、第１項及び第２項に定めるもののほか、
政令で定める。

▪政令【地区計画の策定に関する基準】令７条�の７➡７４２ 

６	 都市計画の策定に関し必要な技術的基準は、政
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令で定める。
▪政令【都市計画基準】令８条�➡７４２ 

【都市計画の図書】
第 14 条　都市計画は、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、総括図、計画図及び計画書によって
表示するものとする。

２	 計画図及び計画書における区域区分の表示又は
次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有
する者が、自己の権利に係る土地が区域区分に
より区分される市街化区域若しくは市街化調整
区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げ
る区域に含まれるかどうかを容易に判断するこ
とができるものでなければならない。
一　都市再開発の方針に定められている都市再開
発法第２条の３第１項第二号又は第２項の地
区の区域

二　防災街区整備方針に定められている防災再開
発促進地区（密集市街地整備法第３条第１項
第一号に規定する防災再開発促進地区をい
う。）の区域

三　地域地区の区域
四〜四十　（略）
３	 第 11 条第３項の規定により都市計画施設の区
域について都市施設を整備する立体的な範囲が
定められている場合においては、計画図及び計
画書における当該立体的な範囲の表示は、当該
区域内において建築物の建築をしようとする者
が、当該建築が、当該立体的な範囲外において
行われるかどうか、同項後段の規定により当該
立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定め
られているときは当該立体的な範囲から最小限
度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に
判断することができるものでなければならな
い。

第２節　都市計画の決定及び変更

【都市計画を定める者】
第 15 条　次に掲げる都市計画は都道府県が、その
他の都市計画は市町村が定める。
一　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に
関する都市計画

二　区域区分に関する都市計画
三　都市再開発方針等に関する都市計画

四　第８条第１項第四号の二、第九号から第十三
号まで及び第十六号に掲げる地域地区（同項
第四号の二に掲げる地区にあっては都市再生
特別措置法第 36 条第１項の規定による都市
再生特別地区に、第８条第１項第九号に掲げ
る地区にあっては港湾法（昭和25年法律第218号）第
２条第２項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又
は重要港湾に係るものに、第８条第１項第
十二号に掲げる地区にあっては都市緑地法第
５条の規定による緑地保全地域（２以上の市
町村の区域にわたるものに限る。）、首都圏近
郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）第４条第２項
第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の
保全区域の整備に関する法律（昭和42年法律第103
号）第６条第２項の近郊緑地特別保全地区に
限る。）に関する都市計画

五　一の市町村の区域を超える広域の見地から決
定すべき地域地区として政令で定めるもの又
は一の市町村の区域を超える広域の見地から
決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設
として政令で定めるものに関する都市計画

六　市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地
再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区
整備事業にあっては、政令で定める大規模な
ものであって、国の機関又は都道府県が施行
すると見込まれるものに限る。）に関する都
市計画

七　市街地開発事業等予定区域（第 12 条の２第
１項第四号から第六号までに掲げる予定区域
にあっては、一の市町村の区域を超える広域
の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都
市施設の予定区域として政令で定めるものに
限る。）に関する都市計画

２	 市町村の合併その他の理由により、前項第五号
に該当する都市計画が同号に該当しないことと
なったとき、又は同号に該当しない都市計画が
同号に該当することとなったときは、当該都市
計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定し
たものとみなす。

３	 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て
定められた当該市町村の建設に関する基本構想
に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適
合したものでなければならない。

４	 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた
都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、

都市計画法（抄）●　第 1４ 条
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都道府県が定めた都市計画が優先するものとす
る。

【都道府県の都市計画の案の作成】
第 15 条の２　市町村は、必要があると認めるとき
は、都道府県に対し、都道府県が定める都市計
画の案の内容となるべき事項を申し出ることが
できる。

２	 都道府県は、都市計画の案を作成しようとする
ときは、関係市町村に対し、資料の提出その他
必要な協力を求めることができる。

【公聴会の開催等】
第 16 条　都道府県又は市町村は、次項の規定によ
る場合を除くほか、都市計画の案を作成しよう
とする場合において必要があると認めるとき
は、公聴会の開催等住民の意見を反映させるた
めに必要な措置を講ずるものとする。

２	 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提
出方法その他の政令で定める事項について条例
で定めるところにより、その案に係る区域内の
土地の所有者その他政令で定める利害関係を有
する者の意見を求めて作成するものとする。

３	 市町村は、前項の条例において、住民又は利害
関係人から地区計画等に関する都市計画の決定
若しくは変更又は地区計画等の案の内容となる
べき事項を申し出る方法を定めることができ
る。

【都市計画の案の縦覧等】
第 17 条　都道府県又は市町村は、都市計画を決定
しようとするときは、あらかじめ、国土交通省
令で定めるところにより、その旨を公告し、当
該都市計画の案を、当該都市計画を決定しよう
とする理由を記載した書面を添えて、当該公告
の日から２週間公衆の縦覧に供しなければなら
ない。

２	 前項の規定による公告があったときは、関係市
町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間
満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案
について、都道府県の作成に係るものにあって
は都道府県に、市町村の作成に係るものにあっ
ては市町村に、意見書を提出することができる。

３	 特定街区に関する都市計画の案については、政
令で定める利害関係を有する者の同意を得なけ
ればならない。

４	 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の
案については、当該遊休土地転換利用促進地区

内の土地に関する所有権又は地上権その他の政
令で定める使用若しくは収益を目的とする権利
を有する者の意見を聴かなければならない。

５	 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の
案については、当該施行予定者の同意を得なけ
ればならない。ただし、第 12 条の３第２項の
規定の適用がある事項については、この限りで
ない。

【条例との関係】
第 17 条の２　前２条の規定は、都道府県又は市町
村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決
定の手続に関する事項（前２条の規定に反しな
いものに限る。）について、条例で必要な規定
を定めることを妨げるものではない。

【都道府県の都市計画の決定】
第 18 条　都道府県は、関係市町村の意見を聴き、
かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都
市計画を決定するものとする。

２	 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を
都道府県都市計画審議会に付議しようとすると
きは、第 17 条第２項の規定により提出された
意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出
しなければならない。

３	 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令
で定める都市計画の決定をしようとするとき
は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところ
により、国土交通大臣に協議し、その同意を得
なければならない。

４	 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点
から、前項の協議を行うものとする。

【市町村の都市計画に関する基本的な方針】
第 18 条の２　市町村は、議会の議決を経て定めら
れた当該市町村の建設に関する基本構想並びに
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即
し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方
針（以下この条において「基本方針」という。）
を定めるものとする。

２	 市町村は、基本方針を定めようとするときは、
あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映
させるために必要な措置を講ずるものとする。

３	 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、
これを公表するとともに、都道府県知事に通知
しなければならない。

４	 市町村が定める都市計画は、基本方針に即した
ものでなければならない。

第 1５ 条の 2　●都市計画法（抄）
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る。

【都道府県の都市計画の案の作成】
第 15 条の２　市町村は、必要があると認めるとき
は、都道府県に対し、都道府県が定める都市計
画の案の内容となるべき事項を申し出ることが
できる。

２	 都道府県は、都市計画の案を作成しようとする
ときは、関係市町村に対し、資料の提出その他
必要な協力を求めることができる。

【公聴会の開催等】
第 16 条　都道府県又は市町村は、次項の規定によ
る場合を除くほか、都市計画の案を作成しよう
とする場合において必要があると認めるとき
は、公聴会の開催等住民の意見を反映させるた
めに必要な措置を講ずるものとする。

２	 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提
出方法その他の政令で定める事項について条例
で定めるところにより、その案に係る区域内の
土地の所有者その他政令で定める利害関係を有
する者の意見を求めて作成するものとする。

３	 市町村は、前項の条例において、住民又は利害
関係人から地区計画等に関する都市計画の決定
若しくは変更又は地区計画等の案の内容となる
べき事項を申し出る方法を定めることができ
る。

【都市計画の案の縦覧等】
第 17 条　都道府県又は市町村は、都市計画を決定
しようとするときは、あらかじめ、国土交通省
令で定めるところにより、その旨を公告し、当
該都市計画の案を、当該都市計画を決定しよう
とする理由を記載した書面を添えて、当該公告
の日から２週間公衆の縦覧に供しなければなら
ない。

２	 前項の規定による公告があったときは、関係市
町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間
満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案
について、都道府県の作成に係るものにあって
は都道府県に、市町村の作成に係るものにあっ
ては市町村に、意見書を提出することができる。

３	 特定街区に関する都市計画の案については、政
令で定める利害関係を有する者の同意を得なけ
ればならない。

４	 遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の
案については、当該遊休土地転換利用促進地区

内の土地に関する所有権又は地上権その他の政
令で定める使用若しくは収益を目的とする権利
を有する者の意見を聴かなければならない。

５	 都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の
案については、当該施行予定者の同意を得なけ
ればならない。ただし、第 12 条の３第２項の
規定の適用がある事項については、この限りで
ない。

【条例との関係】
第 17 条の２　前２条の規定は、都道府県又は市町
村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決
定の手続に関する事項（前２条の規定に反しな
いものに限る。）について、条例で必要な規定
を定めることを妨げるものではない。

【都道府県の都市計画の決定】
第 18 条　都道府県は、関係市町村の意見を聴き、
かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都
市計画を決定するものとする。

２	 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を
都道府県都市計画審議会に付議しようとすると
きは、第 17 条第２項の規定により提出された
意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出
しなければならない。

３	 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令
で定める都市計画の決定をしようとするとき
は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところ
により、国土交通大臣に協議し、その同意を得
なければならない。

４	 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点
から、前項の協議を行うものとする。

【市町村の都市計画に関する基本的な方針】
第 18 条の２　市町村は、議会の議決を経て定めら
れた当該市町村の建設に関する基本構想並びに
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即
し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方
針（以下この条において「基本方針」という。）
を定めるものとする。

２	 市町村は、基本方針を定めようとするときは、
あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映
させるために必要な措置を講ずるものとする。

３	 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、
これを公表するとともに、都道府県知事に通知
しなければならない。

４	 市町村が定める都市計画は、基本方針に即した
ものでなければならない。
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【市町村の都市計画の決定】
第 19 条　市町村は、市町村都市計画審議会（当該
市町村に市町村都市計画審議会が置かれていな
いときは、当該市町村の存する都道府県の都道
府県都市計画審議会）の議を経て、都市計画を
決定するものとする。

２	 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市
町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議
会に付議しようとするときは、第 17 条第２項
の規定により提出された意見書の要旨を市町村
都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に
提出しなければならない。

３	 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域に
ついて都市計画（都市計画区域について定める
ものにあっては区域外都市施設に関するものを
含み、地区計画等にあっては当該都市計画に定
めようとする事項のうち政令で定める地区施設
の配置及び規模その他の事項に限る。）を決定
しようとするときは、あらかじめ、都道府県知
事に協議しなければならない。

４	 都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広
域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が
定め、若しくは定めようとする都市計画との適
合を図る観点から、前項の協議を行うものとす
る。

５	 都道府県知事は、第３項の協議を行うに当たり
必要があると認めるときは、関係市町村に対し、
資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協
力を求めることができる。

【都市計画の告示等】
第 20 条　都道府県又は市町村は、都市計画を決定
したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県
にあっては関係市町村長に、市町村にあっては
都道府県知事に、第 14 条第１項に規定する図
書の写しを送付しなければならない。

２	 都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で
定めるところにより、前項の図書又はその写し
を当該都道府県又は市町村の事務所に備え置い
て一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法
により公衆の縦覧に供しなければならない。

３	 都市計画は、第１項の規定による告示があった
日から、その効力を生ずる。

【都市計画の変更】
第 21 条　都道府県又は市町村は、都市計画区域又
は準都市計画区域が変更されたとき、第６条第

１項若しくは第２項の規定による都市計画に関
する基礎調査又は第 13 条第１項第二十号に規
定する政府が行う調査の結果都市計画を変更す
る必要が明らかとなったとき、遊休土地転換利
用促進地区に関する都市計画についてその目的
が達成されたと認めるとき、その他都市計画を
変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該
都市計画を変更しなければならない。

２	 第 17 条から第 18 条まで及び前２条の規定は、
都市計画の変更（第 17 条、第 18 条第２項及び
第３項並びに第 19 条第２項及び第３項の規定
については、政令で定める軽易な変更を除く。）
について準用する。この場合において、施行予
定者を変更する都市計画の変更については、第
17 条第５項中「当該施行予定者」とあるのは、
「変更前後の施行予定者」と読み替えるものと
する。

【都市計画の決定等の提案】
第 21 条の２　都市計画区域又は準都市計画区域の
うち、一体として整備し、開発し、又は保全す
べき土地の区域としてふさわしい政令で定める
規模以上の一団の土地の区域について、当該土
地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要
件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備そ
の他一時使用のため設定されたことが明らかな
ものを除く。以下「借地権」という。）を有す
る者（以下この条において「土地所有者等」と
いう。）は、１人で、又は数人共同して、都道
府県又は市町村に対し、都市計画（都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開
発方針等に関するものを除く。次項及び第 75
条の９第１項において同じ。）の決定又は変更
をすることを提案することができる。この場合
においては、当該提案に係る都市計画の素案を
添えなければならない。

■関連【政令で定める規模】令１５条�➡７４６ 

２	 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的
とする特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）
第２条第２項の特定非営利活動法人、一般社団
法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的
としない法人、独立行政法人都市再生機構、地
方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関
し経験と知識を有するものとして国土交通省令
で定める団体又はこれらに準ずるものとして地
方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定

都市計画法（抄）●　第 19 条
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する土地の区域について、都道府県又は市町村
に対し、都市計画の決定又は変更をすることを
提案することができる。同項後段の規定は、こ
の場合について準用する。

３	 前２項の規定による提案（以下「計画提案」と
いう。）は、次に掲げるところに従って、国土
交通省令で定めるところにより行うものとす
る。
一　当該計画提案に係る都市計画の素案の内容
が、第 13 条その他の法令の規定に基づく都
市計画に関する基準に適合するものであるこ
と。

二　当該計画提案に係る都市計画の素案の対象と
なる土地（国又は地方公共団体の所有してい
る土地で公共施設の用に供されているものを
除く。以下この号において同じ。）の区域内
の土地所有者等の　	以上の同意（同意した
者が所有するその区域内の土地の地積と同意
した者が有する借地権の目的となっているそ
の区域内の土地の地積の合計が、その区域内
の土地の総地積と借地権の目的となっている
土地の総地積との合計の　	以上となる場合
に限る。）を得ていること。

【計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等】
第 21 条の３　都道府県又は市町村は、計画提案が
行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえ
た都市計画（計画提案に係る都市計画の素案の
内容の全部又は一部を実現することとなる都市
計画をいう。以下同じ。）の決定又は変更をす
る必要があるかどうかを判断し、当該都市計画
の決定又は変更をする必要があると認めるとき
は、その案を作成しなければならない。

【計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画
審議会等への付議】
第 21 条の４　都道府県又は市町村は、計画提案を
踏まえた都市計画（当該計画提案に係る都市計
画の素案の内容の全部を実現するものを除く。）
の決定又は変更をしようとする場合において、
第 18 条第１項又は第 19 条第１項（これらの規
定を第 21 条第２項において準用する場合を含
む。）の規定により都市計画の案を都道府県都
市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議
しようとするときは、当該都市計画の案に併せ
て、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出
しなければならない。

2
3

2
3

【計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合に
とるべき措置】
第 21 条の５　都道府県又は市町村は、計画提案を
踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要が
ないと判断したときは、遅滞なく、その旨及び
その理由を、当該計画提案をした者に通知しな
ければならない。

２	 都道府県又は市町村は、前項の通知をしようと
するときは、あらかじめ、都道府県都市計画審
議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置
かれているときは、当該市町村都市計画審議会）
に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出し
てその意見を聴かなければならない。

【国土交通大臣の定める都市計画】
第 22 条　２以上の都府県の区域にわたる都市計画
区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町
村が定めるものとする。この場合においては、
第 15 条、第 15 条の２、第 17 条第１項及び第
２項、第 21 条第１項、第 21 条の２第１項及び
第２項並びに第 21 条の３中「都道府県」とあ
り、並びに第 19 条第３項から第５項までの規
定中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」
と、第 17 条の２中「都道府県又は市町村」と
あるのは「市町村」と、第 18 条第１項及び第
２項中「都道府県は」とあるのは「国土交通大
臣は」と、第 19 条第４項中「都道府県が」と
あるのは「国土交通大臣が」と、第 20 条第１項、
第 21 条の４及び前条中「都道府県又は」とあ
るのは「国土交通大臣又は」と、第 20 条第１
項中「都道府県にあっては関係市町村長」とあ
るのは「国土交通大臣にあっては関係都府県知
事及び関係市町村長」と、「都道府県知事」と
あるのは「国土交通大臣及び都府県知事」とす
る。

２	 国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づい
て都市計画を定めるものとする。

３	 都府県の合併その他の理由により、２以上の都
府県の区域にわたる都市計画区域が１の都府県
の区域内の区域となり、又は１の都府県の区域
内の都市計画区域が２以上の都府県の区域にわ
たることとなった場合における必要な経過措置
については、政令で定める。

【準都市計画区域について都市計画区域が指定された場
合における都市計画の取扱い】
第 23 条の２　準都市計画区域の全部又は一部につ

第 21 条の 3　●都市計画法（抄）
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する土地の区域について、都道府県又は市町村
に対し、都市計画の決定又は変更をすることを
提案することができる。同項後段の規定は、こ
の場合について準用する。

３	 前２項の規定による提案（以下「計画提案」と
いう。）は、次に掲げるところに従って、国土
交通省令で定めるところにより行うものとす
る。

一　当該計画提案に係る都市計画の素案の内容
が、第 13 条その他の法令の規定に基づく都
市計画に関する基準に適合するものであるこ
と。

二　当該計画提案に係る都市計画の素案の対象と
なる土地（国又は地方公共団体の所有してい
る土地で公共施設の用に供されているものを
除く。以下この号において同じ。）の区域内
の土地所有者等の　	以上の同意（同意した
者が所有するその区域内の土地の地積と同意
した者が有する借地権の目的となっているそ
の区域内の土地の地積の合計が、その区域内
の土地の総地積と借地権の目的となっている
土地の総地積との合計の　	以上となる場合
に限る。）を得ていること。

【計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等】
第 21 条の３　都道府県又は市町村は、計画提案が
行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえ
た都市計画（計画提案に係る都市計画の素案の
内容の全部又は一部を実現することとなる都市
計画をいう。以下同じ。）の決定又は変更をす
る必要があるかどうかを判断し、当該都市計画
の決定又は変更をする必要があると認めるとき
は、その案を作成しなければならない。

【計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画
審議会等への付議】
第 21 条の４　都道府県又は市町村は、計画提案を
踏まえた都市計画（当該計画提案に係る都市計
画の素案の内容の全部を実現するものを除く。）
の決定又は変更をしようとする場合において、
第 18 条第１項又は第 19 条第１項（これらの規
定を第 21 条第２項において準用する場合を含
む。）の規定により都市計画の案を都道府県都
市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議
しようとするときは、当該都市計画の案に併せ
て、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出
しなければならない。

2
3

2
3

【計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合に
とるべき措置】
第 21 条の５　都道府県又は市町村は、計画提案を
踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要が
ないと判断したときは、遅滞なく、その旨及び
その理由を、当該計画提案をした者に通知しな
ければならない。

２	 都道府県又は市町村は、前項の通知をしようと
するときは、あらかじめ、都道府県都市計画審
議会（当該市町村に市町村都市計画審議会が置
かれているときは、当該市町村都市計画審議会）
に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出し
てその意見を聴かなければならない。

【国土交通大臣の定める都市計画】
第 22 条　２以上の都府県の区域にわたる都市計画
区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町
村が定めるものとする。この場合においては、
第 15 条、第 15 条の２、第 17 条第１項及び第
２項、第 21 条第１項、第 21 条の２第１項及び
第２項並びに第 21 条の３中「都道府県」とあ
り、並びに第 19 条第３項から第５項までの規
定中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」
と、第 17 条の２中「都道府県又は市町村」と
あるのは「市町村」と、第 18 条第１項及び第
２項中「都道府県は」とあるのは「国土交通大
臣は」と、第 19 条第４項中「都道府県が」と
あるのは「国土交通大臣が」と、第 20 条第１項、
第 21 条の４及び前条中「都道府県又は」とあ
るのは「国土交通大臣又は」と、第 20 条第１
項中「都道府県にあっては関係市町村長」とあ
るのは「国土交通大臣にあっては関係都府県知
事及び関係市町村長」と、「都道府県知事」と
あるのは「国土交通大臣及び都府県知事」とす
る。

２	 国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づい
て都市計画を定めるものとする。

３	 都府県の合併その他の理由により、２以上の都
府県の区域にわたる都市計画区域が１の都府県
の区域内の区域となり、又は１の都府県の区域
内の都市計画区域が２以上の都府県の区域にわ
たることとなった場合における必要な経過措置
については、政令で定める。

【準都市計画区域について都市計画区域が指定された場
合における都市計画の取扱い】
第 23 条の２　準都市計画区域の全部又は一部につ

第 21 条の 3　●都市計画法（抄）
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いて都市計画区域が指定されたときは、当該都
市計画区域と重複する区域内において定められ
ている都市計画は、当該都市計画区域について
定められているものとみなす。

■関連【準都市計画区域】法５条�の２第５項➡７00  

【調査のための立入り等】
第 25 条　国土交通大臣、都道府県知事又は市町村
長は、都市計画の決定又は変更のために他人の
占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う
必要があるときは、その必要の限度において、
他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はそ
の命じた者若しくは委任した者に立ち入らせる
ことができる。

２	 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入
ろうとする者は、立ち入ろうとする日の３日前
までに、その旨を土地の占有者に通知しなけれ
ばならない。

３	 第１項の規定により、建築物が所在し、又はか
き、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立
ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする
者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地
の占有者に告げなければならない。

４	 日出前又は日没後においては、土地の占有者の
承諾があった場合を除き、前項に規定する土地
に立ち入ってはならない。

５	 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第１
項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはな
らない。

【障害物の伐除及び土地の試掘等】
第 26 条　前条第１項の規定により他人の占有する
土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、そ
の測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない
必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵
等（以下「障害物」という。）を伐除しようと
する場合又は当該土地に試掘若しくはボーリン
グ若しくはこれらに伴う障害物の伐除（以下「試
掘等」という。）を行おうとする場合において、
当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の
同意を得ることができないときは、当該障害物
の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当
該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管
轄する都道府県知事（市の区域内にあっては、
当該市の長。以下「都道府県知事等」という。）
の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことが
できる。この場合において、市町村長が許可を

与えようとするときは障害物の所有者及び占有
者に、都道府県知事等が許可を与えようとする
ときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、
あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければ
ならない。

２	 前項の規定により障害物を伐除しようとする者
又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除
しようとする日又は試掘等を行なおうとする日
の３日前までに、その旨を当該障害物又は当該
土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知
しなければならない。

３	 第１項の規定により障害物を伐除しようとする
場合（土地の試掘又はボーリングに伴う障害物
の伐除をしようとする場合を除く。）において、
当該障害物の所有者及び占有者がその場所にい
ないためその同意を得ることが困難であり、か
つ、その現状を著しく損傷しないときは、国土
交通大臣、都道府県若しくは市町村又はその命
じた者若しくは委任した者は、前２項の規定に
かかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市
町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物
を伐除することができる。この場合においては、
当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を
その所有者及び占有者に通知しなければならな
い。

【証明書等の携帯】
第 27 条　第 25 条第１項の規定により他人の占有
する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を
示す証明書を携帯しなければならない。

２	 前条第１項の規定により障害物を伐除しようと
する者又は土地に試掘等を行おうとする者は、
その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府
県知事等の許可証を携帯しなければならない。

３	 前２項に規定する証明書又は許可証は、関係人
の請求があったときは、これを提示しなければ
ならない。

【土地の立入り等に伴う損失の補償】
第 28 条　国土交通大臣、都道府県又は市町村は、
第 25 条第１項又は第 26 条第１項若しくは第３
項の規定による行為により他人に損失を与えた
ときは、その損失を受けた者に対して、通常生
ずべき損失を補償しなければならない。

２	 前項の規定による損失の補償については、損失
を与えた者と損失を受けた者とが協議しなけれ
ばならない。

都市計画法（抄）●　第 2５ 条
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３	 前項の規定による協議が成立しないときは、損
失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定
めるところにより、収用委員会に土地収用法（昭
和26年法律第219号）第 94 条第２項の規定による裁
決を申請することができる。

第３章　都市計画制限等

第１節　開発行為等の規制

【開発行為の許可】
第 29 条　都市計画区域又は準都市計画区域内にお
いて開発行為をしようとする者は、あらかじめ、
国土交通省令で定めるところにより、都道府県
知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252 条の
19 第１項の指定都市又は同法第 252 条の 22 第
１項の中核市（以下「指定都市等」という。）
の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以
下この節において同じ。）の許可を受けなけれ
ばならない。ただし、次に掲げる開発行為につ
いては、この限りでない。

■関連【開発行為】法４条�１２項➡６９９ 

一　市街化区域、区域区分が定められていない都
市計画区域又は準都市計画区域内において行
う開発行為で、その規模が、それぞれの区域
の区分に応じて政令で定める規模未満である
もの

▪政令【許可を要しない開発行為の規模】令１９条�➡７４６ 

二　市街化調整区域、区域区分が定められていな
い都市計画区域又は準都市計画区域内におい
て行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業
の用に供する政令で定める建築物又はこれら
の業務を営む者の居住の用に供する建築物の
建築の用に供する目的で行うもの

▪政令【法29条1項二号及び2項一号の建築物】

令２0条�➡７４７ 

三　駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、
変電所その他これらに類する公益上必要な建
築物のうち開発区域及びその周辺の地域にお
ける適正かつ合理的な土地利用及び環境の保
全を図る上で支障がないものとして政令で定
める建築物の建築の用に供する目的で行う開
発行為

▪政令【一定の公益上必要な建築物】令２１条�➡７４７ 

四　都市計画事業の施行として行う開発行為
五　土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六　市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七　住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八　防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１

項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法
第 22 条第２項の告示がないものにおいて行
う開発行為

十　非常災害のため必要な応急措置として行う開
発行為

一
十　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

政令で定めるもの
▪政令【許可を要しない通常の管理行為等】令２２条�➡７４９ 

２	 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内に
おいて、それにより一定の市街地を形成すると
見込まれる規模として政令で定める規模以上の
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国
土交通省令で定めるところにより、都道府県知
事の許可を受けなければならない。ただし、次
に掲げる開発行為については、この限りでない。

▪政令【法29条2項の政令で定める規模】令２２条�の２➡７４９ 

一　農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で
定める建築物又はこれらの業務を営む者の居
住の用に供する建築物の建築の用に供する目
的で行う開発行為

▪政令【法29条1項二号及び2項一号の建築物】

令２0条�➡７４７ 

二　前項第三号、第四号及び第九号から第十一号
までに掲げる開発行為

３	 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められ
ていない都市計画区域、準都市計画区域又は都
市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち
２以上の区域にわたる場合における第１項第一
号及び前項の規定の適用については、政令で定
める。

▪政令【開発区域が2以上の区域にわたる場合の規模要件】

令２２条�の３➡７４９ 

【許可申請の手続】
第 30 条　前条第１項又は第２項の許可（以下「開
発許可」という。）を受けようとする者は、国
土交通省令で定めるところにより、次に掲げる
事項を記載した申請書を都道府県知事に提出し
なければならない。

第 29 条　●都市計画法（抄）
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３	 前項の規定による協議が成立しないときは、損
失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定
めるところにより、収用委員会に土地収用法（昭
和26年法律第219号）第 94 条第２項の規定による裁
決を申請することができる。

第３章　都市計画制限等

第１節　開発行為等の規制

【開発行為の許可】
第 29 条　都市計画区域又は準都市計画区域内にお
いて開発行為をしようとする者は、あらかじめ、
国土交通省令で定めるところにより、都道府県
知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252 条の
19 第１項の指定都市又は同法第 252 条の 22 第
１項の中核市（以下「指定都市等」という。）
の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以
下この節において同じ。）の許可を受けなけれ
ばならない。ただし、次に掲げる開発行為につ
いては、この限りでない。

■関連【開発行為】法４条�１２項➡６９９ 

一　市街化区域、区域区分が定められていない都
市計画区域又は準都市計画区域内において行
う開発行為で、その規模が、それぞれの区域
の区分に応じて政令で定める規模未満である
もの

▪政令【許可を要しない開発行為の規模】令１９条�➡７４６ 

二　市街化調整区域、区域区分が定められていな
い都市計画区域又は準都市計画区域内におい
て行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業
の用に供する政令で定める建築物又はこれら
の業務を営む者の居住の用に供する建築物の
建築の用に供する目的で行うもの

▪政令【法29条1項二号及び2項一号の建築物】

令２0条�➡７４７ 

三　駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、
変電所その他これらに類する公益上必要な建
築物のうち開発区域及びその周辺の地域にお
ける適正かつ合理的な土地利用及び環境の保
全を図る上で支障がないものとして政令で定
める建築物の建築の用に供する目的で行う開
発行為

▪政令【一定の公益上必要な建築物】令２１条�➡７４７ 

四　都市計画事業の施行として行う開発行為
五　土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六　市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七　住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八　防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１

項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法
第 22 条第２項の告示がないものにおいて行
う開発行為

十　非常災害のため必要な応急措置として行う開
発行為

一
十　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

政令で定めるもの
▪政令【許可を要しない通常の管理行為等】令２２条�➡７４９ 

２	 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内に
おいて、それにより一定の市街地を形成すると
見込まれる規模として政令で定める規模以上の
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国
土交通省令で定めるところにより、都道府県知
事の許可を受けなければならない。ただし、次
に掲げる開発行為については、この限りでない。

▪政令【法29条2項の政令で定める規模】令２２条�の２➡７４９ 

一　農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で
定める建築物又はこれらの業務を営む者の居
住の用に供する建築物の建築の用に供する目
的で行う開発行為

▪政令【法29条1項二号及び2項一号の建築物】

令２0条�➡７４７ 

二　前項第三号、第四号及び第九号から第十一号
までに掲げる開発行為

３	 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められ
ていない都市計画区域、準都市計画区域又は都
市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち
２以上の区域にわたる場合における第１項第一
号及び前項の規定の適用については、政令で定
める。

▪政令【開発区域が2以上の区域にわたる場合の規模要件】

令２２条�の３➡７４９ 

【許可申請の手続】
第 30 条　前条第１項又は第２項の許可（以下「開
発許可」という。）を受けようとする者は、国
土交通省令で定めるところにより、次に掲げる
事項を記載した申請書を都道府県知事に提出し
なければならない。

第 29 条　●都市計画法（抄）
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L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

一　開発区域（開発区域を工区に分けたときは、
開発区域及び工区）の位置、区域及び規模

二　開発区域内において予定される建築物又は特
定工作物（以下「予定建築物等」という。）
の用途

三　開発行為に関する設計（以下この節において
「設計」という。）

四　工事施行者（開発行為に関する工事の請負人
又は請負契約によらないで自らその工事を施
行する者をいう。以下同じ。）

五　その他国土交通省令で定める事項
２	 前項の申請書には、第 32 条第１項に規定する
同意を得たことを証する書面、同条第２項に規
定する協議の経過を示す書面その他国土交通省
令で定める図書を添付しなければならない。

【設計者の資格】
第31条　前条の場合において、設計に係る設計図書
（開発行為に関する工事のうち国土交通＊１ 省令で
定めるものを実施するため必要な図面（現寸図
その他これに類するものを除く。）及び仕様書を
いう。）は、国土交通＊２ 省令で定める資格を有す
る者の作成したものでなければならない。

▪＊１ 省令【資格を有する者の設計によらなければ

ならない工事】規則１８条�➡７６１ 

▪＊２ 省令【設計者の資格】規則１９条�➡７６１ 

【公共施設の管理者の同意等】
第 32 条　開発許可を申請しようとする者は、あら
かじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理
者と協議し、その同意を得なければならない。

２	 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、
開発行為又は開発行為に関する工事により設置
される公共施設を管理することとなる者その他
政令で定める者と協議しなければならない。

▪政令【開発行為を行うについて協議すべき者】

令２３条�➡７５0 

３	 前２項に規定する公共施設の管理者又は公共施
設を管理することとなる者は、公共施設の適切
な管理を確保する観点から、前２項の協議を行
うものとする。

【開発許可の基準】
第 33 条　都道府県知事は、開発許可の申請があっ
た場合において、当該申請に係る開発行為が、
次に掲げる基準（第４項及び第５項の条例が定
められているときは、当該条例で定める制限を
含む。）に適合しており、かつ、その申請の手

続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定
に違反していないと認めるときは、開発許可を
しなければならない。

一　次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物
等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限
に適合していること。ただし、都市再生特別
地区の区域内において当該都市再生特別地区
に定められた誘導すべき用途に適合するもの
にあっては、この限りでない。

イ　当該申請に係る開発区域内の土地について
用途地域、特別用途地区、特定用途制限地
域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途
誘導地区、流通業務地区又は港湾法第 39
条第１項の分区（以下「用途地域等」とい
う。）が定められている場合　　当該用途
地域等内における用途の制限（建築基準法
第 49 条第１項若しくは第２項、第 49 条の
２、第 60 条の２の２第４項若しくは第 60
条の３第３項（これらの規定を同法第 88
条第２項において準用する場合を含む。）
又は港湾法第 40 条第１項（同法第 50 条の
５第２項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。）の条例による用途の制限を
含む。）

ロ　当該申請に係る開発区域内の土地（都市計
画区域（市街化調整区域を除く。）又は準
都市計画区域内の土地に限る。）について
用途地域等が定められていない場合　　建
築基準法第 48 条第 14 項及び第 68 条の３
第７項（同法第 48 条第 14 項に係る部分に
限る。）（これらの規定を同法第 88 条第２
項において準用する場合を含む。）の規定
による用途の制限

二　主として、自己の居住の用に供する住宅の建
築の用に供する目的で行う開発行為以外の開
発行為にあっては、道路、公園、広場その他
の公共の用に供する空地（消防に必要な水利
が十分でない場合に設置する消防の用に供す
る貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を
勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通
行の安全上又は事業活動の効率上支障がない
ような規模及び構造で適当に配置され、かつ、
開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相
当規模の道路に接続するように設計が定めら
れていること。この場合において、当該空地

都市計画法（抄）●　第 31 条
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に関する都市計画が定められているときは、
設計がこれに適合していること。
イ　開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ　開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ　予定建築物等の用途
ニ　予定建築物等の敷地の規模及び配置
三　排水路その他の排水施設が、次に掲げる事
項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和33
年法律第79号）第２条第一号に規定する下水を有
効に排出するとともに、その排出によって開
発区域及びその周辺の地域に溢水等による被
害が生じないような構造及び能力で適当に配
置されるように設計が定められていること。
この場合において、当該排水施設に関する都
市計画が定められているときは、設計がこれ
に適合していること。
イ　当該地域における降水量
ロ　前号イからニまでに掲げる事項及び放流先
の状況

四　主として、自己の居住の用に供する住宅の建
築の用に供する目的で行う開発行為以外の開
発行為にあっては、水道その他の給水施設
が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案
して、当該開発区域について想定される需要
に支障を来さないような構造及び能力で適当
に配置されるように設計が定められているこ
と。この場合において、当該給水施設に関す
る都市計画が定められているときは、設計が
これに適合していること。

五　当該申請に係る開発区域内の土地について地
区計画等（次のイからホまでに掲げる地区計
画等の区分に応じて、当該イからホまでに定
める事項が定められているものに限る。）が
定められているときは、予定建築物等の用途
又は開発行為の設計が当該地区計画等に定め
られた内容に即して定められていること。
イ　地区計画　　再開発等促進区若しくは開発
整備促進区（いずれも第 12 条の５第５項
第一号に規定する施設の配置及び規模が定
められているものに限る。）又は地区整備
計画

ロ　防災街区整備地区計画　　地区防災施設の
区域、特定建築物地区整備計画又は防災街
区整備地区整備計画

ハ　歴史的風致維持向上地区計画　　歴史的風

致維持向上地区整備計画
ニ　沿道地区計画　　沿道再開発等促進区（幹
線道路の沿道の整備に関する法律第９条第
４項第一号に規定する施設の配置及び規模
が定められているものに限る。）又は沿道
地区整備計画

ホ　集落地区計画　　集落地区整備計画
六　当該開発行為の目的に照らして、開発区域に
おける利便の増進と開発区域及びその周辺の
地域における環境の保全とが図られるように
公共施設、学校その他の公益的施設及び開発
区域内において予定される建築物の用途の配
分が定められていること。

七　地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害
を防止するため、開発区域内の土地について、
地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他
安全上必要な措置が講ぜられるように設計が
定められていること。この場合において、開
発区域内の土地の全部又は一部が次の表の左
欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該
土地における同表の中欄に掲げる工事の計画
が、同表の右欄に掲げる基準に適合している
こと。

宅地造成及び特定
盛土等規制法（昭和
36年法律第191号）第
10条第１項の宅地
造成等工事規制区
域

開発行為に関する
工事

宅地造成及び特定
盛土等規制法第13
条の規定に適合
するものであるこ
と。

宅地造成及び特定
盛土等規制法第26
条第１項の特定盛
土等規制区域

開発行為（宅地造
成及び特定盛土等
規制法第30条第１
項の政令で定める
規模（同法第32条
の条例が定められ
ているときは、当
該条例で定める
規模）のものに限
る。）に関する工事

宅地造成及び特定
盛土等規制法第31
条の規定に適合
するものであるこ
と。

津波防災地域づく
りに関する法律第
72条第１項の津波
災害特別警戒区域

津波防災地域づく
りに関する法律第
73条第１項に規定
する特定開発行為
（同条第４項各号
に掲げる行為を除
く。）に関する工事

津波防災地域づく
りに関する法律第
75条に規定する措
置を同条の国土交
通省令で定める技
術的基準に従い講
じるものであるこ
と。

八　主として、自己の居住の用に供する住宅の建
築の用に供する目的で行う開発行為以外の開
発行為にあっては、開発区域内に建築基準法
第 39 条第１項の災害危険区域、地すべり等
防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地す

第 33 条　●都市計画法（抄）
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に関する都市計画が定められているときは、
設計がこれに適合していること。

イ　開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ　開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ　予定建築物等の用途
ニ　予定建築物等の敷地の規模及び配置

三　排水路その他の排水施設が、次に掲げる事
項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和33
年法律第79号）第２条第一号に規定する下水を有
効に排出するとともに、その排出によって開
発区域及びその周辺の地域に溢水等による被
害が生じないような構造及び能力で適当に配
置されるように設計が定められていること。
この場合において、当該排水施設に関する都
市計画が定められているときは、設計がこれ
に適合していること。

イ　当該地域における降水量
ロ　前号イからニまでに掲げる事項及び放流先
の状況

四　主として、自己の居住の用に供する住宅の建
築の用に供する目的で行う開発行為以外の開
発行為にあっては、水道その他の給水施設
が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案
して、当該開発区域について想定される需要
に支障を来さないような構造及び能力で適当
に配置されるように設計が定められているこ
と。この場合において、当該給水施設に関す
る都市計画が定められているときは、設計が
これに適合していること。

五　当該申請に係る開発区域内の土地について地
区計画等（次のイからホまでに掲げる地区計
画等の区分に応じて、当該イからホまでに定
める事項が定められているものに限る。）が
定められているときは、予定建築物等の用途
又は開発行為の設計が当該地区計画等に定め
られた内容に即して定められていること。

イ　地区計画　　再開発等促進区若しくは開発
整備促進区（いずれも第 12 条の５第５項
第一号に規定する施設の配置及び規模が定
められているものに限る。）又は地区整備
計画

ロ　防災街区整備地区計画　　地区防災施設の
区域、特定建築物地区整備計画又は防災街
区整備地区整備計画

ハ　歴史的風致維持向上地区計画　　歴史的風

致維持向上地区整備計画
ニ　沿道地区計画　　沿道再開発等促進区（幹
線道路の沿道の整備に関する法律第９条第
４項第一号に規定する施設の配置及び規模
が定められているものに限る。）又は沿道
地区整備計画

ホ　集落地区計画　　集落地区整備計画
六　当該開発行為の目的に照らして、開発区域に
おける利便の増進と開発区域及びその周辺の
地域における環境の保全とが図られるように
公共施設、学校その他の公益的施設及び開発
区域内において予定される建築物の用途の配
分が定められていること。

七　地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害
を防止するため、開発区域内の土地について、
地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他
安全上必要な措置が講ぜられるように設計が
定められていること。この場合において、開
発区域内の土地の全部又は一部が次の表の左
欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該
土地における同表の中欄に掲げる工事の計画
が、同表の右欄に掲げる基準に適合している
こと。

宅地造成及び特定
盛土等規制法（昭和
36年法律第191号）第
10条第１項の宅地
造成等工事規制区
域

開発行為に関する
工事

宅地造成及び特定
盛土等規制法第13
条の規定に適合
するものであるこ
と。

宅地造成及び特定
盛土等規制法第26
条第１項の特定盛
土等規制区域

開発行為（宅地造
成及び特定盛土等
規制法第30条第１
項の政令で定める
規模（同法第32条
の条例が定められ
ているときは、当
該条例で定める
規模）のものに限
る。）に関する工事

宅地造成及び特定
盛土等規制法第31
条の規定に適合
するものであるこ
と。

津波防災地域づく
りに関する法律第
72条第１項の津波
災害特別警戒区域

津波防災地域づく
りに関する法律第
73条第１項に規定
する特定開発行為
（同条第４項各号
に掲げる行為を除
く。）に関する工事

津波防災地域づく
りに関する法律第
75条に規定する措
置を同条の国土交
通省令で定める技
術的基準に従い講
じるものであるこ
と。

八　主として、自己の居住の用に供する住宅の建
築の用に供する目的で行う開発行為以外の開
発行為にあっては、開発区域内に建築基準法
第 39 条第１項の災害危険区域、地すべり等
防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地す
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べり防止区域、土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12
年法律第57号）第９条第１項の土砂災害特別警戒
区域及び特定都市河川浸水被害対策法（平成15
年法律第77号）第 56 条第１項の浸水被害防止区
域（次条第八号の二において「災害危険区域
等」という。）その他政令で定める開発行為
を行うのに適当でない区域内の土地を含まな
いこと。ただし、開発区域及びその周辺の地
域の状況等により支障がないと認められると
きは、この限りでない。

九　政令で定める規模以上の開発行為にあって
は、開発区域及びその周辺の地域における環
境を保全するため、開発行為の目的及び第二
号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開
発区域における植物の生育の確保上必要な樹
木の保存、表土の保全その他の必要な措置が
講ぜられるように設計が定められているこ
と。

十　政令で定める規模以上の開発行為にあって
は、開発区域及びその周辺の地域における環
境を保全するため、第二号イからニまでに掲
げる事項を勘案して、騒音、振動等による環
境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝
帯が配置されるように設計が定められている
こと。

一
十　政令で定める規模以上の開発行為にあって
は、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送
の便等からみて支障がないと認められるこ
と。

二
十　主として、自己の居住の用に供する住宅の建
築の用に供する目的で行う開発行為（当該開
発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土
等規制法第 12 条第１項又は第 30 条第１項の
許可を要するものを除く。）又は住宅以外の
建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用
に供するものの建築若しくは建設の用に供す
る目的で行う開発行為（当該開発行為に関す
る工事が当該許可を要するもの並びに当該開
発行為の中断により当該開発区域及びその周
辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等によ
る被害が生じるおそれがあることを考慮して
政令で定める規模以上のものを除く。）以外
の開発行為にあっては、申請者に当該開発行
為を行うために必要な資力及び信用があるこ

と。
三
十　主として、自己の居住の用に供する住宅の建
築の用に供する目的で行う開発行為（当該開
発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土
等規制法第 12 条第１項又は第 30 条第１項の
許可を要するものを除く。）又は住宅以外の
建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用
に供するものの建築若しくは建設の用に供す
る目的で行う開発行為（当該開発行為に関す
る工事が当該許可を要するもの並びに当該開
発行為の中断により当該開発区域及びその周
辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等によ
る被害が生じるおそれがあることを考慮して
政令で定める規模以上のものを除く。）以外
の開発行為にあっては、工事施行者に当該開
発行為に関する工事を完成するために必要な
能力があること。

四
十　当該開発行為をしようとする土地若しくは当
該開発行為に関する工事をしようとする土地
の区域内の土地又はこれらの土地にある建築
物その他の工作物につき当該開発行為の施行
又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げ
となる権利を有する者の相当数の同意を得て
いること。

２	 前項各号に規定する基準を適用するについて必
要な技術的細目は、政令で定める。

３	 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊
性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の
土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前
項の政令で定める技術的細目のみによっては環
境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るこ
とが困難であると認められ、又は当該技術的細
目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び
利便の増進上支障がないと認められる場合にお
いては、政令で定める基準に従い、条例で、当
該技術的細目において定められた制限を強化
し、又は緩和することができる。

４	 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又
は保持のため必要と認める場合においては、政
令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又
は予定される建築物の用途を限り、開発区域内
において予定される建築物の敷地面積の最低限
度に関する制限を定めることができる。

５	 景観行政団体（景観法第７条第１項に規定する
景観行政団体をいう。）は、良好な景観の形成

都市計画法（抄）●　第 33 条
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を図るため必要と認める場合においては、同法
第８条第２項第一号の景観計画区域内におい
て、政令で定める基準に従い、同条第１項の景
観計画に定められた開発行為についての制限の
内容を、条例で、開発許可の基準として定める
ことができる。

６	 指定都市等及び地方自治法第 252 条の 17 の２
第１項の規定に基づきこの節の規定により都道
府県知事の権限に属する事務の全部を処理する
こととされた市町村（以下この節において「事
務処理市町村」という。）以外の市町村は、前
３項の規定により条例を定めようとするとき
は、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その
同意を得なければならない。

７	 公有水面埋立法第 22 条第２項の告示があった
埋立地において行う開発行為については、当該
埋立地に関する同法第２条第１項の免許の条件
において第１項各号に規定する事項（第４項及
び第５項の条例が定められているときは、当該
条例で定める事項を含む。）に関する定めがあ
るときは、その定めをもって開発許可の基準と
し、第１項各号に規定する基準（第４項及び第
５項の条例が定められているときは、当該条例
で定める制限を含む。）は、当該条件に抵触し
ない限度において適用する。

８	 居住調整地域又は市街地再開発促進区域内にお
ける開発許可に関する基準については、第１項
に定めるもののほか、別に法律で定める。

第 34 条　前条の規定にかかわらず、市街化調整区
域に係る開発行為（主として第二種特定工作物
の建設の用に供する目的で行う開発行為を除
く。）については、当該申請に係る開発行為及
びその申請の手続が同条に定める要件に該当す
るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号の
いずれかに該当すると認める場合でなければ、
都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
一　主として当該開発区域の周辺の地域において
居住している者の利用に供する政令で定める
公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生
活のため必要な物品の販売、加工若しくは修
理その他の業務を営む店舗、事業場その他こ
れらに類する建築物の建築の用に供する目的
で行う開発行為

▪政令【周辺地域の居住者の利用に供する

公益上必要な建築物】令２９条�の５➡７５４ 

二　市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資
源その他の資源の有効な利用上必要な建築物
又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に
供する目的で行う開発行為

三　温度、湿度、空気等について特別の条件を必
要とする政令で定める事業の用に供する建築
物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件
を必要とするため市街化区域内において建築
し、又は建設することが困難なものの建築又
は建設の用に供する目的で行う開発行為

四　農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物
で第 29 条第１項第二号の政令で定める建築
物以外のものの建築又は市街化調整区域内に
おいて生産される農産物、林産物若しくは水
産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築
物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは
建設の用に供する目的で行う開発行為

五　特定農山村地域における農林業等の活性化
のための基盤整備の促進に関する法律（平成５
年法律第72号）第９条第１項の規定による公告が
あった所有権移転等促進計画の定めるところ
によって設定され、又は移転された同法第２
条第３項第三号の権利に係る土地において当
該所有権移転等促進計画に定める利用目的
（同項第二号に規定する農林業等活性化基盤
施設である建築物の建築の用に供するための
ものに限る。）に従って行う開発行為

六　都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤
整備機構と一体となって助成する中小企業者
の行う他の事業者との連携若しくは事業の共
同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する
事業の用に供する建築物又は第一種特定工作
物の建築又は建設の用に供する目的で行う開
発行為

七　市街化調整区域内において現に工業の用に供
されている工場施設における事業と密接な関
連を有する事業の用に供する建築物又は第一
種特定工作物で、これらの事業活動の効率化
を図るため市街化調整区域内において建築
し、又は建設することが必要なものの建築又
は建設の用に供する目的で行う開発行為

八　政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する
建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域
内において建築し、又は建設することが不適
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を図るため必要と認める場合においては、同法
第８条第２項第一号の景観計画区域内におい
て、政令で定める基準に従い、同条第１項の景
観計画に定められた開発行為についての制限の
内容を、条例で、開発許可の基準として定める
ことができる。

６	 指定都市等及び地方自治法第 252 条の 17 の２
第１項の規定に基づきこの節の規定により都道
府県知事の権限に属する事務の全部を処理する
こととされた市町村（以下この節において「事
務処理市町村」という。）以外の市町村は、前
３項の規定により条例を定めようとするとき
は、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その
同意を得なければならない。

７	 公有水面埋立法第 22 条第２項の告示があった
埋立地において行う開発行為については、当該
埋立地に関する同法第２条第１項の免許の条件
において第１項各号に規定する事項（第４項及
び第５項の条例が定められているときは、当該
条例で定める事項を含む。）に関する定めがあ
るときは、その定めをもって開発許可の基準と
し、第１項各号に規定する基準（第４項及び第
５項の条例が定められているときは、当該条例
で定める制限を含む。）は、当該条件に抵触し
ない限度において適用する。

８	 居住調整地域又は市街地再開発促進区域内にお
ける開発許可に関する基準については、第１項
に定めるもののほか、別に法律で定める。

第 34 条　前条の規定にかかわらず、市街化調整区
域に係る開発行為（主として第二種特定工作物
の建設の用に供する目的で行う開発行為を除
く。）については、当該申請に係る開発行為及
びその申請の手続が同条に定める要件に該当す
るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号の
いずれかに該当すると認める場合でなければ、
都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

一　主として当該開発区域の周辺の地域において
居住している者の利用に供する政令で定める
公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生
活のため必要な物品の販売、加工若しくは修
理その他の業務を営む店舗、事業場その他こ
れらに類する建築物の建築の用に供する目的
で行う開発行為

▪政令【周辺地域の居住者の利用に供する

公益上必要な建築物】令２９条�の５➡７５４ 

二　市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資
源その他の資源の有効な利用上必要な建築物
又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に
供する目的で行う開発行為

三　温度、湿度、空気等について特別の条件を必
要とする政令で定める事業の用に供する建築
物又は第一種特定工作物で、当該特別の条件
を必要とするため市街化区域内において建築
し、又は建設することが困難なものの建築又
は建設の用に供する目的で行う開発行為

四　農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物
で第 29 条第１項第二号の政令で定める建築
物以外のものの建築又は市街化調整区域内に
おいて生産される農産物、林産物若しくは水
産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築
物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは
建設の用に供する目的で行う開発行為

五　特定農山村地域における農林業等の活性化
のための基盤整備の促進に関する法律（平成５
年法律第72号）第９条第１項の規定による公告が
あった所有権移転等促進計画の定めるところ
によって設定され、又は移転された同法第２
条第３項第三号の権利に係る土地において当
該所有権移転等促進計画に定める利用目的
（同項第二号に規定する農林業等活性化基盤
施設である建築物の建築の用に供するための
ものに限る。）に従って行う開発行為

六　都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤
整備機構と一体となって助成する中小企業者
の行う他の事業者との連携若しくは事業の共
同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する
事業の用に供する建築物又は第一種特定工作
物の建築又は建設の用に供する目的で行う開
発行為

七　市街化調整区域内において現に工業の用に供
されている工場施設における事業と密接な関
連を有する事業の用に供する建築物又は第一
種特定工作物で、これらの事業活動の効率化
を図るため市街化調整区域内において建築
し、又は建設することが必要なものの建築又
は建設の用に供する目的で行う開発行為

八　政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する
建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域
内において建築し、又は建設することが不適
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当なものとして政令で定めるものの建築又は
建設の用に供する目的で行う開発行為

八の二　市街化調整区域のうち災害危険区域等そ
の他の政令で定める開発行為を行うのに適当
でない区域内に存する建築物又は第一種特定
工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工
作物（いずれも当該区域外において従前の建
築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用
途に供されることとなるものに限る。）の建
築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

九　前各号に規定する建築物又は第一種特定工作
物のほか、市街化区域内において建築し、又
は建設することが困難又は不適当なものとし
て政令で定める建築物又は第一種特定工作物
の建築又は建設の用に供する目的で行う開発
行為

▪政令【市街化区域内での建築等が不適当な建築物】

令２９条�の８➡７５４ 

十　地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備
計画又は集落地区整備計画が定められている
区域に限る。）内において、当該地区計画又
は集落地区計画に定められた内容に適合する
建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設
の用に供する目的で行う開発行為

一
十　市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自
然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な
日常生活圏を構成していると認められる地域
であっておおむね 50 以上の建築物（市街化
区域内に存するものを含む。）が連たんして
いる地域のうち、災害の防止その他の事情を
考慮して政令で定める基準に従い、都道府県
（指定都市等又は事務処理市町村の区域内に
あっては、当該指定都市等又は事務処理市町
村。以下この号及び次号において同じ。）の
条例で指定する土地の区域内において行う開
発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域
及びその周辺の地域における環境の保全上支
障があると認められる用途として都道府県の
条例で定めるものに該当しないもの

▪政令【条例で指定する場合の基準】令２９条�の９➡７５４ 

二
十　開発区域の周辺における市街化を促進するお
それがないと認められ、かつ、市街化区域内
において行うことが困難又は著しく不適当と
認められる開発行為として、災害の防止その
他の事情を考慮して政令で定める基準に従

い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建
築物等の用途を限り定められたもの

▪政令【条例で定める場合の基準】令２９条�の１0➡７５４ 

三
十　区域区分に関する都市計画が決定され、又は
当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡
張された際、自己の居住若しくは業務の用に
供する建築物を建築し、又は自己の業務の用
に供する第一種特定工作物を建設する目的で
土地又は土地の利用に関する所有権以外の権
利を有していた者で、当該都市計画の決定又
は変更の日から起算して６月以内に国土交通
省令で定める事項を都道府県知事に届け出た
ものが、当該目的に従って、当該土地に関す
る権利の行使として行う開発行為（政令で定
める期間内に行うものに限る。）

▪政令【土地等を有していた者が開発行為を

行うことができる期間】令３0条�➡７５５ 

四
十　前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が
開発審査会の議を経て、開発区域の周辺にお
ける市街化を促進するおそれがなく、かつ、
市街化区域内において行うことが困難又は著
しく不適当と認める開発行為

【開発許可の特例】
第 34 条の２　国又は都道府県、指定都市等若しく
は事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市
等若しくは事務処理市町村がその組織に加わっ
ている一部事務組合、広域連合若しくは港務局
（以下「都道府県等」という。）が行う都市計画
区域若しくは準都市計画区域内における開発行
為（第 29 条第１項各号に掲げる開発行為を除
く。）又は都市計画区域及び準都市計画区域外
の区域内における開発行為（同条第２項の政令
で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲
げる開発行為を除く。）については、当該国の
機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が
成立することをもって、開発許可があったもの
とみなす。

２	 第 32 条の規定は前項の協議を行おうとする国
の機関又は都道府県等について、第 41 条の規
定は都道府県知事が同項の協議を成立させる場
合について、第 47 条の規定は同項の協議が成
立したときについて準用する。

【許可又は不許可の通知】
第 35 条　都道府県知事は、開発許可の申請があっ
たときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分を

都市計画法（抄）●　第 3４ 条の 2
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しなければならない。
２	 前項の処分をするには、文書をもって当該申請
者に通知しなければならない。

【変更の許可等】
第 35 条の２　開発許可を受けた者は、第 30 条第
１項各号に掲げる事項の変更をしようとする場
合においては、都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。ただし、変更の許可の申請に係
る開発行為が、第 29 条第１項の許可に係るも
のにあっては同項各号に掲げる開発行為、同条
第２項の許可に係るものにあっては同項の政令
で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号
に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交
通省令で定める軽微な変更をしようとするとき
は、この限りでない。

▪省令【軽微な変更】規則２８条�の４➡７６１ 

２	 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省
令で定める事項を記載した申請書を都道府県知
事に提出しなければならない。

３	 開発許可を受けた者は、第１項ただし書の国土
交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅
滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

４	 第 31 条の規定は変更後の開発行為に関する工
事が同条の国土交通省令で定める工事に該当す
る場合について、第 32 条の規定は開発行為に
関係がある公共施設若しくは当該開発行為若し
くは当該開発行為に関する工事により設置され
る公共施設に関する事項の変更をしようとする
場合又は同条の政令で定める者との協議に係る
開発行為に関する事項であって政令で定めるも
のの変更をしようとする場合について、第 33
条、第 34 条、前条及び第 41 条の規定は第１項
の規定による許可について、第 34 条の２の規
定は第１項の規定により国又は都道府県等が同
項の許可を受けなければならない場合につい
て、第 47 条第１項の規定は第１項の規定によ
る許可及び第３項の規定による届出について準
用する。この場合において、第 47 条第１項中
「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又
は届出の年月日及び第二号から第六号までに掲
げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替
えるものとする。

５	 第１項又は第３項の場合における次条、第 37
条、第 39 条、第 40 条、第 42 条から第 45 条ま

で及び第 47 条第２項の規定の適用については、
第１項の規定による許可又は第３項の規定によ
る届出に係る変更後の内容を開発許可の内容と
みなす。

【工事完了の検査】
第 36条　開発許可を受けた者は、当該開発区域（開
発区域を工区に分けたときは、工区）の全部に
ついて当該開発行為に関する工事（当該開発行
為に関する工事のうち公共施設に関する部分に
ついては、当該公共施設に関する工事）を完了
したときは、国土交通省令で定めるところによ
り、その旨を都道府県知事に届け出なければな
らない。

２	 都道府県知事は、前項の規定による届出があっ
たときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内
容に適合しているかどうかについて検査し、そ
の検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に
適合していると認めたときは、国土交通省令で
定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた
者に交付しなければならない。

３	 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を
交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定
めるところにより、当該工事が完了した旨を公
告しなければならない。この場合において、当
該工事が津波災害特別警戒区域（津波防災地域
づくりに関する法律第 72 条第１項の津波災害
特別警戒区域をいう。以下この項において同
じ。）内における同法第 73 条第１項に規定する
特定開発行為（同条第４項各号に掲げる行為を
除く。）に係るものであり、かつ、当該工事の
完了後において当該工事に係る同条第４項第一
号に規定する開発区域（津波災害特別警戒区域
内のものに限る。）に地盤面の高さが同法第 53
条第２項に規定する基準水位以上である土地の
区域があるときは、その区域を併せて公告しな
ければならない。

【建築制限等】
第 37 条　開発許可を受けた開発区域内の土地にお
いては、前条第３項の公告があるまでの間は、
建築物を建築し、又は特定工作物を建設しては
ならない。ただし、次の各号の一に該当すると
きは、この限りでない。

一　当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又
は特定工作物を建築し、又は建設するとき、
その他都道府県知事が支障がないと認めたと

第 3５ 条の 2　●都市計画法（抄）
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しなければならない。
２	 前項の処分をするには、文書をもって当該申請
者に通知しなければならない。

【変更の許可等】
第 35 条の２　開発許可を受けた者は、第 30 条第
１項各号に掲げる事項の変更をしようとする場
合においては、都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。ただし、変更の許可の申請に係
る開発行為が、第 29 条第１項の許可に係るも
のにあっては同項各号に掲げる開発行為、同条
第２項の許可に係るものにあっては同項の政令
で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号
に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交
通省令で定める軽微な変更をしようとするとき
は、この限りでない。

▪省令【軽微な変更】規則２８条�の４➡７６１ 

２	 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省
令で定める事項を記載した申請書を都道府県知
事に提出しなければならない。

３	 開発許可を受けた者は、第１項ただし書の国土
交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅
滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

４	 第 31 条の規定は変更後の開発行為に関する工
事が同条の国土交通省令で定める工事に該当す
る場合について、第 32 条の規定は開発行為に
関係がある公共施設若しくは当該開発行為若し
くは当該開発行為に関する工事により設置され
る公共施設に関する事項の変更をしようとする
場合又は同条の政令で定める者との協議に係る
開発行為に関する事項であって政令で定めるも
のの変更をしようとする場合について、第 33
条、第 34 条、前条及び第 41 条の規定は第１項
の規定による許可について、第 34 条の２の規
定は第１項の規定により国又は都道府県等が同
項の許可を受けなければならない場合につい
て、第 47 条第１項の規定は第１項の規定によ
る許可及び第３項の規定による届出について準
用する。この場合において、第 47 条第１項中
「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又
は届出の年月日及び第二号から第六号までに掲
げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替
えるものとする。

５	 第１項又は第３項の場合における次条、第 37
条、第 39 条、第 40 条、第 42 条から第 45 条ま

で及び第 47 条第２項の規定の適用については、
第１項の規定による許可又は第３項の規定によ
る届出に係る変更後の内容を開発許可の内容と
みなす。

【工事完了の検査】
第 36条　開発許可を受けた者は、当該開発区域（開
発区域を工区に分けたときは、工区）の全部に
ついて当該開発行為に関する工事（当該開発行
為に関する工事のうち公共施設に関する部分に
ついては、当該公共施設に関する工事）を完了
したときは、国土交通省令で定めるところによ
り、その旨を都道府県知事に届け出なければな
らない。

２	 都道府県知事は、前項の規定による届出があっ
たときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内
容に適合しているかどうかについて検査し、そ
の検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に
適合していると認めたときは、国土交通省令で
定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた
者に交付しなければならない。

３	 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を
交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定
めるところにより、当該工事が完了した旨を公
告しなければならない。この場合において、当
該工事が津波災害特別警戒区域（津波防災地域
づくりに関する法律第 72 条第１項の津波災害
特別警戒区域をいう。以下この項において同
じ。）内における同法第 73 条第１項に規定する
特定開発行為（同条第４項各号に掲げる行為を
除く。）に係るものであり、かつ、当該工事の
完了後において当該工事に係る同条第４項第一
号に規定する開発区域（津波災害特別警戒区域
内のものに限る。）に地盤面の高さが同法第 53
条第２項に規定する基準水位以上である土地の
区域があるときは、その区域を併せて公告しな
ければならない。

【建築制限等】
第 37 条　開発許可を受けた開発区域内の土地にお
いては、前条第３項の公告があるまでの間は、
建築物を建築し、又は特定工作物を建設しては
ならない。ただし、次の各号の一に該当すると
きは、この限りでない。

一　当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又
は特定工作物を建築し、又は建設するとき、
その他都道府県知事が支障がないと認めたと

第 3５ 条の 2　●都市計画法（抄）
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き。
二　第 33 条第１項第十四号に規定する同意をし
ていない者が、その権利の行使として建築物
を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

【開発行為の廃止】
第 38 条　開発許可を受けた者は、開発行為に関す
る工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を都道府県
知事に届け出なければならない。

【開発行為等により設置された公共施設の管理】
第 39 条　開発許可を受けた開発行為又は開発行為
に関する工事により公共施設が設置されたとき
は、その公共施設は、第 36 条第３項の公告の
日の翌日において、その公共施設の存する市町
村の管理に属するものとする。ただし、他の法
律に基づく管理者が別にあるとき、又は第 32
条第２項の協議により管理者について別段の定
めをしたときは、それらの者の管理に属するも
のとする。

【公共施設の用に供する土地の帰属】
第 40 条　開発許可を受けた開発行為又は開発行為
に関する工事により、従前の公共施設に代えて
新たな公共施設が設置されることとなる場合に
おいては、従前の公共施設の用に供していた土
地で国又は地方公共団体が所有するものは、第
36 条第３項の公告の日の翌日において当該開
発許可を受けた者に帰属するものとし、これに
代わるものとして設置された新たな公共施設の
用に供する土地は、その日においてそれぞれ国
又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

２	 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関す
る工事により設置された公共施設の用に供する
土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受
けた者が自ら管理するものを除き、第 36 条第
３項の公告の日の翌日において、前条の規定に
より当該公共施設を管理すべき者（その者が地
方自治法第２条第９項第一号に規定する第一号
法定受託事務（以下単に「第一号法定受託事務」
という。）として当該公共施設を管理する地方
公共団体であるときは、国）に帰属するものと
する。

３	 市街化区域内における都市計画施設である幹線
街路その他の主要な公共施設で政令で定めるも
のの用に供する土地が前項の規定により国又は
地方公共団体に帰属することとなる場合におい

ては、当該帰属に伴う費用の負担について第
32 条第２項の協議において別段の定めをした
場合を除き、従前の所有者（第 36 条第３項の
公告の日において当該土地を所有していた者を
いう。）は、国又は地方公共団体に対し、政令
で定めるところにより、当該土地の取得に要す
べき費用の額の全部又は一部を負担すべきこと
を求めることができる。

▪政令【主要な公共施設等】令３２条�➡７５５ 

【建築物の建蔽率等の指定】
第 41 条　都道府県知事は、用途地域の定められて
いない土地の区域における開発行為について開
発許可をする場合において必要があると認める
ときは、当該開発区域内の土地について、建築
物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他
建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定
めることができる。

２	 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備
に関する制限が定められた土地の区域内におい
ては、建築物は、これらの制限に違反して建築
してはならない。ただし、都道府県知事が当該
区域及びその周辺の地域における環境の保全上
支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと
認めて許可したときは、この限りでない。

【開発許可を受けた土地における建築等の制限】
第 42 条　何人も、開発許可を受けた開発区域内に
おいては、第 36 条第３項の公告があった後は、
当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物
又は特定工作物を新築し、又は新設してはなら
ず、また、建築物を改築し、又はその用途を
変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外
の建築物としてはならない。ただし、都道府県
知事が当該開発区域における利便の増進上若し
くは開発区域及びその周辺の地域における環境
の保全上支障がないと認めて許可したとき、又
は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第
88 条第２項の政令で指定する工作物に該当す
るものにあっては、当該開発区域内の土地につ
いて用途地域等が定められているときは、この
限りでない。

▪政令【建築基準法88条2項の政令で指定する工作物】

建築基準法施行令１３８条�３項➡２４８ 

２	 国又は都道府県等が行う行為については、当該
国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協
議が成立することをもって、前項ただし書の規
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定による許可があったものとみなす。

【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限】
第 43 条　何人も、市街化調整区域のうち開発許可
を受けた開発区域以外の区域内においては、都
道府県知事の許可を受けなければ、第 29 条第
１項第二号若しくは第三号に規定する建築物以
外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を
新設してはならず、また、建築物を改築し、又
はその用途を変更して同項第二号若しくは第三
号に規定する建築物以外の建築物としてはなら
ない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築
若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新
設については、この限りでない。
一　都市計画事業の施行として行う建築物の新
築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定
工作物の新設

二　非常災害のため必要な応急措置として行う建
築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第
一種特定工作物の新設

三　仮設建築物の新築
四　第 29 条第１項第九号に掲げる開発行為その
他の政令で定める開発行為が行われた土地の
区域内において行う建築物の新築、改築若し
くは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

▪政令【建築等の許可が不要な開発行為】令３４条�➡７５５ 

五　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【建築等の許可が不要な管理行為等】令３５条�➡７５５ 

２	 前項の規定による許可の基準は、第 33 条及び
第 34 条に規定する開発許可の基準の例に準じ
て、政令で定める。

▪政令【建築等の許可の基準】令３６条�➡７５５ 

３	 国又は都道府県等が行う第１項本文の建築物の
新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定
工作物の新設（同項各号に掲げるものを除く。）
については、当該国の機関又は都道府県等と都
道府県知事との協議が成立することをもって、
同項の許可があったものとみなす。

【許可に基づく地位の承継】
第 44 条　開発許可又は前条第１項の許可を受けた
者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が
有していた当該許可に基づく地位を承継する。

第 45 条　開発許可を受けた者から当該開発区域内

の土地の所有権その他当該開発行為に関する工
事を施行する権原を取得した者は、都道府県知
事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が
有していた当該開発許可に基づく地位を承継す
ることができる。

【開発登録簿】
第 46 条　都道府県知事は、開発登録簿（以下「登
録簿」という。）を調製し、保管しなければな
らない。

第 47条　都道府県知事は、開発許可をしたときは、
当該許可に係る土地について、次に掲げる事項
を登録簿に登録しなければならない。

一　開発許可の年月日
二　予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物
及び第一種特定工作物を除く。）の用途

三　公共施設の種類、位置及び区域
四　前３号に掲げるもののほか、開発許可の内容
五　第 41 条第１項の規定による制限の内容
六　前各号に定めるもののほか、国土交通省令で
定める事項

２	 都道府県知事は、第 36 条の規定による完了検
査を行なった場合において、当該工事が当該開
発許可の内容に適合すると認めたときは、登録
簿にその旨を附記しなければならない。

３	 第 41 条第２項ただし書若しくは第 42 条第１項
ただし書の規定による許可があったとき、又は
同条第２項の協議が成立したときも、前項と同
様とする。

４	 都道府県知事は、第 81 条第１項の規定による
処分により第１項各号に掲げる事項について変
動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加え
なければならない。

５	 都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供
するように保管し、かつ、請求があったときは、
その写しを交付しなければならない。

６	 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な
事項は、国土交通省令で定める。

【国及び地方公共団体の援助】
第 48 条　国及び地方公共団体は、市街化区域内に
おける良好な市街地の開発を促進するため、市
街化区域内において開発許可を受けた者に対す
る必要な技術上の助言又は資金上その他の援助
に努めるものとする。

第 ４3 条　●都市計画法（抄）
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定による許可があったものとみなす。

【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限】
第 43 条　何人も、市街化調整区域のうち開発許可
を受けた開発区域以外の区域内においては、都
道府県知事の許可を受けなければ、第 29 条第
１項第二号若しくは第三号に規定する建築物以
外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を
新設してはならず、また、建築物を改築し、又
はその用途を変更して同項第二号若しくは第三
号に規定する建築物以外の建築物としてはなら
ない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築
若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新
設については、この限りでない。

一　都市計画事業の施行として行う建築物の新
築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定
工作物の新設

二　非常災害のため必要な応急措置として行う建
築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第
一種特定工作物の新設

三　仮設建築物の新築
四　第 29 条第１項第九号に掲げる開発行為その
他の政令で定める開発行為が行われた土地の
区域内において行う建築物の新築、改築若し
くは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

▪政令【建築等の許可が不要な開発行為】令３４条�➡７５５ 

五　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【建築等の許可が不要な管理行為等】令３５条�➡７５５ 

２	 前項の規定による許可の基準は、第 33 条及び
第 34 条に規定する開発許可の基準の例に準じ
て、政令で定める。

▪政令【建築等の許可の基準】令３６条�➡７５５ 

３	 国又は都道府県等が行う第１項本文の建築物の
新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定
工作物の新設（同項各号に掲げるものを除く。）
については、当該国の機関又は都道府県等と都
道府県知事との協議が成立することをもって、
同項の許可があったものとみなす。

【許可に基づく地位の承継】
第 44 条　開発許可又は前条第１項の許可を受けた
者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が
有していた当該許可に基づく地位を承継する。

第 45 条　開発許可を受けた者から当該開発区域内

の土地の所有権その他当該開発行為に関する工
事を施行する権原を取得した者は、都道府県知
事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が
有していた当該開発許可に基づく地位を承継す
ることができる。

【開発登録簿】
第 46 条　都道府県知事は、開発登録簿（以下「登
録簿」という。）を調製し、保管しなければな
らない。

第 47条　都道府県知事は、開発許可をしたときは、
当該許可に係る土地について、次に掲げる事項
を登録簿に登録しなければならない。

一　開発許可の年月日
二　予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物
及び第一種特定工作物を除く。）の用途

三　公共施設の種類、位置及び区域
四　前３号に掲げるもののほか、開発許可の内容
五　第 41 条第１項の規定による制限の内容
六　前各号に定めるもののほか、国土交通省令で
定める事項

２	 都道府県知事は、第 36 条の規定による完了検
査を行なった場合において、当該工事が当該開
発許可の内容に適合すると認めたときは、登録
簿にその旨を附記しなければならない。

３	 第 41 条第２項ただし書若しくは第 42 条第１項
ただし書の規定による許可があったとき、又は
同条第２項の協議が成立したときも、前項と同
様とする。

４	 都道府県知事は、第 81 条第１項の規定による
処分により第１項各号に掲げる事項について変
動を生じたときは、登録簿に必要な修正を加え
なければならない。

５	 都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供
するように保管し、かつ、請求があったときは、
その写しを交付しなければならない。

６	 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な
事項は、国土交通省令で定める。

【国及び地方公共団体の援助】
第 48 条　国及び地方公共団体は、市街化区域内に
おける良好な市街地の開発を促進するため、市
街化区域内において開発許可を受けた者に対す
る必要な技術上の助言又は資金上その他の援助
に努めるものとする。

第 ４3 条　●都市計画法（抄）
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【不服申立て】
第 50 条　第 29 条第１項若しくは第２項、第 35 条
の２第１項、第 41 条第２項ただし書、第 42 条
第１項ただし書若しくは第 43 条第１項の規定
に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの
規定に違反した者に対する第 81 条第１項の規
定に基づく監督処分についての審査請求は、開
発審査会に対してするものとする。この場合に
おいて、不作為についての審査請求は、開発審
査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事
に対してすることもできる。

２　開発審査会は、前項前段の規定による審査請求
がされた場合においては、当該審査請求がされ
た日（行政不服審査法（平成26年法律第68号）第 23 条
の規定により不備を補正すべきことを命じた場
合にあっては、当該不備が補正された日）から
２月以内に、裁決をしなければならない。

３　開発審査会は、前項の裁決を行う場合において
は、行政不服審査法第 24 条の規定により当該
審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、
審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人
又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開
による口頭審理を行わなければならない。

４　第１項前段の規定による審査請求については、
行政不服審査法第 31 条の規定は適用せず、前
項の口頭審理については、同法第９条第３項の
規定により読み替えられた同法第 31 条第２項
から第５項までの規定を準用する。

第 51 条　第 29 条第１項若しくは第２項、第 35 条
の２第１項、第 42 条第１項ただし書又は第 43
条第１項の規定による処分に不服がある者は、
その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業
との調整に関するものであるときは、公害等調
整委員会に裁定の申請をすることができる。こ
の場合においては、審査請求をすることができ
ない。

２	 行政不服審査法第 22 条の規定は、前項に規定
する処分につき、処分をした行政庁が誤って審
査請求又は再調査の請求をすることができる旨
を教示した場合に準用する。

第１節の２　田園住居地域内における建
築等の規制

第52条　田園住居地域内の農地の区域内において、
土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物
の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆
積を行おうとする者は、市町村長の許可を受け
なければならない。ただし、次に掲げる行為に
ついては、この限りでない。

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【許可を要しない管理行為等】令３６条�の４➡７５６ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為

２	 市町村長は、次に掲げる行為について前項の許
可の申請があった場合においては、その許可を
しなければならない。

一　土地の形質の変更でその規模が農業の利便の
増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で
支障がないものとして政令で定める規模未満
のもの

▪政令【支障がない規模】令３６条�の６➡７５６ 

二　建築物の建築又は工作物の建設で次のいずれ
かに該当するもの

イ　前項の許可を受けて土地の形質の変更が行
われた土地の区域内において行う建築物の
建築又は工作物の建設

ロ　建築物又は工作物でその敷地の規模が農業
の利便の増進及び良好な住居の環境の保護
を図る上で支障がないものとして政令で定
める規模未満のものの建築又は建設

▪政令【支障がない規模】令３６条�の６➡７５６ 

三　前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を
行う土地の規模が農業の利便の増進及び良好
な住居の環境の保護を図る上で支障がないも
のとして政令で定める規模未満のもの（堆積を
した物件の飛散の防止の方法その他の事項に
関し政令で定める要件に該当するものに限る。）

３	 国又は地方公共団体が行う行為については、第
１項の許可を受けることを要しない。この場合
において、当該国の機関又は地方公共団体は、
その行為をしようとするときは、あらかじめ、
市町村長に協議しなければならない。

都市計画法（抄）●　第 ５0 条
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第１節の３　市街地開発事業等予定区域
の区域内における建築等の規制

【建築等の制限】
第 52 条の２　市街地開発事業等予定区域に関する

都市計画において定められた区域内において、
土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築そ
の他工作物の建設を行おうとする者は、都道府
県知事等の許可を受けなければならない。ただ
し、次に掲げる行為については、この限りでない。
一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

政令で定めるもの
▪政令【予定区域内で許可を要しない管理行為等】

令３６条�の８➡７５７ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為

２	 国が行う行為については、当該国の機関と都道
府県知事等との協議が成立することをもって、
前項の規定による許可があったものとみなす。

３	 第１項の規定は、市街地開発事業等予定区域に
係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市
計画についての第 20 条第１項の規定による告
示があった後は、当該告示に係る土地の区域内
においては、適用しない。

【土地建物等の先買い等】
第 52 条の３　市街地開発事業等予定区域に関する
都市計画についての第 20 条第１項（第 21 条第
２項において準用する場合を含む。）の規定に
よる告示があったときは、施行予定者は、すみ
やかに、国土交通省令で定める事項を公告する
とともに、国土交通省令で定めるところにより、
当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地
又は土地及びこれに定着する建築物その他の工
作物（以下「土地建物等」という。）の有償譲
渡について、次項から第４項までの規定による
制限があることを関係権利者に周知させるため
必要な措置を講じなければならない。

２	 前項の規定による公告の日の翌日から起算し
て 10 日を経過した後に市街地開発事業等予定
区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そう
とする者は、当該土地建物等、その予定対価の
額（予定対価が金銭以外のものであるときは、
これを時価を基準として金銭に見積もった額。

以下この条において同じ。）及び当該土地建物
等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省
令で定める事項を書面で施行予定者に届け出な
ければならない。ただし、当該土地建物等の全
部又は一部が文化財保護法（昭和25年法律第214号）第
46 条（同法第 83 条において準用する場合を含
む。）の規定の適用を受けるものであるときは、
この限りでない。

３	 前項の規定による届出があった後 30 日以内に
施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土
地建物等を買い取るべき旨の通知をしたとき
は、当該土地建物等について、施行予定者と届
出をした者との間に届出書に記載された予定対
価の額に相当する代金で、売買が成立したもの
とみなす。

４	 第２項の規定による届出をした者は、前項の期
間（その期間内に施行予定者が届出に係る土地
建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、
その時までの期間）内は、当該土地建物等を譲
り渡してはならない。

５	 第３項の規定により土地建物等を買い取った施
行予定者は、当該土地に係る都市計画に適合す
るようにこれを管理しなければならない。

【土地の買取請求】
第 52 条の４　市街地開発事業等予定区域に関する
都市計画において定められた区域内の土地の所
有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定
めるところにより、当該土地を時価で買い取る
べきことを請求することができる。ただし、当
該土地が他人の権利の目的となっているとき、
及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木
に関する法律（明治42年法律第22号）第１条第１項に
規定する立木があるときは、この限りでない。

２	 前項の規定により買い取るべき土地の価格は、
施行予定者と土地の所有者とが協議して定め
る。第 28 条第３項の規定は、この場合につい
て準用する。

３	 前条第５項の規定は、第１項の規定により土地
を買い取った施行予定者について準用する。

４	 第１項の規定は、市街地開発事業等予定区域に
係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市
計画についての第 20 条第１項の規定による告
示があった後は、当該告示に係る土地の区域内
においては、適用しない。

第 ５2 条の 2　●都市計画法（抄）
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第１節の３　市街地開発事業等予定区域
の区域内における建築等の規制

【建築等の制限】
第 52 条の２　市街地開発事業等予定区域に関する

都市計画において定められた区域内において、
土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築そ
の他工作物の建設を行おうとする者は、都道府
県知事等の許可を受けなければならない。ただ
し、次に掲げる行為については、この限りでない。
一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で

政令で定めるもの
▪政令【予定区域内で許可を要しない管理行為等】

令３６条�の８➡７５７ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為

２	 国が行う行為については、当該国の機関と都道
府県知事等との協議が成立することをもって、
前項の規定による許可があったものとみなす。

３	 第１項の規定は、市街地開発事業等予定区域に
係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市
計画についての第 20 条第１項の規定による告
示があった後は、当該告示に係る土地の区域内
においては、適用しない。

【土地建物等の先買い等】
第 52 条の３　市街地開発事業等予定区域に関する
都市計画についての第 20 条第１項（第 21 条第
２項において準用する場合を含む。）の規定に
よる告示があったときは、施行予定者は、すみ
やかに、国土交通省令で定める事項を公告する
とともに、国土交通省令で定めるところにより、
当該市街地開発事業等予定区域の区域内の土地
又は土地及びこれに定着する建築物その他の工
作物（以下「土地建物等」という。）の有償譲
渡について、次項から第４項までの規定による
制限があることを関係権利者に周知させるため
必要な措置を講じなければならない。

２	 前項の規定による公告の日の翌日から起算し
て 10 日を経過した後に市街地開発事業等予定
区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そう
とする者は、当該土地建物等、その予定対価の
額（予定対価が金銭以外のものであるときは、
これを時価を基準として金銭に見積もった額。

以下この条において同じ。）及び当該土地建物
等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省
令で定める事項を書面で施行予定者に届け出な
ければならない。ただし、当該土地建物等の全
部又は一部が文化財保護法（昭和25年法律第214号）第
46 条（同法第 83 条において準用する場合を含
む。）の規定の適用を受けるものであるときは、
この限りでない。

３	 前項の規定による届出があった後 30 日以内に
施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土
地建物等を買い取るべき旨の通知をしたとき
は、当該土地建物等について、施行予定者と届
出をした者との間に届出書に記載された予定対
価の額に相当する代金で、売買が成立したもの
とみなす。

４	 第２項の規定による届出をした者は、前項の期
間（その期間内に施行予定者が届出に係る土地
建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、
その時までの期間）内は、当該土地建物等を譲
り渡してはならない。

５	 第３項の規定により土地建物等を買い取った施
行予定者は、当該土地に係る都市計画に適合す
るようにこれを管理しなければならない。

【土地の買取請求】
第 52 条の４　市街地開発事業等予定区域に関する
都市計画において定められた区域内の土地の所
有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定
めるところにより、当該土地を時価で買い取る
べきことを請求することができる。ただし、当
該土地が他人の権利の目的となっているとき、
及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木
に関する法律（明治42年法律第22号）第１条第１項に
規定する立木があるときは、この限りでない。

２	 前項の規定により買い取るべき土地の価格は、
施行予定者と土地の所有者とが協議して定め
る。第 28 条第３項の規定は、この場合につい
て準用する。

３	 前条第５項の規定は、第１項の規定により土地
を買い取った施行予定者について準用する。

４	 第１項の規定は、市街地開発事業等予定区域に
係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市
計画についての第 20 条第１項の規定による告
示があった後は、当該告示に係る土地の区域内
においては、適用しない。

第 ５2 条の 2　●都市計画法（抄）
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【損失の補償】
第 52 条の５　市街地開発事業等予定区域に関する
都市計画に定められた区域が変更された場合に
おいて、その変更により当該市街地開発事業等
予定区域の区域外となった土地の所有者又は関
係人のうちに当該都市計画が定められたことに
より損失を受けた者があるときは、施行予定者
が、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開
発事業又は都市施設に関する都市計画が定めら
れなかったため第 12 条の２第５項の規定によ
り市街地開発事業等予定区域に関する都市計画
がその効力を失った場合において、当該市街地
開発事業等予定区域の区域内の土地の所有者又
は関係人のうちに当該都市計画が定められたこ
とにより損失を受けた者があるときは、当該市
街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業
又は都市施設に関する都市計画の決定をすべき
者が、それぞれその損失の補償をしなければな
らない。

２	 前項の規定による損失の補償は、損失があった
ことを知った日から１年を経過した後において
は、請求することができない。

３	 第 28 条第２項及び第３項の規定は、第１項の
場合について準用する。

第２節　都市計画施設等の区域内に�
おける建築等の規制

【建築の許可】
第 53 条　都市計画施設の区域又は市街地開発事業
の施行区域内において建築物の建築をしようと
する者は、国土交通省令で定めるところによ
り、都道府県知事等の許可を受けなければなら
ない。ただし、次に掲げる行為については、こ
の限りでない。
一　政令で定める軽易な行為

▪政令【建築等の許可が不要な軽易な行為】令３７条�➡７５７ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為

▪政令【都市計画事業の施行に準ずる行為】

令３６条�の９➡７５７  

四　第 11 条第３項後段の規定により離隔距離の

最小限度及び載荷重の最大限度が定められて
いる都市計画施設の区域内において行う行為
であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷
重の最大限度に適合するもの

五　第 12 条の 11 に規定する道路（都市計画施設
であるものに限る。）の区域のうち建築物等
の敷地として併せて利用すべき区域内におい
て行う行為であって、当該道路を整備する上
で著しい支障を及ぼすおそれがないものとし
て政令で定めるもの

▪政令【著しい支障を及ぼすおそれがない建築物】

令３７条�の３➡７５７ 

２	 第 52 条の２第２項の規定は、前項の規定によ
る許可について準用する。

３	 第１項の規定は、第 65 条第１項に規定する告
示があった後は、当該告示に係る土地の区域内
においては、適用しない。

【許可の基準】
第 54 条　都道府県知事等は、前条第１項の規定に
よる許可の申請があった場合において、当該申
請が次の各号のいずれかに該当するときは、そ
の許可をしなければならない。

一　当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事
業に関する都市計画のうち建築物について定
めるものに適合するものであること。

二　当該建築が、第 11 条第３項の規定により都
市計画施設の区域について都市施設を整備す
る立体的な範囲が定められている場合におい
て、当該立体的な範囲外において行われ、か
つ、当該都市計画施設を整備する上で著しい
支障を及ぼすおそれがないと認められるこ
と。ただし、当該立体的な範囲が道路である
都市施設を整備するものとして空間について
定められているときは、安全上、防火上及び
衛生上支障がないものとして政令で定める場
合に限る。

▪政令【政令で定める場合】令３７条�の４➡７５７ 

三　当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、
容易に移転し、又は除却することができるも
のであると認められること。

イ　階数が２以下で、かつ、地階を有しないこ
と。

ロ　主要構造部（建築基準法第２条第五号に定
める主要構造部をいう。）が木造、鉄骨造、
コンクリートブロック造その他これらに類

都市計画法（抄）●　第 ５2 条の ５



730 都市計画法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

する構造であること。
【許可の基準の特例等】
第 55 条　都道府県知事等は、都市計画施設の区域
内の土地でその指定したものの区域又は市街地
開発事業（土地区画整理事業及び新都市基盤整
備事業を除く。）の施行区域（次条及び第 57 条
において「事業予定地」という。）内において
行われる建築物の建築については、前条の規定
にかかわらず、第 53 条第１項の許可をしない
ことができる。ただし、次条第２項の規定によ
り買い取らない旨の通知があった土地における
建築物の建築については、この限りでない。

２	 都市計画事業を施行しようとする者その他政令
で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の
規定による土地の指定をすべきこと又は次条第
１項の規定による土地の買取りの申出及び第
57 条第２項本文の規定による届出の相手方と
して定めるべきことを申し出ることができる。

３	 都道府県知事等は、前項の規定により土地の指
定をすべきことを申し出た者を次条第１項の規
定による土地の買取りの申出及び第 57 条第２
項本文の規定による届出の相手方として定める
ことができる。

４	 都道府県知事等は、第１項の規定による土地の
指定をするとき、又は第２項の規定による申出
に基づき、若しくは前項の規定により、次条第
１項の規定による土地の買取りの申出及び第
57 条第２項本文の規定による届出の相手方を
定めるときは、国土交通省令で定めるところに
より、その旨を公告しなければならない。

【土地の買取り】
第 56 条　都道府県知事等（前条第４項の規定によ
り、土地の買取りの申出の相手方として公告さ
れた者があるときは、その者）は、事業予定地
内の土地の所有者から、同条第１項本文の規定
により建築物の建築が許可されないときはその
土地の利用に著しい支障を来すこととなること
を理由として、当該土地を買い取るべき旨の申
出があった場合においては、特別の事情がない
限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

２	 前項の規定による申出を受けた者は、遅滞なく、
当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当
該土地の所有者に通知しなければならない。

３	 前条第４項の規定により土地の買取りの申出の
相手方として公告された者は、前項の規定によ

り土地を買い取らない旨の通知をしたときは、
直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなけ
ればならない。

４	 第１項の規定により土地を買い取った者は、当
該土地に係る都市計画に適合するようにこれを
管理しなければならない。

【土地の先買い等】
第 57 条　市街地開発事業に関する都市計画につい
ての第 20 条第１項（第 21 条第２項において準
用する場合を含む。）の規定による告示又は市
街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域
区分が定められていない都市計画区域内の都市
計画施設に係る第 55 条第４項の規定による公
告があったときは、都道府県知事等（同項の規
定により、次項本文の規定による届出の相手方
として公告された者があるときは、その者。以
下この条において同じ。）は、速やかに、国土
交通省令で定める事項を公告するとともに、国
土交通省令で定めるところにより、事業予定地
内の土地の有償譲渡について、次項から第４項
までの規定による制限があることを関係権利者
に周知させるため必要な措置を講じなければな
らない。

２	 前項の規定による公告の日の翌日から起算して
10 日を経過した後に事業予定地内の土地を有
償で譲り渡そうとする者（土地及びこれに定着
する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そう
とする者を除く。）は、当該土地、その予定対
価の額（予定対価が金銭以外のものであるとき
は、これを時価を基準として金銭に見積った額。
以下この条において同じ。）及び当該土地を譲
り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定
める事項を書面で都道府県知事等に届け出なけ
ればならない。ただし、当該土地の全部又は一
部が、文化財保護法第 46 条（同法第 83 条にお
いて準用する場合を含む。）の規定の適用を受
けるものであるとき、又は第 66 条の公告の日
の翌日から起算して 10 日を経過した後におけ
る当該公告に係る都市計画事業を施行する土地
に含まれるものであるときは、この限りでない。

３	 前項の規定による届出があった後 30 日以内に
都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係
る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、
当該土地について、都道府県知事等と届出をし
た者との間に届出書に記載された予定対価の額

第 ５５ 条　●都市計画法（抄）
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する構造であること。
【許可の基準の特例等】
第 55 条　都道府県知事等は、都市計画施設の区域
内の土地でその指定したものの区域又は市街地
開発事業（土地区画整理事業及び新都市基盤整
備事業を除く。）の施行区域（次条及び第 57 条
において「事業予定地」という。）内において
行われる建築物の建築については、前条の規定
にかかわらず、第 53 条第１項の許可をしない
ことができる。ただし、次条第２項の規定によ
り買い取らない旨の通知があった土地における
建築物の建築については、この限りでない。

２	 都市計画事業を施行しようとする者その他政令
で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の
規定による土地の指定をすべきこと又は次条第
１項の規定による土地の買取りの申出及び第
57 条第２項本文の規定による届出の相手方と
して定めるべきことを申し出ることができる。

３	 都道府県知事等は、前項の規定により土地の指
定をすべきことを申し出た者を次条第１項の規
定による土地の買取りの申出及び第 57 条第２
項本文の規定による届出の相手方として定める
ことができる。

４	 都道府県知事等は、第１項の規定による土地の
指定をするとき、又は第２項の規定による申出
に基づき、若しくは前項の規定により、次条第
１項の規定による土地の買取りの申出及び第
57 条第２項本文の規定による届出の相手方を
定めるときは、国土交通省令で定めるところに
より、その旨を公告しなければならない。

【土地の買取り】
第 56 条　都道府県知事等（前条第４項の規定によ
り、土地の買取りの申出の相手方として公告さ
れた者があるときは、その者）は、事業予定地
内の土地の所有者から、同条第１項本文の規定
により建築物の建築が許可されないときはその
土地の利用に著しい支障を来すこととなること
を理由として、当該土地を買い取るべき旨の申
出があった場合においては、特別の事情がない
限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

２	 前項の規定による申出を受けた者は、遅滞なく、
当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当
該土地の所有者に通知しなければならない。

３	 前条第４項の規定により土地の買取りの申出の
相手方として公告された者は、前項の規定によ

り土地を買い取らない旨の通知をしたときは、
直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなけ
ればならない。

４	 第１項の規定により土地を買い取った者は、当
該土地に係る都市計画に適合するようにこれを
管理しなければならない。

【土地の先買い等】
第 57 条　市街地開発事業に関する都市計画につい
ての第 20 条第１項（第 21 条第２項において準
用する場合を含む。）の規定による告示又は市
街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域
区分が定められていない都市計画区域内の都市
計画施設に係る第 55 条第４項の規定による公
告があったときは、都道府県知事等（同項の規
定により、次項本文の規定による届出の相手方
として公告された者があるときは、その者。以
下この条において同じ。）は、速やかに、国土
交通省令で定める事項を公告するとともに、国
土交通省令で定めるところにより、事業予定地
内の土地の有償譲渡について、次項から第４項
までの規定による制限があることを関係権利者
に周知させるため必要な措置を講じなければな
らない。

２	 前項の規定による公告の日の翌日から起算して
10 日を経過した後に事業予定地内の土地を有
償で譲り渡そうとする者（土地及びこれに定着
する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そう
とする者を除く。）は、当該土地、その予定対
価の額（予定対価が金銭以外のものであるとき
は、これを時価を基準として金銭に見積った額。
以下この条において同じ。）及び当該土地を譲
り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定
める事項を書面で都道府県知事等に届け出なけ
ればならない。ただし、当該土地の全部又は一
部が、文化財保護法第 46 条（同法第 83 条にお
いて準用する場合を含む。）の規定の適用を受
けるものであるとき、又は第 66 条の公告の日
の翌日から起算して 10 日を経過した後におけ
る当該公告に係る都市計画事業を施行する土地
に含まれるものであるときは、この限りでない。

３	 前項の規定による届出があった後 30 日以内に
都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係
る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、
当該土地について、都道府県知事等と届出をし
た者との間に届出書に記載された予定対価の額

第 ５５ 条　●都市計画法（抄）
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に相当する代金で、売買が成立したものとみな
す。

４	 第２項の届出をした者は、前項の期間（その期
間内に都道府県知事等が届出に係る土地を買い
取らない旨の通知をしたときは、その時までの
期間）内は、当該土地を譲り渡してはならない。

５	 前条第４項の規定は、第３項の規定により土地
を買い取った者について準用する。

【施行予定者が定められている都市計画施設の区域等に
ついての特例】
第 57 条の２　施行予定者が定められている都市計
画に係る都市計画施設の区域及び市街地開発事
業の施行区域（以下「施行予定者が定められて
いる都市計画施設の区域等」という。）につい
ては、第 53 条から前条までの規定は適用せず、
次条から第 57 条の６までに定めるところによ
る。ただし、第 60 条の２第２項の規定による
公告があった場合における当該公告に係る都市
計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域
については、この限りでない。

【建築等の制限】
第 57 条の３　施行予定者が定められている都市計
画施設の区域等内における土地の形質の変更又
は建築物の建築その他工作物の建設について
は、第 52 条の２第１項及び第２項の規定を準
用する。

２	 前項の規定は、第 65 条第１項に規定する告示
があった後は、当該告示に係る土地の区域内に
おいては、適用しない。

【土地建物等の先買い等】
第 57 条の４　施行予定者が定められている都市計
画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡につ
いては、第 52 条の３の規定を準用する。この
場合において、同条第１項中「市街地開発事業
等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者
が定められている都市施設又は市街地開発事業
に関する」と、「当該市街地開発事業等予定区
域の区域内」とあるのは「当該都市計画施設の
区域又は市街地開発事業の施行区域内」と、同
条第２項中「市街地開発事業等予定区域の区域
内」とあるのは「施行予定者が定められている
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行
区域内」と読み替えるものとする。

【土地の買取請求】
第 57 条の５　施行予定者が定められている都市計

画施設の区域等内の土地の買取請求について
は、第 52 条の４第１項から第３項までの規定
を準用する。

【損失の補償】
第 57 条の６　施行予定者が定められている市街地
開発事業又は都市施設に関する都市計画につい
ての第 20 条第１項の規定による告示の日から
起算して２年を経過する日までの間に当該都市
計画に定められた区域又は施行区域が変更され
た場合において、その変更により当該区域又は
施行区域外となった土地の所有者又は関係人の
うちに当該都市計画が定められたことにより損
失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、
その損失を補償しなければならない。

２	 第 52 条の５第２項及び第３項の規定は、前項
の場合について準用する。

第３節　風致地区内における建築等の�
規制

【建築等の規制】
第 58 条　風致地区内における建築物の建築、宅地
の造成、木竹の伐採その他の行為については、
政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例
で、都市の風致を維持するため必要な規制をす
ることができる。

２	 第 51 条の規定は、前項の規定に基づく条例の
規定による処分に対する不服について準用す
る。

第４節　地区計画等の区域内における�
建築等の規制

【建築等の届出等】
第 58 条の２　地区計画の区域（再開発等促進区若
しくは開発整備促進区（いずれも第 12 条の５
第５項第一号に規定する施設の配置及び規模が
定められているものに限る。）又は地区整備計
画が定められている区域に限る。）内において、
土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政
令で定める行為を行おうとする者は、当該行為
に着手する日の 30 日前までに、国土交通省令
で定めるところにより、行為の種類、場所、設

都市計画法（抄）●　第 ５７ 条の 2
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計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
令で定める事項を市町村長に届け出なければな
らない。ただし、次に掲げる行為については、
この限りでない。

▪政令【届出を要する行為】令３８条�の４➡７５８ 

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【届出を要しない通常の管理行為等】

令３８条�の５➡７５８ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　国又は地方公共団体が行う行為
四　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為
▪政令【届出を要しない都市計画事業の施行に準ずる行為】

令３８条�の６➡７５９ 

五　第 29 条第１項の許可を要する行為その他政
令で定める行為

▪政令【届出を要しないその他の行為】令３８条�の７➡７５９ 

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変
更しようとするときは、当該事項の変更に係る
行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を市町村長
に届け出なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、その届出に係る行為が
地区計画に適合しないと認めるときは、その届
出をした者に対し、その届出に係る行為に関し
設計の変更その他の必要な措置をとることを勧
告することができる。

４	 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合
において、必要があると認めるときは、その勧
告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分
についてのあっせんその他の必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。

【建築等の許可】
第 58 条の３　市町村は、条例で、地区計画の区域
（地区整備計画において第 12 条の５第７項第四
号に掲げる事項が定められている区域に限る。）
内の農地の区域内における第 52 条第１項本文
に規定する行為について、市町村長の許可を受
けなければならないこととすることができる。

２	 前項の規定に基づく条例（以下この条において
「地区計画農地保全条例」という。）には、併せ

て、市町村長が農業の利便の増進と調和した良
好な居住環境を確保するために必要があると認
めるときは、許可に期限その他必要な条件を付
することができる旨を定めることができる。

３	 地区計画農地保全条例による制限は、当該区域
内における土地利用の状況等を考慮し、農業の
利便の増進と調和した良好な居住環境を確保す
るため合理的に必要と認められる限度において
行うものとする。

４	 地区計画農地保全条例には、第 52 条第１項た
だし書、第２項及び第３項の規定の例により、
当該条例に定める制限の適用除外、許可基準そ
の他必要な事項を定めなければならない。

【他の法律による建築等の規制】
第 58 条の４　地区計画等の区域内における建築物
の建築その他の行為に関する制限については、
前２条に定めるもののほか、別に法律で定める。

第５節　遊休土地転換利用促進地区内に
おける土地利用に関する措置等

【土地所有者等の責務等】
第 58 条の５　遊休土地転換利用促進地区内の土地
に係る土地所有者等（土地について所有権又は
地上権その他の使用若しくは収益を目的とする
権利を有する者をいう。以下同じ。）は、でき
る限り速やかに、当該遊休土地転換利用促進地
区内の土地の有効かつ適切な利用を図ること等
により、当該遊休土地転換利用促進地区に関す
る都市計画の目的を達成するよう努めなければ
ならない。

２	 市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する
都市計画の目的を達成するため必要があると認
めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内
の土地に係る土地所有者等に対し、当該土地の
有効かつ適切な利用の促進に関する事項につい
て指導及び助言を行うものとする。

【国及び地方公共団体の責務】
第 58 条の６　国及び地方公共団体は、遊休土地転
換利用促進地区の区域及びその周辺の地域にお
ける計画的な土地利用の増進を図るため、地区
計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事
業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。

第 ５８ 条の 3　●都市計画法（抄）
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計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
令で定める事項を市町村長に届け出なければな
らない。ただし、次に掲げる行為については、
この限りでない。

▪政令【届出を要する行為】令３８条�の４➡７５８ 

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【届出を要しない通常の管理行為等】

令３８条�の５➡７５８ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　国又は地方公共団体が行う行為
四　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為
▪政令【届出を要しない都市計画事業の施行に準ずる行為】

令３８条�の６➡７５９ 

五　第 29 条第１項の許可を要する行為その他政
令で定める行為

▪政令【届出を要しないその他の行為】令３８条�の７➡７５９ 

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変
更しようとするときは、当該事項の変更に係る
行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を市町村長
に届け出なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、その届出に係る行為が
地区計画に適合しないと認めるときは、その届
出をした者に対し、その届出に係る行為に関し
設計の変更その他の必要な措置をとることを勧
告することができる。

４	 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合
において、必要があると認めるときは、その勧
告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分
についてのあっせんその他の必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。

【建築等の許可】
第 58 条の３　市町村は、条例で、地区計画の区域
（地区整備計画において第 12 条の５第７項第四
号に掲げる事項が定められている区域に限る。）
内の農地の区域内における第 52 条第１項本文
に規定する行為について、市町村長の許可を受
けなければならないこととすることができる。

２	 前項の規定に基づく条例（以下この条において
「地区計画農地保全条例」という。）には、併せ

て、市町村長が農業の利便の増進と調和した良
好な居住環境を確保するために必要があると認
めるときは、許可に期限その他必要な条件を付
することができる旨を定めることができる。

３	 地区計画農地保全条例による制限は、当該区域
内における土地利用の状況等を考慮し、農業の
利便の増進と調和した良好な居住環境を確保す
るため合理的に必要と認められる限度において
行うものとする。

４	 地区計画農地保全条例には、第 52 条第１項た
だし書、第２項及び第３項の規定の例により、
当該条例に定める制限の適用除外、許可基準そ
の他必要な事項を定めなければならない。

【他の法律による建築等の規制】
第 58 条の４　地区計画等の区域内における建築物
の建築その他の行為に関する制限については、
前２条に定めるもののほか、別に法律で定める。

第５節　遊休土地転換利用促進地区内に
おける土地利用に関する措置等

【土地所有者等の責務等】
第 58 条の５　遊休土地転換利用促進地区内の土地
に係る土地所有者等（土地について所有権又は
地上権その他の使用若しくは収益を目的とする
権利を有する者をいう。以下同じ。）は、でき
る限り速やかに、当該遊休土地転換利用促進地
区内の土地の有効かつ適切な利用を図ること等
により、当該遊休土地転換利用促進地区に関す
る都市計画の目的を達成するよう努めなければ
ならない。

２	 市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する
都市計画の目的を達成するため必要があると認
めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内
の土地に係る土地所有者等に対し、当該土地の
有効かつ適切な利用の促進に関する事項につい
て指導及び助言を行うものとする。

【国及び地方公共団体の責務】
第 58 条の６　国及び地方公共団体は、遊休土地転
換利用促進地区の区域及びその周辺の地域にお
ける計画的な土地利用の増進を図るため、地区
計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事
業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。

第 ５８ 条の 3　●都市計画法（抄）
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【遊休土地である旨の通知】
第 58 条の７　市町村長は、遊休土地転換利用促進
地区に関する都市計画についての第 20 条第１
項（第 21 条第２項において準用する場合を含
む。）の規定による告示の日の翌日から起算し
て２年を経過した後において、当該遊休土地転
換利用促進地区内の土地を所有している者のそ
の所有に係る土地（国土利用計画法（昭和49年法律
第92号）第 28 条第１項の規定による通知に係る
土地及び国又は地方公共団体若しくは港務局の
所有する土地を除く。）が次に掲げる要件に該
当すると認めるときは、国土交通省令で定める
ところにより、当該土地の所有者（当該土地の
全部又は一部について地上権その他の政令で定
める使用又は収益を目的とする権利が設定され
ているときは、当該権利を有している者及び当
該土地の所有者）に当該土地が遊休土地である
旨を通知するものとする。
一　その土地が 1,000㎡以上の一団の土地である
こと。

二　その土地の所有者が当該土地を取得した後２
年を経過したものであること。

三　その土地が住宅の用、事業の用に供する施設
の用その他の用途に供されていないことその
他の政令で定める要件に該当するものである
こと。

四　その土地及びその周辺の地域における計画的
な土地利用の増進を図るため、当該土地の有
効かつ適切な利用を特に促進する必要がある
こと。

２	 市町村長は、前項の規定による通知をしたとき
は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知し
なければならない。

【遊休土地に係る計画の届出】
第 58 条の８　前条第１項の規定による通知を受け
た者は、その通知があった日の翌日から起算し
て６週間以内に、国土交通省令で定めるところ
により、その通知に係る遊休土地の利用又は処
分に関する計画を市町村長に届け出なければな
らない。

【勧告等】
第 58 条の９　市町村長は、前条の規定による届出
があった場合において、その届出に係る計画に
従って当該遊休土地を利用し、又は処分するこ
とが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図

る上で支障があると認めるときは、その届出を
した者に対し、相当の期限を定めて、その届出
に係る計画を変更すべきことその他必要な措置
を講ずべきことを勧告することができる。

２	 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合
において、必要があると認めるときは、その勧
告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じ
た措置について報告を求めることができる。

【遊休土地の買取りの協議】
第 58条の 10　市町村長は、前条第１項の規定によ
る勧告をした場合において、その勧告を受けた
者がその勧告に従わないときは、その勧告に係
る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、
土地開発公社その他政令で定める法人（以下こ
の節において「地方公共団体等」という。）の
うちから買取りの協議を行う者を定め、買取り
の目的を示して、その者が買取りの協議を行う
旨をその勧告を受けた者に通知するものとす
る。

２	 前項の規定により協議を行う者として定められ
た地方公共団体等は、同項の規定による通知が
あった日の翌日から起算して６週間を経過する
日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土
地の買取りの協議を行うことができる。この場
合において、その通知を受けた者は、正当な理
由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を
行うことを拒んではならない。

【遊休土地の買取り価格】
第 58条の 11　地方公共団体等は、前条の規定によ
り遊休土地を買い取る場合には、地価公示法（昭
和44年法律第49号）第６条の規定による公示価格を
規準として算定した価格（当該土地が同法第２
条第１項の公示区域以外の区域内に所在すると
きは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定し
た当該土地の相当な価格）をもってその価格と
しなければならない。

【買取りに係る遊休土地の利用】
第 58条の 12　地方公共団体等は、第 58 条の 10 の
規定により買い取った遊休土地をその遊休土地
に係る都市計画に適合するように有効かつ適切
に利用しなければならない。

都市計画法（抄）●　第 ５８ 条の ７

線引きはありません
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第４章　都市計画事業

第１節　都市計画事業の認可等

【施行者】
第 59 条　都市計画事業は、市町村が、都道府県知
事（第一号法定受託事務として施行する場合に
あっては、国土交通大臣）の認可を受けて施行
する。

２	 都道府県は、市町村が施行することが困難又は
不適当な場合その他特別な事情がある場合にお
いては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計
画事業を施行することができる。

３	 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国
の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施
行することができる。

４	 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事
業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可
等の処分を必要とする場合においてこれらの処
分を受けているとき、その他特別な事情がある
場合においては、都道府県知事の認可を受けて、
都市計画事業を施行することができる。

５	 都道府県知事は、前項の認可をしようとすると
きは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意
見をきかなければならない。

６	 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項から
第４項までの規定による認可又は承認をしよう
とする場合において、当該都市計画事業が、用
排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必
要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは
変更するものであるとき、又はこれらの施設の
管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計
画に影響を及ぼすおそれがあるものであるとき
は、当該都市計画事業について、当該施設を管
理する者又は当該土地改良事業計画による事業
を行う者の意見をきかなければならない。ただ
し、政令で定める軽易なものについては、この
限りでない。

７	 施行予定者が定められている都市計画に係る都
市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発
事業は、その定められている者でなければ、施
行することができない。

【認可又は承認の申請】
第 60 条　前条の認可又は承認を受けようとする者
は、国土交通省令で定めるところにより、次に
掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又
は都道府県知事に提出しなければならない。

一　施行者の名称
二　都市計画事業の種類
三　事業計画
四　その他国土交通省令で定める事項

２	 前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を
定めなければならない。

一　収用又は使用の別を明らかにした事業地（都
市計画事業を施行する土地をいう。以下同
じ。）

二　設計の概要
三　事業施行期間

３	 第１項の申請書には、国土交通省令で定めると
ころにより、次に掲げる書類を添附しなければ
ならない。

一　事業地を表示する図面
二　設計の概要を表示する図書
三　資金計画書
四　事業の施行に関して行政機関の免許、許可、
認可等の処分を必要とする場合においては、
これらの処分があったことを証明する書類又
は当該行政機関の意見書

五　その他国土交通省令で定める図書
４	 第 14 条第２項の規定は、第２項第一号及び前
項第一号の事業地の表示について準用する。

【認可又は承認の申請の義務等】
第 60 条の２　施行予定者は、当該都市施設又は市
街地開発事業に関する都市計画についての第
20 条第１項の規定による告示（施行予定者が
定められていない都市計画がその変更により施
行予定者が定められているものとなった場合に
あっては、当該都市計画についての第 21 条第
２項において準用する第 20 条第１項の規定に
よる告示）の日から起算して２年以内に、当該
都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開
発事業について第 59 条の認可又は承認の申請
をしなければならない。

２	 前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がさ
れなかった場合においては、国土交通大臣又は
都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定
めるところにより、その旨を公告しなければな

第 ５9 条　●都市計画法（抄）
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第４章　都市計画事業

第１節　都市計画事業の認可等

【施行者】
第 59 条　都市計画事業は、市町村が、都道府県知
事（第一号法定受託事務として施行する場合に
あっては、国土交通大臣）の認可を受けて施行
する。

２	 都道府県は、市町村が施行することが困難又は
不適当な場合その他特別な事情がある場合にお
いては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計
画事業を施行することができる。

３	 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国
の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施
行することができる。

４	 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事
業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可
等の処分を必要とする場合においてこれらの処
分を受けているとき、その他特別な事情がある
場合においては、都道府県知事の認可を受けて、
都市計画事業を施行することができる。

５	 都道府県知事は、前項の認可をしようとすると
きは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意
見をきかなければならない。

６	 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項から
第４項までの規定による認可又は承認をしよう
とする場合において、当該都市計画事業が、用
排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必
要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは
変更するものであるとき、又はこれらの施設の
管理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計
画に影響を及ぼすおそれがあるものであるとき
は、当該都市計画事業について、当該施設を管
理する者又は当該土地改良事業計画による事業
を行う者の意見をきかなければならない。ただ
し、政令で定める軽易なものについては、この
限りでない。

７	 施行予定者が定められている都市計画に係る都
市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発
事業は、その定められている者でなければ、施
行することができない。

【認可又は承認の申請】
第 60 条　前条の認可又は承認を受けようとする者
は、国土交通省令で定めるところにより、次に
掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又
は都道府県知事に提出しなければならない。

一　施行者の名称
二　都市計画事業の種類
三　事業計画
四　その他国土交通省令で定める事項

２	 前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を
定めなければならない。

一　収用又は使用の別を明らかにした事業地（都
市計画事業を施行する土地をいう。以下同
じ。）

二　設計の概要
三　事業施行期間

３	 第１項の申請書には、国土交通省令で定めると
ころにより、次に掲げる書類を添附しなければ
ならない。

一　事業地を表示する図面
二　設計の概要を表示する図書
三　資金計画書
四　事業の施行に関して行政機関の免許、許可、
認可等の処分を必要とする場合においては、
これらの処分があったことを証明する書類又
は当該行政機関の意見書

五　その他国土交通省令で定める図書
４	 第 14 条第２項の規定は、第２項第一号及び前
項第一号の事業地の表示について準用する。

【認可又は承認の申請の義務等】
第 60 条の２　施行予定者は、当該都市施設又は市
街地開発事業に関する都市計画についての第
20 条第１項の規定による告示（施行予定者が
定められていない都市計画がその変更により施
行予定者が定められているものとなった場合に
あっては、当該都市計画についての第 21 条第
２項において準用する第 20 条第１項の規定に
よる告示）の日から起算して２年以内に、当該
都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開
発事業について第 59 条の認可又は承認の申請
をしなければならない。

２	 前項の期間内に同項の認可又は承認の申請がさ
れなかった場合においては、国土交通大臣又は
都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定
めるところにより、その旨を公告しなければな

第 ５9 条　●都市計画法（抄）

735都市計画法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

らない。
【損失の補償】
第 60 条の３　前条第２項の規定による公告があっ
た場合において、当該都市計画施設の区域又は
市街地開発事業の施行区域内の土地の所有者又
は関係人のうちに当該都市計画が定められたこ
とにより損失を受けた者があるときは、当該施
行予定者は、その損失を補償しなければならな
い。

２	 第 52 条の５第２項及び第３項の規定は、前項
の場合について準用する。

【認可等の基準】
第 61 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、申請
手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業
が次の各号に該当するときは、第 59 条の認可
又は承認をすることができる。
一　事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業
施行期間が適切であること。

二　事業の施行に関して行政機関の免許、許可、
認可等の処分を必要とする場合においては、
これらの処分があったこと又はこれらの処分
がされることが確実であること。

【都市計画事業の認可等の告示】
第 62 条　国土交通大臣又は都道府県知事は、第 59
条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国
土交通省令で定めるところにより、施行者の名
称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事
業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあっては
関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府
県知事にあっては国土交通大臣及び関係市町村
長に、第 60 条第３項第一号及び第二号に掲げ
る図書の写しを送付しなければならない。

２	 市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の
終了の日又は第 69 条の規定により適用される
土地収用法第 30 条の２の規定により準用され
る同法第 30 条第２項の通知を受ける日まで、
国土交通省令で定めるところにより、前項の図
書の写しを当該市町村の事務所において公衆の
縦覧に供しなければならない。

【事業計画の変更】
第 63 条　第 60 条第１項第三号の事業計画を変更
しようとする者は、国の機関にあっては国土交
通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託
事務として施行する市町村にあっては国土交通
大臣の認可を、その他の者にあっては都道府県

知事の認可を受けなければならない。ただし、
設計の概要について国土交通省令で定める軽易
な変更をしようとするときは、この限りでない。

２	 第 59 条第６項、第 60 条及び前２条の規定は、
前項の認可又は承認について準用する。

【認可に基づく地位の承継】
第 64 条　第 59 条第４項の認可に基づく地位は、
相続その他の一般承継による場合のほか、国土
交通省令で定めるところにより、都道府県知事
の承認を受けて承継することができる。

２	 第 59 条第４項の認可に基づく地位が承継され
た場合においては、この法律又はこの法律に基
づく命令の規定により被承継人がした処分、手
続その他の行為は、承継人がしたものとみなし、
被承継人に対してした処分、手続その他の行為
は、承継人に対してしたものとみなす。

第２節　都市計画事業の施行

【建築等の制限】
第 65 条　第 62 条第１項の規定による告示又は新
たな事業地の編入に係る第 63 条第２項におい
て準用する第 62 条第１項の規定による告示が
あった後においては、当該事業地内において、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他
工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の
容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと
する者は、都道府県知事等の許可を受けなけれ
ばならない。

▪政令【設置又は堆積の制限を受ける物件】令４0条�➡７６0 

■関連【建築の許可】法５３条�➡７２９ 

２	 都道府県知事等は、前項の許可の申請があった
場合において、その許可を与えようとするとき
は、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければ
ならない。

３	 第 52 条の２第２項の規定は、第１項の規定に
よる許可について準用する。

【事業の施行について周知させるための措置】
第 66 条　前条第１項に規定する告示があったとき
は、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定
める事項を公告するとともに、国土交通省令で
定めるところにより、事業地内の土地建物等の
有償譲渡について、次条の規定による制限があ
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ることを関係権利者に周知させるため必要な措
置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業
の概要について、事業地及びその附近地の住民
に説明し、これらの者から意見を聴取する等の
措置を講ずることにより、事業の施行について
これらの者の協力が得られるように努めなけれ
ばならない。

【土地建物等の先買い】
第 67 条　前条の公告の日の翌日から起算して 10
日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償
で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、そ
の予定対価の額（予定対価が金銭以外のもので
あるときは、これを時価を基準として金銭に見
積もった額。以下この条において同じ。）及び
当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その
他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に
届け出なければならない。ただし、当該土地建
物等の全部又は一部が文化財保護法第 46 条（同
法第 83 条において準用する場合を含む。）の規
定の適用を受けるものであるときは、この限り
でない。

２	 前項の規定による届出があった後 30 日以内に
施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建
物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当
該土地建物等について、施行者と届出をした者
との間に届出書に記載された予定対価の額に相
当する代金で、売買が成立したものとみなす。

３	 第１項の届出をした者は、前項の期間（その期
間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取
らない旨の通知をしたときは、その時までの期
間）内は、当該土地建物等を譲り渡してはなら
ない。

【土地の買取請求】
第 68 条　事業地内の土地で、次条の規定により適
用される土地収用法第 31 条の規定により収用
の手続が保留されているものの所有者は、施行
者に対し、国土交通省令で定めるところにより、
当該土地を時価で買い取るべきことを請求する
ことができる。ただし、当該土地が他人の権利
の目的となっているとき、及び当該土地に建築
物その他の工作物又は立木に関する法律第１条
第１項に規定する立木があるときは、この限り
でない。

２	 前項の規定により買い取るべき土地の価額は、
施行者と土地の所有者とが協議して定める。

３	 第 28 条第３項の規定は、前項の場合について
準用する。

【都市計画事業のための土地等の収用又は使用】
第 69 条　都市計画事業については、これを土地収
用法第３条各号の一に規定する事業に該当する
ものとみなし、同法の規定を適用する。

第 70 条　都市計画事業については、土地収用法第
20 条（同法第 138 条第１項において準用する
場合を含む。）の規定による事業の認定は行な
わず、第 59 条の規定による認可又は承認をもっ
てこれに代えるものとし、第 62 条第１項の規
定による告示をもって同法第 26 条第１項（同
法第 138 条第１項において準用する場合を含
む。）の規定による事業の認定の告示とみなす。

２	 事業計画を変更して新たに事業地に編入した土
地については、前項中「第 59 条」とあるのは
「第 63 条第１項」と、「第 62 条第１項」とある
のは「第 63 条第２項において準用する第 62 条
第１項」とする。

第７章　社会資本整備�
審議会の調査審議等及び�
都道府県都市計画審議会等

【開発審査会】
第 78 条　第 50 条第１項前段に規定する審査請求
に対する裁決その他この法律によりその権限に
属させられた事項を行わせるため、都道府県及
び指定都市等に、開発審査会を置く。

２	 開発審査会は、委員５人以上をもって組織する。
３	 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛
生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、
公共の福祉に関し公正な判断をすることができ
る者のうちから、都道府県知事又は指定都市等
の長が任命する。

４	 次の各号のいずれかに該当する者は、委員とな
ることができない。

一　破産者で復権を得ない者
二　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わる
まで又はその執行を受けることがなくなるま
での者

５	 都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前
項各号のいずれかに該当するに至ったときは、
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ることを関係権利者に周知させるため必要な措
置を講じ、かつ、自己が施行する都市計画事業
の概要について、事業地及びその附近地の住民
に説明し、これらの者から意見を聴取する等の
措置を講ずることにより、事業の施行について
これらの者の協力が得られるように努めなけれ
ばならない。

【土地建物等の先買い】
第 67 条　前条の公告の日の翌日から起算して 10
日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償
で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、そ
の予定対価の額（予定対価が金銭以外のもので
あるときは、これを時価を基準として金銭に見
積もった額。以下この条において同じ。）及び
当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その
他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に
届け出なければならない。ただし、当該土地建
物等の全部又は一部が文化財保護法第 46 条（同
法第 83 条において準用する場合を含む。）の規
定の適用を受けるものであるときは、この限り
でない。

２	 前項の規定による届出があった後 30 日以内に
施行者が届出をした者に対し届出に係る土地建
物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当
該土地建物等について、施行者と届出をした者
との間に届出書に記載された予定対価の額に相
当する代金で、売買が成立したものとみなす。

３	 第１項の届出をした者は、前項の期間（その期
間内に施行者が届出に係る土地建物等を買い取
らない旨の通知をしたときは、その時までの期
間）内は、当該土地建物等を譲り渡してはなら
ない。

【土地の買取請求】
第 68 条　事業地内の土地で、次条の規定により適
用される土地収用法第 31 条の規定により収用
の手続が保留されているものの所有者は、施行
者に対し、国土交通省令で定めるところにより、
当該土地を時価で買い取るべきことを請求する
ことができる。ただし、当該土地が他人の権利
の目的となっているとき、及び当該土地に建築
物その他の工作物又は立木に関する法律第１条
第１項に規定する立木があるときは、この限り
でない。

２	 前項の規定により買い取るべき土地の価額は、
施行者と土地の所有者とが協議して定める。

３	 第 28 条第３項の規定は、前項の場合について
準用する。

【都市計画事業のための土地等の収用又は使用】
第 69 条　都市計画事業については、これを土地収
用法第３条各号の一に規定する事業に該当する
ものとみなし、同法の規定を適用する。

第 70 条　都市計画事業については、土地収用法第
20 条（同法第 138 条第１項において準用する
場合を含む。）の規定による事業の認定は行な
わず、第 59 条の規定による認可又は承認をもっ
てこれに代えるものとし、第 62 条第１項の規
定による告示をもって同法第 26 条第１項（同
法第 138 条第１項において準用する場合を含
む。）の規定による事業の認定の告示とみなす。

２	 事業計画を変更して新たに事業地に編入した土
地については、前項中「第 59 条」とあるのは
「第 63 条第１項」と、「第 62 条第１項」とある
のは「第 63 条第２項において準用する第 62 条
第１項」とする。

第７章　社会資本整備�
審議会の調査審議等及び�
都道府県都市計画審議会等

【開発審査会】
第 78 条　第 50 条第１項前段に規定する審査請求
に対する裁決その他この法律によりその権限に
属させられた事項を行わせるため、都道府県及
び指定都市等に、開発審査会を置く。

２	 開発審査会は、委員５人以上をもって組織する。
３	 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛
生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、
公共の福祉に関し公正な判断をすることができ
る者のうちから、都道府県知事又は指定都市等
の長が任命する。

４	 次の各号のいずれかに該当する者は、委員とな
ることができない。

一　破産者で復権を得ない者
二　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わる
まで又はその執行を受けることがなくなるま
での者

５	 都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前
項各号のいずれかに該当するに至ったときは、
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その委員を解任しなければならない。
６	 都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命
に係る委員が次の各号のいずれかに該当すると
きは、その委員を解任することができる。
一　心身の故障のため職務の執行に堪えないと認
められるとき。

二　職務上の義務違反その他委員たるに適しない
非行があると認められるとき。

７	 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関
係のある事件については、第 50 条第１項前段
に規定する審査請求に対する裁決に関する議事
に加わることができない。

８	 第２項から前項までに定めるもののほか、開発
審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政
令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市
等の条例で定める。

第８章　雑則

【許可等の条件】
第 79 条　この法律の規定による許可、認可又は承
認には、都市計画上必要な条件を附することが
できる。この場合において、その条件は、当該
許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を
課するものであってはならない。

【報告、勧告、援助等】
第 80 条　国土交通大臣は国の機関以外の施行者に
対し、都道府県知事は施行者である市町村又は
この法律の規定による許可、認可若しくは承認
を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定
による許可又は承認を受けた者に対し、この法
律の施行のため必要な限度において、報告若し
くは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しく
は助言をすることができる。

２	 市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府
県知事に対し、都市計画の決定若しくは変更又
は都市計画事業の施行の準備若しくは施行のた
め、それぞれ都市計画又は都市計画事業に関し
専門的知識を有する職員の技術的援助を求める
ことができる。

【監督処分等】
第 81 条　国土交通大臣、都道府県知事又は市町村
長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し
て、都市計画上必要な限度において、この法律

の規定によってした許可、認可若しくは承認を
取り消し、変更し、その効力を停止し、その条
件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は
工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当
の期限を定めて、建築物その他の工作物若しく
は物件（以下この条において「工作物等」とい
う。）の改築、移転若しくは除却その他違反を
是正するため必要な措置をとることを命ずるこ
とができる。

一　この法律若しくはこの法律に基づく命令の規
定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反
した者又は当該違反の事実を知って、当該違
反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、
若しくは賃貸借その他により当該違反に係る
土地若しくは工作物等を使用する権利を取得
した者

二　この法律若しくはこの法律に基づく命令の規
定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反
した工事の注文主若しくは請負人（請負工事
の下請人を含む。）又は請負契約によらない
で自らその工事をしている者若しくはした者

三　この法律の規定による許可、認可又は承認に
付した条件に違反している者

四　詐欺その他不正な手段により、この法律の規
定による許可、認可又は承認を受けた者

２	 前項の規定により必要な措置をとることを命じ
ようとする場合において、過失がなくて当該措
置を命ずべき者を確知することができないとき
は、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長
は、その者の負担において、当該措置を自ら行
い、又はその命じた者若しくは委任した者にこ
れを行わせることができる。この場合において
は、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき
旨及びその期限までに当該措置を行わないとき
は、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町
村長又はその命じた者若しくは委任した者が当
該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなけれ
ばならない。

３	 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、
第１項の規定による命令をした場合において
は、標識の設置その他国土交通省令で定める方
法により、その旨を公示しなければならない。

４	 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る
土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に
設置することができる。この場合においては、

都市計画法（抄）●　第 ７9 条

線引きはありません
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同項の規定による命令に係る土地又は工作物等
若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は
占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げて
はならない。

【立入検査】
第 82 条　国土交通大臣、都道府県知事若しくは市
町村長又はその命じた者若しくは委任した者
は、前条の規定による権限を行うため必要があ
る場合においては、当該土地に立ち入り、当該
土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地
において行われている工事の状況を検査するこ
とができる。

２	 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとす
る者は、その身分を示す証明書を携帯しなけれ
ばならない。

３	 前項に規定する証明書は、関係人の請求があっ
たときは、これを提示しなければならない。

４	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解してはならな
い。

第９章　罰則

第 89 条　第 59 条第４項の規定により認可を受け
て都市計画事業を施行する者（以下「特別施行
者」という。）又は特別施行者である法人の役
員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職
務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しく
は約束したときは、３年以下の懲役に処する。
よって不正の行為をし、又は相当の行為をしな
いときは、７年以下の懲役に処する。

２	 特別施行者又は特別施行者である法人の役員若
しくは職員であった者が、その在職中に請託を
受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行
為をし、又は相当の行為をしなかったことにつ
き賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束し
たときは、３年以下の懲役に処する。

３	 特別施行者又は特別施行者である法人の役員若
しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に
関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、
又はその供与を約束したときは、３年以下の懲
役に処する。

４	 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、
没収する。その全部又は一部を没収することが

できないときは、その価額を追徴する。

第 90 条　前条第１項から第３項までに規定するわ
いろを供与し、又はその申込み若しくは約束を
した者は、３年以下の懲役又は 200 万円以下の
罰金に処する。

２	 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑
を減軽し、又は免除することができる。

第 91 条　第 81 条第１項の規定による国土交通大
臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者
は、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に
処する。

第 92 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50
万円以下の罰金に処する。

一　第 25 条第５項の規定に違反して、同条第１
項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨
げた者

二　第 26 条第１項に規定する場合において、市
町村長の許可を受けないで障害物を伐除した
者又は都道府県知事等の許可を受けないで土
地に試掘等を行った者

三　第 29 条第１項若しくは第２項又は第 35 条の
２第１項の規定に違反して、開発行為をした
者

四　第37条又は第42条第１項の規定に違反して、
建築物を建築し、又は特定工作物を建設した
者

五　第 41 条第２項の規定に違反して、建築物を
建築した者

六　第 42 条第１項又は第 43 条第１項の規定に違
反して、建築物の用途を変更した者

七　第 43 条第１項の規定に違反して、建築物を
建築し、又は第一種特定工作物を建設した者

八　第 52 条第１項の規定に違反して、土地の形
質の変更、建築物の建築その他工作物の建設
又は同項の政令で定める物件の堆積を行った
者

九　第 58 条の８の規定に違反して、届出をせず、
又は虚偽の届出をした者

第 92 条の２　第 58 条の９第２項の規定による報
告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告
をした者は、30 万円以下の罰金に処する。

第 ８2 条　●都市計画法（抄）
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同項の規定による命令に係る土地又は工作物等
若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は
占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げて
はならない。

【立入検査】
第 82 条　国土交通大臣、都道府県知事若しくは市
町村長又はその命じた者若しくは委任した者
は、前条の規定による権限を行うため必要があ
る場合においては、当該土地に立ち入り、当該
土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地
において行われている工事の状況を検査するこ
とができる。

２	 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとす
る者は、その身分を示す証明書を携帯しなけれ
ばならない。

３	 前項に規定する証明書は、関係人の請求があっ
たときは、これを提示しなければならない。

４	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解してはならな
い。

第９章　罰則

第 89 条　第 59 条第４項の規定により認可を受け
て都市計画事業を施行する者（以下「特別施行
者」という。）又は特別施行者である法人の役
員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職
務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しく
は約束したときは、３年以下の懲役に処する。
よって不正の行為をし、又は相当の行為をしな
いときは、７年以下の懲役に処する。

２	 特別施行者又は特別施行者である法人の役員若
しくは職員であった者が、その在職中に請託を
受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行
為をし、又は相当の行為をしなかったことにつ
き賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束し
たときは、３年以下の懲役に処する。

３	 特別施行者又は特別施行者である法人の役員若
しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に
関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、
又はその供与を約束したときは、３年以下の懲
役に処する。

４	 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、
没収する。その全部又は一部を没収することが

できないときは、その価額を追徴する。

第 90 条　前条第１項から第３項までに規定するわ
いろを供与し、又はその申込み若しくは約束を
した者は、３年以下の懲役又は 200 万円以下の
罰金に処する。

２	 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑
を減軽し、又は免除することができる。

第 91 条　第 81 条第１項の規定による国土交通大
臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者
は、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に
処する。

第 92 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50
万円以下の罰金に処する。

一　第 25 条第５項の規定に違反して、同条第１
項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨
げた者

二　第 26 条第１項に規定する場合において、市
町村長の許可を受けないで障害物を伐除した
者又は都道府県知事等の許可を受けないで土
地に試掘等を行った者

三　第 29 条第１項若しくは第２項又は第 35 条の
２第１項の規定に違反して、開発行為をした
者

四　第37条又は第42条第１項の規定に違反して、
建築物を建築し、又は特定工作物を建設した
者

五　第 41 条第２項の規定に違反して、建築物を
建築した者

六　第 42 条第１項又は第 43 条第１項の規定に違
反して、建築物の用途を変更した者

七　第 43 条第１項の規定に違反して、建築物を
建築し、又は第一種特定工作物を建設した者

八　第 52 条第１項の規定に違反して、土地の形
質の変更、建築物の建築その他工作物の建設
又は同項の政令で定める物件の堆積を行った
者

九　第 58 条の８の規定に違反して、届出をせず、
又は虚偽の届出をした者

第 92 条の２　第 58 条の９第２項の規定による報
告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告
をした者は、30 万円以下の罰金に処する。

第 ８2 条　●都市計画法（抄）
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第 93 条　次の各号の一に該当する者は、20 万円以
下の罰金に処する。
一　第 58 条の２第１項又は第２項の規定に違反
して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二　第 80 条第１項の規定による報告又は資料の
提出を求められて、報告若しくは資料の提出
をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出
をした者

三　第 82 条第１項の規定による立入検査を拒み、
妨げ、又は忌避した者

第 94 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務又は財産に関して第 91 条から前条まで
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す
る。

第 95 条　次の各号の一に該当する者は、50 万円以
下の過料に処する。
一　第 52 条の３第２項（第 57 条の４において準
用する場合を含む。）、第 57 条第２項又は第
67 条第１項の規定に違反して、届出をしな
いで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した
者

二　第 52 条の３第２項（第 57 条の４において準
用する場合を含む。）、第 57 条第２項又は第
67 条第１項の届出について、虚偽の届出を
した者

三　第 52 条の３第４項（第 57 条の４において準
用する場合を含む。）、第 57 条第４項又は第
67 条第３項の規定に違反して、同項の期間
内に土地建物等を譲り渡した者

第 96 条　第 35 条の２第３項又は第 38 条の規定に
違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした
者は、20 万円以下の過料に処する。

第 97 条　第 58 条の３第１項の規定に基づく条例
には、これに違反した者に対し、50 万円以下
の罰金を科する規定を設けることができる。

第 98 条　第 58 条第１項の規定に基づく条例には、
罰金のみを科する規定を設けることができる。

都市計画法（抄）●　第 93 条

線引きはありません
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都市計画法施行令（抄）
昭和 44 年６月 13 日政令第 158 号

最終改正：令和４年２月２日政令第 37 号

第１章　総則

【特定工作物】
第１条　都市計画法（以下「法」という。）第４条
第 11 項の周辺の地域の環境の悪化をもたらす
おそれがある工作物で政令で定めるものは、次
に掲げるものとする。
一　アスファルトプラント
二　クラッシャープラント
三　危険物（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）
第 116 条第１項の表の危険物品の種類の欄に
掲げる危険物をいう。）の貯蔵又は処理に供
する工作物（石油パイプライン事業法（昭和47
年法律第105号）第５条第２項第二号に規定する
事業用施設に該当するもの、港湾法（昭和25年
法律第218号）第２条第５項第八号に規定する保
管施設又は同項第八号の二に規定する船舶役
務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法（昭
和25年法律第137号）第３条第二号ホに規定する補
給施設に該当するもの、航空法（昭和27年法律第
231号）による公共の用に供する飛行場に建設
される航空機給油施設に該当するもの、電気
事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第十六
号に規定する電気事業（同項第二号に規定す
る小売電気事業及び同項第十五号の三に規定
する特定卸供給事業を除く。）の用に供する
同項第十八号に規定する電気工作物に該当す
るもの及びガス事業法（昭和29年法律第51号）第２
条第 13 項に規定するガス工作物（同条第２
項に規定するガス小売事業の用に供するもの
を除く。）に該当するものを除く。）

２	 法第４条第 11 項の大規模な工作物で政令で定
めるものは、次に掲げるもので、その規模が１
ha 以上のものとする。
一　野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物
園その他の運動・レジャー施設である工作物
（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定す
る学校（大学を除く。）又は就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第２
条第７項に規定する幼保連携型認定こども園
の施設に該当するもの、港湾法第２条第５項
第九号の三に規定する港湾環境整備施設に該
当するもの、都市公園法（昭和31年法律第79号）第
２条第１項に規定する都市公園に該当するも
の及び自然公園法（昭和32年法律第161号）第２条第
六号に規定する公園事業又は同条第四号に規
定する都道府県立自然公園のこれに相当する
事業により建設される施設に該当するものを
除く。）

二　墓園
【公共施設】
第１条の２　法第４条第 14 項の政令で定める公共
の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河
川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設
とする。

【都市計画区域に係る町村の要件】
第２条　法第５条第１項（同条第６項において準用
する場合を含む。）の政令で定める要件は、次
の各号の一に掲げるものとする。

一　当該町村の人口が１万以上であり、かつ、商
工業その他の都市的業態に従事する者の数が
全就業者数の 50％以上であること。

二　当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来
の見通し等からみて、おおむね 10 年以内に
前号に該当することとなると認められるこ
と。

三　当該町村の中心の市街地を形成している区域
内の人口が 3,000 以上であること。

四　温泉その他の観光資源があることにより多数
人が集中するため、特に、良好な都市環境の
形成を図る必要があること。

五　火災、震災その他の災害により当該町村の市
街地を形成している区域内の相当数の建築物
が滅失した場合において、当該町村の市街地
の健全な復興を図る必要があること。

第２章　都市計画

第１節　都市計画の内容

【大都市に係る都市計画区域】

第 1 条　●都市計画法施行令（抄）
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都市計画法施行令（抄）
昭和 44 年６月 13 日政令第 158 号

最終改正：令和４年２月２日政令第 37 号

第１章　総則

【特定工作物】
第１条　都市計画法（以下「法」という。）第４条
第 11 項の周辺の地域の環境の悪化をもたらす
おそれがある工作物で政令で定めるものは、次
に掲げるものとする。

一　アスファルトプラント
二　クラッシャープラント
三　危険物（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）
第 116 条第１項の表の危険物品の種類の欄に
掲げる危険物をいう。）の貯蔵又は処理に供
する工作物（石油パイプライン事業法（昭和47
年法律第105号）第５条第２項第二号に規定する
事業用施設に該当するもの、港湾法（昭和25年
法律第218号）第２条第５項第八号に規定する保
管施設又は同項第八号の二に規定する船舶役
務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法（昭
和25年法律第137号）第３条第二号ホに規定する補
給施設に該当するもの、航空法（昭和27年法律第
231号）による公共の用に供する飛行場に建設
される航空機給油施設に該当するもの、電気
事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第十六
号に規定する電気事業（同項第二号に規定す
る小売電気事業及び同項第十五号の三に規定
する特定卸供給事業を除く。）の用に供する
同項第十八号に規定する電気工作物に該当す
るもの及びガス事業法（昭和29年法律第51号）第２
条第 13 項に規定するガス工作物（同条第２
項に規定するガス小売事業の用に供するもの
を除く。）に該当するものを除く。）

２	 法第４条第 11 項の大規模な工作物で政令で定
めるものは、次に掲げるもので、その規模が１
ha 以上のものとする。

一　野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物
園その他の運動・レジャー施設である工作物
（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定す
る学校（大学を除く。）又は就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第２
条第７項に規定する幼保連携型認定こども園
の施設に該当するもの、港湾法第２条第５項
第九号の三に規定する港湾環境整備施設に該
当するもの、都市公園法（昭和31年法律第79号）第
２条第１項に規定する都市公園に該当するも
の及び自然公園法（昭和32年法律第161号）第２条第
六号に規定する公園事業又は同条第四号に規
定する都道府県立自然公園のこれに相当する
事業により建設される施設に該当するものを
除く。）

二　墓園
【公共施設】
第１条の２　法第４条第 14 項の政令で定める公共
の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河
川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設
とする。

【都市計画区域に係る町村の要件】
第２条　法第５条第１項（同条第６項において準用
する場合を含む。）の政令で定める要件は、次
の各号の一に掲げるものとする。

一　当該町村の人口が１万以上であり、かつ、商
工業その他の都市的業態に従事する者の数が
全就業者数の 50％以上であること。

二　当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来
の見通し等からみて、おおむね 10 年以内に
前号に該当することとなると認められるこ
と。

三　当該町村の中心の市街地を形成している区域
内の人口が 3,000 以上であること。

四　温泉その他の観光資源があることにより多数
人が集中するため、特に、良好な都市環境の
形成を図る必要があること。

五　火災、震災その他の災害により当該町村の市
街地を形成している区域内の相当数の建築物
が滅失した場合において、当該町村の市街地
の健全な復興を図る必要があること。

第２章　都市計画

第１節　都市計画の内容

【大都市に係る都市計画区域】

第 1 条　●都市計画法施行令（抄）
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第３条　法第７条第１項第二号の大都市に係る都市
計画区域として政令で定めるものは、地方自治
法（昭和22年法律第67号）第 252 条の 19 第１項の指定
都市（以下単に「指定都市」という。）の区域
の全部又は一部を含む都市計画区域（指定都市
の区域の一部を含む都市計画区域にあっては、
その区域内の人口が 50 万未満であるものを除
く。）とする。

【地域地区について都市計画に定める事項】
第４条　法第８条第３項第三号の政令で定める事項
は、面積並びに特定街区、景観地区、風致地区、
臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種歴
史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区、
緑地保全地域、特別緑地保全地区、流通業務地
区及び伝統的建造物群保存地区については名称
とする。

【促進区域について都市計画に定める事項】
第４条の２　法第 10 条の２第２項の政令で定める
事項は、区域の面積とする。

【法第10条の３第１項第一号の政令で定める要件】
第４条の３　法第 10 条の３第１項第一号の政令で
定める要件は、当該区域内の土地が相当期間に
わたり次に掲げる条件のいずれかに該当してい
ることとする。
一　住宅の用、事業の用に供する施設の用その他
の用途に供されていないこと。

二　住宅の用、事業の用に供する施設の用その他
の用途に供されている場合には、その土地又
はその土地に存する建築物その他の工作物
（第３章第１節を除き、以下「建築物等」と
いう。）の整備の状況等からみて、その土地
の利用の程度がその周辺の地域における同一
の用途又はこれに類する用途に供されている
土地の利用の程度に比し著しく劣っていると
認められること。

【遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める
事項】
第４条の４　法第 10 条の３第２項の政令で定める
事項は、区域の面積とする。

【被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事
項】
第４条の５　法第 10 条の４第２項の政令で定める
事項は、区域の面積とする。

【法第11条第１項第十五号の政令で定める施設】
第５条　法第 11 条第１項第十五号の政令で定める

施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防
風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施
設とする。

【都市施設について都市計画に定める事項】
第６条　法第 11 条第２項の政令で定める事項は、
次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該
各号に定めるものとする。

一　道路　　種別及び車線の数（車線のない道路
である場合を除く。）その他の構造

二　駐車場　　面積及び構造
三　自動車ターミナル又は公園　　種別及び面積
四　都市高速鉄道又は法第 １１ 条�第１項第四号に
掲げる都市施設　　構造

五　空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理
場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第 １１ 条�
第１項第五号から第七号までに掲げる都市施
設　　面積

六　下水道　　排水区域
七　一団地の住宅施設　　面積、建築物の建蔽率
の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、
中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、
公益的施設及び住宅の配置の方針

八　一団地の官公庁施設　　面積、建築物の建蔽
率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共
施設、公益的施設及び建築物の配置の方針

２	 前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で
定める。

【立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施
設】
第６条の２　法第 11 条第３項の政令で定める都市
施設は、次に掲げるものとする。

一　道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミ
ナルその他の交通施設

二　公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三　水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、
汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又
は処理施設

四　河川、運河その他の水路
五　一団地の都市安全確保拠点施設
六　電気通信事業の用に供する施設
七　防火又は防水の施設

【市街地開発事業について都市計画に定める事項】
第７条　法第 12 条第２項の政令で定める事項は、
施行区域の面積とする。

【市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める

都市計画法施行令（抄）●　第 3条
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事項】
第７条の２　法第 12 条の２第２項の政令で定める
事項は、区域の面積とする。

【地区計画等について都市計画に定める事項】
第７条の３　法第 12 条の４第２項の政令で定める
事項は、区域の面積とする。

【地区施設】
第７条の４　法第 12 条の５第２項第一号イの政令
で定める施設は、都市計画施設以外の施設であ
る道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地
とする。

２	 法第 12 条の５第２項第一号ロの政令で定める
施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施
設のうち、都市計画施設に該当しないものとす
る。

【再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画
において定める施設】
第７条の５　法第 12 条の５第５項第一号の政令で
定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その
他の公共空地とする。

【地区整備計画において定める建築物等に関する事項】
第７条の６　法第 12 条の５第７項第二号の建築物
等に関する事項で政令で定めるものは、垣又は
さくの構造の制限とする。

【地区計画の策定に関する基準】
第７条の７　地区計画を都市計画に定めるについて
必要な政令で定める基準は、次に掲げるものと
する。
一　地区施設及び法第 12 条の５第５項第一号に
規定する施設の配置及び規模は、当該区域及
びその周辺において定められている他の都市
計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施
設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保
持するよう、必要な位置に適切な規模で定め
ること。

二　建築物等に関する事項（再開発等促進区及び
開発整備促進区におけるものを除く。）は、
建築物等が各街区においてそれぞれ適正かつ
合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その
配列、用途構成等が一体として当該区域の特
性にふさわしいものとなるように定めるこ
と。

三　再開発等促進区又は開発整備促進区における
建築物等に関する事項は、市街地の空間の有
効な利用、良好な住居の環境の確保、商業そ

の他の業務の利便の増進等を考慮して、建築
物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高
さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の
利用形態となるように定めること。

四　再開発等促進区又は開発整備促進区における
地区整備計画の区域は、建築物及びその敷地
の整備並びに公共施設の整備を一体として行
うべき土地の区域としてふさわしいものとな
るように定めること。

【都市計画基準】
第８条　区域区分に関し必要な技術的基準は、次に
掲げるものとする。

一　既に市街地を形成している区域として市街化
区域に定める土地の区域は、相当の人口及び
人口密度を有する市街地その他の既成市街地
として国土交通省令で定めるもの並びにこれ
に接続して現に市街化しつつある土地の区域
とすること。

二　おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市
街化を図るべき区域として市街化区域に定め
る土地の区域は、原則として、次に掲げる土
地の区域を含まないものとすること。

イ　当該都市計画区域における市街化の動向並
びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整
備の見通し等を勘案して市街化することが
不適当な土地の区域

ロ　溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発
生のおそれのある土地の区域

ハ　優良な集団農地その他長期にわたり農用地
として保存すべき土地の区域

ニ　優れた自然の風景を維持し、都市の環境を
保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備
する等のため保全すべき土地の区域

三　区域区分のための土地の境界は、原則として、
鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の
地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当
なものにより定めることとし、これにより難
い場合には、町界、字界等によること。

２	 用途地域には、原則として、次に掲げる土地の
区域を含まないものとする。

一　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律
第58号）第８条第２項第一号に規定する農用地
区域（第 16 条の２第一号において単に「農
用地区域」という。）又は農地法（昭和27年法律
第229号）第５条第２項第一号ロに掲げる農地

第 ７条の 2　●都市計画法施行令（抄）
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事項】
第７条の２　法第 12 条の２第２項の政令で定める
事項は、区域の面積とする。

【地区計画等について都市計画に定める事項】
第７条の３　法第 12 条の４第２項の政令で定める
事項は、区域の面積とする。

【地区施設】
第７条の４　法第 12 条の５第２項第一号イの政令
で定める施設は、都市計画施設以外の施設であ
る道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地
とする。

２	 法第 12 条の５第２項第一号ロの政令で定める
施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施
設のうち、都市計画施設に該当しないものとす
る。

【再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画
において定める施設】
第７条の５　法第 12 条の５第５項第一号の政令で
定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その
他の公共空地とする。

【地区整備計画において定める建築物等に関する事項】
第７条の６　法第 12 条の５第７項第二号の建築物
等に関する事項で政令で定めるものは、垣又は
さくの構造の制限とする。

【地区計画の策定に関する基準】
第７条の７　地区計画を都市計画に定めるについて
必要な政令で定める基準は、次に掲げるものと
する。

一　地区施設及び法第 12 条の５第５項第一号に
規定する施設の配置及び規模は、当該区域及
びその周辺において定められている他の都市
計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施
設を備えた健全な都市環境を形成し、又は保
持するよう、必要な位置に適切な規模で定め
ること。

二　建築物等に関する事項（再開発等促進区及び
開発整備促進区におけるものを除く。）は、
建築物等が各街区においてそれぞれ適正かつ
合理的な土地の利用形態を示し、かつ、その
配列、用途構成等が一体として当該区域の特
性にふさわしいものとなるように定めるこ
と。

三　再開発等促進区又は開発整備促進区における
建築物等に関する事項は、市街地の空間の有
効な利用、良好な住居の環境の確保、商業そ

の他の業務の利便の増進等を考慮して、建築
物等が当該区域にふさわしい用途、容積、高
さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の
利用形態となるように定めること。

四　再開発等促進区又は開発整備促進区における
地区整備計画の区域は、建築物及びその敷地
の整備並びに公共施設の整備を一体として行
うべき土地の区域としてふさわしいものとな
るように定めること。

【都市計画基準】
第８条　区域区分に関し必要な技術的基準は、次に
掲げるものとする。

一　既に市街地を形成している区域として市街化
区域に定める土地の区域は、相当の人口及び
人口密度を有する市街地その他の既成市街地
として国土交通省令で定めるもの並びにこれ
に接続して現に市街化しつつある土地の区域
とすること。

二　おおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市
街化を図るべき区域として市街化区域に定め
る土地の区域は、原則として、次に掲げる土
地の区域を含まないものとすること。

イ　当該都市計画区域における市街化の動向並
びに鉄道、道路、河川及び用排水施設の整
備の見通し等を勘案して市街化することが
不適当な土地の区域

ロ　溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発
生のおそれのある土地の区域

ハ　優良な集団農地その他長期にわたり農用地
として保存すべき土地の区域

ニ　優れた自然の風景を維持し、都市の環境を
保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備
する等のため保全すべき土地の区域

三　区域区分のための土地の境界は、原則として、
鉄道その他の施設、河川、海岸、崖その他の
地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当
なものにより定めることとし、これにより難
い場合には、町界、字界等によること。

２	 用途地域には、原則として、次に掲げる土地の
区域を含まないものとする。

一　農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律
第58号）第８条第２項第一号に規定する農用地
区域（第 16 条の２第一号において単に「農
用地区域」という。）又は農地法（昭和27年法律
第229号）第５条第２項第一号ロに掲げる農地

第 ７条の 2　●都市計画法施行令（抄）
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（同法第 43 条第１項の規定により農作物の栽
培を耕作に該当するものとみなして適用する
同号ロに掲げる農地を含む。）若しくは採草
放牧地の区域

二　自然公園法第 20 条第１項に規定する特別地
域、森林法（昭和26年法律第249号）第 25 条又は第
25 条の２の規定により指定された保安林の
区域その他これらに類する土地の区域として
国土交通省令で定めるもの

第２節　都市計画の決定等

【都道府県が定める都市計画】
第９条　法第 15 条第１項第五号の広域の見地から
決定すべき地域地区として政令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。
一　風致地区で面積が 10ha 以上のもの（２以上
の市町村の区域にわたるものに限る。）

二　特別緑地保全地区（首都圏近郊緑地保全法
（昭和41年法律第101号）第４条第２項第三号の近郊
緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整
備に関する法律（昭和42年法律第103号）第６条第２
項の近郊緑地特別保全地区（第 12 条第三号
において「近郊緑地特別保全地区」という。）
を除く。）で面積が 10ha 以上のもの（２以
上の市町村の区域にわたるものに限る。）

２	 法第 15 条第１項第五号の広域の見地から決定
すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　次に掲げる道路
イ　道路法（昭和27年法律第180号）第３条の一般国道

又は都道府県道
ロ　その他の道路で自動車専用道路であるもの
二　都市高速鉄道
三　空港法（昭和31年法律第80号）第４条第１項各号に
掲げる空港及び同法第５条第１項に規定する
地方管理空港

四　公園、緑地、広場又は墓園で、面積が 10ha
以上のもの（国又は都道府県が設置するもの
に限る。）

五　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第４項に規定
する水道用水供給事業の用に供する水道

六　下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第三号に規
定する公共下水道で排水区域が２以上の市町

村の区域にわたるもの又は同法第２条第四号
に規定する流域下水道

七　産業廃棄物処理施設
八　河川法（昭和39年法律第167号）第４条第１項に規定
する一級河川若しくは同法第５条第１項に規
定する二級河川又は運河

九　一団地の官公庁施設
十　流通業務団地

【法第15条第１項第六号の政令で定める大規模な土地
区画整理事業等】
第 10 条　法第 15 条第１項第六号の政令で定める
大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、
住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、そ
れぞれ次に掲げるものとする。

一　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地
区画整理事業で施行区域の面積が 50ha を超
えるもの

二　都市再開発法（昭和44年法律第38号）による市街地
再開発事業で施行区域の面積が３ha を超え
るもの

三　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）に
よる住宅街区整備事業で施行区域の面積が
20ha を超えるもの

四　密集市街地における防災街区の整備の促進に
関する法律（平成９年法律第49号。以下「密集市
街地整備法」という。）による防災街区整備
事業で施行区域の面積が３ha を超えるもの

【法第15条第１項第七号の政令で定める市街地開発事
業等予定区域】
第 10 条の２　法第 15 条第１項第七号の広域の見
地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設
の予定区域として政令で定めるものは、法第
12 条の２第１項第五号又は第六号に掲げる予
定区域とする。

【法第16条第２項の政令で定める事項】
第 10 条の３　法第 16 条第２項の政令で定める事
項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の
提示方法及び意見の提出方法とする。

【地区計画等の案を作成するに当たって意見を求める者】
第 10 条の４　法第 16 条第２項の政令で定める利
害関係を有する者は、地区計画等の案に係る区
域内の土地について対抗要件を備えた地上権若
しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若し
くは抵当権を有する者及びその土地若しくはこ

都市計画法施行令（抄）●　第 9条



744 都市計画法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

れらの権利に関する仮登記、その土地若しくは
これらの権利に関する差押えの登記又はその土
地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人と
する。

【特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者】
第 11 条　法第 17 条第３項（法第 21 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める利
害関係を有する者は、当該特定街区内の土地に
ついて所有権、建物の所有を目的とする対抗要
件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した
先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及び
これらの権利に関する仮登記、これらの権利に
関する差押えの登記又はその土地に関する買戻
しの特約の登記の登記名義人とする。

【遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につ
き意見を聴くべき者に係る権利】
第 11 条の２　法第 17 条第４項（法第 21 条第２項
において準用する場合を含む。）の政令で定め
る使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休
土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要
件を備えた地上権又は賃借権とする。

【国の利害に重大な関係がある都市計画】
第 12 条　法第 18 条第３項（法第 21 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の国の利害に重大
な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲
げるものに関する都市計画とする。
一　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（法
第６条の２第２項第一号に掲げる事項及び同
項第三号に掲げる事項のうち第三号から第五
号までに掲げるものに関する都市計画の決定
の方針に限る。）

二　区域区分
三　法第８条第１項第四号の二又は第九号から第
十二号までに掲げる地域地区（同項第九号に
掲げる地区にあっては港湾法第２条第２項の
国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、
法第８条第１項第十二号に掲げる地区にあっ
ては近郊緑地特別保全地区に限る。）

四　次に掲げる都市施設
イ　道路法第３条の高速自動車国道若しくは
一般国道又は独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第
12 条第１項第四号に規定する首都高速道
路若しくは阪神高速道路

ロ　都市高速鉄道

ハ　空港法第４条第１項第一号から第四号まで
に掲げる空港

ニ　国が設置する公園又は緑地
ホ　河川法第４条第１項に規定する一級河川
ヘ　一団地の官公庁施設

五　法第12条の２第１項第五号に掲げる予定区域
【地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議
を要するもの】
第 13 条　法第 19 条第３項（法第 21 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める事
項は、次の表の左欄各項に定める地区計画等の
区分に応じてそれぞれ同表の右欄各項に定める
ものとする。

地区計画等 事項

地区計画（市街化調整
区域内において定める
ものを除く。）

１　地区計画の位置及び区域
２　地区施設のうち道路（袋路状の
ものを除く。）で幅員８ｍ以上のも
のの配置及び規模

３　再開発等促進区又は開発整備促
進区に関する事項のうち、次に掲
げるもの
イ　	法第 12条の５第５項第一号に
規定する施設の配置及び規模

ロ　土地利用に関する基本方針
４　建築物等に関する事項（再開発
等促進区及び開発整備促進区にお
けるものを除く。）のうち、次に掲
げるもの（これらの事項が都道府
県が定める地域地区の区域その他
国土交通省令で定める区域におい
て定められる場合に限る。）
イ　建築物等の用途の制限
ロ　建築物の容積率の最高限度

５　再開発等促進区又は開発整備促
進区における建築物等に関する事
項のうち、次に掲げるもの（ハに掲
げるものにあっては、用途地域に
関する都市計画において定められ
た建築物の建蔽率を超えて定めら
れる場合に限る。）
イ　建築物等の用途の制限
ロ　建築物の容積率の最高限度
ハ　建築物の建蔽率の最高限度

６　法第12条の11に規定する道路の
区域のうち建築物等の敷地として
併せて利用すべき区域及び当該区
域内における同条に規定する建築
物等の建築又は建設の限界

７　法第12条の12に規定する開発整
備促進区における地区整備計画の
区域において誘導すべき用途及び
当該誘導すべき用途に供する特定
大規模建築物の敷地として利用す
べき土地の区域

市街化調整区域内にお
いて定める地区計画

１　地区計画の位置及び区域
２　当該地区計画の目標
３　当該区域の整備、開発及び保全
に関する方針

４　地区施設の配置及び規模
５　建築物等に関する事項のうち、
建築物の緑化率の最低限度、建築

第 11 条　●都市計画法施行令（抄）

線引きはありません



744 都市計画法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

れらの権利に関する仮登記、その土地若しくは
これらの権利に関する差押えの登記又はその土
地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人と
する。

【特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者】
第 11 条　法第 17 条第３項（法第 21 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める利
害関係を有する者は、当該特定街区内の土地に
ついて所有権、建物の所有を目的とする対抗要
件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した
先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及び
これらの権利に関する仮登記、これらの権利に
関する差押えの登記又はその土地に関する買戻
しの特約の登記の登記名義人とする。

【遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につ
き意見を聴くべき者に係る権利】
第 11 条の２　法第 17 条第４項（法第 21 条第２項
において準用する場合を含む。）の政令で定め
る使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休
土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要
件を備えた地上権又は賃借権とする。

【国の利害に重大な関係がある都市計画】
第 12 条　法第 18 条第３項（法第 21 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の国の利害に重大
な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲
げるものに関する都市計画とする。

一　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（法
第６条の２第２項第一号に掲げる事項及び同
項第三号に掲げる事項のうち第三号から第五
号までに掲げるものに関する都市計画の決定
の方針に限る。）

二　区域区分
三　法第８条第１項第四号の二又は第九号から第
十二号までに掲げる地域地区（同項第九号に
掲げる地区にあっては港湾法第２条第２項の
国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、
法第８条第１項第十二号に掲げる地区にあっ
ては近郊緑地特別保全地区に限る。）

四　次に掲げる都市施設
イ　道路法第３条の高速自動車国道若しくは
一般国道又は独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第
12 条第１項第四号に規定する首都高速道
路若しくは阪神高速道路

ロ　都市高速鉄道

ハ　空港法第４条第１項第一号から第四号まで
に掲げる空港

ニ　国が設置する公園又は緑地
ホ　河川法第４条第１項に規定する一級河川
ヘ　一団地の官公庁施設

五　法第12条の２第１項第五号に掲げる予定区域
【地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議
を要するもの】
第 13 条　法第 19 条第３項（法第 21 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める事
項は、次の表の左欄各項に定める地区計画等の
区分に応じてそれぞれ同表の右欄各項に定める
ものとする。

地区計画等 事項

地区計画（市街化調整
区域内において定める
ものを除く。）

１　地区計画の位置及び区域
２　地区施設のうち道路（袋路状の
ものを除く。）で幅員８ｍ以上のも
のの配置及び規模
３　再開発等促進区又は開発整備促
進区に関する事項のうち、次に掲
げるもの
イ　	法第 12条の５第５項第一号に
規定する施設の配置及び規模

ロ　土地利用に関する基本方針
４　建築物等に関する事項（再開発
等促進区及び開発整備促進区にお
けるものを除く。）のうち、次に掲
げるもの（これらの事項が都道府
県が定める地域地区の区域その他
国土交通省令で定める区域におい
て定められる場合に限る。）
イ　建築物等の用途の制限
ロ　建築物の容積率の最高限度
５　再開発等促進区又は開発整備促
進区における建築物等に関する事
項のうち、次に掲げるもの（ハに掲
げるものにあっては、用途地域に
関する都市計画において定められ
た建築物の建蔽率を超えて定めら
れる場合に限る。）
イ　建築物等の用途の制限
ロ　建築物の容積率の最高限度
ハ　建築物の建蔽率の最高限度
６　法第12条の11に規定する道路の
区域のうち建築物等の敷地として
併せて利用すべき区域及び当該区
域内における同条に規定する建築
物等の建築又は建設の限界
７　法第12条の12に規定する開発整
備促進区における地区整備計画の
区域において誘導すべき用途及び
当該誘導すべき用途に供する特定
大規模建築物の敷地として利用す
べき土地の区域

市街化調整区域内にお
いて定める地区計画

１　地区計画の位置及び区域
２　当該地区計画の目標
３　当該区域の整備、開発及び保全
に関する方針
４　地区施設の配置及び規模
５　建築物等に関する事項のうち、
建築物の緑化率の最低限度、建築
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　物等の形態若しくは色彩その他の
意匠の制限又は垣若しくは柵の構
造の制限以外のもの
６　法第12条の11に規定する道路の
区域のうち建築物等の敷地として
併せて利用すべき区域及び当該区
域内における同条に規定する建築
物等の建築又は建設の限界

防災街区整備地区計画

１　防災街区整備地区計画の位置及
び区域
２　道路（袋路状のものを除く。）で
幅員８ｍ以上のものの配置及び規
模又はその区域
３　建築物等に関する事項のうち、
次に掲げるもの（これらの事項が
都道府県が定める地域地区その他
国土交通省令で定める区域におい
て定められる場合に限る。）
イ　建築物等の用途の制限
ロ　建築物の容積率の最高限度

歴史的風致維持向上地
区計画

１　歴史的風致維持向上地区計画の
位置及び区域
２　当該区域の土地利用に関する基
本方針（地域における歴史的風致
の維持及び向上に関する法律（平
成20年法律第40号）第31条第３項第
二号に掲げる事項に係る部分を除
き、都道府県が定める地域地区の
区域その他国土交通省令で定める
区域において定められる場合に限
る。）
３　地域における歴史的風致の維持
及び向上に関する法律第31条第２
項第一号に規定する地区施設のう
ち道路（袋路状のものを除く。）で
幅員８ｍ以上のものの配置及び規
模
４　建築物等に関する事項のうち、
次に掲げるもの（これらの事項が
都道府県が定める地域地区の区域
その他国土交通省令で定める区域
において定められる場合に限る。）
イ　建築物等の用途の制限
ロ　建築物の容積率の最高限度

沿道地区計画

１　沿道地区計画の位置及び区域
２　沿道の整備に関する方針
３　幹線道路の沿道の整備に関する
法律（昭和55年法律第34号）第９条第
２項第一号に規定する沿道地区施
設のうち次に掲げるものの配置及
び規模
イ　緑地その他の緩衝空地
ロ　	道路（袋路状のものを除く。）

で幅員８ｍ以上のもの
４　沿道再開発等促進区に関する事
項のうち、次に掲げるもの
イ　	幹線道路の沿道の整備に関す

る法律第９条第４項第一号に
規定する施設の配置及び規模

ロ　土地利用に関する基本方針
５　建築物等に関する事項（沿道再
開発等促進区におけるものを除
く。）のうち、次に掲げるもの（ニ及
びホに掲げるものにあっては、こ
れらの事項が都道府県が定める地
域地区その他国土交通省令で定め
る区域において定められる場合に
限る。）

イ　	建築物の沿道整備道路に係る
間口率（幹線道路の沿道の整
備に関する法律第９条第６項
第二号に規定する建築物の沿
道整備道路に係る間口率をい
う。次号イにおいて同じ。）
の最低限度

ロ　	建築物の構造に関する防音上
又は遮音上必要な制限

ハ　建築物等の高さの最低限度
ニ　建築物の容積率の最高限度
ホ　建築物等の用途の制限

６　沿道再開発等促進区における
建築物等に関する事項のうち、次
に掲げるもの（ホに掲げるものに
あっては、用途地域に関する都市
計画において定められた建築物の
建蔽率を超えて定められる場合に
限る。）
イ　	建築物の沿道整備道路に係る

間口率の最低限度
ロ　	建築物の構造に関する防音上

又は遮音上必要な制限
ハ　建築物等の高さの最低限度
ニ　建築物の容積率の最高限度
ホ　建築物の建蔽率の最高限度
ヘ　建築物等の用途の制限

集落地区計画

１　集落地区計画の位置及び区域
２　当該集落地区計画の目標その他
当該区域の整備及び保全に関する
方針

３　集落地域整備法（昭和62年法律第
63号）第５条第３項の集落地区施
設の配置及び規模

４　建築物等に関する事項のうち、
建築物等の形態若しくは色彩その
他の意匠の制限又は垣若しくは柵
の構造の制限以外のもの

【法第21条第２項の政令で定める軽易な変更】
第 14 条　法第 21 条第２項の政令で定める軽易な
変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合
について、それぞれ当該各号に定めるものとす
る。

一　法第 １７ 条�、第 １８ 条�第２項又は第 １９ 条�第２
項の規定　　名称の変更

二　法第 １８ 条�第３項の規定　　次に掲げるもの
（ロ及びハに掲げるものにあっては、それぞ
れ国土交通省令で定めるものに限る。）

イ　名称の変更
ロ　位置、区域、面積又は構造の変更
ハ　一団地の官公庁施設に関する都市計画にお
ける公共施設、公益的施設又は建築物の配
置の方針の変更

三　法第 １９ 条�第３項の規定　　次に掲げるもの
（ロ及びハに掲げるものにあっては、それぞ
れ国土交通省令で定めるものに限る。）

イ　名称の変更

都市計画法施行令（抄）●　第 1４ 条
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ロ　位置、区域、面積又は構造の変更
ハ　一団地の住宅施設に関する都市計画におけ
る住宅の低層、中層若しくは高層別の予定
戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住
宅の配置の方針の変更

【法第21条の２第１項の政令で定める規模】
第 15 条　法第 21 条の２第１項の政令で定める規
模は、0.5ha とする。ただし、当該都市計画区
域又は準都市計画区域において一体として行わ
れる整備、開発又は保全に関する事業等の現況
及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があ
ると認められるときは、都道府県又は市町村
は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画
の種類を限り、0.1ha以上0.5ha未満の範囲内で、
それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画
提案に係る規模を別に定めることができる。

【法第22条第３項の政令で定める経過措置】
第 16 条　２以上の都府県の区域にわたる都市計画
区域が１の都府県の区域内の区域となったとき
又は１の都府県の区域内の都市計画区域が２以
上の都府県の区域にわたることとなったとき
は、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画
は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた
都市計画とみなす。

【農林水産大臣への協議に係る土地の区域】
第 16 条の２　法第 23 条第１項ただし書の政令で
定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
一　農業振興地域（農業振興地域の整備に関する
法律第６条第１項に規定する農業振興地域を
いう。以下この号において同じ。）の区域（農
用地区域を除く。）内にある農地法第２条第
１項に規定する農地（同法第 43 条第１項の
規定により農作物の栽培を耕作に該当するも
のとみなして適用する同法第２条第１項に規
定する農地を含む。以下この号において単に
「農地」という。）若しくは採草放牧地の区域
又は農業振興地域の区域外にある４ha を超
える農地の区域

二　森林法第 25 条又は第 25 条の２の規定により
指定された保安林の区域その他これらに類す
る土地の区域として国土交通省令で定めるも
の

【法第23条第６項の政令で定める者】
第 17 条　法第 23 条第６項の政令で定める者は、
集団住宅が 2,000 戸以上の一団地の住宅施設に

関する都市計画又は法第 12 条の２第１項第四
号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めよ
うとする場合（当該都市計画を国土交通大臣が
自ら定めようとする場合を除く。）における地
方運輸局長とする。

【収用委員会に対する裁決の申請】
第18条　法第28条第３項（法第52条の４第２項（法
第 57 条の５において準用する場合を含む。）、
法第 52 条の５第３項（法第 57 条の６第２項及
び法第 60 条の３第２項において準用する場合
を含む。）及び法第 68 条第３項において準用す
る場合を含む。）の規定により土地収用法（昭和
26年法律第219号）第 94 条第２項の規定による裁決
を申請しようとする者は、国土交通省令で定め
る様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決
申請書を収用委員会に提出しなければならな
い。

一　裁決申請者の氏名及び住所
二　相手方の氏名及び住所
三　都市計画の種類（地域地区、都市施設、市街
地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に
関する都市計画にあっては、それぞれその種
類）（法第 68 条第１項の規定による土地の買
取請求に係る場合にあっては、都市計画事業
の種類）

四　損失の事実並びに損失の補償の見積り及びそ
の内訳（土地の買取請求に係る場合にあって
は、買取請求に係る土地の価額の見積り及び
その内訳）

五　協議の経過

第３章　都市計画制限等

第１節　開発行為等の規制

【許可を要しない開発行為の規模】
第 19 条　法第 29 条第１項第一号の政令で定める
規模は、次の表の第１欄に掲げる区域ごとに、
それぞれ同表の第２欄に掲げる規模とする。た
だし、同表の第３欄に掲げる場合には、都道府
県（指定都市等（法第 29 条第１項に規定する
指定都市等をいう。以下同じ。）又は事務処理
市町村（法第 33 条第６項に規定する事務処理

第 1５ 条　●都市計画法施行令（抄）
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ロ　位置、区域、面積又は構造の変更
ハ　一団地の住宅施設に関する都市計画におけ
る住宅の低層、中層若しくは高層別の予定
戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住
宅の配置の方針の変更

【法第21条の２第１項の政令で定める規模】
第 15 条　法第 21 条の２第１項の政令で定める規
模は、0.5ha とする。ただし、当該都市計画区
域又は準都市計画区域において一体として行わ
れる整備、開発又は保全に関する事業等の現況
及び将来の見通し等を勘案して、特に必要があ
ると認められるときは、都道府県又は市町村
は、条例で、区域又は計画提案に係る都市計画
の種類を限り、0.1ha以上0.5ha未満の範囲内で、
それぞれ当該都道府県又は市町村に対する計画
提案に係る規模を別に定めることができる。

【法第22条第３項の政令で定める経過措置】
第 16 条　２以上の都府県の区域にわたる都市計画
区域が１の都府県の区域内の区域となったとき
又は１の都府県の区域内の都市計画区域が２以
上の都府県の区域にわたることとなったとき
は、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画
は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた
都市計画とみなす。

【農林水産大臣への協議に係る土地の区域】
第 16 条の２　法第 23 条第１項ただし書の政令で
定める土地の区域は、次に掲げるものとする。

一　農業振興地域（農業振興地域の整備に関する
法律第６条第１項に規定する農業振興地域を
いう。以下この号において同じ。）の区域（農
用地区域を除く。）内にある農地法第２条第
１項に規定する農地（同法第 43 条第１項の
規定により農作物の栽培を耕作に該当するも
のとみなして適用する同法第２条第１項に規
定する農地を含む。以下この号において単に
「農地」という。）若しくは採草放牧地の区域
又は農業振興地域の区域外にある４ha を超
える農地の区域

二　森林法第 25 条又は第 25 条の２の規定により
指定された保安林の区域その他これらに類す
る土地の区域として国土交通省令で定めるも
の

【法第23条第６項の政令で定める者】
第 17 条　法第 23 条第６項の政令で定める者は、
集団住宅が 2,000 戸以上の一団地の住宅施設に

関する都市計画又は法第 12 条の２第１項第四
号に掲げる予定区域に関する都市計画を定めよ
うとする場合（当該都市計画を国土交通大臣が
自ら定めようとする場合を除く。）における地
方運輸局長とする。

【収用委員会に対する裁決の申請】
第18条　法第28条第３項（法第52条の４第２項（法
第 57 条の５において準用する場合を含む。）、
法第 52 条の５第３項（法第 57 条の６第２項及
び法第 60 条の３第２項において準用する場合
を含む。）及び法第 68 条第３項において準用す
る場合を含む。）の規定により土地収用法（昭和
26年法律第219号）第 94 条第２項の規定による裁決
を申請しようとする者は、国土交通省令で定め
る様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決
申請書を収用委員会に提出しなければならな
い。

一　裁決申請者の氏名及び住所
二　相手方の氏名及び住所
三　都市計画の種類（地域地区、都市施設、市街
地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に
関する都市計画にあっては、それぞれその種
類）（法第 68 条第１項の規定による土地の買
取請求に係る場合にあっては、都市計画事業
の種類）

四　損失の事実並びに損失の補償の見積り及びそ
の内訳（土地の買取請求に係る場合にあって
は、買取請求に係る土地の価額の見積り及び
その内訳）

五　協議の経過

第３章　都市計画制限等

第１節　開発行為等の規制

【許可を要しない開発行為の規模】
第 19 条　法第 29 条第１項第一号の政令で定める
規模は、次の表の第１欄に掲げる区域ごとに、
それぞれ同表の第２欄に掲げる規模とする。た
だし、同表の第３欄に掲げる場合には、都道府
県（指定都市等（法第 29 条第１項に規定する
指定都市等をいう。以下同じ。）又は事務処理
市町村（法第 33 条第６項に規定する事務処理

第 1５ 条　●都市計画法施行令（抄）
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市町村をいう。以下同じ。）の区域内にあっては、
当該指定都市等又は事務処理市町村。第 22 条
の３、第 23 条の３及び第 36 条において同じ。）
は、条例で、区域を限り、同表の第４欄に掲げ
る範囲内で、その規模を別に定めることができ
る。

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

市街化区域 1,000㎡

市街化の状況に
より、無秩序な
市街化を防止す
るため特に必要
があると認めら
れる場合

300㎡以上
1,000㎡未満

区域区分が定
められていな
い都市計画区
域及び準都市
計画区域

3,000㎡

市街化の状況等
により特に必要
があると認めら
れる場合

300㎡以上
3,000㎡未満

２	 都の区域（特別区の存する区域に限る。）及び
市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる
区域内にあるものの区域についての前項の表市
街化区域の項の規定の適用については、同項中
「1,000㎡」とあるのは、「500㎡」とする。
一　首都圏整備法（昭和31年法律第83号）第２条第３項
に規定する既成市街地又は同条第４項に規定
する近郊整備地帯

二　近畿圏整備法（昭和38年法律第129号）第２条第３項
に規定する既成都市区域又は同条第４項に規
定する近郊整備区域

三　中部圏開発整備法（昭和41年法律第102号）第２条第
３項に規定する都市整備区域

【法第29条第１項第二号及び第２項第一号の政令で定
める建築物】
第 20 条　法第 29 条第１項第二号及び第２項第一
号の政令で定める建築物は、次に掲げるものと
する。
一　畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授
精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設
その他これらに類する農産物、林産物又は水
産物の生産又は集荷の用に供する建築物

二　堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収
納施設その他これらに類する農業、林業又は
漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する
建築物

三　家畜診療の用に供する建築物
四　用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは
利用上必要な施設の管理の用に供する建築物

又は索道の用に供する建築物
五　前各号に掲げるもののほか、建築面積が 90
㎡以内の建築物

【適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で
支障がない公益上必要な建築物】
第 21 条　法第 29 条第１項第三号の政令で定める
建築物は、次に掲げるものとする。

一　道路法第２条第１項に規定する道路又は道路
運送法（昭和26年法律第183号）第２条第８項に規定
する一般自動車道若しくは専用自動車道（同
法第３条第一号に規定する一般旅客自動車運
送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律
第83号）第２条第２項に規定する一般貨物自動
車運送事業の用に供するものに限る。）を構
成する建築物

二　河川法が適用され、又は準用される河川を構
成する建築物

三　都市公園法第２条第２項に規定する公園施設
である建築物

四　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第１項に
規定する鉄道事業若しくは同条第５項に規定
する索道事業で一般の需要に応ずるものの用
に供する施設である建築物又は軌道法（大正10
年法律第76号）による軌道若しくは同法が準用さ
れる無軌条電車の用に供する施設である建築
物

五　石油パイプライン事業法第５条第２項第二号
に規定する事業用施設である建築物

六　道路運送法第３条第一号イに規定する一般乗
合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に
運行する自動車により乗合旅客の運送を行う
ものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業
法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運
送事業（同条第６項に規定する特別積合せ貨
物運送をするものに限る。）の用に供する施
設である建築物又は自動車ターミナル法（昭和
34年法律第136号）第２条第５項に規定する一般自
動車ターミナルを構成する建築物

七　港湾法第２条第５項に規定する港湾施設であ
る建築物又は漁港漁場整備法第３条に規定す
る漁港施設である建築物

八　海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第１項に規定
する海岸保全施設である建築物

九　航空法による公共の用に供する飛行場に建築
される建築物で当該飛行場の機能を確保する

都市計画法施行令（抄）●　第 20 条
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ため必要なもの若しくは当該飛行場を利用す
る者の利便を確保するため必要なもの又は同
法第２条第５項に規定する航空保安施設で公
共の用に供するものの用に供する建築物

十　気象、海象、地象又は洪水その他これに類す
る現象の観測又は通報の用に供する施設であ
る建築物

一
十　日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成

17年法律第100号）第４条第１項第一号に掲げる業
務の用に供する施設である建築物

二
十　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第 120 条第

１項に規定する認定電気通信事業者が同項に
規定する認定電気通信事業の用に供する施設
である建築物

三
十　放送法（昭和25年法律第132号）第２条第二号に規定
する基幹放送の用に供する放送設備である建
築物

四
十　電気事業法第２条第１項第十六号に規定する
電気事業（同項第二号に規定する小売電気事
業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供
給事業を除く。）の用に供する同項第十八号
に規定する電気工作物を設置する施設である
建築物又はガス事業法第２条第 13 項に規定
するガス工作物（同条第２項に規定するガス
小売事業の用に供するものを除く。）を設置
する施設である建築物

五
十　水道法第３条第２項に規定する水道事業若し
くは同条第４項に規定する水道用水供給事業
の用に供する同条第８項に規定する水道施設
である建築物、工業用水道事業法（昭和33年法律
第84号）第２条第６項に規定する工業用水道施
設である建築物又は下水道法第２条第三号か
ら第五号までに規定する公共下水道、流域下
水道若しくは都市下水路の用に供する施設で
ある建築物

六
十　水害予防組合が水防の用に供する施設である
建築物

七
十　図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規

定する図書館の用に供する施設である建築物
又は博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項
に規定する博物館の用に供する施設である建
築物

八
十　社会教育法（昭和24年法律第207号）第 20 条に規定
する公民館の用に供する施設である建築物

九
十　国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する
職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第 15 条
の７第３項に規定する公共職業能力開発施設
並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構が設置する同法第 27 条第１
項に規定する職業能力開発総合大学校である
建築物

十
二　墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）
第２条第７項に規定する火葬場である建築物

一
二　と畜場法（昭和28年法律第114号）第３条第２項に規

定すると畜場である建築物又は化製場等に関
する法律（昭和23年法律第140号）第１条第２項に規
定する化製場若しくは同条第３項に規定する
死亡獣畜取扱場である建築物

二
二　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年

法律第137号）による公衆便所、し尿処理施設若
しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽
法（昭和58年法律第43号）第２条第一号に規定する
浄化槽である建築物

三
二　卸売市場法（昭和46年法律第35号）第４条第６項に

規定する中央卸売市場若しくは同法第 13 条
第６項に規定する地方卸売市場の用に供する
施設である建築物又は地方公共団体が設置す
る市場の用に供する施設である建築物

四
二　自然公園法第２条第六号に規定する公園事業
又は同条第四号に規定する都道府県立自然公
園のこれに相当する事業により建築される建
築物

五
二　住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第２条第１

項に規定する住宅地区改良事業により建築さ
れる建築物

六
二　国、都道府県等（法第 34 条の２第１項に規
定する都道府県等をいう。）、市町村（指定都
市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含
む。以下この号において同じ。）又は市町村
がその組織に加わっている一部事務組合若し
くは広域連合が設置する研究所、試験所その
他の直接その事務又は事業の用に供する建築
物で次に掲げる建築物以外のもの

イ　学校教育法第１条に規定する学校、同法第
124 条に規定する専修学校又は同法第 134
条第１項に規定する各種学校の用に供する
施設である建築物

ロ　児童福祉法（昭和22年法律第164号）による家庭的
保育事業、小規模保育事業若しくは事業所

第 21 条　●都市計画法施行令（抄）
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ため必要なもの若しくは当該飛行場を利用す
る者の利便を確保するため必要なもの又は同
法第２条第５項に規定する航空保安施設で公
共の用に供するものの用に供する建築物

十　気象、海象、地象又は洪水その他これに類す
る現象の観測又は通報の用に供する施設であ
る建築物

一
十　日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成

17年法律第100号）第４条第１項第一号に掲げる業
務の用に供する施設である建築物

二
十　電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第 120 条第

１項に規定する認定電気通信事業者が同項に
規定する認定電気通信事業の用に供する施設
である建築物

三
十　放送法（昭和25年法律第132号）第２条第二号に規定
する基幹放送の用に供する放送設備である建
築物

四
十　電気事業法第２条第１項第十六号に規定する
電気事業（同項第二号に規定する小売電気事
業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供
給事業を除く。）の用に供する同項第十八号
に規定する電気工作物を設置する施設である
建築物又はガス事業法第２条第 13 項に規定
するガス工作物（同条第２項に規定するガス
小売事業の用に供するものを除く。）を設置
する施設である建築物

五
十　水道法第３条第２項に規定する水道事業若し
くは同条第４項に規定する水道用水供給事業
の用に供する同条第８項に規定する水道施設
である建築物、工業用水道事業法（昭和33年法律
第84号）第２条第６項に規定する工業用水道施
設である建築物又は下水道法第２条第三号か
ら第五号までに規定する公共下水道、流域下
水道若しくは都市下水路の用に供する施設で
ある建築物

六
十　水害予防組合が水防の用に供する施設である
建築物

七
十　図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規

定する図書館の用に供する施設である建築物
又は博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項
に規定する博物館の用に供する施設である建
築物

八
十　社会教育法（昭和24年法律第207号）第 20 条に規定
する公民館の用に供する施設である建築物

九
十　国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する
職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第 15 条
の７第３項に規定する公共職業能力開発施設
並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構が設置する同法第 27 条第１
項に規定する職業能力開発総合大学校である
建築物

十
二　墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）
第２条第７項に規定する火葬場である建築物

一
二　と畜場法（昭和28年法律第114号）第３条第２項に規

定すると畜場である建築物又は化製場等に関
する法律（昭和23年法律第140号）第１条第２項に規
定する化製場若しくは同条第３項に規定する
死亡獣畜取扱場である建築物

二
二　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年

法律第137号）による公衆便所、し尿処理施設若
しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽
法（昭和58年法律第43号）第２条第一号に規定する
浄化槽である建築物

三
二　卸売市場法（昭和46年法律第35号）第４条第６項に

規定する中央卸売市場若しくは同法第 13 条
第６項に規定する地方卸売市場の用に供する
施設である建築物又は地方公共団体が設置す
る市場の用に供する施設である建築物

四
二　自然公園法第２条第六号に規定する公園事業
又は同条第四号に規定する都道府県立自然公
園のこれに相当する事業により建築される建
築物

五
二　住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第２条第１

項に規定する住宅地区改良事業により建築さ
れる建築物

六
二　国、都道府県等（法第 34 条の２第１項に規
定する都道府県等をいう。）、市町村（指定都
市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含
む。以下この号において同じ。）又は市町村
がその組織に加わっている一部事務組合若し
くは広域連合が設置する研究所、試験所その
他の直接その事務又は事業の用に供する建築
物で次に掲げる建築物以外のもの

イ　学校教育法第１条に規定する学校、同法第
124 条に規定する専修学校又は同法第 134
条第１項に規定する各種学校の用に供する
施設である建築物

ロ　児童福祉法（昭和22年法律第164号）による家庭的
保育事業、小規模保育事業若しくは事業所
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内保育事業、社会福祉法（昭和26年法律第45号）
による社会福祉事業又は更生保護事業法
（平成７年法律第86号）による更生保護事業の用
に供する施設である建築物

ハ　医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項
に規定する病院、同条第２項に規定する診
療所又は同法第２条第１項に規定する助産
所の用に供する施設である建築物

ニ　多数の者の利用に供する庁舎（主として当
該開発区域の周辺の地域において居住して
いる者の利用に供するものを除く。）で国
土交通省令で定めるもの

ホ　宿舎（職務上常駐を必要とする職員のため
のものその他これに準ずるものとして国土
交通省令で定めるものを除く。）

七
二〜一三　（略）

【開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行
為その他の行為】
第 22 条　法第 29 条第１項第十一号の政令で定め
る開発行為は、次に掲げるものとする。
一　仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業
に一時的に使用するための第一種特定工作物
の建設の用に供する目的で行う開発行為

二　車庫、物置その他これらに類する附属建築物
の建築の用に供する目的で行う開発行為

三　建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増
築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築
造面積が 10㎡以内であるものの用に供する
目的で行う開発行為

四　法第 29 条第１項第二号若しくは第三号に規
定する建築物以外の建築物の改築で用途の変
更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用
に供する目的で行う開発行為

五　前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当
該改築に係る床面積の合計が 10㎡以内であ
るものの用に供する目的で行う開発行為

六　主として当該開発区域の周辺の市街化調整区
域内に居住している者の日常生活のため必要
な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店
舗、事業場その他これらの業務の用に供する
建築物で、その延べ面積（同一敷地内に２以
上の建築物を新築する場合においては、その
延べ面積の合計。以下この条及び第 35 条に
おいて同じ。）が 50㎡以内のもの（これらの

業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延
べ面積の 50％以上のものに限る。）の新築の
用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街
化調整区域内に居住している者が自ら当該業
務を営むために行う開発行為で、その規模が
100㎡以内であるもの

【法第29条第２項の政令で定める規模】
第 22 条の２　法第 29 条第２項の政令で定める規
模は、１ha とする。

【開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発行為の許
可の規模要件の適用】
第 22 条の３　開発区域が、市街化区域、区域区分
が定められていない都市計画区域、準都市計画
区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の
区域のうち２以上の区域にわたる場合において
は、法第 29 条第１項第一号の規定は、次に掲
げる要件のいずれにも該当する開発行為につい
て適用する。

一　当該開発区域の面積の合計が、１ha 未満で
あること。

二　市街化区域、区域区分が定められていない都
市計画区域又は準都市計画区域のうち２以上
の区域における開発区域の面積の合計が、当
該開発区域に係るそれぞれの区域について第
19 条の規定により開発行為の許可を要しな
いこととされる規模のうち最も大きい規模未
満であること。

三　市街化区域における開発区域の面積が、1,000
㎡（第 19 条第２項の規定が適用される場合
にあっては、500㎡）未満であること。ただし、
同条第１項ただし書の規定により都道府県の
条例で別に規模が定められている場合にあっ
ては、その規模未満であること。

四　区域区分が定められていない都市計画区域に
おける開発区域の面積が、3,000㎡（第 19 条
第１項ただし書の規定により都道府県の条例
で別に規模が定められている場合にあって
は、その規模）未満であること。

五　準都市計画区域における開発区域の面積が、
3,000㎡（第 19 条第１項ただし書の規定によ
り都道府県の条例で別に規模が定められてい
る場合にあっては、その規模）未満であるこ
と。

２	 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められ
ていない都市計画区域又は準都市計画区域と都

都市計画法施行令（抄）●　第 22 条
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市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわ
たる場合においては、法第 29 条第２項の規定
は、当該開発区域の面積の合計が１ha 以上で
ある開発行為について適用する。

【開発行為を行うについて協議すべき者】
第 23 条　開発区域の面積が 20ha 以上の開発行為
について開発許可を申請しようとする者は、あ
らかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が
40ha 未満の開発行為にあっては、第三号及び
第四号に掲げる者を除く。）と協議しなければ
ならない。
■関連【公共施設の管理者の同意等】法３２条�２項➡７１９ 

一　当該開発区域内に居住することとなる者に関
係がある義務教育施設の設置義務者

二　当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条
第５項に規定する水道事業者

三　当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第
２条第１項第九号に規定する一般送配電事業
者及び同項第十一号の三に規定する配電事業
者並びにガス事業法第２条第６項に規定する
一般ガス導管事業者

四　当該開発行為に関係がある鉄道事業法による
鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者

【開発行為を行うのに適当でない区域】
第 23 条の２　法第 33 条第１項第八号（法第 35 条
の２第４項において準用する場合を含む。）の
政令で定める開発行為を行うのに適当でない
区域は、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩
壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第
57号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域をい
う。第 29 条の７及び第 29 条の９第三号におい
て同じ。）とする。

【樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定めら
れなければならない開発行為の規模】
第 23 条の３　法第 33 条第１項第九号（法第 35 条
の２第４項において準用する場合を含む。）の
政令で定める規模は、１ha とする。ただし、
開発区域及びその周辺の地域における環境を保
全するため特に必要があると認められるとき
は、都道府県は、条例で、区域を限り、0.3ha
以上１ha 未満の範囲内で、その規模を別に定
めることができる。

【環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように
設計が定められなければならない開発行為の規模】
第 23 条の４　法第 33 条第１項第十号（法第 35 条

の２第４項において準用する場合を含む。）の
政令で定める規模は、１ha とする。

【輸送の便等からみて支障がないと認められなければな
らない開発行為の規模】
第 24 条　法第 33 条第１項第十一号（法第 35 条の
２第４項において準用する場合を含む。）の政
令で定める規模は、40ha とする。

【申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び
信用がなければならない開発行為の規模】
第 24 条の２　法第 33 条第１項第十二号（法第 35
条の２第４項において準用する場合を含む。）
の政令で定める規模は、１ha とする。

【工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させ
るために必要な能力がなければならない開発行為の規
模】
第 24 条の３　法第 33 条第１項第十三号（法第 35
条の２第４項において準用する場合を含む。）
の政令で定める規模は、１ha とする。

【開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目】
第 25 条　法第 33 条第２項（法第 35 条の２第４項
において準用する場合を含む。以下同じ。）に
規定する技術的細目のうち、法第 33 条第１項
第二号（法第 35 条の２第４項において準用す
る場合を含む。）に関するものは、次に掲げる
ものとする。

一　道路は、都市計画において定められた道路及
び開発区域外の道路の機能を阻害することな
く、かつ、開発区域外にある道路と接続する
必要があるときは、当該道路と接続してこれ
らの道路の機能が有効に発揮されるように設
計されていること。

二　予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の
規模等に応じて、６ｍ以上 12 ｍ以下で国土
交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障
がない場合は、４ｍ）以上の幅員の道路が当
該予定建築物等の敷地に接するように配置さ
れていること。ただし、開発区域の規模及び
形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用
の態様等に照らして、これによることが著し
く困難と認められる場合であって、環境の保
全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業
活動の効率上支障がないと認められる規模及
び構造の道路で国土交通省令で定めるものが
配置されているときは、この限りでない。

三　市街化調整区域における開発区域の面積が

第 23 条　●都市計画法施行令（抄）
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市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわ
たる場合においては、法第 29 条第２項の規定
は、当該開発区域の面積の合計が１ha 以上で
ある開発行為について適用する。

【開発行為を行うについて協議すべき者】
第 23 条　開発区域の面積が 20ha 以上の開発行為
について開発許可を申請しようとする者は、あ
らかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が
40ha 未満の開発行為にあっては、第三号及び
第四号に掲げる者を除く。）と協議しなければ
ならない。
■関連【公共施設の管理者の同意等】法３２条�２項➡７１９ 

一　当該開発区域内に居住することとなる者に関
係がある義務教育施設の設置義務者

二　当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条
第５項に規定する水道事業者

三　当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第
２条第１項第九号に規定する一般送配電事業
者及び同項第十一号の三に規定する配電事業
者並びにガス事業法第２条第６項に規定する
一般ガス導管事業者

四　当該開発行為に関係がある鉄道事業法による
鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者

【開発行為を行うのに適当でない区域】
第 23 条の２　法第 33 条第１項第八号（法第 35 条
の２第４項において準用する場合を含む。）の
政令で定める開発行為を行うのに適当でない
区域は、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩
壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第
57号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域をい
う。第 29 条の７及び第 29 条の９第三号におい
て同じ。）とする。

【樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定めら
れなければならない開発行為の規模】
第 23 条の３　法第 33 条第１項第九号（法第 35 条
の２第４項において準用する場合を含む。）の
政令で定める規模は、１ha とする。ただし、
開発区域及びその周辺の地域における環境を保
全するため特に必要があると認められるとき
は、都道府県は、条例で、区域を限り、0.3ha
以上１ha 未満の範囲内で、その規模を別に定
めることができる。

【環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように
設計が定められなければならない開発行為の規模】
第 23 条の４　法第 33 条第１項第十号（法第 35 条

の２第４項において準用する場合を含む。）の
政令で定める規模は、１ha とする。

【輸送の便等からみて支障がないと認められなければな
らない開発行為の規模】
第 24 条　法第 33 条第１項第十一号（法第 35 条の
２第４項において準用する場合を含む。）の政
令で定める規模は、40ha とする。

【申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び
信用がなければならない開発行為の規模】
第 24 条の２　法第 33 条第１項第十二号（法第 35
条の２第４項において準用する場合を含む。）
の政令で定める規模は、１ha とする。

【工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させ
るために必要な能力がなければならない開発行為の規
模】
第 24 条の３　法第 33 条第１項第十三号（法第 35
条の２第４項において準用する場合を含む。）
の政令で定める規模は、１ha とする。

【開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目】
第 25 条　法第 33 条第２項（法第 35 条の２第４項
において準用する場合を含む。以下同じ。）に
規定する技術的細目のうち、法第 33 条第１項
第二号（法第 35 条の２第４項において準用す
る場合を含む。）に関するものは、次に掲げる
ものとする。

一　道路は、都市計画において定められた道路及
び開発区域外の道路の機能を阻害することな
く、かつ、開発区域外にある道路と接続する
必要があるときは、当該道路と接続してこれ
らの道路の機能が有効に発揮されるように設
計されていること。

二　予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の
規模等に応じて、６ｍ以上 12 ｍ以下で国土
交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障
がない場合は、４ｍ）以上の幅員の道路が当
該予定建築物等の敷地に接するように配置さ
れていること。ただし、開発区域の規模及び
形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用
の態様等に照らして、これによることが著し
く困難と認められる場合であって、環境の保
全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業
活動の効率上支障がないと認められる規模及
び構造の道路で国土交通省令で定めるものが
配置されているときは、この限りでない。

三　市街化調整区域における開発区域の面積が

第 23 条　●都市計画法施行令（抄）
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20ha 以上の開発行為（主として第二種特定
工作物の建設の用に供する目的で行う開発行
為を除く。第六号及び第七号において同じ。）
にあっては、予定建築物等の敷地から 250 ｍ
以内の距離に幅員 12 ｍ以上の道路が設けら
れていること。

四　開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅
員９ｍ（主として住宅の建築の用に供する目
的で行う開発行為にあっては、6.5 ｍ）以上
の道路（開発区域の周辺の道路の状況により
やむを得ないと認められるときは、車両の通
行に支障がない道路）に接続していること。

五　開発区域内の幅員９ｍ以上の道路は、歩車道
が分離されていること。

六　開発区域の面積が 0.3ha 以上５ha 未満の開
発行為にあっては、開発区域に、面積の合計
が開発区域の面積の３％以上の公園、緑地又
は広場が設けられていること。ただし、開発
区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場
が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以
外のものであり、かつ、その敷地が一である
場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築
物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必
要がないと認められる場合は、この限りでな
い。

七　開発区域の面積が５ha 以上の開発行為に
あっては、国土交通省令で定めるところによ
り、面積が１箇所 300㎡以上であり、かつ、
その面積の合計が開発区域の面積の３％以上
の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のも
のである場合は、公園、緑地又は広場）が設
けられていること。

八　消防に必要な水利として利用できる河川、池
沼その他の水利が消防法（昭和23年法律第186号）第
20 条第１項の規定による勧告に係る基準に
適合していない場合において設置する貯水施
設は、当該基準に適合しているものであるこ
と。

第 26 条　法第 33 条第２項に規定する技術的細目
のうち、同条第１項第三号（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。）に関する
ものは、次に掲げるものとする。
一　開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定
めるところにより、開発区域の規模、地形、

予定建築物等の用途、降水量等から想定され
る汚水及び雨水を有効に排出することができ
るように、管渠の勾配及び断面積が定められ
ていること。

二　開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、
利水の状況その他の状況を勘案して、開発区
域内の下水を有効かつ適切に排出することが
できるように、下水道、排水路その他の排水
施設又は河川その他の公共の水域若しくは海
域に接続していること。この場合において、
放流先の排水能力によりやむを得ないと認め
られるときは、開発区域内において一時雨水
を貯留する遊水池その他の適当な施設を設け
ることを妨げない。

三　雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこ
れと同程度以上に清浄であるものを含む。）
以外の下水は、原則として、暗渠によって排
出することができるように定められているこ
と。

第 27 条　主として住宅の建築の用に供する目的で
行なう 20ha 以上の開発行為にあっては、当該
開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施
設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、
それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確
保されるような位置及び規模で配置されていな
ければならない。ただし、周辺の状況により必
要がないと認められるときは、この限りでない。

第 28 条　法第 33 条第２項に規定する技術的細目
のうち、同条第１項第七号（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。）に関する
ものは、次に掲げるものとする。

一　地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生
じないように、土の置換え、水抜きその他の
措置が講ぜられていること。

二　開発行為によって崖が生じる場合において
は、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情
がない限り、その崖の反対方向に雨水その他
の地表水が流れるように勾配が付されている
こと。

三　切土をする場合において、切土をした後の地
盤に滑りやすい土質の層があるときは、その
地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐ
い又はグラウンドアンカーその他の土留（次

都市計画法施行令（抄）●　第 26 条
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号において「地滑り抑止ぐい等」という。）
の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられ
ていること。

四　盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地
表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩
壊又は滑りが生じないように、おおむね 30
㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、
その層の土を盛るごとに、これをローラーそ
の他これに類する建設機械を用いて締め固め
るとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等
の設置その他の措置が講ぜられていること。

五　著しく傾斜している土地において盛土をする
場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接
する面が滑り面とならないように、段切りそ
の他の措置が講ぜられていること。

六　開発行為によって生じた崖面は、崩壊しない
ように、国土交通省令で定める基準により、
擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹
付けその他の措置が講ぜられていること。

七　切土又は盛土をする場合において、地下水に
より崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれが
あるときは、開発区域内の地下水を有効かつ
適切に排出することができるように、国土交
通省令で定める排水施設が設置されているこ
と。

第 28 条の２　法第 33 条第２項に規定する技術的
細目のうち、同条第１項第九号（法第 35 条の
２第４項において準用する場合を含む。）に関
するものは、次に掲げるものとする。
一　高さが 10 ｍ以上の健全な樹木又は国土交通
省令で定める規模以上の健全な樹木の集団に
ついては、その存する土地を公園又は緑地と
して配置する等により、当該樹木又は樹木の
集団の保存の措置が講ぜられていること。た
だし、当該開発行為の目的及び法第 33 条第
１項第二号イからニまで（これらの規定を法
第 35 条の２第４項において準用する場合を
含む。）に掲げる事項と当該樹木又は樹木の
集団の位置とを勘案してやむを得ないと認め
られる場合は、この限りでない。

二　高さが１ｍを超える切土又は盛土が行われ、
かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が
1,000㎡以上である場合には、当該切土又は
盛土を行う部分（道路の路面の部分その他の

植栽の必要がないことが明らかな部分及び植
物の生育が確保される部分を除く。）につい
て表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が
講ぜられていること。

第 28 条の３　騒音、振動等による環境の悪化をも
たらすおそれがある予定建築物等の建築又は建
設の用に供する目的で行う開発行為にあって
は、４ｍから 20 ｍまでの範囲内で開発区域の
規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の
緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそっ
てその内側に配置されていなければならない。
ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公
園、緑地、河川等に隣接する部分については、
その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は
緩衝帯を配置しないことができる。

第 29 条　第 25 条から前条までに定めるもののほ
か、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水
性等法第 33 条第１項第二号から第四号まで及
び第七号（これらの規定を法第 35 条の２第４
項において準用する場合を含む。）に規定する
施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目
は、国土交通省令で定める。

【条例で技術的細目において定められた制限を強化し、
又は緩和する場合の基準】
第 29 条の２　法第 33 条第３項（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。次項におい
て同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強
化に関するものは、次に掲げるものとする。

一　第 25 条第二号、第三号若しくは第五号から
第七号まで、第 27 条、第 28 条第二号から第
六号まで又は前３条の技術的細目に定められ
た制限について、環境の保全、災害の防止及
び利便の増進を図るために必要な限度を超え
ない範囲で行うものであること。

二　第 25 条第二号の技術的細目に定められた制
限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限
度について、12 ｍ（小区間で通行上支障が
ない場合は、６ｍ）を超えない範囲で行うも
のであること。

三　第 25 条第三号の技術的細目に定められた制
限の強化は、開発区域の面積について行うも
のであること。

四　第 25 条第五号の技術的細目に定められた制

第 2８ 条の 2　●都市計画法施行令（抄）

線引きはありません
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号において「地滑り抑止ぐい等」という。）
の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられ
ていること。

四　盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地
表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩
壊又は滑りが生じないように、おおむね 30
㎝以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、
その層の土を盛るごとに、これをローラーそ
の他これに類する建設機械を用いて締め固め
るとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等
の設置その他の措置が講ぜられていること。

五　著しく傾斜している土地において盛土をする
場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接
する面が滑り面とならないように、段切りそ
の他の措置が講ぜられていること。

六　開発行為によって生じた崖面は、崩壊しない
ように、国土交通省令で定める基準により、
擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹
付けその他の措置が講ぜられていること。

七　切土又は盛土をする場合において、地下水に
より崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれが
あるときは、開発区域内の地下水を有効かつ
適切に排出することができるように、国土交
通省令で定める排水施設が設置されているこ
と。

第 28 条の２　法第 33 条第２項に規定する技術的
細目のうち、同条第１項第九号（法第 35 条の
２第４項において準用する場合を含む。）に関
するものは、次に掲げるものとする。

一　高さが 10 ｍ以上の健全な樹木又は国土交通
省令で定める規模以上の健全な樹木の集団に
ついては、その存する土地を公園又は緑地と
して配置する等により、当該樹木又は樹木の
集団の保存の措置が講ぜられていること。た
だし、当該開発行為の目的及び法第 33 条第
１項第二号イからニまで（これらの規定を法
第 35 条の２第４項において準用する場合を
含む。）に掲げる事項と当該樹木又は樹木の
集団の位置とを勘案してやむを得ないと認め
られる場合は、この限りでない。

二　高さが１ｍを超える切土又は盛土が行われ、
かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が
1,000㎡以上である場合には、当該切土又は
盛土を行う部分（道路の路面の部分その他の

植栽の必要がないことが明らかな部分及び植
物の生育が確保される部分を除く。）につい
て表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が
講ぜられていること。

第 28 条の３　騒音、振動等による環境の悪化をも
たらすおそれがある予定建築物等の建築又は建
設の用に供する目的で行う開発行為にあって
は、４ｍから 20 ｍまでの範囲内で開発区域の
規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の
緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそっ
てその内側に配置されていなければならない。
ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公
園、緑地、河川等に隣接する部分については、
その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は
緩衝帯を配置しないことができる。

第 29 条　第 25 条から前条までに定めるもののほ
か、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水
性等法第 33 条第１項第二号から第四号まで及
び第七号（これらの規定を法第 35 条の２第４
項において準用する場合を含む。）に規定する
施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目
は、国土交通省令で定める。

【条例で技術的細目において定められた制限を強化し、
又は緩和する場合の基準】
第 29 条の２　法第 33 条第３項（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。次項におい
て同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強
化に関するものは、次に掲げるものとする。

一　第 25 条第二号、第三号若しくは第五号から
第七号まで、第 27 条、第 28 条第二号から第
六号まで又は前３条の技術的細目に定められ
た制限について、環境の保全、災害の防止及
び利便の増進を図るために必要な限度を超え
ない範囲で行うものであること。

二　第 25 条第二号の技術的細目に定められた制
限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限
度について、12 ｍ（小区間で通行上支障が
ない場合は、６ｍ）を超えない範囲で行うも
のであること。

三　第 25 条第三号の技術的細目に定められた制
限の強化は、開発区域の面積について行うも
のであること。

四　第 25 条第五号の技術的細目に定められた制

第 2８ 条の 2　●都市計画法施行令（抄）
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限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員
の最低限度について、5.5 ｍを下らない範囲
で行うものであること。

五　第 25 条第六号の技術的細目に定められた制
限の強化は、次に掲げるところによるもので
あること。
イ　主として住宅の建築の用に供する目的で行
う開発行為において設置すべき施設の種類
を、公園に限定すること。

ロ　設置すべき公園、緑地又は広場の数又は１
箇所当たりの面積の最低限度を定めるこ
と。

ハ　設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合
計の開発区域の面積に対する割合の最低限
度について、６％を超えない範囲で、開発
区域及びその周辺の状況並びに予定建築物
等の用途を勘案して特に必要があると認め
られる場合に行うこと。

六　第 25 条第七号の技術的細目に定められた制
限の強化は、国土交通省令で定めるところに
より、設置すべき公園、緑地若しくは広場の
数若しくは１箇所当たりの面積の最低限度又
はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対
する割合の最低限度（６％を超えない範囲に
限る。）について行うものであること。

七　第 27 条の技術的細目に定められた制限の強
化は、20ha 未満の開発行為においてもごみ
収集場その他の公益的施設が特に必要とされ
る場合に、当該公益的施設を配置すべき開発
行為の規模について行うものであること。

八　第 28 条第二号から第六号までの技術的細目
に定められた制限の強化は、その地方の気候、
風土又は地勢の特殊性により、これらの規定
のみによっては開発行為に伴う崖崩れ又は土
砂の流出の防止の目的を達し難いと認められ
る場合に行うものであること。

九　第 28 条の２第一号の技術的細目に定められ
た制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木
又は樹木の集団の要件について、優れた自然
的環境の保全のため特に必要があると認めら
れる場合に行うものであること。

十　第 28 条の２第二号の技術的細目に定められ
た制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の
改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の
高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする

土地の面積の最低限度について行うものであ
ること。

一
十　第 28 条の３の技術的細目に定められた制限
の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限
度について、20 ｍを超えない範囲で国土交
通省令で定める基準に従い行うものであるこ
と。

二
十　前条に規定する技術的細目の強化は、国土交
通省令で定める基準に従い行うものであるこ
と。

２	 法第 33 条第３項の政令で定める基準のうち制
限の緩和に関するものは、次に掲げるものとす
る。

一　第 25 条第二号又は第六号の技術的細目に定
められた制限について、環境の保全、災害の
防止及び利便の増進上支障がない範囲で行う
ものであること。

二　第 25 条第二号の技術的細目に定められた制
限の緩和は、既に市街地を形成している区域
内で行われる開発行為において配置すべき道
路の幅員の最低限度について、４ｍ（当該道
路と一体的に機能する開発区域の周辺の道路
の幅員が４ｍを超える場合には、当該幅員）
を下らない範囲で行うものであること。

三　第 25 条第六号の技術的細目に定められた制
限の緩和は、次に掲げるところによるもので
あること。

イ　開発区域の面積の最低限度について、１
ha を超えない範囲で行うこと。

ロ　地方公共団体その他の者が開発区域の周辺
に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を
予定している場合に行うこと。

【条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定
める場合の基準】
第 29 条の３　法第 33 条第４項（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。）の政令で
定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が
200㎡（市街地の周辺その他の良好な自然的環
境を形成している地域においては、300㎡）を
超えないこととする。

【景観計画に定められた開発行為についての制限の内容
を条例で開発許可の基準として定める場合の基準】
第 29 条の４　法第 33 条第５項（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。）の政令で
定める基準は、次に掲げるものとする。

都市計画法施行令（抄）●　第 29 条の 3
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一　切土若しくは盛土によって生じる法の高さの
最高限度、開発区域内において予定される建
築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若
しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最
低限度に関する制限を、良好な景観の形成を
図るために必要な限度を超えない範囲で行う
ものであること。

二　切土又は盛土によって生じる法の高さの最高
限度に関する制限は、区域、目的、開発区域
の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発
区域内の土地の地形に応じ、1.5 ｍを超える
範囲で行うものであること。

三　開発区域内において予定される建築物の敷地
面積の最低限度に関する制限は、区域、目的
又は予定される建築物の用途を限り、300㎡
を超えない範囲で行うものであること。

四　木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の
面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、
開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限
り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土
地の面積の開発区域の面積に対する割合が
60％を超えない範囲で行うものであること。

２	 前項第二号に規定する基準を適用するについて
必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

【主として周辺の地域において居住している者の利用に
供する公益上必要な建築物】
第 29 条の５　法第 34 条第一号（法第 35 条の２
第４項において準用する場合を含む。）の政令
で定める公益上必要な建築物は、第 21 条第
二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。

【危険物等の範囲】
第 29 条の６　法第 34 条第八号（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。次項におい
て同じ。）の政令で定める危険物は、火薬類取
締法（昭和25年法律第149号）第２条第１項の火薬類と
する。

２	 法第 34 条第八号の政令で定める建築物又は第
一種特定工作物は、火薬類取締法第 12 条第１
項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物
とする。

【市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない
区域】
第 29 条の７　法第 34 条第八号の二（法第 35 条の
２第４項において準用する場合を含む。）の政
令で定める開発行為を行うのに適当でない区域

は、災害危険区域等（法第 33 条第１項第八号
に規定する災害危険区域等をいう。）及び急傾
斜地崩壊危険区域とする。

【市街化区域内において建築し、又は建設することが困
難又は不適当な建築物等】
第 29 条の８　法第 34 条第九号（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。）の政令で
定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲
げるものとする。

一　道路の円滑な交通を確保するために適切な位
置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給
油所等である建築物又は第一種特定工作物

二　火薬類取締法第２条第１項の火薬類の製造所
である建築物

【法第34条第十一号の土地の区域を条例で指定する場
合の基準】
第 29 条の９　法第 34 条第十一号（法第 35 条の２
第４項において準用する場合を含む。）の政令
で定める基準は、同号の条例で指定する土地の
区域に、原則として、次に掲げる区域を含まな
いこととする。

一　建築基準法（昭和25年法律第201号）第 39 条第１項
の災害危険区域

二　地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第
１項の地すべり防止区域

三　急傾斜地崩壊危険区域
四　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７
条第１項の土砂災害警戒区域

五　特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77
号）第 56 条第１項の浸水被害防止区域

六　水防法（昭和24年法律第193号）第 15 条第１項第四
号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、
浸水した場合に想定される水深その他の国土
交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨
水出水（同法第２条第１項の雨水出水をい
う。）又は高潮が発生した場合には建築物が
損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命
又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある
と認められる土地の区域

七　前各号に掲げる区域のほか、第８条第１項第
二号ロからニまでに掲げる土地の区域

【開発許可をすることができる開発行為を条例で定める
場合の基準】
第 29条の 10　法第 34 条第十二号（法第 35 条の２

第 29 条の ５　●都市計画法施行令（抄）
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一　切土若しくは盛土によって生じる法の高さの
最高限度、開発区域内において予定される建
築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若
しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最
低限度に関する制限を、良好な景観の形成を
図るために必要な限度を超えない範囲で行う
ものであること。

二　切土又は盛土によって生じる法の高さの最高
限度に関する制限は、区域、目的、開発区域
の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発
区域内の土地の地形に応じ、1.5 ｍを超える
範囲で行うものであること。

三　開発区域内において予定される建築物の敷地
面積の最低限度に関する制限は、区域、目的
又は予定される建築物の用途を限り、300㎡
を超えない範囲で行うものであること。

四　木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の
面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、
開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限
り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土
地の面積の開発区域の面積に対する割合が
60％を超えない範囲で行うものであること。

２	 前項第二号に規定する基準を適用するについて
必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。

【主として周辺の地域において居住している者の利用に
供する公益上必要な建築物】
第 29 条の５　法第 34 条第一号（法第 35 条の２
第４項において準用する場合を含む。）の政令
で定める公益上必要な建築物は、第 21 条第
二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。

【危険物等の範囲】
第 29 条の６　法第 34 条第八号（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。次項におい
て同じ。）の政令で定める危険物は、火薬類取
締法（昭和25年法律第149号）第２条第１項の火薬類と
する。

２	 法第 34 条第八号の政令で定める建築物又は第
一種特定工作物は、火薬類取締法第 12 条第１
項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物
とする。

【市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない
区域】
第 29 条の７　法第 34 条第八号の二（法第 35 条の
２第４項において準用する場合を含む。）の政
令で定める開発行為を行うのに適当でない区域

は、災害危険区域等（法第 33 条第１項第八号
に規定する災害危険区域等をいう。）及び急傾
斜地崩壊危険区域とする。

【市街化区域内において建築し、又は建設することが困
難又は不適当な建築物等】
第 29 条の８　法第 34 条第九号（法第 35 条の２第
４項において準用する場合を含む。）の政令で
定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲
げるものとする。

一　道路の円滑な交通を確保するために適切な位
置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給
油所等である建築物又は第一種特定工作物

二　火薬類取締法第２条第１項の火薬類の製造所
である建築物

【法第34条第十一号の土地の区域を条例で指定する場
合の基準】
第 29 条の９　法第 34 条第十一号（法第 35 条の２
第４項において準用する場合を含む。）の政令
で定める基準は、同号の条例で指定する土地の
区域に、原則として、次に掲げる区域を含まな
いこととする。

一　建築基準法（昭和25年法律第201号）第 39 条第１項
の災害危険区域

二　地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第
１項の地すべり防止区域

三　急傾斜地崩壊危険区域
四　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７
条第１項の土砂災害警戒区域

五　特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77
号）第 56 条第１項の浸水被害防止区域

六　水防法（昭和24年法律第193号）第 15 条第１項第四
号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、
浸水した場合に想定される水深その他の国土
交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨
水出水（同法第２条第１項の雨水出水をい
う。）又は高潮が発生した場合には建築物が
損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命
又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある
と認められる土地の区域

七　前各号に掲げる区域のほか、第８条第１項第
二号ロからニまでに掲げる土地の区域

【開発許可をすることができる開発行為を条例で定める
場合の基準】
第 29条の 10　法第 34 条第十二号（法第 35 条の２

第 29 条の ５　●都市計画法施行令（抄）
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第４項において準用する場合を含む。）の政令
で定める基準は、同号の条例で定める区域に、
原則として、前条各号に掲げる区域を含まない
こととする。

【区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有し
ていた者が開発行為を行うことができる期間】
第 30 条　法第 34 条第十三号（法第 35 条の２第４
項において準用する場合を含む。）の政令で定
める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日
から起算して５年とする。

【開発行為の変更について協議すべき事項等】
第 31 条　第 23 条各号に掲げる者との協議に係る
開発行為に関する事項で法第 35 条の２第４項
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　開発区域の位置、区域又は規模
二　予定建築物等の用途
三　協議をするべき者に係る公益的施設の設計
２	 第 23 条の規定は、開発区域の区域又は規模の
変更に伴い、開発区域の面積が 20ha（同条第
三号又は第四号に掲げる者との協議にあって
は、40ha）以上となる場合について準用する。

【法第40条第３項の政令で定める主要な公共施設等】
第 32 条　法第 40 条第３項の主要な公共施設で政
令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　都市計画施設である幅員 12 ｍ以上の道路、
公園、緑地、広場、下水道（管渠を除く。）、
運河及び水路

二　河川

第 33 条　法第 40 条第３項の規定により国又は地
方公共団体に対し費用の負担の協議を求めよう
とする者は、法第 36 条第３項の規定による公
告の日から起算して３月以内に、国土交通省令
で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出
しなければならない。

【その開発行為が行われた土地の区域内における建築物
の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行
為】
第 34 条　法第 43 条第１項第四号の政令で定める
開発行為は、次に掲げるものとする。
一　法第 29 条第１項第四号から第九号までに掲
げる開発行為

二　旧住宅地造成事業に関する法律（昭和39年法律第
160号）第４条の認可を受けた住宅地造成事業
の施行として行う開発行為

【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許
可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行
為】
第 35 条　法第 43 条第１項第五号の政令で定める
行為は、次に掲げるものとする。

一　既存の建築物の敷地内において行う車庫、物
置その他これらに類する附属建築物の建築

二　建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は
用途の変更に係る床面積の合計が 10㎡以内
であるもの

三　主として当該建築物の周辺の市街化調整区域
内に居住している者の日常生活のため必要な
物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、
事業場その他これらの業務の用に供する建築
物で、その延べ面積が 50㎡以内のもの（こ
れらの業務の用に供する部分の延べ面積が全
体の延べ面積の 50％以上のものに限る。）の
新築で、当該市街化調整区域内に居住してい
る者が自ら当該業務を営むために行うもの

四　土木事業その他の事業に一時的に使用するた
めの第一種特定工作物の新設

【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許
可の基準】
第36条　都道府県知事（指定都市等の区域内にあっ
ては、当該指定都市等の長。以下この項におい
て同じ。）は、次の各号のいずれにも該当する
と認めるときでなければ、法第 43 条第１項の
許可をしてはならない。

一　当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定
工作物の敷地が次に定める基準（用途の変更
の場合にあっては、ロを除く。）に適合して
いること。

イ　排水路その他の排水施設が、次に掲げる事
項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出
するとともに、その排出によって当該敷地
及びその周辺の地域に出水等による被害が
生じないような構造及び能力で適当に配置
されていること。

⑴　当該地域における降水量
⑵　当該敷地の規模、形状及び地盤の性質
⑶　敷地の周辺の状況及び放流先の状況
⑷　当該建築物又は第一種特定工作物の用途

ロ　地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災
害を防止するため、当該土地について、地
盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他

都市計画法施行令（抄）●　第 30 条
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安全上必要な措置が講ぜられていること。
二　地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備
計画又は集落地区整備計画が定められている
区域に限る。）内においては、当該許可の申
請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途
が当該地区計画又は集落地区計画に定められ
た内容に適合していること。

三　当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定
工作物が次のいずれかに該当すること。
イ　法第 34 条第一号から第十号までに規定す
る建築物又は第一種特定工作物

ロ　法第 34 条第十一号の条例で指定する土地
の区域内において新築し、若しくは改築す
る建築物若しくは新設する第一種特定工作
物で同号の条例で定める用途に該当しない
もの又は当該区域内において用途を変更す
る建築物で変更後の用途が同号の条例で定
める用途に該当しないもの

ハ　建築物又は第一種特定工作物の周辺におけ
る市街化を促進するおそれがないと認めら
れ、かつ、市街化区域内において行うこと
が困難又は著しく不適当と認められる建築
物の新築、改築若しくは用途の変更又は第
一種特定工作物の新設として、都道府県の
条例で区域、目的又は用途を限り定められ
たもの。この場合において、当該条例で定
める区域には、原則として、第 29 条の９
各号に掲げる区域を含まないものとする。

ニ　法第 34 条第十三号に規定する者が同号に
規定する土地において同号に規定する目的
で建築し、又は建設する建築物又は第一種
特定工作物（第 30 条に規定する期間内に
建築し、又は建設するものに限る。）

ホ　当該建築物又は第一種特定工作物の周辺に
おける市街化を促進するおそれがないと認
められ、かつ、市街化区域内において建築
し、又は建設することが困難又は著しく不
適当と認められる建築物又は第一種特定工
作物で、都道府県知事があらかじめ開発審
査会の議を経たもの

２	 第 26 条、第 28 条及び第 29 条の規定は、前項
第一号に規定する基準の適用について準用す
る。

第１節の２　田園住居地域内における建
築等の規制

【堆積の許可を要する物件】
第 36 条の３　法第 52 条第１項の政令で定める物
件は、次に掲げるものとする。

一　土石
二　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第
１項に規定する廃棄物

三　資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３
年法律第48号）第２条第４項に規定する再生資源

【建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為
その他の行為】
第 36 条の４　法第 52 条第１項第一号の政令で定
める行為は、次に掲げるものとする。

一　工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同
じ。）で仮設のものの建設

二　法令又はこれに基づく処分による義務の履行
として行う工作物の建設又は土地の形質の変
更

三　現に農業を営む者が農業を営むために行う土
地の形質の変更又は前条各号に掲げる物件の
堆積

【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
第 36 条の５　法第 52 条第１項第三号の都市計画
事業の施行として行う行為に準ずる行為として
政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市
町村（特別区を含む。第 36 条の９、第 37 条の
２及び第 38 条において同じ。）又は当該都市施
設を管理することとなる者が都市施設に関する
都市計画に適合して行う行為とする。

【農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る
上で支障がない土地の形質の変更等の規模】
第 36 条の６　法第 52 条第２項第一号、第二号ロ
及び第三号の政令で定める規模は、300㎡とす
る。

【堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件】
第 36 条の７　法第 52 条第２項第三号の政令で定
める要件は、国土交通省令で定めるところによ
り、覆いの設置、容器への収納その他の堆積を
した物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透す
ることを防止するために必要な措置を講ずるこ
ととする。

第 36 条の 3　●都市計画法施行令（抄）



756 都市計画法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

安全上必要な措置が講ぜられていること。
二　地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備
計画又は集落地区整備計画が定められている
区域に限る。）内においては、当該許可の申
請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途
が当該地区計画又は集落地区計画に定められ
た内容に適合していること。

三　当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定
工作物が次のいずれかに該当すること。

イ　法第 34 条第一号から第十号までに規定す
る建築物又は第一種特定工作物

ロ　法第 34 条第十一号の条例で指定する土地
の区域内において新築し、若しくは改築す
る建築物若しくは新設する第一種特定工作
物で同号の条例で定める用途に該当しない
もの又は当該区域内において用途を変更す
る建築物で変更後の用途が同号の条例で定
める用途に該当しないもの

ハ　建築物又は第一種特定工作物の周辺におけ
る市街化を促進するおそれがないと認めら
れ、かつ、市街化区域内において行うこと
が困難又は著しく不適当と認められる建築
物の新築、改築若しくは用途の変更又は第
一種特定工作物の新設として、都道府県の
条例で区域、目的又は用途を限り定められ
たもの。この場合において、当該条例で定
める区域には、原則として、第 29 条の９
各号に掲げる区域を含まないものとする。

ニ　法第 34 条第十三号に規定する者が同号に
規定する土地において同号に規定する目的
で建築し、又は建設する建築物又は第一種
特定工作物（第 30 条に規定する期間内に
建築し、又は建設するものに限る。）

ホ　当該建築物又は第一種特定工作物の周辺に
おける市街化を促進するおそれがないと認
められ、かつ、市街化区域内において建築
し、又は建設することが困難又は著しく不
適当と認められる建築物又は第一種特定工
作物で、都道府県知事があらかじめ開発審
査会の議を経たもの

２	 第 26 条、第 28 条及び第 29 条の規定は、前項
第一号に規定する基準の適用について準用す
る。

第１節の２　田園住居地域内における建
築等の規制

【堆積の許可を要する物件】
第 36 条の３　法第 52 条第１項の政令で定める物
件は、次に掲げるものとする。

一　土石
二　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第
１項に規定する廃棄物

三　資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３
年法律第48号）第２条第４項に規定する再生資源

【建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為
その他の行為】
第 36 条の４　法第 52 条第１項第一号の政令で定
める行為は、次に掲げるものとする。

一　工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同
じ。）で仮設のものの建設

二　法令又はこれに基づく処分による義務の履行
として行う工作物の建設又は土地の形質の変
更

三　現に農業を営む者が農業を営むために行う土
地の形質の変更又は前条各号に掲げる物件の
堆積

【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
第 36 条の５　法第 52 条第１項第三号の都市計画
事業の施行として行う行為に準ずる行為として
政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市
町村（特別区を含む。第 36 条の９、第 37 条の
２及び第 38 条において同じ。）又は当該都市施
設を管理することとなる者が都市施設に関する
都市計画に適合して行う行為とする。

【農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る
上で支障がない土地の形質の変更等の規模】
第 36 条の６　法第 52 条第２項第一号、第二号ロ
及び第三号の政令で定める規模は、300㎡とす
る。

【堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件】
第 36 条の７　法第 52 条第２項第三号の政令で定
める要件は、国土交通省令で定めるところによ
り、覆いの設置、容器への収納その他の堆積を
した物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透す
ることを防止するために必要な措置を講ずるこ
ととする。

第 36 条の 3　●都市計画法施行令（抄）
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第１節の３　市街地開発事業等予定区域
の区域内における建築等の規制

【市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の
許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の
行為】
第 36 条の８　法第 52 条の２第１項第一号の政令
で定める行為は、次に掲げるものとする。
一　工作物で仮設のものの建設
二　法令又はこれに基づく処分による義務の履行
として行う工作物の建設又は土地の形質の変
更

三　既存の建築物の敷地内において行う車庫、物
置その他これらに類する附属建築物（階数が
２以下で、かつ、地階を有しない木造のもの
に限る。）の建築又は既存の建築物の敷地内
において行う当該建築物に附属する工作物の
建設

四　現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むため
に行う土地の形質の変更

五　既存の建築物又は工作物の管理のために必要
な土地の形質の変更

【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
第 36 条の９　法第 52 条の２第１項第三号の都市
計画事業の施行として行う行為に準ずる行為と
して政令で定めるものは、国、都道府県若しく
は市町村又は当該都市施設を管理することとな
る者が都市施設（法第 11 条第１項第八号、第
九号又は第十一号に掲げるものを除く。）に関
する都市計画に適合して行う行為とする。

第２節　都市計画施設等の区域内に�
おける建築等の規制

【法第53条第１項第一号の政令で定める軽易な行為】
第 37 条　法第 53 条第１項第一号の政令で定める
軽易な行為は、階数が２以下で、かつ、地階を
有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

【法第53条第１項第三号の政令で定める行為】
第 37 条の２　法第 53 条第１項第三号の政令で定
める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は
当該都市計画施設を管理することとなる者が当
該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計
画に適合して行うものとする。

【法第53条第１項第五号の政令で定める行為】
第 37 条の３　法第 53 条第１項第五号の政令で定
める行為は、次に掲げる建築物の建築であって、
法第 12 条の 11 に規定する建築物等の建築又は
建設の限界に適合して行うものとする。

一　道路法第 47 条の 18 第１項第一号に規定する
道路一体建物の建築

二　当該道路を管理することとなる者が行う建築
物の建築

【法第54条第二号の政令で定める場合】
第 37 条の４　法第 54 条第二号の政令で定める場
合は、次のいずれかの場合とする。

一　地下で建築物の建築が行われる場合
二　道路である都市施設を整備する立体的な範囲
の下に位置する空間において建築物の建築が
行われる場合（前号に掲げる場合を除く。）
であって、当該建築物が安全上、防火上及び
衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲
の環境を害するおそれがないと認められる場
合

三　道路（次号に規定するものを除く。）である
都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置
する空間において渡り廊下その他の通行又は
運搬の用途に供する建築物（次のいずれにも
該当するものに限る。）の建築が行われる場
合であって、当該建築物が安全上、防火上及
び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周
囲の環境を害するおそれがないと認められる
場合

イ　次のいずれかに該当するものであること。
⑴　学校、病院、老人ホームその他これらに
類する用途に供する建築物に設けられる
もので、生徒、患者、老人等の通行の危
険を防止するために必要なもの

⑵　建築物の５階以上の階に設けられるもの
で、その建築物の避難施設として必要な
もの

⑶　多数人の通行又は多量の物品の運搬の用
途に供するもので、道路の交通の緩和に
寄与するもの

ロ　その主要構造部（建築基準法第２条第五号
に規定する主要構造部をいう。）が次のい
ずれかに該当する建築物に設けられるもの
であること。

⑴　建築基準法第２条第七号に規定する耐火

都市計画法施行令（抄）●　第 36 条の ８
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構造であること。
⑵　建築基準法施行令第 108 条の３第１項第
一号又は第二号に該当すること。

⑶　建築基準法第２条第九号に規定する不燃
材料（ハにおいて単に「不燃材料」とい
う。）で造られていること。

ハ　その構造が、次に定めるところによるもの
であること。
⑴　建築基準法施行令第１条第三号に規定す
る構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄
筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンク
リート造とし、その他の部分は、不燃材
料で造ること。

⑵　屋外に面する部分には、ガラス（網入ガ
ラスを除く。）、瓦、タイル、コンクリー
トブロック、飾石、テラコッタその他こ
れらに類する材料を用いないこと。ただ
し、これらの材料が道路上に落下するお
それがない部分については、この限りで
ない。

⑶　側面には、床面からの高さが 1.5 ｍ以上
の壁を設け、その壁の床面からの高さが
1.5 ｍ以下の部分に開口部を設けるとき
は、これにはめごろし戸を設けること。

四　高度地区（建築物の高さの最低限度が定めら
れているものに限る。）、高度利用地区又は都
市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に
供する道路である都市施設を整備する立体
的な範囲の上に位置する空間において建築
物（その構造が、渡り廊下その他の通行又は
運搬の用途に供するものにあっては前号ハ⑴
から⑶まで、その他のものにあっては同号ハ
⑴及び⑵に定めるところによるものに限る。）
の建築が行われる場合であって、当該建築物
が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利
便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれ
がないと認められる場合

【法第55条第２項の政令で定める者】
第 38 条　法第 55 条第２項の政令で定める者は、
都道府県及び市町村とする。

【施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内
における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽
易な行為その他の行為】
第 38 条の２　法第 57 条の３第１項において準用
する法第 52 条の２第１項第一号の政令で定め

る行為は、第 36 条の８各号に掲げる行為とす
る。

【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
第 38 条の３　法第 57 条の３第１項において準用
する法第 52 条の２第１項第三号の都市計画事
業の施行として行う行為に準ずる行為として政
令で定めるものは、第 36 条の９に規定する行
為とする。

第３節　地区計画の区域内における建築
等の規制

【届出を要する行為】
第 38 条の４　法第 58 条の２第１項各号列記以外
の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及
び次の各号に掲げる土地の区域内において行う
当該各号に定める行為とする。

一　地区計画において用途の制限が定められ、又
は用途に応じて建築物等に関する制限が定め
られている土地の区域　　建築物等の用途の
変更（用途変更後の建築物等が地区計画にお
いて定められた用途の制限又は用途に応じた
建築物等に関する制限に適合しないこととな
る場合に限る。）

二　地区計画において建築物等の形態又は色彩そ
の他の意匠の制限が定められている土地の区
域　　建築物等の形態又は色彩その他の意匠
の変更

三　地区計画において法第 12 条の５第７項第三
号に掲げる事項が定められている土地の区域
　　木竹の伐採

四　地区計画において法第 12 条の５第７項第四
号に掲げる事項（第 36 条の３各号に掲げる
物件の堆積の制限に関するものに限る。）が
定められている土地の区域　　当該物件の堆
積

【地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通
常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
第 38 条の５　法第 58 条の２第１項第一号の政令
で定める行為は、次に掲げるものとする。

一　次に掲げる土地の区画形質の変更
イ　建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮
設のものの建設の用に供する目的で行う土
地の区画形質の変更

第 3８ 条　●都市計画法施行令（抄）



758 都市計画法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

構造であること。
⑵　建築基準法施行令第 108 条の３第１項第
一号又は第二号に該当すること。

⑶　建築基準法第２条第九号に規定する不燃
材料（ハにおいて単に「不燃材料」とい
う。）で造られていること。

ハ　その構造が、次に定めるところによるもの
であること。

⑴　建築基準法施行令第１条第三号に規定す
る構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄
筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンク
リート造とし、その他の部分は、不燃材
料で造ること。

⑵　屋外に面する部分には、ガラス（網入ガ
ラスを除く。）、瓦、タイル、コンクリー
トブロック、飾石、テラコッタその他こ
れらに類する材料を用いないこと。ただ
し、これらの材料が道路上に落下するお
それがない部分については、この限りで
ない。

⑶　側面には、床面からの高さが 1.5 ｍ以上
の壁を設け、その壁の床面からの高さが
1.5 ｍ以下の部分に開口部を設けるとき
は、これにはめごろし戸を設けること。

四　高度地区（建築物の高さの最低限度が定めら
れているものに限る。）、高度利用地区又は都
市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に
供する道路である都市施設を整備する立体
的な範囲の上に位置する空間において建築
物（その構造が、渡り廊下その他の通行又は
運搬の用途に供するものにあっては前号ハ⑴
から⑶まで、その他のものにあっては同号ハ
⑴及び⑵に定めるところによるものに限る。）
の建築が行われる場合であって、当該建築物
が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利
便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれ
がないと認められる場合

【法第55条第２項の政令で定める者】
第 38 条　法第 55 条第２項の政令で定める者は、
都道府県及び市町村とする。

【施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内
における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽
易な行為その他の行為】
第 38 条の２　法第 57 条の３第１項において準用
する法第 52 条の２第１項第一号の政令で定め

る行為は、第 36 条の８各号に掲げる行為とす
る。

【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
第 38 条の３　法第 57 条の３第１項において準用
する法第 52 条の２第１項第三号の都市計画事
業の施行として行う行為に準ずる行為として政
令で定めるものは、第 36 条の９に規定する行
為とする。

第３節　地区計画の区域内における建築
等の規制

【届出を要する行為】
第 38 条の４　法第 58 条の２第１項各号列記以外
の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及
び次の各号に掲げる土地の区域内において行う
当該各号に定める行為とする。

一　地区計画において用途の制限が定められ、又
は用途に応じて建築物等に関する制限が定め
られている土地の区域　　建築物等の用途の
変更（用途変更後の建築物等が地区計画にお
いて定められた用途の制限又は用途に応じた
建築物等に関する制限に適合しないこととな
る場合に限る。）

二　地区計画において建築物等の形態又は色彩そ
の他の意匠の制限が定められている土地の区
域　　建築物等の形態又は色彩その他の意匠
の変更

三　地区計画において法第 12 条の５第７項第三
号に掲げる事項が定められている土地の区域
　　木竹の伐採

四　地区計画において法第 12 条の５第７項第四
号に掲げる事項（第 36 条の３各号に掲げる
物件の堆積の制限に関するものに限る。）が
定められている土地の区域　　当該物件の堆
積

【地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通
常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
第 38 条の５　法第 58 条の２第１項第一号の政令
で定める行為は、次に掲げるものとする。

一　次に掲げる土地の区画形質の変更
イ　建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮
設のものの建設の用に供する目的で行う土
地の区画形質の変更

第 3８ 条　●都市計画法施行令（抄）
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

ロ　既存の建築物等の管理のために必要な土地
の区画形質の変更

ハ　農林漁業を営むために行う土地の区画形質
の変更

二　次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設
イ　前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の
建設（地区計画において法第 12 条の５第
７項第四号に掲げる事項が定められている
土地の区域にあっては、前号イに掲げる工
作物の建設）

ロ　屋外広告物で表示面積が１㎡以下であり、
かつ、高さが３ｍ以下であるものの表示又
は掲出のために必要な工作物の建設

ハ　水道管、下水道管その他これらに類する工
作物で地下に設けるものの建設

ニ　建築物の存する敷地内の当該建築物に附属
する物干場、建築設備、受信用の空中線系
（その支持物を含む。）、旗ざおその他これ
らに類する工作物の建設

ホ　農林漁業を営むために必要な物置、作業小
屋その他これらに類する建築物の建築又は
工作物の建設

三　次に掲げる建築物等の用途の変更
イ　建築物等で仮設のものの用途の変更
ロ　建築物等の用途を前号ホに掲げるものとす
る建築物等の用途の変更

四　第二号に掲げる建築物等の形態又は色彩その
他の意匠の変更

五　次に掲げる木竹の伐採
イ　除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通
常行われる木竹の伐採

ロ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ　自家の生活の用に充てるために必要な木竹
の伐採

ニ　仮植した木竹の伐採
ホ　測量、実地調査又は施設の保守の支障とな
る木竹の伐採

六　現に農業を営む者が農業を営むために行う第
36 条の３各号に掲げる物件の堆積

七　前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに
基づく処分による義務の履行として行う行為

【法第58条の２第１項第四号の政令で定める行為】
第 38 条の６　法第 58 条の２第１項第四号の都市
計画事業の施行として行う行為に準ずる行為と
して政令で定めるものは、次に掲げるものとす

る。
一　都市計画施設を管理することとなる者が当該
都市施設に関する都市計画に適合して行う行
為

二　土地区画整理法による土地区画整理事業の施
行として行う行為

三　都市再開発法による市街地再開発事業の施行
として行う行為

四　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法による住宅街区整備
事業の施行として行う行為

五　密集市街地整備法による防災街区整備事業の
施行として行う行為

【建築等の届出を要しないその他の行為】
第 38 条の７　法第 58 条の２第１項第五号の政令
で定める行為は、次に掲げるものとする。

一　法第 43 条第１項の許可を要する建築物の建
築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更
（当該建築物等について地区計画において用
途の制限のみが定められている場合に限る。）

二　法第 58 条の３第１項の規定に基づく条例の
規定により同項の許可を要する法第 52 条第
１項本文に規定する行為

三　建築基準法第６条第１項（同法第 87 条第１
項又は第 88 条第２項において準用する場合
を含む。）の確認又は同法第 18 条第２項（同
法第 87 条第１項又は第 88 条第２項において
準用する場合を含む。）の通知を要する建築
物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途
の変更（当該建築物等又はその敷地について
地区計画において定められている内容（次に
掲げる事項を除く。）の全てが同法第 68 条の
２第１項（同法第 87 条第２項若しくは第３
項又は第 88 条第２項において準用する場合
を含む。）の規定に基づく条例で制限として
定められている場合に限る。）

イ　地区計画において定められている建築物の
容積率の最高限度で、建築基準法第 68 条
の５の規定により同法第 52 条第１項第一
号から第四号までに定める数値とみなされ
るもの、同法第 68 条の５の３第１項の規
定により同法第 52 条第１項第二号から第
四号までに定める数値とみなされるもの又
は同法第 68 条の５の４の規定により同法
第 52 条第１項第二号若しくは第三号に定

都市計画法施行令（抄）●　第 3８ 条の 6
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める数値とみなされるもの
ロ　地区計画（地区整備計画において、法第
12条の10の規定による壁面の位置の制限、
壁面後退区域における工作物の設置の制限
及び建築物の高さの最高限度が定められて
いるものに限る。）において定められてい
る建築物の容積率の最高限度で、当該敷地
に係る建築基準法第 52 条の規定による建
築物の容積率の最高限度を超えるもの

ハ　地区計画（再開発等促進区が定められてい
る区域に限る。）において定められている
次に掲げる事項
⑴　建築物の容積率の最高限度で、当該敷地
に係る法第８条第１項第一号に規定する
用途地域に関する都市計画において定め
られた建築物の容積率を超えるもの

⑵　建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地
に係る法第８条第１項第一号に規定する
用途地域に関する都市計画において定め
られた建築物の建蔽率を超えるもの

⑶　建築物の高さの最高限度で、当該敷地に
係る第一種低層住居専用地域又は第二種
低層住居専用地域に関する都市計画にお
いて定められた建築物の高さの限度を超
えるもの

ニ　法第 12 条の 12 に規定する開発整備促進区
における地区整備計画の区域において誘導
すべき用途及び当該誘導すべき用途に供す
る特定大規模建築物の敷地として利用すべ
き土地の区域

四　都市緑地法（昭和48年法律第72号）第 20 条第１項の
規定に基づく条例の規定により同項の許可を
要する同法第 14 条第１項各号に掲げる行為

五　法第 29 条第１項第三号に掲げる開発行為そ
の他の公益上必要な事業の実施に係る行為で
地区計画の目的を達成する上で著しい支障を
及ぼすおそれが少ないと認められるもののう
ち、用途上又は構造上やむを得ないものとし
て国土交通省令で定めるもの

第４章　都市計画事業

【設置又は堆積の制限を受ける物件】
第 40 条　法第 65 条第１項の政令で定める移動の
容易でない物件は、その重量が５ｔをこえる物
件（容易に分割され、分割された各部分の重量
がそれぞれ５ｔ以下となるものを除く。）とす
る。

第 ４0 条　●都市計画法施行令（抄）

線引きはありません
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める数値とみなされるもの
ロ　地区計画（地区整備計画において、法第
12条の10の規定による壁面の位置の制限、
壁面後退区域における工作物の設置の制限
及び建築物の高さの最高限度が定められて
いるものに限る。）において定められてい
る建築物の容積率の最高限度で、当該敷地
に係る建築基準法第 52 条の規定による建
築物の容積率の最高限度を超えるもの

ハ　地区計画（再開発等促進区が定められてい
る区域に限る。）において定められている
次に掲げる事項

⑴　建築物の容積率の最高限度で、当該敷地
に係る法第８条第１項第一号に規定する
用途地域に関する都市計画において定め
られた建築物の容積率を超えるもの

⑵　建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地
に係る法第８条第１項第一号に規定する
用途地域に関する都市計画において定め
られた建築物の建蔽率を超えるもの

⑶　建築物の高さの最高限度で、当該敷地に
係る第一種低層住居専用地域又は第二種
低層住居専用地域に関する都市計画にお
いて定められた建築物の高さの限度を超
えるもの

ニ　法第 12 条の 12 に規定する開発整備促進区
における地区整備計画の区域において誘導
すべき用途及び当該誘導すべき用途に供す
る特定大規模建築物の敷地として利用すべ
き土地の区域

四　都市緑地法（昭和48年法律第72号）第 20 条第１項の
規定に基づく条例の規定により同項の許可を
要する同法第 14 条第１項各号に掲げる行為

五　法第 29 条第１項第三号に掲げる開発行為そ
の他の公益上必要な事業の実施に係る行為で
地区計画の目的を達成する上で著しい支障を
及ぼすおそれが少ないと認められるもののう
ち、用途上又は構造上やむを得ないものとし
て国土交通省令で定めるもの

第４章　都市計画事業

【設置又は堆積の制限を受ける物件】
第 40 条　法第 65 条第１項の政令で定める移動の
容易でない物件は、その重量が５ｔをこえる物
件（容易に分割され、分割された各部分の重量
がそれぞれ５ｔ以下となるものを除く。）とす
る。

第 ４0 条　●都市計画法施行令（抄）

761都市計画法施行規則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

都市計画法施行規則（抄）
昭和 44 年８月 25 日建設省令第 49 号

最終改正：令和５年３月 31 日国土交通省令第 30 号

【令第13条の表の国土交通省令で定める区域】
第 11 条の２　令第 13 条の表の地区計画（市街化
調整区域内において定めるものを除く。）の項、
防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向
上地区計画の項及び沿道地区計画の項の右欄に
規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲
げる区域又は施行区域とする。
一　都市計画施設（令第９条第２項第二号から第
四号まで、第六号（排水管、排水渠その他の
排水施設の部分を除く。）、第八号及び第九号
に掲げる都市施設に係るものに限る。）の区
域

二　市街地開発事業の施行区域（都道府県が定め
た市街地開発事業に関する都市計画に係るも
のに限る。）

三　市街地開発事業等予定区域の区域（都道府県
が定めた市街地開発事業等予定区域に関する
都市計画に係るものに限る。）

【資格を有する者の設計によらなければならない工事】
第 18 条　法第 31 条の国土交通省令で定める工事
は、開発区域の面積が１ha 以上の開発行為に
関する工事とする。

【設計者の資格】
第 19 条　法第 31 条の国土交通省令で定める資格
は、次に掲げるものとする。
一　開発区域の面積が１ha 以上 20ha 未満の開発
行為に関する工事にあっては、次のいずれか
に該当する者であること。
イ　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短

期大学を除く。）又は旧大学令（大正７年勅令
第388号）による大学において、正規の土木、
建築、都市計画又は造園に関する課程を修
めて卒業した後、宅地開発に関する技術に
関して２年以上の実務の経験を有する者

ロ　学校教育法による短期大学（同法による専
門職大学の前期課程を含む。ハにおいて同
じ。）において、正規の土木、建築、都市
計画又は造園に関する修業年限３年の課程
（夜間において授業を行なうものを除く。）
を修めて卒業した後（同法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了した後）、
宅地開発に関する技術に関して３年以上の
実務の経験を有する者

ハ　ロに該当する者を除き、学校教育法による
短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門
学校令（明治36年勅令第61号）による専門学校に
おいて、正規の土木、建築、都市計画又は
造園に関する課程を修めて卒業した後（同
法による専門職大学の前期課程にあって
は、修了した後）、宅地開発に関する技術
に関して４年以上の実務の経験を有する者

ニ　学校教育法による高等学校若しくは中等教
育学校又は旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）
による中等学校において、正規の土木、建
築、都市計画又は造園に関する課程を修め
て卒業した後、宅地開発に関する技術に関
して７年以上の実務の経験を有する者

ホ　技術士法（昭和58年法律第25号）による第２次試
験のうち国土交通大臣が定める部門に合格
した者で、宅地開発に関する技術に関して
２年以上の実務の経験を有するもの

ヘ　建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築
士の資格を有する者で、宅地開発に関する
技術に関して２年以上の実務の経験を有す
るもの

ト　宅地開発に関する技術に関する７年以上の
実務の経験を含む土木、建築、都市計画又
は造園に関する 10 年以上の実務の経験を
有する者で、次条から第 19 条の４までの
規定により国土交通大臣の登録を受けた者
（以下「登録講習機関」という。）がこの省
令の定めるところにより行う講習（以下「講
習」という。）を修了した者

チ　国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と
同等以上の知識及び経験を有すると認めた
者

二　開発区域の面積が 20ha 以上の開発行為に関
する工事にあっては、前号のいずれかに該当
する者で、開発区域の面積が 20ha 以上の開
発行為に関する工事の総合的な設計に係る設
計図書の作成に関する実務に従事したことの
あるものその他国土交通大臣がこれと同等以
上の経験を有すると認めたものであること。

【軽微な変更】
第 28 条の４　法第 35	条の２第１項ただし書の国

都市計画法施行規則（抄）●　第 11 条の 2
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土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる
ものとする。
一　設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状
の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
イ　予定建築物等の敷地の規模の　 以上の増
減を伴うもの

ロ　住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の
敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地
の規模が 1,000㎡以上となるもの

二　工事施行者の変更。ただし、主として、自己
の居住の用に供する住宅の建築の用に供する
目的で行う開発行為（当該開発行為に関する
工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第 12
条第１項又は第 30 条第１項の許可を要する
ものを除く。）又は住宅以外の建築物若しく
は特定工作物で自己の業務の用に供するもの
の建築若しくは建設の用に供する目的で行う
開発行為（当該開発行為に関する工事が当
該許可を要するもの及び開発区域の面積が
１ha 以上のものを除く。）以外の開発行為に
あっては、工事施行者の氏名若しくは名称又
は住所の変更に限る。

三　工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年
月日の変更

1
10

第 2８ 条の ４　●都市計画法施行規則（抄）

線引きはありません
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土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる
ものとする。

一　設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状
の変更。ただし、次に掲げるものを除く。

イ　予定建築物等の敷地の規模の　 以上の増
減を伴うもの

ロ　住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の
敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地
の規模が 1,000㎡以上となるもの

二　工事施行者の変更。ただし、主として、自己
の居住の用に供する住宅の建築の用に供する
目的で行う開発行為（当該開発行為に関する
工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第 12
条第１項又は第 30 条第１項の許可を要する
ものを除く。）又は住宅以外の建築物若しく
は特定工作物で自己の業務の用に供するもの
の建築若しくは建設の用に供する目的で行う
開発行為（当該開発行為に関する工事が当
該許可を要するもの及び開発区域の面積が
１ha 以上のものを除く。）以外の開発行為に
あっては、工事施行者の氏名若しくは名称又
は住所の変更に限る。

三　工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年
月日の変更

1
10

第 2８ 条の ４　●都市計画法施行規則（抄）
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都市公園法（抄）
昭和 31 年４月 20 日法律第 79 号

最終改正：平成 29 年５月 12 日法律第 26 号

【目的】
第１条　この法律は、都市公園の設置及び管理に関
する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を
図り、もって公共の福祉の増進に資することを
目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「都市公園」とは、次に
掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方
公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公
園施設を含むものとする。
一　都市計画施設（都市計画法（昭和43年法律第100号）
第４条第６項に規定する都市計画施設をい
う。次号において同じ。）である公園又は緑
地で地方公共団体が設置するもの及び地方公
共団体が同条第２項に規定する都市計画区域
内において設置する公園又は緑地

二　次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ　一の都府県の区域を超えるような広域の見
地から設置する都市計画施設である公園又
は緑地（ロに該当するものを除く。）

ロ　国家的な記念事業として、又は我が国固有
の優れた文化的資産の保存及び活用を図る
ため閣議の決定を経て設置する都市計画施
設である公園又は緑地

２	 この法律において「公園施設」とは、都市公園
の効用を全うするため当該都市公園に設けられ
る次に掲げる施設をいう。
一　園路及び広場
二　植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で
定めるもの

三　休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定
めるもの

四　ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で
政令で定めるもの

五　野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運
動施設で政令で定めるもの

六　植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設
で政令で定めるもの

七　飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施
設で政令で定めるもの

八　門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令
で定めるもの

九　前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用
を全うする施設で政令で定めるもの

３	 次の各号に掲げるものは、第１項の規定にかか
わらず、都市公園に含まれないものとする。

一　自然公園法（昭和32年法律第161号）の規定により決
定された国立公園又は国定公園に関する公園
計画に基いて設けられる施設（以下「国立公
園又は国定公園の施設」という。）たる公園
又は緑地

二　自然公園法の規定により国立公園又は国定公
園の区域内に指定される集団施設地区たる公
園又は緑地

【都市公園の占用の許可】
第６条　都市公園に公園施設以外の工作物その他の
物件又は施設を設けて都市公園を占用しようと
するときは、公園管理者の許可を受けなければ
ならない。

２	 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、
占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件
又は施設の構造その他条例（国の設置に係る都
市公園にあっては、国土交通省令）で定める事
項を記載した申請書を公園管理者に提出しなけ
ればならない。

３	 第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項
を変更しようとするときは、当該事項を記載し
た申請書を公園管理者に提出してその許可を受
けなければならない。ただし、その変更が、条
例（国の設置に係る都市公園にあっては、政令）
で定める軽易なものであるときは、この限りで
ない。

４	 第１項の規定による都市公園の占用の期間は、
10 年をこえない範囲内において政令で定める
期間をこえることができない。これを更新する
ときの期間についても、同様とする。

都市公園法（抄）●　第 1条

線引きはありません
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都市公園法施行令（抄）
昭和 31 年９月 11 日政令第 290 号

最終改正：令和２年９月４日政令第 268 号

【住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準】
第１条の２　一の市町村（特別区を含む。以下同
じ。）の区域内の都市公園の住民１人当たりの
敷地面積の標準は、10㎡（当該市町村の区域内
に都市緑地法（昭和48年法律第72号）第 55 条第１項若
しくは第２項の規定による市民緑地契約又は同
法第 63 条に規定する認定計画に係る市民緑地
（以下この条において単に「市民緑地」という。）
が存するときは、10㎡から当該市民緑地の住民
１人当たりの敷地面積を控除して得た面積）以
上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該
市街地の住民１人当たりの敷地面積の標準は、
５㎡（当該市街地に市民緑地が存するときは、
５㎡から当該市民緑地の当該市街地の住民１人
当たりの敷地面積を控除して得た面積）以上と
する。

【地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基
準】
第２条　地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置
する場合においては、それぞれその特質に応じ
て当該市町村又は都道府県における都市公園の
分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の
防止に資するよう考慮するほか、次に掲げると
ころによりその配置及び規模を定めるものとす
る。
一　主として街区内に居住する者の利用に供する
ことを目的とする都市公園は、街区内に居住
する者が容易に利用することができるように
配置し、その敷地面積は、0.25ha を標準とし
て定めること。

二　主として近隣に居住する者の利用に供するこ
とを目的とする都市公園は、近隣に居住する
者が容易に利用することができるように配置
し、その敷地面積は、２ha を標準として定
めること。

三　主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供
することを目的とする都市公園は、徒歩圏域
内に居住する者が容易に利用することができ
るように配置し、その敷地面積は、４ha を
標準として定めること。

四　主として一の市町村の区域内に居住する者の
休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利
用に供することを目的とする都市公園、主と
して運動の用に供することを目的とする都市
公園及び一の市町村の区域を超える広域の利
用に供することを目的とする都市公園で、休
息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用
に供されるものは、容易に利用することがで
きるように配置し、それぞれその利用目的に
応じて都市公園としての機能を十分発揮する
ことができるようにその敷地面積を定めるこ
と。

２	 地方公共団体が、主として公害又は災害を防止
することを目的とする緩衝地帯としての都市公
園、主として風致の享受の用に供することを目
的とする都市公園、主として動植物の生息地又
は生育地である樹林地等の保護を目的とする都
市公園、主として市街地の中心部における休息
又は観賞の用に供することを目的とする都市公
園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園
を設置する場合においては、それぞれその設置
目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮
することができるように配置し、及びその敷地
面積を定めるものとする。

第 1条の 2　●都市公園法施行令（抄）

線引きはありません
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都市公園法施行令（抄）
昭和 31 年９月 11 日政令第 290 号

最終改正：令和２年９月４日政令第 268 号

【住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準】
第１条の２　一の市町村（特別区を含む。以下同
じ。）の区域内の都市公園の住民１人当たりの
敷地面積の標準は、10㎡（当該市町村の区域内
に都市緑地法（昭和48年法律第72号）第 55 条第１項若
しくは第２項の規定による市民緑地契約又は同
法第 63 条に規定する認定計画に係る市民緑地
（以下この条において単に「市民緑地」という。）
が存するときは、10㎡から当該市民緑地の住民
１人当たりの敷地面積を控除して得た面積）以
上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該
市街地の住民１人当たりの敷地面積の標準は、
５㎡（当該市街地に市民緑地が存するときは、
５㎡から当該市民緑地の当該市街地の住民１人
当たりの敷地面積を控除して得た面積）以上と
する。

【地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基
準】
第２条　地方公共団体が次に掲げる都市公園を設置
する場合においては、それぞれその特質に応じ
て当該市町村又は都道府県における都市公園の
分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の
防止に資するよう考慮するほか、次に掲げると
ころによりその配置及び規模を定めるものとす
る。

一　主として街区内に居住する者の利用に供する
ことを目的とする都市公園は、街区内に居住
する者が容易に利用することができるように
配置し、その敷地面積は、0.25ha を標準とし
て定めること。

二　主として近隣に居住する者の利用に供するこ
とを目的とする都市公園は、近隣に居住する
者が容易に利用することができるように配置
し、その敷地面積は、２ha を標準として定
めること。

三　主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供
することを目的とする都市公園は、徒歩圏域
内に居住する者が容易に利用することができ
るように配置し、その敷地面積は、４ha を
標準として定めること。

四　主として一の市町村の区域内に居住する者の
休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利
用に供することを目的とする都市公園、主と
して運動の用に供することを目的とする都市
公園及び一の市町村の区域を超える広域の利
用に供することを目的とする都市公園で、休
息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用
に供されるものは、容易に利用することがで
きるように配置し、それぞれその利用目的に
応じて都市公園としての機能を十分発揮する
ことができるようにその敷地面積を定めるこ
と。

２	 地方公共団体が、主として公害又は災害を防止
することを目的とする緩衝地帯としての都市公
園、主として風致の享受の用に供することを目
的とする都市公園、主として動植物の生息地又
は生育地である樹林地等の保護を目的とする都
市公園、主として市街地の中心部における休息
又は観賞の用に供することを目的とする都市公
園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園
を設置する場合においては、それぞれその設置
目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮
することができるように配置し、及びその敷地
面積を定めるものとする。

第 1条の 2　●都市公園法施行令（抄）
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都市再開発法（抄）●　第 1条

都市再開発法（抄）
昭和 44 年６月３日法律第 38 号

最終改正：令和３年５月 19 日法律第 37 号
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【目的】
第１条　この法律は、市街地の計画的な再開発に関
し必要な事項を定めることにより、都市におけ
る土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能
の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与する
ことを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。

一　市街地再開発事業　　市街地の土地の合理的
かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図
るため、都市計画法（昭和43年法律第100号）及びこ
の法律（第７章を除く。）で定めるところに
従って行われる建築物及び建築敷地の整備並
びに公共施設の整備に関する事業並びにこれ
に附帯する事業をいい、第３章の規定により
行われる第一種市街地再開発事業と第４章の
規定により行われる第二種市街地再開発事業
とに区分する。

二　施行者　　市街地再開発事業を施行する者を
いう。

三　施行地区　　市街地再開発事業を施行する土
地の区域をいう。

四　公共施設　　道路、公園、広場その他政令で
定める公共の用に供する施設をいう。

五　宅地　　公共施設の用に供されている国、地
方公共団体その他政令で定める者の所有する
土地以外の土地をいう。

六　施設建築物　　市街地再開発事業によって建
築される建築物をいう。

七　施設建築敷地　　市街地再開発事業によって
造成される建築敷地をいう。

八　施設建築物の一部　　建物の区分所有等に関
する法律（昭和37年法律第69号）第２条第１項に規
定する区分所有権の目的たる施設建築物の部
分（同条第４項に規定する共用部分の共有持
分を含む。）をいう。

九　施設建築物の一部等　　施設建築物の一部及
び当該施設建築物の所有を目的とする地上権
の共有持分をいう。

十　建築施設の部分　　施設建築物の一部及び当
該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持
分をいう。

一
十　借地権　　建物の所有を目的とする地上権及

線引きはありません
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び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一
時使用のため設定されたことが明らかなもの
を除く。

二
十　借地　　借地権の目的となっている宅地をい
う。

三
十　借家権　　建物の賃借権（一時使用のため設
定されたことが明らかなものを除く。以下同
じ。）及び配偶者居住権

【市街地再開発事業の施行】
第２条の２　次に掲げる区域内の宅地について所有
権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地
について所有権若しくは借地権を有する者の同
意を得た者は、１人で、又は数人共同して、当
該権利の目的である宅地について、又はその宅
地及び一定の区域内の宅地以外の土地について
第一種市街地再開発事業を施行することができ
る。
一　高度利用地区（都市計画法第８条第１項第三
号の高度利用地区をいう。以下同じ。）の区
域

二　都市再生特別地区（都市再生特別措置法（平成
14年法律第22号）第 36 条第１項の規定による都
市再生特別地区をいう。第３条において同
じ。）の区域

三　特定用途誘導地区（都市再生特別措置法第
109 条第１項の規定による特定用途誘導地区
をいい、建築物の容積率（延べ面積の敷地面
積に対する割合をいう。以下同じ。）の最低
限度及び建築物の建築面積の最低限度が定め
られているものに限る。第３条において同
じ。）の区域

四　都市計画法第 12 条の４第１項第一号の地区
計画、密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律（平成９年法律第49号。以下「密
集市街地整備法」という。）第 32 条第１項の
規定による防災街区整備地区計画又は幹線
道路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第
34号）第９条第１項の規定による沿道地区計画
の区域（次に掲げる条件の全てに該当するも
のに限る。第３条第一号において「特定地区
計画等区域」という。）
イ　地区整備計画（都市計画法第 12 条の５第
２項第一号の地区整備計画をいう。以下同
じ。）、密集市街地整備法第 32 条第２項第
一号に規定する特定建築物地区整備計画若

しくは同項第二号に規定する防災街区整備
地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に
関する法律第９条第２項第一号の沿道地区
整備計画（ロにおいて「地区整備計画等」
という。）が定められている区域であるこ
と。

ロ　地区整備計画等において都市計画法第８条
第３項第二号チに規定する高度利用地区に
ついて定めるべき事項（特定建築物地区整
備計画において建築物の特定地区防災施設
に係る間口率（密集市街地整備法第 32 条
第３項に規定する建築物の特定地区防災施
設に係る間口率をいう。）の最低限度及び
建築物の高さの最低限度が定められている
場合並びに沿道地区整備計画において建築
物の沿道整備道路に係る間口率（幹線道路
の沿道の整備に関する法律第９条第６項第
二号に規定する建築物の沿道整備道路に係
る間口率をいう。）の最低限度及び建築物
の高さの最低限度が定められている場合に
あっては、建築物の容積率の最低限度を除
く。）が定められていること。

ハ　建築基準法（昭和25年法律第201号）第 68 条の２
第１項の規定に基づく条例で、ロに規定す
る事項に関する制限が定められているこ
と。

２	 市街地再開発組合は、第一種市街地再開発事業
の施行区域内の土地について第一種市街地再開
発事業を施行することができる。

３	 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社
は、市街地再開発事業の施行区域内の土地につ
いて市街地再開発事業を施行することができ
る。

一　市街地再開発事業の施行を主たる目的とする
ものであること。

二　公開会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第
五号に規定する公開会社をいう。）でないこ
と。

三　施行地区となるべき区域内の宅地について所
有権又は借地権を有する者が、総株主の議決
権の過半数を保有していること。

四　前号の議決権の過半数を保有している者及び
当該株式会社が所有する施行地区となるべき
区域内の宅地の地積とそれらの者が有するそ
の区域内の借地の地積との合計が、その区域

第 2条の 2　●都市再開発法（抄）
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び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一
時使用のため設定されたことが明らかなもの
を除く。

二
十　借地　　借地権の目的となっている宅地をい
う。

三
十　借家権　　建物の賃借権（一時使用のため設
定されたことが明らかなものを除く。以下同
じ。）及び配偶者居住権

【市街地再開発事業の施行】
第２条の２　次に掲げる区域内の宅地について所有
権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地
について所有権若しくは借地権を有する者の同
意を得た者は、１人で、又は数人共同して、当
該権利の目的である宅地について、又はその宅
地及び一定の区域内の宅地以外の土地について
第一種市街地再開発事業を施行することができ
る。

一　高度利用地区（都市計画法第８条第１項第三
号の高度利用地区をいう。以下同じ。）の区
域

二　都市再生特別地区（都市再生特別措置法（平成
14年法律第22号）第 36 条第１項の規定による都
市再生特別地区をいう。第３条において同
じ。）の区域

三　特定用途誘導地区（都市再生特別措置法第
109 条第１項の規定による特定用途誘導地区
をいい、建築物の容積率（延べ面積の敷地面
積に対する割合をいう。以下同じ。）の最低
限度及び建築物の建築面積の最低限度が定め
られているものに限る。第３条において同
じ。）の区域

四　都市計画法第 12 条の４第１項第一号の地区
計画、密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律（平成９年法律第49号。以下「密
集市街地整備法」という。）第 32 条第１項の
規定による防災街区整備地区計画又は幹線
道路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第
34号）第９条第１項の規定による沿道地区計画
の区域（次に掲げる条件の全てに該当するも
のに限る。第３条第一号において「特定地区
計画等区域」という。）

イ　地区整備計画（都市計画法第 12 条の５第
２項第一号の地区整備計画をいう。以下同
じ。）、密集市街地整備法第 32 条第２項第
一号に規定する特定建築物地区整備計画若

しくは同項第二号に規定する防災街区整備
地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に
関する法律第９条第２項第一号の沿道地区
整備計画（ロにおいて「地区整備計画等」
という。）が定められている区域であるこ
と。

ロ　地区整備計画等において都市計画法第８条
第３項第二号チに規定する高度利用地区に
ついて定めるべき事項（特定建築物地区整
備計画において建築物の特定地区防災施設
に係る間口率（密集市街地整備法第 32 条
第３項に規定する建築物の特定地区防災施
設に係る間口率をいう。）の最低限度及び
建築物の高さの最低限度が定められている
場合並びに沿道地区整備計画において建築
物の沿道整備道路に係る間口率（幹線道路
の沿道の整備に関する法律第９条第６項第
二号に規定する建築物の沿道整備道路に係
る間口率をいう。）の最低限度及び建築物
の高さの最低限度が定められている場合に
あっては、建築物の容積率の最低限度を除
く。）が定められていること。

ハ　建築基準法（昭和25年法律第201号）第 68 条の２
第１項の規定に基づく条例で、ロに規定す
る事項に関する制限が定められているこ
と。

２	 市街地再開発組合は、第一種市街地再開発事業
の施行区域内の土地について第一種市街地再開
発事業を施行することができる。

３	 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社
は、市街地再開発事業の施行区域内の土地につ
いて市街地再開発事業を施行することができ
る。

一　市街地再開発事業の施行を主たる目的とする
ものであること。

二　公開会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第
五号に規定する公開会社をいう。）でないこ
と。

三　施行地区となるべき区域内の宅地について所
有権又は借地権を有する者が、総株主の議決
権の過半数を保有していること。

四　前号の議決権の過半数を保有している者及び
当該株式会社が所有する施行地区となるべき
区域内の宅地の地積とそれらの者が有するそ
の区域内の借地の地積との合計が、その区域

第 2条の 2　●都市再開発法（抄）

767都市再開発法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の
　	以上であること。この場合において、所
有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又
は借地について前段に規定する者が共有持分
を有しているときは、当該宅地又は借地の地
積に当該者が有する所有権又は借地権の共有
持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又
は借地について当該者が有する宅地又は借地
の地積とみなす。

４	 地方公共団体は、市街地再開発事業の施行区域
内の土地について市街地再開発事業を施行する
ことができる。

５	 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が
次に掲げる事業を施行する必要があると認める
ときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地
について当該事業を施行することができる。
一　一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進す
べき相当規模の地区の計画的な整備改善を図
るため当該地区の全部又は一部について行う
市街地再開発事業

二　前号に規定するもののほか、国の施策上特に
供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと
関連する市街地の再開発を行うための市街地
再開発事業

６	 地方住宅供給公社は、国土交通大臣（市のみが
設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府
県知事）が地方住宅供給公社の行う住宅の建設
と併せてこれと関連する市街地の再開発を行う
ための市街地再開発事業を施行する必要がある
と認めるときは、市街地再開発事業の施行区域
内の土地について当該市街地再開発事業を施行
することができる。

【第一種市街地再開発事業の施行区域】
第３条　都市計画法第 12 条第２項の規定により第
一種市街地再開発事業について都市計画に定め
るべき施行区域は、第７条第１項の規定による
市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に
掲げる条件に該当する土地の区域でなければな
らない。
一　当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、
特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内
にあること。

二　当該区域内にある耐火建築物（建築基準法
第２条第九号の二に規定する耐火建築物を
いう。以下同じ。）で次に掲げるもの以外の

2
3

ものの建築面積の合計が、当該区域内にある
全ての建築物の建築面積の合計のおおむね　
以下であること又は当該区域内にある耐火建
築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積
の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の
合計のおおむね　	以下であること。

イ　地階を除く階数が２以下であるもの
ロ　政令で定める耐用年限の　	を経過してい
るもの

ハ　災害その他の理由によりロに掲げるものと
同程度の機能低下を生じているもの

ニ　建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、
都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地
区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地
区計画に関する都市計画（以下「高度利用
地区等に関する都市計画」という。）にお
いて定められた建築物の建築面積の最低限
度の　	未満であるもの

ホ　容積率（同一敷地内に２以上の建築物があ
る場合においては、その延べ面積の合計を
算定の基礎とする容積率。以下同じ。）が、
当該区域に係る高度利用地区等に関する都
市計画において定められた建築物の容積率
の最高限度の　	未満であるもの

ヘ　都市計画法第４条第６項に規定する都市計
画施設（以下「都市計画施設」という。）
である公共施設の整備に伴い除却すべきも
の

三　当該区域内に十分な公共施設がないこと、当
該区域内の土地の利用が細分されていること
等により、当該区域内の土地の利用状況が著
しく不健全であること。

四　当該区域内の土地の高度利用を図ることが、
当該都市の機能の更新に貢献すること。

【第二種市街地再開発事業の施行区域】
第３条の２　都市計画法第 12 条第２項の規定によ
り第二種市街地再開発事業について都市計画に
定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件
に該当する土地の区域でなければならない。

一　前条各号に掲げる条件
二　次のいずれかに該当する土地の区域で、その
面積が 0.5ha 以上のものであること。

イ　次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内
にある建築物が密集しているため、災害の
発生のおそれが著しく、又は環境が不良で

1
3

1
3

2
3

3
4

1
3
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あること。
⑴　当該区域内にある安全上又は防火上支障
がある建築物で政令で定めるものの数の
当該区域内にあるすべての建築物の数に
対する割合が政令で定める割合以上であ
ること。

⑵　⑴に規定する政令で定める建築物の延べ
面積の合計の当該区域内にあるすべての
建築物の延べ面積の合計に対する割合が
政令で定める割合以上であること。

ロ　当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が
発生した場合における公衆の避難の用に供
する公園又は広場その他の重要な公共施設
で政令で定めるものを早急に整備する必要
があり、かつ、当該公共施設の整備と併せ
て当該区域内の建築物及び建築敷地の整備
を一体的に行うことが合理的であること。

【第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
に関する都市計画に定める事項】
第４条　第一種市街地再開発事業又は第二種市街地
再開発事業に関する都市計画においては、都市
計画法第 12 条第２項に定める事項のほか、公
共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷
地の整備に関する計画を定めるものとする。

２	 第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開
発事業に関する都市計画は、次の各号に規定す
るところに従って定めなければならない。
一　道路、公園、下水道その他の施設に関する都
市計画が定められている場合においては、そ
の都市計画に適合するように定めること。

二　当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公
園その他の公共施設を備えた良好な都市環境
のものとなるように定めること。

三　建築物の整備に関する計画は、市街地の空間
の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保
及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築
物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、
建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた
健全な高度利用形態となるように定めるこ
と。

四　建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度
利用形態に適合した適正な街区が形成される
ように定めること。

【都市計画事業として施行する市街地再開発事業】
第６条　市街地再開発事業の施行区域内において

は、市街地再開発事業は、都市計画事業として
施行する。

２	 都市計画事業として施行する第一種市街地再開
発事業については都市計画法第 60 条から第 74
条までの規定を、第二種市街地再開発事業につ
いては同法第 60 条から第 64 条までの規定を適
用しない。

３	 市街地再開発事業の施行区域内における建築物
の建築の制限に関しては、都市計画法第 53 条
第３項中「第 65 条第１項に規定する告示」と
あるのは「都市再開発法第 60 条第２項各号に
掲げる公告又は第 118 条の２第１項各号（同条
第６項において準用する場合を含む。）に掲げ
る公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」
とする。

４	 第二種市街地再開発事業についての都市計画法
第 65 条から第 73 条までの規定の適用に関し必
要な技術的読替えは、政令で定める。

【市街地再開発促進区域に関する都市計画】
第７条　次の各号に掲げる条件に該当する土地の区
域で、その区域内の宅地について所有権又は借
地権を有する者による市街地の計画的な再開発
の実施を図ることが適切であると認められるも
のについては、都市計画に市街地再開発促進区
域を定めることができる。

一　第３条各号に掲げる条件
二　当該土地の区域が第３条の２第二号イ又はロ
に該当しないこと。

２	 市街地再開発促進区域に関する都市計画におい
ては、都市計画法第 10 条の２第２項に定める
事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに単
位整備区を定めるものとする。

３	 市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次
の各号に規定するところに従って定めなければ
ならない。

一　道路、公園、下水道その他の施設に関する都
市計画が定められている場合においては、そ
の都市計画に適合するように定めること。

二　当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公
園その他の公共施設を備えた良好な都市環境
のものとなるように定めること。

三　単位整備区は、その区域が市街地再開発促進
区域内における建築敷地の造成及び公共施設
の用に供する敷地の造成を一体として行うべ
き土地の区域としてふさわしいものとなるよ
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あること。
⑴　当該区域内にある安全上又は防火上支障
がある建築物で政令で定めるものの数の
当該区域内にあるすべての建築物の数に
対する割合が政令で定める割合以上であ
ること。

⑵　⑴に規定する政令で定める建築物の延べ
面積の合計の当該区域内にあるすべての
建築物の延べ面積の合計に対する割合が
政令で定める割合以上であること。

ロ　当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が
発生した場合における公衆の避難の用に供
する公園又は広場その他の重要な公共施設
で政令で定めるものを早急に整備する必要
があり、かつ、当該公共施設の整備と併せ
て当該区域内の建築物及び建築敷地の整備
を一体的に行うことが合理的であること。

【第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
に関する都市計画に定める事項】
第４条　第一種市街地再開発事業又は第二種市街地
再開発事業に関する都市計画においては、都市
計画法第 12 条第２項に定める事項のほか、公
共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷
地の整備に関する計画を定めるものとする。

２	 第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開
発事業に関する都市計画は、次の各号に規定す
るところに従って定めなければならない。

一　道路、公園、下水道その他の施設に関する都
市計画が定められている場合においては、そ
の都市計画に適合するように定めること。

二　当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公
園その他の公共施設を備えた良好な都市環境
のものとなるように定めること。

三　建築物の整備に関する計画は、市街地の空間
の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保
及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築
物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、
建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた
健全な高度利用形態となるように定めるこ
と。

四　建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度
利用形態に適合した適正な街区が形成される
ように定めること。

【都市計画事業として施行する市街地再開発事業】
第６条　市街地再開発事業の施行区域内において

は、市街地再開発事業は、都市計画事業として
施行する。

２	 都市計画事業として施行する第一種市街地再開
発事業については都市計画法第 60 条から第 74
条までの規定を、第二種市街地再開発事業につ
いては同法第 60 条から第 64 条までの規定を適
用しない。

３	 市街地再開発事業の施行区域内における建築物
の建築の制限に関しては、都市計画法第 53 条
第３項中「第 65 条第１項に規定する告示」と
あるのは「都市再開発法第 60 条第２項各号に
掲げる公告又は第 118 条の２第１項各号（同条
第６項において準用する場合を含む。）に掲げ
る公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」
とする。

４	 第二種市街地再開発事業についての都市計画法
第 65 条から第 73 条までの規定の適用に関し必
要な技術的読替えは、政令で定める。

【市街地再開発促進区域に関する都市計画】
第７条　次の各号に掲げる条件に該当する土地の区
域で、その区域内の宅地について所有権又は借
地権を有する者による市街地の計画的な再開発
の実施を図ることが適切であると認められるも
のについては、都市計画に市街地再開発促進区
域を定めることができる。

一　第３条各号に掲げる条件
二　当該土地の区域が第３条の２第二号イ又はロ
に該当しないこと。

２	 市街地再開発促進区域に関する都市計画におい
ては、都市計画法第 10 条の２第２項に定める
事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに単
位整備区を定めるものとする。

３	 市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次
の各号に規定するところに従って定めなければ
ならない。

一　道路、公園、下水道その他の施設に関する都
市計画が定められている場合においては、そ
の都市計画に適合するように定めること。

二　当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公
園その他の公共施設を備えた良好な都市環境
のものとなるように定めること。

三　単位整備区は、その区域が市街地再開発促進
区域内における建築敷地の造成及び公共施設
の用に供する敷地の造成を一体として行うべ
き土地の区域としてふさわしいものとなるよ
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は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみな
し、同意した所有権を有する者の共有持分の割
合の合計又は同意した借地権を有する者の共有
持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地
について同意した者の数とみなし、当該宅地又
は借地の地積に同意した所有権を有する者の共
有持分の割合の合計又は同意した借地権を有す
る者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積
を当該宅地又は借地について同意した者が所有
する宅地の地積又は同意した者の借地の地積と
みなす。

【建築の許可】
第７条の４　市街地再開発促進区域内においては、
建築基準法第 59 条第１項第一号に該当する建
築物（同項第二号又は第三号に該当する建築物
を除く。）、同法第 60 条の２第１項第一号に該
当する建築物（同項第二号又は第三号に該当す
る建築物を除く。）又は同法第 60 条の３第１項
第一号に該当する建築物（同項第二号又は第三
号に該当する建築物を除く。）の建築をしよう
とする者は、国土交通省令で定めるところによ
り、都道府県知事（市の区域内にあっては、当
該市の長。以下この条から第７条の６まで及び
第 141 条の２第一号において「建築許可権者」
という。）の許可を受けなければならない。た
だし、非常災害のため必要な応急措置として行
う行為又はその他の政令で定める軽易な行為に
ついては、この限りでない。

２	 建築許可権者は、前項の許可の申請があった場
合において、当該建築が第７条の６第４項の規
定により買い取らない旨の通知があった土地に
おけるものであるときは、その許可をしなけれ
ばならない。

３	 第１項の規定は、第一種市街地再開発事業に関
する都市計画に係る都市計画法第 20 条第１項
（同法第 21 条第２項において準用する場合を含
む。）の規定による告示又は第 60 条第２項第一
号の公告があった後は、当該告示又は公告に係
る土地の区域内においては、適用しない。

【開発行為の許可の基準の特例】
第７条の８　市街地再開発促進区域内における都市
計画法第４条第 12 項に規定する開発行為（第
７条の４第１項の許可に係る建築物の建築又は
建築基準法第 59 条第１項第二号若しくは第三
号、第 60 条の２第１項第二号若しくは第三号

うに定めること。
【第一種市街地再開発事業等の施行】
第７条の２　市街地再開発促進区域内の宅地につい
て所有権又は借地権を有する者は、当該区域内
の宅地について、できる限り速やかに、第一種
市街地再開発事業を施行する等により、高度利
用地区等に関する都市計画及び当該市街地再開
発促進区域に関する都市計画の目的を達成する
よう努めなければならない。

２	 市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市
計画に係る都市計画法第 20 条第１項の告示の
日から起算して５年以内に、当該市街地再開発
促進区域内の宅地について同法第 29 条第１項
の許可がされておらず、又は第７条の９第１項、
第 11 条第１項若しくは第２項若しくは第 50 条
の２第１項の規定による認可に係る第一種市街
地再開発事業の施行地区若しくは第 129 条の３
の規定による認定を受けた第 129 条の２第１項
の再開発事業の同条第５項第一号の再開発事業
区域に含まれていない単位整備区については、
施行の障害となる事由がない限り、第一種市街
地再開発事業を施行するものとする。

３	 一の単位整備区の区域内の宅地について所有権
又は借地権を有する者が、国土交通省令で定め
るところにより、その区域内の宅地について所
有権又は借地権を有するすべての者の　	以上
の同意（同意した者が所有するその区域内の宅
地の地積と同意した者のその区域内の借地の地
積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借
地の総地積との合計の　	以上となる場合に限
る。）を得て、第一種市街地再開発事業を施行
すべきことを市町村に対して要請したときは、
当該市町村は、前項の期間内であっても、当該
単位整備区について第一種市街地再開発事業を
施行することができる。

４	 前２項の場合において、都道府県は、当該市町
村と協議の上、前２項の規定による第一種市街
地再開発事業を施行することができる。当該第
一種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生
機構又は地方住宅供給公社の施行することがで
きるものであるときは、これらの者についても、
同様とする。

５	 第３項の場合において、所有権又は借地権が数
人の共有に属する宅地又は借地があるときは、
当該宅地又は借地について所有権を有する者又

2
3

2
3
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若しくは第 60 条の３第１項第二号若しくは第
三号に該当する建築物の建築に係るものを除
く。）については、都市計画法第 29 条第１項第
一号の規定は適用せず、同法第 33 条第１項中
「基準（第４項及び第５項の条例が定められて
いるときは、当該条例で定める制限を含む。）」
とあるのは、「基準（第 29 条第１項第一号の政
令で定める規模未満の開発行為にあっては第二
号から第十四号までに規定する基準、第 29 条
第１項第一号の政令で定める規模以上の開発行
為にあっては第二号（貯水施設に係る部分を除
く。）に規定する基準を除き、第４項及び第５
項の条例が定められているときは当該条例で定
める制限を含む。）及び市街地再開発促進区域
に関する都市計画」と読み替えて、同条の規定
を適用する。

【認可】
第 11 条　第一種市街地再開発事業の施行区域内の
宅地について所有権又は借地権を有する者は、
５人以上共同して、定款及び事業計画を定め、
国土交通省令で定めるところにより、都道府県
知事の認可を受けて組合を設立することができ
る。

２	 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立っ
て組合を設立する必要がある場合においては、
同項の規定にかかわらず、５人以上共同して、
定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で
定めるところにより、都道府県知事の認可を受
けて組合を設立することができる。

３	 前項の規定により設立された組合は、国土交通
省令で定めるところにより、都道府県知事の認
可を受けて事業計画を定めるものとする。

４	 第７条の９第２項の規定は前３項の規定による
認可に、同条第３項の規定は第１項又は第２項
の規定による認可について準用する。この場合
において、同条第２項中「施行地区となるべき
区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域
（第 11 条第３項の規定による認可の申請にあっ
ては、施行地区）」と読み替えるものとする。

５	 組合が施行する第一種市街地再開発事業につい
ては、第１項又は第３項の規定による認可を
もって都市計画法第 59 条第４項の規定による
認可とみなす。第７条の９第４項ただし書の規
定は、この場合について準用する。

第 11 条　●都市再開発法（抄）
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若しくは第 60 条の３第１項第二号若しくは第
三号に該当する建築物の建築に係るものを除
く。）については、都市計画法第 29 条第１項第
一号の規定は適用せず、同法第 33 条第１項中
「基準（第４項及び第５項の条例が定められて
いるときは、当該条例で定める制限を含む。）」
とあるのは、「基準（第 29 条第１項第一号の政
令で定める規模未満の開発行為にあっては第二
号から第十四号までに規定する基準、第 29 条
第１項第一号の政令で定める規模以上の開発行
為にあっては第二号（貯水施設に係る部分を除
く。）に規定する基準を除き、第４項及び第５
項の条例が定められているときは当該条例で定
める制限を含む。）及び市街地再開発促進区域
に関する都市計画」と読み替えて、同条の規定
を適用する。

【認可】
第 11 条　第一種市街地再開発事業の施行区域内の
宅地について所有権又は借地権を有する者は、
５人以上共同して、定款及び事業計画を定め、
国土交通省令で定めるところにより、都道府県
知事の認可を受けて組合を設立することができ
る。

２	 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立っ
て組合を設立する必要がある場合においては、
同項の規定にかかわらず、５人以上共同して、
定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で
定めるところにより、都道府県知事の認可を受
けて組合を設立することができる。

３	 前項の規定により設立された組合は、国土交通
省令で定めるところにより、都道府県知事の認
可を受けて事業計画を定めるものとする。

４	 第７条の９第２項の規定は前３項の規定による
認可に、同条第３項の規定は第１項又は第２項
の規定による認可について準用する。この場合
において、同条第２項中「施行地区となるべき
区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域
（第 11 条第３項の規定による認可の申請にあっ
ては、施行地区）」と読み替えるものとする。

５	 組合が施行する第一種市街地再開発事業につい
ては、第１項又は第３項の規定による認可を
もって都市計画法第 59 条第４項の規定による
認可とみなす。第７条の９第４項ただし書の規
定は、この場合について準用する。

第 11 条　●都市再開発法（抄）
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都市再生特別措置法（抄）
平成 14 年 4 月 5 日法律第 22 号

最終改正：令和４年５月 27 日法律第 56 号

【民間都市再生事業計画の認定】
第 20 条　都市再生緊急整備地域内における都市開
発事業であって、当該都市再生緊急整備地域の
地域整備方針に定められた都市機能の増進を主
たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土
地（水面を含む。）の区域（以下この節におい
て「事業区域」という。）の面積が政令で定め
る規模以上のもの（以下「都市再生事業」とい
う。）を施行しようとする民間事業者は、国土
交通省令で定めるところにより、当該都市再生
事業に関する計画（以下「民間都市再生事業計
画」という。）を作成し、国土交通大臣の認定
を申請することができる。

２	 民間都市再生事業計画には、次に掲げる事項を
記載しなければならない。
一　事業区域の位置及び面積
二　建築物及びその敷地の整備に関する事業の概
要

三　公共施設の整備に関する事業の概要及び当該
公共施設の管理者又は管理者となるべき者

四　工事着手の時期及び事業施行期間
五　用地取得計画
六　資金計画
七　その他国土交通省令で定める事項

【民間都市再生事業計画の認定基準等】
第 21 条　国土交通大臣は、前条第１項の認定（以
下この節において「計画の認定」という。）の
申請があった場合において、当該申請に係る民
間都市再生事業計画が次に掲げる基準に適合す
ると認めるときは、計画の認定をすることがで
きる。
一　当該都市再生事業が、都市再生緊急整備地域
における市街地の整備を緊急に推進する上で
効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の
再生に著しく貢献するものであると認められ
ること。

二　建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に
関する計画が、地域整備方針に適合するもの
であること。

三　工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得

計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に
遂行するために適切なものであること。

四　当該都市再生事業の施行に必要な経済的基礎
及びこれを的確に遂行するために必要なその
他の能力が十分であること。

２	 国土交通大臣は、計画の認定をしようとすると
きは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を
聴かなければならない。

３	 国土交通大臣は、計画の認定をしようとすると
きは、あらかじめ、当該都市再生事業の施行に
より整備される公共施設の管理者又は管理者と
なるべき者（以下この節において「公共施設の
管理者等」という。）の意見を聴かなければな
らない。

【都市再生特別地区】
第 36 条　都市再生緊急整備地域のうち、都市の再
生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用
を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築
物の建築を誘導する必要があると認められる区
域については、都市計画に、都市再生特別地区
を定めることができる。

２	 都市再生特別地区に関する都市計画には、都市
計画法第８条第３項第一号及び第三号に掲げる
事項のほか、建築物その他の工作物（以下「建
築物等」という。）の誘導すべき用途（当該地
区の指定の目的のために必要な場合に限る。）、
建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する
割合をいう。以下同じ。）の最高限度及び最低
限度、建築物の建蔽率（建築面積の敷地面積に
対する割合をいう。第 94 条の２第２項第二号
において同じ。）の最高限度、建築物の建築面
積の最低限度、建築物の高さの最高限度並びに
壁面の位置の制限を定めるものとする。

３	 前項の建築物の容積率の最高限度は、　	以上の
数値でなければならない。ただし、当該地区の
区域を区分して同項の建築物の容積率の最高限
度を定める場合にあっては、当該地区の区域を
区分して定められた建築物の容積率の最高限度
の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面
積を乗じたものの合計を当該地区の全体の面積
で除して得た数値が　	以上であることをもっ
て足りる。

４	 第２項の建築物の高さの最高限度及び壁面の位
置の制限は、当該地区にふさわしい高さ、配列
等を備えた建築物の建築が誘導されること、建

40
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築物の敷地内に道路（都市計画において定めら
れた計画道路を含む。次条第１項において同
じ。）に接する有効な空地が確保されること等
により、当該都市再生特別地区における防災、
交通、衛生等に関する機能が確保されるように
定めなければならない。

【道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建
設】
第 36 条の２　都市再生特別地区に関する都市計画
には、前条第２項に定めるもののほか、都市の
再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利
用を図るため、道路の上空又は路面下において
建築物等の建築又は建設を行うことが適切であ
ると認められるときは、当該道路の区域のうち、
建築物等の敷地として併せて利用すべき区域
（以下「重複利用区域」という。）を定めること
ができる。この場合においては、当該重複利用
区域内における建築物等の建築又は建設の限界
であって空間又は地下について上下の範囲を定
めるものをも定めなければならない。

２	 都市計画法第 15 条第１項の都道府県又は同法
第 87 条の２第１項の指定都市（同法第 22 条第
１項の場合にあっては、同項の国土交通大臣）
は、前項の規定により建築物等の建築又は建設
の限界を定めようとするときは、あらかじめ、
同項に規定する道路の管理者又は管理者となる
べき者に協議しなければならない。

【立地適正化計画】
第 81 条　市町村は、単独で又は共同して、都市計
画法第４条第２項に規定する都市計画区域内の
区域について、都市再生基本方針に基づき、住
宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、
商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又
は利便のため必要な施設であって、都市機能の
増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。）
の立地の適正化を図るための計画（以下「立地
適正化計画」という。）を作成することができる。

（以下、略）
【建築等の届出等】
第 88 条　立地適正化計画の区域のうち当該立地適
正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内
において、都市計画法第４条第 12 項に規定す
る開発行為（以下「開発行為」という。）であっ
て住宅その他人の居住の用に供する建築物のう
ち市町村の条例で定めるもの（以下この条にお

いて「住宅等」という。）の建築の用に供する
目的で行うもの（政令で定める戸数未満の住宅
の建築の用に供する目的で行うものにあって
は、その規模が政令で定める規模以上のものに
限る。）又は住宅等を新築し、若しくは建築物
を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等
とする行為（当該政令で定める戸数未満の住宅
に係るものを除く。）を行おうとする者は、こ
れらの行為に着手する日の 30 日前までに、国
土交通省令で定めるところにより、行為の種類、
場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国
土交通省令で定める事項を市町村長に届け出な
ければならない。ただし、次に掲げる行為につ
いては、この限りでない。

一　軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為

四　その他市町村の条例で定める行為
２	 前項の規定による届出をした者は、当該届出に
係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変
更しようとするときは、当該事項の変更に係る
行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を市町村長
に届け出なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、当該届出に係る行為が
居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を
図る上で支障があると認めるときは、当該届出
をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、
住宅等の立地を適正なものとするために必要な
勧告をすることができる。

４	 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合
において、必要があると認めるときは、その勧
告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の
取得についてのあっせんその他の必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。

５	 市町村長は、第３項の規定による勧告をした場
合において、その勧告を受けた者（建築基準法
第 39 条第１項の災害危険区域、地すべり等防
止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり
防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第
57号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域、特

第 36 条の 2　●都市再生特別措置法（抄）
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築物の敷地内に道路（都市計画において定めら
れた計画道路を含む。次条第１項において同
じ。）に接する有効な空地が確保されること等
により、当該都市再生特別地区における防災、
交通、衛生等に関する機能が確保されるように
定めなければならない。

【道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建
設】
第 36 条の２　都市再生特別地区に関する都市計画
には、前条第２項に定めるもののほか、都市の
再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利
用を図るため、道路の上空又は路面下において
建築物等の建築又は建設を行うことが適切であ
ると認められるときは、当該道路の区域のうち、
建築物等の敷地として併せて利用すべき区域
（以下「重複利用区域」という。）を定めること
ができる。この場合においては、当該重複利用
区域内における建築物等の建築又は建設の限界
であって空間又は地下について上下の範囲を定
めるものをも定めなければならない。

２	 都市計画法第 15 条第１項の都道府県又は同法
第 87 条の２第１項の指定都市（同法第 22 条第
１項の場合にあっては、同項の国土交通大臣）
は、前項の規定により建築物等の建築又は建設
の限界を定めようとするときは、あらかじめ、
同項に規定する道路の管理者又は管理者となる
べき者に協議しなければならない。

【立地適正化計画】
第 81 条　市町村は、単独で又は共同して、都市計
画法第４条第２項に規定する都市計画区域内の
区域について、都市再生基本方針に基づき、住
宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、
商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又
は利便のため必要な施設であって、都市機能の
増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。）
の立地の適正化を図るための計画（以下「立地
適正化計画」という。）を作成することができる。

（以下、略）
【建築等の届出等】
第 88 条　立地適正化計画の区域のうち当該立地適
正化計画に記載された居住誘導区域外の区域内
において、都市計画法第４条第 12 項に規定す
る開発行為（以下「開発行為」という。）であっ
て住宅その他人の居住の用に供する建築物のう
ち市町村の条例で定めるもの（以下この条にお

いて「住宅等」という。）の建築の用に供する
目的で行うもの（政令で定める戸数未満の住宅
の建築の用に供する目的で行うものにあって
は、その規模が政令で定める規模以上のものに
限る。）又は住宅等を新築し、若しくは建築物
を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等
とする行為（当該政令で定める戸数未満の住宅
に係るものを除く。）を行おうとする者は、こ
れらの行為に着手する日の 30 日前までに、国
土交通省令で定めるところにより、行為の種類、
場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国
土交通省令で定める事項を市町村長に届け出な
ければならない。ただし、次に掲げる行為につ
いては、この限りでない。

一　軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　都市計画事業の施行として行う行為又はこれ
に準ずる行為として政令で定める行為

四　その他市町村の条例で定める行為
２	 前項の規定による届出をした者は、当該届出に
係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変
更しようとするときは、当該事項の変更に係る
行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を市町村長
に届け出なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、当該届出に係る行為が
居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を
図る上で支障があると認めるときは、当該届出
をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、
住宅等の立地を適正なものとするために必要な
勧告をすることができる。

４	 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合
において、必要があると認めるときは、その勧
告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の
取得についてのあっせんその他の必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。

５	 市町村長は、第３項の規定による勧告をした場
合において、その勧告を受けた者（建築基準法
第 39 条第１項の災害危険区域、地すべり等防
止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり
防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂
災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第
57号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域、特

第 36 条の 2　●都市再生特別措置法（抄）
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定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）第
56 条第１項の浸水被害防止区域その他政令で
定める区域に係る第１項又は第２項の規定によ
る届出をした者であって、当該届出に係る行為
を業として行うものに限る。）がこれに従わな
かったときは、その旨を公表することができる。

【居住調整地域】
第 89 条　立地適正化計画の区域（市街化調整区域
を除く。）のうち、当該立地適正化計画に記載
された居住誘導区域外の区域で、住宅地化を抑
制すべき区域については、都市計画に、居住調
整地域を定めることができる。

【開発行為等の許可等の特例】
第 90 条　居住調整地域に係る特定開発行為（住宅
その他人の居住の用に供する建築物のうち市町
村の条例で定めるもの（以下この条において「住
宅等」という。）の建築の用に供する目的で行
う開発行為（政令で定める戸数未満の住宅の建
築の用に供する目的で行うものにあっては、そ
の規模が政令で定める規模以上のものに限る。）
をいう。以下同じ。）については、都市計画法
第 29 条第１項第一号の規定は適用せず、特定
開発行為及び特定建築等行為（住宅等を新築し、
又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更
して住宅等とする行為（当該政令で定める戸数
未満の住宅に係るものを除く。）をいう。第 92
条において同じ。）については、居住調整地域
を市街化調整区域とみなして、同法第 34 条及
び第 43 条の規定（同条第１項の規定に係る罰
則を含む。）を適用する。この場合において、
同法第 34 条中「開発行為（主として第二種特
定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行
為を除く。）」とあるのは「都市再生特別措置法
第 90 条に規定する特定開発行為」と、「次の各
号」とあるのは「第八号の二、第十号又は第
十二号から第十四号まで」と、同法第 43 条第
１項中「第 29 条第１項第二号若しくは第三号
に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は
第一種特定工作物を新設しては」とあるのは「都
市再生特別措置法第 90 条に規定する住宅等（同
条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。以下
この項において「住宅等」という。）を新築し
ては」と、「同項第二号若しくは第三号に規定
する建築物以外の建築物」とあるのは「住宅等」
と、同条第２項中「第 34 条」とあるのは「都

市再生特別措置法第 90 条の規定により読み替
えて適用する第 34 条」とするほか、必要な技
術的読替えは、政令で定める。

【居住環境向上用途誘導地区】
第 94 条の２　立地適正化計画に記載された居住誘
導区域のうち、当該居住誘導区域に係る居住環
境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必
要があると認められる区域（都市計画法第８条
第１項第一号に規定する用途地域（同号に掲げ
る工業専用地域を除く。第 109 条第１項におい
て同じ。）が定められている区域に限る。）につ
いては、都市計画に、居住環境向上用途誘導地
区を定めることができる。

２	 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画に
は、都市計画法第８条第３項第一号及び第三号
に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は
一部を当該用途に供する建築物の容積率の最
高限度

二　当該地区における市街地の環境を確保するた
め必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の
最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の高
さの最高限度

【特定用途誘導地区】
第 109 条　立地適正化計画に記載された都市機能
誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る
誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要
があると認められる区域（都市計画法第８条第
１項第一号に規定する用途地域が定められてい
る区域に限る。）については、都市計画に、特
定用途誘導地区を定めることができる。

２	 特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市
計画法第８条第３項第一号及び第三号に掲げる
事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は
一部を当該用途に供する建築物の容積率の最
高限度

二　当該地区における土地の合理的かつ健全な高
度利用を図るため必要な場合にあっては、建
築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面
積の最低限度

三　当該地区における市街地の環境を確保するた
め必要な場合にあっては、建築物の高さの最
高限度

都市再生特別措置法（抄）●　第 ８9 条
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都市緑地法（抄）
昭和 48 年９月１日法律第 72 号

最終改正：令和４年５月 20 日法律第 44 号

【緑地保全地域における行為の届出等】
第８条　緑地保全地域（特別緑地保全地区及び第
20 条第２項に規定する地区計画等緑地保全条
例により制限を受ける区域を除く。以下この条
及び第６章第２節において同じ。）内において、
次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通
省令で定めるところにより、あらかじめ、都道
府県知事等にその旨を届け出なければならな
い。

一　建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二　宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物
の掘採その他の土地の形質の変更

三　木竹の伐採
四　水面の埋立て又は干拓
五　前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全
に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定
めるもの

２	 都道府県知事等は、緑地保全地域内において前
項の規定により届出を要する行為をしようとす
る者又はした者に対して、当該緑地の保全のた
めに必要があると認めるときは、その必要な限
度において、緑地保全計画で定める基準に従い、
当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要
な措置をとるべき旨を命ずることができる。

３	 前項の処分は、第１項の届出をした者に対して
は、その届出があった日から起算して 30 日以
内に限り、することができる。

４	 都道府県知事等は、第１項の届出があった場合
において、実地の調査をする必要があるとき、
その他前項の期間内に第２項の処分をすること
ができない合理的な理由があるときは、その理
由が存続する間、前項の期間を延長することが
できる。この場合においては、同項の期間内に、
第１項の届出をした者に対し、その旨、延長す
る期間及び延長する理由を通知しなければなら
ない。

５	 第１項の届出をした者は、その届出をした日か
ら起算して 30 日を経過した後でなければ、当
該届出に係る行為に着手してはならない。

６	 都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及

第 ８条　●都市緑地法（抄）
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第１２条�［地区計画等緑化率条例による制限］‥ ‥‥‥‥779

都市緑地法（抄）
昭和 48 年９月１日法律第 72 号

最終改正：令和４年５月 20 日法律第 44 号

【緑地保全地域における行為の届出等】
第８条　緑地保全地域（特別緑地保全地区及び第
20 条第２項に規定する地区計画等緑地保全条
例により制限を受ける区域を除く。以下この条
及び第６章第２節において同じ。）内において、
次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通
省令で定めるところにより、あらかじめ、都道
府県知事等にその旨を届け出なければならな
い。

一　建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二　宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物
の掘採その他の土地の形質の変更

三　木竹の伐採
四　水面の埋立て又は干拓
五　前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全
に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定
めるもの

２	 都道府県知事等は、緑地保全地域内において前
項の規定により届出を要する行為をしようとす
る者又はした者に対して、当該緑地の保全のた
めに必要があると認めるときは、その必要な限
度において、緑地保全計画で定める基準に従い、
当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要
な措置をとるべき旨を命ずることができる。

３	 前項の処分は、第１項の届出をした者に対して
は、その届出があった日から起算して 30 日以
内に限り、することができる。

４	 都道府県知事等は、第１項の届出があった場合
において、実地の調査をする必要があるとき、
その他前項の期間内に第２項の処分をすること
ができない合理的な理由があるときは、その理
由が存続する間、前項の期間を延長することが
できる。この場合においては、同項の期間内に、
第１項の届出をした者に対し、その旨、延長す
る期間及び延長する理由を通知しなければなら
ない。

５	 第１項の届出をした者は、その届出をした日か
ら起算して 30 日を経過した後でなければ、当
該届出に係る行為に着手してはならない。

６	 都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及

第 ８条　●都市緑地法（抄）
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ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間
を短縮することができる。

７	 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方
公共団体（港湾法（昭和25年法律第218号）に規定する
港務局を含む。以下この条において同じ。）が
行う行為については、第１項の届出をすること
を要しない。この場合において、当該国の機関
又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為
をしようとするときは、あらかじめ、都道府県
知事等にその旨を通知しなければならない。

８	 都道府県知事等は、前項後段の通知があった場
合において、当該緑地の保全のため必要がある
と認めるときは、その必要な限度において、当
該国の機関又は地方公共団体に対し、緑地保全
計画で定める基準に従い、当該緑地の保全のた
めとるべき措置について協議を求めることがで
きる。

９	 次に掲げる行為については、第１項、第２項、
第７項後段及び前項の規定は、適用しない。
一　公益性が特に高いと認められる事業の実施に
係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支
障を及ぼすおそれがないと認められるものと
して政令で定めるもの

二　緑地保全地域に関する都市計画が定められた
際既に着手していた行為

三　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

四　首都圏保全法第４条第１項の規定による近郊
緑地保全計画に基づいて行う行為

五　近畿圏保全法第８条第４項第一号の政令で定
める行為に該当する行為

六　緑地保全計画に定められた緑地の保全に関連
して必要とされる施設の整備に関する事項に
従って行う行為

七　管理協定において定められた当該管理協定区
域内の緑地の保全に関連して必要とされる施
設の整備に関する事項に従って行う行為

八　市民緑地契約において定められた当該市民緑
地内の緑地の保全に関連して必要とされる施
設の整備に関する事項に従って行う行為

九　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

【原状回復命令等】
第９条　都道府県知事等は、前条第２項の規定によ
る処分に違反した者がある場合においては、そ

の者又はその者から当該土地、建築物その他の
工作物若しくは物件についての権利を承継した
者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の
保全に対する障害を排除するため必要な限度に
おいて、その原状回復を命じ、又は原状回復が
著しく困難である場合に、これに代わるべき必
要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

２	 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべ
き必要な措置（以下「原状回復等」という。）
を命じようとする場合において、過失がなくて
当該原状回復等を命ずべき者を確知することが
できないときは、都道府県知事等は、その者の
負担において、当該原状回復等を自ら行い、又
はその命じた者若しくは委任した者にこれを行
わせることができる。この場合においては、相
当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき
旨及びその期限までに当該原状回復等を行わな
いときは、都道府県知事等又はその命じた者若
しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨を
あらかじめ公告しなければならない。

３	 前項の規定により原状回復等を行おうとする者
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の
請求があった場合においては、これを提示しな
ければならない。

【特別緑地保全地区における行為の制限】
第 14 条　特別緑地保全地区内においては、次に掲
げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなけ
れば、してはならない。ただし、公益性が特に
高いと認められる事業の実施に係る行為のうち
当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれが
ないと認められるもので政令で定めるもの、当
該特別緑地保全地区に関する都市計画が定めら
れた際既に着手していた行為又は非常災害のた
め必要な応急措置として行う行為については、
この限りでない。

一　建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二　宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物
の掘採その他の土地の形質の変更

三　木竹の伐採
四　水面の埋立て又は干拓
五　前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全
に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定
めるもの

２	 都道府県知事等は、前項の許可の申請があった
場合において、その申請に係る行為が当該緑地
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の保全上支障があると認めるときは、同項の許
可をしてはならない。

３	 都道府県知事等は、第１項の許可の申請があっ
た場合において、当該緑地の保全のため必要が
あると認めるときは、許可に期限その他必要な
条件を付することができる。

４	 特別緑地保全地区内において第１項ただし書の
政令で定める行為に該当する行為で同項各号に
掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、
都道府県知事等にその旨を通知しなければなら
ない。

５	 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められ
た際当該特別緑地保全地区内において既に第１
項各号に掲げる行為に着手している者は、その
都市計画が定められた日から起算して 30 日以
内に、都道府県知事等にその旨を届け出なけれ
ばならない。

６	 特別緑地保全地区内において非常災害のため必
要な応急措置として第１項各号に掲げる行為を
した者は、その行為をした日から起算して 14
日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出な
ければならない。

７	 都道府県知事等は、第４項の通知又は第５項若
しくは前項の届出があった場合において、当該
緑地の保全のため必要があると認めるときは、
通知又は届出をした者に対して、必要な助言又
は勧告をすることができる。

８	 国の機関又は地方公共団体（港湾法に規定する
港務局を含む。以下この項において同じ。）が
行う行為については、第１項の許可を受けるこ
とを要しない。この場合において、当該国の機
関又は地方公共団体は、その行為をしようとす
るときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議
しなければならない。

９	 次に掲げる行為については、第１項から第７項
まで及び前項後段の規定は、適用しない。
一　首都圏保全法第４条第１項の規定による近郊
緑地保全計画に基づいて行う行為

二　近畿圏保全法第８条第４項第一号の政令で定
める行為に該当する行為

三　基本計画において定められた当該特別緑地保
全地区内の緑地の保全に関連して必要とされ
る施設の整備に関する事項に従って行う行為

四　管理協定において定められた当該管理協定区
域内の緑地の保全に関連して必要とされる施

設の整備に関する事項に従って行う行為
五　市民緑地契約において定められた当該市民緑
地内の緑地の保全に関連して必要とされる施
設の整備に関する事項に従って行う行為

六　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

【原状回復命令等についての準用】
第 15 条　第９条の規定は、前条第１項の規定に違
反した者又は同条第３項の規定により許可に付
された条件に違反した者がある場合について準
用する。

【地区計画等緑地保全条例】
第 20 条　市町村は、地区計画等（都市計画法第４
条第９項に規定する地区計画等をいう。以下同
じ。）の区域（地区整備計画（同法第 12 条の５
第２項第一号に規定する地区整備計画をいう。
以下この項及び第 39 条第１項において同じ。）、
防災街区整備地区整備計画（密集市街地にお
ける防災街区の整備の促進に関する法律（平成９
年法律第49号）第 32 条第２項第二号に規定する防
災街区整備地区整備計画をいう。第 39 条第１
項において同じ。）、沿道地区整備計画（幹線道
路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第34号）
第９条第２項第一号に規定する沿道地区整備計
画をいう。第 39 条第１項において同じ。）若し
くは集落地区整備計画（集落地域整備法（昭和62
年法律第63号）第５条第３項に規定する集落地区整
備計画をいう。）において、現に存する樹林地、
草地等（緑地であるものに限る。次項において
同じ。）で良好な居住環境を確保するため必要
なものの保全に関する事項（地区整備計画に
あっては、都市計画法第 12 条の５第７項第四
号に該当するものを除く。）が定められている
区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画（地
域における歴史的風致の維持及び向上に関する
法律（平成20年法律第40号）第 31 条第２項第一号に規
定する歴史的風致維持向上地区整備計画をい
う。第 39 条第１項において同じ。）において、
現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的
風致（同法第１条に規定する歴史的風致をいう。
第３項において同じ。）の維持及び向上を図る
とともに、良好な居住環境を確保するために必
要なものの保全に関する事項が定められている
区域（同項において「歴史的風致維持向上地区
整備計画区域」という。）に限り、特別緑地保
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の保全上支障があると認めるときは、同項の許
可をしてはならない。

３	 都道府県知事等は、第１項の許可の申請があっ
た場合において、当該緑地の保全のため必要が
あると認めるときは、許可に期限その他必要な
条件を付することができる。

４	 特別緑地保全地区内において第１項ただし書の
政令で定める行為に該当する行為で同項各号に
掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、
都道府県知事等にその旨を通知しなければなら
ない。

５	 特別緑地保全地区に関する都市計画が定められ
た際当該特別緑地保全地区内において既に第１
項各号に掲げる行為に着手している者は、その
都市計画が定められた日から起算して 30 日以
内に、都道府県知事等にその旨を届け出なけれ
ばならない。

６	 特別緑地保全地区内において非常災害のため必
要な応急措置として第１項各号に掲げる行為を
した者は、その行為をした日から起算して 14
日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出な
ければならない。

７	 都道府県知事等は、第４項の通知又は第５項若
しくは前項の届出があった場合において、当該
緑地の保全のため必要があると認めるときは、
通知又は届出をした者に対して、必要な助言又
は勧告をすることができる。

８	 国の機関又は地方公共団体（港湾法に規定する
港務局を含む。以下この項において同じ。）が
行う行為については、第１項の許可を受けるこ
とを要しない。この場合において、当該国の機
関又は地方公共団体は、その行為をしようとす
るときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議
しなければならない。

９	 次に掲げる行為については、第１項から第７項
まで及び前項後段の規定は、適用しない。

一　首都圏保全法第４条第１項の規定による近郊
緑地保全計画に基づいて行う行為

二　近畿圏保全法第８条第４項第一号の政令で定
める行為に該当する行為

三　基本計画において定められた当該特別緑地保
全地区内の緑地の保全に関連して必要とされ
る施設の整備に関する事項に従って行う行為

四　管理協定において定められた当該管理協定区
域内の緑地の保全に関連して必要とされる施

設の整備に関する事項に従って行う行為
五　市民緑地契約において定められた当該市民緑
地内の緑地の保全に関連して必要とされる施
設の整備に関する事項に従って行う行為

六　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

【原状回復命令等についての準用】
第 15 条　第９条の規定は、前条第１項の規定に違
反した者又は同条第３項の規定により許可に付
された条件に違反した者がある場合について準
用する。

【地区計画等緑地保全条例】
第 20 条　市町村は、地区計画等（都市計画法第４
条第９項に規定する地区計画等をいう。以下同
じ。）の区域（地区整備計画（同法第 12 条の５
第２項第一号に規定する地区整備計画をいう。
以下この項及び第 39 条第１項において同じ。）、
防災街区整備地区整備計画（密集市街地にお
ける防災街区の整備の促進に関する法律（平成９
年法律第49号）第 32 条第２項第二号に規定する防
災街区整備地区整備計画をいう。第 39 条第１
項において同じ。）、沿道地区整備計画（幹線道
路の沿道の整備に関する法律（昭和55年法律第34号）
第９条第２項第一号に規定する沿道地区整備計
画をいう。第 39 条第１項において同じ。）若し
くは集落地区整備計画（集落地域整備法（昭和62
年法律第63号）第５条第３項に規定する集落地区整
備計画をいう。）において、現に存する樹林地、
草地等（緑地であるものに限る。次項において
同じ。）で良好な居住環境を確保するため必要
なものの保全に関する事項（地区整備計画に
あっては、都市計画法第 12 条の５第７項第四
号に該当するものを除く。）が定められている
区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画（地
域における歴史的風致の維持及び向上に関する
法律（平成20年法律第40号）第 31 条第２項第一号に規
定する歴史的風致維持向上地区整備計画をい
う。第 39 条第１項において同じ。）において、
現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的
風致（同法第１条に規定する歴史的風致をいう。
第３項において同じ。）の維持及び向上を図る
とともに、良好な居住環境を確保するために必
要なものの保全に関する事項が定められている
区域（同項において「歴史的風致維持向上地区
整備計画区域」という。）に限り、特別緑地保
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全地区を除く。）内において、条例で、当該区
域内における第 14 条第１項各号に掲げる行為
について、市町村長の許可を受けなければなら
ないこととすることができる。

２	 前項の規定に基づく条例（以下「地区計画等緑
地保全条例」という。）には、併せて、市町村
長が当該樹林地、草地等の保全のために必要が
あると認めるときは、許可に期限その他必要な
条件を付することができる旨を定めることがで
きる。

３	 地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区
域内における土地利用の状況等を考慮し、良好
な居住環境の確保（第１項（歴史的風致維持向
上地区整備計画区域に係る部分に限る。）の規
定に基づく条例による制限にあっては、歴史的
風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確
保）及び都市における緑地の適正な保全を図る
ため、合理的に必要と認められる限度において
行うものとする。

４	 地区計画等緑地保全条例には、第 14 条第１項
ただし書、第２項、第４項から第８項まで及び
第９項（第一号、第二号、第五号及び第六号に
係る部分に限る。）の規定の例により、当該条
例に定める制限の適用除外、許可基準その他必
要な事項を定めなければならない。

【緑化地域に関する都市計画】
第 34 条　都市計画区域内の都市計画法第８条第１
項第一号に規定する用途地域が定められた土地
の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な
緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を
推進する必要がある区域については、都市計画
に、緑化地域を定めることができる。

２	 緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第
８条第３項第一号及び第三号に掲げる事項のほ
か、建築物の緑化施設（植栽、花壇その他の緑
化のための施設及び敷地内の保全された樹木並
びにこれらに附属して設けられる園路、土留そ
の他の施設（当該建築物の空地、屋上その他の
屋外に設けられるものに限る。）をいう。以下
この章において同じ。）の面積の敷地面積に対
する割合（以下「緑化率」という。）の最低限
度を定めるものとする。

３	 前項の都市計画において定める建築物の緑化率
の最低限度は、　	を超えてはならない。2.5

10

【緑化率】
第 35 条　緑化地域内においては、敷地面積が＊１ 政

令で定める規模以上の建築物の新築又は増築
（当該緑化地域に関する都市計画が定められた
際既に着手していた行為及び＊２ 政令で定める
範囲内の増築を除く。以下この節において同
じ。）をしようとする者は、当該建築物の緑化
率を、緑化地域に関する都市計画において定め
られた建築物の緑化率の最低限度以上としなけ
ればならない。当該新築又は増築をした建築物
の維持保全をする者についても、同様とする。

▪＊１ 政令【緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模】

令９条�➡７７９ 

▪＊２ 政令【緑化率の規制の対象とならない増築の範囲】

令１0条�➡７７９ 

２	 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する
建築物については、適用しない。

一　その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物で
あって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼ
すおそれがないと認めて市町村長が許可した
もの

二　学校その他の建築物であって、その用途に
よってやむを得ないと認めて市町村長が許可
したもの

三　その敷地の全部又は一部が崖地である建築物
その他の建築物であって、その敷地の状況に
よってやむを得ないと認めて市町村長が許可
したもの

３	 市町村長は、前項各号に規定する許可の申請が
あった場合において、良好な都市環境を形成す
るため必要があると認めるときは、許可に必要
な条件を付することができる。

４	 建築物の敷地が、第１項の規定による建築物の
緑化率に関する制限が異なる区域の２以上にわ
たる場合においては、当該建築物の緑化率は、
同項の規定にかかわらず、各区域の建築物の緑
化率の最低限度（建築物の緑化率に関する制限
が定められていない区域にあっては、零）にそ
の敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地
面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上
でなければならない。

【一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例】
第 36 条　建築基準法第 86 条第１項から第４項ま
で（これらの規定を同法第 86 条の２第８項に
おいて準用する場合を含む。）の規定により一

都市緑地法（抄）●　第 3４ 条
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の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土
地の区域内の建築物については、当該一団地又
は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条
の規定を適用する。

第 39 条　市町村は、地区計画等の区域（地区整備
計画、特定建築物地区整備計画（密集市街地
における防災街区の整備の促進に関する法律
第 32 条第２項第一号に規定する特定建築物地
区整備計画をいう。）、防災街区整備地区整備計
画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
地区整備計画において建築物の緑化率の最低限
度が定められている区域に限る。）内において、
当該地区計画等の内容として定められた建築物
の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築
又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の
維持保全に関する制限として定めることができ
る。

２	 前項の規定に基づく条例（以下「地区計画等緑
化率条例」という。以下同じ。）による制限は、
建築物の利用上の必要性、当該区域内における
土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による
良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必
要と認められる限度において、政令で定める基
準に従い、行うものとする。

３	 地区計画等緑化率条例には、第 37 条及び前条
の規定の例により、違反是正のための措置並び
に報告の徴収及び立入検査をすることができる
旨を定めることができる。

【建築基準関係規定】
第 41 条　第 35 条、第 36 条及び第 39 条第１項の
規定は、建築基準法第６条第１項に規定する建
築基準関係規定（以下単に「建築基準関係規定」
という。）とみなす。

【制限の特例】
第 42 条　第 35 条及び第 39 条第１項の規定は、次
の各号のいずれかに該当する建築物について
は、適用しない。
一　建築基準法第３条第１項各号に掲げる建築物
二　建築基準法第 85 条第１項又は第２項に規定
する応急仮設建築物であって、その建築物の
工事を完了した後３月以内であるもの又は同
条第３項の許可を受けたもの

三　建築基準法第 85 条第２項に規定する工事を
施工するために現場に設ける事務所、下小屋、
材料置場その他これらに類する仮設建築物

四　建築基準法第 85 条第６項又は第７項の許可
を受けた建築物

【緑化施設の工事の認定】
第 43 条　第 35 条又は地区計画等緑化率条例の規
定による規制の対象となる建築物の新築又は増
築をしようとする者は、気温その他のやむを得
ない理由により建築基準法第６条第１項の規定
による工事の完了の日までに緑化施設に関する
工事（植栽工事に係るものに限る。以下この条
において同じ。）を完了することができない場
合においては、国土交通省令で定めるところに
より、市町村長に申し出て、その旨の認定を受
けることができる。

２	 建築基準法第７条第４項に規定する建築主事等
又は同法第７条の２第１項の規定による指定を
受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、そ
の検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設
に関する工事が完了していないことを除き、建
築基準関係規定に適合していることを認めた場
合においては、同法第７条第５項又は第７条の
２第５項の規定にかかわらず、これらの規定に
よる検査済証を交付しなければならない。

３	 前項の規定による検査済証の交付を受けた者
は、第１項のやむを得ない理由がなくなった後
速やかに緑化施設に関する工事を完了しなけれ
ばならない。

４	 第 37 条及び第 38 条の規定は、前項の規定の違
反について準用する。

【緑化施設の管理】
第 44 条　市町村は、条例で、第 35 条又は地区計
画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施
設の管理の方法の基準を定めることができる。

【緑地協定の締結等】
第 45 条　都市計画区域又は準都市計画区域内にお
ける相当規模の一団の土地又は道路、河川等に
隣接する相当の区間にわたる土地（これらの土
地のうち、公共施設の用に供する土地その他の
政令で定める土地を除く。）の所有者及び建築
物その他の工作物の所有を目的とする地上権又
は賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定
されたことが明らかなものを除く。以下「借地
権等」という。）を有する者（土地区画整理法（昭
和29年法律第119号）第 98 条第１項（大都市地域に
おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特
別措置法（昭和50年法律第67号）第 83 条において準用

第 39 条　●都市緑地法（抄）
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の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土
地の区域内の建築物については、当該一団地又
は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条
の規定を適用する。

第 39 条　市町村は、地区計画等の区域（地区整備
計画、特定建築物地区整備計画（密集市街地
における防災街区の整備の促進に関する法律
第 32 条第２項第一号に規定する特定建築物地
区整備計画をいう。）、防災街区整備地区整備計
画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
地区整備計画において建築物の緑化率の最低限
度が定められている区域に限る。）内において、
当該地区計画等の内容として定められた建築物
の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築
又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の
維持保全に関する制限として定めることができ
る。

２	 前項の規定に基づく条例（以下「地区計画等緑
化率条例」という。以下同じ。）による制限は、
建築物の利用上の必要性、当該区域内における
土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による
良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必
要と認められる限度において、政令で定める基
準に従い、行うものとする。

３	 地区計画等緑化率条例には、第 37 条及び前条
の規定の例により、違反是正のための措置並び
に報告の徴収及び立入検査をすることができる
旨を定めることができる。

【建築基準関係規定】
第 41 条　第 35 条、第 36 条及び第 39 条第１項の
規定は、建築基準法第６条第１項に規定する建
築基準関係規定（以下単に「建築基準関係規定」
という。）とみなす。

【制限の特例】
第 42 条　第 35 条及び第 39 条第１項の規定は、次
の各号のいずれかに該当する建築物について
は、適用しない。

一　建築基準法第３条第１項各号に掲げる建築物
二　建築基準法第 85 条第１項又は第２項に規定
する応急仮設建築物であって、その建築物の
工事を完了した後３月以内であるもの又は同
条第３項の許可を受けたもの

三　建築基準法第 85 条第２項に規定する工事を
施工するために現場に設ける事務所、下小屋、
材料置場その他これらに類する仮設建築物

四　建築基準法第 85 条第６項又は第７項の許可
を受けた建築物

【緑化施設の工事の認定】
第 43 条　第 35 条又は地区計画等緑化率条例の規
定による規制の対象となる建築物の新築又は増
築をしようとする者は、気温その他のやむを得
ない理由により建築基準法第６条第１項の規定
による工事の完了の日までに緑化施設に関する
工事（植栽工事に係るものに限る。以下この条
において同じ。）を完了することができない場
合においては、国土交通省令で定めるところに
より、市町村長に申し出て、その旨の認定を受
けることができる。

２	 建築基準法第７条第４項に規定する建築主事等
又は同法第７条の２第１項の規定による指定を
受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、そ
の検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設
に関する工事が完了していないことを除き、建
築基準関係規定に適合していることを認めた場
合においては、同法第７条第５項又は第７条の
２第５項の規定にかかわらず、これらの規定に
よる検査済証を交付しなければならない。

３	 前項の規定による検査済証の交付を受けた者
は、第１項のやむを得ない理由がなくなった後
速やかに緑化施設に関する工事を完了しなけれ
ばならない。

４	 第 37 条及び第 38 条の規定は、前項の規定の違
反について準用する。

【緑化施設の管理】
第 44 条　市町村は、条例で、第 35 条又は地区計
画等緑化率条例の規定により設けられた緑化施
設の管理の方法の基準を定めることができる。

【緑地協定の締結等】
第 45 条　都市計画区域又は準都市計画区域内にお
ける相当規模の一団の土地又は道路、河川等に
隣接する相当の区間にわたる土地（これらの土
地のうち、公共施設の用に供する土地その他の
政令で定める土地を除く。）の所有者及び建築
物その他の工作物の所有を目的とする地上権又
は賃借権（臨時設備その他一時使用のため設定
されたことが明らかなものを除く。以下「借地
権等」という。）を有する者（土地区画整理法（昭
和29年法律第119号）第 98 条第１項（大都市地域に
おける住宅及び住宅地の供給の促進に関する特
別措置法（昭和50年法律第67号）第 83 条において準用

第 39 条　●都市緑地法（抄）
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する場合を含む。以下この項、第 49 条第１項
及び第２項並びに第 51 条第１項、第２項及び
第５項において同じ。）の規定により仮換地と
して指定された土地にあっては、当該土地に対
応する従前の土地の所有者及び借地権等を有す
る者。以下「土地所有者等」と総称する。）は、
地域の良好な環境を確保するため、その全員の
合意により、当該土地の区域における緑地の保
全又は緑化に関する協定（以下「緑地協定」と
いう。）を締結することができる。ただし、当
該土地（土地区画整理法第 98 条第１項の規定
により仮換地として指定された土地にあって
は、当該土地に対応する従前の土地）の区域内
に借地権等の目的となっている土地がある場合
においては、当該借地権等の目的となっている
土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意
があれば足りる。

２	 緑地協定においては、次に掲げる事項を定めな
ければならない。
一　緑地協定の目的となる土地の区域（以下「緑
地協定区域」という。）

二　次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項
のうち必要なもの
イ　保全又は植栽する樹木等の種類
ロ　樹木等を保全又は植栽する場所
ハ　保全又は設置する垣又はさくの構造
ニ　保全又は植栽する樹木等の管理に関する事
項

ホ　その他緑地の保全又は緑化に関する事項
三　緑地協定の有効期間
四　緑地協定に違反した場合の措置
３	 緑地協定においては、前項各号に掲げるものの
ほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土
地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であっ
て、緑地協定区域の一部とすることにより地域
の良好な環境の確保に資するものとして緑地協
定区域の土地となることを当該緑地協定区域内
の土地所有者等が希望するもの（以下「緑地協
定区域隣接地」という。）を定めることができる。

４	 第１項の規定による緑地協定は、市町村長の認
可を受けなければならない。

都市緑地法施行令（抄）
昭和 49 年１月 10 日政令第３号

最終改正：令和５年３月 23 日政令第 68 号

【緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模】
第９条　法第 35 条第１項の政令で定める規模は、
1,000㎡とする。ただし、土地利用の状況により、
建築物の敷地内において緑化を推進することが
特に必要であると認められるときは、市町村は、
条例で、区域を限り、300㎡以上 1,000㎡未満の
範囲内で、その規模を別に定めることができる。

【緑化率の規制の対象とならない増築の範囲】
第 10 条　法第 35 条第１項の政令で定める範囲は、
増築後の建築物の床面積（建築基準法施行令（昭
和25年政令第338号）第２条第１項第三号の床面積を
いう。以下同じ。）の合計が緑化地域に関する
都市計画が定められた日における当該建築物の
床面積の合計の 1.2 倍を超えないこととする。

【地区計画等緑化率条例による制限】
第 12 条　法第 39 条第２項の地区計画等緑化率条
例（以下この条において「地区計画等緑化率条
例」という。）による建築物の緑化率の最低限
度は、　	を超えないものとする。

２	 地区計画等緑化率条例には、次に掲げる建築物
の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外
に関する規定を定めるものとする。

一　敷地面積が一定規模未満の建築物の新築及び
増築についての適用の除外に関する規定

二　地区計画等緑化率条例の施行の日において既
に着手していた行為についての適用の除外に
関する規定

三　増築後の建築物の床面積の合計が地区計画等
緑化率条例の施行の日における当該建築物の
床面積の合計の 1.2 倍を超えない建築物の増
築についての適用の除外に関する規定

四　法第 35 条第２項の規定の例による同項の建
築物についての適用の除外に関する規定

2.5
10

都市緑地法（抄）●　第 ４５ 条、都市緑地法施行令（抄）●　第 9条
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土地区画整理法（抄）
昭和 29 年５月 20 日法律第 119 号

最終改正：令和３年５月 19 日法律第 37 号

【この法律の目的】
第１条　この法律は、土地区画整理事業に関し、そ
の施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項
を規定することにより、健全な市街地の造成を
図り、もって公共の福祉の増進に資することを
目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「土地区画整理事業」と
は、都市計画区域内の土地について、公共施設
の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、
この法律で定めるところに従って行われる土地
の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更
に関する事業をいう。

２	 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施
行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物
その他の物件の設置、管理及び処分に関する事
業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の
事業にあわせて行われる場合においては、これ
らの事業は、土地区画整理事業に含まれるもの
とする。

３	 この法律において「施行者」とは、土地区画整
理事業を施行する者をいう。

４	 この法律において「施行地区」とは、土地区画
整理事業を施行する土地の区域をいう。

５	 この法律において「公共施設」とは、道路、公
園、広場、河川その他政令で定める公共の用に
供する施設をいう。

６	 この法律において「宅地」とは、公共施設の用
に供されている国又は地方公共団体の所有する
土地以外の土地をいう。

７	 この法律において「借地権」とは、借地借家法（平
成３年法律第90号）にいう借地権をいい、「借地」と
は、借地権の目的となっている宅地をいう。

８	 この法律において「施行区域」とは、都市計画
法（昭和43年法律第100号）第 12 条第２項の規定によ
り土地区画整理事業について都市計画に定めら
れた施行区域をいう。

【建築行為等の制限】
第 76 条　次に掲げる公告があった日後、第 103 条
第４項の公告がある日までは、施行地区内にお

いて、土地区画整理事業の施行の障害となるお
それがある土地の形質の変更若しくは建築物そ
の他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、
又は政令で定める移動の容易でない物件の設置
若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大
臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土
交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整
理事業にあっては都道府県知事（市の区域内に
おいて個人施行者、組合若しくは区画整理会社
が施行し、又は市が第３条第４項の規定により
施行する土地区画整理事業にあっては、当該市
の長。以下この条において「都道府県知事等」
という。）の許可を受けなければならない。

一　個人施行者が施行する土地区画整理事業に
あっては、その施行についての認可の公告又
は施行地区の変更を含む事業計画の変更（以
下この項において「事業計画の変更」という。）
についての認可の公告

二　組合が施行する土地区画整理事業にあって
は、第 21 条第３項の公告又は事業計画の変
更についての認可の公告

三　区画整理会社が施行する土地区画整理事業に
あっては、その施行についての認可の公告又
は事業計画の変更についての認可の公告

四　市町村、都道府県又は国土交通大臣が第３条
第４項又は第５項の規定により施行する土地
区画整理事業にあっては、事業計画の決定の
公告又は事業計画の変更の公告

五　機構等が第３条の２又は第３条の３の規定に
より施行する土地区画整理事業にあっては、
施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業
計画の変更の認可の公告

２	 都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請
があった場合において、その許可をしようとす
るときは、施行者の意見を聴かなければならな
い。

３	 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第１項に
規定する許可をする場合において、土地区画整
理事業の施行のため必要があると認めるとき
は、許可に期限その他必要な条件を付すること
ができる。この場合において、これらの条件は、
当該許可を受けた者に不当な義務を課するもの
であってはならない。

４	 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第１項の
規定に違反し、又は前項の規定により付した条
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土地区画整理法（抄）
昭和 29 年５月 20 日法律第 119 号

最終改正：令和３年５月 19 日法律第 37 号

【この法律の目的】
第１条　この法律は、土地区画整理事業に関し、そ
の施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項
を規定することにより、健全な市街地の造成を
図り、もって公共の福祉の増進に資することを
目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「土地区画整理事業」と
は、都市計画区域内の土地について、公共施設
の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、
この法律で定めるところに従って行われる土地
の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更
に関する事業をいう。

２	 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施
行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物
その他の物件の設置、管理及び処分に関する事
業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の
事業にあわせて行われる場合においては、これ
らの事業は、土地区画整理事業に含まれるもの
とする。

３	 この法律において「施行者」とは、土地区画整
理事業を施行する者をいう。

４	 この法律において「施行地区」とは、土地区画
整理事業を施行する土地の区域をいう。

５	 この法律において「公共施設」とは、道路、公
園、広場、河川その他政令で定める公共の用に
供する施設をいう。

６	 この法律において「宅地」とは、公共施設の用
に供されている国又は地方公共団体の所有する
土地以外の土地をいう。

７	 この法律において「借地権」とは、借地借家法（平
成３年法律第90号）にいう借地権をいい、「借地」と
は、借地権の目的となっている宅地をいう。

８	 この法律において「施行区域」とは、都市計画
法（昭和43年法律第100号）第 12 条第２項の規定によ
り土地区画整理事業について都市計画に定めら
れた施行区域をいう。

【建築行為等の制限】
第 76 条　次に掲げる公告があった日後、第 103 条
第４項の公告がある日までは、施行地区内にお

いて、土地区画整理事業の施行の障害となるお
それがある土地の形質の変更若しくは建築物そ
の他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、
又は政令で定める移動の容易でない物件の設置
若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大
臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土
交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整
理事業にあっては都道府県知事（市の区域内に
おいて個人施行者、組合若しくは区画整理会社
が施行し、又は市が第３条第４項の規定により
施行する土地区画整理事業にあっては、当該市
の長。以下この条において「都道府県知事等」
という。）の許可を受けなければならない。

一　個人施行者が施行する土地区画整理事業に
あっては、その施行についての認可の公告又
は施行地区の変更を含む事業計画の変更（以
下この項において「事業計画の変更」という。）
についての認可の公告

二　組合が施行する土地区画整理事業にあって
は、第 21 条第３項の公告又は事業計画の変
更についての認可の公告

三　区画整理会社が施行する土地区画整理事業に
あっては、その施行についての認可の公告又
は事業計画の変更についての認可の公告

四　市町村、都道府県又は国土交通大臣が第３条
第４項又は第５項の規定により施行する土地
区画整理事業にあっては、事業計画の決定の
公告又は事業計画の変更の公告

五　機構等が第３条の２又は第３条の３の規定に
より施行する土地区画整理事業にあっては、
施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業
計画の変更の認可の公告

２	 都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請
があった場合において、その許可をしようとす
るときは、施行者の意見を聴かなければならな
い。

３	 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第１項に
規定する許可をする場合において、土地区画整
理事業の施行のため必要があると認めるとき
は、許可に期限その他必要な条件を付すること
ができる。この場合において、これらの条件は、
当該許可を受けた者に不当な義務を課するもの
であってはならない。

４	 国土交通大臣又は都道府県知事等は、第１項の
規定に違反し、又は前項の規定により付した条
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件に違反した者がある場合においては、これら
の者又はこれらの者から当該土地、建築物その
他の工作物又は物件についての権利を承継した
者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整
理事業の施行に対する障害を排除するため必要
な限度において、当該土地の原状回復を命じ、
又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の
移転若しくは除却を命ずることができる。

５（略）

【換地計画の決定及び認可】
第 86 条　施行者は、施行地区内の宅地について換
地処分を行うため、換地計画を定めなければな
らない。この場合において、施行者が個人施行
者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等で
あるときは、国土交通省令で定めるところによ
り、その換地計画について都道府県知事の認可
を受けなければならない。

２	 個人施行者、組合又は区画整理会社が前項の規
定による認可の申請をしようとするときは、換
地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由し
て行わなければならない。

３	 施行地区が工区に分かれている場合において
は、第１項の換地計画は、工区ごとに定めるこ
とができる。

４	 都道府県知事は、第１項に規定する認可の申請
があった場合においては、次の各号のいずれか
に該当する事実があると認めるとき以外は、そ
の認可をしなければならない。
一　申請手続が法令に違反していること。
二　換地計画の決定手続又は内容が法令に違反し
ていること。

三　換地計画の内容が事業計画の内容と抵触して
いること。

５	 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換
地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地
区（都市再開発法第２条第三号に規定する施行
地区をいう。）が含まれている場合においては、
当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさな
いと認めるときでなければ、第１項に規定する
認可をしてはならない。

【換地】
第 89 条　換地計画において換地を定める場合にお
いては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土
質、水利、利用状況、環境等が照応するように

定めなければならない。
２	（略）

【仮換地の指定】
第 98 条　施行者は、換地処分を行う前において、
土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設
若しくは変更に係る工事のため必要がある場合
又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要
がある場合においては、施行地区内の宅地につ
いて仮換地を指定することができる。この場合
において、従前の宅地について地上権、永小作
権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益す
ることができる権利を有する者があるときは、
その仮換地について仮にそれらの権利の目的と
なるべき宅地又はその部分を指定しなければな
らない。

２	 施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、
又は仮換地について仮に権利の目的となるべき
宅地若しくはその部分を指定する場合において
は、換地計画において定められた事項又はこの
法律に定める換地計画の決定の基準を考慮して
しなければならない。

３	 第１項の規定により仮換地を指定し、又は仮換
地について仮に権利の目的となるべき宅地若し
くはその部分を指定しようとする場合において
は、あらかじめ、その指定について、個人施行
者は、従前の宅地の所有者及びその宅地につい
ての同項後段に規定する権利をもって施行者に
対抗することができる者並びに仮換地となるべ
き宅地の所有者及びその宅地についての同項後
段に規定する権利をもって施行者に対抗するこ
とができる者の同意を得なければならず、組合
は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を
得なければならないものとし、第３条第４項若
しくは第５項、第３条の２又は第３条の３の規
定による施行者は、土地区画整理審議会の意見
を聴かなければならないものとする。

４	 区画整理会社は、第１項の規定により仮換地を
指定し、又は仮換地について仮に権利の目的と
なるべき宅地若しくはその部分を指定しようと
する場合においては、あらかじめ、その指定に
ついて、施行地区内の宅地について所有権を有
するすべての者及びその区域内の宅地について
借地権を有するすべての者のそれぞれの　以
上の同意を得なければならない。この場合にお

2
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いては、同意した者が所有するその区域内の宅
地の地積と同意した者が有する借地権の目的と
なっているその区域内の宅地の地積との合計
が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的
となっている宅地の総地積との合計の　以上
でなければならない。

５	 第１項の規定による仮換地の指定は、その仮換
地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所
有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換
地の指定の効力発生の日を通知してするものと
する。

６	 前項の規定により通知をする場合において、仮
換地となるべき土地について地上権、永小作権、
賃借権その他の土地を使用し、又は収益するこ
とができる権利を有する者があるときは、これ
らの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の
指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこ
れらの権利を有する者があるときは、これらの
者にその宅地に対する仮換地となるべき土地に
ついて定められる仮にこれらの権利の目的とな
るべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効
力発生の日を通知しなければならない。

７	 第１項の規定による仮換地の指定又は仮換地に
ついて仮に権利の目的となるべき宅地若しくは
その部分の指定については、行政手続法（平成５
年法律第88号）第３章の規定は、適用しない。

【仮換地の指定の効果】
第 99 条　前条第１項の規定により仮換地が指定さ
れた場合においては、従前の宅地について権原
に基づき使用し、又は収益することができる者
は、仮換地の指定の効力発生の日から第 103 条
第４項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地
について仮に使用し、若しくは収益することが
できる権利の目的となるべき宅地若しくはその
部分について、従前の宅地について有する権利
の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益
をすることができるものとし、従前の宅地につ
いては、使用し、又は収益することができない
ものとする。

２	 施行者は、前条第１項の規定により仮換地を指
定した場合において、その仮換地に使用又は収
益の障害となる物件が存するときその他特別の
事情があるときは、その仮換地について使用又
は収益を開始することができる日を同条第５項
に規定する日と別に定めることができる。この

2
3

場合においては、同項及び同条第６項の規定に
よる通知に併せてその旨を通知しなければなら
ない。

３	 前２項の場合においては、仮換地について権原
に基づき使用し、又は収益することができる者
は、前条第５項に規定する日（前項前段の規定
によりその仮換地について使用又は収益を開始
することができる日を別に定めた場合において
は、その日）から第 103 条第４項の公告がある
日まで、当該仮換地を使用し、又は収益するこ
とができない。

【換地処分】
第 103 条　換地処分は、関係権利者に換地計画に
おいて定められた関係事項を通知してするもの
とする。

２	 換地処分は、換地計画に係る区域の全部につい
て土地区画整理事業の工事が完了した後におい
て、遅滞なく、しなければならない。ただし、
規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めが
ある場合においては、換地計画に係る区域の全
部について工事が完了する以前においても換地
処分をすることができる。

３	 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は
機構等は、換地処分をした場合においては、遅
滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

４	 国土交通大臣は、換地処分をした場合において
は、その旨を公告しなければならない。都道府
県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は
前項の届出があった場合においては、換地処分
があった旨を公告しなければならない。

５	 換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の
区域又は名称について変更又は廃止をすること
が必要となる場合においては、前項の公告に係
る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の
効力が同時に発生するように、その公告をしな
ければならない。

６	 換地処分については、行政手続法第３章の規定
は、適用しない。
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いては、同意した者が所有するその区域内の宅
地の地積と同意した者が有する借地権の目的と
なっているその区域内の宅地の地積との合計
が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的
となっている宅地の総地積との合計の　以上
でなければならない。

５	 第１項の規定による仮換地の指定は、その仮換
地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所
有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換
地の指定の効力発生の日を通知してするものと
する。

６	 前項の規定により通知をする場合において、仮
換地となるべき土地について地上権、永小作権、
賃借権その他の土地を使用し、又は収益するこ
とができる権利を有する者があるときは、これ
らの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の
指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこ
れらの権利を有する者があるときは、これらの
者にその宅地に対する仮換地となるべき土地に
ついて定められる仮にこれらの権利の目的とな
るべき宅地又はその部分及び仮換地の指定の効
力発生の日を通知しなければならない。

７	 第１項の規定による仮換地の指定又は仮換地に
ついて仮に権利の目的となるべき宅地若しくは
その部分の指定については、行政手続法（平成５
年法律第88号）第３章の規定は、適用しない。

【仮換地の指定の効果】
第 99 条　前条第１項の規定により仮換地が指定さ
れた場合においては、従前の宅地について権原
に基づき使用し、又は収益することができる者
は、仮換地の指定の効力発生の日から第 103 条
第４項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地
について仮に使用し、若しくは収益することが
できる権利の目的となるべき宅地若しくはその
部分について、従前の宅地について有する権利
の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益
をすることができるものとし、従前の宅地につ
いては、使用し、又は収益することができない
ものとする。

２	 施行者は、前条第１項の規定により仮換地を指
定した場合において、その仮換地に使用又は収
益の障害となる物件が存するときその他特別の
事情があるときは、その仮換地について使用又
は収益を開始することができる日を同条第５項
に規定する日と別に定めることができる。この

2
3

場合においては、同項及び同条第６項の規定に
よる通知に併せてその旨を通知しなければなら
ない。

３	 前２項の場合においては、仮換地について権原
に基づき使用し、又は収益することができる者
は、前条第５項に規定する日（前項前段の規定
によりその仮換地について使用又は収益を開始
することができる日を別に定めた場合において
は、その日）から第 103 条第４項の公告がある
日まで、当該仮換地を使用し、又は収益するこ
とができない。

【換地処分】
第 103 条　換地処分は、関係権利者に換地計画に
おいて定められた関係事項を通知してするもの
とする。

２	 換地処分は、換地計画に係る区域の全部につい
て土地区画整理事業の工事が完了した後におい
て、遅滞なく、しなければならない。ただし、
規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めが
ある場合においては、換地計画に係る区域の全
部について工事が完了する以前においても換地
処分をすることができる。

３	 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は
機構等は、換地処分をした場合においては、遅
滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

４	 国土交通大臣は、換地処分をした場合において
は、その旨を公告しなければならない。都道府
県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は
前項の届出があった場合においては、換地処分
があった旨を公告しなければならない。

５	 換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の
区域又は名称について変更又は廃止をすること
が必要となる場合においては、前項の公告に係
る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の
効力が同時に発生するように、その公告をしな
ければならない。

６	 換地処分については、行政手続法第３章の規定
は、適用しない。

第 99 条　●土地区画整理法（抄）
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道路法（抄）
昭和 27 年６月 10 日法律第 180 号

最終改正：令和３年３月 31 日法律第９号

【用語の定義】
第２条　この法律において「道路」とは、一般交通
の用に供する道で次条各号に掲げるものをい
い、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター
等道路と一体となってその効用を全うする施設
又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属
して設けられているものを含むものとする。

２	 この法律において「道路の附属物」とは、道路
の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確
保その他道路の管理上必要な施設又は工作物
で、次に掲げるものをいう。
一　道路上の柵又は駒止め
二　道路上の並木又は街灯で第 18 条第１項に規
定する道路管理者の設けるもの

三　道路標識、道路元標又は里程標
四　道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装
置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡
施設その他これらに類するものをいう。）

五　自動運行補助施設（電子的方法、磁気的方法
その他人の知覚によって認識することができ
ない方法により道路運送車両法（昭和26年法律第
185号）第 41 条第１項第二十号に掲げる自動運
行装置を備えている自動車の自動的な運行を
補助するための施設その他これに類するもの
をいう。以下同じ。）で道路上に又は道路の
路面下に第 18 条第１項に規定する道路管理
者が設けるもの

六　道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機
械、器具又は材料の常置場

七　自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、
又は道路に接して第 18 条第１項に規定する
道路管理者が設けるもの

八〜十　（略）
３〜５　（略）

【道路の種類】
第３条　道路の種類は、次に掲げるものとする。
一　高速自動車国道
二　一般国道
三　都道府県道

四　市町村道
【道路の占用の許可】
第 32 条　道路に次の各号のいずれかに掲げる工作
物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路管理者の許
可を受けなければならない。

一　電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話
所、広告塔その他これらに類する工作物

二　水管、下水道管、ガス管その他これらに類す
る物件

三　鉄道、軌道、自動車運行補助施設その他これ
らに類する施設

四　歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五　地下街、地下室、通路、浄化槽その他これら
に類する施設

六　露店、商品置場その他これらに類する施設
七　前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は
交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物
件又は施設で政令で定めるもの

２	 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に
掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提
出しなければならない。

一　道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工
作物、物件又は施設を設け、継続して道路を
使用することをいう。以下同じ。）の目的

二　道路の占用の期間
三　道路の占用の場所
四　工作物、物件又は施設の構造
五　工事実施の方法
六　工事の時期
七　道路の復旧方法

３	 第１項の規定による許可を受けた者（以下「道
路占用者」という。）は、前項各号に掲げる事
項を変更しようとする場合においては、その変
更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のな
いと認められる軽易なもので政令で定めるもの
である場合を除く外、あらかじめ道路管理者の
許可を受けなければならない。

４	 第１項又は前項の規定による許可に係る行為が
道路交通法第 77 条第１項の規定の適用を受け
るものである場合においては、第２項の規定に
よる申請書の提出は、当該地域を管轄する警察
署長を経由して行なうことができる。この場合
において、当該警察署長は、すみやかに当該申
請書を道路管理者に送付しなければならない。

道路法（抄）●　第 2条

線引きはありません
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５	 道路管理者は、第１項又は第３項の規定による
許可を与えようとする場合において、当該許可
に係る行為が道路交通法第 77 条第１項の規定
の適用を受けるものであるときは、あらかじめ
当該地域を管轄する警察署長に協議しなければ
ならない。

【通行の制限等】
第 48条の 15　何人もみだりに自転車専用道路を自
転車（自転車以外の軽車両（道路交通法第２条
第１項第十一号に規定する軽車両をいう。）そ
の他の車両で国土交通省令で定めるものを含
む。以下同じ。）による以外の方法により通行
してはならない。

２	 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車
以外の車両により通行してはならない。

３	 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通
行してはならない。

４	 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他
必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明ら
かにした道路標識を設けなければならない。

第 ４８ 条の 1５　●道路法（抄）

線引きはありません
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５	 道路管理者は、第１項又は第３項の規定による
許可を与えようとする場合において、当該許可
に係る行為が道路交通法第 77 条第１項の規定
の適用を受けるものであるときは、あらかじめ
当該地域を管轄する警察署長に協議しなければ
ならない。

【通行の制限等】
第 48条の 15　何人もみだりに自転車専用道路を自
転車（自転車以外の軽車両（道路交通法第２条
第１項第十一号に規定する軽車両をいう。）そ
の他の車両で国土交通省令で定めるものを含
む。以下同じ。）による以外の方法により通行
してはならない。

２	 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車
以外の車両により通行してはならない。

３	 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通
行してはならない。

４	 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他
必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明ら
かにした道路標識を設けなければならない。

第 ４８ 条の 1５　●道路法（抄）
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駐車場法（抄）
昭和 32 年５月 16 日法律第 106 号

最終改正：平成 29 年５月 12 日法律第 26 号

【目的】
第１条　この法律は、都市における自動車の駐車の
ための施設の整備に関し必要な事項を定めるこ
とにより、道路交通の円滑化を図り、もって公
衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持
及び増進に寄与することを目的とする。

【用語の定義】
第２条　この法律において次の各号に掲げる用語の
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。

一　路上駐車場　　駐車場整備地区内の道路の路
面に一定の区画を限って設置される自動車の
駐車のための施設であって一般公共の用に供
されるものをいう。

二　路外駐車場　　道路の路面外に設置される自
動車の駐車のための施設であって一般公共の
用に供されるものをいう。

三　道路　　道路法（昭和27年法律第180号）による道路
をいう。

四　自動車　　道路交通法（昭和35年法律第105号）第２
条第１項第九号に規定する自動車をいう。

五　駐車　　道路交通法第２条第１項第十八号に
規定する駐車をいう。

【国及び地方公共団体の責務】
第２条の２　国及び地方公共団体は、自動車の駐車
のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のた
めの施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図
られるよう努めなければならない。

【駐車場整備地区】
第３条　都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項
第一号の商業地域（以下「商業地域」という。）、
同号の近隣商業地域（以下「近隣商業地域」と
いう。）、同号の第一種住居地域、同号の第二種
住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準
工業地域（同号の第一種住居地域、同号の第二
種住居地域、同号の準住居地域又は同号の準工
業地域にあっては、同項第二号の特別用途地区
で政令で定めるものの区域内に限る。）内にお
いて自動車交通が著しくふくそうする地区又は
当該地区の周辺の地域内において自動車交通が

駐車場法（抄）
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自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模
以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当
該規模以上の建築物について特定用途に係る増
築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当
該規模以上となる増築をしようとする者に対し
ては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ
面積が 2,000㎡未満である場合においても、同
様とする。

２	 地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業
地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区
域内の地域（以下「周辺地域」という。）内で
条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整
備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の
都市計画区域内の地域であって自動車交通の状
況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交
通がふくそうすることが予想される地域内で条
例で定める地区内において、特定部分の延べ面
積が 2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建
築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模
以上の建築物について特定用途に係る増築を
し、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規
模以上となる増築をしようとする者に対し、条
例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐
車施設を設けなければならない旨を定めること
ができる。

３	 前２項の延べ面積の算定については、同一敷地
内の２以上の建築物で用途上不可分であるもの
は、これを一の建築物とみなす。

【建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置】
第 20 条の２　地方公共団体は、前条第１項の地区
若しくは地域内又は同条第２項の地区内におい
て、建築物の部分の用途の変更（以下「用途変更」
という。）で、当該用途変更により特定部分の
延べ面積が一定規模（同条第１項の地区又は地
域内のものにあっては特定用途について同項に
規定する条例で定める規模、同条第２項の地区
内のものにあっては同項に規定する条例で定め
る規模をいう。以下同じ。）以上となるものの
ために大規模の修繕又は大規模の模様替（建築
基準法第２条第十四号又は第十五号に規定する
ものをいう。以下同じ。）をしようとする者又
は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物
の用途変更で、当該用途変更により特定部分の
延べ面積が増加することとなるもののために大
規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする

第 11 条　●駐車場法（抄）

著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持
し、円滑な道路交通を確保する必要があると認
められる区域については、都市計画に駐車場整
備地区を定めることができる。

２	 駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又は
これに同意しようとする場合においては、あら
かじめ、都道府県知事にあっては都道府県公安
委員会の、国土交通大臣にあっては国家公安委
員会の意見を聴かなければならない。

【構造及び設備の基準】
第 11 条　路外駐車場で自動車の駐車の用に供する
部分の面積が 500㎡以上であるものの構造及び
設備は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他の
法令の規定の適用がある場合においてはそれら
の法令の規定によるほか、政令で定める技術的
基準によらなければならない。

【設置の届出】
第 12 条　都市計画法第４条第２項の都市計画区域
（以下「都市計画区域」という。）内において、
前条の路外駐車場でその利用について駐車料金
を徴収するものを設置する者（以下「路外駐車
場管理者」という。）は、あらかじめ、国土交
通省令で定めるところにより、路外駐車場の位
置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道
府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。
以下「都道府県知事等」という。）に届け出な
ければならない。届け出てある事項を変更しよ
うとするときも、また同様とする。

【建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置】
第 20 条　地方公共団体は、駐車場整備地区内又は
商業地域内若しくは近隣商業地域内において、
延べ面積が 2,000㎡以上で条例で定める規模以
上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上
の建築物について増築をし、又は建築物の延べ
面積が当該規模以上となる増築をしようとする
者に対し、条例で、その建築物又はその建築物
の敷地内に自動車の駐車のための施設（以下
「駐車施設」という。）を設けなければならない
旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務
所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度
の大きい用途で政令で定めるもの（以下「特定
用途」という。）に供する部分のある建築物で
特定用途に供する部分（以下「特定部分」とい
う。）の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は
商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び
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自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模
以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当
該規模以上の建築物について特定用途に係る増
築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当
該規模以上となる増築をしようとする者に対し
ては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ
面積が 2,000㎡未満である場合においても、同
様とする。

２	 地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業
地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区
域内の地域（以下「周辺地域」という。）内で
条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整
備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の
都市計画区域内の地域であって自動車交通の状
況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交
通がふくそうすることが予想される地域内で条
例で定める地区内において、特定部分の延べ面
積が 2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建
築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模
以上の建築物について特定用途に係る増築を
し、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規
模以上となる増築をしようとする者に対し、条
例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐
車施設を設けなければならない旨を定めること
ができる。

３	 前２項の延べ面積の算定については、同一敷地
内の２以上の建築物で用途上不可分であるもの
は、これを一の建築物とみなす。

【建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置】
第 20 条の２　地方公共団体は、前条第１項の地区
若しくは地域内又は同条第２項の地区内におい
て、建築物の部分の用途の変更（以下「用途変更」
という。）で、当該用途変更により特定部分の
延べ面積が一定規模（同条第１項の地区又は地
域内のものにあっては特定用途について同項に
規定する条例で定める規模、同条第２項の地区
内のものにあっては同項に規定する条例で定め
る規模をいう。以下同じ。）以上となるものの
ために大規模の修繕又は大規模の模様替（建築
基準法第２条第十四号又は第十五号に規定する
ものをいう。以下同じ。）をしようとする者又
は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物
の用途変更で、当該用途変更により特定部分の
延べ面積が増加することとなるもののために大
規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする

第 11 条　●駐車場法（抄）

著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持
し、円滑な道路交通を確保する必要があると認
められる区域については、都市計画に駐車場整
備地区を定めることができる。

２	 駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又は
これに同意しようとする場合においては、あら
かじめ、都道府県知事にあっては都道府県公安
委員会の、国土交通大臣にあっては国家公安委
員会の意見を聴かなければならない。

【構造及び設備の基準】
第 11 条　路外駐車場で自動車の駐車の用に供する
部分の面積が 500㎡以上であるものの構造及び
設備は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他の
法令の規定の適用がある場合においてはそれら
の法令の規定によるほか、政令で定める技術的
基準によらなければならない。

【設置の届出】
第 12 条　都市計画法第４条第２項の都市計画区域
（以下「都市計画区域」という。）内において、
前条の路外駐車場でその利用について駐車料金
を徴収するものを設置する者（以下「路外駐車
場管理者」という。）は、あらかじめ、国土交
通省令で定めるところにより、路外駐車場の位
置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道
府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。
以下「都道府県知事等」という。）に届け出な
ければならない。届け出てある事項を変更しよ
うとするときも、また同様とする。

【建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置】
第 20 条　地方公共団体は、駐車場整備地区内又は
商業地域内若しくは近隣商業地域内において、
延べ面積が 2,000㎡以上で条例で定める規模以
上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上
の建築物について増築をし、又は建築物の延べ
面積が当該規模以上となる増築をしようとする
者に対し、条例で、その建築物又はその建築物
の敷地内に自動車の駐車のための施設（以下
「駐車施設」という。）を設けなければならない
旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務
所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度
の大きい用途で政令で定めるもの（以下「特定
用途」という。）に供する部分のある建築物で
特定用途に供する部分（以下「特定部分」とい
う。）の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は
商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び
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駐車場法施行令（抄）
昭和 32 年 12 月 13 日政令第 340 号

最終改正：令和２年 11 月 13 日政令第 323 号

【駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区】
第１条　駐車場法（以下「法」という。）第３条第
１項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げ
る施設に係る業務の利便の増進を図ることを目
的とする特別用途地区とする。

一　小売店舗
二　事務所
三　娯楽・レクリエーション施設
四　流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じ
させる程度の大きい特別の業務の用に供する
施設

【適用の範囲】
第６条　この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐
車の用に供する部分の面積が 500㎡以上である
ものに適用する。

【自動車の出口及び入口に関する技術的基準】
第７条　法第 11 条の政令で定める技術的基準のう
ち、自動車の出口（路外駐車場の自動車の出口
で自動車の車路の路面が道路（道路交通法第２
条第１項第一号に規定する道路をいう。以下こ
の条において同じ。）の路面に接する部分をい
う。以下この条において同じ。）及び入口（路
外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面
が道路の路面に接する部分をいう。以下この条
において同じ。）に関するものは、次のとおり
とする。

一　次に掲げる道路又はその部分以外の道路又は
その部分に設けること。

イ　道路交通法第 44 条第１項各号に掲げる道
路の部分

ロ　横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇
降口から５ｍ以内の道路の部分

ハ　幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援
学校、幼保連携型認定こども園、保育所、
児童発達支援センター、児童心理治療施設、
児童公園、児童遊園又は児童館の出入口か
ら 20 ｍ以内の部分（当該出入口に接する
柵の設けられた歩道を有する道路及び当該
出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線
又は柵その他これに類する工作物により車

者に対し、条例で、その建築物又はその建築物
の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨
を定めることができる。

２	 前条第３項の規定は、前項の延べ面積の算定に
ついて準用する。

駐車場法（抄）●　第 20 条の 2、駐車場法施行令（抄）●　第 1条

線引きはありません
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次に掲げる道路又はその部分（当該道路又はそ
の部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又
はその部分に該当するものを除く。）に設ける
路外駐車場であって、必要な変速車線を設ける
こと、必要な交通整理が行われること等により、
国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路
の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認
めるものについては、適用しない。

一　道路交通法第 44 条第１項第一号、第二号、
第四号又は第五号に掲げる道路の部分（同項
第一号に掲げる道路の部分にあっては、交差
点の側端及びトンネルに限る。）

二　橋
三　幅員が６ｍ未満の道路

３	 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしよ
うとするときは、あらかじめ、自動車の出口又
は入口を同項第一号に掲げる道路の部分（トン
ネルを除く。）又は同項第三号に掲げる道路に
設ける場合にあっては関係のある道路管理者及
び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合
にあっては関係のある道路管理者及び都道府県
公安委員会の意見を聴かなければならない。

４	 第１項第二号から第五号までの規定は、自動車
の出口又は入口を道路内に設ける場合における
当該自動車の出口（出口付近を含む。）又は入
口については、適用しない。

【車路に関する技術的基準】
第８条　法第 11 条の政令で定める技術的基準のう
ち車路に関するものは、次のとおりとする。

一　自動車が円滑かつ安全に走行することができ
る車路を設けること。

二　自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げ
る自動車の車路又はその部分の区分に応じ、
当該イからハまでに定める幅員とすること。

イ　通行の自動車の車路のうち、当該車路に接
して駐車料金の徴収施設が設けられてお
り、かつ、歩行者の通行の用に供しない部
分　　2.75 ｍ（前条第１項第五号イに掲げ
る路外駐車場又はその部分（以下この条に
おいて「自動二輪車専用駐車場」という。）
の特定自動二輪車の車路又はその部分に
あっては、1.75 ｍ）以上

ロ　一方通行の自動車の車路又はその部分（イ
に掲げる車路の部分を除く。）�　　3.5 ｍ（自
動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車

線が往復の方向別に分離されている道路以
外の道路にあっては、当該出入口の反対側
及びその左右 20 ｍ以内の部分を含む。）

ニ　橋
ホ　幅員が６ｍ未満の道路
ヘ　縦断勾配が 10%を超える道路
二　路外駐車場の前面道路が２以上ある場合にお
いては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼす
おそれのあるときその他特別の理由があると
きを除き、その前面道路のうち自動車交通に
支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けるこ
と。

三　自動車の駐車の用に供する部分の面積が
6,000㎡以上の路外駐車場にあっては、縁石
線又は柵その他これに類する工作物により自
動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往
復の方向別に分離されている場合を除き、自
動車の出口と入口とを分離した構造とし、か
つ、それらの間隔を道路に沿って 10 ｍ以上
とすること。

四　自動車の出口又は入口において、自動車の回
転を容易にするため必要があるときは、隅切
りをすること。この場合において、切取線と
自動車の車路との角度及び切取線と道路との
角度を等しくすることを標準とし、かつ、切
取線の長さは、1.5 ｍ以上とすること。

五　自動車の出口付近の構造は、当該出口から、
イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の
区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退
した自動車の車路の中心線上 1.4 ｍの高さに
おいて、道路の中心線に直角に向かって左右
にそれぞれ 60 度以上の範囲内において、当
該道路を通行する者の存在を確認できるよう
にすること。
イ　専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車
（いずれも側車付きのものを除く。以下「特
定自動二輪車」という。）�の駐車のための
路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動
二輪車の駐車のための部分（特定自動二輪
車以外の自動車の進入を防止するための駒
止めその他これに類する工作物により特定
自動二輪車以外の自動車の駐車のための部
分と区分されたものに限る。）�　　1.3 ｍ

ロ　その他の路外駐車場又はその部分　　２ｍ
２	 前項第一号の規定は、自動車の出口又は入口を

第 ８条　●駐車場法施行令（抄）

線引きはありません
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次に掲げる道路又はその部分（当該道路又はそ
の部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又
はその部分に該当するものを除く。）に設ける
路外駐車場であって、必要な変速車線を設ける
こと、必要な交通整理が行われること等により、
国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路
の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認
めるものについては、適用しない。

一　道路交通法第 44 条第１項第一号、第二号、
第四号又は第五号に掲げる道路の部分（同項
第一号に掲げる道路の部分にあっては、交差
点の側端及びトンネルに限る。）

二　橋
三　幅員が６ｍ未満の道路

３	 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしよ
うとするときは、あらかじめ、自動車の出口又
は入口を同項第一号に掲げる道路の部分（トン
ネルを除く。）又は同項第三号に掲げる道路に
設ける場合にあっては関係のある道路管理者及
び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合
にあっては関係のある道路管理者及び都道府県
公安委員会の意見を聴かなければならない。

４	 第１項第二号から第五号までの規定は、自動車
の出口又は入口を道路内に設ける場合における
当該自動車の出口（出口付近を含む。）又は入
口については、適用しない。

【車路に関する技術的基準】
第８条　法第 11 条の政令で定める技術的基準のう
ち車路に関するものは、次のとおりとする。

一　自動車が円滑かつ安全に走行することができ
る車路を設けること。

二　自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げ
る自動車の車路又はその部分の区分に応じ、
当該イからハまでに定める幅員とすること。

イ　通行の自動車の車路のうち、当該車路に接
して駐車料金の徴収施設が設けられてお
り、かつ、歩行者の通行の用に供しない部
分　　2.75 ｍ（前条第１項第五号イに掲げ
る路外駐車場又はその部分（以下この条に
おいて「自動二輪車専用駐車場」という。）
の特定自動二輪車の車路又はその部分に
あっては、1.75 ｍ）以上

ロ　一方通行の自動車の車路又はその部分（イ
に掲げる車路の部分を除く。）�　　3.5 ｍ（自
動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車

線が往復の方向別に分離されている道路以
外の道路にあっては、当該出入口の反対側
及びその左右 20 ｍ以内の部分を含む。）

ニ　橋
ホ　幅員が６ｍ未満の道路
ヘ　縦断勾配が 10%を超える道路

二　路外駐車場の前面道路が２以上ある場合にお
いては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼす
おそれのあるときその他特別の理由があると
きを除き、その前面道路のうち自動車交通に
支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けるこ
と。

三　自動車の駐車の用に供する部分の面積が
6,000㎡以上の路外駐車場にあっては、縁石
線又は柵その他これに類する工作物により自
動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往
復の方向別に分離されている場合を除き、自
動車の出口と入口とを分離した構造とし、か
つ、それらの間隔を道路に沿って 10 ｍ以上
とすること。

四　自動車の出口又は入口において、自動車の回
転を容易にするため必要があるときは、隅切
りをすること。この場合において、切取線と
自動車の車路との角度及び切取線と道路との
角度を等しくすることを標準とし、かつ、切
取線の長さは、1.5 ｍ以上とすること。

五　自動車の出口付近の構造は、当該出口から、
イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の
区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退
した自動車の車路の中心線上 1.4 ｍの高さに
おいて、道路の中心線に直角に向かって左右
にそれぞれ 60 度以上の範囲内において、当
該道路を通行する者の存在を確認できるよう
にすること。

イ　専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車
（いずれも側車付きのものを除く。以下「特
定自動二輪車」という。）�の駐車のための
路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動
二輪車の駐車のための部分（特定自動二輪
車以外の自動車の進入を防止するための駒
止めその他これに類する工作物により特定
自動二輪車以外の自動車の駐車のための部
分と区分されたものに限る。）�　　1.3 ｍ

ロ　その他の路外駐車場又はその部分　　２ｍ
２	 前項第一号の規定は、自動車の出口又は入口を

第 ８条　●駐車場法施行令（抄）
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路又はその部分にあっては、2.25 ｍ）以上
ハ　その他の自動車の車路又はその部分
　　　　5.5 ｍ（自動二輪車専用駐車場の特定
自動二輪車の車路又はその部分にあって
は、3.5 ｍ）以上

三　建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条
第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。）
である路外駐車場の自動車の車路にあって
は、次のいずれにも適合する構造とすること。
イ　はり下の高さは、2.3 ｍ以上であること。
ロ　屈曲部（ターンテーブルが設けられている
ものを除く。以下同じ。）は、自動車を５
ｍ以上の内法半径で回転させることができ
る構造（自動二輪車専用駐車場の屈曲部に
あっては、特定自動二輪車を３ｍ以上の内
法半径で回転させることができる構造）で
あること。

ハ　傾斜部の縦断勾配は、17%を超えないこと。
ニ　傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにく
い材料で仕上げること。

【駐車の用に供する部分の高さ】
第９条　建築物である路外駐車場の自動車の駐車の
用に供する部分のはり下の高さは、2.1 ｍ以上
でなければならない。

【避難階段】
第 10 条　建築物である路外駐車場において、直接
地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車
の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築
基準法施行令（昭和25年政令第338号）第 123 条第１項
若しくは第２項に規定する避難階段又はこれに
代る設備を設けなければならない。

【防火区画】
第 11 条　建築物である路外駐車場に給油所その他
の火災の危険のある施設を附置する場合におい
ては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造
（建築基準法第２条第七号に規定する耐火構造
をいう。）の壁又は特定防火設備（建築基準法
施行令第 112 条第１項に規定する特定防火設備
をいう。）によって区画しなければならない。

【換気装置】
第 12 条　建築物である路外駐車場には、その内部
の空気を床面積１㎡につき 14㎥/h 以上直接外
気と交換する能力を有する換気装置を設けなけ
ればならない。ただし、窓その他の開口部を有
する階でその開口部の換気に有効な部分の面積

がその階の床面積の　	以上であるものについ
ては、この限りでない。

【照明装置】
第 13 条　建築物である路外駐車場には、次の各号
に定める照度を保つために必要な照明装置を設
けなければならない。

一　自動車の車路の路面　　10 ルックス以上
二　自動車の駐車の用に供する部分の床面
　　　　２ルックス以上

【警報装置】
第 14 条　建築物である路外駐車場には、自動車の
出入及び道路交通の安全を確保するために必要
な警報装置を設けなければならない。

【特殊の装置】
第 15 条　この節の規定は、その予想しない特殊の
装置を用いる路外駐車場については、国土交通
大臣がその装置がこの節の規定による構造又は
設備と同等以上の効力があると認める場合にお
いては、適用しない。

【特定用途】
第 18 条　法第 20 条第１項後段の自動車の駐車需
要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定め
るものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放
送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚
式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、
待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、
百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、
倉庫及び工場とする。

1
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自転車の安全利用の促進及び
自転車等の駐車対策の総合的推進に

関する法律（抄）
昭和 55 年 11 月 25 日法律第 87 号

最終改正：平成５年 12 月 22 日法律第 97 号

【目的】
第１条　この法律は、自転車に係る道路交通環境の
整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性
の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に
関し必要な措置を定め、もって自転車の交通に
係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場
等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防
止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の
増進に資することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
一　自転車　　道路交通法（昭和35年法律第105号）第２

条第１項第十一号の二に規定する自転車をい
う。

二　自転車等　　自転車又は原動機付自転車（道
路交通法第２条第１項第十号に規定する原動
機付自転車をいう。）をいう。

三　自転車等駐車場　　一定の区画を限って設置
される自転車等の駐車のための施設をいう。

四　道路　　道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１
項に規定する道路及び一般交通の用に供する
その他の場所をいう。

五　道路管理者　　道路法第 18 条第１項に規定
する道路管理者をいう。

【自転車等の駐車対策の総合的推進】
第５条　地方公共団体又は道路管理者は、通勤、通
学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴
い、自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転
車等の駐車需要の著しくなることが予想される
地域においては、一般公共の用に供される自転
車等駐車場の設置に努めるものとする。

２	 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の
自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう
に、地方公共団体又は道路管理者との協力体制
の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道
路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協
力を求められたときは、その事業との調整に努

め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講
ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に
積極的に協力しなければならない。ただし、鉄
道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転
車等駐車場を設置する場合は、この限りでない。

３	 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の
設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀
行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じ
させる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を
勘案し、その施設の利用者のために必要な自転
車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又
はその周辺に設置するように努めなければなら
ない。

４	 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域その
他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で
定める区域内において百貨店、スーパーマー
ケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車
需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新
築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、
当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自
転車等駐車場を設置しなければならない旨を定
めることができる。

５	 都道府県公安委員会は、自転車等駐車場の整備
と相まって、歩行者及び自転車利用者の通行の
安全を確保するための計画的な交通規制の実施
を図るものとする。

６	 地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄
道事業者等は、駅前広場等の良好な環境を確保
し、その機能の低下を防止するため、必要があ
ると認めるときは、法令の規定に基づき、相互
に協力して、道路に駐車中の自転車等の整理、
放置自転車等（自転車等駐車場以外の場所に置
かれている自転車等であって、当該自転車等の
利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動する
ことができない状態にあるものをいう。以下同
じ。）の撤去等に努めるものとする。

第 1条　●自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（抄）
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自転車の安全利用の促進及び
自転車等の駐車対策の総合的推進に

関する法律（抄）
昭和 55 年 11 月 25 日法律第 87 号

最終改正：平成５年 12 月 22 日法律第 97 号

【目的】
第１条　この法律は、自転車に係る道路交通環境の
整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性
の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に
関し必要な措置を定め、もって自転車の交通に
係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場
等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防
止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の
増進に資することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。

一　自転車　　道路交通法（昭和35年法律第105号）第２
条第１項第十一号の二に規定する自転車をい
う。

二　自転車等　　自転車又は原動機付自転車（道
路交通法第２条第１項第十号に規定する原動
機付自転車をいう。）をいう。

三　自転車等駐車場　　一定の区画を限って設置
される自転車等の駐車のための施設をいう。

四　道路　　道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１
項に規定する道路及び一般交通の用に供する
その他の場所をいう。

五　道路管理者　　道路法第 18 条第１項に規定
する道路管理者をいう。

【自転車等の駐車対策の総合的推進】
第５条　地方公共団体又は道路管理者は、通勤、通
学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴
い、自転車等の駐車需要の著しい地域又は自転
車等の駐車需要の著しくなることが予想される
地域においては、一般公共の用に供される自転
車等駐車場の設置に努めるものとする。

２	 鉄道事業者は、鉄道の駅の周辺における前項の
自転車等駐車場の設置が円滑に行われるよう
に、地方公共団体又は道路管理者との協力体制
の整備に努めるとともに、地方公共団体又は道
路管理者から同項の自転車等駐車場の設置に協
力を求められたときは、その事業との調整に努

め、鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講
ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に
積極的に協力しなければならない。ただし、鉄
道事業者が自ら旅客の利便に供するため、自転
車等駐車場を設置する場合は、この限りでない。

３	 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の
設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀
行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じ
させる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を
勘案し、その施設の利用者のために必要な自転
車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又
はその周辺に設置するように努めなければなら
ない。

４	 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域その
他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で
定める区域内において百貨店、スーパーマー
ケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車
需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新
築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、
当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自
転車等駐車場を設置しなければならない旨を定
めることができる。

５	 都道府県公安委員会は、自転車等駐車場の整備
と相まって、歩行者及び自転車利用者の通行の
安全を確保するための計画的な交通規制の実施
を図るものとする。

６	 地方公共団体、道路管理者、都道府県警察、鉄
道事業者等は、駅前広場等の良好な環境を確保
し、その機能の低下を防止するため、必要があ
ると認めるときは、法令の規定に基づき、相互
に協力して、道路に駐車中の自転車等の整理、
放置自転車等（自転車等駐車場以外の場所に置
かれている自転車等であって、当該自転車等の
利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動する
ことができない状態にあるものをいう。以下同
じ。）の撤去等に努めるものとする。

第 1条　●自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（抄）
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景観法（抄）
平成 16 年６月 18 日法律第 110 号

最終改正：平成 30 年６月８日法律第 41 号
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第２0条�［景観重要建造物の指定の提案］‥ ‥‥‥‥‥‥796

第６１条�［景観地区］‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥796

第６２条�［建築物の形態意匠の制限］‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥796

第６３条�［計画の認定］‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥796

第６９条�［適用の除外］‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥796

第７0条�［形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措
置］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥797

第７２条�［工作物の形態意匠等の制限］‥ ‥‥‥‥‥‥‥797

第７４条�［準景観地区の指定］‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥798

第７５条�［準景観地区内における行為の規制］‥ ‥‥‥‥798

第７６条�［地区計画等の区域内における建築物等の形態意
匠の制限］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥798

【目的】
第１条　この法律は、我が国の都市、農山漁村等に
おける良好な景観の形成を促進するため、景観
計画の策定その他の施策を総合的に講ずること
により、美しく風格のある国土の形成、潤いの
ある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力あ
る地域社会の実現を図り、もって国民生活の向
上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に
寄与することを目的とする。

【定義】
第７条　この法律において「景観行政団体」とは、
地方自治法（昭和22年法律第67号）第 252 条の 19 第１
項の指定都市（以下この項及び第 98 条第１項
において「指定都市」という。）の区域にあっ
ては指定都市、同法第 252 条の 22 第１項の中
核市（以下この項及び第 98 条第１項において
「中核市」という。）の区域にあっては中核市、
その他の区域にあっては都道府県をいう。ただ
し、指定都市及び中核市以外の市町村であって、
第 98 条第１項の規定により第２章第１節から
第４節まで、第４章及び第５章の規定に基づく
事務（同条において「景観行政事務」という。）
を処理する市町村の区域にあっては、当該市町
村をいう。

２	 この法律において「建築物」とは、建築基準法
（昭和25年法律第201号）第２条第一号に規定する建築
物をいう。

３	 この法律において「屋外広告物」とは、屋外広
告物法（昭和24年法律第189号）第２条第１項に規定す
る屋外広告物をいう。

４	 この法律において「公共施設」とは、道路、河
川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令
で定める公共の用に供する施設をいう。

５	 この法律において「国立公園」とは自然公園法
（昭和32年法律第161号）第２条第二号に規定する国立
公園を、「国定公園」とは同条第三号に規定す
る国定公園をいう。

６	 この法律において「都市計画区域」とは都市計
画法（昭和43年法律第100号）第４条第２項に規定する
都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項
に規定する準都市計画区域をいう。

【景観計画】
第８条　景観行政団体は、都市、農山漁村その他市
街地又は集落を形成している地域及びこれと一
体となって景観を形成している地域における次
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然公園法による公園事業（国又は同法第
10 条第２項に規定する公共団体が執行す
るものに限る。）に係る施設その他政令で
定める公共施設（以下「特定公共施設」と
総称する。）であって、良好な景観の形成
に重要なもの（以下「景観重要公共施設」
という。）の整備に関する事項

ハ　景観重要公共施設に関する次に掲げる基準
であって、良好な景観の形成に必要なもの

⑴　道路法第 32 条第１項又は第３項の許可
の基準

⑵　河川法第 24 条、第 25 条、第 26 条第１
項又は第 27 条第１項（これらの規定を
同法第 100 条第１項において準用する場
合を含む。）の許可の基準

⑶　都市公園法第５条第１項又は第６条第１
項若しくは第３項の許可の基準

⑷　津波防災地域づくりに関する法律第 22
条第１項又は第 23 条第１項の許可の基
準

⑸　海岸法第７条第１項、第８条第１項、第
37 条の４又は第 37 条の５の許可の基準

⑹　港湾法第 37 条第１項の許可の基準
⑺　漁港漁場整備法第 39 条第１項の許可の
基準

ニ　第 55 条第１項の景観農業振興地域整備計
画の策定に関する基本的な事項

ホ　自然公園法第 20 条第３項、第 21 条第３項
又は第 22 条第３項の許可（政令で定める
行為に係るものに限る。）の基準であって、
良好な景観の形成に必要なもの（当該景観
計画区域に国立公園又は国定公園の区域が
含まれる場合に限る。）

３	 前項各号に掲げるもののほか、景観計画におい
ては、景観計画区域における良好な景観の形成
に関する方針を定めるよう努めるものとする。

４	 第２項第二号の行為の制限に関する事項には、
政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定
めなければならない。

一　第 16 条第１項第四号の条例で同項の届出を
要する行為を定める必要があるときは、当該
条例で定めるべき行為

二　次に掲げる制限であって、第 16 条第３項若
しくは第６項又は第 17 条第１項の規定によ
る規制又は措置の基準として必要なもの

第 ８条　●景観法（抄）

の各号のいずれかに該当する土地（水面を含む。
以下この項、第 11 条及び第 14 条第２項におい
て同じ。）の区域について、良好な景観の形成
に関する計画（以下「景観計画」という。）を
定めることができる。
一　現にある良好な景観を保全する必要があると
認められる土地の区域

二　地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の
特性にふさわしい良好な景観を形成する必要
があると認められる土地の区域

三　地域間の交流の拠点となる土地の区域であっ
て、当該交流の促進に資する良好な景観を形
成する必要があると認められるもの

四　住宅市街地の開発その他建築物若しくはその
敷地の整備に関する事業が行われ、又は行わ
れた土地の区域であって、新たに良好な景観
を創出する必要があると認められるもの

五　地域の土地利用の動向等からみて、不良な景
観が形成されるおそれがあると認められる土
地の区域

２	 景観計画においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。
一　景観計画の区域（以下「景観計画区域」とい
う。）

二　良好な景観の形成のための行為の制限に関す
る事項

三　第 19 条第１項の景観重要建造物又は第 28 条
第１項の景観重要樹木の指定の方針（当該景
観計画区域内にこれらの指定の対象となる建
造物又は樹木がある場合に限る。）

四　次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成の
ために必要なもの
イ　屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出す
る物件の設置に関する行為の制限に関する
事項

ロ　当該景観計画区域内の道路法（昭和27年法律第
180号）による道路、河川法（昭和39年法律第167号）
による河川、都市公園法（昭和31年法律第79号）
による都市公園、津波防災地域づくりに関
する法律（平成23年法律第123号）による津波防護
施設、海岸保全区域等（海岸法（昭和31年法律
第101号）第２条第３項に規定する海岸保全区
域等をいう。以下同じ。）に係る海岸、港
湾法（昭和25年法律第218号）による港湾、漁港漁
場整備法（昭和25年法律第137号）による漁港、自
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然公園法による公園事業（国又は同法第
10 条第２項に規定する公共団体が執行す
るものに限る。）に係る施設その他政令で
定める公共施設（以下「特定公共施設」と
総称する。）であって、良好な景観の形成
に重要なもの（以下「景観重要公共施設」
という。）の整備に関する事項

ハ　景観重要公共施設に関する次に掲げる基準
であって、良好な景観の形成に必要なもの

⑴　道路法第 32 条第１項又は第３項の許可
の基準

⑵　河川法第 24 条、第 25 条、第 26 条第１
項又は第 27 条第１項（これらの規定を
同法第 100 条第１項において準用する場
合を含む。）の許可の基準

⑶　都市公園法第５条第１項又は第６条第１
項若しくは第３項の許可の基準

⑷　津波防災地域づくりに関する法律第 22
条第１項又は第 23 条第１項の許可の基
準

⑸　海岸法第７条第１項、第８条第１項、第
37 条の４又は第 37 条の５の許可の基準

⑹　港湾法第 37 条第１項の許可の基準
⑺　漁港漁場整備法第 39 条第１項の許可の
基準

ニ　第 55 条第１項の景観農業振興地域整備計
画の策定に関する基本的な事項

ホ　自然公園法第 20 条第３項、第 21 条第３項
又は第 22 条第３項の許可（政令で定める
行為に係るものに限る。）の基準であって、
良好な景観の形成に必要なもの（当該景観
計画区域に国立公園又は国定公園の区域が
含まれる場合に限る。）

３	 前項各号に掲げるもののほか、景観計画におい
ては、景観計画区域における良好な景観の形成
に関する方針を定めるよう努めるものとする。

４	 第２項第二号の行為の制限に関する事項には、
政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定
めなければならない。

一　第 16 条第１項第四号の条例で同項の届出を
要する行為を定める必要があるときは、当該
条例で定めるべき行為

二　次に掲げる制限であって、第 16 条第３項若
しくは第６項又は第 17 条第１項の規定によ
る規制又は措置の基準として必要なもの

第 ８条　●景観法（抄）

の各号のいずれかに該当する土地（水面を含む。
以下この項、第 11 条及び第 14 条第２項におい
て同じ。）の区域について、良好な景観の形成
に関する計画（以下「景観計画」という。）を
定めることができる。

一　現にある良好な景観を保全する必要があると
認められる土地の区域

二　地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の
特性にふさわしい良好な景観を形成する必要
があると認められる土地の区域

三　地域間の交流の拠点となる土地の区域であっ
て、当該交流の促進に資する良好な景観を形
成する必要があると認められるもの

四　住宅市街地の開発その他建築物若しくはその
敷地の整備に関する事業が行われ、又は行わ
れた土地の区域であって、新たに良好な景観
を創出する必要があると認められるもの

五　地域の土地利用の動向等からみて、不良な景
観が形成されるおそれがあると認められる土
地の区域

２	 景観計画においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　景観計画の区域（以下「景観計画区域」とい
う。）

二　良好な景観の形成のための行為の制限に関す
る事項

三　第 19 条第１項の景観重要建造物又は第 28 条
第１項の景観重要樹木の指定の方針（当該景
観計画区域内にこれらの指定の対象となる建
造物又は樹木がある場合に限る。）

四　次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成の
ために必要なもの

イ　屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出す
る物件の設置に関する行為の制限に関する
事項

ロ　当該景観計画区域内の道路法（昭和27年法律第
180号）による道路、河川法（昭和39年法律第167号）
による河川、都市公園法（昭和31年法律第79号）
による都市公園、津波防災地域づくりに関
する法律（平成23年法律第123号）による津波防護
施設、海岸保全区域等（海岸法（昭和31年法律
第101号）第２条第３項に規定する海岸保全区
域等をいう。以下同じ。）に係る海岸、港
湾法（昭和25年法律第218号）による港湾、漁港漁
場整備法（昭和25年法律第137号）による漁港、自
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イ　建築物又は工作物（建築物を除く。以下同
じ。）の形態又は色彩その他の意匠（以下「形
態意匠」という。）の制限

ロ　建築物又は工作物の高さの最高限度又は最
低限度

ハ　壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の
最低限度

ニ　その他第 16 条第１項の届出を要する行為
ごとの良好な景観の形成のための制限

５	 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、
近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道
総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画
又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道
路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する
国の計画との調和が保たれるものでなければな
らない。

６	 景観計画は、環境基本法（平成５年法律第91号）第 15
条第１項に規定する環境基本計画（当該景観計
画区域について公害防止計画が定められている
ときは、当該公害防止計画を含む。）との調和
が保たれるものでなければならない。

７	 都市計画区域について定める景観計画は、都市
計画法第６条の２第１項の都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針に適合するものでなけ
ればならない。

８	 市町村である景観行政団体が定める景観計画
は、議会の議決を経て定められた当該市町村の
建設に関する基本構想に即するとともに、都市
計画区域又は準都市計画区域について定めるも
のにあっては、都市計画法第 18 条の２第１項
の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適
合するものでなければならない。

９	 景観計画に定める第２項第四号ロ及びハに掲げ
る事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、
政令で定める公共施設の整備又は管理に関する
方針又は計画に適合するものでなければならな
い。

10	 第２項第四号ニに掲げる事項を定める景観計画
は、同項第一号及び第四号ニに掲げる事項並び
に第３項に規定する事項については、農業振興
地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第４
条第１項の農業振興地域整備基本方針に適合す
るとともに、市町村である景観行政団体が定め
るものにあっては、農業振興地域整備計画（同
法第８条第１項の規定により定められた農業振

興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適合す
るものでなければならない。

11	 景観計画に定める第２項第四号ホに掲げる事項
は、自然公園法第２条第五号に規定する公園計
画に適合するものでなければならない。

【届出及び勧告等】
第 16 条　景観計画区域内において、次に掲げる行
為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通
省令（第四号に掲げる行為にあっては、景観行
政団体の条例。以下この条において同じ。）で
定めるところにより、行為の種類、場所、設計
又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令
で定める事項を景観行政団体の長に届け出なけ
ればならない。

一　建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外
観を変更することとなる修繕若しくは模様替
又は色彩の変更（以下「建築等」という。）

二　工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外
観を変更することとなる修繕若しくは模様替
又は色彩の変更（以下「建設等」という。）

三　都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行
為その他政令で定める行為

四　前３号に掲げるもののほか、良好な景観の形
成に支障を及ぼすおそれのある行為として景
観計画に従い景観行政団体の条例で定める行
為

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を
変更しようとするときは、あらかじめ、その旨
を景観行政団体の長に届け出なければならな
い。

３	 景観行政団体の長は、前２項の規定による届出
があった場合において、その届出に係る行為が
景観計画に定められた当該行為についての制限
に適合しないと認めるときは、その届出をした
者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変
更その他の必要な措置をとることを勧告するこ
とができる。

４	 前項の勧告は、第１項又は第２項の規定による
届出のあった日から 30 日以内にしなければな
らない。

５	 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方
公共団体が行う行為については、第１項の届出
をすることを要しない。この場合において、当
該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を

景観法（抄）●　第 16 条



794 景観法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

要する行為をしようとするときは、あらかじめ、
景観行政団体の長にその旨を通知しなければな
らない。

６	 景観行政団体の長は、前項後段の通知があった
場合において、良好な景観の形成のため必要が
あると認めるときは、その必要な限度において、
当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計
画に定められた当該行為についての制限に適合
するようとるべき措置について協議を求めるこ
とができる。

７	 次に掲げる行為については、前各項の規定は、
適用しない。
一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　景観重要建造物について、第 22 条第１項の
規定による許可を受けて行う行為

四　景観計画に第８条第２項第四号ロに掲げる事
項が定められた景観重要公共施設の整備とし
て行う行為

五　景観重要公共施設について、第８条第２項第
四号ハ⑴から⑺までに規定する許可（景観計
画にその基準が定められているものに限る。）
を受けて行う行為

六　第 55 条第２項第一号の区域内の農用地区域
（農業振興地域の整備に関する法律第８条第
２項第一号に規定する農用地区域をいう。）
内において同法第 15 条の２第１項の許可を
受けて行う同項に規定する開発行為

七　国立公園又は国定公園の区域内において、第
８条第２項第四号ホに規定する許可（景観計
画にその基準が定められているものに限る。）
を受けて行う行為

八　第 61 条第１項の景観地区（次号において「景
観地区」という。）内で行う建築物の建築等

九　景観計画に定められた工作物の建設等の制限
の全てについて第 72 条第２項の景観地区工
作物制限条例による制限が定められている場
合における当該景観地区内で行う工作物の建
設等

十　地区計画等（都市計画法第４条第９項に規定
する地区計画等をいう。以下同じ。）の区域
（地区整備計画（同法第 12 条の５第２項第一
号に規定する地区整備計画をいう。第 76 条

第１項において同じ。）、特定建築物地区整備
計画（密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律（平成９年法律第49号）第 32 条第
２項第一号に規定する特定建築物地区整備計
画をいう。第 76 条第１項において同じ。）、
防災街区整備地区整備計画（同法第 32 条第
２項第二号に規定する防災街区整備地区整備
計画をいう。第 76 条第１項において同じ。）、
歴史的風致維持向上地区整備計画（地域にお
ける歴史的風致の維持及び向上に関する法律
（平成20年法律第40号）第 31 条第２項第一号に規定
する歴史的風致維持向上地区整備計画をい
う。第 76 条第１項において同じ。）、沿道地
区整備計画（幹線道路の沿道の整備に関する
法律（昭和55年法律第34号）第９条第２項第一号に
規定する沿道地区整備計画をいう。第 76 条
第１項において同じ。）又は集落地区整備計
画（集落地域整備法（昭和62年法律第63号）第５条
第３項に規定する集落地区整備計画をいう。
第 76 条第１項において同じ。）が定められて
いる区域に限る。）内で行う土地の区画形質
の変更、建築物の新築、改築又は増築その他
の政令で定める行為

一
十　その他政令又は景観行政団体の条例で定める
行為

【変更命令等】
第 17 条　景観行政団体の長は、良好な景観の形成
のために必要があると認めるときは、特定届出
対象行為（前条第１項第一号又は第二号の届出
を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例
で定めるものをいう。第７項及び次条第１項に
おいて同じ。）について、景観計画に定められ
た建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合し
ないものをしようとする者又はした者に対し、
当該制限に適合させるため必要な限度におい
て、当該行為に関し設計の変更その他の必要な
措置をとることを命ずることができる。この場
合においては、前条第３項の規定は、適用しな
い。

２	 前項の処分は、前条第１項又は第２項の届出を
した者に対しては、当該届出があった日から
30 日以内に限り、することができる。

３	 第１項の処分は、前条第１項又は第２項の届出
に係る建築物若しくは工作物又はこれらの部分
の形態意匠が政令で定める他の法令の規定によ

第 1７ 条　●景観法（抄）

線引きはありません



794 景観法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

要する行為をしようとするときは、あらかじめ、
景観行政団体の長にその旨を通知しなければな
らない。

６	 景観行政団体の長は、前項後段の通知があった
場合において、良好な景観の形成のため必要が
あると認めるときは、その必要な限度において、
当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計
画に定められた当該行為についての制限に適合
するようとるべき措置について協議を求めるこ
とができる。

７	 次に掲げる行為については、前各項の規定は、
適用しない。

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　景観重要建造物について、第 22 条第１項の
規定による許可を受けて行う行為

四　景観計画に第８条第２項第四号ロに掲げる事
項が定められた景観重要公共施設の整備とし
て行う行為

五　景観重要公共施設について、第８条第２項第
四号ハ⑴から⑺までに規定する許可（景観計
画にその基準が定められているものに限る。）
を受けて行う行為

六　第 55 条第２項第一号の区域内の農用地区域
（農業振興地域の整備に関する法律第８条第
２項第一号に規定する農用地区域をいう。）
内において同法第 15 条の２第１項の許可を
受けて行う同項に規定する開発行為

七　国立公園又は国定公園の区域内において、第
８条第２項第四号ホに規定する許可（景観計
画にその基準が定められているものに限る。）
を受けて行う行為

八　第 61 条第１項の景観地区（次号において「景
観地区」という。）内で行う建築物の建築等

九　景観計画に定められた工作物の建設等の制限
の全てについて第 72 条第２項の景観地区工
作物制限条例による制限が定められている場
合における当該景観地区内で行う工作物の建
設等

十　地区計画等（都市計画法第４条第９項に規定
する地区計画等をいう。以下同じ。）の区域
（地区整備計画（同法第 12 条の５第２項第一
号に規定する地区整備計画をいう。第 76 条

第１項において同じ。）、特定建築物地区整備
計画（密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律（平成９年法律第49号）第 32 条第
２項第一号に規定する特定建築物地区整備計
画をいう。第 76 条第１項において同じ。）、
防災街区整備地区整備計画（同法第 32 条第
２項第二号に規定する防災街区整備地区整備
計画をいう。第 76 条第１項において同じ。）、
歴史的風致維持向上地区整備計画（地域にお
ける歴史的風致の維持及び向上に関する法律
（平成20年法律第40号）第 31 条第２項第一号に規定
する歴史的風致維持向上地区整備計画をい
う。第 76 条第１項において同じ。）、沿道地
区整備計画（幹線道路の沿道の整備に関する
法律（昭和55年法律第34号）第９条第２項第一号に
規定する沿道地区整備計画をいう。第 76 条
第１項において同じ。）又は集落地区整備計
画（集落地域整備法（昭和62年法律第63号）第５条
第３項に規定する集落地区整備計画をいう。
第 76 条第１項において同じ。）が定められて
いる区域に限る。）内で行う土地の区画形質
の変更、建築物の新築、改築又は増築その他
の政令で定める行為

一
十　その他政令又は景観行政団体の条例で定める
行為

【変更命令等】
第 17 条　景観行政団体の長は、良好な景観の形成
のために必要があると認めるときは、特定届出
対象行為（前条第１項第一号又は第二号の届出
を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例
で定めるものをいう。第７項及び次条第１項に
おいて同じ。）について、景観計画に定められ
た建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合し
ないものをしようとする者又はした者に対し、
当該制限に適合させるため必要な限度におい
て、当該行為に関し設計の変更その他の必要な
措置をとることを命ずることができる。この場
合においては、前条第３項の規定は、適用しな
い。

２	 前項の処分は、前条第１項又は第２項の届出を
した者に対しては、当該届出があった日から
30 日以内に限り、することができる。

３	 第１項の処分は、前条第１項又は第２項の届出
に係る建築物若しくは工作物又はこれらの部分
の形態意匠が政令で定める他の法令の規定によ

第 1７ 条　●景観法（抄）
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り義務付けられたものであるときは、当該義務
の履行に支障のないものでなければならない。

４	 景観行政団体の長は、前条第１項又は第２項の
届出があった場合において、実地の調査をする
必要があるとき、その他第２項の期間内に第１
項の処分をすることができない合理的な理由が
あるときは、90 日を超えない範囲でその理由
が存続する間、第２項の期間を延長することが
できる。この場合においては、同項の期間内に、
前条第１項又は第２項の届出をした者に対し、
その旨、延長する期間及び延長する理由を通知
しなければならない。

５	 景観行政団体の長は、第１項の処分に違反した
者又はその者から当該建築物又は工作物につい
ての権利を承継した者に対して、相当の期限を
定めて、景観計画に定められた建築物又は工作
物の形態意匠の制限に適合させるため必要な限
度において、その原状回復を命じ、又は原状回
復が著しく困難である場合に、これに代わるべ
き必要な措置をとることを命ずることができ
る。

６	 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべ
き必要な措置（以下この条において「原状回復
等」という。）を命じようとする場合において、
過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確
知することができないときは、景観行政団体の
長は、その者の負担において、当該原状回復等
を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任し
た者にこれを行わせることができる。この場合
においては、相当の期限を定めて、当該原状回
復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状
回復等を行わないときは、景観行政団体の長又
はその命じた者若しくは委任した者が当該原状
回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければな
らない。

７	 景観行政団体の長は、第１項の規定の施行に必
要な限度において、同項の規定により必要な措
置をとることを命ぜられた者に対し、当該措置
の実施状況その他必要な事項について報告をさ
せ、又は景観行政団体の職員に、当該建築物の
敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入
り、特定届出対象行為の実施状況を検査させ、
若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす影響
を調査させることができる。

８	 第６項の規定により原状回復等を行おうとする

者及び前項の規定により立入検査又は立入調査
をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があった場合においては、これを
提示しなければならない。

９	 第７項の規定による立入検査又は立入調査の権
限は、犯罪捜査のために認められたものと解し
てはならない。

【行為の着手の制限】
第 18 条　第 16 条第１項又は第２項の規定による
届出をした者は、景観行政団体がその届出を
受理した日から 30 日（特定届出対象行為につ
いて前条第４項の規定により同条第２項の期間
が延長された場合にあっては、その延長された
期間）を経過した後でなければ、当該届出に係
る行為（根切り工事その他の政令で定める工事
に係るものを除く。第 103 条第四号において同
じ。）に着手してはならない。ただし、特定届
出対象行為について前条第１項の命令を受け、
かつ、これに基づき行う行為については、この
限りでない。

２	 景観行政団体の長は、第 16 条第１項又は第２
項の規定による届出に係る行為について、良好
な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認
めるときは、前項本文の期間を短縮することが
できる。

【景観重要建造物の指定】
第 19 条　景観行政団体の長は、景観計画に定めら
れた景観重要建造物の指定の方針（次条第３項
において「指定方針」という。）に即し、景観
計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物
（これと一体となって良好な景観を形成してい
る土地その他の物件を含む。以下この節におい
て同じ。）で国土交通省令で定める基準に該当
するものを、景観重要建造物として指定するこ
とができる。

２	 景観行政団体の長は、前項の規定による指定を
しようとするときは、あらかじめ、当該建造物
の所有者（所有者が２人以上いるときは、その
全員。次条第２項及び第 21 条第１項において
同じ。）の意見を聴かなければならない。

３	 第１項の規定は、文化財保護法（昭和25年法律第214
号）の規定により国宝、重要文化財、特別史跡
名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として
指定され、又は仮指定された建造物については、
適用しない。

景観法（抄）●　第 1８ 条
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【景観重要建造物の指定の提案】
第 20 条　景観計画区域内の建造物の所有者は、当
該建造物について、良好な景観の形成に重要で
あって前条第１項の国土交通省令で定める基準
に該当するものであると認めるときは、国土交
通省令で定めるところにより、景観行政団体の
長に対し、景観重要建造物として指定すること
を提案することができる。この場合において、
当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有
者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意
を得なければならない。

２	 第 92 条第１項の規定により指定された景観整
備機構（以下この節及び第５節において「景観
整備機構」という。）は、景観計画区域内の建
造物について、良好な景観の形成に重要であっ
て前条第１項の国土交通省令で定める基準に該
当するものであると認めるときは、国土交通省
令で定めるところにより、あらかじめ当該建造
物の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に
対し、景観重要建造物として指定することを提
案することができる。

３	 景観行政団体の長は、前２項の規定による提案
に係る建造物について、指定方針、前条第１項
の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観
重要建造物として指定する必要がないと判断し
たときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、
当該提案をした者に通知しなければならない。

【景観地区】
第 61 条　市町村は、都市計画区域又は準都市計画
区域内の土地の区域については、市街地の良好
な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地
区を定めることができる。

２	 景観地区に関する都市計画には、都市計画法第
８条第３項第一号及び第三号に掲げる事項のほ
か、第一号に掲げる事項を定めるとともに、第
二号から第四号までに掲げる事項のうち必要な
ものを定めるものとする。この場合において、
これらに相当する事項が定められた景観計画に
係る景観計画区域内においては、当該都市計画
は、当該景観計画による良好な景観の形成に支
障がないように定めるものとする。
一　建築物の形態意匠の制限
二　建築物の高さの最高限度又は最低限度
三　壁面の位置の制限
四　建築物の敷地面積の最低限度

【建築物の形態意匠の制限】
第 62 条　景観地区内の建築物の形態意匠は、都市
計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適
合するものでなければならない。ただし、政令
で定める他の法令の規定により義務付けられた
建築物又はその部分の形態意匠にあっては、こ
の限りでない。

【計画の認定】
第 63 条　景観地区内において建築物の建築等をし
ようとする者は、あらかじめ、その計画が、前
条の規定に適合するものであることについて、
申請書を提出して市町村長の認定を受けなけれ
ばならない。当該認定を受けた建築物の計画を
変更して建築等をしようとする場合も、同様と
する。

２	 市町村長は、前項の申請書を受理した場合にお
いては、その受理した日から 30 日以内に、申
請に係る建築物の計画が前条の規定に適合する
かどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該
規定に適合するものと認めたときは、当該申請
者に認定証を交付しなければならない。

３	 市町村長は、前項の規定により審査をした場合
において、申請に係る建築物の計画が前条の規
定に適合しないものと認めたとき、又は当該申
請書の記載によっては当該規定に適合するかど
うかを決定することができない正当な理由があ
るときは、その旨及びその理由を記載した通知
書を同項の期間内に当該申請者に交付しなけれ
ばならない。

４	 第２項の認定証の交付を受けた後でなければ、
同項の建築物の建築等の工事（根切り工事その
他の政令で定める工事を除く。第 102 条第三号
において同じ。）は、することができない。

５	 第１項の申請書、第２項の認定証及び第３項の
通知書の様式は、国土交通省令で定める。

【適用の除外】
第 69 条　第 62 条から前条までの規定は、次に掲
げる建築物については、適用しない。

一　第 19 条第１項の規定により景観重要建造物
として指定された建築物

二　文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記
念物として指定され、又は仮指定された建築
物

三　文化財保護法第 143 条第１項の伝統的建造物

第 20 条　●景観法（抄）
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【景観重要建造物の指定の提案】
第 20 条　景観計画区域内の建造物の所有者は、当
該建造物について、良好な景観の形成に重要で
あって前条第１項の国土交通省令で定める基準
に該当するものであると認めるときは、国土交
通省令で定めるところにより、景観行政団体の
長に対し、景観重要建造物として指定すること
を提案することができる。この場合において、
当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有
者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意
を得なければならない。

２	 第 92 条第１項の規定により指定された景観整
備機構（以下この節及び第５節において「景観
整備機構」という。）は、景観計画区域内の建
造物について、良好な景観の形成に重要であっ
て前条第１項の国土交通省令で定める基準に該
当するものであると認めるときは、国土交通省
令で定めるところにより、あらかじめ当該建造
物の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に
対し、景観重要建造物として指定することを提
案することができる。

３	 景観行政団体の長は、前２項の規定による提案
に係る建造物について、指定方針、前条第１項
の国土交通省令で定める基準等に照らし、景観
重要建造物として指定する必要がないと判断し
たときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、
当該提案をした者に通知しなければならない。

【景観地区】
第 61 条　市町村は、都市計画区域又は準都市計画
区域内の土地の区域については、市街地の良好
な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地
区を定めることができる。

２	 景観地区に関する都市計画には、都市計画法第
８条第３項第一号及び第三号に掲げる事項のほ
か、第一号に掲げる事項を定めるとともに、第
二号から第四号までに掲げる事項のうち必要な
ものを定めるものとする。この場合において、
これらに相当する事項が定められた景観計画に
係る景観計画区域内においては、当該都市計画
は、当該景観計画による良好な景観の形成に支
障がないように定めるものとする。

一　建築物の形態意匠の制限
二　建築物の高さの最高限度又は最低限度
三　壁面の位置の制限
四　建築物の敷地面積の最低限度

【建築物の形態意匠の制限】
第 62 条　景観地区内の建築物の形態意匠は、都市
計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適
合するものでなければならない。ただし、政令
で定める他の法令の規定により義務付けられた
建築物又はその部分の形態意匠にあっては、こ
の限りでない。

【計画の認定】
第 63 条　景観地区内において建築物の建築等をし
ようとする者は、あらかじめ、その計画が、前
条の規定に適合するものであることについて、
申請書を提出して市町村長の認定を受けなけれ
ばならない。当該認定を受けた建築物の計画を
変更して建築等をしようとする場合も、同様と
する。

２	 市町村長は、前項の申請書を受理した場合にお
いては、その受理した日から 30 日以内に、申
請に係る建築物の計画が前条の規定に適合する
かどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該
規定に適合するものと認めたときは、当該申請
者に認定証を交付しなければならない。

３	 市町村長は、前項の規定により審査をした場合
において、申請に係る建築物の計画が前条の規
定に適合しないものと認めたとき、又は当該申
請書の記載によっては当該規定に適合するかど
うかを決定することができない正当な理由があ
るときは、その旨及びその理由を記載した通知
書を同項の期間内に当該申請者に交付しなけれ
ばならない。

４	 第２項の認定証の交付を受けた後でなければ、
同項の建築物の建築等の工事（根切り工事その
他の政令で定める工事を除く。第 102 条第三号
において同じ。）は、することができない。

５	 第１項の申請書、第２項の認定証及び第３項の
通知書の様式は、国土交通省令で定める。

【適用の除外】
第 69 条　第 62 条から前条までの規定は、次に掲
げる建築物については、適用しない。

一　第 19 条第１項の規定により景観重要建造物
として指定された建築物

二　文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記
念物として指定され、又は仮指定された建築
物

三　文化財保護法第 143 条第１項の伝統的建造物
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群保存地区内にある建築物
四　第二号に掲げる建築物であったものの原形を
再現する建築物で、市町村長がその原形の再
現がやむを得ないと認めたもの

五　前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形
成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物とし
て市町村の条例で定めるもの

２	 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変
更された際現に存する建築物又は現に建築等の
工事中の建築物が、第 62 条の規定に適合しな
い場合又は同条の規定に適合しない部分を有す
る場合においては、当該建築物又はその部分に
対しては、同条から前条までの規定は、適用し
ない。

３	 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する
建築物又はその部分に対しては、適用しない。
一　景観地区に関する都市計画の変更前に第 62
条の規定に違反している建築物又はその部分

二　景観地区に関する都市計画が定められ、又は
変更された後に増築、改築又は移転の工事に
着手した建築物

三　景観地区に関する都市計画が定められ、又は
変更された後に外観を変更することとなる修
繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着
手した建築物の当該工事に係る部分

【形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置】
第 70 条　市町村長は、前条第２項の規定により第
62 条から第 68 条までの規定の適用を受けない
建築物について、その形態意匠が景観地区にお
ける良好な景観の形成に著しく支障があると認
める場合においては、当該市町村の議会の同意
を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理
者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、
当該建築物の改築、模様替、色彩の変更その他
都市計画において定められた建築物の形態意匠
の制限に適合するために必要な措置をとること
を命ずることができる。この場合においては、
市町村は、当該命令に基づく措置によって通常
生ずべき損害を時価によって補償しなければな
らない。

２　（略）

【工作物の形態意匠等の制限】
第 72条　市町村は、景観地区内の工作物について、
政令で定める基準に従い、条例で、その形態意

匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限
度又は壁面後退区域（当該景観地区に関する都
市計画において壁面の位置の制限が定められた
場合における当該制限として定められた限度の
線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。第
４項において同じ。）における工作物（土地に
定着する工作物以外のものを含む。同項におい
て同じ。）の設置の制限を定めることができる。
この場合において、これらの制限に相当する事
項が定められた景観計画に係る景観計画区域内
においては、当該条例は、当該景観計画による
良好な景観の形成に支障がないように定めるも
のとする。

２	 前項前段の規定に基づく条例（以下「景観地区
工作物制限条例」という。）で工作物の形態意
匠の制限を定めたものには、第 63 条、第 64 条、
第 66 条、第 68 条及び前条の規定の例により、
当該条例の施行に必要な市町村長による計画の
認定、違反工作物に対する違反是正のための措
置その他の措置に関する規定を定めることがで
きる。

３	 前項の規定は、第 63 条第２項及び第 66 条第３
項の規定の例により景観地区工作物制限条例に
定めた市町村長の認定の審査の手続について、
これらの規定に反しない限り、当該条例で必要
な規定を定めることを妨げるものではない。

４	 工作物の高さの最高限度若しくは最低限度又は
壁面後退区域における工作物の設置の制限を定
めた景観地区工作物制限条例には、第 64 条及
び前条の規定の例により、当該条例の施行に必
要な違反工作物に対する違反是正のための措置
その他の措置に関する規定を定めることができ
る。

５	 景観地区工作物制限条例には、市町村長は、当
該条例の規定により第 64 条第１項の処分に相
当する処分をしたときは、当該処分に係る工作
物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その
他国土交通省令で定める事項を、建設業法の定
めるところにより当該請負人を監督する国土交
通大臣又は都道府県知事に通知しなければなら
ない旨を定めることができる。

６	 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定
に基づく景観地区工作物制限条例の規定により
同項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、
当該通知に係る請負人について、建設業法によ

景観法（抄）●　第 ７0 条
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る業務の停止の処分その他必要な措置を講ずる
ものとし、その結果を当該通知をした市町村長
に通知しなければならない。

【準景観地区の指定】
第 74 条　市町村は、都市計画区域及び準都市計画
区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物
の建築が行われ、現に良好な景観が形成されて
いる一定の区域について、その景観の保全を図
るため、準景観地区を指定することができる。

２	 市町村は、準景観地区を指定しようとするとき
は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところ
により、その旨を公告し、当該準景観地区の区
域の案を、当該準景観地区を指定しようとする
理由を記載した書面を添えて、当該公告から２
週間公衆の縦覧に供しなければならない。

３	 前項の規定による公告があったときは、住民及
び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日まで
に、縦覧に供された準景観地区の区域の案につ
いて、市町村に意見書を提出することができる。

４	 市町村は、第１項の規定により準景観地区を指
定しようとするときは、あらかじめ、前項の規
定により提出された意見書の写しを添えて、都
道府県知事に協議しなければならない。この場
合において、町村にあっては、都道府県知事の
同意を得なければならない。

５	 準景観地区の指定は、国土交通省令で定めると
ころにより、公告することにより行う。

６	 前各項の規定は、準景観地区の変更について準
用する。

【準景観地区内における行為の規制】
第 75 条　市町村は、準景観地区内における建築物
又は工作物について、景観地区内におけるこれ
らに対する規制に準じて政令で定める基準に従
い、条例で、良好な景観を保全するため必要な
規制（建築物については、建築基準法第 68 条
の９第２項の規定に基づく条例により行われる
ものを除く。）をすることができる。

２	 市町村は、準景観地区内において、開発行為そ
の他政令で定める行為について、政令で定める
基準に従い、条例で、良好な景観を保全するた
め必要な規制をすることができる。

３	 都市計画法第 51 条の規定は、前項の規定に基
づく条例の規定による処分に対する不服につい
て準用する。

【地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制
限】
第 76 条　市町村は、地区計画等の区域（地区整備
計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備
地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計
画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画に
おいて、建築物又は工作物（以下この条におい
て「建築物等」という。）の形態意匠の制限が
定められている区域に限る。）内における建築
物等の形態意匠について、政令で定める基準に
従い、条例で、当該地区計画等において定めら
れた建築物等の形態意匠の制限に適合するもの
としなければならないこととすることができ
る。

２	 前項の規定による制限は、建築物等の利用上の
必要性、当該区域内における土地利用の状況等
を考慮し、当該地区計画等の区域の特性にふさ
わしい良好な景観の形成を図るため、合理的に
必要と認められる限度において行うものとす
る。

３	 第１項の規定に基づく条例（以下「地区計画等
形態意匠条例」という。）には、第 63 条、第 64 条、
第66条、第68条及び第71条の規定の例により、
当該条例の施行のため必要な市町村長による計
画の認定、違反建築物又は違反工作物に対する
違反是正のための措置その他の措置に関する規
定を定めることができる。

４	 前項の規定は、第 63 条第２項及び第 66 条第３
項の規定の例により地区計画等形態意匠条例に
定めた市町村長の認定の審査の手続について、
これらの規定に反しない限り、当該条例で必要
な規定を定めることを妨げるものではない。

５	 地区計画等形態意匠条例には、市町村長は、当
該条例の規定により第 64 条第１項の処分に相
当する処分をしたときは、当該処分が建築物の
建築等に係る場合にあっては当該処分に係る建
築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負
人又は当該建築物について宅地建物取引業に係
る取引をした宅地建物取引業者の氏名又は名称
及び住所その他国土交通省令で定める事項を建
築士法、建設業法又は宅地建物取引業法の定め
るところによりこれらの者を監督する国土交通
大臣又は都道府県知事に、当該処分が工作物の
建設等に係る場合にあっては当該処分に係る工
作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所そ
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る業務の停止の処分その他必要な措置を講ずる
ものとし、その結果を当該通知をした市町村長
に通知しなければならない。

【準景観地区の指定】
第 74 条　市町村は、都市計画区域及び準都市計画
区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物
の建築が行われ、現に良好な景観が形成されて
いる一定の区域について、その景観の保全を図
るため、準景観地区を指定することができる。

２	 市町村は、準景観地区を指定しようとするとき
は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところ
により、その旨を公告し、当該準景観地区の区
域の案を、当該準景観地区を指定しようとする
理由を記載した書面を添えて、当該公告から２
週間公衆の縦覧に供しなければならない。

３	 前項の規定による公告があったときは、住民及
び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日まで
に、縦覧に供された準景観地区の区域の案につ
いて、市町村に意見書を提出することができる。

４	 市町村は、第１項の規定により準景観地区を指
定しようとするときは、あらかじめ、前項の規
定により提出された意見書の写しを添えて、都
道府県知事に協議しなければならない。この場
合において、町村にあっては、都道府県知事の
同意を得なければならない。

５	 準景観地区の指定は、国土交通省令で定めると
ころにより、公告することにより行う。

６	 前各項の規定は、準景観地区の変更について準
用する。

【準景観地区内における行為の規制】
第 75 条　市町村は、準景観地区内における建築物
又は工作物について、景観地区内におけるこれ
らに対する規制に準じて政令で定める基準に従
い、条例で、良好な景観を保全するため必要な
規制（建築物については、建築基準法第 68 条
の９第２項の規定に基づく条例により行われる
ものを除く。）をすることができる。

２	 市町村は、準景観地区内において、開発行為そ
の他政令で定める行為について、政令で定める
基準に従い、条例で、良好な景観を保全するた
め必要な規制をすることができる。

３	 都市計画法第 51 条の規定は、前項の規定に基
づく条例の規定による処分に対する不服につい
て準用する。

【地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制
限】
第 76 条　市町村は、地区計画等の区域（地区整備
計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備
地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計
画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画に
おいて、建築物又は工作物（以下この条におい
て「建築物等」という。）の形態意匠の制限が
定められている区域に限る。）内における建築
物等の形態意匠について、政令で定める基準に
従い、条例で、当該地区計画等において定めら
れた建築物等の形態意匠の制限に適合するもの
としなければならないこととすることができ
る。

２	 前項の規定による制限は、建築物等の利用上の
必要性、当該区域内における土地利用の状況等
を考慮し、当該地区計画等の区域の特性にふさ
わしい良好な景観の形成を図るため、合理的に
必要と認められる限度において行うものとす
る。

３	 第１項の規定に基づく条例（以下「地区計画等
形態意匠条例」という。）には、第 63 条、第 64 条、
第66条、第68条及び第71条の規定の例により、
当該条例の施行のため必要な市町村長による計
画の認定、違反建築物又は違反工作物に対する
違反是正のための措置その他の措置に関する規
定を定めることができる。

４	 前項の規定は、第 63 条第２項及び第 66 条第３
項の規定の例により地区計画等形態意匠条例に
定めた市町村長の認定の審査の手続について、
これらの規定に反しない限り、当該条例で必要
な規定を定めることを妨げるものではない。

５	 地区計画等形態意匠条例には、市町村長は、当
該条例の規定により第 64 条第１項の処分に相
当する処分をしたときは、当該処分が建築物の
建築等に係る場合にあっては当該処分に係る建
築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負
人又は当該建築物について宅地建物取引業に係
る取引をした宅地建物取引業者の氏名又は名称
及び住所その他国土交通省令で定める事項を建
築士法、建設業法又は宅地建物取引業法の定め
るところによりこれらの者を監督する国土交通
大臣又は都道府県知事に、当該処分が工作物の
建設等に係る場合にあっては当該処分に係る工
作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所そ

第 ７４ 条　●景観法（抄）
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の他国土交通省令で定める事項を建設業法の定
めるところにより当該請負人を監督する国土交
通大臣又は都道府県知事に、それぞれ通知しな
ければならない旨を定めることができる。

６	 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定
に基づく地区計画等形態意匠条例の規定により
同項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、
当該通知に係る者について、建築士法、建設業
法又は宅地建物取引業法による業務の停止の処
分その他必要な措置を講ずるものとし、その結
果を当該通知をした市町村長に通知しなければ
ならない。

景観法（抄）●　第 ７6 条

線引きはありません
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地域における歴史的風致の維持�
及び向上に関する法律（抄）

平成 20 年５月 23 日法律第 40 号

最終改正：令和３年４月 23 日法律第 22 号

【目的】
第１条　この法律は、地域におけるその固有の歴史
及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行
われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の
市街地とが一体となって形成してきた良好な市
街地の環境（以下「歴史的風致」という。）の
維持及び向上を図るため、文部科学大臣、農林
水産大臣及び国土交通大臣による歴史的風致維
持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴
史的風致維持向上計画の認定、その認定を受け
た歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措
置、歴史的風致維持向上地区計画に関する都市
計画の決定その他の措置を講ずることにより、
個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市
の健全な発展及び文化の向上に寄与することを
目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「公共施設」とは、道路、
駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の
用に供する施設をいう。

▪政令【公共施設】令１条�➡８0５ 

２	 この法律において「重点区域」とは、次に掲げ
る要件に該当する土地の区域をいう。

一　次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区
域及びその周辺の土地の区域であること。

イ　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第 27 条第
１項、第 78 条第１項又は第 109 条第１項
の規定により重要文化財、重要有形民俗文
化財又は史跡名勝天然記念物として指定さ
れた建造物（以下「重要文化財建造物等」
という。）の用に供される土地

ロ　文化財保護法第 144 条第１項の規定により
選定された重要伝統的建造物群保存地区
（以下単に「重要伝統的建造物群保存地区」
という。）内の土地

二　当該区域において歴史的風致の維持及び向上
を図るための施策を重点的かつ一体的に推進
することが特に必要であると認められる土地
の区域であること。

地域における歴史的風致の維持及び�
向上に関する法律（抄）

【目次】
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く。）であって、現に当該認定重点区域におけ
る歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史
的風致の維持及び向上のためにその保全を図る
必要があると認められるもの（これと一体と
なって歴史的風致を形成している土地又は物件
を含む。）を、歴史的風致形成建造物として指
定することができる。

２	 市町村長は、前項の規定による指定をしようと
するときは、あらかじめ、当該建造物の所有
者（所有者が２人以上いる場合にあっては、そ
の全員）及び当該市町村の教育委員会の意見を
聴くとともに、当該建造物が公共施設である場
合にあっては、当該公共施設の管理者（当該市
町村を除く。）に協議し、その同意を得なけれ
ばならない。ただし、当該市町村が文化財保護
法第 53 条の８第１項に規定する特定地方公共
団体（以下単に「特定地方公共団体」という。）
であるときは、当該市町村の教育委員会の意見
を聴くことを要しない。

３	 市町村の教育委員会は、前項の規定により意見
を聴かれた場合において、当該建造物が文化財
保護法第２条第１項第一号に規定する有形文化
財、同項第三号に規定する民俗文化財又は同項
第四号に規定する記念物（以下「有形文化財等」
という。）に該当すると認めるときは、その旨
を市町村長に通知しなければならない。

【増築等の届出及び勧告等】
第 15 条　歴史的風致形成建造物の増築、改築、移
転又は除却をしようとする者は、当該増築、改
築、移転又は除却に着手する日の 30 日前まで
に、主務省令で定めるところにより、行為の種
類、場所、着手予定日その他主務省令で定める
事項を市町村長に届け出なければならない。た
だし、次に掲げる行為については、この限りで
ない。

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【届出不要の軽易な行為等】令３条�➡８0５ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　都市計画法第４条第 15 項に規定する都市計
画事業の施行として行う行為又はこれに準ず
る行為として政令で定める行為

四　前３号に掲げるもののほか、これらに類する
ものとして政令で定める行為

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（抄）●　第 ５条

【歴史的風致維持向上計画の認定】
第５条　市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に
基づき、当該市町村の区域における歴史的風致
の維持及び向上に関する計画（以下「歴史的風
致維持向上計画」という。）を作成し、主務大
臣の認定を申請することができる。

２	 歴史的風致維持向上計画には、次に掲げる事項
を記載するものとする。
一　当該市町村の区域における歴史的風致の維持
及び向上に関する方針

二　重点区域の位置及び区域
三　次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域に
おける歴史的風致の維持及び向上のために必
要なもの
イ　文化財の保存又は活用に関する事項
ロ　歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に
関する事項

四　第 12 条第１項の規定による歴史的風致形成
建造物の指定の方針

五　第 12 条第１項の規定により指定された歴史
的風致形成建造物の管理の指針となるべき事
項

六　計画期間
七　その他主務省令で定める事項
３〜 11　（略）

【歴史的風致形成建造物の指定】
第 12 条　市町村長は、認定歴史的風致維持向上計
画に記載された第５条第２項第六号の計画期間
（以下「認定計画期間」という。）内に限り、当
該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同
項第四号の方針に即し、認定歴史的風致維持向
上計画に記載された重点区域（以下「認定重点
区域」という。）内の歴史上価値の高い重要無
形文化財、登録無形文化財、重要無形民俗文化
財（文化財保護法第 78 条第１項に規定する重
要無形民俗文化財をいう。）又は登録無形民俗
文化財（同法第 90 条の６第１項に規定する登
録無形民俗文化財をいう。）の用に供されるこ
とによりそれらの価値の形成に寄与している建
造物その他の地域の歴史的な建造物（重要文化
財建造物等及び重要伝統的建造物群保存地区内
の伝統的建造物群（同法第２条第１項第六号に
規定する伝統的建造物群をいう。第 17 条第１
項において同じ。）を構成している建造物を除

線引きはありません
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【歴史的風致維持向上地区計画】
第31条　次に掲げる条件に該当する土地の区域で、
当該区域における歴史的風致の維持及び向上と
土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その
歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の
工作物（以下「建築物等」という。）の整備（既
存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致
にふさわしい用途の建築物等とすることを含
む。）及び当該区域内の市街地の保全を総合的
に行うことが必要であると認められるものにつ
いては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計
画を定めることができる。

一　現に相当数の建築物等の建築又は用途の変更
が行われつつあり、又は行われることが確実
であると認められる土地の区域であること。

二　当該区域における歴史的風致の維持及び向上
に支障を来し、又は来すおそれがあると認め
られる土地の区域であること。

三　当該区域における歴史的風致の維持及び向上
と土地の合理的かつ健全な利用を図ること
が、当該都市の健全な発展及び文化の向上に
貢献することとなる土地の区域であること。

四　都市計画法第８条第１項第一号に規定する用
途地域が定められている土地の区域であるこ
と。

２	 歴史的風致維持向上地区計画については、都市
計画法第 12 条の４第２項に定める事項のほか、
都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるもの
とするとともに、第二号から第四号までに掲げ
る事項を定めるよう努めるものとする。

一　主として街区内の居住者、滞在者その他の者
の利用に供される道路、公園その他の政令で
定める施設（都市計画法第４条第６項に規定
する都市計画施設（次条において単に「都市
計画施設」という。）を除く。以下「地区施設」
という。）及び建築物等の整備並びに土地の
利用に関する計画（以下この章において「歴
史的風致維持向上地区整備計画」という。）

二　当該歴史的風致維持向上地区計画の目標
三　当該区域の土地利用に関する基本方針
四　当該区域の整備及び保全に関する方針

３	 前項第三号の基本方針には、次に掲げる事項を
定めることができる。

一　次に掲げる建築物等のうち、当該区域におけ
る歴史的風致の維持及び向上のため、当該区

第 31 条　●地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（抄）

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち主務省令で定める事項を変更し
ようとするときは、当該事項の変更に係る行為
に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定
めるところにより、その旨を市町村長に届け出
なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、その届出に係る行為が
当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来す
ものであると認めるときは、その届出をした者
に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載さ
れた第５条第２項第五号に掲げる事項を勘案し
て、その届出に係る行為に関し設計の変更その
他の必要な措置を講ずべきことを勧告すること
ができる。

４	 市町村長は、前項の規定による勧告をしようと
する場合において、当該歴史的風致形成建造物
が第 12 条第３項の規定による通知がなされた
建造物であるときは、あらかじめ、当該市町村
の教育委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、当該市町村が特定地方公共団体である
ときは、この限りでない。

５	 市町村長は、第３項の規定による勧告を受けた
者の申出があった場合において、当該歴史的風
致形成建造物の保全を図るために必要があると
認めるときは、その者に対し、当該歴史的風致
形成建造物に関する権利の処分についてのあっ
せんその他の必要な措置を講ずるものとする。

６	 国の機関又は地方公共団体が行う行為について
は、前各項の規定は、適用しない。この場合に
おいて、第１項の規定による届出を要する行為
をしようとする者が国の機関又は地方公共団体
であるときは、当該国の機関又は地方公共団体
は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しな
ければならない。

７	 市町村長は、前項の規定による通知があった場
合において、当該歴史的風致形成建造物の保全
を図るために必要があると認めるときは、その
必要な限度において、当該国の機関又は地方公
共団体に対し、認定歴史的風致維持向上計画に
記載された第５条第２項第五号に掲げる事項を
勘案して、当該歴史的風致形成建造物の保全の
ため講ずべき措置について協議を求めることが
できる。

線引きはありません
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【歴史的風致維持向上地区計画】
第31条　次に掲げる条件に該当する土地の区域で、
当該区域における歴史的風致の維持及び向上と
土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その
歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の
工作物（以下「建築物等」という。）の整備（既
存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致
にふさわしい用途の建築物等とすることを含
む。）及び当該区域内の市街地の保全を総合的
に行うことが必要であると認められるものにつ
いては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計
画を定めることができる。

一　現に相当数の建築物等の建築又は用途の変更
が行われつつあり、又は行われることが確実
であると認められる土地の区域であること。

二　当該区域における歴史的風致の維持及び向上
に支障を来し、又は来すおそれがあると認め
られる土地の区域であること。

三　当該区域における歴史的風致の維持及び向上
と土地の合理的かつ健全な利用を図ること
が、当該都市の健全な発展及び文化の向上に
貢献することとなる土地の区域であること。

四　都市計画法第８条第１項第一号に規定する用
途地域が定められている土地の区域であるこ
と。

２	 歴史的風致維持向上地区計画については、都市
計画法第 12 条の４第２項に定める事項のほか、
都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるもの
とするとともに、第二号から第四号までに掲げ
る事項を定めるよう努めるものとする。

一　主として街区内の居住者、滞在者その他の者
の利用に供される道路、公園その他の政令で
定める施設（都市計画法第４条第６項に規定
する都市計画施設（次条において単に「都市
計画施設」という。）を除く。以下「地区施設」
という。）及び建築物等の整備並びに土地の
利用に関する計画（以下この章において「歴
史的風致維持向上地区整備計画」という。）

二　当該歴史的風致維持向上地区計画の目標
三　当該区域の土地利用に関する基本方針
四　当該区域の整備及び保全に関する方針

３	 前項第三号の基本方針には、次に掲げる事項を
定めることができる。

一　次に掲げる建築物等のうち、当該区域におけ
る歴史的風致の維持及び向上のため、当該区

第 31 条　●地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（抄）

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち主務省令で定める事項を変更し
ようとするときは、当該事項の変更に係る行為
に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定
めるところにより、その旨を市町村長に届け出
なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、その届出に係る行為が
当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来す
ものであると認めるときは、その届出をした者
に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載さ
れた第５条第２項第五号に掲げる事項を勘案し
て、その届出に係る行為に関し設計の変更その
他の必要な措置を講ずべきことを勧告すること
ができる。

４	 市町村長は、前項の規定による勧告をしようと
する場合において、当該歴史的風致形成建造物
が第 12 条第３項の規定による通知がなされた
建造物であるときは、あらかじめ、当該市町村
の教育委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、当該市町村が特定地方公共団体である
ときは、この限りでない。

５	 市町村長は、第３項の規定による勧告を受けた
者の申出があった場合において、当該歴史的風
致形成建造物の保全を図るために必要があると
認めるときは、その者に対し、当該歴史的風致
形成建造物に関する権利の処分についてのあっ
せんその他の必要な措置を講ずるものとする。

６	 国の機関又は地方公共団体が行う行為について
は、前各項の規定は、適用しない。この場合に
おいて、第１項の規定による届出を要する行為
をしようとする者が国の機関又は地方公共団体
であるときは、当該国の機関又は地方公共団体
は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しな
ければならない。

７	 市町村長は、前項の規定による通知があった場
合において、当該歴史的風致形成建造物の保全
を図るために必要があると認めるときは、その
必要な限度において、当該国の機関又は地方公
共団体に対し、認定歴史的風致維持向上計画に
記載された第５条第２項第五号に掲げる事項を
勘案して、当該歴史的風致形成建造物の保全の
ため講ずべき措置について協議を求めることが
できる。
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な居住環境を確保するため必要なものの保全
に関する事項

四　前３号に掲げるもののほか、土地の利用に関
する事項で政令で定めるもの

５	 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定め
るに当たっては、次に掲げるところに従わなけ
ればならない。

一　土地利用に関する基本方針は、当該区域にお
ける歴史的風致の維持及び向上が図られるよ
うに定めること。この場合において、都市計
画法第８条第１項第一号に規定する第一種低
層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住
居専用地域及び田園住居地域については、当
該区域の周辺の住宅に係る良好な住居の環境
の保護に支障を来さないように定めること。

二　地区施設は、当該地区施設が、当該歴史的風
致維持向上地区計画の区域及びその周辺にお
いて定められている都市計画と相まって、当
該区域における歴史的風致の維持及び向上並
びに良好な都市環境の形成に資するよう、必
要な位置に適切な規模で配置すること。

三　歴史的風致維持向上地区整備計画における建
築物等に関する事項は、当該歴史的風致維持
向上地区計画の区域における歴史的風致にふ
さわしい用途、容積、高さ、配列及び形態を
備えた建築物等の整備により当該区域内にお
いて土地の合理的かつ健全な利用が行われる
こととなるよう定めること。

６	 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定め
る際、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域
の全部又は一部について歴史的風致維持向上地
区整備計画を定めることができない特別の事情
があるときは、当該区域の全部又は一部につい
て歴史的風致維持向上地区整備計画を定めるこ
とを要しない。この場合において、歴史的風致
維持向上地区計画の区域の一部について歴史的
風致維持向上地区整備計画を定めるときは、当
該歴史的風致維持向上地区計画については、歴
史的風致維持向上地区整備計画の区域をも都市
計画に定めなければならない。

【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築
物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地区整備計画】
第 32 条　歴史的風致維持向上地区整備計画におい
ては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（抄）●　第 32 条

域において整備をすべき建築物等の用途及び
規模に関する事項
イ　地域の伝統的な技術又は技能により製造さ
れた工芸品、食品その他の物品の販売を主
たる目的とする店舗

ロ　地域の伝統的な特産物を主たる材料とする
料理の提供を主たる目的とする飲食店

ハ　地域の伝統的な技術又は技能による工芸
品、食品その他の物品の製造を主たる目的
とする工場

ニ　地域の歴史上価値の高い美術品、地域の伝
統的な技術又は技能により製造された工芸
品その他これらに類する物品の展示を主た
る目的とする展示場、博物館又は美術館

ホ　その他地域における歴史的風致の維持及び
向上に寄与するものとして政令で定める建
築物等

▪政令【歴史的風致維持向上地区計画の基本方針を定める

ことができるもの】令１0条�➡８0５ 

二　前号に規定する建築物等の形態又は色彩その
他の意匠の制限に関する基本的事項

三　第一号に規定する建築物等の整備（既存の建
築物等の用途を変更して同号に規定する建築
物等とすることを含む。）をすべき土地の区
域

４	 歴史的風致維持向上地区整備計画においては、
次に掲げる事項を定めることができる。
一　地区施設の配置及び規模
二　建築物等の用途の制限、建築物の容積率（延
べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）の
最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率（建
築面積の敷地面積に対する割合をいう。）の
最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の
最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域
（壁面の位置の制限として定められた限度の
線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。
次条において同じ。）における工作物（建築
物を除く。次条において同じ。）の設置の制限、
建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建
築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、
建築物の緑化率（都市緑地法第 34 条第２項
に規定する緑化率をいう。）の最低限度その
他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

三　現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史
的風致の維持及び向上を図るとともに、良好
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第 33 条　●地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（抄）

歴史的風致維持向上地区計画に適合しないと認
めるときは、その届出をした者に対し、その届
出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な
措置を講ずべきことを勧告することができる。
この場合において、地域における歴史的風致の
維持及び向上を図るため必要があると認められ
るときは、歴史的風致維持向上地区計画に定め
られた事項その他の事項に関し、適切な措置を
講ずることについて助言又は指導をするものと
する。

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備え
た建築物を整備することが合理的な土地利用の
促進を図るため特に必要であると認められると
きは、壁面の位置の制限（道路（都市計画施設
又は地区施設である計画道路を含む。）に面す
る壁面の位置の制限を含むものに限る。）、壁面
後退区域における工作物の設置の制限（当該壁
面後退区域において連続的に有効な空地を確保
するため必要な工作物の設置の制限を含むもの
に限る。）及び建築物の高さの最高限度を定め
るものとする。

【行為の届出及び勧告等】
第 33 条　歴史的風致維持向上地区計画の区域（歴
史的風致維持向上地区整備計画が定められてい
る区域に限る。）内において、土地の区画形質
の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他
政令で定める行為をしようとする者は、当該行
為に着手する日の 30 日前までに、国土交通省
令で定めるところにより、行為の種類、場所、
設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通
省令で定める事項を市町村長に届け出なければ
ならない。ただし、次に掲げる行為については、
この限りでない。

▪政令【届出を要する行為】令１２条�➡８0５ 

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【届出を要しない軽易な行為等】令１３条�➡８0５ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　国の機関又は地方公共団体が行う行為
四　都市計画法第４条第 15 項に規定する都市計
画事業の施行として行う行為又はこれに準ず
る行為として政令で定める行為

五　都市計画法第 29 条第１項の許可を要する行
為

六　前各号に掲げるもののほか、これらに類する
ものとして政令で定める行為

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変
更しようとするときは、当該事項の変更に係る
行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を市町村長
に届け出なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、その届出に係る行為が

線引きはありません
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第 33 条　●地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（抄）

歴史的風致維持向上地区計画に適合しないと認
めるときは、その届出をした者に対し、その届
出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な
措置を講ずべきことを勧告することができる。
この場合において、地域における歴史的風致の
維持及び向上を図るため必要があると認められ
るときは、歴史的風致維持向上地区計画に定め
られた事項その他の事項に関し、適切な措置を
講ずることについて助言又は指導をするものと
する。

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備え
た建築物を整備することが合理的な土地利用の
促進を図るため特に必要であると認められると
きは、壁面の位置の制限（道路（都市計画施設
又は地区施設である計画道路を含む。）に面す
る壁面の位置の制限を含むものに限る。）、壁面
後退区域における工作物の設置の制限（当該壁
面後退区域において連続的に有効な空地を確保
するため必要な工作物の設置の制限を含むもの
に限る。）及び建築物の高さの最高限度を定め
るものとする。

【行為の届出及び勧告等】
第 33 条　歴史的風致維持向上地区計画の区域（歴
史的風致維持向上地区整備計画が定められてい
る区域に限る。）内において、土地の区画形質
の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他
政令で定める行為をしようとする者は、当該行
為に着手する日の 30 日前までに、国土交通省
令で定めるところにより、行為の種類、場所、
設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通
省令で定める事項を市町村長に届け出なければ
ならない。ただし、次に掲げる行為については、
この限りでない。

▪政令【届出を要する行為】令１２条�➡８0５ 

一　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で
政令で定めるもの

▪政令【届出を要しない軽易な行為等】令１３条�➡８0５ 

二　非常災害のため必要な応急措置として行う行
為

三　国の機関又は地方公共団体が行う行為
四　都市計画法第４条第 15 項に規定する都市計
画事業の施行として行う行為又はこれに準ず
る行為として政令で定める行為

五　都市計画法第 29 条第１項の許可を要する行
為

六　前各号に掲げるもののほか、これらに類する
ものとして政令で定める行為

２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変
更しようとするときは、当該事項の変更に係る
行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通
省令で定めるところにより、その旨を市町村長
に届け出なければならない。

３	 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出
があった場合において、その届出に係る行為が
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第 11 条　法第 31 条第４項第二号の政令で定める
建築物等に関する事項は、垣又はさくの構造の
制限とする。

【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の
届出を要する行為】
第 12 条　法第 33 条第１項本文の政令で定める行
為は、次に掲げる行為とする。

一　建築物等の移転
二　建築物等の用途の変更（当該変更後の建築物
等が歴史的風致維持向上地区整備計画におい
て定められた建築物等の用途の制限又は用途
に応じた建築物等に関する制限に適合しない
こととなるものに限る。）

三　建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
（当該変更後の建築物等が歴史的風致維持向
上地区整備計画において定められた建築物等
の形態又は色彩その他の意匠の制限に適合し
ないこととなるものに限る。）

四　木竹の伐採（歴史的風致維持向上地区整備計
画に法第 31 条第４項第三号に掲げる事項と
して当該木竹の伐採の制限が定められている
場合に限る。）

【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の
届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の
行為】
第 13 条　法第 33 条第１項第一号の政令で定める
行為は、次に掲げる行為とする。

一　次に掲げる土地の区画形質の変更
イ　仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移
転の用に供する目的で行う土地の区画形質
の変更

ロ　既存の建築物等の管理のために必要な土地
の区画形質の変更

ハ　農林漁業を営むために行う土地の区画形質
の変更

二　次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は
移転

イ　仮設の建築物等の新築、改築、増築又は移
転

ロ　屋外広告物で表示面積が１㎡以下であり、
かつ、高さが３ｍ以下であるものの表示又
は掲出のために必要な工作物（建築物以外
の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。）
の新築、改築、増築又は移転

ハ　水道管、下水道管その他これらに類する工

地域における歴史的風致の維持及び
向上に関する法律施行令（抄）

平成 20 年 10 月 31 日政令第 337 号

最終改正：令和２年９月４日政令第 268 号

【公共施設】
第１条　地域における歴史的風致の維持及び向上に
関する法律（以下「法」という。）第２条第１
項の政令で定める公共の用に供する施設は、下
水道、緑地、広場、河川、運河及び海岸並びに
防水又は防砂の施設とする。

【歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない通常
の管理行為、軽易な行為その他の行為】
第３条　法第 15 条第１項第一号の政令で定める行
為は、次に掲げる行為とする。
一　認定歴史的風致維持向上計画に記載された法
第５条第２項第五号の管理の指針となるべき
事項に適合して行う行為

二　前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基
づく処分による義務の履行として行う行為

【地区施設】
第９条　法第 31 条第２項第一号の政令で定める施
設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共
空地とする。

【歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関す
る基本方針にその用途等に関する事項を定めることが
できる建築物等】
第 10 条　法第 31 条第３項第一号ホの政令で定め
る建築物等は、次に掲げる建築物等とする。
一　地域の伝統的な行事に用いられる衣服、器具
その他の物件の保管を主たる目的とする倉庫

二　地域の歴史上価値の高い芸能の用に供される
ことによりその価値の形成に寄与する演芸
場、観覧場、集会場その他これらに類する建
築物等

三　地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物
等であって、主として地域の伝統的な技術、
技能又は芸能の教授の用に供されるもの

四　地域の伝統的な構造、形態又は意匠の建築物
等であって、主として法第 31 条第３項第一
号イからニまで又は前２号に掲げる建築物等
の利用者の宿泊の用に供されるもの

【歴史的風致維持向上地区整備計画において定める建築
物等に関する事項】

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令（抄）●　第 1条

線引きはありません
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作物で地下に設けるものの新築、改築、増
築又は移転

ニ　建築物の存する敷地内の当該建築物に附属
する物干場、建築設備、受信用の空中線系
（その支持物を含む。）、旗ざおその他これ
らに類する工作物の新築、改築、増築又は
移転

ホ　農林漁業を営むために必要な物置、作業小
屋その他これらに類する建築物等の新築、
改築、増築又は移転

三　次に掲げる建築物等の用途の変更
イ　仮設の建築物等の用途の変更
ロ　建築物等の用途を前号ホに規定するものと
する建築物等の用途の変更

四　第二号に規定する建築物等の形態又は色彩そ
の他の意匠の変更

五　次に掲げる木竹の伐採
イ　除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のため
に通常行われる木竹の伐採

ロ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ　自家の生活の用に充てるために必要な木竹
の伐採

ニ　仮植した木竹の伐採
ホ　測量、実地調査又は施設の保守の支障とな
る木竹の伐採

六　前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに
基づく処分による義務の履行として行う行為

【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の
届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に
準ずる行為】
第 14 条　法第 33 条第１項第四号の政令で定める
行為は、第４条に規定する行為とする。

【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の
届出を要しないその他の行為】
第 15 条　法第 33 条第１項第六号の政令で定める
行為は、次に掲げる行為とする。
一　建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項
（同法第 87 条第１項及び第 88 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の確認又は同法
第 18 条第２項（同法第 87 条第１項及び第
88 条第２項において準用する場合を含む。）
の通知を要する建築物等の新築、改築、増築
若しくは移転又は用途の変更であって、歴史
的風致維持向上地区整備計画において当該建
築物等又はその敷地について定められている

事項（当該歴史的風致維持向上地区整備計画
において、壁面の位置の制限、壁面後退区域
における工作物の設置の制限及び建築物の高
さの最高限度が定められている場合における
建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係
る同法第 52 条の規定による建築物の容積率
の最高限度を超えるものを除く。）のすべて
が同法第 68 条の２第１項（同法第 87 条第２
項及び第３項並びに第 88 条第２項において
準用する場合を含む。）の規定に基づく条例
でこれらに関する制限として定められている
歴史的風致維持向上地区計画の区域内におい
て行うもの

二　都市緑地法（昭和48年法律第72号）第 20 条第１項の
規定に基づく条例の規定により同項の許可を
要する同法第 14 条第１項各号に掲げる行為

三　都市計画法第 29 条第１項第三号に掲げる開
発行為その他の公益上必要な事業の実施に係
る行為であって、歴史的風致維持向上地区計
画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少な
く、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上
又は構造上これを行うことがやむを得ないも
のとして国土交通省令で定めるもの

第 1４ 条　●地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令（抄）

線引きはありません
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作物で地下に設けるものの新築、改築、増
築又は移転

ニ　建築物の存する敷地内の当該建築物に附属
する物干場、建築設備、受信用の空中線系
（その支持物を含む。）、旗ざおその他これ
らに類する工作物の新築、改築、増築又は
移転

ホ　農林漁業を営むために必要な物置、作業小
屋その他これらに類する建築物等の新築、
改築、増築又は移転

三　次に掲げる建築物等の用途の変更
イ　仮設の建築物等の用途の変更
ロ　建築物等の用途を前号ホに規定するものと
する建築物等の用途の変更

四　第二号に規定する建築物等の形態又は色彩そ
の他の意匠の変更

五　次に掲げる木竹の伐採
イ　除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のため
に通常行われる木竹の伐採

ロ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ　自家の生活の用に充てるために必要な木竹
の伐採

ニ　仮植した木竹の伐採
ホ　測量、実地調査又は施設の保守の支障とな
る木竹の伐採

六　前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに
基づく処分による義務の履行として行う行為

【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の
届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に
準ずる行為】
第 14 条　法第 33 条第１項第四号の政令で定める
行為は、第４条に規定する行為とする。

【歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の
届出を要しないその他の行為】
第 15 条　法第 33 条第１項第六号の政令で定める
行為は、次に掲げる行為とする。

一　建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項
（同法第 87 条第１項及び第 88 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の確認又は同法
第 18 条第２項（同法第 87 条第１項及び第
88 条第２項において準用する場合を含む。）
の通知を要する建築物等の新築、改築、増築
若しくは移転又は用途の変更であって、歴史
的風致維持向上地区整備計画において当該建
築物等又はその敷地について定められている

事項（当該歴史的風致維持向上地区整備計画
において、壁面の位置の制限、壁面後退区域
における工作物の設置の制限及び建築物の高
さの最高限度が定められている場合における
建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係
る同法第 52 条の規定による建築物の容積率
の最高限度を超えるものを除く。）のすべて
が同法第 68 条の２第１項（同法第 87 条第２
項及び第３項並びに第 88 条第２項において
準用する場合を含む。）の規定に基づく条例
でこれらに関する制限として定められている
歴史的風致維持向上地区計画の区域内におい
て行うもの

二　都市緑地法（昭和48年法律第72号）第 20 条第１項の
規定に基づく条例の規定により同項の許可を
要する同法第 14 条第１項各号に掲げる行為

三　都市計画法第 29 条第１項第三号に掲げる開
発行為その他の公益上必要な事業の実施に係
る行為であって、歴史的風致維持向上地区計
画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少な
く、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上
又は構造上これを行うことがやむを得ないも
のとして国土交通省令で定めるもの

第 1４ 条　●地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令（抄）
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屋外広告物法（抄）
昭和 24 年６月３日法律第 189 号

最終改正：令和２年６月 10 日法律第 43 号

【目的】
第１条　この法律は、良好な景観を形成し、若しく
は風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物
を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並び
に屋外広告業について、必要な規制の基準を定
めることを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「屋外広告物」とは、常
時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示さ
れるものであって、看板、立看板、はり紙及び
はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工
作物等に掲出され、又は表示されたもの並びに
これらに類するものをいう。

２	 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広
告物（以下「広告物」という。）の表示又は広
告物を掲出する物件（以下「掲出物件」という。）
の設置を行う営業をいう。

【広告物の表示等の禁止】
第３条　都道府県は、条例で定めるところにより、
良好な景観又は風致を維持するために必要があ
ると認めるときは、次に掲げる地域又は場所に
ついて、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁
止することができる。
一　都市計画法（昭和43年法律第100号）第２章の規定に
より定められた第一種低層住居専用地域、第
二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専
用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住
居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造
物群保存地区

二　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第 27 条又は
第 78 条第１項の規定により指定された建造
物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内に
ある地域、同法第 109 条第１項若しくは第２
項又は第 110 条第１項の規定により指定さ
れ、又は仮指定された地域及び同法第 143 条
第２項に規定する条例の規定により市町村が
定める地域

三　森林法（昭和26年法律第249号）第 25 条第１項第
十一号に掲げる目的を達成するため保安林と

して指定された森林のある地域
四　道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続す
る地域で、良好な景観又は風致を維持するた
めに必要があるものとして当該都道府県が指
定するもの

五　公園、緑地、古墳又は墓地
六　前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が
特に指定する地域又は場所

２	 都道府県は、条例で定めるところにより、良好
な景観又は風致を維持するために必要があると
認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示
し、又は掲出物件を設置することを禁止するこ
とができる。

一　橋りょう
二　街路樹及び路傍樹
三　銅像及び記念碑
四　景観法（平成16年法律第110号）第 19 条第１項の規

定により指定された景観重要建造物及び同法
第 28 条第１項の規定により指定された景観
重要樹木

五　前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が
特に指定する物件

３	 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆
に対する危害を防止するために必要があると認
めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置
を禁止することができる。

【広告物の表示等の制限】
第４条　都道府県は、条例で定めるところにより、
良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、
又は公衆に対する危害を防止するために必要が
あると認めるときは、広告物の表示又は掲出物
件の設置（前条の規定に基づく条例によりその
表示又は設置が禁止されているものを除く。）
について、都道府県知事の許可を受けなければ
ならないとすることその他必要な制限をするこ
とができる。

【広告物の表示の方法等の基準】
第５条　前条に規定するもののほか、都道府県は、
良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、
又は公衆に対する危害を防止するために必要が
あると認めるときは、条例で、広告物（第３条
の規定に基づく条例によりその表示が禁止され
ているものを除く。）の形状、面積、色彩、意
匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件
（同条の規定に基づく条例によりその設置が禁

屋外広告物法（抄）●　第 1条

線引きはありません
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止されているものを除く。）の形状その他設置
の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を
定めることができる。

【景観計画との関係】
第６条　景観法第８条第１項の景観計画に広告物の
表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に
関する事項が定められた場合においては、当該
景観計画を策定した景観行政団体（同法第７条
第１項の景観行政団体をいう。以下同じ。）の
前３条の規定に基づく条例は、当該景観計画に
即して定めるものとする。

文化財保護法（抄）
昭和 25 年５月 30 日法律第 214 号

最終改正：令和３年４月 23 日法律第 22 号

【この法律の目的】
第１条　この法律は、文化財を保存し、且つ、その
活用を図り、もって国民の文化的向上に資する
とともに、世界文化の進歩に貢献することを目
的とする。

【文化財の定義】
第２条　この法律で「文化財」とは、次に掲げるも
のをいう。

一　建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、
古文書その他の有形の文化的所産で我が国に
とって歴史上又は芸術上価値の高いもの（こ
れらのものと一体をなしてその価値を形成し
ている土地その他の物件を含む。）並びに考
古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資
料（以下「有形文化財」という。）

二　演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的
所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値
の高いもの（以下「無形文化財」という。）

三　衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風
俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用
いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我
が国民の生活の推移の理解のため欠くことの
できないもの（以下「民俗文化財」という。）

四　貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の
遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値
の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳
その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は
観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、
繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を
含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の
生じている土地を含む。）で我が国にとって
学術上価値の高いもの（以下「記念物」とい
う。）

五　地域における人々の生活又は生業及び当該地
域の風土により形成された景観地で我が国民
の生活又は生業の理解のため欠くことのでき
ないもの（以下「文化的景観」という。）

六　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成
している伝統的な建造物群で価値の高いもの
（以下「伝統的建造物群」という。）

第 6条　●屋外広告物法（抄）、第 1条　●文化財保護法（抄）

線引きはありません
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止されているものを除く。）の形状その他設置
の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を
定めることができる。

【景観計画との関係】
第６条　景観法第８条第１項の景観計画に広告物の
表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に
関する事項が定められた場合においては、当該
景観計画を策定した景観行政団体（同法第７条
第１項の景観行政団体をいう。以下同じ。）の
前３条の規定に基づく条例は、当該景観計画に
即して定めるものとする。

文化財保護法（抄）
昭和 25 年５月 30 日法律第 214 号

最終改正：令和３年４月 23 日法律第 22 号

【この法律の目的】
第１条　この法律は、文化財を保存し、且つ、その
活用を図り、もって国民の文化的向上に資する
とともに、世界文化の進歩に貢献することを目
的とする。

【文化財の定義】
第２条　この法律で「文化財」とは、次に掲げるも
のをいう。

一　建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、
古文書その他の有形の文化的所産で我が国に
とって歴史上又は芸術上価値の高いもの（こ
れらのものと一体をなしてその価値を形成し
ている土地その他の物件を含む。）並びに考
古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資
料（以下「有形文化財」という。）

二　演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的
所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値
の高いもの（以下「無形文化財」という。）

三　衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風
俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用
いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我
が国民の生活の推移の理解のため欠くことの
できないもの（以下「民俗文化財」という。）

四　貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の
遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値
の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳
その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は
観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、
繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を
含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の
生じている土地を含む。）で我が国にとって
学術上価値の高いもの（以下「記念物」とい
う。）

五　地域における人々の生活又は生業及び当該地
域の風土により形成された景観地で我が国民
の生活又は生業の理解のため欠くことのでき
ないもの（以下「文化的景観」という。）

六　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成
している伝統的な建造物群で価値の高いもの
（以下「伝統的建造物群」という。）

第 6条　●屋外広告物法（抄）、第 1条　●文化財保護法（抄）
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２	 この法律の規定（第 27 条から第 29 条まで、第
37 条、第 55 条第１項第四号、第 153 条第１項
第一号、第 165 条、第 171 条及び附則第３条の
規定を除く。）中「重要文化財」には、国宝を
含むものとする。

３	 この法律の規定（第 109 条、第 110 条、第 112
条、第 122 条、第 131 条第１項第四号、第 153
条第１項第十号及び第十一号、第 165 条並びに
第 171 条の規定を除く。）中「史跡名勝天然記
念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むも
のとする。

【指定】
第 27 条　文部科学大臣は、有形文化財のうち重要
なものを重要文化財に指定することができる。

２	 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の
見地から価値の高いもので、たぐいない国民の
宝たるものを国宝に指定することができる。

【有形文化財の登録】
第 57 条　文部科学大臣は、重要文化財以外の有形
文化財（第 182 条第２項に規定する指定を地方
公共団体が行っているものを除く。）のうち、
その文化財としての価値に鑑み保存及び活用の
ための措置が特に必要とされるものを文化財登
録原簿に登録することができる。

２	 文部科学大臣は、前項の規定による登録をしよ
うとするときは、あらかじめ、関係地方公共団
体の意見を聴くものとする。ただし、当該登録
をしようとする有形文化財が第 182 条の２第１
項若しくは第 183 条の５第１項の規定又は文化
観光拠点施設を中核とした地域における文化観
光の推進に関する法律（令和２年法律第18号）第 16 条
第１項の規定による登録の提案に係るものであ
るときは、この限りでない。

３	 文化財登録原簿に記載すべき事項その他文化財
登録原簿に関し必要な事項は、文部科学省令で
定める。

【調査のための発掘に関する届出、指示及び命令】
第 92 条　土地に埋蔵されている文化財（以下「埋
蔵文化財」という。）について、その調査のた
め土地を発掘しようとする者は、文部科学省令
の定める事項を記載した書面をもって、発掘に
着手しようとする日の 30 日前までに文化庁長
官に届け出なければならない。ただし、文部科
学省令の定める場合は、この限りでない。

２	 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めると

きは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に
関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又
はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずる
ことができる。

【登録記念物】
第132条　文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物（第
110 条第１項に規定する仮指定を都道府県の教
育委員会が行ったものを含む。）以外の記念物
（第 182 条第２項に規定する指定を地方公共団
体が行っているものを除く。）のうち、その文
化財としての価値にかんがみ保存及び活用のた
めの措置が特に必要とされるものを文化財登録
原簿に登録することができる。

２	 前項の規定による登録には、第 57 条第２項及
び第３項、第 109 条第３項から第５項まで並び
に第 111 条第１項の規定を準用する。

【重要文化的景観の選定】
第 134 条　文部科学大臣は、都道府県又は市町村
の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定
める景観法（平成16年法律第110号）第８条第２項第一
号に規定する景観計画区域又は同法第 61 条第
１項に規定する景観地区内にある文化的景観で
あって、文部科学省令で定める基準に照らして
当該都道府県又は市町村がその保存のため必要
な措置を講じているもののうち特に重要なもの
を重要文化的景観として選定することができ
る。

２	 前項の規定による選定には、第 109 条第３項か
ら第５項までの規定を準用する。この場合にお
いて、同条第３項中「権原に基づく占有者」と
あるのは、「権原に基づく占有者並びに第 134
条第１項に規定する申出を行った都道府県又は
市町村」と読み替えるものとする。

【現状変更等の届出等】
第 139 条　重要文化的景観に関しその現状を変更
し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしよう
とする者は、現状を変更し、又は保存に影響を
及ぼす行為をしようとする日の 30 日前までに、
文部科学省令で定めるところにより、文化庁長
官にその旨を届け出なければならない。ただし、
現状変更については維持の措置若しくは非常災
害のために必要な応急措置又は他の法令の規定
による現状変更を内容とする命令に基づく措置
を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
は影響の軽微である場合は、この限りでない。

文化財保護法（抄）●　第 2７ 条

線引きはありません
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２	 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、
文部科学省令で定める。

３	 重要文化的景観の保護上必要があると認めると
きは、文化庁長官は、第１項の届出に係る重要
文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす
行為に関し必要な指導、助言又は勧告をするこ
とができる。

【伝統的建造物群保存地区】
第 142 条　この章において「伝統的建造物群保存
地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体を
なしてその価値を形成している環境を保存する
ため、次条第１項又は第２項の定めるところに
より市町村が定める地区をいう。

【伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護】
第 143 条　市町村は、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第５条又は第５条の２の規定により指定された
都市計画区域又は準都市計画区域内において
は、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定め
ることができる。この場合においては、市町村
は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定
める基準に従い必要な現状変更の規制について
定めるほか、その保存のため必要な措置を定め
るものとする。

２	 市町村は、前項の都市計画区域又は準都市計画
区域以外の区域においては、条例の定めるとこ
ろにより、伝統的建造物群保存地区を定めるこ
とができる。この場合においては、前項後段の
規定を準用する。

３	 都道府県知事は、第１項の伝統的建造物群保存
地区に関する都市計画についての都市計画法
第 19 条第３項の規定による同意に当たっては、
あらかじめ、当該都道府県の教育委員会の意見
を聴かなければならない。ただし、当該都道府
県が特定地方公共団体である場合は、この限り
でない。

４	 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関し、地
区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若
しくはその改廃を行った場合は、文化庁長官に
対し、その旨を報告しなければならない。

５	 文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町
村に対し、伝統的建造物群保存地区の保存に関
し、必要な指導又は助言をすることができる。

【重要伝統的建造物群保存地区の選定】
第144条　文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、
伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部

で我が国にとってその価値が特に高いものを、
重要伝統的建造物群保存地区として選定するこ
とができる。

２	 前項の規定による選定は、その旨を官報で告示
するとともに、当該申出に係る市町村に通知し
てする。

【地方公共団体の事務】
第 182 条　地方公共団体は、文化財の管理、修理、
復旧、公開その他その保存及び活用に要する経
費につき補助することができる。

２	 地方公共団体は、条例の定めるところにより、
重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文
化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記
念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内
に存するもののうち重要なものを指定して、そ
の保存及び活用のため必要な措置を講ずること
ができる。

３	 地方公共団体は、条例の定めるところにより、
重要文化財、登録有形文化財、重要無形文化財、
登録無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無
形民俗文化財、登録有形民俗文化財、登録無形
民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び登録記念
物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に
存するもの（前項に規定する指定を行つている
ものを除く。）のうち、その文化財としての価
値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要
とされるものを当該地方公共団体の文化財に関
する登録簿に登録して、その保存及び活用のた
め必要な措置を講ずることができる。

４	 第２項に規定する条例の制定若しくはその改廃
又は同項に規定する文化財の指定若しくはその
解除を行った場合には、教育委員会は、文部科
学省令の定めるところにより、文化庁長官にそ
の旨を報告しなければならない。

第 1４2 条　●文化財保護法（抄）

線引きはありません
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２	 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、
文部科学省令で定める。

３	 重要文化的景観の保護上必要があると認めると
きは、文化庁長官は、第１項の届出に係る重要
文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす
行為に関し必要な指導、助言又は勧告をするこ
とができる。

【伝統的建造物群保存地区】
第 142 条　この章において「伝統的建造物群保存
地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体を
なしてその価値を形成している環境を保存する
ため、次条第１項又は第２項の定めるところに
より市町村が定める地区をいう。

【伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護】
第 143 条　市町村は、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第５条又は第５条の２の規定により指定された
都市計画区域又は準都市計画区域内において
は、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定め
ることができる。この場合においては、市町村
は、条例で、当該地区の保存のため、政令の定
める基準に従い必要な現状変更の規制について
定めるほか、その保存のため必要な措置を定め
るものとする。

２	 市町村は、前項の都市計画区域又は準都市計画
区域以外の区域においては、条例の定めるとこ
ろにより、伝統的建造物群保存地区を定めるこ
とができる。この場合においては、前項後段の
規定を準用する。

３	 都道府県知事は、第１項の伝統的建造物群保存
地区に関する都市計画についての都市計画法
第 19 条第３項の規定による同意に当たっては、
あらかじめ、当該都道府県の教育委員会の意見
を聴かなければならない。ただし、当該都道府
県が特定地方公共団体である場合は、この限り
でない。

４	 市町村は、伝統的建造物群保存地区に関し、地
区の決定若しくはその取消し又は条例の制定若
しくはその改廃を行った場合は、文化庁長官に
対し、その旨を報告しなければならない。

５	 文化庁長官又は都道府県の教育委員会は、市町
村に対し、伝統的建造物群保存地区の保存に関
し、必要な指導又は助言をすることができる。

【重要伝統的建造物群保存地区の選定】
第144条　文部科学大臣は、市町村の申出に基づき、
伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部

で我が国にとってその価値が特に高いものを、
重要伝統的建造物群保存地区として選定するこ
とができる。

２	 前項の規定による選定は、その旨を官報で告示
するとともに、当該申出に係る市町村に通知し
てする。

【地方公共団体の事務】
第 182 条　地方公共団体は、文化財の管理、修理、
復旧、公開その他その保存及び活用に要する経
費につき補助することができる。

２	 地方公共団体は、条例の定めるところにより、
重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文
化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記
念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内
に存するもののうち重要なものを指定して、そ
の保存及び活用のため必要な措置を講ずること
ができる。

３	 地方公共団体は、条例の定めるところにより、
重要文化財、登録有形文化財、重要無形文化財、
登録無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無
形民俗文化財、登録有形民俗文化財、登録無形
民俗文化財、史跡名勝天然記念物及び登録記念
物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に
存するもの（前項に規定する指定を行つている
ものを除く。）のうち、その文化財としての価
値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要
とされるものを当該地方公共団体の文化財に関
する登録簿に登録して、その保存及び活用のた
め必要な措置を講ずることができる。

４	 第２項に規定する条例の制定若しくはその改廃
又は同項に規定する文化財の指定若しくはその
解除を行った場合には、教育委員会は、文部科
学省令の定めるところにより、文化庁長官にそ
の旨を報告しなければならない。

第 1４2 条　●文化財保護法（抄）
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宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
昭和 36 年 11 月７日法律第 191 号

最終改正：令和４年５月 27 日法律第 56 号

【目的】
第１条　この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土
石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災
害の防止のため必要な規制を行うことにより、
国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共
の福祉に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
一　宅地　　農地、採草放牧地及び森林（以下こ
の条、第 21 条第４項及び第 40 条第４項にお
いて「農地等」という。）並びに道路、公園、
河川その他政令で定める公共の用に供する施
設の用に供されている土地（以下「公共施設
用地」という。）以外の土地をいう。

▪政令【公共の用に供する施設】令２条�➡８２0 

二　宅地造成　　宅地以外の土地を宅地にするた
めに行う盛土その他の土地の形質の変更で政
令で定めるものをいう。

▪政令【宅地造成及び特定盛土等】令３条�➡８２0 

三　特定盛土等　　宅地又は農地等において行う
盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地
又は農地等に隣接し、又は近接する宅地にお
いて災害を発生させるおそれが大きいものと
して政令で定めるものをいう。

▪政令【宅地造成及び特定盛土等】令３条�➡８２0 

四　土石の堆積　　宅地又は農地等において行う
土石の堆積で政令で定めるもの（一定期間の
経過後に当該土石を除却するものに限る。）
をいう。

▪政令【土石の堆積】令４条�➡８２１ 

五　災害　　崖崩れ又は土砂の流出による災害を
いう。

六　設計　　その者の責任において、設計図書（宅
地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する
工事を実施するために必要な図面（現寸図そ
の他これに類するものを除く。）及び仕様書
をいう。第 55 条第２項において同じ。）を作
成することをいう。

七　工事主　　宅地造成、特定盛土等若しくは土

石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又
は請負契約によらないで自らその工事をする
者をいう。

八　工事施行者　　宅地造成、特定盛土等若しく
は土石の堆積に関する工事の請負人又は請負
契約によらないで自らその工事をする者をい
う。

九　造成宅地　　宅地造成又は特定盛土等（宅地
において行うものに限る。）に関する工事が
施行された宅地をいう。

【基本方針】
第３条　主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土
石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方
針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ
ばならない。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項について
定めるものとする。

一　この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛
土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関す
る基本的な事項

二　次条第１項の基礎調査の実施について指針と
なるべき事項

三　第 10 条第１項の規定による宅地造成等工事
規制区域の指定、第 26 条第１項の規定によ
る特定盛土等規制区域の指定及び第 45 条第
１項の規定による造成宅地防災区域の指定に
ついて指針となるべき事項

四　前三号に掲げるもののほか、宅地造成、特定
盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関
する重要事項

３	 主務大臣は、基本方針を定めるときは、あらか
じめ、関係行政機関の長に協議するとともに、
社会資本整備審議会、食料・農業・農村政策審
議会及び林政審議会の意見を聴かなければなら
ない。

４	 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞な
く、これを公表しなければならない。

５	 前二項の規定は、基本方針の変更について準用
する。

【宅地造成等工事規制区域】
第 10 条　都道府県知事は、基本方針に基づき、か
つ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定
盛土等又は土石の堆積（以下この章及び次章に
おいて「宅地造成等」という。）に伴い災害が
生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地と

第 1条　●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
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宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
昭和 36 年 11 月７日法律第 191 号

最終改正：令和４年５月 27 日法律第 56 号

【目的】
第１条　この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土
石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災
害の防止のため必要な規制を行うことにより、
国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共
の福祉に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。

一　宅地　　農地、採草放牧地及び森林（以下こ
の条、第 21 条第４項及び第 40 条第４項にお
いて「農地等」という。）並びに道路、公園、
河川その他政令で定める公共の用に供する施
設の用に供されている土地（以下「公共施設
用地」という。）以外の土地をいう。

▪政令【公共の用に供する施設】令２条�➡８２0 

二　宅地造成　　宅地以外の土地を宅地にするた
めに行う盛土その他の土地の形質の変更で政
令で定めるものをいう。

▪政令【宅地造成及び特定盛土等】令３条�➡８２0 

三　特定盛土等　　宅地又は農地等において行う
盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地
又は農地等に隣接し、又は近接する宅地にお
いて災害を発生させるおそれが大きいものと
して政令で定めるものをいう。

▪政令【宅地造成及び特定盛土等】令３条�➡８２0 

四　土石の堆積　　宅地又は農地等において行う
土石の堆積で政令で定めるもの（一定期間の
経過後に当該土石を除却するものに限る。）
をいう。

▪政令【土石の堆積】令４条�➡８２１ 

五　災害　　崖崩れ又は土砂の流出による災害を
いう。

六　設計　　その者の責任において、設計図書（宅
地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する
工事を実施するために必要な図面（現寸図そ
の他これに類するものを除く。）及び仕様書
をいう。第 55 条第２項において同じ。）を作
成することをいう。

七　工事主　　宅地造成、特定盛土等若しくは土

石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又
は請負契約によらないで自らその工事をする
者をいう。

八　工事施行者　　宅地造成、特定盛土等若しく
は土石の堆積に関する工事の請負人又は請負
契約によらないで自らその工事をする者をい
う。

九　造成宅地　　宅地造成又は特定盛土等（宅地
において行うものに限る。）に関する工事が
施行された宅地をいう。

【基本方針】
第３条　主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土
石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方
針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ
ばならない。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項について
定めるものとする。

一　この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛
土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関す
る基本的な事項

二　次条第１項の基礎調査の実施について指針と
なるべき事項

三　第 10 条第１項の規定による宅地造成等工事
規制区域の指定、第 26 条第１項の規定によ
る特定盛土等規制区域の指定及び第 45 条第
１項の規定による造成宅地防災区域の指定に
ついて指針となるべき事項

四　前三号に掲げるもののほか、宅地造成、特定
盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関
する重要事項

３	 主務大臣は、基本方針を定めるときは、あらか
じめ、関係行政機関の長に協議するとともに、
社会資本整備審議会、食料・農業・農村政策審
議会及び林政審議会の意見を聴かなければなら
ない。

４	 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞な
く、これを公表しなければならない。

５	 前二項の規定は、基本方針の変更について準用
する。

【宅地造成等工事規制区域】
第 10 条　都道府県知事は、基本方針に基づき、か
つ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定
盛土等又は土石の堆積（以下この章及び次章に
おいて「宅地造成等」という。）に伴い災害が
生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地と

第 1条　●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
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なろうとする土地の区域又は集落の区域（これ
らの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を
含む。第５項及び第 26 条第１項において「市
街地等区域」という。）であって、宅地造成等
に関する工事について規制を行う必要があるも
のを、宅地造成等工事規制区域として指定する
ことができる。

２	 都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等
工事規制区域を指定しようとするときは、関係
市町村長の意見を聴かなければならない。

３	 第１項の指定は、この法律の目的を達成するた
め必要な最小限度のものでなければならない。

４	 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、
主務省令で定めるところにより、当該宅地造成
等工事規制区域を公示するとともに、その旨を
関係市町村長に通知しなければならない。

５	 市町村長は、宅地造成等に伴い市街地等区域に
おいて災害が生ずるおそれが大きいため第１項
の指定をする必要があると認めるときは、その
旨を都道府県知事に申し出ることができる。

６	 第１項の指定は、第４項の公示によってその効
力を生ずる。

【住民への周知】
第 11 条　工事主は、次条第１項の許可の申請をす
るときは、あらかじめ、主務省令で定めるとこ
ろにより、宅地造成等に関する工事の施行に係
る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催
その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を
周知させるため必要な措置を講じなければなら
ない。

【宅地造成等に関する工事の許可】
第 12 条　宅地造成等工事規制区域内において行わ
れる宅地造成等に関する工事については、工事
主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定
めるところにより、都道府県知事の許可を受け
なければならない。ただし、宅地造成等に伴う
災害の発生のおそれがないと認められるものと
して政令で定める工事については、この限りで
ない。

▪政令【宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと

認められる工事等】令５条�➡８２１ 

２	 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げ
る基準に適合しないと認めるとき、又はその申
請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく
命令の規定に違反していると認めるときは、同

項の許可をしてはならない。
一　当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計
画が次条の規定に適合するものであること。

二　工事主に当該宅地造成等に関する工事を行う
ために必要な資力及び信用があること。

三　工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を
完成するために必要な能力があること。

四　当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理
法（昭和29年法律第119号）第２条第１項に規定する
土地区画整理事業その他の公共施設の整備又
は土地利用の増進を図るための事業として政
令で定めるものの施行に伴うものを除く。）
をしようとする土地の区域内の土地について
所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借に
よる権利又はその他の使用及び収益を目的と
する権利を有する者の全ての同意を得ている
こと。

３	 都道府県知事は、第１項の許可に、工事の施行
に伴う災害を防止するため必要な条件を付する
ことができる。

４	 都道府県知事は、第１項の許可をしたときは、
速やかに、主務省令で定めるところにより、工
事主の氏名又は名称、宅地造成等に関する工事
が施行される土地の所在地その他主務省令で定
める事項を公表するとともに、関係市町村長に
通知しなければならない。

【宅地造成等に関する工事の技術的基準等】
第 13 条　宅地造成等工事規制区域内において行わ
れる宅地造成等に関する工事（前条第１項ただ
し書に規定する工事を除く。第 21 条第１項に
おいて同じ。）は、政令（その政令で都道府県
の規則に委任した事項に関しては、その規則を
含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排
水施設その他の政令で定める施設（以下「擁壁
等」という。）の設置その他宅地造成等に伴う
災害を防止するため必要な措置が講ぜられたも
のでなければならない。

▪政令【政令で定める技術的基準】令５条�〜１５条�➡８２１ 

２	 前項の規定により講ずべきものとされる措置の
うち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任
した事項に関しては、その規則を含む。）で定
めるものの工事は、政令で定める資格を有する
者の設計によらなければならない。

▪政令【有資格者の設計によらなければならない措置】

令２１条�➡８２５ 

宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）●　第 11 条
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【変更の許可等】
第 16 条　第 12 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の
変更をしようとするときは、主務省令で定める
ところにより、都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。ただし、主務省令で定める軽微
な変更をしようとするときは、この限りでない。

２	 第 12 条第１項の許可を受けた者は、前項ただ
し書の主務省令で定める軽微な変更をしたとき
は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出
なければならない。

３	 第 12 条第２項から第４項まで、第 13 条、第
14 条及び前条第１項の規定は、第１項の許可
について準用する。

４	 第１項又は第２項の場合における次条から第
19 条までの規定の適用については、第１項の
許可又は第２項の規定による届出に係る変更後
の内容を第 12 条第１項の許可の内容とみなす。

５	 前条第２項の規定により第 12 条第１項の許可
を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛
土等に関する工事に係る都市計画法第 35 条の
２第１項の許可又は同条第３項の規定による届
出は、当該工事に係る第１項の許可又は第２項
の規定による届出とみなす。

【完了検査等】
第 17 条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事に
ついて第 12 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る工事を完了したときは、主務省令
で定める期間内に、主務省令で定めるところに
より、その工事が第 13 条第１項の規定に適合
しているかどうかについて、都道府県知事の検
査を申請しなければならない。

▪省令【完了検査の申請期間】規則39条➡828 

２	 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第
13 条第１項の規定に適合していると認めた場
合においては、主務省令で定める様式の検査済
証を第 12 条第１項の許可を受けた者に交付し
なければならない。

３	 第 15 条第２項の規定により第 12 条第１項の許
可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定
盛土等に関する工事に係る都市計画法第 36 条
第１項の規定による届出又は同条第２項の規定
により交付された検査済証は、当該工事に係る
第１項の規定による申請又は前項の規定により
交付された検査済証とみなす。

４	 土石の堆積に関する工事について第 12 条第１
項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事（堆
積した全ての土石を除却するものに限る。）を
完了したときは、主務省令で定める期間内に、
主務省令で定めるところにより、堆積されてい
た全ての土石の除却が行われたかどうかについ
て、都道府県知事の確認を申請しなければなら
ない。

５	 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積され
ていた全ての土石が除却されたと認めた場合に
おいては、主務省令で定める様式の確認済証を
第 12 条第１項の許可を受けた者に交付しなけ
ればならない。

【中間検査】
第 18 条　第 12 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る宅地造成又は特定盛土等（＊1 政
令で定める規模のものに限る。）に関する工事
が＊2 政令で定める工程（以下この条において
「特定工程」という。）を含む場合において、当
該特定工程に係る工事を終えたときは、その都
度主務省令で定める期間内に、主務省令で定め
るところにより、都道府県知事の検査を申請し
なければならない。

▪＊1 政令【中間検査を要する宅地造成又は

特定盛土等の規模】令23条➡825 

▪＊2 政令【特定工程等】令24条１項➡825 

▪省令【中間検査の申請期間】規則45条➡828 

２	 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定
工程に係る工事が第 13 条第１項の規定に適合
していると認めた場合においては、主務省令で
定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格
証を第 12 条第１項の許可を受けた者に交付し
なければならない。

３	 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の
工程に係る工事は、前項の規定による当該特定
工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後で
なければ、することができない。

４	 都道府県は、第１項の検査について、宅地造成
又は特定盛土等に伴う災害を防止するために必
要があると認める場合においては、同項の政令
で定める宅地造成若しくは特定盛土等の規模を
当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特
定工程（当該特定工程後の前項に規定する工程
を含む。）として条例で定める工程を追加する
ことができる。

第 16 条　�●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
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【変更の許可等】
第 16 条　第 12 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の
変更をしようとするときは、主務省令で定める
ところにより、都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。ただし、主務省令で定める軽微
な変更をしようとするときは、この限りでない。

２	 第 12 条第１項の許可を受けた者は、前項ただ
し書の主務省令で定める軽微な変更をしたとき
は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出
なければならない。

３	 第 12 条第２項から第４項まで、第 13 条、第
14 条及び前条第１項の規定は、第１項の許可
について準用する。

４	 第１項又は第２項の場合における次条から第
19 条までの規定の適用については、第１項の
許可又は第２項の規定による届出に係る変更後
の内容を第 12 条第１項の許可の内容とみなす。

５	 前条第２項の規定により第 12 条第１項の許可
を受けたものとみなされた宅地造成又は特定盛
土等に関する工事に係る都市計画法第 35 条の
２第１項の許可又は同条第３項の規定による届
出は、当該工事に係る第１項の許可又は第２項
の規定による届出とみなす。

【完了検査等】
第 17 条　宅地造成又は特定盛土等に関する工事に
ついて第 12 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る工事を完了したときは、主務省令
で定める期間内に、主務省令で定めるところに
より、その工事が第 13 条第１項の規定に適合
しているかどうかについて、都道府県知事の検
査を申請しなければならない。

▪省令【完了検査の申請期間】規則39条➡828 

２	 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第
13 条第１項の規定に適合していると認めた場
合においては、主務省令で定める様式の検査済
証を第 12 条第１項の許可を受けた者に交付し
なければならない。

３	 第 15 条第２項の規定により第 12 条第１項の許
可を受けたものとみなされた宅地造成又は特定
盛土等に関する工事に係る都市計画法第 36 条
第１項の規定による届出又は同条第２項の規定
により交付された検査済証は、当該工事に係る
第１項の規定による申請又は前項の規定により
交付された検査済証とみなす。

４	 土石の堆積に関する工事について第 12 条第１
項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事（堆
積した全ての土石を除却するものに限る。）を
完了したときは、主務省令で定める期間内に、
主務省令で定めるところにより、堆積されてい
た全ての土石の除却が行われたかどうかについ
て、都道府県知事の確認を申請しなければなら
ない。

５	 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積され
ていた全ての土石が除却されたと認めた場合に
おいては、主務省令で定める様式の確認済証を
第 12 条第１項の許可を受けた者に交付しなけ
ればならない。

【中間検査】
第 18 条　第 12 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る宅地造成又は特定盛土等（＊1 政
令で定める規模のものに限る。）に関する工事
が＊2 政令で定める工程（以下この条において
「特定工程」という。）を含む場合において、当
該特定工程に係る工事を終えたときは、その都
度主務省令で定める期間内に、主務省令で定め
るところにより、都道府県知事の検査を申請し
なければならない。

▪＊1 政令【中間検査を要する宅地造成又は

特定盛土等の規模】令23条➡825 

▪＊2 政令【特定工程等】令24条１項➡825 

▪省令【中間検査の申請期間】規則45条➡828 

２	 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定
工程に係る工事が第 13 条第１項の規定に適合
していると認めた場合においては、主務省令で
定める様式の当該特定工程に係る中間検査合格
証を第 12 条第１項の許可を受けた者に交付し
なければならない。

３	 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の
工程に係る工事は、前項の規定による当該特定
工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後で
なければ、することができない。

４	 都道府県は、第１項の検査について、宅地造成
又は特定盛土等に伴う災害を防止するために必
要があると認める場合においては、同項の政令
で定める宅地造成若しくは特定盛土等の規模を
当該規模未満で条例で定める規模とし、又は特
定工程（当該特定工程後の前項に規定する工程
を含む。）として条例で定める工程を追加する
ことができる。

第 16 条　�●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
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５	 都道府県知事は、第１項の検査において第 13
条第１項の規定に適合することを認められた特
定工程に係る工事については、前条第１項の検
査において当該工事に係る部分の検査をするこ
とを要しない。

【定期の報告】
第 19 条　第 12 条第１項の許可（政令で定める規
模の宅地造成等に関する工事に係るものに限
る。）を受けた者は、主務省令で定めるところ
により、主務＊１ 省令で定める期間ごとに、当
該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の
状況その他主務＊２ 省令で定める事項を都道府
県知事に報告しなければならない。

▪政令【定期の報告を要する宅地造成等の規模】

令２５条�➡８２５ 

▪＊１ 省令【定期の報告の期間】規則４９条�➡８２８ 

▪＊２ 省令【定期の報告の報告事項】規則５0条�➡８２８ 

２	 都道府県は、前項の報告について、宅地造成等
に伴う災害を防止するために必要があると認め
る場合においては、同項の政令で定める宅地造
成等の規模を当該規模未満で条例で定める規模
とし、同項の主務省令で定める期間を当該期間
より短い期間で条例で定める期間とし、又は同
項の主務省令で定める事項に条例で必要な事項
を付加することができる。

【工事等の届出】
第 21 条　宅地造成等工事規制区域の指定の際、当
該宅地造成等工事規制区域内において行われて
いる宅地造成等に関する工事の工事主は、その
指定があった日から 21 日以内に、主務省令で
定めるところにより、当該工事について都道府
県知事に届け出なければならない。

２	 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理
したときは、速やかに、主務省令で定めるとこ
ろにより、工事主の氏名又は名称、宅地造成等
に関する工事が施行される土地の所在地その他
主務省令で定める事項を公表するとともに、関
係市町村長に通知しなければならない。

３	 宅地造成等工事規制区域内の土地（公共施設用
地を除く。以下この章において同じ。）において、
擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定め
るものを行おうとする者（第 12 条第１項若し
くは第 16 条第１項の許可を受け、又は同条第
２項の規定による届出をした者を除く。）は、

その工事に着手する日の 14 日前までに、主務
省令で定めるところにより、その旨を都道府県
知事に届け出なければならない。

４	 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設
用地を宅地又は農地等に転用した者（第 12 条
第１項若しくは第 16 条第１項の許可を受け、
又は同条第２項の規定による届出をした者を除
く。）は、その転用した日から 14 日以内に、主
務省令で定めるところにより、その旨を都道府
県知事に届け出なければならない。

【土地の保全等】
第 22 条　宅地造成等工事規制区域内の土地の所有
者、管理者又は占有者は、宅地造成等（宅地造
成等工事規制区域の指定前に行われたものを含
む。次項及び次条第１項において同じ。）に伴
う災害が生じないよう、その土地を常時安全な
状態に維持するように努めなければならない。

２	 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の
土地について、宅地造成等に伴う災害の防止の
ため必要があると認める場合においては、その
土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工
事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他
宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置
をとることを勧告することができる。

【改善命令】
第 23 条　都道府県知事は、宅地造成等工事規制区
域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に
伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置され
ておらず、若しくは極めて不完全であり、又は
土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置
がとられておらず、若しくは極めて不十分であ
るために、これを放置するときは、宅地造成等
に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められ
るものがある場合においては、その災害の防止
のため必要であり、かつ、土地の利用状況その
他の状況からみて相当であると認められる限度
において、当該宅地造成等工事規制区域内の土
地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者（次
項において「土地所有者等」という。）に対して、
相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しく
は改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除
却のための工事を行うことを命ずることができ
る。

２	 前項の場合において、土地所有者等以外の者の
宅地造成等に関する不完全な工事その他の行為

宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）●　第 19 条
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によって同項の災害の発生のおそれが生じたこ
とが明らかであり、その行為をした者（その行
為が隣地における土地の形質の変更又は土石の
堆積であるときは、その土地の所有者を含む。
以下この項において同じ。）に前項の工事の全
部又は一部を行わせることが相当であると認め
られ、かつ、これを行わせることについて当該
土地所有者等に異議がないときは、都道府県知
事は、その行為をした者に対して、同項の工事
の全部又は一部を行うことを命ずることができ
る。

３	 第 20 条第５項から第７項までの規定は、前２
項の場合について準用する。

【特定盛土等規制区域】
第26条　都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制
区域以外の土地の区域であって、土地の傾斜度、
渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域に
おける土地利用の状況その他の社会的条件から
みて、当該区域内の土地において特定盛土等又
は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う
災害により市街地等区域その他の区域の居住者
その他の者（第５項及び第 45 条第１項におい
て「居住者等」という。）の生命又は身体に危
害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区
域を、特定盛土等規制区域として指定すること
ができる。

２	 都道府県知事は、前項の規定により特定盛土等
規制区域を指定しようとするときは、関係市町
村長の意見を聴かなければならない。

３	 第１項の指定は、この法律の目的を達成するた
め必要な最小限度のものでなければならない。

４	 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、
主務省令で定めるところにより、当該特定盛土
等規制区域を公示するとともに、その旨を関係
市町村長に通知しなければならない。

５	 市町村長は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う
災害により当該市町村の区域の居住者等の生命
又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいた
め第１項の指定をする必要があると認めるとき
は、その旨を都道府県知事に申し出ることがで
きる。

６	 第１項の指定は、第４項の公示によってその効
力を生ずる。

【特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等】
第 27 条　特定盛土等規制区域内において行われる
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事につい
ては、工事主は、当該工事に着手する日の 30
日前までに、主務省令で定めるところにより、
当該工事の計画を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆
積に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
るものとして政令で定める工事については、こ
の限りでない。

２	 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理
したときは、速やかに、主務省令で定めるとこ
ろにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等
又は土石の堆積に関する工事が施行される土地
の所在地その他主務省令で定める事項を公表す
るとともに、関係市町村長に通知しなければな
らない。

３	 都道府県知事は、第１項の規定による届出が
あった場合において、当該届出に係る工事の計
画について当該特定盛土等又は土石の堆積に
伴う災害の防止のため必要があると認めるとき
は、当該届出を受理した日から 30 日以内に限
り、当該届出をした者に対し、当該工事の計画
の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告
することができる。

４	 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受け
た者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措
置をとらなかったときは、その者に対し、相当
の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべ
きことを命ずることができる。

５	 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛
土等について都市計画法第 29 条第１項又は第
２項の許可の申請をしたときは、当該特定盛土
等に関する工事については、第１項の規定によ
る届出をしたものとみなす。

【変更の届出等】
第28条　前条第１項の規定による届出をした者は、
当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関
する工事の計画の変更（主務省令で定める軽微
な変更を除く。）をしようとするときは、当該
変更後の工事に着手する日の 30 日前までに、
主務省令で定めるところにより、当該変更後の
工事の計画を都道府県知事に届け出なければな
らない。

２	 前条第５項の規定により同条第１項の規定によ

第 26 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
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によって同項の災害の発生のおそれが生じたこ
とが明らかであり、その行為をした者（その行
為が隣地における土地の形質の変更又は土石の
堆積であるときは、その土地の所有者を含む。
以下この項において同じ。）に前項の工事の全
部又は一部を行わせることが相当であると認め
られ、かつ、これを行わせることについて当該
土地所有者等に異議がないときは、都道府県知
事は、その行為をした者に対して、同項の工事
の全部又は一部を行うことを命ずることができ
る。

３	 第 20 条第５項から第７項までの規定は、前２
項の場合について準用する。

【特定盛土等規制区域】
第26条　都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、
基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制
区域以外の土地の区域であって、土地の傾斜度、
渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域に
おける土地利用の状況その他の社会的条件から
みて、当該区域内の土地において特定盛土等又
は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う
災害により市街地等区域その他の区域の居住者
その他の者（第５項及び第 45 条第１項におい
て「居住者等」という。）の生命又は身体に危
害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区
域を、特定盛土等規制区域として指定すること
ができる。

２	 都道府県知事は、前項の規定により特定盛土等
規制区域を指定しようとするときは、関係市町
村長の意見を聴かなければならない。

３	 第１項の指定は、この法律の目的を達成するた
め必要な最小限度のものでなければならない。

４	 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、
主務省令で定めるところにより、当該特定盛土
等規制区域を公示するとともに、その旨を関係
市町村長に通知しなければならない。

５	 市町村長は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う
災害により当該市町村の区域の居住者等の生命
又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいた
め第１項の指定をする必要があると認めるとき
は、その旨を都道府県知事に申し出ることがで
きる。

６	 第１項の指定は、第４項の公示によってその効
力を生ずる。

【特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等】
第 27 条　特定盛土等規制区域内において行われる
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事につい
ては、工事主は、当該工事に着手する日の 30
日前までに、主務省令で定めるところにより、
当該工事の計画を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆
積に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
るものとして政令で定める工事については、こ
の限りでない。

２	 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理
したときは、速やかに、主務省令で定めるとこ
ろにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等
又は土石の堆積に関する工事が施行される土地
の所在地その他主務省令で定める事項を公表す
るとともに、関係市町村長に通知しなければな
らない。

３	 都道府県知事は、第１項の規定による届出が
あった場合において、当該届出に係る工事の計
画について当該特定盛土等又は土石の堆積に
伴う災害の防止のため必要があると認めるとき
は、当該届出を受理した日から 30 日以内に限
り、当該届出をした者に対し、当該工事の計画
の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告
することができる。

４	 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受け
た者が、正当な理由がなくて当該勧告に係る措
置をとらなかったときは、その者に対し、相当
の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべ
きことを命ずることができる。

５	 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛
土等について都市計画法第 29 条第１項又は第
２項の許可の申請をしたときは、当該特定盛土
等に関する工事については、第１項の規定によ
る届出をしたものとみなす。

【変更の届出等】
第28条　前条第１項の規定による届出をした者は、
当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関
する工事の計画の変更（主務省令で定める軽微
な変更を除く。）をしようとするときは、当該
変更後の工事に着手する日の 30 日前までに、
主務省令で定めるところにより、当該変更後の
工事の計画を都道府県知事に届け出なければな
らない。

２	 前条第５項の規定により同条第１項の規定によ

第 26 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）
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る届出をしたものとみなされた特定盛土等に関
する工事に係る都市計画法第 35 条の２第１項
の許可の申請は、当該工事に係る前項の規定に
よる届出とみなす。

３	 前条第２項から第４項までの規定は、第１項の
規定による届出について準用する。

【住民への周知】
第 29 条　工事主は、次条第１項の許可の申請をす
るときは、あらかじめ、主務省令で定めるとこ
ろにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する
工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対
し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は
土石の堆積に関する工事の内容を周知させるた
め必要な措置を講じなければならない。

【特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可】
第 30 条　特定盛土等規制区域内において行われる
特定盛土等又は土石の堆積（大規模な崖崩れ又
は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいもの
として＊１ 政令で定める規模のものに限る。以
下この条から第 39 条まで及び第 55 条第１項第
二号において同じ。）に関する工事については、
工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令
で定めるところにより、都道府県知事の許可を
受けなければならない。ただし、特定盛土等又
は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがない
と認められるものとして＊２ 政令で定める工事
については、この限りでない。

▪＊１ 政令【許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の

規模】令２８条�➡８２６ 

▪＊２ 政令【特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生の

おそれがないと認められる工事等】令２９条�１項➡８２６ 

２	 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げ
る基準に適合しないと認めるとき、又はその申
請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく
命令の規定に違反していると認めるときは、同
項の許可をしてはならない。
一　当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆積に
関する工事の計画が次条の規定に適合するも
のであること。

二　工事主に当該特定盛土等又は土石の堆積に関
する工事を行うために必要な資力及び信用が
あること。

三　工事施行者に当該特定盛土等又は土石の堆積
に関する工事を完成するために必要な能力が
あること。

四　当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事
（土地区画整理法第２条第１項に規定する土
地区画整理事業その他の公共施設の整備又は
土地利用の増進を図るための事業として政令
で定めるものの施行に伴うものを除く。）を
しようとする土地の区域内の土地について所
有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借によ
る権利又はその他の使用及び収益を目的とす
る権利を有する者の全ての同意を得ているこ
と。

３	 都道府県知事は、第１項の許可に、工事の施行
に伴う災害を防止するため必要な条件を付する
ことができる。

４	 都道府県知事は、第１項の許可をしたときは、
速やかに、主務省令で定めるところにより、工
事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆
積に関する工事が施行される土地の所在地その
他主務省令で定める事項を公表するとともに、
関係市町村長に通知しなければならない。

５	 第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る工
事については、第 27 条第１項の規定による届
出をすることを要しない。

【造成宅地防災区域】
第45条　都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、
基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達
成するために必要があると認めるときは、宅地
造成又は特定盛土等（宅地において行うものに
限る。第 47 条第２項において同じ。）に伴う災
害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発
生のおそれが大きい一団の造成宅地（これに附
帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工
事規制区域内の土地を除く。）の区域であって
政令で定める基準に該当するものを、造成宅地
防災区域として指定することができる。

▪政令【造成宅地防災区域の指定基準】令３５条�➡８２６ 

２	 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他
前項の災害の防止のため必要な措置を講ずるこ
とにより、造成宅地防災区域の全部又は一部に
ついて同項の指定の事由がなくなったと認める
ときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部
について同項の指定を解除するものとする。

３	 第 10 条第２項から第６項までの規定は、第１
項の規定による指定及び前項の規定による指定
の解除について準用する。

宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）●　第 29 条
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【災害の防止のための措置】
第46条　造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、
管理者又は占有者は、前条第１項の災害が生じ
ないよう、その造成宅地について擁壁等の設置
又は改造その他必要な措置を講ずるように努め
なければならない。

２	 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅
地について、前条第１項の災害の防止のため必
要があると認める場合においては、その造成宅
地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等
の設置又は改造その他同項の災害の防止のため
必要な措置をとることを勧告することができ
る。

【改善命令】
第 47 条　都道府県知事は、造成宅地防災区域内の
造成宅地で、第 45 条第１項の災害の防止のた
め必要な擁壁等が設置されておらず、又は極め
て不完全であるために、これを放置するときは、
同項の災害の発生のおそれが大きいと認められ
るものがある場合においては、その災害の防止
のため必要であり、かつ、土地の利用状況その
他の状況からみて相当であると認められる限度
において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、
管理者又は占有者（次項において「造成宅地所
有者等」という。）に対して、相当の猶予期限
を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形
若しくは盛土の改良のための工事を行うことを
命ずることができる。

２	 前項の場合において、造成宅地所有者等以外の
者の宅地造成又は特定盛土等に関する不完全な
工事その他の行為によって第 45 条第１項の災
害の発生のおそれが生じたことが明らかであ
り、その行為をした者（その行為が隣地におけ
る土地の形質の変更であるときは、その土地の
所有者を含む。以下この項において同じ。）に
前項の工事の全部又は一部を行わせることが相
当であると認められ、かつ、これを行わせるこ
とについて当該造成宅地所有者等に異議がない
ときは、都道府県知事は、その行為をした者に
対して、同項の工事の全部又は一部を行うこと
を命ずることができる。

３	 第 20 条第５項から第７項までの規定は、前２
項の場合について準用する。

宅地造成及び�
特定盛土等規制法施行令（抄）

昭和 37 年１月 30 日政令第 16 号

最終改正：令和４年 12 月 23 日政令第 393 号

【定義等】
第１条　この政令において、「崖」とは地表面が水
平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で硬
岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のもの
をいい、「崖面」とはその地表面をいう。

２	 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。
３	 小段その他の崖以外の土地によって上下に分離
された崖がある場合において、下層の崖面の下
端を含み、かつ、水平面に対し 30 度の角度を
なす面の上方に上層の崖面の下端があるとき
は、その上下の崖は一体のものとみなす。

４	 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が
地盤面と接する部分をいう。以下この項におい
て同じ。）とを含む面の水平面に対する角度を
擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離
を擁壁の高さとする。

【公共の用に供する施設】
第２条　宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法

律第191号。以下「法」という。）第２条第一号の
政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設
備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防
護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保
安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用
に供する施設その他これらに準ずる施設で主務
省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が管
理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務
省令で定めるものとする。

【宅地造成及び特定盛土等】
第３条　法第２条第二号及び第三号の政令で定める
土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

一　盛土であって、当該盛土をした土地の部分に
高さが１ｍを超える崖を生ずることとなるも
の

二　切土であって、当該切土をした土地の部分に
高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるも
の

三　盛土と切土とを同時にする場合において、当
該盛土及び切土をした土地の部分に高さが２
ｍを超える崖を生ずることとなるときにおけ

第 ４6 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）、第 1条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
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【災害の防止のための措置】
第46条　造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、
管理者又は占有者は、前条第１項の災害が生じ
ないよう、その造成宅地について擁壁等の設置
又は改造その他必要な措置を講ずるように努め
なければならない。

２	 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅
地について、前条第１項の災害の防止のため必
要があると認める場合においては、その造成宅
地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等
の設置又は改造その他同項の災害の防止のため
必要な措置をとることを勧告することができ
る。

【改善命令】
第 47 条　都道府県知事は、造成宅地防災区域内の
造成宅地で、第 45 条第１項の災害の防止のた
め必要な擁壁等が設置されておらず、又は極め
て不完全であるために、これを放置するときは、
同項の災害の発生のおそれが大きいと認められ
るものがある場合においては、その災害の防止
のため必要であり、かつ、土地の利用状況その
他の状況からみて相当であると認められる限度
において、当該造成宅地又は擁壁等の所有者、
管理者又は占有者（次項において「造成宅地所
有者等」という。）に対して、相当の猶予期限
を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形
若しくは盛土の改良のための工事を行うことを
命ずることができる。

２	 前項の場合において、造成宅地所有者等以外の
者の宅地造成又は特定盛土等に関する不完全な
工事その他の行為によって第 45 条第１項の災
害の発生のおそれが生じたことが明らかであ
り、その行為をした者（その行為が隣地におけ
る土地の形質の変更であるときは、その土地の
所有者を含む。以下この項において同じ。）に
前項の工事の全部又は一部を行わせることが相
当であると認められ、かつ、これを行わせるこ
とについて当該造成宅地所有者等に異議がない
ときは、都道府県知事は、その行為をした者に
対して、同項の工事の全部又は一部を行うこと
を命ずることができる。

３	 第 20 条第５項から第７項までの規定は、前２
項の場合について準用する。

宅地造成及び�
特定盛土等規制法施行令（抄）

昭和 37 年１月 30 日政令第 16 号

最終改正：令和４年 12 月 23 日政令第 393 号

【定義等】
第１条　この政令において、「崖」とは地表面が水
平面に対し 30 度を超える角度をなす土地で硬
岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のもの
をいい、「崖面」とはその地表面をいう。

２	 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。
３	 小段その他の崖以外の土地によって上下に分離
された崖がある場合において、下層の崖面の下
端を含み、かつ、水平面に対し 30 度の角度を
なす面の上方に上層の崖面の下端があるとき
は、その上下の崖は一体のものとみなす。

４	 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が
地盤面と接する部分をいう。以下この項におい
て同じ。）とを含む面の水平面に対する角度を
擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離
を擁壁の高さとする。

【公共の用に供する施設】
第２条　宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法

律第191号。以下「法」という。）第２条第一号の
政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設
備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防
護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保
安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用
に供する施設その他これらに準ずる施設で主務
省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が管
理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務
省令で定めるものとする。

【宅地造成及び特定盛土等】
第３条　法第２条第二号及び第三号の政令で定める
土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

一　盛土であって、当該盛土をした土地の部分に
高さが１ｍを超える崖を生ずることとなるも
の

二　切土であって、当該切土をした土地の部分に
高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるも
の

三　盛土と切土とを同時にする場合において、当
該盛土及び切土をした土地の部分に高さが２
ｍを超える崖を生ずることとなるときにおけ

第 ４6 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法（抄）、第 1条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
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る当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土
又は切土を除く。）

四　第一号又は前号に該当しない盛土であって、
高さが２ｍを超えるもの

五　前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土
であって、当該盛土又は切土をする土地の面
積が 500㎡を超えるもの

【土石の堆積】
第４条　法第２条第四号の政令で定める土石の堆積
は、次に掲げるものとする。
一　高さが２ｍを超える土石の堆積
二　前号に該当しない土石の堆積であって、当該
土石の堆積を行う土地の面積が 500㎡を超え
るもの

【宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認めら
れる工事等】
第５条　法第 12 条第１項ただし書の政令で定める
工事は、次に掲げるものとする。
一　鉱山保安法（昭和24年法律第70号）第 13 条第１項の

規定による届出をした者が行う当該届出に係
る工事又は同法第 36 条、第 37 条、第 39 条
第１項若しくは第 48 条第１項若しくは第２
項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱
務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の
実施に係る工事

二　鉱業法（昭和25年法律第289号）第 63 条第１項の規
定による届出をし、又は同条第２項（同法第
87 条において準用する場合を含む。）若しく
は同法第 63 条の２第１項若しくは第２項の
規定による認可を受けた者（同法第 63 条の
３の規定により同法第 63 条の２第１項又は
第２項の規定により施業案の認可を受けたと
みなされた者を含む。）が行う当該届出又は
認可に係る施業案の実施に係る工事

三　採石法（昭和25年法律第291号）第 33 条若しくは第
33 条の５第１項の規定による認可を受けた
者が行う当該認可に係る工事又は同法第 33
条の 13 若しくは第 33 条の 17 の規定による
命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る
工事

四　砂利採取法（昭和43年法律第74号）第 16 条若しくは
第 20 条第１項の規定による認可を受けた者
が行う当該認可に係る工事又は同法第 23 条
の規定による都道府県知事若しくは河川管理
者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に

係る工事
五　前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等
に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
る工事として主務省令で定めるもの

２	 法第 12 条第２項第四号（法第 16 条第３項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める事
業は、次に掲げるものとする。

一　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第２条第１
項に規定する土地区画整理事業

二　土地収用法（昭和26年法律第219号）第 26 条第１項
の規定による告示（他の法律の規定による告
示又は公告で同項の規定による告示とみなさ
れるものを含む。）に係る事業

三　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第２条第一号
に規定する第一種市街地再開発事業

四　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）第
２条第四号に規定する住宅街区整備事業

五　密集市街地における防災街区の整備の促進に
関する法律（平成９年法律第49号）第２条第五号に
規定する防災街区整備事業

六　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特
別措置法（平成30年法律第49号）第２条第３項に規
定する地域福利増進事業のうち同法第 19 条
第１項に規定する使用権設定土地において行
うもの

【擁壁、排水施設その他の施設】
第６条　法第 13 条第１項（法第 16 条第３項におい
て準用する場合を含む。以下同じ。）の政令で
定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面
の崩壊を防止するための施設（擁壁を除く。）で、
崖面を覆うことにより崖の安定を保つことがで
きるものとして主務省令で定めるものをいう。
以下同じ。）、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい
又はグラウンドアンカーその他の土留とする。

【地盤について講ずる措置に関する技術的基準】
第７条　法第 13 条第１項の政令で定める宅地造成
に関する工事の技術的基準のうち地盤について
講ずる措置に関するものは、次に掲げるものと
する。

一　盛土をする場合においては、盛土をした後の
地盤に雨水その他の地表水又は地下水（以下
「地表水等」という。）の浸透による緩み、沈
下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げ
る措置を講ずること。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）●　第 ４条
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イ　おおむね 30cm以下の厚さの層に分けて土
を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、
これをローラーその他これに類する建設機
械を用いて締め固めること。

ロ　盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに
排除することができるよう、砂利その他の
資材を用いて透水層を設けること。

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じ
て地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカー
その他の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」
という。）の設置その他の措置を講ずるこ
と。

二　著しく傾斜している土地において盛土をする
場合においては、盛土をする前の地盤と盛土
とが接する面が滑り面とならないよう、段切
りその他の措置を講ずること。

２	 前項に定めるもののほか、法第 13 条第１項の
政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基
準のうち盛土又は切土をした後の地盤について
講ずる措置に関するものは、次に掲げるものと
する。
一　盛土又は切土（第３条第四号の盛土及び同条
第五号の盛土又は切土を除く。）をした後の
土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地
の地盤面には、特別の事情がない限り、その
崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れる
よう、勾配を付すること。

二　山間部における河川の流水が継続して存する
土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるお
それが特に大きいものとして主務省令で定め
る土地において高さが 15 ｍを超える盛土を
する場合においては、盛土をした後の土地の
地盤について、土質試験その他の調査又は試
験に基づく地盤の安定計算を行うことにより
その安定が保持されるものであることを確か
めること。

三　切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層が
あるときは、その地盤に滑りが生じないよう、
地滑り抑止ぐい等の設置、土の置換えその他
の措置を講ずること。

【擁壁の設置に関する技術的基準】
第８条　法第 13 条第１項の政令で定める宅地造成
に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に
関するものは、次に掲げるものとする。
一　盛土又は切土（第３条第四号の盛土及び同条

第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地
の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外の
ものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆う
こと。

イ　切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の
部分であって、その土質が別表第１左欄に
掲げるものに該当し、かつ、次のいずれか
に該当するものの崖面

⑴　その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角
度以下のもの

⑵　その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角
度を超え、同表右欄の角度以下のもの（そ
の上端から下方に垂直距離５ｍ以内の部
分に限る。）

ロ　土質試験その他の調査又は試験に基づき地
盤の安定計算をした結果崖の安定を保つた
めに擁壁の設置が必要でないことが確かめ
られた崖面

ハ　第 14 条第一号の規定により崖面崩壊防止
施設が設置された崖面

二　前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コ
ンクリート造又は間知石練積み造その他の練
積み造のものとすること。

２	 前項第一号イ⑴に該当する崖の部分により上下
に分離された崖の部分がある場合における同号
イ⑵の規定の適用については、同号イ⑴に該当
する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分
は連続しているものとみなす。

【鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造】
第９条　前条第１項第二号の鉄筋コンクリート造又
は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計
算によって次の各号のいずれにも該当すること
を確かめたものでなければならない。

一　土圧、水圧及び自重（以下この条及び第 14
条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によっ
て擁壁が破壊されないこと。

二　土圧等によって擁壁が転倒しないこと。
三　土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。
四　土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

２	 前項の構造計算は、次に定めるところによらな
ければならない。

一　土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度
が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリート
の許容応力度を超えないことを確かめるこ
と。

第 ８条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）

線引きはありません
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イ　おおむね 30cm以下の厚さの層に分けて土
を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、
これをローラーその他これに類する建設機
械を用いて締め固めること。

ロ　盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに
排除することができるよう、砂利その他の
資材を用いて透水層を設けること。

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じ
て地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカー
その他の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」
という。）の設置その他の措置を講ずるこ
と。

二　著しく傾斜している土地において盛土をする
場合においては、盛土をする前の地盤と盛土
とが接する面が滑り面とならないよう、段切
りその他の措置を講ずること。

２	 前項に定めるもののほか、法第 13 条第１項の
政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基
準のうち盛土又は切土をした後の地盤について
講ずる措置に関するものは、次に掲げるものと
する。

一　盛土又は切土（第３条第四号の盛土及び同条
第五号の盛土又は切土を除く。）をした後の
土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地
の地盤面には、特別の事情がない限り、その
崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れる
よう、勾配を付すること。

二　山間部における河川の流水が継続して存する
土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるお
それが特に大きいものとして主務省令で定め
る土地において高さが 15 ｍを超える盛土を
する場合においては、盛土をした後の土地の
地盤について、土質試験その他の調査又は試
験に基づく地盤の安定計算を行うことにより
その安定が保持されるものであることを確か
めること。

三　切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層が
あるときは、その地盤に滑りが生じないよう、
地滑り抑止ぐい等の設置、土の置換えその他
の措置を講ずること。

【擁壁の設置に関する技術的基準】
第８条　法第 13 条第１項の政令で定める宅地造成
に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に
関するものは、次に掲げるものとする。

一　盛土又は切土（第３条第四号の盛土及び同条

第五号の盛土又は切土を除く。）をした土地
の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外の
ものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆う
こと。

イ　切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の
部分であって、その土質が別表第１左欄に
掲げるものに該当し、かつ、次のいずれか
に該当するものの崖面

⑴　その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角
度以下のもの

⑵　その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角
度を超え、同表右欄の角度以下のもの（そ
の上端から下方に垂直距離５ｍ以内の部
分に限る。）

ロ　土質試験その他の調査又は試験に基づき地
盤の安定計算をした結果崖の安定を保つた
めに擁壁の設置が必要でないことが確かめ
られた崖面

ハ　第 14 条第一号の規定により崖面崩壊防止
施設が設置された崖面

二　前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コ
ンクリート造又は間知石練積み造その他の練
積み造のものとすること。

２	 前項第一号イ⑴に該当する崖の部分により上下
に分離された崖の部分がある場合における同号
イ⑵の規定の適用については、同号イ⑴に該当
する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分
は連続しているものとみなす。

【鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造】
第９条　前条第１項第二号の鉄筋コンクリート造又
は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計
算によって次の各号のいずれにも該当すること
を確かめたものでなければならない。

一　土圧、水圧及び自重（以下この条及び第 14
条第二号ロにおいて「土圧等」という。）によっ
て擁壁が破壊されないこと。

二　土圧等によって擁壁が転倒しないこと。
三　土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。
四　土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

２	 前項の構造計算は、次に定めるところによらな
ければならない。

一　土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度
が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリート
の許容応力度を超えないことを確かめるこ
と。

第 ８条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）
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二　土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の
安定モーメントの　以下であることを確か
めること。

三　土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁
の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他
の抵抗力の　以下であることを確かめるこ
と。

四　土圧等によって擁壁の地盤に生ずる応力度が
当該地盤の許容応力度を超えないことを確か
めること。ただし、基礎ぐいを用いた場合に
おいては、土圧等によって基礎ぐいに生ずる
応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないこと
を確かめること。

３	 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めると
ころによらなければならない。
一　土圧等については、実況に応じて計算された
数値。ただし、盛土の場合の土圧については、
盛土の土質に応じ別表第２の単位体積重量及
び土圧係数を用いて計算された数値を用いる
ことができる。

二　鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並
びに基礎ぐいの許容支持力については、建築
基準法施行令（昭和25年政令第338号）第 90 条（表
１を除く。）、第 91 条、第 93 条及び第 94 条
中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許
容支持力に関する部分の例により計算された
数値

三　擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力そ
の他の抵抗力については、実況に応じて計算
された数値。ただし、その地盤の土質に応じ
別表第３の摩擦係数を用いて計算された数値
を用いることができる。

【練積み造の擁壁の構造】
第 10 条　第８条第１項第二号の間知石練積み造そ
の他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めると
ころによらなければならない。
一　擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第１
条第４項に規定する擁壁の前面の下端以下の
擁壁の部分の厚さをいう。別表第４において
同じ。）が、崖の土質に応じ別表第４に定め
る基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、
擁壁の設置される地盤の土質が、同表左欄の
第一種又は第二種に該当するものであるとき
は 40㎝以上、その他のものであるときは 70
㎝以上であること。

2
3

2
3

二　石材その他の組積材は、控え長さを 30㎝以
上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁と
し、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混
じり砂で有効に裏込めすること。

三　前２号に定めるところによっても、崖の状況
等によりはらみ出しその他の破壊のおそれが
あるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート
造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずるこ
と。

四　擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、
擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置さ
れる地盤の土質が、別表第４左欄の第一種又
は第二種に該当するものであるときは擁壁の
高さの　（その値が 35㎝に満たないときは、
35㎝）以上、その他のものであるときは擁壁
の高さの　（その値が 45㎝に満たないとき
は、45㎝）以上とし、かつ、擁壁には、一体
の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート
造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全であ
る基礎を設けること。

【設置しなければならない擁壁についての建築基準法施
行令の準用】
第 11 条　第８条第１項第一号の規定により設置さ
れる擁壁については、建築基準法施行令第 36
条の３から第 39 条まで、第 52 条（第３項を除
く。）、第 72 条から第 75 条まで及び第 79 条の
規定を準用する。

【擁壁の水抜穴】
第 12 条　第８条第１項第一号の規定により設置さ
れる擁壁には、その裏面の排水を良くするため、
壁面の面積３㎡以内ごとに少なくとも１個の内
径が 7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水
性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の
裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂
利その他の資材を用いて透水層を設けなければ
ならない。

【任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準
用】
第 13 条　法第 12 条第１項又は第 16 条第１項の許
可を受けなければならない宅地造成に関する工
事により設置する擁壁で高さが２ｍを超えるも
の（第８条第１項第一号の規定により設置され
るものを除く。）については、建築基準法施行
令第 142 条（同令第７章の８の規定の準用に係
る部分を除く。）の規定を準用する。

15
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【崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する
技術的基準】
第 15 条　法第 13 条第１項の政令で定める宅地造
成に関する工事の技術的基準のうち崖面につい
て講ずる措置に関するものは、盛土又は切土を
した土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁
又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。）
が風化その他の侵食から保護されるよう、石張
り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を
講ずることとする。

２	 法第 13 条第１項の政令で定める宅地造成に関
する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をし
た後の土地の地表面（崖面であるもの及び次に
掲げる地表面であるものを除く。）について講
ずる措置に関するものは、当該地表面が雨水そ
の他の地表水による侵食から保護されるよう、
植栽、芝張り、板柵工その他の措置を講ずるこ
ととする。
一　第７条第２項第一号の規定による措置が講じ
られた土地の地表面

二　道路の路面の部分その他当該措置の必要がな
いことが明らかな地表面

【排水施設の設置に関する技術的基準】
第 16 条　法第 13 条第１項の政令で定める宅地造
成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の
設置に関するものは、盛土又は切土をする場合
において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流
出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等
を排除することができるよう、排水施設で次の
各号のいずれにも該当するものを設置すること
とする。
一　堅固で耐久性を有する構造のものであるこ
と。

二　陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性
の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のも
のとする措置が講ぜられているものであるこ
と。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上
支障がない場合においては、専ら雨水その他
の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管そ
の他雨水を地下に浸透させる機能を有するも
のとすることができる。

三　その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべ
き地表水等を支障なく流下させることができ
るものであること。

四　専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施

設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げ
る箇所に、ます又はマンホールが設けられて
いるものであること。

イ　管渠の始まる箇所
ロ　排水の流路の方向又は勾配が著しく変化す
る箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除
く。）

ハ　管渠の内径又は内法幅の 120 倍を超えない
範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃
上適当な箇所

五　ます又はマンホールに、蓋が設けられている
ものであること。

六　ますの底に、深さが 15㎝以上の泥溜めが設
けられているものであること。

２	 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、
盛土をする場合において、盛土をする前の地盤
面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれが
あるときは、当該地下水を排除することができ
るよう、当該地盤面に排水施設で同項各号（第
二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれに
も該当するものを設置することとする。

【特殊の材料又は構法による擁壁】
第 17 条　構造材料又は構造方法が第８条第１項第
二号及び第９条から第 12 条までの規定によら
ない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定によ
る擁壁と同等以上の効力があると認めるものに
ついては、これらの規定は、適用しない。

【規則への委任】
第 20条　都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第 252 条の 19 第１項の指定都市（以下この
項において「指定都市」という。）又は同法第
252 条の 22 第１項の中核市（以下この項にお
いて「中核市」という。）の区域内の土地につ
いては、それぞれ指定都市又は中核市の長。次
項及び第 39 条において同じ。）は、都道府県（指
定都市又は中核市の区域内の土地については、
それぞれ指定都市又は中核市。次項において同
じ。）の規則で、災害の防止上支障がないと認
められる土地において第８条の規定による擁壁
又は第 14 条の規定による崖面崩壊防止施設の
設置に代えて他の措置をとることを定めること
ができる。

２	 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地
勢の特殊性により、第７条から前条までの規定
のみによっては宅地造成、特定盛土等又は土石

第 1５ 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）
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【崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する
技術的基準】
第 15 条　法第 13 条第１項の政令で定める宅地造
成に関する工事の技術的基準のうち崖面につい
て講ずる措置に関するものは、盛土又は切土を
した土地の部分に生ずることとなる崖面（擁壁
又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。）
が風化その他の侵食から保護されるよう、石張
り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を
講ずることとする。

２	 法第 13 条第１項の政令で定める宅地造成に関
する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をし
た後の土地の地表面（崖面であるもの及び次に
掲げる地表面であるものを除く。）について講
ずる措置に関するものは、当該地表面が雨水そ
の他の地表水による侵食から保護されるよう、
植栽、芝張り、板柵工その他の措置を講ずるこ
ととする。

一　第７条第２項第一号の規定による措置が講じ
られた土地の地表面

二　道路の路面の部分その他当該措置の必要がな
いことが明らかな地表面

【排水施設の設置に関する技術的基準】
第 16 条　法第 13 条第１項の政令で定める宅地造
成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の
設置に関するものは、盛土又は切土をする場合
において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流
出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等
を排除することができるよう、排水施設で次の
各号のいずれにも該当するものを設置すること
とする。

一　堅固で耐久性を有する構造のものであるこ
と。

二　陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性
の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のも
のとする措置が講ぜられているものであるこ
と。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上
支障がない場合においては、専ら雨水その他
の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管そ
の他雨水を地下に浸透させる機能を有するも
のとすることができる。

三　その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべ
き地表水等を支障なく流下させることができ
るものであること。

四　専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施

設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げ
る箇所に、ます又はマンホールが設けられて
いるものであること。

イ　管渠の始まる箇所
ロ　排水の流路の方向又は勾配が著しく変化す
る箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除
く。）

ハ　管渠の内径又は内法幅の 120 倍を超えない
範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃
上適当な箇所

五　ます又はマンホールに、蓋が設けられている
ものであること。

六　ますの底に、深さが 15㎝以上の泥溜めが設
けられているものであること。

２	 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、
盛土をする場合において、盛土をする前の地盤
面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれが
あるときは、当該地下水を排除することができ
るよう、当該地盤面に排水施設で同項各号（第
二号ただし書及び第四号を除く。）のいずれに
も該当するものを設置することとする。

【特殊の材料又は構法による擁壁】
第 17 条　構造材料又は構造方法が第８条第１項第
二号及び第９条から第 12 条までの規定によら
ない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定によ
る擁壁と同等以上の効力があると認めるものに
ついては、これらの規定は、適用しない。

【規則への委任】
第 20条　都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第 252 条の 19 第１項の指定都市（以下この
項において「指定都市」という。）又は同法第
252 条の 22 第１項の中核市（以下この項にお
いて「中核市」という。）の区域内の土地につ
いては、それぞれ指定都市又は中核市の長。次
項及び第 39 条において同じ。）は、都道府県（指
定都市又は中核市の区域内の土地については、
それぞれ指定都市又は中核市。次項において同
じ。）の規則で、災害の防止上支障がないと認
められる土地において第８条の規定による擁壁
又は第 14 条の規定による崖面崩壊防止施設の
設置に代えて他の措置をとることを定めること
ができる。

２	 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地
勢の特殊性により、第７条から前条までの規定
のみによっては宅地造成、特定盛土等又は土石

第 1５ 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）
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の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目
的を達し難いと認める場合においては、都道府
県の規則で、これらの規定に規定する技術的基
準を強化し、又は必要な技術的基準を付加する
ことができる。

【資格を有する者の設計によらなければならない措置】
第 21 条　法第 13 条第２項（法第 16 条第３項にお
いて準用する場合を含む。次条において同じ。）
の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一　高さが５ｍを超える擁壁の設置
二　盛土又は切土をする土地の面積が 1,500㎡を
超える土地における排水施設の設置

【設計者の資格】
第 22 条　法第 13 条第２項の政令で定める資格は、
次に掲げるものとする。
一　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短
期大学を除く。）又は旧大学令（大正７年勅令第
388号）による大学において、正規の土木又は
建築に関する課程を修めて卒業した後、土木
又は建築の技術に関して２年以上の実務の経
験を有する者であること。

二　学校教育法による短期大学（同法による専門職
大学の前期課程を含む。次号において同じ。）
において、正規の土木又は建築に関する修業年
限３年の課程（夜間において授業を行うものを
除く。）を修めて卒業した後（同法による専門
職大学の前期課程にあっては、修了した後。同
号において同じ。）、土木又は建築の技術に関し
て３年以上の実務の経験を有する者であるこ
と。
三　前号に該当する者を除き、学校教育法による
短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学
校令（明治36年勅令第61号）による専門学校におい
て、正規の土木又は建築に関する課程を修め
て卒業した後、土木又は建築の技術に関して
４年以上の実務の経験を有する者であるこ
と。

四　学校教育法による高等学校若しくは中等教育
学校又は旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）によ
る中等学校において、正規の土木又は建築に
関する課程を修めて卒業した後、土木又は建
築の技術に関して７年以上の実務の経験を有
する者であること。

五　主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の
知識及び経験を有する者であると認めた者で

あること。
【中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模】
第 23 条　法第 18 条第１項の政令で定める規模の
宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものと
する。

一　盛土であって、当該盛土をした土地の部分に
高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるも
の

二　切土であって、当該切土をした土地の部分に
高さが５ｍを超える崖を生ずることとなるも
の

三　盛土と切土とを同時にする場合において、当
該盛土及び切土をした土地の部分に高さが５
ｍを超える崖を生ずることとなるときにおけ
る当該盛土及び切土（前二号に該当する盛土
又は切土を除く。）

四　第一号又は前号に該当しない盛土であって、
高さが５ｍを超えるもの

五　前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土
であって、当該盛土又は切土をする土地の面
積が 3,000㎡を超えるもの

【特定工程等】
第 24 条　法第 18 条第１項の政令で定める工程は、
盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤
面に排水施設を設置する工事の工程とする。

２	 前項に規定する工程に係る法第 18 条第３項の
政令で定める工程は、前項に規定する排水施設
の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程
とする。

【定期の報告を要する宅地造成等の規模】
第 25 条　法第 19 条第１項の政令で定める規模の
宅地造成又は特定盛土等は、第 23 条各号に掲
げるものとする。

２	 法第 19 条第１項の政令で定める規模の土石の
堆積は、次に掲げるものとする。

一　高さが５ｍを超える土石の堆積であって、当
該土石の堆積を行う土地の面積が 1,500㎡を
超えるもの

二　前号に該当しない土石の堆積であって、当該
土石の堆積を行う土地の面積が 3,000㎡を超
えるもの

【届出を要する工事】
第 26 条　法第 21 条第３項の政令で定める工事は、
擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが２ｍを
超えるもの、地表水等を排除するための排水施

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）●　第 21 条
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設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却
の工事とする。

２	 前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防
止施設の前面の上端と下端（当該前面の下部が
地盤面と接する部分をいう。）との垂直距離に
よるものとする。

【特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれ
がないと認められる工事】
第 27 条　法第 27 条第１項ただし書の政令で定め
る工事は、第５条第１項各号に掲げるものとす
る。

【許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模】
第 28 条　法第 30 条第１項の政令で定める規模の
特定盛土等は、第 23 条各号に掲げるものとす
る。

２	 法第 30 条第１項の政令で定める規模の土石の
堆積は、第 25 条第２項各号に掲げるものとす
る。

【特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれ
がないと認められる工事等】
第 29 条　法第 30 条第１項ただし書の政令で定め
る工事は、第５条第１項各号に掲げるものとす
る。

２	 法第 30 条第２項第四号（法第 35 条第３項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める事
業は、第５条第２項各号に掲げるものとする。

【造成宅地防災区域の指定の基準】
第 35 条　法第 45 条第１項の政令で定める基準は、
次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地
（これに附帯する道路その他の土地を含み、宅
地造成等工事規制区域内の土地を除く。以下こ
の条において同じ。）の区域であることとする。
一　次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区
域（盛土をした土地の区域に限る。次項第三
号において同じ。）であって、安定計算によっ
て、地震力及びその盛土の自重による当該盛
土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩
擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確か
められたもの
イ　盛土をした土地の面積が 3,000㎡以上であ
り、かつ、盛土をしたことにより、当該盛
土をした土地の地下水位が盛土をする前の
地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入し
ているもの

ロ　盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20

度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが
５ｍ以上であるもの

二　盛土又は切土をした後の地盤の滑動、宅地造
成又は特定盛土等（宅地において行うものに
限る。）に関する工事により設置された擁壁
の沈下、盛土又は切土をした土地の部分に生
じた崖の崩落その他これらに類する事象が生
じている一団の造成宅地の区域

２	 前項第一号の計算に必要な数値は、次に定める
ところによらなければならない。

一　地震力については、当該盛土の自重に、水平
震度として 0.25 に建築基準法施行令第 88 条
第１項に規定する Zの数値を乗じて得た数
値を乗じて得た数値

二　自重については、実況に応じて計算された数
値。ただし、盛土の土質に応じ別表第２の単
位体積重量を用いて計算された数値を用いる
ことができる。

三　盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他
の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団
の造成宅地の区域の区分に応じ、当該イ又は
ロに定める滑り面に対する抵抗力であって、
実況に応じて計算された数値。ただし、盛土
の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計
算された数値を用いることができる。

イ　前項第一号イに該当する一団の造成宅地の
区域　　その盛土の形状及び土質から想定
される滑り面であって、複数の円弧又は直
線によって構成されるもの

ロ　前項第一号ロに該当する一団の造成宅地の
区域　　その盛土の形状及び土質から想定
される滑り面であって、単一の円弧によっ
て構成されるもの

別表第１　（第８条、第30条関係）

土質 擁壁を要しない
勾配の上限

擁壁を要する‥
勾配の下限

軟岩（風化の著しいもの
を除く。） 60度 80度

風化の著しい岩 40度 50度

砂利、真砂土、関東ロー
ム、硬質粘土その他こ
れらに類するもの

35度 45度

第 2７ 条、別表第 1　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）
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設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却
の工事とする。

２	 前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防
止施設の前面の上端と下端（当該前面の下部が
地盤面と接する部分をいう。）との垂直距離に
よるものとする。

【特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれ
がないと認められる工事】
第 27 条　法第 27 条第１項ただし書の政令で定め
る工事は、第５条第１項各号に掲げるものとす
る。

【許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模】
第 28 条　法第 30 条第１項の政令で定める規模の
特定盛土等は、第 23 条各号に掲げるものとす
る。

２	 法第 30 条第１項の政令で定める規模の土石の
堆積は、第 25 条第２項各号に掲げるものとす
る。

【特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれ
がないと認められる工事等】
第 29 条　法第 30 条第１項ただし書の政令で定め
る工事は、第５条第１項各号に掲げるものとす
る。

２	 法第 30 条第２項第四号（法第 35 条第３項にお
いて準用する場合を含む。）の政令で定める事
業は、第５条第２項各号に掲げるものとする。

【造成宅地防災区域の指定の基準】
第 35 条　法第 45 条第１項の政令で定める基準は、
次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地
（これに附帯する道路その他の土地を含み、宅
地造成等工事規制区域内の土地を除く。以下こ
の条において同じ。）の区域であることとする。

一　次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区
域（盛土をした土地の区域に限る。次項第三
号において同じ。）であって、安定計算によっ
て、地震力及びその盛土の自重による当該盛
土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩
擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確か
められたもの

イ　盛土をした土地の面積が 3,000㎡以上であ
り、かつ、盛土をしたことにより、当該盛
土をした土地の地下水位が盛土をする前の
地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入し
ているもの

ロ　盛土をする前の地盤面が水平面に対し 20

度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが
５ｍ以上であるもの

二　盛土又は切土をした後の地盤の滑動、宅地造
成又は特定盛土等（宅地において行うものに
限る。）に関する工事により設置された擁壁
の沈下、盛土又は切土をした土地の部分に生
じた崖の崩落その他これらに類する事象が生
じている一団の造成宅地の区域

２	 前項第一号の計算に必要な数値は、次に定める
ところによらなければならない。

一　地震力については、当該盛土の自重に、水平
震度として 0.25 に建築基準法施行令第 88 条
第１項に規定する Zの数値を乗じて得た数
値を乗じて得た数値

二　自重については、実況に応じて計算された数
値。ただし、盛土の土質に応じ別表第２の単
位体積重量を用いて計算された数値を用いる
ことができる。

三　盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他
の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団
の造成宅地の区域の区分に応じ、当該イ又は
ロに定める滑り面に対する抵抗力であって、
実況に応じて計算された数値。ただし、盛土
の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計
算された数値を用いることができる。

イ　前項第一号イに該当する一団の造成宅地の
区域　　その盛土の形状及び土質から想定
される滑り面であって、複数の円弧又は直
線によって構成されるもの

ロ　前項第一号ロに該当する一団の造成宅地の
区域　　その盛土の形状及び土質から想定
される滑り面であって、単一の円弧によっ
て構成されるもの

別表第１　（第８条、第30条関係）

土質 擁壁を要しない
勾配の上限

擁壁を要する‥
勾配の下限

軟岩（風化の著しいもの
を除く。） 60度 80度

風化の著しい岩 40度 50度

砂利、真砂土、関東ロー
ム、硬質粘土その他こ
れらに類するもの

35度 45度

第 2７ 条、別表第 1　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）
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別表第２　（第９条、第30条、第35条関係）

土質 単位体積重量
（１㎥につき） 土圧係数

砂利又は砂 1.8ｔ 0.35

砂質土 1.7ｔ 0.40

シルト、粘土又は
それらを多量に含む土 1.6ｔ 0.50

別表第３　（第９条、第30条、第35条関係）
土質 摩擦係数

岩、岩屑、砂利又は砂 0.5

砂質土 0.4

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土
（擁壁の基礎底面から少なくとも15㎝まで
の深さの土を砂利又は砂に置き換えた場
合に限る。）

0.3

別表第４　（第10条、第30条関係）

土質
擁壁

勾配 高さ 下端部分の
厚さ

第
一
種

岩、岩屑、砂利
又は砂利混じ
り砂

70度を超え
75度以下

２ｍ以下 40㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 50㎝以上

65度を超え
70度以下

２ｍ以下 40㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 45㎝以上

３ｍを超え
４ｍ以下 50㎝以上

65度以下

３ｍ以下 40㎝以上

３ｍを超え
４ｍ以下 45㎝以上

４ｍを超え
５ｍ以下 60㎝以上

第
二
種

真砂土、関東
ローム、硬質粘
土その他これ
らに類するも
の

70度を超え
75度以下

２ｍ以下 50㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 70㎝以上

65度を超え
70度以下

２ｍ以下 45㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 60㎝以上

３ｍを超え
４ｍ以下 75㎝以上

65度以下　

２ｍ以下 40㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 50㎝以上

３ｍを超え
４ｍ以下 65㎝以上

４ｍを超え
５ｍ以下 80㎝以上

第
三
種
その他の土質

70度を超え
75度以下

２ｍ以下 85㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 90㎝以上

65度を超え
70度以下

２ｍ以下 75㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 85㎝以上

３ｍを超え
４ｍ以下 105㎝以上

65度以下　

２ｍ以下 70㎝以上

２ｍを超え
３ｍ以下 80㎝以上

３ｍを超え
４ｍ以下 95㎝以上

４ｍを超え
５ｍ以下 120㎝以上

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（抄）●　別表第 2、別表第 3、別表第 ４

線引きはありません
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宅地造成及び�
特定盛土等規制法施行規則（抄）

昭和 37 年２月 20 日建設省令第３号

最終改正：令和５年３月 31 日農林水産・国土交通省令第３号

【完了検査の申請期間】
第 39 条　法第 17 条第１項の主務省令で定める期
間は、工事が完了した日から４日以内とする。

【確認の申請期間】
第 42 条　法第 17 条第４項の主務省令で定める期
間は、工事が完了した日から４日以内とする。

【中間検査の申請期間】
第 45 条　法第 18 条第１項の主務省令で定める期
間は、特定工程に係る工事を終えた日から４日
以内とする。

【定期の報告の期間】
第 49 条　法第 19 条第１項の主務省令で定める期
間は、３月とする。

【定期の報告の報告事項】
第 50 条　法第 19 条第１項の主務省令で定める事
項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号
に掲げる事項については、２回目以降の定期の
報告を行う場合に限るものとする。
一　工事が施行される土地の所在地
二　工事の許可年月日及び許可番号
三　前回の報告年月日
２	 宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい
て、法第 19 条第１項の規定による工事の実施
の状況の報告は、次に掲げる事項について行う
ものとする。
一　報告の時点における盛土又は切土の高さ
二　報告の時点における盛土又は切土の面積
三　報告の時点における盛土又は切土の土量
四　報告の時点における擁壁等（法第 13 条第１
項に規定する擁壁等をいう。）に関する工事
の施行状況

３	 土石の堆積に関する工事について、法第 19 条
第１項の規定による工事の実施の状況の報告
は、次に掲げる事項について行うものとする。
一　報告の時点における土石の堆積の高さ
二　報告の時点における土石の堆積の面積
三　報告の時点における堆積されている土石の土
量

四　前回の報告の時点から新たに堆積された土石

の土量及び除却された土石の土量

第 39 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（抄）

線引きはありません
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宅地造成及び�
特定盛土等規制法施行規則（抄）

昭和 37 年２月 20 日建設省令第３号

最終改正：令和５年３月 31 日農林水産・国土交通省令第３号

【完了検査の申請期間】
第 39 条　法第 17 条第１項の主務省令で定める期
間は、工事が完了した日から４日以内とする。

【確認の申請期間】
第 42 条　法第 17 条第４項の主務省令で定める期
間は、工事が完了した日から４日以内とする。

【中間検査の申請期間】
第 45 条　法第 18 条第１項の主務省令で定める期
間は、特定工程に係る工事を終えた日から４日
以内とする。

【定期の報告の期間】
第 49 条　法第 19 条第１項の主務省令で定める期
間は、３月とする。

【定期の報告の報告事項】
第 50 条　法第 19 条第１項の主務省令で定める事
項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号
に掲げる事項については、２回目以降の定期の
報告を行う場合に限るものとする。

一　工事が施行される土地の所在地
二　工事の許可年月日及び許可番号
三　前回の報告年月日

２	 宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい
て、法第 19 条第１項の規定による工事の実施
の状況の報告は、次に掲げる事項について行う
ものとする。

一　報告の時点における盛土又は切土の高さ
二　報告の時点における盛土又は切土の面積
三　報告の時点における盛土又は切土の土量
四　報告の時点における擁壁等（法第 13 条第１
項に規定する擁壁等をいう。）に関する工事
の施行状況

３	 土石の堆積に関する工事について、法第 19 条
第１項の規定による工事の実施の状況の報告
は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　報告の時点における土石の堆積の高さ
二　報告の時点における土石の堆積の面積
三　報告の時点における堆積されている土石の土
量

四　前回の報告の時点から新たに堆積された土石

の土量及び除却された土石の土量

第 39 条　●宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（抄）
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急傾斜地の崩壊による災害の�
防止に関する法律（抄）

昭和 44 年７月１日法律第 57 号

最終改正：平成 17 年７月６日法律第 82 号

【目的】
第１条　この法律は、急傾斜地の崩壊による災害か
ら国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊
を防止するために必要な措置を講じ、もって民
生の安定と国土の保全とに資することを目的と
する。

【定義】
第２条　この法律において「急傾斜地」とは、傾斜
度が 30 度以上である土地をいう。

２	 この法律において「急傾斜地崩壊防止施設」と
は、次条第１項の規定により指定される急傾斜
地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他
の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をい
う。

３	 この法律において「急傾斜地崩壊防止工事」と
は、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その
他次条第１項の規定により指定される急傾斜地
崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止
するための工事をいう。

【急傾斜地崩壊危険区域の指定】
第３条　都道府県知事は、この法律の目的を達成す
るために必要があると認めるときは、関係市町
村長（特別区の長を含む。以下同じ。）の意見
をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、
その崩壊により相当数の居住者その他の者に危
害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接す
る土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、
又は誘発されるおそれがないようにするため、
第７条第１項各号に掲げる行為が行なわれるこ
とを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地
崩壊危険区域として指定することができる。

２	 前項の指定は、この法律の目的を達成するため
に必要な最小限度のものでなければならない。

３	 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、
国土交通省令で定めるところにより、当該急傾
斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨
を関係市町村長に通知しなければならない。こ
れを廃止するときも、同様とする。

４	 急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止は、前項
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の公示によってその効力を生ずる。
【行為の制限】
第７条　急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の
各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受
けなければ、してはならない。ただし、非常災
害のために必要な応急措置として行なう行為、
当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着
手している行為及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。

▪政令【法第７条第１項ただし書の政令で定める行為】

令２条�➡８３１ 

一　水を放流し、又は停滞させる行為その他水の
しん透を助長する行為

二　ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施
設以外の施設又は工作物の設置又は改造

三　のり切、切土、掘さく又は盛土
四　立木竹の伐採
五　木竹の滑下又は地引による搬出
六　土石の採取又は集積
七　前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊
を助長し、又は誘発するおそれのある行為で
政令で定めるもの

２	 都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩
壊を防止するために必要な条件を附することが
できる。

３	 急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急傾斜地
崩壊危険区域内においてすでに第１項各号に掲
げる行為（非常災害のために必要な応急措置と
して行なう行為及び同項ただし書に規定する政
令で定めるその他の行為を除く。）に着手して
いる者は、その指定の日から起算して 14 日以
内に、国土交通省令で定めるところにより、そ
の旨を都道府県知事に届け出なければならな
い。

４	 国又は地方公共団体が第１項の許可を受けなけ
ればならない行為（以下「制限行為」という。）
をしようとするときは、あらかじめ、都道府県
知事に協議することをもって足りる。

【都道府県以外の者の施行する工事】
第 13 条　国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地
崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土
交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
その旨を都道府県知事に届け出なければならな
い。

２	 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊防止工事

第 ７条　●急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（抄）

を施行しようとするときは、あらかじめ、その
旨を都道府県知事に通知しなければならない。

【急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準】
第 14 条　急傾斜地崩壊防止工事は、急傾斜地崩壊
危険区域内における急傾斜地の崩壊の原因、機
構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとし
なければならない。

２	 急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める技術的
基準に従い、施行しなければならない。

▪政令【急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準】令３条�➡８３２ 

【適用の除外】
第 15 条　前２条の規定は、急傾斜地崩壊防止工事
が砂防法による砂防工事、森林法による保安施
設事業に係る工事又は地すべり等防止法による
地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事
である場合における当該急傾斜地崩壊防止工事
については、適用しない。

線引きはありません
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の公示によってその効力を生ずる。
【行為の制限】
第７条　急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の
各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受
けなければ、してはならない。ただし、非常災
害のために必要な応急措置として行なう行為、
当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着
手している行為及び政令で定めるその他の行為
については、この限りでない。

▪政令【法第７条第１項ただし書の政令で定める行為】

令２条�➡８３１ 

一　水を放流し、又は停滞させる行為その他水の
しん透を助長する行為

二　ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施
設以外の施設又は工作物の設置又は改造

三　のり切、切土、掘さく又は盛土
四　立木竹の伐採
五　木竹の滑下又は地引による搬出
六　土石の採取又は集積
七　前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊
を助長し、又は誘発するおそれのある行為で
政令で定めるもの

２	 都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩
壊を防止するために必要な条件を附することが
できる。

３	 急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急傾斜地
崩壊危険区域内においてすでに第１項各号に掲
げる行為（非常災害のために必要な応急措置と
して行なう行為及び同項ただし書に規定する政
令で定めるその他の行為を除く。）に着手して
いる者は、その指定の日から起算して 14 日以
内に、国土交通省令で定めるところにより、そ
の旨を都道府県知事に届け出なければならな
い。

４	 国又は地方公共団体が第１項の許可を受けなけ
ればならない行為（以下「制限行為」という。）
をしようとするときは、あらかじめ、都道府県
知事に協議することをもって足りる。

【都道府県以外の者の施行する工事】
第 13 条　国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地
崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土
交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
その旨を都道府県知事に届け出なければならな
い。

２	 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊防止工事

第 ７条　●急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（抄）

を施行しようとするときは、あらかじめ、その
旨を都道府県知事に通知しなければならない。

【急傾斜地崩壊防止工事の施行の基準】
第 14 条　急傾斜地崩壊防止工事は、急傾斜地崩壊
危険区域内における急傾斜地の崩壊の原因、機
構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとし
なければならない。

２	 急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める技術的
基準に従い、施行しなければならない。

▪政令【急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準】令３条�➡８３２ 

【適用の除外】
第 15 条　前２条の規定は、急傾斜地崩壊防止工事
が砂防法による砂防工事、森林法による保安施
設事業に係る工事又は地すべり等防止法による
地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事
である場合における当該急傾斜地崩壊防止工事
については、適用しない。

831急傾斜地崩壊防止法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

九　次に掲げる工事の実施に係る行為
イ　軌道法（大正10年法律第76号）第５条第１項の規
定による認可を受けた者が行う当該認可に
係る工事

ロ　全国新幹線鉄道整備法（昭和45年法律第71号）第
９条第１項又は附則第 11 項の規定による
認可を受けた者が行う当該認可に係る工事

ハ　鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第８条第１項、
第９条第１項（同法第 12 条第４項におい
て準用する場合を含む。）若しくは第 12 条
第１項の規定による認可を受けた者（同法
第８条第１項、第９条第１項又は第 12 条
第１項の規定による認可を受けた者が独立
行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
法（平成14年法律第180号。以下この号において
「機構法」という。）附則第 11 条第４項の
規定によりなおその効力を有するものとさ
れる機構法附則第 14 条の規定による廃止
前の日本鉄道建設公団法（昭和39年法律第３号。
以下この号において「旧公団法」という。）
第 22 条第１項の規定による申出をし、か
つ、国土交通大臣が機構法附則第２条第１
項の規定による解散前の日本鉄道建設公団
に対し機構法附則第 11 条第４項の規定に
よりなおその効力を有するものとされる旧
公団法第 22 条第２項の規定による指示を
している場合には、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構を含む。）が行う当
該認可に係る工事又は鉄道事業法第 32 条
の規定による許可若しくは同法第 38 条に
おいて準用する同法第９条第１項（同法
第 12 条第４項において準用する場合を含
む。）若しくは第 12 条第１項の規定による
認可を受けた者が行う当該許可若しくは認
可に係る同法第 33 条第１項第三号に規定
する索道施設に関する工事

十　鉱山保安法（昭和24年法律第70号）第 13 条第１項の
規定による届出をした者が行う当該届出に係
る行為又は同法第 36 条、第 37 条、第 39 条
第１項若しくは第 48 条第１項若しくは第２
項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱
務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の
実施に係る行為

一
十　鉱業法（昭和25年法律第289号）第 63 条第１項の規

定による届出をし、又は同条第２項（同法第

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令（抄）●　第 2条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
する法律施行令（抄）

昭和 44 年７月 31 日政令第 206 号

最終改正：平成 23 年 12 月 26 日政令第 414 号

【法第７条第１項ただし書の政令で定める行為】
第２条　法第７条第１項ただし書の政令で定める行
為は、次に掲げる行為とする。
一　水田（地割れその他の土地の状況により水の
浸透しやすい水田を除く。）に水を放流し、
又は停滞させる行為

二　かんがいの用に供するため土地（水田及び地
割れその他の土地の状況により水の著しく浸
透する土地を除く。）に水を放流する行為

三　日常生活の用に供するため、又は日常生活の
用に供した水を土地（地割れその他の土地の
状況により水の著しく浸透する土地を除く。）
に放流する行為

四　用排水路に水を放流する行為
五　ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は
貯留する行為

六　除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
七　急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下
端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域にお
ける次に掲げる行為
イ　長さが３ｍ以下ののり切で、のり面の崩壊
を生じさせないもの

ロ　高さが 50㎝以下の切土又は深さが 50㎝以
下の掘削で、急傾斜地の下端から２ｍ以上
離れた土地で行うもの

ハ　高さが２ｍ以下の盛土
ニ　木竹の滑下又は地引による搬出
ホ　地表から 50㎝以内の土石の採取で、急傾
斜地の下端から２ｍ以上離れた土地で行う
もの

ヘ　載荷重が１㎡につき 2.5 ｔ以下の土石の集
積

八　急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上
端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域にお
ける次に掲げる行為
イ　前号イに掲げる行為
ロ　高さが 50㎝以下の切土又は深さが 50㎝以
下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させ
ないもの

線引きはありません
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87 条において準用する場合を含む。）若しく
は同法第 63 条の２第１項若しくは第２項の
規定による認可を受けた者（同法第 63 条の
３の規定により同法第 63 条の２第１項又は
第２項の規定により施業案の認可を受けたと
みなされた者を含む。）が行う当該届出又は
認可に係る施業案の実施に係る行為

二
十　国が行う土地改良法（昭和24年法律第195号）による

土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又
は国以外の者が行う同法による土地改良事業
で農用地の保全を目的とするものに係る工事
の実施に係る行為

三
十　漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）による特定

漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠
壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流
入の防止を目的とするものの施行者が行う当
該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法
第 39 条の２第２項の規定による漁港管理者
の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止する
ために必要な施設の設置その他の措置をとる
べき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実
施に係る行為

四
十　国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾
法（昭和25年法律第218号）による港湾工事で港湾区
域に隣接する地域の保全を目的とするものの
実施に係る行為又は同法第 37 条の規定によ
る許可を受け、若しくは協議をした者が行う
当該許可若しくは協議に係る行為

五
十　採石法（昭和25年法律第291号）第 33 条の規定によ

る認可を受けた者が行う当該認可に係る行為
又は同法第 33 条の 13 若しくは第 33 条の 17
の規定による命令を受けた者が行う当該命令
の実施に係る行為

六
十　土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安
林又は保安施設地区において、森林法（昭和26
年法律第249号）第 34 条第１項又は第２項（同法
第 44 条において準用する場合を含む。）の規
定による許可を受けた者が行う当該許可に係
る行為

七
十　国土交通大臣が行う航空法（昭和27年法律第231号）
による飛行場若しくは航空保安施設の設置又
はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係
る行為

八
十　電気事業法（昭和39年法律第170号）第 47 条第１項
又は第２項の規定による認可を受けた者が行

う当該認可に係る工事の実施に係る行為
九
十　砂利採取法（昭和43年法律第74号）第 16 条の規定に

よる認可を受けた者が行う当該認可に係る行
為又は同法第 23 条の規定による都道府県知
事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行
う当該命令の実施に係る行為

【急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準】
第３条　法第 14 条第２項の政令で定める技術的基
準は、次のとおりとする。

一　のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地
崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなけれ
ばならない。

二　のり面には、土圧、水圧及び自重によって損
壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施
設を設けなければならない。ただし、土質試
験等に基づき地盤の安定計算をした結果急傾
斜地の安全を保つために土留施設の設置が必
要でないことが確かめられた部分について
は、この限りでない。

三　のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付
け等によって風化その他の侵食に対して保護
しなければならない。

四　土留施設には、その裏面の排水をよくするた
め、水抜穴を設けなければならない。

五　水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊の
おそれがある場合には、必要な排水施設を設
置しなければならない。

六　なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設
が損壊するおそれがある場合には、なだれ防
止工、落石防止工等により当該施設を防護し
なければならない。

第 3条　●急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令（抄）

線引きはありません
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87 条において準用する場合を含む。）若しく
は同法第 63 条の２第１項若しくは第２項の
規定による認可を受けた者（同法第 63 条の
３の規定により同法第 63 条の２第１項又は
第２項の規定により施業案の認可を受けたと
みなされた者を含む。）が行う当該届出又は
認可に係る施業案の実施に係る行為

二
十　国が行う土地改良法（昭和24年法律第195号）による

土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又
は国以外の者が行う同法による土地改良事業
で農用地の保全を目的とするものに係る工事
の実施に係る行為

三
十　漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）による特定

漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠
壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流
入の防止を目的とするものの施行者が行う当
該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法
第 39 条の２第２項の規定による漁港管理者
の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止する
ために必要な施設の設置その他の措置をとる
べき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実
施に係る行為

四
十　国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾
法（昭和25年法律第218号）による港湾工事で港湾区
域に隣接する地域の保全を目的とするものの
実施に係る行為又は同法第 37 条の規定によ
る許可を受け、若しくは協議をした者が行う
当該許可若しくは協議に係る行為

五
十　採石法（昭和25年法律第291号）第 33 条の規定によ

る認可を受けた者が行う当該認可に係る行為
又は同法第 33 条の 13 若しくは第 33 条の 17
の規定による命令を受けた者が行う当該命令
の実施に係る行為

六
十　土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安
林又は保安施設地区において、森林法（昭和26
年法律第249号）第 34 条第１項又は第２項（同法
第 44 条において準用する場合を含む。）の規
定による許可を受けた者が行う当該許可に係
る行為

七
十　国土交通大臣が行う航空法（昭和27年法律第231号）
による飛行場若しくは航空保安施設の設置又
はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係
る行為

八
十　電気事業法（昭和39年法律第170号）第 47 条第１項
又は第２項の規定による認可を受けた者が行

う当該認可に係る工事の実施に係る行為
九
十　砂利採取法（昭和43年法律第74号）第 16 条の規定に

よる認可を受けた者が行う当該認可に係る行
為又は同法第 23 条の規定による都道府県知
事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行
う当該命令の実施に係る行為

【急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準】
第３条　法第 14 条第２項の政令で定める技術的基
準は、次のとおりとする。

一　のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地
崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなけれ
ばならない。

二　のり面には、土圧、水圧及び自重によって損
壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施
設を設けなければならない。ただし、土質試
験等に基づき地盤の安定計算をした結果急傾
斜地の安全を保つために土留施設の設置が必
要でないことが確かめられた部分について
は、この限りでない。

三　のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付
け等によって風化その他の侵食に対して保護
しなければならない。

四　土留施設には、その裏面の排水をよくするた
め、水抜穴を設けなければならない。

五　水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊の
おそれがある場合には、必要な排水施設を設
置しなければならない。

六　なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設
が損壊するおそれがある場合には、なだれ防
止工、落石防止工等により当該施設を防護し
なければならない。

第 3条　●急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令（抄）
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土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律（抄）

平成 12 年５月８日法律第 57 号

最終改正：令和３年５月 10 日法律第 31 号

【目的】
第１条　この法律は、土砂災害から国民の生命及び
身体を保護するため、土砂災害が発生するおそ
れがある土地の区域を明らかにし、当該区域に
おける警戒避難体制の整備を図るとともに、著
しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区
域において一定の開発行為を制限し、建築物の
構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、
土砂災害の急迫した危険がある場合において避
難に資する情報を提供すること等により、土砂
災害の防止のための対策の推進を図り、もって
公共の福祉の確保に資することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「土砂災害」とは、急傾
斜地の崩壊（傾斜度が 30 度以上である土地が
崩壊する自然現象をいう。）、土石流（山腹が崩
壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一
体となって流下する自然現象をいう。第 27 条
第２項及び第 28 条第１項において同じ。）若し
くは地滑り（土地の一部が地下水等に起因して
滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現
象をいう。同項において同じ。）（以下「急傾斜
地の崩壊等」と総称する。）又は河道閉塞によ
る湛水（土石等が河道を閉塞したことによって
水がたまる自然現象をいう。第７条第１項及び
第 28 条第１項において同じ。）を発生原因とし
て国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。

【土砂災害特別警戒区域】
第９条　都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒
区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合
には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体
に著しい危害が生ずるおそれがあると認められ
る土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居
室（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第四号
に規定する居室をいう。以下同じ。）を有する
建築物の構造の規制をすべき土地の区域として
政令で定める基準に該当するものを、土砂災害
特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）
として指定することができる。

２	 前項の規定による指定（以下この条において「指
定」という。）は、第２条に規定する土砂災害
の発生原因ごとに、指定の区域並びにその発生
原因となる自然現象の種類及び当該自然現象に
より建築物に作用すると想定される衝撃に関す
る事項（土砂災害の発生を防止するために行う
建築物の構造の規制に必要な事項として政令で
定めるものに限る。）を定めてするものとする。

▪【衝撃に関する事項】土砂災害防止法令４条�➡８３４ 

３〜９　（略）

【特定開発行為の制限】
第 10 条　特別警戒区域内において、都市計画法（昭

和43年法律第100号）第４条第 12 項に規定する開発
行為で当該開発行為をする土地の区域内におい
て建築が予定されている建築物（当該区域が特
別警戒区域の内外にわたる場合においては、特
別警戒区域外において建築が予定されている建
築物を除く。以下「予定建築物」という。）の
用途が制限用途であるもの（以下「特定開発行
為」という。）をしようとする者は、あらかじ
め、都道府県知事の許可を受けなければならな
い。ただし、非常災害のために必要な応急措置
として行う行為その他の政令で定める行為につ
いては、この限りでない。

２	 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住
宅（自己の居住の用に供するものを除く。）並
びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災
上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、
学校及び医療施設（政令で定めるものに限る。）
以外の用途でないものをいう。

【特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造耐
力に関する基準】
第 24 条　特別警戒区域における土砂災害の発生を
防止するため、建築基準法第 20 条第１項に基
づく政令においては、居室を有する建築物の構
造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象に
より建築物に作用すると想定される衝撃に対し
て安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関
する基準を定めるものとする。

【特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する
建築基準法の適用】
第 25 条　特別警戒区域（建築基準法第６条第１項
第四号に規定する区域を除く。）内における居
室を有する建築物（同項第一号から第三号まで

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（抄）●　第 1条
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に掲げるものを除く。）については、同項第四
号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の
意見を聴いて指定する区域内における建築物と
みなして、同法第６条から第７条の５まで、第
18 条、第 89 条、第 91 条及び第 93 条の規定（こ
れらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。

土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律施行令

（抄）
平成 13 年３月 28 日政令第 84 号

最終改正：平成 29 年３月 29 日政令第 63 号

【建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項】
第４条　法第９条第２項の政令で定める衝撃に関す
る事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原
因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定
める事項とする。

一　急傾斜地の崩壊　　イに掲げる区域の区分並
びに当該区域の区分ごとに定めるロ及びハに
掲げる事項

イ　土砂災害特別警戒区域について、急傾斜地
の崩壊に伴う土石等の移動又は堆積により
建築物の地上部分に作用すると想定される
力の大きさを考慮して国土交通大臣が定め
る方法により、行う区域の区分

ロ　イの定めるところにより区分された区域内
に建築物が存するとした場合に急傾斜地の
崩壊に伴う土石等の移動により当該建築物
の地盤面に接する部分に作用すると想定さ
れる力の大きさ（当該急傾斜地の高さ及び
傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築
物までの水平距離等に応じて国土交通大臣
が定める方法により算出した数値とする。）
のうち最大のもの及び当該力が当該建築物
に作用する場合の土石等の高さ

ハ　イの定めるところにより区分された区域内
に建築物が存するとした場合に急傾斜地の
崩壊に伴う土石等の堆積により当該建築物
の地盤面に接する部分に作用すると想定さ
れる力の大きさ（当該急傾斜地の高さ及び
傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築
物までの水平距離等に応じて国土交通大臣
が定める方法により算出した数値とする。）
のうち最大のもの及び当該力が当該建築物
に作用する場合の土石等の高さ

二　土石流　　イに掲げる区域の区分及び当該区
域の区分ごとに定めるロに掲げる事項

イ　土砂災害特別警戒区域について、土石流に
より建築物に作用すると想定される力の大
きさを考慮して国土交通大臣が定める方法

第 ４条　●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（抄）
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に掲げるものを除く。）については、同項第四
号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の
意見を聴いて指定する区域内における建築物と
みなして、同法第６条から第７条の５まで、第
18 条、第 89 条、第 91 条及び第 93 条の規定（こ
れらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。

土砂災害警戒区域等における土砂災害
防止対策の推進に関する法律施行令

（抄）
平成 13 年３月 28 日政令第 84 号

最終改正：平成 29 年３月 29 日政令第 63 号

【建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項】
第４条　法第９条第２項の政令で定める衝撃に関す
る事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原
因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定
める事項とする。

一　急傾斜地の崩壊　　イに掲げる区域の区分並
びに当該区域の区分ごとに定めるロ及びハに
掲げる事項

イ　土砂災害特別警戒区域について、急傾斜地
の崩壊に伴う土石等の移動又は堆積により
建築物の地上部分に作用すると想定される
力の大きさを考慮して国土交通大臣が定め
る方法により、行う区域の区分

ロ　イの定めるところにより区分された区域内
に建築物が存するとした場合に急傾斜地の
崩壊に伴う土石等の移動により当該建築物
の地盤面に接する部分に作用すると想定さ
れる力の大きさ（当該急傾斜地の高さ及び
傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築
物までの水平距離等に応じて国土交通大臣
が定める方法により算出した数値とする。）
のうち最大のもの及び当該力が当該建築物
に作用する場合の土石等の高さ

ハ　イの定めるところにより区分された区域内
に建築物が存するとした場合に急傾斜地の
崩壊に伴う土石等の堆積により当該建築物
の地盤面に接する部分に作用すると想定さ
れる力の大きさ（当該急傾斜地の高さ及び
傾斜度、当該急傾斜地の下端から当該建築
物までの水平距離等に応じて国土交通大臣
が定める方法により算出した数値とする。）
のうち最大のもの及び当該力が当該建築物
に作用する場合の土石等の高さ

二　土石流　　イに掲げる区域の区分及び当該区
域の区分ごとに定めるロに掲げる事項

イ　土砂災害特別警戒区域について、土石流に
より建築物に作用すると想定される力の大
きさを考慮して国土交通大臣が定める方法

第 ４条　●土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（抄）
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により、行う区域の区分
ロ　イの定めるところにより区分された区域内
に建築物が存するとした場合に土石流によ
り当該建築物の地盤面に接する部分に作用
すると想定される力の大きさ（当該土石流
により流下する土石等の量、土地の勾配等
に応じて国土交通大臣が定める方法により
算出した数値とする。）のうち最大のもの
及び当該力が当該建築物に作用する場合の
土石流の高さ

三　地滑り　　土砂災害特別警戒区域内に建築物
が存するとした場合に地滑り地塊の滑りに
伴って生じた土石等の移動により力が当該建
築物に作用した時から 30 分間が経過した時
において当該建築物の地盤面に接する部分に
作用すると想定される力の大きさ（当該地滑
り地塊の規模等に応じて国土交通大臣が定め
る方法により算出した数値とする。）及び当
該力が当該建築物に作用する場合の土石等の
高さ

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（抄）●　第 ４条

線引きはありません
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特定非常災害の被害者の�
権利利益の保全等を図るための�

特別措置に関する法律
平成８年６月 14 日法律第 85 号

最終改正：令和４年５月 20 日法律第 44 号

【目次】

第１条�［趣旨］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥836

第２条�［特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指
定］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥836

第３条�［行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措
置］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥836

第４条�［期限内に履行されなかった義務に係る免責に関す
る措置］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥837

第５条�［債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定
の特例に関する措置］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥837

第６条�［相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する
措置］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥838

第７条�［民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に
関する措置］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥838

第８条�［景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関
する措置］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥838

【趣旨】
第１条　この法律は、特定非常災害の被害者の権利
利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生
した場合における行政上の権利利益に係る満了
日の延長、履行されなかった義務に係る免責、
法人の破産手続開始の決定の特例、相続の承認
又は放棄をすべき期間の特例、民事調停法（昭和
26年法律第222号）による調停の申立ての手数料の特
例及び景観法（平成16年法律第110号）による応急仮設
住宅の存続期間の特例について定めるものとす
る。

【特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
第２条　著しく異常かつ激甚な非常災害であって、
当該非常災害の被害者の行政上の権利利益の保
全等を図り、又は当該非常災害により債務超過
となった法人の存立、当該非常災害により相続
の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的
確に行うことが困難となった者の保護、当該非
常災害に起因する民事に関する紛争の迅速かつ
円滑な解決若しくは当該非常災害に係る応急仮
設住宅の入居者の居住の安定に資するための措
置を講ずることが特に必要と認められるものが
発生した場合には、当該非常災害を特定非常災
害として政令で指定するものとする。この場合
において、当該政令には、当該特定非常災害が
発生した日を特定非常災害発生日として定める
ものとする。

２	 前項の政令においては、次条以下に定める措置
のうち当該特定非常災害に対し適用すべき措置
を指定しなければならない。当該指定の後、新
たにその余の措置を適用する必要が生じたとき
は、当該措置を政令で追加して指定するものと
する。

【行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置】
第３条　次に掲げる権利利益（以下「特定権利利益」
という。）に係る法律、政令又は内閣府設置法（平
成11年法律第89号）第７条第３項若しくは第 58 条第
４項（宮内庁法（昭和22年法律第70号）第 18 条第１項
において準用する場合を含む。）、デジタル庁設
置法（令和３年法律第36号）第７条第３項若しくは国
家行政組織法（昭和23年法律第120号）第 12 条第１項
若しくは第 13 条第１項の命令若しくは内閣府
設置法第７条第５項若しくは第 58 条第６項若
しくは宮内庁法第８条第５項、デジタル庁設置
法第７条第５項若しくは国家行政組織法第 14
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となった法人の存立、当該非常災害により相続
の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的
確に行うことが困難となった者の保護、当該非
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条第１項の告示（以下「法令」という。）の施
行に関する事務を所管する国の行政機関（内閣
府、宮内庁並びに内閣府設置法第 49 条第１項
及び第２項に規定する機関、デジタル庁並びに
国家行政組織法第３条第２項に規定する機関を
いう。以下同じ。）の長（当該国の行政機関が
内閣府設置法第 49 条第１項若しくは第２項又
は国家行政組織法第３条第２項に規定する委員
会である場合にあっては、当該委員会）は、特
定非常災害の被害者の特定権利利益であってそ
の存続期間が満了前であるものを保全し、又は
当該特定権利利益であってその存続期間が既に
満了したものを回復させるため必要があると認
めるときは、特定非常災害発生日から起算して
６月を超えない範囲内において政令で定める日
（以下「延長期日」という。）を限度として、こ
れらの特定権利利益に係る満了日を延長する措
置をとることができる。
一　法令に基づく行政庁の処分（特定非常災害発
生日以前に行ったものに限る。）により付与さ
れた権利その他の利益であって、その存続期
間が特定非常災害発生日以後に満了するもの

二　法令に基づき何らかの利益を付与する処分そ
の他の行為を当該行為に係る権限を有する行
政機関（国の行政機関及びこれらに置かれる
機関並びに地方公共団体の機関に限る。）に求
めることができる権利であって、その存続期
間が特定非常災害発生日以後に満了するもの

２	 前項の規定による延長の措置は、告示により、
当該措置の対象となる特定権利利益の根拠とな
る法令の条項ごとに、地域を単位として、当該
措置の対象者及び当該措置による延長後の満了
日を指定して行うものとする。

３	 第１項の規定による延長の措置のほか、同項第
一号の行政庁又は同項第二号の行政機関（次項
において「行政庁等」という。）は、特定非常
災害の被害者であって、その特定権利利益につ
いて保全又は回復を必要とする理由を記載した
書面により満了日の延長の申出を行ったものに
ついて、延長期日までの期日を指定してその満
了日を延長することができる。

４	 延長期日が定められた後、第１項又は前項の規
定による満了日の延長の措置を延長期日の翌日
以後においても特に継続して実施する必要があ
ると認められるときは、第１項の国の行政機関

の長又は行政庁等は、同項又は前項の例に準じ、
特定権利利益の根拠となる法令の条項ごとに新
たに政令で定める日を限度として、当該特定権
利利益に係る満了日を更に延長する措置をとる
ことができる。

５	 前各項の規定にかかわらず、災害その他やむを
得ない事由がある場合における特定権利利益に
係る期間に関する措置について他の法令に別段
の定めがあるときは、その定めるところによる。

【期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措
置】
第４条　特定非常災害発生日以後に法令に規定され
ている履行期限が到来する義務（以下「特定義
務」という。）であって、特定非常災害により
当該履行期限が到来するまでに履行されなかっ
たものについて、その不履行に係る行政上及び
刑事上の責任（過料に係るものを含む。以下単
に「責任」という。）が問われることを猶予す
る必要があるときは、政令で、特定非常災害発
生日から起算して４月を超えない範囲内におい
て特定義務の不履行についての免責に係る期限
（以下「免責期限」という。）を定めることがで
きる。

２	 免責期限が定められた場合において、免責期限
が到来する日の前日までに履行期限が到来する
特定義務が免責期限が到来する日までに履行さ
れたときは、当該特定義務が特定非常災害によ
り履行されなかったことについて、責任は問わ
れないものとする。

３	 免責期限が定められた後、前２項に定める免責
の措置を免責期限が到来する日の翌日以後にお
いても特に継続して実施する必要があると認め
られるときは、政令で、特定義務の根拠となる
法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不
履行についての免責に係る期限を定めることが
できる。前項の規定は、この場合について準用
する。

４	 前３項の規定にかかわらず、特定義務が災害そ
の他やむを得ない事由によりその履行期限が到
来するまでに履行されなかった場合について他
の法令に別段の定めがあるときは、その定める
ところによる。

【債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特
例に関する措置】
第５条　特定非常災害によりその財産をもって債務
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を完済することができなくなった法人に対して
は、第２条第１項又は第２項の政令でこの条に
定める措置を指定するものの施行の日以後特定
非常災害発生日から起算して２年を超えない範
囲内において政令で定める日までの間、破産手
続開始の決定をすることができない。ただし、
その法人が、清算中である場合、支払をするこ
とができない場合又は破産手続開始の申立てを
した場合は、この限りでない。

２	 裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立て
があった場合において、前項の規定によりその
法人に対して破産手続開始の決定をすることが
できないときは、当該決定を留保する決定をし
なければならない。

３	 裁判所は、前項の規定による決定に係る法人が
支払をすることができなくなったとき、その他
同項の規定による決定をすべき第１項に規定す
る事情について変更があったときは、申立てに
より又は職権で、その決定を取り消すことがで
きる。

４	 前２項の規定による決定に対しては、不服を申
し立てることができない。

５	 第１項本文の法人の理事又はこれに準ずる者
は、特定非常災害発生日から同項に規定する政
令で定める日までの間、他の法律の規定にかか
わらず、その法人について破産手続開始の申立
てをすることを要しない。

【相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置】
第６条　相続人（次の各号に掲げる場合にあっては、
当該各号に定める者）が、特定非常災害発生日
において、特定非常災害により多数の住民が避
難し、又は住所を移転することを余儀なくされ
た地区として政令で定めるものに住所を有し
ていた場合において、民法（明治29年法律第89号）第
915 条第１項の期間（この期間が同項ただし書
の規定によって伸長された場合にあっては、そ
の伸長された期間。以下この条において同じ。）
の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常
災害発生日から起算して１年を超えない範囲内
において政令で定める日の前日までに到来する
ときは、同項の期間は、当該政令で定める日ま
で伸長する。	
一　相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡
した場合　　その者の相続人	

二　相続人（前号の場合にあっては、同号に定め

る者）が未成年者又は成年被後見人である場
合　　その法定代理人	

【民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関す
る措置】
第７条　特定非常災害により借地借家関係その他の
民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれ
がある地区として政令で定めるものに特定非常
災害発生日において住所、居所、営業所又は事
務所を有していた者が、当該特定非常災害に起
因する民事に関する紛争につき、特定非常災害
発生日以後当該特定非常災害発生日から起算し
て３年を超えない範囲内において政令で定める
日までの間に、民事調停法による調停の申立て
をする場合には、民事訴訟費用等に関する法律
（昭和46年法律第40号）第３条第１項の規定にかかわ
らず、その申立ての手数料を納めることを要し
ない。

【景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する
措置】
第８条　市町村長は、景観法第 77 条第１項の非常
災害又は同条第２項の災害が特定非常災害であ
る場合において、被災者の住宅の需要に応ずる
に足りる適当な住宅が不足するため同条第４項
に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用
に供されている応急仮設建築物である住宅を存
続させる必要があり、かつ、これを存続させて
も良好な景観の形成に著しい支障がないと認め
るときは、同項の規定にかかわらず、更に１年
を超えない範囲内において同項の許可の期間を
延長することができる。当該延長に係る期間が
満了した場合において、これを更に延長しよう
とするときも、同様とする。
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を完済することができなくなった法人に対して
は、第２条第１項又は第２項の政令でこの条に
定める措置を指定するものの施行の日以後特定
非常災害発生日から起算して２年を超えない範
囲内において政令で定める日までの間、破産手
続開始の決定をすることができない。ただし、
その法人が、清算中である場合、支払をするこ
とができない場合又は破産手続開始の申立てを
した場合は、この限りでない。

２	 裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立て
があった場合において、前項の規定によりその
法人に対して破産手続開始の決定をすることが
できないときは、当該決定を留保する決定をし
なければならない。

３	 裁判所は、前項の規定による決定に係る法人が
支払をすることができなくなったとき、その他
同項の規定による決定をすべき第１項に規定す
る事情について変更があったときは、申立てに
より又は職権で、その決定を取り消すことがで
きる。

４	 前２項の規定による決定に対しては、不服を申
し立てることができない。

５	 第１項本文の法人の理事又はこれに準ずる者
は、特定非常災害発生日から同項に規定する政
令で定める日までの間、他の法律の規定にかか
わらず、その法人について破産手続開始の申立
てをすることを要しない。

【相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置】
第６条　相続人（次の各号に掲げる場合にあっては、
当該各号に定める者）が、特定非常災害発生日
において、特定非常災害により多数の住民が避
難し、又は住所を移転することを余儀なくされ
た地区として政令で定めるものに住所を有し
ていた場合において、民法（明治29年法律第89号）第
915 条第１項の期間（この期間が同項ただし書
の規定によって伸長された場合にあっては、そ
の伸長された期間。以下この条において同じ。）
の末日が特定非常災害発生日以後当該特定非常
災害発生日から起算して１年を超えない範囲内
において政令で定める日の前日までに到来する
ときは、同項の期間は、当該政令で定める日ま
で伸長する。	

一　相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡
した場合　　その者の相続人	

二　相続人（前号の場合にあっては、同号に定め

る者）が未成年者又は成年被後見人である場
合　　その法定代理人	

【民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関す
る措置】
第７条　特定非常災害により借地借家関係その他の
民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれ
がある地区として政令で定めるものに特定非常
災害発生日において住所、居所、営業所又は事
務所を有していた者が、当該特定非常災害に起
因する民事に関する紛争につき、特定非常災害
発生日以後当該特定非常災害発生日から起算し
て３年を超えない範囲内において政令で定める
日までの間に、民事調停法による調停の申立て
をする場合には、民事訴訟費用等に関する法律
（昭和46年法律第40号）第３条第１項の規定にかかわ
らず、その申立ての手数料を納めることを要し
ない。

【景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する
措置】
第８条　市町村長は、景観法第 77 条第１項の非常
災害又は同条第２項の災害が特定非常災害であ
る場合において、被災者の住宅の需要に応ずる
に足りる適当な住宅が不足するため同条第４項
に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用
に供されている応急仮設建築物である住宅を存
続させる必要があり、かつ、これを存続させて
も良好な景観の形成に著しい支障がないと認め
るときは、同項の規定にかかわらず、更に１年
を超えない範囲内において同項の許可の期間を
延長することができる。当該延長に係る期間が
満了した場合において、これを更に延長しよう
とするときも、同様とする。

第 6条　●特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
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密集市街地における防災街区の整備の
促進に関する法律（抄）

平成９年５月９日法律第 49 号

最終改正：令和３年５月 19 日法律第 37 号
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して定める特定建築物地区整備計画等］‥‥‥‥‥‥843

第３２条�の３［区域を区分して建築物の容積を適正に配分す
る特定建築物地区整備計画等］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥843

第３２条�の４［住居と住居以外の用途とを適正に配分する特
定建築物地区整備計画等］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥844

第３２条�の５［区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備
えた建築物の整備を誘導する特定建築物地区整備計画
等］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥844
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第１２0条�［防災街区整備事業］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥844

【目的】
第１条　この法律は、密集市街地について計画的な
再開発又は開発整備による防災街区の整備を促
進するために必要な措置を講ずることにより、
密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の
合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福
祉に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律（第十号に掲げる用語にあっては、
第 48 条を除く。）において、次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。

一　密集市街地　　当該区域内に老朽化した木造
の建築物が密集しており、かつ、十分な公共
施設が整備されていないことその他当該区域
内の土地利用の状況から、その特定防災機能
が確保されていない市街地をいう。

二　防災街区　　その特定防災機能が確保され、
及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた
街区をいう。

三　特定防災機能　　火事又は地震が発生した場
合において延焼防止上及び避難上確保される
べき機能をいう。

四　防災公共施設　　密集市街地において特定防
災機能を確保するために整備されるべき主要
な道路、公園その他政令で定める公共施設を
いう。

五　防災街区整備事業　　密集市街地において特
定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な
利用を図るため、この法律で定めるところに
従って行われる建築物及び建築物の敷地の整
備並びに防災公共施設その他の公共施設の整
備に関する事業並びにこれに附帯する事業を
いう。

六　建築物　　建築基準法（昭和25年法律第201号）第２
条第一号に規定する建築物をいう。

七　建築物の建替え　　現に存する１以上の建築
物（建築物が２以上の場合にあっては、これ
らの敷地が隣接するものに限る。）を除却す
るとともに、当該建築物の敷地であった一団
の土地の全部又は一部の区域に１以上の建築
物を新築することをいう。

八　耐火建築物等　　建築基準法第 53 条第３項
第一号イに規定する耐火建築物等をいう。

九　準耐火建築物等　　建築基準法第 53 条第３

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（抄）●　第 1条
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項第一号ロに規定する準耐火建築物等をい
う。

十　公共施設　　道路、公園その他政令で定める
公共の用に供する施設をいう。

一
十　都市施設　　都市計画法（昭和43年法律第100号）第

４条第５項に規定する都市施設をいう。
二
十　都市計画施設　　都市計画法第４条第６項に
規定する都市計画施設をいう。

三
十　都市計画事業　　都市計画法第４条第 15 項
に規定する都市計画事業をいう。

四
十　借地権　　借地借家法（平成３年法律第90号）第２

条第一号に規定する借地権をいう。ただし、
一時使用のため設定されたことが明らかなも
のを除く。

五
十　借家権　　建物の賃借権（一時使用のため設
定されたことが明らかなものを除く。第 13
条第３項及び第５章を除き、以下同じ。）及
び配偶者居住権をいう。

第３条　都市計画法第７条第１項の市街化区域内に
おいては、都市計画に、密集市街地内の各街区
について防災街区としての整備を図るため、次
に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の
方針（以下「防災街区整備方針」という。）を
定めることができる。
一　特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促
進すべき相当規模の地区（以下「防災再開発
促進地区」という。）及び当該地区の整備又
は開発に関する計画の概要

二　防災公共施設の整備及びこれと一体となって
特定防災機能を確保するための建築物その他
の工作物（以下「建築物等」という。）の整
備に関する計画の概要

２	 国及び地方公共団体は、防災街区整備方針に従
い、計画的な再開発又は開発整備による防災街
区の整備を促進するため、第 31 条第１項の特
定防災街区整備地区、第 32 条第１項の防災街
区整備地区計画、第 281 条第１項の施行予定者
を定める防災都市施設等の都市計画の決定、防
災街区整備事業又は防災公共施設の整備に関す
る事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。

【建替計画の認定】
第４条　防災再開発促進地区の区域内において、建
築物の建替えをしようとする者は、国土交通省

令で定めるところにより、建築物の建替えに関
する計画（以下この節において「建替計画」と
いう。）を作成し、所管行政庁（建築主事を置
く市町村の区域については市町村長をいい、そ
の他の市町村の区域については都道府県知事を
いう。ただし、建築基準法第 97 条の２第１項
又は第 97 条の３第１項の規定により建築主事
を置く市町村の区域内の政令で定める建築物に
ついては、都道府県知事とする。以下同じ。）
の認定を申請することができる。

２	 前項の認定（以下この節において「建替計画の
認定」という。）を申請しようとする者は、そ
の者以外に除却しようとする建築物又はその敷
地である一団の土地について権利を有する者が
あるときは、建替計画についてこれらの者のす
べての同意を得なければならない。ただし、そ
の権利をもって建替計画の認定を申請しようと
する者に対抗することができない者について
は、この限りでない。

３	 前項の場合において、同項の規定により同意を
得なければならないこととされている者のう
ち、除却しようとする建築物について所有権又
は借家権を有する者及びその敷地である一団の
土地について所有権又は借地権を有する者以外
の者を確知することができないときは、確知す
ることができない理由を記載した書面を添え
て、建替計画の認定を申請することができる。

４	 建替計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ
ばならない。

一　建築物の建替えをする土地の区域（第五号及
び次条第１項第四号において「建替事業区域」
という。）

二　除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷
地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路
の幅員

三　新築する建築物の配置
四　新築する建築物の建築面積、延べ面積、構造
方法、建築設備、用途及び敷地面積

五　建替事業区域内に確保する空地の配置及び規
模

六　建築物の建替えの事業の実施期間
七　建築物の建替えの事業に関する資金計画
八　その他国土交通省令で定める事項

【建替計画の認定基準】
第５条　所管行政庁は、建替計画の認定の申請が

第 3条　●密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（抄）
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項第一号ロに規定する準耐火建築物等をい
う。

十　公共施設　　道路、公園その他政令で定める
公共の用に供する施設をいう。

一
十　都市施設　　都市計画法（昭和43年法律第100号）第

４条第５項に規定する都市施設をいう。
二
十　都市計画施設　　都市計画法第４条第６項に
規定する都市計画施設をいう。

三
十　都市計画事業　　都市計画法第４条第 15 項
に規定する都市計画事業をいう。

四
十　借地権　　借地借家法（平成３年法律第90号）第２

条第一号に規定する借地権をいう。ただし、
一時使用のため設定されたことが明らかなも
のを除く。

五
十　借家権　　建物の賃借権（一時使用のため設
定されたことが明らかなものを除く。第 13
条第３項及び第５章を除き、以下同じ。）及
び配偶者居住権をいう。

第３条　都市計画法第７条第１項の市街化区域内に
おいては、都市計画に、密集市街地内の各街区
について防災街区としての整備を図るため、次
に掲げる事項を明らかにした防災街区の整備の
方針（以下「防災街区整備方針」という。）を
定めることができる。

一　特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促
進すべき相当規模の地区（以下「防災再開発
促進地区」という。）及び当該地区の整備又
は開発に関する計画の概要

二　防災公共施設の整備及びこれと一体となって
特定防災機能を確保するための建築物その他
の工作物（以下「建築物等」という。）の整
備に関する計画の概要

２	 国及び地方公共団体は、防災街区整備方針に従
い、計画的な再開発又は開発整備による防災街
区の整備を促進するため、第 31 条第１項の特
定防災街区整備地区、第 32 条第１項の防災街
区整備地区計画、第 281 条第１項の施行予定者
を定める防災都市施設等の都市計画の決定、防
災街区整備事業又は防災公共施設の整備に関す
る事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。

【建替計画の認定】
第４条　防災再開発促進地区の区域内において、建
築物の建替えをしようとする者は、国土交通省

令で定めるところにより、建築物の建替えに関
する計画（以下この節において「建替計画」と
いう。）を作成し、所管行政庁（建築主事を置
く市町村の区域については市町村長をいい、そ
の他の市町村の区域については都道府県知事を
いう。ただし、建築基準法第 97 条の２第１項
又は第 97 条の３第１項の規定により建築主事
を置く市町村の区域内の政令で定める建築物に
ついては、都道府県知事とする。以下同じ。）
の認定を申請することができる。

２	 前項の認定（以下この節において「建替計画の
認定」という。）を申請しようとする者は、そ
の者以外に除却しようとする建築物又はその敷
地である一団の土地について権利を有する者が
あるときは、建替計画についてこれらの者のす
べての同意を得なければならない。ただし、そ
の権利をもって建替計画の認定を申請しようと
する者に対抗することができない者について
は、この限りでない。

３	 前項の場合において、同項の規定により同意を
得なければならないこととされている者のう
ち、除却しようとする建築物について所有権又
は借家権を有する者及びその敷地である一団の
土地について所有権又は借地権を有する者以外
の者を確知することができないときは、確知す
ることができない理由を記載した書面を添え
て、建替計画の認定を申請することができる。

４	 建替計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ
ばならない。

一　建築物の建替えをする土地の区域（第五号及
び次条第１項第四号において「建替事業区域」
という。）

二　除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷
地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路
の幅員

三　新築する建築物の配置
四　新築する建築物の建築面積、延べ面積、構造
方法、建築設備、用途及び敷地面積

五　建替事業区域内に確保する空地の配置及び規
模

六　建築物の建替えの事業の実施期間
七　建築物の建替えの事業に関する資金計画
八　その他国土交通省令で定める事項

【建替計画の認定基準】
第５条　所管行政庁は、建替計画の認定の申請が
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あった場合において、当該申請に係る建替計画
が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、
その旨の認定をすることができる。
一　除却する建築物の建築面積の合計に対する除
却する建築物のうち延焼防止上支障がある木
造の建築物で国土交通省令で定める基準に該
当するものの建築面積の合計の割合が国土交
通省令で定める数値以上であること。

二　新築する建築物が耐火建築物又は準耐火建築
物等であること。

三　新築する建築物の敷地面積がそれぞれ国土交
通省令で定める規模以上であり、かつ、当該
敷地面積の合計が国土交通省令で定める規模
以上であること。

四　建替事業区域内に延焼防止上又は避難上有効
な空地で国土交通省令で定める基準に該当す
るものが確保されていること。

五　建築物の建替えの事業の実施期間が当該建築
物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために
適切なものであること。

六　建築物の建替えの事業に関する資金計画が当
該建築物の建替えを確実に遂行するため適切
なものであること。

２	 建替計画が建築基準法第６条第１項の規定によ
る確認又は同法第 18 条第２項の規定による通
知を要するものである場合において、建替計画
の認定をしようとするときは、所管行政庁は、
あらかじめ、建築主事の同意を得なければなら
ない。

３	 建築主事は、前項の同意を求められた場合にお
いて、当該建替計画のうち新築する建築物に係
る部分が建築基準法第６条第１項の建築基準関
係規定（同法第６条の４第１項に規定する建築
物の新築について同意を求められた場合にあっ
ては、同項の規定により読み替えて適用される
同法第６条第１項に規定する建築基準関係規
定）に適合するものであるときは、同意を与え
てその旨を当該所管行政庁に通知しなければな
らない。この場合において、建築主事は、同意
することができない事由があると認めるとき
は、その事由を当該所管行政庁に通知しなけれ
ばならない。

４	 建築基準法第 93 条の規定は所管行政庁が同法
第６条第１項の規定による確認又は同法第 18
条第２項の規定による通知を要する建替計画に

ついて建替計画の認定をしようとする場合につ
いて、同法第 93 条の２の規定は所管行政庁が
同法第６条第１項の規定による確認を要する建
替計画について建替計画の認定をしようとする
場合について準用する。

５	 建替計画が建築基準法第６条第１項の規定によ
る確認又は同法第 18 条第２項の規定による通
知を要するものである場合において、所管行政
庁が建替計画の認定をしたときは、同法第６条
第１項又は第 18 条第３項の規定による確認済
証の交付があったものとみなす。この場合にお
いて、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知
するものとする。

【特定防災街区整備地区に関する都市計画】
第 31 条　密集市街地内の土地の区域については、
当該区域及びその周辺の密集市街地における特
定防災機能の確保並びに当該区域における土地
の合理的かつ健全な利用を図るため、都市計画
に、特定防災街区整備地区を定めることができ
る。

２	 特定防災街区整備地区は、防火地域又は準防火
地域が定められている土地の区域のうち、防災
都市計画施設（防災都市施設に係る都市計画施
設をいう。以下同じ。）と一体となって特定防
災機能を確保するための防災街区として整備す
べき区域その他当該密集市街地における特定防
災機能の効果的な確保に貢献する防災街区とし
て整備すべき区域に定めるものとする。

３	 特定防災街区整備地区に関する都市計画には、
都市計画法第８条第３項第一号及び第三号に掲
げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるもの
とする。

一　建築物の敷地面積の最低限度
二　特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健
全な利用を図るため必要な場合にあっては、
壁面の位置の制限

三　防災街区整備方針に即して防災都市計画施設
と一体となって特定防災機能を確保する建築
物を整備するため必要な場合にあっては、建
築物の防災都市計画施設に係る間口率（建築
物の防災都市計画施設に面する部分の長さの
敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ
に対する割合をいう。）の最低限度及び建築
物の高さの最低限度

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（抄）●　第 31 条
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【防災街区整備地区計画】
第 32 条　次に掲げる条件に該当する密集市街地内
の土地の区域で、当該区域における特定防災機
能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図る
ため、当該区域の各街区を防災街区として一体
的かつ総合的に整備することが適切であると認
められるものについては、都市計画に防災街区
整備地区計画を定めることができる。
一　当該区域における特定防災機能の確保を図る
ため、適正な配置及び規模の公共施設を整備
する必要がある土地の区域であること。

二　当該区域における特定防災機能に支障を来し
ている土地の区域であること。

三　都市計画法第８条第１項第一号に規定する用
途地域（第 32 条の３において単に「用途地域」
という。）が定められている土地の区域であ
ること。

２	 防災街区整備地区計画については、都市計画法
第 12 条の４第２項に定める事項のほか、都市
計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定め
るものとするとともに、第三号に掲げる事項を
定めるよう努めるものとする。
一　当該区域における特定防災機能を確保するた
めの防災公共施設（都市計画施設を除く。以
下「地区防災施設」という。）の区域（地区
防災施設のうち建築物等と一体となって当該
特定防災機能を確保するために整備されるべ
きもの（以下「特定地区防災施設」という。）
にあっては、当該特定地区防災施設の区域及
び当該建築物等の整備に関する計画（以下「特
定建築物地区整備計画」という。））

二　主として街区内の居住者等の利用に供される
道路、公園その他の政令で定める施設（都市
計画施設及び地区防災施設を除く。以下「地
区施設」という。）及び建築物等（特定建築
物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。）
の整備並びに土地の利用に関して、地区防災
施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区
域について定める計画（以下「防災街区整備
地区整備計画」という。）

三　当該防災街区整備地区計画の目標その他当該
区域の整備に関する方針

３	 特定建築物地区整備計画においては、その区域
及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、
建築物の特定地区防災施設に係る間口率（建築

物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷
地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対
する割合をいう。第 116 条第１項第一号ロにお
いて同じ。）の最低限度、建築物等の高さの最
高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、
建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する
割合をいう。以下同じ。）の最高限度又は最低
限度、建築物の建ぺい率（建築面積の敷地面積
に対する割合をいう。以下同じ。）の最高限度、
建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁
面の位置の制限、壁面後退区域（壁面の位置の
制限として定められた限度の線と敷地境界線と
の間の土地の区域をいう。以下同じ。）におけ
る工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色
彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率（都市
緑地法（昭和48年法律第72号）第 34 条第２項に規定す
る緑化率をいう。次項第二号において同じ。）
の最低限度その他建築物等に関する事項で政令
で定めるものを定めることができる。

４	 防災街区整備地区整備計画においては、次に掲
げる事項を定めることができる。

一　地区施設の配置及び規模
二　建築物の構造に関する防火上必要な制限、建
築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築
物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限
度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限
度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限
度、壁面の位置の制限、壁面後退区域におけ
る工作物の設置の制限、建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の
最低限度その他建築物等に関する事項で政令
で定めるもの

三　現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境
を確保するため必要なものの保全に関する事
項

四　前３号に掲げるもののほか、土地の利用に関
する事項で政令で定めるもの

５	 防災街区整備地区計画を都市計画に定めるに当
たっては、次に掲げるところに従わなければな
らない。

一　地区防災施設（特定地区防災施設を除く。）は、
当該地区防災施設が、当該防災街区整備地区
計画の区域及びその周辺において定められて
いる都市計画と相まって、当該区域における
特定防災機能を確保するとともに、良好な都

第 32 条　●密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（抄）
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【防災街区整備地区計画】
第 32 条　次に掲げる条件に該当する密集市街地内
の土地の区域で、当該区域における特定防災機
能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図る
ため、当該区域の各街区を防災街区として一体
的かつ総合的に整備することが適切であると認
められるものについては、都市計画に防災街区
整備地区計画を定めることができる。

一　当該区域における特定防災機能の確保を図る
ため、適正な配置及び規模の公共施設を整備
する必要がある土地の区域であること。

二　当該区域における特定防災機能に支障を来し
ている土地の区域であること。

三　都市計画法第８条第１項第一号に規定する用
途地域（第 32 条の３において単に「用途地域」
という。）が定められている土地の区域であ
ること。

２	 防災街区整備地区計画については、都市計画法
第 12 条の４第２項に定める事項のほか、都市
計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定め
るものとするとともに、第三号に掲げる事項を
定めるよう努めるものとする。

一　当該区域における特定防災機能を確保するた
めの防災公共施設（都市計画施設を除く。以
下「地区防災施設」という。）の区域（地区
防災施設のうち建築物等と一体となって当該
特定防災機能を確保するために整備されるべ
きもの（以下「特定地区防災施設」という。）
にあっては、当該特定地区防災施設の区域及
び当該建築物等の整備に関する計画（以下「特
定建築物地区整備計画」という。））

二　主として街区内の居住者等の利用に供される
道路、公園その他の政令で定める施設（都市
計画施設及び地区防災施設を除く。以下「地
区施設」という。）及び建築物等（特定建築
物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。）
の整備並びに土地の利用に関して、地区防災
施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区
域について定める計画（以下「防災街区整備
地区整備計画」という。）

三　当該防災街区整備地区計画の目標その他当該
区域の整備に関する方針

３	 特定建築物地区整備計画においては、その区域
及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、
建築物の特定地区防災施設に係る間口率（建築

物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷
地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対
する割合をいう。第 116 条第１項第一号ロにお
いて同じ。）の最低限度、建築物等の高さの最
高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、
建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する
割合をいう。以下同じ。）の最高限度又は最低
限度、建築物の建ぺい率（建築面積の敷地面積
に対する割合をいう。以下同じ。）の最高限度、
建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁
面の位置の制限、壁面後退区域（壁面の位置の
制限として定められた限度の線と敷地境界線と
の間の土地の区域をいう。以下同じ。）におけ
る工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色
彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率（都市
緑地法（昭和48年法律第72号）第 34 条第２項に規定す
る緑化率をいう。次項第二号において同じ。）
の最低限度その他建築物等に関する事項で政令
で定めるものを定めることができる。

４	 防災街区整備地区整備計画においては、次に掲
げる事項を定めることができる。

一　地区施設の配置及び規模
二　建築物の構造に関する防火上必要な制限、建
築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築
物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限
度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限
度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限
度、壁面の位置の制限、壁面後退区域におけ
る工作物の設置の制限、建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の
最低限度その他建築物等に関する事項で政令
で定めるもの

三　現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境
を確保するため必要なものの保全に関する事
項

四　前３号に掲げるもののほか、土地の利用に関
する事項で政令で定めるもの

５	 防災街区整備地区計画を都市計画に定めるに当
たっては、次に掲げるところに従わなければな
らない。

一　地区防災施設（特定地区防災施設を除く。）は、
当該地区防災施設が、当該防災街区整備地区
計画の区域及びその周辺において定められて
いる都市計画と相まって、当該区域における
特定防災機能を確保するとともに、良好な都
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市環境の形成に資するよう、必要な位置に適
切な規模で配置すること。

二　特定地区防災施設は、当該特定地区防災施設
が、当該防災街区整備地区計画の区域及びそ
の周辺において定められている都市計画と相
まって、特定建築物地区整備計画の区域内の
建築物等と一体となって当該防災街区整備地
区計画の区域における特定防災機能を確保す
るとともに、良好な都市環境の形成に資する
よう、必要な位置に適切な規模で配置するこ
と。

三　特定建築物地区整備計画は、当該特定建築物
地区整備計画の区域内の建築物等が特定地区
防災施設と一体となって当該防災街区整備地
区計画の区域における特定防災機能を確保す
るとともに、適切な構造、高さ、配列等を備
えた建築物等が整備されることにより当該区
域内の土地が合理的かつ健全な利用形態とな
るように定めること。

四　地区施設は、当該地区施設が、当該防災街区
整備地区計画の区域及びその周辺において定
められている都市計画と相まって、火事又は
地震が発生した場合の当該区域における延焼
により生ずる被害の軽減及び避難上必要な機
能の確保と良好な都市環境の形成に資するよ
う、必要な位置に適切な規模で配置すること。

五　防災街区整備地区整備計画における建築物等
に関する事項は、当該防災街区整備地区計画
の区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、
配列等を備えた建築物等が整備されることに
より当該区域内の土地が合理的かつ健全な利
用形態となるとともに、当該防災街区整備地
区整備計画の区域内の建築物等（特定建築物
地区整備計画の区域内の建築物等を除く。）
が火事又は地震が発生した場合の当該区域に
おける延焼により生ずる被害の軽減に資する
ように定めること。

６	 防災街区整備地区計画を都市計画に定める際、
当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一
部について地区防災施設の区域（防災街区整備
地区計画に特定地区防災施設を定めるべき場合
にあっては、特定地区防災施設の区域及び特定
建築物地区整備計画。以下この項において同
じ。）又は防災街区整備地区整備計画を定める
ことができない特別の事情があるときは、当該

防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部に
ついて地区防災施設の区域又は防災街区整備地
区整備計画を定めることを要しない。この場合
において、地区防災施設の区域以外の防災街区
整備地区計画の区域の一部について防災街区整
備地区整備計画を定めるときは、当該防災街区
整備地区計画については、当該防災街区整備地
区整備計画の区域をも都市計画に定めなければ
ならない。

【建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたもの
と公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定め
る特定建築物地区整備計画等】
第 32 条の２　特定建築物地区整備計画又は防災街
区整備地区整備計画においては、適正かつ合理
的な土地利用の促進を図るため特に必要である
と認められるときは、前条第３項又は第４項第
二号の建築物の容積率の最高限度について次の
各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号
に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数
値を超えるものとして定めるものとする。

一　当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整
備地区整備計画の区域の特性に応じたもの

二　当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整
備地区整備計画の区域内の公共施設の整備の
状況に応じたもの

【区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建
築物地区整備計画等】
第 32 条の３　防災街区整備地区計画（適正な配置
及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施
設として定められているものに限る。）の区域
内の土地の区域（当該防災街区整備地区計画の
区域の整備に関する方針に従って現に特定地区
防災施設の整備が行われつつあり、又は行われ
ることが確実であると見込まれるものに限る。）
において、建築物の容積を適正に配分すること
が当該防災街区整備地区計画の区域における特
定防災機能の確保及び当該特定地区防災施設の
整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合
理的な土地利用の促進を図るため特に必要であ
ると認められるときは、当該防災街区整備地区
計画について定められた特定建築物地区整備計
画及び防災街区整備地区整備計画においては、
当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備
地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区
分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（抄）●　第 32 条の 2
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域内の第 32 条第３項の建築物の容積率の最高
限度については当該区域内の用途地域において
定められた建築物の容積率の数値以上のものと
して定め、当該防災街区整備地区整備計画の区
域内の同条第４項第二号の建築物の容積率の最
高限度については当該区域内の用途地域におい
て定められた建築物の容積率の数値以下のもの
として定めるものとする。

２	 前項の場合において、当該特定建築物地区整備
計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の
それぞれの区域について定められた建築物の容
積率の最高限度の数値に当該数値の定められた
区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建
築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計
画の区域内の用途地域において定められた建築
物の容積率の数値に当該数値の定められた区域
の面積を乗じたものの合計を超えてはならな
い。

【住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物
地区整備計画等】
第 32 条の４　特定建築物地区整備計画又は防災街
区整備地区整備計画においては、住居と住居以
外の用途とを適正に配分することが当該特定建
築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計
画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促
進を図るため特に必要であると認められるとき
は、第 32 条第３項又は第４項第二号の建築物
の容積率の最高限度について次の各号に掲げる
ものごとに数値を区分し、第一号に掲げるもの
の数値を第二号に掲げるものの数値以上のもの
として定めるものとする。
一　その全部又は一部を住宅の用途に供する建築
物に係るもの

二　その他の建築物に係るもの
【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築
物の整備を誘導する特定建築物地区整備計画等】
第 32 条の５　特定建築物地区整備計画又は防災街
区整備地区整備計画においては、当該特定建築
物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画
の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備
えた建築物を整備することが合理的な土地利用
の促進を図るため特に必要であると認められる
ときは、壁面の位置の制限（道路（都市計画に
定められた計画道路及び地区防災施設又は地区
施設である道路を含む。）に面する壁面の位置

を制限するものを含むものに限る。）、壁面後退
区域における工作物の設置の制限（当該壁面後
退区域において連続的に有効な空地を確保する
ため必要なものを含むものに限る。）及び建築
物の高さの最高限度を定めるものとする。

【敷地と道路との関係の特例】
第 116 条　促進地区内防災街区整備地区計画に定
められた特定地区防災施設である道が、建築基
準法第 68 条の７第１項に規定する予定道路と
して指定された場合において、次に掲げる条件
に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の
区域内にある建築物（その敷地が当該予定道路
に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路が
あるものに限る。）で、当該促進地区内防災街
区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行
政庁（同法第２条第三十五号に規定する特定行
政庁をいう。）が交通上、安全上、防火上及び
衛生上支障がないと認めて許可したものについ
ては、当該予定道路を同法第 42 条第１項に規
定する道路とみなして、同法第 43 条第１項の
規定を適用する。

一　特定建築物地区整備計画が定められている区
域のうち、次に掲げる事項が定められている
区域であること。

イ　建築物の構造に関する防火上必要な制限
ロ　建築物の特定地区防災施設に係る間口率
ハ　壁面の位置の制限（特定地区防災施設に面
する壁面の位置を制限するものを含むもの
に限る。）

ニ　壁面後退区域における工作物の設置の制限
二　建築基準法第 68 条の２第１項の規定に基づ
く条例で、前号イからハまでに掲げる事項に
関する制限が定められている区域であるこ
と。

２	 建築基準法第 44 条第２項、第 92 条の２、第
93 条第１項及び第２項、第 94 条並びに第 95
条の規定は、前項の規定による許可をする場合
に準用する。

【防災街区整備事業】
第 120 条　防災街区整備事業に関する都市計画に
おいては、都市計画法第 12 条第２項に定める
事項のほか、防災公共施設その他の公共施設の
配置及び規模並びに防災施設建築物の整備に関
する計画を定めるものとする。

２	 防災街区整備事業に関する都市計画は、次に掲
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域内の第 32 条第３項の建築物の容積率の最高
限度については当該区域内の用途地域において
定められた建築物の容積率の数値以上のものと
して定め、当該防災街区整備地区整備計画の区
域内の同条第４項第二号の建築物の容積率の最
高限度については当該区域内の用途地域におい
て定められた建築物の容積率の数値以下のもの
として定めるものとする。

２	 前項の場合において、当該特定建築物地区整備
計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の
それぞれの区域について定められた建築物の容
積率の最高限度の数値に当該数値の定められた
区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建
築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計
画の区域内の用途地域において定められた建築
物の容積率の数値に当該数値の定められた区域
の面積を乗じたものの合計を超えてはならな
い。

【住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物
地区整備計画等】
第 32 条の４　特定建築物地区整備計画又は防災街
区整備地区整備計画においては、住居と住居以
外の用途とを適正に配分することが当該特定建
築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計
画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促
進を図るため特に必要であると認められるとき
は、第 32 条第３項又は第４項第二号の建築物
の容積率の最高限度について次の各号に掲げる
ものごとに数値を区分し、第一号に掲げるもの
の数値を第二号に掲げるものの数値以上のもの
として定めるものとする。

一　その全部又は一部を住宅の用途に供する建築
物に係るもの

二　その他の建築物に係るもの
【区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築
物の整備を誘導する特定建築物地区整備計画等】
第 32 条の５　特定建築物地区整備計画又は防災街
区整備地区整備計画においては、当該特定建築
物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画
の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備
えた建築物を整備することが合理的な土地利用
の促進を図るため特に必要であると認められる
ときは、壁面の位置の制限（道路（都市計画に
定められた計画道路及び地区防災施設又は地区
施設である道路を含む。）に面する壁面の位置

を制限するものを含むものに限る。）、壁面後退
区域における工作物の設置の制限（当該壁面後
退区域において連続的に有効な空地を確保する
ため必要なものを含むものに限る。）及び建築
物の高さの最高限度を定めるものとする。

【敷地と道路との関係の特例】
第 116 条　促進地区内防災街区整備地区計画に定
められた特定地区防災施設である道が、建築基
準法第 68 条の７第１項に規定する予定道路と
して指定された場合において、次に掲げる条件
に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の
区域内にある建築物（その敷地が当該予定道路
に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路が
あるものに限る。）で、当該促進地区内防災街
区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行
政庁（同法第２条第三十五号に規定する特定行
政庁をいう。）が交通上、安全上、防火上及び
衛生上支障がないと認めて許可したものについ
ては、当該予定道路を同法第 42 条第１項に規
定する道路とみなして、同法第 43 条第１項の
規定を適用する。

一　特定建築物地区整備計画が定められている区
域のうち、次に掲げる事項が定められている
区域であること。

イ　建築物の構造に関する防火上必要な制限
ロ　建築物の特定地区防災施設に係る間口率
ハ　壁面の位置の制限（特定地区防災施設に面
する壁面の位置を制限するものを含むもの
に限る。）

ニ　壁面後退区域における工作物の設置の制限
二　建築基準法第 68 条の２第１項の規定に基づ
く条例で、前号イからハまでに掲げる事項に
関する制限が定められている区域であるこ
と。

２	 建築基準法第 44 条第２項、第 92 条の２、第
93 条第１項及び第２項、第 94 条並びに第 95
条の規定は、前項の規定による許可をする場合
に準用する。

【防災街区整備事業】
第 120 条　防災街区整備事業に関する都市計画に
おいては、都市計画法第 12 条第２項に定める
事項のほか、防災公共施設その他の公共施設の
配置及び規模並びに防災施設建築物の整備に関
する計画を定めるものとする。

２	 防災街区整備事業に関する都市計画は、次に掲
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げるところに従って定めなければならない。
一　道路、公園、下水道その他の都市施設に関す
る都市計画が定められている場合において
は、その都市計画に適合するように定めるこ
と。

二　施行区域が、適正な配置及び規模の防災公共
施設その他の公共施設を備えることにより、
特定防災機能が確保された良好な都市環境の
ものとなるように定めること。

三　防災施設建築物の整備に関する計画は、適切
な構造、高さ、配列等を備えた防災施設建築
物が整備されることにより、施行区域及びそ
の周辺の密集市街地における特定防災機能の
確保及び施行区域における土地の合理的かつ
健全な利用が図られるように定めること。こ
の場合において、施行区域内に、又は施行区
域に接して防災都市施設に係る都市施設に関
する都市計画（以下「防災都市施設に関する
都市計画」という。）が定められているときは、
当該防災都市施設と一体となって特定防災機
能の確保が図られるように定めること。

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（抄）●　第 120 条
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津波防災地域づくりに関する法律（抄）
平成 23 年 12 月 14 日法律第 123 号

最終改正：令和３年５月 10 日法律第 31 号
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【目的】
第１条　この法律は、津波による災害を防止し、又
は軽減する効果が高く、将来にわたって安心し
て暮らすことのできる安全な地域の整備、利用
及び保全（以下「津波防災地域づくり」という。）
を総合的に推進することにより、津波による災
害から国民の生命、身体及び財産の保護を図る
ため、国土交通大臣による基本指針の策定、市
町村による推進計画の作成、推進計画区域にお
ける特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街
地形成施設に関する都市計画に関する事項につ
いて定めるとともに、津波防護施設の管理、津
波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並
びに津波災害特別警戒区域における一定の開発
行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等
について定め、もって公共の福祉の確保及び地
域社会の健全な発展に寄与することを目的とす
る。

【定義】
第２条　この法律において「海岸保全施設」とは、
海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第１項に規定す
る海岸保全施設をいう。

２	 この法律において「港湾施設」とは、港湾法（昭
和25年法律第218号）第２条第５項に規定する港湾施
設をいう。

３	 この法律において「漁港施設」とは、漁港漁場
整備法（昭和25年法律第137号）第３条に規定する漁港
施設をいう。

４	 この法律において「河川管理施設」とは、河川
法（昭和39年法律第167号）第３条第２項に規定する河
川管理施設をいう。

５	 この法律において「海岸管理者」とは、海岸法
第２条第３項に規定する海岸管理者をいう。

６	 この法律において「港湾管理者」とは、港湾法
第２条第１項に規定する港湾管理者をいう。

７	 この法律において「漁港管理者」とは、漁港漁
場整備法第 25 条の規定により決定された地方
公共団体をいう。

８	 この法律において「河川管理者」とは、河川法
第７条に規定する河川管理者をいう。

９	 この法律において「保安施設事業」とは、森林
法（昭和26年法律第249号）第 41 条第３項に規定する
保安施設事業をいう。

10	 この法律において「津波防護施設」とは、盛土
構造物、閘門その他の政令で定める施設（海岸

第 1条　●津波防災地域づくりに関する法律（抄）
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第１条　この法律は、津波による災害を防止し、又
は軽減する効果が高く、将来にわたって安心し
て暮らすことのできる安全な地域の整備、利用
及び保全（以下「津波防災地域づくり」という。）
を総合的に推進することにより、津波による災
害から国民の生命、身体及び財産の保護を図る
ため、国土交通大臣による基本指針の策定、市
町村による推進計画の作成、推進計画区域にお
ける特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街
地形成施設に関する都市計画に関する事項につ
いて定めるとともに、津波防護施設の管理、津
波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並
びに津波災害特別警戒区域における一定の開発
行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等
について定め、もって公共の福祉の確保及び地
域社会の健全な発展に寄与することを目的とす
る。

【定義】
第２条　この法律において「海岸保全施設」とは、
海岸法（昭和31年法律第101号）第２条第１項に規定す
る海岸保全施設をいう。

２	 この法律において「港湾施設」とは、港湾法（昭
和25年法律第218号）第２条第５項に規定する港湾施
設をいう。

３	 この法律において「漁港施設」とは、漁港漁場
整備法（昭和25年法律第137号）第３条に規定する漁港
施設をいう。

４	 この法律において「河川管理施設」とは、河川
法（昭和39年法律第167号）第３条第２項に規定する河
川管理施設をいう。

５	 この法律において「海岸管理者」とは、海岸法
第２条第３項に規定する海岸管理者をいう。

６	 この法律において「港湾管理者」とは、港湾法
第２条第１項に規定する港湾管理者をいう。

７	 この法律において「漁港管理者」とは、漁港漁
場整備法第 25 条の規定により決定された地方
公共団体をいう。

８	 この法律において「河川管理者」とは、河川法
第７条に規定する河川管理者をいう。

９	 この法律において「保安施設事業」とは、森林
法（昭和26年法律第249号）第 41 条第３項に規定する
保安施設事業をいう。

10	 この法律において「津波防護施設」とは、盛土
構造物、閘門その他の政令で定める施設（海岸

第 1条　●津波防災地域づくりに関する法律（抄）

847津波防災法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施
設並びに保安施設事業に係る施設であるものを
除く。）であって、第８条第１項に規定する津
波浸水想定を踏まえて津波による人的災害を防
止し、又は軽減するために都道府県知事又は市
町村長が管理するものをいう。

11	 この法律において「津波防護施設管理者」とは、
第 18 条第１項又は第２項の規定により津波防
護施設を管理する都道府県知事又は市町村長を
いう。

12	 この法律において「公共施設」とは、道路、公
園、下水道その他政令で定める公共の用に供す
る施設をいう。

13	 この法律において「公益的施設」とは、教育施
設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の
施設で、居住者の共同の福祉又は利便のために
必要なものをいう。

14	 この法律において「特定業務施設」とは、事務
所、事業所その他の業務施設で、津波による災
害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を
防止し、又は軽減する必要性が高いと認められ
る区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域
を含む。）の基幹的な産業の振興、当該区域内
の地域における雇用機会の創出及び良好な市街
地の形成に寄与するもののうち、公益的施設以
外のものをいう。

15	 この法律において「一団地の津波防災拠点市街
地形成施設」とは、前項に規定する区域内の都
市機能を津波が発生した場合においても維持す
るための拠点となる市街地を形成する一団地の
住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び公
共施設をいう。

【津波浸水想定】
第８条　都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、
基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定（津波
があった場合に想定される浸水の区域及び水深
をいう。以下同じ。）を設定するものとする。

２	 都道府県知事は、前項の規定により津波浸水想
定を設定しようとするときは、国土交通大臣に
対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な
援助を求めることができる。

３	 都道府県知事は、第１項の規定により津波浸水
想定を設定しようとする場合において、必要が
あると認めるときは、関係する海岸管理者及び
河川管理者の意見を聴くものとする。

４	 都道府県知事は、第１項の規定により津波浸水
想定を設定したときは、速やかに、これを、国
土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通
知するとともに、公表しなければならない。

５	 国土交通大臣は、前項の規定により津波浸水想
定の設定について報告を受けたときは、社会資
本整備審議会の意見を聴くものとし、必要があ
ると認めるときは、都道府県知事に対し、必要
な勧告をすることができる。

６	 第２項から前項までの規定は、津波浸水想定の
変更について準用する。

【津波防災住宅等建設区】
第12条　津波による災害の発生のおそれが著しく、
かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性
が高いと認められる区域内の土地を含む土地
（推進計画区域内にあるものに限る。）の区域に
おいて津波による災害を防止し、又は軽減する
ことを目的とする土地区画整理事業の事業計画
においては、施行地区（土地区画整理法第２条
第４項に規定する施行地区をいう。以下同じ。）
内の津波による災害の防止又は軽減を図るため
の措置が講じられた又は講じられる土地の区域
における住宅及び公益的施設の建設を促進する
ため特別な必要があると認められる場合には、
国土交通省令で定めるところにより、当該土地
の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供
すべきもの（以下「津波防災住宅等建設区」と
いう。）を定めることができる。

２	 津波防災住宅等建設区は、施行地区において津
波による災害を防止し、又は軽減し、かつ、住
宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的
であると認められる位置に定め、その面積は、
住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮
して相当と認められる規模としなければならな
い。

３	 事業計画において津波防災住宅等建設区を定め
る場合には、当該事業計画は、推進計画に記載
された第 10 条第３項第三号ハに掲げる事項（土
地区画整理事業に係る部分に限る。）に適合し
て定めなければならない。

【津波からの避難に資する建築物の容積率の特例】
第 15 条　推進計画区域（第 53 条第１項の津波災
害警戒区域である区域に限る。）内の第 56 条第
１項第一号及び第二号に掲げる基準に適合する
建築物については、防災上有効な備蓄倉庫その

津波防災地域づくりに関する法律（抄）●　第 ８条
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他これに類する部分で、建築基準法（昭和25年法律
第201号）第２条第三十五号に規定する特定行政庁
が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな
いと認めるものの床面積は、同法第 52 条第１
項、第２項、第７項、第 12 項及び第 14 項、第
57 条の２第３項第二号、第 57 条の３第２項、
第 59 条第１項及び第３項、第 59 条の２第１項、
第 60 条第１項、第 60 条の２第１項及び第４項、
第 68 条の３第１項、第 68 条の４、第 68 条の
５（第二号イを除く。）、第 68 条の５の２（第
二号イを除く。）、第 68 条の５の３第１項（第
一号ロを除く。）、第 68 条の５の４（第一号ロ
を除く。）、第 68 条の５の５第１項第一号ロ、
第 68 条の８、第 68 条の９第１項、第 86 条第
３項及び第４項、第 86 条の２第２項及び第３
項、第 86 条の５第３項並びに第 86 条の６第１
項に規定する建築物の容積率（同法第 59 条第
１項、第 60 条の２第１項及び第 68 条の９第１
項に規定するものについては、これらの規定に
規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合
に限る。）の算定の基礎となる延べ面積に算入
しない。

【津波防護施設の管理】
第 18 条　津波防護施設の新設、改良その他の管理
は、都道府県知事が行うものとする。

２	 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理する
ことが適当であると認められる津波防護施設で
都道府県知事が指定したものについては、当該
津波防護施設の存する市町村の長がその管理を
行うものとする。

３	 都道府県知事は、前項の規定による指定をしよ
うとするときは、あらかじめ当該市町村長の意
見を聴かなければならない。

４	 都道府県知事は、第２項の規定により指定をす
るときは、国土交通省令で定めるところにより、
これを公示しなければならない。これを変更す
るときも、同様とする。

【津波防護施設区域における行為の制限】
第 23 条　津波防護施設区域内の土地において、次
に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省
令で定めるところにより、津波防護施設管理者
の許可を受けなければならない。ただし、津波
防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないも
のとして政令で定める行為については、この限
りでない。

一　津波防護施設以外の施設又は工作物（以下こ
の章において「他の施設等」という。）の新
築又は改築

二　土地の掘削、盛土又は切土
三　前２号に掲げるもののほか、津波防護施設の
保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして
政令で定める行為

２	 前条第２項の規定は、前項の許可について準用
する。

【行為の届出等】
第 52 条　指定津波防護施設について、次に掲げる
行為をしようとする者は、当該行為に着手す
る日の 30 日前までに、国土交通省令で定める
ところにより、行為の種類、場所、設計又は施
行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
る事項を都道府県知事に届け出なければならな
い。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その
他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のた
め必要な応急措置として行う行為については、
この限りでない。

一　当該指定津波防護施設の敷地である土地の区
域における土地の掘削、盛土又は切土その他
土地の形状を変更する行為

二　当該指定津波防護施設の改築又は除却
２	 都道府県知事は、前項の規定による届出を受け
たときは、国土交通省令で定めるところにより、
当該届出の内容を、当該指定津波防護施設が存
する市町村の長に通知しなければならない。

３	 都道府県知事は、第１項の規定による届出が
あった場合において、当該指定津波防護施設が
有する津波による人的災害を防止し、又は軽減
する機能の保全のため必要があると認めるとき
は、当該届出をした者に対して、必要な助言又
は勧告をすることができる。

【津波災害警戒区域】
第 53 条　都道府県知事は、基本指針に基づき、か
つ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場
合には住民その他の者（以下「住民等」という。）
の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると
認められる土地の区域で、当該区域における津
波による人的災害を防止するために警戒避難体
制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警
戒区域（以下「警戒区域」という。）として指
定することができる。

２	 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び

第 1８ 条　●津波防災地域づくりに関する法律（抄）
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他これに類する部分で、建築基準法（昭和25年法律
第201号）第２条第三十五号に規定する特定行政庁
が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな
いと認めるものの床面積は、同法第 52 条第１
項、第２項、第７項、第 12 項及び第 14 項、第
57 条の２第３項第二号、第 57 条の３第２項、
第 59 条第１項及び第３項、第 59 条の２第１項、
第 60 条第１項、第 60 条の２第１項及び第４項、
第 68 条の３第１項、第 68 条の４、第 68 条の
５（第二号イを除く。）、第 68 条の５の２（第
二号イを除く。）、第 68 条の５の３第１項（第
一号ロを除く。）、第 68 条の５の４（第一号ロ
を除く。）、第 68 条の５の５第１項第一号ロ、
第 68 条の８、第 68 条の９第１項、第 86 条第
３項及び第４項、第 86 条の２第２項及び第３
項、第 86 条の５第３項並びに第 86 条の６第１
項に規定する建築物の容積率（同法第 59 条第
１項、第 60 条の２第１項及び第 68 条の９第１
項に規定するものについては、これらの規定に
規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合
に限る。）の算定の基礎となる延べ面積に算入
しない。

【津波防護施設の管理】
第 18 条　津波防護施設の新設、改良その他の管理
は、都道府県知事が行うものとする。

２	 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理する
ことが適当であると認められる津波防護施設で
都道府県知事が指定したものについては、当該
津波防護施設の存する市町村の長がその管理を
行うものとする。

３	 都道府県知事は、前項の規定による指定をしよ
うとするときは、あらかじめ当該市町村長の意
見を聴かなければならない。

４	 都道府県知事は、第２項の規定により指定をす
るときは、国土交通省令で定めるところにより、
これを公示しなければならない。これを変更す
るときも、同様とする。

【津波防護施設区域における行為の制限】
第 23 条　津波防護施設区域内の土地において、次
に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省
令で定めるところにより、津波防護施設管理者
の許可を受けなければならない。ただし、津波
防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないも
のとして政令で定める行為については、この限
りでない。

一　津波防護施設以外の施設又は工作物（以下こ
の章において「他の施設等」という。）の新
築又は改築

二　土地の掘削、盛土又は切土
三　前２号に掲げるもののほか、津波防護施設の
保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして
政令で定める行為

２	 前条第２項の規定は、前項の許可について準用
する。

【行為の届出等】
第 52 条　指定津波防護施設について、次に掲げる
行為をしようとする者は、当該行為に着手す
る日の 30 日前までに、国土交通省令で定める
ところにより、行為の種類、場所、設計又は施
行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
る事項を都道府県知事に届け出なければならな
い。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その
他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のた
め必要な応急措置として行う行為については、
この限りでない。

一　当該指定津波防護施設の敷地である土地の区
域における土地の掘削、盛土又は切土その他
土地の形状を変更する行為

二　当該指定津波防護施設の改築又は除却
２	 都道府県知事は、前項の規定による届出を受け
たときは、国土交通省令で定めるところにより、
当該届出の内容を、当該指定津波防護施設が存
する市町村の長に通知しなければならない。

３	 都道府県知事は、第１項の規定による届出が
あった場合において、当該指定津波防護施設が
有する津波による人的災害を防止し、又は軽減
する機能の保全のため必要があると認めるとき
は、当該届出をした者に対して、必要な助言又
は勧告をすることができる。

【津波災害警戒区域】
第 53 条　都道府県知事は、基本指針に基づき、か
つ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場
合には住民その他の者（以下「住民等」という。）
の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると
認められる土地の区域で、当該区域における津
波による人的災害を防止するために警戒避難体
制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警
戒区域（以下「警戒区域」という。）として指
定することができる。

２	 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び

第 1８ 条　●津波防災地域づくりに関する法律（抄）
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L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

基準水位（津波浸水想定に定める水深に係る水
位に建築物等への衝突による津波の水位の上昇
を考慮して必要と認められる値を加えて定める
水位であって、津波の発生時における避難並び
に第 73 条第１項に規定する特定開発行為及び
第 82 条に規定する特定建築行為の制限の基準
となるべきものをいう。以下同じ。）を明らか
にしてするものとする。

３	 都道府県知事は、第１項の規定による指定をし
ようとするときは、あらかじめ、関係市町村長
の意見を聴かなければならない。

４	 都道府県知事は、第１項の規定による指定をす
るときは、国土交通省令で定めるところにより、
その旨並びに当該指定の区域及び基準水位を公
示しなければならない。

５	 都道府県知事は、前項の規定による公示をした
ときは、速やかに、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、関係市町村長に、同項の規定により
公示された事項を記載した図書を送付しなけれ
ばならない。

６	 第２項から前項までの規定は、第１項の規定に
よる指定の変更又は解除について準用する。

【津波災害特別警戒区域】
第72条　都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、
津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波
が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水
し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ず
るおそれがあると認められる土地の区域で、一
定の開発行為（都市計画法第４条第 12 項に規
定する開発行為をいう。次条第１項及び第 80
条において同じ。）及び一定の建築物（居室（建
築基準法第２条第四号に規定する居室をいう。
以下同じ。）を有するものに限る。以下同じ。）
の建築（同条第十三号に規定する建築をいう。
以下同じ。）又は用途の変更の制限をすべき土
地の区域を、津波災害特別警戒区域（以下「特
別警戒区域」という。）として指定することが
できる。

２〜 11　（略）

【特定開発行為の制限】
第 73 条　特別警戒区域内において、政令で定める
土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行
為をする土地の区域内において建築が予定され
ている建築物（以下「予定建築物」という。）

の用途が制限用途であるもの（以下「特定開発
行為」という。）をしようとする者は、あらか
じめ、都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第
67号）第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市
（第３項及び第 94 条において「指定都市」とい
う。）又は同法第 252 条の 22 第１項に規定する
中核市（第３項において「中核市」という。）
の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都
道府県知事等」という。）の許可を受けなけれ
ばならない。

２	 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、次
に掲げる用途以外の用途でないものをいう。

一　高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上
の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、
学校及び医療施設（政令で定めるものに限
る。）

二　前号に掲げるもののほか、津波の発生時にお
ける利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する
ことができないおそれが大きいものとして特
別警戒区域内の区域であって市町村の条例で
定めるものごとに市町村の条例で定める用途

３	 市町村（指定都市及び中核市を除く。）は、前
項第二号の条例を定めようとするときは、あら
かじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得
なければならない。

４	 第１項の規定は、次に掲げる行為については、
適用しない。

一　特定開発行為をする土地の区域（以下「開発
区域」という。）が特別警戒区域の内外にわ
たる場合における、特別警戒区域外において
のみ第１項の制限用途の建築物の建築がされ
る予定の特定開発行為

二　開発区域が第２項第二号の条例で定める区域
の内外にわたる場合における、当該区域外に
おいてのみ第１項の制限用途（同号の条例で
定める用途に限る。）の建築物の建築がされ
る予定の特定開発行為

三　非常災害のために必要な応急措置として行う
行為その他の政令で定める行為

【申請の手続】
第74条　前条第１項の許可を受けようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、次に掲げ
る事項を記載した申請書を提出しなければなら
ない。

一　開発区域の位置、区域及び規模

津波防災地域づくりに関する法律（抄）●　第 ７2 条
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二　予定建築物（前条第１項の制限用途のものに
限る。）の用途及びその敷地の位置

三　特定開発行為に関する工事の計画
四　その他国土交通省令で定める事項
２	 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書
を添付しなければならない。

【許可の基準】
第 75 条　都道府県知事等は、第 73 条第１項の許
可の申請があったときは、特定開発行為に関す
る工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発
生した場合における開発区域内の土地の安全上
必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準
に従い講じるものであり、かつ、その申請の手
続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定
に違反していないと認めるときは、その許可を
しなければならない。

【許可の特例】
第 76 条　国又は地方公共団体が行う特定開発行為
については、国又は地方公共団体と都道府県知
事等との協議が成立することをもって第 73 条
第１項の許可を受けたものとみなす。

２	 都市計画法第 29 条第１項又は第２項の許可を
受けた特定開発行為は、第 73 条第１項の許可
を受けたものとみなす。

【許可又は不許可の通知】
第 77 条　都道府県知事等は、第 73 条第１項の許
可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は
不許可の処分をしなければならない。

２	 前項の処分をするには、文書をもって当該申請
をした者に通知しなければならない。

【変更の許可等】
第 78 条　第 73 条第１項の許可（この項の規定に
よる許可を含む。）を受けた者は、第 74 条第１
項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
においては、都道府県知事等の許可を受けなけ
ればならない。ただし、変更後の予定建築物の
用途が第 73 条第１項の制限用途以外のもので
あるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変
更をしようとするときは、この限りでない。

２	 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省
令で定める事項を記載した申請書を都道府県知
事等に提出しなければならない。

３	 第 73 条第１項の許可を受けた者は、第１項た
だし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、
その旨を都道府県知事等に届け出なければなら

ない。
４	 前３条の規定は、第１項の許可について準用す
る。

５	 第１項の許可又は第３項の規定による届出の場
合における次条から第 81 条までの規定の適用
については、第１項の許可又は第３項の規定に
よる届出に係る変更後の内容を第 73 条第１項
の許可の内容とみなす。

６	 第 76 条第２項の規定により第 73 条第１項の許
可を受けたものとみなされた特定開発行為に係
る都市計画法第 35 条の２第１項の許可又は同
条第３項の規定による届出は、当該特定開発行
為に係る第１項の許可又は第３項の規定による
届出とみなす。

【工事完了の検査等】
第 79 条　第 73 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る特定開発行為（第 76 条第２項の
規定により第 73 条第１項の許可を受けたもの
とみなされた特定開発行為を除く。）に関する
工事の全てを完了したときは、国土交通省令で
定めるところにより、その旨を都道府県知事等
に届け出なければならない。

２	 都道府県知事等は、前項の規定による届出が
あったときは、遅滞なく、当該工事が第 75 条
の国土交通省令で定める技術的基準に適合して
いるかどうかについて検査し、その検査の結果
当該工事が当該技術的基準に適合していると認
めたときは、国土交通省令で定める様式の検査
済証を当該届出をした者に交付しなければなら
ない。

３	 都道府県知事等は、前項の規定により検査済証
を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で
定めるところにより、当該工事が完了した旨及
び当該工事の完了後において当該工事に係る開
発区域（特別警戒区域内のものに限る。）に地
盤面の高さが基準水位以上である土地の区域が
あるときはその区域を公告しなければならな
い。

【開発区域の建築制限】
第 80 条　第 73 条第１項の許可を受けた開発区域
（特別警戒区域内のものに限る。）内の土地にお
いては、前条第３項の規定による公告又は第
76 条第２項の規定により第 73 条第１項の許可
を受けたものとみなされた特定開発行為に係る
都市計画法第 36 条第３項の規定による公告が

第 ７５ 条　●津波防災地域づくりに関する法律（抄）

線引きはありません
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二　予定建築物（前条第１項の制限用途のものに
限る。）の用途及びその敷地の位置

三　特定開発行為に関する工事の計画
四　その他国土交通省令で定める事項

２	 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書
を添付しなければならない。

【許可の基準】
第 75 条　都道府県知事等は、第 73 条第１項の許
可の申請があったときは、特定開発行為に関す
る工事の計画が、擁壁の設置その他の津波が発
生した場合における開発区域内の土地の安全上
必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準
に従い講じるものであり、かつ、その申請の手
続がこの法律及びこの法律に基づく命令の規定
に違反していないと認めるときは、その許可を
しなければならない。

【許可の特例】
第 76 条　国又は地方公共団体が行う特定開発行為
については、国又は地方公共団体と都道府県知
事等との協議が成立することをもって第 73 条
第１項の許可を受けたものとみなす。

２	 都市計画法第 29 条第１項又は第２項の許可を
受けた特定開発行為は、第 73 条第１項の許可
を受けたものとみなす。

【許可又は不許可の通知】
第 77 条　都道府県知事等は、第 73 条第１項の許
可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は
不許可の処分をしなければならない。

２	 前項の処分をするには、文書をもって当該申請
をした者に通知しなければならない。

【変更の許可等】
第 78 条　第 73 条第１項の許可（この項の規定に
よる許可を含む。）を受けた者は、第 74 条第１
項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合
においては、都道府県知事等の許可を受けなけ
ればならない。ただし、変更後の予定建築物の
用途が第 73 条第１項の制限用途以外のもので
あるとき、又は国土交通省令で定める軽微な変
更をしようとするときは、この限りでない。

２	 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省
令で定める事項を記載した申請書を都道府県知
事等に提出しなければならない。

３	 第 73 条第１項の許可を受けた者は、第１項た
だし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、
その旨を都道府県知事等に届け出なければなら

ない。
４	 前３条の規定は、第１項の許可について準用す
る。

５	 第１項の許可又は第３項の規定による届出の場
合における次条から第 81 条までの規定の適用
については、第１項の許可又は第３項の規定に
よる届出に係る変更後の内容を第 73 条第１項
の許可の内容とみなす。

６	 第 76 条第２項の規定により第 73 条第１項の許
可を受けたものとみなされた特定開発行為に係
る都市計画法第 35 条の２第１項の許可又は同
条第３項の規定による届出は、当該特定開発行
為に係る第１項の許可又は第３項の規定による
届出とみなす。

【工事完了の検査等】
第 79 条　第 73 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る特定開発行為（第 76 条第２項の
規定により第 73 条第１項の許可を受けたもの
とみなされた特定開発行為を除く。）に関する
工事の全てを完了したときは、国土交通省令で
定めるところにより、その旨を都道府県知事等
に届け出なければならない。

２	 都道府県知事等は、前項の規定による届出が
あったときは、遅滞なく、当該工事が第 75 条
の国土交通省令で定める技術的基準に適合して
いるかどうかについて検査し、その検査の結果
当該工事が当該技術的基準に適合していると認
めたときは、国土交通省令で定める様式の検査
済証を当該届出をした者に交付しなければなら
ない。

３	 都道府県知事等は、前項の規定により検査済証
を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で
定めるところにより、当該工事が完了した旨及
び当該工事の完了後において当該工事に係る開
発区域（特別警戒区域内のものに限る。）に地
盤面の高さが基準水位以上である土地の区域が
あるときはその区域を公告しなければならな
い。

【開発区域の建築制限】
第 80 条　第 73 条第１項の許可を受けた開発区域
（特別警戒区域内のものに限る。）内の土地にお
いては、前条第３項の規定による公告又は第
76 条第２項の規定により第 73 条第１項の許可
を受けたものとみなされた特定開発行為に係る
都市計画法第 36 条第３項の規定による公告が

第 ７５ 条　●津波防災地域づくりに関する法律（抄）
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３	 第 73 条第２項第二号の条例で定める用途の建
築物について前条の許可を受けようとする者
は、市町村の条例で定めるところにより、次に
掲げる事項を記載した申請書を提出しなければ
ならない。

一　特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び
区域

二　特定建築行為に係る建築物の構造方法
三　その他市町村の条例で定める事項

４	 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書
及び市町村の条例で定める図書を添付しなけれ
ばならない。

５	 第 73 条第３項の規定は、前２項の条例を定め
る場合について準用する。

【許可の基準】
第 84 条　都道府県知事等は、第 73 条第２項第一
号に掲げる用途の建築物について第 82 条の許
可の申請があったときは、当該建築物が次に掲
げる基準に適合するものであり、かつ、その申
請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令
の規定に違反していないと認めるときは、その
許可をしなければならない。

一　津波に対して安全な構造のものとして国土交
通省令で定める技術的基準に適合するもので
あること。

二　第 73 条第２項第一号の政令で定める用途ご
とに政令で定める居室の床面の高さ（当該居
室の構造その他の事由を勘案して都道府県知
事等が津波に対して安全であると認める場合
にあっては、当該居室の床面の高さに都道府
県知事等が当該居室について指定する高さを
加えた高さ）が基準水位以上であること。

２	 都道府県知事等は、第 73 条第２項第二号の条
例で定める用途の建築物について第 82 条の許
可の申請があったときは、当該建築物が次に掲
げる基準に適合するものであり、かつ、その申
請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく
命令の規定又は前条第３項若しくは第４項の条
例の規定に違反していないと認めるときは、そ
の許可をしなければならない。

一　前項第一号の国土交通省令で定める技術的基
準に適合するものであること。

二　次のいずれかに該当するものであることとす
る基準を参酌して市町村の条例で定める基準
に適合するものであること。

津波防災地域づくりに関する法律（抄）●　第 ８1 条

あるまでの間は、第 73 条第１項の制限用途の
建築物の建築をしてはならない。ただし、開発
行為に関する工事用の仮設建築物の建築をする
ときその他都道府県知事等が支障がないと認め
たときは、この限りでない。

【特定開発行為の廃止】
第 81 条　第 73 条第１項の許可を受けた者は、当
該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止
したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める
ところにより、その旨を都道府県知事等に届け
出なければならない。

２	 第 76 条第２項の規定により第 73 条第１項の許
可を受けたものとみなされた特定開発行為に係
る都市計画法第 38 条の規定による届出は、当
該特定開発行為に係る前項の規定による届出と
みなす。

【特定建築行為の制限】
第 82 条　特別警戒区域内において、第 73 条第２
項各号に掲げる用途の建築物の建築（既存の建
築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の
建築物とすることを含む。以下「特定建築行
為」という。）をしようとする者は、あらかじ
め、都道府県知事等の許可を受けなければなら
ない。ただし、次に掲げる行為については、こ
の限りでない。
一　第 79 条第３項又は都市計画法第 36 条第３項
後段の規定により公告されたその地盤面の高
さが基準水位以上である土地の区域において
行う特定建築行為

二　非常災害のために必要な応急措置として行う
行為その他の政令で定める行為

【申請の手続】
第 83 条　第 73 条第２項第一号に掲げる用途の建
築物について前条の許可を受けようとする者
は、国土交通省令で定めるところにより、次に
掲げる事項を記載した申請書を提出しなければ
ならない。
一　特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び
区域

二　特定建築行為に係る建築物の構造方法
三　次条第１項第二号の政令で定める居室の床面
の高さ

四　その他国土交通省令で定める事項
２	 前項の申請書には、国土交通省令で定める図書
を添付しなければならない。

線引きはありません
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イ　居室（共同住宅その他の各戸ごとに利用さ
れる建築物にあっては、各戸ごとの居室）
の床面の全部又は一部の高さが基準水位以
上であること。

ロ　基準水位以上の高さに避難上有効な屋上そ
の他の場所が配置され、かつ、当該場所ま
での避難上有効な階段その他の経路がある
こと。

３	 第 73 条第３項の規定は、前項第二号の条例を
定める場合について準用する。

４	 建築主事を置かない市の市長は、第 82 条の許
可をしようとするときは、都道府県知事に協議
しなければならない。

【許可の特例】
第 85 条　国又は地方公共団体が行う特定建築行為
については、国又は地方公共団体と都道府県知
事等との協議が成立することをもって第 82 条
の許可を受けたものとみなす。

【許可証の交付又は不許可の通知】
第 86 条　都道府県知事等は、第 82 条の許可の申
請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可
の処分をしなければならない。

２	 都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項
の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同
項の不許可の処分をしたときは文書をもって通
知しなければならない。

３	 前項の許可証の交付を受けた後でなければ、特
定建築行為に関する工事（根切り工事その他の
政令で定める工事を除く。）は、することがで
きない。

４	 第２項の許可証の様式は、国土交通省令で定め
る。

【変更の許可等】
第 87 条　第 82 条の許可（この項の規定による許
可を含む。）を受けた者は、次に掲げる場合に
おいては、都道府県知事等の許可を受けなけれ
ばならない。ただし、変更後の建築物が第 73
条第２項各号に掲げる用途の建築物以外のもの
となるとき、又は国土交通省令で定める軽微な
変更をしようとするときは、この限りでない。
一　第 73 条第２項第一号に掲げる用途の建築物
について第 83 条第１項各号に掲げる事項の
変更をしようとする場合

二　第 73 条第２項第二号の条例で定める用途の
建築物について第 83 条第３項各号に掲げる

事項の変更をしようとする場合
２	 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省
令で定める事項（同項第二号に掲げる場合に
あっては、市町村の条例で定める事項）を記載
した申請書を都道府県知事等に提出しなければ
ならない。

３	 第 73 条第３項の規定は、前項の条例を定める
場合について準用する。

４	 第 82 条の許可を受けた者は、第１項ただし書
に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その
旨を都道府県知事等に届け出なければならな
い。

５	 前３条の規定は、第１項の許可について準用す
る。

【監督処分】
第 88 条　都道府県知事等は、次の各号のいずれか
に該当する者に対して、特定開発行為に係る土
地又は特定建築行為に係る建築物における津
波による人的災害を防止するために必要な限
度において、第 73 条第１項、第 78 条第１項、
第 82 条若しくは前条第１項の許可を取り消し、
若しくはその許可に付した条件を変更し、又は
工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当
の期限を定めて必要な措置をとることを命ずる
ことができる。

一　第 73 条第１項又は第 78 条第１項の規定に違
反して、特定開発行為をした者

二　第 82 条又は前条第１項の規定に違反して、
特定建築行為をした者

三　第 73 条第１項、第 78 条第１項、第 82 条又
は前条第１項の許可に付した条件に違反した
者

四　特別警戒区域で行われる又は行われた特定開
発行為（当該特別警戒区域の指定の際当該特
別警戒区域内において既に着手している行為
を除く。）であって、開発区域内の土地の安
全上必要な措置を第 75 条の国土交通省令で
定める技術的基準に従って講じていないもの
に関する工事の注文主若しくは請負人（請負
工事の下請人を含む。）又は請負契約によら
ないで自らその工事をしている者若しくはし
た者

五　特別警戒区域で行われる又は行われた特定建
築行為（当該特別警戒区域の指定の際当該特
別警戒区域内において既に着手している行為

第 ８５ 条　●津波防災地域づくりに関する法律（抄）

線引きはありません



852 津波防災法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

イ　居室（共同住宅その他の各戸ごとに利用さ
れる建築物にあっては、各戸ごとの居室）
の床面の全部又は一部の高さが基準水位以
上であること。

ロ　基準水位以上の高さに避難上有効な屋上そ
の他の場所が配置され、かつ、当該場所ま
での避難上有効な階段その他の経路がある
こと。

３	 第 73 条第３項の規定は、前項第二号の条例を
定める場合について準用する。

４	 建築主事を置かない市の市長は、第 82 条の許
可をしようとするときは、都道府県知事に協議
しなければならない。

【許可の特例】
第 85 条　国又は地方公共団体が行う特定建築行為
については、国又は地方公共団体と都道府県知
事等との協議が成立することをもって第 82 条
の許可を受けたものとみなす。

【許可証の交付又は不許可の通知】
第 86 条　都道府県知事等は、第 82 条の許可の申
請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可
の処分をしなければならない。

２	 都道府県知事等は、当該申請をした者に、前項
の許可の処分をしたときは許可証を交付し、同
項の不許可の処分をしたときは文書をもって通
知しなければならない。

３	 前項の許可証の交付を受けた後でなければ、特
定建築行為に関する工事（根切り工事その他の
政令で定める工事を除く。）は、することがで
きない。

４	 第２項の許可証の様式は、国土交通省令で定め
る。

【変更の許可等】
第 87 条　第 82 条の許可（この項の規定による許
可を含む。）を受けた者は、次に掲げる場合に
おいては、都道府県知事等の許可を受けなけれ
ばならない。ただし、変更後の建築物が第 73
条第２項各号に掲げる用途の建築物以外のもの
となるとき、又は国土交通省令で定める軽微な
変更をしようとするときは、この限りでない。

一　第 73 条第２項第一号に掲げる用途の建築物
について第 83 条第１項各号に掲げる事項の
変更をしようとする場合

二　第 73 条第２項第二号の条例で定める用途の
建築物について第 83 条第３項各号に掲げる

事項の変更をしようとする場合
２	 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省
令で定める事項（同項第二号に掲げる場合に
あっては、市町村の条例で定める事項）を記載
した申請書を都道府県知事等に提出しなければ
ならない。

３	 第 73 条第３項の規定は、前項の条例を定める
場合について準用する。

４	 第 82 条の許可を受けた者は、第１項ただし書
に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その
旨を都道府県知事等に届け出なければならな
い。

５	 前３条の規定は、第１項の許可について準用す
る。

【監督処分】
第 88 条　都道府県知事等は、次の各号のいずれか
に該当する者に対して、特定開発行為に係る土
地又は特定建築行為に係る建築物における津
波による人的災害を防止するために必要な限
度において、第 73 条第１項、第 78 条第１項、
第 82 条若しくは前条第１項の許可を取り消し、
若しくはその許可に付した条件を変更し、又は
工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当
の期限を定めて必要な措置をとることを命ずる
ことができる。

一　第 73 条第１項又は第 78 条第１項の規定に違
反して、特定開発行為をした者

二　第 82 条又は前条第１項の規定に違反して、
特定建築行為をした者

三　第 73 条第１項、第 78 条第１項、第 82 条又
は前条第１項の許可に付した条件に違反した
者

四　特別警戒区域で行われる又は行われた特定開
発行為（当該特別警戒区域の指定の際当該特
別警戒区域内において既に着手している行為
を除く。）であって、開発区域内の土地の安
全上必要な措置を第 75 条の国土交通省令で
定める技術的基準に従って講じていないもの
に関する工事の注文主若しくは請負人（請負
工事の下請人を含む。）又は請負契約によら
ないで自らその工事をしている者若しくはし
た者

五　特別警戒区域で行われる又は行われた特定建
築行為（当該特別警戒区域の指定の際当該特
別警戒区域内において既に着手している行為
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を除く。）であって、第 84 条第１項各号に掲
げる基準又は同条第２項各号に掲げる基準に
従って行われていないものに関する工事の注
文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含
む。）又は請負契約によらないで自らその工
事をしている者若しくはした者

六　偽りその他不正な手段により第 73 条第１項、
第 78 条第１項、第 82 条又は前条第１項の許
可を受けた者

２	 前項の規定により必要な措置をとることを命じ
ようとする場合において、過失がなくて当該措
置を命ずべき者を確知することができないとき
は、都道府県知事等は、その者の負担において、
当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しく
は委任した者にこれを行わせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、当
該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措
置を行わないときは、都道府県知事等又はその
命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う
旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

３	 都道府県知事等は、第１項の規定による命令を
した場合においては、標識の設置その他国土交
通省令で定める方法により、その旨を公示しな
ければならない。

４	 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る
土地又は建築物若しくは建築物の敷地内に設置
することができる。この場合においては、同項
の規定による命令に係る土地又は建築物若しく
は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、
当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

【立入検査】
第 89 条　都道府県知事等又はその命じた者若しく
は委任した者は、第 73 条第１項、第 78 条第１
項、第 79 条第２項、第 80 条、第 82 条、第 87
条第１項又は前条第１項の規定による権限を行
うため必要がある場合においては、当該土地に
立ち入り、当該土地又は当該土地において行わ
れている特定開発行為若しくは特定建築行為に
関する工事の状況を検査することができる。

２	 第７条第５項の規定は、前項の場合について準
用する。

３	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解してはならな
い。

【報告の徴収等】
第 90 条　都道府県知事等は、第 73 条第１項又は
第 78 条第１項の許可を受けた者に対し、当該
許可に係る土地若しくは当該許可に係る特定開
発行為に関する工事の状況について報告若しく
は資料の提出を求め、又は当該土地における津
波による人的災害を防止するために必要な助言
若しくは勧告をすることができる。

２	 都道府県知事等は、第 82 条又は第 87 条第１項
の許可を受けた者に対し、当該許可に係る建築
物若しくは当該許可に係る特定建築行為に関す
る工事の状況について報告若しくは資料の提出
を求め、又は当該建築物における津波による人
的災害を防止するために必要な助言若しくは勧
告をすることができる。

【許可の条件】
第 91 条　都道府県知事等は、第 73 条第１項又は
第 78 条第１項の許可には、特定開発行為に係
る土地における津波による人的災害を防止する
ために必要な条件を付することができる。

２	 都道府県知事等は、第 82 条又は第 87 条第１項
の許可には、特定建築行為に係る建築物におけ
る津波による人的災害を防止するために必要な
条件を付することができる。

【移転等の勧告】
第 92 条　都道府県知事は、津波が発生した場合に
は特別警戒区域内に存する建築物が損壊し、又
は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害
が生ずるおそれが大きいと認めるときは、当該
建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、当
該建築物の移転その他津波による人的災害を防
止し、又は軽減するために必要な措置をとるこ
とを勧告することができる。

２	 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした
場合において、必要があると認めるときは、そ
の勧告を受けた者に対し、土地の取得について
のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努
めなければならない。
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建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律（抄）

平成 27 年 7 月 8 日法律第 53 号

最終改正：令和４年６月 17 日法律第 69 号

【目的】
第１条　この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建
築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加
していることに鑑み、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する基本的な方針の策定につい
て定めるとともに、一定規模以上の建築物の建
築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保
するための措置、建築物エネルギー消費性能向
上計画の認定その他の措置を講ずることによ
り、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネ
ルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49
号）と相まって、建築物のエネルギー消費性能
の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と
国民生活の安定向上に寄与することを目的とす
る。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
一　建築物　　建築基準法（昭和25年法律第201号）第２

条第一号に規定する建築物をいう。
二　エネルギー消費性能　　建築物の一定の条件
での使用に際し消費されるエネルギー（エネ
ルギーの使用の合理化及び非化石エネルギー
への転換等に関する法律第２条第１項に規定
するエネルギーをいい、建築物に設ける空気
調和設備その他の政令で定める建築設備（第
６条第２項及び第 34 条第３項において「空
気調和設備等」という。）において消費され
るものに限る。）の量を基礎として評価され
る性能をいう。

▪政令【空気調和設備等】令１条�➡８７２ 

三　建築物エネルギー消費性能基準　　建築物の
備えるべきエネルギー消費性能の確保のため
に必要な建築物の構造及び設備に関する経済
産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。

▪省令【建築物エネルギー消費性能基準】省令１条�➡８７８ 

四　建築主等　　建築主（建築物に関する工事の
請負契約の注文者又は請負契約によらないで

自らその工事をする者をいう。以下同じ。）
又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者
をいう。

五　所管行政庁　　建築主事を置く市町村の区域
については市町村長をいい、その他の市町村
の区域については都道府県知事をいう。ただ
し、建築基準法第 97 条の２第１項又は第 97
条の３第１項の規定により建築主事を置く市
町村の区域内の政令で定める建築物について
は、都道府県知事とする。

▪政令【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】

令２条�➡８７２ 

２	 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件
の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基
準のみによっては建築物のエネルギー消費性能
の確保を図ることが困難であると認める場合に
おいては、条例で、建築物エネルギー消費性能
基準に必要な事項を付加することができる。

【基本方針】
第３条　国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する基本的な方針（以下「基本
方針」という。）を定めなければならない。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　建築物のエネルギー消費性能の向上の意義及
び目標に関する事項

二　建築物のエネルギー消費性能の向上のための
施策に関する基本的な事項

三　建築物のエネルギー消費性能の向上のために
建築主等が講ずべき措置に関する基本的な事
項

四　前三号に掲げるもののほか、建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する重要事項

３	 基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非
化石エネルギーへの転換等に関する法律第３条
第１項に規定する基本方針との調和が保たれた
ものでなければならない。

４	 国土交通大臣は、基本方針を定めようとすると
きは、経済産業大臣に協議しなければならない。

５	 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。

６	 前３項の規定は、基本方針の変更について準用
する。

【国の責務】
第４条　国は、建築物のエネルギー消費性能の向上

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　第 1条
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に関する施策を総合的に策定し、及び実施する
責務を有する。

２	 国は、地方公共団体が建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する施策を円滑に実施すること
ができるよう、地方公共団体に対し、助言その
他の必要な援助を行うよう努めなければならな
い。

３	 国は、建築物のエネルギー消費性能の向上を促
進するために必要な財政上、金融上及び税制上
の措置を講ずるよう努めなければならない。

４	 国は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する研究、技術の開発及び普及、人材の育成そ
の他の建築物のエネルギー消費性能の向上を図
るために必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

５	 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じ
て、建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る国民の理解を深めるとともに、その実施に関
する国民の協力を求めるよう努めなければなら
ない。

【地方公共団体の責務】
第５条　地方公共団体は、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関し、国の施策に準じて施策を講
ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情
に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有
する。

【建築主等の努力】
第６条　建築主（次章第１節若しくは第２節又は附

則第３条の規定が適用される者を除く。）は、
その建築（建築物の新築、増築又は改築をいう。
以下同じ。）をしようとする建築物について、
建築物エネルギー消費性能基準（第２条第２項
の条例で付加した事項を含む。第 29 条及び第
32 条第２項を除き、以下同じ。）に適合させる
ために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。

▪次章第１節、第２節　法１１条�〜２２条�➡８６0 

２	 建築主は、その修繕等（建築物の修繕若しくは
模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は
建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。
第 34 条第１項において同じ。）をしようとする
建築物について、建築物の所有者、管理者又は
占有者は、その所有し、管理し、又は占有する
建築物について、エネルギー消費性能の向上を
図るよう努めなければならない。

【建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力】
第７条　建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、そ
の販売又は賃貸を行う建築物について、エネル
ギー消費性能を表示するよう努めなければなら
ない。

【建築物に係る指導及び助言】
第８条　所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性
能の確保のため必要があると認めるときは、建
築主等に対し、建築物エネルギー消費性能基準
を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全
に係る事項について必要な指導及び助言をする
ことができる。

【建築物の設計等に係る指導及び助言】
第９条　国土交通大臣は、建築物エネルギー消費性
能基準に適合する建築物の建築が行われること
を確保するため特に必要があると認めるとき
は、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、
建築物エネルギー消費性能基準を勘案して、建
築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物の
エネルギー消費性能の表示について必要な指導
及び助言をすることができる。

【建築材料に係る指導及び助言】
第 10 条　経済産業大臣は、建築物エネルギー消費
性能基準に適合する建築物の建築が行われるこ
とを確保するため特に必要があると認めるとき
は、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床
（これらに設ける窓その他の開口部を含む。）を
通しての熱の損失の防止の用に供される建築材
料の製造、加工又は輸入を行う事業者に対し、
建築物エネルギー消費性能基準を勘案して、当
該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該
品質の表示について必要な指導及び助言をする
ことができる。

【特定建築物の建築主の基準適合義務】
第 11条　建築主は、特定建築行為（特定建築物（居

住のために継続的に使用する室その他の＊１ 政
令で定める建築物の部分（以下「住宅部分」と
いう。）以外の建築物の部分（以下「非住宅部分」
という。）の規模がエネルギー消費性能の確保
を特に図る必要があるものとして＊２ 政令で定
める規模以上である建築物をいう。以下同じ。）
の新築若しくは増築若しくは改築（非住宅部分
の増築又は改築の規模が＊３ 政令で定める規模
以上であるものに限る。）又は特定建築物以外
の建築物の増築（非住宅部分の増築の規模が＊４
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に関する施策を総合的に策定し、及び実施する
責務を有する。

２	 国は、地方公共団体が建築物のエネルギー消費
性能の向上に関する施策を円滑に実施すること
ができるよう、地方公共団体に対し、助言その
他の必要な援助を行うよう努めなければならな
い。

３	 国は、建築物のエネルギー消費性能の向上を促
進するために必要な財政上、金融上及び税制上
の措置を講ずるよう努めなければならない。

４	 国は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する研究、技術の開発及び普及、人材の育成そ
の他の建築物のエネルギー消費性能の向上を図
るために必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

５	 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じ
て、建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る国民の理解を深めるとともに、その実施に関
する国民の協力を求めるよう努めなければなら
ない。

【地方公共団体の責務】
第５条　地方公共団体は、建築物のエネルギー消費
性能の向上に関し、国の施策に準じて施策を講
ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情
に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有
する。

【建築主等の努力】
第６条　建築主（次章第１節若しくは第２節又は附

則第３条の規定が適用される者を除く。）は、
その建築（建築物の新築、増築又は改築をいう。
以下同じ。）をしようとする建築物について、
建築物エネルギー消費性能基準（第２条第２項
の条例で付加した事項を含む。第 29 条及び第
32 条第２項を除き、以下同じ。）に適合させる
ために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。

▪次章第１節、第２節　法１１条�〜２２条�➡８６0 

２	 建築主は、その修繕等（建築物の修繕若しくは
模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は
建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。
第 34 条第１項において同じ。）をしようとする
建築物について、建築物の所有者、管理者又は
占有者は、その所有し、管理し、又は占有する
建築物について、エネルギー消費性能の向上を
図るよう努めなければならない。

【建築物の販売又は賃貸を行う事業者の努力】
第７条　建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、そ
の販売又は賃貸を行う建築物について、エネル
ギー消費性能を表示するよう努めなければなら
ない。

【建築物に係る指導及び助言】
第８条　所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性
能の確保のため必要があると認めるときは、建
築主等に対し、建築物エネルギー消費性能基準
を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全
に係る事項について必要な指導及び助言をする
ことができる。

【建築物の設計等に係る指導及び助言】
第９条　国土交通大臣は、建築物エネルギー消費性
能基準に適合する建築物の建築が行われること
を確保するため特に必要があると認めるとき
は、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、
建築物エネルギー消費性能基準を勘案して、建
築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物の
エネルギー消費性能の表示について必要な指導
及び助言をすることができる。

【建築材料に係る指導及び助言】
第 10 条　経済産業大臣は、建築物エネルギー消費
性能基準に適合する建築物の建築が行われるこ
とを確保するため特に必要があると認めるとき
は、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床
（これらに設ける窓その他の開口部を含む。）を
通しての熱の損失の防止の用に供される建築材
料の製造、加工又は輸入を行う事業者に対し、
建築物エネルギー消費性能基準を勘案して、当
該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該
品質の表示について必要な指導及び助言をする
ことができる。

【特定建築物の建築主の基準適合義務】
第 11条　建築主は、特定建築行為（特定建築物（居

住のために継続的に使用する室その他の＊１ 政
令で定める建築物の部分（以下「住宅部分」と
いう。）以外の建築物の部分（以下「非住宅部分」
という。）の規模がエネルギー消費性能の確保
を特に図る必要があるものとして＊２ 政令で定
める規模以上である建築物をいう。以下同じ。）
の新築若しくは増築若しくは改築（非住宅部分
の増築又は改築の規模が＊３ 政令で定める規模
以上であるものに限る。）又は特定建築物以外
の建築物の増築（非住宅部分の増築の規模が＊４

第 ５条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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政令で定める規模以上であるものであって、当
該建築物が増築後において特定建築物となる場
合に限る。）をいう。以下同じ。）をしようとす
るときは、当該特定建築物（非住宅部分に限る。）
を建築物エネルギー消費性能基準に適合させな
ければならない。

▪＊１ 政令【住宅部分】令３条�➡８７３ 

▪＊２ 政令【特定建築物の非住宅部分の規模等】

令４条�１項➡８７３ 

▪＊３ 政令【特定建築物の非住宅部分の規模等】

令４条�２項➡８７３ 

▪＊４ 政令【特定建築物の非住宅部分の規模等】

令４条�３項➡８７３ 

２	 前項の規定は、建築基準法第６条第１項に規定
する建築基準関係規定とみなす。

【建築物エネルギー消費性能適合性判定】
第 12 条　建築主は、特定建築行為をしようとする
ときは、その工事に着手する前に、建築物エネ
ルギー消費性能確保計画（特定建築行為に係る
特定建築物のエネルギー消費性能の確保のため
の構造及び設備に関する計画をいう。以下同
じ。）を提出して所管行政庁の建築物エネルギー
消費性能適合性判定（建築物エネルギー消費性
能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。第
５項及び第６項において同じ。）が建築物エネ
ルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定
をいう。以下同じ。）を受けなければならない。
■関連【登録建築物エネルギー消費性能判定機関】法１５条�➡８６３ 

２	 建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適
合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確
保計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変
更を除く。）をして特定建築行為をしようとす
るときは、その工事に着手する前に、その変更
後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管
行政庁に提出しなければならない。この場合に
おいて、当該変更が非住宅部分に係る部分の変
更を含むものであるときは、所管行政庁の建築
物エネルギー消費性能適合性判定を受けなけれ
ばならない。

▪省令【建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更】

規則３条�➡８７５ 

３	 所管行政庁は、前２項の規定による建築物エネ
ルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合に
おいては、その提出を受けた日から 14 日以内
に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能

適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出
者に交付しなければならない。

４	 所管行政庁は、前項の場合において、同項の期
間内に当該提出者に同項の通知書を交付するこ
とができない合理的な理由があるときは、28
日の範囲内において、同項の期間を延長するこ
とができる。この場合においては、その旨及び
その延長する期間並びにその期間を延長する理
由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出
者に交付しなければならない。

５	 所管行政庁は、第３項の場合において、建築物
エネルギー消費性能確保計画の記載によっては
当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築
物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか
を決定することができない正当な理由があると
きは、その旨及びその理由を記載した通知書を
同項の期間（前項の規定によりその期間を延長
した場合にあっては、当該延長後の期間）内に
当該提出者に交付しなければならない。

６	 建築主は、第３項の規定により交付を受けた通
知書が適合判定通知書（当該建築物エネルギー
消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能
基準に適合するものであると判定された旨が記
載された通知書をいう。以下同じ。）である場
合においては、当該特定建築行為に係る建築基
準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定
による確認をする建築主事又は指定確認検査機
関（同法第 77 条の 21 第１項に規定する指定確
認検査機関をいう。第８項において同じ。）に、
当該適合判定通知書又はその写しを提出しなけ
ればならない。ただし、当該特定建築行為に係
る建築物の計画（同法第６条第１項又は第６条
の２第１項の規定による確認の申請に係る建築
物の計画をいう。次項及び第８項において同
じ。）について同法第６条第７項又は第６条の
２第４項の通知書の交付を受けた場合は、この
限りでない。

７	 建築主は、前項の場合において、特定建築行為
に係る建築物の計画が建築基準法第６条第１項
の規定による建築主事の確認に係るものである
ときは、同条第４項の期間（同条第６項の規定
によりその期間が延長された場合にあっては、
当該延長後の期間）の末日の３日前までに、前
項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主
事に提出しなければならない。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　第 12 条
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８	 建築主事は、建築基準法第６条第１項の規定に
よる確認の申請書を受理した場合において、指
定確認検査機関は、同法第６条の２第１項の規
定による確認の申請を受けた場合において、建
築物の計画が特定建築行為に係るものであると
きは、建築主から第６項の適合判定通知書又は
その写しの提出を受けた場合に限り、同法第６
条第１項又は第６条の２第１項の規定による確
認をすることができる。
■関連【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等】

法３５条�８項➡８６９ 

９	 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書
類及び第３項から第５項までの通知書の様式
は、国土交通省令で定める。

【国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に
関する手続の特例】
第 13 条　国、都道府県又は建築主事を置く市町村
（以下「国等」という。）の機関の長が行う特定
建築行為については、前条の規定は、適用しな
い。この場合においては、次項から第９項まで
の規定に定めるところによる。

２	 国等の機関の長は、特定建築行為をしようとす
るときは、その工事に着手する前に、建築物エ
ネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知
し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求
めなければならない。

３	 国等の機関の長は、前項の建築物エネルギー消
費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消
費性能確保計画の変更（国土交通省令で定める
軽微な変更を除く。）をして特定建築行為をし
ようとするときは、その工事に着手する前に、
その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計
画を所管行政庁に通知しなければならない。こ
の場合において、当該変更が非住宅部分に係る
部分の変更を含むものであるときは、所管行政
庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を求
めなければならない。

４	 所管行政庁は、前２項の規定による通知を受け
た場合においては、その通知を受けた日から
14 日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー
消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を
当該通知をした国等の機関の長に交付しなけれ
ばならない。

５	 所管行政庁は、前項の場合において、同項の期
間内に当該通知をした国等の機関の長に同項の

通知書を交付することができない合理的な理由
があるときは、28 日の範囲内において、同項
の期間を延長することができる。この場合にお
いては、その旨及びその延長する期間並びにそ
の期間を延長する理由を記載した通知書を同項
の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交
付しなければならない。

６	 所管行政庁は、第４項の場合において、第２項
又は第３項の規定による通知の記載によっては
当該建築物エネルギー消費性能確保計画（非住
宅部分に係る部分に限る。）が建築物エネルギー
消費性能基準に適合するかどうかを決定するこ
とができない正当な理由があるときは、その旨
及びその理由を記載した通知書を第４項の期
間（前項の規定によりその期間を延長した場合
にあっては、当該延長後の期間）内に当該通知
をした国等の機関の長に交付しなければならな
い。

７	 国等の機関の長は、第４項の規定により交付を
受けた通知書が適合判定通知書である場合にお
いては、当該特定建築行為に係る建築基準法第
18 条第３項の規定による審査をする建築主事
に、当該適合判定通知書又はその写しを提出し
なければならない。ただし、当該特定建築行為
に係る建築物の計画（同条第２項の規定による
通知に係る建築物の計画をいう。第９項におい
て同じ。）について同条第 14 項の通知書の交付
を受けた場合は、この限りでない。

８	 国等の機関の長は、前項の場合において、建築
基準法第 18 条第３項の期間（同条第 13 項の規
定によりその期間が延長された場合にあって
は、当該延長後の期間）の末日の３日前までに、
前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築
主事に提出しなければならない。

９	 建築主事は、建築基準法第 18 条第３項の場合
において、建築物の計画が特定建築行為に係る
ものであるときは、当該通知をした国等の機関
の長から第７項の適合判定通知書又はその写し
の提出を受けた場合に限り、同条第３項の確認
済証を交付することができる。

【特定建築物に係る基準適合命令等】
第 14 条　所管行政庁は、第 11 条第１項の規定に
違反している事実があると認めるときは、建築
主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是
正するために必要な措置をとるべきことを命ず

第 13 条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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８	 建築主事は、建築基準法第６条第１項の規定に
よる確認の申請書を受理した場合において、指
定確認検査機関は、同法第６条の２第１項の規
定による確認の申請を受けた場合において、建
築物の計画が特定建築行為に係るものであると
きは、建築主から第６項の適合判定通知書又は
その写しの提出を受けた場合に限り、同法第６
条第１項又は第６条の２第１項の規定による確
認をすることができる。
■関連【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等】

法３５条�８項➡８６９ 

９	 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書
類及び第３項から第５項までの通知書の様式
は、国土交通省令で定める。

【国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に
関する手続の特例】
第 13 条　国、都道府県又は建築主事を置く市町村
（以下「国等」という。）の機関の長が行う特定
建築行為については、前条の規定は、適用しな
い。この場合においては、次項から第９項まで
の規定に定めるところによる。

２	 国等の機関の長は、特定建築行為をしようとす
るときは、その工事に着手する前に、建築物エ
ネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知
し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求
めなければならない。

３	 国等の機関の長は、前項の建築物エネルギー消
費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消
費性能確保計画の変更（国土交通省令で定める
軽微な変更を除く。）をして特定建築行為をし
ようとするときは、その工事に着手する前に、
その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計
画を所管行政庁に通知しなければならない。こ
の場合において、当該変更が非住宅部分に係る
部分の変更を含むものであるときは、所管行政
庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を求
めなければならない。

４	 所管行政庁は、前２項の規定による通知を受け
た場合においては、その通知を受けた日から
14 日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー
消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を
当該通知をした国等の機関の長に交付しなけれ
ばならない。

５	 所管行政庁は、前項の場合において、同項の期
間内に当該通知をした国等の機関の長に同項の

通知書を交付することができない合理的な理由
があるときは、28 日の範囲内において、同項
の期間を延長することができる。この場合にお
いては、その旨及びその延長する期間並びにそ
の期間を延長する理由を記載した通知書を同項
の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交
付しなければならない。

６	 所管行政庁は、第４項の場合において、第２項
又は第３項の規定による通知の記載によっては
当該建築物エネルギー消費性能確保計画（非住
宅部分に係る部分に限る。）が建築物エネルギー
消費性能基準に適合するかどうかを決定するこ
とができない正当な理由があるときは、その旨
及びその理由を記載した通知書を第４項の期
間（前項の規定によりその期間を延長した場合
にあっては、当該延長後の期間）内に当該通知
をした国等の機関の長に交付しなければならな
い。

７	 国等の機関の長は、第４項の規定により交付を
受けた通知書が適合判定通知書である場合にお
いては、当該特定建築行為に係る建築基準法第
18 条第３項の規定による審査をする建築主事
に、当該適合判定通知書又はその写しを提出し
なければならない。ただし、当該特定建築行為
に係る建築物の計画（同条第２項の規定による
通知に係る建築物の計画をいう。第９項におい
て同じ。）について同条第 14 項の通知書の交付
を受けた場合は、この限りでない。

８	 国等の機関の長は、前項の場合において、建築
基準法第 18 条第３項の期間（同条第 13 項の規
定によりその期間が延長された場合にあって
は、当該延長後の期間）の末日の３日前までに、
前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築
主事に提出しなければならない。

９	 建築主事は、建築基準法第 18 条第３項の場合
において、建築物の計画が特定建築行為に係る
ものであるときは、当該通知をした国等の機関
の長から第７項の適合判定通知書又はその写し
の提出を受けた場合に限り、同条第３項の確認
済証を交付することができる。

【特定建築物に係る基準適合命令等】
第 14 条　所管行政庁は、第 11 条第１項の規定に
違反している事実があると認めるときは、建築
主に対し、相当の期限を定めて、当該違反を是
正するために必要な措置をとるべきことを命ず
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ることができる。
２	 国等の建築物については、前項の規定は、適用
しない。この場合において、所管行政庁は、当
該建築物が第 11 条第１項の規定に違反してい
る事実があると認めるときは、直ちに、その旨
を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、
前項に規定する措置をとるべきことを要請しな
ければならない。

【登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物
エネルギー消費性能適合性判定の実施等】
第 15 条　所管行政庁は、第 44 条から第 47 条まで
の規定の定めるところにより国土交通大臣の登
録を受けた者（以下「登録建築物エネルギー消
費性能判定機関」という。）に、第 12 条第１項
及び第２項並びに第 13 条第２項及び第３項の
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又
は一部を行わせることができる。

２	 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築
物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合に
おける第 12 条第１項から第５項まで及び第 13
条第２項から第６項までの規定の適用について
は、これらの規定中「所管行政庁」とあるのは、
「第 15 条第１項の登録を受けた者」とする。

３	 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、第
12 条第１項若しくは第２項の規定による建築
物エネルギー消費性能確保計画（住宅部分の規
模が＊１ 政令で定める規模以上である建築物の
新築又は住宅部分の規模が＊２ 政令で定める規
模以上である増築若しくは改築に係るものに限
る。以下同じ。）の提出又は第 13 条第２項若し
くは第３項の規定による建築物エネルギー消費
性能確保計画の通知を受けた場合においては、
遅滞なく、当該建築物エネルギー消費性能確保
計画の写しを所管行政庁に送付しなければなら
ない。

▪＊１ 政令【所管行政庁への確保計画の写しの送付の

対象となる住宅部分の規模等】令５条�１項➡８７３ 

▪＊２ 政令【所管行政庁への確保計画の写しの送付の

対象となる住宅部分の規模等】令５条�２項➡８７３ 

【住宅部分に係る指示等】
第 16 条　所管行政庁は、第 12 条第１項若しくは
第２項の規定による建築物エネルギー消費性能
確保計画の提出又は前条第３項の規定による建
築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付
を受けた場合において、当該建築物エネルギー

消費性能確保計画（住宅部分に係る部分に限
る。）が建築物エネルギー消費性能基準に適合
せず、当該特定建築物のエネルギー消費性能の
確保のため必要があると認めるときは、その工
事の着手の日の前日までの間に限り、その提出
者（同項の規定による建築物エネルギー消費性
能確保計画の写しの送付を受けた場合にあって
は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の
提出者）に対し、当該建築物エネルギー消費性
能確保計画の変更その他必要な措置をとるべき
ことを指示することができる。

２	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置
をとらなかったときは、その者に対し、相当の
期限を定めて、その指示に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

３	 所管行政庁は、第 13 条第２項若しくは第３項
の規定による建築物エネルギー消費性能確保計
画の通知又は前条第３項の規定による建築物エ
ネルギー消費性能確保計画の写しの送付を受け
た場合において、当該建築物エネルギー消費性
能確保計画（住宅部分に係る部分に限る。）が
建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当
該特定建築物のエネルギー消費性能の確保のた
め必要があると認めるときは、その必要な限度
において、当該国等の機関の長に対し、当該特
定建築物のエネルギー消費性能の確保のためと
るべき措置について協議を求めることができ
る。

【特定建築物に係る報告、検査等】
第 17 条　所管行政庁は、第 14 条又は前条の規定
の施行に必要な限度において、建築主等に対し、
特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準へ
の適合に関する事項に関し報告させ、又はその
職員に、特定建築物若しくはその工事現場に立
ち入り、特定建築物、建築設備、建築材料、書
類その他の物件を検査させることができる。た
だし、住居に立ち入る場合においては、あらか
じめ、その居住者の承諾を得なければならない。

２	 前項の規定により立入検査をする職員は、その
身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな
ければならない。

３	 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査
のために認められたものと解釈してはならない。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　第 1５ 条
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【適用除外】
第 18 条　この節の規定は、次の各号のいずれかに
該当する建築物については、適用しない。

▪この節（３章１節）�法１１条�〜１８条�➡８６0  

一　居室を有しないこと又は高い開放性を有する
ことにより空気調和設備を設ける必要がない
ものとして政令で定める用途に供する建築物

▪政令【適用除外】令６条�１項➡８７３ 

二　法令又は条例の定める現状変更の規制及び保
存のための措置その他の措置がとられている
ことにより建築物エネルギー消費性能基準に
適合させることが困難なものとして政令で定
める建築物

▪政令【適用除外】令６条�２項➡８７３ 

三　仮設の建築物であって政令で定めるもの
▪政令【適用除外】令６条�３項➡８７３ 

【建築物の建築に関する届出等】
第 19 条　建築主は、次に掲げる行為をしようとす
るときは、その工事に着手する日の 21 日前ま
でに、国土交通＊１ 省令で定めるところにより、
当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の
確保のための構造及び設備に関する計画を所管
行政庁に届け出なければならない。その変更（国
土交通＊２ 省令で定める軽微な変更を除く。）を
しようとするときも、同様とする。

▪＊１ 省令【建築物の建築に関する届出】規則１２条�➡８７５  

▪＊２ 省令【構造及び設備に関する計画の軽微な変更】

規則１３条�➡８７６ 

一　特定建築物以外の建築物であってエネルギー
消費性能の確保を図る必要があるものとして
政令で定める規模以上のものの新築

▪政令【所管行政庁への届出の対象となる建築物の

建築の規模】令７条�１項➡８７４ 

二　建築物の増築又は改築であってエネルギー消
費性能の確保を図る必要があるものとして政
令で定める規模以上のもの（特定建築行為に
該当するものを除く。）

▪政令【所管行政庁への届出の対象となる建築物の

建築の規模】令７条�２項➡８７４ 

２	 所管行政庁は、前項の規定による届出があった
場合において、その届出に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物
のエネルギー消費性能の確保のため必要があ
ると認めるときは、その届出を受理した日か
ら 21 日以内に限り、その届出をした者に対し、

その届出に係る計画の変更その他必要な措置を
とるべきことを指示することができる。

３	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置
をとらなかったときは、その者に対し、相当の
期限を定めて、その指示に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

４	 建築主は、第１項の規定による届出に併せて、
建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関
する審査であって第 12 条第１項の建築物エネ
ルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして
国土交通＊１ 省令で定めるものの結果を記載し
た書面を提出することができる。この場合にお
いて、第１項及び第２項の規定の適用について
は、第１項中「21 日前」とあるのは「３日以
上 21 日未満の範囲内で国土交通＊２ 省令で定め
る日数前」と、第２項中「21 日以内」とある
のは「前項の国土交通＊２ 省令で定める日数以
内」とする。

▪＊１ 省令【建築物の建築に関する届出に係る特例】

規則１３条�の２第１項➡８７６ 

▪＊２ 同条�２項➡８７６ 

【国等に対する特例】
第 20 条　国等の機関の長が行う前条第 1項各号に
掲げる行為については、同条の規定は、適用し
ない。この場合においては、次項及び第３項の
規定に定めるところによる。

２	 国等の機関の長は、前条第１項各号に掲げる行
為をしようとするときは、あらかじめ、当該行
為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保の
ための構造及び設備に関する計画を所管行政庁
に通知しなければならない。その変更（国土交
通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよう
とするときも、同様とする。

３	 所管行政庁は、前項の規定による通知があった
場合において、その通知に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物
のエネルギー消費性能の確保のため必要がある
と認めるときは、その必要な限度において、当
該国等の機関の長に対し、当該建築物のエネル
ギー消費性能の確保のためとるべき措置につい
て協議を求めることができる。

【建築物に係る報告、検査等】
第 21 条　所管行政庁は、第 19 条第２項及び第３
項並びに前条第３項の規定の施行に必要な限度

第 1８ 条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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【適用除外】
第 18 条　この節の規定は、次の各号のいずれかに
該当する建築物については、適用しない。

▪この節（３章１節）�法１１条�〜１８条�➡８６0  

一　居室を有しないこと又は高い開放性を有する
ことにより空気調和設備を設ける必要がない
ものとして政令で定める用途に供する建築物

▪政令【適用除外】令６条�１項➡８７３ 

二　法令又は条例の定める現状変更の規制及び保
存のための措置その他の措置がとられている
ことにより建築物エネルギー消費性能基準に
適合させることが困難なものとして政令で定
める建築物

▪政令【適用除外】令６条�２項➡８７３ 

三　仮設の建築物であって政令で定めるもの
▪政令【適用除外】令６条�３項➡８７３ 

【建築物の建築に関する届出等】
第 19 条　建築主は、次に掲げる行為をしようとす
るときは、その工事に着手する日の 21 日前ま
でに、国土交通＊１ 省令で定めるところにより、
当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の
確保のための構造及び設備に関する計画を所管
行政庁に届け出なければならない。その変更（国
土交通＊２ 省令で定める軽微な変更を除く。）を
しようとするときも、同様とする。

▪＊１ 省令【建築物の建築に関する届出】規則１２条�➡８７５  

▪＊２ 省令【構造及び設備に関する計画の軽微な変更】

規則１３条�➡８７６ 

一　特定建築物以外の建築物であってエネルギー
消費性能の確保を図る必要があるものとして
政令で定める規模以上のものの新築

▪政令【所管行政庁への届出の対象となる建築物の

建築の規模】令７条�１項➡８７４ 

二　建築物の増築又は改築であってエネルギー消
費性能の確保を図る必要があるものとして政
令で定める規模以上のもの（特定建築行為に
該当するものを除く。）

▪政令【所管行政庁への届出の対象となる建築物の

建築の規模】令７条�２項➡８７４ 

２	 所管行政庁は、前項の規定による届出があった
場合において、その届出に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物
のエネルギー消費性能の確保のため必要があ
ると認めるときは、その届出を受理した日か
ら 21 日以内に限り、その届出をした者に対し、

その届出に係る計画の変更その他必要な措置を
とるべきことを指示することができる。

３	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置
をとらなかったときは、その者に対し、相当の
期限を定めて、その指示に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

４	 建築主は、第１項の規定による届出に併せて、
建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関
する審査であって第 12 条第１項の建築物エネ
ルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして
国土交通＊１ 省令で定めるものの結果を記載し
た書面を提出することができる。この場合にお
いて、第１項及び第２項の規定の適用について
は、第１項中「21 日前」とあるのは「３日以
上 21 日未満の範囲内で国土交通＊２ 省令で定め
る日数前」と、第２項中「21 日以内」とある
のは「前項の国土交通＊２ 省令で定める日数以
内」とする。

▪＊１ 省令【建築物の建築に関する届出に係る特例】

規則１３条�の２第１項➡８７６ 

▪＊２ 同条�２項➡８７６ 

【国等に対する特例】
第 20 条　国等の機関の長が行う前条第 1項各号に
掲げる行為については、同条の規定は、適用し
ない。この場合においては、次項及び第３項の
規定に定めるところによる。

２	 国等の機関の長は、前条第１項各号に掲げる行
為をしようとするときは、あらかじめ、当該行
為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保の
ための構造及び設備に関する計画を所管行政庁
に通知しなければならない。その変更（国土交
通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよう
とするときも、同様とする。

３	 所管行政庁は、前項の規定による通知があった
場合において、その通知に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物
のエネルギー消費性能の確保のため必要がある
と認めるときは、その必要な限度において、当
該国等の機関の長に対し、当該建築物のエネル
ギー消費性能の確保のためとるべき措置につい
て協議を求めることができる。

【建築物に係る報告、検査等】
第 21 条　所管行政庁は、第 19 条第２項及び第３
項並びに前条第３項の規定の施行に必要な限度
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において、建築主等に対し、建築物の建築物エ
ネルギー消費性能基準への適合に関する事項に
関し報告させ、又はその職員に、建築物若しく
はその工事現場に立ち入り、建築物、建築設備、
建築材料、書類その他の物件を検査させること
ができる。

２	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

【適用除外】
第 22 条　この節の規定は、第 18 条各号のいずれ

かに該当する建築物については、適用しない。
▪この節（３章２節）�法１９条�〜２２条�➡８６４ 

【特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定】
第 23 条　国土交通大臣は、建築主の申請により、
特殊の構造又は設備を用いて建築が行われる建
築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合す
る建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有
するものである旨の認定をすることができる。

２	 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、国土交通省令で定める
事項を記載した申請書を提出して、これを行わ
なければならない。

３	 国土交通大臣は、第１項の認定をしたときは、
遅滞なく、その旨を当該認定を受けた建築物の
建築が行われる場所を管轄する所管行政庁に通
知するものとする。

【審査のための評価】
第 24 条　国土交通大臣は、前条第１項の認定のた
めの審査に当たっては、審査に係る特殊の構造
又は設備を用いる建築物のエネルギー消費性能
に関する評価（第 27 条を除き、以下単に「評価」
という。）であって、第 61 条から第 63 条まで
の規定の定めるところにより国土交通大臣の登
録を受けた者（以下「登録建築物エネルギー消
費性能評価機関」という。）が行うものに基づ
きこれを行うものとする。

２	 前条第１項の申請をしようとする者は、登録建
築物エネルギー消費性能評価機関が作成した当
該申請に係る特殊の構造又は設備を用いる建築
物のエネルギー消費性能に関する評価書を同条
第２項の申請書に添えて、これをしなければな
らない。この場合において、国土交通大臣は、
当該評価書に基づき同条第１項の認定のための
審査を行うものとする。

【認定を受けた特殊の構造又は設備を用いる建築物に関
する特例】
第 25 条　特殊の構造又は設備を用いて建築物の建
築をしようとする者が当該建築物について第
23 条第１項の認定を受けたときは、当該建築
物の建築のうち第 12 条第１項の建築物エネル
ギー消費性能適合性判定を受けなければならな
いものについては、同条第３項の規定により適
合判定通知書の交付を受けたものとみなして、
同条第６項から第８項までの規定を適用する。

２	 特殊の構造又は設備を用いて建築物の建築をし
ようとする者が当該建築物について第 23 条第
１項の認定を受けたときは、当該建築物の建築
のうち第 19 条第１項の規定による届出をしな
ければならないものについては、同項の規定に
よる届出をしたものとみなす。この場合におい
ては、同条第２項及び第３項の規定は、適用し
ない。

【手数料】
第 26 条　第 23 条第１項の申請をしようとする者
は、国土交通省令で定めるところにより、実費
を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を
国に納めなければならない。

【小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説
明】
第 27 条　建築士は、小規模建築物（特定建築物及

び第 19 条第１項第一号に規定する建築物以外
の建築物（第 18 条各号のいずれかに該当する
ものを除く。）をいう。以下この条において同
じ。）の建築（特定建築行為又は第 19 条第１項
第二号に掲げる行為に該当するもの及びエネル
ギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして
政令で定める規模以下のものを除く。次項にお
いて同じ。）に係る設計を行うときは、国土交
通省令で定めるところにより当該小規模建築物
の建築物エネルギー消費性能基準への適合性に
ついて評価を行うとともに、当該設計の委託を
した建築主に対し、当該評価の結果（当該小規
模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適
合していない場合にあっては、当該小規模建築
物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき
措置を含む。）について、国土交通省令で定め
る事項を記載した書面を交付して説明しなけれ
ばならない。

▪政令【小規模建築物の建築の規模】令８条�➡８７４ 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　第 22 条
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▪省令【書面の記載事項】規則21条の３➡877 

２	 前項の規定は、小規模建築物の建築に係る設計
の委託をした建築主から同項の規定による評価
及び説明を要しない旨の意思の表明があった場
合については、適用しない。

【特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の
努力】
第 28 条　特定一戸建て住宅建築主（自らが定めた

一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に
基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲す
ることを業として行う建築主であって、その１
年間に新築する当該規格に基づく一戸建ての住
宅（以下この項及び次条第１項において「分譲
型一戸建て規格住宅」という。）の戸数が政令
で定める数以上であるものをいう。同項におい
て同じ。）は、第６条に定めるもののほか、そ
の新築する分譲型一戸建て規格住宅を同項に規
定する基準に適合させるよう努めなければなら
ない。
▪政令【特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て

規格住宅の戸数等】令９条１項➡874 

２	 特定共同住宅等建築主（自らが定めた共同住宅
等（共同住宅又は長屋をいう。以下この項及び
第 31 条第２項において同じ。）の構造及び設備
に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、こ
れを分譲することを業として行う建築主であっ
て、その１年間に新築する当該規格に基づく共
同住宅等（以下この項及び次条第１項において
「分譲型規格共同住宅等」という。）の住戸の数
が政令で定める数以上であるものをいう。同項
において同じ。）は、第６条に定めるもののほか、
その新築する分譲型規格共同住宅等を同項に規
定する基準に適合させるよう努めなければなら
ない。
▪政令【特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て

規格住宅の戸数等】令９条２項➡874 

【分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一
層の向上に関する基準】
第 29 条　経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済
産業省令・国土交通省令で、分譲型一戸建て規
格住宅又は分譲型規格共同住宅等（以下この条
及び次条において「分譲型一戸建て規格住宅
等」という。）ごとに、特定一戸建て住宅建築
主又は特定共同住宅等建築主（次項及び同条に
おいて「特定一戸建て住宅建築主等」という。）

の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネル
ギー消費性能の一層の向上（建築物エネルギー
消費性能基準に適合する建築物において確保さ
れるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消
費性能を当該建築物において確保することをい
う。以下同じ。）のために必要な住宅の構造及
び設備に関する基準を定めなければならない。

▪省令【分譲型一戸建て規格住宅等の構造及び

設備に関する基準】省令８条➡881 

２	 前項に規定する基準は、特定一戸建て住宅建築
主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のう
ちエネルギー消費性能が最も優れているものの
当該エネルギー消費性能、分譲型一戸建て規格
住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他
の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能
基準に必要な事項を付加して定めるものとし、
これらの事情の変動に応じて必要な改定をする
ものとする。

【特定一戸建て住宅建築主等に対する勧告及び命令等】
第 30 条　国土交通大臣は、特定一戸建て住宅建築
主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等につ
き、前条第１項に規定する基準に照らしてエネ
ルギー消費性能の一層の向上を相当程度行う必
要があると認めるときは、当該特定一戸建て住
宅建築主等に対し、その目標を示して、その新
築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー
消費性能の一層の向上を図るべき旨の勧告をす
ることができる。

２	 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定一戸
建て住宅建築主等がその勧告に従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。

３	 国土交通大臣は、第１項の勧告を受けた特定一
戸建て住宅建築主等が、正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかった場合におい
て、前条第１項に規定する基準に照らして特定
一戸建て住宅建築主等が行うべきその新築する
分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性
能の一層の向上を著しく害すると認めるとき
は、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該
特定一戸建て住宅建築主等に対し、相当の期限
を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこと
を命ずることができる。

４	 国土交通大臣は、前３項の規定の施行に必要な
限度において、特定一戸建て住宅建築主等に対
し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅等に

第 28 条　�●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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▪省令【書面の記載事項】規則21条の３➡877 

２	 前項の規定は、小規模建築物の建築に係る設計
の委託をした建築主から同項の規定による評価
及び説明を要しない旨の意思の表明があった場
合については、適用しない。

【特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の
努力】
第 28 条　特定一戸建て住宅建築主（自らが定めた

一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に
基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲す
ることを業として行う建築主であって、その１
年間に新築する当該規格に基づく一戸建ての住
宅（以下この項及び次条第１項において「分譲
型一戸建て規格住宅」という。）の戸数が政令
で定める数以上であるものをいう。同項におい
て同じ。）は、第６条に定めるもののほか、そ
の新築する分譲型一戸建て規格住宅を同項に規
定する基準に適合させるよう努めなければなら
ない。
▪政令【特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て

規格住宅の戸数等】令９条１項➡874 

２	 特定共同住宅等建築主（自らが定めた共同住宅
等（共同住宅又は長屋をいう。以下この項及び
第 31 条第２項において同じ。）の構造及び設備
に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、こ
れを分譲することを業として行う建築主であっ
て、その１年間に新築する当該規格に基づく共
同住宅等（以下この項及び次条第１項において
「分譲型規格共同住宅等」という。）の住戸の数
が政令で定める数以上であるものをいう。同項
において同じ。）は、第６条に定めるもののほか、
その新築する分譲型規格共同住宅等を同項に規
定する基準に適合させるよう努めなければなら
ない。
▪政令【特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て

規格住宅の戸数等】令９条２項➡874 

【分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一
層の向上に関する基準】
第 29 条　経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済
産業省令・国土交通省令で、分譲型一戸建て規
格住宅又は分譲型規格共同住宅等（以下この条
及び次条において「分譲型一戸建て規格住宅
等」という。）ごとに、特定一戸建て住宅建築
主又は特定共同住宅等建築主（次項及び同条に
おいて「特定一戸建て住宅建築主等」という。）

の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネル
ギー消費性能の一層の向上（建築物エネルギー
消費性能基準に適合する建築物において確保さ
れるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消
費性能を当該建築物において確保することをい
う。以下同じ。）のために必要な住宅の構造及
び設備に関する基準を定めなければならない。

▪省令【分譲型一戸建て規格住宅等の構造及び

設備に関する基準】省令８条➡881 

２	 前項に規定する基準は、特定一戸建て住宅建築
主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のう
ちエネルギー消費性能が最も優れているものの
当該エネルギー消費性能、分譲型一戸建て規格
住宅等に関する技術開発の将来の見通しその他
の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能
基準に必要な事項を付加して定めるものとし、
これらの事情の変動に応じて必要な改定をする
ものとする。

【特定一戸建て住宅建築主等に対する勧告及び命令等】
第 30 条　国土交通大臣は、特定一戸建て住宅建築
主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等につ
き、前条第１項に規定する基準に照らしてエネ
ルギー消費性能の一層の向上を相当程度行う必
要があると認めるときは、当該特定一戸建て住
宅建築主等に対し、その目標を示して、その新
築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー
消費性能の一層の向上を図るべき旨の勧告をす
ることができる。

２	 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定一戸
建て住宅建築主等がその勧告に従わなかったと
きは、その旨を公表することができる。

３	 国土交通大臣は、第１項の勧告を受けた特定一
戸建て住宅建築主等が、正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかった場合におい
て、前条第１項に規定する基準に照らして特定
一戸建て住宅建築主等が行うべきその新築する
分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性
能の一層の向上を著しく害すると認めるとき
は、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該
特定一戸建て住宅建築主等に対し、相当の期限
を定めて、その勧告に係る措置をとるべきこと
を命ずることができる。

４	 国土交通大臣は、前３項の規定の施行に必要な
限度において、特定一戸建て住宅建築主等に対
し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅等に

第 28 条　�●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員
に、特定一戸建て住宅建築主等の事務所その他
の事業場若しくは特定一戸建て住宅建築主等の
新築する分譲型一戸建て規格住宅等若しくはそ
の工事現場に立ち入り、特定一戸建て住宅建築
主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等、帳
簿、書類その他の物件を検査させることができ
る。

５	 第 17 条第２項及び第３項の規定は、前項の規
定による立入検査について準用する。

【特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建
設工事業者の努力】
第 31 条　特定一戸建て住宅建設工事業者（自らが
定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する
規格に基づき一戸建ての住宅を新たに建設する
工事を業として請け負う者であって、その１年
間に新たに建設する当該規格に基づく一戸建て
の住宅（以下この項及び次条第１項において「請
負型一戸建て規格住宅」という。）の戸数が政
令で定める数以上であるものをいう。同項にお
いて同じ。）は、その新たに建設する請負型一
戸建て規格住宅を同項に規定する基準に適合さ
せるよう努めなければならない。

▪政令【特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する

請負型一戸建て規格住宅の戸数等】令10条１項➡874 

２	 特定共同住宅等建設工事業者（自らが定めた共
同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき
共同住宅等を新たに建設する工事を業として請
け負う者であって、その１年間に新たに建設す
る当該規格に基づく共同住宅等（以下この項及
び次条第１項において「請負型規格共同住宅等」
という。）の住戸の数が政令で定める数以上で
あるものをいう。同項において同じ。）は、そ
の新たに建設する請負型規格共同住宅等を同項
に規定する基準に適合させるよう努めなければ
ならない。

▪政令【特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する

請負型一戸建て規格住宅の戸数等】令10条２項➡874 

【請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一
層の向上に関する基準】
第 32 条　経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済
産業省令・国土交通省令で、請負型一戸建て規
格住宅又は請負型規格共同住宅等（以下この条
及び次条において「請負型一戸建て規格住宅等」
という。）ごとに、特定一戸建て住宅建設工事

業者又は特定共同住宅等建設工事業者（次項及
び同条において「特定一戸建て住宅建設工事業
者等」という。）の新たに建設する請負型一戸
建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の
向上のために必要な住宅の構造及び設備に関す
る基準を定めなければならない。

▪省令【請負型一戸建て規格住宅等の構造及び

設備に関する基準】省令９条の２➡883 

２	 前項に規定する基準は、特定一戸建て住宅建設
工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規
格住宅等のうちエネルギー消費性能が最も優れ
ているものの当該エネルギー消費性能、請負型
一戸建て規格住宅等に関する技術開発の将来の
見通しその他の事情を勘案して、建築物エネル
ギー消費性能基準に必要な事項を付加して定め
るものとし、これらの事情の変動に応じて必要
な改定をするものとする。

【特定一戸建て住宅建設工事業者等に対する勧告及び命
令等】
第 33 条　国土交通大臣は、特定一戸建て住宅建設
工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規
格住宅等につき、前条第１項に規定する基準に
照らしてエネルギー消費性能の一層の向上を相
当程度行う必要があると認めるときは、当該特
定一戸建て住宅建設工事業者等に対し、その目
標を示して、その新たに建設する請負型一戸建
て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向
上を図るべき旨の勧告をすることができる。

２	 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定一戸
建て住宅建設工事業者等がその勧告に従わな
かったときは、その旨を公表することができる。

３	 国土交通大臣は、第１項の勧告を受けた特定一
戸建て住宅建設工事業者等が、正当な理由がな
くてその勧告に係る措置をとらなかった場合に
おいて、前条第１項に規定する基準に照らして
特定一戸建て住宅建設工事業者等が行うべきそ
の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等の
エネルギー消費性能の一層の向上を著しく害す
ると認めるときは、社会資本整備審議会の意見
を聴いて、当該特定一戸建て住宅建設工事業者
等に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係
る措置をとるべきことを命ずることができる。

４	 国土交通大臣は、前３項の規定の施行に必要な
限度において、特定一戸建て住宅建設工事業者
等に対し、その新たに建設する請負型一戸建て

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　�第 31 条
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規格住宅等に係る業務の状況に関し報告させ、
又はその職員に、特定一戸建て住宅建設工事業
者等の事務所その他の事業場若しくは特定一戸
建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負
型一戸建て規格住宅等若しくはその工事現場に
立ち入り、特定一戸建て住宅建設工事業者等の
新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等、帳
簿、書類その他の物件を検査させることができ
る。

５	 第 17 条第２項及び第３項の規定は、前項の規
定による立入検査について準用する。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定】
第 34 条　建築主等は、エネルギー消費性能の一層
の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消
費性能の一層の向上のための建築物の増築、改
築若しくは修繕等（以下「エネルギー消費性能
の一層の向上のための建築物の新築等」とい
う。）をしようとするときは、国土交通省令で
定めるところにより、エネルギー消費性能の一
層の向上のための建築物の新築等に関する計画
（以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」
という。）を作成し、所管行政庁の認定を申請
することができる。

■関連【建築主等の努力】法６条�２項➡８６0 

２	 建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に
掲げる事項を記載しなければならない。
一　建築物の位置
二　建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並び
に敷地面積

三　エネルギー消費性能の一層の向上のための建
築物の新築等に係る資金計画

四　その他国土交通省令で定める事項
３	 建築主等は、第１項の規定による認定の申請に
係る建築物（以下「申請建築物」という。）以
外の建築物（以下「他の建築物」という。）の
エネルギー消費性能の一層の向上にも資するよ
う、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等（申
請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給す
るための熱源機器等（熱源機器、発電機その他
の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給
するための国土交通省令で定める機器であって
空気調和設備等を構成するものをいう。以下こ
の項において同じ。）をいう。）を設置しようと
するとき（当該他の建築物に熱源機器等（エネ
ルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとし

て国土交通省令で定めるものを除く。）が設置
されているとき又は設置されることとなるとき
を除く。）は、建築物エネルギー消費性能向上
計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲
げる事項を記載することができる。

一　他の建築物の位置
二　他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途
並びに敷地面積

三　その他国土交通省令で定める事項
４	 建築主等は、次に掲げる場合においては、第１
項の規定による認定の申請をすることができな
い。

一　当該申請をしようとする建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築
物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物
として記載されているとき。

二　当該申請をしようとする建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築
物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物
として記載されているとき（当該申請をしよ
うとする建築物エネルギー消費性能向上計画
に係る申請建築物が当該他の建築物エネル
ギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同
一であるときを除く。）。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等】
第 35 条　所管行政庁は、前条第１項の規定による
認定の申請があった場合において、当該申請に
係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に
掲げる基準に適合すると認めるときは、その認
定をすることができる。

一　申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エ
ネルギー消費性能誘導基準（建築物のエネル
ギー消費性能の一層の向上の促進のために誘
導すべき経済産業省令・国土交通省令で定め
る基準をいう。第四号及び第 40 条第１項に
おいて同じ。）に適合するものであること。

▪省令【建築物エネルギー消費性能誘導基準】

省令１0条�➡８８４ 

二　建築物エネルギー消費性能向上計画に記載さ
れた事項が基本方針に照らして適切なもので
あること。

三　前条第２項第三号の資金計画がエネルギー消
費性能の一層の向上のための建築物の新築等
を確実に遂行するため適切なものであるこ
と。

第 3４ 条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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規格住宅等に係る業務の状況に関し報告させ、
又はその職員に、特定一戸建て住宅建設工事業
者等の事務所その他の事業場若しくは特定一戸
建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負
型一戸建て規格住宅等若しくはその工事現場に
立ち入り、特定一戸建て住宅建設工事業者等の
新たに建設する請負型一戸建て規格住宅等、帳
簿、書類その他の物件を検査させることができ
る。

５	 第 17 条第２項及び第３項の規定は、前項の規
定による立入検査について準用する。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定】
第 34 条　建築主等は、エネルギー消費性能の一層
の向上に資する建築物の新築又はエネルギー消
費性能の一層の向上のための建築物の増築、改
築若しくは修繕等（以下「エネルギー消費性能
の一層の向上のための建築物の新築等」とい
う。）をしようとするときは、国土交通省令で
定めるところにより、エネルギー消費性能の一
層の向上のための建築物の新築等に関する計画
（以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」
という。）を作成し、所管行政庁の認定を申請
することができる。

■関連【建築主等の努力】法６条�２項➡８６0 

２	 建築物エネルギー消費性能向上計画には、次に
掲げる事項を記載しなければならない。

一　建築物の位置
二　建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並び
に敷地面積

三　エネルギー消費性能の一層の向上のための建
築物の新築等に係る資金計画

四　その他国土交通省令で定める事項
３	 建築主等は、第１項の規定による認定の申請に
係る建築物（以下「申請建築物」という。）以
外の建築物（以下「他の建築物」という。）の
エネルギー消費性能の一層の向上にも資するよ
う、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等（申
請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給す
るための熱源機器等（熱源機器、発電機その他
の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給
するための国土交通省令で定める機器であって
空気調和設備等を構成するものをいう。以下こ
の項において同じ。）をいう。）を設置しようと
するとき（当該他の建築物に熱源機器等（エネ
ルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとし

て国土交通省令で定めるものを除く。）が設置
されているとき又は設置されることとなるとき
を除く。）は、建築物エネルギー消費性能向上
計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲
げる事項を記載することができる。

一　他の建築物の位置
二　他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途
並びに敷地面積

三　その他国土交通省令で定める事項
４	 建築主等は、次に掲げる場合においては、第１
項の規定による認定の申請をすることができな
い。

一　当該申請をしようとする建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築
物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物
として記載されているとき。

二　当該申請をしようとする建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築
物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物
として記載されているとき（当該申請をしよ
うとする建築物エネルギー消費性能向上計画
に係る申請建築物が当該他の建築物エネル
ギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同
一であるときを除く。）。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等】
第 35 条　所管行政庁は、前条第１項の規定による
認定の申請があった場合において、当該申請に
係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に
掲げる基準に適合すると認めるときは、その認
定をすることができる。

一　申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エ
ネルギー消費性能誘導基準（建築物のエネル
ギー消費性能の一層の向上の促進のために誘
導すべき経済産業省令・国土交通省令で定め
る基準をいう。第四号及び第 40 条第１項に
おいて同じ。）に適合するものであること。

▪省令【建築物エネルギー消費性能誘導基準】

省令１0条�➡８８４ 

二　建築物エネルギー消費性能向上計画に記載さ
れた事項が基本方針に照らして適切なもので
あること。

三　前条第２項第三号の資金計画がエネルギー消
費性能の一層の向上のための建築物の新築等
を確実に遂行するため適切なものであるこ
と。

第 3４ 条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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四　建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第
３項各号に掲げる事項が記載されている場合
にあっては、当該建築物エネルギー消費性能
向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費
性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に
適合するものであること。

２	 前条第１項の規定による認定の申請をする者
は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該
申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画
（他の建築物に係る部分を除く。以下この条に
おいて同じ。）を建築主事に通知し、当該建築
物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第
６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合
するかどうかの審査を受けるよう申し出ること
ができる。この場合においては、当該申請に併
せて、同項の規定による確認の申請書を提出し
なければならない。

３	 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、
速やかに、当該申出に係る建築物エネルギー消
費性能向上計画を建築主事に通知しなければな
らない。

４	 建築基準法第18条第３項及び第14項の規定は、
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合
について準用する。

５	 所管行政庁が、前項において準用する建築基準
法第 18 条第３項の規定による確認済証の交付
を受けた場合において、第１項の認定をしたと
きは、当該認定を受けた建築物エネルギー消費
性能向上計画は、同法第６条第１項の確認済証
の交付があったものとみなす。

６	 所管行政庁は、第４項において準用する建築基
準法第 18 条第 14 項の規定による通知書の交付
を受けた場合においては、第１項の認定をして
はならない。

７	 建築基準法第 12 条第８項及び第９項並びに第
93 条から第 93 条の３までの規定は、第４項に
おいて準用する同法第 18 条第３項及び第 14 項
の規定による確認済証及び通知書の交付につい
て準用する。

８	 エネルギー消費性能の一層の向上のための建築
物の新築等をしようとする者がその建築物エ
ネルギー消費性能向上計画について第１項の
認定を受けたときは、当該エネルギー消費性能
の一層の向上のための建築物の新築等のうち、
第 12 条第１項の建築物エネルギー消費性能適

合性判定を受けなければならないものについて
は、第２項の規定による申出があった場合及び
第２条第２項の条例が定められている場合を除
き、第 12 条第３項の規定により適合判定通知
書の交付を受けたものとみなして、同条第６項
から第８項までの規定を適用する。

９	 エネルギー消費性能の一層の向上のための建築
物の新築等をしようとする者がその建築物エネ
ルギー消費性能向上計画について第１項の認定
を受けたときは、当該エネルギー消費性能の一
層の向上のための建築物の新築等のうち、第
19 条第１項の規定による届出をしなければな
らないものについては、第２条第２項の条例が
定められている場合を除き、第 19 条第１項の
規定による届出をしたものとみなす。この場合
においては、同条第２項及び第３項の規定は、
適用しない。

【建築物エネルギー消費性能向上計画の変更】
第 36 条　前条第１項の認定を受けた者（以下「認
定建築主」という。）は、当該認定を受けた建
築物エネルギー消費性能向上計画の変更（国土
交通＊１ 省令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとするときは、国土交通＊２ 省令で定める
ところにより、所管行政庁の認定を受けなけれ
ばならない。

▪＊１ 省令【建築物エネルギー消費性能向上計画の

軽微な変更】規則２６条�➡８７７ 

▪＊２ 省令【建築物エネルギー消費性能向上計画の

変更の認定の申請】規則２７条�➡８７７ 

２	 前条の規定は、前項の認定について準用する。
【認定建築主に対する報告の徴収】
第 37 条　所管行政庁は、認定建築主に対し、第 35
条第１項の認定を受けた建築物エネルギー消費
性能向上計画（変更があったときは、その変更
後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性
能向上計画」という。）に基づくエネルギー消
費性能の一層の向上のための建築物の新築等の
状況に関し報告を求めることができる。

【認定建築主に対する改善命令】
第 38 条　所管行政庁は、認定建築主が認定建築物
エネルギー消費性能向上計画に従ってエネル
ギー消費性能の一層の向上のための建築物の新
築等を行っていないと認めるときは、当該認定
建築主に対し、相当の期限を定めて、その改善
に必要な措置をとるべきことを命ずることがで

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　第 36 条
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きる。
【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し】
第 39 条　所管行政庁は、認定建築主が前条の規定
による命令に違反したときは、第 35 条第１項
の認定を取り消すことができる。

【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物
の容積率の特例】
第 40 条　建築基準法第 52 条第１項、第２項、第
７項、第 12 項及び第 14 項、第 57 条の２第３
項第二号、第 57 条の３第２項、第 59 条第１項
及び第３項、第59条の２第１項、第60条第１項、
第 60 条の２第１項及び第４項、第 68 条の３第
１項、第 68 条の４、第 68 条の５（第二号イを
除く。）、第 68 条の５の２（第二号イを除く。）、
第 68 条の５の３第１項（第一号ロを除く。）、
第 68 条の５の４（第一号ロを除く。）、第 68 条
の５の５第１項第一号ロ、第 68 条の８、第 68
条の９第１項、第 86 条第３項及び第４項、第
86 条の２第２項及び第３項、第 86 条の５第３
項並びに第 86 条の６第１項に規定する建築物
の容積率（同法第 59 条第１項、第 60 条の２第
１項及び第 68 条の９第１項に規定するものに
ついては、これらの規定に規定する建築物の容
積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の
基礎となる延べ面積には、同法第 52 条第３項
及び第６項に定めるもののほか、認定建築物エ
ネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面
積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準
に適合させるための措置をとることにより通常
の建築物の床面積を超えることとなる場合にお
ける政令で定める床面積は、算入しないものと
する。

▪政令【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る

容積率の特例に係る床面積】令１１条�１項➡８７４ 

２	 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に第
34 条第３項各号に掲げる事項が記載されてい
る場合における前項の規定の適用については、
同項中「建築物の床面積のうち、」とあるのは、
「申請建築物の床面積のうち、当該認定建築物
エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物
及び他の建築物を」とする。

【建築物のエネルギー消費性能に係る認定】
第 41 条　建築物の所有者は、国土交通省令で定め
るところにより、所管行政庁に対し、当該建築
物について建築物エネルギー消費性能基準に適

合している旨の認定を申請することができる。
２	 所管行政庁は、前項の規定による認定の申請が
あった場合において、当該申請に係る建築物が
建築物エネルギー消費性能基準に適合している
と認めるときは、その旨の認定をすることがで
きる。

３	 前項の認定を受けた者は、当該認定を受けた建
築物（以下「基準適合認定建築物」という。）、
その敷地又はその利用に関する広告その他の国
土交通省令で定めるもの（次項において「広告
等」という。）に、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、当該基準適合認定建築物が当該認定
を受けている旨の表示を付することができる。

４	 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建
築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【基準適合認定建築物に係る認定の取消し】
第 42 条　所管行政庁は、基準適合認定建築物が建
築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなっ
たと認めるときは、前条第２項の認定を取り消
すことができる。

【基準適合認定建築物に係る報告、検査等】
第 43 条　所管行政庁は、前条の規定の施行に必要
な限度において、第 41 条第２項の認定を受け
た者に対し、基準適合認定建築物の建築物エネ
ルギー消費性能基準への適合に関する事項に関
し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建
築物若しくはその工事現場に立ち入り、基準適
合認定建築物、建築設備、建築材料、書類その
他の物件を検査させることができる。

２	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

法附則

【施行期日】
第１条　この法律は、公布の日から起算して１年を
超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。

▪政令【平成28年４月１日】施行期日を定める政令➡８７４ 

一　附則第 １0 条�の規定　　公布の日

第 39 条、附則　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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きる。
【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し】
第 39 条　所管行政庁は、認定建築主が前条の規定
による命令に違反したときは、第 35 条第１項
の認定を取り消すことができる。

【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物
の容積率の特例】
第 40 条　建築基準法第 52 条第１項、第２項、第
７項、第 12 項及び第 14 項、第 57 条の２第３
項第二号、第 57 条の３第２項、第 59 条第１項
及び第３項、第59条の２第１項、第60条第１項、
第 60 条の２第１項及び第４項、第 68 条の３第
１項、第 68 条の４、第 68 条の５（第二号イを
除く。）、第 68 条の５の２（第二号イを除く。）、
第 68 条の５の３第１項（第一号ロを除く。）、
第 68 条の５の４（第一号ロを除く。）、第 68 条
の５の５第１項第一号ロ、第 68 条の８、第 68
条の９第１項、第 86 条第３項及び第４項、第
86 条の２第２項及び第３項、第 86 条の５第３
項並びに第 86 条の６第１項に規定する建築物
の容積率（同法第 59 条第１項、第 60 条の２第
１項及び第 68 条の９第１項に規定するものに
ついては、これらの規定に規定する建築物の容
積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の
基礎となる延べ面積には、同法第 52 条第３項
及び第６項に定めるもののほか、認定建築物エ
ネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面
積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準
に適合させるための措置をとることにより通常
の建築物の床面積を超えることとなる場合にお
ける政令で定める床面積は、算入しないものと
する。

▪政令【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る

容積率の特例に係る床面積】令１１条�１項➡８７４ 

２	 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に第
34 条第３項各号に掲げる事項が記載されてい
る場合における前項の規定の適用については、
同項中「建築物の床面積のうち、」とあるのは、
「申請建築物の床面積のうち、当該認定建築物
エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物
及び他の建築物を」とする。

【建築物のエネルギー消費性能に係る認定】
第 41 条　建築物の所有者は、国土交通省令で定め
るところにより、所管行政庁に対し、当該建築
物について建築物エネルギー消費性能基準に適

合している旨の認定を申請することができる。
２	 所管行政庁は、前項の規定による認定の申請が
あった場合において、当該申請に係る建築物が
建築物エネルギー消費性能基準に適合している
と認めるときは、その旨の認定をすることがで
きる。

３	 前項の認定を受けた者は、当該認定を受けた建
築物（以下「基準適合認定建築物」という。）、
その敷地又はその利用に関する広告その他の国
土交通省令で定めるもの（次項において「広告
等」という。）に、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、当該基準適合認定建築物が当該認定
を受けている旨の表示を付することができる。

４	 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建
築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して
はならない。

【基準適合認定建築物に係る認定の取消し】
第 42 条　所管行政庁は、基準適合認定建築物が建
築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなっ
たと認めるときは、前条第２項の認定を取り消
すことができる。

【基準適合認定建築物に係る報告、検査等】
第 43 条　所管行政庁は、前条の規定の施行に必要
な限度において、第 41 条第２項の認定を受け
た者に対し、基準適合認定建築物の建築物エネ
ルギー消費性能基準への適合に関する事項に関
し報告させ、又はその職員に、基準適合認定建
築物若しくはその工事現場に立ち入り、基準適
合認定建築物、建築設備、建築材料、書類その
他の物件を検査させることができる。

２	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

法附則

【施行期日】
第１条　この法律は、公布の日から起算して１年を
超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。

▪政令【平成28年４月１日】施行期日を定める政令➡８７４ 

一　附則第 １0 条�の規定　　公布の日

第 39 条、附則　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）
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二　第８条�から第 １0 条�まで、第３章、第 ３0 条�
第８項及び第９項、第６章、第 ６３ 条�、第 ６４ 条�、
第 ６７ 条�から第 ６９ 条�まで、第 ７0 条�第一号（第
３８ 条�第１項に係る部分を除く。）�、第 ７0 条�第
二号及び第三号、第 ７１ 条�（第一号を除く。）�、
第 ７３ 条�（第 ６７ 条�第二号、第 ６８ 条�、第 ６９ 条�、
第 ７0 条�第一号（第 ３８ 条�第１項に係る部分
を除く。）�、第 ７0 条�第二号及び第三号並びに
第 ７１ 条�（第一号を除く。）�に係る部分に限る。）�
並びに第 ７４ 条�並びに次条�並びに附則第３条�
及び第５条�から第９条�までの規定　　公布の
日から起算して２年を超えない範囲内におい
て政令で定める日

▪政令【平成29年４月１日】一部の施行期日を定める政令

➡８７４ 

【経過措置】
第２条　第３章第１節の規定は、前条第二号に掲げ
る規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）
以後に建築基準法第６条第１項若しくは第６条
の２第１項の規定による確認の申請又は同法第
18 条第２項の規定による通知がされた特定建
築物について適用する。

２	 第３章第２節の規定は、一部施行日から起算し
て 21 日を経過した日以後にその工事に着手す
る第 19 条第１項各号に掲げる行為について適
用する。

第３条　附則第１条第二号に掲げる規定の施行の際
現に存する建築物について行う特定増改築（特
定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当
該増築又は改築に係る部分（非住宅部分に限
る。）の床面積の合計の当該増築又は改築後の
特定建築物（非住宅部分に限る。）の延べ面積
に対する割合が政令で定める範囲内であるもの
をいう。以下この条において同じ。）については、
当分の間、第３章第１節の規定は、適用しない。

▪政令【特定増改築の範囲】令附則２条�➡８７４ 

▪第３章第１節【特定建築物の建築主の基準適合義務等】

法１１条�〜１８条�➡８６0 

２	 建築主は、前項の特定増改築（一部施行日から
起算して 21 日を経過した日以後にその工事に
着手するものに限る。）をしようとするときは、
その工事に着手する日の 21 日前までに、国土
交通省令で定めるところにより、当該特定増改
築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確
保のための構造及び設備に関する計画を所管行

政庁に届け出なければならない。その変更（国
土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をし
ようとするときも、同様とする。

３	 所管行政庁は、前項の規定による届出があった
場合において、その届出に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建
築物のエネルギー消費性能の確保のため必要が
あると認めるときは、その届出を受理した日か
ら 21 日以内に限り、その届出をした者に対し、
その届出に係る計画の変更その他必要な措置を
とるべきことを指示することができる。

４	 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた
者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置
をとらなかったときは、その者に対し、相当の
期限を定めて、その指示に係る措置をとるべき
ことを命ずることができる。

５	 建築主は、第２項の規定による届出に併せて、
建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関
する審査であって第 12 条第１項の建築物エネ
ルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして
国土交通省令で定めるものの結果を記載した書
面を提出することができる。この場合において、
第２項及び第３項の規定の適用については、第
２項中「21 日前」とあるのは「３日以上 21 日
未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」
と、第３項中「21 日以内」とあるのは「前項
の国土交通省令で定める日数以内」とする。

６	 特殊の構造又は設備を用いて第一項の建築物の
特定増改築をしようとする者が当該建築物につ
いて第 23 条第１項の認定を受けたときは、当
該特定増改築のうち第２項の規定による届出を
しなければならないものについては、同項の規
定による届出をしたものとみなす。この場合に
おいては、第３項及び第４項の規定は、適用し
ない。

７	 国等の機関の長が行う第１項の特定増改築につ
いては、第２項から前項までの規定は、適用し
ない。この場合においては、次項及び第９項の
規定に定めるところによる。

８	 国等の機関の長は、第１項の特定増改築をしよ
うとするときは、あらかじめ、当該特定増改築
に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保
のための構造及び設備に関する計画を所管行政
庁に通知しなければならない。その変更（国土
交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしよ

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）●　附則
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うとするときも、同様とする。
９	 所管行政庁は、前項の規定による通知があった
場合において、その通知に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建
築物のエネルギー消費性能の確保のため必要が
あると認めるときは、その必要な限度において、
当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物の
エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置
について協議を求めることができる。

10	 所管行政庁は、第３項、第４項及び前項の規定
の施行に必要な限度において、建築主等に対し、
特定増改築に係る特定建築物の建築物エネル
ギー消費性能基準への適合に関する事項に関し
報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る
特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、
特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築
材料、書類その他の物件を検査させることがで
きる。

11	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

12	 第２項から前項までの規定は、第 18 条各号の
いずれかに該当する建築物については、適用し
ない。

13	 第４項の規定による命令に違反した者は、100
万円以下の罰金に処する。

14	 次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
以下の罰金に処する。
一　第２項（第５項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の規定による届出をしな
いで、又は虚偽の届出をして、特定増改築を
した者

二　第 10 項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

15	 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、前２項の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
項の刑を科する。

建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律施行令（抄）

平成 28 年 1 月 15 日政令第 8号

最終改正：令和４年 11 月 16 日政令第 351 号

【空気調和設備等】
第１条　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律（以下「法」という。）第２条第１項第
二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるも
のとする。

一　空気調和設備その他の機械換気設備
二　照明設備
三　給湯設備
四　昇降機

【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
第２条　法第２条第１項第五号ただし書の政令で定
める建築物のうち建築基準法（昭和25年法律第201号）
第 97 条の２第１項の規定により建築主事を置
く市町村の区域内のものは、同法第６条第１項
第四号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、
移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれ
に基づく命令及び条例の規定により都道府県知
事の許可を必要とするものを除く。）以外の建
築物とする。

２	 法第２条第１項第五号ただし書の政令で定める
建築物のうち建築基準法第 97 条の３第１項の
規定により建築主事を置く特別区の区域内のも
のは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建
築物にあっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第 252 条の 17 の２第１項の規定により同号に
規定する処分に関する事務を特別区が処理する
こととされた場合における当該建築物を除く。）
とする。

一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号）第２条第１項第四号の延べ面積をいう。
第 11 条第１項において同じ。）が１万㎡を超
える建築物

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、建築基準法第 51 条（同法第 87 条
第２項及び第３項において準用する場合を含
み、市町村都市計画審議会が置かれている特
別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業
廃棄物処理施設に係る部分に限る。）の規定
又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命

附則　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）、 第 1条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）

線引きはありません
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うとするときも、同様とする。
９	 所管行政庁は、前項の規定による通知があった
場合において、その通知に係る計画が建築物エ
ネルギー消費性能基準に適合せず、当該特定建
築物のエネルギー消費性能の確保のため必要が
あると認めるときは、その必要な限度において、
当該国等の機関の長に対し、当該特定建築物の
エネルギー消費性能の確保のためとるべき措置
について協議を求めることができる。

10	 所管行政庁は、第３項、第４項及び前項の規定
の施行に必要な限度において、建築主等に対し、
特定増改築に係る特定建築物の建築物エネル
ギー消費性能基準への適合に関する事項に関し
報告させ、又はその職員に、特定増改築に係る
特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、
特定増改築に係る特定建築物、建築設備、建築
材料、書類その他の物件を検査させることがで
きる。

11	 第 17 条第１項ただし書、第２項及び第３項の
規定は、前項の規定による立入検査について準
用する。

12	 第２項から前項までの規定は、第 18 条各号の
いずれかに該当する建築物については、適用し
ない。

13	 第４項の規定による命令に違反した者は、100
万円以下の罰金に処する。

14	 次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
以下の罰金に処する。

一　第２項（第５項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）の規定による届出をしな
いで、又は虚偽の届出をして、特定増改築を
した者

二　第 10 項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

15	 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、前２項の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人又は人に対して各本
項の刑を科する。

建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律施行令（抄）

平成 28 年 1 月 15 日政令第 8号

最終改正：令和４年 11 月 16 日政令第 351 号

【空気調和設備等】
第１条　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律（以下「法」という。）第２条第１項第
二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるも
のとする。

一　空気調和設備その他の機械換気設備
二　照明設備
三　給湯設備
四　昇降機

【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
第２条　法第２条第１項第五号ただし書の政令で定
める建築物のうち建築基準法（昭和25年法律第201号）
第 97 条の２第１項の規定により建築主事を置
く市町村の区域内のものは、同法第６条第１項
第四号に掲げる建築物（その新築、改築、増築、
移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれ
に基づく命令及び条例の規定により都道府県知
事の許可を必要とするものを除く。）以外の建
築物とする。

２	 法第２条第１項第五号ただし書の政令で定める
建築物のうち建築基準法第 97 条の３第１項の
規定により建築主事を置く特別区の区域内のも
のは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建
築物にあっては、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第 252 条の 17 の２第１項の規定により同号に
規定する処分に関する事務を特別区が処理する
こととされた場合における当該建築物を除く。）
とする。

一　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第338
号）第２条第１項第四号の延べ面積をいう。
第 11 条第１項において同じ。）が１万㎡を超
える建築物

二　その新築、改築、増築、移転又は用途の変更
に関して、建築基準法第 51 条（同法第 87 条
第２項及び第３項において準用する場合を含
み、市町村都市計画審議会が置かれている特
別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業
廃棄物処理施設に係る部分に限る。）の規定
又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命

附則　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（抄）、 第 1条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）
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令若しくは条例の規定により都知事の許可を
必要とする建築物

【住宅部分】
第３条　法第 11 条第１項の政令で定める建築物の
部分は、次に掲げるものとする。
一　居間、食事室、寝室その他の居住のために継
続的に使用する室（当該室との間に区画とな
る間仕切壁又は戸（ふすま、障子その他これ
らに類するものを除く。次条第１項において
同じ。）がなく当該室と一体とみなされる台
所、洗面所、物置その他これらに類する建築
物の部分を含む。）

二　台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階
段、物置その他これらに類する建築物の部分
であって、居住者の専用に供するもの（前号
に規定する台所、洗面所、物置その他これら
に類する建築物の部分を除く。）

三　集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、
玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自
転車駐車場、管理人室、機械室その他これら
に類する建築物の部分であって、居住者の共
用に供するもの（居住者以外の者が主として
利用していると認められるものとして国土交
通大臣が定めるものを除く。）

【特定建築物の非住宅部分の規模等】
第 4条　法第 11 条第１項のエネルギー消費性能の
確保を特に図る必要があるものとして政令で定
める規模は、床面積（内部に間仕切壁又は戸を
有しない階又はその一部であって、その床面積
に対する常時外気に開放された開口部の面積の
合計の割合が　	以上であるものの床面積を除
く。第 11 条第１項を除き、以下同じ。）の合計
が 300㎡であることとする。

２	 法第 11 条第１項の政令で定める特定建築物の
非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築
又は改築に係る部分の床面積の合計が 300㎡で
あることとする。

３	 法第 11 条第１項の政令で定める特定建築物以
外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該
増築に係る部分の床面積の合計が 300㎡である
こととする。

【所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の
写しの送付の対象となる建築物の住宅部分の規模等】
第５条　法第 15 条第３項の政令で定める建築物の
住宅部分の規模は、床面積の合計が 300㎡であ

1
20

ることとする。
２	 法第 15 条第３項の政令で定める増築又は改築
に係る住宅部分の規模は、当該増築又は改築に
係る部分の床面積の合計が 300㎡であることと
する。

【適用除外】
第６条　法第 18 条第一号の政令で定める用途は、
次に掲げるものとする。

一　自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、
公共用歩廊その他これらに類する用途

二　観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練
習場、神社、寺院その他これらに類する用途
（壁を有しないことその他の高い開放性を有
するものとして国土交通大臣が定めるものに
限る。）

２	 法第 18 条第二号の政令で定める建築物は、次
に掲げるものとする。

一　文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定により
国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特
別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念
物として指定され、又は仮指定された建築物

二　文化財保護法第 143 条第１項又は第２項の伝
統的建造物群保存地区内における同法第２条
第１項第六号に規定する伝統的建造物群を構
成している建築物

三　旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年
法律第43号）の規定により重要美術品等として
認定された建築物

四　文化財保護法第 182 条第２項の条例その他の
条例の定めるところにより現状変更の規制及
び保存のための措置が講じられている建築物
であって、建築物エネルギー消費性能基準に
適合させることが困難なものとして所管行政
庁が認めたもの

五　第一号、第三号又は前号に掲げる建築物で
あったものの原形を再現する建築物であっ
て、建築物エネルギー消費性能基準に適合さ
せることが困難なものとして所管行政庁が認
めたもの

六　景観法（平成16年法律第110号）第 19 条第１項の規
定により景観重要建造物として指定された建
築物

３	 法第 18 条第三号の政令で定める仮設の建築物
は、次に掲げるものとする。

一　建築基準法第 85 条第１項又は第２項に規定

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）●　第 3条
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する応急仮設建築物であって、その建築物の
工事を完了した後３月以内であるもの又は同
条第３項の許可を受けたもの

二　建築基準法第 85 条第２項に規定する事務所、
下小屋、材料置場その他これらに類する仮設
建築物

三　建築基準法第 85 条第６項又は第７項の規定
による許可を受けた建築物

【所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模】
第７条　法第 19 条第１項第一号の政令で定める規
模は、床面積の合計が 300㎡であることとする。

２	 法第 19 条第１項第二号の政令で定める規模は、
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 300
㎡であることとする。

【エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない小規模建築
物の建築の規模】
第８条　法第 27 条第１項の政令で定める小規模建
築物の建築の規模は、当該建築に係る部分の床
面積の合計が 10㎡であることとする。

【特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て
規格住宅の戸数等】
第９条　法第 28 条第１項の政令で定める数は、150
戸とする。

２	 法第 28 条第２項の政令で定める数は、1,000 戸
とする。

【特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請
負型一戸建て規格住宅の戸数等】
第 10 条　法第 31 条第１項の政令で定める数は、
300 戸とする。

２	 法第 31 条第２項の政令で定める数は、1,000 戸
とする。

【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物
の容積率の特例に係る床面積】
第 11 条　法第 40 条第１項の政令で定める床面積
は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に
係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面
積を超えることとなるものとして国土交通大臣
が定めるもの（当該床面積が当該建築物の延べ
面積の　	を超える場合においては、当該建築
物の延べ面積の　	）とする。

２	 法第 40 条第２項の規定により同条第１項の規
定を読み替えて適用する場合における前項の規
定の適用については、同項中「建築物の床面積
のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のう
ち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認

1
10

1
10

定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申
請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」と
する。

令附則

【特定増改築の範囲】
第２条　法附則第３条第１項の政令で定める範囲
は、２分の１を超えないこととする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律の施行期日を定める政令

平成 28 年１月 15 日政令第７号

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
の施行期日は、平成 28 年４月１日とする。

▪法附則１条�一号➡８７0 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律の一部の施行期日を定める政令

平成 28 年 11 月 30 日政令第 363 号

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
附則第１条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成
29 年４月１日とする。

▪法附則１条�二号➡８７１ 

第 ７条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）



874 建築物省エネ法施行令

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

する応急仮設建築物であって、その建築物の
工事を完了した後３月以内であるもの又は同
条第３項の許可を受けたもの

二　建築基準法第 85 条第２項に規定する事務所、
下小屋、材料置場その他これらに類する仮設
建築物

三　建築基準法第 85 条第６項又は第７項の規定
による許可を受けた建築物

【所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模】
第７条　法第 19 条第１項第一号の政令で定める規
模は、床面積の合計が 300㎡であることとする。

２	 法第 19 条第１項第二号の政令で定める規模は、
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が 300
㎡であることとする。

【エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない小規模建築
物の建築の規模】
第８条　法第 27 条第１項の政令で定める小規模建
築物の建築の規模は、当該建築に係る部分の床
面積の合計が 10㎡であることとする。

【特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て
規格住宅の戸数等】
第９条　法第 28 条第１項の政令で定める数は、150
戸とする。

２	 法第 28 条第２項の政令で定める数は、1,000 戸
とする。

【特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請
負型一戸建て規格住宅の戸数等】
第 10 条　法第 31 条第１項の政令で定める数は、
300 戸とする。

２	 法第 31 条第２項の政令で定める数は、1,000 戸
とする。

【認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物
の容積率の特例に係る床面積】
第 11 条　法第 40 条第１項の政令で定める床面積
は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に
係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面
積を超えることとなるものとして国土交通大臣
が定めるもの（当該床面積が当該建築物の延べ
面積の　	を超える場合においては、当該建築
物の延べ面積の　	）とする。

２	 法第 40 条第２項の規定により同条第１項の規
定を読み替えて適用する場合における前項の規
定の適用については、同項中「建築物の床面積
のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のう
ち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認

1
10

1
10

定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申
請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」と
する。

令附則

【特定増改築の範囲】
第２条　法附則第３条第１項の政令で定める範囲
は、２分の１を超えないこととする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律の施行期日を定める政令

平成 28 年１月 15 日政令第７号

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
の施行期日は、平成 28 年４月１日とする。

▪法附則１条�一号➡８７0 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律の一部の施行期日を定める政令

平成 28 年 11 月 30 日政令第 363 号

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
附則第１条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成
29 年４月１日とする。

▪法附則１条�二号➡８７１ 

第 ７条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令（抄）
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建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律施行規則（抄）

平成 28 年 1 月 29 日国土交通省令第５号

最終改正：令和４年12月 23日国土交通省令第 92号

【建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更】
第３条　法第 12 条第２項の国土交通省令で定める
軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能を
向上させる変更その他の変更後も建築物エネル
ギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費
性能基準に適合することが明らかな変更とす
る。

【建築物の建築に関する届出】
第 12 条　法第 19 条第１項前段の規定により届出
をしようとする者は、別記様式第 22 による届
出書の正本及び副本に、それぞれ次の表のい項
及びろ項に掲げる図書（同条第１項前段の建築
物のエネルギー消費性能の確保のための構造及
び設備に関する計画に住戸が含まれる場合にお
いては、当該住戸については、同表のろ項に掲
げる図書に代えて同表のは項に掲げる図書）そ
の他所管行政庁が必要と認める図書を添えて、
これらを所管行政庁に提出しなければならな
い。

図書の種類 明示すべき事項

い 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築
物の位置及び届出に係る建築物と
他の建築物との別

エネルギー消費性能確保設備の位
置

仕様書（仕上げ表
を含む。）

部材の種別及び寸法

エネルギー消費性能確保設備の種
別

各階平面図 縮尺及び方位

間取り、各室の名称、用途及び寸法
並びに天井の高さ

壁の位置及び種類

開口部の位置及び構造

エネルギー消費性能確保設備の位
置

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各
部分の寸法及び算式

用途別床面積表 用途別の床面積

立面図 縮尺

外壁及び開口部の位置

エネルギー消費性能確保設備の位
置

断面図又は
矩計図

縮尺

建築物の高さ

外壁及び屋根の構造

軒の高さ並びに軒及びひさしの出

小屋裏の構造

各階の天井の高さ及び構造

床の高さ及び構造並びに床下及び
基礎の構造

各部詳細図 縮尺

外壁、開口部、床、屋根その他断熱
性を有する部分の材料の種別及び
寸法

各種計算書 建築物のエネルギー消費性能に係
る計算その他の計算を要する場合
における当該計算の内容

ろ 機器表 空気調和
設備

熱源機、ポンプ、空気調和機その他
の機器の種別、仕様及び数

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

給気機、排気機その他これらに類
する設備の種別、仕様及び数

照明設備 照明設備の種別、仕様及び数

給湯設備 給湯器の種別、仕様及び数

太陽熱を給湯に利用するための設
備の種別、仕様及び数

節湯器具の種別及び数

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の種別、仕様及び数

仕様書 昇降機 昇降機の種別、数、積載量、定格速
度及び速度制御方法

系統図 空気調和
設備

空気調和設備の位置及び連結先

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の位置及び連結先

給湯設備 給湯設備の位置及び連結先

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の位置及び連結先

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（抄）●　第 3条

線引きはありません
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各階
平面図

空気調和
設備

縮尺

空気調和設備の有効範囲

熱源機、ポンプ、空気調和機その他
の機器の位置

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

縮尺

給気機、排気機その他これらに類
する設備の位置

照明設備 縮尺

照明設備の位置

給湯設備 縮尺

給湯設備の位置

配管に講じた保温のための措置

節湯器具の位置

昇降機 縮尺

位置

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

縮尺

位置

制御図 空気調和
設備

空気調和設備の制御方法

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の制御方法

照明設備 照明設備の制御方法

給湯設備 給湯設備の制御方法

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の制御方法

は 機器表 空気調和
設備

空気調和設備の種別、位置、仕様、
数及び制御方法

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の種別、位置、仕様、数及び制御方
法

照明設備 照明設備の種別、位置、仕様、数及
び制御方法

給湯設備 給湯器の種別、位置、仕様、数及び
制御方法

太陽熱を給湯に利用するための設
備の種別、位置、仕様、数及び制御
方法

節湯器具の種別、位置及び数

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の種別、位置、仕様、数及び制御方
法

２	 第１条第２項の規定は、法第 19 条第１項前段
の規定による届出について準用する。

３	 法第 19 条第１項後段の規定による変更の届出
をしようとする者は、別記様式第 23 による届
出書の正本及び副本に、それぞれ第１項に掲げ
る図書のうち変更に係るものを添えて、これを
所管行政庁に提出しなければならない。

４	 第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図
書を添付する場合には、同項の規定にかかわら
ず、同項に規定する図書のうち所管行政庁が不
要と認めるものを同項の届出書に添えることを
要しない。

【構造及び設備に関する計画の軽微な変更】
第 13 条　法第 19 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能
を向上させる変更その他の変更後も建築物のエ
ネルギー消費性能の確保のための構造及び設備
に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準
に適合することが明らかな変更とする。

【建築物の建築に関する届出に係る特例】
第 13 条の２　法第 19 条第４項の国土交通省令で
定めるものは、登録建築物エネルギー消費性能
判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する
法律（平成 11 年法律第 81 号）第５条第１項に
規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物の
エネルギー消費性能に関する評価（法第 19 条
第１項前段の規定による届出に係る建築物が建
築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物
と同等以上のエネルギー消費性能を有するもの
である旨の評価に限る。次条第３項において単
に「評価」という。）とする。

２	 法第 19 条第４項において読み替えて適用する
同条第１項の国土交通省令で定める日数は、３
日とする。

３	 法第 19 条第４項において読み替えて適用する
同条第１項前段の規定により届出をしようとす
る者は、第 12 条第１項の規定にかかわらず、
別記様式第 22 による届出書の正本及び副本に、
それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁

第 13 条　●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（抄）
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各階
平面図

空気調和
設備

縮尺

空気調和設備の有効範囲

熱源機、ポンプ、空気調和機その他
の機器の位置

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

縮尺

給気機、排気機その他これらに類
する設備の位置

照明設備 縮尺

照明設備の位置

給湯設備 縮尺

給湯設備の位置

配管に講じた保温のための措置

節湯器具の位置

昇降機 縮尺

位置

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

縮尺

位置

制御図 空気調和
設備

空気調和設備の制御方法

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の制御方法

照明設備 照明設備の制御方法

給湯設備 給湯設備の制御方法

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の制御方法

は 機器表 空気調和
設備

空気調和設備の種別、位置、仕様、
数及び制御方法

空気調和
設備以外
の機械換
気設備

空気調和設備以外の機械換気設備
の種別、位置、仕様、数及び制御方
法

照明設備 照明設備の種別、位置、仕様、数及
び制御方法

給湯設備 給湯器の種別、位置、仕様、数及び
制御方法

太陽熱を給湯に利用するための設
備の種別、位置、仕様、数及び制御
方法

節湯器具の種別、位置及び数

空気調和
設備等以
外のエネ
ルギー消
費性能の
確保に資
する建築
設備

空気調和設備等以外のエネルギー
消費性能の確保に資する建築設備
の種別、位置、仕様、数及び制御方
法

２	 第１条第２項の規定は、法第 19 条第１項前段
の規定による届出について準用する。

３	 法第 19 条第１項後段の規定による変更の届出
をしようとする者は、別記様式第 23 による届
出書の正本及び副本に、それぞれ第１項に掲げ
る図書のうち変更に係るものを添えて、これを
所管行政庁に提出しなければならない。

４	 第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図
書を添付する場合には、同項の規定にかかわら
ず、同項に規定する図書のうち所管行政庁が不
要と認めるものを同項の届出書に添えることを
要しない。

【構造及び設備に関する計画の軽微な変更】
第 13 条　法第 19 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能
を向上させる変更その他の変更後も建築物のエ
ネルギー消費性能の確保のための構造及び設備
に関する計画が建築物エネルギー消費性能基準
に適合することが明らかな変更とする。

【建築物の建築に関する届出に係る特例】
第 13 条の２　法第 19 条第４項の国土交通省令で
定めるものは、登録建築物エネルギー消費性能
判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する
法律（平成 11 年法律第 81 号）第５条第１項に
規定する登録住宅性能評価機関が行う建築物の
エネルギー消費性能に関する評価（法第 19 条
第１項前段の規定による届出に係る建築物が建
築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物
と同等以上のエネルギー消費性能を有するもの
である旨の評価に限る。次条第３項において単
に「評価」という。）とする。

２	 法第 19 条第４項において読み替えて適用する
同条第１項の国土交通省令で定める日数は、３
日とする。

３	 法第 19 条第４項において読み替えて適用する
同条第１項前段の規定により届出をしようとす
る者は、第 12 条第１項の規定にかかわらず、
別記様式第 22 による届出書の正本及び副本に、
それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁
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が必要と認める図書を添えて、これらを所管行
政庁に提出しなければならない。

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

配置図 縮尺及び方位

敷地境界線、敷地内における建築物の位置
及び届出に係る建築物と他の建築物との
別

各階平面図 縮尺及び方位

間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに
天井の高さ

壁の位置及び種類

開口部の位置及び構造

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式

用途別床面積表 用途別の床面積

立面図 縮尺

外壁及び開口部の位置

断面図又は
矩計図

縮尺

建築物の高さ

外壁及び屋根の構造

軒の高さ並びに軒及びひさしの出

小屋裏の構造

各階の天井の高さ及び構造

床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の
構造

４	 第１条第２項の規定は、法第 19 条第４項にお
いて読み替えて適用する同条第１項前段の規定
による届出について準用する。

５	 第 12 条第３項の規定は、法第 19 条第４項にお
いて読み替えて適用する同条第１項後段の規定
による変更の届出について適用する。

６	 第 12 条第４項の規定は、第３項に規定する所
管行政庁が必要と認める図書を添付する場合に
ついて適用する。

【書面の記載事項】
第 21 条の３　法第 27 条第１項の国土交通省令で
定める事項は、次に掲げるものとする。
一　法第 27 条第１項の規定による説明の年月日
二　説明の相手方の氏名又は名称及び法人にあっ
ては、その代表者の氏名

三　小規模建築物の所在地
四　小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基
準に適合するか否かの別

五　小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基
準に適合していない場合にあっては、当該小
規模建築物のエネルギー消費性能の確保のた

めとるべき措置
六　小規模建築物の建築に係る設計を行った建築
士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士
又は木造建築士の別及びその者の登録番号

七　建築士の属する建築士事務所の名称及び所在
地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務
所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所
の別

【建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更】
第 26 条　法第 36 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一　エネルギー消費性能の一層の向上のための建
築物の新築等に関する工事の着手予定時期又
は完了予定時期の６月以内の変更

二　前号に掲げるもののほか、建築物のエネル
ギー消費性能を一層向上させる変更その他の
変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画
が法第 35 条第１項各号に掲げる基準に適合
することが明らかな変更（同条第２項の規定
により建築基準関係規定に適合するかどうか
の審査を受けるよう申し出た場合には、建築
基準法第６条第１項（同法第 87 条第１項に
おいて準用する場合を含む。）に規定する軽
微な変更であるものに限る。）

【建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申
請】
第 27 条　法第 36 条第１項の変更の認定の申請を
しようとする者は、別記様式第 35 による申請
書の正本及び副本に、それぞれ第 23 条第１項
に規定する図書（法第 34 条第３項の規定によ
り建築物エネルギー消費性能向上計画に同項各
号に掲げる事項を記載した場合にあっては、第
24 条の３第２項各号に掲げる図書を含む。）の
うち変更に係るものを添えて、これらを所管行
政庁に提出しなければならない。この場合にお
いて、第 23 条第１項の表中「法第 35 条第１項
第一号」とあるのは、「法第 36 条第２項におい
て準用する法第 35 条第１項第一号」とする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（抄）●　第 21 条の 3
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建築物エネルギー消費性能基準等を
定める省令（抄）

平成 28 年１月 29 日経済産業省・国土交通省令第１号

最終改正：令和５年３月31日経済産業・国土交通省令第１号

第１章　�建築物エネルギー消費 
性能基準

【建築物エネルギー消費性能基準】
第１条　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律（以下「法」という。）第２条第１項第
三号の経済産業省令・国土交通省令で定める基
準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める基準とする。
一　非住宅部分（法第 11 条第１項に規定する非
住宅部分をいう。以下同じ。）を有する建築
物（複合建築物（非住宅部分及び住宅部分（同
項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）
を有する建築物をいう。以下同じ。）を除く。
第 10 条第一号において「非住宅建築物」と
いう。）　　次のイ又はロのいずれかに適合す
るものであること。ただし、国土交通大臣が
エネルギー消費性能を適切に評価できる方法
と認める方法によって非住宅部分が備えるべ
きエネルギー消費性能を有することが確かめ
られた場合においては、この限りでない。
イ　非住宅部分の設計一次エネルギー消費量
（実際の設計仕様の条件を基に算定した一
次エネルギー消費量（１年間に消費するエ
ネルギー（エネルギーの使用の合理化及び
非化石エネルギーへの転換等に関する法律
（昭和54年法律第49号）第２条第１項に規定する
エネルギーをいう。以下同じ。）の量を熱
量に換算したものをいう。以下同じ。）で
あって、建築物のエネルギー消費性能が建
築物エネルギー消費性能基準に適合するか
どうかの判定に用いるものをいう。以下同
じ。）が、非住宅部分の基準一次エネルギー
消費量（床面積、設備等の条件により定ま
る基準となる一次エネルギー消費量をい
う。以下同じ。）を超えないこと。

ロ　非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネ

ルギー消費量モデル建築物（国土交通大臣
が用途に応じて一次エネルギー消費量の算
出に用いるべき標準的な建築物であると認
めるものをいう。以下同じ。）の設計一次
エネルギー消費量が、当該一次エネルギー
消費量モデル建築物の基準一次エネルギー
消費量を超えないこと。

二　住宅部分を有する建築物（複合建築物を除く。
以下「住宅」という。）　　次のイ及びロに適
合するものであること。ただし、国土交通大
臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる
方法と認める方法によって住宅部分が備える
べきエネルギー消費性能を有することが確か
められた場合においては、この限りでない。

イ　次の⑴から⑶までのいずれかに適合するこ
と。

⑴　国土交通大臣が定める方法により算出し
た単位住戸（住宅部分の一の住戸をいう。
以下同じ。）の外皮平均熱貫流率（単位
住戸の内外の温度差１度当たりの総熱損
失量（換気による熱損失量を除く。）を
外皮（外気等（外気又は外気に通じる床
裏、小屋裏、天井裏その他これらに類す
る建築物の部分をいう。）に接する天井
（小屋裏又は天井裏が外気に通じていな
い場合にあっては、屋根）、壁、床及び
開口部並びに当該単位住戸以外の建築物
の部分に接する部分をいう。以下⑴にお
いて同じ。）の面積で除した数値をいう。
以下同じ。）及び冷房期（１年間のうち
１日の最高気温が 23 度以上となる全て
の期間をいう。以下同じ。）の平均日射
熱取得率（日射量に対する室内に侵入す
る日射量の割合を外皮の面積により加重
平均した数値をいう。以下同じ。）が	、次
の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、
それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる数
値以下であること。

地域の
区分

外皮平均熱貫流率
（単位　１㎡１度

につきＷ）

冷房期の
平均日射熱取得率

１ 0.46 ―

２ 0.46 ―

３ 0.56 ―

４ 0.75 ―

第 1 条　�●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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建築物エネルギー消費性能基準等を
定める省令（抄）

平成 28 年１月 29 日経済産業省・国土交通省令第１号

最終改正：令和５年３月31日経済産業・国土交通省令第１号

第１章　�建築物エネルギー消費 
性能基準

【建築物エネルギー消費性能基準】
第１条　建築物のエネルギー消費性能の向上に関す
る法律（以下「法」という。）第２条第１項第
三号の経済産業省令・国土交通省令で定める基
準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める基準とする。

一　非住宅部分（法第 11 条第１項に規定する非
住宅部分をいう。以下同じ。）を有する建築
物（複合建築物（非住宅部分及び住宅部分（同
項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。）
を有する建築物をいう。以下同じ。）を除く。
第 10 条第一号において「非住宅建築物」と
いう。）　　次のイ又はロのいずれかに適合す
るものであること。ただし、国土交通大臣が
エネルギー消費性能を適切に評価できる方法
と認める方法によって非住宅部分が備えるべ
きエネルギー消費性能を有することが確かめ
られた場合においては、この限りでない。

イ　非住宅部分の設計一次エネルギー消費量
（実際の設計仕様の条件を基に算定した一
次エネルギー消費量（１年間に消費するエ
ネルギー（エネルギーの使用の合理化及び
非化石エネルギーへの転換等に関する法律
（昭和54年法律第49号）第２条第１項に規定する
エネルギーをいう。以下同じ。）の量を熱
量に換算したものをいう。以下同じ。）で
あって、建築物のエネルギー消費性能が建
築物エネルギー消費性能基準に適合するか
どうかの判定に用いるものをいう。以下同
じ。）が、非住宅部分の基準一次エネルギー
消費量（床面積、設備等の条件により定ま
る基準となる一次エネルギー消費量をい
う。以下同じ。）を超えないこと。

ロ　非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネ

ルギー消費量モデル建築物（国土交通大臣
が用途に応じて一次エネルギー消費量の算
出に用いるべき標準的な建築物であると認
めるものをいう。以下同じ。）の設計一次
エネルギー消費量が、当該一次エネルギー
消費量モデル建築物の基準一次エネルギー
消費量を超えないこと。

二　住宅部分を有する建築物（複合建築物を除く。
以下「住宅」という。）　　次のイ及びロに適
合するものであること。ただし、国土交通大
臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる
方法と認める方法によって住宅部分が備える
べきエネルギー消費性能を有することが確か
められた場合においては、この限りでない。

イ　次の⑴から⑶までのいずれかに適合するこ
と。

⑴　国土交通大臣が定める方法により算出し
た単位住戸（住宅部分の一の住戸をいう。
以下同じ。）の外皮平均熱貫流率（単位
住戸の内外の温度差１度当たりの総熱損
失量（換気による熱損失量を除く。）を
外皮（外気等（外気又は外気に通じる床
裏、小屋裏、天井裏その他これらに類す
る建築物の部分をいう。）に接する天井
（小屋裏又は天井裏が外気に通じていな
い場合にあっては、屋根）、壁、床及び
開口部並びに当該単位住戸以外の建築物
の部分に接する部分をいう。以下⑴にお
いて同じ。）の面積で除した数値をいう。
以下同じ。）及び冷房期（１年間のうち
１日の最高気温が 23 度以上となる全て
の期間をいう。以下同じ。）の平均日射
熱取得率（日射量に対する室内に侵入す
る日射量の割合を外皮の面積により加重
平均した数値をいう。以下同じ。）が	、次
の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、
それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる数
値以下であること。

地域の
区分

外皮平均熱貫流率
（単位　１㎡１度

につきＷ）

冷房期の
平均日射熱取得率

１ 0.46 ―

２ 0.46 ―

３ 0.56 ―

４ 0.75 ―

第 1 条　�●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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５ 0.87 3.0

６ 0.87 2.8

７ 0.87 2.7

８ ― 6.7

⑵　⑴の国土交通大臣が定める方法により算
出した外皮性能モデル住宅（国土交通大
臣が構造に応じて外皮平均熱貫流率及び
冷房期の平均日射熱取得率の算出に用い
るべき標準的な住宅であると認めるもの
をいう。）の単位住戸の外皮平均熱貫流
率及び冷房期の平均日射熱取得率が、⑴
の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、
それぞれ同表の中欄及ひ右欄に掲げる数
値以下であること。

⑶　住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損
失の防止に関する国土交通大臣が定める
基準に適合すること。

ロ　次の⑴から⑶までのいずれかに適合するこ
と。
⑴　住宅部分の設計一次エネルギー消費量
が、住宅部分の基準一次エネルギー消費
量を超えないこと。

⑵　住宅部分の一次エネルギー消費量モデル
住宅（国土交通大臣が設備に応じて住宅
部分の一次エネルギー消費量の算出に用
いるべき標準的な住宅であると認めるも
のをいう。以下同じ。）の設計一次エネ
ルギー消費量が、当該一次エネルギー消
費量モデル住宅の基準一次エネルギー消
費量を超えないこと。

⑶　住宅部分が一次エネルギー消費量に関す
る国土交通大臣が定める基準に適合する
こと。

三　複合建築物　　次のイ又はロのいずれか（法
第 11 条第１項に規定する特定建築行為（法
附則第３条第１項に規定する特定増改築を除
く。）に係る建築物にあっては、イ）に適合
するものであること。
イ　非住宅部分が第一号に定める基準に適合
し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に
適合すること。

ロ　次の⑴及び⑵に適合すること。
⑴　複合建築物の設計一次エネルギー消費量
が、複合建築物の基準一次エネルギー消

費量を超えないこと。
⑵　住宅部分が前号イに適合すること。

２	 前項第二号イ⑴の地域の区分は、国土交通大臣
が別に定めるものとする。

【非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量】
第２条　前条第１項第一号イの非住宅部分の設計一
次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネル
ギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー
消費量は、次の式により算出した数値（その数
値に小数点以下１位未満の端数があるときは、
これを切り上げる。）とする。

　　ET＝（EAC＋EV＋EL＋EW＋EEV－ES＋EM）×10－３

この式において、ET、EAC、EV、EL、EW、EEV、
ES 及び EMは、それぞれ次の数値を表すものと
する。

ET　設計一次エネルギー消費量（単位　GJ/ 年）
E	AC　空気調和設備の設計一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	V　空気調和設備以外の機械換気設備の設計
一次エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	L　照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	W　給湯設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	EV　昇降機の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	S　エネルギーの効率的利用を図ることので
きる設備（以下「エネルギー利用効率化設備」
という。）による設計一次エネルギー消費量
の削減量（単位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２	 前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消
費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設
計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一
次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エ
ネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギ
ー消費量、エネルギー利用効率化設備による
設計一次エネルギー消費量の削減量及びその
他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が
定める方法により算出するものとする。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　�第 2条
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【非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量】
第３条　第１条第１項第一号イの非住宅部分の基準
一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネル
ギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー
消費量は、次の式により算出した数値（その数
値に小数点以下１位未満の端数があるときは、
これを切り上げる。）とする。

　　EST＝（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３

この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、
ESEV 及び EM は、それぞれ次の数値を表すもの
とする。

E	ST　基準一次エネルギー消費量（単位　GJ/
年）
E	SAC　空気調和設備の基準一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	SV　空気調和設備以外の機械換気設備の基準
一次エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　照明設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SW　給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	SEV　昇降機の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２　前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費
量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一
次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー
消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及
びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大
臣が定める方法により算出するものとする。

【住宅部分の設計一次エネルギー消費量】
第４条　第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計
一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の
数が１である場合に限る。）及び同号ロ⑵の一
次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネ
ルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が１で
ある場合に限る。）並びに第３項各号の単位住
戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式によ
り算出した数値（その数値に小数点以下１位未

満の端数があるときは、これを切り上げる。）
とする。

　　ET＝（EH＋EC＋EV＋EL＋EW − ES＋EM）×10−３

この式において、ET、EH、EC、EV、EL、EW、ES
及び EMは、それぞれ次の数値を表すものとする。

E	T　設計一次エネルギー消費量（単位　GJ/ 年）
E	H　暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	C　冷房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	V　機械換気設備の設計一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	L　照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	W　給湯設備（排熱利用設備を含む。次項に
おいて同じ。）の設計一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	S　エネルギー利用効率化設備による設計一
次エネルギー消費量の削減量（単位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２	 前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、
冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換
気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備
の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計
一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化
設備による設計一次エネルギー消費量の削減量
及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通
大臣が定める方法により算出するものとする。

３	 第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計一次
エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が
１である場合を除く。以下この項において同
じ。）及び同号ロ⑵の一次エネルギー消費量モ
デル住宅の設計一次エネルギー消費量は、次の
各号のいずれかの数値とする。

一　単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計
と共用部分（住宅部分のうち単位住戸以外の
部分をいう。以下同じ。）の設計一次エネル
ギー消費量とを合計した数値

二　単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計
した数値

第 3条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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【非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量】
第３条　第１条第１項第一号イの非住宅部分の基準
一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネル
ギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー
消費量は、次の式により算出した数値（その数
値に小数点以下１位未満の端数があるときは、
これを切り上げる。）とする。

　　EST＝（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３

この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、
ESEV 及び EM は、それぞれ次の数値を表すもの
とする。

E	ST　基準一次エネルギー消費量（単位　GJ/
年）
E	SAC　空気調和設備の基準一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	SV　空気調和設備以外の機械換気設備の基準
一次エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　照明設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SW　給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	SEV　昇降機の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２　前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費
量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一
次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー
消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及
びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大
臣が定める方法により算出するものとする。

【住宅部分の設計一次エネルギー消費量】
第４条　第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計
一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の
数が１である場合に限る。）及び同号ロ⑵の一
次エネルギー消費量モデル住宅の設計一次エネ
ルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が１で
ある場合に限る。）並びに第３項各号の単位住
戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式によ
り算出した数値（その数値に小数点以下１位未

満の端数があるときは、これを切り上げる。）
とする。

　　ET＝（EH＋EC＋EV＋EL＋EW − ES＋EM）×10−３

この式において、ET、EH、EC、EV、EL、EW、ES
及び EMは、それぞれ次の数値を表すものとする。

E	T　設計一次エネルギー消費量（単位　GJ/ 年）
E	H　暖房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	C　冷房設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	V　機械換気設備の設計一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	L　照明設備の設計一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	W　給湯設備（排熱利用設備を含む。次項に
おいて同じ。）の設計一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	S　エネルギー利用効率化設備による設計一
次エネルギー消費量の削減量（単位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２	 前項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量、
冷房設備の設計一次エネルギー消費量、機械換
気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備
の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計
一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化
設備による設計一次エネルギー消費量の削減量
及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通
大臣が定める方法により算出するものとする。

３	 第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計一次
エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が
１である場合を除く。以下この項において同
じ。）及び同号ロ⑵の一次エネルギー消費量モ
デル住宅の設計一次エネルギー消費量は、次の
各号のいずれかの数値とする。

一　単位住戸の設計一次エネルギー消費量の合計
と共用部分（住宅部分のうち単位住戸以外の
部分をいう。以下同じ。）の設計一次エネル
ギー消費量とを合計した数値

二　単位住戸の設計一次エネルギー消費量を合計
した数値

第 3条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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４	 第２条第１項及び第２項の規定は、前項の共用
部分の設計一次エネルギー消費量について準用
する。

【住宅部分の基準一次エネルギー消費量】
第５条　第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の基準
一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の
数が１である場合に限る。）及び同号ロ⑵の一
次エネルギー消費量モデル住宅の基準一次エネ
ルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が１で
ある場合に限る。）並びに第３項各号の単位住
戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式によ
り算出した数値（その数値に小数点以下１位未
満の端数があるときは、これを切り上げる。）
とする。

　　EST＝（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW＋EM）×10−３

この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、
ESW 及び EM は、それぞれ次の数値を表すもの
とする。

E	ST　基準一次エネルギー消費量（単位　GJ/
年）
E	SH　暖房設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SC　冷房設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SV　機械換気設備の基準一次エネルギー消費
量（単位　MJ/ 年）
E	SL　照明設備の基準一次エネルギー消費量（単
位　MJ/ 年）
E	SW　給湯設備の基準一次エネルギー消費量
（単位　MJ/ 年）
E	M　その他一次エネルギー消費量（単位　
MJ/ 年）

２	 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、
冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換
気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備
の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準
一次エネルギー消費量及びその他一次エネル
ギー消費量は、国土交通大臣が定める方法によ
り算出するものとする。

３	 第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の基準一次
エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が

１である場合を除く。以下この項において同
じ。）及び同号ロ⑵の一次エネルギー消費量モ
デル住宅の基準一次エネルギー消費量は、次の
各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定めるとおりとする。

一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条�
第３項第一号の数値とした住宅　　単位住戸
の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部
分の基準一次エネルギー消費量とを合計した
数値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条�
第３項第二号の数値とした住宅　　単位住戸
の基準一次エネルギー消費量を合計した数値

４	 第３条第１項及び第２項の規定は、前項第一号
の共用部分の基準一次エネルギー消費量につい
て準用する。

【複合建築物の設計一次エネルギー消費量】
第６条　第１条第１項第三号ロ⑴の複合建築物の設
計一次エネルギー消費量は、第２条第１項の規
定により算出した非住宅部分の設計一次エネル
ギー消費量と第４条第１項又は第３項の規定に
より算出した住宅部分の設計一次エネルギー消
費量とを合計した数値とする。

【複合建築物の基準一次エネルギー消費量】
第７条　第１条第１項第三号ロ⑴の複合建築物の基
準一次エネルギー消費量は、第３条第１項の規
定により算出した非住宅部分の基準一次エネル
ギー消費量と第５条第１項又は第３項の規定に
より算出した住宅部分の基準一次エネルギー消
費量とを合計した数値とする。

第２章　特定一戸建て住宅建築主
等の新築する分譲型一戸建て規格
住宅等のエネルギー消費性能の一
層の向上のために必要な住宅の構造

及び設備に関する基準
【特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て
規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のため
に必要な住宅の構造及び設備に関する基準】
第８条　特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型
一戸建て規格住宅に係る法第 29 条第１項の経
済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次
の各号に定める基準とする。ただし、国土交通

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　第 ５条
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大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる
方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建
築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備え
るべきエネルギー消費性能を有することが確か
められた場合においては、この限りでない。
一　特定一戸建て住宅建築主が令和２年度以降に
新築する分譲型一戸建て規格住宅が、第１条
第１項第二号イ⑴に適合するものであるこ
と。

二　特定一戸建て住宅建築主が令和２年度以降の
各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に
係る第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設
計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度
に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一
戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量
（床面積、設備等の条件により定まる特定一
戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て
規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消
費量をいう。次条第１項において同じ。）の
合計を超えないこと。

２	 特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共
同住宅等に係る法第 29 条第１項の経済産業省
令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に
定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエ
ネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認
める方法によって特定共同住宅等建築主の新築
する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネル
ギー消費性能を有することが確かめられた場合
においては、この限りでない。
一　特定共同住宅等建築主が令和８年度以降に新
築する分譲型規格共同住宅等が、第 10 条第二
号イ⑴に適合するものであること。

二　特定共同住宅等建築主が令和８年度以降の各
年度に新築する分譲型規格共同住宅等に係る
第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計一
次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新
築する分譲型規格共同住宅等の特定共同住宅
等建築主基準一次エネルギー消費量（床面積、
設備等の条件により定まる特定共同住宅等建
築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る
基準となる一次エネルギー消費量をいう。以
下同じ。）の合計を超えないこと。

【特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量等】
第９条　前条第１項第二号の特定一戸建て住宅建築
主基準一次エネルギー消費量は、次の式により

算出した数値（その数値に小数点以下一位未満
の端数があるときは、これを切り上げる。第３
項において同じ。）とする。

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.85＋EM｝
×10−３

本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW
及び EM は、それぞれ次の数値を表すものとす
る。

E	ST　特定一戸建て住宅建築主基準一次エネル
ギー消費量（特定共同住宅等建築主基準一
次エネルギー消費量を算出する場合にあって
は、特定共同住宅等建築主基準一次エネル
ギー消費量）（単位　GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

２	 前条第２項第二号の特定共同住宅等建築主基準
一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長
屋又は共同住宅（以下「共同住宅等」という。）
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとお
りとする。

一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第一号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エ
ネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同
住宅等建築主基準一次エネルギー消費量とを
合計した数値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第二号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エ
ネルギー消費量を合計した数値

３　前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住
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大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる
方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建
築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備え
るべきエネルギー消費性能を有することが確か
められた場合においては、この限りでない。

一　特定一戸建て住宅建築主が令和２年度以降に
新築する分譲型一戸建て規格住宅が、第１条
第１項第二号イ⑴に適合するものであるこ
と。

二　特定一戸建て住宅建築主が令和２年度以降の
各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に
係る第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設
計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度
に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一
戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量
（床面積、設備等の条件により定まる特定一
戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て
規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消
費量をいう。次条第１項において同じ。）の
合計を超えないこと。

２	 特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共
同住宅等に係る法第 29 条第１項の経済産業省
令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に
定める基準とする。ただし、国土交通大臣がエ
ネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認
める方法によって特定共同住宅等建築主の新築
する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネル
ギー消費性能を有することが確かめられた場合
においては、この限りでない。

一　特定共同住宅等建築主が令和８年度以降に新
築する分譲型規格共同住宅等が、第 10 条第二
号イ⑴に適合するものであること。

二　特定共同住宅等建築主が令和８年度以降の各
年度に新築する分譲型規格共同住宅等に係る
第１条第１項第二号ロ⑴の住宅部分の設計一
次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新
築する分譲型規格共同住宅等の特定共同住宅
等建築主基準一次エネルギー消費量（床面積、
設備等の条件により定まる特定共同住宅等建
築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る
基準となる一次エネルギー消費量をいう。以
下同じ。）の合計を超えないこと。

【特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量等】
第９条　前条第１項第二号の特定一戸建て住宅建築
主基準一次エネルギー消費量は、次の式により

算出した数値（その数値に小数点以下一位未満
の端数があるときは、これを切り上げる。第３
項において同じ。）とする。

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.85＋EM｝
×10−３

本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW
及び EM は、それぞれ次の数値を表すものとす
る。

E	ST　特定一戸建て住宅建築主基準一次エネル
ギー消費量（特定共同住宅等建築主基準一
次エネルギー消費量を算出する場合にあって
は、特定共同住宅等建築主基準一次エネル
ギー消費量）（単位　GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

２	 前条第２項第二号の特定共同住宅等建築主基準
一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長
屋又は共同住宅（以下「共同住宅等」という。）
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとお
りとする。

一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第一号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エ
ネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同
住宅等建築主基準一次エネルギー消費量とを
合計した数値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第二号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エ
ネルギー消費量を合計した数値

３　前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住

第 9条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の
式により算出した数値とする。

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.8＋EM｝
×10−３

４	 第３条第１項及び第２項の規定は、第２項第
一号の共用部分の特定共同住宅等建築主基準
一次エネルギー消費量について準用する。こ
の場合において、同条第１項中「EST=（ESAC＋
ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３」とあるの
は「EST={（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.8
＋EM}×10−３」とする。

第２章の２　特定一戸建て住宅建
設工事業者等の新たに建設する請
負型一戸建て規格住宅等のエネル
ギー消費性能の一層の向上のため
に必要な住宅の構造及び設備に関

する基準
【特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請
負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層
の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基
準】
第９条の２　特定一戸建て住宅建設工事業者の新た
に建設する請負型一戸建て規格住宅に係る法第
32 条第１項の経済産業省令・国土交通省令で
定める基準は、次の各号に定める基準とする。
ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を
適切に評価できる方法と認める方法によって特
定一戸建て住宅建設工事業者の新たに建設する
請負型一戸建て規格住宅が備えるべきエネル
ギー消費性能を有することが確かめられた場合
においては、この限りでない。
一　特定一戸建て住宅建設工事業者が令和６年度
以降に新たに建設する請負型一戸建て規格住
宅が、第１条第１項第二号イ⑴に適合するも
のであること。

二　特定一戸建て住宅建設工事業者が令和６年度
以降の各年度に新たに建設する請負型一戸建
て規格住宅に係る第１条第１項第二号ロ⑴の
住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計
が、当該年度に新たに建設する請負型一戸建
て規格住宅の特定一戸建て住宅建設工事業者

基準一次エネルギー消費量（床面積、設備等
の条件により定まる特定一戸建て住宅建設工
事業者の新たに建設する請負型一戸建て規格
住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量
をいう。次条第１項において同じ。）の合計
を超えないこと。

２	 特定共同住宅等建設工事業者の新たに建設する
請負型規格共同住宅等に係る法第 32 条第１項
の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、
次の各号に定める基準とする。ただし、国土交
通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価でき
る方法と認める方法によって特定共同住宅等建
設工事業者の新たに建設する請負型規格共同住
宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有する
ことが確かめられた場合においては、この限り
でない。

一　特定共同住宅等建設工事業者が令和６年度以
降に新たに建設する請負型規格共同住宅等
が、第１条第１項第二号イ⑴に適合するもの
であること。

二　特定共同住宅等建設工事業者が令和６年度以
降の各年度に新たに建設する請負型規格共同
住宅等に係る第１条第１項第二号ロ⑴の住宅
部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、
当該年度に新たに建設する請負型規格共同住
宅等の特定共同住宅等建設工事業者基準一次
エネルギー消費量（床面積、設備等の条件に
より定まる特定共同住宅等建設工事業者の新
たに建設する請負型規格共同住宅等に係る基
準となる一次エネルギー消費量をいう。以下
同じ。）の合計を超えないこと。

【特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次エネルギー消
費量等】
第９条の３　前条第１項第二号の特定一戸建て住宅
建設工事業者基準一次エネルギー消費量は、次
の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定めるとおりとする。

一　請負型一戸建て規格住宅（次号に掲げるもの
を除く。）�　　次の式により算出した数値（そ
の数値に小数点以下一位未満の端数があると
きは、これを切り上げる。次号及び第３項に
おいて同じ。）

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）× 0.8＋ＥＭ｝
×10−３

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　第 9条の 2
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本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW
及び EM は、それぞれ次の数値を表すものとす
る。
E	ST　特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次
エネルギー消費量（特定共同住宅等建設工事
業者基準一次エネルギー消費量を算出する場
合にあっては、特定共同住宅等建設工事業者
基準一次エネルギー消費量）（単位　GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

二　特定一戸建て住宅建設工事業者が経済産業大
臣及び国土交通大臣が定める年度以降に新た
に建設する請負型一戸建て規格住宅　　次の
式により算出した数値

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.75＋EM｝
×10−３

２	 前条第２項第二号の特定共同住宅等建設工事業
者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲
げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ当該各
号に定めるとおりとする。
一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第一号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準
一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特
定共同住宅等建設工事業者基準一次エネル
ギー消費量とを合計した数値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第二号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準
一次エネルギー消費量を合計した数値

３	 前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住

宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量
は、次の式により算出した数値とする。

	 EST＝{（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）× 0.9＋EM}×
10−３

４	 第３条第１項及び第２項の規定は、第２項第一
号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基
準一次エネルギー消費量について準用する。こ
の場合において、同条第１項中「EST＝（ESAC＋
ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10− 3」とあるの
は「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.9
＋EM｝×10− 3」とする。

第３章　建築物エネルギー�
消費性能誘導基準

【建築物エネルギー消費性能誘導基準】
第 10 条　法第 35 条第１項第一号の経済産業省令・
国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げ
る建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
める基準とする。

一　非住宅建築物　　次のイ及びロ（非住宅部分
の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐
車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その
他エネルギーの使用の状況に関してこれらに
類するもの（イ⑴及び別表第２において「工
場等」という。）の用途に供する場合にあっ
ては、ロ）に適合するものであること。ただし、
国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に
評価できる方法と認める方法によって非住宅
部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の
向上の促進のために誘導すべきエネルギー消
費性能を有することが確かめられた場合にお
いては、この限りでない。

イ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　国土交通大臣が定める方法により算出し
た非住宅部分（工場等の用途に供する部
分を除く。以下⑴及び⑵において同じ。）
の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁
の中心線から水平距離が５m以内の屋
内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及
び外気に接する床の直上の屋内の空間を
いう。以下⑴及び⑵において同じ。）の
年間熱負荷（１年間の暖房負荷及び冷房
負荷の合計をいう。以下⑴及び⑵におい

第 10 条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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本条において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW
及び EM は、それぞれ次の数値を表すものとす
る。
E	ST　特定一戸建て住宅建設工事業者基準一次
エネルギー消費量（特定共同住宅等建設工事
業者基準一次エネルギー消費量を算出する場
合にあっては、特定共同住宅等建設工事業者
基準一次エネルギー消費量）（単位　GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

二　特定一戸建て住宅建設工事業者が経済産業大
臣及び国土交通大臣が定める年度以降に新た
に建設する請負型一戸建て規格住宅　　次の
式により算出した数値

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.75＋EM｝
×10−３

２	 前条第２項第二号の特定共同住宅等建設工事業
者基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲
げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ当該各
号に定めるとおりとする。

一　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第一号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準
一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特
定共同住宅等建設工事業者基準一次エネル
ギー消費量とを合計した数値

二　住宅部分の設計一次エネルギー消費量を第４
条�第３項第二号の数値とした共同住宅等　　
単位住戸の特定共同住宅等建設工事業者基準
一次エネルギー消費量を合計した数値

３	 前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住

宅等建設工事業者基準一次エネルギー消費量
は、次の式により算出した数値とする。

	 EST＝{（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）× 0.9＋EM}×
10−３

４	 第３条第１項及び第２項の規定は、第２項第一
号の共用部分の特定共同住宅等建設工事業者基
準一次エネルギー消費量について準用する。こ
の場合において、同条第１項中「EST＝（ESAC＋
ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10− 3」とあるの
は「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.9
＋EM｝×10− 3」とする。

第３章　建築物エネルギー�
消費性能誘導基準

【建築物エネルギー消費性能誘導基準】
第 10 条　法第 35 条第１項第一号の経済産業省令・
国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げ
る建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定
める基準とする。

一　非住宅建築物　　次のイ及びロ（非住宅部分
の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐
車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その
他エネルギーの使用の状況に関してこれらに
類するもの（イ⑴及び別表第２において「工
場等」という。）の用途に供する場合にあっ
ては、ロ）に適合するものであること。ただし、
国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に
評価できる方法と認める方法によって非住宅
部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の
向上の促進のために誘導すべきエネルギー消
費性能を有することが確かめられた場合にお
いては、この限りでない。

イ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　国土交通大臣が定める方法により算出し
た非住宅部分（工場等の用途に供する部
分を除く。以下⑴及び⑵において同じ。）
の屋内周囲空間（各階の外気に接する壁
の中心線から水平距離が５m以内の屋
内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及
び外気に接する床の直上の屋内の空間を
いう。以下⑴及び⑵において同じ。）の
年間熱負荷（１年間の暖房負荷及び冷房
負荷の合計をいう。以下⑴及び⑵におい

第 10 条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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て同じ。）を屋内周囲空間の床面積の合
計で除した数値が、用途及び第１条第１
項第二号イ⑴の地域の区分（以下単に「地
域の区分」という。）に応じて別表第１
に掲げる数値以下であること。ただし、
非住宅部分を２以上の用途に供する場合
にあっては、当該非住宅部分の各用途の
屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用
途の屋内周囲空間の床面積の合計で除し
て得た数値が、用途及び地域の区分に応
じた別表第１に掲げる数値を各用途の屋
内周囲空間の床面積により加重平均した
数値以下であること。

⑵　非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モ
デル建築物（非住宅部分の形状を単純化
した建築物であって、屋内周囲空間の年
間熱負荷の算出に用いるべきものとして
国土交通大臣が認めるものをいう。以下
⑵において同じ。）について、国土交通
大臣が定める方法により算出した屋内周
囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床
面積の合計で除した数値が、用途及び地
域の区分に応じて別表第１に掲げる数値
以下であること。ただし、非住宅部分を
２以上の用途に供する場合にあっては、
当該非住宅部分に係る年間熱負荷モデル
建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱
負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床
面積の合計で除して得た数値が、用途及
び地域の区分に応じた別表第１に掲げる
数値を各用途の屋内周囲空間の床面積に
より加重平均した数値以下であること。

ロ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消
費量（実際の設計仕様の条件を基に算定
した一次エネルギー消費量であって、建
築物のエネルギー消費性能が建築物エネ
ルギー消費性能誘導基準に適合するかど
うかの審査に用いるものをいう。以下同
じ。）が、非住宅部分の誘導基準一次エ
ネルギー消費量（床面積、設備等の条件
により定まる建築物エネルギー消費性能
誘導基準となる一次エネルギー消費量を
いう。以下同じ。）を超えないこと。た
だし、非住宅部分を２以上の用途に供す

る場合にあっては、各用途に供する当該
非住宅部分ごとに算出した誘導設計一次
エネルギー消費量を合計した数値が、各
用途に供する当該非住宅部分ごとに算出
した誘導基準一次エネルギー消費量を合
計した数値を超えないこと。

⑵　非住宅部分の用途と同一の用途の一次エ
ネルギー消費量モデル建築物の誘導設計
一次エネルギー消費量が、当該一次エネ
ルギー消費量モデル建築物の誘導基準一
次エネルギー消費量を超えないこと。た
だし、非住宅部分を２以上の用途に供す
る場合にあっては、当該非住宅部分の各
用途と同一の用途の一次エネルギー消費
量モデル建築物ごとに算出した誘導設計
一次エネルギー消費量を合計した数値
が、当該非住宅部分の各用途と同一の用
途の一次エネルギー消費量モデル建築物
ごとに算出した誘導基準一次エネルギー
消費量を合計した数値を超えないこと。

二　住宅　　次のイ及びロに適合するものである
こと。ただし、国土交通大臣がエネルギー消
費性能を適切に評価できる方法と認める方法
によって住宅部分が建築物のエネルギー消費
性能の一層の向上の促進のために誘導すべき
エネルギー消費性能を有することが確かめら
れた場合においては、この限りでない。

イ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　第１条第１項第二号イ⑴の国土交通大臣
が定める方法により算出した単位住戸の
外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射
熱取得率が、次の表の左欄に掲げる地域
の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び
右欄に掲げる数値以下であること。

地域の
区分

外皮平均熱貫流率
（単位　１㎡１度に

つきＷ）

冷房期の
平均日射熱取得率

１ 0.40 −

２ 0.40 −

３ 0.50 −

４ 0.60 −

５ 0.60 3.0

６ 0.60 2.8

７ 0.60 2.7

８ − 6.7

⑵　住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　第 10 条
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失の防止に関する国土交通大臣が定める
基準に適合すること。

ロ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費
量が、住宅部分の誘導基準一次エネル
ギー消費量を超えないこと。

⑵　住宅部分が一次エネルギー消費量に関す
る国土交通大臣が定める基準に適合する
こと。

三　複合建築物　　次のイ又はロのいずれかに適
合するものであること。
ロ　次の⑴から⑶までに適合すること。
⑴　非住宅部分が第１条第１項第一号イに定
める基準に適合し、かつ、住宅部分が同
項第二号ロ⑴に適合すること。

⑵　複合建築物の誘導設計一次エネルギー消
費量が、複合建築物の誘導基準一次エネ
ルギー消費量を超えないこと。

⑶　非住宅部分が第一号イ⑴に定める基準に
適合し、かつ、住宅部分が前号イに適合
すること。

【非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量】
第 11 条　前条第一号ロ⑴の非住宅部分の誘導設計
一次エネルギー消費量及び同号ロ⑵の一次エネ
ルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネ
ルギー消費量は、次の式により算出した数値（そ
の数値に小数点以下一位未満の端数があるとき
は、これを切り上げる。）とする。

　　ET＝（EAC＋EV＋EL＋EW＋EEV−ES＋EM）×10−３

この式において、ET、EAC、EV、EL、EW、EEV、
ES 及び EMは、それぞれ次の数値を表すものと
する。
E	T　誘導設計一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	AC	第２条第１項の空気調和設備の設計一次エ
ネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	V　第２条第１項の空気調和設備以外の機械
換気設備の設計一次エネルギー消費量（単位
　MJ/ 年）
E	L　第２条第１項の照明設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	W　第２条第１項の給湯設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）

E	EV	第２条第１項の昇降機の設計一次エネル
ギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	S　エネルギー利用効率化設備（コージェネ
レーション設備に限る。次項並びに第 13 条
第１項及び第２項において同じ。）による誘
導設計一次エネルギー消費量の削減量（単位
　MJ/ 年）
E	M　第２条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

２	 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設
計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通
大臣が定める方法により算出するものとする。

【非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量】
第 12 条　第 10 条第一号ロ⑴の非住宅部分の誘導
基準一次エネルギー消費量及び同号ロ⑵の一次
エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次
エネルギー消費量は、次の式により算出した数
値（その数値に小数点以下１位未満の端数があ
るときは、これを切り上げる。）とする。

　　EST＝	｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×B＋EM｝
×10−３

この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、
ESEV、B 及び EM はそれぞれ次の数値を表すも
のとする。

E	ST　誘導基準一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	SAC　第３条第１項の空気調和設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第３条第１項の空気調和設備以外の機械
換気設備の基準一次エネルギー消費量（単位
　MJ/ 年）
E	SL　第３条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第３条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SEV　第３条第１項の昇降機の基準一次エネル
ギー消費量（単位　MJ/ 年）
Ｂ	　用途に応じて別表第２に掲げる第１条第１
項第一号イの非住宅部分の基準一次エネル
ギー消費量（第３条第１項のその他一次エ
ネルギー消費量を除く。別表第２において同

第 11 条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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失の防止に関する国土交通大臣が定める
基準に適合すること。

ロ　次の⑴又は⑵のいずれかに適合すること。
⑴　住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費
量が、住宅部分の誘導基準一次エネル
ギー消費量を超えないこと。

⑵　住宅部分が一次エネルギー消費量に関す
る国土交通大臣が定める基準に適合する
こと。

三　複合建築物　　次のイ又はロのいずれかに適
合するものであること。

ロ　次の⑴から⑶までに適合すること。
⑴　非住宅部分が第１条第１項第一号イに定
める基準に適合し、かつ、住宅部分が同
項第二号ロ⑴に適合すること。

⑵　複合建築物の誘導設計一次エネルギー消
費量が、複合建築物の誘導基準一次エネ
ルギー消費量を超えないこと。

⑶　非住宅部分が第一号イ⑴に定める基準に
適合し、かつ、住宅部分が前号イに適合
すること。

【非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量】
第 11 条　前条第一号ロ⑴の非住宅部分の誘導設計
一次エネルギー消費量及び同号ロ⑵の一次エネ
ルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネ
ルギー消費量は、次の式により算出した数値（そ
の数値に小数点以下一位未満の端数があるとき
は、これを切り上げる。）とする。

　　ET＝（EAC＋EV＋EL＋EW＋EEV−ES＋EM）×10−３

この式において、ET、EAC、EV、EL、EW、EEV、
ES 及び EMは、それぞれ次の数値を表すものと
する。
E	T　誘導設計一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	AC	第２条第１項の空気調和設備の設計一次エ
ネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	V　第２条第１項の空気調和設備以外の機械
換気設備の設計一次エネルギー消費量（単位
　MJ/ 年）
E	L　第２条第１項の照明設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	W　第２条第１項の給湯設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）

E	EV	第２条第１項の昇降機の設計一次エネル
ギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	S　エネルギー利用効率化設備（コージェネ
レーション設備に限る。次項並びに第 13 条
第１項及び第２項において同じ。）による誘
導設計一次エネルギー消費量の削減量（単位
　MJ/ 年）
E	M　第２条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

２	 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設
計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通
大臣が定める方法により算出するものとする。

【非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量】
第 12 条　第 10 条第一号ロ⑴の非住宅部分の誘導
基準一次エネルギー消費量及び同号ロ⑵の一次
エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次
エネルギー消費量は、次の式により算出した数
値（その数値に小数点以下１位未満の端数があ
るときは、これを切り上げる。）とする。

　　EST＝	｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×B＋EM｝
×10−３

この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、
ESEV、B 及び EM はそれぞれ次の数値を表すも
のとする。

E	ST　誘導基準一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	SAC　第３条第１項の空気調和設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第３条第１項の空気調和設備以外の機械
換気設備の基準一次エネルギー消費量（単位
　MJ/ 年）
E	SL　第３条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第３条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SEV　第３条第１項の昇降機の基準一次エネル
ギー消費量（単位　MJ/ 年）
Ｂ	　用途に応じて別表第２に掲げる第１条第１
項第一号イの非住宅部分の基準一次エネル
ギー消費量（第３条第１項のその他一次エ
ネルギー消費量を除く。別表第２において同

第 11 条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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じ。）に対する誘導基準一次エネルギー消費
量（同項のその他一次エネルギー消費量を除
く。別表第２において同じ。）の割合
E	M　第３条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

【住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量】
第 13 条　第 10 条第二号ロの住宅部分の誘導設計
一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の
数が一である場合に限る。）及び第３項各号の
単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、
次の式により算出した数値（その数値に小数点
以下一位未満の端数があるときは、これを切り
上げる。）とする。

　　ET＝（EH＋EC＋EV＋EL＋EW−ES＋EM）×10−３

この式において、ET、EH、EC、EV、EL、EW、
ES 及び EMは、それぞれ次の数値を表すものと
する。

E	T　誘導設計一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	H　第４条第１項の暖房設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	C　第４条第１項の冷房設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	V　第４条第１項の機械換気設備の設計一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	L　第４条第１項の照明設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	W　第４条第１項の給湯設備の設計一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	S　エネルギー利用効率化設備による誘導設
計一次エネルギー消費量の削減量（単位　
MJ/ 年）
E	M　第４条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

２	 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設
計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通
大臣が定める方法により算出するものとする。

３	 第 10 条第二号ロの住宅部分の誘導設計一次エ
ネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が一
である場合を除く。以下この項において同じ。）
は、次の各号のいずれかの数値とする。

一　単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の
合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消
費量とを合計した数値

二　単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を
合計した数値

４	 第 11 条第１項及び第２項の規定は、前項第一
号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量
について準用する。

【住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量】
第 14 条　第 10 条第二号ロ⑴の住宅部分の誘導基

準一次エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸
の数が１である場合に限る。）及び次項の単位
住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の
式により算出した数値（その数値に小数点以下
１位未満の端数があるときは、これを切り上げ
る。）とする。

　　EST＝	｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.8＋EM｝
×10−３

この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、
ESW 及び EM は、それぞれ次の数値を表すもの
とする。

E	ST　誘導基準一次エネルギー消費量（単位　
GJ/ 年）
E	SH　第５条第１項の暖房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SC　第５条第１項の冷房設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SV　第５条第１項の機械換気設備の基準一次
エネルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SL　第５条第１項の照明設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	SW　第５条第１項の給湯設備の基準一次エネ
ルギー消費量（単位　MJ/ 年）
E	M　第５条第１項のその他一次エネルギー消
費量（単位　MJ/ 年）

２	 第 10 条第二号ロ⑴の住宅部分の誘導基準一次
エネルギー消費量（住宅部分の単位住戸の数が
１である場合を除く。以下この項において同
じ。）は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一　住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　第 13 条
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前条�第３項第一号の数値とした住宅　　単位
住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計
と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量
とを合計した数値

二　住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を
前条�第３項第二号の数値とした住宅　　単位
住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計
した数値

３　第 12 条の規定は、前項第一号の共用部分の誘
導基準一次エネルギー消費量について準用す
る。この場合において、同条中「EST＝｛（ESAC＋
ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×B＋EM｝×10−３」とある
のは「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.8
＋EM｝×10−３」とする。

【複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量】
第 15 条　第 10 条第三号ロ⑵の複合建築物の誘導
設計一次エネルギー消費量は、第 11 条第１項
の規定により算出した非住宅部分の誘導設計一
次エネルギー消費量と第 13 条第１項又は第３
項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一
次エネルギー消費量を合計した数値とする。

【複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量】
第 16 条　第 10 条第三号ロ⑵の複合建築物の誘導
基準一次エネルギー消費量は、第 12 条の規定
により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネ
ルギー消費量と第 14 条第１項又は第２項の規
定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネ
ルギー消費量とを合計した数値とする

省令附則（抄）

【経過措置】
第２条　法第 19 条第１項の規定による届出に係る
住宅又は法第 27 条第１項の規定による評価及
び説明に係る住宅であって、地域の気候及び風
土に応じた住宅であることにより第１条第１項
第二号イに適合させることが困難であるものと
して国土交通大臣が定める基準に適合するもの
について、同号の規定を適用する場合において
は、当分の間、同号イの規定は、適用しない。

第３条　この省令の施行の際現に存する建築物（令
和４年 10 月１日以後にする法第 34 条第１項の
認定の申請に係るものを除く。次項並びに次条
第２項及び第３項において同じ。）の非住宅部

分について、第３条及び第 12 条の規定を適用
する場合においては、当分の間、第３条第１
項中「EST＝（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）
×10−３」とあるのは「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL
＋ESW＋ESEV）×1.1＋EM｝×10−３」と、第 12 条
中「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×B＋
EM｝×10−３」とあるのは「EST＝（ESAC＋ESV＋
ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３」とする。

２	 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅
部分について、第 10 条第一号の規定を適用す
る場合においては、当分の間、同号イの規定は、
適用しない。

第４条　この省令の施行の際現に存する建築物の住
宅部分について、第１条第１項第二号の規定を
適用する場合においては、同号ロ⑴に適合する
場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用
しない。

２	 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部
分について、第５条及び第 14 条の規定を適用
する場合においては、当分の間、第５条第１項
中「EST＝（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW＋EM）××
10−３」とあるのは「EST＝｛（ESH＋ESC＋ESV＋
ESL＋ESW）×１．１＋EM｝×10−３」と、同条第４
項中「準用する。」とあるのは「準用する。こ
の場合において、同条第１項中「EST＝（ESAC＋
ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３」とあるの
は、「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×1.1
＋EM｝×10−３」とする。」と、第 14 条第１項中
「EST＝｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.8＋EM｝
×10−３」とあるのは「EST＝（ESH＋ESC＋ESV＋
ES Ｌ＋ESW＋EM）×10−３」と、同条第３項中「EST
＝｛（ESAC＋ESV＋ES Ｌ＋ESW＋ESEV）×0.8＋EM｝
×10−３」とあるのは「EST＝（ESAC＋ESV＋ESＬ
＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３」とする。

３	 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部
分について、第 10 条第二号の規定を適用する
場合においては、当分の間、同号イの規定は、
適用しない。

第 1５ 条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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前条�第３項第一号の数値とした住宅　　単位
住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計
と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量
とを合計した数値

二　住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を
前条�第３項第二号の数値とした住宅　　単位
住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計
した数値

３　第 12 条の規定は、前項第一号の共用部分の誘
導基準一次エネルギー消費量について準用す
る。この場合において、同条中「EST＝｛（ESAC＋
ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×B＋EM｝×10−３」とある
のは「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×0.8
＋EM｝×10−３」とする。

【複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量】
第 15 条　第 10 条第三号ロ⑵の複合建築物の誘導
設計一次エネルギー消費量は、第 11 条第１項
の規定により算出した非住宅部分の誘導設計一
次エネルギー消費量と第 13 条第１項又は第３
項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一
次エネルギー消費量を合計した数値とする。

【複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量】
第 16 条　第 10 条第三号ロ⑵の複合建築物の誘導
基準一次エネルギー消費量は、第 12 条の規定
により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネ
ルギー消費量と第 14 条第１項又は第２項の規
定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネ
ルギー消費量とを合計した数値とする

省令附則（抄）

【経過措置】
第２条　法第 19 条第１項の規定による届出に係る
住宅又は法第 27 条第１項の規定による評価及
び説明に係る住宅であって、地域の気候及び風
土に応じた住宅であることにより第１条第１項
第二号イに適合させることが困難であるものと
して国土交通大臣が定める基準に適合するもの
について、同号の規定を適用する場合において
は、当分の間、同号イの規定は、適用しない。

第３条　この省令の施行の際現に存する建築物（令
和４年 10 月１日以後にする法第 34 条第１項の
認定の申請に係るものを除く。次項並びに次条
第２項及び第３項において同じ。）の非住宅部

分について、第３条及び第 12 条の規定を適用
する場合においては、当分の間、第３条第１
項中「EST＝（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）
×10−３」とあるのは「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL
＋ESW＋ESEV）×1.1＋EM｝×10−３」と、第 12 条
中「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×B＋
EM｝×10−３」とあるのは「EST＝（ESAC＋ESV＋
ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３」とする。

２	 この省令の施行の際現に存する建築物の非住宅
部分について、第 10 条第一号の規定を適用す
る場合においては、当分の間、同号イの規定は、
適用しない。

第４条　この省令の施行の際現に存する建築物の住
宅部分について、第１条第１項第二号の規定を
適用する場合においては、同号ロ⑴に適合する
場合に限り、当分の間、同号イの規定は、適用
しない。

２	 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部
分について、第５条及び第 14 条の規定を適用
する場合においては、当分の間、第５条第１項
中「EST＝（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW＋EM）××
10−３」とあるのは「EST＝｛（ESH＋ESC＋ESV＋
ESL＋ESW）×１．１＋EM｝×10−３」と、同条第４
項中「準用する。」とあるのは「準用する。こ
の場合において、同条第１項中「EST＝（ESAC＋
ESV＋ESL＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３」とあるの
は、「EST＝｛（ESAC＋ESV＋ESL＋ESW＋ESEV）×1.1
＋EM｝×10−３」とする。」と、第 14 条第１項中
「EST＝｛（ESH＋ESC＋ESV＋ESL＋ESW）×0.8＋EM｝
×10−３」とあるのは「EST＝（ESH＋ESC＋ESV＋
ES Ｌ＋ESW＋EM）×10−３」と、同条第３項中「EST
＝｛（ESAC＋ESV＋ES Ｌ＋ESW＋ESEV）×0.8＋EM｝
×10−３」とあるのは「EST＝（ESAC＋ESV＋ESＬ
＋ESW＋ESEV＋EM）×10−３」とする。

３	 この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部
分について、第 10 条第二号の規定を適用する
場合においては、当分の間、同号イの規定は、
適用しない。

第 1５ 条　●建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）
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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（抄）●　附則

別表第１（第10条関係）

用途
地域の区分

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

⑴ 事務所等 480 480 480 470 470 470 450 570

⑵ ホテル等 客室部 650 650 650 500 500 500 510 670

宴会場部 990 990 990 1260 1260 1260 1470 2220

⑶ 病院等 病室部 900 900 900 830 830 830 800 980

非病室部 460 460 460 450 450 450 440 650

⑷ 百貨店等 640 640 640 720 720 720 810 1290

⑸ 学校等 420 420 420 470 470 470 500 630

⑹ 飲食店等 710 710 710 820 820 820 900 1430

⑺ 集会所等 図書館等 590 590 590 580 580 580 550 650

体育館等 790 790 790 910 910 910 910 1000

映画館等 1490 1490 1490 1510 1510 1510 1510 2090

備考
１　単位は、１㎡１年につきMJとする。
２　「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第２において同じ。
３　「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第２において同じ。
４　「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第２にお
いて同じ。

５　「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第２において同
じ。

６　「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況
に関してこれらに類するものをいう。別表第２において同じ。

７　「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。別表第
２において同じ。

８　「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、
公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状
況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に
関してこれらに類するものをいう。別表第２において同じ。

別表第２（第12条関係）

用途 第１条第１項第一号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量
に対する誘導基準一次エネルギー消費量の割合

⑴ 事務所等 0.6

⑵ ホテル等 0.7

⑶ 病院等 0.7

⑷ 百貨店等 0.7

⑸ 学校等 0.6

⑹ 飲食店等 0.7

⑺ 集会所等 0.7

⑻ 工場等 0.6

備考
「集会所等」とは、図書館等、体育館等及び映画館等をいう。

線引きはありません
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都市の低炭素化の促進に
関する法律（抄）

平成 24 年９月５日法律第 84 号

最終改正：令和３年５月 10 日法律第 31 号

【目的】
第１条　この法律は、社会経済活動その他の活動に
伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市に
おいて発生しているものであることに鑑み、都
市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策
定について定めるとともに、市町村による低炭
素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別
の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のため
の措置を講ずることにより、地球温暖化対策
の推進に関する法律（平成10年法律第117号）と相まっ
て、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市
の健全な発展に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「都市の低炭素化」とは、
都市における社会経済活動その他の活動に伴っ
て発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びに
その吸収作用を保全し、及び強化することをい
う。

２	 この法律において「低炭素まちづくり計画」と
は、市町村が作成する都市の低炭素化を促進す
るためのまちづくりに関する計画であって、第
７条の規定により作成されたものをいう。

３	 この法律において「低炭素建築物」とは、二酸
化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、
第 54 条第１項の認定を受けた第 53 条第１項に
規定する低炭素建築物新築等計画（変更があっ
たときは、その変更後のもの）に基づき新築又
は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空
気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改
修が行われ、又は行われたものをいう。

【基本方針】
第３条　国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣
は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方
針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ
ばならない。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　都市の低炭素化の促進の意義及び目標に関す
る事項

第 1条　●都市の低炭素化の促進に関する法律（抄）
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関する法律（抄）
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最終改正：令和３年５月 10 日法律第 31 号

【目的】
第１条　この法律は、社会経済活動その他の活動に
伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市に
おいて発生しているものであることに鑑み、都
市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策
定について定めるとともに、市町村による低炭
素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別
の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のため
の措置を講ずることにより、地球温暖化対策
の推進に関する法律（平成10年法律第117号）と相まっ
て、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市
の健全な発展に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「都市の低炭素化」とは、
都市における社会経済活動その他の活動に伴っ
て発生する二酸化炭素の排出を抑制し、並びに
その吸収作用を保全し、及び強化することをい
う。

２	 この法律において「低炭素まちづくり計画」と
は、市町村が作成する都市の低炭素化を促進す
るためのまちづくりに関する計画であって、第
７条の規定により作成されたものをいう。

３	 この法律において「低炭素建築物」とは、二酸
化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、
第 54 条第１項の認定を受けた第 53 条第１項に
規定する低炭素建築物新築等計画（変更があっ
たときは、その変更後のもの）に基づき新築又
は増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは空
気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改
修が行われ、又は行われたものをいう。
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第３条　国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣
は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方
針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ
ばならない。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　都市の低炭素化の促進の意義及び目標に関す
る事項
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された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内
における病院、共同住宅その他の多数の者が利
用する建築物（以下「特定建築物」という。）
及びその敷地の整備に関する事業（これと併せ
て整備する道路、公園その他の公共施設（次条
第１項第三号において「特定公共施設」という。）
の整備に関する事業を含む。）並びにこれに附
帯する事業であって、都市機能の集約を図るた
めの拠点の形成に資するもの（以下「集約都市
開発事業」という。）を施行しようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、当該低炭
素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に
関する計画（以下「集約都市開発事業計画」と
いう。）を作成し、市町村長の認定を申請する
ことができる。

２	 集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を
記載しなければならない。

一　集約都市開発事業を施行する区域
二　集約都市開発事業の内容
三　集約都市開発事業の施行予定期間
四　集約都市開発事業の資金計画
五　集約都市開発事業の施行による都市の低炭素
化の効果

六　その他国土交通省令で定める事項
【集約都市開発事業計画の認定基準等】
第 10 条　市町村長は、前条第１項の規定による認
定の申請があった場合において、当該申請に係
る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適
合すると認めるときは、その認定をすることが
できる。

一　当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を
図るための拠点の形成に貢献し、これを通じ
て、二酸化炭素の排出を抑制するものである
と認められること。

二　集約都市開発事業計画（特定建築物の整備に
係る部分に限る。次項から第４項まで及び第
６項において同じ。）が第 54 条第１項第一号
及び第二号に掲げる基準に適合するものであ
ること。

三　当該集約都市開発事業により整備される特定
建築物の敷地又は特定公共施設において緑化
その他の都市の低炭素化のための措置が講じ
られるものであること。

四　集約都市開発事業計画に記載された事項が当
該集約都市開発事業を確実に遂行するため適

二　都市の低炭素化の促進のために政府が実施す
べき施策に関する基本的な方針

三　低炭素まちづくり計画の作成に関する基本的
な事項

四　低炭素建築物の普及の促進に関する基本的な
事項

五　都市の低炭素化の促進に関する施策の効果に
ついての評価に関する基本的な事項

六　前各号に掲げるもののほか、都市の低炭素化
の促進に関する重要事項

３	 基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施
策に関する国の計画との調和が保たれたもので
なければならない。

４	 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、
基本方針を定めようとするときは、関係行政機
関の長に協議しなければならない。

５	 国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、
基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。

６	 前３項の規定は、基本方針の変更について準用
する。

【事業者の責務】
第６条　事業者は、土地の利用、旅客又は貨物の運
送その他の事業活動に関し、都市の低炭素化に
自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実
施する都市の低炭素化の促進に関する施策に協
力しなければならない。

【低炭素まちづくり計画】
第７条　市町村は、単独で又は共同して、基本方針
に基づき、当該市町村の区域内の区域（都市計
画法（昭和43年法律第100号）第７条第１項に規定する
市街化区域の区域（同項に規定する区域区分に
関する都市計画が定められていない同法第４条
第２項に規定する都市計画区域にあっては、同
法第８条第１項第一号に規定する用途地域が定
められている土地の区域。第 53 条第１項にお
いて「市街化区域等」という。）に限る。）であっ
て都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的
に推進することが効果的であると認められるも
のについて、低炭素まちづくり計画を作成する
ことができる。

２〜８　（略）

【集約都市開発事業計画の認定】
第９条　第７条第２項第二号イに掲げる事項が記載

都市の低炭素化の促進に関する法律（抄）●　第 6条

線引きはありません



892 低炭素化法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

を記載しなければならない。
一　建築物の位置
二　建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並び
に敷地面積

三　低炭素化のための建築物の新築等に係る資金
計画

四　その他国土交通省令で定める事項
【低炭素建築物新築等計画の認定基準等】
第 54 条　所管行政庁は、前条第１項の規定による
認定の申請があった場合において、当該申請に
係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準
に適合すると認めるときは、その認定をするこ
とができる。

一　当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の
効率性その他の性能が、建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律第２条第１項第
三号に規定する建築物エネルギー消費性能基
準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性
能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭
素化の促進のために誘導すべき経済産業大
臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準
に適合するものであること。

二　低炭素建築物新築等計画に記載された事項が
基本方針に照らして適切なものであること。

三　前条第２項第三号の資金計画が低炭素化のた
めの建築物の新築等を確実に遂行するため適
切なものであること。

２	 前条第１項の規定による認定の申請をする者
は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該
申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事
に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が建築
基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規
定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し
出ることができる。この場合においては、当該
申請に併せて、同項の規定による確認の申請書
を提出しなければならない。

３	 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、
速やかに、当該申出に係る低炭素建築物新築等
計画を建築主事に通知しなければならない。

４	 建築基準法第18条第３項及び第14項の規定は、
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合
について準用する。

５	 所管行政庁が、前項において準用する建築基準
法第 18 条第３項の規定による確認済証の交付
を受けた場合において、第１項の認定をしたと

切なものであること。
五　当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的
基礎及びこれを的確に遂行するために必要な
その他の能力が十分であること。

２　建築主事を置かない市町村（その区域内におい
て施行される集約都市開発事業により整備され
る特定建築物が政令で定める建築物である場合
における建築基準法（昭和25年法律第201号）第 97 条
の２第１項又は第 97 条の３第１項の規定によ
り建築主事を置く市町村を含む。）の市町村長
は、前項の認定をしようとするときは、当該認
定に係る集約都市開発事業計画が同項第二号に
掲げる基準に適合することについて、あらかじ
め、都道府県知事に協議し、その同意を得なけ
ればならない。

３〜 10（略）

【特定建築物に関する特例】
第 16 条　認定集約都市開発事業により整備される
特定建築物については、低炭素建築物とみなし
て、この法律の規定を適用する。

【低炭素建築物新築等計画の認定】
第 53 条　市街化区域等内において、建築物の低炭
素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素
化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは
模様替若しくは建築物への空気調和設備その他
の＊１ 政令で定める建築設備（以下この項にお
いて「空気調和設備等」という。）の設置若し
くは建築物に設けた空気調和設備等の改修（以
下「低炭素化のための建築物の新築等」という。）
をしようとする者は、国土交通省令で定めると
ころにより、低炭素化のための建築物の新築等
に関する計画（以下「低炭素建築物新築等計画」
という。）を作成し、所管行政庁（建築主事を
置く市町村の区域については市町村長をいい、
その他の市町村の区域については都道府県知事
をいう。ただし、建築基準法第 97 条の２第１
項又は第 97 条の３第１項の規定により建築主
事を置く市町村の区域内の＊２ 政令で定める建
築物については、都道府県知事とする。以下同
じ。）の認定を申請することができる。

▪＊１ 政令【空気調和設備等】令１１条�➡８９４ 

▪＊２ 政令【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】

令１２条�➡８９５ 

２	 低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項

第 16 条　●都市の低炭素化の促進に関する法律（抄）
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を記載しなければならない。
一　建築物の位置
二　建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並び
に敷地面積

三　低炭素化のための建築物の新築等に係る資金
計画

四　その他国土交通省令で定める事項
【低炭素建築物新築等計画の認定基準等】
第 54 条　所管行政庁は、前条第１項の規定による
認定の申請があった場合において、当該申請に
係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準
に適合すると認めるときは、その認定をするこ
とができる。

一　当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の
効率性その他の性能が、建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律第２条第１項第
三号に規定する建築物エネルギー消費性能基
準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性
能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭
素化の促進のために誘導すべき経済産業大
臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準
に適合するものであること。

二　低炭素建築物新築等計画に記載された事項が
基本方針に照らして適切なものであること。

三　前条第２項第三号の資金計画が低炭素化のた
めの建築物の新築等を確実に遂行するため適
切なものであること。

２	 前条第１項の規定による認定の申請をする者
は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該
申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事
に通知し、当該低炭素建築物新築等計画が建築
基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規
定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し
出ることができる。この場合においては、当該
申請に併せて、同項の規定による確認の申請書
を提出しなければならない。

３	 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、
速やかに、当該申出に係る低炭素建築物新築等
計画を建築主事に通知しなければならない。

４	 建築基準法第18条第３項及び第14項の規定は、
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合
について準用する。

５	 所管行政庁が、前項において準用する建築基準
法第 18 条第３項の規定による確認済証の交付
を受けた場合において、第１項の認定をしたと

切なものであること。
五　当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的
基礎及びこれを的確に遂行するために必要な
その他の能力が十分であること。

２　建築主事を置かない市町村（その区域内におい
て施行される集約都市開発事業により整備され
る特定建築物が政令で定める建築物である場合
における建築基準法（昭和25年法律第201号）第 97 条
の２第１項又は第 97 条の３第１項の規定によ
り建築主事を置く市町村を含む。）の市町村長
は、前項の認定をしようとするときは、当該認
定に係る集約都市開発事業計画が同項第二号に
掲げる基準に適合することについて、あらかじ
め、都道府県知事に協議し、その同意を得なけ
ればならない。

３〜 10（略）

【特定建築物に関する特例】
第 16 条　認定集約都市開発事業により整備される
特定建築物については、低炭素建築物とみなし
て、この法律の規定を適用する。

【低炭素建築物新築等計画の認定】
第 53 条　市街化区域等内において、建築物の低炭
素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素
化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは
模様替若しくは建築物への空気調和設備その他
の＊１ 政令で定める建築設備（以下この項にお
いて「空気調和設備等」という。）の設置若し
くは建築物に設けた空気調和設備等の改修（以
下「低炭素化のための建築物の新築等」という。）
をしようとする者は、国土交通省令で定めると
ころにより、低炭素化のための建築物の新築等
に関する計画（以下「低炭素建築物新築等計画」
という。）を作成し、所管行政庁（建築主事を
置く市町村の区域については市町村長をいい、
その他の市町村の区域については都道府県知事
をいう。ただし、建築基準法第 97 条の２第１
項又は第 97 条の３第１項の規定により建築主
事を置く市町村の区域内の＊２ 政令で定める建
築物については、都道府県知事とする。以下同
じ。）の認定を申請することができる。

▪＊１ 政令【空気調和設備等】令１１条�➡８９４ 

▪＊２ 政令【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】

令１２条�➡８９５ 

２	 低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項

第 16 条　●都市の低炭素化の促進に関する法律（抄）
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【報告の徴収】
第 56 条　所管行政庁は、認定建築主に対し、第 54
条第１項の認定を受けた低炭素建築物新築等計
画（変更があったときは、その変更後のもの。
次条において「認定低炭素建築物新築等計画」
という。）に基づく低炭素化のための建築物の
新築等（次条及び第 59 条において「低炭素建
築物の新築等」という。）の状況について報告
を求めることができる。

【改善命令】
第 57条　所管行政庁は、認定建築主が認定低炭素

建築物新築等計画に従って低炭素建築物の新築
等を行っていないと認めるときは、当該認定建築
主に対し、相当の期限を定めて、その改善に必
要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【低炭素建築物新築等計画の認定の取消し】
第 58 条　所管行政庁は、認定建築主が前条の規定
による命令に違反したときは、第 54 条第１項
の認定を取り消すことができる。

【助言及び指導】
第 59 条　所管行政庁は、認定建築主に対し、低炭
素建築物の新築等に関し必要な助言及び指導を
行うよう努めるものとする。

【低炭素建築物の容積率の特例】
第 60 条　建築基準法第 52 条第１項、第２項、第
７項、第 12 項及び第 14 項、第 57 条の２第３
項第二号、第 57 条の３第２項、第 59 条第１項
及び第３項、第59条の２第１項、第60条第１項、
第 60 条の２第１項及び第４項、第 68 条の３第
１項、第 68 条の４、第 68 条の５（第二号イを
除く。）、第 68 条の５の２（第二号イを除く。）、
第 68 条の５の３第１項（第一号ロを除く。）、
第 68 条の５の４（第一号ロを除く。）、第 68 条
の５の５第１項第一号ロ、第 68 条の８、第 68
条の９第１項、第 86 条第３項及び第４項、第
86 条の２第２項及び第３項、第 86 条の５第３
項並びに第 86 条の６第１項に規定する建築物
の容積率（同法第 59 条第１項、第 60 条の２第
１項及び第 68 条の９第１項に規定するものに
ついては、これらの規定に規定する建築物の容
積率の最高限度に係る場合に限る。）の算定の
基礎となる延べ面積には、同法第 52 条第３項
及び第６項に定めるもののほか、低炭素建築物
の床面積のうち、第 54 条第１項第一号に掲げ
る基準に適合させるための措置をとることによ

都市の低炭素化の促進に関する法律（抄）●　第 ５５ 条

きは、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計
画は、同法第６条第１項の確認済証の交付が
あったものとみなす。

６	 所管行政庁は、第４項において準用する建築基
準法第 18 条第 14 項の規定による通知書の交付
を受けた場合においては、第１項の認定をして
はならない。

７	 建築基準法第 12 条第８項及び第９項並びに第
93 条から第 93 条の３までの規定は、第４項に
おいて準用する同法第 18 条第３項及び第 14 項
の規定による確認済証及び通知書の交付につい
て準用する。

８	 低炭素化のための建築物の新築等をしようとす
る者がその低炭素建築物新築等計画について第
１項の認定を受けたときは、当該低炭素化のた
めの建築物の新築等のうち、建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する法律第 12 条第１
項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受
けなければならないものについては、第２項の
規定による申出があった場合及び同法第２条第
２項の条例が定められている場合を除き、同法
第 12 条第３項の規定により適合判定通知書の
交付を受けたものとみなして、同条第６項から
第８項までの規定を適用する。

９	 低炭素化のための建築物の新築等をしようとす
る者がその低炭素建築物新築等計画について第
１項の認定を受けたときは、当該低炭素化のた
めの建築物の新築等のうち、建築物のエネル
ギー消費性能の向上に関する法律第 19 条第１
項の規定による届出をしなければならないもの
については、同法第２条第２項の条例が定めら
れている場合を除き、同法第 19 条第１項の規
定による届出をしたものとみなす。この場合に
おいては、同条第２項及び第３項の規定は、適
用しない。

【低炭素建築物新築等計画の変更】
第 55 条　前条第１項の認定を受けた者（以下「認
定建築主」という。）は、当該認定を受けた低
炭素建築物新築等計画の変更（国土交通省令で
定める軽微な変更を除く。）をしようとすると
きは、国土交通省令で定めるところにより、所
管行政庁の認定を受けなければならない。

▪省令【軽微な変更】規則４４条�➡８９５ 

２	 前条の規定は、前項の認定について準用する。
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都市の低炭素化の促進に関する
法律施行令（抄）

平成 24 年 11 月 30 日政令第 286 号

最終改正：令和４年３月 25 日政令第 84 号

【都道府県知事の同意を要する建築物】
第３条　法第 10 条第２項の政令で定める建築物は、
次の各号に掲げる区域内において整備される当
該各号に定める建築物とする。

一　建築基準法（昭和25年法律第201号）第 97 条の２第
１項の規定により建築主事を置く市町村の区
域　　同法第６条第１項第四号に掲げる建築
物（その新築、改築、増築、移転又は用途の
変更に関して、法律並びにこれに基づく命令
及び条例の規定により都道府県知事の許可を
必要とするものを除く。）以外の建築物

二　建築基準法第 97 条の３第１項の規定により
建築主事を置く特別区の区域　　次に掲げる
建築物

イ　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第
338号）第２条第１項第四号の延べ面積をい
う。第 13 条において同じ。）が１万㎡を超
える建築物

ロ　その新築、改築、増築、移転又は用途の変
更に関して、建築基準法第 51 条（同法第
87 条第２項及び第３項において準用する
場合を含み、市町村都市計画審議会が置か
れている特別区にあっては、卸売市場、と
畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に
限る。）の規定又は同法以外の法律若しく
はこれに基づく命令若しくは条例の規定に
より都知事の許可を必要とする建築物（地
方自治法（昭和22年法律第67号）第 252 条の 17 の
２第１項の規定により当該許可に関する事
務を特別区が処理することとされた場合に
おける当該建築物を除く。）

【空気調和設備等】
第 11 条　法第 53 条第１項の政令で定める建築設
備は、次のとおりとする。

一　空気調和設備その他の機械換気設備
二　照明設備
三　給湯設備
四　昇降機

り通常の建築物の床面積を超えることとなる場
合における政令で定める床面積は、算入しない
ものとする。

▪政令【低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積】

令１３条�➡８９５ 

第60条　●都市の低炭素化の促進に関する法律（抄）、第3条　●都市の低炭素化の促進に関する法律施行令（抄）
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都市の低炭素化の促進に関する
法律施行令（抄）

平成 24 年 11 月 30 日政令第 286 号

最終改正：令和４年３月 25 日政令第 84 号

【都道府県知事の同意を要する建築物】
第３条　法第 10 条第２項の政令で定める建築物は、
次の各号に掲げる区域内において整備される当
該各号に定める建築物とする。

一　建築基準法（昭和25年法律第201号）第 97 条の２第
１項の規定により建築主事を置く市町村の区
域　　同法第６条第１項第四号に掲げる建築
物（その新築、改築、増築、移転又は用途の
変更に関して、法律並びにこれに基づく命令
及び条例の規定により都道府県知事の許可を
必要とするものを除く。）以外の建築物

二　建築基準法第 97 条の３第１項の規定により
建築主事を置く特別区の区域　　次に掲げる
建築物

イ　延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年政令第
338号）第２条第１項第四号の延べ面積をい
う。第 13 条において同じ。）が１万㎡を超
える建築物

ロ　その新築、改築、増築、移転又は用途の変
更に関して、建築基準法第 51 条（同法第
87 条第２項及び第３項において準用する
場合を含み、市町村都市計画審議会が置か
れている特別区にあっては、卸売市場、と
畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に
限る。）の規定又は同法以外の法律若しく
はこれに基づく命令若しくは条例の規定に
より都知事の許可を必要とする建築物（地
方自治法（昭和22年法律第67号）第 252 条の 17 の
２第１項の規定により当該許可に関する事
務を特別区が処理することとされた場合に
おける当該建築物を除く。）

【空気調和設備等】
第 11 条　法第 53 条第１項の政令で定める建築設
備は、次のとおりとする。

一　空気調和設備その他の機械換気設備
二　照明設備
三　給湯設備
四　昇降機

り通常の建築物の床面積を超えることとなる場
合における政令で定める床面積は、算入しない
ものとする。

▪政令【低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積】

令１３条�➡８９５ 

第60条　●都市の低炭素化の促進に関する法律（抄）、第3条　●都市の低炭素化の促進に関する法律施行令（抄）
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【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
第 12 条　法第 53 条第１項の政令で定める建築物
は、第３条に規定する建築物とする。

【低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積】
第 13 条　法第 60 条の政令で定める床面積は、低
炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面
積を超えることとなるものとして国土交通大臣
が定めるもの（当該床面積が当該低炭素建築物
の延べ面積の　	を超える場合においては、当
該低炭素建築物の延べ面積の　	）とする。

1
20

1
20

都市の低炭素化の促進に関する�
法律施行規則（抄）

平成 24 年 12 月３日国土交通省令第 86 号

最終改正：令和４年 11 月７日国土交通省令第 79 号

【低炭素建築物新築等計画の軽微な変更】
第 44 条　法第 55 条第１項の国土交通省令で定め
る軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一　低炭素化のための建築物の新築等に関する工
事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以
内の変更

二　前号に掲げるもののほか、建築物のエネル
ギーの使用の効率性その他の性能を向上させ
る変更その他の変更後も認定に係る低炭素建
築物新築等計画が法第 54 条第１項各号に掲
げる基準に適合することが明らかな変更（同
条第２項の規定により建築基準関係規定に適
合するかどうかの審査を受けるよう申し出た
場合には、建築基準法第６条第１項（同法第
87 条第１項において準用する場合を含む。）
に規定する軽微な変更であるものに限る。）

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令（抄）●　第 12 条、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則（抄）●　第 ４４ 条



896 建築物衛生法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

建築物における衛生的環境の�
確保に関する法律（抄）

昭和 45 年４月 14 日法律第 20 号

最終改正：平成 30 年５月 30 日法律第 33 号

【目的】
第１条　この法律は、多数の者が使用し、又は利用
する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な
事項等を定めることにより、その建築物におけ
る衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生
の向上及び増進に資することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「特定建築物」とは、興
行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅
等の用に供される相当程度の規模を有する建築
物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第一号
に掲げる建築物をいう。以下同じ。）で、多数
の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管
理について環境衛生上特に配慮が必要なものと
して政令で定めるものをいう。

▪政令【特定建築物】令１条�➡８９７ 

２	 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面
積等により特定建築物を定めるものとする。

【建築物環境衛生管理基準】
第４条　特定建築物の所有者、占有者その他の者で
当該特定建築物の維持管理について権原を有す
るものは、政令で定める基準（以下「建築物環
境衛生管理基準」という。）に従って当該特定
建築物の維持管理をしなければならない。

▪政令【建築物環境衛生管理基準】令２条�➡８９７ 

２	 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、
給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の
防除その他環境衛生上良好な状態を維持するの
に必要な措置について定めるものとする。

３	 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、
又は利用するものの所有者、占有者その他の者
で当該建築物の維持管理について権原を有する
ものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該
建築物の維持管理をするように努めなければな
らない。

【特定建築物についての届出】
第５条　特定建築物の所有者（所有者以外に当該特
定建築物の全部の管理について権原を有する者
があるときは、当該権原を有する者）（以下「特

建築物における衛生的環境の�
確保に関する法律（抄）

【目次】
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第６条�［建築物環境衛生管理技術者の選任］‥‥‥‥‥‥897
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第 1条　●建築物における衛生的環境の確保に関する法律（抄）
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建築物における衛生的環境の�
確保に関する法律（抄）

昭和 45 年４月 14 日法律第 20 号

最終改正：平成 30 年５月 30 日法律第 33 号

【目的】
第１条　この法律は、多数の者が使用し、又は利用
する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な
事項等を定めることにより、その建築物におけ
る衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生
の向上及び増進に資することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「特定建築物」とは、興
行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅
等の用に供される相当程度の規模を有する建築
物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第一号
に掲げる建築物をいう。以下同じ。）で、多数
の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管
理について環境衛生上特に配慮が必要なものと
して政令で定めるものをいう。

▪政令【特定建築物】令１条�➡８９７ 

２	 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面
積等により特定建築物を定めるものとする。

【建築物環境衛生管理基準】
第４条　特定建築物の所有者、占有者その他の者で
当該特定建築物の維持管理について権原を有す
るものは、政令で定める基準（以下「建築物環
境衛生管理基準」という。）に従って当該特定
建築物の維持管理をしなければならない。

▪政令【建築物環境衛生管理基準】令２条�➡８９７ 

２	 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、
給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の
防除その他環境衛生上良好な状態を維持するの
に必要な措置について定めるものとする。

３	 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、
又は利用するものの所有者、占有者その他の者
で当該建築物の維持管理について権原を有する
ものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該
建築物の維持管理をするように努めなければな
らない。

【特定建築物についての届出】
第５条　特定建築物の所有者（所有者以外に当該特
定建築物の全部の管理について権原を有する者
があるときは、当該権原を有する者）（以下「特

建築物における衛生的環境の�
確保に関する法律（抄）

【目次】

第１条�［目的］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥896
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建築物における衛生的環境の確保に�
関する法律施行令（抄）

昭和 45 年 10 月 12 日政令第 304 号

最終改正：令和３年 12 月 24 日政令第 347 号

【特定建築物】
第１条　建築物における衛生的環境の確保に関する
法律（以下「法」という。）第２条第１項の政
令で定める建築物は、次に掲げる用途に供され
る部分の延べ面積（建築基準法施行令（昭和25年
政令第338号）第２条第１項第三号に規定する床面
積の合計をいう。以下同じ。）が 3,000㎡以上の
建築物及び専ら学校教育法（昭和22年法律第26号）第
１条に規定する学校又は就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する
幼保連携型認定こども園（第三号において「第
１条学校等」という。）の用途に供される建築
物で延べ面積が 8,000㎡以上のものとする。

一　興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、
美術館又は遊技場

二　店舗又は事務所
三　第１条学校等以外の学校（研修所を含む。）
四　旅館

【建築物環境衛生管理基準】
第２条　法第４条第１項の政令で定める基準は、次
のとおりとする。

一　空気環境の調整は、次に掲げるところによる
こと。

イ　空気調和設備（空気を浄化し、その温度、
湿度及び流量を調節して供給（排出を含む。
以下この号において同じ。）をすることが
できる設備をいう。ニにおいて同じ。）を
設けている場合は、厚生労働省令で定める
ところにより、居室における次の表の各号
の左欄に掲げる事項がおおむね当該各号の
右欄に掲げる基準に適合するように空気を
浄化し、その温度、湿度又は流量を調節し
て供給をすること。

定建築物所有者等」という。）は、当該特定建
築物が使用されるに至ったときは、その日から
１箇月以内に、厚生労働省令の定めるところに
より、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ
面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理
技術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項
を都道府県知事（保健所を設置する市又は特別
区にあっては、市長又は区長。以下この章並び
に第 13 条第２項及び第３項において同じ。）に
届け出なければならない。

２	 前項の規定は、現に使用されている建築物が、
第２条第１項の政令を改正する政令の施行に伴
い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増
加等により、新たに特定建築物に該当すること
となった場合について準用する。この場合にお
いて、前項中「当該特定建築物が使用されるに
至ったとき」とあるのは、「建築物が特定建築
物に該当することとなったとき」と読み替える
ものとする。

３	 特定建築物所有者等は、前２項の規定による届
出事項に変更があったとき、又は当該特定建築
物が用途の変更等により特定建築物に該当しな
いこととなったときは、その日から１箇月以内
に、その旨を都道府県知事に届け出なければな
らない。

【建築物環境衛生管理技術者の選任】
第６条　特定建築物所有者等は、当該特定建築物の
維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように
監督をさせるため、厚生労働省令の定めるとこ
ろにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有
する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を
選任しなければならない。

２	 建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物
の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って
行なわれるようにするため必要があると認める
ときは、当該特定建築物の所有者、占有者その
他の者で当該特定建築物の維持管理について権
原を有するものに対し、意見を述べることがで
きる。この場合においては、当該権原を有する
者は、その意見を尊重しなければならない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（抄）●　第 6 条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（抄）●　第 1 条

〔

〔

〕

〕
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る動物（ロにおいて「ねずみ等」という。）
の防除は、次に掲げるところによること。

イ　厚生労働省令で定めるところにより、掃除
を行い、廃棄物を処理すること。

ロ　厚生労働省令で定めるところにより、ねず
み等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行
うこと。

１　浮遊粉じんの量 空気１㎥につき0.15㎎以下

２　一酸化炭素の含有率 　　　　以下

３　二酸化炭素の含有率 　　　　以下

４　温度

１　18度以上28度以下
２　居室における温度を外気の
温度より低くする場合は、そ
の差を著しくしないこと。

５　相対湿度 40％以上70％以下

６　気流 0.5ｍ/秒以下

７　ホルムアルデヒドの量 空気１㎥につき0.1㎎以下

ロ　機械換気設備（空気を浄化し、その流量を
調節して供給をすることができる設備をい
う。）を設けている場合は、厚生労働省令
で定めるところにより、居室におけるイの
表の第１号から第３号まで、第６号及び第
７号の左欄に掲げる事項がおおむね当該各
号の右欄に掲げる基準に適合するように空
気を浄化し、その流量を調節して供給をす
ること。

ハ　イの表の各号の右欄に掲げる基準を適用す
る場合における当該各号の左欄に掲げる事
項についての測定の方法は、厚生労働省令
で定めるところによること。

ニ　空気調和設備を設けている場合は、厚生労
働省令で定めるところにより、病原体に
よって居室の内部の空気が汚染されること
を防止するための措置を講ずること。

二　給水及び排水の管理は、次に掲げるところに
よること。
イ　給水に関する設備（水道法（昭和32年法律第177

号）第３条第９項に規定する給水装置を除
く。ロにおいて同じ。）を設けて人の飲用
その他の厚生労働省令で定める目的のため
に水を供給する場合は、厚生労働省令で定
めるところにより、同法第４条の規定によ
る水質基準に適合する水を供給すること。

ロ　給水に関する設備を設けてイに規定する目
的以外の目的のために水を供給する場合
は、厚生労働省令で定めるところにより、
人の健康に係る被害が生ずることを防止す
るための措置を講ずること。

ハ　排水に関する設備の正常な機能が阻害され
ることにより汚水の漏出等が生じないよう
に、当該設備の補修及び掃除を行うこと。

三　清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定め
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第 2条　●建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（抄）
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建設工事に係る資材の�
再資源化等に関する法律（抄）

平成 12 年５月 31 日法律第 104 号

最終改正：令和３年５月 19 日法律第 37 号

【目的】
第１条　この法律は、特定の建設資材について、そ
の分別解体等及び再資源化等を促進するための
措置を講ずるとともに、解体工事業者について
登録制度を実施すること等により、再生資源の
十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源
の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を
図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健
全な発展に寄与することを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「建設資材」とは、土木
建築に関する工事（以下「建設工事」という。）
に使用する資材をいう。

２	 この法律において「建設資材廃棄物」とは、建
設資材が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律（昭和45年法律第137号）第２条第１項に規定す
る廃棄物をいう。以下同じ。）となったものを
いう。

３	 この法律において「分別解体等」とは、次の各
号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各
号に定める行為をいう。

一　建築物その他の工作物（以下「建築物等」と
いう。）�の全部又は一部を解体する建設工事
（以下「解体工事」という。）�　　建築物等に
用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物を
その種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的
に施工する行為

二　建築物等の新築その他の解体工事以外の建設
工事（以下「新築工事等」という。）�　　当該
工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物を
その種類ごとに分別しつつ当該工事を施工す
る行為

４	 この法律において建設資材廃棄物について「再
資源化」とは、次に掲げる行為であって、分別
解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又
は処分（再生することを含む。）に該当するも
のをいう。

一　分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物に
ついて、資材又は原材料として利用すること

建設工事に係る資材の�
再資源化等に関する法律（抄）

【目次】
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（建設資材廃棄物をそのまま用いることを除
く。）ができる状態にする行為

二　分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物で
あって燃焼の用に供することができるもの又
はその可能性のあるものについて、熱を得る
ことに利用することができる状態にする行為

５	 この法律において「特定建設資材」とは、コン
クリート、木材その他建設資材のうち、建設資
材廃棄物となった場合におけるその再資源化が
資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で
特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性
の面において制約が著しくないと認められるも
のとして政令で定めるものをいう。

▪政令【特定建設資材】令１条�➡９0２ 

６	 この法律において「特定建設資材廃棄物」とは、
特定建設資材が廃棄物となったものをいう。

７	 この法律において建設資材廃棄物について「縮
減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法によ
り建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をい
う。

８	 この法律において建設資材廃棄物について「再
資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。

９	 この法律において「建設業」とは、建設工事を
請け負う営業（その請け負った建設工事を他の
者に請け負わせて営むものを含む。）をいう。

10	 この法律において「下請契約」とは、建設工事
を他の者から請け負った建設業を営む者と他の
建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又
は一部について締結される請負契約をいい、「発
注者」とは、建設工事（他の者から請け負った
ものを除く。）の注文者をいい、「元請業者」と
は、発注者から直接建設工事を請け負った建設
業を営む者をいい、「下請負人」とは、下請契
約における請負人をいう。

11	 この法律において「解体工事業」とは、建設業
のうち建築物等を除却するための解体工事を請
け負う営業（その請け負った解体工事を他の者
に請け負わせて営むものを含む。）をいう。

12	 この法律において「解体工事業者」とは、第
21 条第１項の登録を受けて解体工事業を営む
者をいう。

【基本方針】
第３条　主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な
利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るた
め、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建

設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基
本方針（以下「基本方針」という。）を定める
ものとする。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設
資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方
向

二　建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に
関する事項

三　特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目
標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源
化等の促進のための方策に関する事項

四　特定建設資材廃棄物の再資源化により得られ
た物の利用の促進のための方策に関する事項

五　環境の保全に資するものとしての特定建設資
材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の
再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源
化により得られた物の利用の意義に関する知
識の普及に係る事項

六　その他特定建設資材に係る分別解体等及び特
定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関
する重要事項

３	 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。

【建設業を営む者の責務】
第５条　建設業を営む者は、建築物等の設計及びこ
れに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方
法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の
発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設
資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減す
るよう努めなければならない。

２	 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化
により得られた建設資材（建設資材廃棄物の再
資源化により得られた物を使用した建設資材を
含む。次条及び第 41 条において同じ。）を使用
するよう努めなければならない。

【発注者の責務】
第６条　発注者は、その注文する建設工事につい
て、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化
等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物
の再資源化により得られた建設資材の使用等に
より、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源
化等の促進に努めなければならない。

第 3条　●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（抄）
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あって燃焼の用に供することができるもの又
はその可能性のあるものについて、熱を得る
ことに利用することができる状態にする行為

５	 この法律において「特定建設資材」とは、コン
クリート、木材その他建設資材のうち、建設資
材廃棄物となった場合におけるその再資源化が
資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で
特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性
の面において制約が著しくないと認められるも
のとして政令で定めるものをいう。

▪政令【特定建設資材】令１条�➡９0２ 

６	 この法律において「特定建設資材廃棄物」とは、
特定建設資材が廃棄物となったものをいう。

７	 この法律において建設資材廃棄物について「縮
減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法によ
り建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をい
う。

８	 この法律において建設資材廃棄物について「再
資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。

９	 この法律において「建設業」とは、建設工事を
請け負う営業（その請け負った建設工事を他の
者に請け負わせて営むものを含む。）をいう。

10	 この法律において「下請契約」とは、建設工事
を他の者から請け負った建設業を営む者と他の
建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又
は一部について締結される請負契約をいい、「発
注者」とは、建設工事（他の者から請け負った
ものを除く。）の注文者をいい、「元請業者」と
は、発注者から直接建設工事を請け負った建設
業を営む者をいい、「下請負人」とは、下請契
約における請負人をいう。

11	 この法律において「解体工事業」とは、建設業
のうち建築物等を除却するための解体工事を請
け負う営業（その請け負った解体工事を他の者
に請け負わせて営むものを含む。）をいう。

12	 この法律において「解体工事業者」とは、第
21 条第１項の登録を受けて解体工事業を営む
者をいう。

【基本方針】
第３条　主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な
利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るた
め、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建

設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基
本方針（以下「基本方針」という。）を定める
ものとする。

２	 基本方針においては、次に掲げる事項を定める
ものとする。

一　特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設
資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方
向

二　建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に
関する事項

三　特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目
標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源
化等の促進のための方策に関する事項

四　特定建設資材廃棄物の再資源化により得られ
た物の利用の促進のための方策に関する事項

五　環境の保全に資するものとしての特定建設資
材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の
再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源
化により得られた物の利用の意義に関する知
識の普及に係る事項

六　その他特定建設資材に係る分別解体等及び特
定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関
する重要事項

３	 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。

【建設業を営む者の責務】
第５条　建設業を営む者は、建築物等の設計及びこ
れに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方
法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の
発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設
資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減す
るよう努めなければならない。

２	 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化
により得られた建設資材（建設資材廃棄物の再
資源化により得られた物を使用した建設資材を
含む。次条及び第 41 条において同じ。）を使用
するよう努めなければならない。

【発注者の責務】
第６条　発注者は、その注文する建設工事につい
て、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化
等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物
の再資源化により得られた建設資材の使用等に
より、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源
化等の促進に努めなければならない。

第 3条　●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（抄）
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【国の責務】
第７条　国は、建築物等の解体工事に関し必要な情
報の収集、整理及び活用、分別解体等及び建設
資材廃棄物の再資源化等の促進に資する科学技
術の振興を図るための研究開発の推進及びその
成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなけ
ればならない。

２	 国は、教育活動、広報活動等を通じて、分別解
体等、建設資材廃棄物の再資源化等及び建設資
材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の
促進に関する国民の理解を深めるとともに、そ
の実施に関する国民の協力を求めるよう努めな
ければならない。

３	 国は、建設資材廃棄物の再資源化等を促進する
ために必要な資金の確保その他の措置を講ずる
よう努めなければならない。

【地方公共団体の責務】
第８条　都道府県及び市町村は、国の施策と相まっ
て、当該地域の実情に応じ、分別解体等及び建
設資材廃棄物の再資源化等を促進するよう必要
な措置を講ずることに努めなければならない。

【分別解体等実施義務】
第９条　特定建設資材を用いた建築物等に係る解体
工事又はその施工に特定建設資材を使用する新
築工事等であって、その規模が第３項又は第４
項の建設工事の規模に関する基準以上のもの
（以下「対象建設工事」という。）の受注者（当
該対象建設工事の全部又は一部について下請契
約が締結されている場合における各下請負人を
含む。以下「対象建設工事受注者」という。）
又はこれを請負契約によらないで自ら施工する
者（以下単に「自主施工者」という。）は、正
当な理由がある場合を除き、分別解体等をしな
ければならない。

２	 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をそ
の種類ごとに分別することを確保するための適
切な施工方法に関する基準として主務省令で定
める基準に従い、行わなければならない。

３	 建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
▪政令【建設工事の規模に関する基準】令２条�➡９0２ 

４	 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特
定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施
設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見
込みその他の事情から判断して前項の基準に
よっては当該区域において生じる特定建設資材

廃棄物をその再資源化等により減量することが
十分でないと認められる区域があるときは、当
該区域について、条例で、同項の基準に代えて
適用すべき建設工事の規模に関する基準を定め
ることができる。

【対象建設工事の届出等】
第10条　対象建設工事の発注者又は自主施工者は、
工事に着手する日の７日前までに、主務省令で
定めるところにより、次に掲げる事項を都道府
県知事に届け出なければならない。

一　解体工事である場合においては、解体する建
築物等の構造

二　新築工事等である場合においては、使用する
特定建設資材の種類

三　工事着手の時期及び工程の概要
四　分別解体等の計画
五　解体工事である場合においては、解体する建
築物等に用いられた建設資材の量の見込み

六　その他主務省令で定める事項
２	 前項の規定による届出をした者は、その届出に
係る事項のうち主務省令で定める事項を変更し
ようとするときは、その届出に係る工事に着手
する日の７日前までに、主務省令で定めるとこ
ろにより、その旨を都道府県知事に届け出なけ
ればならない。

３	 都道府県知事は、第１項又は前項の規定による
届出があった場合において、その届出に係る分
別解体等の計画が前条第２項の主務省令で定め
る基準に適合しないと認めるときは、その届出
を受理した日から７日以内に限り、その届出を
した者に対し、その届出に係る分別解体等の計
画の変更その他必要な措置を命ずることができ
る。

【再資源化等実施義務】
第16条　対象建設工事受注者は、分別解体等に伴っ
て生じた特定建設資材廃棄物について、再資源
化をしなければならない。ただし、特定建設資
材廃棄物でその再資源化について一定の施設を
必要とするもののうち政令で定めるもの（以下
この条において「指定建設資材廃棄物」という。）
に該当する特定建設資材廃棄物については、主
務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当
該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための
施設が存しない場所で工事を施工する場合その
他地理的条件、交通事情その他の事情により再

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（抄）●　第 ７条
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資源化をすることには相当程度に経済性の面で
の制約があるものとして主務省令で定める場合
には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

【解体工事業者の登録】
第 21 条　解体工事業を営もうとする者（建設業法

別表第１の右欄に掲げる土木工事業、建築工事
業又は解体工事業に係る同法第３条第１項の許
可を受けた者を除く。）は、当該業を行おうと
する区域を管轄する都道府県知事の登録を受け
なければならない。

２	 前項の登録は、５年ごとにその更新を受けなけ
れば、その期間の経過によって、その効力を失
う。

３	 前項の更新の申請があった場合において、同項
の期間（以下「登録の有効期間」という。）の
満了の日までにその申請に対する処分がされな
いときは、従前の登録は、登録の有効期間の満
了後もその処分がされるまでの間は、なおその
効力を有する。

４	 前項の場合において、登録の更新がされたとき
は、その登録の有効期間は、従前の登録の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとす
る。

５	 第１項の登録（第２項の登録の更新を含む。以
下「解体工事業者の登録」という。）を受けた
者が、第１項に規定する許可を受けたときは、
その登録は、その効力を失う。

【報告の徴収】
第 42 条　都道府県知事は、特定建設資材に係る分
別解体等の適正な実施を確保するために必要な
限度において、政令で定めるところにより、対
象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設
工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解
体等の実施の状況に関し報告をさせることがで
きる。

▪政令【報告の徴収】令７条�➡９0３ 

２	 都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源
化等の適正な実施を確保するために必要な限度
において、政令で定めるところにより、対象建
設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再
資源化等の実施の状況に関し報告をさせること
ができる。

建設工事に係る資材の再資源化等�
に関する法律施行令（抄）

平成 12 年 11 月 29 日政令第 495 号

最終改正：令和３年８月４日政令第 224 号

【特定建設資材】
第１条　建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律（以下「法」という。）第２条第５項のコ
ンクリート、木材その他建設資材のうち政令で
定めるものは、次に掲げる建設資材とする。

一　コンクリート
二　コンクリート及び鉄から成る建設資材
三　木材
四　アスファルト・コンクリート

【建設工事の規模に関する基準】
第２条　法第９条第３項の建設工事の規模に関する
基準は、次に掲げるとおりとする。

一　建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条
第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。）
に係る解体工事については、当該建築物（当
該解体工事に係る部分に限る。）の床面積の
合計が 80㎡であるもの

二　建築物に係る新築又は増築の工事について
は、当該建築物（増築の工事にあっては、当
該工事に係る部分に限る。）の床面積の合計
が 500㎡であるもの

三　建築物に係る新築工事等（法第２条第３項
第二号に規定する新築工事等をいう。以下
同じ。）であって前号に規定する新築又は増
築の工事に該当しないものについては、その
請負代金の額（法第９条第１項に規定する自
主施工者が施工するものについては、これを
請負人に施工させることとした場合における
適正な請負代金相当額。次号において同じ。）
が１億円であるもの

四　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工
事等については、その請負代金の額が 500 万
円であるもの

２	 解体工事又は新築工事等を同一の者が２以上の
契約に分割して請け負う場合においては、これ
を一の契約で請け負ったものとみなして、前項
に規定する基準を適用する。ただし、正当な理
由に基づいて契約を分割したときは、この限り
でない。

第21条　●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（抄）、第1条　●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（抄）
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資源化をすることには相当程度に経済性の面で
の制約があるものとして主務省令で定める場合
には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

【解体工事業者の登録】
第 21 条　解体工事業を営もうとする者（建設業法

別表第１の右欄に掲げる土木工事業、建築工事
業又は解体工事業に係る同法第３条第１項の許
可を受けた者を除く。）は、当該業を行おうと
する区域を管轄する都道府県知事の登録を受け
なければならない。

２	 前項の登録は、５年ごとにその更新を受けなけ
れば、その期間の経過によって、その効力を失
う。

３	 前項の更新の申請があった場合において、同項
の期間（以下「登録の有効期間」という。）の
満了の日までにその申請に対する処分がされな
いときは、従前の登録は、登録の有効期間の満
了後もその処分がされるまでの間は、なおその
効力を有する。

４	 前項の場合において、登録の更新がされたとき
は、その登録の有効期間は、従前の登録の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとす
る。

５	 第１項の登録（第２項の登録の更新を含む。以
下「解体工事業者の登録」という。）を受けた
者が、第１項に規定する許可を受けたときは、
その登録は、その効力を失う。

【報告の徴収】
第 42 条　都道府県知事は、特定建設資材に係る分
別解体等の適正な実施を確保するために必要な
限度において、政令で定めるところにより、対
象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設
工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解
体等の実施の状況に関し報告をさせることがで
きる。

▪政令【報告の徴収】令７条�➡９0３ 

２	 都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源
化等の適正な実施を確保するために必要な限度
において、政令で定めるところにより、対象建
設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再
資源化等の実施の状況に関し報告をさせること
ができる。

建設工事に係る資材の再資源化等�
に関する法律施行令（抄）

平成 12 年 11 月 29 日政令第 495 号

最終改正：令和３年８月４日政令第 224 号

【特定建設資材】
第１条　建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律（以下「法」という。）第２条第５項のコ
ンクリート、木材その他建設資材のうち政令で
定めるものは、次に掲げる建設資材とする。

一　コンクリート
二　コンクリート及び鉄から成る建設資材
三　木材
四　アスファルト・コンクリート

【建設工事の規模に関する基準】
第２条　法第９条第３項の建設工事の規模に関する
基準は、次に掲げるとおりとする。

一　建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条
第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。）
に係る解体工事については、当該建築物（当
該解体工事に係る部分に限る。）の床面積の
合計が 80㎡であるもの

二　建築物に係る新築又は増築の工事について
は、当該建築物（増築の工事にあっては、当
該工事に係る部分に限る。）の床面積の合計
が 500㎡であるもの

三　建築物に係る新築工事等（法第２条第３項
第二号に規定する新築工事等をいう。以下
同じ。）であって前号に規定する新築又は増
築の工事に該当しないものについては、その
請負代金の額（法第９条第１項に規定する自
主施工者が施工するものについては、これを
請負人に施工させることとした場合における
適正な請負代金相当額。次号において同じ。）
が１億円であるもの

四　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工
事等については、その請負代金の額が 500 万
円であるもの

２	 解体工事又は新築工事等を同一の者が２以上の
契約に分割して請け負う場合においては、これ
を一の契約で請け負ったものとみなして、前項
に規定する基準を適用する。ただし、正当な理
由に基づいて契約を分割したときは、この限り
でない。

第21条　●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（抄）、第1条　●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（抄）
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【指定建設資材廃棄物】
第５条　法第 16 条ただし書の政令で定めるものは、
木材が廃棄物となったものとする。

【報告の徴収】
第７条　都道府県知事は、法第 42 条第１項の規定
により、対象建設工事の発注者に対し、特定建
設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、
次に掲げる事項に関し報告をさせることができ
る。
一　当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に
対して法第 12 条第１項の規定により交付し
た書面に関する事項

二　その他分別解体等に関する事項として主務省
令で定める事項

２	 都道府県知事は、法第 42 条第１項の規定によ
り、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、
特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に
つき、次に掲げる事項に関し報告をさせること
ができる。
一　分別解体等の方法に関する事項
二　その他分別解体等に関する事項として主務省
令で定める事項

３	 都道府県知事は、法第 42 条第２項の規定によ
り、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材
廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に
掲げる事項に関し報告をさせることができる。
一　再資源化等の方法に関する事項
二　再資源化等をした施設に関する事項
三　その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関
する事項として主務省令で定める事項

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（抄）●　第 ５条

線引きはありません
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廃棄物の処理及び清掃に�
関する法律（抄）

昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号

最終改正：令和元年６月 14 日法律第 37 号

【目的】
第１条　この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び
廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、
処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にす
ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図ることを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、
粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要
物であって、固形状又は液状のもの（放射性物
質及びこれによって汚染された物を除く。）を
いう。

２	 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃
棄物以外の廃棄物をいう。

３	 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして政令で定
めるものをいう。

４	 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲
げる廃棄物をいう。

一　事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え
殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ
スチック類その他政令で定める廃棄物

二　輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船
舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政
令で定めるものに限る。第 15 条の４の５第
１項において「航行廃棄物」という。）並び
に本邦に入国する者が携帯する廃棄物（政令
で定めるものに限る。同項において「携帯廃
棄物」という。）を除く。）

５	 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして政令で定
めるものをいう。

６	 この法律において「電子情報処理組織」とは、
第 13 条の２第１項に規定する情報処理セン

廃棄物の処理及び清掃に�
関する法律（抄）

【目次】

第１条�［目的］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥904
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第２条�の２［国内の処理等の原則］‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥905

第２条�の４［国民の責務］‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥905

第３条�［事業者の責務］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥905

第５条�［清潔の保持等］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥905
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廃棄物の処理及び清掃に関する
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【目的】
第１条　この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び
廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、
処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にす
ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の
向上を図ることを目的とする。

【定義】
第２条　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、
粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要
物であって、固形状又は液状のもの（放射性物
質及びこれによって汚染された物を除く。）を
いう。

２	 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃
棄物以外の廃棄物をいう。

３	 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして政令で定
めるものをいう。

４	 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲
げる廃棄物をいう。

一　事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え
殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ
スチック類その他政令で定める廃棄物

二　輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船
舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政
令で定めるものに限る。第 15 条の４の５第
１項において「航行廃棄物」という。）並び
に本邦に入国する者が携帯する廃棄物（政令
で定めるものに限る。同項において「携帯廃
棄物」という。）を除く。）

５	 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有するものとして政令で定
めるものをいう。

６	 この法律において「電子情報処理組織」とは、
第 13 条の２第１項に規定する情報処理セン
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努めなければならない。
２	 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は
占有し、若しくは管理する土地において、他の
者によって不適正に処理された廃棄物と認めら
れるものを発見したときは、速やかに、その旨
を都道府県知事又は市町村長に通報するように
努めなければならない。

３	 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔
にするため、市町村長が定める計画に従い、大
掃除を実施しなければならない。

４	 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、
海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場
所を汚さないようにしなければならない。

５	 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する
場所の清潔を保つように努めなければならな
い。

６	 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び
公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管
理しなければならない。

７	 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を
運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境
の保全上支障が生じないように処理することに
努めなければならない。

【一般廃棄物処理施設の許可】
第８条　一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設で政令
で定めるもの（以下単に「ごみ処理施設」とい
う。）、し尿処理施設（浄化槽法第２条第一号に
規定する浄化槽を除く。以下同じ。）及び一般
廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをい
う。以下同じ。）を設置しようとする者（第６
条の２第１項の規定により一般廃棄物を処分す
るために一般廃棄物処理施設を設置しようとす
る市町村を除く。）は、当該一般廃棄物処理施
設を設置しようとする地を管轄する都道府県知
事の許可を受けなければならない。

２	 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で
定めるところにより、次に掲げる事項を記載し
た申請書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

二　一般廃棄物処理施設の設置の場所
三　一般廃棄物処理施設の種類
四　一般廃棄物処理施設において処理する一般廃
棄物の種類

五　一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄）●　第 2条の 2

ターの使用に係る電子計算機（入出力装置を含
む。以下同じ。）と、第 12 条の３第１項に規定
する事業者、同条第３項に規定する運搬受託者
及び同条第４項に規定する処分受託者の使用に
係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織をいう。

【国内の処理等の原則】
第２条の２　国内において生じた廃棄物は、なるべ
く国内において適正に処理されなければならな
い。

２	 国外において生じた廃棄物は、その輸入により
国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じ
ないよう、その輸入が抑制されなければならな
い。

【国民の責務】
第２条の４　国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生
品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃
棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をな
るべく自ら処分すること等により、廃棄物の減
量その他その適正な処理に関し国及び地方公共
団体の施策に協力しなければならない。

【事業者の責務】
第３条　事業者は、その事業活動に伴って生じた廃
棄物を自らの責任において適正に処理しなけれ
ばならない。

２	 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物
の再生利用等を行うことによりその減量に努め
るとともに、物の製造、加工、販売等に際し
て、その製品、容器等が廃棄物となった場合に
おける処理の困難性についてあらかじめ自ら評
価し、適正な処理が困難にならないような製品、
容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に
係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報
を提供すること等により、その製品、容器等が
廃棄物となった場合においてその適正な処理が
困難になることのないようにしなければならな
い。

３	 事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物
の減量その他その適正な処理の確保等に関し国
及び地方公共団体の施策に協力しなければなら
ない。

【清潔の保持等】
第５条　土地又は建物の占有者（占有者がない場合
には、管理者とする。以下同じ。）は、その占有し、
又は管理する土地又は建物の清潔を保つように

線引きはありません
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ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物とし
て環境省令で定めるものの高度な技術を用いた
無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環
境省令で定めるところにより、次の各号のいず
れにも適合していることについて、環境大臣の
認定を受けることができる。

一　当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の
迅速かつ安全な処理の確保に資するものとし
て環境省令で定める基準に適合すること。

二　当該無害化処理を行い、又は行おうとする者
が環境省令で定める基準に適合すること。

三　前号に規定する者が設置し、又は設置しよう
とする当該無害化処理の用に供する施設が環
境省令で定める基準に適合すること。

２〜３　（略）

【技術管理者】
第 21 条　一般廃棄物処理施設（政令で定めるし尿
処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。）
の設置者（市町村が第６条の２第１項の規定に
より一般廃棄物を処分するために設置する一般
廃棄物処理施設にあっては、管理者）又は産業
廃棄物処理施設（政令で定める産業廃棄物の最
終処分場を除く。）の設置者は、当該一般廃棄
物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理
に関する技術上の業務を担当させるため、技術
管理者を置かなければならない。ただし、自ら
技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設
又は産業廃棄物処理施設については、この限り
でない。

２	 技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理
施設又は産業廃棄物処理施設に関して第８条の
３第１項又は第 15 条の２の３第１項に規定す
る技術上の基準に係る違反が行われないよう
に、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処
理施設を維持管理する事務に従事する他の職員
を監督しなければならない。

３	 第１項の技術管理者は、環境省令で定める資格
（市町村が第６条の２第１項の規定により一般
廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処
理施設に置かれる技術管理者にあっては、環境
省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例
で定める資格）を有する者でなければならない。

第 9条の 10　●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄）

の最終処分場である場合にあっては、一般廃
棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及
び埋立容量）

六　一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に
関する計画

七　一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八　一般廃棄物の最終処分場である場合にあって
は、災害防止のための計画

九　その他環境省令で定める事項
３〜６　（略）

【一般廃棄物の無害化処理に係る特例】
第９条の 10　石綿が含まれている一般廃棄物その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有する一般廃棄物として環
境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害
化処理（廃棄物を人の健康又は生活環境に係る
被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
う。以下同じ。）を行い、又は行おうとする者は、
環境省令で定めるところにより、次の各号のい
ずれにも適合していることについて、環境大臣
の認定を受けることができる。
一　当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の
迅速かつ安全な処理の確保に資するものとし
て環境省令で定める基準に適合すること。

二　当該無害化処理を行い、又は行おうとする者
が環境省令で定める基準に適合すること。

三　前号に規定する者が設置し、又は設置しよう
とする当該無害化処理の用に供する施設が環
境省令で定める基準に適合すること。

２〜９　（略）

【産業廃棄物処理施設】
第 15 条　産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類
処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産
業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをい
う。以下同じ。）を設置しようとする者は、当
該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を
管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
らない。

２〜６　（略）

【産業廃棄物の無害化処理に係る特例】
第 15 条の４の４　石綿が含まれている産業廃棄物
その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生

線引きはありません
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ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物とし
て環境省令で定めるものの高度な技術を用いた
無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環
境省令で定めるところにより、次の各号のいず
れにも適合していることについて、環境大臣の
認定を受けることができる。

一　当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の
迅速かつ安全な処理の確保に資するものとし
て環境省令で定める基準に適合すること。

二　当該無害化処理を行い、又は行おうとする者
が環境省令で定める基準に適合すること。

三　前号に規定する者が設置し、又は設置しよう
とする当該無害化処理の用に供する施設が環
境省令で定める基準に適合すること。

２〜３　（略）

【技術管理者】
第 21 条　一般廃棄物処理施設（政令で定めるし尿
処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。）
の設置者（市町村が第６条の２第１項の規定に
より一般廃棄物を処分するために設置する一般
廃棄物処理施設にあっては、管理者）又は産業
廃棄物処理施設（政令で定める産業廃棄物の最
終処分場を除く。）の設置者は、当該一般廃棄
物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理
に関する技術上の業務を担当させるため、技術
管理者を置かなければならない。ただし、自ら
技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設
又は産業廃棄物処理施設については、この限り
でない。

２	 技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理
施設又は産業廃棄物処理施設に関して第８条の
３第１項又は第 15 条の２の３第１項に規定す
る技術上の基準に係る違反が行われないよう
に、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処
理施設を維持管理する事務に従事する他の職員
を監督しなければならない。

３	 第１項の技術管理者は、環境省令で定める資格
（市町村が第６条の２第１項の規定により一般
廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処
理施設に置かれる技術管理者にあっては、環境
省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例
で定める資格）を有する者でなければならない。

第 9条の 10　●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抄）

の最終処分場である場合にあっては、一般廃
棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及
び埋立容量）

六　一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に
関する計画

七　一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八　一般廃棄物の最終処分場である場合にあって
は、災害防止のための計画

九　その他環境省令で定める事項
３〜６　（略）

【一般廃棄物の無害化処理に係る特例】
第９条の 10　石綿が含まれている一般廃棄物その
他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
おそれがある性状を有する一般廃棄物として環
境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害
化処理（廃棄物を人の健康又は生活環境に係る
被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
う。以下同じ。）を行い、又は行おうとする者は、
環境省令で定めるところにより、次の各号のい
ずれにも適合していることについて、環境大臣
の認定を受けることができる。

一　当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の
迅速かつ安全な処理の確保に資するものとし
て環境省令で定める基準に適合すること。

二　当該無害化処理を行い、又は行おうとする者
が環境省令で定める基準に適合すること。

三　前号に規定する者が設置し、又は設置しよう
とする当該無害化処理の用に供する施設が環
境省令で定める基準に適合すること。

２〜９　（略）

【産業廃棄物処理施設】
第 15 条　産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類
処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産
業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをい
う。以下同じ。）を設置しようとする者は、当
該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を
管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
らない。

２〜６　（略）

【産業廃棄物の無害化処理に係る特例】
第 15 条の４の４　石綿が含まれている産業廃棄物
その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生
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十一号に掲げるものを除く。）
七　前号に掲げる廃棄物を処分するために処理し
たもの（環境省令で定める基準に適合しない
ものに限るものとし、第２条の４第五号ル�、
第八号及び第十一号に掲げるものを除く。）

八　別表第１の４の項の中欄に掲げる施設におい
て生じた同項の右欄に掲げる廃棄物（国内に
おいて生じたものに限る。以下「感染性一般
廃棄物」という。）

【一般廃棄物処理施設】
第５条　法第８条第１項の政令で定めるごみ処理施
設は、１日当たりの処理能力が５ｔ以上（焼却
施設にあっては、１時間当たりの処理能力が
200㎏以上又は火格子面積が２㎡以上）のごみ
処理施設とする。

２	 法第８条第１項の政令で定める一般廃棄物の最
終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供さ
れる場所（公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第
２条第１項の免許又は同法第 42 条第１項の承
認を受けて埋立てをする場所（以下「水面埋立
地」という。）にあっては、主として一般廃棄
物の埋立処分の用に供される場所として環境大
臣が指定する区域に限る。）とする。

別表第１　（第１条、第２条の４関係）

１
第５条第１項に規定するご
み処理施設であって、環境
省令で定めるもの

ばいじん（集じん施設に
よって集められたものに限
る。以下この表において同
じ。）

２
ダイオキシン類対策特別措
置法施行令別表第１第５号
に掲げる施設

ばいじん又は燃え殻（これ
らに含まれるダイオキシン
類の量がダイオキシン類対
策特別措置法第24条第１項
の環境省令で定める基準を
超えるものに限る。）

３

ダイオキシン類対策特別措
置法施行令別表第２第15号
に掲げる施設を有する工場
又は事業場

汚泥であってダイオキシン
類を含むもの（環境省令で
定める基準に適合しないも
のに限る。）

４

イ　病院
ロ　診療所
ハ　臨床検査技師等に関す
る法律（昭和33年法律第76号）
第20条の３第１項に規定
する衛生検査所

ニ　介護保険法（平成９年法
律第123 号）第８条第28 項
に規定する介護老人保健
施設

感染性廃棄物（感染性病原
体が含まれ、若しくは付着
している廃棄物又はこれら
のおそれのある廃棄物をい
う。以下同じ。）であって、別
表第２の右欄に掲げるもの
以外のもの

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行令（抄）

昭和 46 年９月 23 日政令第 300 号

最終改正：令和４年１月 19 日政令第 25 号

【特別管理一般廃棄物】
第１条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下
「法」という。）第２条第３項（ダイオキシン類
対策特別措置法（平成11年法律第105号）第 24 条第２
項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。）の政令で定める一般廃棄物は、次のとお
りとする。
一　次に掲げるもの（国内における日常生活に
伴って生じたものに限る。）に含まれるポリ
塩化ビフェニルを使用する部品
イ　廃エアコンディショナー
ロ　廃テレビジョン受信機
ハ　廃電子レンジ
一の二　廃水銀（人の健康又は生活環境に係る被
害を生ずるおそれがある性状を有するものと
して環境省令で定めるものに限る。）

一の三　前号に掲げる廃棄物を処分するために処
理したもの（環境省令で定める基準に適合し
ないものに限る。）

二　別表第１の１の項の中欄に掲げる施設におい
て生じた同項の右欄に掲げる廃棄物（第２条
の４第六号、第七号及び第九号に掲げるもの
を除く。）

三　前号に掲げる廃棄物を処分するために処理し
たもの（環境省令で定める基準に適合しない
ものに限るものとし、第２条の４第六号、第
七号及び第九号に掲げるものを除く。）

四　別表第１の２の項の中欄に掲げる施設におい
て生じた同項の右欄に掲げる廃棄物（第二号
並びに第２条の４第五号リ⑹、第六号、第七
号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。）

五　前号に掲げる廃棄物を処分するために処理し
たもの（環境省令で定める基準に適合しない
ものに限るものとし、第三号並びに第２条の
４第五号リ⑹、第六号、第七号、第九号及び
第十号に掲げるものを除く。）

六　別表第１の３の項の中欄に掲げる工場又は事
業場において生じた同項の右欄に掲げる廃棄
物（第２条の４第五号ル�、第八号及び第

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（抄）●　第 1条

線引きはありません
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水道法（抄）
昭和 32 年 6 月 15 日法律第 177 号

最終改正：令和元年６月 14 日法律第 37 号

【この法律の目的】
第１条　この法律は、水道の布設及び管理を適正か
つ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強
化することによって、清浄にして豊富低廉な水
の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環
境の改善とに寄与することを目的とする。

【用語の定義】
第３条　この法律において「水道」とは、導管及び
その他の工作物により、水を人の飲用に適する
水として供給する施設の総体をいう。ただし、
臨時に施設されたものを除く。

２	 この法律において「水道事業」とは、一般の需
要に応じて、水道により水を供給する事業をい
う。ただし、給水人口が 100 人以下である水道
によるものを除く。

３	 この法律において「簡易水道事業」とは、給水
人口が 5,000 人以下である水道により、水を供
給する水道事業をいう。

４	 この法律において「水道用水供給事業」とは、
水道により、水道事業者に対してその用水を供
給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専
用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場
合を除く。

５	 この法律において「水道事業者」とは、第 6条
第 1項の規定による認可を受けて水道事業を経
営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、
第 26 条の規定による認可を受けて水道用水供
給事業を経営する者をいう。

６	 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、
社宅、療養所等における自家用の水道その他水
道事業の用に供する水道以外の水道であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。た
だし、他の水道から供給を受ける水のみを水源
とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表
に施設されている部分の規模が政令で定める基
準以下である水道を除く。

一　100 人を超える者にその居住に必要な水を供
給するもの

二　その水道施設の 1日最大給水量（1日に給水
することができる最大の水量をいう。以下同

別表第 1　●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（抄）、 第 1条　●水道法（抄）

ホ　介護保険法第８条第29
項に規定する介護医療院

ヘ　イからホまでに掲げる
もののほか、人が感染し、
又は感染するおそれのあ
る病原体（以下この項に
おいて「感染性病原体」と
いう。）を取り扱う施設で
あって、環境省令で定め
るもの

線引きはありません
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水道法（抄）
昭和 32 年 6 月 15 日法律第 177 号

最終改正：令和元年６月 14 日法律第 37 号

【この法律の目的】
第１条　この法律は、水道の布設及び管理を適正か
つ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強
化することによって、清浄にして豊富低廉な水
の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環
境の改善とに寄与することを目的とする。

【用語の定義】
第３条　この法律において「水道」とは、導管及び
その他の工作物により、水を人の飲用に適する
水として供給する施設の総体をいう。ただし、
臨時に施設されたものを除く。

２	 この法律において「水道事業」とは、一般の需
要に応じて、水道により水を供給する事業をい
う。ただし、給水人口が 100 人以下である水道
によるものを除く。

３	 この法律において「簡易水道事業」とは、給水
人口が 5,000 人以下である水道により、水を供
給する水道事業をいう。

４	 この法律において「水道用水供給事業」とは、
水道により、水道事業者に対してその用水を供
給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専
用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場
合を除く。

５	 この法律において「水道事業者」とは、第 6条
第 1項の規定による認可を受けて水道事業を経
営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、
第 26 条の規定による認可を受けて水道用水供
給事業を経営する者をいう。

６	 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、
社宅、療養所等における自家用の水道その他水
道事業の用に供する水道以外の水道であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。た
だし、他の水道から供給を受ける水のみを水源
とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表
に施設されている部分の規模が政令で定める基
準以下である水道を除く。

一　100 人を超える者にその居住に必要な水を供
給するもの

二　その水道施設の 1日最大給水量（1日に給水
することができる最大の水量をいう。以下同

別表第 1　●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（抄）、 第 1条　●水道法（抄）

ホ　介護保険法第８条第29
項に規定する介護医療院

ヘ　イからホまでに掲げる
もののほか、人が感染し、
又は感染するおそれのあ
る病原体（以下この項に
おいて「感染性病原体」と
いう。）を取り扱う施設で
あって、環境省令で定め
るもの
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水道法施行令（抄）
昭和 32 年 12 月 12 日政令第 336 号

最終改正：令和４年５月 27 日政令第 210 号

【給水装置の構造及び材質の基準】
第６条　法第 16 条の規定による給水装置の構造及
び材質は、次のとおりとする。

一　配水管への取付口の位置は、他の給水装置の
取付口から 30㎝以上離れていること。

二　配水管への取付口における給水管の口径は、
当該給水装置による水の使用量に比し、著し
く過大でないこと。

三　配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポ
ンプに直接連結されていないこと。

四　水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力
を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるお
それがないものであること。

五　凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な
措置が講ぜられていること。

六　当該給水装置以外の水管その他の設備に直接
連結されていないこと。

七　水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受
ける器具、施設等に給水する給水装置にあっ
ては、水の逆流を防止するための適当な措置
が講ぜられていること。

２	 前項各号に規定する基準を適用するについて必
要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

▪政令【給水措置の構造及び材質の基準に関する省令１条】

➡９１３ 

水道法（抄）● 第 16 条、水道法施行令（抄）● 第 6条

じ。）が政令で定める基準を超えるもの
７	 この法律において「簡易専用水道」とは、水道
事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道
であって、水道事業の用に供する水道から供給
を受ける水のみを水源とするものをいう。ただ
し、その用に供する施設の規模が政令で定める
基準以下のものを除く。

８	 この法律において「水道施設」とは、水道のた
めの取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、
送水施設及び配水施設（専用水道にあっては、
給水の施設を含むものとし、建築物に設けられ
たものを除く。以下同じ。）であって、当該水
道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の
設置者の管理に属するものをいう。

９	 この法律において「給水装置」とは、需要者に
水を供給するために水道事業者の施設した配水
管から分岐して設けられた給水管及びこれに直
結する給水用具をいう。

10	 この法律において「水道の布設工事」とは、水
道施設の新設又は政令で定めるその増設若しく
は改造の工事をいう。

11	 この法律において「給水装置工事」とは、給水
装置の設置又は変更の工事をいう。

12	 この法律において「給水区域」、「給水人口」及
び「給水量」とは、それぞれ事業計画において
定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。

【給水装置の構造及び材質】
第 16 条　水道事業者は、当該水道によって水の供
給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政
令で定める基準に適合していないときは、供給
規程の定めるところにより、その者の給水契約
の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基
準に適合させるまでの間その者に対する給水を
停止することができる。

▪政令【給水装置の構造及び材質の基準】令６条�➡９0９ 
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五　浄化槽製造業者　　第 13 条第１項又は第２
項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化
槽を製造する事業を営む者をいう。

六　浄化槽工事業　　浄化槽工事を行う事業をい
う。

七　浄化槽工事業者　　第 21 条第１項又は第３
項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をい
う。

八　浄化槽清掃業　　浄化槽の清掃を行う事業を
いう。

九　浄化槽清掃業者　　第 35 条第１項の許可を
受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

十　浄化槽設備士　　浄化槽工事を実地に監督す
る者として第 42 条第１項の浄化槽設備士免
状の交付を受けている者をいう。

一
十　浄化槽管理士　　浄化槽管理士の名称を用い
て浄化槽の保守点検の業務に従事する者とし
て第 45 条第１項の浄化槽管理士免状の交付
を受けている者をいう。

二
十　特定行政庁　　建築基準法（昭和25年法律第201号）
第２条第三十五号本文に規定する特定行政庁
をいう。ただし、同法第 97 条の２第１項の
市町村又は特別区の区域については、当該浄
化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事
を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府
県知事をいう。

【浄化槽によるし尿処理等】
第３条　何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理
及び清掃に関する法律第８条に基づくし尿処理
施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した
後でなければ、し尿を公共用水域等に放流して
はならない。

２	 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化
槽をし尿の処理のために使用する者が排出する
雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

３	 浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に
維持するための浄化槽の使用に関する環境省令
で定める準則を遵守しなければならない。

第３条の２　何人も、便所と連結してし尿を処理し、
終末処理下水道以外に放流するための設備又は
施設として、浄化槽以外のもの（下水道法に規
定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物
の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規
定により定められた計画に従って市町村が設置

浄化槽法（抄）
昭和 58 年５月 18 日法律第 43 号

最終改正：令和元年６月 19 日法律第 40 号

【目的】
第１条　この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清
掃及び製造について規制するとともに、浄化槽
工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制
度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の
資格を定めること等により、公共用水域等の水
質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑
排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保
全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的と
する。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
一　浄化槽　　便所と連結してし尿及びこれと併
せて雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な
排水を除く。以下同じ。）を処理し、下水道
法（昭和33年法律第79号）第２条第六号に規定する
終末処理場を有する公共下水道（以下「終末
処理下水道」という。）以外に放流するため
の設備又は施設であって、同法に規定する公
共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理
及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第６
条第１項の規定により定められた計画に従っ
て市町村が設置したし尿処理施設以外のもの
をいう。

一の二　公共浄化槽　　第 12 条の４第１項の規
定により指定された浄化槽処理促進区域内に
存する浄化槽のうち、第 12 条の５第１項の
設置計画に基づき設置された浄化槽であって
市町村が管理するもの及び第 12 条の６の規
定により市町村が管理する浄化槽をいう。

二　浄化槽工事　　浄化槽を設置し、又はその構
造若しくは規模の変更をする工事をいう。

三　浄化槽の保守点検　　浄化槽の点検、調整又
はこれらに伴う修理をする作業をいう。

四　浄化槽の清掃　　浄化槽内に生じた汚泥、ス
カム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥
等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附
属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。

第 1条　●浄化槽法（抄）
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五　浄化槽製造業者　　第 13 条第１項又は第２
項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化
槽を製造する事業を営む者をいう。

六　浄化槽工事業　　浄化槽工事を行う事業をい
う。

七　浄化槽工事業者　　第 21 条第１項又は第３
項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をい
う。

八　浄化槽清掃業　　浄化槽の清掃を行う事業を
いう。

九　浄化槽清掃業者　　第 35 条第１項の許可を
受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。

十　浄化槽設備士　　浄化槽工事を実地に監督す
る者として第 42 条第１項の浄化槽設備士免
状の交付を受けている者をいう。

一
十　浄化槽管理士　　浄化槽管理士の名称を用い
て浄化槽の保守点検の業務に従事する者とし
て第 45 条第１項の浄化槽管理士免状の交付
を受けている者をいう。

二
十　特定行政庁　　建築基準法（昭和25年法律第201号）
第２条第三十五号本文に規定する特定行政庁
をいう。ただし、同法第 97 条の２第１項の
市町村又は特別区の区域については、当該浄
化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事
を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府
県知事をいう。

【浄化槽によるし尿処理等】
第３条　何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理
及び清掃に関する法律第８条に基づくし尿処理
施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した
後でなければ、し尿を公共用水域等に放流して
はならない。

２	 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化
槽をし尿の処理のために使用する者が排出する
雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

３	 浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に
維持するための浄化槽の使用に関する環境省令
で定める準則を遵守しなければならない。

第３条の２　何人も、便所と連結してし尿を処理し、
終末処理下水道以外に放流するための設備又は
施設として、浄化槽以外のもの（下水道法に規
定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物
の処理及び清掃に関する法律第６条第１項の規
定により定められた計画に従って市町村が設置

浄化槽法（抄）
昭和 58 年５月 18 日法律第 43 号

最終改正：令和元年６月 19 日法律第 40 号

【目的】
第１条　この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清
掃及び製造について規制するとともに、浄化槽
工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制
度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の
資格を定めること等により、公共用水域等の水
質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑
排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保
全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的と
する。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。

一　浄化槽　　便所と連結してし尿及びこれと併
せて雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な
排水を除く。以下同じ。）を処理し、下水道
法（昭和33年法律第79号）第２条第六号に規定する
終末処理場を有する公共下水道（以下「終末
処理下水道」という。）以外に放流するため
の設備又は施設であって、同法に規定する公
共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理
及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第６
条第１項の規定により定められた計画に従っ
て市町村が設置したし尿処理施設以外のもの
をいう。

一の二　公共浄化槽　　第 12 条の４第１項の規
定により指定された浄化槽処理促進区域内に
存する浄化槽のうち、第 12 条の５第１項の
設置計画に基づき設置された浄化槽であって
市町村が管理するもの及び第 12 条の６の規
定により市町村が管理する浄化槽をいう。

二　浄化槽工事　　浄化槽を設置し、又はその構
造若しくは規模の変更をする工事をいう。

三　浄化槽の保守点検　　浄化槽の点検、調整又
はこれらに伴う修理をする作業をいう。

四　浄化槽の清掃　　浄化槽内に生じた汚泥、ス
カム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥
等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附
属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。

第 1条　●浄化槽法（抄）
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届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の
設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずるこ
とができる。

４	 第１項の届出をした者は、第２項の期間を経過
した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事
に着手してはならない。ただし、当該届出の内
容が相当であると認める旨の都道府県知事及び
特定行政庁の通知を受けた後においては、この
限りでない。

５	 第１項の規定により保健所を設置する市又は特
別区が処理することとされている事務（都道府
県知事に対する届出の経由に係るものに限る。）
は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第９項
第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

【浄化槽工事の施工】
第６条　浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準
に従って行わなければならない。

【設置後等の水質検査】
第７条　新たに設置され、又はその構造若しくは規
模の変更をされた浄化槽については、環境省令
で定める期間内に、環境省令で定めるところに
より、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者
で当該浄化槽の管理について権原を有するもの
（以下「浄化槽管理者」という。）は、都道府県
知事が第 57 条第１項の規定により指定する者
（以下「指定検査機関」という。）の行う水質に
関する検査を受けなければならない。

２	 指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実
施したときは、環境省令で定めるところにより、
遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知
事に報告しなければならない。

【設置後等の水質検査についての勧告及び命令等】
第７条の２　都道府県知事は、前条第１項の規定の
施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽
管理者に対し、同項の水質に関する検査を受け
ることを確保するために必要な指導及び助言を
することができる。

２	 都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第１項の
規定を遵守していないと認める場合において、
生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認
めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の
期限を定めて、同項の水質に関する検査を受け
るべき旨の勧告をすることができる。

３	 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受け
た浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧

したし尿処理施設を除く。）を設置してはなら
ない。ただし、下水道法第４条第１項の事業計
画において定められた同法第５条第１項第五号
に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿
のみを処理する設備又は施設については、この
限りでない。

２	 前項ただし書に規定する設備又は施設は、この
法律の規定（前条第２項、前項及び第 51 条の
規定を除く。）の適用については、浄化槽とみ
なす。

【設置等の届出、勧告及び変更命令】
第５条　浄化槽を設置し、又はその構造若しくは
規模の変更（国土交通省令・環境省令で定め
る軽微な変更を除く。第７条第１項、第 12 条
の４第２項において同じ。）をしようとする者
は、国土交通省令・環境省令で定めるところに
より、その旨を都道府県知事（保健所を設置す
る市又は特別区にあっては、市長又は区長とす
る。第５項、第７条第１項、第 12 条の４第２項、
第５章、第 48 条第４項、第 49 条第１項及び第
57 条を除き、以下同じ。）及び当該都道府県知
事を経由して特定行政庁に届け出なければなら
ない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法
第６条第１項（同法第 87 条第１項において準
用する場合を含む。）の規定による建築主事の
確認を申請すべきとき、又は同法第 18 条第２
項（同法第 87 条第１項において準用する場合
を含む。）の規定により建築主事に通知すべき
ときは、この限りでない。

２	 都道府県知事は、前項の届出を受理した場合に
おいて、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更
の計画について、その保守点検及び清掃その他
生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善
の必要があると認めるときは、同項の届出が受
理された日から 21 日（第 13 条第１項又は第２
項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽
にあっては、10 日）以内に限り、その届出を
した者に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものに
ついては、この限りでない。

３	 特定行政庁は、第１項の届出を受理した場合に
おいて、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更
の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並び
にこれに基づく命令及び条例の規定に適合しな
いと認めるときは、前項の期間内に限り、その

浄化槽法（抄）●　第 ５条
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告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化
槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧
告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
きる。

【保守点検】
第８条　浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の
技術上の基準に従って行わなければならない。

【清掃】
第９条　浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の
基準に従って行わなければならない。

【浄化槽管理者の義務】
第 10 条　浄化槽管理者は、環境省令で定めるとこ
ろにより、毎年１回（環境省令で定める場合に
あっては、環境省令で定める回数）、浄化槽の
保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。ただし、第 11 条の２第１項の規定による
使用の休止の届出に係る浄化槽（使用が再開さ
れたものを除く。）については、この限りでない。

２	 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、
当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上
の業務を担当させるため、環境省令で定める資
格を有する技術管理者（以下「技術管理者」と
いう。）を置かなければならない。ただし、自
ら技術管理者として管理する浄化槽について
は、この限りでない。

３	 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第 48
条第１項の規定により条例で浄化槽の保守点検
を業とする者の登録制度が設けられている場合
には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録
制度が設けられていない場合には浄化槽管理士
に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託
することができる。

第 10 条の２　浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用
開始の日（当該浄化槽が第 12 条の５第１項の
設置計画に基づき設置された公共浄化槽であ
る場合にあっては、当該公共浄化槽について第
12条の11の規定による最初の届出があった日）
から 30 日以内に、環境省令で定める事項を記
載した報告書を都道府県知事に提出しなければ
ならない。

２	 前条第２項に規定する政令で定める規模の浄化
槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したと
きは、変更の日から 30 日以内に、環境省令で
定める事項を記載した報告書を都道府県知事に
提出しなければならない。

３	 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄
化槽管理者になった者は、変更の日から 30 日
以内に、環境省令で定める事項を記載した報告
書を都道府県知事に提出しなければならない。

【定期検査】
第 11 条　浄化槽管理者は、環境省令で定めるとこ
ろにより、毎年１回（環境省令で定める浄化槽
については、環境省令で定める回数）、指定検
査機関の行う水質に関する検査を受けなければ
ならない。ただし、次条第１項の規定による使
用の休止の届出に係る浄化槽（使用が再開され
たものを除く。）については、この限りでない。

２	 第７条第２項の規定は、前項本文の水質に関す
る検査について準用する。

【廃止の届出】
第 11 条の３　浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用
を廃止したときは、環境省令で定めるところに
より、その日から 30 日以内に、その旨を都道
府県知事に届け出なければならない。

【保守点検又は清掃についての改善命令等】
第 12 条　都道府県知事は、生活環境の保全及び公
衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管
理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の
保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは
浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽
の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な
助言、指導又は勧告をすることができる。

２	 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の
基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従って
浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われて
いないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当
該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守
点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化
槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽
の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改
善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、
10 日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の
停止を命ずることができる。

【定期検査についての勧告及び命令等】
第 12 条の２　都道府県知事は、第 11 条第１項の
規定の施行に関し必要があると認めるときは、
浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する
検査を受けることを確保するために必要な指導
及び助言をすることができる。

２	 都道府県知事は、浄化槽管理者が第 11 条第１

第 ８条　●浄化槽法（抄）
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告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化
槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧
告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
きる。

【保守点検】
第８条　浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の
技術上の基準に従って行わなければならない。

【清掃】
第９条　浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の
基準に従って行わなければならない。

【浄化槽管理者の義務】
第 10 条　浄化槽管理者は、環境省令で定めるとこ
ろにより、毎年１回（環境省令で定める場合に
あっては、環境省令で定める回数）、浄化槽の
保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならな
い。ただし、第 11 条の２第１項の規定による
使用の休止の届出に係る浄化槽（使用が再開さ
れたものを除く。）については、この限りでない。

２	 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、
当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上
の業務を担当させるため、環境省令で定める資
格を有する技術管理者（以下「技術管理者」と
いう。）を置かなければならない。ただし、自
ら技術管理者として管理する浄化槽について
は、この限りでない。

３	 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第 48
条第１項の規定により条例で浄化槽の保守点検
を業とする者の登録制度が設けられている場合
には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録
制度が設けられていない場合には浄化槽管理士
に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託
することができる。

第 10 条の２　浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用
開始の日（当該浄化槽が第 12 条の５第１項の
設置計画に基づき設置された公共浄化槽であ
る場合にあっては、当該公共浄化槽について第
12条の11の規定による最初の届出があった日）
から 30 日以内に、環境省令で定める事項を記
載した報告書を都道府県知事に提出しなければ
ならない。

２	 前条第２項に規定する政令で定める規模の浄化
槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したと
きは、変更の日から 30 日以内に、環境省令で
定める事項を記載した報告書を都道府県知事に
提出しなければならない。

３	 浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄
化槽管理者になった者は、変更の日から 30 日
以内に、環境省令で定める事項を記載した報告
書を都道府県知事に提出しなければならない。

【定期検査】
第 11 条　浄化槽管理者は、環境省令で定めるとこ
ろにより、毎年１回（環境省令で定める浄化槽
については、環境省令で定める回数）、指定検
査機関の行う水質に関する検査を受けなければ
ならない。ただし、次条第１項の規定による使
用の休止の届出に係る浄化槽（使用が再開され
たものを除く。）については、この限りでない。

２	 第７条第２項の規定は、前項本文の水質に関す
る検査について準用する。

【廃止の届出】
第 11 条の３　浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用
を廃止したときは、環境省令で定めるところに
より、その日から 30 日以内に、その旨を都道
府県知事に届け出なければならない。

【保守点検又は清掃についての改善命令等】
第 12 条　都道府県知事は、生活環境の保全及び公
衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管
理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の
保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは
浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽
の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な
助言、指導又は勧告をすることができる。

２	 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の
基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従って
浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われて
いないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当
該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守
点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化
槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽
の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改
善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、
10 日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の
停止を命ずることができる。

【定期検査についての勧告及び命令等】
第 12 条の２　都道府県知事は、第 11 条第１項の
規定の施行に関し必要があると認めるときは、
浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する
検査を受けることを確保するために必要な指導
及び助言をすることができる。

２	 都道府県知事は、浄化槽管理者が第 11 条第１

第 ８条　●浄化槽法（抄）

913浄化槽法、給水装置基準

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

項の規定を遵守していないと認める場合におい
て、生活環境の保全及び公衆衛生上必要がある
と認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相
当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検
査を受けるべき旨の勧告をすることができる。

３	 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受け
た浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧
告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化
槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧
告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
きる。

【認定】
第 13 条　浄化槽を工場において製造しようとする
者は、製造しようとする浄化槽の型式について、
国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、試験的に製造する場合においては、こ
の限りでない。

２	 外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を
製造しようとする者は、製造しようとする浄化
槽の型式について、国土交通大臣の認定を受け
ることができる。

【認定の取消し】
第 18 条　国土交通大臣は、第 15 条に規定する浄
化槽の構造基準が変更され、既に第 13 条第１
項又は第２項の認定を受けた浄化槽が当該変更
後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めると
きは、当該認定を取り消さなければならない。

２	 国土交通大臣は、第 13 条第１項の認定を受け
た浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の
認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と
異なる浄化槽を製造したとき（試験的に製造し
たときを除く。）、又は前条第１項の規定に違反
したときは、当該認定を取り消すことができる。

３	 国土交通大臣は、第 13 条第２項の認定を受け
た浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の
認定を受けたとき、第 14 条第３項の規定によ
る届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、
前条第１項の規定に違反したとき、又は第 53
条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚
偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すこ
とができる。

給水装置の構造及び材質の�
基準に関する省令（抄）

平成９年３月 19 日厚生省令第 14 号

最終改正：令和２年３月 25 日厚生労働省令第 38 号

【耐圧に関する基準】
第１条　給水装置（最終の止水機構の流出側に設置
されている給水用具を除く。以下この条におい
て同じ。）は、次に掲げる耐圧のための性能を
有するものでなければならない。

一　給水装置（次号に規定する加圧装置及び当該
加圧装置の下流側に設置されている給水用具
並びに第三号に規定する熱交換器内における
浴槽内の水等の加熱用の水路を除く。）は、
厚生労働大臣が定める耐圧に関する試験（以
下「耐圧性能試験」という。）により 1.75MPa
の静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、変形、
破損その他の異常を生じないこと。

二　加圧装置及び当該加圧装置の下流側に設置さ
れている給水用具（次に掲げる要件を満たす
給水用具に設置されているものに限る。）は、
耐圧性能試験により当該加圧装置の最大吐出
圧力の静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、
変形、破損その他の異常を生じないこと。

イ　当該加圧装置を内蔵するものであること。
ロ　減圧弁が設置されているものであること。
ハ　ロの減圧弁の下流側に当該加圧装置が設置
されているものであること。

ニ　当該加圧装置の下流側に設置されている給
水用具についてロの減圧弁を通さない水と
の接続がない構造のものであること。

三　熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用の
水路（次に掲げる要件を満たすものに限る。）
については、接合箇所（溶接によるものを除
く。）を有せず、耐圧性能試験により 1.75MPa
の静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、変形、
破損その他の異常を生じないこと。

イ　当該熱交換器が給湯及び浴槽内の水等の加
熱に兼用する構造のものであること。

ロ　当該熱交換器の構造として給湯用の水路と
浴槽内の水等の加熱用の水路が接触するも
のであること。

四　パッキンを水圧で圧縮することにより水密性
を確保する構造の給水用具は、第一号に掲げ

浄化槽法（抄）●　第 13 条、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（抄）●　第 1 条
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る性能を有するとともに、耐圧性能試験によ
り 20kPa の静水圧を１分間加えたとき、水
漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこ
と。

２	 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐
力を確保するためにその構造及び材質に応じた
適切な接合が行われているものでなければなら
ない。

３	 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の
下の通過を避けること等により漏水時の修理を
容易に行うことができるようにしなければなら
ない。

第 1条　●給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（抄）
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る性能を有するとともに、耐圧性能試験によ
り 20kPa の静水圧を１分間加えたとき、水
漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこ
と。

２	 給水装置の接合箇所は、水圧に対する充分な耐
力を確保するためにその構造及び材質に応じた
適切な接合が行われているものでなければなら
ない。

３	 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の
下の通過を避けること等により漏水時の修理を
容易に行うことができるようにしなければなら
ない。

第 1条　●給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（抄）
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労働安全衛生法（抄）
昭和 47 年６月８日法律第 57 号

最終改正：令和元年６月 14 日法律第 37 号

【目的】
第１条　この法律は、労働基準法（昭和22年法律第49号）
と相まって、労働災害の防止のための危害防止
基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動
の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合
的計画的な対策を推進することにより職場にお
ける労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的と
する。

【定義】
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
一　労働災害　　労働者の就業に係る建設物、設
備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
又は作業行動その他業務に起因して、労働者
が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること
をいう。

二　労働者　　労働基準法第９条に規定する労働
者（同居の親族のみを使用する事業又は事務
所に使用される者及び家事使用人を除く。）
をいう。

三　事業者　　事業を行う者で、労働者を使用す
るものをいう。

三の二　化学物質　　元素及び化合物をいう。
四　作業環境測定　　作業環境の実態をは握する
ため空気環境その他の作業環境について行う
デザイン、サンプリング及び分析（解析を含
む。）をいう。

【総括安全衛生管理者】
第 10 条　事業者は、政令で定める規模の事業場ご
とに、厚生労働省令で定めるところにより、総
括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理
者、衛生管理者又は第 25 条の２第２項の規定
により技術的事項を管理する者の指揮をさせる
とともに、次の業務を統括管理させなければな
らない。

▪政令【総括安全衛生管理者を選任すべき事業場】

令２条�➡９２４ 

一　労働者の危険又は健康障害を防止するための

措置に関すること。
二　労働者の安全又は衛生のための教育の実施に
関すること。

三　健康診断の実施その他健康の保持増進のため
の措置に関すること。

四　労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関
すること。

五　前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止
するため必要な業務で、厚生労働省令で定め
るもの

２	 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてそ
の事業の実施を統括管理する者をもって充てな
ければならない。

３	 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため
必要があると認めるときは、総括安全衛生管理
者の業務の執行について事業者に勧告すること
ができる。

【安全管理者】
第 11 条　事業者は、政令で定める業種及び規模の
事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有
する者のうちから、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、安全管理者を選任し、その者に前条
第１項各号の業務（第 25 条の２第２項の規定
により技術的事項を管理する者を選任した場合
においては、同条第１項各号の措置に該当する
ものを除く。）のうち安全に係る技術的事項を
管理させなければならない。

▪政令【安全管理者を選任すべき事業場】令３条�➡９２４ 

２	 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため
必要があると認めるときは、事業者に対し、安
全管理者の増員又は解任を命ずることができ
る。

【衛生管理者】
第 12 条　事業者は、政令で定める規模の事業場ご
とに、都道府県労働局長の免許を受けた者その
他厚生労働省令で定める資格を有する者のうち
から、厚生労働省令で定めるところにより、当
該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を
選任し、その者に第 10 条第１項各号の業務（第
25 条の２第２項の規定により技術的事項を管
理する者を選任した場合においては、同条第１
項各号の措置に該当するものを除く。）のうち
衛生に係る技術的事項を管理させなければなら
ない。

▪政令【衛生管理者を選任すべき事業場】令４条�➡９２４ 
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よる。
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るものをいう。

三の二　化学物質　　元素及び化合物をいう。
四　作業環境測定　　作業環境の実態をは握する
ため空気環境その他の作業環境について行う
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２	 前条第２項の規定は、衛生管理者について準用
する。

【安全衛生推進者等】
第 12 条の２　事業者は、第 11 条第１項の事業場
及び前条第１項の事業場以外の事業場で、厚生
労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働
省令で定めるところにより、安全衛生推進者（第
11 条第１項の政令で定める業種以外の業種の
事業場にあっては、衛生推進者）を選任し、そ
の者に第 10 条第１項各号の業務（第 25 条の２
第２項の規定により技術的事項を管理する者を
選任した場合においては、同条第１項各号の措
置に該当するものを除くものとし、第 11 条第
１項の政令で定める業種以外の業種の事業場に
あっては、衛生に係る業務に限る。）を担当さ
せなければならない。

【産業医等】
第 13 条　事業者は、政令で定める規模の事業場ご
とに、厚生労働省令で定めるところにより、医
師のうちから産業医を選任し、その者に労働者
の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項
（以下「労働者の健康管理等」という。）を行わ
せなければならない。

▪政令【産業医を選任すべき事業場】令５条�➡９２４ 

２	 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要
な医学に関する知識について厚生労働省令で定
める要件を備えた者でなければならない。

３	 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要
な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職
務を行わなければならない。

４	 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、労働者の労
働時間に関する情報その他の産業医が労働者の
健康管理等を適切に行うために必要な情報とし
て厚生労働省令で定めるものを提供しなければ
ならない。

５	 産業医は、労働者の健康を確保するため必要が
あると認めるときは、事業者に対し、労働者の
健康管理等について必要な勧告をすることがで
きる。この場合において、事業者は、当該勧告
を尊重しなければならない。

６	 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労
働省令で定めるところにより、当該勧告の内容
その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員
会又は安全衛生委員会に報告しなければならな

い。
第 13 条の２　事業者は、前条第１項の事業場以外
の事業場については、労働者の健康管理等を行
うのに必要な医学に関する知識を有する医師そ
の他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管
理等の全部又は一部を行わせるように努めなけ
ればならない。

２	 前条第４項の規定は、前項に規定する者に労働
者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業
者について準用する。この場合において、同条
第４項中「提供しなければ」とあるのは、「提
供するように努めなければ」と読み替えるもの
とする。

第 13 条の３　事業者は、産業医又は前条第１項に
規定する者による労働者の健康管理等の適切な
実施を図るため、産業医又は同項に規定する者
が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応す
るために必要な体制の整備その他の必要な措置
を講ずるように努めなければならない。

【作業主任者】
第 14 条　事業者は、高圧室内作業その他の労働災
害を防止するための管理を必要とする作業で、
政令で定めるものについては、都道府県労働局
長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登
録を受けた者が行う技能講習を修了した者のう
ちから、厚生労働省令で定めるところにより、
当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、
その者に当該作業に従事する労働者の指揮その
他の厚生労働省令で定める事項を行わせなけれ
ばならない。

▪政令【作業主任者を選任すべき作業】令６条�➡９２４ 

【統括安全衛生責任者】
第 15 条　事業者で、一の場所において行う事業の
仕事の一部を請負人に請け負わせているもの
（当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が
２以上あるため、その者が２以上あることとな
るときは、当該請負契約のうちの最も先次の請
負契約における注文者とする。以下「元方事業
者」という。）のうち、建設業その他政令で定
める業種に属する事業（以下「特定事業」とい
う。）を行う者（以下「特定元方事業者」とい
う。）は、その労働者及びその請負人（元方事
業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によっ
て行われるときは、当該請負人の請負契約の後
次のすべての請負契約の当事者である請負人を
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含む。以下「関係請負人」という。）の労働者
が当該場所において作業を行うときは、これら
の労働者の作業が同一の場所において行われる
ことによって生ずる労働災害を防止するため、
統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安
全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第 30
条第１項各号の事項を統括管理させなければな
らない。ただし、これらの労働者の数が政令で
定める数未満であるときは、この限りでない。

▪政令【統括安全衛生責任者を選任すべき業種等】

令７条�➡９２５ 

２	 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその
事業の実施を統括管理する者をもって充てなけ
ればならない。

３	 第 30 条第４項の場合において、同項のすべて
の労働者の数が政令で定める数以上であるとき
は、当該指名された事業者は、これらの労働者
に関し、これらの労働者の作業が同一の場所に
おいて行われることによって生ずる労働災害を
防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、
その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせると
ともに、同条第１項各号の事項を統括管理させ
なければならない。この場合においては、当該
指名された事業者及び当該指名された事業者以
外の事業者については、第１項の規定は、適用
しない。

４	 第１項又は前項に定めるもののほか、第 25 条
の２第１項に規定する仕事が数次の請負契約に
よって行われる場合においては、第１項又は前
項の規定により統括安全衛生責任者を選任した
事業者は、統括安全衛生責任者に第 30 条の３
第５項において準用する第 25 条の２第２項の
規定により技術的事項を管理する者の指揮をさ
せるとともに、同条第１項各号の措置を統括管
理させなければならない。

５	 第 10 条第３項の規定は、統括安全衛生責任者
の業務の執行について準用する。この場合にお
いて、同項中「事業者」とあるのは、「当該統
括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替
えるものとする。

【元方安全衛生管理者】
第 15 条の２　前条第１項又は第３項の規定により
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設
業その他政令で定める業種に属する事業を行う
ものは、厚生労働省令で定める資格を有する者

のうちから、厚生労働省令で定めるところによ
り、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第
30 条第１項各号の事項のうち技術的事項を管
理させなければならない。

２	 第 11 条第２項の規定は、元方安全衛生管理者
について準用する。この場合において、同項中
「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理
者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

【店社安全衛生管理者】
第15条の３　建設業に属する事業の元方事業者は、
その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所
（これらの労働者の数が厚生労働省令で定める
数未満である場所及び第 15 条第１項又は第３
項の規定により統括安全衛生責任者を選任しな
ければならない場所を除く。）において作業を
行うときは、当該場所において行われる仕事に
係る請負契約を締結している事業場ごとに、こ
れらの労働者の作業が同一の場所で行われるこ
とによって生ずる労働災害を防止するため、厚
生労働省令で定める資格を有する者のうちか
ら、厚生労働省令で定めるところにより、店社
安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業
場で締結している当該請負契約に係る仕事を行
う場所における第 30 条第１項各号の事項を担
当する者に対する指導その他厚生労働省令で定
める事項を行わせなければならない。

２	 第 30 条第４項の場合において、同項のすべて
の労働者の数が厚生労働省令で定める数以上で
あるとき（第 15 条第１項又は第３項の規定に
より統括安全衛生責任者を選任しなければなら
ないときを除く。）は、当該指名された事業者
で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当
該場所において行われる仕事に係る請負契約を
締結している事業場ごとに、これらの労働者に
関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行
われることによって生ずる労働災害を防止する
ため、厚生労働省令で定める資格を有する者の
うちから、厚生労働省令で定めるところにより、
店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該
事業場で締結している当該請負契約に係る仕事
を行う場所における第 30 条第１項各号の事項
を担当する者に対する指導その他厚生労働省令
で定める事項を行わせなければならない。この
場合においては、当該指名された事業者及び当
該指名された事業者以外の事業者については、
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含む。以下「関係請負人」という。）の労働者
が当該場所において作業を行うときは、これら
の労働者の作業が同一の場所において行われる
ことによって生ずる労働災害を防止するため、
統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安
全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第 30
条第１項各号の事項を統括管理させなければな
らない。ただし、これらの労働者の数が政令で
定める数未満であるときは、この限りでない。

▪政令【統括安全衛生責任者を選任すべき業種等】

令７条�➡９２５ 

２	 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその
事業の実施を統括管理する者をもって充てなけ
ればならない。

３	 第 30 条第４項の場合において、同項のすべて
の労働者の数が政令で定める数以上であるとき
は、当該指名された事業者は、これらの労働者
に関し、これらの労働者の作業が同一の場所に
おいて行われることによって生ずる労働災害を
防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、
その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせると
ともに、同条第１項各号の事項を統括管理させ
なければならない。この場合においては、当該
指名された事業者及び当該指名された事業者以
外の事業者については、第１項の規定は、適用
しない。

４	 第１項又は前項に定めるもののほか、第 25 条
の２第１項に規定する仕事が数次の請負契約に
よって行われる場合においては、第１項又は前
項の規定により統括安全衛生責任者を選任した
事業者は、統括安全衛生責任者に第 30 条の３
第５項において準用する第 25 条の２第２項の
規定により技術的事項を管理する者の指揮をさ
せるとともに、同条第１項各号の措置を統括管
理させなければならない。

５	 第 10 条第３項の規定は、統括安全衛生責任者
の業務の執行について準用する。この場合にお
いて、同項中「事業者」とあるのは、「当該統
括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替
えるものとする。

【元方安全衛生管理者】
第 15 条の２　前条第１項又は第３項の規定により
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設
業その他政令で定める業種に属する事業を行う
ものは、厚生労働省令で定める資格を有する者

のうちから、厚生労働省令で定めるところによ
り、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第
30 条第１項各号の事項のうち技術的事項を管
理させなければならない。

２	 第 11 条第２項の規定は、元方安全衛生管理者
について準用する。この場合において、同項中
「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理
者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

【店社安全衛生管理者】
第15条の３　建設業に属する事業の元方事業者は、
その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所
（これらの労働者の数が厚生労働省令で定める
数未満である場所及び第 15 条第１項又は第３
項の規定により統括安全衛生責任者を選任しな
ければならない場所を除く。）において作業を
行うときは、当該場所において行われる仕事に
係る請負契約を締結している事業場ごとに、こ
れらの労働者の作業が同一の場所で行われるこ
とによって生ずる労働災害を防止するため、厚
生労働省令で定める資格を有する者のうちか
ら、厚生労働省令で定めるところにより、店社
安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業
場で締結している当該請負契約に係る仕事を行
う場所における第 30 条第１項各号の事項を担
当する者に対する指導その他厚生労働省令で定
める事項を行わせなければならない。

２	 第 30 条第４項の場合において、同項のすべて
の労働者の数が厚生労働省令で定める数以上で
あるとき（第 15 条第１項又は第３項の規定に
より統括安全衛生責任者を選任しなければなら
ないときを除く。）は、当該指名された事業者
で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当
該場所において行われる仕事に係る請負契約を
締結している事業場ごとに、これらの労働者に
関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行
われることによって生ずる労働災害を防止する
ため、厚生労働省令で定める資格を有する者の
うちから、厚生労働省令で定めるところにより、
店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該
事業場で締結している当該請負契約に係る仕事
を行う場所における第 30 条第１項各号の事項
を担当する者に対する指導その他厚生労働省令
で定める事項を行わせなければならない。この
場合においては、当該指名された事業者及び当
該指名された事業者以外の事業者については、
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前項の規定は適用しない。
【安全衛生責任者】
第 16 条　第 15 条第１項又は第３項の場合におい
て、これらの規定により統括安全衛生責任者を
選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を
自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、そ
の者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚
生労働省令で定める事項を行わせなければなら
ない。

２	 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請
負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その
旨を通報しなければならない。

【安全委員会】
第 17 条　事業者は、政令で定める業種及び規模の
事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業
者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を
設けなければならない。

▪政令【安全委員会を設けるべき事業場】令８条�➡９２５ 

一　労働者の危険を防止するための基本となるべ
き対策に関すること。

二　労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に
係るものに関すること。

三　前２号に掲げるもののほか、労働者の危険の
防止に関する重要事項

２	 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。
ただし、第一号の者である委員（以下「第一号
の委員」という。）は、１人とする。
一　総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者
以外の者で当該事業場においてその事業の実
施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる
者のうちから事業者が指名した者

二　安全管理者のうちから事業者が指名した者
三　当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有
するもののうちから事業者が指名した者

３	 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるもの
とする。

４	 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数につ
いては、当該事業場に労働者の過半数で組織す
る労働組合があるときにおいてはその労働組
合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときにおいては労働者の過半数を代表する者の
推薦に基づき指名しなければならない。

５	 前２項の規定は、当該事業場の労働者の過半数
で組織する労働組合との間における労働協約に
別段の定めがあるときは、その限度において適

用しない。
【衛生委員会】
第 18 条　事業者は、政令で定める規模の事業場ご
とに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し
意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなけ
ればならない。

▪政令【衛生委員会を設けるべき事業場】令９条�➡９２５  

一　労働者の健康障害を防止するための基本とな
るべき対策に関すること。

二　労働者の健康の保持増進を図るための基本と
なるべき対策に関すること。

三　労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に
係るものに関すること。

四　前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障
害の防止及び健康の保持増進に関する重要事
項

２	 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。
ただし、第一号の者である委員は、１人とする。

一　総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者
以外の者で当該事業場においてその事業の実
施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる
者のうちから事業者が指名した者

二　衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三　産業医のうちから事業者が指名した者
四　当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有
するもののうちから事業者が指名した者

３	 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測
定を実施している作業環境測定士であるものを
衛生委員会の委員として指名することができ
る。

４	 前条第３項から第５項までの規定は、衛生委員
会について準用する。この場合において、同条
第３項及び第４項中「第一号の委員」とあるの
は、「第 18 条第２項第一号の者である委員」と
読み替えるものとする。

【安全衛生委員会】
第 19 条　事業者は、第 17 条及び前条の規定によ
り安全委員会及び衛生委員会を設けなければな
らないときは、それぞれの委員会の設置に代え
て、安全衛生委員会を設置することができる。

２	 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成
する。ただし、第一号の者である委員は、１人
とする。

一　総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者
以外の者で当該事業場においてその事業の実

労働安全衛生法（抄）●　第 16 条

線引きはありません
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施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる
者のうちから事業者が指名した者

二　安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者
が指名した者

三　産業医のうちから事業者が指名した者
四　当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有
するもののうちから事業者が指名した者

五　当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有
するもののうちから事業者が指名した者

３	 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測
定を実施している作業環境測定士であるものを
安全衛生委員会の委員として指名することがで
きる。

４	 第 17 条第３項から第５項までの規定は、安全
衛生委員会について準用する。この場合におい
て、同条第３項及び第４項中「第一号の委員」
とあるのは、「第 19 条第２項第一号の者である
委員」と読み替えるものとする。

【安全管理者等に対する教育等】
第 19 条の２　事業者は、事業場における安全衛生
の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管
理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働
災害の防止のための業務に従事する者に対し、
これらの者が従事する業務に関する能力の向上
を図るための教育、講習等を行い、又はこれら
を受ける機会を与えるように努めなければなら
ない。

２	 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切か
つ有効な実施を図るため必要な指針を公表する
ものとする。

３	 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又
はその団体に対し、必要な指導等を行うことが
できる。

【作業環境測定】
第 65 条　事業者は、有害な業務を行う屋内作業場
その他の作業場で、政令で定めるものについて、
厚生労働省令で定めるところにより、必要な作
業環境測定を行い、及びその結果を記録してお
かなければならない。

▪政令【作業環境測定を行うべき作業場】令２１条�➡９２５ 

２	 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大
臣の定める作業環境測定基準に従って行わなけ
ればならない。

３	 厚生労働大臣は、第１項の規定による作業環境
測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作

業環境測定指針を公表するものとする。
４	 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公
表した場合において必要があると認めるとき
は、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれ
らの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し
必要な指導等を行うことができる。

５	 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労
働者の健康を保持する必要があると認めるとき
は、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働
省令で定めるところにより、事業者に対し、作
業環境測定の実施その他必要な事項を指示する
ことができる。

【特別安全衛生改善計画】
第 78 条　厚生労働大臣は、重大な労働災害として
厚生労働省令で定めるもの（以下この条におい
て「重大な労働災害」という。）が発生した場
合において、重大な労働災害の再発を防止する
ため必要がある場合として厚生労働省令で定め
る場合に該当すると認めるときは、厚生労働省
令で定めるところにより、事業者に対し、その
事業場の安全又は衛生に関する改善計画（以下
「特別安全衛生改善計画」という。）を作成し、
これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示す
ることができる。

２　事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しよう
とする場合には、当該事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合があるときにおいてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がないときにおいては労働者の過半数を代表す
る者の意見を聴かなければならない。

３　第１項の事業者及びその労働者は、特別安全衛
生改善計画を守らなければならない。

４　厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大
な労働災害の再発の防止を図る上で適切でない
と認めるときは、厚生労働省令で定めるところ
により、事業者に対し、当該特別安全衛生改善
計画を変更すべきことを指示することができ
る。

５　厚生労働大臣は、第１項若しくは前項の規定に
よる指示を受けた事業者がその指示に従わな
かった場合又は特別安全衛生改善計画を作成し
た事業者が当該特別安全衛生改善計画を守って
いないと認める場合において、重大な労働災害
が再発するおそれがあると認めるときは、当該
事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に

第 19 条の 2　●労働安全衛生法（抄）
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施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる
者のうちから事業者が指名した者

二　安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者
が指名した者

三　産業医のうちから事業者が指名した者
四　当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有
するもののうちから事業者が指名した者

五　当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有
するもののうちから事業者が指名した者

３	 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測
定を実施している作業環境測定士であるものを
安全衛生委員会の委員として指名することがで
きる。

４	 第 17 条第３項から第５項までの規定は、安全
衛生委員会について準用する。この場合におい
て、同条第３項及び第４項中「第一号の委員」
とあるのは、「第 19 条第２項第一号の者である
委員」と読み替えるものとする。

【安全管理者等に対する教育等】
第 19 条の２　事業者は、事業場における安全衛生
の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管
理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働
災害の防止のための業務に従事する者に対し、
これらの者が従事する業務に関する能力の向上
を図るための教育、講習等を行い、又はこれら
を受ける機会を与えるように努めなければなら
ない。

２	 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切か
つ有効な実施を図るため必要な指針を公表する
ものとする。

３	 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又
はその団体に対し、必要な指導等を行うことが
できる。

【作業環境測定】
第 65 条　事業者は、有害な業務を行う屋内作業場
その他の作業場で、政令で定めるものについて、
厚生労働省令で定めるところにより、必要な作
業環境測定を行い、及びその結果を記録してお
かなければならない。

▪政令【作業環境測定を行うべき作業場】令２１条�➡９２５ 

２	 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大
臣の定める作業環境測定基準に従って行わなけ
ればならない。

３	 厚生労働大臣は、第１項の規定による作業環境
測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作

業環境測定指針を公表するものとする。
４	 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公
表した場合において必要があると認めるとき
は、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれ
らの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し
必要な指導等を行うことができる。

５	 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労
働者の健康を保持する必要があると認めるとき
は、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働
省令で定めるところにより、事業者に対し、作
業環境測定の実施その他必要な事項を指示する
ことができる。

【特別安全衛生改善計画】
第 78 条　厚生労働大臣は、重大な労働災害として
厚生労働省令で定めるもの（以下この条におい
て「重大な労働災害」という。）が発生した場
合において、重大な労働災害の再発を防止する
ため必要がある場合として厚生労働省令で定め
る場合に該当すると認めるときは、厚生労働省
令で定めるところにより、事業者に対し、その
事業場の安全又は衛生に関する改善計画（以下
「特別安全衛生改善計画」という。）を作成し、
これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示す
ることができる。

２　事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しよう
とする場合には、当該事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合があるときにおいてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がないときにおいては労働者の過半数を代表す
る者の意見を聴かなければならない。

３　第１項の事業者及びその労働者は、特別安全衛
生改善計画を守らなければならない。

４　厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大
な労働災害の再発の防止を図る上で適切でない
と認めるときは、厚生労働省令で定めるところ
により、事業者に対し、当該特別安全衛生改善
計画を変更すべきことを指示することができ
る。

５　厚生労働大臣は、第１項若しくは前項の規定に
よる指示を受けた事業者がその指示に従わな
かった場合又は特別安全衛生改善計画を作成し
た事業者が当該特別安全衛生改善計画を守って
いないと認める場合において、重大な労働災害
が再発するおそれがあると認めるときは、当該
事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に

第 19 条の 2　●労働安全衛生法（抄）
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関し必要な措置をとるべきことを勧告すること
ができる。

６　厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受け
た事業者がこれに従わなかったときは、その旨
を公表することができる。

【安全衛生改善計画】
第 79 条　都道府県労働局長は、事業場の施設その
他の事項について、労働災害の防止を図るため
総合的な改善措置を講ずる必要があると認める
とき（前条第１項の規定により厚生労働大臣が
同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると
認めるときを除く。）は、厚生労働省令で定め
るところにより、事業者に対し、当該事業場の
安全又は衛生に関する改善計画（以下「安全衛
生改善計画」という。）を作成すべきことを指
示することができる。

２　前条第２項及び第３項の規定は、安全衛生改善
計画について準用する。この場合において、同
項中「第１項」とあるのは、「次条第１項」と
読み替えるものとする。

【安全衛生診断】
第 80 条　厚生労働大臣は、第 78 条第１項又は第
４項の規定による指示をした場合において、専
門的な助言を必要とすると認めるときは、当該
事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労
働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係
る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の
作成又は変更について、これらの者の意見を聴
くべきことを勧奨することができる。

２　前項の規定は、都道府県労働局長が前条第１項
の規定による指示をした場合について準用す
る。この場合において、前項中「作成又は変更」
とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。

【計画の届出等】
第 88 条　事業者は、機械等で、危険若しくは有害
な作業を必要とするもの、危険な場所において
使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止
するため使用するもののうち、厚生労働省令で
定めるものを設置し、若しくは移転し、又は
これらの主要構造部分を変更しようとするとき
は、その計画を当該工事の開始の日の 30 日前
までに、厚生労働省令で定めるところにより、
労働基準監督署長に届け出なければならない。
ただし、第 28 条の２第１項に規定する措置そ
の他の厚生労働省令で定める措置を講じている

ものとして、厚生労働省令で定めるところによ
り労働基準監督署長が認定した事業者について
は、この限りでない。

２	 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重
大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模
な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始し
ようとするときは、その計画を当該仕事の開始
の日の 30 日前までに、厚生労働省令で定める
ところにより、厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。

▪省令【仕事の範囲】規則８９条�➡９２６ 

３	 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属
する事業の仕事（建設業に属する事業にあって
は、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。）
で、厚生労働省令で定めるものを開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日の
14 日前までに、厚生労働省令で定めるところ
により、労働基準監督署長に届け出なければな
らない。

▪省令【仕事の範囲】規則９0条�➡９２６ 

４	 事業者は、第１項の規定による届出に係る工事
のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第２
項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項
の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省
令で定める仕事の計画を作成するときは、当該
工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事
から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労
働省令で定める資格を有する者を参画させなけ
ればならない。

５	 前３項の規定（前項の規定のうち、第１項の規
定による届出に係る部分を除く。）は、当該仕
事が数次の請負契約によって行われる場合にお
いて、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは
当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う
発注者がいないときは元請負人以外の事業者に
ついては、適用しない。

６	 労働基準監督署長は第１項又は第３項の規定に
よる届出があった場合において、厚生労働大臣
は第２項の規定による届出があった場合におい
て、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又
はこれに基づく命令の規定に違反すると認める
ときは、当該届出をした事業者に対し、その届
出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、
又は当該計画を変更すべきことを命ずることが
できる。

労働安全衛生法（抄）●　第 ７9 条
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７	 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の
規定による命令（第２項又は第３項の規定によ
る届出をした事業者に対するものに限る。）を
した場合において、必要があると認めるときは、
当該命令に係る仕事の発注者（当該仕事を自ら
行う者を除く。）に対し、労働災害の防止に関
する事項について必要な勧告又は要請を行うこ
とができる。

労働安全衛生法施行令（抄）
昭和 47 年８月 19 日政令第 318 号

最終改正：令和５年９月６日政令第 276 号

【総括安全衛生管理者を選任すべき事業場】
第２条　労働安全衛生法（以下「法」という。）第
10 条第１項の政令で定める規模の事業場は、
次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該
各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場
とする。

一　林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業　　
　　100 人

二　製造業（物の加工業を含む。）�、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小
売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小
売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及
び機械修理業　　300 人

三　その他の業種　　1,000 人
【安全管理者を選任すべき事業場】
第３条　法第 11 条第１項の政令で定める業種及び
規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げ
る業種の事業場で、常時 50 人以上の労働者を
使用するものとする。

【衛生管理者を選任すべき事業場】
第４条　法第 12 条第１項の政令で定める規模の事
業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する事
業場とする。

【産業医を選任すべき事業場】
第５条　法第 13 条第１項の政令で定める規模の事
業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する事
業場とする。

【作業主任者を選任すべき作業】
第６条　法第 14 条の政令で定める作業は、次のと
おりとする。

一　高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工法に
より、大気圧を超える気圧下の作業室又は
シャフトの内部において行う作業に限る。）

二　アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を
用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

三〜五の二　（略）
六　木材加工用機械（丸のこ盤、帯のこ盤、かん
な盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、
携帯用のものを除く。）を５台以上（当該機

第 ８８ 条　●労働安全衛生法（抄）、第 2条　●労働安全衛生法施行令（抄）

線引きはありません
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７	 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の
規定による命令（第２項又は第３項の規定によ
る届出をした事業者に対するものに限る。）を
した場合において、必要があると認めるときは、
当該命令に係る仕事の発注者（当該仕事を自ら
行う者を除く。）に対し、労働災害の防止に関
する事項について必要な勧告又は要請を行うこ
とができる。

労働安全衛生法施行令（抄）
昭和 47 年８月 19 日政令第 318 号

最終改正：令和５年９月６日政令第 276 号

【総括安全衛生管理者を選任すべき事業場】
第２条　労働安全衛生法（以下「法」という。）第
10 条第１項の政令で定める規模の事業場は、
次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該
各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場
とする。

一　林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業　　
　　100 人

二　製造業（物の加工業を含む。）�、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小
売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小
売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及
び機械修理業　　300 人

三　その他の業種　　1,000 人
【安全管理者を選任すべき事業場】
第３条　法第 11 条第１項の政令で定める業種及び
規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げ
る業種の事業場で、常時 50 人以上の労働者を
使用するものとする。

【衛生管理者を選任すべき事業場】
第４条　法第 12 条第１項の政令で定める規模の事
業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する事
業場とする。

【産業医を選任すべき事業場】
第５条　法第 13 条第１項の政令で定める規模の事
業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する事
業場とする。

【作業主任者を選任すべき作業】
第６条　法第 14 条の政令で定める作業は、次のと
おりとする。

一　高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工法に
より、大気圧を超える気圧下の作業室又は
シャフトの内部において行う作業に限る。）

二　アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を
用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

三〜五の二　（略）
六　木材加工用機械（丸のこ盤、帯のこ盤、かん
な盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、
携帯用のものを除く。）を５台以上（当該機

第 ８８ 条　●労働安全衛生法（抄）、第 2条　●労働安全衛生法施行令（抄）
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械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれて
いる場合には、３台以上）有する事業場にお
いて行う当該機械による作業

七・八　（略）
八の二　コンクリート破砕器を用いて行う破砕の
作業

九　掘削面の高さが２ｍ以上となる地山の掘削
（ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。）
の作業（第十一号に掲げる作業を除く。）

十　土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付
け又は取り外しの作業

十の二〜三十　（略）
四
十　型枠支保工（支柱、はり、つなぎ、筋かい等
の部材により構成され、建設物におけるスラ
ブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠
を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。）
の組立て又は解体の作業

五
十　つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。以下
同じ。）、張出し足場又は高さが５ｍ以上の構
造の足場の組立て、解体又は変更の作業

五
十の二　建築物の骨組み又は塔であって、金属製
の部材により構成されるもの（その高さが５
ｍ以上であるものに限る。）の組立て、解体
又は変更の作業

五
十の三　橋梁の上部構造であって、金属製の部材
により構成されるもの（その高さが５ｍ以上
であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支
間が 30 ｍ以上である部分に限る。）の架設、
解体又は変更の作業

五
十の四　建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２
条第１項第七号に規定する軒の高さが５ｍ以
上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれ
に伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの
作業

五
十の五　コンクリート造の工作物（その高さが５
ｍ以上であるものに限る。）の解体又は破壊
の作業

六
十　橋梁の上部構造であって、コンクリート造の
もの（その高さが５ｍ以上であるもの又は当
該上部構造のうち橋梁の支間が 30 ｍ以上で
ある部分に限る。）の架設又は変更の作業

七
十〜二二　（略）
三
二　石綿若しくは石綿をその重量の 0.1％を超え
て含有する製剤その他の物（以下「石綿等」
という。）を取り扱う作業（試験研究のため

取り扱う作業を除く。）又は石綿等を試験研
究のため製造する作業若しくは第 16 条第１
項第四号イからハまでに掲げる石綿で同号の
厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの
石綿をその重量の 0.1％を超えて含有する製
剤その他の物（以下「石綿分析用試料等」と
いう。）を製造する作業

【統括安全衛生責任者を選任すべき業種等】
第７条　法第 15 条第１項の政令で定める業種は、
造船業とする。

２	 法第 15 条第１項ただし書及び第３項の政令で
定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の
区分に応じ、当該各号に定める数とする。

一　ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事（作
業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行
が損なわれるおそれのある場所として厚生労
働省令で定める場所において行われるものに
限る。）�又は圧気工法による作業を行う仕事
　　常時 30 人

二　前号に掲げる仕事以外の仕事　　常時 50 人
【安全委員会を設けるべき事業場】
第８条　法第 17 条第１項の政令で定める業種及び
規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分
に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者
を使用する事業場とする。

一　林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木
製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製
造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のう
ち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整
備業、機械修理業並びに清掃業　　50 人

二　第２条�第一号及び第二号に掲げる業種（前号
に掲げる業種を除く。）�　　100 人

【衛生委員会を設けるべき事業場】
第９条　法第 18 条第１項の政令で定める規模の事
業場は、常時 50 人以上の労働者を使用する事
業場とする。

【作業環境測定を行うべき作業場】
第 21 条　法第 65 条第１項の政令で定める作業場
は、次のとおりとする。

一　土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを
著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令
で定めるもの

二　暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労
働省令で定めるもの

三　著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働

労働安全衛生法施行令（抄）●　第 ７条



926 労安法施行令、労安規則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

省令で定めるもの
四　坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五　中央管理方式の空気調和設備（空気を浄化し、
その温度、湿度及び流量を調節して供給する
ことができる設備をいう。）を設けている建
築物の室で、事務所の用に供されるもの

六　別表第２に掲げる放射線業務を行う作業場
で、厚生労働省令で定めるもの

七　別表第３第１号若しくは第２号に掲げる特定
化学物質（同号 34 の２に掲げる物及び同号
37 に掲げる物で同号 34 の２に係るものを除
く。）を製造し、若しくは取り扱う屋内作業
場（同号３の３、11 の２、13 の２、15、15
の２、18 の２から 18 の４まで、19 の２から
19 の４まで、22 の２から 22 の５まで、23
の２、33 の２若しくは 34 の３に掲げる物又
は同号 37 に掲げる物で同号３の３、11 の２、
13の２、15、15の２、18の２から18の４まで、
19 の２から 19 の４まで、22 の２から 22 の
５まで、23 の２、33 の２若しくは 34 の３に
係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生
労働省令で定めるものを行うものを除く。）、
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため
製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料
等を製造する屋内作業場又はコークス炉上に
おいて若しくはコークス炉に接してコークス
製造の作業を行う場合の当該作業場

八　別表第４第１号から第８号まで、第 10 号又
は第 16 号に掲げる鉛業務（遠隔操作によっ
て行う隔離室におけるものを除く。）を行う
屋内作業場

九　別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所において
作業を行う場合の当該作業場

十　別表第６の２に掲げる有機溶剤を製造し、又
は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるもの
を行う屋内作業場

労働安全衛生規則（抄）
昭和 47 年９月 30 日労働省令第 32 号

最終改正：令和５年８月 30 日厚生労働省令第 108 号

【仕事の範囲】
第 89 条　法第 88 条第２項の厚生労働省令で定め
る仕事は、次のとおりとする。

一　高さが 300 ｍ以上の塔の建設の仕事
二　堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをいう。）
が 150 ｍ以上のダムの建設の仕事

三　最大支間 500 ｍ（つり橋にあっては、1,000 ｍ）
以上の橋梁の建設の仕事

四　長さが 3,000 ｍ以上のずい道等の建設の仕事
五　長さが 1,000 ｍ以上 3,000 ｍ未満のずい道等
の建設の仕事で、深さが 50 ｍ以上のたて坑
（通路として使用されるものに限る。）の掘削
を伴うもの

六　ゲージ圧力が 0.3 メガパスカル以上の圧気工
法による作業を行う仕事

第 90 条　法第 88 条第３項の厚生労働省令で定め
る仕事は、次のとおりとする。

一　高さ 31 ｍを超える建築物又は工作物（橋梁
を除く。）の建設、改造、解体又は破壊（以
下「建設等」という。）の仕事

二　最大支間 50 ｍ以上の橋梁の建設等の仕事
二の二　最大支間 30 ｍ以上 50 ｍ未満の橋梁の上
部構造の建設等の仕事（第 18 条の２の２の
場所において行われるものに限る。）

三　ずい道等の建設等の仕事（ずい道等の内部に
労働者が立ち入らないものを除く。）

四　掘削の高さ又は深さが 10 ｍ以上である地山
の掘削（ずい道等の掘削及び岩石の採取のた
めの掘削を除く。以下同じ。）の作業（掘削
機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者
が立ち入らないものを除く。）を行う仕事

五　圧気工法による作業を行う仕事
五の二　建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に
限る。次号において同じ。）に吹き付けられ
ている石綿等（石綿等が使用されている仕上
げ用塗り材を除く。）の除去、封じ込め又は
囲い込みの作業を行う仕事

五の三　建築物、工作物又は船舶に張り付けられ
ている石綿等が使用されている保温材、耐火
被覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。）

第 21 条　●労働安全衛生法施行令（抄）、第 ８9 条　●労働安全衛生規則（抄）
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省令で定めるもの
四　坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五　中央管理方式の空気調和設備（空気を浄化し、
その温度、湿度及び流量を調節して供給する
ことができる設備をいう。）を設けている建
築物の室で、事務所の用に供されるもの

六　別表第２に掲げる放射線業務を行う作業場
で、厚生労働省令で定めるもの

七　別表第３第１号若しくは第２号に掲げる特定
化学物質（同号 34 の２に掲げる物及び同号
37 に掲げる物で同号 34 の２に係るものを除
く。）を製造し、若しくは取り扱う屋内作業
場（同号３の３、11 の２、13 の２、15、15
の２、18 の２から 18 の４まで、19 の２から
19 の４まで、22 の２から 22 の５まで、23
の２、33 の２若しくは 34 の３に掲げる物又
は同号 37 に掲げる物で同号３の３、11 の２、
13の２、15、15の２、18の２から18の４まで、
19 の２から 19 の４まで、22 の２から 22 の
５まで、23 の２、33 の２若しくは 34 の３に
係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生
労働省令で定めるものを行うものを除く。）、
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため
製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料
等を製造する屋内作業場又はコークス炉上に
おいて若しくはコークス炉に接してコークス
製造の作業を行う場合の当該作業場

八　別表第４第１号から第８号まで、第 10 号又
は第 16 号に掲げる鉛業務（遠隔操作によっ
て行う隔離室におけるものを除く。）を行う
屋内作業場

九　別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所において
作業を行う場合の当該作業場

十　別表第６の２に掲げる有機溶剤を製造し、又
は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるもの
を行う屋内作業場

労働安全衛生規則（抄）
昭和 47 年９月 30 日労働省令第 32 号

最終改正：令和５年８月 30 日厚生労働省令第 108 号

【仕事の範囲】
第 89 条　法第 88 条第２項の厚生労働省令で定め
る仕事は、次のとおりとする。

一　高さが 300 ｍ以上の塔の建設の仕事
二　堤高（基礎地盤から堤頂までの高さをいう。）
が 150 ｍ以上のダムの建設の仕事

三　最大支間 500 ｍ（つり橋にあっては、1,000 ｍ）
以上の橋梁の建設の仕事

四　長さが 3,000 ｍ以上のずい道等の建設の仕事
五　長さが 1,000 ｍ以上 3,000 ｍ未満のずい道等
の建設の仕事で、深さが 50 ｍ以上のたて坑
（通路として使用されるものに限る。）の掘削
を伴うもの

六　ゲージ圧力が 0.3 メガパスカル以上の圧気工
法による作業を行う仕事

第 90 条　法第 88 条第３項の厚生労働省令で定め
る仕事は、次のとおりとする。

一　高さ 31 ｍを超える建築物又は工作物（橋梁
を除く。）の建設、改造、解体又は破壊（以
下「建設等」という。）の仕事

二　最大支間 50 ｍ以上の橋梁の建設等の仕事
二の二　最大支間 30 ｍ以上 50 ｍ未満の橋梁の上
部構造の建設等の仕事（第 18 条の２の２の
場所において行われるものに限る。）

三　ずい道等の建設等の仕事（ずい道等の内部に
労働者が立ち入らないものを除く。）

四　掘削の高さ又は深さが 10 ｍ以上である地山
の掘削（ずい道等の掘削及び岩石の採取のた
めの掘削を除く。以下同じ。）の作業（掘削
機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者
が立ち入らないものを除く。）を行う仕事

五　圧気工法による作業を行う仕事
五の二　建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に
限る。次号において同じ。）に吹き付けられ
ている石綿等（石綿等が使用されている仕上
げ用塗り材を除く。）の除去、封じ込め又は
囲い込みの作業を行う仕事

五の三　建築物、工作物又は船舶に張り付けられ
ている石綿等が使用されている保温材、耐火
被覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。）

第 21 条　●労働安全衛生法施行令（抄）、第 ８9 条　●労働安全衛生規則（抄）
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等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業（石
綿等の粉じんを著しく発散するおそれのある
ものに限る。）を行う仕事

五の四　ダイオキシン類対策特別措置法施行令別
表第１第５号に掲げる廃棄物焼却炉（火格子
面積が２㎡以上又は焼却能力が１時間当たり
200㎏以上のものに限る。）を有する廃棄物の
焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん
機等の設備の解体等の仕事

六　掘削の高さ又は深さが 10 ｍ以上の土石の採
取のための掘削の作業を行う仕事

七　坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作
業を行う仕事

【型わく支保工の構造】
第 239 条　事業者は、型わく支保工については、
型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に
応じた堅固な構造のものでなければ、使用して
はならない。

【組立図】
第 240 条　事業者は、型わく支保工を組み立てる
ときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図に
より組み立てなければならない。

２	 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい
等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示され
ているものでなければならない。

３	 第１項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次
に定めるところによらなければならない。
一　支柱、はり又ははりの支持物（以下この条に
おいて「支柱等」という。）が組み合わされ
た構造のものでないときは、設計荷重（型枠
支保工が支える物の重量に相当する荷重に、
型枠１㎡につき 150㎏以上の荷重を加えた荷
重をいう。以下この条において同じ。）によ
り当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等
の材料の許容応力の値を超えないこと。

二　支柱等が組み合わされた構造のものであると
きは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の
指定する最大使用荷重を超えないこと。

三　鋼管枠を支柱として用いるものであるとき
は、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の　	
に相当する水平方向の荷重が作用しても安全
な構造のものとすること。

四　鋼管枠以外のものを支柱として用いるもので
あるときは、当該型枠支保工の上端に、設計
荷重の　	に相当する水平方向の荷重が作用

2.5
100

5
100

しても安全な構造のものとすること。
【許容応力の値】
第 241 条　前条第３項第一号の材料の許容応力の
値は、次に定めるところによる。

一　鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値
は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの
値の　	の値のうちいずれか小さい値の　	の
値以下とすること。

二　鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降
伏強さの値又は引張強さの値の　	の値のう
ちいずれか小さい値の　	の値以下とするこ
と。

三　鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計
算を行って得た値以下とすること。

　　 ≦Λの場合　бc＝
1− 0.4（　	/Λ）2

ν
l
i F

　　 ＞Λの場合　бc＝ 0.29
（　	/Λ）2l

i
F

これらの式において、l、i、Λ、б c、ν及び Fは、
それぞれ次の値を表すものとする。
　l　		支柱の長さ（支柱が水平方向の変位を拘

束されているときは、拘束点間の長さの
うちの最大の長さ）（単位　㎝）

　i　		支柱の最小断面二次半径（単位　㎝）
　Λ　限界細長比＝		π2E/0.6F
　　　ただし、π　円周率
　E　	当該鋼材のヤング係数（単位　N/㎠）
　бc　許容座屈応力の値（単位　N/㎠）
　ν　安全率＝ 1.5＋0.57（　	/Λ）2

　F　	当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの
値の　	の値のうちのいずれか小さい値
（単位　N/㎠）

l
i

l
i

l
i

3
4

四　木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応
力及び許容せん断応力の値は、次の表の左欄
に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の
右欄に掲げる値以下とすること。

3
4

2
3

3
4

38
100

労働安全衛生規則（抄）●　第 239 条
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木材の種類
許容応力の値
（単位　Ｎ/㎠）

曲げ 圧縮 せん断

あかまつ、くろまつ、からまつ、ひ
ば、ひのき、つが、べいまつ又はべ
いひ

1,320 1,180 103

すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、
べいすぎ又はべいつが 1,030 880 74

かし 1,910 1,320 210

くり、なら、ぶな又はけやき 1,470 1,030 150

五　木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の
式により計算を行って得た値以下とするこ
と。

　　	≦ 100 の場合　　fk＝fc（1−0.007　	）
　　	＞ 100 の場合　　fk＝

0.3fc
（	　	）2lk
100i

これらの式において、lk、i、fc及び fkは、そ
れぞれ次の値を表すものとする。
　lk　支柱の長さ（支柱が水平方向の変位を拘

束されているときは、拘束点間の長さ
のうち最大の長さ）（単位　㎝）

　i　		支柱の最小断面二次半径（単位　㎝）
　fc　許容圧縮応力の値（単位　N/㎠）
　fk　許容座屈応力の値（単位　N/㎠）

lk
i

lk
i

lk
i

【型枠支保工についての措置等】
第 242 条　事業者は、型枠支保工については、次
に定めるところによらなければならない。
一　敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打
込み等支柱の沈下を防止するための措置を講
ずること。

二　支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱
の脚部の滑動を防止するための措置を講ずる
こと。

三　支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手と
すること。

四　鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、
クランプ等の金具を用いて緊結すること。

五　型枠が曲面のものであるときは、控えの取付
け等当該型枠の浮き上がりを防止するための
措置を講ずること。

五の二　Ｈ型鋼又はＩ型鋼（以下この号において
「Ｈ型鋼等」という。）を大引き、敷角等の水
平材として用いる場合であって、当該Ｈ型鋼
等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集

中荷重が作用することにより、当該Ｈ型鋼等
の断面が変形するおそれがあるときは、当該
接続する箇所に補強材を取り付けること。

六　鋼管（パイプサポートを除く。以下この条に
おいて同じ。）を支柱として用いるものにあっ
ては、当該鋼管の部分について次に定めると
ころによること。

イ　高さ２ｍ以内ごとに水平つなぎを２方向に
設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する
こと。

ロ　はり又は大引きを上端に載せるときは、当
該上端に鋼製の端板を取り付け、これをは
り又は大引きに固定すること。

七　パイプサポートを支柱として用いるものに
あっては、当該パイプサポートの部分につい
て次に定めるところによること。

イ　パイプサポートを３以上継いで用いないこ
と。

ロ　パイプサポートを継いで用いるときは、４
以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐ
こと。

ハ　高さが 3.5 ｍを超えるときは、前号イに定
める措置を講ずること。

八　鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、
当該鋼管枠の部分について次に定めるところ
によること。

イ　鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設け
ること。

ロ　最上層及び５層以内ごとの箇所において、
型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交
差筋かいの方向における５枠以内ごとの箇
所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つな
ぎの変位を防止すること。

ハ　最上層及び５層以内ごとの箇所において、
型枠支保工の枠面の方向における両端及び
５枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向
に布枠を設けること。

ニ　第六号ロに定める措置を講ずること。
九　組立て鋼柱を支柱として用いるものにあって
は、当該組立て鋼柱の部分について次に定め
るところによること。

イ　第六号ロに定める措置を講ずること。
ロ　高さが４ｍを超えるときは、高さ４ｍ以内
ごとに水平つなぎを２方向に設け、かつ、
水平つなぎの変位を防止すること。

第 2４2 条　●労働安全衛生規則（抄）
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木材の種類
許容応力の値
（単位　Ｎ/㎠）

曲げ 圧縮 せん断

あかまつ、くろまつ、からまつ、ひ
ば、ひのき、つが、べいまつ又はべ
いひ

1,320 1,180 103

すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、
べいすぎ又はべいつが 1,030 880 74

かし 1,910 1,320 210

くり、なら、ぶな又はけやき 1,470 1,030 150

五　木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の
式により計算を行って得た値以下とするこ
と。

　　	≦ 100 の場合　　fk＝fc（1−0.007　	）
　　	＞ 100 の場合　　fk＝

0.3fc
（	　	）2lk
100i

これらの式において、lk、i、fc及び fkは、そ
れぞれ次の値を表すものとする。
　lk　支柱の長さ（支柱が水平方向の変位を拘

束されているときは、拘束点間の長さ
のうち最大の長さ）（単位　㎝）

　i　		支柱の最小断面二次半径（単位　㎝）
　fc　許容圧縮応力の値（単位　N/㎠）
　fk　許容座屈応力の値（単位　N/㎠）

lk
i

lk
i

lk
i

【型枠支保工についての措置等】
第 242 条　事業者は、型枠支保工については、次
に定めるところによらなければならない。

一　敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打
込み等支柱の沈下を防止するための措置を講
ずること。

二　支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱
の脚部の滑動を防止するための措置を講ずる
こと。

三　支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手と
すること。

四　鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、
クランプ等の金具を用いて緊結すること。

五　型枠が曲面のものであるときは、控えの取付
け等当該型枠の浮き上がりを防止するための
措置を講ずること。

五の二　Ｈ型鋼又はＩ型鋼（以下この号において
「Ｈ型鋼等」という。）を大引き、敷角等の水
平材として用いる場合であって、当該Ｈ型鋼
等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集

中荷重が作用することにより、当該Ｈ型鋼等
の断面が変形するおそれがあるときは、当該
接続する箇所に補強材を取り付けること。

六　鋼管（パイプサポートを除く。以下この条に
おいて同じ。）を支柱として用いるものにあっ
ては、当該鋼管の部分について次に定めると
ころによること。

イ　高さ２ｍ以内ごとに水平つなぎを２方向に
設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する
こと。

ロ　はり又は大引きを上端に載せるときは、当
該上端に鋼製の端板を取り付け、これをは
り又は大引きに固定すること。

七　パイプサポートを支柱として用いるものに
あっては、当該パイプサポートの部分につい
て次に定めるところによること。

イ　パイプサポートを３以上継いで用いないこ
と。

ロ　パイプサポートを継いで用いるときは、４
以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐ
こと。

ハ　高さが 3.5 ｍを超えるときは、前号イに定
める措置を講ずること。

八　鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、
当該鋼管枠の部分について次に定めるところ
によること。

イ　鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設け
ること。

ロ　最上層及び５層以内ごとの箇所において、
型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交
差筋かいの方向における５枠以内ごとの箇
所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つな
ぎの変位を防止すること。

ハ　最上層及び５層以内ごとの箇所において、
型枠支保工の枠面の方向における両端及び
５枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向
に布枠を設けること。

ニ　第六号ロに定める措置を講ずること。
九　組立て鋼柱を支柱として用いるものにあって
は、当該組立て鋼柱の部分について次に定め
るところによること。

イ　第六号ロに定める措置を講ずること。
ロ　高さが４ｍを超えるときは、高さ４ｍ以内
ごとに水平つなぎを２方向に設け、かつ、
水平つなぎの変位を防止すること。

第 2４2 条　●労働安全衛生規則（抄）
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九の二　Ｈ型鋼を支柱として用いるものにあって
は、当該Ｈ型鋼の部分について第六号ロに定
める措置を講ずること。

十　木材を支柱として用いるものにあっては、当
該木材の部分について次に定めるところによ
ること。
イ　第六号イに定める措置を講ずること。
ロ　木材を継いで用いるときは、２個以上の添
え物を用いて継ぐこと。

ハ　はり又は大引きを上端に載せるときは、添
え物を用いて、当該上端をはり又は大引き
に固定すること。

一
十　はりで構成するものにあっては、次に定める
ところによること。
イ　はりの両端を支持物に固定することによ
り、はりの滑動及び脱落を防止すること。

ロ　はりとはりとの間につなぎを設けることに
より、はりの横倒れを防止すること。

【段状の型わく支保工】
第 243 条　事業者は、敷板、敷角等をはさんで段
状に組み立てる型わく支保工については、前条
各号に定めるところによるほか、次に定めると
ころによらなければならない。
一　型わくの形状によりやむを得ない場合を除
き、敷板、敷角等を２段以上はさまないこと。

二　敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷
板、敷角等を緊結すること。

三　支柱は、敷板、敷角等に固定すること。
【コンクリートの打設の作業】
第 244 条　事業者は、コンクリートの打設の作業
を行なうときは、次に定めるところによらなけ
ればならない。
一　その日の作業を開始する前に、当該作業に係
る型わく支保工について点検し、異状を認め
たときは、補修すること。

二　作業中に型わく支保工に異状が認められた際
における作業中止のための措置をあらかじめ
講じておくこと。

【型わく支保工の組立て等の作業】
第 245 条　事業者は、型わく支保工の組立て又は
解体の作業を行なうときは、次の措置を講じな
ければならない。
一　当該作業を行なう区域には、関係労働者以外
の労働者の立ち入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の

実施について危険が予想されるときは、当該
作業に労働者を従事させないこと。

三　材料、器具又は工具を上げ、又はおろすとき
は、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる
こと。

【型枠支保工の組立て等作業主任者の選任】
第 246 条　事業者は、令第６条第十四号の作業に
ついては、型枠支保工の組立て等作業主任者技
能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の
組立て等作業主任者を選任しなければならな
い。

【型枠支保工の組立て等作業主任者の職務】
第 247 条　事業者は、型枠支保工の組立て等作業
主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一　作業の方法を決定し、作業を直接指揮するこ
と。

二　材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検
し、不良品を取り除くこと。

三　作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護
帽の使用状況を監視すること。

【作業箇所等の調査】
第 355 条　事業者は、地山の掘削の作業を行う場
合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等に
より労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき
は、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山
について次の事項をボーリングその他適当な方
法により調査し、これらの事項について知り得
たところに適応する掘削の時期及び順序を定め
て、当該定めにより作業を行わなければならな
い。

一　形状、地質及び地層の状態
二　き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
三　埋設物等の有無及び状態
四　高温のガス及び蒸気の有無及び状態

【掘削面のこう配の基準】
第 356 条　事業者は、手掘り（パワー・ショベル、
トラクター・ショベル等の掘削機械を用いない
で行なう掘削の方法をいう。以下次条において
同じ。）により地山（崩壊又は岩石の落下の原
因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂から
なる地山及び発破等により崩壊しやすい状態に
なっている地山を除く。以下この条において同
じ。）の掘削の作業を行なうときは、掘削面（掘
削面に奥行きが２ｍ以上の水平な段があるとき
は、当該段により区切られるそれぞれの掘削面

労働安全衛生規則（抄）●　第 2４3 条
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をいう。以下同じ。）のこう配を、次の表の左
欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる
掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の右欄に掲
げる値以下としなければならない。

地山の種類 掘削面の高さ
（単位　ｍ）

掘削面のこう配
（単位　度）

岩盤又は堅い粘土から
なる地山

５未満 90

５以上 75

その他の地山

２未満 90

２以上５未満 75

５以上 60

２	 前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部
分があるため、そのこう配が算定できないとき
は、当該掘削面について、同項の基準に従い、
それよりも崩壊の危険が大きくないように当該
各部分の傾斜を保持しなければならない。

第 357 条　事業者は、手掘りにより砂からなる地
山又は発破等により崩壊しやすい状態になって
いる地山の掘削の作業を行なうときは、次に定
めるところによらなければならない。
一　砂からなる地山にあっては、掘削面のこう配
を 35 度以下とし、又は掘削面の高さを５ｍ
未満とすること。

二　発破等により崩壊しやすい状態になっている
地山にあっては、掘削面のこう配を 45 度以
下とし、又は掘削面の高さを２ｍ未満とする
こと。

２	 前条第２項の規定は、前項の地山の掘削面に傾
斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定
できない場合について、準用する。

【コンクリート造の工作物の解体等の作業】
第 517 条の 15　事業者は、令第６条第十五号の五
の作業を行うときは、次の措置を講じなければ
ならない。
一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労
働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の
実施について危険が予想されるときは、当該
作業を中止すること。

三　器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つ
り綱、つり袋等を労働者に使用させること。

【保護帽の着用】
第 517 条の 19　事業者は、令第６条第十五号の五
の作業を行うときは、物体の飛来又は落下によ
る労働者の危険を防止するため、当該作業に従
事する労働者に保護帽を着用させなければなら
ない。

２	 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽
を着用しなければならない。

【作業床の設置等】
第 518 条　事業者は、高さが２ｍ以上の箇所（作
業床の端、開口部等を除く。）で作業を行なう
場合において墜落により労働者に危険を及ぼす
おそれのあるときは、足場を組み立てる等の方
法により作業床を設けなければならない。

２	 事業者は、前項の規定により作業床を設けるこ
とが困難なときは、防網を張り、労働者に要求
性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講じなけ
ればならない。

第519条　事業者は、高さが２ｍ以上の作業床の端、
開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすお
それのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以
下この条において「囲い等」という。）を設け
なければならない。

２	 事業者は、前項の規定により、囲い等を設ける
ことが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時
に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労
働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等
墜落による労働者の危険を防止するための措置
を講じなければならない。

【スレート等の屋根上の危険の防止】
第 524 条　事業者は、スレート、木毛板等の材料
でふかれた屋根の上で作業を行なう場合におい
て、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすお
それのあるときは、幅が 30㎝以上の歩み板を
設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危
険を防止するための措置を講じなければならな
い。

【昇降するための設備の設置等】
第 526 条　事業者は、高さ又は深さが 1.5 ｍをこえ
る箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事
する労働者が安全に昇降するための設備等を設
けなければならない。ただし、安全に昇降する
ための設備等を設けることが作業の性質上著し
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をいう。以下同じ。）のこう配を、次の表の左
欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる
掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の右欄に掲
げる値以下としなければならない。

地山の種類 掘削面の高さ
（単位　ｍ）

掘削面のこう配
（単位　度）

岩盤又は堅い粘土から
なる地山

５未満 90

５以上 75

その他の地山

２未満 90

２以上５未満 75

５以上 60

２	 前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部
分があるため、そのこう配が算定できないとき
は、当該掘削面について、同項の基準に従い、
それよりも崩壊の危険が大きくないように当該
各部分の傾斜を保持しなければならない。

第 357 条　事業者は、手掘りにより砂からなる地
山又は発破等により崩壊しやすい状態になって
いる地山の掘削の作業を行なうときは、次に定
めるところによらなければならない。

一　砂からなる地山にあっては、掘削面のこう配
を 35 度以下とし、又は掘削面の高さを５ｍ
未満とすること。

二　発破等により崩壊しやすい状態になっている
地山にあっては、掘削面のこう配を 45 度以
下とし、又は掘削面の高さを２ｍ未満とする
こと。

２	 前条第２項の規定は、前項の地山の掘削面に傾
斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定
できない場合について、準用する。

【コンクリート造の工作物の解体等の作業】
第 517 条の 15　事業者は、令第６条第十五号の五
の作業を行うときは、次の措置を講じなければ
ならない。

一　作業を行う区域内には、関係労働者以外の労
働者の立入りを禁止すること。

二　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の
実施について危険が予想されるときは、当該
作業を中止すること。

三　器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つ
り綱、つり袋等を労働者に使用させること。

【保護帽の着用】
第 517 条の 19　事業者は、令第６条第十五号の五
の作業を行うときは、物体の飛来又は落下によ
る労働者の危険を防止するため、当該作業に従
事する労働者に保護帽を着用させなければなら
ない。

２	 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽
を着用しなければならない。

【作業床の設置等】
第 518 条　事業者は、高さが２ｍ以上の箇所（作
業床の端、開口部等を除く。）で作業を行なう
場合において墜落により労働者に危険を及ぼす
おそれのあるときは、足場を組み立てる等の方
法により作業床を設けなければならない。

２	 事業者は、前項の規定により作業床を設けるこ
とが困難なときは、防網を張り、労働者に要求
性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講じなけ
ればならない。

第519条　事業者は、高さが２ｍ以上の作業床の端、
開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすお
それのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以
下この条において「囲い等」という。）を設け
なければならない。

２	 事業者は、前項の規定により、囲い等を設ける
ことが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時
に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労
働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等
墜落による労働者の危険を防止するための措置
を講じなければならない。

【スレート等の屋根上の危険の防止】
第 524 条　事業者は、スレート、木毛板等の材料
でふかれた屋根の上で作業を行なう場合におい
て、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすお
それのあるときは、幅が 30㎝以上の歩み板を
設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危
険を防止するための措置を講じなければならな
い。

【昇降するための設備の設置等】
第 526 条　事業者は、高さ又は深さが 1.5 ｍをこえ
る箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事
する労働者が安全に昇降するための設備等を設
けなければならない。ただし、安全に昇降する
ための設備等を設けることが作業の性質上著し
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く困難なときは、この限りでない。
２	 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規
定により安全に昇降するための設備等が設けら
れたときは、当該設備等を使用しなければなら
ない。

【移動はしご】
第 527 条　事業者は、移動はしごについては、次
に定めるところに適合したものでなければ使用
してはならない。
一　丈夫な構造とすること。
二　材料は、著しい損傷、腐食等がないものとす
ること。

三　幅は、30㎝以上とすること。
四　すべり止め装置の取付けその他転位を防止す
るために必要な措置を講ずること。

【脚立】
第 528 条　事業者は、脚立については、次に定め
るところに適合したものでなければ使用しては
ならない。
一　丈夫な構造とすること。
二　材料は、著しい損傷、腐食等がないものとす
ること。

三　脚と水平面との角度を 75 度以下とし、かつ、
折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面
との角度を確実に保つための金具等を備える
こと。

四　踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面
積を有すること。

【建築物等の組立て、解体又は変更の作業】
第529条　事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、
解体又は変更の作業（作業主任者を選任しなけ
ればならない作業を除く。）を行なう場合にお
いて、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれ
のあるときは、次の措置を講じなければならな
い。
一　作業を指揮する者を指名して、その者に直接
作業を指揮させること。

二　あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業
に従事する労働者に周知させること。

【落盤等による危険の防止】
第 535 条　事業者は、坑内における落盤、肌落ち
又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすお
それのあるときは、支保工を設け、浮石を取り
除く等当該危険を防止するための措置を講じな
ければならない。

【高所からの物体投下による危険の防止】
第 536 条　事業者は、３ｍ以上の高所から物体を
投下するときは、適当な投下設備を設け、監視
人を置く等労働者の危険を防止するための措置
を講じなければならない。

２	 労働者は、前項の規定による措置が講じられて
いないときは、３ｍ以上の高所から物体を投下
してはならない。

【物体の落下による危険の防止】
第 537 条　事業者は、作業のため物体が落下する
ことにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあ
るときは、防網の設備を設け、立入区域を設定
する等当該危険を防止するための措置を講じな
ければならない。

【物体の飛来による危険の防止】
第 538 条　事業者は、作業のため物体が飛来する
ことにより労働者に危険を及ぼすおそれのある
ときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護
具を使用させる等当該危険を防止するための措
置を講じなければならない。

【通路】
第 540 条　事業者は、作業場に通ずる場所及び作
業場内には、労働者が使用するための安全な通
路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなけ
ればならない。

２	 前項の通路で主要なものには、これを保持する
ため、通路であることを示す表示をしなければ
ならない。

【通路の照明】
第 541 条　事業者は、通路には、正常の通行を妨
げない程度に、採光又は照明の方法を講じなけ
ればならない。ただし、坑道、常時通行の用に
供しない地下室等で通行する労働者に、適当な
照明具を所持させるときは、この限りでない。

【屋内に設ける通路】
第542条　事業者は、屋内に設ける通路については、
次に定めるところによらなければならない。

一　用途に応じた幅を有すること。
二　通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険
のない状態に保持すること。

三　通路面から高さ 1.8 ｍ以内に障害物を置かな
いこと。

【機械間等の通路】
第 543 条　事業者は、機械間又はこれと他の設備
との間に設ける通路については、幅 80㎝以上
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のものとしなければならない。
【架設通路】
第 552 条　事業者は、架設通路については、次に
定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。
一　丈夫な構造とすること。
二　勾配は、30 度以下とすること。ただし、階
段を設けたもの又は高さが２ｍ未満で丈夫な
手掛を設けたものはこの限りでない。

三　勾配が 15 度を超えるものには、踏桟その他
の滑止めを設けること。

四　墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備
（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ず
るおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又
は腐食がないものに限る。）を設けること。
イ　高さ 85㎝以上の手すり又はこれと同等以
上の機能を有する設備（以下「手すり等」
という。）

ロ　高さ 35㎝以上 50㎝以下の桟又はこれと同
等以上の機能を有する設備（以下「中桟等」
という。）

五　たて坑内の架設通路でその長さが 15 ｍ以上
であるものは、10 ｍ以内ごとに踊場を設け
ること。

六　建設工事に使用する高さ８ｍ以上の登り桟橋
には、７ｍ以内ごとに踊場を設けること。

２　前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手す
り等又は中桟等を取り外す場合において、次の
措置を講じたときは、適用しない。
一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付ける
ための設備等を設け、かつ、労働者に要求性
能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれ
と同等以上の効果を有する措置を講ずるこ
と。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以
外の労働者を立ち入らせないこと。

３　事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時
に手すり等又は中桟等を取り外したときは、そ
の必要がなくなった後、直ちにこれらの設備を
原状に復さなければならない。

４　労働者は、第２項の場合において、要求性能墜
落制止用器具の使用を命じられたときは、これ
を使用しなければならない。

【はしご道】
第 556 条　事業者は、はしご道については、次に

定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

一　丈夫な構造とすること。
二　踏さんを等間隔に設けること。
三　踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせるこ
と。

四　はしごの転位防止のための措置を講ずるこ
と。

五　はしごの上端を床から 60㎝以上突出させる
こと。

六　坑内はしご道でその長さが 10 ｍ以上のもの
は、５ｍ以内ごとに踏だなを設けること。

七　坑内はしご道のこう配は、80 度以内とする
こと。

２	 前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等
のはしご道については、適用しない。

【材料等】
第 559 条　事業者は、足場の材料については、著
しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用して
はならない。

２	 事業者は、足場に使用する木材については、強
度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊
維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたも
のでなければ、使用してはならない。

【鋼管足場に使用する鋼管等】
第 560 条　事業者は、鋼管足場に使用する鋼管の
うち、令別表第８第一号から第三号までに掲げ
る部材に係るもの以外のものについては、日本
産業規格Ａ 8951（鋼管足場）に定める単管足
場用鋼管の規格（以下「単管足場用鋼管規格」
という。）又は次に定めるところに適合するも
のでなければ、使用してはならない。

一　材質は、引張強さの値が 370N/㎟以上であり、
かつ、伸びが、次の表の左欄に掲げる引張強
さの値に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
値となるものであること。

引張強さ
（単位　N/㎟） 伸び（単位　％）

370以上390未満 25以上

390以上500未満 20以上

500以上 10以上

二　肉厚は、外径の　	以上であること。
２　事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、
令別表第８第二号から第七号までに掲げる附属
金具以外のものについては、その材質（衝撃を

1
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のものとしなければならない。
【架設通路】
第 552 条　事業者は、架設通路については、次に
定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

一　丈夫な構造とすること。
二　勾配は、30 度以下とすること。ただし、階
段を設けたもの又は高さが２ｍ未満で丈夫な
手掛を設けたものはこの限りでない。

三　勾配が 15 度を超えるものには、踏桟その他
の滑止めを設けること。

四　墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備
（丈夫な構造の設備であって、たわみが生ず
るおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又
は腐食がないものに限る。）を設けること。

イ　高さ 85㎝以上の手すり又はこれと同等以
上の機能を有する設備（以下「手すり等」
という。）

ロ　高さ 35㎝以上 50㎝以下の桟又はこれと同
等以上の機能を有する設備（以下「中桟等」
という。）

五　たて坑内の架設通路でその長さが 15 ｍ以上
であるものは、10 ｍ以内ごとに踊場を設け
ること。

六　建設工事に使用する高さ８ｍ以上の登り桟橋
には、７ｍ以内ごとに踊場を設けること。

２　前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手す
り等又は中桟等を取り外す場合において、次の
措置を講じたときは、適用しない。

一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付ける
ための設備等を設け、かつ、労働者に要求性
能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれ
と同等以上の効果を有する措置を講ずるこ
と。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以
外の労働者を立ち入らせないこと。

３　事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時
に手すり等又は中桟等を取り外したときは、そ
の必要がなくなった後、直ちにこれらの設備を
原状に復さなければならない。

４　労働者は、第２項の場合において、要求性能墜
落制止用器具の使用を命じられたときは、これ
を使用しなければならない。

【はしご道】
第 556 条　事業者は、はしご道については、次に

定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

一　丈夫な構造とすること。
二　踏さんを等間隔に設けること。
三　踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせるこ
と。

四　はしごの転位防止のための措置を講ずるこ
と。

五　はしごの上端を床から 60㎝以上突出させる
こと。

六　坑内はしご道でその長さが 10 ｍ以上のもの
は、５ｍ以内ごとに踏だなを設けること。

七　坑内はしご道のこう配は、80 度以内とする
こと。

２	 前項第五号から第七号までの規定は、潜函内等
のはしご道については、適用しない。

【材料等】
第 559 条　事業者は、足場の材料については、著
しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用して
はならない。

２	 事業者は、足場に使用する木材については、強
度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊
維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたも
のでなければ、使用してはならない。

【鋼管足場に使用する鋼管等】
第 560 条　事業者は、鋼管足場に使用する鋼管の
うち、令別表第８第一号から第三号までに掲げ
る部材に係るもの以外のものについては、日本
産業規格Ａ 8951（鋼管足場）に定める単管足
場用鋼管の規格（以下「単管足場用鋼管規格」
という。）又は次に定めるところに適合するも
のでなければ、使用してはならない。

一　材質は、引張強さの値が 370N/㎟以上であり、
かつ、伸びが、次の表の左欄に掲げる引張強
さの値に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
値となるものであること。

引張強さ
（単位　N/㎟） 伸び（単位　％）

370以上390未満 25以上

390以上500未満 20以上

500以上 10以上

二　肉厚は、外径の　	以上であること。
２　事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、
令別表第８第二号から第七号までに掲げる附属
金具以外のものについては、その材質（衝撃を
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受けるおそれのない部分に使用する部品の材質
を除く。）が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品で
あるものでなければ、使用してはならない。

【構造】
第 561 条　事業者は、足場については、丈夫な構
造のものでなければ、使用してはならない。

【最大積載荷重】
第562条　事業者は、足場の構造及び材料に応じて、
作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超
えて積載してはならない。

２	 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場（ゴ
ンドラのつり足場を除く。以下この節において
同じ。）にあっては、つりワイヤロープ及びつ
り鋼線の安全係数が 10 以上、つり鎖及びつり
フツクの安全係数が５以上並びにつり鋼帯並び
につり足場の下部及び上部の支点の安全係数が
鋼材にあっては 2.5 以上、木材にあっては５以
上となるように、定めなければならない。

３	 事業者は、第１項の最大積載荷重を労働者に周
知させなければならない。

【作業床】
第 563 条　事業者は、足場（一側足場を除く。第
三号において同じ。）における高さ２ｍ以上の
作業場所には、次に定めるところにより、作業
床を設けなければならない。
一　床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて
計算した曲げ応力の値が、次の表の左欄に掲
げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の右欄
に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。

木材の種類 許容曲げ応力
（単位　Ｎ/㎠）

あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひの
き、つが、べいまつ又はべいひ 1,320

すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ
又はべいつが 1,030

かし 1,910

くり、なら、ぶな又はけやき 1,470

アピトン又はカポールをフェノール樹脂
により接着した合板 1,620

二　つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及
び床材と建地との隙間は、次に定めるところ
によること。
イ　幅は、40㎝以上とすること。
ロ　床材間の隙間は、３㎝以下とすること。
ハ　床材と建地との隙間は、12㎝未満とするこ
と。

三　墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあ
る箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、
それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備
であって、たわみが生ずるおそれがなく、か
つ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに
限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）
を設けること。

イ　わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロに
おいて同じ。）　　次のいずれかの設備

⑴　交さ筋かい及び高さ 15㎝以上 40㎝以下
の桟若しくは高さ 15㎝以上の幅木又は
これらと同等以上の機能を有する設備

⑵　手すりわく
ロ　わく組足場以外の足場　　手すり等及び中
桟等

四　腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物
は、これにかかる荷重によって破壊するおそ
れのないものを使用すること。

五　つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又
は脱落しないように２以上の支持物に取り付
けること。

六　作業のため物体が落下することにより、労働
者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ
10㎝以上の幅木、メッシュシート若しくは防
網又はこれらと同等以上の機能を有する設備
（以下「幅木等」という。）を設けること。た
だし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅
木等と同等以上の機能を有する場合又は作業
の性質上幅木等を設けることが著しく困難な
場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取
り外す場合において、立入区域を設定したと
きは、この限りでない。

２　前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに
該当する場合であって、床材と建地との隙間が
12㎝以上の箇所に防網を張る等墜落による労働
者の危険を防止するための措置を講じたとき
は、適用しない。

一　はり間方向における建地と床材の両端との隙
間の和が 24㎝未満の場合

二　はり間方向における建地と床材の両端との隙
間の和を 24㎝未満とすることが作業の性質
上困難な場合

３　第１項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜
落防止設備を設けることが著しく困難な場合又
は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取
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り外す場合において、次の措置を講じたときは、
適用しない。
一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付ける
ための設備等を設け、かつ、労働者に要求性
能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれ
と同等以上の効果を有する措置を講ずるこ
と。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以
外の労働者を立ち入らせないこと。

４	 第１項第五号の規定は、次の各号のいずれかに
該当するときは、適用しない。
一　幅が 20㎝以上、厚さが 3.5㎝以上、長さが 3.6
ｍ以上の板を床材として用い、これを作業に
応じて移動させる場合で、次の措置を講ずる
とき。
イ　足場板は、３以上の支持物に掛け渡すこと。
ロ　足場板の支点からの突出部の長さは、10㎝
以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足
を掛けるおそれのない場合を除き、足場板
の長さの　	以下とすること。

ハ　足場板を長手方向に重ねるときは、支点の
上で重ね、その重ねた部分の長さは、20㎝
以上とすること。

二　幅が 30㎝以上、厚さが６㎝以上、長さが４
ｍ以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ
及びハに定める措置を講ずるとき。

５　事業者は、第３項の規定により作業の必要上臨
時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、
その必要がなくなった後、直ちに当該設備を原
状に復さなければならない。

６	 労働者は、第３項の場合において、要求性能墜
落制止用器具の使用を命じられたときは、これ
を使用しなければならない。

【足場の組立て等の作業】
第 564 条　事業者は、つり足場、張出し足場又は
高さが２m以上の構造の足場の組立て、解体
又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じ
なければならない。
一　組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序
を当該作業に従事する労働者に周知させるこ
と。

二　組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に
は、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止
すること。

三　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の

1
18

実施について危険が予想されるときは、作業
を中止すること。

四　足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業に
あっては、墜落による労働者の危険を防止す
るため、次の措置を講ずること。

イ　幅 40cm以上の作業床を設けること。ただ
し、当該作業床を設けることが困難なとき
は、この限りでない。

ロ　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付け
るための設備等を設け、かつ、労働者に要
求性能墜落制止用器具を使用させる措置を
講ずること。ただし、当該措置と同等以上
の効果を有する措置を講じたときは、この
限りでない。

五　材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすとき
は、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる
こと。ただし、これらの物の落下により労働
者に危険を及ぼすおそれがないときは、この
限りでない。

２	 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場
合において要求性能墜落制止用器具の使用を命
ぜられたときは、これを使用しなければならな
い。

【足場の組立て等作業主任者の選任】
第 565 条　事業者は、令第６条第十五号の作業に
ついては、足場の組立て等作業主任者技能講習
を修了した者のうちから、足場の組立て等作業
主任者を選任しなければならない。

【足場の組立て等作業主任者の職務】
第566条　事業者は、足場の組立て等作業主任者に、
次の事項を行わせなければならない。ただし、
解体の作業のときは、第一号の規定は、適用し
ない。

一　材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除
くこと。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保
護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業
の進行状況を監視すること。

四　要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状
況を監視すること。

第 569 条　事業者は、丸太足場については、次に
定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

第 ５6４ 条　●労働安全衛生規則（抄）
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り外す場合において、次の措置を講じたときは、
適用しない。

一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付ける
ための設備等を設け、かつ、労働者に要求性
能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれ
と同等以上の効果を有する措置を講ずるこ
と。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以
外の労働者を立ち入らせないこと。

４	 第１項第五号の規定は、次の各号のいずれかに
該当するときは、適用しない。

一　幅が 20㎝以上、厚さが 3.5㎝以上、長さが 3.6
ｍ以上の板を床材として用い、これを作業に
応じて移動させる場合で、次の措置を講ずる
とき。

イ　足場板は、３以上の支持物に掛け渡すこと。
ロ　足場板の支点からの突出部の長さは、10㎝
以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足
を掛けるおそれのない場合を除き、足場板
の長さの　	以下とすること。

ハ　足場板を長手方向に重ねるときは、支点の
上で重ね、その重ねた部分の長さは、20㎝
以上とすること。

二　幅が 30㎝以上、厚さが６㎝以上、長さが４
ｍ以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ
及びハに定める措置を講ずるとき。

５　事業者は、第３項の規定により作業の必要上臨
時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、
その必要がなくなった後、直ちに当該設備を原
状に復さなければならない。

６	 労働者は、第３項の場合において、要求性能墜
落制止用器具の使用を命じられたときは、これ
を使用しなければならない。

【足場の組立て等の作業】
第 564 条　事業者は、つり足場、張出し足場又は
高さが２m以上の構造の足場の組立て、解体
又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じ
なければならない。

一　組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序
を当該作業に従事する労働者に周知させるこ
と。

二　組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に
は、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止
すること。

三　強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の

1
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実施について危険が予想されるときは、作業
を中止すること。

四　足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業に
あっては、墜落による労働者の危険を防止す
るため、次の措置を講ずること。

イ　幅 40cm以上の作業床を設けること。ただ
し、当該作業床を設けることが困難なとき
は、この限りでない。

ロ　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付け
るための設備等を設け、かつ、労働者に要
求性能墜落制止用器具を使用させる措置を
講ずること。ただし、当該措置と同等以上
の効果を有する措置を講じたときは、この
限りでない。

五　材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすとき
は、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる
こと。ただし、これらの物の落下により労働
者に危険を及ぼすおそれがないときは、この
限りでない。

２	 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場
合において要求性能墜落制止用器具の使用を命
ぜられたときは、これを使用しなければならな
い。

【足場の組立て等作業主任者の選任】
第 565 条　事業者は、令第６条第十五号の作業に
ついては、足場の組立て等作業主任者技能講習
を修了した者のうちから、足場の組立て等作業
主任者を選任しなければならない。

【足場の組立て等作業主任者の職務】
第566条　事業者は、足場の組立て等作業主任者に、
次の事項を行わせなければならない。ただし、
解体の作業のときは、第一号の規定は、適用し
ない。

一　材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除
くこと。

二　器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保
護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三　作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業
の進行状況を監視すること。

四　要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状
況を監視すること。

第 569 条　事業者は、丸太足場については、次に
定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

第 ５6４ 条　●労働安全衛生規則（抄）
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一　建地の間隔は、2.5 ｍ以下とし、地上第一の
布は、３ｍ以下の位置に設けること。

二　建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止す
るため、建地の根本を埋め込み、根がらみを
設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。

三　建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部
において、１ｍ以上を重ねて２箇所以上にお
いて縛り、建地の継手が突合せ継手の場合に
は、２本組の建地とし、又は 1.8 ｍ以上の添
木を用いて４箇所以上において縛ること。

四　建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄
線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。

五　筋かいで補強すること。
六　一側足場、本足場又は張出し足場であるもの
にあっては、次に定めるところにより、壁つ
なぎ又は控えを設けること。
イ　間隔は、垂直方向にあっては 5.5 ｍ以下、
水平方向にあっては7.5ｍ以下とすること。

ロ　鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものと
すること。

ハ　引張材と圧縮材とで構成されているもので
あるときは、引張材と圧縮材との間隔は、
１ｍ以内とすること。

２	 前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定
により難い部分がある場合において、なべつり、
２本組等により当該部分を補強したときは、適
用しない。

３	 第１項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の
仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り
外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合
において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建
地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防
止するための措置を講ずるときは、適用しない。

【鋼管足場】
第 570 条　事業者は、鋼管足場については、次に
定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。
一　足場（脚輪を取り付けた移動式足場を除く。）
の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止する
ため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角
等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ず
ること。

二　脚輪を取り付けた移動式足場にあっては、不
意に移動することを防止するため、ブレーキ、
歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一

部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講
ずること。

三　鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した
附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結
すること。

四　筋かいで補強すること。
五　一側足場、本足場又は張出し足場であるもの
にあっては、次に定めるところにより、壁つ
なぎ又は控えを設けること。

イ　間隔は、次の表の左欄に掲げる鋼管足場の
種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる
値以下とすること。

鋼管足場の種類
間隔（単位ｍ）

垂直方向 水平方向

単管足場 ５ 5.5

わく組足場
（高さが５ｍ未満のものを除く。） ９ ８

ロ　鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なもの
とすること。

ハ　引張材と圧縮材とで構成されているもので
あるときは、引張材と圧縮材との間隔は、
１ｍ以内とすること。

六　架空電路に近接して足場を設けるときは、架
空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を
装着する等架空電路との接触を防止するため
の措置を講ずること。

２	 前条第３項の規定は、前項第五号の規定の適用
について、準用する。この場合において、前
条第３項中「第１項第六号」とあるのは、「第
570 条第１項第五号」と読み替えるものとする。

【令別表第８第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場】
第 571 条　事業者は、令別表第８第一号に掲げる
部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を
用いて構成される鋼管足場については、前条第
１項に定めるところによるほか、単管足場に
あっては第一号から第四号まで、枠組足場に
あっては第五号から第七号までに定めるところ
に適合したものでなければ使用してはならな
い。

一　建地の間隔は、けた行方向を 1.85 ｍ以下、
はり間方向は 1.5 ｍ以下とすること。

二　地上第一の布は、２ｍ以下の位置に設けるこ
と。

三　建地の最高部から測って 31 ｍを超える部分

労働安全衛生規則（抄）●　第 ５７0 条
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の建地は、鋼管を２本組とすること。ただし、
建地の下端に作用する設計荷重（足場の重量
に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を
加えた荷重をいう。）が当該建地の最大使用
荷重（当該建地の破壊に至る荷重の　	以下
の荷重をいう。）を超えないときは、この限
りでない。

四　建地間の積載荷重は、400㎏を限度とするこ
と。

五　最上層及び５層以内ごとに水平材を設けるこ
と。

六　はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその
他によって横振れを防止する措置を講ずるこ
と。

七　高さ 20 ｍを超えるとき及び重量物の積載を
伴う作業を行うときは、使用する主わくは、
高さ２ｍ以下のものとし、かつ、主わく間の
間隔は 1.85 ｍ以下とすること。

２	 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上
これらの規定により難い場合において、各支点
間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメン
トの値に関し、事業者が次条に定める措置を講
じたときは、適用しない。

３	 第１項第二号の規定は、作業の必要上同号の規
定により難い部分がある場合において、２本組
等により当該部分を補強したときは、適用しな
い。

【令別表第８第一号から第三号までに掲げる部材以外の
部材等を用いる鋼管足場】
第 572 条　事業者は、令別表第８第一号から第三
号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用
鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構
成される鋼管足場については、第 570 条第１項
に定めるところによるほか、各支点間を単純ば
りとして計算した最大曲げモーメントの値が、
鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値
（降伏強さの値が明らかでないものについては、
引張強さの値の　	の値）の　	及び次の表の左
欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た値
（継手のある場合には、この値の　	）以下のも
のでなければ使用してはならない。

1
2

1
2

1
1.5

3
4

鋼管の肉厚と外径との比 係数

肉厚が外径の　	以上 １

肉厚が外径の　	以上　	未満 0.9

肉厚が外径の　	以上　	未満 0.8

【鋼管の強度の識別】
第 573 条　事業者は、外径及び肉厚が同一であり、
又は近似している鋼管で、強度が異なるものを
同一事業場で使用するときは、鋼管の混用によ
る労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は
記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識
別することができる措置を講じなければならな
い。

２	 前項の措置は、色を付する方法のみによるもの
であってはならない。

【つり足場】
第 574 条　事業者は、つり足場については、次に
定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

一　つりワイヤロープは、次のいずれかに該当す
るものを使用しないこと。

イ　ワイヤロープ１よりの間において素線
（フィラ線を除く。以下この号において同
じ。）の数の 10％以上の素線が切断してい
るもの

ロ　直径の減少が公称径の７％を超えるもの
ハ　キンクしたもの
ニ　著しい形崩れ又は腐食があるもの

二　つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使
用しないこと。

イ　伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長
さの５％を超えるもの

ロ　リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖
が製造されたときの当該リンクの断面の直
径の 10％を超えるもの

ハ　亀裂があるもの
三　つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形
又は腐食のあるものを使用しないこと。

四　つり繊維索は、次のいずれかに該当するもの
を使用しないこと。

イ　ストランドが切断しているもの
ロ　著しい損傷又は腐食があるもの

五　つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり
鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、

1
14

1
20

1
14

1
31

1
20

第 ５７2 条　●労働安全衛生規則（抄）
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の建地は、鋼管を２本組とすること。ただし、
建地の下端に作用する設計荷重（足場の重量
に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を
加えた荷重をいう。）が当該建地の最大使用
荷重（当該建地の破壊に至る荷重の　	以下
の荷重をいう。）を超えないときは、この限
りでない。

四　建地間の積載荷重は、400㎏を限度とするこ
と。

五　最上層及び５層以内ごとに水平材を設けるこ
と。

六　はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその
他によって横振れを防止する措置を講ずるこ
と。

七　高さ 20 ｍを超えるとき及び重量物の積載を
伴う作業を行うときは、使用する主わくは、
高さ２ｍ以下のものとし、かつ、主わく間の
間隔は 1.85 ｍ以下とすること。

２	 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上
これらの規定により難い場合において、各支点
間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメン
トの値に関し、事業者が次条に定める措置を講
じたときは、適用しない。

３	 第１項第二号の規定は、作業の必要上同号の規
定により難い部分がある場合において、２本組
等により当該部分を補強したときは、適用しな
い。

【令別表第８第一号から第三号までに掲げる部材以外の
部材等を用いる鋼管足場】
第 572 条　事業者は、令別表第８第一号から第三
号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用
鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構
成される鋼管足場については、第 570 条第１項
に定めるところによるほか、各支点間を単純ば
りとして計算した最大曲げモーメントの値が、
鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値
（降伏強さの値が明らかでないものについては、
引張強さの値の　	の値）の　	及び次の表の左
欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た値
（継手のある場合には、この値の　	）以下のも
のでなければ使用してはならない。

1
2

1
2

1
1.5

3
4

鋼管の肉厚と外径との比 係数

肉厚が外径の　	以上 １

肉厚が外径の　	以上　	未満 0.9

肉厚が外径の　	以上　	未満 0.8

【鋼管の強度の識別】
第 573 条　事業者は、外径及び肉厚が同一であり、
又は近似している鋼管で、強度が異なるものを
同一事業場で使用するときは、鋼管の混用によ
る労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は
記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識
別することができる措置を講じなければならな
い。

２	 前項の措置は、色を付する方法のみによるもの
であってはならない。

【つり足場】
第 574 条　事業者は、つり足場については、次に
定めるところに適合したものでなければ使用し
てはならない。

一　つりワイヤロープは、次のいずれかに該当す
るものを使用しないこと。

イ　ワイヤロープ１よりの間において素線
（フィラ線を除く。以下この号において同
じ。）の数の 10％以上の素線が切断してい
るもの

ロ　直径の減少が公称径の７％を超えるもの
ハ　キンクしたもの
ニ　著しい形崩れ又は腐食があるもの

二　つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使
用しないこと。

イ　伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長
さの５％を超えるもの

ロ　リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖
が製造されたときの当該リンクの断面の直
径の 10％を超えるもの

ハ　亀裂があるもの
三　つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形
又は腐食のあるものを使用しないこと。

四　つり繊維索は、次のいずれかに該当するもの
を使用しないこと。

イ　ストランドが切断しているもの
ロ　著しい損傷又は腐食があるもの

五　つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり
鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、
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第 ５７2 条　●労働安全衛生規則（抄）
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スターラップ等に、他端を突りよう、アンカー
ボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取
り付けること。

六　作業床は、幅を 40㎝以上とし、かつ、隙間
がないようにすること。

七　床材は、転位し、又は脱落しないように、足
場桁、スターラップ等に取り付けること。

八　足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設
ける等動揺又は転位を防止するための措置を
講ずること。

九　棚足場であるものにあっては、桁の接続部及
び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を
用いて、確実に接続し、又は緊結すること。

２	 前項第六号の規定は、作業床の下方又は側方に
網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下に
よる労働者の危険を防止するための措置を講ず
るときは、適用しない。

【作業禁止】
第 575 条　事業者は、つり足場の上で、脚立、は
しご等を用いて労働者に作業させてはならな
い。

【作業構台についての措置】
第 575 条の６　事業者は、作業構台については、
次に定めるところによらなければならない。
一　作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止
するため、当該作業構台を設置する場所の地
質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱
の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使
用する等の措置を講ずること。

二　支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は
取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結
金具等で堅固に固定すること。

三　高さ２ｍ以上の作業床の床材間の隙間は、３
㎝以下とすること。

四　高さ２ｍ以上の作業床の端で、墜落により労
働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、
手すり等及び中桟等（それぞれ丈夫な構造の
設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、
かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないもの
に限る。）を設けること。

２　前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及
び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は
作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り
外す場合において、次の措置を講じたときは、
適用しない。

一　要求性能墜落制止用器具を安全に取り付け
るための設備等を設け、かつ、労働者に要
求性能墜落制止用器具を使用させる措置又
はこれと同等以上の効果を有する措置を講
ずること。

二　前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者
以外の労働者を立ち入らせないこと。

３　事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時
に手すり等又は中桟等を取り外したときは、そ
の必要がなくなった後、直ちにこれらの設備を
原状に復さなければならない。

４　労働者は、第２項の場合において、要求性能墜
落制止用器具の使用を命じられたときは、これ
を使用しなければならない。

労働安全衛生規則（抄）●　第 ５７５ 条
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石綿障害予防規則（抄）
平成 17 年２月 24 日厚生労働省令第 21 号

最終改正：令和５年３月 27日厚生労働省令第 29 号

【事業者の責務】
第１条　事業者は、石綿による労働者の肺がん、中
皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方
法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、
健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もっ
て、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限り
で、石綿にばく露される労働者の人数並びに労
働者がばく露される期間及び程度を最小限度に
するよう努めなければならない。

２	 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を
把握し、当該製品を計画的に石綿を含有しない
製品に代替するよう努めなければならない。

【定義】
第２条　この省令において「石綿等」とは、労働安
全衛生法施行令（以下「令」という。）第６条
第二十三号に規定する石綿等をいう。

２	 この省令において「所轄労働基準監督署長」と
は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
長をいう。

３	 この省令において「切断等」とは、切断、破砕、
穿孔、研磨等をいう。

４	 この省令において「石綿分析用試料等」とは、
令第６条第二十三号に規定する石綿分析用試料
等をいう。

【事前調査及び分析調査】
第３条　事業者は、建築物、工作物又は船舶（鋼製
の船舶に限る。以下同じ。）の解体又は改修（封
じ込め又は囲い込みを含む。）の作業（以下「解
体等の作業」という。）を行うときは、石綿に
よる労働者の健康障害を防止するため、あらか
じめ、当該建築物、工作物又は船舶（それぞれ
解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等
対象建築物等」という。）について、石綿等の
使用の有無を調査しなければならない。

２	 前項の規定による調査（以下「事前調査」とい
う。）は、解体等対象建築物等の全ての材料に
ついて次に掲げる方法により行わなければなら
ない。
一　設計図書等の文書（電磁的記録を含む。以下
同じ。）を確認する方法。ただし、設計図書

等の文書が存在しないときは、この限りでな
い。

二　目視により確認する方法。ただし、解体等対
象建築物等の構造上目視により確認すること
が困難な材料については、この限りでない。

３	 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等
が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前
調査は、それぞれ当該各号に定める方法による
ことができる。

一　既に前項各号に掲げる方法による調査に相当
する調査が行われている解体等対象建築物等
　　当該解体等対象建築物等に係る当該相当
する調査の結果の記録を確認する方法

二　船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法
律（平成 ３0 年法律第 ６１ 号）�第４条�第１項の有害
物質一覧表確認証書（同条�第２項の有効期間
が満了する日前のものに限る。）�又は同法第
８条�の有害物質一覧表確認証書に相当する証
書（同法附則第５条�第２項に規定する相当証
書を含む。）�の交付を受けている船舶　　当
該船舶に係る同法第２条第６項の有害物質一
覧表を確認する方法

三　建築物若しくは工作物の新築工事若しくは船
舶（日本国内で製造されたものに限る。）�の
製造工事の着工日又は船舶が輸入された日
（第７項第四号において「着工日等」という。）�
が平成 １８ 年９月１日以降である解体等対象
建築物等（次号から第八号までに該当するも
のを除く。）�　　当該着工日等を設計図書等の
文書で確認する方法

四　平成 １８ 年９月１日以降に新築工事が開始さ
れた非鉄金属製造業の用に供する施設の設備
（配管を含む。以下この項において同じ。）�で
あって、平成 １９ 年 １0 月１日以降にその接
合部分にガスケットが設置されたもの　　当
該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設
置日を設計図書等の文書で確認する方法

五　平成 １８ 年９月１日以降に新築工事が開始さ
れた鉄鋼業の用に供する施設の設備であっ
て、平成 ２１ 年４月１日以降にその接合部分
にガスケット又はグランドパッキンが設置さ
れたもの　　当該新築工事の着工日及び当該
ガスケット又はグランドパッキンの設置日を
設計図書等の文書で確認する方法

六　平成 １８ 年９月１日以降に製造工事が開始さ

第 1条　●石綿障害予防規則（抄）
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石綿障害予防規則（抄）
平成 17 年２月 24 日厚生労働省令第 21 号

最終改正：令和５年３月 27日厚生労働省令第 29 号

【事業者の責務】
第１条　事業者は、石綿による労働者の肺がん、中
皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方
法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、
健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もっ
て、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限り
で、石綿にばく露される労働者の人数並びに労
働者がばく露される期間及び程度を最小限度に
するよう努めなければならない。

２	 事業者は、石綿を含有する製品の使用状況等を
把握し、当該製品を計画的に石綿を含有しない
製品に代替するよう努めなければならない。

【定義】
第２条　この省令において「石綿等」とは、労働安
全衛生法施行令（以下「令」という。）第６条
第二十三号に規定する石綿等をいう。

２	 この省令において「所轄労働基準監督署長」と
は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
長をいう。

３	 この省令において「切断等」とは、切断、破砕、
穿孔、研磨等をいう。

４	 この省令において「石綿分析用試料等」とは、
令第６条第二十三号に規定する石綿分析用試料
等をいう。

【事前調査及び分析調査】
第３条　事業者は、建築物、工作物又は船舶（鋼製
の船舶に限る。以下同じ。）の解体又は改修（封
じ込め又は囲い込みを含む。）の作業（以下「解
体等の作業」という。）を行うときは、石綿に
よる労働者の健康障害を防止するため、あらか
じめ、当該建築物、工作物又は船舶（それぞれ
解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等
対象建築物等」という。）について、石綿等の
使用の有無を調査しなければならない。

２	 前項の規定による調査（以下「事前調査」とい
う。）は、解体等対象建築物等の全ての材料に
ついて次に掲げる方法により行わなければなら
ない。

一　設計図書等の文書（電磁的記録を含む。以下
同じ。）を確認する方法。ただし、設計図書

等の文書が存在しないときは、この限りでな
い。

二　目視により確認する方法。ただし、解体等対
象建築物等の構造上目視により確認すること
が困難な材料については、この限りでない。

３	 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等
が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前
調査は、それぞれ当該各号に定める方法による
ことができる。

一　既に前項各号に掲げる方法による調査に相当
する調査が行われている解体等対象建築物等
　　当該解体等対象建築物等に係る当該相当
する調査の結果の記録を確認する方法

二　船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法
律（平成 ３0 年法律第 ６１ 号）�第４条�第１項の有害
物質一覧表確認証書（同条�第２項の有効期間
が満了する日前のものに限る。）�又は同法第
８条�の有害物質一覧表確認証書に相当する証
書（同法附則第５条�第２項に規定する相当証
書を含む。）�の交付を受けている船舶　　当
該船舶に係る同法第２条第６項の有害物質一
覧表を確認する方法

三　建築物若しくは工作物の新築工事若しくは船
舶（日本国内で製造されたものに限る。）�の
製造工事の着工日又は船舶が輸入された日
（第７項第四号において「着工日等」という。）�
が平成 １８ 年９月１日以降である解体等対象
建築物等（次号から第八号までに該当するも
のを除く。）�　　当該着工日等を設計図書等の
文書で確認する方法

四　平成 １８ 年９月１日以降に新築工事が開始さ
れた非鉄金属製造業の用に供する施設の設備
（配管を含む。以下この項において同じ。）�で
あって、平成 １９ 年 １0 月１日以降にその接
合部分にガスケットが設置されたもの　　当
該新築工事の着工日及び当該ガスケットの設
置日を設計図書等の文書で確認する方法

五　平成 １８ 年９月１日以降に新築工事が開始さ
れた鉄鋼業の用に供する施設の設備であっ
て、平成 ２１ 年４月１日以降にその接合部分
にガスケット又はグランドパッキンが設置さ
れたもの　　当該新築工事の着工日及び当該
ガスケット又はグランドパッキンの設置日を
設計図書等の文書で確認する方法

六　平成 １８ 年９月１日以降に製造工事が開始さ

第 1条　●石綿障害予防規則（抄）

939石綿予防規則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

れた潜水艦であって、平成 ２１ 年４月１日以
降にガスケット又はグランドパッキンが設置
されたもの　　当該製造工事の着工日及び当
該ガスケット又はグランドパッキンの設置日
を設計図書等の文書で確認する方法

七　平成 １８ 年９月１日以降に新築工事が開始さ
れた化学工業の用に供する施設（次号におい
て「化学工業施設」という。）�の設備であって、
平成 ２３ 年３月１日以降にその接合部分にグ
ランドパッキンが設置されたもの　　当該新
築工事の着工日及び当該グランドパッキンの
設置日を設計図書等の文書で確認する方法

八　平成 １８ 年９月１日以降に新築工事が開始さ
れた化学工業施設の設備であって、平成 ２４
年３月１日以降にその接合部分にガスケット
が設置されたもの　　当該新築工事の着工日
及び当該ガスケットの設置日を設計図書等の
文書で確認する方法

４	 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に
係るものについては、前項各号に規定する場合
を除き、適切に当該調査を実施するために必要
な知識を有する者として厚生労働大臣が定める
ものに行わせなければならない。

５	 事業者は、事前調査を行ったにもかかわらず、
当該解体等対象建築物等について石綿等の使用
の有無が明らかとならなかったときは、石綿等
の使用の有無について、分析による調査（以下
「分析調査」という。）を行わなければならな
い。ただし、事業者が、当該解体等対象建築物
等について石綿等が使用されているものとみな
して労働安全衛生法（以下「法」という。）及
びこれに基づく命令に規定する措置を講ずると
きは、この限りでない。

６	 事業者は、分析調査については、適切に分析調
査を実施するために必要な知識及び技能を有す
る者として厚生労働大臣が定めるものに行わせ
なければならない。

７	 事業者は、事前調査又は分析調査（以下「事前
調査等」という。）を行ったときは、当該事前
調査等の結果に基づき、次に掲げる事項（第３
項第三号から第八号までの場合においては、第
一号から第四号までに掲げる事項に限る。）の
記録を作成し、これを事前調査を終了した日（分
析調査を行った場合にあっては、解体等の作業
に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調

査を終了した日のうちいずれか遅い日）（第三
号及び次項第一号において「調査終了日」とい
う。）から３年間保存するものとする。

一　事業者の名称、住所及び電話番号
二　解体等の作業を行う作業場所の住所並びに工
事の名称及び概要

三　調査終了日
四　着工日等（第３項第四号から第八号までに規
定する方法により事前調査を行った場合に
あっては、設計図書等の文書で確認した着工
日及び設置日）

五　事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の
構造

六　事前調査を行った部分（分析調査を行った場
合にあっては、分析のための試料を採取した
場所を含む。）

七　事前調査の方法（分析調査を行った場合に
あっては、分析調査の方法を含む。）

八　第六号の部分における材料ごとの石綿等の使
用の有無（第５項ただし書の規定により石綿
等が使用されているものとみなした場合は、
その旨を含む。）及び石綿等が使用されてい
ないと判断した材料にあっては、その判断の
根拠

九　事前調査のうち、建築物及び船舶に係るもの
（第３項第三号に掲げる方法によるものを除
く。）を行った者（分析調査を行った場合に
あっては、当該分析調査を行った者を含む。）
の氏名及び第４項の厚生労働大臣が定める者
であることを証明する書類（分析調査を行っ
た場合にあっては、前項の厚生労働大臣が定
める者であることを証明する書類を含む。）
の写し

十　第２項第二号ただし書に規定する材料の有無
及び場所

８	 事業者は、解体等の作業を行う作業場には、次
の事項を、見やすい箇所に掲示するとともに、
次条第１項の作業を行う作業場には、前項の規
定による記録の写しを備え付けなければならな
い。

一　調査終了日
二　前項第六号及び第八号に規定する事項の概要

９	 第２項第二号ただし書に規定する材料について
は、目視により確認することが可能となったと
きに、事前調査を行わなければならない。

石綿障害予防規則（抄）●　第 3条



940 石綿予防規則

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

【作業計画】
第４条　事業者は、石綿等が使用されている解体等
対象建築物等（前条第５項ただし書の規定によ
り石綿等が使用されているものとみなされるも
のを含む。）の解体等の作業（以下「石綿使用
建築物等解体等作業」という。）を行うときは、
石綿による労働者の健康障害を防止するため、
あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業
計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わ
なければならない。

２	 前項の作業計画は、次の事項が示されているも
のでなければならない。
一　石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
二　石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制す
る方法

三　石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者へ
の石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

３	 事業者は、第１項の作業計画を定めたときは、
前項各号の事項について関係労働者に周知させ
なければならない。

【事前調査の結果等の報告】
第４条の２　事業者は、次のいずれかの工事を行お
うとするときは、あらかじめ、電子情報処理組
織（厚生労働省の使用に係る電子計算機と、こ
の項の規定による報告を行う者の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。）を使用して、次項に掲げる
事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければ
ならない。
一　建築物の解体工事（当該工事に係る部分の床
面積の合計が 80㎡以上であるものに限る。）

二　建築物の改修工事（当該工事の請負代金の額
が 100 万円以上であるものに限る。）

三　工作物（石綿等が使用されているおそれが高
いものとして厚生労働大臣が定めるものに限
る。）の解体工事又は改修工事（当該工事の
請負代金の額が 100 万円以上であるものに限
る。）

四　船舶（総トン数 20 トン以上の船舶に限る。）
の解体工事又は改修工事

２	 前項の規定により報告しなければならない事項
は、次に掲げるもの（第３条第３項第三号から
第八号までの場合においては、第一号から第四
号までに掲げるものに限る。）とする。
一　第３条第７項第一号から第四号までに掲げる

事項及び労働保険番号
二　解体工事又は改修工事の実施期間
三　前項第一号に掲げる工事にあっては、当該工
事の対象となる建築物（当該工事に係る部分
に限る。）の床面積の合計

四　前項第二号又は第三号に掲げる工事にあって
は、当該工事に係る請負代金の額

五　第３条第７項第五号、第八号及び第九号に掲
げる事項の概要

六　前条第１項に規定する作業を行う場合にあっ
ては、当該作業に係る石綿作業主任者の氏名

七　材料ごとの切断等の作業（石綿を含有する材
料に係る作業に限る。）の有無並びに当該作
業における石綿等の粉じんの発散を防止し、
又は抑制する方法及び当該作業を行う労働者
への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

３	 第１項の規定による報告は、様式第一号による
報告書を所轄労働基準監督署長に提出すること
をもって代えることができる。

４	 第１項各号に掲げる工事を同一の事業者が２以
上の契約に分割して請け負う場合においては、
これを一の契約で請け負ったものとみなして、
同項の規定を適用する。

５	 第１項各号に掲げる工事の一部を請負人に請け
負わせている事業者（当該仕事の一部を請け負
わせる契約が２以上あるため、その者が２以上
あることとなるときは、当該請負契約のうちの
最も先次の請負契約における注文者とする。）
があるときは、当該仕事の作業の全部について、
当該事業者が同項の規定による報告を行わなけ
ればならない。

【作業の届出】
第５条　事業者は、次に掲げる作業を行うときは、
あらかじめ、様式第１号の２による届書に当該
作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図
面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

一　解体等対象建築物等に吹き付けられている石
綿等（石綿等が使用されている仕上げ用塗り
材（第６条の３において「石綿含有仕上げ塗
材」という。）を除く。）の除去、封じ込め又
は囲い込みの作業

二　解体等対象建築物等に張り付けられている石
綿等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐
火性能を有する被覆材をいう。）等（以下「石

第 ４条　●石綿障害予防規則（抄）

線引きはありません
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【作業計画】
第４条　事業者は、石綿等が使用されている解体等
対象建築物等（前条第５項ただし書の規定によ
り石綿等が使用されているものとみなされるも
のを含む。）の解体等の作業（以下「石綿使用
建築物等解体等作業」という。）を行うときは、
石綿による労働者の健康障害を防止するため、
あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業
計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わ
なければならない。

２	 前項の作業計画は、次の事項が示されているも
のでなければならない。

一　石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
二　石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制す
る方法

三　石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者へ
の石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

３	 事業者は、第１項の作業計画を定めたときは、
前項各号の事項について関係労働者に周知させ
なければならない。

【事前調査の結果等の報告】
第４条の２　事業者は、次のいずれかの工事を行お
うとするときは、あらかじめ、電子情報処理組
織（厚生労働省の使用に係る電子計算機と、こ
の項の規定による報告を行う者の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。）を使用して、次項に掲げる
事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければ
ならない。

一　建築物の解体工事（当該工事に係る部分の床
面積の合計が 80㎡以上であるものに限る。）

二　建築物の改修工事（当該工事の請負代金の額
が 100 万円以上であるものに限る。）

三　工作物（石綿等が使用されているおそれが高
いものとして厚生労働大臣が定めるものに限
る。）の解体工事又は改修工事（当該工事の
請負代金の額が 100 万円以上であるものに限
る。）

四　船舶（総トン数 20 トン以上の船舶に限る。）
の解体工事又は改修工事

２	 前項の規定により報告しなければならない事項
は、次に掲げるもの（第３条第３項第三号から
第八号までの場合においては、第一号から第四
号までに掲げるものに限る。）とする。

一　第３条第７項第一号から第四号までに掲げる

事項及び労働保険番号
二　解体工事又は改修工事の実施期間
三　前項第一号に掲げる工事にあっては、当該工
事の対象となる建築物（当該工事に係る部分
に限る。）の床面積の合計

四　前項第二号又は第三号に掲げる工事にあって
は、当該工事に係る請負代金の額

五　第３条第７項第五号、第八号及び第九号に掲
げる事項の概要

六　前条第１項に規定する作業を行う場合にあっ
ては、当該作業に係る石綿作業主任者の氏名

七　材料ごとの切断等の作業（石綿を含有する材
料に係る作業に限る。）の有無並びに当該作
業における石綿等の粉じんの発散を防止し、
又は抑制する方法及び当該作業を行う労働者
への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法

３	 第１項の規定による報告は、様式第一号による
報告書を所轄労働基準監督署長に提出すること
をもって代えることができる。

４	 第１項各号に掲げる工事を同一の事業者が２以
上の契約に分割して請け負う場合においては、
これを一の契約で請け負ったものとみなして、
同項の規定を適用する。

５	 第１項各号に掲げる工事の一部を請負人に請け
負わせている事業者（当該仕事の一部を請け負
わせる契約が２以上あるため、その者が２以上
あることとなるときは、当該請負契約のうちの
最も先次の請負契約における注文者とする。）
があるときは、当該仕事の作業の全部について、
当該事業者が同項の規定による報告を行わなけ
ればならない。

【作業の届出】
第５条　事業者は、次に掲げる作業を行うときは、
あらかじめ、様式第１号の２による届書に当該
作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図
面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。

一　解体等対象建築物等に吹き付けられている石
綿等（石綿等が使用されている仕上げ用塗り
材（第６条の３において「石綿含有仕上げ塗
材」という。）を除く。）の除去、封じ込め又
は囲い込みの作業

二　解体等対象建築物等に張り付けられている石
綿等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐
火性能を有する被覆材をいう。）等（以下「石
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綿含有保温材等」という。）の除去、封じ込
め又は囲い込みの作業（石綿等の粉じんを著
しく発散するおそれがあるものに限る。）

２	 前項の規定は、法第 88 条第３項の規定による
届出をする場合にあっては、適用しない。

【吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等
に係る措置】
第６条　事業者は、次の作業に労働者を従事させる
ときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講
じなければならない。ただし、当該措置と同等
以上の効果を有する措置を講じたときは、この
限りでない。
一　前条第１項第一号に掲げる作業（囲い込みの
作業にあっては、石綿等の切断等の作業を伴
うものに限る。）

二　前条第１項第二号に掲げる作業（石綿含有保
温材等の切断等の作業を伴うものに限る。）

２	 前項本文の適切な石綿等の除去等に係る措置
は、次に掲げるものとする。
一　前項各号に掲げる作業を行う作業場所（以下
この項において「石綿等の除去等を行う作業
場所」という。）を、それ以外の作業を行う
作業場所から隔離すること。

二　石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん
方式の集じん・排気装置を設け、排気を行う
こと。

三　石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前
室、洗身室及び更衣室を設置すること。これ
らの室の設置に当たっては、石綿等の除去等
を行う作業場所から労働者が退出するとき
に、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に
通過するように互いに連接させること。

四　石綿等の除去等を行う作業場所及び前号の前
室を負圧に保つこと。

五　第一号の規定により隔離を行った作業場所に
おいて初めて前項各号に掲げる作業を行う場
合には、当該作業を開始した後速やかに、第
二号のろ過集じん方式の集じん・排気装置の
排気口からの石綿等の粉じんの漏えいの有無
を点検すること。

六　第二号のろ過集じん方式の集じん・排気装置
の設置場所を変更したときその他当該集じ
ん・排気装置に変更を加えたときは、当該集
じん・排気装置の排気口からの石綿等の粉じ
んの漏えいの有無を点検すること。

七　その日の作業を開始する前及び作業を中断し
たときは、第三号の前室が負圧に保たれてい
ることを点検すること。

八　前３号の点検を行った場合において、異常を
認めたときは、直ちに前項各号に掲げる作業
を中止し、ろ過集じん方式の集じん・排気装
置の補修又は増設その他の必要な措置を講ず
ること。

３	 事業者は、前項第一号の規定により隔離を行っ
たときは、隔離を行った作業場所内の石綿等の
粉じんを処理するとともに、第１項第一号に掲
げる作業（石綿等の除去の作業に限る。）又は
同項第二号に掲げる作業（石綿含有保温材等の
除去の作業に限る。）を行った場合にあっては、
吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿
含有保温材等を除去した部分を湿潤化するとと
もに、石綿等に関する知識を有する者が当該石
綿等又は石綿含有保温材等の除去が完了したこ
とを確認した後でなければ、隔離を解いてはな
らない。

【石綿含有成形品の除去に係る措置】
第６条の２　事業者は、成形された材料であって石
綿等が使用されているもの（石綿含有保温材等
を除く。第３項において「石綿含有成形品」と
いう。）を建築物、工作物又は船舶から除去す
る作業においては、切断等以外の方法により当
該作業を実施しなければならない。ただし、切
断等以外の方法により当該作業を実施すること
が技術上困難なときは、この限りでない。

２	 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負
わせるときは、当該請負人に対し、切断等以外
の方法により当該作業を実施する必要がある旨
を周知させなければならない。ただし、同項た
だし書の場合は、この限りでない。

３	 事業者は、第１項ただし書の場合において、石
綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散
しやすいものとして厚生労働大臣が定めるもの
を切断等の方法により除去する作業を行うとき
は、次に掲げる措置を講じなければならない。
ただし、当該措置（第一号及び第二号に掲げる
措置に限る。）と同等以上の効果を有する措置
を講じたときは、第一号及び第二号の措置につ
いては、この限りでない。

一　当該作業を行う作業場所を、当該作業以外の
作業を行う作業場所からビニルシート等で隔

石綿障害予防規則（抄）●　第 6条
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離すること。
二　当該作業中は、当該石綿含有成形品を常時湿
潤な状態に保つこと。

三　当該作業の一部を請負人に請け負わせるとき
は、当該請負人に対し、前二号に掲げる措置
を講ずる必要がある旨を周知させること。

【石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置】
第６条の３　前条第３項の規定は、事業者が建築物、
工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた
石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去
する作業に労働者を従事させる場合及び当該作
業の一部を請負人に請け負わせる場合について
準用する。

【石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置】
第７条�　事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事
させるときは、当該作業場所に当該作業に従事
する労働者以外の者（第 14 条に規定する措置
が講じられた者を除く。）が立ち入ることを禁
止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しな
ければならない。
一　第５条第１項第一号に掲げる作業（石綿等の
切断等の作業を伴うものを除き、囲い込みの
作業に限る。）

二　第５条第１項第二号に掲げる作業（石綿含有
保温材等の切断等の作業を伴うものを除き、
除去又は囲い込みの作業に限る。）

２	 特定元方事業者（法第 15 条第１項の特定元方
事業者をいう。）は、その労働者及び関係請負
人（法第 15 条第１項の関係請負人をいう。以
下この項において同じ。）の労働者の作業が、
前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われる
ときは、当該作業の開始前までに、関係請負人
に当該作業の実施について通知するとともに、
作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなけれ
ばならない。

第 10 条　事業者は、その労働者を就業させる建築
物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に
設置された工作物（次項及び第５項に規定す
るものを除く。）に吹き付けられた石綿等又は
張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化
等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働
者がその粉じんにばく露するおそれがあるとき
は、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保
温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を

講じなければならない。
２	 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築
物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に
設置された工作物（第５項に規定するものを除
く。）に吹き付けられた石綿等又は張り付けら
れた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石
綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉
じんにばく露するおそれがあるときは、労働者
に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用さ
せなければならない。

３	 事業者は、前項のおそれがある場所における作
業の一部を請負人に請け負わせる場合であっ
て、当該請負人が当該場所で臨時に就業すると
きは、当該請負人に対し、呼吸用保護具及び作
業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知
させなければならない。

４	 労働者は、事業者から第２項の保護具等の使用
を命じられたときは、これを使用しなければな
らない。

５	 法第 34 条の建築物貸与者は、当該建築物の貸
与を受けた２以上の事業者が共用する廊下の壁
等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた
石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等
の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じん
にばく露するおそれがあるときは、第１項に規
定する措置を講じなければならない。

第 6条の 3　●石綿障害予防規則（抄）
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離すること。
二　当該作業中は、当該石綿含有成形品を常時湿
潤な状態に保つこと。

三　当該作業の一部を請負人に請け負わせるとき
は、当該請負人に対し、前二号に掲げる措置
を講ずる必要がある旨を周知させること。

【石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に係る措置】
第６条の３　前条第３項の規定は、事業者が建築物、
工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた
石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去
する作業に労働者を従事させる場合及び当該作
業の一部を請負人に請け負わせる場合について
準用する。

【石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置】
第７条�　事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事
させるときは、当該作業場所に当該作業に従事
する労働者以外の者（第 14 条に規定する措置
が講じられた者を除く。）が立ち入ることを禁
止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しな
ければならない。

一　第５条第１項第一号に掲げる作業（石綿等の
切断等の作業を伴うものを除き、囲い込みの
作業に限る。）

二　第５条第１項第二号に掲げる作業（石綿含有
保温材等の切断等の作業を伴うものを除き、
除去又は囲い込みの作業に限る。）

２	 特定元方事業者（法第 15 条第１項の特定元方
事業者をいう。）は、その労働者及び関係請負
人（法第 15 条第１項の関係請負人をいう。以
下この項において同じ。）の労働者の作業が、
前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われる
ときは、当該作業の開始前までに、関係請負人
に当該作業の実施について通知するとともに、
作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなけれ
ばならない。

第 10 条　事業者は、その労働者を就業させる建築
物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に
設置された工作物（次項及び第５項に規定す
るものを除く。）に吹き付けられた石綿等又は
張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化
等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働
者がその粉じんにばく露するおそれがあるとき
は、当該吹き付けられた石綿等又は石綿含有保
温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を

講じなければならない。
２	 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築
物若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に
設置された工作物（第５項に規定するものを除
く。）に吹き付けられた石綿等又は張り付けら
れた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石
綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉
じんにばく露するおそれがあるときは、労働者
に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用さ
せなければならない。

３	 事業者は、前項のおそれがある場所における作
業の一部を請負人に請け負わせる場合であっ
て、当該請負人が当該場所で臨時に就業すると
きは、当該請負人に対し、呼吸用保護具及び作
業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知
させなければならない。

４	 労働者は、事業者から第２項の保護具等の使用
を命じられたときは、これを使用しなければな
らない。

５	 法第 34 条の建築物貸与者は、当該建築物の貸
与を受けた２以上の事業者が共用する廊下の壁
等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた
石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等
の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じん
にばく露するおそれがあるときは、第１項に規
定する措置を講じなければならない。

第 6条の 3　●石綿障害予防規則（抄）
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老人福祉法（抄）●　第 1条

老人福祉法（抄）
昭和 38 年７月 11 日法律第 133 号

最終改正：令和２年６月 12 日法律第 52 号

【目的】
第１条　この法律は、老人の福祉に関する原理を明
らかにするとともに、老人に対し、その心身の
健康の保持及び生活の安定のために必要な措置
を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的と
する。

第５条の３　この法律において、「老人福祉施設」
とは、老人デイサービスセンター、老人短期入
所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介
護支援センターをいう。

【施設の設置】
第 15 条　都道府県は、老人福祉施設を設置するこ
とができる。

２	 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定
めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令
で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人
デイサービスセンター、老人短期入所施設又は
老人介護支援センターを設置することができ
る。

３	 市町村及び地方独立行政法人（地方独立行政法
人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する
地方独立行政法人をいう。第 16 条第２項にお
いて同じ。）は、厚生労働省令の定めるところ
により、あらかじめ、厚生労働省令で定める事
項を都道府県知事に届け出て、養護老人ホーム
又は特別養護老人ホームを設置することができ
る。

４	 社会福祉法人は、厚生労働省令の定めるところ
により、都道府県知事の認可を受けて、養護老
人ホーム又は特別養護老人ホームを設置するこ
とができる。

５	 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定め
るところにより、軽費老人ホーム又は老人福祉
センターを設置することができる。

６	 都道府県知事は、第４項の認可の申請があった
場合において、当該申請に係る養護老人ホーム
若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区
域（介護保険法第 118 条第２項第一号の規定に

より当該都道府県が定める区域とする。）にお
ける養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホー
ムの入所定員の総数が、第 20 条の９第１項の
規定により当該都道府県が定める都道府県老人
福祉計画において定めるその区域の養護老人
ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所
定員総数に既に達しているか、又は当該申請に
係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホー
ムの設置によってこれを超えることになると認
めるとき、その他の当該都道府県老人福祉計画
の達成に支障を生ずるおそれがあると認めると
きは、第４項の認可をしないことができる。

【施設の基準】
第 17 条　都道府県は、養護老人ホーム及び特別養
護老人ホームの設備及び運営について、条例で
基準を定めなければならない。

２	 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、
第一号から第三号までに掲げる事項については
厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと
し、第四号に掲げる事項については厚生労働省
令で定める基準を標準として定めるものとし、
その他の事項については厚生労働省令で定める
基準を参酌するものとする。

一　養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配
置する職員及びその員数

二　養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係
る居室の床面積

三　養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運
営に関する事項であって、入所する老人の適
切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に
密接に関連するものとして厚生労働省令で定
めるもの

四　養護老人ホームの入所定員
３	 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置
者は、第１項の基準を遵守しなければならない。
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第 11 条　●特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（抄）

特別養護老人ホームの設備及び�
運営に関する基準（抄）

平成 11 年３月 31 日厚生省令第 46 号

最終改正：令和３年１月 25 日厚生労働省令第９号

【設備の基準】
第 11 条　特別養護老人ホームの建物（入所者の日
常生活のために使用しない附属の建物を除く。）
は、耐火建築物（建築基準法	（昭和25年法律第201号）
第２条第九号の二に規定する耐火建築物をい
う。以下同じ。）でなければならない。ただし、
次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又
は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっ
ては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定す
る準耐火建築物をいう。以下同じ。）とするこ
とができる。
一　居室その他の入所者の日常生活に充てられる
場所（以下「居室等」という。）を２階及び
地階のいずれにも設けていないこと。

二　居室等を２階又は地階に設けている場合で
あって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ　当該特別養護老人ホームの所在地を管轄す
る消防長（消防本部を置かない市町村に
あっては、市町村長。以下同じ。）又は消
防署長と相談の上、第８条第１項に規定す
る計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確
保するために必要な事項を定めること。

ロ　第８条第２項に規定する訓練については、
同条第１項に規定する計画に従い、昼間及
び夜間において行うこと。

ハ　火災時における避難、消火等の協力を得る
ことができるよう、地域住民等との連携体
制を整備すること。

２	 前項の規定にかかわらず、都道府県知事（指定
都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核
市の市長。以下同じ。）が、火災予防、消火活
動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴い
て、次の各号のいずれかの要件を満たす木造か
つ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であっ
て、火災に係る入所者の安全性が確保されてい
ると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築
物とすることを要しない。
一　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材
等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が

発生するおそれがある箇所における防火区画
の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に
配慮した構造であること。

二　非常警報設備の設置等による火災の早期発見
及び通報の体制が整備されており、円滑な消
火活動が可能なものであること。

三　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分
な幅員を有する避難路の確保等により、円滑
な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練
を頻繁に実施すること、配置人員を増員する
こと等により、火災の際の円滑な避難が可能
なものであること。

３	 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設
備を設けなければならない。ただし、他の社会
福祉施設等の設備を利用することにより当該特
別養護老人ホームの効果的な運営を期待するこ
とができる場合であって、入所者の処遇に支障
がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を
設けないことができる。

一　居室
二　静養室（居室で静養することが一時的に困難
な心身の状況にある入所者を静養させること
を目的とする設備をいう。以下同じ。）

三　食堂
四　浴室
五　洗面設備
六　便所
七　医務室
八　調理室
九　介護職員室
十　看護職員室
一
十　機能訓練室
二
十　面談室
三
十　洗濯室又は洗濯場
四
十　汚物処理室
五
十　介護材料室
六
十　前各号に掲げるもののほか、事務室その他の
運営上必要な設備

４	 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりと
する。

一　居室
イ　一の居室の定員は、１人とすること。ただ
し、入所者へのサービスの提供上必要と認
められる場合は、２人とすることができる。

ロ　地階に設けてはならないこと。

線引きはありません
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第 11 条　●特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（抄）

特別養護老人ホームの設備及び�
運営に関する基準（抄）

平成 11 年３月 31 日厚生省令第 46 号

最終改正：令和３年１月 25 日厚生労働省令第９号

【設備の基準】
第 11 条　特別養護老人ホームの建物（入所者の日
常生活のために使用しない附属の建物を除く。）
は、耐火建築物（建築基準法	（昭和25年法律第201号）
第２条第九号の二に規定する耐火建築物をい
う。以下同じ。）でなければならない。ただし、
次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又
は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっ
ては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定す
る準耐火建築物をいう。以下同じ。）とするこ
とができる。

一　居室その他の入所者の日常生活に充てられる
場所（以下「居室等」という。）を２階及び
地階のいずれにも設けていないこと。

二　居室等を２階又は地階に設けている場合で
あって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ　当該特別養護老人ホームの所在地を管轄す
る消防長（消防本部を置かない市町村に
あっては、市町村長。以下同じ。）又は消
防署長と相談の上、第８条第１項に規定す
る計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確
保するために必要な事項を定めること。

ロ　第８条第２項に規定する訓練については、
同条第１項に規定する計画に従い、昼間及
び夜間において行うこと。

ハ　火災時における避難、消火等の協力を得る
ことができるよう、地域住民等との連携体
制を整備すること。

２	 前項の規定にかかわらず、都道府県知事（指定
都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核
市の市長。以下同じ。）が、火災予防、消火活
動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴い
て、次の各号のいずれかの要件を満たす木造か
つ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であっ
て、火災に係る入所者の安全性が確保されてい
ると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築
物とすることを要しない。

一　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材
等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が

発生するおそれがある箇所における防火区画
の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に
配慮した構造であること。

二　非常警報設備の設置等による火災の早期発見
及び通報の体制が整備されており、円滑な消
火活動が可能なものであること。

三　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分
な幅員を有する避難路の確保等により、円滑
な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練
を頻繁に実施すること、配置人員を増員する
こと等により、火災の際の円滑な避難が可能
なものであること。

３	 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設
備を設けなければならない。ただし、他の社会
福祉施設等の設備を利用することにより当該特
別養護老人ホームの効果的な運営を期待するこ
とができる場合であって、入所者の処遇に支障
がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を
設けないことができる。

一　居室
二　静養室（居室で静養することが一時的に困難
な心身の状況にある入所者を静養させること
を目的とする設備をいう。以下同じ。）

三　食堂
四　浴室
五　洗面設備
六　便所
七　医務室
八　調理室
九　介護職員室
十　看護職員室
一
十　機能訓練室
二
十　面談室
三
十　洗濯室又は洗濯場
四
十　汚物処理室
五
十　介護材料室
六
十　前各号に掲げるもののほか、事務室その他の
運営上必要な設備

４	 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりと
する。

一　居室
イ　一の居室の定員は、１人とすること。ただ
し、入所者へのサービスの提供上必要と認
められる場合は、２人とすることができる。

ロ　地階に設けてはならないこと。
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ハ　入所者１人当たりの床面積は、10.65㎡以
上とすること。

ニ　寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ホ　１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊
下又は広間に直接面して設けること。

ヘ　床面積の　	以上に相当する面積を直接外
気に面して開放できるようにすること。

ト　入所者の身の回り品を保管することができ
る設備を備えること。

チ　ブザー又はこれに代わる設備を設けるこ
と。

二　静養室
イ　介護職員室又は看護職員室に近接して設け
ること。

ロ　イに定めるもののほか、前号ロ及びニから
チまでに定めるところによること。

三　浴室介護を必要とする者が入浴するのに適し
たものとすること。

四　洗面設備
イ　居室のある階ごとに設けること。
ロ　介護を必要とする者が使用するのに適した
ものとすること。

五　便所
イ　居室のある階ごとに居室に近接して設ける
こと。

ロ　ブザー又はこれに代わる設備を設けるとと
もに、介護を必要とする者が使用するのに
適したものとすること。

六　医務室
イ　医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第２項

に規定する診療所とすること。
ロ　入所者を診療するために必要な医薬品及び
医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床
検査設備を設けること。

七　調理室火気を使用する部分は、不燃材料を用
いること。

八　介護職員室
イ　居室のある階ごとに居室に近接して設ける
こと。

ロ　必要な備品を備えること。
九　食堂及び機能訓練室
イ　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広
さを有するものとし、その合計した面積は、
３㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とす
ること。ただし、食事の提供又は機能訓練

1
14

を行う場合において、当該食事の提供又は
機能訓練に支障がない広さを確保すること
ができるときは、同一の場所とすることが
できる。

ロ　必要な備品を備えること。
５	 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室（以
下「居室、静養室等」という。）は、３階以上
の階に設けてはならない。ただし、次の各号の
いずれにも該当する建物に設けられる居室、静
養室等については、この限りでない。

一　居室、静養室等のある３階以上の各階に通ず
る特別避難階段を２以上（防災上有効な傾斜
路を有する場合又は車いす若しくはストレッ
チャーで通行するために必要な幅を有するバ
ルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する
場合は、１以上）有すること。

二　３階以上の階にある居室、静養室等及びこれ
から地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び
天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料
でしていること。

三　居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火
構造の壁又は建築基準法施行令（昭和25年政令第
338号）第 112 条第１項	に規定する特定防火設
備（以下「特定防火設備」という。）により
防災上有効に区画されていること。

６	 前各項に規定するもののほか、特別養護老人
ホームの設備の基準は、次に定めるところによ
る。

一　廊下の幅は、1.8 ｍ以上とすること。ただし、
中廊下の幅は、2.7 ｍ以上とすること。

二　廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設け
ること。

三　廊下及び階段には、手すりを設けること。
四　階段の傾斜は、緩やかにすること。
五　居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、
１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレ
ベーターを設ける場合は、この限りでない。

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（抄）●　第 11 条
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児童福祉法（抄）
昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号

最終改正：令和５年６月 16 日法律第 58 号

【児童の権利】
第１条　全て児童は、児童の権利に関する条約の精
神にのっとり、適切に養育されること、その生
活を保障されること、愛され、保護されること、
その心身の健やかな成長及び発達並びにその自
立が図られることその他の福祉を等しく保障さ
れる権利を有する。

【国民等の責務】
第２条　全て国民は、児童が良好な環境において生
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児
童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が
尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、
心身ともに健やかに育成されるよう努めなけれ
ばならない。

２　児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育
成することについて第一義的責任を負う。

３　国及び地方公共団体は、児童の保護者ととも
に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を
負う。

【児童福祉原理】
第３条　前２条に規定するところは、児童の福祉を
保障するための原理であり、この原理は、すべ
て児童に関する法令の施行にあたって、常に尊
重されなければならない。

【児童福祉施設等】
第７条　この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携
型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童
心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭
支援センターとする。

２	 この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所
施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入
院する障害児に対して行われる保護、日常生活
の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施
設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院
する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不
自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の
肢体不自由が重複している児童（以下「重症心
身障害児」という。）に対し行われる治療をいう。

【児童福祉施設の設置等】
第 35 条　国は、政令の定めるところにより、児童
福祉施設（助産施設、母子生活支援施設、保育
所及び幼保連携型認定こども園を除く。）を設
置するものとする。

２　都道府県は、政令の定めるところにより、児童
福祉施設（幼保連携型認定こども園を除く。以
下この条、第 45 条、第 46 条、第 49 条、第 50
条第九号、第 51 条第七号、第 56 条の２、第
57 条及び第 58 条において同じ。）を設置しな
ければならない。

３	 市町村は、内閣府令の定めるところにより、あ
らかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知
事に届け出て、児童福祉施設を設置することが
できる。

４	 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令
の定めるところにより、都道府県知事の認可を
得て、児童福祉施設を設置することができる。

５〜 12　（略）

【児童福祉施設の設置基準】
第 45 条　都道府県は、児童福祉施設の設備及び運
営について、条例で基準を定めなければならな
い。この場合において、その基準は、児童の身
体的、精神的及び社会的な発達のために必要な
生活水準を確保するものでなければならない。

２	 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、
次に掲げる事項については内閣府令で定める基
準に従い定めるものとし、その他の事項につい
ては内閣府令で定める基準を参酌するものとす
る。

一　児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
二　児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積そ
の他児童福祉施設の設備に関する事項であっ
て児童の健全な発達に密接に関連するものと
して内閣府令で定めるもの

三　児童福祉施設の運営に関する事項であって、
保育所における保育の内容その他児童（助産
施設にあっては、妊産婦）の適切な処遇及び
安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健
全な発達に密接に関連するものとして内閣府
令で定めるもの

３	 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準
（同項第三号の保育所における保育の内容に関
する事項に限る。）を定めるに当たっては、学

第 1条　●児童福祉法（抄）
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児童福祉法（抄）
昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号

最終改正：令和５年６月 16 日法律第 58 号

【児童の権利】
第１条　全て児童は、児童の権利に関する条約の精
神にのっとり、適切に養育されること、その生
活を保障されること、愛され、保護されること、
その心身の健やかな成長及び発達並びにその自
立が図られることその他の福祉を等しく保障さ
れる権利を有する。

【国民等の責務】
第２条　全て国民は、児童が良好な環境において生
まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児
童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が
尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、
心身ともに健やかに育成されるよう努めなけれ
ばならない。

２　児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育
成することについて第一義的責任を負う。

３　国及び地方公共団体は、児童の保護者ととも
に、児童を心身ともに健やかに育成する責任を
負う。

【児童福祉原理】
第３条　前２条に規定するところは、児童の福祉を
保障するための原理であり、この原理は、すべ
て児童に関する法令の施行にあたって、常に尊
重されなければならない。

【児童福祉施設等】
第７条　この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携
型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童
心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭
支援センターとする。

２	 この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所
施設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入
院する障害児に対して行われる保護、日常生活
の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施
設に入所し、又は指定発達支援医療機関に入院
する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不
自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の
肢体不自由が重複している児童（以下「重症心
身障害児」という。）に対し行われる治療をいう。

【児童福祉施設の設置等】
第 35 条　国は、政令の定めるところにより、児童
福祉施設（助産施設、母子生活支援施設、保育
所及び幼保連携型認定こども園を除く。）を設
置するものとする。

２　都道府県は、政令の定めるところにより、児童
福祉施設（幼保連携型認定こども園を除く。以
下この条、第 45 条、第 46 条、第 49 条、第 50
条第九号、第 51 条第七号、第 56 条の２、第
57 条及び第 58 条において同じ。）を設置しな
ければならない。

３	 市町村は、内閣府令の定めるところにより、あ
らかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知
事に届け出て、児童福祉施設を設置することが
できる。

４	 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令
の定めるところにより、都道府県知事の認可を
得て、児童福祉施設を設置することができる。

５〜 12　（略）

【児童福祉施設の設置基準】
第 45 条　都道府県は、児童福祉施設の設備及び運
営について、条例で基準を定めなければならな
い。この場合において、その基準は、児童の身
体的、精神的及び社会的な発達のために必要な
生活水準を確保するものでなければならない。

２	 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、
次に掲げる事項については内閣府令で定める基
準に従い定めるものとし、その他の事項につい
ては内閣府令で定める基準を参酌するものとす
る。

一　児童福祉施設に配置する従業者及びその員数
二　児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積そ
の他児童福祉施設の設備に関する事項であっ
て児童の健全な発達に密接に関連するものと
して内閣府令で定めるもの

三　児童福祉施設の運営に関する事項であって、
保育所における保育の内容その他児童（助産
施設にあっては、妊産婦）の適切な処遇及び
安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健
全な発達に密接に関連するものとして内閣府
令で定めるもの

３	 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準
（同項第三号の保育所における保育の内容に関
する事項に限る。）を定めるに当たっては、学

第 1条　●児童福祉法（抄）
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校教育法第 25 条第１項の規定により文部科学
大臣が定める幼稚園の教育課程その他の保育内
容に関する事項並びに認定こども園法第 10 条
第１項の規定により主務大臣が定める幼保連携
型認定こども園の教育課程その他の教育及び保
育の内容に関する事項との整合性の確保並びに
小学校及び義務教育学校における教育との円滑
な接続に配慮しなければならない。

４	 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める基準
を定めるときは、あらかじめ、文部科学大臣に
協議しなければならない。

５	 児童福祉施設の設置者は、第１項の基準を遵守
しなければならない。

６	 児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備
及び運営についての水準の向上を図ることに努
めるものとする。

児童福祉施設の設備及び�
運営に関する基準（抄）

昭和 23 年 12 月 29 日厚生省令第 63 号

最終改正：令和５年４月１日内閣府令第 38 号

【最低基準の目的】
第２条　法第 45 条第１項の規定により都道府県が
条例で定める基準（以下「最低基準」という。）
は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設
に入所している者が、明るくて、衛生的な環境
において、素養があり、かつ、適切な訓練を受
けた職員の指導により、心身ともに健やかにし
て、社会に適応するように育成されることを保
障するものとする。

【児童福祉施設の一般原則】
第５条　児童福祉施設は、入所している者の人権に
十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重
して、その運営を行わなければならない。

２	 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を
図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該
児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよ
う努めなければならない。

３	 児童福祉施設は、その運営の内容について、自
ら評価を行い、その結果を公表するよう努めな
ければならない。

４	 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設
の目的を達成するために必要な設備を設けなけ
ればならない。

５	 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所
している者の保健衛生及びこれらの者に対する
危害防止に十分な考慮を払って設けられなけれ
ばならない。

【児童福祉施設と非常災害】
第６条　児童福祉施設（障害児入所施設及び児童発
達支援センター（次条、第９条の４及び第 10
条第３項において「障害児入所施設等」という。）
を除く。第９条の３及び第 10 条第２項におい
て同じ。）においては、軽便消火器等の消火用
具、非常口その他非常災害に必要な設備を設け
るとともに、非常災害に対する具体的計画を立
て、これに対する不断の注意と訓練をするよう
に努めなければならない。

２	 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練
は、少なくとも毎月１回は、これを行わなけれ

児童福祉法（抄）●　第 ４５ 条、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄）●　第 2 条

線引きはありません
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ばならない。
【児童福祉施設における職員の一般的要件】
第７条　児童福祉施設に入所している者の保護に従
事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間
性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある
者であって、できる限り児童福祉事業の理論及
び実際について訓練を受けた者でなければなら
ない。

【設備の基準】
第 19 条　乳児院（乳児又は幼児（以下「乳幼児」
という。）10 人未満を入所させる乳児院を除
く。）の設備の基準は、次のとおりとする。
一　寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相
談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

二　寝室の面積は、乳幼児１人につき 2.47㎡以上
であること。

三　観察室の面積は、乳児１人につき 1.65㎡以上
であること。

第 20 条　乳幼児 10 人未満を入所させる乳児院の
設備の基準は、次のとおりとする。
一　乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を
設けること。

二　乳幼児の養育のための専用の室の面積は、１
室につき 9.91㎡以上とし、乳幼児１人につき
2.47㎡以上であること。

【設備の基準】
第 32 条　保育所の設備の基準は、次のとおりとす
る。
一　乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる
保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、
調理室及び便所を設けること。

二　乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人に
つき 1.65㎡以上であること。

三　ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児１
人につき 3.3㎡以上であること。

四　乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具
を備えること。

五　満２歳以上の幼児を入所させる保育所には、
保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所の付
近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含
む。次号において同じ。）、調理室及び便所を
設けること。

六　保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人
につき 1.98㎡以上、屋外遊戯場の面積は、前
号の幼児１人につき 3.3㎡以上であること。

七　保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を
備えること。

八　乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下
「保育室等」という。）を２階に設ける建物は、
次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を３階
以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当
するものであること。

イ　耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）
第２条第九号の二に規定する耐火建築物を
いう。以下この号において同じ。）又は準
耐火建築物（同条第九号の三に規定する準
耐火建築物をいい、同号ロに該当するもの
を除く。）（保育室等を３階以上に設ける建
物にあっては、耐火建築物）であること。

ロ　保育室等が設けられている次の表の左欄に
掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設
又は設備が１以上設けられていること。

階 区分 施設又は設備

２階

常用 １　屋内階段
２　屋外階段

避難用

１　建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）
第123条第１項各号又は同条第３項各号
に規定する構造の屋内階段（ただし、同
条第１項の場合においては、当該階段の
構造は、建築物の１階から２階までの
部分に限り、屋内と階段室とは、バルコ
ニー又は付室を通じて連絡することと
し、かつ、同条第３項第三号、第四号及び
第十号を満たすものとする。）

２　待避上有効なバルコニー
３　建築基準法第２条第七号の二に規定
する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれ
に準ずる設備

４　屋外階段

３階

常用

１　建築基準法施行令第123条第１項各号
又は同条第３項各号に規定する構造の
屋内階段

２　屋外階段

避難用

１　建築基準法施行令第123条第１項各号
又は同条第３項各号に規定する構造の
屋内階段（ただし、同条第１項の場合に
おいては、当該階段の構造は、建築物の
１階から３階までの部分に限り、屋内と
階段室とは、バルコニー又は付室を通じ
て連絡することとし、かつ、同条第３項
第三号、第四号及び第十号を満たすもの
とする。）

２　建築基準法第２条第七号に規定する
耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ず
る設備

３　屋外階段

第 ７条　●児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄）

線引きはありません



948 児童福祉施設基準

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ばならない。
【児童福祉施設における職員の一般的要件】
第７条　児童福祉施設に入所している者の保護に従
事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間
性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある
者であって、できる限り児童福祉事業の理論及
び実際について訓練を受けた者でなければなら
ない。

【設備の基準】
第 19 条　乳児院（乳児又は幼児（以下「乳幼児」
という。）10 人未満を入所させる乳児院を除
く。）の設備の基準は、次のとおりとする。

一　寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相
談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

二　寝室の面積は、乳幼児１人につき 2.47㎡以上
であること。

三　観察室の面積は、乳児１人につき 1.65㎡以上
であること。

第 20 条　乳幼児 10 人未満を入所させる乳児院の
設備の基準は、次のとおりとする。

一　乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を
設けること。

二　乳幼児の養育のための専用の室の面積は、１
室につき 9.91㎡以上とし、乳幼児１人につき
2.47㎡以上であること。

【設備の基準】
第 32 条　保育所の設備の基準は、次のとおりとす
る。

一　乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる
保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、
調理室及び便所を設けること。

二　乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児１人に
つき 1.65㎡以上であること。

三　ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児１
人につき 3.3㎡以上であること。

四　乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具
を備えること。

五　満２歳以上の幼児を入所させる保育所には、
保育室又は遊戯室、屋外遊戯場（保育所の付
近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含
む。次号において同じ。）、調理室及び便所を
設けること。

六　保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児１人
につき 1.98㎡以上、屋外遊戯場の面積は、前
号の幼児１人につき 3.3㎡以上であること。

七　保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を
備えること。

八　乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下
「保育室等」という。）を２階に設ける建物は、
次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を３階
以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当
するものであること。

イ　耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）
第２条第九号の二に規定する耐火建築物を
いう。以下この号において同じ。）又は準
耐火建築物（同条第九号の三に規定する準
耐火建築物をいい、同号ロに該当するもの
を除く。）（保育室等を３階以上に設ける建
物にあっては、耐火建築物）であること。

ロ　保育室等が設けられている次の表の左欄に
掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分
ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設
又は設備が１以上設けられていること。

階 区分 施設又は設備

２階

常用 １　屋内階段
２　屋外階段

避難用

１　建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）
第123条第１項各号又は同条第３項各号
に規定する構造の屋内階段（ただし、同
条第１項の場合においては、当該階段の
構造は、建築物の１階から２階までの
部分に限り、屋内と階段室とは、バルコ
ニー又は付室を通じて連絡することと
し、かつ、同条第３項第三号、第四号及び
第十号を満たすものとする。）
２　待避上有効なバルコニー
３　建築基準法第２条第七号の二に規定
する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれ
に準ずる設備
４　屋外階段

３階

常用

１　建築基準法施行令第123条第１項各号
又は同条第３項各号に規定する構造の
屋内階段
２　屋外階段

避難用

１　建築基準法施行令第123条第１項各号
又は同条第３項各号に規定する構造の
屋内階段（ただし、同条第１項の場合に
おいては、当該階段の構造は、建築物の
１階から３階までの部分に限り、屋内と
階段室とは、バルコニー又は付室を通じ
て連絡することとし、かつ、同条第３項
第三号、第四号及び第十号を満たすもの
とする。）
２　建築基準法第２条第七号に規定する
耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ず
る設備
３　屋外階段

第 ７条　●児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄）
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４階
以上

常用

１　建築基準法施行令第123条第１項各号
又は同条第３項各号に規定する構造の
屋内階段

２　建築基準法施行令第123条第２項各号
に規定する構造の屋外階段

避難用

１　建築基準法施行令第123条第１項各号
又は同条第３項各号に規定する構造の
屋内階段（ただし、同条第１項の場合に
おいては、当該階段の構造は、建築物の
１階から保育室等が設けられている階
までの部分に限り、屋内と階段室とは、
バルコニー又は付室（階段室が同条第３

　項第二号に規定する構造を有する場合
を除き、同号に規定する構造を有するも
のに限る。）を通じて連絡することとし、
かつ、同条第３項第三号、第四号及び第
十号を満たすものとする。）

２　建築基準法第２条第七号に規定する
耐火構造の屋外傾斜路

３　建築基準法施行令第123条第２項各号
に規定する構造の屋外階段

ハ　ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位
置に設けられ、かつ、保育室等の各部分か
らその一に至る歩行距離が 30 ｍ以下とな
るように設けられていること。

ニ　保育所の調理室（次に掲げる要件のいずれ
かに該当するものを除く。ニにおいて同
じ。）以外の部分と保育所の調理室の部分
が建築基準法第２条第七号に規定する耐火
構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令
第 112 条第１項に規定する特定防火設備で
区画されていること。この場合において、
換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該
床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近
接する部分に防火上有効にダンパーが設け
られていること。
⑴　スプリンクラー設備その他これに類する
もので自動式のものが設けられているこ
と。

⑵　調理用器具の種類に応じて有効な自動消
火装置が設けられ、かつ、当該調理室の
外部への延焼を防止するために必要な措
置が講じられていること。

ホ　保育所の壁及び天井の室内に面する部分の
仕上げを不燃材料でしていること。

ヘ　保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行
する場所に、乳幼児の転落事故を防止する
設備が設けられていること。

ト　非常警報器具又は非常警報設備及び消防機
関へ火災を通報する設備が設けられている

こと。
チ　保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性
のものについて防炎処理が施されているこ
と。

【保育所の設備の基準の特例】
第 32 条の２　次の各号に掲げる要件を満たす保育
所は、第 11 条第１項の規定にかかわらず、当
該保育所の満３歳以上の幼児に対する食事の提
供について、当該保育所外で調理し搬入する方
法により行うことができる。この場合において、
当該保育所は、当該食事の提供について当該方
法によることとしてもなお当該保育所において
行うことが必要な調理のための加熱、保存等の
調理機能を有する設備を備えるものとする。

一　幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所
にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業
務上必要な注意を果たし得るような体制及び
調理業務の受託者との契約内容が確保されて
いること。

二　当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等
の栄養士により、献立等について栄養の観点
からの指導が受けられる体制にある等、栄養
士による必要な配慮が行われること。

三　調理業務の受託者を、当該保育所における給
食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、
調理業務を適切に遂行できる能力を有する者
とすること。

四　幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に
応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー
等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児
の食事の内容、回数及び時機に適切に応じる
ことができること。

五　食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点か
ら、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食
に関し配慮すべき事項を定めた食育に関す
る計画に基づき食事を提供するよう努めるこ
と。

【設備の基準】
第 41 条　児童養護施設の設備の基準は、次のとお
りとする。

一　児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所
を設けること。

二　児童の居室の１室の定員は、これを４人以下
とし、その面積は、１人につき 4.95㎡以上と
すること。ただし、乳幼児のみの居室の１室

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄）●　第 32 条の 2
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の定員は、これを６人以下とし、その面積は、
１人につき 3.3㎡以上とする。

三　入所している児童の年齢等に応じ、男子と女
子の居室を別にすること。

四　便所は、男子用と女子用とを別にすること。
ただし、少数の児童を対象として設けるとき
は、この限りでない。

五　児童 30 人以上を入所させる児童養護施設に
は、医務室及び静養室を設けること。

六　入所している児童の年齢、適性等に応じ職業
指導に必要な設備（以下「職業指導に必要な
設備」という。）を設けること。

医療法（抄）
昭和 23 年７月 30 日法律第 205 号

最終改正：令和５年５月 19 日法律第 31 号

第１条　この法律は、医療を受ける者による医療に
関する適切な選択を支援するために必要な事
項、医療の安全を確保するために必要な事項、
病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し
必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医
療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携
を推進するために必要な事項を定めること等に
より、医療を受ける者の利益の保護及び良質か
つ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を
図り、もって国民の健康の保持に寄与すること
を目的とする。

第１条の５　この法律において、「病院」とは、医
師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため
医業又は歯科医業を行う場所であって、20 人
以上の患者を入院させるための施設を有するも
のをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適
正な診療を受けることができる便宜を与えるこ
とを主たる目的として組織され、かつ、運営さ
れるものでなければならない。

２	 この法律において、「診療所」とは、医師又は
歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又
は歯科医業を行う場所であって、患者を入院さ
せるための施設を有しないもの又は 19 人以下
の患者を入院させるための施設を有するものを
いう。

第１条の６　この法律において、「介護老人保健施
設」とは、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定
による介護老人保健施設をいう。

２	 この法律において、「介護医療院」とは、介護
保険法の規定による介護医療院をいう。

第２条　この法律において、「助産所」とは、助産
師が公衆又は特定多数人のためその業務（病院
又は診療所において行うものを除く。）を行う
場所をいう。

２	 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦 10 人以上
の入所施設を有してはならない。

第 ４1 条　●児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄）、第 1条　●医療法（抄）
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の定員は、これを６人以下とし、その面積は、
１人につき 3.3㎡以上とする。

三　入所している児童の年齢等に応じ、男子と女
子の居室を別にすること。

四　便所は、男子用と女子用とを別にすること。
ただし、少数の児童を対象として設けるとき
は、この限りでない。

五　児童 30 人以上を入所させる児童養護施設に
は、医務室及び静養室を設けること。

六　入所している児童の年齢、適性等に応じ職業
指導に必要な設備（以下「職業指導に必要な
設備」という。）を設けること。

医療法（抄）
昭和 23 年７月 30 日法律第 205 号

最終改正：令和５年５月 19 日法律第 31 号

第１条　この法律は、医療を受ける者による医療に
関する適切な選択を支援するために必要な事
項、医療の安全を確保するために必要な事項、
病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し
必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医
療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携
を推進するために必要な事項を定めること等に
より、医療を受ける者の利益の保護及び良質か
つ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を
図り、もって国民の健康の保持に寄与すること
を目的とする。

第１条の５　この法律において、「病院」とは、医
師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため
医業又は歯科医業を行う場所であって、20 人
以上の患者を入院させるための施設を有するも
のをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適
正な診療を受けることができる便宜を与えるこ
とを主たる目的として組織され、かつ、運営さ
れるものでなければならない。

２	 この法律において、「診療所」とは、医師又は
歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又
は歯科医業を行う場所であって、患者を入院さ
せるための施設を有しないもの又は 19 人以下
の患者を入院させるための施設を有するものを
いう。

第１条の６　この法律において、「介護老人保健施
設」とは、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定
による介護老人保健施設をいう。

２	 この法律において、「介護医療院」とは、介護
保険法の規定による介護医療院をいう。

第２条　この法律において、「助産所」とは、助産
師が公衆又は特定多数人のためその業務（病院
又は診療所において行うものを除く。）を行う
場所をいう。

２	 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦 10 人以上
の入所施設を有してはならない。

第 ４1 条　●児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（抄）、第 1条　●医療法（抄）
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第 20 条　病院、診療所又は助産所は、清潔を保持
するものとし、その構造設備は、衛生上、防火
上及び保安上安全と認められるようなものでな
ければならない。

第 23 条　第 21 条から前条までに定めるもののほ
か、病院、診療所又は助産所の構造設備につい
て、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び
清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準
は、厚生労働省令で定める。

■関連規則１６条�➡９５１ 

２	 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反
した者については、政令で 20 万円以下の罰金
の刑を科する旨の規定を設けることができる。

医療法施行規則（抄）
昭和 23 年 11 月５日厚生省令第 50 号

最終改正：令和５年７月 31 日厚生労働省令第 100 号

第 16 条　法第 23 条第１項の規定による病院又は
診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を
入院させるための施設を有しない診療所又は９
人以下の患者を入院させるための施設を有する
診療所（療養病床を有する診療所を除く。）に
は適用しない。

一　診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又は
ガスに関する構造設備については、危害防止
上必要な方法を講ずることとし、放射線に関
する構造設備については、第４章に定めると
ころによること。

二　病室は、地階又は第３階以上の階には設けな
いこと。ただし、第 30 条の 12 第１項に規定
する放射線治療病室にあっては、地階に、主
要構造部（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２
条第五号に規定する主要構造部をいう。以下
同じ。）を耐火構造（建築基準法第２条第七
号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）
とする場合は、第３階以上に設けることがで
きる。

二の二　療養病床に係る一の病室の病床数は、４
床以下とすること。

三　病室の床面積は、次のとおりとすること。
イ　病院の病室及び診療所の療養病床に係る病
室の床面積は、内法による測定で、患者１
人につき 6.4㎡以上とすること。

ロ　イ以外の病室の床面積は、内法による測定
で、患者１人を入院させるものにあっては
6.3㎡以上、患者２人以上を入院させるも
のにあっては患者１人につき 4.3㎡以上と
すること。

四　小児だけを入院させる病室の床面積は、前号
に規定する病室の床面積の　	以上とするこ
とができること。ただし、一の病室の床面積
は、6.3㎡以下であってはならない。

五　機械換気設備については、感染症病室、結核
病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じ
て病院又は診療所の他の部分へ流入しないよ
うにすること。

2
3

医療法（抄）●　第 20 条、医療法施行規則（抄）●　第 16 条
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六　精神病室の設備については、精神疾患の特性
を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護
のために必要な方法を講ずること。

七　感染症病室及び結核病室には、病院又は診療
所の他の部分及び外部に対して感染予防のた
めにしゃ断その他必要な方法を講ずること。

八　第２階以上の階に病室を有するものにあって
は、患者の使用する屋内の直通階段を２以上
設けること。ただし、患者の使用するエレベー
ターが設置されているもの又は第２階以上の
各階における病室の床面積の合計がそれぞれ
50㎡（主要構造部が耐火構造であるか、又は
不燃材料（建築基準法第２条第九号に規定す
る不燃材料をいう。以下同じ。）で造られて
いる建築物にあっては 100㎡）以下のものに
ついては、患者の使用する屋内の直通階段を
１とすることができる。

九　前号に規定する直通階段の構造は、次の通り
とすること。
イ　階段及び踊場の幅は、内法を 1.2 ｍ以上と
すること。

ロ　けあげは 0.2 ｍ以下、踏面は 0.24 ｍ以上と
すること。

ハ　適当な手すりを設けること。
十　第３階以上の階に病室を有するものにあって
は、避難に支障がないように避難階段を２以
上設けること。ただし、第八号に規定する直
通階段のうちの１又は２を建築基準法施行令
（昭和25年政令第338号）第 123 条第１項に規定する
避難階段としての構造とする場合は、その直
通階段の数を避難階段の数に算入することが
できる。

一
十　患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとす
ること。
イ　精神病床及び療養病床に係る病室に隣接す
る廊下の幅は、内法による測定で、1.8 ｍ
以上とすること。ただし、両側に居室があ
る廊下の幅は、内法による測定で、2.7 ｍ
以上としなければならない。

ロ　イ以外の廊下（病院に係るものに限る。）
の幅は、内法による測定で、1.8 ｍ以上と
すること。ただし、両側に居室がある廊下
（病院に係るものに限る。）の幅は、内法に
よる測定で、2.1 ｍ以上としなければなら
ない。

ハ　イ以外の廊下（診療所に係るものに限る。）
の幅は、内法による測定で、1.2 ｍ以上と
すること。ただし、両側に居室がある廊下
（診療所に係るものに限る。）の幅は、内法
による測定で、1.6 ｍ以上としなければな
らない。

二
十　感染症病室又は結核病室を有する病院又は診
療所には、必要な消毒設備を設けること。

三
十　歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設
備を設けること。

四
十　調剤所の構造設備は次に従うこと。
イ　採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保
つこと。

ロ　冷暗所を設けること。
ハ　感量 10㎎のてんびん及び 500㎎の上皿てん
びんその他調剤に必要な器具を備えるこ
と。

五
十　火気を使用する場所には、防火上必要な設備
を設けること。

六
十　消火用の機械又は器具を備えること。
２	 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構
造設備の基準については、建築基準法の規定に
基づく政令の定めるところによる。

第 16 条　●医療法施行規則（抄）
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六　精神病室の設備については、精神疾患の特性
を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護
のために必要な方法を講ずること。

七　感染症病室及び結核病室には、病院又は診療
所の他の部分及び外部に対して感染予防のた
めにしゃ断その他必要な方法を講ずること。

八　第２階以上の階に病室を有するものにあって
は、患者の使用する屋内の直通階段を２以上
設けること。ただし、患者の使用するエレベー
ターが設置されているもの又は第２階以上の
各階における病室の床面積の合計がそれぞれ
50㎡（主要構造部が耐火構造であるか、又は
不燃材料（建築基準法第２条第九号に規定す
る不燃材料をいう。以下同じ。）で造られて
いる建築物にあっては 100㎡）以下のものに
ついては、患者の使用する屋内の直通階段を
１とすることができる。

九　前号に規定する直通階段の構造は、次の通り
とすること。

イ　階段及び踊場の幅は、内法を 1.2 ｍ以上と
すること。

ロ　けあげは 0.2 ｍ以下、踏面は 0.24 ｍ以上と
すること。

ハ　適当な手すりを設けること。
十　第３階以上の階に病室を有するものにあって
は、避難に支障がないように避難階段を２以
上設けること。ただし、第八号に規定する直
通階段のうちの１又は２を建築基準法施行令
（昭和25年政令第338号）第 123 条第１項に規定する
避難階段としての構造とする場合は、その直
通階段の数を避難階段の数に算入することが
できる。

一
十　患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとす
ること。

イ　精神病床及び療養病床に係る病室に隣接す
る廊下の幅は、内法による測定で、1.8 ｍ
以上とすること。ただし、両側に居室があ
る廊下の幅は、内法による測定で、2.7 ｍ
以上としなければならない。

ロ　イ以外の廊下（病院に係るものに限る。）
の幅は、内法による測定で、1.8 ｍ以上と
すること。ただし、両側に居室がある廊下
（病院に係るものに限る。）の幅は、内法に
よる測定で、2.1 ｍ以上としなければなら
ない。

ハ　イ以外の廊下（診療所に係るものに限る。）
の幅は、内法による測定で、1.2 ｍ以上と
すること。ただし、両側に居室がある廊下
（診療所に係るものに限る。）の幅は、内法
による測定で、1.6 ｍ以上としなければな
らない。

二
十　感染症病室又は結核病室を有する病院又は診
療所には、必要な消毒設備を設けること。

三
十　歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設
備を設けること。

四
十　調剤所の構造設備は次に従うこと。
イ　採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保
つこと。

ロ　冷暗所を設けること。
ハ　感量 10㎎のてんびん及び 500㎎の上皿てん
びんその他調剤に必要な器具を備えるこ
と。

五
十　火気を使用する場所には、防火上必要な設備
を設けること。

六
十　消火用の機械又は器具を備えること。
２	 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構
造設備の基準については、建築基準法の規定に
基づく政令の定めるところによる。

第 16 条　●医療法施行規則（抄）
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旅館業法（抄）
昭和 23 年７月 12 日法律第 138 号

最終改正：令和５年６月 23 日法律第 67 号

第１条　この法律は、旅館業の業務の適正な運営を
確保すること等により、旅館業の健全な発達を
図るとともに、旅館業の分野における利用者の
需要の高度化及び多様化に対応したサービスの
提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の
向上に寄与することを目的とする。

第２条　この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル
営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

２	 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を
設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、
簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

３	 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場
所を多数人で共用する構造及び設備を主とする
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる
営業で、下宿営業以外のものをいう。

４	 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、１
月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人
を宿泊させる営業をいう。

５	 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各
項の施設を利用することをいう。

第３条　旅館業を営もうとする者は、都道府県知事
（保健所を設置する市又は特別区にあっては、
市長又は区長。第４項を除き、以下同じ。）の
許可を受けなければならない。ただし、旅館・
ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者
が、当該施設において下宿営業を営もうとする
場合は、この限りでない。

２	 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場
合において、その申請に係る施設の構造設備が
政令で定める基準に適合しないと認めるとき、
当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当である
と認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、同項の許可を与えないこ
とができる。

▪政令【構造設備の基準】令１条�➡９５５ 

一　心身の故障により旅館業を適正に行うことが
できない者として厚生労働省令で定めるもの

二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若し
くはこの法律に基づく処分に違反して罰金以
下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなった日から起算し
て３年を経過していない者

四　第８条の規定により許可を取り消され、取消
しの日から起算して３年を経過していない者

五　暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律（平成３年法律第77号）第２条第六号に規定す
る暴力団員又は同号に規定する暴力団員でな
くなった日から起算して５年を経過しない者
（第八号において「暴力団員等」という。）

六　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しな
い未成年者でその法定代理人（法定代理人が
法人である場合においては、その役員を含
む。）が前各号のいずれかに該当するもの

七　法人であって、その業務を行う役員のうちに
第一号から第五号までのいずれかに該当する
者があるもの

八　暴力団員等がその事業活動を支配する者
３	 第１項の許可の申請に係る施設の設置場所が、
次に掲げる施設の敷地（これらの用に供するも
のと決定した土地を含む。以下同じ。）の周囲
おおむね 100 ｍの区域内にある場合において、
その設置によって当該施設の清純な施設環境が
著しく害されるおそれがあると認めるときも、
前項と同様とする。

一　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定す
る学校（大学を除くものとし、次項において
「第１条学校」という。）及び就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項
に規定する幼保連携型認定こども園（以下こ
の条において「幼保連携型認定こども園」と
いう。）

二　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に
規定する児童福祉施設（幼保連携型認定こど
も園を除くものとし、以下単に「児童福祉施
設」という。）

三　社会教育法（昭和24年法律第207号）第２条に規定す
る社会教育に関する施設その他の施設で、前
２号に掲げる施設に類するものとして都道府
県（保健所を設置する市又は特別区にあって
は、市又は特別区。以下同じ。）の条例で定
めるもの

旅館業法（抄）●　第 1条
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４　都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区
にあっては、市長又は区長）は、前項各号に掲
げる施設の敷地の周囲おおむね 100 ｍの区域内
の施設につき第１項の許可を与える場合には、
あらかじめ、その施設の設置によって前項各号
に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害され
るおそれがないかどうかについて、学校（第１
条学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以
下この項において同じ。）については、当該学
校が大学附置の国立学校（国（国立大学法人法
（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立
大学法人を含む。以下この項において同じ。）
が設置する学校をいう。）又は地方独立行政法
人法（平成15年法律第118号）第 68 条第 1 項に規定す
る公立大学法人（以下この項において「公立大
学法人」という。）が設置する学校であるとき
は当該大学の学長、高等専門学校であるときは
当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の
公立学校であるときは当該学校を設置する地方
公共団体の教育委員会（幼保連携型認定こども
園であるときは、地方公共団体の長）、高等専
門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立
学校であるときは学校教育法に定めるその所管
庁、国及び地方公共団体（公立大学法人を含
む。）以外の者が設置する幼保連携型認定こど
も園であるときは都道府県知事（地方自治法（昭
和22年法律第67号）第 252 条の 19 第１項の指定都市
（以下この項において「指定都市」という。）及
び同法第 252 条の 22 第１項の中核市（以下こ
の項において「中核市」という。）においては、
当該指定都市又は中核市の長）の意見を、児童
福祉施設については、児童福祉法第 46 条に規
定する行政庁の意見を、前項第三号の規定によ
り都道府県の条例で定める施設については、当
該条例で定める者の意見を求めなければならな
い。

５	 第２項又は第３項の規定により、第１項の許可
を与えない場合には、都道府県知事は、理由を
附した書面をもって、その旨を申請者に通知し
なければならない。

６	 第１項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗
の保持上必要な条件を附することができる。

第４条　営業者は、旅館業の施設について、換気、
採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生

に必要な措置を講じなければならない。
２	 前項の措置の基準については、都道府県が条例
で、これを定める。

３	 第１項に規定する事項を除くほか、営業者は、
旅館業の施設を利用させるについては、政令で
定める基準によらなければならない。

第 ４条　●旅館業法（抄）
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４　都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区
にあっては、市長又は区長）は、前項各号に掲
げる施設の敷地の周囲おおむね 100 ｍの区域内
の施設につき第１項の許可を与える場合には、
あらかじめ、その施設の設置によって前項各号
に掲げる施設の清純な施設環境が著しく害され
るおそれがないかどうかについて、学校（第１
条学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以
下この項において同じ。）については、当該学
校が大学附置の国立学校（国（国立大学法人法
（平成15年法律第112号）第２条第１項に規定する国立
大学法人を含む。以下この項において同じ。）
が設置する学校をいう。）又は地方独立行政法
人法（平成15年法律第118号）第 68 条第 1 項に規定す
る公立大学法人（以下この項において「公立大
学法人」という。）が設置する学校であるとき
は当該大学の学長、高等専門学校であるときは
当該高等専門学校の校長、高等専門学校以外の
公立学校であるときは当該学校を設置する地方
公共団体の教育委員会（幼保連携型認定こども
園であるときは、地方公共団体の長）、高等専
門学校及び幼保連携型認定こども園以外の私立
学校であるときは学校教育法に定めるその所管
庁、国及び地方公共団体（公立大学法人を含
む。）以外の者が設置する幼保連携型認定こど
も園であるときは都道府県知事（地方自治法（昭
和22年法律第67号）第 252 条の 19 第１項の指定都市
（以下この項において「指定都市」という。）及
び同法第 252 条の 22 第１項の中核市（以下こ
の項において「中核市」という。）においては、
当該指定都市又は中核市の長）の意見を、児童
福祉施設については、児童福祉法第 46 条に規
定する行政庁の意見を、前項第三号の規定によ
り都道府県の条例で定める施設については、当
該条例で定める者の意見を求めなければならな
い。

５	 第２項又は第３項の規定により、第１項の許可
を与えない場合には、都道府県知事は、理由を
附した書面をもって、その旨を申請者に通知し
なければならない。

６	 第１項の許可には、公衆衛生上又は善良の風俗
の保持上必要な条件を附することができる。

第４条　営業者は、旅館業の施設について、換気、
採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生

に必要な措置を講じなければならない。
２	 前項の措置の基準については、都道府県が条例
で、これを定める。

３	 第１項に規定する事項を除くほか、営業者は、
旅館業の施設を利用させるについては、政令で
定める基準によらなければならない。

第 ４条　●旅館業法（抄）
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旅館業法施行令（抄）
昭和 32 年６月 21 日政令第 152 号

最終改正：平成 30 年１月 31 日政令第 21 号

【構造設備の基準】
第１条　旅館業法（以下「法」という。）第３条第
２項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構
造設備の基準は、次のとおりとする。
一　一客室の床面積は、７㎡（寝台を置く客室に
あっては、９㎡）以上であること。

二　宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳
場その他当該者の確認を適切に行うための設
備として厚生労働省令で定める基準に適合す
るものを有すること。

三　適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設
備を有すること。

四　当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に
支障を来さないと認められる場合を除き、宿
泊者の需要を満たすことができる適当な規模
の入浴設備を有すること。

五　宿泊者の需要を満たすことができる適当な規
模の洗面設備を有すること。

六　適当な数の便所を有すること。
七　その設置場所が法第３条第３項各号に掲げる
施設の敷地（これらの用に供するものと決定
した土地を含む。）の周囲おおむね 100 ｍの
区域内にある場合には、当該施設から客室又
は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさ
せるホール若しくは客に射幸心をそそるおそ
れがある遊技をさせるホールその他の設備の
内部を見通すことを遮ることができる設備を
有すること。

八　その他都道府県（保健所を設置する市又は特
別区にあっては、市又は特別区。以下この条
において同じ。）が条例で定める構造設備の
基準に適合すること。

２	 法第３条第２項の規定による簡易宿所営業の施
設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一　客室の延床面積は、33㎡（法第３条第１項の
許可の申請に当たって宿泊者の数を 10 人未
満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数
を乗じて得た面積）以上であること。

二　階層式寝台を有する場合には、上段と下段の
間隔は、おおむね１ｍ以上であること。

三　適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設
備を有すること。

四　当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に
支障をきたさないと認められる場合を除き、
宿泊者の需要を満たすことができる規模の入
浴設備を有すること。

五　宿泊者の需要を満たすことができる適当な規
模の洗面設備を有すること。

六　適当な数の便所を有すること。
七　その他都道府県が条例で定める構造設備の基
準に適合すること。

３	 法第３条第２項の規定による下宿営業の施設の
構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設
備を有すること。

二　当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に
支障をきたさないと認められる場合を除き、
宿泊者の需要を満たすことができる規模の入
浴設備を有すること。

三　宿泊者の需要を満たすことができる適当な規
模の洗面設備を有すること。

四　適当な数の便所を有すること。
五　その他都道府県が条例で定める構造設備の基
準に適合すること。

旅館業法施行令（抄）●　第 1条
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第５６３条�［買主の代金減額請求権］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥961

第５６４条�［買主の損害賠償請求及び解除権の行使］‥‥‥961

第５６５条�［移転した権利が契約の内容に適合しない場合に
おける売主の担保責任］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥961

第５６６条�［目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間
の制限］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥961

第５７２条�［担保責任を負わない旨の特約］‥‥‥‥‥‥‥961

第６３６条�［請負人の担保責任の制限］‥‥‥‥‥‥‥‥‥961

第６３７条�［目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間
の制限］‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥961

●民法（抄）

957民法

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

10

15

20

25

30

35

40

45

L M N O P Q R

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

【所有権の内容】
第 206 条　所有者は、法令の制限内において、自
由にその所有物の使用、収益及び処分をする権
利を有する。

【土地所有権の範囲】
第207条　土地の所有権は、法令の制限内において、
その土地の上下に及ぶ。

【隣地の使用】
第 209 条　土地の所有者は、次に掲げる目的のた
め必要な範囲内で、隣地を使用することができ
る。ただし、住家については、その居住者の承
諾がなければ、立ち入ることはできない。
一　境界又はその付近における障壁、建物その他
の工作物の築造、収去又は修繕

二　境界標の調査又は境界に関する測量
三　第 233 条第３項の規定による枝の切取り
２	 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法
は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している
者（以下この条において「隣地使用者」という。）
のために損害が最も少ないものを選ばなければ
ならない。

３	 第１項の規定により隣地を使用する者は、あら
かじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地
の所有者及び隣地使用者に通知しなければなら
ない。ただし、あらかじめ通知することが困難
なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知
することをもって足りる。

４	 第１項の場合において、隣地の所有者又は隣地
使用者が損害を受けたときは、その償金を請求
することができる。

【公道に至るための他の土地の通行権】
第 210 条　他の土地に囲まれて公道に通じない土
地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲
んでいる他の土地を通行することができる。

２	 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公
道に至ることができないとき、又は崖があって
土地と公道とに著しい高低差があるときも、前
項と同様とする。

第211条　前条の場合には、通行の場所及び方法は、
同条の規定による通行権を有する者のために必
要であり、かつ、他の土地のために損害が最も
少ないものを選ばなければならない。

２	 前条の規定による通行権を有する者は、必要が
あるときは、通路を開設することができる。

第 212 条　第 210 条の規定による通行権を有する
者は、その通行する他の土地の損害に対して償
金を支払わなければならない。ただし、通路の
開設のために生じた損害に対するものを除き、
１年ごとにその償金を支払うことができる。

第 213 条　分割によって公道に通じない土地が生
じたときは、その土地の所有者は、公道に至る
ため、他の分割者の所有地のみを通行すること
ができる。この場合においては、償金を支払う
ことを要しない。

２	 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部
を譲り渡した場合について準用する。

【継続的給付を受けるための設備の設置権等】
第 213 条の２　土地の所有者は、他の土地に設備
を設置し、又は他人が所有する設備を使用しな
ければ電気、ガス又は水道水の供給その他これ
らに類する継続的給付（以下この項及び次条第
１項において「継続的給付」という。）を受け
ることができないときは、継続的給付を受ける
ため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、
又は他人が所有する設備を使用することができ
る。

２	 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及
び方法は、他の土地又は他人が所有する設備
（次項において「他の土地等」という。）のため
に損害が最も少ないものを選ばなければならな
い。

３	 第１項の規定により他の土地に設備を設置し、
又は他人が所有する設備を使用する者は、あら
かじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等
の所有者及び他の土地を現に使用している者に
通知しなければならない。

４	 第１項の規定による権利を有する者は、同項の
規定により他の土地に設備を設置し、又は他人
が所有する設備を使用するために当該他の土地
又は当該他人が所有する設備がある土地を使用
することができる。この場合においては、第
209 条第１項ただし書及び第２項から第４項ま
での規定を準用する。

５	 第１項の規定により他の土地に設備を設置する
者は、その土地の損害（前項において準用する
第 209 条第４項に規定する損害を除く。）に対
して償金を支払わなければならない。ただし、
１年ごとにその償金を支払うことができる。
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６	 第１項の規定により他人が所有する設備を使用
する者は、その設備の使用を開始するために生
じた損害に対して償金を支払わなければならな
い。

７	 第１項の規定により他人が所有する設備を使用
する者は、その利益を受ける割合に応じて、そ
の設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負
担しなければならない。

【自然水流に対する妨害の禁止】
第 214 条　土地の所有者は、隣地から水が自然に
流れて来るのを妨げてはならない。

【水流の障害の除去】
第 215 条　水流が天災その他避けることのできな
い事変により低地において閉塞したときは、高
地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除
去するため必要な工事をすることができる。

【水流に関する工作物の修繕等】
第 216 条　他の土地に貯水、排水又は引水のため
に設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自
己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある
場合には、その土地の所有者は、当該他の土地
の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去
をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせ
ることができる。

【費用の負担についての慣習】
第 217 条　前２条の場合において、費用の負担に
ついて別段の慣習があるときは、その慣習に従
う。

【雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止】
第 218 条　土地の所有者は、直接に雨水を隣地に
注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはなら
ない。

【水流の変更】
第 219 条　溝、堀その他の水流地の所有者は、対
岸の土地が他人の所有に属するときは、その水
路又は幅員を変更してはならない。

２	 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、
その所有者は、水路及び幅員を変更することが
できる。ただし、水流が隣地と交わる地点にお
いて、自然の水路に戻さなければならない。

３	 前２項の規定と異なる慣習があるときは、その
慣習に従う。

【排水のための低地の通水】
第 220 条　高地の所有者は、その高地が浸水した
場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは

農工業用の余水を排出するため、公の水流又は
下水道に至るまで、低地に水を通過させること
ができる。この場合においては、低地のために
損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければ
ならない。

【通水用工作物の使用】
第 221 条　土地の所有者は、その所有地の水を通
過させるため、高地又は低地の所有者が設けた
工作物を使用することができる。

２	 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、
その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置
及び保存の費用を分担しなければならない。

【堰の設置及び使用】
第 222 条　水流地の所有者は、堰を設ける必要が
ある場合には、対岸の土地が他人の所有に属す
るときであっても、その堰を対岸に付着させて
設けることができる。ただし、これによって生
じた損害に対して償金を支払わなければならな
い。

２	 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所
有に属するときは、前項の堰を使用することが
できる。

３	 前条第２項の規定は、前項の場合について準用
する。

【境界標の設置】
第 223 条　土地の所有者は、隣地の所有者と共同
の費用で、境界標を設けることができる。

【境界標の設置及び保存の費用】
第 224 条　境界標の設置及び保存の費用は、相隣
者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費
用は、その土地の広狭に応じて分担する。

【囲障の設置】
第225条　２棟の建物がその所有者を異にし、かつ、
その間に空地があるときは、各所有者は、他の
所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設け
ることができる。

２	 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障
は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料の
ものであって、かつ、高さ２ｍのものでなけれ
ばならない。

【囲障の設置及び保存の費用】
第 226 条　前条の囲障の設置及び保存の費用は、
相隣者が等しい割合で負担する。

【相隣者の1人による囲障の設置】
第 227 条　相隣者の１人は、第 225 条第２項に規
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６	 第１項の規定により他人が所有する設備を使用
する者は、その設備の使用を開始するために生
じた損害に対して償金を支払わなければならな
い。

７	 第１項の規定により他人が所有する設備を使用
する者は、その利益を受ける割合に応じて、そ
の設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負
担しなければならない。

【自然水流に対する妨害の禁止】
第 214 条　土地の所有者は、隣地から水が自然に
流れて来るのを妨げてはならない。

【水流の障害の除去】
第 215 条　水流が天災その他避けることのできな
い事変により低地において閉塞したときは、高
地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除
去するため必要な工事をすることができる。

【水流に関する工作物の修繕等】
第 216 条　他の土地に貯水、排水又は引水のため
に設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自
己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある
場合には、その土地の所有者は、当該他の土地
の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去
をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせ
ることができる。

【費用の負担についての慣習】
第 217 条　前２条の場合において、費用の負担に
ついて別段の慣習があるときは、その慣習に従
う。

【雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止】
第 218 条　土地の所有者は、直接に雨水を隣地に
注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはなら
ない。

【水流の変更】
第 219 条　溝、堀その他の水流地の所有者は、対
岸の土地が他人の所有に属するときは、その水
路又は幅員を変更してはならない。

２	 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、
その所有者は、水路及び幅員を変更することが
できる。ただし、水流が隣地と交わる地点にお
いて、自然の水路に戻さなければならない。

３	 前２項の規定と異なる慣習があるときは、その
慣習に従う。

【排水のための低地の通水】
第 220 条　高地の所有者は、その高地が浸水した
場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは

農工業用の余水を排出するため、公の水流又は
下水道に至るまで、低地に水を通過させること
ができる。この場合においては、低地のために
損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければ
ならない。

【通水用工作物の使用】
第 221 条　土地の所有者は、その所有地の水を通
過させるため、高地又は低地の所有者が設けた
工作物を使用することができる。

２	 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、
その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置
及び保存の費用を分担しなければならない。

【堰の設置及び使用】
第 222 条　水流地の所有者は、堰を設ける必要が
ある場合には、対岸の土地が他人の所有に属す
るときであっても、その堰を対岸に付着させて
設けることができる。ただし、これによって生
じた損害に対して償金を支払わなければならな
い。

２	 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所
有に属するときは、前項の堰を使用することが
できる。

３	 前条第２項の規定は、前項の場合について準用
する。

【境界標の設置】
第 223 条　土地の所有者は、隣地の所有者と共同
の費用で、境界標を設けることができる。

【境界標の設置及び保存の費用】
第 224 条　境界標の設置及び保存の費用は、相隣
者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費
用は、その土地の広狭に応じて分担する。

【囲障の設置】
第225条　２棟の建物がその所有者を異にし、かつ、
その間に空地があるときは、各所有者は、他の
所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設け
ることができる。

２	 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障
は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料の
ものであって、かつ、高さ２ｍのものでなけれ
ばならない。

【囲障の設置及び保存の費用】
第 226 条　前条の囲障の設置及び保存の費用は、
相隣者が等しい割合で負担する。

【相隣者の1人による囲障の設置】
第 227 条　相隣者の１人は、第 225 条第２項に規
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定する材料より良好なものを用い、又は同項に
規定する高さを増して囲障を設けることができ
る。ただし、これによって生ずる費用の増加額
を負担しなければならない。

【囲障の設置等に関する慣習】
第 228 条　前３条の規定と異なる慣習があるとき
は、その慣習に従う。

【境界標等の共有の推定】
第 229 条　境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、
溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定
する。

第 230 条　１棟の建物の一部を構成する境界線上
の障壁については、前条の規定は、適用しない。

２	 高さの異なる２棟の隣接する建物を隔てる障壁
の高さが、低い建物の高さを超えるときは、そ
の障壁のうち低い建物を超える部分について
も、前項と同様とする。ただし、防火障壁につ
いては、この限りでない。

【共有の障壁の高さを増す工事】
第 231 条　相隣者の１人は、共有の障壁の高さを
増すことができる。ただし、その障壁がその工
事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工
作を加え、又はその障壁を改築しなければなら
ない。

２	 前項の規定により障壁の高さを増したときは、
その高さを増した部分は、その工事をした者の
単独の所有に属する。

第 232 条　前条の場合において、隣人が損害を受
けたときは、その償金を請求することができる。

【竹木の枝の切除及び根の切取り】
第 233 条　土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境
界線を越えるときは、その竹木の所有者に、そ
の枝を切除させることができる。
２	 前項の場合において、竹木が数人の共有に属
するときは、各共有者は、その枝を切り取る
ことができる。

３	 第１項の場合において、次に掲げるときは、
土地の所有者は、その枝を切り取ることがで
きる。

一　竹木の所有者に枝を切除するよう催告したに
もかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内
に切除しないとき。

二　竹木の所有者を知ることができず、又はその

所在を知ることができないとき。
三　急迫の事情があるとき。

４	 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その
根を切り取ることができる。

【境界線付近の建築の制限】
第 234 条　建物を築造するには、境界線から 50cm
以上の距離を保たなければならない。

２	 前項の規定に違反して建築をしようとする者が
あるときは、隣地の所有者は、その建築を中止
させ、又は変更させることができる。ただし、
建築に着手した時から１年を経過し、又はその
建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをす
ることができる。

第 235 条　境界線から１ｍ未満の距離において他
人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側（ベ
ランダを含む。次項において同じ。）を設ける
者は、目隠しを付けなければならない。

２	 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点
から垂直線によって境界線に至るまでを測定し
て算出する。

【境界線付近の建築に関する慣習】
第 236 条　前 2 条の規定と異なる慣習があるとき
は、その慣習に従う。

【境界線付近の掘削の制限】
第 237 条　井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だ
めを掘るには境界線から２ｍ以上、池、穴蔵又
はし尿だめを掘るには境界線から１ｍ以上の距
離を保たなければならない。

２	 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、
境界線からその深さの　	以上の距離を保たな
ければならない。ただし、１ｍを超えることを
要しない。

【境界線付近の掘削に関する注意義務】
第 238 条　境界線の付近において前条の工事をす
るときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏
出を防ぐため必要な注意をしなければならな
い。

【履行期と履行遅滞】
第 412 条　債務の履行について確定期限があると
きは、債務者は、その期限の到来した時から遅
滞の責任を負う。

２	 債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者は、その期限の到来した後に履行の請求
を受けた時又はその期限の到来したことを知っ

1
2
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た時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
３	 債務の履行について期限を定めなかったとき
は、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞
の責任を負う。

【履行不能】
第 412 条の２　債務の履行が契約その他の債務の
発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能
であるときは、債権者は、その債務の履行を請
求することができない。

２	 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時
に不能であったことは、第 415 条の規定により
その履行の不能によって生じた損害の賠償を請
求することを妨げない。

【債務不履行による損害賠償】
第 415 条　債務者がその債務の本旨に従った履行
をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
は、債権者は、これによって生じた損害の賠償
を請求することができる。ただし、その債務の
不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引
上の社会通念に照らして債務者の責めに帰する
ことができない事由によるものであるときは、
この限りでない。

２	 前項の規定により損害賠償の請求をすることが
できる場合において、債権者は、次に掲げると
きは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をす
ることができる。
一　債務の履行が不能であるとき。
二　債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明
確に表示したとき。

三　債務が契約によって生じたものである場合に
おいて、その契約が解除され、又は債務の不
履行による契約の解除権が発生したとき。

【催告による解除】
第 541 条　当事者の一方がその債務を履行しない
場合において、相手方が相当の期間を定めてそ
の履行の催告をし、その期間内に履行がないと
きは、相手方は、契約の解除をすることができ
る。ただし、その期間を経過した時における債
務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に
照らして軽微であるときは、この限りでない。

【催告によらない解除】
第 542 条　次に掲げる場合には、債権者は、前条
の催告をすることなく、直ちに契約の解除をす
ることができる。
一　債務の全部の履行が不能であるとき。

二　債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意
思を明確に表示したとき。

三　債務の一部の履行が不能である場合又は債務
者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を
明確に表示した場合において、残存する部分
のみでは契約をした目的を達することができ
ないとき。

四　契約の性質又は当事者の意思表示により、特
定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場
合において、債務者が履行をしないでその時
期を経過したとき。

五　前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債
務の履行をせず、債権者が前条の催告をして
も契約をした目的を達するのに足りる履行が
される見込みがないことが明らかであると
き。

２	 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告を
することなく、直ちに契約の一部の解除をする
ことができる。

一　債務の一部の履行が不能であるとき。
二　債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確に表示したとき。

【解除の効果】
第 545 条　当事者の一方がその解除権を行使した
ときは、各当事者は、その相手方を原状に復さ
せる義務を負う。ただし、第三者の権利を害す
ることはできない。

２	 前項本文の場合において、金銭を返還するとき
は、その受領の時から利息を付さなければなら
ない。

３	 第１項本文の場合において、金銭以外の物を返
還するときは、その受領の時以後に生じた果実
をも返還しなければならない。

４	 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
【有償契約への準用】
第 559 条　この節の規定は、売買以外の有償契約
について準用する。ただし、その有償契約の性
質がこれを許さないときは、この限りでない。

【買主の追完請求権】
第 562 条　引き渡された目的物が種類、品質又は
数量に関して契約の内容に適合しないものであ
るときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、
代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。ただし、売主

第 ４12 条の 2　●民法（抄）
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た時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
３	 債務の履行について期限を定めなかったとき
は、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞
の責任を負う。

【履行不能】
第 412 条の２　債務の履行が契約その他の債務の
発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能
であるときは、債権者は、その債務の履行を請
求することができない。

２	 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時
に不能であったことは、第 415 条の規定により
その履行の不能によって生じた損害の賠償を請
求することを妨げない。

【債務不履行による損害賠償】
第 415 条　債務者がその債務の本旨に従った履行
をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
は、債権者は、これによって生じた損害の賠償
を請求することができる。ただし、その債務の
不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引
上の社会通念に照らして債務者の責めに帰する
ことができない事由によるものであるときは、
この限りでない。

２	 前項の規定により損害賠償の請求をすることが
できる場合において、債権者は、次に掲げると
きは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をす
ることができる。

一　債務の履行が不能であるとき。
二　債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明
確に表示したとき。

三　債務が契約によって生じたものである場合に
おいて、その契約が解除され、又は債務の不
履行による契約の解除権が発生したとき。

【催告による解除】
第 541 条　当事者の一方がその債務を履行しない
場合において、相手方が相当の期間を定めてそ
の履行の催告をし、その期間内に履行がないと
きは、相手方は、契約の解除をすることができ
る。ただし、その期間を経過した時における債
務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に
照らして軽微であるときは、この限りでない。

【催告によらない解除】
第 542 条　次に掲げる場合には、債権者は、前条
の催告をすることなく、直ちに契約の解除をす
ることができる。

一　債務の全部の履行が不能であるとき。

二　債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意
思を明確に表示したとき。

三　債務の一部の履行が不能である場合又は債務
者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を
明確に表示した場合において、残存する部分
のみでは契約をした目的を達することができ
ないとき。

四　契約の性質又は当事者の意思表示により、特
定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場
合において、債務者が履行をしないでその時
期を経過したとき。

五　前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債
務の履行をせず、債権者が前条の催告をして
も契約をした目的を達するのに足りる履行が
される見込みがないことが明らかであると
き。

２	 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告を
することなく、直ちに契約の一部の解除をする
ことができる。

一　債務の一部の履行が不能であるとき。
二　債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思
を明確に表示したとき。

【解除の効果】
第 545 条　当事者の一方がその解除権を行使した
ときは、各当事者は、その相手方を原状に復さ
せる義務を負う。ただし、第三者の権利を害す
ることはできない。

２	 前項本文の場合において、金銭を返還するとき
は、その受領の時から利息を付さなければなら
ない。

３	 第１項本文の場合において、金銭以外の物を返
還するときは、その受領の時以後に生じた果実
をも返還しなければならない。

４	 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
【有償契約への準用】
第 559 条　この節の規定は、売買以外の有償契約
について準用する。ただし、その有償契約の性
質がこれを許さないときは、この限りでない。

【買主の追完請求権】
第 562 条　引き渡された目的物が種類、品質又は
数量に関して契約の内容に適合しないものであ
るときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、
代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行
の追完を請求することができる。ただし、売主

第 ４12 条の 2　●民法（抄）
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民法（抄）●　第 ５63 条

は、買主に不相当な負担を課するものでないと
きは、買主が請求した方法と異なる方法による
履行の追完をすることができる。

２	 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によ
るものであるときは、買主は、同項の規定によ
る履行の追完の請求をすることができない。

【買主の代金減額請求権】
第 563 条　前条第１項本文に規定する場合におい
て、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催
告をし、その期間内に履行の追完がないときは、
買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額
を請求することができる。

２	 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、
買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代
金の減額を請求することができる。
一　履行の追完が不能であるとき。
二　売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表
示したとき。

三　契約の性質又は当事者の意思表示により、特
定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場
合において、売主が履行の追完をしないでそ
の時期を経過したとき。

四　前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催
告をしても履行の追完を受ける見込みがない
ことが明らかであるとき。

３	 第１項の不適合が買主の責めに帰すべき事由に
よるものであるときは、買主は、前２項の規定
による代金の減額の請求をすることができな
い。

【買主の損害賠償請求及び解除権の行使】
第 564 条　前２条の規定は、第 415 条の規定によ
る損害賠償の請求並びに第 541 条及び第 542 条
の規定による解除権の行使を妨げない。

【移転した権利が契約の内容に適合しない場合における
売主の担保責任】
第 565 条　前３条の規定は、売主が買主に移転し
た権利が契約の内容に適合しないものである場
合（権利の一部が他人に属する場合においてそ
の権利の一部を移転しないときを含む。）につ
いて準用する。

【目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限】
第 566 条　売主が種類又は品質に関して契約の内
容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合
において、買主がその不適合を知った時から１

年以内にその旨を売主に通知しないときは、買
主は、その不適合を理由として、履行の追完の
請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び
契約の解除をすることができない。ただし、売
主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大
な過失によって知らなかったときは、この限り
でない。

【担保責任を負わない旨の特約】
第 572 条　売主は、第 562	条第１項本文又は第 565	
条に規定する場合における担保の責任を負わな
い旨の特約をしたときであっても、知りながら
告げなかった事実及び自ら第三者のために設定
し又は第三者に譲り渡した権利については、そ
の責任を免れることができない。

【請負人の担保責任の制限】
第 636 条　請負人が種類又は品質に関して契約の
内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き
渡したとき（その引渡しを要しない場合にあっ
ては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類
又は品質に関して契約の内容に適合しないと
き）は、注文者は、注文者の供した材料の性質
又は注文者の与えた指図によって生じた不適合
を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額
の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をする
ことができない。ただし、請負人がその材料又
は指図が不適当であることを知りながら告げな
かったときは、この限りでない。

【目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限】
第 637 条　前条本文に規定する場合において、注
文者がその不適合を知った時から１年以内にそ
の旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
その不適合を理由として、履行の追完の請求、
報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の
解除をすることができない。

２	 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡
した時（その引渡しを要しない場合にあっては、
仕事が終了した時）において、請負人が同項の
不適合を知り、又は重大な過失によって知らな
かったときは、適用しない。
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建物の区分所有等に関する法律（抄）
昭和 37 年４月４日法律第 69 号

最終改正：令和３年５月 19 日法律第 37 号

【建物の区分所有】
第１条　一棟の建物に構造上区分された数個の部分
で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他
建物としての用途に供することができるものが
あるときは、その各部分は、この法律の定める
ところにより、それぞれ所有権の目的とするこ
とができる。

【定義】
第２条　この法律において「区分所有権」とは、前
条に規定する建物の部分（第４条第２項の規定
により共用部分とされたものを除く。）を目的
とする所有権をいう。

２	 この法律において「区分所有者」とは、区分所
有権を有する者をいう。

３	 この法律において「専有部分」とは、区分所有
権の目的たる建物の部分をいう。

４	 この法律において「共用部分」とは、専有部分
以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の
附属物及び第４条第２項の規定により共用部分
とされた附属の建物をいう。

５	 この法律において「建物の敷地」とは、建物が
所在する土地及び第５条第１項の規定により建
物の敷地とされた土地をいう。

６	 この法律において「敷地利用権」とは、専有部
分を所有するための建物の敷地に関する権利を
いう。

【共用部分の変更】
第 17 条　共用部分の変更（その形状又は効用の著
しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所
有者及び議決権の各　	以上の多数による集会
の決議で決する。ただし、この区分所有者の定
数は、規約でその過半数まで減ずることができ
る。

■関連【議事】法３９条�１項➡９６２ 

２	 前項の場合において、共用部分の変更が専有部
分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、そ
の専有部分の所有者の承諾を得なければならな
い。

【共用部分の管理】
第 18 条　共用部分の管理に関する事項は、前条の

3
4

場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。

２	 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを
妨げない。

３	 前条第２項の規定は、第１項本文の場合に準用
する。

４	 共用部分につき損害保険契約をすることは、共
用部分の管理に関する事項とみなす。

【議事】
第 39 条　集会の議事は、この法律又は規約に別段
の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各
過半数で決する。

２　議決権は、書面で、又は代理人によって行使す
ることができる。

３　区分所有者は、規約又は集会の決議により、前
項の規定による書面による議決権の行使に代え
て、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法で
あって法務省令で定めるものをいう。以下同
じ。）によって議決権を行使することができる。

第 1条　●建物の区分所有等に関する法律（抄）


